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平成２０年２月臨時会会議録 

 

 

平成２０年２月４日 月曜日 午前１０時００分開会 

議 長 中 川 正 和     副議長 平 向 岩 雄 

 

 出 席 議 員（２０名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   小  関     淳  議員     ６番   遠  藤  敏  信  議員 

  ７番   中  川  正  和  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   清  水  清  秋  議員    １０番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １１番   渡  部  平  八  議員    １２番   今  田  雄  三  議員 

 １３番   金     利  寛  議員    １４番   新  田  道  尋  議員 

 １５番   平  向  岩  雄  議員    １６番   森     儀  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   亀  井  信  夫  議員 

 １９番   星  川     豊  議員    ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員 （０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  総 務 課 長 武 田 一 夫 

政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎  福 祉 事 務 所 長 矢 口   孝 

税 務 課 長 田 口 五 郎  商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 鈴 木 吉 郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 査 佐 藤 嘉 信 

 

議 事 日 程 

平成２０年２月４日 月曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 
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日程第 ３ 報告第１号平成１９年度新庄市一般会計補正予算（第６号）の専決処分の承認について 

日程第 ４ 議案第１号新庄市わらすこ広場の設置及び管理に関する条例の設定について 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程に同じ 
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開       会 

 

 

中川正和議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は20名、欠席通告者はあ

りません。 

  それでは、これより平成20年２月新庄市議会

臨時会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議はお手元に配付しております議事

日程によって進めます。 

 

 

会議録署名議員指名 

 

 

中川正和議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において小関 淳君、森 儀一君を

指名いたします。 

 

 

日程第２会期決定 

 

 

中川正和議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長今田雄三君。 

   （今田雄三議会運営委員長登壇） 

今田雄三議会運営委員長 おはようございます。 

  これより議会運営委員長の報告を行います。 

  去る１月28日午前10時より議員協議会室にお

いて委員７名出席のもと、執行部より関係課長

並びに議会事務局職員の出席を求め、本日招集

されました２月臨時議会の運営について協議を

いたしたところであります。 

  会期につきましては、このたび提出されます

案件は、報告１件、議案１件の計２件でありま

すので、本日１日と決定いたしました。 

  案件の取り扱いにつきましては、委員会への

付託を省略して直ちに本日の本会議において審

議をお願いいたします。 

  以上、議長よりよろしくお取り計らいくださ

いますようお願い申し上げ、報告を終わります。 

中川正和議長 お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告ありましたとおり、本日２月４日、

１日にいたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は本日２月４日、１日と決しました。 

 

 

日程第３報告第１号平成１９年度

新庄市一般会計補正予算（第６

号）の専決処分の承認について 

 

 

中川正和議長 日程第３報告第１号平成19年度新

庄市一般会計補正予算（第６号）の専決処分の

承認についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  天気も落ちついて、大変いい日になっており

ますが、初めに、１月30、31日に消雪用水の試

験通水を行いまして、２月１日より本格通水を

行っております。くみ上げにつきましては、指

首野川の水位26センチということを基本にしま

して、それを下回ったときにくみ上げるという

ことにしております。現在の積雪74センチメー
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トル、出動回数17回、南部、中部、北部とそれ

ぞれ差異はございますが、一応17回ほど、今ま

での必要金額9,500万円ほど支出しております。 

  それでは、報告第１号平成19年度新庄市一般

会計補正予算（第６号）の専決処分の承認につ

いて、御説明申し上げます。 

  原油価格の急激な高騰が国民生活を直撃して

いるため、政府は平成19年12月11日に原油価格

の高騰に伴う中小企業各業種、国民生活などへ

の対策の強化に関する基本方針を定めました。

この決定を受け、本市では低所得世帯を対象に

灯油購入費の支援を行うため、平成19年12月19

日に補正予算の専決処分を行いました。 

  支援の対象は、世帯主及び生計をともにする

世帯員全員が住民税非課税世帯のうち国民年金

法による障害基礎年金受給者がいる世帯など約

1,900件で、支援する単価は原油高騰により影

響を受ける金額の２分の１とし、１世帯当たり

4,500円といたしました。 

  財源といたしましては、国は特別交付税措置

を講ずるとのことでしたので、全額特別交付税

を計上しておりますが、山形県は１月15日に対

策に取り組んだ市町村に対し補助金を交付する

ことを決定しております。本市に対しては上限

の100万円を交付するという通知がありました

ので、３月補正において財源を補正する予定に

しております。 

  低所得世帯にとりまして深刻な問題となって

おります急激な原油高騰に対し、いち早く対応

しましたので、御承認いただきますようお願い

いたします。よろしくお願いします。 

中川正和議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました報告第１号につき

ましては、会議規則第37条第３項の規定により

委員会の付託を省略したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第１号は委員会の付託を省略することに決

しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

中川正和議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） いち早く対策を出して

取り組んでくださったことに敬意を表するもの

です。 

  さらに、質問なんですけれども、県内の市町

村の補助の状況を調べてみますと、65歳以上を

補助の対象にしているという市町村がほとんど

です。新庄市の場合は65歳以上となってなくて、

先日も65歳の方が含まれる老人世帯で住民税非

課税なんだけれども、自分が市役所に問い合わ

せたら該当なってないと言われたということで、

とてもつらい電話がありました。そういう意味

では、そのときは市役所が決めたのであればし

ようがないだろうなと思っていたんですけれど

も、県内のを調べてみると65歳以上というふう

にしている自治体がたくさんあります。ほとん

どがそうです。新庄市のこの今現在決めている

年齢を65歳以上までにした場合、歳入歳出はど

うなるのか。これから改善する見込みはないの

か。今本当に現在原油高の生活での苦しさとい

うのは進行しているわけですから、改善して取

り組む余地があるのではないかと思うんです。

それから、金額についても郡内で１万円支給と

いうのが真室川町、金山町、大蔵村、鮭川村、

戸沢村は8,000円というふうになっています。

これも改善できるのではないだろうかと思うん

ですが、その点どうお考えなのかお聞かせいた

だきたいと思います。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 灯油券の窓口が福祉事務

所でありますので、私からお答えをいたします。 

  専決に御同意いただきまして、前の段階です

が、ありがとうございます。本市におきまして
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は、一番早い方に決定をさせていただきました。

今、65歳以上というお話もございましたが、人

数とかいろいろございます。ほかの市ではそう

いう事例が多いということでありますが、その

時点で75歳というふうに決定をいたしまして、

２月15日までの期間ということでありますので、

現在のとおり実施させていただきたいと思いま

す。また、１万円とか金額の問題ございました

が、13市においては4,000円、4,500円、5,000

円という金額でございます。町村ではそういう

事例もあるかもしれませんが、今の段階では当

初に決めましたとおりの実施要綱で継続してま

いりたいと思います。 

  広報の件でございますが、当初、市報に掲載

しまして、全戸配布をいたしました。なかなか

出足が鈍っていましたので、再度、民生委員さ

ん全員にお願いいたしました。わかりやすいよ

うに回覧もいたしました。その結果、先週１週

間で200件の交付をすることができました。ま

た、今後いろんな方に御協力をいただきながら、

交付券を受けられる方についてはなるべく受け

ていただきたいという考えで進めてまいりたい

と思います。以上です。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

中川正和議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 特別交付税で全額措置

というふうに出ております。そうしますと市の

持ち出しがほとんど現在はないわけです。その

上、県から上限100万円で補助金も出るという

ことでありますので、大いに広げて取り組んで

もいい内容ではないかと思うんですが、そうい

う点で今市民の生活が困っている方がふえてい

るわけで、そういう中で住民税非課税世帯とい

うことは、そのものが本当に収入が少ないとい

うことはだれもが認めるうちでもありますし、

そこを75歳以上というふうにするんではなくて、

県で多くが65歳以上にしている、そういうふう

に広げるということは十分できる財源があると

私は思うんですが、どうでしょうか、市長、お

考えは。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 国の特別交付税で措置

されるということになっていますが、果たして

全額なのか、金額はどのくらいなのかというこ

とは明らかにされておりません。灯油の対策全

部合わせて400から500億円の予算措置をなされ

たということでありますが、この灯油助成につ

いてどのくらいの予算が振り分けられるのかは

非常に今のところ不透明でありますので、全額

措置されるというような保障はございません。

仮に措置されたかどうかについても特別交付税

は一括交付されまして、その内訳については公

表されておりませんので、それが結果的に

100％なったかどうかという確認のすべもあり

ません。ただ、想定されるには、全額補助され

るという可能性は今のところ少ないと。予算か

ら逆算しますとそういう市町村の持ち出しも相

当その中にはあるということが想定されますの

で、全額カバーされるという保障は今のところ

明言できないというような状況でございます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

中川正和議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 国に対して要望を行っ

ていただきたいですし、さらに状況を見てまだ

灯油代払っている、これからも使うだろうと、

そういうことも考えて、今終わるわけではない

ですので、65歳以上ができないかこれから検討

もお願いしたいと思いますが、そういうことは

要望ということで、ここで要望を申し上げてお

きたいと思います。 

中川正和議長 ほかにありませんか。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

中川正和議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） この福祉灯油券、新庄

市、いち早く手がけていただいて、本当に実践
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していただいたということに感謝申し上げます

が、１点、金額の件であります。今、政策経営

課長の方から、特別交付税ですが、色つきじゃ

ないので全額来ているかどうかわからないとい

うけれども、県でこれに着手した人に対しては

100万円を助成するという話ですと、たまたま

ですが、1,900何人の対象者ですから500円にし

ても大体ちょうど100万円になるわけで、5,000

円にしてもよかったのではないかと。例えば無

雪宣言都市そして平和都市宣言をやっていて、

生活弱者に対するいろんな救済をいち早く手を

かけたことは確かなんですが、少々市の財政が

持ち出しになったとしても、すぐそこは4,500

円というんじゃなくて5,000円ぐらいにしてよ

かったのではないかなというふうに思うわけで

すが、この点１点と、それから、今回のこの助

成金に対する市長の最初の大略の話がありまし

たけれども、中小企業も、ほとんど新庄市はそ

ういうふうな中小企業ですが、かなり大変な灯

油高騰で大変な状況に追いやられていると思っ

ているんですが、そこに対するいろんな助成と

いうのは一つも見当たらなかったのですが、そ

こは検討に値したのでしょうか。検討されたの

でしょうかをお伺いしたいと思います。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 4,500円あるいは5,000円

といろいろございますが、当初の考え方は、昨

年から見ますと80円から100円、20円ぐらい上

がっているということでありましたので、その

半分を、上がった分の半分の３カ月部分補助し

たいという考え方で試算いたしますと4,500円

という金額が出たわけでございます。以上です。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

中川正和議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 中小企業に対しての配慮

というふうなことでございますが、今回につい

てはその辺は検討の範疇でございませんでした。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

中川正和議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 今、福祉事務所長の方

から4,500円、３カ月分、値上がり分掛ける３

カ月分を計算すると4,500円になるよという話

でしたけれども、国としては全体としてはもっ

ともっと大変な状況下に追いやられているとい

う考え方をされているのです。ですからそうい

うふうに、例えばここは豪雪地帯ですし、幸い

にして、今市長も話ありましたように、きょう

みたいに天気がよければよいんですが、これか

らまた吹雪が何日間か続くとも限らない、本当

に先行き不安な状況の中で灯油高騰というのは

やはりかなり、ましてや老人世帯だとか非課税、

母子家庭だとかということはやはり大変だと思

うんですね。そんなことをかんがみてやはり県

としても大変な状況の中で100万円という助成

金を出されているわけですから、これは今後少

し考える気、もう少しということはないかどう

か、この点どうなのでしょうかということと、

中小企業に対する考え方まるっきりということ

は、ほかのところではいろんな部分で考えられ

ている状態も、テレビでもそうですけれども、

かなりやはり石油、重油高騰のあおりで先行き

いかないで、このままでいくと倒産やむなきと

いう状況に追いやられている企業というのは結

構あるわけなんですが、そのようなところ、掌

握もしなかったでしょうか。大変な状況、石油

を主に使っている主な企業で、どうですかとか

意見調整とか、いろんな意見を伺いするとかと

いうことはしませんでしたかどうかを伺いしま

す。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

中川正和議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 今回の原油価格の高騰に

関するもので補助金云々の話はございませんで

した。ただし、私どもの方で補償制度とか融資

制度等がございますので、そちらの方で対応し
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ている部分もございます。以上でございます。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 先ほど坂本政策経営課長

からお話ございましたが、交付金のお話があり

ますが、全額というのが入ったか入らないかわ

からないということと、あとは持ち出しもある

かもしれないというような不確定要素もござい

ますので、当初定めましたとおり該当する方に

4,500円の交付券をおあげしたいと、そういう

ふうに考えております。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

中川正和議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 要望になりますが、国

から、それから県から来た交付税で何とかやろ

うと、市の持ち出しを何とかという状態の雰囲

気が少しにじみ出ているような、財政が大変だ

からという、にじみ出ているような感がします

が、県内有数の豪雪地帯でもありますし、そこ

いらのところで本当に困っている方々に対する

その思いやりというのは、そんなに100万円か

200万円ぐらいのいろんな云々で、安心安全を、

要するに市からの持ち出しがあるかもしれない

って、ないかもしれないわけでしょう、100万

円も県からも入っているわけですから。ここい

らもう少し検討の余地あるかどうか。 

  もう一つ、中小企業調べてないということ自

体がおかしいと思うのです。やはり本当に大変

な状況で、倒産やむなきに至るような状態だっ

てあるわけですから、そこをやはり今後どうい

うふうにされるのか、これからまだ２月、３月

と続くわけですから、この石油高騰一挙に下が

るという状況ないと思いますので、そこいら検

討の余地があるのかどうか最後にお伺いします。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 4,500円につきまして

は、１月から３月までの灯油代について計算し

て、そのうち係る経費の半分を助成したいとい

うことで、数字的に押さえた末の4,500円であ

りました。そういったことで、財政的に云々か

んぬんということではなくて、必要とする灯油

量と単価を割り出してその半分を助成したいと

いうことで計算した結果でございますので、御

理解願いたいと思います。こういうことで対策

を講じてまいりたいということで御理解いただ

きたいと思います。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

中川正和議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 ただいま議員からいただ

きました御意見等検討しながら今後対処してま

いりたいと思います。以上です。 

中川正和議長 ほかにありませんか。 

３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 

中川正和議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） 確認しておきますけれ

ども、先ほど所長は補助対象者の把握には民生

委員が当たると、こういうふうに言いましたか。

この前ちょっと、この補助については文書で回

って、大体知っている人が多いんですが、どう

いう申請するのかなと迷っておる方がおると思

うんですよ。私、電話受けたんですね。じゃ福

祉事務所に行って聞いてきますからと答えてい

ますが、その申請が、例えば民生委員とか地区

委員がそういう対象なる方を回って把握すると

か、そういう内容になっていますか、それ一つ

確認しておきたいと思います。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 基本的には御本人が申請

するというのが基本ですけれども、身障者の方

とか、あるいは高齢者の方とか多いもんですか

ら、家族の方あるいは民生委員の方、区長さん

方とか近所の方とか限定してません。はっきり

その方の意思があるとか、そういうことがはっ

きりわかれば余り細かいことは言わないで、該
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当する方には交付しておりますので、そのよう

に今後も進めてまいりたいと思います。 

３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 

中川正和議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） わかりました。高齢者

１人の方、随分多いんですよ、80か87歳だの。

そういう家族がいればそれは申請できるんです

けれども、恐らく家族いる方は補助対象になら

ない方が大きいと思いますよ。その辺を何とか

一本にできるものは、やはり民生委員とか地区

員とか、そういうものを通して回って申し込み

を受けていただければいいのかなという感じし

ますので、その辺をまず何とか考えてもらいた

いと思います。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 民生委員さんにお願いし

たいということは、毎年４月１日現在で81名民

生委員さんいるわけですが、その方に自分の区

域内の高齢者の調査をやっていただいておりま

す、寝たきりの方とか。民生委員さんがほとん

ど自分の区域内のそういう状況については把握

しておりますので、一番民生委員さんにお願い

した方がよろしいかなということで、そういう

理由からお願いしているわけであります。 

中川正和議長 ほかにありませんか。 

６ 番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

中川正和議長 遠藤敏信君。 

６ 番（遠藤敏信議員） 対象者の方が1,900何

戸とか言われましたけれども、この中で申請さ

れた方、された世帯というか、何戸でしょうか。 

  それと、892万5,000円の交付金があるわけで

すけれども、これ1,900何人対象者いるうち申

請された方の数が少なかった場合は、そのお金

はどうなるんでしょうか、それをお伺いします。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 予算においては1,934世

帯掛ける4,500円でそういう金額になっておる

わけです。いろいろネックになっているのが個

人情報、いわゆる非課税とか、あるいは同居と

か、私たちも見ることができない情報がござい

ますので、そういう方については申請してもら

って、税情報を見てもいいですよという同意書

をいただいてから私たちは調査に入るわけです。

例えば特別児童扶養手当、児童扶養手当あるい

は生活保護については前もってそういう情報を

私たちが見てもいいですよという同意書を得て

いますので、そういう方についてはほとんど８

割、９割、現在で８割、９割の方に交付してお

ります。今申し上げた方については100％近い

交付になると考えています。ただ、そのほかに

ついて、さっきからお話ありました75歳以上の

高齢者については、非課税か課税かということ

は同意書をもらってからでないと私たちは判断

できませんので、若干時間がかかるということ

であります。今のところ発券枚数は先週の金曜

日で534ということになっております。当初に

1,934世帯というふうな数字が出ておりますが、

いろいろ状況を聞いたり調べたりしてみますと、

中には入院しておったり、冬期間、息子さんの

ところに行ったりして必要ないという方もいら

っしゃいます、あるいは施設入所とか。それか

ら、障害者の方においても１人１人でなくて１

世帯に複数名いらっしゃる家庭なんかもござい

まして、1,934世帯よりは少なくなるというこ

とであります。以上です。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 特別交付税であります

が、12月と３月、２回に分けて交付されます。

12月は内訳が提示されてきます。３月は一括交

付して、明細、内訳はありません。今回の灯油

関係は３月に交付されますが、それには先ほど

申し上げましたように内訳はついてきません。

したがいまして、どのくらい特別交付税の中に
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どの程度の金額が入っているのか、私どもはわ

かりません。したがって、少なかったから戻さ

なきゃならない、多かったからさらに請求して

余計もらわなきゃならないということはありま

せん。国から一方的にこういう割合で配分して

特別交付税に入れましたよということで私ども

には通知が来ますので、その内容については今

のところ知るすべがないということになります

ので、その結果に基づいて調整云々かんぬんは

今のところないというか、そういう仕組みにな

ってございます。 

６ 番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

中川正和議長 遠藤敏信君。 

６ 番（遠藤敏信議員） 個人情報保護法との絡

みで云々というというふうなことでございまし

たけれども、1,934戸分の534戸、申請された方

が、というと、あとの1,400戸ぐらいはこの制

度を活用できないでいるというふうなことなん

ですね。個人情報保護法というふうな絡みの中

でのさまざまな懸念されることはあろうかと思

いますけれども、あなたはその対象範囲に入っ

ておりますよというふうなことをこちらから連

絡しても、それは何ら悪いことではないのでは

ないでしょうか。はがき１枚で済むことじゃな

いかと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 1,934世帯、最大です。

これは課税なっている方も含めての把握という

ことでありますので、そのうちで非課税の方が

どれぐらい減るかということだと思います。全

部細かく調べているわけではございませんが、

かなりの数が減ると。500ぐらいは減るのでは

ないかなというふうな、500以上かな、そうい

う考えでいます。1,934から534を引いた残りの

数が全部交付できるということではございませ

んので、その中で課税と非課税を分けて、非課

税の方に交付するという考えでございます。個

人情報はやはりいろいろ批判をされております

が、やはり大切な法律だと思います。我々が好

意でいろいろやったとしても、10人に１人は

「何でだ」と言う方もいらっしゃいます。した

がいまして、先ほど申し上げましたように、民

生委員の方は自分の区域内の高齢者等毎年１回

調査をしているわけでございますので、そちら

の方にお願いをしたいなという考えでいます。 

６ 番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

中川正和議長 遠藤敏信君。 

６ 番（遠藤敏信議員） 初めに1,934というふ

うな数字出されているわけですけれども、それ

がかなり減るというふうなことであれば、最初

に出される1,900何がしという数字の根拠とい

うふうなものをきっちり多目に出すというふう

なことではなくて、もう少し精査して出す必要

があったのではないかというふうなことを思い

ます。また、民生委員の方にさまざまそういう

ふうな地域の情報、掌握を願っているというふ

うなことの話ですけれども、民生委員の方々の

御負担というか、仕事量ふえるわけですけれど

も、その辺のところきっちりとお願いして、地

域住民の方の情報をつかんでいただくよう重ね

てお願いするように御要望いたします。 

  以上です。 

中川正和議長 ほかにありませんか。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

中川正和議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） 先ほど政策経営課長の

方からいろいろ計算をした結果4,500円と設定

したということなんですが、市民がこの金額で

市民が受けるイメージ、あとは周辺町村の方々

の受けるイメージはどんなイメージを持たれる

とお考えでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 新庄市が灯油に対して

助成を行うというふうに決定させていただいた
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のが県内でも一番早かったです。ほとんど情報

がなかったですけれども、普通に灯油代を計算

しますとその半分の助成ということになれば

4,000円から5,000円の間ぐらいが通常の計算で

出てくる数字でございます。結果的には県内の

多くが5,000円以上の助成になったようであり

ますが、4,000円という市町村もございます、

例えば寒河江市とか。4,500円だったのが新庄

市だけでございます。結果的にそういうふうに

なりましたが、計算上については私どもは根拠

を持っていますし、5,000円以上の方に皆さん

がそういう選択をなさったという結果でござい

ますので、私どもはその計算はちゃんとした根

拠に基づいて計算させていただいたと、その結

果でございます。 

  イメージとしては、妥当な補助であるという

イメージを私どもは持っていますし、そういう

ふうに理解しております。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

中川正和議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） やはり市民も周辺自治

体に住む住民の方々も新庄市の財政のことはあ

る程度いろんなメディアで知っていると思いま

す。そんな中で新庄市が示す姿勢というのは、

今は非常に大切な時期なんじゃないかなと思う

んです。そういう意味で、やはり雪の少ない寒

河江市と、寒河江市が4,000円だからという、

そういう下のレベルで合わせていただいてもら

うと非常に困る感じがするんです。雪深い、非

常に冬は暮らしにくい新庄、そういう中で市民

の思いも十分理解していただいた上で数字とい

うものを設定していただくべきじゃないかなと

思うんですね。そういう意味もあってか、周辺

の町村はかなり高額に設定している、対象世帯

も少ないということでこういうふうに設定でき

るのかもしれませんが。住民が非常に不安に思

っている、行政サービスがどんどん低下してい

くんじゃないか、不安に思っている中でやはり

平均レベルを、私は5,000円を設定している自

治体が多いかと思うんですけれども、そういう

中で不安を抱えるような4,500円という数字を

出していただくと非常に住民にとっても、あと

よく言われている、世帯が新庄から抜けていく

んじゃないかという、そういう原因にもつなが

るんじゃないかと私は危惧しているわけですが、

いかがですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 まず、いち早く助成を

決めたと、県内でも一、二番目にそういった姿

勢を決めたと、この寒い新庄の中でやはり助成

をしなきゃならないということを決定していた

ということをまず評価していただきたいなと思

います。 

  それから、金額は4,500円でありますが、対

象戸数は、戸数にしますと県内でも比率的には

多い方です。したがって、できるだけ該当する

戸数を多くしていただいて、そういった恩恵は

できるだけ広目に設定させていただいたという

ことでありますので、4,500円ということにつ

いてはそんなにこだわってございません。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

中川正和議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） わかりました。ではな

ぜ500円を上乗せできなかったのかということ

の説明をいただきたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 根拠というのがあるこ

とでありまして、結果として4,500円というふ

うに何か端数がついてしまったということであ

りますが、その時点では根拠、数字をきちっと

押さえておった結果としてのことでありますの

で、御理解いただきたいと思います。 

中川正和議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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中川正和議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  報告第１号平成19年度新庄市一般会計補正予

算（第６号）の専決処分の承認については、こ

れを承認することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第１号についてはこれを承認することに決

しました。 

 

 

日程第４議案第１号新庄市わらす

こ広場の設置及び管理に関する条

例の設定について 

 

 

中川正和議長 日程第４議案第１号新庄市わらす

こ広場の設置及び管理に関する条例の設定につ

いてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第１号新庄市わらすこ広場の

設置及び管理に関する条例の設定について、御

説明申し上げます。 

  提案の理由といたしましては、昨年４月より

一時休止しておりますわらすこ広場を再開する

ため、必要な条例を制定するものであります。 

  これは、このたび民間企業により新庄ショッ

ピングビルの再生計画が実現することに伴い、

同ショッピングビルにおいて再開することとな

ったものであります。 

  主な内容といたしましては第５条使用料であ

ります。これにつきましては、以前は無料とし

ておりましたが、このたび利用者負担の観点か

ら有料化するものであります。金額につきまし

ては、別表で定めておりますが、利用する児童

の数により使用料を設定しており、１日利用券

につきましては１名から３名までが100円、４

名以上が200円であります。また、複数回利用

する方々を想定した１月利用券につきましては

それぞれ500円、1,000円と設定したところであ

ります。この有料化に伴いまして、第３条開館

時間及び第４条休館日でありますが、今まで規

則で定めていたものをこのたび条例に盛り込ん

だものであります。 

  なお、この条例の施行につきましては規則で

定めることとしておりますが、５階のスポーツ

クラブの開設が５月の連休明けを予定している

ことから、わらすこ広場につきましても同時期

の再開を予定しております。 

  以上、御審議の上、御決定くださいますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

中川正和議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第１号につき

ましては、会議規則第37条第３項の規定により

委員会の付託を省略したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第１号は委員会の付託を省略することに決

しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

中川正和議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） それでは、議案第１号

の第２条の⑵でございますが、設置の場所はシ
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ョッピングビル内ですか、一つ。 

  それから、３ページのわらすこ広場使用料に

ついてでございますけれども、１日利用券ある

いは１カ月利用券とここに示されておりますけ

れども、半日とか午前午後とかということは分

かれていないのか、それから年間どれぐらいの

使用料を見込んでいるのか、以前100万円前後

とかと言われましたが、これ確認させていただ

きたいと思います。その３点お願いします。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 第２条の位置については

ショッピングビル４階ということであります。 

  それから、利用券の金額設定についてであり

ますが、半日でも１日でも100円ということで

あります。半日利用される方も、あるいは午前

中来て午後も来るという方についても100円と

いうことにしております。 

  年間使用料については100万円を見込んでお

ります。ただ、スポーツクラブの開設予定が５

月からということになりますので、初年度につ

いては若干減りまして92万円ほどということに

しております。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

中川正和議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） わかりました。市が再

開するわらすこ広場ですので、本来ですと無料

が望まれると思われますが、財政難の折から利

用者負担もお願いしなければならないのではな

いかというのは私たちの会派でも考えが一致し

ているところでございます。ここに示された料

金は、私は妥当な金額だと思います。さまざま

な問題を抱えた場所ではありますが、単年度契

約であるということも説明いただきましたし、

また有料化である、そして何といっても商店街

への波及効果などが検討され、試算でございま

すけれども、商工観光課長の方から１億8,000

万円ぐらいになるのではないかと想定している

ということもお聞きいたしました。想定ではな

く、来年からは実現できるように地元商店街の

皆さんと協力して、そして真剣になって努力し

ていただきたいと、このように思うところであ

ります。21日の全員協議会のときも、本日の臨

時議会でも多数の市民の皆さんが傍聴に訪れ、

わらすこ広場の将来のあり方や中心商店街のに

ぎわいを取り戻そうと、そういう結果について

注目していると思います。経費1,800万円を振

るって施策を実行しなければ、ほかの代案がな

い状態で何もしないと市民が判断されると思い

ます。新市長、あなたの公約で子育て支援、中

心街商店街の活性化を掲げて、多くの皆さんか

ら選任されました。少子高齢化、子育て支援と

中心商店街の活性化が図られるなら、私は賛成

と判断いたします。一日も早く以前のような甲

高い学生の声が聞こえ、そしてにぎわいと活力

に満ちあふれたまちづくりをしていただきたい、

このように思います。このショッピングセンタ

ーとわらすこ広場の件については、市長、体を

張って頑張っていただきたい、このように思い

ます。要望を申し上げ、私は第１号議案に賛成

といたします。以上です。 

中川正和議長 ほかにありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

中川正和議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 私は、わらすこ広場の

再開は大賛成です。しかし、有料化については

賛成できません。利用しづらくなることが目に

見えているように思います。収入見込みは20年

度は92万円ということで、あとは100万円ずつ

かなというふうに言われておりますけれども、

この100万円は小学生、乳幼児などを持ってい

る親たちに負担させなくても市の工夫によって

生み出されるお金ではなかったかなと思います。

例えば議員の政務調査費というのは、これは年

間100万円ぐらいかなと思いますが、そういう

のをなくすということだって考えれば生み出す
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ことできますし、また議員報酬についても現在

４％弱の年収についてですが、削減されていま

すが、これもう少しふやして市民のお金がない

子供たちからお金を取るのではなくて、子育て

支援に回して無料にするということは真剣に考

えればそのようにして生み出せる100万円では

なかったかと考えるものです。たかが100円と

いうふうに感じるかもしれません。しかし、私

の知っている方も、前のわらすこ広場のときに、

子供、赤ちゃんを連れていくのに、全くお金な

くて暮らしておられる方でしたけれども、それ

があるおかげでアパート暮らしであっても子供

を少し喜ばせることができる場所があるという

ことで、大変喜ばれていたという感じがありま

す。そういう意味では、今、お金がない御家庭、

100円であっても節約しなきゃいけないと真剣

に考えている御家庭がふえておりますので、そ

こをわずかのお金であるからこそ市及び議会の

努力によって生み出せるお金ではなかったかと

思うんです。そういう意味では有料化はしない

でやれるのではないかと思いますが、そのこと

についてお聞きします。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 これは以前からいろいろ

議論してきたところでありますが、現在、本市

にとっての最重要課題はやはり財政再建計画だ

というふうに考えています。平成16年度から平

成20年度で、来年度については正念場という考

えを持っています。さきの全協においても、持

ち出しをいかに少なくするかということでいろ

いろ話し合ってきたわけでございます。そうい

う観点から無料ならば最善なわけですが、その

辺のところは多少御負担をしていただきたいと

いう考え方でこういう設定をさせていただきま

した。料金についても、100円あるいは１月500

円ということで、なるべく負担にならないよう

な金額を設定したつもりでございますので、そ

の辺のところを全体的な観点から御理解をいた

だきたい、こういうふうに考えます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

中川正和議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） お金がないことについ

ては本当に心配している一人です。そういう点

では、このたびの時間をかけた審議の中で、税

務課長など先頭にして収入を上げるように頑張

っていただいたということは大いに私は評価す

るものです。それでも、子供を持っている親た

ちに、お金を生み出さない乳幼児や小学生を相

手にお金を、わずかなお金ですけれども、私か

ら見ればわずかなお金です。しかし、100円で

あっても、お金がない人にとっては排除される

お金です。そういう意味では、お金がない人を

排除する有料化だと私は思います。そういう意

味でも有料化については賛成できないと私は思

います。お金がない人を排除するものではない

か、そういうことについて考えがあればお願い

します。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 有料化については、先ほ

ど申し上げたつもりでございます。ただ、考え

方で、「排除する」という言葉については、ち

ょっと違うかなというふうな気がします。なる

べく、18年度については延べ４万8,000人の方

に来ていただいたわけでございますので、再開

になりましたらぜひ多くの方においでいただき

たいと、そういうふうに考えます。 

中川正和議長 ほかにありませんか。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

中川正和議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 子育て支援に対しては、

私は大変よかったのではないかなと思っていま

す。ということは、やはり新庄市の人口も年々

少なくなっていますし、少子化対策は大変な重

要な事業だと思います。そこで、私どもはやや
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もすると男性の目で見ますけれども、聞きます

とやはり子育ての女性の方々が非常に悩みを持

っていると。その中で、そういったところに共

通の悩みを持っている方が行って情報交換すれ

ば非常に子育て支援も楽になるといいますか、

そういったことで非常にこれ助かるんだよとい

うふうな若い女性の方々からも声聞いておりま

すので、そういった意味で私はこれはいい方向

だなと思っています。 

  あと、私も第５条、６条についてお聞きした

かったんですけれども、第５条については森議

員が言ったようなことで理解を得ました。 

  そこで、第６条なんですけれども、「市長は

特に必要と認めるときは前条の使用料の全部ま

たは一部を免除することができる」というよう

な条例文ですけれども、４万8,000人の方が利

用していると、その中では地元の保育所の方々

も利用しているというふうなことを聞いていま

すけれども、その辺の扱いですか、その辺の料

金はどういうふうな方向でいくかというような

ことをまずお聞きしたいと思います。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 規則で定める部分がござ

います、オープンの日にちとかですね。あと、

今、免除規定でございますが、現在考えており

ますのが保育所、児童館、幼稚園、認可外保育

所、認可外保育施設あるいは子育てサークル等

でおいでになる場合は、これは免除の方がよろ

しいかなというふうに考えております。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

中川正和議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 広くやはりそういった

意味で子育て支援をやっていると、有料化に対

しても新庄市以外の方々が利用なった場合もか

なり想定して、従来やっている方々には配慮し

ているんだなというような理解をしたいと思い

ます。 

  そこで、休館になる前に、上水道、下水道は

市の方でどのぐらい使用料を払っておったか、

もしわかれば、再開すればおのずと上下水道の

使用料も市の方には入ってくるわけですので、

もしその辺の金額がわかれば教えてもらいたい

んですけれども、いかがでしょうか。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 前の契約書におきまして

は、共益費が65万1,000円ということでありま

したが、そのうち電気、ガス、上下水道、これ

ひっくるめて30万1,000円というふうな契約を

していますので、それ以上の細かいところは今

の資料ではちょっとわかりかねます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 月30万。 

矢口 孝福祉事務所長 そうです。 

１０番（小嶋冨弥議員） 年間で360万円という

考え。 

矢口 孝福祉事務所長 そうですね。 

１０番（小嶋冨弥議員） 電気料も入ってるんで

すね、それは。 

矢口 孝福祉事務所長 はい。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

中川正和議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 今まで未納というか、

もらわなかった部分も再開することによって入

ってくるということで、経済的貢献にも私はな

るのではないかなと考えています。 

  あともう１点、お金を払うと入場が減るんで

はないかなというような声もありますけれども、

私は、お金を出しても使いたい、入って利用し

たいというような、やはりそういう施設を頑張

っていくことが大事ではないかなと思うんです。

お金を出すなら行かないじゃなくて、お金を出

しても使いたいと、そしてよかったというよう

な、そういう施設がやはりこれから大事な一つ

の方向づけではないかと思いますけれども、そ

の辺のお考えを聞かせてもらえればありがたい
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と思います。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 無料が有料になる予定で

ありますので、先ほどの佐藤議員のお話にもご

ざいましたように、不利要素はあるかとは思い

ます。ただ、以前から報道等でわらすこ広場の

存在というのが今までわからなかった方につい

ても大分ＰＲなったのではないかなというふう

な観点からふえる要素もございます。先ほど申

し上げましたように、なるべく使いやすいよう

な施設にして、たくさんの方に利用していただ

きたいなと、そういうふうに考えております。 

中川正和議長 ほかにありませんか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 小嶋議員から質問ござ

いました水道料と下水道料でありますが、確認

しましたところ、水道料は5,000円、下水道料

は10万円ちょっとということで、そのような使

用料をいただいております。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

中川正和議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） わらすこ広場の設置及

び管理に関する条例についてでありますが、わ

らすこ広場再開することには賛成ですが、今、

第６条の件について、認証保育所も含めてのそ

ういうふうな団体の場合については市長の裁量

権で無料になるということで、使い勝手がいい

ように一歩前進かなと思って安堵しているわけ

でありますけれども、まず１点、この条例は有

料化を含めて、前に今まで使われていたときの

わらすこ広場の条例と同じですか、１点お伺い

します。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 新設については使用料あ

るいは第５条、６条についてはこれは新しくの

せたと。それから、別表についても使用料の別

表でございますので、のせたということです。 

  あと、第４条について、休館日については以

前は規則で定めておりましたが、大事な項目だ

ということで条例の中に盛り込んだということ

であります。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

中川正和議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） あの跡地の利用も含め

て主要なかなめのスイミングとわらすこ広場で

ありますけれども、今まで使い勝手が、所長も

そういうふうに言っておりますけれども、使い

勝手がいいように、利用しやすいようにという

話ですが、駐車料金の問題です。今までは北本

町通り商店街含めて向かいにとめたとしても、

駐車料金等を、このわらすこ広場一時休止する

までには駐車料金問題はどういうふうに、一部

100円ぐらいで、ほかのところ少しは助成して

いたような感があったわけですが、そういう感

じにしない限りは受益者だからしてと駐車料金

はそのとおり取りますよとなったとすれば、や

はり利用者が減少するのではないか懸念します。

その最後に一時休止する前に、駐車料金、下の

方の駐車料金も39台ほど抜いていろんな部分で

その下の方に駐車できるようにというオーナー

の方の考えのようですけれども、それは有料に

なるようですので、ほとんど今車社会で、利用

しやすい状況にするとすれば、その駐車料金は

問題になると思いますが、一時休止する前には

どういうふうな対応をしていましたか、そのと

おりするつもりですか、どうですか。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 駐車料金については、あ

そこに設置した当初は無料ということでござい

ましたが、途中から有料になりました。有料の

料金については、以前18年度までは３時間まで

200円、６時間まで400円という設定でありまし
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た。今後再開するときには同じ条件でやりたい

というふうに考えています。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

中川正和議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） もう一回確認しますが、

３時間まで200円、そういうふうに料金設定も

して、駐車料金もやはり補助する状態にしてい

ただいて、使い勝手、使いやすい条件をしない

限りはやはり皆さんそれぞれ来なくなるのでは

ないかなと懸念しますので、この点もあわせて

よろしくお願いしたいと思います。 

中川正和議長 ほかにありませんか。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜君。 

中川正和議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） まず、わらすこ広場、

再開することには賛成であります。ただし、今

まで見えない部分が多々ありまして、例えば債

権残高とかリースの金額とか、これは個人情報

は守秘義務ということのようなので仕方ないの

かなと思っております。また、前回にも申し上

げましたが、少子高齢化対策としては無料のま

まとすることが重要ではないかということを申

し上げましたが、それで有料であることを利用

者がわかって、市民グループ代表に有料となる

旨を話されておるのか、話してないのか、その

辺ちょっとお伺いいたします。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 有料については先ほど来

申し上げているとおりでございますが、まだこ

れは決定ではございませんので、規則について

は、免除するということについては先ほど申し

上げたように保育所、児童館、幼稚園、認可外

保育施設、子育てサークル等については免除し

たいなということを考えております、今の案で

ございます。決定しましたら。協議したかとい

うことについては、協議しておりません。決定

していただければ今後そういう周知を図りたい、

そういうふうに考えています。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜君。 

中川正和議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 有料であることは、や

はり新庄市の負担もかなり月々の負担がふえま

したから、その辺を説明されて、有料である旨

を説明した方がいいんじゃないかと考えます。 

  以上、終わります。 

中川正和議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１１時１０分 休憩 

     午前１１時２０分 開議 

 

中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかにありませんか。 

１９番（星川 豊議員） 議長、星川 豊。 

中川正和議長 星川 豊君。 

１９番（星川 豊議員） このわらすこ広場につ

いては、私、最初聞いたときは大反対でした。

内容の説明がちょっとわからなかったもんだか

ら大反対でしたけれども、金額の150万円につ

いてもいきなり上がったもんだからびっくりし

て大反対ということでしたけれども、内容をそ

の後、文教委員会に属していますので、その中

で検討させていただきました。したところが、

こういう機器とか、いろんなものを計算したと

ころが、やはり金額については妥当じゃないか

なと。 

  そういうようなことの中にあったんですけれ

ども、しかしながら、わらすこ広場というもの

が本当に必要なんだかと、このようなことを市

民にもいろいろお聞きしました。そうしたら反

対の人が、私が聞いたところでは反対の人が多

かったんですね。それで「反対してくれよ」と

いうふうな話でしたけれども、そうであるなら

ば、我々も負託を受けて来ているわけですから、

その方々をまず納得させなきゃいけないなとい

うふうなことで、文教の中でいろいろずっとお
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聞きしていきました。したところが、先ほども

いろいろお話が議員から質問あったようでした

けれども、この要望している方々の中には新庄

にずっと住んでおられる方よりも、転勤族とい

うか、新しく入ってこられたとか、そういう方

がちょっと多いんだと。そういうふうな説明を

一部の方からお聞きしました。ということで、

なぜそういうふうなことをお聞きしたかという

と、調べたところが、雪の里情報館、プラザ、

それからゆめりあですか、ボランティアでわら

すこ広場と同じようなことをやっている方々が

大変おられるんですね。だから必要がないんじ

ゃないかと、そんなかける必要がないんじゃな

いかという、今の財政事情からいってもという

ふうなことで反対者の方の意見も多数聞いたん

ですけれども。いろいろ文教の中で検討して、

じゃどうしたらこれ妥協できるのかなというこ

とで、最初説明なかったんですけれども、守秘

義務とかなんとかと言って、聞いても質問に答

えてもらえませんでした。それを数重ねること

によって、事務局の方でもいろいろ答えられな

いもんだから、こっちの方で調べてきて、こう

いうふうな状態でないのかということで言った

ら、それなりのはっきり明快な回答ではなかっ

たんですけれども、それなりにこっちで調べて

きたものについて回答いただき、また検討もし

ていただきました。 

  だから、最初は反対だったんですけれども、

その後において事務局が税金の問題とか、先ほ

ど出ました税金の未収ですか、こういうものに

ついてもいろいろ10分の何ぼとかなんとかとい

うのがありましたけれども、結論から申します

と、あのビルは特殊なビルなんですよね。だか

ら、わらすこ広場だけのことを考えるんじゃな

くて、あそこには水物が乗っているんです、上

に。だから、私、一応専業的にもなりますけれ

ども、前に一回手がけたことがあるんですけれ

ども、あそこは恐らく半月、半年たったらあの

水物を動かしている、要するにスイミングプー

ルですね、あれを動かしているタービンとかな

んとか、いろいろなものがありますけれども、

あれがもうだめになる、それから配管も腐食し

てくる，そういった場合には、今、債権者であ

るきらやか銀行ですか、あそこでも困った事態

が生じてくるんじゃないかと。これをこのまま

長引いておったら、ポンプとか、そういったも

ののベアリングに入っていたものが腐れてキャ

ビテーション起こして、そこから今度新しく始

めたときに穴があいたり、いろんなことが出て

くる。例えば汚水も出てくるでしょう。そうい

うことで、そうした場合、解体、むしろ今度解

体しなきゃならない。何億も、２億も３億もの

解体費用が重なっていくので、債権者としては

新庄市からの要望についてもある程度の妥協を

ここでした方がいいんじゃないかなということ

で、文教の中でお話し申したら、市長も事務局

も一生懸命になってその後においていろんな改

善をされたわけですね。 

  したがって、その結果をもってすると、料金

の徴収ということも出ましたけれども、これも

やはり反対者の方から見ると、いろんな反対者、

それからいろんなところでほかにボランティア

でやっている方々、この方々も含めて考えます

と、まるっきりただというよりも、今はとにか

くやるかやらないか、早期にやるか、その問題

が先決じゃないかなというふうに考えまして、

その結果、私は賛成の方にするかなと今考えて

いるところでございます。以上です。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 わらすこ広場だけに関し

て言えば、ほかの場所という選択肢もあったの

ではないかなというふうに考えますが、星川議

員おっしゃったように、税あるいは商工サイド

のいろんな問題がございますので、市全体総合

的に考えた場合にはあそこを再開してわらすこ
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広場が入るということがよいのではないかなと

いうふうな観点から本日こういう議案を出して

いるというところであります。 

中川正和議長 ほかにありませんか。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

中川正和議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） 私からは、宮城さんと

の契約について確認を含めてお伺いしたいと思

います。 

  先ほど森議員からも単年度契約だということ

の前提でお話ございました。私も全員協議会の

中では単年度、要するに１年１年の契約なんだ

と、こういうふうに理解しておりますが、この

場でもう一度確認させていただきたいと思いま

す。１年１年の契約、これは市の規程上もそう

なろうかと思いますが、貸し手側の宮城さんか

ら考えた場合、初期投資約２億円近くの工事費

等を負担して再開に向かうと、こういうふうに

この前お話ございました。そのような高額な投

資をしながら一番メーンとなる新庄市との契約

が１年というのは市にとっては大変都合がよい

んだけれども、相手方から見た場合はどうして

も、そんな１年で、例えばこの次の再契約のと

き「だめですよ」とはならないと思いますが、

そういうふうな状況下で本当にそれで納得して

いるのかどうなのか、あるいは契約するに当た

りその内容にどういうふうな中身が含まれるの

かどうか。ということは、契約のやり方にも当

初契約を双方とも要するに契約当事者が異議な

い場合は自動的に更新していくと、こういうふ

うな文面をもって契約する方法もあろうかと思

います。この辺を全部含めて考えての契約なの

かどうなのか、その１点お伺いいたします。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 契約につきましては、

単年度契約ということで御説明しております。

長期的に安定した契約、複数年あるいは長期契

約できればいいんですけれども、そういった単

年度契約でやるという手法が市の場合は大原則

でありますので、この契約についてもそのよう

な方式で今のところは考えています。ただ、条

例化をして今後ともずっとこういった方式でや

っていくという一つの設定をしたわけでござい

ますので、途中で一方的にやめますよというこ

とはあり得ないと思います。そういった長期的

な観点から条例を設定するわけでありますので、

そういった条例が持つ意味を含めてお互いに相

手との信頼関係、そういったことで成り立って

いくのかなというふうに、私どもは通常、普通

に考えてございますので、自動更新とか、そう

いった設定がなされなくても毎年そういった信

義の上に基づきまして今後ともそういった施設

の活用をやっていくという大前提でやっていき

たいと思っております。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

中川正和議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） そのとおりかと思いま

す。この条例化する以上は、ここにきちんとし

たわらすこ広場と、位置ということで、第２条

に住所もきちんとうたわれております。ですか

ら、今、坂本課長が言われたとおり、あくまで

も継続を前提なんだというように私は理解させ

ていただきたいと思います。そうしないと、や

はり本腰を入れてこのショッピングの再開発と

いうのはできないんじゃないのかと、こういう

ふうに心配もいたします。どうかその辺も視野

の中に入れて、先ほど私が言ったように自動契

約とか、異議ない場合の自動更新とかというよ

うな手法でなく、やはり前提はあくまで長く使

わせてもらうんだと、この心構えで向かうべき

じゃないのかなと、こういうふうに思ったもの

で、ここで確認をさせてもらったところでござ

います。以上で終わります。 

中川正和議長 ほかに質疑ありませんか。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 
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中川正和議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 今まで全協または担当

の常任委員会、この問題に対して数多くの会議

を開いて今日に至ったわけであります。要する

に、全体の話の中からはこのわらすこ広場とい

うものは新庄市にとって必要であるというふう

な皆さんの考え、私も同感であります。これが

最初スタートした時点も、ぜひ新庄市内に幼児

の遊べるところが必要であるということからの

み、あのビルにその場所を求めた経緯がありま

す。共益費も当時、御承知のとおり65万1,000

円というふうな金額で、このぐらいだったらば

当時は負担していけるだろうということでやっ

てまいったはずであります。年間総額900万円

ちょっとというふうなことで共益費が経過して

きたわけでございます。 

  一番問題とされて、こういうふうに会議を多

く開かなきゃならないというのは、新庄市の財

政状況からいって果たして月150万円、年間

1,893万8,000円という試算の金を果たして払っ

ていっていいものかどうかというところに一番

の問題があるわけです。前と同様65万1,000円

の金額の範囲内または若干オーバーであっても

そのぐらいだったらば今の財政状況であっても

何とかしのいでいけるんじゃないかというのが

普通の考えではないかと私は思います。２倍半

の金額、2,000万円弱を毎年かけていくのが今

の新庄市の財政状況からいって果たして適当か

どうかということが一番のネックであると思い

ます。 

  お伺いしたいのは、市長にお伺いしますが、

差し引きトータルで、何回も皆さんと話し合っ

たんですが、1,185万円というふうな情報の提

供が私ども示されました。この財源は果たして

どこからこれを引き出してくるかお伺いしたい。

財源の手当てもなくして支出を計画すると、や

っていくと、実行していくということは許され

る財政状況ではないというふうに私は判断しま

す。必ずしもそのショッピングビルでなければ

だめだというふうなこともないわけです。私も

多くの市民からいろいろ聞きましたが、それは

もっと考えるべきじゃないか、要するに支出は

市民の血税であります。現在の状況から考えれ

ば、財政再建計画を実行していく上でも足かせ

にならざるを得ない、なると私は判断します。

新規事業は当分の間控えるべきだというふうな

ことで今まで新庄市は進んでまいりました。増

額する分、これは私から見れば新規事業に当た

るはずです。これでいいのかどうか。 

  この間も「ＴＶタックル」に市長と議長がテ

レビに出まして、その中でもわかるとおり、大

変不名誉なことで出たわけですが、実質公債費

比率30.1は全国でワースト８、８番目に悪いと

いうことになっています。そんな中で、果たし

てこの増額分の事業を認めていいかどうか、も

う少し皆さんで検討する必要があるんじゃない

かというふうに私は思います。 

  第一に、去年の11月の協議会で、これは私ど

もにはっきり言わなかったんですが、報道機関

に出て、新聞に出ているわけですね、再開とい

うふうな方向に進んでいると。決めつけている

ような傾向があります。最初からやるんだ、や

るんだということですね。これをこの場所でや

っていくとすれば、市民から問われたときに、

説得、理解を求める内容とすれば、全協の中で

報告ありました相乗効果、波及効果が地域の商

店街に年間１億8,000万円の効果をもたらすと

いうことしかないわけです。事業にはプラス・

マイナス・ゼロでいかなきゃならないというこ

とはないんですが、個人所有のビルを年間

1,400万円のリースでやっていくとすれば、そ

れなりの効果、波及効果があらわれなきゃなら

ない。商工観光課長にもう一回お伺いします。

この１億8,000万円はどういうふうな計算上出

てきたか。私はあのとき直感でこの１億8,000

万円というのは、北本町、言ったはずですが、
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北本町の現在の商店街に対する売り上げの増を

見込んだと私は思っていましたが、その１億

8,000円の根拠をお示しいただきたい。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 新田議員からいろいろ

財政的な御心配していただきましたが、確かに

新庄市、今非常に厳しい環境にございますが、

いろいろな施策をやっていく場合に、私どもの

キーワードとしてやはり選択と集中ということ

で市政を運営してございます。どこにお金をか

けていくべきなのか、どこを節約していくべき

なのかということのめり張りをきちっとして、

財政再建計画あるいはいろんな重要施策を推進

していこうということで、年度初めの施政方針

にもそのことを掲げさせていただきました。そ

ういったことで、子育てとか安全安心とか、こ

こに定住する上で、このわらすこ広場、非常に

大事な政策だということで前から実施してまい

りました。いろいろな要因で閉鎖せざるを得な

くなりましたけれども、考え的には以前の延長

上にあると、以前と変わってないということで、

何とか子育て支援施設であるわらすこ広場を再

開したいということでやってまいりました。財

政的には大変な負担を伴うものでありますが、

閉鎖する前にも1,000万円近い市の負担があっ

たわけでございます。そういった中で我々は苦

しい財政の中でやりくりをしながらその施設を

運営してまいりました。今後とも1,000万円以

上の市の持ち出しは必要になりますが、重要な

施策であるということを前提にしてこの施設を

運営してまいりたいという政策の決定というこ

とでやってまいりたいということで御理解願い

たいと思います。以上でございます。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

中川正和議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 前回、御説明申し上げま

した、いわゆる経済的な効果というふうなこと

でございますが、これには前提条件がございま

して、休止前の４万8,457人という数字をまず

前提条件にしてございます。あとはわらすこ広

場があそこで展開された場合、わらすこ広場だ

けでまず考えてございます。どのような形にな

るかちょっとわかりませんので、わらすこ広場

があそこで展開された場合どうなるのかという

ふうなことで、内容につきましてはお母さんた

ちがお子様をお連れになって、自動販売機でジ

ュースを買うというふうなところから一応積み

上げていきまして、あとは将来展開されるであ

ろう、そういったテナントですか、そういった

中での買物、プラスあとはわらすこ広場を利用

されているお母さん方が４万8,457人という前

提条件の中で、１カ月当たり135人ですか、１

カ月当たり135人の親御さんが外に流れた場合

というふうなことで１億8,000万円と、約１億

8,000万円というふうな数字を出してございま

す。すべてがあのビルの中、また北本町商店街

というふうなことでございません。あと、この

波及効果につきましては、有形無形のものもあ

るというふうなことで、直接的な波及効果もあ

りますし、間接的な波及効果もあるというふう

なことでございます。以上でございます。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

中川正和議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） まず一番の問題は波及

効果ということを問いたいわけですけれども、

今は想像できる範囲内で計算されたということ

でありますけれども、私ども願わくは、やはり

中心商店街の活性というものは待ち望んで、ど

ういうふうな方向でこれから進んでいくかとい

うことは皆さんの頭の中にあるし、これは将来

も必要であると、外に出たお客さんをやはり昔

どおりに商店の中心に戻すべきだと私は考えて

おります。皆さんもそうであろうというふうに

思いますが、その効果が確かにあるとすれば、

これは第一歩としてやってもいいんじゃないか
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と、むだな投資をすることにはならないんじゃ

ないか、市民からも皆さんからも御理解いただ

けると私は思うんです。ですから、アバウトで

なくて、これでやれるんだ、また地域の商店街

の皆さんの協力を得てやっていくんだというふ

うな信念が生まれてこなければ、これはむだな

死に金になってくるというふうに私は思うんで

す。示された今後の計画、わらすこがそこのシ

ョッピングビルに行ったときにはこうするんだ

というふうなのがあるんですが、これでは私の

目から見れば物足らない、これだけではどうに

もならないんじゃないかというふうに思ってい

ます。隠れた部分があってはっきりしない部分

がある、私どもの示された中には出てあるわけ

ですけれども、不安なところがほとんどであり

ます。中身を今聞いても具体的なものが出てこ

ないというふうには思いますけれども、ただし

これを再開するとすれば、今まで申し上げた金

額のほかに人件費がかさむわけですね。前のや

っていたときを考えれば、市の職員のほかに嘱

託、臨時職員というふうに人件費を使ってきた。

その人件費はどういうふうに今後計算されてい

るか。 

  それから、さっきの使用料で皆さんいろいろ

な意見あったんですが、将来に向けた日本国全

体でも少子化が大変問題にされて、これを何と

かしなきゃならない、将来に向けて対策という

ものを真剣に討議されて方法を検討されており

ます。当市でも同じように子供の健全育成、こ

の設置条例の第２条の目的にもありますように、

子育てを支援していくんだと。少子化対策の解

消に向かってこの事業を進めていくんだという

ことには大いに賛成するわけで、この使用料の

部分で、そこからいきます。 

  例えば、この施設を設置したとなったときに、

その使用料に対してお伺いしますが、今後の対

策の一つとしてこれがあるんだと、一環として

あるとすれば、使用者が利用するお子さんの数

が多ければ高くするんでなくて安くするのが普

通じゃないですか。３名まで100円、４名以上

は200円、逆じゃない。私だったらば逆にやり

ますよ。５人家族、子供５人持っている人は無

料とか。だって、そうでしょう、目的が。子供

の数がふえなければ今の状況の逆三角形を三角

形に持っていかなきゃならないでしょう、人口

構成。とすれば、やり方が逆ですよ。国は国、

よそはよそでいいんですが、新庄市自体、今現

状を見ても人口減、毎年減ってきているわけだ。

これを定住化に持っていかなきゃならない、大

きな事業です。人口が減れば、すべてが減って

いくんですよ。今苦しい時代に、だれが今ある

借金をだれが返すんですか、子供たちですよ。

我々はもう返せません。そうでしょう。だとす

れば、もっともっと子供たちに手厚く手を差し

伸べなきゃならないわけです、育てやすいよう

に。そうじゃないですか。だとすればこのやり

方が逆。思いませんか、どうです。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 まず、使用料の設定でご

ざいますが、ほとんどが１家族、お母さんが当

然多いわけですが、お母さんがお子さんを連れ

ていらっしゃる場合にはまず３人ぐらいという

のがほとんどでございますので、そういうパタ

ーンを想定して１名から３名までというふうな

ことにいたしました。４名以上については、２

家族でいらっしゃるとか、１家族以外でいらっ

しゃる場合ということについて設定いたしまし

たので、ほとんどは１名から３名までの１家族

単位で対応できるのではないかなというふうな

ことでこういう設定をしたわけでございます。 

  人件費のお話がございましたが、あそこでわ

らすこ広場と同じく地域子育て支援センターの

機能がございます。これは保育士２名を配置し

ておりまして、いろいろ相談事に当たっている

ということでございますが、補助金の関係から
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でございますが、例えば子育て支援センターの

場合には広場型とセンター型というのがござい

ますが、子育て支援センターの職員として位置

づけた方が補助金としては大変有利だというこ

とがございますので、従来は子育て支援センタ

ーの人件費として日々雇用職員を雇用している

というふうなことであります。 

  人件費でございますが、平日対応職員として

１年分として6,350円掛ける25日掛ける12カ月

と、それから土日対応といたしまして6,350円

掛ける６掛ける12日というふうな試算をしてお

ります。これは今回でなくて、可決していただ

ければ新年度予算というふうな考え方でござい

ます。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

中川正和議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 今あったように、その

使用料のほかに人件費が当然かかってくるわけ

ですね。今いた職員だけでこれをやっていくん

だとすれば人件費の増額はないんですけれども、

そういうふうに出る方がだんだんだんだんかさ

んでくるわけですね。遊具も使っていればすれ

てきますので、また補充しなきゃならないとか、

同じものを使っているわけにいかないんで新し

いものを入れるとか、かかる方がどんどんどん

どん加算してくるのは目に見えているわけです

ね、今後。ですから、一たんやったものは１年

契約であってもやらないというような課長の答

弁でしたんですが、いろいろと中身も変わって

きているわけです、当初と。最初はあのビルを

購入するんだ、土地も買って、ビルも買うんだ

というふうな話でスタートしています。途中で

今度はリースに変わった、５年間のリース。リ

ース契約だったら当初の話も御破算にして、リ

ースに合った賃貸をするべきじゃないかと、私

この前、全協で申し上げましたが、その辺どう

でしょう。その追加された、報告された内容を

見ますと、資料の中には１億円の補修費が今度

倍の２億円になった。維持管理費も１億円かか

るんだと。詳細見ますと、必要でないものもの

っかっているわけですね。売買とリースでは全

然内容が違うわけですから、必要経費１億円が

おかしい、私から見れば。だとすれば契約の方

法、内容も、これは変えていくのが普通じゃな

いですか。大体全協の第１回目に150万円では

だめなんだというふうに我々議会が言ってるわ

けだから、一向にしてその金額が今でも変わら

ない。これでなければ貸せないんだということ。 

  私、一番気に食わないのは、マスコミを背中

に背負って、バックにしてやっていると、私か

ら見れば見えるんですよ。新庄が契約しないか

ら先に進まないんだと言ってるじゃないですか、

新聞で。そういうふうなやり方でまず第一にい

いのかどうか。途中、宮城さんと山村さんと市

長との三者会談があったと新聞に載っています。

どんな話なされたんですか。お伺いしますよ。 

  いいですか、もう一回言います。この売買契

約からリース契約に変わった、答弁してくださ

いよ。なぜその変わったものが同じ金額でこれ

やっていかなきゃならないか、かかる経費も何

も全然違うでしょう。100％入ったときには１

億2,400万円ですか、収入の部で。これは買っ

たときのあれでしょう。これだけかかるから

150万円から下げられないんだというふうな説

明ですよね。これリースだから売買の方に入っ

てこないわけでしょう、売買に入っている税と

かなんとかは一切自分の所有物でないんだから

出すことないんでしょう、きらやか銀行からリ

ースで借りるんですから。それで修理も、人の

物件を、他人の物件を、素人でわからないんで

すが、そんなに１億も２億もかけるんですかね、

かけていいんだか、できるんですかね。自分が

買えばどうしようともこれは勝手ですが、一般

常識からいって。他人のものですよ、これはき

らかさんと話し合いでオーケーなんだというん

だったらまた別ですけれども。これが数カ月で
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１億が２億になった、どうも私は納得いかない

んですね。答弁できるところはしてください、

これ最後ですから。以上です。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 あのビルを取得したい

ということでいろいろ交渉なされたわけです。

それが債権者であります方々からリースにして

くださいということで、それは５年前後という

ことで、そういった話になりまして、リースに

せざるを得なかったといういきさつがあるよう

でございます。 

  150万円の根拠、いろいろお話しなされまし

たけれども、当初はいろいろ計算しますと200

万円ですよと。ですけれども、これはいろんな

公的な役割とか、いろいろありまして、ぎりぎ

りのところまで下げさせていただきましたとい

うことで150万円の提示を受けました。それは

なぜかという根拠につきましては、この前の全

協のときの表でお示しした、いろいろ経費がか

かる、いろんなテナントを入れながら運営しな

いとこのビル全体の収支が計算できないと、

200ほどのテナントのうち70％ほど入っていた

だかないと運営が非常に厳しいという説明もい

たしました。そういったことで、これは150万

円という根拠は前々から出された時点から変わ

ってございません。我々としてはできるだけこ

れを経費節減していただけないかということで

お話をさせていただきましたが、これがぎりぎ

りの線で、これ以上になるとビルの運営、存続

そのものが難しくなるということでお話をずっ

と協議させていただいた経緯がございます。 

  それから、１億から２億に変わったというの

もこの前説明させていただきましたが、やはり

６カ月間、当初見込んでいた夏から秋の再開、

できればそういった時期にされれば一番よかっ

たんですけれども、半年ほどずれ込んだという

経緯の中で、やはり相当劣化が急速に進んでい

ると。細部にわたっていろいろ今後運営に支障

がない、あるいはビルの躯体そのものに支障が

ないような修繕あるいは再開するための最低限

の改装といいますか、そういったことを見込め

ばそうならざるを得ないと。ですから、雨漏り

とか水回りの劣化、そういったものが急速に進

んでいるということで、安全なそういった場を

提供するには最低そのくらいかかりますよと。

ですから、時間がたてばたつほどこれが２億、

３億と、３億からそれ以上にかかっていくとい

うような、ビルそのものの構造的な宿命があり

ますので、ころっと変わったわけじゃなくて、

半年ほどの経緯の中で劣化が進んだというよう

な目安としてとらえていただきたいなと思いま

すので、よろしくお願いします。 

中川正和議長 これから１時まで休憩いたします。 

 

     午後０時００分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

中川正和議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 今まで全協を何日かや

って、そういう中で議員の方々から御質問なり、

いろんな疑問点、話し合いの中で浮かび上がっ

た、そういう点について、これは市長が自分の

政策としてこういうことをやるからということ

で自分の部下に対してこれをやるにはどういう

方法があるかとか、どういう問題点があるとか、

そういうことを踏まえて市長が決定をし、我々

に提案したと、こう思っております。そういう

意味で、ぜひ市長の御答弁をお願いします。 

  まず一つは、先ほど星川議員も言っておられ

ましたが、多数の方々はこれに対しては反対な

んだと、これは星川さんの場合ですよ。そうい

う中で、いろいろ議論をしながら、星川さんは
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「反対してくれ」と言われたと。ところが、文

教なり全協なりでいろいろな話し合いした結果、

そういう方々に対してどういう説明をするかと

いう御発言ありました。そういう意味で私はお

聞きするんですが、先ほど新田議員も申してお

りましたが、当初はあの物件が建物も含め土地

も含めて民間の方に所有権を移転するんだと。

そうなると固定資産税も都市計画税も入ってく

るんだから結構なんでないかと、こういう発言

も議員の方々からございました。それがだんだ

んだんだん話がそういう形で進まなくて、５年

間のリースなんだと。 

  そこで、新庄市の山尾順紀市長は、賃貸契約

をどなたと結ぶのか、そしてこれからどこに、

この条例が可決なれば当然料金は３月において

また議決を要するわけですが、３月において

1,800万円という金額が議決なされたとき、ど

こに払うのか、1,800万円というお金は。そし

てまた1,400万円という数字も出ておりますが、

その1,400万円というものはだれがどこに払う

のか、そしてその1,400万円のうちの30％を市

の方に払うというような図式がございますが、

これはだれが1,400万円のうちの30％を市によ

こすのか、その市によこす内容は、税金の30％

なのか、それともほかの要因の30％をよこすの

か、その辺、今までのいろんな話の中でははっ

きり見えない。わからないような気がしますの

で。 

  それから、もう一つ詰めておきたいのは、土

地ですか、土地が宮城さんという方ですか、そ

こに移るんだと、一部。その分として固定資産

税が100何十万だか入ってくると書いているん

ですが、これはいつまでその所有権というもの

が移るのか。かつては昨年11月末まで移ると私

どもは説明受けておったわけです。いまだ移っ

てないと。これはどういうことだと。少なくと

も３月の本会議の予算計上まではそれははっき

りするのかしないのか、所有権の移転が。 

  それから、これは市長にお聞きしたいので、

市長、よく聞いててくださいよ。もう一つは、

もしその30％というものが税金に対する30％と

なれば、今までの滞納になっている金額ですか、

これはどういうふうになるのか。それから、

30％の固定資産税の我々に示された金額からす

ると、およそ３分の１弱、515万円という、本

来納税すべき額の３分の１です。市では1,800

万円を借りる相手に賃借料として払いながら、

税金は３分の１弱しか入ってこないと。そうな

ると、北本町なり南本町なり、いわゆる五つの

商店街と言っているシャッターを閉めて商売を

やめて、苦しい中でもそういう人たちは固定資

産税なり都市計画税を多くの方は納めているわ

けです。一方では市が使用料、賃借料を払いな

がら３分の１しか入ってこないと。それを私は

市民から聞かれたとき、どういうふうに説明す

ればいいのかと。ぜひその点を市長にお聞きし

たいと思います。どういうふうに説明すればい

いか。さっき星川議員がおっしゃったとおり、

今の私の気持ちとしては大変難しゅうございま

す。片方は店閉めて税金払っているんですよ、

苦しみながらも。片一方は使用料を払って、入

ってこないと。しかも、その中では商売をして

営業をしておりながら。今なら何も結構ですよ、

何もやってないんですから。商売をやって、入

ってこないということはどういうふうに市民に

対して説明なされるのか。 

  それからもう一つは、これをあの場所でする

必要性というものは、子育てが物すごくいろん

な要因があって大事なんだからするんだと、そ

れは我々も今までの議員の方々の発言を聞いて

おりまして、私もそうですが、決して必要ない

とは思っておりません。必要だと思います、こ

の子育てのわらすこ広場というものは。そうし

たときに、あそこでなければできないという大

きな理由としては、中心商店街あるいは中心市

街地の活性化だと、いわゆる元気づけなんだと、
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こういうふうにおっしゃっておりますが、その

ためにそこで市が入ることによって１億8,000

万円の効果がある。そうすると大勢の方々はそ

れだけ１億8,000万円の商店街に対して波及効

果があるんだったら仕方ないんでないかなと、

こう思っているわけです。それならば、予算を

通った後に決算のときに成果表というのが出て

くるわけ。成果表、その中で市長はどういう形

で具体的に検証なされるのか。ただこういう効

果があったと、これだけを成果表に書き込まれ

るのか。もう少し具体的な、これだけ議論なさ

れた中で、１億8,000万円というのは具体的に

こうこうこうやったのよと、売り上げも伸びま

したよと、売り上げの伸びたことによって税収

もこのぐらいふえましたよと、そういう形が見

えないといかがなものかと。そして、先ほどか

らの灯油の問題も出ておりますが、今までは月

に65万何がしで借りておったんですが、今度は

大体２倍半ぐらいになるんだと。簡単に1,000

万円ぐらいふえると。1,000万円の金があった

ときに、灯油だってもっと助成することできる

わけ。一般市民がこの新庄地域では一番関心を

持っていて、困っている除雪、これも新庄揚水

を揚げる電気料が800万円、この1,000万円と比

較した場合ですよ。それから身近である我々の

予防医療ということで健診、国保に限った場合

はこれも500万円ぐらいですか。そういういろ

いろなものがありながら、今1,000万円をかさ

上げしてそこにしなければだめだという理由、

余り言うと市長も大変だと思いますので、今二、

三点申し上げましたが、ひとつ御答弁をお願い

します。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 五つほど御質問ござい

ましたが、まず最初の二つについて御答弁した

いと思います。 

  まず、契約の相手先でございますが、これは

特別代理人と宮城さんでリース契約をして、そ

こにわらすこ広場を開くということであります。

したがって、わらすこ広場の契約は宮城さんと

行いまして、この前、三者の図式をお示ししま

したように、1,800万円はまず宮城さんにお払

いします。宮城さんはいろいろ係る経費、自分

のいろいろビルを動かすために管理費等々かか

るわけですけれども、その中から1,400万円を

ショッピングビルの特別代理人の方にお支払い

します。支払いを受けた特別代理人は、この前

御説明した10対４の割合で市に固定資産税相当

額といいますか、そういった配分で、市に30％

になりますけれども、それを支払っていただく

ということになります。 

  それから、固定資産税、土地に関する固定資

産税115万円ですか、それ相当分については、

いつ所有が移るのか、今まで移さなかったのは

なぜかということでありますが、まずこれはシ

ョッピングビルを確実に再開して目的が達せる

ような状態がはっきりめど立つまでには至って

いなかったために、それを移さないで、所有権

を移転しないでそのまま保留していたというこ

とでございますので、今回条例の設定等により

まして確実に再開できる状況になればその時点

で早急に所有権を移転したいというふうな方向

のようでございます。したがって、３月ごろま

ではっきりするかということでございますけれ

ども、そのころまでにはある程度形が見えるよ

うになってくるのではないかなというふうに私

どもでは思ってございます。 

  以上、私の方からは２点についてお答えいた

しました。 

田口五郎税務課長 議長、田口五郎。 

中川正和議長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 ただいま政策経営課長が、リ

ース料、具体的な金額は差し控えさせていただ

きますが、だれが払う、だれがどのようにして

払うのかという答弁、市内の会社から特別代理
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人に払われて、その中から30％相当分が市へと

いふうに答弁いたしましたが、私が金融機関か

ら聞いた話では、特別代理人に支払われたリー

ス料についてはその時点で金融機関が差し押さ

えを行い、一たんすべて金融機関の方に入りま

す。その金融機関が30％の金額を市の方へ税金

分として納入すると、そういった話を現在のと

ころ聞いてございます。ただ、最終的な細部ま

だ詰めておりませんので、その時点で若干流れ

が変わる可能性ございますけれども、現在のと

ころではそういった流れになってございます。 

  それから、現在までの滞納の税金に関してで

ございますけれども、ショッピングビルにつき

ましては破産手続が開始された時点で、民法及

び会社法の規定によりまして既に法人としては

解散になってございます。したがいまして、滞

納分につきましては支払わせる相手方がもうい

ないと。新たに入ってきます30％分の金額につ

いては新たな固定資産税に充当するというふう

になります。私の方からは以上です。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

中川正和議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 議員からは決算のときの

成果表についてどういう形で検証するのかとい

うお尋ねでございます。この効果につきまして

は、直接的なもの、また間接的なもの、いろい

ろあるわけでございますけれども、文章だけで

なくて、数字にあらわせるものはあらわして、

比較できるような形でお示しできればと思って

おります。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

中川正和議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 今、商工観光課長から

決算のときは、こういう成果があったとか、効

果があったとかだけでなく、数字的なことも含

めてぜひお示ししたいと、こういう御答弁でご

ざいましたけれども、やはりこれだけみんなが

議員の方々も含めて一般市民の方々が、それか

ら商店街ですか、商工会も含めてこういう関心

持っているものについては、ぜひそういう形で

やるべきだと思うし、やってもらいたいと思い

ます。ことしの９月に一部出るんですが……、

９月でないな、後だな、20年度だから来年の９

月だな。 

  それから、先ほど税務課長からお話あったん

ですが、市は宮城さんに払うんだと、宮城さん

は特別代理人というか、そういう形で払うと、

それを金融機関が差し押さえるんだと。1,400

万円を差し押さえするんだと。その中から30％

というふうな話でしたが、その点についてはま

だ具体的には詰まっていないと、こういう今の

御答弁なんですが、これはあれですか、我々は

30％来ると思って、みんな思っているわけ。今

の答弁聞きますと、来るか来ないかまだわから

ないと、具体的にはまだ詰めてないんだと。今

そういうあれなんですが、その点をもうちょっ

とはっきりしてもらわないと困ったなと思って

お聞きしたわけです。 

  それからもう一つ、この条例が通れば、先ほ

ど申しましたように、今度は料金として３月に

出てくるわけ。そうすると、みんなが心配して

いるのは、今までは65万円でやってきたんだと、

これが1,800万円なんだと。どこかでもうちょ

っと収入なり出す方をカットする方法はないか

ということで、かつては200万円が150万円にな

ったんだと。入ってくる方も当初我々文教に示

されたのは12対１とか11対２とか示さったわけ

よ。それが今回は10対４か、まずおよそ30％。

いい方向には少しずつ来ているわけ。もっとい

い方法ないかと、負担を軽くするために。 

  これは福祉事務所長にお聞きするんですが、

児童センターとか保育所も民間委託、かつてや

ったわけです。このわらすこ広場と同時にこの

事業を展開する子育て支援センターですか、そ

この経費を少しでも安くするために、指定管理

者制度ですか、こういうものを移行することが
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できるかできないか。これは今の職員をやめさ

せることはできませんが、いずれ退職するとき

が来たときは、補充をしないで、そこを指定管

理者ですか、そういうのに移行する。そうする

と私らなんかが見ますと、かつて今までやった

経過を見ますと、何百万、同じ仕事して何百万

浮くと思うんです。そういう考えがあるのかな

いのか。 

  それから、この前もらいました、この資料を

見ますと、あのときに私が市長に対して、私だ

けでなく亀井議員もおっしゃったんですが、も

うちょっと時間をとったらいかがですかと。こ

ういうお話の中で、どこかで決断をしなければ

だめなんだと、だから早くしたい、こういうふ

うにおっしゃったんですが、その中でここに書

いているのは、地域商店街単位での参加も検討

を始めたと書いております。商工会議所も前向

きに取り組んでいると。あれからおよそ10日、

10何日になったんですが、その後ここに書いて

いる商店街単位での参加とか商工会議所が前向

きに取り組んでいるという、その結果はどうい

うふうになったのか。これを見れば、ああなる

ほどなと思っているわけよ。だから、市長はと

こかで決断しなければできないと。そうなれば

こういう事態も一日も早く双方でお互いに話し

合って進めなければだめなんだなと思っている

んですが、その後どういうふうにお話をなされ

たのか。 

田口五郎税務課長 議長、田口五郎。 

中川正和議長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 10対４の割合、パーセントに

直しますと約30％、金融機関と私の間ではそれ

はもう既に確約してございますので、リース料

の約30％が最終的に納税分として市に入ってく

ることは約束済みです。私がはっきり決まって

ないというのはその納入の仕方といいますか、

前に金融機関と協議の中で、そういった「10対

４」の「４」の部分がどういう形で市に入って

くるのかということを聞きましたら、特別代理

人に入った段階で自分のところで一たん差し押

さえをすると、その差し押さえをした中から10

対４の４の部分を金融機関から市の方へ納入す

ると、そういった話でございますので、最終的

にその形自体が、最終的に10対４の４が市に入

ってくるのは間違いないんですが、どういった

納入のされ方になるのかということについては

まだ最終的な詰めを行ってございません。その

部分を先ほど申し上げた次第でございます。 

  以上です。 

武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 

中川正和議長 総務課長武田一夫君。 

武田一夫総務課長 指定管理者制度について、私

の方からお答えしたいと思います。 

  現在、定員管理計画の中で人員を削減してい

くというふうな中で一番有効に働いているのが

指定管理者制度でありまして、その指定管理者

制度を導入することによってどういう経費が削

減されるかというのは、ほぼ人件費が削減され

るというふうな形になります。そういった意味

合いで、このわらすこ広場、子育て支援センタ

ーを指定管理者にできないかというふうな御質

問でございますけれども、指定管理者にするこ

とはできます。ただ、現在勤めております保育

士の数といいますか、児童センターとか児童館

あるいは保育所の民営化等々に伴いまして、保

育士の需要というか、そういうふうなものがど

んどん減ってございまして、保育士が余ってく

るというか、そういうふうな現象が今生じてご

ざいます。そういうふうな中で退職者不補充と

いうのをずっと計画的に進めていって、保育士

も余ってしまうなというふうな時点では指定管

理者制度を導入することができそうなのかなと

いうふうな感じを持ってございます。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

中川正和議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 地域商店街の対応と商工
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会議所の対応というふうな２点だったと思いま

す。地域商店街、具体的に申し上げますと北本

町の商店街なんでございますが、商店街の皆さ

んと懇談の席で個店の入店をどうだというふう

なことを申し上げた経過がございます。個店は

非常にまず難しいというふうなことで、それだ

ったら組合として、いわゆる集まる場所ですが、

そういった形で組合として入る分には前向きに

検討すると、これは総会に諮って決めたいとい

うふうなお言葉でございました。その後、総会

という話は聞いてございませんので、今そのま

まになっているんじゃないかと思っております。 

  あと、商工会議所の方でございますけれども、

これについてはできるだけ入っていくような、

促すような行動をとっているというふうにお聞

きしておりますし、そのようにやっていると思

っております。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

中川正和議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 冒頭に、私、市長に御

答弁をお願いしたんですが、ほかの課長さん方

がかわりに御答弁なさったんですが、本来は市

長が自分の政策としてやるんだと、それを部下

の職員に指示をしてこういう形になってきたわ

けよ。そうなれば市長は当然、100％いろんな

ことをわからなくても、自分なりに聞かれたと

きはそれなりの答弁があってしかるべきと私は

思うんですが、答弁一つもないということは、

大変私は残念です。市長に改めてお聞きします。 

  先ほど申し上げましたが、一方ではシャッタ

ーを閉めて商売をしないで、そして税金を納め

ているんだと、まじめに。一方では商売をして、

営業して、テナント料をもらっていながら税金

を、いわゆる税金になる30％ぐらいしか払わな

いんだと。しかもこれが１年や２年でない、５

年間だと。私なりに計算してみますと、入って

くるのが差し引くと6,500万円ぐらいです、こ

の資料から見ると。それを6,500万円も払わな

いで、商売やっておりながら、一般の人たちは

シャッターを閉めて苦しみながら税金を払って

いる。そういう方々に対して市長はどういうふ

うに御説明なさるんですかと。どういうふうに

説明なさるのか。さっき星川 豊議員がおっし

ゃいましたが、そういう説明も私どもはする義

務があるわけよ。そういう意味で市長はどうい

うふうに説明なされるんですかと。一方では苦

しんでシャッター閉めて税金納めているんです

よ、商売をしなくても。これはぜひ市長の御答

弁を求めます。もうちょっといろいろあるけれ

ども。 

  あと、税務課長、今どういう形で納入される

かはまだはっきり詰めてないんだと。早くこれ

を、少なくとも３月の当初予算までは決めてく

ださい。ぜひ市長の答弁を求めます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

中川正和議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 今の質問にお答えいたします。 

  まちの中がシャッター通りで大変な状況だと

いうことは私も認識しております。そうしたこ

とをまち全体として魅力をつくっていかなけれ

ばならないというのが私の考え方であります。

確かに宮城さんが買われて、税金を納めねなぞ

という言い方は失礼なのかなと思います。あそ

こにリスクを求めて買い求め、できればすぐに

でも買いたいと。しかし、相手の特別代理人の

立場上リースを払わなければならないというふ

うに私は理解しております。そうすれば本来で

あれば税金が入ってきます。しかし、その特別

代理人という差し押さえする側がいるというこ

と、それをあえて私たちは11対ゼロからスター

トしているわけです。11対ゼロからスタートし、

それが宮城さんという民間地元資本が買い求め

て地域の活性化をしたいと、また５階には市内

の業者さんがプールを再開し、今まで1,500人

いた会員を取り戻し、あそこに人通りを多くし

たいというふうな願いを持っています。当然そ
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ういうような意図で当初わらすこ広場は再開さ

れました。やむなく休止したと私は思っていま

す。確かに月々60万円相当が150万円になると

いうようなことを大変懸念していただいており

ます。しかし、財政状況の中でまちの活性化と

いうことをある程度やはり先頭的にやっていか

なければならない。時にはともに汗をかかなけ

ればならない。そして、ともに後方支援をして

いかなければならない。そういうふうに私は

常々思っています。今回のことについては、大

きな投資だと思います。しかし、子育てに投資

していくという私の姿勢は変わりありません。

これまでも多くのものに投資してきました。こ

の議会の中でもいろいろな議論がありました。

金さえあればということも私も聞きました。そ

ういうことではなく、苦しい中であっても子供

や孫たちを育てていくという新庄市の意気込み

を見せることが回りの地域あるいは県内から評

価され、あるいは企業誘致でも、ああいう元気

が出てきたまちに行ってみようと、そういうこ

とに私はなってくると信じてここに投資をする

わけであります。シャッター通りの中で、本当

にこの大きな急激な社会の流れの中で、大変苦

しい中になっている人たちには大変申しわけな

いと思います。しかし、これからは集中と選択、

スクラップとビルドを本当に真剣に考えていか

なければならないときだと思います。その中で

今回は建物を建ててやるということでは大変な

リスクを逆に背負ってしまうということで、あ

えてリースの方に傾けると。今後の方針として

も、できる限り建物を建てずに、必要なものは

建てますが、学校とかは建てますが、そういう

ものに頼らず、何とか民間活力を利用しながら

まちの活性化を図っていきたいということをぜ

ひ御理解いただきたいと思います。 

中川正和議長 ほかにありませんか。 

１８番（亀井信夫議員） 議長、亀井信夫。 

中川正和議長 亀井信夫君。 

１８番（亀井信夫議員） ちょっとお尋ねしてみ

たいと思います。 

  最初は条例の件についてお尋ねしたいと。こ

の中で、さっき質問ありました第６条の件であ

ります。前条の使用料の全部または一部を免除

することができる、それ以外に市長が必要と認

めた場合はこれを免除するなり、あるいは変え

るということ、文章うたっておるわけです。私

は、その内容が示されておりませんので、わか

らない点がいっぱいあるんですね。その一つ、

記載されていない点の中で、駐車場の使用等に

ついては記載されておりませんね。わらすこ広

場として使用する家の方々が駐車する場合、使

用料等なり、あるいはその条例なり附則の中で

定めていくのが常識じゃないかなと思ったわけ

であります。それで、規則の中で定めていくと

いうふうなことだと思うんですが、やはり規則

の中で大体の条例に従った規則というふうなも

のを示していただきたいと思います。当然これ

は規則というものはありますから、条例以外に

もっと詳しい内容のものが記述されるものと思

っておったんですが、これらについて今後どう

我々に報告していくのか、ひとつお知らせ願い

たいと思います。 

  なぜこんなことを申しますと、前回まで駐車

場の関係というのがあったんでしょう、わらす

こ広場利用者の駐車場料金等についての問題。

あったはずですね。これらをどうこれからやっ

ていくことによって駐車場の料金はどうなるの

か、一つお知らせ願いたいと思います。 

  それから、先ほど渡部議員がいろいろ指摘さ

れました。この問題について一番議論になった

のは、御案内のとおり税金関係からであったと

思います。固定資産税が未納、滞納というふう

なこと、それらを議論した経過があるわけであ

ります。その内容等については説明も聞いてお

りますけれども、これから対応していくはずで

すけれども、先ほど説明の中で、特別代理人に
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より、これ抵当権入っている銀行に振り込みさ

れるんだというふうなことを話していた。銀行

から30％程度の新庄市に対して税として入って

くるんだというふうな説明があったんですが、

これ間違いないんですかね。これを一つお願い

したいと思います。 

  それから、３点目は私が１月21日、商工観光

課長に質問した内容であったんですね。これは

なぜ私質問したかといいますと、前回御案内の

とおり、あそこを私はわらすこ広場だけだった

らあそこでなくてもいいんじゃないかというふ

うな話をしたんです。というのは、市の建物が

いっぱいあるんです、利用する。建物を建てる

ことに対しては私も反対です。あるものを利用

するというふうな形の中で質問した経過がある

んですよ。だとすれば建物がただであって、も

しその建物を利用するとなれば料金もただで済

むんじゃなかったかなというふうなことを今つ

くづく感じている内容なんですね。しかし、そ

の反面に、商工関係の特に北本町の活性化とい

うふうなことに結びつけるんだというふうな説

明を聞いて、私もなるほどなというふうなこと

を思った一つなんですね。それで、１億8,000

万円ぐらいのわらすこ広場設置することによっ

て利益があるんだとういことを聞いたわけなん

ですね。そして、商工観光課の方で調査をした

んだというふうなことで、私は関心を持って商

工関係の事業についてそうありたい、これから

もやっていただきたいというふうなことで質問

した経緯がありますね。なぜ申し上げますかと

いいますと、ほかの商店街のある役員に私聞い

てみました、市内全般の商店街の活性化をどう

考えているんですかということ。そうしたとこ

ろが、新庄市商店街の活性化について考えてお

りますよと、こういう答弁が来ました。恐らく

商工観光課との話し合いの中でされているんじ

ゃないかということで、一つの期待感を持った

んですが。私はなぜ期待感を持ったかといいま

すと、わらすこ広場だけで新庄市のまちの活性

化はならないと私ははっきり言った。もっとも

っと規模を大きくして、市全体の商工関係の商

店街の活性化についての事業を進めることによ

って新庄市の発展につながっていくんだという

ふうなことを考えたからでありますね。そうい

う意味で、もし商工観光課と、ある商店街の役

員が言っておったんで質問するんで、役員です

から恐らく、その内容等について私は時間がか

かるんで、私も言いませんでしたけれども、計

画はあるということを話しされておったんで、

もし話しされておるならひとつここで、商店街

の活性化に結びついた形の中でのわらすこ広場

であるんで、ぜひお聞かせ願えればありがたい

と思います。 

  それからもう一つ、今まで調査をしてまいり

ました。御苦労さんですね。これが設置された

後の対応なんですよ、はっきり言うとね。これ

らについて、わらすこ広場設置した後の商店街

の利益が１億8,000万円と示された数字によっ

て出てきているんですから、その後どうなるの

か、これを調査していただきたいと思っている。

そうしますと、なるほどなというふうなことも

我々も考えられるし、ただ、前段の調査だけで

終わりというふうなことであっては、これはい

けないんじゃないかなと。設置後の商店街の活

性化がどう動いていくのか、進んでいくのか、

我々も期待しておるんで、これらについてひと

つお聞かせ願いたいと思います。 

  このぐらいで、答弁を聞きながら対応してい

きたいと思います。 

田口五郎税務課長 議長、田口五郎。 

中川正和議長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 ビルを活用する会社から支払

われますリース料、そのリース料を10対４で案

分しまして、４相当部分が最終的に税として市

に入ってくることは間違いございません。 

  以上です。 
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矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

中川正和議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 条例を出しているわけで

ございますが、第９条のこの条例の施行に関し

必要な事項は市長が別に定めると。施行規則を

考えておりまして、大きな問題については使用

料の免除ということでございます。先ほど御答

弁しましたとおり、保育所、児童館、幼稚園、

認可外保育施設、子育て育児サークル等を現在

のところ考えているということです。 

  それから、駐車料金の件につきましては、こ

れも先ほど申し上げましたが、３時間まで200

円、６時間まで400円ということで、従来どお

りとする考えでございます。ただ、この駐車料

金について規則に盛り込む必要があるかどうか

ということにつきましては、ちょっとここでは

っきりしませんので、もし必要とあれば総務課

の法令担当と協議するということでございます。 

  訂正いたします。私の勘違いでございます。

駐車料金については、市の施設でございません

ので、盛り込む必要はないという見解でありま

す。以上です。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

中川正和議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 今後の具体的な中心商店

街の活性化の方策というふうなことでございま

すが、例えばこのわらすこがあそこで再開され

るということがまず目的ではなく、それを手段

にした形で何とか活性化を図っていかなければ

ならないというふうに思ってございます。その

ためには商店街の皆さんとの意思の疎通を図り

ながら私どもも頑張ってまいりたいというふう

に思います。 

  あともう１点、市内全域の活性化というふう

なことでございますが、これも非常に難しい課

題ではございますが、まず北本町で種火を燃や

しまして、その火が燃え広がるような形に持っ

ていければというふうに私自身は思ってござい

ます。以上でございます。 

１８番（亀井信夫議員） 議長、亀井信夫。 

中川正和議長 亀井信夫君。 

１８番（亀井信夫議員） どうもありがとうござ

いました。税関係については、相手があること

であって、大変な状況下での税収というふうな

こと、徴収になろうかと思います。宮城さんは

リースであそこを借り受けるというふうなこと

なんでしょうね。そして、５年間リースであそ

こを借りるというふうなこじゃないんですか、

ひとつそこをちょっとはっきりしていただいて。

そうなりますと、税金関係というものは、これ

は５年間徴収が不可能であるというふうなこと

になるんじゃないんですかね。どうですか、リ

ースというのは。さっき説明を聞いたんですけ

れども、代理人が銀行へ抵当権が入って、そこ

へ納めて、そこから市に入るんだというふうな

ことは聞いたんですけれども、リース、これは

恐らく今まで使用している方々から借り受ける

わけですから、恐らく貸した人が税金を納める

のが当たり前じゃないかなと、普通考えている

わけなんです。ここら辺もう少しちょっと詳し

く説明願いたい。 

  それから、駐車場の関係ちょっと聞きたいん

ですが、200円と400円というふうなことで説明

を受けました。今、借り受けようとしている建

物の中に駐車場というのはつくられるんですか。

今までどおり駐車場は別の棟の駐車場を利用し

た形の中であそこを利用するのかな、そこら辺

情報が入っていればもう少し詳しく説明願いた

いと思います。 

  それから、最後に、商工会議所の関係なんで

すが、私はあそこのわらすこ広場の活性化を見

て新庄市の全般の商工関係の活性化を図ってい

くというのは、私は遅いと思いますね。いつあ

そこ活性化なるかわからないでしょう。もし失

敗したらどうするんですか。私はあそこを目途

とした形ではなくして、さっきちょっと話した
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んですが、新庄市の商店街のある人が考えがあ

るんだよというふうなことを言っておったんで

質問しているわけなんですね。特に新庄市の活

性化のために私はわらすこ広場そのものについ

ては、そうでないと反対ですよ。商工会議所の

活性化、商店街の活性化というふうなものもあ

わせて考えているというふうなことから賛成を

するんです。ですから、この際ですからやはり

新庄市の商店街の活性化と、これは重要、市長

も公約にしているわけですからね、ぜひ意見を

聞きながら、早いうちに新庄市商店街の活性化

の計画を立ててほしいと、これらについては、

最後の件については、市長、新庄市内の商店街

の活性化、これ考えていることだと思うんで、

お願いしたいと思います。 

田口五郎税務課長 議長、田口五郎。 

中川正和議長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 前段の部分について御答弁申

し上げます。 

  11月開催していただきました全員協議会、そ

の時点までは確かに市内で活用する会社が譲渡

を受けるというふうな流れで進んでございまし

た。どうして５年間リースというふうな取り扱

いになったかということでございますけれども、

昨年の11月の段階で金融機関が希望する価格で

市内の会社が購入していれば即譲渡できたとい

うふうに聞いております。そういった金融機関

と市内の会社の希望価格にかなりの差がござい

まして、そういった状況で即譲渡を行いますと

金融機関の方で後ほど財務省なり金融庁の検査

が入った場合に指摘されるだろうと、非常に低

い金額で処理してしまった場合には間違いなく

指摘されるだろうと、そういった話を金融機関

の方から聞いております。したがいまして、ビ

ル自体の価値は市内の会社が希望する購入価格

の数倍の価値が現在のところあるようです。こ

れは税金上の評価額ということではなくて、鑑

定士が鑑定した価値でございます。そういった

ことで、そのビル自体は年々減価償却なり劣化

なりというふうな理由で価値が下がっていくわ

けでございますので、何回か鑑定をかけながら、

ビル自体の価値を下げていく、それともう一方

でそういったリース料によって債権額自体を減

らしていくと、ちょうどその計算をすると譲渡

の時期が５年後なんだというふうなことでござ

います。確かに実際にビルが直ちに譲渡を受け

てビルが稼働すれば市内の会社では滞納しない

というふうに約束してございますので、そうい

った状況であれば全額納入されるんですが、残

念ながらビルには市でも差し押さえしてござい

ますけれども、それよりはるか以前に抵当権が

設定されておりまして、その抵当権に基づく債

権につきましても市の滞納額の数倍になってご

ざいます。現在の法律上の制度からまいります

と、そのビルから生じた収益なり、もしくは財

産処分によって生じた収益等につきましては、

まず順位が先である抵当権者がそういったもの

を手にできるというふうなことになってござい

ます。したがいまして、リース料をその金融機

関がその権利を100％行使しますと11対２、10

対４、まるっきり11対ゼロなり、10対ゼロとい

うふうな格好で、市には１円の税金も入ってこ

ないという状況になります。そういったことを

極力避けたいがために金融機関と交渉いたしま

して、最初の11対２という数字は金融機関の債

権の額と市の滞納額の案分の率でございます。

私の方といたしましては、11対２でもいろいろ

議員さん方御意見お持ちですし、市民の方も御

意見がありますので、その割合ではまだ皆さん

に説明がつかないということで、鋭意交渉した

結果、10対４の割合まで税金相当納入額を引き

上げることができたわけでございます。そうい

ったことで非常に、本来そういった格好でなく

て即譲渡を受けてその方がリースをするんであ

れば当然税金の滞納ということは生じないんで

すけれども、今回間に債権を抱えている金融機
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関が入ったということで５年間のリースの扱い

になったと。これは当然市の都合ではなくて、

一番は金融機関の都合でございます。市内の会

社も即譲渡を望んでいるわけてございますけれ

ども、金融機関自体が５年間はリースてやって

ほしいということで、市内の会社と協議の上、

両者間で合意したようでございます。 

  以上です。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 私の方から、駐車場の

件でお答えしたいと思います。 

  向かいの立体駐車場、先ほど説明しています

ように、３時間まで200円の単価で使用いただ

くと。それから、あそこのビルの下の方に、１

階に約40台ほどのスペースで駐車できるような

工事をして置けるようになるということであり

ますが、この単価を見ますと、１月39台で11万

7,000円ほどということで、非常に割安な値段

が設定されているということで、単価的には前

の向かいの立体駐車場と同じぐらいの単価にな

るのかなというふうにイメージでは思っていま

す。そういったことで、両方とも利用者の負担

に極力ならないような利用料金が設定されてい

るようであります。 

  なお、そういったできるだけ足かせ、負担に

ならないような利用料金になるように今後とも

御要望といいますか、当然相手の財産でありま

すから、規則とか条例とかのせられませんので、

交渉で話し合いで料金が恐らくいろいろ変わっ

てくると思いますので、そういった希望を向こ

う側に反映させられるように努力していきたい

ということが市の立場かなと思います。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

中川正和議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 先ほど御質問の答弁漏れ

がございましたので、答弁させていただきます。 

  まず、再開後の調査というふうなお言葉でご

ざいました。これは再開された後のいわゆる比

較できるものの調査というふうに理解しており

ますが、まず通行量につきましては12月に亀井

議員の方から提案がございまして、早速実施し

たというふうな経過もございまして、もし開催

さされば、その後また同じような曜日で調査す

ればその差は出てくるというふうに思っていま

す。あと、先ほど渡部議員の方からも話ござい

ましたが、事務事業の成果についてどういうふ

うに検証するのかということでございました。

文章だけでなくて、できるだけ数字なんかも使

いまして、比較できるような形であらわせれば

と思ってございます。以上でございます。 

１８番（亀井信夫議員） 議長、亀井信夫。 

中川正和議長 亀井信夫君。 

１８番（亀井信夫議員） ありがとうございまし

た。それで、確認の意味で税務課長にお尋ねす

るんですが、５年間は10対４というふうなこと

で、10対４が市の税金入ってくるというふうな

ことでいいですか。違うなら違うで、後でいい

です。というのは、リース期間が５年というふ

うなことをさっき言われておったんで、リース

期間中は銀行から市の方へ税金を納入されると

いうふうなことで流れてくると説明あったわけ

ですから、この中で10対４というふうな話がさ

れたわけですから、これで５年間というふうな

ことで間違いないですかね。 

  それから、新庄市内の中で、わらすこ広場に

適した、商店街の中で建物というふうなものは

もっとあるはずなんだけれども、将来、これら

の建物を利用した形の中でわらすこ広場を開設

するというふうな考えがあるのかないのか。残

念ながら新庄の商店街で店を閉めた方々が相当

おるわけなんですね。これらの方々に協力をし

ていただいて、まちの活性化というふうなこと

に結びつくなら、これらを含めて検討してみた

らどうですかね。私はやれと言いません、検討

して、これが商店街の活性化になるならやって
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いただきたい。検討材料として今後やっていく

考えがないですかね。 

  それから、最後ですけれども、宮城さんとの

契約、この条例が通ればなされるだろうと思い

ます。これらについて、説明ありました月150

万円、年で1,800万円というふうな形の中で契

約されるだろうと思いますけれども、これはこ

の金額で契約されるのか。それから、内容等に

ついては相当検討してきたはずですから、十分

にこれを配慮しながら契約をしていただきたい

思うね。これほど議論してきたわけですから。

というのは、説明の中で単年度契約というふう

なことをされたんですが、単年度というと私は

１年と思っているんですが、契約のね。１年だ

ったら契約したばりでまた契約しなきゃいけな

い。本来ならこういう建物に設備投資するわけ

ですから、単年度契約というのは私は実は反対

ですね、はっきり言って。最低２年か３年ぐら

いの契約で貸していただくというふうなことを

していきませんとね。これは相手方あることな

んで、しようがないと思うんですけれども、わ

らすこ広場としてあそこを利用していただくと

いうふうなことでこれから交渉入るわけなんで

すけれども、せめて２年ぐらいの契約というふ

うなことが私は妥当じゃないかなと思うんです

けれども、これは相手があることだから、必ず

２年というふうなことにいかないと思うので、

１年でもしようがないと思うんですが、ここら

辺どうなのかな。あそこやることによって設備

投資しなけりゃいけないんでしょう、はっきり

言って。１年契約で、１年であそこ契約が終わ

ったなら、別のところに引っ越さなきゃいけな

くなるわけですね。これらはどうなるのかな。

心配なのは１年契約で、２年目から破棄だとい

うふうなことになった場合、心配されるのは投

資したそのものがむだになるということもある

んで、交渉に当たってはこれらについても十分

に話ししていただきたいと思うんですが、いか

がなんでしょうね。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 宮城さんと150万円で

契約、これからそういった方向で向かうと思い

ます。皆さんからいろいろ指摘いただいた点、

それらを踏まえましてそういう方向でまいりた

いと思います。 

  それから、ほかの店舗といいますか、ほかの

民間の施設とか、御指摘いただいた単年度契約

とか、そういったことの現状と若干ずれている

点が御指摘いただきましたけれども、先ほど沼

澤議員にもお話ししましたように、市の制度と

してそうなっておりますので、条例で、将来ず

っとそういった条例設定がなされているという

ことを担保にしていただきたいということであ

りますので、なお御指摘いただいた点は今後の

勉強の課題かなと考えています。 

  以上でございます。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

中川正和議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 新庄市内のまた別の場所

でわらすこ広場と、子育て支援施設と言った方

がいいのかもしれませんが、そのような展開を

検討しているかということでございますが、現

状ではございません。以上でございます。 

中川正和議長 ほかに質疑ありませんか。 

３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 

中川正和議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） ちょっと戸惑った気も

しましたが、手を挙げましたから始めさせもら

います。 

  今、この問題について、この状態が限りなく

続くようであれば、私は賛成に懸念を持ってお

ります。ただ、地域の活性化という大義のため

に私は賛成するものでありますが、その過程に

おいて、二、三確認しておきたいと思います。 

  今、この補助金、皆さんも御承知のように、
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すべて互助制度から進んでいるんですね。農業

にしても商業にしても企業にしても。関係のな

い人みんなが金を出して応援している、これは

互助精神ですよ。ただ、農業に対しては補助金

でも農業に関係ない人が全部出している。これ

はみんな理解すると思うんですよ。ただ、問題

は、この補助金というものは大きいんじゃない

かということで懸念されるわけで、1,800万円

といいますと、商店街のさっきから説明では１

億8,000万円の経済効果と言っておりますけれ

ども、仮に10％のマージンとしても全部それの

利益に値する金額ですよ、1,800万円って物す

ごい大きい金額なんだと。これは今の財政から

見ても、高齢者、老人対策、いろんなものをカ

ットして財政を持ってくるわけです。さっき言

ったように、活性化という大義名分がなかった

ら大変なもんですよ。 

  それで、その過程においてちょっと確認して

おきたいことなんですが、例えばさっき私、限

りなくと言いましたけれども、これは１年や２

年じゃなくて、ある程度続くという想定のもと

に話しておりますけれども、単年度契約ですか、

それも値しないと思いますけれども、しかし１

年や２年でやめるという問題じゃないと。そこ

で確認したいことは、例えば今1,800というも

のをある程度半分にし、３分の１にする、やが

てはゼロにするという発想を持っていなけりゃ

だめだと思うんですよね。ただ1,800万円を出

したから貸してくださってけろと。これではだ

めだと思うんです。その辺の展望はどういうふ

うに持っているのか。ただ１億8,000万円ぐら

いの経済効果があるじゃなくて、もっと大きな

展望がなけりゃ、これは成功しないと思います

よ。あの商店街で1,800万円出したからって、

商店街でどんどん経済出てくるわけじゃない。

もっと大きなものを持ってなきゃできないと思

うんです。 

  そこで、私ちょっと確認したいんですが、今、

大店法が改正されましたね。郊外型の大店法を

ストップした、経済産業省で。余り全国的に商

店街が寂れたもんだから、疲弊したために。中

心として大店法を建設しなさいという、法律が

変わってきている。この第一番の内容として、

私、朝日新聞か山形新聞かちょっと忘れました

けれども、早々とそういう方向に進んでいる市

があるんですよ。建設するという内容のものを

私新聞で見ました、朝日か山形、どっちだかわ

かりませんけれども。それで、あそこの本当の

活性化というもの、あのビルをショッピングセ

ンターとして生かさなければ、これは活性化で

きないと思いますよ、条件からいってもあそこ

の地域はやりようによってはショッピングで成

り立つところですから。ということは、車では

だめです、あそこは。車のお客は来ません。あ

の東側に駐車場あっても、あれの駐車場を利用

して来ません。今、私たちが郊外にショッピン

グに行っても、入り口の一番そばまで行って車

をとめたがる。ちょっと離れたところで嫌がる。

そういう時代なんですよ。したがって、あの駐

車場を利用したショッピングは成り立たない、

こういうふうに思っている。しからばどういう

方法があるかというと、今のビル、まだ北本町

商店街を囲んでいる消費者というものは何千人

もあるんですよ、軒の下から全部。それをいか

にして引き込むかがかぎだと思うんです。それ

には郊外型の大型店に負けない新鮮なものを、

鮮度のいいもの、安いもの、これをやれば必ず

消費者は自転車、歩いてくると思うんですよ。

成り立つと思います。その辺を1,800万円出し

たからいいじゃなくて、やはり経済的な面から

だけじゃなくて、これからは行政の面から例え

ばいろんな手続、いろんなアドバイス、そうい

うものを進めてあそこを活性化しなければこれ

は成功しない、私はそういうふうに思います。

その辺も踏まえた考え持っているのかどうか。

その活性化によって、さっき言ったように子育
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て支援だって半分にする、３分の１にする。例

えば宮城さんがそれ成功するとすれば、1,000

円の買い上げに対して子供券１枚やるとか、

500円買い上げるごとにやるとか、そういう方

法も出てくると思うんですよ。だから、そのぐ

らい深く展望を持っておかないと、あそこは大

変だと思います。行政ではどういうふうに大き

な展望を持っているか、それを確認したいので

す。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 地域活性化といいます

か、いろんな議論が今なされております。確か

に郊外から中心へ向かう方向というのも国の方

で定められて、中心市街地の活性化、新たなテ

ーマになってきております。そういう中で、折

しもショッピングビルの再利用といいますか、

そういったことで計画にもお示ししましたよう

に、200のテナント、食料品も含めて、いろん

な事務所、それからイベントホール、いろんな

スイミングクラブ、そういったことを総合的な

建物の中身の利用が示されております。これが

100％生かせられるならば、北本町のみならず、

市街地の活性化の一つの大きなテーマになるな

と私どもは非常に期待してございます。そうい

う意味で、市の支援、果たすべき役割とともに、

市民の皆さん方、議員の皆様方も含めて将来の

地域の活性化、中心市街地の活性化の一つの大

きなテーマとしていろいろ議論されながら、一

緒になってそういった方向に進んでいければな

ということで考えてございますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 

中川正和議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） これは企業が入るわけ

で、それに大きく期待するわけでなんです。あ

あいう企業だから、我々行政の数倍もの先を見

通した考えで進んでおりますから、それは大き

く期待していいところだと思います。それにつ

いて、さっきも申し上げましたように、側面か

ら、金だけじゃなくて、やはりいろいろな手続

の問題、そういう行政的な問題も十分に協力し

て、あそこを皆さんが喜ぶような活性化の内容

にしていただきたいと思って、終わります。 

  以上です。 

中川正和議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第１号新庄市わらすこ広場の設置及び管

理に関する条例の設定については、原案のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議案第１号については原案のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

中川正和議長 起立多数であります。よって、議

案第１号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉       会 

 

 

中川正和議長 以上で２月臨時会の日程をすべて

終了いたしましたので、閉会いたします。 
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  御苦労さまでした。 

 

     午後２時１６分 閉会 

 

   新庄市議会議長  中 川 正 和 

 

   会議録署名議員  森   儀 一 

 

    〃   〃   小 関   淳 
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開       会 

 

 

平向岩雄副議長 おはようございます。 

  地方自治法第106条第1項の規定により、私が

議長の職務を行います。 

  ただいまの出席議員は19名、欠席通告者は中

川正和君の１名であります。 

  なお、選挙管理委員長小関俊也君が都合によ

り欠席しておりますので、代理として委員長職

務代理加藤義勝君が出席しております。 

  それでは、これより平成20年３月新庄市議会

定例会を開会いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時０１分 休憩 

     午前１０時０２分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

  本日の会議を開きます。 

  本日の会議はお手元に配付しております議事

日程（第１号）によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

平向岩雄副議長 日程第１会議録署名議員の指名

を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において遠藤敏信君、新田道尋君を

指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

平向岩雄副議長 日程第１会期決定を議題といた

します。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長今田雄三君。 

   （今田雄三議会運営委員長登壇） 

今田雄三議会運営委員長 おはようございます。 

  これより議会運営委員長の報告を行います。 

  去る２月27日午前10時より議員協議会室にお

いて委員７名出席のもと、執行部より各関係課

長並びに議会事務局職員の出席を求め、本日招

集されました３月定例会の運営について協議を

いたしたところであります。 

  会期につきましては、お手元に配付してあり

ます平成20年３月定例会日程表のとおり、本日

から３月19日まで15日間に決定いたしました。 

  また、会期中の日程につきましても、日程表

のとおり決定いたしましたので、よろしくお願

い申し上げます。 

  このたび提出されます案件は、報告１件、諮

問１件、議案19件、議会案３件、補正予算７件、

新年度予算10件の計41件であります。 

  案件の取り扱いにつきましては、報告１件の

後、諮問第１号及び議案第２号から議案第４号

までの人事案件につきましては、本日の本会議

において審議をお願いいたします。また、選挙

管理委員会の委員及び補助員の選挙につきまし

ても、本日の本会議において選挙をお願いいた

します。 

  議会案第１号から議会案第３号までの３件を

上程し、委員会の付託を省略し、直ちに本日の

本会議において審議をお願いいたします。 

  議案第５号から議案第20号までの議案16件は、

本日一括上程、提案説明後、総括質疑を受け、

各常任委員会に付託し審査をしていただきます。 

  議案第28号から議案第37号までの平成20年度

予算10件につきましては、本日一括上程、提案

説明後、本日、全議員をもって構成する予算特

別委員会を設置して、後日審査をしていただく
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ことに決定いたしました。 

  議案第21号から議案第27号までの補正予算７

件は、本日一括上程、提案説明後、委員会の付

託を省略して直ちに本日の本会議において審議

をお願いいたします。 

  次に、一般質問でありますが、今期定例会の

質問者は８名でありますので、１日目４名、２

日目４名に行っていただくよう決定いたしまし

たが、一般質問を通告しておりました平向岩雄

議員より議長の職務を行うため一般質問の通告

の取り下げ届が提出されましたので、本日３月

５日午前９時より議員協議会室において委員７

名及び議会事務局職員出席のもと、議会運営委

員会を開催し、その取り扱いと一般質問の進め

方について協議いたしました。その結果、日程

表のとおり、１日目４名、２日目３名とするこ

とに決定いたしました。 

  質問時間は、答弁を含めて１人50分以内とい

たしますので、質問者並びに答弁者の御協力を

特にお願いいたします。 

  以上、議長よりよろしくお取り計らいくださ

いますようお願い申し上げ、報告を終わります。 

平向岩雄副議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日から３月

19日までの15日間といたしたいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は３月５日から３月19日までの15日間と決

しました。 

 

 

平 成 ２ ０ 年 ３ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第１日 ３月５日 水 本 会 議 議 場 午前10時 

開会、報告（１件）の説明。人事案

件（４件）の上程、提案説明、採

決。選挙管理委員会の委員及び補充

員の選挙。議会案（３件）の上程、

提案説明、質疑、討論、採決。平成

２０年度施政方針の説明。 

議案（16件）、予算（10件）の一括

上程、提案説明、総括質疑。予算特

別委員会の設置。議案の予算特別委

員会、各常任委員会付託。補正予算

（７件）の一括上程、提案説明、質

疑、討論、採決。 

   
予 算 

特別委員会 
議 場 

本 会 議 

終 了 後 
正副委員長の互選 

第２日 ３月６日 木 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 小関 淳、今田雄三、森 儀一 

 金 利寛の各議員 
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第３日 ３月７日 金 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 小嶋冨弥、佐藤悦子、 

 遠藤敏信の各議員 

第４日 ３月８日 土 
休      会 

 

第５日 ３月９日 日 

第６日 ３月10日 月 常任委員会 

産 業 建 設 

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案の審査 

    

文 教 厚 生 

（議員協議

会室） 

午後１時 

30分 
付託議案の審査 

第７日 ３月11日 火 常任委員会 

総 務 

（議員協議

会室 

午後１時 

30分 
付託議案の審査 

第８日 ３月12日 水 
予 算 

特別委員会 
議 場 午前10時 

平成２０年度一般会計、特別会計、 

水道事業会計予算の審査 

第９日 ３月13日 木 
予 算 

特別委員会 
議 場 午前10時 

平成２０年度一般会計、特別会計、 

水道事業会計予算の審査 

第10日 ３月14日 金 
予 算 

特別委員会 
議 場 午前10時 

平成２０年度一般会計、特別会計、 

水道事業会計予算の審査 

第11日 ３月15日 土 
休      会 

 

第12日 ３月16日 日 

第13日 ３月17日 月 休      会 本会議準備のため 

第14日 ３月18日 火 休      会 小学校卒業式のため 

第15日 ３月19日 水 本 会 議 議 場 午前10時 
予算特別委員長報告、採決。各常任

委員長報告、質疑、討論、採決。 

 

日程第３報告第２号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告について 

 

 

平向岩雄副議長 日程第３報告第２号新庄市土地

開発公社の経営状況の報告についてを議題とい

たします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、報告第２号新庄市土地開発公社の

経営状況について御説明申し上げます。 

  この経営状況の報告は、地方自治法第243条

の３第２項の規定によりまして、議会に報告す

ることになっております。 

  平成20年度新庄市土地開発事業計画及び予算

でございます。 

  この平成20年度事業計画及び予算につきまし

ては、去る２月８日に開催いたしました平成20
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年第１回土地開発公社理事会におきまして、出

席理事全員の承認をいただいております。 

  平成20年度の事業計画につきましては、土地

処分による土地造成事業として、往還東及び小

桧室地区宅地分譲用地の処分を行うことにして

おります。これら事業の処分面積の合計は

2,450.91平米を予定しており、事業を実施いた

しますと平成20年度は1,466万2,000円の純利益

を想定しております。 

  お手元の予算書の１ページから５ページまで、

新庄市土地開発公社の事業計画並びに予算の内

容を記載しておりますので、ごらんいただきた

いと思います。 

  以上につきまして、平成20年度新庄市土地開

発公社の経営状況の報告といたします。よろし

くお願いいたします。 

平向岩雄副議長 本件は報告事項でありますので、

御了承願います。 

 

 

日程第４諮問第１号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることに

ついて 

 

 

平向岩雄副議長 日程第４諮問第１号人権擁護委

員の推薦につき意見を求めることについてを上

程いたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 諮問第１号人権擁護委員の推薦に

つき意見を求めることについて御説明申し上げ

ます。 

  御提案申し上げますのは、６月30日をもって

任期満了となります本市の人権擁護委員３名の

方につきまして、山形地方法務局長より候補者

の推薦依頼がありましたので、その推薦に当た

り、人権擁護委員法第６条第３項の規定により

議会の意見を求めるものであります。 

  推薦する方々は、引き続き推薦する方として

桂田茂夫氏、矢口伊和子氏、そして今回新たに

推薦する方として藤田敏雄氏であります。 

  参考といたしまして経歴を添付しております

が、人権擁護委員として人格、識見から適任の

方であると存じますので、御審議いただき、御

意見を賜りますようお願い申し上げます。 

平向岩雄副議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明ありました諮問第１号は、会議

規則第37条第３項の規定により委員会の付託を

省略したいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会の付託を省略することに決しまし

た。 

  お諮りいたします。 

  本件は、人事案件でありますので、質疑、討

論を省略して直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。よって、

諮問第１号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについては、これに同意することに

御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。よって、

諮問第１号はこれに同意することに決しました。 

 

 

日程第５議案第２号新庄市副市長

の選任について 
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平向岩雄副議長 日程第５議案第２号新庄市副市

長の選任についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第２号新庄市副市長の選任に

ついて御説明申し上げます。 

  本案は、新庄市の副市長として國分政嗣氏を

選任することにつきまして、地方自治法第162

条の規定により議会の同意を求めるため、御提

案申し上げるものであります。 

  御同意をお願い申し上げます國分政嗣氏は、

参考として添付しております経歴のように、昭

和45年に新庄市職員となり、その後、新幹線対

策課長を初め議会事務局長、財政課長、市民課

長等の要職を歴任いたしまして、現在は新庄市

監査委員の職についていただいております。こ

のたび副市長に選任するに当たり、本市行政に

精通している同氏を最も適任と考えまして御提

案申し上げるものであります。 

  御審議をいただき、御同意賜りますようお願

い申し上げます。 

  なお、選任は平成20年４月１日を予定してお

ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

平向岩雄副議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第２号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会の付託

を省略したいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第２号は委員会の付託を省略することに決

しました。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第２号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第２号新庄市副市長の選任については、

これに同意することに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第２号はこれに同意することに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時１５分 休憩 

     午前１０時１６分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいま副市長に選任されました國分政嗣君

にごあいさつをお願いいたします。 

   （國分政嗣君登壇） 

國分政嗣君 着任の前ではございますが、お許し

をいただきまして一言ごあいさつ申し上げたい

と思います。 

  今、市民生活をめぐる、直面する課題は多々

あると思います。財政再建あるいは保険医療の

確保、市町村合併等々枚挙にいとまがありませ

んが、どれ一つとっても非常に重く大きな課題

であると思います。市民はいち早くその活路と

申しますか、明るい兆しを見たいというふうに

望んでおることをひしひしと感じております。

このようなとき、このような重責を担うという

ことは、まことに緊張、身の引き締まる思いが

いたします。もとより、経験、知識不足の人間

でございますので、市長の命をいただき、何と

か職務を全うしたいと思います。一生懸命努力

をさせていただくほかないというふうに覚悟い

たしております。 

  どうぞ皆様方にはよろしく御指導いただきま

すようにお願いを申し上げまして、ごあいさつ

にさせていただきます。（拍手） 
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日程第６議案第３号新庄市監査委

員の選任について 

 

 

平向岩雄副議長 日程第６議案第３号新庄市監査

委員の選任についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第３号新庄市監査委員の選任

について御説明申し上げます。 

  本案は、識見を有する者のうちから選任した

監査委員より辞職願が出されましたので、新た

に選任するために、地方自治法第196条第１項

の規定により議会の御同意をお願い申し上げる

ものであります。 

  御同意をお願い申し上げます髙山孝治氏は、

参考として添付しております経歴に記載のとお

り、昭和44年３月に山形県立新庄北高等学校を

卒業後、国家公務員として杉並税務署に勤務な

され、以来、東京国税局徴収部、武蔵府中税務

署管理統括国税徴収官、蒲田税務署特別徴収官

などの要職を歴任され、平成17年８月に新庄市

におきまして髙山孝治税理士事務所を開設なさ

れております。 

  このたび監査委員を選任するに当たりまして、

民間企業、普通地方公共団体の財務管理に加え

て、行政事務についても専門、高度の学識と経

験を有している同氏を最も適任と考え、御提案

申し上げるものであります。 

  御審議をいただき、御同意賜りますようお願

い申し上げます。 

  なお、選任は平成20年４月１日を予定してお

ります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

平向岩雄副議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第３号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会の付託

を省略したいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。よって、

議案第３号は委員会の付託を省略することに決

しました。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。よって、

議案第３号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第３号新庄市監査委員の選任については、

これに同意することに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。よって、

議案第３号はこれに同意することに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時２２分 休憩 

     午前１０時２２分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいま監査委員に選任されました髙山孝治

君にごあいさつをお願いいたします。 

   （髙山孝治君登壇） 

髙山孝治君 ただいま御紹介いただきました髙山

でございます。常葉町の方で税理士を開業して

おります。 

  ２年前に東京の方から参りまして、ふるさと

新庄のために貢献できるということは非常に幸

せでございます。仕事柄、頑張り過ぎることは

ないかと思いますけれども、粛々と進めてまい

りたいと思いますので、皆様の御協力と御理解

をいただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。（拍手） 
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日程第７議案第４号新庄市教育委

員会委員の任命について 

 

 

平向岩雄副議長 日程第７議案第４号新庄市教育

委員会委員の任命についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第４号新庄市教育委員会委員

の任命について御説明申し上げます。 

  本案は、新庄市教育委員会委員に欠員が生じ

ておりますことから、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第４条第１項の規定により新

たに教育委員を選任するため、御提案申し上げ

るものであります。 

  任命しようとする方は阿部仁美氏であります。 

  参考といたしまして経歴を添付しております

が、本市の教育行政を推進していく上でまこと

にふさわしい方であると存じます。 

  御審議いただき、御同意賜りますようお願い

申し上げます。 

平向岩雄副議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第４号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会の付託

を省略したいと思います。これに御異議ござい

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。よって、

議案第４号は委員会の付託を省略することに決

しました。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。よって、

議案第４号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第４号新庄市教育委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ございま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。よって、

議案第４号はこれに同意することに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時２６分 休憩 

     午前１０時２８分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第８選挙管理委員会の委員及

び補充員の選挙について 

 

 

平向岩雄副議長 日程第８選挙管理委員会の委員

及び補充員の選挙を行います。 

  お諮りいたします。 

  選挙の方法につきましては、地方自治法第

118条第２項の規定により指名推選によりたい

と思います。これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。よって、

選挙の方法は指名推選によることと決しました。 

  お諮りいたします。 

  指名の方法につきましては、議長において指

名することにしたいと思います。これに御異議

ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。よって、

議長において指名することに決しました。 

  最初に、選挙管理委員の方々を指名申し上げ
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ます。木村 正さん、加藤義勝さん、矢作勝彦

さん、伊藤妙子さんの４名を委員に指名いたし

ます。 

  お諮りいたします。 

  ただいま指名いたしました方々を選挙管理委

員の当選人と定めることに御異議ございません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました方々が選挙管理委員

に当選されました。 

  次に、補充員の方々を指名申し上げます。補

充員の１番目に田宮一子さん、２番目に横戸新

一さん、３番目に間 今朝義さん、４番目に阿

部敏夫さんを指名いたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま指名いたしました方々を補充員の当

選人と定めることに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました方々が補充員に当選

されました。 

  それでは、ここで選挙管理委員に当選されま

した方々からごあいさつをいただきたいと思い

ますので、暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時３０分 休憩 

     午前１０時３２分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第９議会案第１号議会の議員

の期末手当の特例に関する条例の

設定について 

 

 

平向岩雄副議長 日程第９議会案第１号議会の議

員の期末手当の特例に関する条例の設定につい

てを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  森 儀一君。 

   （１６番森 儀一議員登壇） 

１６番（森 儀一議員） 御苦労さまです。それ

では提案説明をいたします。 

  議会案第１号議会の議員の期末手当の特例に

関する条例の設定について御説明いたします。 

  本案は、地方自治法第112条及び会議規則第

14条第１項の規定により提出するものでありま

す。 

  平成20年３月５日。新庄市議会議長中川正和

殿。提出者は、私、森 儀一、賛成者は今田雄

三議員と沼澤恵一議員であります。 

  それでは別紙の方をごらんください。 

  この条例案は、平成20年４月１日から平成21

年３月31日までの間に限り、議員の期末手当は

昨年度と同様に本来の手当の額から14.3％を減

じた額とするというものであります。 

  この条例の施行日は平成20年４月１日からと

し、平成21年３月31日限りでその効力を失うこ

ととしております。 

  提案の理由は、議案書末尾に記載のとおり、

本市の厳しい財政状況にかんがみ、議会の議員

の期末手当の額を１年間削減するため、提案す

るものであります。これにより削減の効果額は

１年間で約473万2,000円となります。 

  以上です。よろしくお願いします。 

平向岩雄副議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案第１号は、

会議規則第37条第３項の規定により委員会の付

託を省略したいと思います。これに御異議ござ

いませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。よって、

議会案第１号は委員会の付託を省略することに

決しました。 
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  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 私は本市の厳しい財政

状況にかんがみての手当削減には大筋は賛成な

んですが、さらに突っ込んでお聞きしたいとい

うことでお聞きします。 

  新庄市の厳しい財政状況についての認識です。

市民の中では東北ナンバーワンだというような

ことで、大変、本当に政治不信といいますか、

それは大きいものがあります。こういう状況の

厳しさをどれほど感じていらっしゃるというふ

うに提案者は考えているのか、１点。 

  それから、今回の削減全額では473万2,000円

とのことですが、議員１人当たりの削減金額と、

それから年収比に対しての削減率はお幾らなの

かお願いします。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄副議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） 最初の質問でございま

すけれども、今年度から議員定数を４名削減し

て約2,600万円の削減を議会としても行ってい

るところでございます。 

  それから、議員１人当たりでは月額に換算し

ますと5.25％でございます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 今、月額と言ったよう

に思うんですが、年収比で私は聞いたところで

した。年収比というのはどうしてかというと、

このたび市長を先頭に、この財政状況の厳しさ

から本俸を削って、厳しく退職金にまで影響す

る削り方を大幅にやっているわけです。という

ことは、やはり新庄市の財政難と市民の見方の

厳しさというのはあると思います。そういう意

味で、議会議員としても節約のために示す、も

っと削減すべきだと、定数削減ではなくて、報

酬削減を本俸からやるべきだと思うんです。２

割削減と、私は思いますが、その点について年

収比でどのぐらい削減なったと見ているのか、

もう一度お尋ねします。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄副議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） 今の質問はちょっとわ

かりかねますので、もう一回お願いします。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 月に5.25％というふう

に答えたと思うんですが、年収比で削減率を言

っていただきたいと思います。 

  そういう意味では、私は年収比で本俸２割削

減というふうにすべきだと思うんですが、そこ

まで私はやっても、やる必要もあると思うんで

す。というのは、市民生活にこのたびの財政難

というのは大変大きな影響を与えて、特に福祉

関係で市民の皆さんに前にやっていたさまざま

な小さな手当を削減してきて、我慢に我慢を市

民に強いている状態です。そういう中で、やは

り議員の報酬についても厳しく私はもっと削減

すべきではないかと思うんです。 

  前に西和賀町というところを視察しましたが、

３万7,000人の人口だったと思いますが、議員

の報酬は24万円だったと記憶しております。大

変厳しい中で議員活動をしていらっしゃるんだ

なということを感じたわけなんですが、そうい

うようなところも見てきて、私たち自身、議員

の年収比での大幅削減を私はやるべきではない

かなと思うわけですが、そのことも含めて、年

収比何％削減なのか正確なところを答えていた

だきたい。わからなければ、１人当たり議員幾

ら、年間削減金額なのかということもここで明

らかにしていただきたいと思います。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄副議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） 新庄市の議員報酬は、

平成６年10月から議員報酬はそれぞれ34万
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5,000円から現行の37万円に見直されましてか

らその後今年度まで14年間据え置かれておりま

す。そうした中で、近年は市の財政状況が厳し

くなり、平成15年12月手当の１割を削減、そし

てまた16年度からは年を通じて手当の削減を行

っております。これも財政再建期間中というこ

とで、既に５年間も議会として協力を行ってお

り、さらに定数の削減も行っており、あえて他

市との比較ということで言えば、我々の取り組

みが足りないとは考えておりませんので、よろ

しくお願いします。 

平向岩雄副議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第１号議会の議員の期末手当の特例に

関する条例の設定については、原案のとおり決

することに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。よって、

議会案第１号は原案のとおり可決されました。 

 

 

議会案２件一括上程 

 

 

平向岩雄副議長 日程第10議会案第２号道路整備

の推進と道路特定財源の暫定税率延長に関する

意見書の提出について及び日程第11議会案第３

号一級河川の管理移譲に対する意見書の提出に

ついての２件を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  産業建設常任委員長遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信産業建設常任委員長登壇） 

遠藤敏信産業建設常任委員長 議会案第２号道路

整備の推進と道路特定財源の暫定税率延長に関

する意見書の提出について。上記の議案を裏面

別紙のとおり地方自治法第109条第７項及び会

議規則第14条第２項の規定により提出いたしま

す。平成20年３月５日。新庄市議会議長中川正

和殿。提出者、新庄市議会産業建設常任委員会

委員長遠藤敏信。 

  道路整備の推進と道路特定財源の暫定税率延

長に関する意見書。 

  道路は、市民の日常生活や経済活動を支える

最も重要な社会基盤です。しかしながら、本市

においては、高速道路整備を初めとして幹線道

路から生活道路に至る道路網の整備は全国に比

べ大きく立ちおくれています。このため、地域

間連携と交流強化並びに災害時の緊急輸送や日

常の救急救命医療へのアクセス強化など、道路

整備の推進は極めて重要な課題です。また、全

国でも有数な豪雪地帯であることから、道路除

雪を初めとする総合的な雪対策の充実は安全安

心な交通の確保にとって不可欠であり、さらに

は今後老朽化が進む道路施設の計画的な維持管

理など課題が山積しています。 

  このような中、去る11月13日に国土交通省に

おいては道路の中期計画素案を公表するととも

に、計画を着実に進めるため、道路特定財源諸

税に関し必要な法改正を行う方針を示したとこ

ろであり、政府与党間においては道路特定財源

の税率を現行で維持するとの合意がなされたと

ころです。 

  仮に道路特定財源諸税の暫定税率が年度末に

期限切れとなり、地方道路整備臨時交付金制度

など現行の税体系が変更されれば、現状でも立
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ちおくれている道路整備はさらにおくれ、維持

管理の面では道路の補修や除雪が十分に行えな

いなど、市民生活に多大な影響が及ぶことにな

ります。 

  こうした本市の実情を十分に踏まえ、真に必

要な道路の整備が着実に推進されるよう下記の

事項について強く要望します。 

記 

１．安定的かつ確実な道路整備に必要となる財源

が確保されるよう暫定税率を維持するための関

係法令を年度内に確実に成立させるとともに、

一般財源化することなく全額を道路整備に充て

ること。 

２．地方道路整備臨時交付金制度については、地

方の声を真摯に受けとめ、制度の維持、充実を

内容とする法案を年度内に確実に成立させるこ

と。 

３．真に必要としている道路整備と管理が着実に

推進されるよう、まだ整備が不十分である地方

への道路特定財源の配分割合を高めるなど、道

路整備財源のさらなる拡大を図ること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見を

提出します。 

  提出先、衆議院議長あて、参議院議長あて、

内閣総理大臣あて、総務大臣あて、財務大臣あ

て、国土交通大臣あて。 

  続いて、議会案第３号です。 

  一級河川の管理移譲に対する意見書の提出に

ついて。上記の議案を別紙のとおり地方自治法

第109条第７項及び会議規則第14条第２項の規

定により提出します。平成20年３月５日、新庄

市議会議長中川正和殿。提出者、新庄市議会産

業建設常任委員会委員長遠藤敏信。 

  一級河川の管理移譲に関する意見書。 

  治水事業は、国土を保全し、水害から国民の

生命や財産を守る最も根幹的な施策であり、国

家の最重要課題の一つとして取り組むべきであ

ります。 

  さて、最近は地球温暖化現象と相まって局地

的な集中豪雨が毎年のごとく発生し、昨年７月

の梅雨を伴った台風４号及びそれに続いた台風

５号が西日本地域を中心にもたらした記録的な

降水量は記憶に新しいところです。 

  また、当地域を初めとする東北地方において

も、我が国有数の大河川が多く存在し、急峻な

山地や急勾配の自然条件により、種々の災害を

受けやすい環境下にあります。 

  本市における最上川で見ても、平成９年６月、

平成14年７月、平成16年７月と洪水災害が頻発

し、河川護岸の流出や内水はんらんによる家屋

への浸水被害、加えて無堤地区の水田、道路の

冠水被害等住民不安が以前にも増して大きくな

っています。 

  ついては、このような状況が一日も早く解消

され、安心して安全に暮らせるようになること

が住民の切なる願いであり、そのためには治水

事業の推進が必要不可欠です。 

  このような中、政府の地方分権改革推進委員

会の中間的な取りまとめにおいて「一つの都道

府県内で完結する河川については一級河川の指

定区間外を含めすべて都道府県管理とすべきで

ある」とされていることは、地域の安全安心の

ために治水事業の推進を切望する我々の声に逆

行するものと言わざるを得ません。 

  ついては、洪水被害を未然に防止し、豊かで

美しい国土の創造と地域の発展を期すため、次

の事項の実現について強く要望します。 

記 

１．同一都道府県内で完結する一級河川であって

も、河川の整備管理については国がみずから管

理者として責任を果たしていくこと。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。 

  提出先、衆議院議長あて、参議院議長あて、

内閣総理大臣あて、国土交通大臣あて。 

  以上です。よろしくお願いします。 
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平向岩雄副議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案第２号及び

議会案第３号は、会議規則第37条第３項の規定

により委員会の付託を省略したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。よって、

議会案第２号及び議会案第３号は委員会の付託

を省略することに決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議会案第２号について

です。 

  一つは、本市において道路整備が全国に比べ

て大きく立ちおくれているということでありま

すが、この原因については、この道路特定財源

などの暫定税率延長など、今までの制度のあり

方が相当お金を使う形になっていたにもかかわ

らず進まなかった。その理由は、これがなけれ

ば絶対進まないということよりも、私はやはり

一般財源というか、地方によこす国のお金の配

分が少ないために、なかなか地方で必要な道路

整備ができなかったということではないのかと

思うんです。 

  なぜかといえば、この今まであった道路特定

財源と暫定税率など、こういった道路にすべて

行くというお金の内容というのは、ほとんどが

高速道路、高規格幹線道路、地域高規格道路な

どで、今度の11月に発表した道路の中期計画素

案というのも内容はほとんどが高規格幹線道路、

地域高規格道路などで約36％というふうに聞い

ております。私たちが新庄市でこの道路必要だ

とか、除雪必要だとか、歩道整備だとか、生活

道路だとか、本当に進んでない状況があるんで

すが、それに回されるお金というのはその予定

の中のわずか４％とか２％、数％なんです。そ

ういう意味では、この道路特定財源そのもの、

また今度の中期計画そのものも、ほとんど高速

道路だけという、ほとんどそちらに行くための

お金、10年間で59兆円を使うんだという内容だ

そうです、これから。今までも国は財政難だと

いう状況だと聞いています。新庄市以上に財政

難だと私は認識しています、国全体として。そ

の原因の一番大きいのは、高速道路などの大き

な道路計画ではなかったかと思うんです。 

  今度の道路の中期計画の中には、実はこれか

ら新たに東京湾を横断する道路をもう１本つく

るとか、今でもある東京湾横断道路が目標の半

分以下しか利用がなくて、維持も大変、借金も

返せないということだと聞いております。それ

なのにまたそのような道路を全国で６本も、四

国、九州、本州、なんとか湾、こういうところ

を横断する道路を、大きな橋をつくる。こうい

うものにこの中期計画がなっているということ

だそうです。 

  そういう意味では、そういうものを温存させ

続けろということではなくて、これをまずやめ

ていただいて、そういう計画を見直ししていた

だいて、一般財源化して、新庄市などのような

地方に来るお金に回すように一般財源化してい

ただくと。そうすれば新庄市及び山形県に自由

に使えるお金がもっとふえるはずなんです。そ

うすれば山形県や新庄市の借金返済も早くでき

るようになるし、福祉や教育も含めた生活道路、

除雪、こういうところに回すことができると思

うんですが、こういった道路の中期計画の内容

については話し合われたでしょうか。 

遠藤敏信産業建設常任委員長 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄副議長 遠藤敏信君。 

遠藤敏信産業建設常任委員長 質問の趣旨は、つ

まるところ、議員言われたような認識は産業建

設常任委員各位の中でもそれぞれ承知している

ものと思います。その上で、なおかつ中央と地

方との格差、そういうふうなものを考えて道路

特定財源の税率延長維持というふうなことを決



- 54 - 

したものと理解しております。 

  あと、高速道路だけで使われているというふ

うなことですけれども、高速道路だけに使われ

るのはうまくないと、生活道路に関しても取り

上げるよう働きかけるべきだというふうな意見

も出ました。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 生活道路に使われるよ

うにすべきだというのは本当だと思うんです。

そのために、道路特定財源というふうに高速道

路を中心とするものに使われるように10年間で

59兆円だと決めてしまうんじゃなくて、それら

を一般財源の方に回すというふうにすれば、新

庄市などで必要な生活道路のための財源が豊か

に来るはずなんです。新庄市でこういう道路を

つくりたいというところに回せるお金が来るよ

うになるわけです、一般財源化すれば。そのこ

とを小泉前首相が国会で言って、なかなか実行

できなかったわけですけれども、そういう内容

に私はすべきであって、道路特定財源をこのま

ま続けろとか暫定税率を延長しろとか、こうい

うのは私は逆だなと思います。これから今計画

されている、また東京湾に新しい道路、横断す

る道路、むだな道路をつくるためのこういうお

金、先にお金があって使うんだというやり方は

やめるべきだと私は言うべきで、こういうのを

出すべきではないと思うんです。 

  それから、年度内に必ず成立させるというこ

となんですけれども、年度内に成立しなかった

場合には暫定税率ということでできるというふ

うに聞いているんですが、そういうことは御存

じだったのかどうなのか。 

遠藤敏信産業建設常任委員長 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄副議長 遠藤敏信君。 

遠藤敏信産業建設常任委員長 それは委員会の中

では言及しませんでした。 

  ちなみに、高速道路、高規格道路を含めた高

速道路の普及率から見ますと、全国69.9、東北

69.9に対して山形県は48.4％と著しくおくれて

いると。そういう状況から見ても、暫定税率延

長、これは必要ではないかというふうな結論に

達したところであります。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 私は、山形県がおくれ

ていることは、これは全国に比べて山形県がな

いがしろにされているのかなと感じます。その

点については怒りを覚えます。しかし、その山

形県に来るお金自体が一般財源化によってふえ

ることになれば、山形県としても自主的に道路

を整備するというふうにできるお金として、自

分たちで決めてやれるお金が十分に来るように

なるわけですから、その方がずっと山形県とし

てもやりやすいことは間違いない。今の状況の

中期計画によれば、全く山形県とは違うところ

のはるか遠くのところの四国、九州、本州など

を結ぶところにまた新たな大きな道路をつくる

というのが、何兆円だか、相当のお金で組まれ

ておりますが、そんなことはやめていただいて、

一般財源化していただければ、山形県にはもっ

と高速道路なり必要な道路に使えるお金が出て

くるはずだと私は思うのですが、その点につい

て考えは及ばなかったのかお願いします。 

遠藤敏信産業建設常任委員長 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄副議長 遠藤敏信君。 

遠藤敏信産業建設常任委員長 そこまでは議論に

なりませんでした。しかし、要は中央と地方の

地域間格差を是正したいと、そういう思いの中

で意見書を取り上げていただきたいというふう

なことで提出するものであります。 

平向岩雄副議長 ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ
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討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  まず初めに、議会案第２号道路整備の推進と

道路特定財源の暫定税率延長に関する意見書の

提出については、原案のとおり決することに御

異議ございませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議ありますので、起立採決い

たします。 

  議会案第２号については、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄副議長 賛成者多数でございます。よっ

て、議会案第２号は原案のとおり可決されまし

た。 

  次に、議会案第３号一級河川の管理移譲に対

する意見書の提出については、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。よって、

議会案第３号は原案のとおり可決されました。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午前１１時０３分 休憩 

     午前１１時１２分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

平成２０年度施政方針の説明 

 

 

平向岩雄副議長 日程第12平成20年度施政方針の

説明をお願いいたします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 先ほどは、人事案件等御審議、本

当にありがとうございました。 

  それから、積雪状況ですが、毎回申し上げて

おります、今回83センチ、予算にして１億

8,000万円支出しております。その後補正する

場合には、議運でお話し申し上げましたとおり

最終日に補正予算を提出させていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、平成20年度市政運営に臨む所信と

施策の大要を申し上げ、市民の皆様並びに議員

各位の御理解と御協力をお願い申し上げます。 

  米国の低所得者向け住宅ローン問題に端を発

する世界経済の混迷の中で、原油価格の急上昇

による灯油やガソリンの高騰、小麦粉などの生

産原料コスト高による食料品の価格改定がなさ

れるなど、国民生活にとっては非常に厳しい社

会情勢となっております。 

  また、地方自治体を取り巻く環境も厳しい状

況は変わりなく、三位一体の構造改革により税

源移譲がなされはしましたが、補助金カットに

見合う移譲とはなりませんでした。地方の中に

おいても市場原理主義を旨とする構造改革など

の影響により、都市と地方との格差、所得格差

や医療格差など、ひずみが生じてきております。

根幹となる財源問題では、地方交付税が昨年度

に比べて若干増額の見込みではありますが、独

自性を発揮できる一般財源は大幅に減少してお

り、公共サービスへの影響も深刻となってきて

おります。 

  本市においては、昨年度、工業団地へ新たに

２社が立地するという明るい材料もございます

が、中心商店街の老舗商店が相次いで閉店する

など、景気後退の影響が現実のものとなってお

ります。１月末の有効求人倍率は県内の他地域
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と比較して低い0.61倍であり、雇用情勢は引き

続き厳しい状況に置かれております。さらに、

ここ数年、本市人口の減少傾向が強まり、少子

超高齢社会に突入していることをひしひしと感

じさせられます。このような状況を踏まえ、市

民ニーズに的確にこたえる公共サービスを提供

するためには、市政運営を安定的に行うことが

必要であり、本市の新たな躍進に向けてはその

基本となる四つの計画や指針に基づき進めるこ

とが肝要であります。 

  初めに、行財政改革でございますが、昨年度

までの３カ年間において行政運営システムの整

備など六つの重点項目を掲げ、鋭意改革を進め

てまいりました。指定管理者制度を多くの施設

に活用し、民間のノウハウを生かすとともに、

定員管理計画に基づく人員の適正配置により効

率化を図り、スリムで機能的な組織づくりへと

成果を上げております。また、行政運営システ

ムを整備する中で、政策の形成及び決定の的確

化、迅速化に努め、推進する手段としての行政

評価の制度を高めておりますが、今後は実践組

織である政策調整会議や部門別課長会などの充

実を図り、その機能が十分に発揮されるよう環

境づくりに努めてまいります。これら行財政改

革の取り組みは、新たに平成20、21年度の２カ

年間を実施年度とする新行財政改革大綱を策定

し取り組むこととなりますが、市民の皆様の御

理解を得ながら着実に推進してまいります。 

  行財政改革の重要な柱の一つでもある財政再

建計画は平成20年度が最終年度となりますが、

平成18年度までの３カ年の実績から推計すると、

５カ年間の改善対策の累計目標額である34億円

に対して８億円上回る42億円となり、124％の

改善率で着実に実行されております。今後とも

職員給与の独自カットを実施している人件費を

初めとする歳出削減対策や市税収納率改善など

の歳入確保対策を推進し、一日も早く財政の健

全化を目指します。 

  あわせて、焦点であります地方自治体財政健

全化法による破綻防止対策の基準となる実質公

債費比率は、現時点で健全化基準の25％を超え

る30.1％とピークを迎えておりますが、建設事

業の重点化により市債の発行を抑制し、率の低

減に全力を注いでいく所存であります。平成22

年度は単年度で23.3％に、平成23年度には３カ

年平均が23.8％となり、基準を達成できる見込

みとなっております。 

  市民の皆様には一部事業の廃止などをお願い

してまいりましたが、なるべく早く財政の健全

化を実現するため、さまざまな改善対策につい

て、これまでと同様に御理解を賜りたいと考え

ているところでございます。 

  さまざまな施策や計画の具体化に向けたキー

ポイントは、「協働推進のための指針」に基づ

く市民と行政の協働であります。協働とは、公

共サービスは行政だけが提供するものであると

いう考え方から脱して、自治会、ＮＰＯ、企業

なども含め、市民が行政と連携しながらみずか

らの創意と努力をまちづくりに生かしていくと

いう意識を醸成し、実践を通してみずからの町

に誇りと自信を持つことにあります。 

  平成19年度までは庁内の推進体制の確立とあ

わせ、市民プラザの市民活動交流広場「ぷらっ

と」を拠点として活動を支援してまいりました。

また、モデル事業の実施やパブリックコメント

（市民意見の公募）の制度化に取り組み、市民

参画の拡大を図ってまいりました。平成21年度

は新たな協働推進基づき取り組みを行うことと

なりますが、職員の地域担当制もその一つの手

法と位置づけております。 

  新たな時代に合った施策体系を再構築した後

期５カ年基本計画では、基本的な考え方の一つ

に、限られた資源（人、金、物）の選択と集中

により施策の重点化を図っていくとしておりま

す。平成18、19年度の２カ年間、区長の皆様の

御協力を得ながら重点施策アンケートを実施い



- 57 - 

たしました。基本計画の11の重点施策について、

満足度、重要度及び必要度を問いました。県立

病院存続の取り組みがマスコミでも取り上げら

れ、市民の関心が高い安心な医療体制の整備、

相変わらずニーズが高い生活基盤の根幹である

都市機能の整備、必要度が高く大型空き店舗の

活用や魅力的な店舗の創造がポイントである中

心市街地の活性化、新庄の独自政策である雪対

策の用水確保と流雪溝整備、そして少子超高齢

社会で重要度が高く、今後力点を置くべき子育

て支援の充実と命を大切にする教育の６施策が

特に振興を図るべきという市民の皆様の御意見

でございました。私が公約で掲げた施策とほぼ

一致しておりました。平成19年度から具体的に

着手しているものもございます。厳しい財政状

況下ではありますが、早期に実現できるように

極力予算との連動を図っていく所存でございま

す。 

  自然の恵みと人と人との豊かな触れ合いのあ

る快適で便利な都市機能を持つ田園都市新庄は、

昭和54年に策定した第１次振興計画から一貫し

たビジョンであり、以後約30年、先人の皆様の

御尽力により着実に実現されてきていると確信

しております。 

  一方、時代の潮流の中で、空洞化した市街地

対策として、国においてもコンパクトなまちづ

くりへと方針を転換しており、土地利用などの

全体的なフレームがどうあるべきか基本的な見

直しが必要となっております。 

  平成23年度からの次期振興計画及び国土利用

計画の策定に向けては、田園の基盤である農業

振興エリアと、にぎわいを生む市街地エリアの

あり方について、農業振興計画や都市計画の見

直しを初め各分野の制度や計画とも調整しなが

ら、より住みよい魅力のあるまちづくりを目指

して、喫緊の最重要課題として位置づけ、取り

組みに着手してまいります。 

  次に、特に振興すべきとされた重点施策と平

成20年度の主要事務事業について、その概要を

申し上げます。 

  市民生活の根幹である「安心して暮らせるま

ち」生活環境づくりの施策では、医療体制の充

実が第一番に来ます。県立新庄病院は、新庄市

のみならず最上圏域全体の基幹病院あり、県内

の他地域では考えられないほど存在感は大きく、

県立であるということが安心の源となっており

ます。今後その運営のあり方などについて検討

が進められますが、県立としての存続と高次医

療機能の強化を目指し、７町村及び関係機関と

連携しながら要望活動を展開してまいります。 

  また、75歳以上の医療は、老人保健制度から

新たに後期高齢者医療制度が創設され、特別会

計を設置することとなりましたが、安定的な運

営のため、県内全市町村が加入した組織により

実施することとしております。 

  子育て支援の充実は、将来の新庄市を担う人

材の育成として欠かせません。市内民間事業者

の英断により、５月の連休明けには新庄ショッ

ピングビルが再開し、シンボル的な施設であり

ます「わらすこ広場」も再出発する運びとなり

ました。天気を気にせず遊べる施設としてフル

に活用していただくとともに、子育て支援セン

ターとあわせ、若いお母さん方の悩み相談や情

報交換の場として期待するところ大であります。

同じく、共働き家庭の児童の遊びや学習の場と

しての学童保育所を北辰小学校に新しく設置い

たします。年々各地域からのニーズが高まって

きており、今後とも福祉と教育の垣根を取り払

い進めてまいります。これらの施設の運営にお

いても、安全安心を第一主義に取り組んでいき

ます。さらに、安心して出産できる環境を整え

るため、妊婦検診の回数をふやし、改善を図り

ます。また、障害福祉の振興策として、撤退し

ますポリテク新庄を有効活用する友愛園の移転

事業に対して８町村共同で補助を行います。 

  厳しい経済情勢の中で、市営住宅の入居応募
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倍率が高く、その環境整備と住宅計画が急がれ

ます。現時点で320戸を提供していますが、今

後の改善計画を策定するストック総合調査を実

施し、第１弾として玉の木団地２号棟外壁改修

事業に着手します。次年度以降、各団地の改修

を順次実施してまいります。 

  同様に、生活基盤の最たるものとしての水道

事業では、中川原外４地区への給水拡張工事に

着手します。工事が完了した地区ごとに供用を

開始し、平成22年度、ほぼ市全域への給水が可

能となります。 

  また、雪対策では、駅前通りで県が実施して

おります電線地中化・無散水歩道整備事業に共

同して駅前広場の歩道を整備し、景観に配慮し

た暮らしやすい環境を創出します。雪に強いま

ちづくりの計画では、住民参加による除排雪の

推進を図る施策が盛り込まれており、新規に簡

易除雪機を購入し、町内会等で自主的に管理、

活用してもらうシステムの検証を始めます。冬

期間の町中の環境整備を市民協働の視点で取り

組んでいただきたいと考えております。 

  にぎやかなまちづくり、地域の活性化は交流

人口の拡大をテーマに進めてまいります。全国

的な人口減少の中で、定住まではいかなくとも

２地域居住など新しい居住形態も出てきており

ますので、農家民宿などの新たな手法を検討し

ます。 

  まつりと雪のふるさと新庄のよさを見つめ直

し、四季鮮やかなまち新庄の魅力をアピールし

ていくことが重要であり、既存の地域資源を磨

き上げ活用するなど、新庄まで足を運んでいた

だく取り組みが必要であります。新年度は「仙

台・宮城デスティネーションキャンペーン」の

年です。新庄まつりを核とした観光物産の宣伝

活動を強化し、仙台家老の方々からもお力添え

をいただき、仙台圏域からの新たな誘客の発掘

に努めてまいります。おいしい食べ物、食と農

をテーマにした（仮称）新庄秋まつりを地元商

店街や産業関係団体と協力しながら企画検討し、

もがみ大産業まつりと連携した交流の起爆剤と

なる祭りを目指し実施していきます。 

  新庄市コンパクトなまちづくり推進方策に基

づき、市民の皆様の御意見なども大切にしなが

ら、中心市街地の活性化を図ってまいりたいと

考えております。その一つとして、地域の商店

街より提案を受けております100円商店街と連

携したアンテナモールなども支援してまいりま

す。また、来街者が安心して歩いて買物ができ

る環境を整えるため、北本町アーケード改修事

業に対し補助することといたしました。中心商

店街のあり方についても、私が公約で申し上げ

ております手づくり通りやブティック通りなど

も例として、特色ある方法を商店街の皆様とも

話し合いながら提案してまいりたいと考えてお

ります。 

  暮らしをよくするには、雇用の創出並びに産

業振興による市民所得の向上が基本でございま

す。昭和54年の新庄横根山工業団地、昭和59年

の新庄中核工業団地の分譲開始から、地場産業

の振興とあわせ企業誘致による雇用の場の拡大

を図ってまいりました。両団地で最上圏域約

2,400名の方々が働いておりますが、未分譲の

23.3ヘクタールと操業に至ってない企業へのト

ップセールスを推進してまいります。自動車業

界では東北進出という新局面が始まろうとして

います。新たな誘致に当たってのソフト面の環

境整備と的確な情報の収集と発信を行うため、

団地企業各社との情報交換の場を数多く持ちま

す。また、山形県東京事務所へ職員を派遣いた

しまして、企業誘致を強化します。 

  基幹産業である農業では、ソバとニラの生産

量は県内第１位でありますし、トルコギキョウ

やタラの芽のようにブランド化された品目も順

調に育っております。なお一層ブランド化の推

進に努めてまいります。稲作主体による園芸作

物や畜産の振興など複合経営を着実に実現する
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ため、良質作物の生産とともに新たな販売ルー

トの開拓が必要であり、関係各機関に積極的に

働きかけを行います。 

  また、環境に負荷がかからない食料対策が重

要であると考えられますので、地元で必要なも

のは地元で生産するという地消地産の検討を行

い、地元野菜の学校給食への供給率を高めるな

どの対策を推進します。一方、本合海の上野地

区で平成24年度までの５カ年事業として土地基

盤整備を実施いたします。 

  未来の新庄を担う人づくりでは、心の教育を

最重点に掲げ、長期教育プランのもとに確実に

推進していきます。具体的には、地域とのかか

わりの中で「いのち輝くたくましい新庄っ子を

育てる」ことを基本にした小・中一貫教育の充

実を図るため、新たな時代にふさわしい学校教

育環境のあり方を検討してまいります。 

  また、「健全なる精神は健全な身体に宿る」

と申します。食育は心の教育の第一歩でもあり

ます。平成21年度から中学校にも給食を実施す

る予定ですが、安全安心なものが提供できるよ

うに具体的な検討に入ります。すべての児童生

徒に望ましい栄養の食事を提供し、食材の生産、

販売や調理過程などを学ぶことを通して感謝の

気持ちと物を大切にする心を涵養します。 

  青年会議所の新庄最上の中高生を対象とした

アンケートでは、学校卒業後、地元へ住みたい

と思う人は６割で、「住みたくない」と答えた

人の中でも半数近くが「やりたい仕事や職業が

ないから」と答えいます。本市にも世界につな

がる企業が数多くあり、地元企業に就職できる

ような学校の学科やカリキュラム編成なども含

め、関係機関への働きかけを粘り強く行ってま

いります。 

  将来に引き継ぐべき文化財の整備では、最上

公園の天満神社保存改修事業の３カ年計画に着

手します。さらに、名誉市民である近岡善次郎

氏の御遺族から寄贈を受けた絵画を文化財産と

して長く伝えるため、これを機会として同じく

名誉市民である人間国宝奥山峰石氏の鍛金コレ

クションを常時展示する二つの記念室をふるさ

と歴史センターに整備し、２カ年にわたり４回

のシリーズで記念の絵画展及び鍛金展を開催い

たします。 

  また、小さいうちから文化に接する機会の一

つとして、子ども芸術学校を立ち上げることと

しました。活動分野は、演劇、音楽、表現活動、

造形の４部門で、小中学生を対象とするもので

ございます。 

  ごみの減量化、資源化を積極的に行っている

環境保全の分野では、全国に先駆けて進めてい

る、市民、障害者施設の友愛園とたんぽぽ作業

所、誘致企業であるヨコタ東北及び市内スーパ

ーマーケットが市民協働事業として取り組んで

おります食品トレー市民リサイクル新庄方式が

あります。新年度から、児童が家庭からトレー

を持ち寄り、小学校を通して回収するルートを

新設し、新庄方式を一層拡大してまいります。 

  また、10月に山形市で開催される第３回３Ｒ

（リデュース・リユース・リサイクル）推進全

国大会において、本市を訪れる方々に「環境に

やさしいまち新庄」を積極的にアピールしてま

いります。 

  バイオマス堆肥の製造事業は、引き続き実証

事業を行い、堆肥の活用をどのように位置づけ

るか、本格実施に向け検討を重ねてまいります。 

  次に、下水道汚泥の燃料化事業でございます

が、２月23日、施設が完成し、４月からＮＥＤ

Ｏとのテスト事業が開始される運びとなりまし

た。本事業は全国初の試みであり、かつ公益性

が極めて高く、汚泥処理に係る行政コスト削減

などの事業効果が見込まれています。本市はこ

の事業の共同研究者として、事業推進のため、

原料となる汚泥の確保などに支援していくもの

でございます。 

  このように、さまざまな先駆的な取り組みが
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実現しておりますが、今後とも資源循環のまち

づくりを推進してまいります。 

  本年の子年は十二支の中で最初の干支であり、

新庄市の新たな躍進のため気持ちを奮い立たせ

取り組んでまいる所存でございます。 

  先ほど限られた資源（人、金、物）の中で選

択と集中による施策の重点化が大切であること

を述べましたが、第４の要素として「情報」が

キーワードであります。インターネット時代に

入り、新庄の農産物、商品の顧客はこの圏域を

越え、無限の可能性を秘めております。いかに

情報を収集し、取捨選択し判断、活用するか、

また新庄の独自性をいかにアピールするか、何

を情報発信するのか、市民、産業界、教育界、

行政が協働して取り組んでいくことが課題であ

ります。そのためにも情報を常に共有している

ことがベースとなりますので、施策、事業の内

容や行財政状況をわかりやすく公開するなど、

情報の開示に努めてまいります。 

  新年度は、財政再建計画の総括、正念場の年

度であるとともに、昭和24年市制施行から数え

て59年目に当たり、大きな一回り60年の節目へ

のかけ橋となる年度であります。私たちが誇り

を持って暮らせる「人行きかうまち」「人ふれ

あうまち」「人学びあえるまち」を築くため、

私を先頭に職員一丸となり、進取の気概を持っ

て努力してまいる所存でございます。 

  ここに改めて市民の皆様並びに議員各位の御

理解と御支援をお願い申し上げまして、平成20

年度の施政方針といたします。 

平向岩雄副議長 どうも御苦労さまでした。 

 

 

議案２６件一括上程 

 

 

平向岩雄副議長 日程第13議案第５号新庄市職員

の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例の制定から日程第28議案第20号山形県消防補

償等組合規約の一部変更についてまで及び日程

第29議案第28号平成20年度新庄市一般会計予算

から日程第38議案第37号平成20年度新庄市水道

事業会計予算までの計26件を一括議題といたし

ます。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第５号新庄市職員の育児休業

等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、地方公務員の

育児休業に関する法律の一部を改正する法律が

施行されたことに伴い、必要な改正を行うもの

であります。 

  内容といたしましては、育児短時間勤務制度

の設定でありますが、これは小学校入学前の子

の養育のため、週の勤務時間を20時間、24時間

または25時間のいずれからか選択して勤務する

ことができる制度であります。また、育児のた

めの部分休業が取得できる期間を現行の子が３

歳に達するまでの期間から子が小学校に入学す

るまでの期間に延長するなどの改正も行ってお

ります。 

  なお、この条例の施行に伴い、新庄市一般職

の職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び新

庄市企業職員の給与の種類及び基準を定める条

例についても、それぞれ育児短時間勤務をして

いる職員等に関する規定を追加するため、本条

例の附則において必要な改正を行うものであり

ます。 

  議案第６号議会の議員その他非常勤の職員の

公務災害補償等に関する条例の一部を改正する

条例の制定について御説明申し上げます。 

  本案は、地方公務員災害補償法の一部が改正

されたことに伴い、本市の議会の議員その他非

常勤の職員の公務災害補償等に関し同様の措置
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を講ずるため、必要な改正を行うものでありま

す。 

  内容といたしましては、通勤の範囲を拡大す

る改正、障害の等級等に係る規定の整備を行う

ものであります。 

  議案第７号新庄市教育委員会教育長の給与、

旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

の一部を改正する条例の制定について御説明申

し上げます。 

  教育長の給与につきましては、人件費の独自

削減対策の一環として平成16年度から今年度ま

で給料の年額の12％相当額を期末手当から差し

引いており、この対策による削減効果額は年間

約96万8,000円であります。平成20年度におい

ては、この独自削減案を見直し、教育長の給料

の月額を現行の59万円から42万円に削減するも

のであります。 

  なお、この改正による削減効果額は年間約

412万9,000円であります。 

  平成16年度に策定され、毎年見直しを行って

いる新庄市財政再建計画は、市民の皆様の御理

解と御協力を得ながら順調に進捗しております

が、このたびの改正はこれをさらに進めるため

に行うものであります。 

  議案第８号新庄市一般職の職員の給与に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について御

説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、本市への企業

誘致の推進と首都圏における知名度向上のため、

平成20年４月１日から県の東京事務所に職員を

１名派遣するため、必要な改正を行うものであ

ります。 

  内容といたしましては、現在、東京都など民

間の給与水準が高い地域に勤務する公務員につ

いては地域手当が支給されておりますが、この

たび県の東京事務所に職員を派遣するに当たり、

県職員及び他の市町村から派遣されている職員

との均衡を図るため、地域手当に関する規定を

追加し、その他必要な改正を行うものでありま

す。 

  なお、平成20年度当初予算にも計上しており

ますが、年間の支給額は67万2,000円と試算し

ております。 

  議案第９号新庄市産業集積の形成及び活性化

のための固定資産税の課税免除に関する条例の

設定について御説明申し上げます。 

  地域による主体的かつ計画的な企業立地促進

の取り組みを支援し、地域経済の自立的発展の

基盤の強化を図ることを目的として、昨年、企

業立地促進法が施行されました。この法律に基

づいて、山形県と新庄市を含む11市４町は国か

ら基本計画に対する同意を得ることができまし

た。市ではこれを契機といたしまして、地域に

おける企業立地をさらに促進し、産業集積の形

成及び活性化を図るため、土地、家屋、構築物

に係る固定資産税を３年間免除することで、税

制面において優遇措置を設定するものでありま

す。課税免除の要件は、新庄中核工業団地内集

積区域で、製造業では施設・土地の取得価格の

合計額が５億円以上、その他情報通信業などに

おいては３億円以上のものとなっております。 

  なお、この課税免除に対しては地方交付税に

よる減収補てん措置が設けられております。 

  議案第10号新庄市国民健康保険保険給付基金

の設置、管理及び処分に関する条例の一部を改

正する条例の制定について及び議案第11号新庄

市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

制定について御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、いずれの議案

も本年４月から施行される後期高齢者医療制度

などの制度改革に伴い、必要な改正を行うもの

であります。 

  主な内容といたしましては、国民健康保険保

険給付基金の設置、管理及び処分に関する条例

についてでありますが、基金積み立てに係る

「老人保健拠出金」を「後期高齢者支援金」に
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文言を改めるものであります。 

  次に、国民健康保険税条例についてでありま

すが、後期高齢者医療制度として国民健康保険

制度から独立することによる税率、所得割、資

産割、均等割、平等割の改正、新たに後期高齢

者支援金分が発生することによる規定の追加及

び年金から特別徴収の方法によって徴収する規

定の追加、その他必要な改正を行うものであり

ます。 

  議案第12号新庄市国民健康保険条例の一部を

改正する条例の制定について御説明申し上げま

す。 

  改正の理由といたしましては、本年４月から

特定健診及び特定保健指導が医療保険者に義務

づけられるため、その規定を追加し、その他必

要な改正を行うものであります。 

  議案第13号新庄市介護保険条例の一部を改正

する条例の制定について御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、平成17年度の

税制改正による平成18年度からの介護保険料の

激変緩和措置を平成20年度まで延長する政令が

公布されたことに伴い、本市においても介護保

険料の激変緩和措置を平成20年度まで実施する

ため、条例を改正するものであります。 

  内容といたしましては、平成19年度に実施し

た緩和措置による保険料額を平成20年度におい

ても適用するものであり、保険料の影響額は約

650万円ほどであります。 

  議案第14号新庄市体育施設設置及び管理に関

する条例の一部を改正する条例の制定について

御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、新庄市民スキ

ー場及び武道館の利用者ニーズと利便性を考慮

し、より多くの利用者が施設を効率的に活用で

きるよう利用料金の適正化を図るものでありま

す。 

  最初に、市民スキー場についてであります。 

  現在、スキー場はシーズン券を除いて７種類

のリフト券を発券しておりますが、それぞれの

券ごとに使用時間が定められているため、利用

できる時間帯が限定され、不便が生じておりま

す。このため、リフト券を利用者によりシンプ

ルでわかりやすくするため、７種類から５種類

へと整理統合するものであります。 

  次に、武道館の柔剣道場についてであります

が、かねてより利用者の要望の多かった少人数

での練習や基礎トレーニングのために、半面利

用の区分を設けるものであります。 

  議案第15号新庄市都市公園条例の一部を改正

する条例の制定について御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、新庄市民球場

トレーニング室をより多くの利用者に有効に活

用していただき、市民の体力づくりとスポーツ

競技力の向上に資するよう利用料金の適正化を

図るものであります。現在、トレーニング室の

利用料金の設定は、トレーニング室使用料及び

トレーニングマシン使用料を合わせて300円と

なっており、団体・グループでの料金設定がな

されておりません。このため、中高生を中心と

した部活動などの利用要望にこたえるため、団

体の利用区分を設けるとともに、生徒などの使

用料について低く設定するものであります。 

  議案第16号新庄市下水道条例の一部を改正す

る条例の制定について御説明申し上げます。 

  本市の下水道事業も供用開始から19年が経過

し、市浄化センターの施設老朽化による設備の

改築及び機能向上のための財源の確保並びにこ

れまで事業に投資した建設資金返済の促進など

が急務の課題となっております。このため、下

水道事業の経営健全化の観点から、新庄市下水

道事業運営審議会の答申に基づき、使用料の額

の適正化に向け、料金の改定を図るものであり

ます。 

  改定内容でありますが、10立方メートルまで

の基本料金を100円引き上げ1,550円とし、従量

使用料をそれぞれ10円ずつ引き上げるものであ
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ります。この改定による平均改定率は約6.3％

となり、一般家庭の平均的使用料20立方メート

ルで換算した場合、現行よりおよそ210円引き

上げられるものであります。 

  なお、執行日を７月１日としていることから、

８月分として徴収する使用料からの適用となり

ます。 

  下水道事業は市民生活に密接に結びついた事

業であり、円滑な事業推進のためには市民の理

解と協力を得ることが不可欠なものであります。

このたびの使用料金の改定に当たっても広報周

知に努め、広く市民の理解を深めてまいる所存

であります。 

  議案第17号新庄水道給水条例の一部を改正す

る条例の制定について御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、県の最上広域

水道の料金が平成20年４月より引き下げられる

ことに伴い、本市も水道料金の引き下げを行う

ものであります。これは平成19年度から23年度

までの経営収支の試算に基づき、平成20年度か

ら22年度までの３カ年の料金の値下げが可能と

判断したものであります。 

  改定内容でありますが、本市の水道料金は平

成５年の料金改定より福祉的料金体系の考え方

から使用水量の少ない利用者の負担を軽減する

措置をとっております。このため、今回は従量

料金を据え置き、基本料金を一律税込み315円

引き下げすることにより、すべての受益者負担

の軽減を図るものであります。 

  なお、平成22年度からは行政区域のほぼ全域

が給水区域となるため、普及率の向上を図ると

ともに経営の一層の健全化に努めてまいります。 

  議案第18号山形県市町村職員退職手当組合規

約の一部変更について御説明申し上げます。 

  このたびの変更は、山形県市町村職員退職手

当組合の構成団体である酒田地区消防組合が平

成20年４月１日からこれまでの消防救急業務に

加え、し尿処理施設、ごみ処理施設及び最終処

分場の設置、管理なども行うことから、名称を

「酒田地区広域行政組合」に改称することに伴

うものであります。これにつきましては、退職

手当組合に加入する県内45地方公共団体、９市

11町３村14組合、同じ内容の改正となるもので

あります。 

  議案第19号山形県自治会館管理組合規約の一

部変更について御説明申し上げます。 

  変更点の一つ目は、収入役制度の廃止により、

会計管理者を設置するものであります。改正法

附則において、法施行時に在職する収入役につ

きましては、その任期中に限り在職するとした

経過措置に基づき、これまで事務局長が兼務し

ておりましたが、平成20年３月31日に任期満了

となりますことから、規定を整備し、会計管理

者を置くものであります。 

  二つ目は、これまで組合の職員を吏員とその

他の職員とに区分していたものを職員と総称す

るものであります。これらにつきましては平成

19年４月１日に施行されました地方自治法の一

部改正に伴うものであり、山形県自治会館管理

組合を構成いたします県内35市町村すべて同じ

内容の変更となるものであります。 

  議案第20号山形県消防補償等組合規約の一部

変更について御説明申し上げます。 

  提案の理由といたしましては、地方自治法の

一部改正及び消防組織法の一部改正に伴い、山

形県消防補償等組合規約の一部を変更するため、

地方自治法第290条の規定により提案するもの

であります。 

  内容といたしましては、「収入役」を「会計

管理者」に、「吏員その他の職員」を「職員」

に改めるための変更であります。 

  議案第28号から議案第37号までの一般会計及

び特別会計並びに水道事業会計の平成20年度当

初予算について御説明申し上げます。 

  本市の当初予算編成に当たりまして、基本的

な方針を御説明いたします。 
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  まず、前提としましたのは市の厳しい財政状

況を好転させることが目下の最大の課題と考え

ております。財政再建計画を確実に実行する予

算を編成することに力点を置きました。人件費

や公債費など義務的な経費はできるだけスリム

にする方針としました。ただ、この厳しい財政

状況であっても、将来の新庄を担う人づくりは

大変重要だと考えております。また、安心して

暮らせる生活環境を整備することは行政の責任

であると認識しておりますので、特に雪対策の

充実を図らなければならないと考えております。 

  このような基本方針に基づき予算を編成しま

したが、市税の落ち込みが予想され、交付税の

方向性も定まらないなど、財源確保には苦労し

ましたが、次に述べます３事業に象徴される予

算となりました。 

  １点目は、わらすこ広場管理運営事業及び北

辰学童保育所開設事業に代表されます子育て支

援事業であります。 

  ２点目は、流雪溝整備や市民に貸し出すため

の簡易除雪機など、市民とともに雪対策を推進

するための事業。 

  ３点目には、本市が輩出しました偉大な芸術

家の作品を保存、展示しながら、文化や観光振

興に結びつけるための名誉市民特別記念室整備

事業の予算化でございます。 

  このような編成を行ったことによりまして、

一般会計の予算は129億3,500万円となり、１億

5,000万円の減、率にいたしますと1.1％の減少

となりました。 

  平成20年度の当初予算は、私が市長に就任い

たしまして初めての当初予算でございます。施

政方針でも述べましたように、私が目指すまち

づくりを少しでも実現するため、限られた予算

ではございますが、これらの意を反映した予算

編成といたしました。 

  以上、当初予算編成の要点について御説明い

たしましたが、一般会計の詳細及び８特別会計

については政策経営課長から、水道事業会計に

ついては水道課長からそれぞれ説明させること

にいたします。よろしく御審議いただき、御決

定賜りますようお願い申し上げます。 

  議案第21号から議案第27号までの一般会計及

び特別会計並びに水道事業会計補正予算につい

ては、政策経営課長から御説明申し上げます。 

平向岩雄副議長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

     午後０時０１分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

  政策経営課長坂本孝一郎君。 

   （坂本孝一郎政策経営課長登壇） 

坂本孝一郎政策経営課長 それでは、議案第28号

平成20年度一般会計予算案について御説明申し

上げます。１ページをお開き願います。 

  一般会計の予算総額は、第１条にございます

ように、歳入歳出それぞれ129億3,500万円であ

ります。前年度対比１億5,000万円、1.1％の減

で、９年連続の減となっております。 

  第２条債務負担行為と第３条地方債につきま

しては、後ほど御説明いたします。 

  第４条一時借入金の最高額は15億円と定めて

おります。 

  予算の流用につきましては、第５条に定めて

いるとおり、人件費に関する部分であります。 

  ２ページから６ページまでの第１表歳入歳出

予算につきましては、後ほどごらんいただきた

いと思います。 

  ７ページ、第２表債務負担行為につきまして

は、農業経営基盤強化資金利子補給は、認定農

業者が利用しますスーパーＬ資金への利子補給

でありまして、20年度の貸付限度額を計上して

ございます。 

  次に、地方債について御説明申し上げます。
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８ページをお開き願います。 

  第３表地方債は、地方公営企業等金融機構出

資を初めとする11件で、20年度に新たに発行す

る地方債は６億1,560万円でございます。 

  11ページからの歳入歳出予算を御説明いたし

ますが、歳入歳出ともに款ごとの予算額並びに

前年度の比較につきましては９、10ページの事

項別明細書に記載してございますので、その都

度ごらん願いたいと思います。 

  まず初めに歳入でございます。 

  11ページ、１款市税ですが、款の合計額は46

億2,165万8,000円で、前年度対比4,651万2,000

円の減であります。19年度から税源移譲が行わ

れております個人市民税ですが、景気動向や収

納率を勘案しながら13億9,930万6,000円を計上

しておりますが、前年度と比較し3,991万8,000

円の減となります。２目法人市民税及び２項固

定資産税は前年度とほぼ同額を確保できると見

込んでございます。 

  14ページ、２款地方譲与税から16ページ、９

款地方特例交付金までは、19年度の決算見込額

及び20年度の地方財政計画上での伸び率を勘案

し計上しております。 

  16ページ、９款地方特例交付金のうち２節減

収補てん特例交付金は、本来所得税であります

住宅ローン控除が個人市民税に及ぶことから、

その影響額を国が補てんするものであります。

この交付金は1,400万円の増となりますが、そ

の他の譲与税は減額が多く、これらを合わせま

すと前年度より7,640万円の減となります。 

  16ページ、10款地方交付税は45億円で、前年

度から2,000万円、0.4％の増でございます。市

長からも説明ありましたように、交付税の確保

が20年度地方財政計画の焦点となりました。法

人事業税等の4,000億円を交付税に追加する地

方再生対策費の設定によりまして、普通交付税

は2,000万円増の39億2,000万円を計上しており

ます。特別交付税は前年度同額の５億8,000万

円といたしました。 

  17ページ、12款分担金及び負担金は514万

1,000円の増となりますが、泉田川土地改良区

総代選挙費負担金246万6,000円、北辰小学校内

に平成20年度開設予定の北部学童保育所の負担

金229万3,000円の増が主な要因でございます。 

  13款使用料及び手数料の民生使用料に児童館

等使用料990万6,000円を計上しております。指

定管理委託により19年度までは指定管理者が徴

収しておりましたけれども、20年度は市が徴収

するため増となります。また、わらすこ広場使

用料92万3,000円は、５月の再開を目指してお

ります広場使用料を計上したものでございます。

また、３目衛生使用料に夜間休日診療所使用料

を計上しております。前年度比503万円の増と

なることから、13款全体では1,141万9,000円の

増となります。 

  20ページ、14款国庫支出金は、全体で６億

1,861万円で前年度とほぼ同額となりました。

１項１目民生費国庫負担金は５億2,318万4,000

円で、2,073万4,000円の減です。児童手当や児

童扶養手当関係負担金で999万8,000円の減及び

衛生費国庫負担金でありました老人保健事業費

負担金が国民健康保険事業特別会計に移行した

ためであります。 

  21ページ、２項２目土木費国庫補助金は

5,763万8,000円で、2,463万8,000円の増でござ

います。地方道路整備臨時交付金と市営住宅整

備に交付されます地域住宅交付金の増によるも

のでございます。 

  23ページ、15款県支出金は６億3,811万2,000

円で、前年度対比1,304万8,000円の増となりま

す。１項１目民生費県負担金の国民健康保険基

盤安定制度負担金が3,356万円減となりますが、

新たにスタートいたします後期高齢者医療制度

に伴います基盤安定拠出金が増となるものであ

ります。 

  ２項県補助金では、24ページ、農林水産業費
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県補助金が1,228万4,000円の増となっておりま

すが、これは農業用施設整備に対して交付され

ます山形園芸担い手チャレンジプラン支援事業

費補助金が大きな要因でございます。 

  25ページの３項県委託金は、市県民税の増額

などに連動して個人県民税の徴収取扱費交付金

3,380万円の増としてございます。 

  26ページをお開き願います。教育費委託金の

問題を抱える子ども等の自立支援事業費委託金

の増などと合わせまして、県の委託金は1,653

万5,000円の増となります。 

  16款財産収入１項１目財産貸付収入は648万

円でございますが、旧ポリテクセンター分の貸

付収入が減る見込みとなっておりますので、前

年度比較267万円の減となっております。 

  27ページ、18款繰入金２項基金繰入金では、

財政調整基金から繰入金が8,000万円でござい

ます。前年度の予算では6,400万円としており

ましたので1,600万円の増となります。当初、

予算繰り入れ後の財政調整基金の残高は約３億

7,000万円となる見込みでございます。今後の

財政運営を考えますとまだまだ不十分な金額で

ありますので、効率的な財政運営によりまして

さらに積み立てができるよう努めていきたいと

考えてございます。 

  28ページ、19款前年度繰越金は、前年度と同

額の１億8,000万円を計上してございます。 

  20款諸収入は、全体で３億3,375万5,000円と

なりまして、1,057万4,000円の増でございます。

３項貸付金元利収入において、19年９月補正い

たしました産業立地促進資金融資制度貸付金元

金収入3,450万4,000円の増が主な要因でござい

ます。 

  また、29ページ、雑入では、コミュニティ助

成金の970万円の減と、一般的な健康診査が国

民健康保険事業特別会計などに移行したことに

よるがん検診等個人徴収金が1,353万3,000円減

となるためでございます。 

  21款市債でございますが、総額は６億1,560

万円で、13.4％、9,510万円の減であります。

財政再建計画に基づきまして新たな起債の発行

を抑制する方針を堅持してございます。農道整

備事業完了に伴う農林水産業債、臨時財政対策

債、山形県市町村振興資金借換債が減となって

おります。増となります主なものは、最上広域

一部事務組合負担金であります高機能消防通信

指令センター整備事業負担債、玉の木団地外壁

改修事業に充当します市営住宅改修事業債がご

ざいます。 

  以上、歳入について御説明申し上げましたが、

市税、地方交付税などの一般財源の総額は、合

計で104億7,753万円と前年度より１億2,187万

9,000円の減となってございます。 

  続きまして、31ページからの歳出を御説明い

たします。 

  １款議会費は１億8,133万1,000円で、前年度

対比309万8,000円の減となってございます。 

  32ページ、２款総務費は款全体で13億9,165

万2,000円で、5,497万8,000円、3.8％の減でご

ざいます。１項１目総務一般管理費は19年度退

職者と20年度新規採用者の差額や会計間の異動

に伴う職員給与費をここで措置しておりますけ

れども、1,229万7,000円の増となっております。 

  なお、一般会計全体における職員給与費は１

億214万4,000円の減となるものでございます。

総務一般管理費には、山形県東京連絡事務所へ

の職員派遣旅費65万8,000円を計上してござい

ます。 

  34ページ、４目財政管理費には地方公営企業

金融機構出資金390万円がございます。現在の

公営企業金融公庫は地方公共団体が共同出資し

て設置する地方公営企業等金融機構に改組され

ることが決定されており、借入残高に応じた出

資を行うもので、出資に対しては起債が認めら

れてございます。 

  35ページ、７目企画費には、新庄コンピュー
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ター専門学校運営費負担金104万6,000円と２件

の内示を得ておりますコミュニティ助成事業補

助金460万円を計上してございます。 

  40ページにあります２項２目賦課徴収費では

市税還付金及び還付賦課金を4,900万円計上し

てございます。税源移譲によりまして平成19年

度から住民税率が高くなりましたが、所得税率

の低下が１年おくれるため、所得が大幅に減少

した場合、還付しなければなりませんけれども、

その見込額3,700万円が増となることによりま

す。 

  42ページからの選挙費でございますけれども、

農業委員会委員選挙、山形県知事選挙、泉田川

土地改良区総代選挙が実施されますので、各経

費を予算化してございます。 

  46ページから３款民生費になります。３款の

合計は33億4,606万2,000円で、3,539万5,000円、

1.1％の増となります。１項１目社会福祉総務

費の国民健康保険事業特別会計への繰出金は

5,460万1,000円の減となっております。 

  48ページ、３目障害者福祉費には友愛園移転

改修支援負担金406万2,000円を計上しておりま

す。 

  52ページ、７目老人保健事業特別会計繰出金

が大きく減となり、９目後期高齢者医療事業費

が大幅な増となっております。これらは後期高

齢者医療制度がスタートするためのものであり

まして、療養給付費負担金２億5,861万5,000円

は国保連合会への負担金でございます。 

  53ページ、２項１目児童福祉総務費には、新

たに開設いたします北辰学童保育所の工事費

300万円と放課後児童対策事業委託料400万円が

含まれております。 

  また、54ページには、５月に再開を計画して

おりますわらすこ広場管理運営事業費1,747万

4,000円を計上しております。 

  56ページの児童館費では、指定管理委託料が

1,153万9,000円の増となっております。歳入の

部でも触れましたけれども、20年度から児童館

使用料は市が徴収することになりますので、収

入相当分がふえることになります。 

  58ページからの４款衛生費は15億5,548万

8,000円で、２％、3,118万2,000円の減であり

ます。１項１目保健衛生総務費には奥羽金沢温

泉運営費補助金500万円を計上しております。 

  59ページ、４目健康増進費は、19年度予算で

は老人保健費としておりまして、比較しますと

5,018万3,000円の減となります。老人保健法が

廃止され、高齢者医療確保法に名称が変わり、

健康診査以外の事業が健康増進法に引き継がれ

るものでございます。特定健診は保健機関が実

施することになり、健診業務の大部分が健康保

険事業特別会計などに移行いたします。 

  61ページ、水道費には上水道高料金対策費繰

出金が予算化されておりますが、前年度と比較

しますと4,304万6,000円の増となります。 

  63ページをお開きください。２項２目じん芥

処理費のごみ減量化対策事業費には、地域連携

リサイクル推進モデル事業費120万円を予算化

しています。現在、スーパーで回収した食品ト

レーを福祉施設がリサイクルしておりますけれ

ども、環境学習の一環として小学校でも回収す

る計画としてございます。 

  64ページ、５款労働費は6,174万1,000円で、

0.2％、10万7,000円の減でございます。 

  ６款農林水産業費は、13.9％、１億452万

6,000円減の６億4,501万3,000円でございます。

１目農業委員会費では、農業委員会委員の定数

が20年８月から３名減となりますので、報酬は

前年度比82万8,000円の減となります。３目農

業振興費でありますけれども、67ページに山形

園芸担い手チャレンジプラン支援事業費補助金

1,174万7,000円を計上してございます。農業用

ハウス等の整備に対する補助でございますが、

19年度予算は補正対応しているため、比較すれ

ば増となるということであります。 
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  68ページの５目農地費は１億949万8,000円の

大幅な減となっております。野中、谷地小屋地

区農道整備事業が19年度で完了となりましたの

で、事業費１億1,375万円が減となるためでご

ざいます。また、県営土地改良事業費に経営体

育成基盤整備事業費負担金882万円が予算化さ

れております。本合海の上野地区におきまして、

20年度から５カ年間で県が実施主体となり、基

盤整備事業と揚水機場の更新事業を実施いたす

ものでございます。 

  73ページの２項林業費でありますけれども、

新規事業であります未整備森林緊急公的整備導

入モデル事業費315万円を計上しています。二

酸化炭素を削減するための私有林の間伐を行う

事業ということで位置づけてございます。 

  74ページから７款商工費でございますけれど

も、６億4,973万5,000円は１億5,140万9,000円

の30.4％と大幅な増になってございます。観光

費に計上しておりますゆめりあに関する最上広

域の負担金の増が大きな要因となってございま

す。２目商工振興費には、北本町商店街のアー

ケード整備に対する商業基盤施設整備事業費補

助金338万円を予算化しておりますし、産業立

地促進資金等の貸付金を3,450万4,000円増額し

ております。３目観光費には、76ページであり

ますけれども、仙台・宮城デスティネーション

キャンペーン推進協議会負担金、新庄秋まつり

実行委員会負担金を新たに予算化してございま

す。 

  78ページ、土木費でございます。12億6,535

万8,000円の予算でありまして、2,488万3,000

円、1.9％の減でございます。 

  81ページ、３目道路新設改良費に新規事業で

新庄停車場松本線整備事業費の共同電線溝、無

散水消雪事業合わせまして3,100万円を予算化

しております。県が新庄駅前の歩道整備を行っ

ておりますが、20年度が最終年度となることに

あわせまして駅前広場西側歩道を整備する事業

であります。 

  ５項住宅費では、85ページ、市営住宅ストッ

ク総合調査業務委託料を予算しておりますが、

市営住宅の需要予測等からストック総合活用計

画を策定するものであります。この計画に基づ

きまして住宅を整備する事業は国庫補助対象と

なりますので、公営住宅改善事業費に計上して

いる玉の木団地２号棟外壁改修事業は45％の補

助金が交付されることになります。 

  86ページの雪総合対策費でありますけれども、

流雪溝整備とともに、町内会に貸し出す簡易除

雪機３台の購入を予算化してございます。 

  87ページ、９款消防費は６億7,650万6,000円

となりまして、7,894万9,000円の13.2％増でご

ざいます。高機能消防通信指令センター整備に

関する最上広域負担金9,389万7,000円の増が要

因でございます。 

  90ページ、10款教育費は11億3,690万2,000円

となりまして、1,728万7,000円、1.5％の減で

ございます。 

  91ページ、１項３目教育指導費には、問題を

抱える子供等の自立支援事業費や学校図書館支

援センター推進事業費を計上し、子供たちの教

育環境向上に予算化を図っております。 

  97ページ、４項社会教育費では、市民文化会

館が19年12月から指定管理者委託をしておりま

すけれども、雪の里情報館も４月から指定管理

委託を予定してございます。 

  101ページ、６目文化財保護費には、県指定

文化財天満神社建物保存修理事業費補助金411

万7,000円を計上しております。20年度から３

カ年の事業でありますけれども、総事業費

7,200万円の４分の１を補助いたします。 

  ８目ふるさと歴史センター費、102ページで

ございますが、これに新庄市名誉市民特別記念

室整備事業費を予算化してございます。近岡善

次郎画伯の御遺族から寄贈されました絵画、そ

れから奥山峰石氏の作品を展示する記念室を整
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備するものでございます。 

  106ページの12款公債費でございます。総額

は20億520万7,000円で、8.2％、１億7,969万

2,000円の減となっております。元金償還金の

減少額は１億4,320万1,000円となっております

けれども、前年度予算には山形県市町村振興資

金の借りかえ分が予算化されておりましたので、

実質的な元金償還金の減少額は7,353万3,000円

となります。20年度新たに発行する地方債と12

款公債費による定時償還によります20年度末の

市債残高の見込みは、117ページに資料がござ

いますけれども、全体で158億8,712万6,000円

となりまして、19年度末見込額から10億1,485

万5,000円減ることになります。 

  以上で歳出の説明を終わりまして、次に120

ページ、121ページをごらん願います。ここに

は性質別の経費調べを計上してございますけれ

ども、主な点を御説明申し上げます。 

  １の人件費は29億4,243万1,000円で、前年度

対比4.2％、１億2,927万4,000円の減となって

おります。財政再建計画による議員や職員数の

減並びに特別職、一般職員の手当の削減などに

よるものでございます。 

  ５の補助費等につきましては、26億9,009万

7,000円、21％、４億6,688万8,000円の増であ

りますが、後期高齢者医療の療養費負担金２億

5,861万5,000円や、ゆめりあ消防通信指令セン

ター等の最上広域の負担金の増であります。 

  ６の投資的経費６億2,354万円、７％の減で

ございます。農道整備事業の減が主な要因でご

ざいます。 

  11の繰出金は14億5,039万2,000円で、14.3％、

２億4,103万円の減でございます。老人保健事

業特別会計や公共下水道事業特別会計などの減

が主な内容でございます。 

  それでは、一般会計の説明を終わりまして、

特別会計の説明に入らせていただきます。125

ページをお開き願います。 

  議案第29号国民健康保険事業特別会計の予算

額は、第１条にございますように35億9,061万

3,000円、前年度対比で13.3％、５億5,089万

3,000円の減であります。後期高齢者医療制度

に伴い、保険給付費が減少するためであります。 

  第２条、一時借入金の限度額は１億円と定め

ます。 

  歳出予算の流用は、第３条に規定しています

ように保険給付費に関する部分でございます。 

  133ページの歳入をごらん願いたいと思いま

す。１款国民健康保険税は11億8,987万5,000円

で、前年度に比較しますと14.4％、１億9,980

万円の減となっております。 

  134ページの３款国庫支出金は４億3,640万

4,000円減の７億4,721万2,000円となっており

ます。５款前期高齢者交付金の５億6,716万

3,000円は後期高齢者医療制度による新設であ

りまして、136ページの９款一般会計繰入金は

5,460万1,000円の減となります。 

  141ページからの歳出につきましては、２款

保険給付費全体で４億9,966万4,000円の大幅減

を見込んでおります。３款後期高齢者支援金等

は新設でございまして、145ページ、８款１項

特定健康診査等事業費は20年度から特定健診及

び特定保健指導を保健機関が実施することによ

る新設でございます。 

  続きまして、151ページ、議案第30号交通災

害共済事業特別会計の予算案を説明いたします。

予算総額は903万円となってございます。歳入

歳出の明細につきましては、153ページにござ

いますが、前年度とほぼ同様の予算となってご

ざいます。 

  157ページをお開き願います。議案第31号老

人保健事業特別会計の予算総額は４億4,078万

円で、前年度対比28億9,993万6,000円、86.8％

の大幅減となりました。老人健康保健事業は後

期高齢者医療制度に移行することになるためで

ございます。 
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  次に、167ページ、議案第32号公共下水道事

業特別会計の予算案を御説明申し上げます。予

算額は、第１条にございますように15億4,619

万2,000円でございます。前年度に比べますと

759万3,000円、0.5％の減となってございます。 

  債務負担行為及び地方債については、170ペ

ージをごらん願いたいと思います。第２表債務

負担行為は、水洗便所改造等資金利子補給でご

ざいまして、普及率向上の手法として毎年行っ

ているものでございます。第３表の地方債、公

共下水道事業の限度額は４億2,410万円であり

ます。歳入歳出の内容につきましては、172ペ

ージ以降をごらんください。 

  172ページ、歳入２款公共下水道事業使用料

は７月からの料金改定等により、また３款国庫

補助金は処理場建設補助金分の増額でございま

す。 

  174ページから歳出が記載してございますが、

176ページをごらん願いたいと思います。２款

建設費４億3,727万6,000円で5,800万円の増で

ございます。管渠建設費、これは19年度より

3,621万2,000円の減となってございますが、処

理場建設事業費が9,400万円の増となることに

よるものでございます。 

  続きまして、187ページでありますが、議案

第33号農業集落排水事業特別会計予算案に移り

ます。予算総額は歳入歳出それぞれ9,263万

9,000円であります。前年度対比530万9,000円、

6.1％の増となってございます。 

  続きまして、197ページ、議案第34号営農飲

雑用水事業特別会計の予算案でございます。予

算総額は2,286万3,000円でありまして、前年度

対比64.7％、4,192万円の減となっております。

これは19年度に実施いたしました休場・市野々

地区施設改修事業の完了に伴う減でございます。 

  続きまして、205ページの議案第35号介護保

険事業特別会計の予算案について御説明いたし

ます。予算総額は25億5,629万4,000円でござい

まして、前年度対比2.7％、8,622万9,000円の

増となってございます。歳出予算の流用につき

まして、国保会計と同様に保険給付費の各項間

の流用であります。介護予防事業、包括的支援

事業の充実を図ってまいりますけれども、歳出

の223ページ、地域支援事業費の５目任意事業

費に生活支援緊急整備事業費を予算化しており

ます。これはオペレーションセンターによりま

す24時間緊急通報電話対応を実施するための経

費でございます。 

  最後に、227ページ、議案第36号後期高齢者

医療事業特別会計の予算案について御説明いた

します。予算総額は３億7,602万3,000円でござ

います。後期高齢者医療制度のスタートにより

ます新たな特別会計の設定でございます。歳入

は、後期高齢者医療保険料や一般会計繰入金が

主な歳入でございます。歳出は、保険料賦課徴

収費と後期高齢者医療広域連合納付金が主な予

算となります。 

  以上で平成20年度の一般会計及び特別会計予

算案の説明を終わらせていただきます。よろし

く御審議の上、御可決賜りますようお願い申し

上げます。 

平向岩雄副議長 水道課長髙橋 敦君。 

   （髙橋 敦水道課長登壇） 

髙橋 敦水道課長 それでは議案第37号平成20年

度新庄市水道事業会計予算について御説明申し

上げます。予算書の１ページをお開き願います。 

  第１条、平成20年度新庄市水道事業会計の予

算は、次に定めるところによります。 

  第２条、業務の予定量は次のとおりといたし

ます。 

  ⑴給水件数１万2,239件。 

  ⑵年間総給水量394万1,550立方メートル。 

  ⑶１日平均給水量１万799立方メートル。 

  ⑷主要な建設改良事業として、給配水設備工

事費２億7,036万3,000円、第６次拡張事業費１

億8,960万6,000円であります。 
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  第３条、収益的収入及び支出の予定額でござ

いますが、収入の第１款水道事業収益は12億

4,264万5,000円で、前年度対比7,836万8,000円、

5.9％の減であります。 

  次に、支出の第１款水道事業費用は11億

6,103万7,000円で、前年度対比１億2,542万

9,000円、9.7％の減であります。 

  次に、２ページの第４条資本的収入及び支出

の予定額でございますが、収入の第１款資本的

収入は１億3,203万4,000円で、前年度対比

4,963万3,000円、60.2％の増であります。 

  次に、支出の第１款資本的支出は７億6,796

万1,000円で、前年度対比5,382万円、7.5％の

増であります。 

  なお、資本的収入が支出額に対して不足する

額６億3,592万7,000円は、過年度損益勘定留保

資金、減債積立金、建設改良積立金などで補て

んしてまいります。 

  第５条、予定支出の各項の経費の金額を流用

することができる場合は、営業費用と営業外費

用との間といたします。 

  第６条、議会の議決を経なければ流用するこ

とのできない経費といたしまして、⑴職員給与

費１億363万3,000円、⑵交際費５万円といたし

ます。 

  第７条、他会計からの補助金として、高料金

対策費などのため一般会計から水道事業会計へ

補助を受ける金額は２億1,426万8,000円といた

します。 

  第８条、棚卸資産の購入限度額を520万円と

いたします。 

  次に、予算実施計画に基づいて御説明申し上

げます。３ページをお開き願います。 

  初めに、収益的収入及び支出の収入の関係で

ございますが、第１款第１項の営業収益は10億

1,802万3,000円、内容といたしましては給水収

益、その他の営業収益であります。第２項の営

業外収益は２億2,462万円であります。 

  次に、４ページから７ページは支出でござい

まして、まず第１款第１項の営業費用は９億

8,537万1,000円、内容といたしましては原水及

び浄水費の業務及び総経費等であります。また、

６ページの第２項営業外費用は１億7,025万

8,000円であります。 

  次に、７ページをお開き願います。資本的収

入及び支出について御説明申し上げます。 

  収入の第１款第１項の工事負担金は1,230万

円であります。第２項の国庫補助金は１億円で、

内容は第６次拡張事業、それから老朽管更新事

業などであります。第３項の出資金は1,973万

3,000円で、企業債元金償還金の一部に充てる

ための一般会計出資金であります。 

  次に、８ページから９ページでございますが、

第１款第１項の建設改良費は２億7,476万3,000

円、第２項の第６次拡張事業費は１億8,960万

6,000円、財源は国庫補助金と建設改良積立金

を充当いたします。第３項の開発費は2,000万

円となっております。第４項の企業債償還金は

２億8,359万1,000円で、うち１億358万9,000円

は繰り上げ償還分で、これにつきましては減債

積立金をもって充当いたします。 

  10ページは資金計画、11ページから13ページ

は給与費明細、14ページが平成19年度予定損益

計算書、15ページから18ページにかけましては

平成19年度及び20年度の予定貸借対照表であり

ます。ごらんいただきたいと思います。なお説

明については割愛させていただきます。 

  以上をもちまして平成20年度新庄市水道事業

予算の説明を終了させていただきます。御審議

の上、御可決くださいますようよろしくお願い

申し上げます。 

平向岩雄副議長 これより、これまで説明のあり

ました議案26件のうち平成20年度予算を除いた

議案16件について一括して総括質疑を行います。 

  なお、質問される方は簡潔明瞭に質問をお願

いします。質疑ありませんか。 
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１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄副議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 教育長の……、何号で

したっけ、議案第７号教育長の給与及び旅費、

勤務時間その他の条例の一部を改正する条例の

制定についてでありますが、当初、市長の公約、

マニフェストとして市長の給与50％削減、そし

てまた副市長、この４月１日から副市長になら

れるわけでありますが、40％ということで、ま

だ不在のままにそれぞれ削減をし、新庄市財政

の再建に当たるという話がありましたが、教育

長の方も金額として412万9,000円という膨大な

削減をされているわけでありますが、果たして

これでいいのかなと。余りに削減し切っていい

のかなという懸念と、市長は自分の公約でした

ので削減はされるということはあったんですが、

ほかに波及させてずっとやってきて、少ない方

にスパイラルをやっていって、だんだんとみん

なが高くすることが、維持をすることが困難な

状況になるのではないかなというふうに懸念し

ますが、こうなったいきさつ、そしてなぜこう

いうふうにして、教育長が大変な状況になるの

ではないかなと思われますので、このいきさつ

をまず教えていただきたいと思います。 

武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 

平向岩雄副議長 総務課長武田一夫君。 

武田一夫総務課長 いきさつと申しますか、今、

金議員がおっしゃったような内容でございまし

て、市長が50％を削減するということで、その

均衡をとるために、副市長につきましては課長

職の現在の給料表の最高号級に合わせるという

ふうなことで、40％削減の42万円というふうな

形で12月議会に御提案して御可決をいただいた

わけですけれども、それと同じような理由で教

育長につきましても、市長、副市長との給与の

均衡を図るということと、一般職の職員の給与

などの配慮もありまして、副市長と同額の42万

円というふうな給料の算定に至ったというのが

経過でございます。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄副議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 再度お伺いしますけれ

ども、市長は御本人の意図で、新庄市の財政再

建をしていきたいという意図でそういうふうに

していった削減を公約としてやられたわけです。

しかし、そのほかの方々に対するいろんな云々

は、均衡をとるためというのは、じゃ市長がそ

ういうふうにやったからといって、みんながそ

ういうふうにならざるを得ないという状況に置

かれるということは、市長の公約でそのほかの

人方に対するいろんな部分の支障を来さないと

いう話の内容だったんですが、それに矛盾しま

せんか、どうでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄副議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 私だけの公約ではありますけれど

も、三役、給与担当の方々とさまざま話したと

きに、給与が逆転するような形では業務を遂行

しづらいというふうなことで均衡を図るべきで

はないかと。他の者に対する波及ということで

はなく、三役ということに限定しての考え方で

あります。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄副議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 私も一般質問の中で、

本年度は新庄市の新幹線の延伸を含めて財政再

建の最終年度に当たるわけでありまして、その

後新しい見通し等々も含めてそういうふうな部

分を話しさせてもらいたいなというふうに思っ

ているところでありますが、本年度のいろんな

部分も総括的に話になりますけれども、すべて

が人件費の削減に焦点が合っていて、これと相

対するやる気ですね、そういう部分と相反する

部分が出てきてしまうのではないかと懸念しま

す。余りにかけ離れて、議員、議長の金額より

も少ない状況で頑張ると、教育長も。そういう
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状態が果たしてその責務等も含めて尋常なのか

という観点からすると、甚だおかしな状態に、

市長がそういうふうに言ったけれどもと、市長

が安くて、教育長が云々となったこと自体は、

完全にそれは市長の公約の波及であるというふ

うにとらざるを得ません。このところ今後どう

いうふうに考えられているのか。 

  そのほか、私も懸念しておりました幹部職員

の方々、一般職の職員の方々にもその給与の削

減を強いられる状況に追いやられるのではない

か。歳入の見込みがそんなにあるわけでないわ

けですから、そこ一番懸念するわけです。「今

回はこれ絶対私だけですから」と、こう言った

んですけれども、こういうふうに現に三役の状

態になっている。幹部にも波及する。これは果

たして、それと職員のやる気との問題で果たし

ていいのかどうなのかというのは大きな論点に

なりますが、そのところどういうふうに考えら

れていますか。 

武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 

平向岩雄副議長 総務課長武田一夫君。 

武田一夫総務課長 一般職の職員の手当の削減、

現在実施しておりますけれども、18年度とは違

って19年度は削減額が緩やかになっております

し、20年度につきましては、期末手当の削減の

中では役職加算といいまして、いわゆる若い世

代からの削減はなしに、役職のある世代の削減

というふうな内容になってきてございます。と

申しますのは、今までですと期末手当の独自削

減でありますけれども、平成19年度からいわゆ

る県の人事院勧告に基づいて期末手当そのもの

が本則で改正があったというようなことがござ

いまして、全体的に下がってしまったと。13市

は皆それに倣っているわけですけれども、下が

ってしまったというふうな影響の中で、20年度

については一般職については役職加算の50％削

減、あとは管理職手当の削減が継続していると

いうふうな内容で、今までよりは緩やかになっ

ているのかなという感じがしてございます。 

平向岩雄副議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と言う者あり） 

平向岩雄副議長 質疑なしと認めます。よって、

総括質疑を終結いたします。 

 

 

日程第３９予算特別委員会の設置 

 

 

平向岩雄副議長 日程第39予算特別委員会の設置

を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第28号から議案第37号までの平成20年度

予算を審査するため、委員会条例第６条第１項

の規定により予算特別委員会を設置したいと思

います。これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。よって、

予算特別委員会を設置することに決しました。 

 

 

予算特別委員会委員の選任 

 

 

平向岩雄副議長 次に、ただいま設置されました

予算特別委員会の委員の選任を行います。 

  お諮りいたします。 

  委員の選任につきましては、委員会条例第８

条第１項の規定により、議長において全員を指

名したいと思います。これに御異議ございませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

全議員を予算特別委員会の委員に選任すること

に決しました。 
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日程第４０議案の予算特別委員

会・各常任委員会付託 

 

 

平向岩雄副議長 日程第40議案の予算特別委員

会・各常任委員会付託を行います。 

  委員会の付託につきましては、お手元に配付

しております付託案件表のとおり、それぞれ所

管の委員会に付託いたします。 

 

平 成 ２ ０ 年 ３ 月 定 例 会 付 託 案 件 表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

予 算 特 別 委 員 会 

議案（１０件） 

〇議案第２８号平成２０年度新庄市一般会計予算 

〇議案第２９号平成２０年度新庄市国民健康保険事業特別会計予算 

〇議案第３０号平成２０年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算 

〇議案第３１号平成２０年度新庄市老人保健事業特別会計予算 

〇議案第３２号平成２０年度新庄市公共下水道事業特別会計予算 

〇議案第３３号平成２０年度新庄市農業集落排水事業特別会計予算 

〇議案第３４号平成２０年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計予算 

〇議案第３５号平成２０年度新庄市介護保険事業特別会計予算 

〇議案第３６号平成２０年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計予

算 

〇議案第３７号平成２０年度新庄市水道事業会計予算 

総 務 常 任 委 員 会 

議案（７件） 

〇議案第５号新庄市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

〇議案第６号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 

〇議案第７号新庄市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その

他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

〇議案第８号新庄市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例の制定について 

〇議案第９号新庄市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税

の課税免除に関する条例の設定について 

〇議案第１８号山形県市町村職員退職手当組合規約の一部変更につ

いて 

〇議案第１９号山形県自治会館管理組合規約の一部変更について 

文 教 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（７件） 

〇議案第１０号新庄市国民健康保険保険給付基金の設置、管理及び

処分に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

〇議案第１１号新庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

制定について 
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付 託 委 員 会 名 件                名 

〇議案第１２号新庄市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制

定について 

〇議案第１３号新庄市介護保険条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

〇議案第１４号新庄市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

〇議案第１５号新庄市都市公園条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

〇議案第２０号山形県消防補償等組合規約の一部変更について 

産 業 建 設 常 任 委 員 会 

議案（２件） 

〇議案第１６号新庄市下水道条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

〇議案第１７号新庄市水道給水条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

 

議案７件一括上程 

 

 

平向岩雄副議長 日程第41議案第21号平成19年度

新庄市一般会計補正予算（第７号）から日程第

47議案第27号平成19年度新庄市水道事業会計補

正予算（第３号）までの議案７件を一括議題と

いたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第21号から議案第27号までの

一般会計及び特別会計並びに水道事業会計補正

予算について御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第21号一般会計補

正予算は、歳入歳出それぞれ6,395万5,000円を

減額し、補正後の予算総額を133億5,802万

6,000円とするものであります。 

  歳出予算の主な補正内容につきまして御説明

いたします。 

  ６ページに債務負担行為の変更がございます

が、これは新庄農業水利事業農家負担軽減対策

助成金の限度額を変更するものでございます。

新庄土地改良区からは経費節減に努めていただ

き、債務負担行為の限度額を下回った助成を行

っておりますので、財政健全化法の将来負担比

率の関係からも減額変更するものであります。 

  10ページからの歳入ですが、市税や利子割交

付金などの各種譲与税や交付金が減額となって

おります。現在の調定額や収納状況から判断し

補正するものであります。 

  18ページ、市債には借換債を計上しておりま

すが、先日御説明いたしました公的資金の借り

かえによるもので、公共下水道事業特別会計及

び農業集落排水事業特別会計におきましても計

上しております。 

  歳出に関しましては、今年度の事業の精算に

伴うものが多数を占めますが、今年度取り組む

事業といたしまして、28ページ、６款農林水産

事業費の強い農業づくり交付金222万円を計上

しております。この事業は、原油高騰対策とし

て山形県が独自に対応する事業で、農業機械購

入に対する助成を行うものであります。 

  また、35ページ、10款教育費の図書館費であ

りますが、300万円の御寄附をいただきました

ので、子供たち向けの本を購入したいと考えて
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おります。 

  以上、一般会計の主要な部分についての御説

明を申し上げました。 

  一般会計歳入歳出予算補正の詳細と特別会計

の補正内容につきましては政策経営課長に、水

道事業会計の補正内容につきましては水道課長

に説明させます。よろしく御審議いただき、御

決定くださるようお願い申し上げます。 

平向岩雄副議長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後１時５７分 休憩 

     午後２時０７分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

  政策経営課長坂本孝一郎君。 

   （坂本孝一郎政策経営課長登壇） 

坂本孝一郎政策経営課長 議案第21号一般会計補

正予算（第７号）について御説明いたします。 

  １ページをお開き願いたいと思います。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ

6,395万5,000円を減額いたしまして、133億

5,802万6,000円といたします。 

  各款、各項の補正予算額並びに補正後の額に

つきましては、２ページから５ページまでの第

１表歳入歳出予算補正を後ほどごらんいただき

たいと思います。 

  次に、６ページでありますが、第２表債務負

担行為補正がございます。平成５年５月議決さ

れました新庄農業水利事業農家負担軽減対策助

成金でありますけれども、県営かんがい排水事

業地元償還金の全額、圃場整備事業償還金の農

家負担分が米１俵分１万9,492円を上回った場

合にその金額を助成する、いわゆる１俵１斗相

当分などの補助から構成されておりまして、平

成４年に議決されました国営新庄土地改良事業

負担金と合わせまして、新庄市の債務負担にと

りまして大変重要なものとなってございます。

交付の相手方であります新庄土地改良区からは

交付以来経費の節減など助成金の減額に努めて

いただきました。今後も引き続き減額可能な見

込みとなりましたので、これまでの助成金の限

度額29億9,031万4,000円を17億3,061万7,000円

に今回減額補正を行うものであります。 

  第３表地方債でございますが、財政融資資金

の借りかえによる追加と事業費の精算により減

額するものでございまして、全体といたしまし

て2,370万円の減額となっております。 

  10ページをお開きください。10ページからは

歳入でございます。 

  初めに、１款市税は全体といたしまして

1,688万1,000円の減額となります。主な内容と

いたしましては、所得区分の低い方々の収納率

が低下していることが影響しまして、個人市民

税が3,350万円、法人市民税が698万1,000円の

減額となります。また、固定資産税は2,650万

円の増額を見込んでございます。 

  ２款地方譲与税から11款交通安全対策特別交

付金まで補正計上してございますが、合わせま

すと3,660万円の減額となります。いずれもま

だ確定した金額ではございませんけれども、こ

れまでの交付実績から推計して補正いたしまし

た。特に、地方消費税交付金の減額が大きく響

いてございます。 

  12ページの13款使用料及び手数料であります

けれども、１項使用料は夜間休日診療所使用料

550万円の増額となりますが、社会教育施設、

体育施設などは利用者数が減少しておりまして、

多くの施設が減額となりました。 

  15ページの15款県支出金でありますが、原油

高騰対策関連の補助金２件の補正がございます。

２項県補助金２目民生費県補助金に灯油購入費

助成補助金100万円を計上してございます。12

月に専決させていただきました灯油購入費助成

事業に対する補助金でございます。もう１点は

３目農林水産業費県補助金で、山形県強い農業
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づくり交付金222万円でございます。農業用機

械の燃費向上を目的とするものでございまして、

本市ではソバ、大豆などの収穫用コンバイン整

備が採択されてございます。 

  16ページ、17款寄附金、３件の個人、それか

ら団体からの寄附金につきまして補正してござ

います。２目民生費寄附金は、児童福祉向上寄

附金といたしまして６万2,000円を計上してご

ざいますが、うち５万円は駅前通り商店街様か

らの御寄附であります。子育て支援センターの

絵本等を整備いたします。また、１万2,000円

はさくら堂様からの御寄附でありまして、中部

保育所の遊具を購入いたします。もう１件は、

４目教育費寄附金でございます。阿部英男様か

ら300万円の御寄附をいただきましたので、乳

幼児から中学生を対象とした図書を整備させて

いただきます。 

  17ページ、20款諸収入でありますが、１項延

滞金、加算金及び過料に486万6,000円の延滞金

を計上してございますが、これは全額が奥羽金

沢温泉の納付額でございます。４項５目雑入に

後期高齢者医療事業負担金1,016万6,000円を計

上してございます。後期高齢者医療制度準備の

ために本市職員を１名派遣してございますが、

国保連合会よりその人件費が負担されたことに

よるものでございます。 

  21款市債でございますが、21ページの６目借

換債に680万円を計上してございます。公的資

金借りかえ計画に基づきまして、今回の補正で

は一般会計が680万円の借換債、公共下水道事

業特別会計及び農業集落排水事業特別会計では

高資本費対策借換債として、それぞれ１億

5,380万円、2,260万円の借換債を発行するもの

でございます。過日の全協で御説明していると

ころでございます。 

  続きまして、歳出の主な内容につきまして御

説明いたします。ページが飛びますけれども、

25ページをお開き願いたいと思います。 

  ３款民生費でございますが、２項児童福祉費

３目保育所費には工事請負費として300万円を

計上してございます。中部保育所の水道に赤さ

びが混入してきましたので、給水管の布設がえ

を行う工事でございます。 

  26ページの４款衛生費１項１目保健衛生総務

費には奥羽金沢温泉株式会社への運営費補助金

500万円を計上してございます。 

  なお、昨年９月定例会補正予算で御可決いた

だいた奥羽金沢温泉施設整備費補助金1,000万

円、これは18年度対応分でありまして、今回計

上いたしました500万円は19年度対応分という

ことで御理解願いたいと思います。 

  27ページの８目斎場費には指定管理委託料

246万3,000円を計上してございますが、炉の操

作機器の修繕費、いわゆるタッチパネルの修繕

費でございまして、これを補正するものでござ

います。 

  28ページ、６款農林水産業費１項３目農業振

興費では、歳入で述べましたように強い農業づ

くり交付金222万円を計上してございます。ま

た、５目農地費が大きく減額となっております

けれども、谷地小屋地区と野中地区で実施して

おりました農道整備事業が完了となりますので、

県事業費負担金を含めまして事業費の精算を行

った結果、このような減額となります。 

  続きまして、30ページ、８款土木費に関しま

しては、２項３目道路新設改良費で福田工業団

地線整備事業費802万円を減額してございます。

今年度の事業精算に伴うものでございます。 

  32ページの６項雪対策費２目雪総合対策費に

おきまして光熱費650万円を減額してございま

す。消流雪の水を確保するため、農業水利事業

施設の電気代の予算でございますけれども、こ

としは当初雪が少なかったため、使用期間を短

縮したことによる減額でございます。 

  33ページ、10款教育費でございますが、２項

１目学校管理費で燃料費を712万7,000円増額し
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てございます。原油価格高騰に伴いまして重油

の単価が上がりまして、予算不足を補正するも

のでございます。同様に、燃料費の増額補正は

中学校費で418万円、神室荘で299万1,000円な

ど合計いたしまして1,494万8,000円を補正して

ございます。 

  35ページ、４項４目図書館費では、先ほど述

べました寄附金によります図書を購入してござ

います。図書選定に際しましては図書館の窓口

業務を委託しております民間団体「とらいあ」

と十分協議しながら実行してまいります。 

  36ページの12款公債費でございますが、元金

は350万円を減額しております。公的資金借り

かえによりまして一たん返済することになる元

金691万7,000円は増額となりますが、当初予算

額との差額を減額するものでございます。また、

利子につきましては、当初予算時の利率が下が

っていること、あるいは借り入れ時期をおくら

せたことなどによりまして1,310万円を減額い

たします。 

  以上で一般会計を終わりまして、特別会計の

説明を行いたいと思います。 

  37ページをお開き願います。 

  議案第22号国民健康保険事業特別会計補正予

算（第３号）でございますが、歳入歳出それぞ

れ4,679万9,000円を減額いたしまして、補正後

の予算総額を41億2,167万2,000円とするもので

ございます。 

  41ページの歳出明細書記載のとおり、保険給

付費3,529万2,000円の減額、高額療養費等貸付

金1,500万円の減額が歳出の主な内容でござい

ます。これらのことから、歳入におきましては

国庫支出金共同事業交付金などが減額となりま

す。また、国民健康保険税は現時点での調定額

と税収率の状況から4,134万円の減額といたし

しております。 

  51ページの議案第23号老人保健事業特別会計

補正予算（第３号）でございますけれども、歳

入歳出それぞれ4,903万6,000円を追加いたしま

して、総額を35億2,401万9,000円とするもので

ございます。医療給付費の不足見込額4,903万

6,000円の増額に伴いまして、関連する財源を

補正するものでございます。 

  57ページ、議案第24号公共下水道事業特別会

計補正予算（第４号）でございますが、歳入歳

出それぞれ１億2,062万6,000円を追加いたしま

して、16億7,674万1,000円とするものでござい

ます。 

  歳出の主な内容は、63ページ、３款公債費の

元金１億3,193万6,000円の増額でございます。

一般会計と同様に公的資金の借りかえを１億

5,407万5,000円行いますけれども、19年度当初

予算額との差額を補正するものでございます。

これに伴いまして、歳入におきましては、61ペ

ージの７款市債を１億2,050万円計上しており

ます。説明欄にありますように、高資本費対策

借換債１億2,420万円が公的資金の借りかえ分

でございますが、この制度とは別に19年度当初

予算で借換債2,960万円を計上しておりますの

で、その差額を予算化するものでございます。 

  なお、公共下水道事業特別会計、農業集落排

水事業特別会計及び水道事業会計の企業会計に

つきましては、一定の資本費を超える会計の借

りかえが認められることから、高資本費対策借

換債という区分になります。 

  続きまして、65ページの議案第25号農業集落

排水事業特別会計補正予算（第３号）でござい

ますが、歳入歳出それぞれ2,267万3,000円を追

加いたしまして、１億1,899万9,000円とするも

のでございます。 

  補正の内容につきましては、下水道事業と同

様に高資本費対策の借りかえが主体になります。

70ページ下段にあります歳出２款公債費をごら

ん願います。借りかえに伴います市債元金

2,269万3,000円を一たん返済いたします。これ

に伴い、上段に記載しております歳入では６款
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市債にありますように、高資本費対策として借

換債2,260万円を発行するものでございます。 

  71ページの議案第26号介護保険事業特別会計

補正予算（第２号）でございますが、歳入歳出

それぞれ342万1,000円を減額いたしまして、25

億4,686万円とするものであります。 

  75ページの歳出明細書に記載しておりますよ

うに、保険給付費694万6,000円及び地域支援事

業費306万4,000円の減額を行いますので、これ

に関連する財源を補正いたします。また、前年

度繰越金を財源といたしまして、介護給付費準

備基金積立金519万4,000円を計上するものでご

ざいます。 

  以上で一般会計及び５特別会計の補正予算の

説明を終わらせていただきます。よろしく御審

議いただきまして、御可決賜りますようよろし

くお願いいたします。 

平向岩雄副議長 水道課長髙橋 敦君。 

   （髙橋 敦水道課長登壇） 

髙橋 敦水道課長 それでは、議案第27号平成19

年度新庄市水道事業会計補正予算（第３号）に

ついて御説明申し上げます。 

  １ページをお開き願います。第１条、平成19

年度新庄市水道事業会計補正予算（第３号）は、

次に定めるところによります。 

  第２条、収益的支出の補正、支出の第１款水

道事業費用の既決予定額12億6,983万1,000円に

補正予定額2,739万1,000円を増額し、計12億

9,722万2,000円といたします。 

  その内容ですが、第１項営業費用2,689万

1,000円と第２項営業外費用50万円の増額であ

ります。 

  第１項営業費用の増額は、原水及び浄水費と

資産減耗費であります。原水及び浄水費のうち

保険料につきましては、18年８月18日に赤坂配

水池が落雷に遭いまして、修繕料全額の945万

円ほどですが、日本水道協会から保険金として

いただいた結果、無事故特約が切れたことによ

るものでございます。それから浄水費ですが、

現在、県水のほかに指野浄水場の第三水源を利

用しております。最近、水位の低下が著しいこ

とから、今月10日あたりから井戸水から県水に

切りかえて試験的に通水するための増額であり

ます。資産減耗費ですが、畑地区送配水管の漏

水が発見され、初めは修繕で対応しようと考え

ておりましたが、調査の結果、地すべり防止区

域指定地になっていることから今後も多発する

と予想されましたので、耐用年数が多少ありま

したが、修理ではなく布設がえ工事を行った結

果、既存管を除却するものでございます。 

  次に、第２項営業外費用50万円の増額でござ

いますが、消費税及び地方消費税の増額は支払

い不足が生じる見込みのため補正するものであ

ります。 

  第３条、資本的収入及び支出の補正でござい

ますが、収入の第１款収入の既決予定額8,640

万1,000円に補正予定額15万円を増額し、計

8,655万1,000円といたします。内容ですが、第

４項固定資産売却代金で軽自動車等の売り払い

によるものでございます。 

  支出の第１款支出の既決予定額７億2,258万

2,000円に補正予定額１億3,426万9,000円を増

額し、計８億5,685万1,000円といたします。内

容は、第４項地方債償還金で繰り上げ償還によ

るものでございます。 

  なお、支出に対して不足する額７億7,030万

円は過年度損益勘定留保資金等で補てんいたし

ます。 

  以上、平成19年度新庄市水道事業会計補正予

算（第３号）について御説明申し上げました。

御審議の上、御可決くださいますようよろしく

お願い申し上げます。 

平向岩雄副議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました補正予算７件は、

会議規則第37条第３項の規定により委員会の付

託を省略したいと思います。これに御異議ござ
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いませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

補正予算７件は委員会付託を省略することに決

しました。 

  これより、ただいま説明のありました平成19

年度補正予算の審議に入ります。 

 

 

日程第４１議案第２１号平成１９

年度新庄市一般会計補正予算（第

７号） 

 

 

平向岩雄副議長 まず初めに、議案第21号平成19

年度新庄市一般会計補正予算（第７号）につい

て質疑ありませんか。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄副議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 補正予算のただいま御

説明をいただいたんですが、17ページの延滞金、

加算金及び過料ということで486万6,000円が補

正されておりますが、これはいわゆる奥羽金沢

温泉ですか、あそこの延滞金だというような説

明を賜ったんですが、この点については昨年の

12月議会において、私が12月の補正の際に諸収

入とか雑入とか、そういう中で奥羽金沢温泉よ

りの延滞金が入っているか入っておりませんか

とお聞きしたところ、税務課長より、実際は入

っているんだと、ただし議案として書き込む時

間的な何か日数があって書き込むことができま

せんでしたと。実際は金融機関からは11月付で

すか、そういうものがあって12月の初めには全

額納入されておると、こういう確認をしており

ますと、こういう御答弁をもらったんですが、

その後、「確認はしております」という答弁だ

ったんですが、実際いつ市の方に納入なされた

のか。この補正予算だけ見ると何かちょっと、

このごろ歳入として出てきたのでないかなと、

こういう受けとめ方もちょっと心配されますの

で、実際はいつ納入なられたのか。 

  それからもう一つ、先ほどの補正の説明で市

長の方からもあったんですが、大半の補正とい

うものは精算ですか、いわゆる予算を立てて、

それに伴って事業費の確定などによって足りな

くなったとか余ったとか、それから例えば直近

では燃料費ですか、石油なんか国の方針で出て

きて、各自治体で補正したと。補正というのは

そういう性格のものでないかなと私は思ってい

るんですが、今回19年度の補正として、今、年

度末が切れようとしている３月に19年度分の支

援として奥羽金沢温泉に500万円を予算計上し

たと、これをもうちょっと詳しく。と申します

のは、この件については、ちょうどきょうが５

日で、昨年３月２日ですか、あれもかなり議論

になったわけです、1,000万円について。７時

過ぎまでここでいろいろな方で議論になったん

ですが、そういういろいろもろもろのがずっと

あって、この件についてはみんな何かすっきり

しないというか、そういう感じを持っておると

思います、大勢の人が、市民の方々も。そうい

うこともございますので、今回、この３月議会

終わるまでわずか２週間ぐらいですか、当初予

算にも500万円のっております、今回補正でも

500万円。何か胸にすとんと落ちないような感

じを私も持っているんですが、その辺もうちょ

っと、これはこうこうこういうことで、こうい

うことで今回補正を提案したんですよと。20年

度の当初予算の500万円はこうこうこういうこ

とですよということ、もうちょっと詳しくお聞

きしたいと思うんですが。 

  それからもう一つは、この支援するというこ

とは、いつかも私申しましたが、前の髙橋榮一

郎市長も継続的に支援をすると、八鍬副市長も

そう申しており、ずっと何回もそういうふうに

申しておったんですが、それも私が新しく市長
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になられました山尾市長に昨年の12月にお聞き

したところ、これは継続的に支援していくんだ

と、こういう表明があったわけです。それを受

けて19年度の補正予算、そして20年度の当初予

算に各500万円ずつ予算計上されたのかなと。

それはそれで何か私も理解します。ただ、入湯

税というものは、皆さん御承知のとおり、あく

までも目的税です。源泉の保護とか環境衛生の

整備とか、消防関係とか観光とか、そういうこ

とで今まで使ってきたわけです。今回は具体的

にその目的に沿ったいろんな費用の積み上げと

いうものは具体的にどういうふうに会社側とお

話し合いをして、そして精査の上500万円とな

ったのか。これは同じ支援するにしても、会社

側と市も含めてこと細かに３年なり５年なりの

事業計画を出し合って、場合によっては、これ

はちょっと無理で、必要ないんでないかなと、

また、これはもっと必要でないかと、こういう

打ち合わせをしてするべきであって、その辺今

回はどういうふうな根拠によってこの500万円

というのが出てきたのか。 

  まず最初、その歳入と今申し上げましたこと

２点についてお願いします。 

田口五郎税務課長 議長、田口五郎。 

平向岩雄副議長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 延滞金486万6,000円ですけれ

ども、この延滞金につきましては一特別徴収義

務者から納入された金額でございます。納入さ

れた時期でございますけれども、昨年７月から

11月まで５回にわたり一部納付がされました。

最後残りの金額を11月末に振り込んだという連

絡を受けたんですが、その金融機関から指定金

融機関を経由して市の方に回ってきましたので、

実際に市の方で歳入処理を行ったのは昨年12月

の初めでございます。以上です。 

星川 基健康課長 議長、星川 基。 

平向岩雄副議長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 奥羽金沢温泉に対する支援と

いう話、結構以前からあったわけでございます

けれども、市としては会社が自前で経営の維持

なり改善をするよう求めてきた経過がございま

す。ただ、しかしながら、昭和61年の建築以来

20年以上経過して、施設、設備の改修等いろい

ろなところで必要になってきている、そしてそ

の結果、利用者サービスも落ちてきているとい

うような事情から、自前での経営改善を求めて

きたところでしたが、市が支援すべき時期とい

うふうに判断しましたが、そのころ入湯税の未

納という大きな問題ございまして、支援の話は

具体的に進みませんでした。その問題、入湯税

本税並びに延滞金、双方解決すれば継続的に支

援を行っていきたいという市の考え方はこの議

会の場でも何度か市長等から御説明申し上げた

ところです。 

  今回３月補正として500万円提出させていた

だいておりますが、政策経営課長の説明のとお

り、昨年の９月に御可決いただいた1,000万円

については、18年度分に納入あった分を留保し

た形で19年度に、執行は19年度になったという

ふうな経過は御存じのとおりでございます。今

回は、これまでいろいろ未納問題が続いてきま

したので、19年度１年間の納入状況も踏まえた

上で19年度については支援を行っていくという

ような考えもございまして、３月補正になりま

した。20年度については、これはやはり本来継

続的に行っていくということであれば当初で予

算措置すべき性格のものでございますので、20

年度からは当初予算に措置したいというような

ことで、当初の方にも同じ額で提案させていた

だいております。 

  それから、額の根拠でございますが、年間の

温泉の運営経費が約4,400万円で、市の出資比

率が13％ということで、その辺を基本的に勘案

して、それから、入湯税を直接温泉に返すとい

う形ではないんですけれども、ただ、支援の趣

旨は、１回75円の入湯税、利用者の方が納めて
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いるわけでありまして、その分を何とか利用者

サービスの向上という形で利用者に返るような

趣旨の補助でございますので、そういった入湯

税納入額も踏まえて500万円というようなこと

で補助限度額を設定したいというふうに考えて

いるところです。 

  なお、年間の入湯税の納入額としては、明確

な数字を言うわけにまいりませんが、700数十

万というふうに見込んでおります、今年度の場

合ですが。そんなことで、そういった額も踏ま

えた上で先ほど申し上げました運営経費等も考

慮して500万円の額を設定したところです。 

  なお、特に今回の補正あるいは来年度の当初

の予算措置の検討に当たっては、渡部議員から

御指摘のとおり、いろいろ具体的なところまで

いろんな経費を教えていただきまして、補助対

象になるならないといったようなことは会社と

もお話しさせていただいてきました。以上です。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄副議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 歳入の件については、

昨年の12月に私もここでいろいろお聞きした、

そのとおりになったんだなというので受けとめ

ました。 

  それから、今の500万円の件ですか、これは

私は出してだめだということは一つも、ずっと

何回もこの場でいろいろな面より質問だり提言

なり発言してきましたが、出していけないとは

一回も言ってないわけ、むしろ出すべきだと、

みんなのために。ただし、つかみ金とか、出し

っ放しではだめだよと、根拠のある出し方をし

てくださいと。今までもこの入湯税がかかわる

市の支出をずっと見ると、山屋のキャンプ場の

整備に使ったとか、消防の積載ポンプを買った

とか、最上エコポリス構想の負担金を出したと

か、県の観光協議会の負担金に出したとか、何

かいまいち、実際あの温泉に行ってふろに入っ

てきて税金を払ってくる人のためには何かいま

いち足りなかったんでないかなと。そういう意

味で、今回の500万円も20年度の予算計上され

ている500万円も、我々が納めた入湯税がこう

いう形で返ってきて、こういう施設なり設備が

よくなったな、よかったなという、お客さんが

そういうことにならないと。また、そういうふ

うになって、それが口コミとなって、奥羽金沢

温泉もよくなったよと、きれいになったよと、

気持ちいいよと。そして、今仮に10万のお客さ

んが、新庄市民だけでなく、ほかの方々からも

大勢来てもらって、そのための私は支援でない

かなと。 

  私、この問題が出たとき、舟形の若あゆ温泉

に行ってきましたが、大半は新庄市の住民だそ

うですよ、ほとんど半分以上。戸沢村のぽんぽ

館、これも庄内あたりからバスで来ると。地元

の住民というのはいささかよ。だた、そういう

方々から、市なり町なり村のそのほかの方々が

来ることによって物も売れる、お客さんが入る

ことによって入湯税もふえると。ぜひこの今回

の500万円、昨年の1,000万円、当初予算の500

万円がそういう姿に結びついてもらわないと困

るわけ。 

  そこで、今まではちょっと余り何か直接的な

支援でなかったもんだから、ばらっとしている

んです。今度は1,000万円というのは直接そこ

につぎ込むわけですから、市では出資は300万

円なされておるんですが、いわゆる経営に携わ

る役員になってないわけです、経営に携わる役

員には。ただし、監事という立場で今まであの

経営全般について監査をしてきた経過がござい

ます、前の助役とか副市長が。今度またあの会

社の監査、監事ですか、市の方から就任される

となれば、今まで変わった、今まで以上の経営

に対する目配り、そういう目でやってもらわな

いといかがかなと思っているんですが、この点

については市長から直接どういう考えを持って

いるか、実際今度直接やるんですから。 
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  それからもう一つは、今回は500万円、私は

その年なりなんなりの事業計画なり事業改善な

りに、必ずしも500万円にこだわらず、場合に

よっては300万円でも、物によっては700万円も

800万円も出しても、ある程度弾力性を持って

取り組む必要があるんでないかなと思っている

んですが、その点についての考え方は、固定し

た金額にこだわらず、その辺はいかがな考えを

持っているのか。 

  それからもう一つ、この入湯税をいただいて

いる温泉は、あの奥羽金沢温泉だけでなく、も

っとあるわけです、新庄市では。そこからも今

我々だって入湯税払っているんだよと、目的に

沿ったような使い方をしてくださいと、そうい

う要請があったときは、市としてはどういうふ

うにそれに対してこたえていくのか。ただ、ち

ょっと違うのは、奥羽金沢温泉の場合は市で

300万円出資している一つの株主なんですが、

一方では株主でございません。ちょっとその辺

は違うと思うんですが、お客さんから見れば、

私も何かこういうことをしてもらうとありがた

いなという話が出てきたときは、市の方ではど

ういうふうに取り組むのか。 

  それからもう一つ、残念でならないのは、何

か補正予算がぼんと出てきた、当初予算までわ

ずかの期間で。特にこの件についてはみんなが

今まで議論なされてきた経過もございますので、

何かあれば、ちょっと事業なり条例改正なりい

ろいろ変わるときは、まず所管の委員会に委員

長を通して相談をなされるとか、また委員長が

必要によっては所管の委員の方々からいろんな

お話を聞くとか、そういうことを数多くやって

きたんですが、今回の場合は何かそういう面も

ちょっと欠けたんでないかなと思っているんで

すが、その点についてどういうふうにお考えに

なっているのか。今回は文教厚生があれなんで

すが、市の事業はいろいろいっぱいあるんでし

ょう。そのために、例えばわらすこ広場なんか

は文教で３回も４回もやったわけです。そして、

その後で詰めとして全員協議会もやっているわ

けです。これだけいろいろな面でみんなが関心

を持っていることについて、もうちょっと配慮

が足りなかったんでないかなと。その点、これ

からこういうことを進める場合、市としてはど

ういうふうに考えているのか、あわせてお聞き

します。 

星川 基健康課長 議長、星川 基。 

平向岩雄副議長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 監査役の件は市長から答弁と

いうことで、そのほかのことを私から御答弁申

し上げます。 

  これまでの入湯税の使途から昨年秋の1,000

万円の時点から結構使い方といいますか、変わ

っているわけですが、確かにおっしゃられると

おり、これまでは設立当時の出資金ということ

だけでしたが、継続的な補助ということであり

ますので、関与の仕方というのは当然相当に変

わってくるべきものと思っています。このたび

継続的に補助する前提として、どんなふうにあ

の温泉を今後運営していくのか計画書の提出と

いうことを前提にしたところでしたが、その計

画策定にも一定程度市としての考えは申し上げ

てきたところです。さっきも申し上げたとおり、

やはり利用者に見える形あるいは利用者に直接

喜ばれるような形で市の支援を生かしてもらい

たいということで、施設整備補助でなくて運営

補助ということではありますけれども、そう明

確な縛りはないものの、市の補助金を充当する

ものとしては利用者サービスを向上させるため

のもの、あるいは利用者の増につながるような

洗い場とか、そういう箇所での必要な修繕、そ

ういったところにぜひ充ててもらいたというよ

うなお話は申し上げてきまして、ちょうだいし

た計画書ではその意向を踏まえたものとなって

おります。ですから、そのような形でお客様に

喜ばれるような支援でなければならないという
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ふうな考えは私どもも同じでありまして、引き

続きそれが実際どう使われたかということも確

認していかなければなりませんから、そういっ

た作業を通して、出しっ放しというようなこと

にはならないようにきちんと進めていきたいと

思います。 

  それから、額をずっと固定していくのかとい

うことでございますけれども、このことにつき

ましてはさっき言いましたような年間運営経費

であるとか出資比率あるいは納入される入湯税

額、そういったことを勘案して500万円という

ことで、今のところ市としては500万円で続け

たいと思っております。ただ、会社として何か

必要な修繕を行うときに必ずしもその額になる

ことはないわけで、それは会社の何年かにわた

る計画的経営の中で行っていただきたいという

ような今のところの考え方は持っております。

ただ、実際は必要な修繕がなかなかできなくて

いるのが現状で、もし本当に集客につながるよ

うなものをやろうとすれば、かなり大規模な修

繕になるんだろうなとは見ております。ですか

ら、毎年500万円の範囲内だけで何か施設改修

なり集客対策やサービス向上といったことをや

っていくというのもかなり窮屈な話なんだろう

と思いますが、こちら出す側としてはやはりそ

んなふうな考えではおります。 

  それから、今回の補正の出し方の点で御指摘

いただきまして、この点については私も弁解の

余地がないところでありまして、以前、議会の

場でも今後の支援に当たっては事前に御相談申

し上げたいという御答弁もした経過がございま

す。それにもかかわらず今回このような形で提

案したことについては、心から深く反省してお

ります。特に所管の委員長にも何ら相談もなし

にこういう形で御提案させていただいた、提案

に至ったということについて、本当におわび申

し上げます。大変申しわけありませんでした。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄副議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 新庄温泉の入湯税関連

の補助についてお尋ねありましたけれども、あ

そこの温泉を掘るとき、随分昔になりますが、

市でも掘る際には何らかをしたというふうに聞

いています。相手は普通の会社でございまして、

ただ、あそこには温泉組合もございますし、そ

れから山屋温泉と違って観光分野でございます。

健康増進というよりもむしろ観光的な分野の色

合いが強いということで、若干性格も違います

ので、また入湯税の納入額も非常に比べものに

ならないくらいに少ないということで、ちょっ

と比較はできないんですけれども、市の産業振

興あるいは観光振興、そういった面で必要であ

ればそのときに判断すべきなのかなと。まるっ

きり頭から支援とか補助とかはありませんよと

いうことではなくて、そういった状況を見なが

ら、相談しながら判断すべきものかなというふ

うに考えてございます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄副議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 渡部議員から、市の監査の強化に

ついてということと、経営参画をどう考えてい

るのかということかなと思います。 

  今回の補正、また当初に500万円という考え

方でございますが、10月以降12月の段階の議会、

そして今後の会社運営に対する考え方、担当課

と十分な話し合いをしながら進めてきたつもり

でありますが、その中でなかなか協議というの

が長い時間かかったというようなことで、所管

に対して大変失礼なことをしたというのは、担

当課以上に私の方からも大変御迷惑をおかけし

たなというふうに思って、ここで心からおわび

したいと思います。 

  この温泉につきまして私個人なりに一応整理

させていただいた点につきましては、この温泉

そのものの性格というものが大変市民にとって

非常に利用度の高い温泉であるというようなこ
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との性格上、やはりこの温泉を逆に利用しなが

ら市民の健康などを図っていくということにし

ていかなければならないんじゃないかなという

ような話をしているところであります。 

  その中で、これが数年前から近郊、近在にお

けるさまざまな温泉の出現によって、当初予定

していた経営内容が非常に苦しくなったという

話が出てきて、市の方にその支援をお願いした

いというような話があった。こういう経過の中

で、先ほど健康課長が申し上げましたように税

金の滞納という問題が出てきた。さらには、昨

年の３月議会から出てきた中で、次は延滞金と

いう問題が出てきた。経営改善を急がなければ

今後あの温泉がもしかしたら、新庄市の宝であ

るというその温泉が本当になくなっていいのだ

ろうか、市民の健康や、あるいは希望に対して

閉ざしていいんだろうかと。これはある程度相

談に乗りながら経営改善を図っていかなければ

ならないだろうというような話し合いをしてき

たところであります。 

  今回御指摘の市の監査という観点では、やは

り500万円という大変貴重な税金をつぎ込むわ

けですので、経営改善そして収支のバランス、

そうしたことを検証しながら、本当に皆さんか

ら利用していただける温泉になるためにはどう

するのかということは、監査という立場で確か

に意見を具申していくことが可能なのかなと思

っております。そうした意味で、やはり新庄市

にとって大切な温泉であると、市民にとって大

切な温泉であるという認識の中で、今後の経営

改善について市側も出資者の一人としてやはり

的確な意見を述べるときに述べていきたいと思

います。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄副議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 今、健康課長そして市

長からいろいろお話あったんですが、私、今、

健康課長の率直で、言葉も朴訥として、今後、

その言葉を聞いて、私正直言ってじんときまし

た、今。そういう姿勢というものは大事だなと

思って、これ以上私何も言いません。 

平向岩雄副議長 ただいまより10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後３時０４分 休憩 

     午後３時１３分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄副議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 最初に、６ページの農

業の水利事業に関連して、新庄の土地改良区で

大変難儀をして12億円減らしたということであ

りますが、ちょっとこの説明だけお聞きします

と、今までの計算が誤っていたのではないかと

想像されます。そういう意味合いでは、国なり

県なり、そういうところからの助成金なり補助

があったのかなかったのか、それを加えて部分

的に何ぼになったのかと説明していただかない

と、我々新庄市でこんなに難儀しても30何億円

ほどの金しか節約できないわけです。これが土

地改良区で何ぼ頑張ってみても12億円減らすと

いうことはちょっと困難ではないかなと思いま

すので、その件についてひとつお聞きしたいと

思います。 

  それからもう一つは、渡部議員が今お話しし

ましたとおり、関連しますが、今、答弁の方で

毎年500万円、そして18年度は1,000万円、19年

度は今回の補正、来年度は新しく500万円とい

うふうに、だれがこれを決めたんですか。こう

いうことを決めた人がだれもいないんです、ま

だ。前回の去年の問題は、そういうふうにして

入湯税を納めれば自然にその金額が山屋に返っ

ていくというような状況で、それが約束したの

かしないのか、そうしたら「しない」と言った
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わけです。しないならば、なぜ納めないのかと。

そうすると山屋の方では私たちはそういう約束

をしておったということが繰り返された。そう

いう意味合いで、今後どうするのかと。金も入

ってきたし、延滞金を納める状況が出てきた。

今後どうするのかということに対しては、当時

1,000万円の補助をするときも計画書を出させ

たわけです。計画書のもとに、それは当面のボ

イラーなり何々についてはこのくらいかかるで

あろうということで、これはみんなの前で議論

して決めたことなんです。それ以降のことにつ

いては、今、市長も大変御立派な発言をされた

んですが、今後のことについてはそういう話は

ありました。ということは、当時、今後の問題

についてどうするのかとなったときには、改め

て計画書を出させて、その計画書をこの全体の

中で協議をして、そしてやっていこうというふ

うになったわけですから、その努力をしないま

まにまたこれに入りますと、やはり温泉側が言

っている主張が、今までのが正しかったという

ふうに評価しなければならないわけです、私が

納めるものは私が全部使うということで突っ張

ってきたわけですから。それが今回、今言った

18年度1,000万円、補正で500万円、来年500万

円ということが惰性になっていきますから、そ

ういう意味合いでは温泉側の主張が正しかった

というふうに私は今思います。それを断ち切る

ために何をするかとなった場合、今お話ししま

したとおり、やはり計画書を出させて、そして

その上に立って、今、市長もいろいろお話しし

ましたが、いい温泉で何だというふうなことと

か、それから金額についてもそのくらいの誘客

をするとすればこのくらいの金は出していいの

ではないか、これはみんなの論議でありますか

ら、今後の問題。これをまたぞろそういうふう

にして予算化していく、そして補正予算でこと

し分、来年分というふうに決められますと、や

はり温泉の主張が正しいということであります

から、そういう意味では今回はこれを棚上げに

して、そして再度皆さんに真剣に議論していた

だいて、それから出すということにした方が、

去年１年間の議論から続いて言えば正しいので

はないかと思いますが、いかがですか。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄副議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 今の御質問についてお答え

します。 

  これについては、先ほど申し上げました平成

５年に議会の議決を得た債務負担行為でござい

ますけれども、全体では当時平成５年の時点で

債務負担をいただく前、いろんな3,120ヘクタ

ールの国営事業、いわゆる新庄用水の関連事業

がございます。県営かんがい排水路、用水路、

圃場整備等いろいろ関連した事業がございます。

その中で、当時29億円というのはある程度団体

事業とか、いろんなそういう事業でやって試算

しておりましたけれども、できるだけ改良区、

農家の方、これは新庄市も含めてですけれども、

補助率の高い圃場整備とか、そういうふうなこ

とで県の方にも要望し、それで補助率の高い事

業でやった成果がこの結果だと思います。いわ

ゆる受益者負担金が少なくなったと。それに対

して１反歩当たりの米の価格が１万9,792円、

１斗が15キロで4,873円、これを償還時にこの

額を超えた分について市が助成するというふう

な制度でございます。それで、先ほど申し上げ

ました、いわゆるいろんな補助金の有利な活用

と改良区の経営努力と、そういうことを含めま

して、市の財政事情も考慮していただいてこう

いう減額となった次第でございます。以上です。 

星川 基健康課長 議長、星川 基。 

平向岩雄副議長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 温泉の主張が正しかったこと

になるのではないかというような御質問ありま

したけれども、入湯税が未納の状態にあったと

きの温泉側と市側の主張というのはいろいろあ
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りましたけれども、市としては納めるべきもの

をきちんと納めないうちは支援のテーブルには

乗らないという構えで検討協議にも入りません

でした。本税が納入なった時点でその協議に入

ったというようなことですけれども、それで去

年の３月、本税が納入されたけれども、延滞金

はまだ納まってないという状態で提案してしま

いまして、いろいろ昨年のようなことになって

しまったわけですけれども、ただ、その後も延

滞金の納入についての確認がなされないうちは

支援はできないということで市の主張は通して

きました。そういうことからすれば、基本的に

はあの温泉施設は10万人の市民、市民だけじゃ

ないでしょうけれども、10万人の方が利用され

ておりまして、ほかの自治体の公の施設として

設置している温泉と同様にやはり市民温泉的な

施設であるという認識は市としても以前から持

っていましたから、それで出資もしたわけです

けれども、支援自体については、支援すること

自体については市としては前向きな考えを持っ

ていましたが、御存じのような問題でここまで

来てしまっているということで、必ずしも今回

の継続的な支援を行うことで市の主張が間違っ

ていて、温泉の未納の際の主張が正しかったい

うことには私は考えていません。 

  それからもう一つ、計画書が提出された時点

で全体で協議して、その上で今後の支援のこと

についていろいろ決めていくというようなこと

でありますけれども、計画書は先月20日過ぎに

いただきまして、それをいろいろ内容点検しま

して、今回の補正なりに至ったんですが、全体

協議というような場をつくれないままにきょう

に至ってしまったことについては、先ほど同様

申しわけなく思っているところです。以上です。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄副議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 延滞金と入湯税そのも

のが来ないという議論と、もう一つは、なぜよ

こさないのか、そして延滞金まで波及していっ

たということは別だと思うんです。そういう意

味では、向こうは最初から支援をいただくつも

りでいますから納めたくないんです。そういう

約束があったかなかったというときに「約束は

なかった」と。しかし、今日この500万円をだ

れが決めたか、どういうふうにして決まったか

わかりませんけれども、この決定すら我々納得

してないわけです。そういう以前に、去年１年

間かけて議論した中身がさっぱり生かされてい

ないと。そういう意味から見れば、やはり温泉

側の方の主張が正しかったのではないかと思う

のは私だけでないと思います、みんなが正しい

と。そして、今、課長がそういう意味では500

万円を払うのは市としての当然のというような

感じに受け取るんですけれども、一たんそれを

白紙に戻して、もう一回そういういろいろな問

題があったことを整理した上で、そしてさっき

市長が言ったとおり、今後山屋の温泉について

はこういう補助、そしてこういう計画があるか

らその場面については1,500万円つぎ込むか、

そういうこともいろいろあるべということに最

後にはなったんですけれども、今の決め方がこ

のままいきますと、ただ500万円ずつずんずん

ずんずんといくと。その計画書というのがどの

時点で見て、そして500万円と決めたのか。そ

して、今後もその計画書がみんなに見せないま

まにひとり歩きするのかしないのか。 

  私としては、さっきも言いましたとおり、も

う一回それを白紙に戻して、そして計画書を出

させ、自助努力がどのぐらいあって、そして本

当に窮屈なものがどこにあるのかということを

やはり相手側にも知らしめないとできないので

はないかと懸念するわけです。そういう意味で

お聞きしているのであって、この毎年500万円

ずつ出すんだという概念、考え方と、そして計

画書がどういうふうに流れてきてそういう決定

になったのか、もう一度お聞かせください。 
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平向岩雄副議長 暫時休憩します。 

 

     午後３時２４分 休憩 

     午後３時２６分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

星川 基健康課長 議長、星川 基。 

平向岩雄副議長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 この提案に至った経過を改め

て御説明いたしますが、今田議員おっしゃるよ

うに、計画書の提出というのが前提でありまし

たので、その提出はずっと求めてきたところで

す。前の答弁でも計画書を提出いただいて今後

の継続的な支援について市として判断していく

という旨の御説明をしてきましたが、その計画

書をもとにしまして検討して、額的には先ほど

のような考え方で500万円で、何年先までどう

するということは明確に決めておりませんけれ

ども、19年度分として、また20年度分としては

当初予算で同額で支援をしたいという考えに市

として至ったということで、それをこの場で３

月補正あるいは来年度の当初予算という形で皆

さんに考えをお示しして議論していただきたい

ということであります。 

  何回も申し上げますが、これまでの経過を考

えれば事前に丁寧な御説明できればよかったん

ですが、それについては申しわけなく思ってお

ります。計画書の内容がもし議員各位の御判断

のポイントになるというようなことでございま

したら、会社にはもし求めがあれば公開すると

いう確認もしておりますので、それはそのよう

な形で取り扱わせてもらっても結構でございま

す。以上です。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄副議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 今の回答では納得でき

ません。今までなぜ去年１年間かけてこういう

ふうにしてもんできたかといったら、そういう

安易な考えがあったからこそというふうに思い

ます。そういう意味で見れば、これを整理して

もう一回再出発して、山屋温泉を応援するなら

ば、もう一回改めて皆さんにそういう事業計画、

さっきも言いましたように山屋の温泉の自助努

力、それによって不足する面、そして緊急性の

あるもの、こういうものを議論しようとしたん

ですから、その議論をしていただいた上で予算

を組んでほしいというふうに思うのは私だけで

はないと思います。それがただ今だけが済めば

いいというものであれば、前回の議論は成り立

たなかったわけです。それが議論に議論を重ね

て延滞金まで行ったということは、いろいろな

やりとりがあった上で、そして市の甘い考えと

いえば甘い考え、山屋温泉の思い込みといえば

思い込みが重なって、そして我々議員もそこに

対していろいろな議論をさせてもらったわけで

すから、そういう意味で、今お話しされたこと

については、これ認めるわけにいかないんです。

そして、計画も出さないまま我々の方で認めた

とすれば、随時500万円、500万円、500万円、

そして補正でもそいつはくるというふうな状況

できますから、それは議論の対象外だというふ

うに私は思います。 

  そういう意味で、改めて計画書をみんなに示

していただいて、そして議会の承認を得ながら、

そしてスムーズにお客さんを呼び込める施設に

していくということが絶対必要だと思うんです

が、棚上げをして、そしてもう一回議論させて

いただく気持ちはございますか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄副議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 まず最初に、だれが決めたかとい

う問題でありますが、予算書ですので、予算を

執行する側が計画書に沿ってそれ相応の改善計

画なり聞き取り、あるいは今回の改善計画に沿

って予算上認められている範囲の中で、自分た

ち行政側が出資できる範囲の中で500万円とい
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うふうに決めたということであります。 

  これまで議会側の議論の中では延滞金何々と

いうようなことがずっと続いてきたと、今回補

正に上げたということで、ここで議論、金額に

対して妥当であるか、適当であるかというよう

な議論がされるのかなと思います。 

  決めたのは提出者の私となります、私が決め

たと。それ相応の計画に沿って、予算の範囲内、

今現状で支出できる範囲、早急に改善に取り組

んでいただいて、あるべき市民の温泉として経

営に乗ってもらいたいという意思であります。 

平向岩雄副議長 ほかにありませんか。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄副議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） ただいまの26ページの

奥羽金沢温泉の話でありますが、この件に関し

ては、昨年の３月定例議会、まだ市長は市長に

なられておりませんでしたけれども、７時まで

いろいろ、そのときはまだ健康課長でしたから、

入湯税法、それから温泉業法、温泉をして業を

するためには、日当は75円、一泊は150円、こ

れは決められている法律であります。そのとこ

ろを真剣にみんなで議論し合って、今の課長の

話ですと昭和61年からですからもう23年ぐらい

になると思います。その間、今までその出資金

300万円なるものは出されたんですけれども、

それまでには全然そこに対するいろいろ、民間

ですから温泉業を行う前にはそれに相応する状

態、例えばの話で赤字出るんでしたらば75円を

上乗せした500円だったり550円だったりしなく

ちゃいけないわけです。あとは自分のところで

業務改善をしながら誘客を一生懸命頑張らなく

ちゃいけないわけです。それを去年７時まで

延々として話をしたのです。それから入湯税法、

必ずしも物品でやらなくたっていいと、お金で

云々、運営費でなくたっていい、話ししたので

す。それをまず一つ市長にレクチャーされたの

でしょうか、その今までの経緯を。今まで20何

年間も納めてなかったんですよ。だから、ここ

二、三年になって大変になってきたからといっ

て、相手は今度その預かり税を出さなかった。

だからしてこういうふうな状態になったんでし

ょう。それがこういうふうな状態にして延滞金

を出したから、それを出してくれれば改善策を

何とかということは市長も約束したのですから

とかと言っていましたけれども、今までの議論

の経過を話しされたのかどうかですよ。さっき、

雄三議員が言っていましたように、そもそも入

湯税法から旅館業法から逸脱する話ですよ、前

回話しした経緯があった上だったらですよ。そ

れを話しした上で話が進んでいるんでしょうか。 

  また、新庄市は財政再建の真っただ中で、最

終年度なんですよ。それを安易に……、謝れば

いいというもんでないですよ。順序おかしいと

思いますよ。文教厚生の所管の委員会にもかけ

ないで、言ってなんとかでしたから、こんなん

で済むんだったらやはりおかしいですよ。 

  まず、基本的に１点、去年のあの議論は何だ

ったのか。入湯税法、旅館業法、そういうふう

な状態で500万円安易に出資するということが

それにかなっているのかどうなのか。あのとき

の議論はどうだったのかという状態を、市長の

言われたその部分の話をお伺いしたい。 

  もう１点、要するに、この500万円云々とい

う状態は今の財政再建の中で妥当な云々と市長

は言っているようでありますが、500万円あっ

たらば本当に福祉のいろんな部分だってかなり

のことができるんですよ。ある意味そういうふ

うな状態にここのところを努力されて、何も出

すなと言っているわけじゃありません。この財

政再建のこれを終わって、ある程度めどがつけ

れれば、やったって、今まで20何年間も出され

てなくて、去年たまたまいろいろ論争になった

から1,000万円出して、その後は一回堤防破れ

たからそこのところずっと出すような、今まで

の議論を無視した、そういう内容はおかしいと
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思いますけれども、どうですか。 

星川 基健康課長 議長、星川 基。 

平向岩雄副議長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 昨年の議論について、入湯税

なり温泉なり法律に関する議論経過をレクチャ

ーしたかということですが、そのこと自体につ

いては市長に申し上げてはいません。昨年３月

以前からの経過はずっと一通り市長に説明しま

して、今後の支援についてどうするかというよ

うなことを何回か打ち合わせしております。 

  金議員の御質問で私自身理解できなかった面

もありましたので、もう一回お願いしたいと思

ったんですが、入湯税法等に逸脱しているとい

うところの指摘がちょっと内容的によく理解で

きなかったもんですから、すいません、お願い

します。 

平向岩雄副議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） わかりやすく申し上げ

ましょう。南本町で例えば今倒産されて閉店の

やむなきに至っているような方々がいらっしゃ

いますが、私、大変で、そこのところ美観がな

んとかだからして新庄市でその部分に補てんし

てちょうだいよと言ったらするのですか。同じ

ように、旅館、温泉を営んで営業されているの

ですよ。その温泉業法は法律ですよ。前回いろ

いろ私も質問したからしてわかります。それを

行おうとする方は、そこを行う前に、温泉に入

っていただいて、福祉、健康云々とする場合に

は、日帰りは75円というのは預かり税として包

含されてなくちゃだめなのです。それで採算合

わなかったらば、例えば400円なんですけれど

も475円にしなくちゃだめなんです、採算合わ

なかったら、だれ聞いたって。この前も前回そ

ういうふうな話を７時までやったでしょうや。

入湯税法、目的税だからして、必ず施設運営費

に投与しなくちゃだめだということはないので

す、あの何項目の中には、そこまでの道路だと

か、その部分も含めて。今の話ですとまるっき

り、前回はそういうふうにしてあれだけの白熱

した議論、そしてようやく決めて、まず公共性

もあるからして、今、絶対出すなと言っている

わけじゃないですよ。 

  じゃ私が一般質問したのはどうなんですか。

例えば茨城県の牛久市、牛久市はああいう温泉

を使って健康にするために、これから老人のい

ろんな部分があるから、国からの補助金を頑張

る地方の応援プログラムの中にぶち込んで、す

ごい施設をつくって、今まで例えば１年間10万

人だったら、10万以上超えればその部分の国庫

補助がどれだけ入っていろんな云々。500万円

を３年間ぐらいためてみてください。1,500万

円で何億の仕事ができるような、やる気さえあ

ればですよ、できるということを私は一般質問

で質問したんですよ。牛久市で例をとってみて

くださいと言ったはずですよ。「そうですね」

と言って動かなかったですよ。ただつかみ金み

たいにして500万円ずつやればそれで事が済む

という、そういう安易な姿勢、そして委員会に

も関係しない。去年の３月のあれも全然無視さ

れている。これではこの予算の500万円という

のは財政再建の最終年度にしては甚だ逸脱した

考えでないのか。そういうようなつかみ金にし

か匹敵しないと思うんですが、これではもう一

回議論し直していただかないと、せっかくみん

な節約に節約を重ねて、新庄市の財政再建にめ

どをつけるまでと我慢しているのが何なのかと

言いたくなる。はっきりそこのところお答えく

ださい。 

星川 基健康課長 議長、星川 基。 

平向岩雄副議長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 入湯税につきましては確かに

150円という定めがあります。それは日帰りの

場合は75円でもいいというようなことで、また

その施設によって入湯税を課さなくてもいいと

いうところまであります。ですから、いろいろ

そこの考え方で設定できるんですけれども、た
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だ、入湯税自体が、奢侈性、いわゆるぜいたく

税としての課税でありますから、通常ですと入

湯税創設時は多分宿泊温泉施設というものを想

定していただろうと思いますけれども、入湯に

伴って宿泊、飲食、遊興等いろいろなぜいたく

的なことが伴うために、そのぜいたく税として

設けられている税なわけです。ですから、そう

いうことからして、例えば舟形の若あゆ温泉で

すと入湯だけで帰る場合は入湯税はもらってな

いと。休憩室を使ったりすることによっていわ

ゆる奢侈性を伴うというふうな見方で入湯税を

かけていますが、ですから施設によっていろい

ろあります。奥羽金沢温泉の場合は宿泊施設は

伴いませんが、開設当初から入湯税というもの

は課税されてきたと。まず、入湯税に関しては

そんな認識でいます。 

  それから、目的税としての使途基準は、確か

に広く防災関係であるとか消防あるいは環境衛

生、そういったものに入湯税を使えますから、

これまでは新庄温泉の分もそうですし、そうい

った環境整備的な道路、水道、防災という面で

入湯税を活用してきたというような経過がござ

います。入湯税にはそれだけでなくて、温泉施

設そのものに対する使途というものも可能です

ので、今回はそういった一般的な使い方ととも

に、温泉施設直接ということも考えてもいいだ

ろうというようなことでございます。ただ、入

湯税をそのまま返すというような考え方ではな

くて、あくまでも一つの施策としてやっていく

ということであります。 

  それから、頑張る地方応援プログラムの話で

ございますけれども、以前、一般質問で、私と

いいますか、市として質問を受けましてお答え

した経緯がございますけれども、なかなか事業

が、例えば箱根であるとか洞爺湖であるとか、

そういったところの温泉、大規模な温泉街を想

定した事業でありましたので、調べてみたとこ

ろそういうことでしたので、新庄には活用しに

くいなというような判断をしているところであ

ります。また、そのことも議会の場でもお答え

したつもりであります。以上です。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄副議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 入湯税を払ってないと

ころはということでいろいろかつてあそこのオ

ーナーらしき方々と議論したときに、山形県内

の温泉と言われるところからいろいろ調べてい

ただきました。それも前回の３月に私言ったは

ずであります。小野川温泉の経営が大変な状況

になっているからして入湯税をいただかないと

いう状態のほかは、入湯税をいただいて旅館業

を営んでおります。ごく自然の話なのです。 

  今回の滞納になったときも、滞納は預かり税

だから、そこに入った人方の75円というのはそ

の人方の金を一回預かってするのだから、それ

を納めないのは、もうちょっと頑張ると、要す

るに人のものを預かっていてやらないというこ

とは何罪とかいうのかわかりませんけれども、

にも匹敵するのではないかという白熱した議論

も３月にはなったんです。それをそもそもにし

て市長にその部分をレクチャーしないままに、

市長はよかれと思ってやったんでしょう。それ

は私も、何もあそこは本当に今の公共施設でみ

んながなっていますから。ただ、財政再建のこ

の時期に、それを知らないままに市長は市長の

考え方でやられたのでしょう。前回３月のとき

にあれだけの白熱した議論が全然インプットさ

れてなくて、ベースがなくて話になってくると

こういうふうな食い違いになるのですよ。こう

いうのが市長になられてから結構多いんです。

ですから、そういうふうなことだからこそきち

っと話ししないと、こいうふうな状態にして唐

突として出てきて、じゃ財政再建との兼ね合い

はどうなるの。こんなだったらもっとこいつを

費用対効果したらばもっともっと大変な状況、

今まで昭和61年からですよ。したら二十三、四



- 92 - 

年でしょう。それまでに今まで一回も1,000万

円運営補助だとかなんとかということをあれし

たということないんですよ、投入したことが。

たまたま相手が三、四年間、金を納めないとな

ったから新庄市も今度考えて始めたわけでしょ

う。それは今まで納めてくれたらば何とか考え

ていましたと。それは相手が納めないというア

クシデントがあったから、じゃ納めたらば今度

は何とかしましょうやと考えたんでしょう。そ

れをさもあたかも今度こういうふうにしてなっ

たからしてとかということは、それは違うんで

す、この前の去年の３月にみんなでいろんな話

し合いをした内容は、ところがここが違って話

しするからしておかしくなるんであって。 

  牛久市のときだってあれですよ、課長と直接

に話し合いしたんですよ。だったら電話入れて

みてとなったらば、すぐなりそうな可能性もあ

って、頑張れば。今例えば年間10万人いた、そ

れが11万ぐらいになったという実績を認められ

れば、ちゃんと国の方も何ぼもぶち込めるので

すよ。例を出して資料もおあげしたんですよ。

したら500万円ずつ３年間したら1,500万すれば

１億ぐらいのあそこのところ本当にきれいにな

って、宿泊施設になって、プレハブみたいなの

でなくたってやれるのですよ。その計画性が相

手との寄りも何もないままに唐突として出して

くることは甚だ心外な話で、去年のこの３月の

激論が何だったのだと。温泉の社長さんもおい

でになっていて話しした話ですよ。その部分の

いきさつが、入湯税法、旅館業法をあのときあ

あいうふうに話ししたのがまるっきり……。じ

ゃごねた方が勝ちなんだというような状態のニ

ュアンスというのが甚だ強い。何も出すなとい

うんじゃないんですよ。財政再建の今のこの状

況の中で、もう少し頑張って、それをもっと費

用対効果できるような状態にしていって、能力

ある課長なんですから、そんなことを考えたっ

て悪くないんでないか。それをとってつけたみ

たいに年度末のいろんな云々と。 

  これは市長が「私が決めました」と言うんだ

けれども、私はそういう先行予約したわけでな

いでしょうから、市長はお約束したのかもしれ

ない、温泉のいろんな部分と、突如として出て

きたのですから。去年の３月の経過もちゃんと

きちっと話しした上で話しされるんだったら話

わかりますよ。こんな不手際というか、唐突と

出てきた予算のそれも額が10万、20万の話じゃ

ない、500万。これはもう一回きちっと練り直

す必要があると思いますけど、どうですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄副議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 財政再建の期間中の一

番苦しい時期に、この時期に何なんだというこ

との御指摘がございましたけれども、23年ほど

経過する間に確かに一銭も補助した経緯はござ

いません。ただ、一方で非常に市民から市民温

泉的に使われている、健康増進でも非常に有効

な温泉だということで定着してきたと。ただ、

一方では財政的に温泉の経営が非常に苦しいと

いうことで、議論はずっと前からあったわけで

す。その中で一つの契機として、滞納問題を契

機にして、じゃどうあるべきかと、市のかかわ

り方について相当議論していただきました。そ

ういう中で、滞納したから納めるというじゃな

くて、あの温泉をどういうふうにして市民の健

康増進の中に位置づけていくかと、そういった

議論も金議員からのいろんな提案も含めて議論

されました。そういう議論の中で、市としては

あの温泉は必要な温泉だと、今後も続けていっ

てもらいたいと。じゃ市として果たすべき役割

はどうなのかと、それをやるにはどういった根

拠が必要なのかということで、そういった方向

も含めて議論していただいて、ある一定の方向

づけも含めながら1,000万円というお金が一た

ん組み替えという執行留保的な形になりながら

も、再度議論しながらそういった方向で御理解
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いただいたということで、おおむねそういった

方向では御理解いただいたのかなと。ただ、個

別の経営改善についてはその都度出していただ

いて、その都度判断していくということで、今

回経営改善計画というか、経営計画、長期的な

計画が出てきたということで、政策的に判断し

て最終的には市長の判断によりここに盛り込ま

せていただいたということです。非常に苦しい

中ではありますが、ただ、政策的にやるべきこ

とはやらなければならないんじゃないかという

政策の組み立ての上でそういった提案をさせて

いただいたということで御理解いただきたいと

思います。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄副議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 今の話は、とんでもな

い本末転倒な話であります。あのときのあの議

論と、そのときの場当たりのときの言われてい

ることと、何も私は、要するに本当にいい温泉

で毎日行っているんです。いい温泉で、老朽化

していることで本当に新庄の財産だよというこ

とも十分わかります。1,000万円でも2,000万円

でもして設備改善していただきたい、思いは同

じであります。 

  ただ、この時期なのかということと、そのと

ってつけたみたいな話されるからちょっとおか

しくなるのでありまして、去年の７月、３月の

定例議会のときに、その1,000万円の納める納

めない、延滞金の問題でここで白熱した入湯税

法から旅館業法から話しされたでしょう、した

でしょう。そして、ある程度そうなのかという

それぞれが共通の認識をしたわけですよ。それ

を今言われるとそのいいところだけとってチョ

イスして、それは違うでしょうって。よしんば

そういうふうになったとしたって、この時期な

のかと。去年1,000万円、20何年たってようや

くその延滞金になったからして、それを納めて

くれたからしてとまず補助しますよと。ことし

も1,000万円ですよ、平成20年度、500万円、

500万円と都合のいいことを言っておりますが。

この1,000万円は財政再建の歳出カットして、

先ほども言いましたけれども、市長は所信表明

では市民の生活の金をアップしなくちゃだめだ

と言ってるんですよ、所信表明の中に、市民１

人当たりの所得が。これが重責を担う教育界の

長である教育長が42万円、議長が44万円、そう

いうふうなところまで削減しなくちゃだめな新

庄の現状にかんがみて、これが１年間、２年間

出なくたって、何ら頑張れるわけでしょう。そ

れが61年から始まってようやく平成19年度に

1,000万円出しただけでしょう、今までかかっ

て。それで一回かけたからしてまた今年度、こ

ういうふうな状態までに節約されている新庄の

いろんな云々を、現状を、そこに1,000万円投

与するのと今使うべき歳出を減することを片や

やっておいて、片やするということはおかしい

でしょう、だれ考えたっておかしいですよ。だ

から私はあえてみんなの前で言っている。これ

は必ずしもするなというんじゃない。来年とか

再来年、こういうふうにしてめどがつけたらば、

こうやってやってくださいよと、やるんだった

らその効果を出すよう牛久市みたいにしていろ

いろ新庄方式でやってくださいよと言いたいの。

つかみ金でしょう。それも唐突とでしょう。委

員会にかけないででしょう。こういうやり方を

ずっと続けていくのですか。おかしいでしょう。

おかしいと思わない方がおかしいと思うんです

けれども。言っているのが、今までの議論は何

だったんだと、全部うそかと。農協さんが言っ

ているように、ごねた方が得なのか、金を納め

ないで。その認識になりますよ、市民みんな聞

いているわけですから。もう一回ちゃんとお答

えください。 

平向岩雄副議長 暫時休憩します。 

 

     午後３時５５分 休憩 
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     午後３時５７分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

星川 基健康課長 議長、星川 基。 

平向岩雄副議長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 昨年３月の議論の中心という

のは、延滞金が未納の状態で果たして支援する

ことができるのかというような御指摘を多くの

議員からいただいて、市としては予算の修正と

いう形で対応させていただいた、その議論過程

の中ではいろいろな議員の方からああいうふう

な話、御指導的なことも含めてちょうだいした、

確かにそうでありました。それすべて市長に経

過報告の際に説明はしておりませんけれども、

大きな流れとしましては、昨年３月以前からこ

んなふうになっていますということは、市長が

もともと知っている部分もかなりございました

けれども、説明しております。ですから、３月

の議論を踏まえた上でこの間進んできたものと

いうふうには思っております。 

  また、つかみ金というお話ありましたが、

500万円につきましては確かに余り切りがよ過

ぎてそんな印象を持たれるかもしれませんけれ

ども、先ほど言いましたとおり、年間運営経費

そして出資比率、実際に納めていただいている

利用者の方からちょうだいしている入湯税の額、

その辺を勘案して市なりにこれが一番妥当だと

いうふうに判断した額でございますので、「つ

かみ」と言われるようなものではないと思って

おります。以上です。 

平向岩雄副議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後３時５９分 休憩 

     午後４時０９分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄副議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） 基本的な質問なんです

けれども、26ページ、奥羽金沢温泉の件なんで

すが、私、去年の３月議会にはいなかったので

よくわからないんですが、私が勉強した限りで

は大体つかめているつもりで質問させていただ

きます。 

  市民団体やＮＰＯが自治体に対して補助金の

申請とか助成金の申請なんかをする場合には、

事業計画とかいろんな何か難しい書類を書いて、

それを審査されて、その上で金額が決まったり

するわけなんですけれども、この株式会社の場

合はそういう申請書みたいなものは存在しない

んですか。もしするとすれば、公開していただ

くことはできないんでしょうか。 

星川 基健康課長 議長、星川 基。 

平向岩雄副議長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 補助金の交付ですので、交付

要綱がありまして、交付要綱に基づいて交付申

請が行われて、実際に交付になり実績報告とい

うようなことで、この奥羽金沢温泉の補助に関

しましても、この前の補助の際もそうですけれ

ども、今回の場合もそういった手続的なことは

すべて同じです。 

  公開は、正式に受理された公文書ですので、

公開文書の対象になるということで、今、文書

担当の総務課長に確認しました。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄副議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） みんな本当に補助金を

出さないとは言ってないと思うんです。やはり

正当な理由をつけて補助金を認めていきたいと

いうのがみんなの気持ちだと思うんですね。ぜ

ひそれを見せていただいて、その事業計画なり

何か設備を修繕したいとかというものの見積書

なりを見せていただいた上で、それでみんなで

検討して補助額を決めていくというのが筋かと

思いますが、いかがでしょうか。 
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星川 基健康課長 議長、星川 基。 

平向岩雄副議長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 このたび提出なった経営改善

計画書についても、これは公開ですので、皆様

にお配りしても構わないとは思っております。

ただ、そのもとに額はどうかというようなこと

を後でこれから検討して決めた方がいいのでは

ないかということでありますが、私どもとして

はこの場で何とか議論の上で御可決いただけな

いかということで提案しておりますので、その

ようなことで御理解いただきたいと思います。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄副議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） やはり十分な資料をい

ただいてから決めさせていただきたいというの

が私なり多くの方の気持ちだと思いますので、

これは今了承してほしいということはちょっと

難しいかと思いますので、ぜひお願いします。

あくまで市が300万円を出資しているからとい

って、あとは非常に公共性のある施設だからと

いって補正で500万円とか新年度予算で500万円

とか、そういうお金の流れにはもしかするとな

らないんじゃないかなと。それが世の中の常識

のような感じがするんですけれども、やはり市

民が納得いくような補助をしていただきたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄副議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 事業をやる場合に、事

前に事業概要書を出していただいたりというこ

とで、事前に審査するケースは通常一般として

は往々にしてあります。ただ、それを広く議会

でそうするかというのは、一般的にはそうはい

たしません。したがって、このケースは特別だ

と。この場で資料がなければ判断できない、審

査できないということであればまた別問題であ

りますが、通常は執行部というか、事務方でそ

れを審査して、妥当かどうかは事務方で判断す

る範疇でありますので、通常は広く公表すると

いうことはございません。この件は別だという

ことであればまた検討は別かなと思います。 

平向岩雄副議長 ほかに質疑ありませんか。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

平向岩雄副議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） ２点ほどお聞きします。 

  奥羽金沢温泉の件、１点まずお聞きします。 

  今いろいろ各議員から昨年のことを踏まえて

申されました。やはり私も、山尾市長はいろい

ろ担当課の課長からその経過というものは聞い

て今回の補正予算に出したと思うわけでござい

ますけれども、やはり我々議員といたしまして

は、１年前にあのような執行部と意見を交えさ

せていただきまして、執行部みずから一応財調

の方に回して、そして９月補正にも上げたわけ

ですけれども、そのことをわかっていたか忘れ

たかわかりませんけれども、また同じような方

法で上げたこと自体が執行部に対する不信とい

うものがあるんじゃないかと私は思います。そ

れからして、最後まで賛否を問うような表決を

望んでいるとすれば、それでそれはしようがな

いと私は思います。もっと別な方法もあるんじ

ゃないかなと私は思うんですけれども、それは

それで執行部で考えることなんですけれども、

その辺のことも含んでいただきたいと思います。 

  次に、６ページ、第２表の債務負担行為補正

なんですけれども、先ほど今田雄三議員も質問

したわけなんですけれども、どうしてこの時期

になって約42％ぐらいに当たる12億5,900何千

円ですか、上げられたのか。先ほどの担当課長

に言わせると、改良区の独自の経費節減なり各

種補助事業の活用によりこのような金額になっ

たといったわけなんですけれども、本当にこの

事業は農家にとってまことにありがたい助成金

であります。まして、この四、五年の低米価に

あえいでいる農家経営からすれば、本当に皆さ

んが恐らく喜んでいる助成金ではないかと思い
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ます。どうして今になって債務負担行為の29億

幾らの42％に当たる額の12億幾らというお金が

今回の補正に上げられたのか。本当に今まで以

上の農家に対する負担増にならないのか、まず

この点をお聞きしたいと思います。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄副議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 今回どうしてこのような形

で上げたのかというふうなことでございますけ

れども、やはり将来の負担比率ということで、

今いろんな財政再建を目指す中で、その比率で

前からいろいろ改良区の方からも協力していた

だいて、あと市の財政事情も考慮していただい

て、通常の部分と圧縮分といいますか、それを

改良区といろいろ協議今まで重ねてきまして、

その累計が今回大きな幅になったわけなんです。

それで、あくまでも12億5,969万7,000円の減額

となりましたけれども、今後も29年度まで改良

区といろいろな調整を図りながらこれからの償

還について協議していくというふうな了承を得

ておりまして、その辺は改良区の方からも理事

会なり総代の場でも話を進めているということ

で、合意を得ております。以上でございます。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

平向岩雄副議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） 昨年度まで、恐らくこ

の債務負担行為のお金というのは10億ぐらい一

般財源から使われまして、残りが19億ぐらい残

っていたと思います。今回このようになされて、

６億何千万が限度額となるわけなんですけれど

も、そうした場合、先ほども言ったんですけれ

ども、今までどおりの名前のとおりの農家の負

担軽減対策ですか、今までどおりの負担軽減で

済むのか、それりも増加するのか、それを聞き

たいんですよ。私も改良区の方の総代をしてい

る関係もありまして、やはり皆さんが聞けば、

今までの29億のうちの42％に当たる12億円が改

良区さんの努力なり各種事業に組み替えにより

削減されとはいえ、どうして今なのかという、

そういう不安があると思います。今までどおり

の負担でやってくれれば一番いいんですけれど

も、負担増にならなくて、その辺のことをもう

１点お願いします。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄副議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 改良区の方から、今のこの

協議につきまして、29年度までの各地区の償還

額いろいろ明細書をいただいております。その

中で、今後も見込める額もプラスしてこの限度

額で間に合うということで、そういうふうに協

議しております。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

平向岩雄副議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） あともう１点ですけれ

ども、この改良区の役員さんにこの助成金を出

している新庄市長が理事として就任しているわ

けなんです。普通一般的に言えば、自分がお金

を出している組織に自分が理事長でなくても理

事として行くのは果たしていかがなものかなと

私は今まで思っていたわけなんですけれども、

今回人事も決めまして、副市長が決まるとすれ

ば、やはり監査委員的なもので、このようなお

金を助成しているわけでございますので、そし

て外部から、一般財源からやっているわけでご

ざいますので、適正に使われているとは私思う

んですけれども、そういうような方向で改良区

の方の会計機関ですか、いろんな事務的なこと

も見ていってもらったら市民も安心するのじゃ

ないかなと私思うわけでございます。 

  以上であります。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄副議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 改良区さんの役員につきま

しては、市長が理事ということで、これまでも

なっております。それで、この前も改良区の方

から一応理事ということで、あくまでも案でご
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ざいますけれども、あとは理事会の場で、総代

会の場で承認いただくというようなことになっ

ております。 

平向岩雄副議長 ほかにありませんか。 

１９番（星川 豊議員） 議長、星川 豊。 

平向岩雄副議長 星川 豊君。 

１９番（星川 豊議員） ２点ほどお伺いしたい。 

  先ほど来言っている山屋温泉に関連すること

なんですけれども、これはがっかりしました、

正直。山屋温泉の問題と、もう一つは、今、小

野議員が申された６ページの新庄農業水利事業

農家負担軽減対策助成金を質問したいと思うん

ですけれども、まず最初に山屋温泉の方から質

問したいと思うんですけれども、これはやはり

皆さん方が言うように、最初あの当時非常にも

めたわけすよね。それで、わざわざいろんな折

衝しまして、いろんな人がかかわって、妥協案

を出して、そしてうまくいって、これからゆっ

くりいい温泉に入れるのかなと思っていた矢先

にまたこれでしょう。やはりその辺のところ、

私はむしろ、今回500万円で済んでいるんです

けれども、むしろもっと出さなきゃいけないと

思っているんですよ、内容を見ると、修繕費と

かいろんなで。そうした場合に、今回またこん

なことでやって、うまく皆さん方の理解を得な

いでやってしまうとまたこの後で変なものが出

てくるんじゃないかなということで、非常に危

惧しています。がっかりしています。そういう

ことで、今回はひとつもう一回精査して、そし

てもっと皆さんの御理解をいただくような形で

何とか出していただけないものかなとお願いし

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

平向岩雄副議長 暫時休憩します。 

 

     午後４時２８分 休憩 

     午後４時３６分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

  議長より皆さん方にお願いしておきます。 

  新庄市議会会議規則により会議時間が午後５

時までとなっておりますが、本日の日程が終了

するまで会議を延長したいと思いますので、御

了承願います。 

  暫時休憩に入ります。 

 

     午後４時３６分 休憩 

     午後４時３８分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

星川 基健康課長 議長、星川 基。 

平向岩雄副議長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 提案の仕方のことで星川議員

から御指摘いただき、また、もう一回精査の場

をつくるべきではというような旨の御提案を受

けましたけれども、先ほど申し上げましたとお

り、できましたらこの場で、会社からいただい

ている計画内容のことがネックになるようでし

たら、それ自体は先ほどからお示ししたいとい

うことを申しておりますけれども、何とか本日

の場で御可決いただければと思っております。 

１９番（星川 豊議員） 議長、星川 豊。 

平向岩雄副議長 星川 豊君。 

１９番（星川 豊議員） どうしても本日解決し

たいというようなことを今話あったんですけれ

ども、私は反対するものじゃないんですよ。そ

の考えからすると、それでは後々もいろんな問

題、弊害が出てくるんじゃないかなというふう

に思うので、私としてはあくまでも、それはき

ょうの資料も出さないで、もっといい意見を持

っている方もいっぱい議員の中にはいるので、

その中で一回検討して、そうしてもっといい案

が浮かんでくると思うんですよ。だから、今の

もらっている資料もそうですけれども、それだ

って我々を代表した人に見せて、そしてうまく

通れるようにした方が一番無難だと思いますよ、

私は。だから、そいなことで今ここでその資料



- 98 - 

を公開するんじゃなくて、それでみんな集まる

人に集まってもらって、そして運営委員会なら

運営委員会でもいいし、集まってもらって、み

んなから意見をもらって、そしてやった方が一

番無難だと思います。そうなると今度質問でき

なくなるんで、ちょっと伸ばしていきますけれ

ども、そいなことでひとつお願いしますよ。そ

ういうふうな方向でお願いします。これは後で

回答もらいます。 

  ところで、山屋温泉は終わりまして、今度、

先ほど言った６ページの新庄農業水利事業の農

家負担の軽減対策の助成金、先ほどお話ありま

したけれども、24年間で大体12億6,000万円ち

ょっと欠けるんですけれども、減額ということ

ですよね。そうすると大体年間に5,000万円ぐ

らいの割合で減っていくという、これはだれで

もわかる話なんですけれども。改良区だけじゃ

なくて、農林予算関係に手を入れるときにはち

ょっと考えてもらいたいんですよ、これも。な

ぜかというと、今、国を挙げて農家救済、特に

水稲単作地帯である新庄最上地区の農家につい

ては、本当、現実は調べてみたらわかると思う

んですけれども非常に苦しいですよ、これは新

庄だけでもないですけれども、今の農村は。挙

げれば自殺者も出ているわけですから。そのよ

うな中にあって、たとえ5,000万円といえども、

これを割れば、1,615軒の農家あるわけですけ

れども、たかが2,000円や3,000円じゃないかと、

１軒で割ればね。そう思うかもしれませんけれ

ども、ムードなんですよね。この場所で、今、

小野議員からもなぜここにきてということを言

われましたけれども、この関係ちょっと余談で

触れますけれども、恐らくこれが来年度に響い

ていくんですけれども、来年度、農地、農業関

係の予算が１億円ぐらい減るわけでしょう。こ

のムードがどういうふうにさらに追い打ちをか

けるのか。このようなことあるわけですよ。だ

から、私も非常に心配して見たときに、はっと

思ったんですけれども。 

  そして、この中には、この年間5,000万円、

たかが5,000万円と思うかもしれませんけれど

も、そしてこの裏には、先ほどちょっと課長と

もそこで話しましたけれども、引き継ぎという

か、そういった農業関係の引き継ぎ関係がうま

くいってないんじゃないかなというふうな面も

考えられましたので、ここでお話し申し上げま

すけれども、今、この改良区については、農家

軽減対策の件については、前の農林課の課長と

も話したことがあるんですけれども、農地・水

問題のときに、国が2,200円、県が1,100円、市

が1,100円、合計4,400円という話が出ていたん

ですよ。でも、あの時点では、私はむしろ農家

軽減対策をちょうだいしているのに、またさら

に農家に出すということはちょっと無理がある

んじゃないかなということをお話し申し上げた

ときがあるんですけれども、そうした結果、大

体その計算でいくと農家で5,000万円以上6,000

万円近い金が農地・水・緑に出さなきゃいけな

かったわけですよね。そうすると、当時見た場

合に、もう新庄では改良区に7,800万円とかと

いう農家軽減対策費が出ているじゃないかと。

国から言われるまでもなく、先人がそいつをわ

かっていて、新庄市の場合はもうやっているん

だと。だからそれを相殺したり何だりすると、

やはりこれは全額出すなんていうことはできな

いのかななんて話ししたことは思い出してもら

えばわかると思うんですけれども。そういった

ことも兼ね合わせて、今1,500万円ほどしか出

てないでしょう。1,500幾らかしか多分出てな

いと思うんです、農地・水の予算が。そういっ

たことも引っ張っているんですよ。引っ張り合

っているわけですよ。それで、余り、今言った

先ほどの温泉の問題もそうですし、仲違いしな

いようにやはり行政と我々と一生懸命話も合わ

せ、そして地域のとにかく農家がよくなるよう

にということで、余りいざこざのないように円
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満に解決していこうじゃないかというふうな流

れがあるわけですけれども、今ここで年間に

5,000万円を減らされて、しからばこの5,000万

円がほかに、5,000万円こっちから減らして、

さっきいろんな状況から言うと内容の精査から

見るとそういった軽減対策とか助成金とかとい

うのはうまくないという話ありましたけれども、

確かにそうです。それは是正していかなくちゃ

いけない。だとすれば、来年度の予算の方は別

の話になりますけれども、この5,000万円が来

年度の予算の中に使われているんだとすれば、

名前を変えて農林関係の予算に何か使われてい

るんだとすれば、これはやむなしと、仕方がな

いと思うんです。もしそれがないとすれば、な

ぜ、私も小野議員と同じ、なぜ今この時点で、

新庄の農家が本当に苦しんでいるときにこれを

やらなきゃいけないのか。 

  それから、新庄市では、もう一つ関連あるの

で報告しておきたい、これはなかなか話ししな

いと引き継ぎがなってないようなので。土地改

良区の工事費、さっきちょっと話ししましたけ

れども、これが１俵１斗１升でしょう。これか

らこのようなものは補助するというようなこと

になっていたけれども、古い議員の方はわかる

と思うんですけれども、議会で話ししたとおり、

新庄市でこの補助を出すのに、支払うのに非常

に負担がかかると。だから、例えば20年のもの

を30年あるいは25年に延ばしていけば１年当た

りの出てくるところが低くなるわけですね。そ

うすると市の負担が、助成する負担が少なくな

るわけです。だからそれをやったわけですよね、

延ばして。これはなぜ了解したかというと、農

家はこの延ばされることによって実質の支払い

は、この圃場整備の工事費に対する支払いはふ

えているんですよ、支払いが。ただ、１年の支

払いは少なくなるかもしれませんけれども、延

ばされてますから。実質ふえているんですよ。

それも新庄市の財政がこういうふうなとおりで

すから、そいなものしようがない、あるいは農

家だけそんな金をいただくわけにもいかないと

いうことで妥協案を出してずっとならして、そ

して１俵１斗でしょう。そうしたら今度１俵１

斗も米が下がってきているわけですよ。米が下

がってくればはみ出す分が多いわけでしょう。

そうしたら行政から出すやつも、これももっと

多くてもしかるべきだと思うんですよ。 

  だから、その辺のところも総合的に考えます

と、今なぜこの時期に5,000万円ものこれを削

減しなきゃいけなかったか、手をつけなきゃい

けなかったのかなと。これ前市長にも話したこ

とがあるんです。だから触れなかったんです、

この問題には。なぜ今ここで本当に、何回も繰

り返しますけれども、ここでこれに触れなきゃ

いけなかったのかな。落胆しますよ、これを聞

いたら、1,615戸の農家が。当時は2,500もあっ

たものが今はずっと少なくなってきて、生き残

りをかけた人が1,600幾つかいるわけですけれ

ども、そこのところを考えてひとつ何か見直し

するか何かしてもう少し温かい聞けるような予

算をこの代替として組んでいただけませんか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄副議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 なぜ今かということで、

うちの方でお願いした経緯もありますので、私

の方からあえて説明させていただきますが、こ

れは将来負担比率といって財政の指標の関係で

国から、いろんな債務保証、債務負担起こして

いるものがあったら20年度からのその指標に大

きな影響を及ぼしますから、土地開発公社とか

三セク、そういった債務保証、負担行為、過度

な負担あるいは見直しについてきちっと整理し

なさいというようなことが国から通達が来てい

ます。これを整理しないと、指標を出したとき

に「あなたのところはアウトになる危険性があ

るんじゃないですか。そういった指標は根本か

ら洗い直してください」という国からの指導通
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達が来てございます。 

  その中で、私どもの大きな債務保証、負担と

なっておりますこの二つの債務負担行為につい

て、これまで出された実績、将来出されるであ

ろうという見込み、これを精査していただきま

した。ここに書いている変更前の数字は、これ

は上限でございます。上限です。この金額を出

さなければならないという根拠じゃないんです。

最大限計算して、積算した場合、最大限安全な

範囲でこれを計算してございます。そういうこ

とで、これは御存じのように四つの補助金から

成っています。一つは県営かんがい排水事業償

還金、これを市で全部持つと、地元償還金。そ

れから圃場整備したうちの基盤整備地区、これ

は１俵当たり１万9,492円、それから圃場整備

しなかったところ、これは水代と言われるやつ

です。その負担が米の１斗分に該当する4,900

円ぐらいですけれども、それを超えた分、それ

からもう一つが県営基幹水利事業の10％分、こ

れをずっと計算しますと、その当時積算したマ

ニュアルではこの29億何がしになりました。し

かし、ずっと精査していきますと年間7,000万

円、8,000万円という数字だったと。さらに、

ここら辺から何とか経営的に効率化に努めてい

ただいて軽減化できませんかということで、こ

こからさらに落としていただきました。その積

み上げがきょう現在至っている積算金額です。

将来じゃどのぐらい負担されるのかということ

でも出していただきました。それはさっき農林

課長が答えましたけれども、今後は県営かんが

い排水事業の償還分が減っていきます。ちょう

ど再来年あたりがピークです。それ以後は急激

に減っていきます。そういったことを見込んで、

これを割り込んだ数字ではなくて、安全な数字

を改良区と一緒に計算していただいたというこ

とで、この数字が設定されています。したがっ

て、さっき言われました農地・水・環境保全向

上対策のお金とは一切関係がございませんので、

これは独立した金額として、そちらはそちらと

してきちっと積算した金額で市で公正に負担し

ているということでありますので、どちらとも

因果関係があるとか、そういったことではない

ので、ひとつそういうふうに御理解いただきた

いと思います。お互いに独立した補助金と債務

負担行為だということで御理解願いたいと思い

ます。 

１９番（星川 豊議員） 議長、星川 豊。 

平向岩雄副議長 星川 豊君。 

１９番（星川 豊議員） わかりました。説明、

御丁寧にしていただきましたけれども、事務的

に言えばそうですけれども、しからば来年度の

水・緑の例えば予算1,500何がしというのがあ

りますけれども、これが計算するときにもやは

り、そうであれば別なまたもっと要求をするな

り何するというふうなこともあったんですけれ

ども、いろいろそんなことがあったので、途中

でこれは妥当な線だろうと私は当時思いました。

関連性がないと事務方が言えばそういうふうに

なるかもしれませんけれども、私からすれば関

連があったんですよ。そのようなことで、ごま

かされたなと……、いやいや違いますよ、そう

言うと私が情けなくなりますから、そんなこと

は言いません。丁寧に御説明、あのときもいた

だいたので、私がちょっと勉強が足りなかった

のかなと、もう少し突っ込めばよかったのかな

と思いますけれども。 

  いずれにしても、それもそうですけれども、

今、新庄用水の場合は市民１人当たり11万円の

負担をしてもらっているんですね。だから、こ

れもやはりそういうふうな精査して、非常に生

ぬるいようなことは言っていられないのかと、

それも思います。ただ、先ほど小野議員もおっ

しゃったように、先ほど事務局からも話ありま

したけれども、今、国から言われた、何言われ

たとしても、ひとつはね返して、今はちょっと

まずいと、そのようなことで少し我慢していた
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だいて、無理して農業の方の予算にだけ大まか

に、目立つんです、数字が大きいから。そこに

手つけてもらってどんどん落とされたら、確か

にあれですよ、実質公債費比率は下がりますよ。

これデータもありますけれども、この比率の中

でも大変な金額、大体45億円ですね、そのぐら

いあるので、非常に大変な金額になりますので、

精査しないわけにはいかないと思うんですけれ

ども、本当にやはり何ぼ考えても、今このとき

にそこの分に手を触れないで、もう少しめどの

ついたところでどうかひとつ、そこにメスを入

れてもらうのは結構ですけれども、やってもら

って、ぜひとも来年度の予算あるいは再来年度

の予算でも結構ですけれども、助けていただか

ないと農家は、皆さん承知のとおり、本当にも

う再生できないんですよ。来年の種買う金だっ

てないんだから、今。あとこれで最後なので、

何とか引っ張ることないかと今頭の中で一生懸

命考えているんだけれども、このぐらいでわか

ってくれている方だと思うんですけれども、そ

んなことで、とにかく農業予算については、非

常に疲弊している中ですから余り無理なことを

しないで、そしてよそのやつからみんなで経費

を節減して、そして財政再建の道に進んでいっ

ていただきたいなと、こんなことを結んで、終

わります。 

平向岩雄副議長 ほかに質疑ありませんか。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄副議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 大分時間がたちました

が、同じことばかり言っていると飽きするんで

別なことから入っていきます。 

  次のページ、27ページの斎場費についてちょ

っとお伺いします。 

  今回246万3,000円増額なりまして2,669万円

となりました。18年度の決算では2,214万4,590

円というふうに報告なっています。今回増額す

ることによって、比較しますと455万円ぐらい

増額なったと。建物そのものはまだ新しくて、

設備、機器等は金がかかるということは考えら

れないんですが、その差額がどうしてこういう

増額になったのか。この斎場も指定管理者制度

のもとに今行っているわけです。管理者制度の

目的から何もなされないでこういうふうにふえ

ていくということはその役目を果たしていない

ということになるわけですから、その辺増額の

中身、内容をお知らせしていただきたい。 

  それから、その前に行きます。26ページ、予

防費のところです。予防接種業務委託200万円

あります。これは何の予防接種をしたか。お伺

いしたいのは、いろいろ去年から問題になって

いる若者のはしかが今非常に問題になって、全

国的な広がりではないんですけれども、一部大

学も休学するぐらいにあちこちで見受けられ、

かなり心配、厚労省でも心配なされている案件

だと思うんですが、国・県の方からそれなりの

何か通達、指示があるかどうかということをま

ずお伺いします。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

平向岩雄副議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 ただいま御質問の斎場費で

ございますが、指定管理者ということで管理業

務委託しておりますが、その当時の予算の設定

では燃料代、いわゆる火葬炉に使うのが灯油で

ございまして、60円台だったものを基盤にした

指定管理の委託料を支払っておりました。それ

で、現在は約90円近くになりますので1.5倍近

くというふうなことで、燃料費が相当高騰した

というふうなものと、それから今回の補正、御

提案させていただいたものに関しましては、１

号炉のタッチパネルの修繕ということで147万

円、それから玄関先のロータリー部分あるんで

すが、そこの植栽が何かどうも土が幾ら堆肥入

れたりして、私も前から花を植えたりしている

んですが、植物がどうも育たないようだという

ふうなことで、何回か改修しているんですが、
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今回10万円ぐらいかけて少し整備したいと考え

ています。それから先ほどいった燃料代、それ

からプラスして除雪費が若干足りなくなってき

ているというふうなことで、合計で246万3,000

円というふうなものの補正をお願いしたいとい

うことでございます。よろしくお願いします。 

星川 基健康課長 議長、星川 基。 

平向岩雄副議長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 予防接種事業費、今回200万

円ほど減額しておりますが、これについては年

度当初見込んだ各種予防接種の人数がある程度

精査されましたので、その減額でございます。

内容的には、お尋ねありました麻疹、また三種

混合、二種混合、高齢者インフルエンザ等の分

の減額です。 

  それで、今問題になっております若者のはし

かの件につきましては、厚労省の方でも今回統

一的な対応を示しまして、来年度からちょうど

予防接種が行われて、２回接種が行われていな

い世代に流行しているということですので、そ

この部分に対する接種、定期接種という、予防

接種法で言う法定接種になるというようなこと

で、若年のはしか対策が具体的には来年度から

きちんととられていくということであります。

ただ、高校生であるとか、その辺の世代が自分

でお医者さんに行って受けるという方式なもん

ですから、接種率をどう高めようかということ

がちょっと我々の課題だなと思っているところ

です。以上です。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄副議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 次に本題に入ります。 

  多くの議員の方々から同じ話がいっぱいあっ

て、大変時間もたっているんですけれども、私

からは確認をしておきたいと思います。この補

正予算26ページ、同じ金沢温泉の件なんですが、

これを見たときに私もびっくりしました。ずっ

と流れを追っていまして、私の頭の中には今回

の補正に出てくるとは夢にも思ってなかったん

ですね。「寝耳に水」というのはこのことじゃ

ないかなと思っています。 

  先ほど答弁の中に、９月の補正で1,000万円

出した、あれは18年度分だと。今回の補正の

500万円は19年度分、来年は20年また予算に出

ているんです、500万円ですね、というふうな

出し方をしている。私の頭の中にはそういうこ

とが全然入ってないんですよね。いろいろ何回

もこの議論をやりながら検討してまいったんで

すが、そんな話があったかなと。私の頭には全

然ない。だからこの500万円というのはびっく

りしちゃったんですね。今現在、温泉との話し

合いは実際どうなっているのかな。今後1,000

万円のほかに支援をしていくというふうな話は

私は記憶はあるんですけれども、またしていか

なきゃならないと議会でも皆さんが賛同して、

反対はなかったはずです。私も当然あそこは見

捨てるべきではないと。健康管理、いろんな面

で、各町村も一つの温泉をみんな持っているし、

ましてやあそこの泉質からいって非常にいい泉

質であると私も認めております。 

  年間10万人の入場者がいるというふうなこと

ですが、当初あそこがオープンしたときは１日

1,000人を超えたというのがざらにあったわけ

ですね。1,000人といえば大した数になるわけ

ですが、そこまでいかなくても、あそこの整備

を今後やればもっと入場者が、入浴者がふえる

ということは確実にわかるんですが、さっきも

話あったんですが、周辺の真室川、戸沢、一番

多いのは舟形のあそこは何ていいましたっけ、

若あゆ温泉ですね、あそこが一番やはり人数が、

入場者が多いようですね。去年も大改装をやり

まして、相当な利益を上げていると聞いていま

す。新庄のお客さんもかなりあそこへ通ってい

っています。事実、私も２回ほど行ってみまし

たが、新庄の人がおります。 

  そんなことで、こっちを整備すれば10万が20
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万になるというふうなことはわかるんですよね。

ですから、この中でも運営費補助金という形で

出していまして、課長の話を聞くと経営の一助

だと、経営に対して補助金を出してというふう

な感じを受けるんですが、是非というふうなと

ころから関連から見ていけば、そのままずばり

運営費イコール経営ですから、その資金繰りに

経営上の困難にこの補助金を出すというのは、

これは筋が違うと思います。ですから、皆さん

さっきから言っているとおり、その経営計画な

りを出して、その中からどういうふうなことを

やっているか見ながら、どれに補助金を出すべ

きかということになってくると思うんです。そ

うするときっちり500万円というふうな数字も

またこれはおかしな話ですね。何も精査されて

ないというふうにこちらでは受け取るしかない。

今後こういうことでやるべきでないし、坂本課

長からは一々その資料を議会に提出する性格の

ものでもないというふうなことを言われました。

そのとおりかもしれないんですが、本件に関し

ては、何回も申し上げるとおり、みんな長時間

かけてけんけんがくがく、どんな方法をやれば

この温泉が成り立っていくかというようなこと

でみんな心配しているわけですよ。ですから、

出すべきでないと言った人はだれもいない。今

後あそこを何とかしていかなきゃと思う人が逆

に多いんですよね。だから金額が多い少ないも

言ってないし、その方法、提出の仕方が間違っ

ている、きょうも言っているわけですから、そ

の辺はやはり心にとめながら、出すものを出し

て理解を得ながらみんなで協議して、ひとつそ

の事業を育てていくと。これは地場産業の育成

にもかかわってくるんですよ。いろんなことに

関係してくるので、今回はその手法を問うてい

るんだと私は思うんですよ。そんなことで、な

るだけ通してくれというような課長の話もあっ

たんですが、私は見た瞬間にこの予算は通すべ

きじゃないと考えていたんでですよ。 

  それから、最後に言いたいことは、どうも執

行部の皆さんが財政の危機というものを実感し

ているのかどうかと私は疑いたくなるんですよ

ね。見えないんです、そういうふうに。ぼっと

こういうものが出てくるということは、出せる

財政力を持っているという、甚だ結構なことで

すね。中身とやっていることが裏腹と、私はそ

ういうふうに思っているんです、随分あるんだ

なと。私が坂本課長だったらこんなときに、３

月に出さないですよ。こういう財政危機と騒が

れて、一時は夕張の次は新庄なんて市民からも

声かかって、今でもワースト８でしょう、上か

ら８番目と言われてるんですよ。そういうふう

に見えない。だから、いつも私は酸っぱくもう

少し危機管理をもって慎重にやるべきだと言っ

ているんですけれども、こういうのが出てくる。

とすれば、さっき可決しましたけれども、議会

案第１号なんていうのは出さなくたっていい、

私はそう思う。あんた方もう少し慎重性と緻密

と、もう少し検討してやっていかないと言われ

るんじゃないですか、もっていけますか、それ

よりも。いろんな来年度の予算も見ましたが、

ああいうふうな予算執行では新庄はもたないと

私は思いますよ。じゃ質問したこと、答弁して

ください。 

星川 基健康課長 議長、星川 基。 

平向岩雄副議長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 会社との話ということ、最初

ありましたけれども、会社と専ら私が窓口とな

って協議してきました。私の方からは、市の方

からはいろいろな問題が片づいたら継続的な支

援というふうなことは議会の場でも申し上げて

いましたし、そのような話をして、そのための

条件としては計画書を提出いただくこと、そし

て市の支援の主たる用途としてはきちんと利用

者のサービスにつながるようなこと、そういっ

たことを申し上げてきた、そういった会社との

話の経過はございます。 
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  また、運営費補助としたことについてのお話

もございましたけれども、必ずしも施設・設備

改修等の経費でなくて運営費だということにし

た理由は、そもそも市の支援で経営の安定化を

図っていただいて、安定化のためには収入をふ

やさなければなりませんから、利用者が喜ぶよ

うなサービス向上対策をして、それがお客さん

の増につながり、収入の増につながり、安定化

が図られると。その最初の施設・設備の修繕な

りサービス対策なりに充てるということで、サ

ービス対策とか経営の安定化のためにというこ

とでありますと補助の対象の用途としては相当

に広がりますから、必ずしも前回のような施設

整備費補助金ということにはならないもんです

から、運営費補助金というようなことにしたと

ころであります。 

  また、提出の仕方については先ほど来皆さん

から御指摘受けているとおりでありまして、申

しわけなく思っております。 

  なお、財政云々は政策経営課長、お願いしま

す。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄副議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 財政的なことの前に、

文書、資料の提出について、出さなくてもいい

というのは通常一般の普通のケースでありまし

て、この場合は必要であるというふうなことで

あればまた別だということで御理解いただきた

いと思います。 

  それから、財政再建中の財政危機を感じてな

いんじゃないかいうことで言われましたけれど

も、非常に感じておりますし、極力そういった

節減に努めてございます。歳入対策、それから

歳出のいろんなスリム化といいますか、精査し

ながら財政運営に努めていますので、今後もそ

ういった視点で努めていきたいと思います。 

平向岩雄副議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後５時１４分 休憩 

     午後５時２３分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄副議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 私が質問した答えが来

てないのがあるね。星川課長、その温泉との話

で一番大事なこと、19年度だけで1,500万円、

結局これが通ればですよ、払うことになる。だ

からその流れ、年間どういうふうな支払いして

いくんだかと、さっき言ったでしょう。1,000

万円というのは18年度だという答弁があった。

だから19年度はこの補正で出すとすれば500万

円、500万円ずつ出していく。来年度は新年度

予算で500万円が出ているんだから、どういう

ふうな話し合いのもとにこの500万円が出てき

たんだかというのを言ってもらわないと、回答

なってないから。 

  それから、五十嵐課長が答弁されたんですが、

重油の差額とタッチパネルとロータリーの土の

入れかえで246万3,000円出したんだと言うんだ

けれども、昨年度の決算で、さっき言ったでし

ょう、もうそこで200万円が今年度はふえてい

るんですよ。だから、そのふえた理由、中身が

どうなんだと私聞いているんです。 

  それからもう一つ、財政再建を真剣にやって

いますと坂本課長は言ったんだけれども、私の

目から見るとそうは見えないと言ったのは、五

十嵐課長が答弁したんだけれども、ロータリー

の土が余りよくないから入れかえして10万円か

かったんだと。今こういうものを、今現在必ず

やらなきゃだめなんだかということ、あそこに

花がなければ斎場が成り立たないんだかと私は

言いたいんですよ。そういうものを一つずつ切

り詰めて我慢して、市民に理解を得ていかない

と財政再建はならないと私は言うんですよ。だ

から前にも言ったように、「わらすこ」のとき
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に言ったでしょう。たかが285万円という考え

かと聞いたときに坂本課長は「そんなことはあ

りません」と答えた。答弁はそうですけど、私

から見るとそう見えるんですよ。真剣にこれは

再建にかかってないというふうな見方をせざる

を得ない、残念ながら。何にも苦しいところ、

私から見てですよ、さっぱりない。だとすれば

何も市長みずから50％だって削減する必要がな

い。何も効果ないよ、そんなことやったって。

たかがそれこそ400万円、500万円、報酬を削っ

てみたって、片方ではずるずる精査もしないで

予算化して執行したとすれば水の泡でしょうが。

だから１件１件もう少し慎重にやってもらいた

い、どの課も、どなたさんも。執行者側として

真剣に物をよく見て、我慢できるものは１円で

も出さないように。これが大きくなって歳出削

減になっていくんじゃないですか。だったらか

わりに財源求められますか、皆さん、新たに。

そういうふうなことやったんだら。ないから出

す方を渋るしかないと思う。私から見れば何も

苦しくない、新庄は。大したもんだ。 

  じゃ星川課長、答弁。 

星川 基健康課長 議長、星川 基。 

平向岩雄副議長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 額の話かと思ったんですが、

金額の。金額については、交渉の結果このよう

な額になったということではありませんで、先

ほど言ったような考え方で、市として定めた補

助金額ということであります。 

   （「毎年何ぼずつ出すんだかという話あっ

たかということ」と呼ぶ者あり） 

星川 基健康課長 継続的な支援ということでお

話しした経過はございまして、今回、会社側か

ら提出された計画書は３年間の改善計画です。

市としては一応３年というのは念頭に置きなが

ら、今、予算として示しております19年度分と

20年度分、これについては補助していこうと。

３年目についてもその流れの中で補助というこ

とも考えておりますけれども、その先のことは

特に私どもとしても考えておりませんで、それ

はそれで計画がどのような形で実現して、市か

らの補助がどのような形で生かされて、またそ

れが利用者にどう還元されているか、その辺の

評価によってまた判断すべきものだろうなとは

思っております。 

   （「500万円ずつ出すことは約束したの」と

呼ぶ者あり） 

星川 基健康課長 額は約束しておりません。 

   （「来年度として出す予算さ500万円のって

いるんだから、そのことを約束しているかして

ないかということよ。ちゃんとおれの言ったこ

と」と呼ぶ者あり） 

星川 基健康課長 約束というような形にはなっ

ておりませんが、ただ、継続的に支援していく

ので、一定の期間の計画を出すようにというよ

うな話をした経過はございますから、それから

19年度分、20年度当初分ということも話として

はなっておりますので、その辺は、ただ、約束

というのとはまた違うかもしれませんが、そう

いう話には話の経過の中で、一連の中では出た

とは思っています。 

平向岩雄副議長 ほかに質疑ありませんか。 

６ 番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄副議長 遠藤敏信君。 

６ 番（遠藤敏信議員） 先ほど来話題になって

います奥羽金沢温泉の補助金、もう一つは６ペ

ージの新庄農業水利事業農家負担軽減対策助成

金、これについては確認をするものであります。 

  温泉の補助金については、先ほど来何回も皆

さんから言われている話ですけれども、去年こ

こで大いにもめたというふうな経過があります。

今回、所管の委員会などに事前説明もなく唐突

にまた出てきたというふうなことに問題がある

のではないかと思いました。山屋温泉の泉質に

ついてはいいというふうなことは、私もけがし

た際によく通ったというふうなことで、わかり
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ます。皆さんもそのことについては理解してい

ます。ただ、経営状態がどうかというふうなこ

とについては、これはまた別の問題であります。

ただ、補助をして悪いというふうなことをここ

にいる議員の皆さんの多くが望んでいるわけで

はない。ならば、きちんとあそこに補助しなけ

ればならないという理由、それをわかるような

形で伝えてもらいたいというふうなことです。

先ほど計画書があるというふうなことを言われ

ましたけれども、それがあるならば、こういう

ふうな計画書があるというふうなことのもとに、

これで市民の健康増進のために新庄市としても

力をかしてあげたいというふうなことを説明す

ればいいんじゃないかと思うのです。あれば出

すような形で理解を求めてはいかがでしょうか、

これが１点。 

  もう一つ、農家負担軽減金については、先ほ

どの星川議員とまた違う形で、いわゆる新庄市

での負担金、つまり土地改良区に出す補助金が

少なくなったというふうなことは、私は喜ばし

いことだと思うんです。新庄市は実質公債費比

率が高いというふうなことで、補助金とかさま

ざまなものを見直しをかけて精査してもらった

というふうなことの結果かもしれませんけれど

も、それを受けて改良区側でさまざまなことを

詰めた結果がこうだったというふうなことでは、

よいことだと私は思うんです。29億円というふ

うなものが上限というふうなこと。平成５年当

時の議会だよりが私の家の壁に張ってあります。

なぜ補助が必要かというふうなことが書いてあ

ります。議会でどうしたかというふうなことが

書いてありました。そういうふうなことでは、

そこに大きな市民の税金が投入れているわけで

すね。非常に農家としてはありがたいというふ

うな思いと、市が財政上こういうふうに困窮し

ているときにこのような大きな助成をここの分

野にもらっていてちょっと心苦しいなというふ

うな思いがありました。こういうふうなことで

詰めて努力の結果としてこうなったというふう

なことであれば、すごくそれは評価できる。た

だ、その29億円というふうなものが当時のどん

ぶり勘定でバンとつくられていて、黙っていれ

ばそのままそれを出し続けていかなればならな

かったのかと思うと複雑な気持ちもするんです

ね。確認です。これはさまざまな立場で努力さ

れた結果だというふうなことで、これはつまり

農業助成金が減ったというふうなことでなくて、

さまざまな部署で努力した結果なんだと、これ

は悪いことでないんだ、いいことなんだという

ふうなことで受けとめていいわけですね。 

星川 基健康課長 議長、星川 基。 

平向岩雄副議長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 計画書を出すことについては

問題ありません。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄副議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 ただいまの件につきまして

は、先ほどの助成について事業地区と維持管理

地区というふうなことで先ほど申し上げました。

その中で、水代というふうなことと、それから

工事に要したいろんな１反歩当たりの償還金、

いわゆる農業金融公庫から借り入れした額の償

還額が、１反歩当たり超えた部分が今の現状に

合った試算ということで積み上げた結果こうな

ったというふうなことでございます。そのほか

に29年まで、平成４年に議決なった国営事業の

償還金が48億円という、市が10％、改良区８％

の部分を全部市が負担すると。そのほかに基幹

水利と国営造成という、その事業費も10％ある

いは25％負担すると。総体的には減額という形

にはなっておりません。今まで改良区といろい

ろ詰めた、調整した結果だと思います。以上で

す。 

６ 番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄副議長 遠藤敏信君。 

６ 番（遠藤敏信議員） わかりました。奥羽金
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沢温泉についての助成ですけれども、いわゆる

計画書を出すというふうなことであれば、それ

を示し、その後皆さんの意見を聞くなり同意を

求められたらいかがでしょうか。おさまりつか

ないべや、だって。おさめようとは思わないけ

れども。 

平向岩雄副議長 暫時休憩します。 

 

     午後５時３７分 休憩 

     午後５時３８分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄副議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 今回の補正については、基本的に

皆さんから提出方法がまずいというような御指

摘だというふうに思います。それに対しては議

長と相談し、代表者会等を開かせていただいて、

今後進めさせていただくと。 

  さまざまな御意見いただきました。だれも出

すなとは言っていないというようなことであり

ます。そういう意味で、これまでの流れを、大

変失礼な話ですけれども、流れを言うと、開業

以来１億数千万円という税金が納まってきたと

いう事実は事実としてとどめなくちゃいけない

と。近郷近在にできた施設等によって非常に利

用度が下がった、また施設も悪化してきたとい

うことで、ぜひ新庄市に支援していただけない

かというような話があった。そのときに、財政

状況が非常に悪化していた状況の中で、精査し

なければ今は支援できないというような状況が

あった。それに対して会社側の方が、じゃ私ら

が納めた金額に対してこたえてもらえないなら

ば滞納するというふうな行動に出たという事実

があると思います。それに対して支援策はどう

なんだというふうな協議を進めてきた結果、滞

納をまず整理しようと、その次に出てきたのが

延滞金の整理だろうと、それを確認して事業を

進めなさいと言ってきた経過が議会の中でもあ

ったと思います。これは対会社と市、議会との

信義にかかわることだということでもあります。 

  今回のことについては、設備計画、会社側の

本当の意味での内容、困窮の状況についての資

料を提出していただいておりますので、そこか

ら判断し、今の財政上、補助できる形では市側

としては500万円だなという判断をしたという

ことで出させていただいたわけですけれども、

そういうふうなこれまでの大変重い経過があっ

た割にはこんな形でぽんと出るのはおかしいと

いう御指摘がございまして、今後、議長にお願

いいたしまして、代表者の方より今後の取り扱

いについて御協議いただければありがたいと思

います。よろしくお願いします。 

６ 番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄副議長 遠藤敏信君。 

６ 番（遠藤敏信議員） ということは、この補

正予算、きょうここで賛否を問わないわけです

ね。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄副議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 それについても会派代表者会議で、

資料の提出、必要なもの等お話しいただいて、

今回はそれを代表者会議の方で、この補正は外

しておいて、別の補正については本日通してい

ただかないと業務上非常に執行困るというふう

なことでございますので、その辺の御協議いた

だいて、しかるべき措置をとりたいというふう

なことでございます。よろしくお願いします。 

平向岩雄副議長 ほかに質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） ほかにということで、

18ページの21の６で借換債ということで出てい

ます。これは公的資金の借り換えが５％以上の

ものができるようになったということのようで

す。これについて今まで何度も公的資金の借り
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換えをすべきだと言ってきたことが、できない

というふうに今まで言われていたのがなぜでき

るようになったのか、その辺、国のことだから

わからないのかもしれませんが、その点。 

  それから、さきの全協で一般会計以外にも全

部入れまして３年間で13億７,000万円ほど借り

換えする予定になったわけなんですが、それら

の延べ節約分は、利息の予想というか、今回の

分は1,500万円ほどだと聞いたわけなんですけ

れども、３年間でどれほど利息節約になる予想

なのかお願いしたいと思います。 

  それから、10ページの１の１の個人市民税で

3,350万円の減額になっています。この理由と

して収納率低下ということを言われたように思

います。ここで、市民が情報不足でありますと

税金が高く請求されることになるのではないだ

ろうかと思います。そういう意味では情報をも

う少し丁寧に、今、市民税が特に高くなってお

りますので、情報を丁寧に周知する必要がある

だろうと思います。 

  具体的には、このたび２月になって確定申告

のときに、介護度３の方の御家族が障害者控除

認定になるということを全く知りませんでした。

この方々２世帯は特別障害者控除になったよう

なんですけれども、そういう意味では今までの

周知方法だけでは全く情報不足の状態なんだな

と改めて感じました。そういう意味で、介護認

定とともに控除認定書を発行できるという通知

を一緒に郵送してもいいのではないかなと思う

んですけれども、どのようでしょうか。 

  それから、25ページの３の２、生活保護医療

費扶助費が430万円余ふえていますが、これは

今後ふえる見込みではないかと思われますが、

その見込みについてお願いします。 

  それから、19ページの１の７で地方バス維持

補助金が197万円とふえています。これは利用

が減っているからではないだろうかと思うんで

すが、鮭川バスの利用はどうなのか、その点に

ついてお聞きしたいと思います。 

  それから、27ページの４の２に容器包装リサ

イクル事業費でマイナス40万円となっています。

リサイクル回収が少なくなっているのではない

かなと考えると残念な気がするんですが、この

内容をお願いします。 

  それから、28ページの６の３で強い農業づく

り交付金222万円の内容について、原油高騰対

策で農業機械を購入して助成をしたということ

でしたけれども、農業機械購入が原油高騰対策

になるのだろうかと思うのですが、農家にとっ

て本当に原油高騰対策になるようなものが考え

られる必要があると思うんですが、そのことを

どう考えているのかお聞きします。 

  それから、29ページの７の２に金融対策でマ

イナス224万円になっています。いろいろ設備

資金のための融資というようなことが多いよう

な気がするんですが、今、原油高でかなり仕事

に影響、営業をやっている人たちが大変なよう

です。石油をよく使うある業者の方は、安いと

きから比べると２倍にもなっていると、石油関

係が、何とかの溶剤とかナイロンの包装とか。

そういうふうになっているとき、本当にこれは

営業の危機だと思います。そういう金融対策を

自営業などを中心に、農家もそうですが、考え

る必要があるし、要望していく必要があると考

えるんですが、どうでしょうか。 

  あと、15ページの15の２で灯油購入費助成県

補助金がありました。これは大変丁寧に、実は

回ってみて、「申請を知らなかったんだけど、

もらえた」「うれしかった」という声が聞かれ

て、頑張っていただいた担当係には本当にあり

がたいなと感じております。この補助を受けた

世帯数はどのぐらいになったのか把握していれ

ばお願いします。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄副議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 質問項目が非常に多い



- 109 - 

ので、簡単にお答えします。 

  公的資金の借り換えですが、なぜ今というこ

とですが、非常に地方財政が苦しくなっている

と。その中で、昭和60年代から平成の初めにか

けて借りた起債の利子が非常に高いと、率が非

常に高いということが全国から、これじゃうま

くないということで、要望が来ていたというこ

とで、国の方でその軽減のために動いたという

ことであります。 

  節約はどのくらいかということでありますが、

これは時期がばらばらでありますので、対象と

なるものが一斉にスタートしたということを仮

定して考えますと総額で年間6,600万円の効果

があるというふうに私どもでは財政的には試算

してございます。これはあくまでも時期、それ

から利率いろいろ変化ありますので、あるいは

借り換え、繰り上げというようなパターンが違

いますけれども、あえて無理な計算をしますと

大体このくらいの効果があると。 

  市営バスでありますが、一昨年の10月から昨

年10月までの１年間、バスの利用についてはそ

ういった変則、10月から９月までということの

計算で、利用率が低ければ補助金を出すという

ようなことで計算した結果、土内線、堀内線、

まだ廃止しないで動いていた段階です。それか

ら羽根沢線、それから大蔵の烏川線、そういっ

たものの赤字が思ったよりも多かったというこ

とで、持ち出しの補助金がふえたということで、

今回補正させていただくということであります。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

平向岩雄副議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 ２点ございます。最初に

生活保護、25ページ、430万7,000円、これは医

療扶助であります。特に今年度医療扶助がふえ

ております。と申しますのは、入院患者の方が

多いということ、特にがんの方、末期症状の方

もいらっしゃいますが、手術あるいは入院とい

うことになりますと一月150万円から200万円ぐ

らいかかると。通常ですと五、六十万円ぐらい

ということでありますが、そういう方が４人な

いし５人いましたということで、医療扶助につ

いての補正ということでお願いするわけであり

ます。 

  あともう一つ、灯油の件でございますが、前

回ちょっとお話しいたしましたけれども、うち

の方で課税の状況が把握できるもの、と申しま

すのは、課税状況を見てもよろしいよという同

意書をいただいている方、例えば生活保護とか、

あるいは児童扶養手当、特別児童扶養手当とか、

そういう方についてはほとんど交付をしており

ます。それ以外、高齢者世帯とか、そういう方

については若干交付の数が少ないもんですから、

本当は２月15日に締め切りということでござい

ますが、一月延ばしました。３月15日というこ

とにいたしまして、今、集計中でございます。

その間、民生委員の方には全員いろいろ回って

いただきまして、情報を提供していただきまし

た。なお、もうちょっと時間がありますので、

努力したいと、そういうふうに考えます。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

平向岩雄副議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 容器包装リサイクル事業費

の瓶の処分業務委託料の減額40万円なんですが、

これは瓶の処分の業務委託なんですけれども、

約50トン減ったということなのですが、これは

リサイクルが減ったことにもなりますけれども、

逆に言うと、もともとごみとして出す量、これ

の絶対量が減っています。リサイクルプラザの

方のごみの量が、埋め立てする分がもともと減

っているものに関して、リサイクルの方の当初

予定した450トンから400トンになっております

が、私の方としてはごみが出なくなったという

ことで喜んでいるところです。以上です。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄副議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 山形県強い農業づくり交付
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金について説明させてもらいます。 

  これについては、省エネルギー、原油高騰対

策の事業でございますけれども、正式な名称は

省エネルギー型農業機械等緊急整備事業という

ふうなことで、これは県の方から通知が、要綱

がございまして、いわゆるいろんな生産組合に

対して、各農協とか市の方にもいろいろ募集と

いいますか、来まして、それで小泉の転作組合

のソバ組合がございまして、その中でコンバイ

ンがぜひ必要だということの申込みがありまし

た。それでいろんな計画書を作成して、これを

県の方に申請して、県の方で認められたという

ことで、機械自体666万円の３分の１の県の補

助です。これはいわゆるトンネル事業といいま

すか、県の補助で、歳出としては222万円を小

泉の転作組合の方に支出するというような事業

でございます。目標としては30％の燃料削減と

いうふうな省エネルギーの機械の導入でござい

ます。以上です。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄副議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 金融対策事業費について

お尋ねでございます。 

  これにつきましては、企業さんがお金を借り

る際に、新庄市、山形県、そして保証協会、そ

の当該の企業さんがお金を借りる際に保証する

というふうなことでございます。今回、減額補

正ということでございますが、これまでの実績、

また年度末までの需要予測をもとに減額してご

ざいます。 

  なお、まだ余裕を持った形でありますので、

いつ何どきでも対応できるようにはしてござい

ます。以上でございます。 

田口五郎税務課長 議長、田口五郎。 

平向岩雄副議長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 障害者認定を受けている方の

中で、税法上の障害者控除を受けられるという

ことを通知しなさいという御質問でございます

けれども、現在、申告の受け付け期間中でござ

います。国税、すなわち税務署、それから市税、

市役所双方で申告の必要性につきましてはいろ

いろな場所でＰＲを図っておりますし、それか

ら、昨年、確定申告を国税になさった方につい

ては基本的には国税から、税務署の方から、そ

うでない方については税務署から確定申告書を

発送した方のリストをいただいて、それ以外の

人で申告が必要と思われる方については新庄市

の方で申告書を送付してございます。ただいま

確認しましたところ、市税の申告の説明書には

そういったことが書かれてないということであ

りましたので、来年からはそういったことも書

き入れしたいと思います。 

  ただ、必ずしもすべて確定申告が必要な方だ

けではございません。給与所得者の場合、年末

調整で済んでいる方がほとんどでございますの

で、そういった方に対する周知方法等につきま

しては、実際に証明書を発行していただく福祉

事務所と税務課の方で協議して、効果的な周知

方法、多分市報等に掲載するのが一番効果的か

なと思っておりますけれども、そういった方法

を検討してまいりたいと思います。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 今の税金の申告のこと

の介護度に応じた障害者控除認定についてなん

ですけれども、今までも広報で何度かお知らせ

しているようなんです。それはそれで前進だっ

たとは私は思っていたんですけれども、実際に

はなかなか自分のことだと思えないというか、

自分の家族のことだと思えないようなんです。

ですから、介護認定、あなたの家族が介護度３

になりましたという認定書を送ったり、お知ら

せすることは必ずあるわけで、そのときに「障

害者控除認定も申請してくれば控除認定書を発

行します」と書いてくれると、大事にとってい

ると思うんですよ、税金のときまでに。そのよ
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うにしてはどうかなと思うんです。それはどう

でしょうか。 

  それから、生活保護の医療扶助の方々のお話

なんですけれども、生活保護を最近受けた方が

大変ほっとしておられました。今まで生活保護

の認定より明らかに少ない年金で我慢して我慢

して我慢して暮らして、１日300円とか500円で

暮らしておられたそうです。その実態を市の福

祉担当がある形で知って、措置して、見てくれ

て、医者に行くときには電話くれればすぐ行け

るようにするから、無料で行けるようにするか

らと言ってくれたことにほっとするというか、

非常に精神的な安定を得たと、うれしかったと

言っていました。そのときに、電話すればいい

んですけれども、市役所がない土日に医者に行

かなければならないときもあるわけなんですけ

れども、そのときはどうしたらいいんだろうか

と不安がっています。そういうことを考えると、

そういうときのためにはどうしたらいいのか。

また、そういうことを心配しなくてもいいよう

に生活保護世帯用の市独自の医療証みたいのを

つくって、これを窓口に見せれば窓口が「了

解」と、こうしてくれるような、そんなことを

やってくれたらなおほっとできるんじゃないか

なと思いますが、その点いかがでしょうか。 

  それから、先ほど羽根沢線、赤字多かったと

いう答えをいただきました。羽根沢というのは

鮭川村のバスのことだと思います。これについ

て、特にあたご町の方だったんですけれども、

早過ぎて今乗れないと。ひとり暮らしで、買物

に行きたいときに使いたいわけなんですけど、

本当は10時ごろ週２回でもタクシーとか市バス、

福祉バスなんかを回してくれたら数人で乗れる

のになと言ってました。そんなことはできない

だろうかと思うんですが、そういった検討など

は必要じゃないだろうか、その点についてお願

いします。 

  それから、容器包装リサイクルの問題で、こ

れは瓶の処分の量が減ったということだったよ

うです。ペットボトルもリサイクルしているわ

けなんですけれども、最近、ペットボトルの飲

料用は間違いなくリサイクルしていただいてい

ましたけれども、それ以外のペットボトルも実

はありまして、それがリサイクルならなくて、

市民としては難しいものだなと思っている人が

少なくないように思いますが、そのほかのペッ

トボトルも実は最近原油高もあってリサイクル

に回るようになったということを聞いたんです。

そういう意味では、それらも入れて、燃やすご

みを少しでも減らすようにしてはいかがかなと

思うんですが、その点いかがでしょうか。 

  それから、先ほど金融対策のお話を伺いまし

た。借りるときに保証するという対応だという

ことなんですけれども、原油高で苦しんでおら

れる方は、原油高は当分続くだろうし、大変営

業に困難を来しているような状況だと思うんで

す。だから、貸すと言われても返すめどが立つ

だろうかと、農家もそうですし、自営業の方も

そうですし、大変な思いをしておられるわけで

す。そういう意味では、原油高に脅かされてい

る中小企業や農家に対して、原油高の部分を補

うような、福祉灯油のような、そのような政策

が必要なんでないかと言っていただきたい、市

だけでは無理だと思いますので、そういったこ

とはどうでしょうか。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

平向岩雄副議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 障害者の認定控除につい

てでございますが、毎年このように「新庄市在

宅福祉サービスのお知らせ」ということで、サ

ービスの内容を記載した冊子を全戸配付してお

ります。その中で「税の控除のための認定証等

を交付」ということで、三、四行の案内ですけ

れども、ここにそういう周知をしているところ

であります。これは毎年こういう形でやってお

ります。介護認定を受けた方全員が障害者控除
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を受けられるということではございませんで、

医師の意見書というものが必要になるというこ

とであります。しかしながら、障害者控除を受

けられる方が受けられないということのないよ

うに、その点は今後とも配慮したいと考えます。 

  あと、先ほどの生活保護の件でございますが、

緊急の場合にケースワーカーの電話等がわから

ない場合には市役所に電話が来る場合もござい

ます。その場合には、各ケースワーカーの連絡

先等がわかりますので、その都度対処したいと

いうことであります。生保ではございませんが、

例えば火災なんか起きた場合には環境課長から

私にすぐ電話が来ますので、私がケースワーカ

ーなり担当者にすぐ電話をして、日常用品、毛

布とか、そういうものをすぐ配付するというこ

とになっております。そのような形で今後とも

やっていきたいと思います。以上です。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄副議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 バスの件でありますが、

昨年４月からあの線は、山交が路線を廃止しま

して、鮭川村が運行主体となって運行していま

す。したがって、運行主体は鮭川村なんで、鮭

川村の運行ダイヤに従ってやっています。あく

までも新庄市にとまるのは鮭川村から来る方の

利便性主体だということなんで、そういう仕組

みになっています。 

  なお、市でも意見を言う機会がございますの

で、今いただいた意見はその機会をとらえて申

し上げたいと思います。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

平向岩雄副議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 ペットボトル等々の回収の

件だったんですが、飲料以外のものというふう

な御指摘だったんですけれども、飲み物、いわ

ゆる飲料以外にも食品関係の例えばしょうゆと

か、そういったものはリサイクル可能です。あ

くまでもこれは容器包装リサイクル法に基づく

リサイクルというふうなことで広域の方で補助

金を受けながら処理していますので、それ以外

のものと言われるとちょっと私の頭の中では余

り思い浮かばなかったんですが、農薬とか化粧

品とかは、これは危険があるのでだめだという

ふうなことになって燃料にしてしまうというこ

となので、具体的に疑問点あるとすれば、個別

の品目を言っていただければ御回答できると思

います。よろしくお願いします。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄副議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 原油高で会社の運営が大

変であるというふうなことでございますけれど

も、確かにそういったことも聞いております。

この制度につきましては、設備投資だけではな

く、こういった運転資金についても可能でござ

いますので、もしそういった方がいらっしゃれ

ば御相談していただければと思います。以上で

す。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） ペットボトルというの

では、例えば食べ物を入れる容器の中に、本当

はペット以外の回収になるから間違いなくそっ

ちにしてもらいたいというのが市の願い、市の

ような場合は考えているわけなんですが、業者

の方はペットを使って食品を入れるものにして

いるのもあるんです。例えば漬物などとか入っ

ていたりしております。それが今のところは燃

やす方にみんな投げるようにしているわけなん

ですけれども、それが回収になるということを

お聞きしました、安い金額であるようですが。

そういうことも調べて、少しでも燃やすごみを

減らしていくようにしていただけたらなと思い

ます。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

平向岩雄副議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 あくまでも四角の枠の中に
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「ＰＥＴ」というふうな文字があります。卵パ

ックの場合はまたちょっと違った表示になって

いまして、漬物パックとか、それらの素材が合

わさると再生がかなり難しいというふうなこと

で、そのほかにもビニール類なんかは、今、油

化、油にしたいというふうな試みも一部の業者

さんでやっていますし、例えばビニール系のも

のを再生するにはまた収集を個別にする運搬料

とか引き取り料とか、燃やすよりも相当額もか

かるというふうなことで、前提としてはリサイ

クルというふうなものに将来持っていければ理

想だと思うんですが、かなり細かい点まで注意

しながら新庄市ではリサイクルに励んでいると

ころです。以上です。 

平向岩雄副議長 ほかにありませんか。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄副議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 金沢温泉は86年に開業

いたしまして、年間約10万人の入浴客があり、

温泉側が日帰り入浴客から75円を徴収し、市に

納める入湯税は周辺の環境整備の目的税でもあ

って、温泉側は改修に市の支援がないとして未

納もあったんですが、その後、市は「支援は入

湯税の納入が前提」と説得を続けまして、温泉

側は昨年７月から全額納入を前提に分割納入を

始め、残金も一括納入されたと。温泉側は市に

空席の監査役の人選とともに支援の継続を求め

ていたわけです。金沢温泉は人気もあり、市民

の健康を守るためにも、私の意見ですけれども、

今回は500万円の支援をしてもよいのではない

かと思います。答弁は要りません。以上です。 

平向岩雄副議長 ほかにありませんか。 

３番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 

平向岩雄副議長 斎藤義昭君。 

３番（斎藤義昭議員） さっきから手を挙げてお

ったので、一言だけ。 

  私も記憶が定かでないんですが、昨年の９月

の議会は1,000万円の補助の予算計上したんで

すね、私の記憶では。そのとき、延滞金の提出

もしないで補助金はないじゃないかと議会でも

めたわけです。私こういう発言した記憶があり

ます。銀行から借りて1,000万円納付して、補

助金もらったらいいんじゃないかと、私、半分

おかしな発言ですが、「余り見え見えじゃない

か」なんて私言われた記憶があります。あの当

時1,000万円という根拠は、私も随分山屋の温

泉に行きますけれども、トイレでもすごかった

んです、ドアでも。お金もらって利用していた

だくにはこれでは大変だなということで市でも

そういう計上されたと思いますけれども、そう

いう経過があったわけです。 

  ほかの自治体にしても、ああいう１億のふる

さと創生資金を基本にして施設随分つくって、

そのほか億単位で負担してやっていたわけです

ね。そういう面では新庄市は助かってきたと思

うんですよ。ただ、この出し方がちょっと私も

まずいなと思っている。例えば、今回３月議会

の中で補正とすぐ当初予算と500万円ずつ出し

ているでしょう。この辺はどういういきさつか

なと私も感じているんですが、例えば当初予算

の場合は執行まで時間かかりますね。ただ、補

正ならばそれより早く金を出せるということが

あったのかなと私なりに判断しておりますけれ

ども、ただ、今、当初予算で金が早く出せると

いうことは、たって必要だという感じを持てば

そういうふうになるんでしょうけれども。 

  前にこういうことあったんですよ。20年以上

前なんですが、あの当時、農道に敷砂利制度が

あった。敷砂利を全部させてから、その後に予

算を出してよこすと、補正で、それで随分もめ

て大変なことがあったんですよ。使ったものに

出すというのはどういうことだというのがあっ

た。このケースはそういうことではないと思う

んですが、その辺の分離して出した内容がどう

いうものか、これ１点だけ確認したいと思いま

す、今後の勉強のために。 
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星川 基健康課長 議長、星川 基。 

平向岩雄副議長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 18年度末、要するに去年の３

月議会から具体的に議会の方には提案させてい

ただいておりますが、ただ、提案どおりの執行

がなっていませんけれども、去年の３月に提出

した1,000万円については、さっきから言って

いますが、18年度分だと。今回３月補正で出し

ているのは19年度分で、新年度にも出していま

すが、それが20年度分だということで、年度ご

とに継続して支援していきたいというような考

え方で出したものです。 

  また、終わったものに出すのではというお話

ありましたが、前回の18年度分といいますか、

1,000万円の際もそうでしたが、あのときも終

わった分に対しての施設整備費補助金でござい

ました。今回、補正で出しているものについて

は、やはり同じように19年度分ですので、19年

度中に行った利用者サービス対策事業等が補助

対象になるということでございます。20年度か

らは当初予算に予算を措置して正常な形といい

ますか、通常の形で予算措置していきたいなと

いうふうに考えたところです。以上です。 

３番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 

平向岩雄副議長 斎藤義昭君。 

３番（斎藤義昭議員） さっき議長の方には、こ

れだけ発言が出ているんだから、この辺で代表

者会議または議運なり開いて集約していただい

たらどうかという発言しようと思ったんですが、

先ほど市長の方からああいう発言が出ましたの

で、これは了として終わりたいと思います。 

平向岩雄副議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 別に質疑なしと認めます。 

  ここで暫時休憩します。 

 

     午後６時１６分 休憩 

     午後７時４６分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

  よって、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第21号平成19年度新庄市一般会計補正予

算（第７号）については、原案のとおり決する

ことに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議ありの声がありますので、

起立採決いたします。 

  議案第21号について原案のとおり決するに賛

成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄副議長 起立多数でございます。よって、

議案第21号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第４２議案第２２号平成１９

年度新庄市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号） 

 

 

平向岩雄副議長 次に、議案第22号平成19年度新

庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）について質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 45ページの10の１番で

高額療養費貸付金収入がマイナスの1,300万円

となっています。その理由なんですが、高額療
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養費の限度額が上がったこととか、限度額を超

えた部分は役所で手続することで請求されなく

なるようになったからなのかと思われますが、

その点お伺いいたします。 

星川 基健康課長 議長、星川 基。 

平向岩雄副議長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 佐藤議員おっしゃるとおり、

高額療養費貸付金の減額につきましては、９月

以降、新しく限度額認定証制度ができまして、

この交付がふえてきておりますので、その関係

で医療費の支払いに苦慮して借りるという方が

少なくなっているということでございます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 大変いい制度ができた

なと喜んでいることでありますが、なお思うに、

そういう認定証交付をしなくても、役所で手続

をしなくても、即限度額以上は請求しないよう

にできないのでしょうか。 

星川 基健康課長 議長、星川 基。 

平向岩雄副議長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 限度額認定証交付につきまし

ても新しく今年度からできた制度でありますし、

それをさらにというのは今のところはちょっと

考えられませんが、ただ、出産費なんかにつき

ましても市役所から真っすぐ医療機関に支払う

というような仕組みもできつつありますので、

全体的にはいろいろな形で同様のものが生まれ

てくるとは思います。今のところはちょっとめ

どはわかりません。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 市民の中には知らない

で高額療養請求された後でこういう制度がある

んだと知らされて、何だ、もう少し早くから入

院したときに即教えてもらえればなということ

を言っていて、別の簡易保険を解約してしまっ

てからそういうことを知ったということもあり

ました。そういう意味では、わざわざ認定交付

しなきゃいけないということなくてもいいのに

なと思った次第ですので、できるだけ早く全体

的に同じようになるように、出産費などと同じ

ようになるように要望していただきたいと思い

ます。 

星川 基健康課長 議長、星川 基。 

平向岩雄副議長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 状況的なところも確認した上

で、可能であればそのような要望も行っていき

ます。 

平向岩雄副議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第22号平成19年度新庄市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第３号）については、原

案のとおり決することに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第22号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第４３議案第２３号平成１９

年度新庄市老人保健事業特別会計

補正予算（第３号） 

 

 

平向岩雄副議長 次に、議案第23号平成19年度新
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庄市老人保健事業特別会計補正予算（第３号）

について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第23号平成19年度新庄市老人保健事業特

別会計補正予算（第３号）については、原案の

とおり決することに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第23号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第４４議案第２４号平成１９

年度新庄市公共下水道事業特別会

計補正予算（第４号） 

 

 

平向岩雄副議長 次に、議案第24号平成19年度新

庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第４

号）について質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 62ページの１の３、汚

泥燃料化推進事業というのがありまして、48万

3,000円が９万円に減っています。これはどう

いうことでこのように大幅な減額になったので

しょうか。 

佐藤新一下水道課長 議長、佐藤新一。 

平向岩雄副議長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 この推進事業につきまして

は、ＮＥＤＯと新庄市と契約いたしまして、平

成19年度の額を契約して締結したわけなんです

けれども、詳細について、使途について改めて

協議した結果、この部分は使えますけれども、

この分は使えませんね、対象外ですよというよ

うなことで精査した結果、このようなことにな

りましたので、今回減額補正をさせていただい

たと、こういう内容でございます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 精査していただいて大

変よかったと、喜ばしいことだと思います。と

ころで、今回の汚泥燃料化推進の処理工場の施

設に新庄市はどんなかかわり方をしているのか

よくわからないもんですから、教えていただけ

ればと思います。 

佐藤新一下水道課長 議長、佐藤新一。 

平向岩雄副議長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 この事業につきましては、

新庄市でまず資本金の12.5％、50万円を出資し

ているということが一つ、それから新庄市の役

割といたしましては公共下水道から出る汚泥の

確保で、新庄市だけじゃなくて、最上郡、それ

から、今のところ予定でございますけれども、

酒田、鶴岡とか、いろんな行政から汚泥の供給

方の支援をいただくというようなことになって

おりますので、相手の方がすべて役所関係とい

いますか、そういうところになっておりますの

で、市の役割は大変大きいなということが１点

目でございます。 

  ２点目が、今回、情報センターの隣接地にこ

の汚泥処理プラントを持ってきた理由につきま

しては、水循環のプラントがこの燃料化事業で

は必要なもんですから、具体的に申し上げます

と、処理場から出る廃水をコンパクト化いたし

まして、このプラントに持ってきます。この持
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ってきたものについては燃料にする過程におい

て燃料を冷却する必要があります。その冷却し

た高温の廃水をまた処理場に戻してよこすと。

しかも、それは汚水、汚れた水も入るもんです

から再処理をすると、このようなことになって

おります。うちの処理場にこの高温水を入れる

ことによりまして汚泥の減量化に役立つという

ようなことで、国交省からも多目的利用という

ようなことで承認をいただいて、このテスト事

業を今始めようとしている矢先でございます。

以上です。 

平向岩雄副議長 ほかにございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第24号平成19年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第４号）については、原案

のとおり決することに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。よって、

議案第24号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第４５議案第２５号平成１９

年度新庄市農業集落排水事業特別

会計補正予算（第３号） 

 

 

平向岩雄副議長 次に、議案第25号平成19年度新

庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第３

号）について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第25号平成19年度新庄市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第３号）については、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第25号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第４６議案第２６号平成１９

年度新庄市介護保険事業特別会計

補正予算（第２号） 

 

 

平向岩雄副議長 次に、議案第26号平成19年度新

庄市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

について質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 80ページの４の１の介

護予防特定高齢者施策事業費というのは、予算

1,000万円余のところがマイナス290万円余とい

うことで、このマイナスが非常に大きいように

感じます。内容を見て感じた点なんですけれど

も、通所型運動訓練支援もマイナス４万円、通
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所型栄養改善もマイナス28万円、これらはかつ

て前にやっていたいきいきデイサービスの方が

よかったのではないだろうか、この方がずっと

利用も多く、喜ばれた内容でなかっただろうか

と考えるんです。そのこと。 

  それから、訪問型生活管理指導支援というの

は、これが大きくて、マイナス254万円になっ

ています。ヘルパー派遣だと思うんですが、こ

れが全く使えなくなっているのではないだろう

かと思うんですけれども、こういう問題がある

と考えるんですが、どうでしょうか。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

平向岩雄副議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 特定高齢者等の補正の件

でございますが、高齢者が検診を受けまして、

それで平たい言葉で言うとひっかかるといいま

すか、リスクのある高齢者に対してプログラム

を組んで、なるべく要介護にならないようにと

いうふうな事業でございますが、なかなか受診

率とか、あるいはそういうリスクのある方々に

呼びかけても「私はいいんだ」というふうなこ

とがございまして、なかなか思うような数字が

上がっておりません、これは国で示した数字よ

りずっと下と。これは全国でその数字について

問題になっておりますが、こういうリスクを持

った方々へのプログラムをつくって指導という

か、ケアをするというようなことで、今後推進

していかなければならないというふうに考えて

おります。 

  それから、訪問型でございますが、議員おっ

しゃるように、レクリエーション、趣味、活動

等を含めた介護予防普及事業ということでやっ

ております。老人福祉センター、萩野地区公民

館等で行っております。これについても３月ま

での実績見込みの精査ということであります。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 利用が少なくなってい

ることについては、やはり高齢者にとってはつ

まらないと、簡単に言えば、行っても余り元気

になりそうにないなと思ってしまうとか、利用

に利益を感じないというか、楽しくないだろう

というふうに感じているんじゃないかなと思う

んです。そういう意味では前にやっていたよう

な、ヘルパーなどの資格を持った人たちにお願

いしていきいきデイサービスみたいのをやって

いたわけですけれども、そういうこととか、前

のようなヘルパー派遣のやり方とか、そういう

やり方がやはり使いやすくてお年寄りに喜ばれ

たのではないかなと思うわけですが、そういっ

た反省はないのか、前の方がよかったなみたい

な、そういう声はなかったでしょうか。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

平向岩雄副議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 前にも御質問を受けまし

たが、いきいき教室については大変好評であっ

たということは承知しております。いろんな事

情から、介護予防教室、介護を重度にならない

ように、あるいは介護状態にならないようにと

いうふうないろんな事業をふやしていくという

ことで対処しております。 

平向岩雄副議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第26号平成19年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第２号）については、原案の
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とおり決することに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。よって、

議案第26号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第４７議案第２７号平成１９

年度新庄市水道事業会計補正予算

（第３号） 

 

 

平向岩雄副議長 次に、議案第27号平成19年度新

庄市水道事業会計補正予算（第３号）について

質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 第１款１項営業費用で

2,689万円にプラスなっているわけなんですが、

冬で凍結などでの漏水の相談などの影響はなか

ったのか、相談はあったのかなかったのか、お

願いします。 

髙橋 敦水道課長 議長、髙橋 敦。 

平向岩雄副議長 水道課長髙橋 敦君。 

髙橋 敦水道課長 漏水の減額等の話でしたね。

これはありませんでした。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） なかったということで

したけれども、私の知っている方はこの前漏水

で２万円、いつもそんなに使わないのに２万円

の請求来たりして、それで初めてびっくりして

市役所に電話をして、「それは漏水だからすぐ

業者に頼め」と言われたということでした。だ

から、課長は知らないけれども、あったのでは

ないかなと私は思います。 

  そのとき市民の方からの話では、市職員は現

場を見ないようなんです。そういう意味では、

市職員は漏水なんか相談あったときに本当は現

場を見るべきじゃないかと思うんです。そして

また工事後も、工事してもらうのは民間でもい

いんですけれども、終わった後、点検するとい

うことをしているのか、任せきりではないのか、

その点どうでしょうか。 

髙橋 敦水道課長 議長、髙橋 敦。 

平向岩雄副議長 水道課長髙橋 敦君。 

髙橋 敦水道課長 先ほど議案第27号の御説明で

壇上で申し上げたんですが、この中には営業費

用の増額は資産減耗費と原水及び浄水費という

ように説明したはずですが、内容はそうなんで

す。ですから、漏水減額とは一切関係ないとい

うことです。 

  それから、職員が行っていないという話があ

るんですが、これは問題があれば職員が駆けつ

けるのは当たり前で、これは佐藤議員の聞き間

違いかなと思っています。以上です。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 駆けつけるのは当たり

前という言葉を聞いて、よかったなと思いまし

た。そうあってほしいと思います。お年寄りの

場合は、ゴムパッキンの取りかえなんかは、若

い人はできるんでしょうけれども、できない人

も多くて、そういう意味ではやはり業者などに

頼まざるを得ないわけなんです。そうすると割

かし高くて3,800円も取られたという話もあり

まして、節約していきたいと考えているお年寄

りの方などが言うには、市職員が回ってサービ

スして、漏水なるべくないように、節約して暮

らせるように応援してもらえる、こういうこと

も市職員の仕事ではないだろうかという話もあ

りましたが、その点どうでしょうか、市民を回

って「ゴムパッキン取りかえ大丈夫か」なんて

声かけて、してあげるとか、そういったサービ

スは考えられないものなのか、どうでしょうか。 

髙橋 敦水道課長 議長、髙橋 敦。 

平向岩雄副議長 水道課長髙橋 敦君。 
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髙橋 敦水道課長 うちの職員には、平成５年に

福祉料金ということで低額料金になったもんで

すから、それなりの福祉的な料金体系になって

いるということで、お客さんにはそれなりにサ

ービスはしていると思います。ただ、パッキン

とか、そういうやつにつきましては、メーター

交換時、メーター検針時の検針員の方にはそれ

なりのお話をして、何かあれば手伝いするよう

にとは言っております。ですから、私の方では

それ以上のサービスはできないと、そういうこ

とで思っています。以上です。 

平向岩雄副議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第27号平成19年度新庄市水道事業会計補

正予算（第３号）については、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第27号は原案のとおり可決されました。 

 

 

散       会 

 

 

平向岩雄副議長 以上で本日の日程を終了いたし

ました。 

  あす６日午前10時より本会議を開きますので、

御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後８時１１分 散会 
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平成２０年３月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 小 関   淳 １．「折れない新庄」にするための質問 
市 長 

関 係 課 長 

２ 今 田 雄 三 

１．文化財の保護の管理運営について 

２．財政の運営について 

３．農産物生産地の計画について 

市 長 

３ 森   儀 一 

１．市町村合併について 

２．旧角沢小学校の建物及び敷地について 

３．近岡善次郎画伯の絵画展示について 

市 長 

４ 金   利 寛 

１．財政再建計画最終年度20年度を迎え、その実績と明る

い見通しについて 

２．人口減少について 

市 長 

関 係 課 長 
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開       議 

 

 

平向岩雄副議長 おはようございます。 

  地方自治法第106条第1項の規定により、私が

議長の職務を行います。 

  ただいまの出席議員は18名、欠席通告者は中

川正和君、なお、斎藤義昭君より少しおくれる

との連絡がありました。 

  なお、選挙管理委員長小関俊也君が都合によ

り欠席しておりますので、代理として委員長職

務代理加藤義勝君が出席しております。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議はお手元に配付しております議事

日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

平向岩雄副議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。今期定例会の

一般質問者は７名であります。質問の順序は、

配付してあります一般質問通告表のとおり決定

しております。 

  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以

内といたします。 

  本日の質問者は４名であります。 

 

 

小関 淳議員の質問 

 

 

平向岩雄副議長 それでは最初に、小関 淳君。 

   （５番小関 淳議員登壇）（拍手） 

５ 番（小関 淳議員） おはようございます。

たいまつ’07の小関です。きのうは大変お疲れ

さまでした。 

  議員になってから間もなく１年がたとうとし

ていますが、まだまだわからないことが多く、

その都度、先輩議員の皆様に御指導をいただい

ております。しかし、未熟者ながらも、新庄市

の明るい未来のために、議員としての役割を持

ち得る力の限り果たしていきたいと考えており

ます。そのための一つとしてこの一般質問の機

会があると思っております。昨年の６月議会で

初めてこの演壇に立ち、一般質問をしてから今

回で４度目になります。しかし、なかなか自分

でも納得のいく質問内容とまではいかず、そん

な質問に対してはそれなりの答弁しかもらえな

い、そういう繰り返しだったような気がしてい

ます。今回は、そうならないようにできる限り

修正してこの場に臨んでいるつもりですので、

執行部の皆様、私の質問の意図をぜひ酌み取っ

ていただき、市民のため、わかりやすい答弁を

お願いいたします。 

  それでは早速、通告書に従いまして質問をい

たします。 

  まず最初に、６月議会でも最初に質問した、

市民に対して政策、事業をわかりやすく説明し

てきたかということです。やはり市民協働を積

極的に進めようとするならば、市民にかかわる

個人情報以外の情報は共有しなければならない

し、進めていこうとする政策や事業内容を市民

にわかりやすく説明していく責任は当然あると

思います。ニセコ町や上山市のように、わかり

やすい事業説明書の発行まではいかないまでも、

その後どのような手法でわかりやすい説明を実

践してきたのかを伺いたいと思います。 

  次に、指定管理者制度導入後の各施設の利用

状況についてです。平成17年に小檜室の屋内ゲ

ートボール場を新庄ゲートボール協会に管理委

託して以来約３年が経過し、昨年12月には市民

文化会館事業を芸文ネットに委託したわけです

が、今まで委託契約をしている施設などの利用
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状況はどのようになっていて、どう推移してい

るのでしょうか。そして、それらの施設を利用

する市民の満足度をはかるシステムはあるのか。

また、管理者の運営状況を点検し、改善するシ

ステムはどのようなものなのか、利用する市民

のために特に大切と思われるこれらのシステム

は十分に機能しているのでしょうか。このあた

りがしっかりしていないと市民からは「やはり

市民協働とは名ばかりのコスト管理意識だけで

はないか」と批判される可能性も出てくると思

うのですが、いかがでしょうか。 

  続いて、寄附条例についての質問です。今、

全国の地方自治体で、特に推進していきたい政

策などのメニューを示し、全国の個人や企業に

そのメニューから選んで寄附をしてもらい、資

金が集まったら事業化していくという寄附条例

の導入が相次いでいます。この寄附条例は、基

金としての機能だけでなく、政策メニューを提

示することで地域ニーズをよりダイレクトに酌

み取れるアンケートの機能も備わっていますの

で、より住民が納得のいく事業を進めることが

できる仕組みになっています。ことしの１月現

在で既に全国32市町村が導入し、新年度にはよ

り多くの自治体が導入する予定で、寄附条例制

定の動きが活発化しそうです。 

  実は、議員になった当初から、担当課に出向

き何度か寄附のシステム改革を提案してきまし

たが、お忙しいこともあってか、なかなか理解

してもらえなかったようです。その後の取り組

みはどのような状況になっているのでしょうか。

既に県内では長井市が準備を進めているとの情

報もあり、財政の厳しい当市ならなおさらのこ

と早急に準備する必要があるのではないかと考

えます。いかがでしょうか。 

  次に、職員研修の充実度について質問いたし

ます。市民の声の中には、市職員としての職務

を遂行しない、あるいはできないような一部の

職員と、休日、昼夜を問わず職務を全うしよう

という優秀な職員を全部一まとめにした「まず

市職員はだめだ」などという悪評をよく耳にし

ます。 

  しかし、私は新庄全体の明るい未来のために

何とか改革していこうという気概のある職員、

優秀な職員を数多く見てきております。このよ

うな職員、特に中堅、若手職員にどんどん研修

をさせてもらいたいのです。財政が厳しいのは

十分理解しています。それでも税金を投入しな

ければならない多くの事業があるということも

ある程度は理解しているつもりです。しかし、

お金をかけるべきところにはちゃんとかけなく

てはならないと思うのです。今のような厳しい

状況を打破するために、そして未来をしっかり

見据え、本当に善良な市民が納得できるような

政策事業を立案してほしいからこそ重要で必要

な職員研修制度であると思います。その現状は

どのようになっているのでしょうか。そして、

今後どうしていきたいとお考えなのでしょうか。 

  続いて、夜間休日診療所についての質問です。

昨年３月に開設し、およそ１年が経過しようと

していますが、これまでの利用状況や利用者の

反応はどういうものでしょうか。 

  全国的に勤務医の過酷な労働状況が問題にな

っていますが、県立新庄病院も決して例外では

ないと思います。この問題は、県立新庄病院の

存続問題にも大きな影響を及ぼします。そうい

う意味で、夜間休日診療所が一次救急医療を受

け持ち、県立病院勤務医の負担を軽減し、二次

救急医療を充実させる、最終的には県立新庄病

院存続に結びつけていこうとしていると思うの

ですが、実際どのような効果が出ているのでし

ょうか。 

  それと、県立河北病院では病院側からの要請

で周辺の開業医が協力する院内でのサポート方

式をとっていますが、当市の定点型と比較して

どのようなメリット・デメリットがあるとお考

えでしょうか、御説明ください。 
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  その上で、なぜ新庄市が定点型を選択したの

かの理由と、現在、夜間休日診療事業をほかの

自治体はどのように進めているのかをあわせて

お聞かせください。 

  次に、最近、市内や郡内でよく耳にする自殺

の問題です。自殺まで至らせないような対策は

もちろんですが、残され家族の地域で暮らす精

神的な負担ははかり知れないものがあると思い

ます。それらの自殺予防と家族の精神的なケア

対策についてはどのように進めているのでしょ

うか。 

  それでは最後に、下田町に出店計画のあるシ

ョッピングセンターについての質問を再びさせ

ていただきます。この質問は12月の一般質問で

も取り上げましたが、市長より協議中との御答

弁をいただきました。今現在も協議している状

況なのでしょうか。そして、そもそもこの出店

計画とは具体的にどのようなものなのでしょう

か。 

  なぜこのような質問をするのかというと、や

はり全国の至るところで中心市街地を中心に都

市機能が崩壊している事実があるからです。特

に地方の緑豊かな田園都市がターゲットにされ、

しっかりと圃場整備された農地などに瞬く間に

巨大な商業施設が出現してしまっています。こ

のように津波のように押し寄せてくる巨大企業

に対して、ただ地代が入り、税金が入り、正規

の社員でない雇用も生まれるという短期的視野

に立った利益を追求した出店を許してしまうの

はいかがなものかと思います。やはり都市も人

間の体もすべからくバランスだと、それが崩れ

てしまえばどちらもぐあいが悪くなってしまう

のではないかと思うわけです。そのバランスを

とるために国や県、市町村などの自治体もさま

ざまな網かけ、いわゆる出店基準を設けている

とは思います。 

  当市でも振興計画や都市計画法で網かけをし

て都市計画どおりに進めているとは思いますが、

出店計画が提出された場合、それをもとに事前

協議が行われ、市の都市計画構想をクリアでき

てさえいれば際限なく何店でも出店が可能なの

でしょうか。それに伴うインフラの整備、その

維持管理などはどこがすることになるのでしょ

うか。さらに、この計画に限らず、今後市内に

ほかの大型商業施設の出店計画があった場合、

市が進めようとしているコンパクトシティ構想

と商業地や宅地が膨張していく現実との矛盾を

どう住民に納得してもらうおつもりなのか、あ

わせて、現在、出店計画はほかにないのかをお

聞かせください。 

  そして、最後に、現行の市の都市計画構想や

県や国の条例や法だけで市の振興計画の基本構

想にも掲げられている「緑豊かな田園都市」を

必ず実現できるとお考えなのでしょうか。 

  以上７項目について、市民が納得できるよう

なわかりやすい御答弁をお願いいたします。こ

れをもちまして壇上からの質問を終わります。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄副議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。きょう初の

一般質問、お答えさせていただきます。 

  それでは、初めの質問、市民にわかりやすい

政策や事業の説明をしてきたかどうかというよ

うなことでございますが、市の政策や事業内容

につきましては、機会をとらえてさまざまな手

法でお知らせしております。 

  まず、どのような施策があり、中身がどうな

っているかにつきましては、平成18年３月に策

定しました後期５カ年基本計画の概要を同月の

「広報しんじょう」トップに記事として４ペー

ジにわたり掲載しております。あわせてホーム

ページにも掲載し、今でもアクセスすればごら

んいただける状況になっております。また、各

年度の当初予算の内容につきましては、議会の
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皆様にお示ししております内示資料をホームペ

ージに、年度初めの広報４月号には施政方針と

一緒に大まかな内容を掲載しております。 

  事業の具体的な内容や進みぐあいがどうなっ

ているかにつきましては、平成15年度から実施

しております事務事業評価により公表しており

ます。しかしながら、公表に対する意見として

「見づらい」「わかりにくい」という御意見も

ありますので、改善を図ってまいりたいと考え

ております。事務事業評価は事後の情報という

ことになりますので、より新鮮な事業内容の公

表につきましては新年度から内示資料の主要事

業の概要をバージョンアップし、事業１件ごと

の内容はコンパクトに見やすく、わかりやすく

して、対象事業については10数件から各施策分

野の主要事業として数十件を予定しております。

公表時期は４月早々とし、市のホームページ上

に掲載したいと考えておりますので、御理解を

よろしくお願いたいします。 

  また、さらに議員の皆様にも市民の皆様へ説

明する機会が多々あろうかと思います。どのよ

な内容で説明すれば、より市民の方に御理解さ

れやすいのか御提案いただければありがたく思

います。 

  私も就任以来、職員との会話を進めるための

情報提供を多く開示しております。職員提案で

市民にもわかりやすく市長のコラムを出してい

ただきたいというようなことで、職員の方から

提案があり、早速10月末からさまざまな会合あ

るいは事業に参加したことの意見等を市民の皆

様に市長コラムという形で情報提供をさせてい

ただいております。個人的な情報、個人情報に

ひっかかるようなことを除いて、できる限り出

していきたい。ただし、すべての皆様がインタ

ーネットでごらんになるとは限りません。また、

広報紙を通して、それもすべての皆さんがごら

んになっているということも思っておりません。

ありとあらゆる角度で提供していきたいと。 

  先日行いました新庄市の負債額の表示を玄関

前に提示させていただきました。さまざまな御

意見がございます。「新庄市の恥さらし」だと

か、そういうことも聞いておりますが、やはり

負債の額を今後他の町村と比較しながら確実に

財政再建をお知らせするということも義務だと

思ってそういうふうな形にしております。議員

の皆様から、さらにこのような方法で提案すれ

ばというような御意見があれば検討し、早速実

施してまいりたいと思います。 

  それから、指定管理者制度導入後の各施設の

利用状況についてはどうかということでござい

ますが、平成15年９月の地方自治法の一部改正

により公の施設の管理について指定管理者制度

が導入されました。新庄市においても10施設で

活用し、この４月からは雪の里情報館において

も活用予定であります。これらの施設はおおむ

ね平成18年度からの活用となっておりますが、

スキー場のように暖冬の影響による利用者減と

いう特殊な例を除けば、施設利用者は体育施設

及び生涯学習施設においては活用前とほぼ同程

度、児童館３館合計の利用者数は少子化の影響

もあり若干の減少となっております。 

  利用者の満足度については、指定管理者活用

後に利用者アンケート調査を行っております。

指定管理者の方々の新たな取り組みや、特に接

遇の向上について、活用施設全体に共通して高

い評価をいただいているところであります。ま

た、月例の事業報告を義務づけ、指定管理者の

施設運営状況を点検するとともに、導入間もな

いことから日常的な相談を重視し、安定した運

営が行われるよう助言、指導を行ってまいりた

いと思っております。 

  今後は、管理の適正化対策、いわゆるモニタ

リングの制度化を進めるとともに、管理者がな

お一層意欲的に施設運営に取り組むことができ

るよう、環境づくり、利用者の立場に立った施

設運営を目指していきたいと考えております。 
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  今回、重油等の値上げなどで施設等が非常に

運営に苦しんでいるという状況も把握しており

ます。そうした場合の窓口を速やかにできるよ

う今後も情報交換を進めてまいりたいと思って

おります。さらに、指定管理者制度が単なる請

負制度であるという考え方に終わらず、その民

間のノウハウが市民の皆さんに広く提供されて

柔軟な運営体制ができるようにということを大

筋で調整会議等でお話ししているところでござ

います。 

  平成20年度につきましては、大変厳しい財政

状況というようなことで、指定管理者の皆さん

にもそのことをお願いしているわけですけれど

も、指定管理者の皆さんが今後ますますこの施

設の活用を市民に広げていきたいというように

なれるような形で協議し、また支援もしてまい

りたいと思っております。 

  それから、寄附条例についてでございますが、

厳しい地方行財政環境の中におきましてもさま

ざまな公共サービスを維持、実施していくため

に、各自治体では財源確保に苦慮している状況

でありますが、議員が御指摘のように、地元出

身者の御好意による寄附を広く呼びかけ、まち

づくりなどに活用していくという手法が確かに

各地で検討され、導入されておるわけです。県

内におきましても長井市で検討を始めたとお聞

きしております。本市としても、ふるさとを思

う気持ちを施策に結びつける財源的にも有効な

制度であるととらえております。 

  制度の組み立てとしては、やはり明確な目的

を持つ、これが一番大事なことであるというこ

とで、明確な目的を今探るということを考えな

がら実施していきたいと。今般の施政方針でも

申し上げましたが、安心な医療体制の整備、中

心市街地の活性化、子育て支援の充実など６施

策が市民ニーズの中でも重点化すべきだという

ふうに考えられております。これらのことも踏

まえて、国における今後始まるふるさと納税制

度とも調整を図りながら、実施に向けた具体的

な制度設計を20年度中に検討してまいりたい。

この条例が、言葉が当てはまるかどうかわかり

ませんが、「物乞い条例」になるようなことで

あってはまずいと。やはり新庄市の目的をはっ

きりさせていく。内部の中では、やはり新庄の

この自然を守っていく環境などをテーマにした

形で寄附条例はどうなのかといったようなこと

もテーマとして上がっております。そうしたこ

とを20年度中に検討し、そして制度化に向けて

いきたいと思いますので、御理解をお願いした

いと思います。 

  それから、職員研修について、今後の自治体

運営に必要な要素であるが、充実しているのか

というような御質問かと思います。悪評のある

職員がいては大変困るわけで、すべての職員が

気概のある職員だと私は思っているわけですが、

今後職員指導についても含めて検討しなければ

ならないと思います。 

  職員研修についてでありますが、現在、職員

の研修につきましては山形県市町村職員研修所

や最上広域などで行う各種研修に職員を派遣し、

職場外研修を行っております。また、職場内に

おきましても、幅広い視野と教養を身につける

ための基本的研修、市の政策や通常業務にかか

わる実務研修などを実施し、職員の能力育成に

努めております。 

  一般的に、経営の資源は人・物・金・情報な

どと言われておりますが、人の発揮する力によ

って物・金・情報の価値が大きくもなれば小さ

くもなるわけであります。人材育成はあらゆる

組織において発展のための重要なかぎとなって

おります。 

  本市を取り巻く状況を見てみますと、財政や

少子高齢化問題、市町村合併などを初めとした

諸課題が山積しております。昨今の目まぐるし

く変化する社会情勢の中において、そのような

さまざまな行政課題に柔軟に対応できる能力、
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特に問題解決能力、政策形成能力、コミュニケ

ーション能力など、市民の目線に立った基本的

能力はもちろん、国際感覚、経済感覚、そして

語学力などの育成も大変重要になってきており

ますので、職員の各種能力及び自己啓発意欲の

向上が図られる各種研修も充実させていきたい

と考えております。以前は議会の視察等におき

まして職員が同行し、同じレベルで先進地視察

をした事例もございます。今後やはり財政状況

の好転を見ながら、そうした形で職員も積極的

に「百聞は一見にしかず」という形の研修もぜ

ひ復活させていきたいと考えておりますので、

今後ともよろしくお願いいたします。 

  それから、夜間休日診療所についてですが、

利用状況につきましては、患者数がこれまでの

在宅当番制と比較しまして１月末現在で約３倍

の4,241人となっており、年間目標といたしま

した4,000人を既に超えております。また、来

所した患者さんのアンケートでも苦情はほとん

どなく、「場所がわかりやすい」「親切な応対で

ある」と評価をいただいております。協力して

いただいている医師を初めスタッフの努力のた

まものと感謝しているところであります。 

  地域住民の皆さんにとって、住み続けるため

の安心のよりどころになっていると思います。

設置した目的の一つであります一次救急と二次

救急とのすみ分け、県立新庄病院の救急患者を

いかに減らすかという点については、県立病院

と密接な連携をとり誘導を図っておりますが、

目的達成までに至っておりませんので、今後も

地道に広報啓発活動及び診療所参加医師の研修

を継続していきたいと考えております。 

  県内の状況でありますが、休日診療所を設置

しているところは７地区ございますが、平日・

夜間・休日の365日体制をとっているところは

山形市と本市だけであります。そのため、県と

しても救急告示病院の勤務医の負担軽減を図る

ために、県内の全自治体を網羅した平日夜間の

体制づくりの推進を図るために各地区で検討す

るための組織を立ち上げようと要請しておりま

すが、具体化したところは先ほど議員からお話

がありました河北町だけだと聞いております。 

  なぜ定点化を選択したかという理由でござい

ますが、これまでの在宅当番制では毎日場所と

専門診療科が変わるため、市民から「わかりづ

らい」「利用しづらい」という不満の声が多く

寄せられたからであります。また、時間外診療

の患者数での割合も７％と非常に低い実態にあ

ったため、医師会、県立新庄病院、行政それぞ

れが現状を変革しようと５年前から検討を行っ

てきました。一次救急、二次救急の本来のあり

方から定点にすべきであるというコンセンサス

のもと、病院内、病院敷地内も選択肢に含み、

県内外の視察も行い、住民の視点、参加いただ

ける医師数、コストや運営上の視点から現在の

保健センター内での定点化とさせていただいた

ことを御了解していただきたいと思います。 

  次に、自殺予防対策はどうなっているのかと

いう御質問でございますが、自殺については、

御指摘のとおり、警察庁の統計では平成10年以

降毎年３万人を超え、今はまさに自殺対策が国

の大きな課題となっております。平成18年６月

に自殺対策基本法が制定され、翌19年６月には

自殺総合対策大綱が閣議決定されております。 

  山形県は自殺率が全国ワースト３で、その中

でも最上地区が最も高くなっております。県で

も平成15年度から積極的な対策を実施し、心の

健康づくりや自殺予防対策検討会、さらには各

市町村でのうつ病予防対策事業を行っておりま

す。最上総合支庁でもこれらの取り組みのほか、

20年度は首長を対象としたトップセミナーなど

最上地域自殺予防推進事業を重点事業とすると

のことであります。 

  自殺の背景には健康問題あるいは経済的な要

因など、さまざまな要因があり、本市でも健康

問題では専門医師、保健師による相談、また多
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重債務者にも専門家による相談を実施しており

ます。また、高齢者の自殺が多いため、スクー

リングによる即時介入などを行ってまいりまし

た。自殺のサインを受けとめるには一刻を争う

場合もあり、365日の対応が必要ですので、毎

月相談ダイヤルの紹介など啓発予防活動を実施

しております。自殺は、家族はもちろん、地域

にとっても大きな損失であり、防ぐことができ

る死ですので、提案を受けとめ、全庁的な体制

強化、他市町村との連携強化対策などを図って

まいりたいと思います。 

  最後の質問となりますが、下田町に計画され

ているショッピングセンターについて、12月議

会中は「協議中だ」というようなことに対して

今の状況はということだと思いますが、下田町

に隣接して計画されております開発行為につい

てでありますが、新庄市開発指導要綱に基づき、

計画内容についての事前協議を行っているとこ

ろでございます。 

  開発者から提出された計画の内容は、現在県

で施工中の松本から宮内までの都市計画道路沼

田角沢線と升形川、下田町に囲まれた約4.5ヘ

クタールに住宅地分譲用地と物販店舗用地を配

置した計画となっております。この区域は、都

市計画用途地域の第一種住居地域と第一種中高

層住居専用地域に指定された場所であり、予定

されている開発計画の内容に係る意見を開発者

に通知し、計画の再検討をお願いしているとこ

ろであります。今後は関係機関との協議を重ね、

これらの協議が整えば、都市計画法に基づく開

発許可申請の手続を進めていくことになります。 

  当該計画区域を含む都市計画用途地域につき

ましては、農政との調整も行った上で、良好な

市街形成を図るために地域指定を行って都市的

土地利用の誘導をしており、今後新たな開発計

画につきましても法に基づく規制に沿って適切

な指導を行ってまいりたいと考えております。 

  昨年１月に発足しました新庄市コンパクトな

まちづくり推進連絡会議におきましては、市民

との意見交換会などを開催しながら、部局横断

的な検討を進めております。さらに、商業者ア

ンケートと市民向けアンケートを実施し、その

結果を反映した形で市民の要望やニーズに沿っ

たまちづくりの方針を取りまとめているところ

でございます。 

  商業地や宅地が拡散していけば、それに伴い

多くの行政コストがかかることになります。国

においても、これを是正し、中心市街地の活性

化を促進するため、まちづくり三法を改正する

際に農振地域の白地の部分には大規模集客施設

の進出を規制するとしたものであります。現在、

市の都市計画ではコンパクトな形で用途地域が

指定されておりますので、その用途に基づく推

進を基本としております。 

  なお、ほかに進められている出店計画につい

ては今のところございません。 

  田園都市新庄は、新幹線延伸を初めとする諸

事業を実施し、自然の恵みにあふれた環境と調

和した都市機能が既に実現していると考えてお

ります。今後は整備されたゆめりあを初めとす

る都市機能施設を効果的に活用した施策や事業

を豊かな自然の中で人情味あふれる住民のマン

パワーで展開し、この圏域全体の活性化を推進

してまいりたいと考えております。 

  平成23年度にすべての計画を見直す段階に入

ってきております。21年、22年、そのときに新

庄市のあるべき姿、これまでの都市計画法によ

り過去に定められた計画はすべて議会の中で承

認され、新庄市はこうあるべきだというような

ことで用途地域されたことを覆すということは

現在のところはできません。今後新たにすると

きに、どこを農業エリアとするか、今後どこを

振興エリアとするのか長期ビジョンに立った今

後20年、30年という方向の位置づけをここ一、

二年の中で決めなければならない大切な時期に

まいっております。そうした観点からも御意見



- 131 - 

を賜ればありがたいと思います。また、住居環

境におきまして、そのところを第一種住居地と

して指定したという当時の考え方としては、や

はり人口が増大するという観点が入っていたも

のと思われます。今後の人口減少に合わせて社

会資本整備のコスト意識を考えた場合に、今後

どのようなまちづくりをするか、本当に皆さん

の意見をいただきながら慎重に進めていかなけ

ればならないと考えておりますので、よろしく

御指導のほどお願いします。 

  以上、質問について、とりあえずお答えさせ

ていただきました。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄副議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） 多くの質問に真摯に答

えていただきまして、本当にありがとうござい

ました。新庄市の未来の子供たちにつながる、

いい未来につながっていくのかなと思える御答

弁をいただきまして、本当にありがたいです。 

  時間もないので、指定管理者制度についての

質問をさせていただきます。具体的に、運営状

況の点検をした後に改善をするシステムという

のはしっかりつくられているんでしょうか。ま

ずはそれをお伺いします。 

武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 

平向岩雄副議長 総務課長武田一夫君。 

武田一夫総務課長 指定管理者制度につきまして

は、導入間もないというようなことがございま

して、指定管理者の方々に大変な努力をしてい

ただいて、利用者の側からの苦情というような

ものは余り聞いたことがございません。非常に

運営がしっかりしているというふうに感じてお

ります。 

  それをどういうふうに把握しているかという

ようなことでございますけれども、一つはモニ

タリング、いわゆる利用者アンケートを各施設

でとっていただいております。その利用者アン

ケートに基づいて、日常的に今のところは手と

り足とりというような形の中で、各課が日常的

に指定管理者といろいろ指導改善等々について

話し合いを行うというようなことをやってござ

います。定期的に年度の終わりに報告書が提出

されますけれども、その報告書に基づいていろ

いろ反省をしたり、それから来年度に向けてい

ろいろ協議をしたりというふうなことをしてご

ざいます。今のところはいわゆる行政の方の評

価と指定管理者側の評価、それの突き合わせと

いうふうなことでございますけれども、将来的

にはいろいろな課題が出てきた場合にはやはり

第三者評価というようなものを取り入れながら

モニタリングをやっていく必要があるのかなと

いうようなことが市長の後段の方での課題とい

うふうなことで述べさせていただいたものでご

ざいます。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄副議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） しっかりしたシステム

というものを、装置をはめ込んで、より市民に

充実した施設運営を提供していただきたいと思

います。 

  あともう一つ、指定管理者制度についての質

問なんですが、予算なんですけれども、市がや

っていたときの予算と委託された後の予算がど

この施設でもいきなり違う、特に人件費のあた

りなんかがいきなり３分の１前後になってしま

うという、なぜそういうふうな数字がはじき出

されてきているのか、ちょっと説明していただ

きたいんですけど。 

武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 

平向岩雄副議長 総務課長武田一夫君。 

武田一夫総務課長 まず、いわゆる応募要項の中

には仕様書がございまして、その中に大まかな

今までこういうふうな経費がかかっていました

よというふうなことを提示してございます。そ

の人件費以外の経費につきましては、例えば警

備保障とか、あるいは清掃委託とか、そういう
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ふうな分については前の事例を踏襲していると。

灯油の高騰とか、そういうふうな突発した事項

があれば当然協議をして補正をするというふう

なこともございますけれども、まずそれを基準

にして指定管理者が応募するときには予算をつ

くってくるということでございますけれども、

人件費につきましてはこちらの方で想定してい

る人件費というのは嘱託の報酬並みというふう

な形で提示してございます。 

  指定管理者制度導入の一番大きな目的の一つ、

いわゆる行政サービスをノウハウを持った人た

ちがやることによってサービスを向上させよう

というようなことも大きな目的ですけれども、

一つはやはり効率的な施設の運営と。非常に新

庄市は施設を多く持っておりますので、それら

をなるべくコストをかけないで施設を運営して

いかないと、いわゆる経常収支比率にもかかっ

てくるというふうなことで、人件費の削減とい

うようなことが大きなものになってございます

ので、市の職員の正規の給与といいますと、い

ろんなものをしてもやはり1,000万円近い、退

職金の負担金とか共済の負担金とか入れまして

1,000万円近い費用がかかるわけですけれども、

それを月額十三、四万円の報酬に変わるわけで

すから、そこの部分の差というのが指定管理者

制度を導入した差というか、意味があるという

ふうなことでございまして、ただ、それでいい

のかというふうな課題もございまして、その部

分についても先ほど市長の答弁にもありました

ように、やはり指定管理者に今度は応募しない

というような状況になるのではないかというふ

うな懸念もございますので、その辺は改善の余

地があるのかなというふうに考えております。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄副議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） 今の総務課長がおっし

ゃったように、全国の指定管理制度の中で、や

はり人件費の問題とか、そういうもので予算が

少な過ぎて撤退せざるを得ないという業者がた

くさん出てきています。ぜひ新庄市ではそうい

うことのないようにお願いしたいと。 

  それと、また課長がおっしゃっていた中でや

はり人件費の問題なんですけれども、嘱託をベ

ースにとおっしゃっていましたけれども、ある

施設なんかは二十歳ちょっと過ぎたぐらいの女

性で給料が１３万円だと。余りにも安過ぎるん

じゃないかというふうな声があって、コスト削

減はよくわかります、こういう財政状況の中で

すから。しかし、やはりある程度の給料を確保

できるぐらいの予算で、市民協働を本当に推進

していくならば、そういう数字の面でもぜひ充

実させていただきたいと。その指定管理業者の

中から本当にこのシステムはいいなというぐら

いの声が上がるぐらいのシステムを構築してい

ただいて、本当の意味での市民協働を進めてい

ただきたいと考えます。 

  それと、時間がなくて何に行こうか……、足

りない分はまた次の一般質問でさせていただき

たいと思いますので。職員研修についてですけ

れども、やはり周辺の自治体も財政が非常に厳

しいという状況の中でどのような状況かという

のを調べさせていただきました。金山町ですけ

れども、非常に新庄市と比べると当然規模が小

さいわけですが、職員研修事業予算が平成17年

度は254万8,000円です。18年度、やはり財政状

況が厳しいのでどんどん少なくなっていくわけ

ですが、18年度129万円、19年度109万円、来年

度は97万円。新庄市の場合ですと19年度、20年

度67万円とお聞きしております。金山町の職員

さんと数からいっても新庄市の職員と圧倒的に

違うわけです。やはりどのように財政が厳しい

とはいっても、この職員研修という予算を私は

削ってはいけないんじゃないかと思うわけです。

優秀な人材をより伸ばしていかないことには、

この厳しい、これからの厳しい状況を本当に打

破できなくなっちゃうんじゃないかなと思うん
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ですね。ぜひ、幾ら厳しいとはいえ、ぜひ職員

研修の予算は多目にとっていただいて、若い職

員から「私はここに研修に行きたいんだ」「じ

ゃ行ってこい」ぐらいのあれを示してほしいと

思うんですよね。いかがお考えでしょうか。 

武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 

平向岩雄副議長 総務課長武田一夫君。 

武田一夫総務課長 研修担当課としましては大変

ありがたいお話でございますけれども、予算が

少ないから手を抜いているかというふうなこと

は決してございません。金をかけないで、研修

そのもの、前任研修などはかなり回数がふえて

います。先輩が後輩に教えるという形の中で前

任研修がなされていますけれども、先ほど市長

が答弁したように、よそに行って「百聞は一見

にしかず」というふうな研修も非常に効果的だ

という市長の考えもございますし、そういうふ

うな形でもしできればいいのかなというふうに

は考えてございますけれども、決して予算の多

寡で研修の成果が上がるものではないのではな

いかなというふうな感じはしてございます。ま

た、研修、幾ら教えても自分が頑張らなきゃ絶

対に身につきませんから、だから自主研修とい

うか、自己啓発というか、それを今進めている

ところでございます。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄副議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） もちろん本人次第とい

うことですけれども、そういうシステム、研修

に行きたいという意気込みのある職員を支える

というシステムぐらいはやはりちゃんとしてお

かなくちゃいけないと思いますので、その辺よ

ろしくお願いします。 

  夜間休日診療所の件です。県立河北病院では

サポート方式をとっています。新庄市では定点

型という１カ所でやっています。私の考えでは

サポート方式の方が予算がかからなくていいん

じゃないかと思っているんですが、どうお考え

でしょうか。 

星川 基健康課長 議長、星川 基。 

平向岩雄副議長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 先日の山形県医師会のシンポ

ジウムでも、新庄の定点方式と河北の、河北と

いうのは県立河北病院のことですが、河北のサ

ポート方式の事例が二つ紹介されて、どちらが

いいかというような議論がされていましたが、

新庄としては先ほど市長からお話ししたような

理由で定点を選びました。そして、山形県とし

て、また県内の各県立病院として進めている、

臨んでいる方法は定点方式であります。サポー

ト方式というのは、県立病院に開業医さんが出

向くという、そしてサポートするという方式で

すが、ですから、本来型としては定点方式だと

判断してそのような方法をとっていますので、

今後も県立病院と連携を深めながら、今の形で

やっていきたいというふうに思っています。 

５ 番（小関 淳議員） 終わります。 

平向岩雄副議長 ただいまから11時まで休憩いた

します。 

 

     午前１０時５２分 休憩 

     午前１１時００分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

今田雄三議員の質問 

 

 

平向岩雄副議長 次に、今田雄三君。 

   （１２番今田雄三議員登壇）（拍手） 

１２番（今田雄三議員） たいまつ’07の一人と

して、３月議会の一般質問を行います。 

  過日、１月11日、ゆめりあで、ＳＬ庫フェス

ティバル主催で歌と踊りの新春の集いを開催し

ました。多くの帰省客もひとときをうれしそう
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に見てくれました。その一人が「主催は行政で

企画しているのか」と聞かれました。駅長を中

心に駅前商店街と踊りの人たちと実施している

と答えたところ、「よくやれるなあ」と感心し

てくれました。杵と臼のもちつきにも興味を示

したようで、おいしそうに食べてくれました。

この後、つばさを待つ人と乗車している人にも

振る舞い、感激されました。このサービスを受

けた人が東京に帰り、町内会報に載せてくれた

そうです。ふるさとの正月が話題になる振る舞

いもち、もてなしの心を知らされた感じがしま

した。 

  それでは、通告に従いまして質問を行います。 

  最初に、文化財の保護と管理運営についてお

尋ねします。一つ目に、天然記念物についてお

聞きします。最上の巨木伝説に紹介されている

奥丁字桜、大森山の西側に広域農道が開設され

てから一般車でも安易に見ることができるよう

になりました。奥丁字桜は、最上公園の桜が散

りかけたころ見ごろになります。枝張りが南北

9.7メートル、東西8.6メートル、高さ４メート

ル、根回りは最大で54センチメートル、20数本

の株立ちで、紅色が濃く、見る人の目をくぎづ

けにしてくれます。垂れるように咲く花が丁字

形に見えることからこの名が名づけられたとい

う。そして、新庄市の指定天然記念物になった

と書かれています。指定されているとすれば、

その時期と管理状況についてお聞かせください。

また、私自身、日本一の奥丁字桜と自負するも

のですが、他の県、最上に類似する丁字桜が存

在しているか確かめて、指定されているのかを

お聞かせください。 

  二つ目に、新庄歴史センターに豊富な陳列物

があります。見る人を満足させてくれます。私

どもも他市を視察しますが、人間の推移や出土

陶器、偉人紹介、農耕具や日常生活に欠かすこ

とのできない器や道具が所狭しと整理されてい

るところはありません。加えて、新庄名誉市民

特別記念室が設けられ、一段と充実感がありま

す。昨年11月に故近岡善次郎氏の御遺族から

134点の絵画が寄贈されました。これを機会に

常設展示を充実させるため、記念室整備が本年

の事業として明らかになりました。この際２階

展示場も含め整備を図り、名誉市民故近岡善次

郎画伯と名誉市民で人間国宝奥山峰石氏の作品

が多く展示されれば、人気も増し、多くの愛好

者の来場が期待できると思います。今回の整備

とセンターの将来整備計画をお聞かせください。 

  ２番目に、行政の運営についてお尋ねします。 

  一つ目に、新庄市平成20年度予算が明らかに

なりました。前年比1.1％、１億5,000万円減の

129億3,500万円となりました。都会や大企業が

増産増益を継続する中、私たちの地方、中小企

業は景気が低迷し、消費がままならず、格差が

拡大しています。石油の値上がりが諸物価と公

共料金の値上がりに連動し、生活費が大変です。

それに年金や医療の負担が増大、収入が減り、

特に年金生活者が苦しくなっています。働き場

のない労働者は、年間３万人ものとうとい命を

絶っているのです。景気が回復し、収入がふえ

てこそ消費がふえ、税収につながるものです。

地方交付税の減少は、地方財政を圧迫し、運営

が困難になっています。ここ数年間、地方６団

体で国に地方の財政の厳しさを訴えてきました。

参議院議員選挙の結果から、地方に配慮する姿

勢を示してきました。当市でも地方交付税が昨

年より2,000万円増額となっています。本当に

地方の状況が理解され、一過性で終わることの

ないようにしなければなりません。この成果を

踏まえ、これからも地方の実情を国に要望すべ

きと思いますが、市長の決意をお聞かせくださ

い。 

  二つ目に、人事院勧告についてお聞かせくだ

さい。昨年の県人事委員会の勧告について実施

を明らかにしていないのは当市のみとなりまし

た。実施できない理由を財政再建の時期と説明
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しておりますが、前市長との話し合いでは平成

16年から19年までの３年間と確認していたもの

です。当時、20年度から給与を一たんもとに戻

した上で実施し、その上で再度協議をし、財政

再建の要望をすべきではなかったかと思います。

御存じのとおり、財政再建を否定する人はいな

いのです。前市長も５年計画を示し、平成23年

度まで実質公債費比率23.8％の健全財政を確信

しておりました。それを一日も早く達成してい

くこと、市民の生活に支障を来さないために年

間５ないし６億円の投資的経費を計上すること

も質問に答えてくれました。そして、財政の見

通しを踏まえ、萩野中学校の新築構想を明らか

にするとともに、財政再建が計画より前倒しで

進んでいると説明していました。財政再建計画

は尊重すべきものと思いますし、実施に協力も

してきました。ここに至るまでには職員の協力

なくして達成できるものではなかったのです。

苦しいときこそ信頼関係が必要であり、大事に

していきたいと思います。山尾市長も長い間培

ってきた労使の約束を無視することは許される

ものではないのです。国も人事院勧告について

は労使の立場を尊重し実施しているのです。こ

の時期だからこそ信頼関係を大事にして実施す

べきと思いますが、再度市長の見解をお聞かせ

ください。 

  ３番目に、農産物生産地の計画についてお尋

ねします。国の農業政策が日々変化する中で、

農家の人たちは大変苦労しています。農業の担

い手や跡継ぎに加え、収入が大幅に減り、日常

生活もままならないのが現状です。一方、国の

農業生産、自給率39％と目標の45％を大幅に下

回り、ほとんど外国に依存している状況です。

中でも小麦、大豆、トウモロコシは80％を上回

っているのに、国の政策が一向に変わっていな

いことに驚かされます。今、話題になっている

ぎょうざの食中毒問題を見ても、品不足で右往

左往する始末です。国民に安心安全を強調する

国の対応に大きな不安を感じています。 

  そこで、新庄市を食料基地にされないものか

提起するものです。市の農業生産を見たところ、

農地面積が平成17年で5,200ヘクタールにふえ

ています。田面積が4,900ヘクタールと90％以

上を占めているのです。農業産出額では平成17

年の総額で62億円となりました。米の42億円を

筆頭に、畜産９億1,000万円、野菜６億3,000万

円、花卉３億1,000万円と続いています。野菜

の出荷額は、ニラ２億800万円、タラの芽5,800

万円、ネギ5,500万円、ウルイ3,000万円と続い

ています。県内のトップに位置する野菜もある

のです。これらの実績を踏まえ、米を中心に野

菜、家畜、果樹の目標を掲げ、増産増収の政策

を実行できないか、将来構想をお聞かせくださ

い。生産者の協力が絶対必要です。販路と宣伝

は行政で行うことが大事になります。生産者は

日々努力して実績を伸ばしているのです。この

努力が農業の活力となり、新庄市の活性化につ

ながるのです。食料基地将来構想についてお聞

かせください。 

  以上をもちまして壇上からの質問を終わりま

す。御清聴まことにありがとうございました。

（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄副議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは今田議員からの質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

  文化財の保護と管理運営ということで、大森

山の奥丁字桜についてでございますが、大森山

の西側にありまして、春ともなればたくさんの

株が立ち上がり、桃色の花が大変見事になるこ

とから、休場地区内の広域道整備後は新しい桜

の観光的な名所ともなっているようであります。

市の文化財保護審議会委員からは、東北の太平

洋側には丁字桜が、日本海側には奥丁字桜が分

布していて、種類としてはどこにでもある普通
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種ではあるが、大森山の木のような大きな株は

県内では最大クラス、また全国的に見ても最大

クラスであろうという見解を得ております。 

  これまで本市の天然記念物として文化財指定

を検討しておりましたが、立っている場所が大

森山の西側すそ野で、一帯が昔の入会地という

こともありまして立地地番の特定が難しく、天

然記念物として指定できずにおりました。今回

これをクリアできる見通しが立ちまして、今年

度の文化財保護審議会で審議いただき、全員一

致で「指定妥当」との答申をいただいたところ

であります。また、指定に必要な地元関係者の

了解も得たところですので、現在、指定に向け

て事務手続を進めているところであります。 

  また、次は名誉市民特別記念室の整備等につ

いての御質問だと思いますが、新庄市民の大き

な誇りである我が国最高峰の芸術家、故近岡善

次郎画伯の御遺族から今回膨大な絵画を寄贈し

ていただきましたことは、喜びにたえないとこ

ろであります。ふるさと歴史センターに名誉市

民特別記念室を設置して３年が経過しました。

その間、近岡画伯の油絵と人間国宝奥山峰石先

生の銀工芸の鍛金作品を数多くの方々に鑑賞し

ていただいておりますが、市ではこのたびの寄

贈絵画を本市の貴重な文化財遺産として長く伝

えるとともに、これを機に積極的な活用を図る

ために、両名誉市民の記念室拡充整備に着手す

るものであります。 

  拡充内容につきましては、洋画家近岡善次郎

記念室及び人間国宝奥山峰石記念室を歴史セン

ターの１階に内装を整備する形で２室設置し、

常時絵画30点、鍛金作品20点程度及び両氏の関

係資料を展示する計画で、随時特色のある企画

展示を開催して、内外に強くアピールしていき

たいと考えております。 

  また、２階の新庄市歴史民俗資料館につきま

しては、歴史民俗館、郷土人物館、企画展示館

として指定文化財資料等を中心に据えたリニュ

ーアルを現在進めております。新庄まつりの屋

台及び民具コレクションとあわせまして、同館

施設機能の一段の充実を図っていくところでご

ざいます。 

  続きまして、財政運営についての御質問、地

方交付税等の財源の確保についてでございます

が、毎年１月に国が定めます地方財政計画が大

変大きく影響いたします。80兆円を超える地方

財政全体の歳入歳出の総額の見込みを示す計画

で、交付税の額がここで決定されます。それに

より地方公共団体の財政規模が決まるわけでご

ざいますが、決定に際しましては都市と地方の

税の格差と、特に厳しい財政運営となっている

財政力の弱い団体の一般財源をいかに確保する

かが大きな議論となりました。三位一体改革に

より税源移譲はされたものの、思ったほど税収

は伸びず、交付税が減少するという状況のため、

地方公共団体が交付税の増額を強力に要望した

ためであります。国の財政運営も苦しい状況に

あることから、消費税率の引き上げまで議論さ

れましたが、結局は法人事業税4,000億円を地

方再生対策費として交付税に追加することに決

着しました。さらに、交付税特別会計の借入償

還金を21年度以降に引き延ばすなどの対策をと

り、交付税はわずかながら前年度より増額とな

りました。 

  このような財源確保に関しましては、地方公

共団体の意見を代表して国に要望する地方６団

体が大きく役割を果たしております。地方交付

税の確保や地方からの税の格差是正に関しまし

ては、本市の財政運営にとりまして大変大きな

問題でありますので、今後とも市長会等におい

て市としての考えを示し、地方６団体と連携し

ながら努力してまいりたいと考えております。 

  次に、人事院勧告への対応についてでありま

すが、12月定例会でも申し上げましたとおり、

人事院及び山形県人事委員会の勧告の内容は、

期末勤勉手当の支給割合の引き上げ、扶養手当
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の増額、若年層の給料表の増額改定などとなっ

ております。しかしながら、県を初めとし県内

市町村においても、それぞれの財政事情に応じ

完全実施を見送ったり、勧告の内容自体は実施

するものの、独自の給与削減対策をとるなどと

いったケースが多く見られます。 

  現在の新庄市におきましては、職員ばかりで

なく、市民の皆様にもさまざまな面で我慢と御

協力をいただき、財政健全化に取り組んでおり

ます。この財政の健全化を早期に達成し、市民

の皆さんが安心して住み続けられ、また子や孫

が住み続けていきたいと思うまちにすることが

私の使命であり、その推進のため仕事があり、

職場があります。その結果として、職員が安心

して働くことができる職場も生まれているもの

であります。あくまでも市民生活が前提である

と、そして財政再建を進めるという考えであり

ます。このような中では職員給与等の引き上げ

を行うことは難しい状況であることを御理解い

ただきたいと思います。 

  農産物生産地の計画についての御質問でござ

いますが、自給率39％は全国を見た場合の数値

でありまして、新庄だけを見れば消費を上回る

生産を上げております。ただ、畜産におきまし

ては、とりわけ酪農においては輸入飼料を使う

ことから完全自給とは言い切れません。本市の

考え方としましては、食料基地としての存在感

を示すよりは、適地適作による農家所得の増大

と住民のための安心安全な食の提供を第一義と

しております。農作物は気候風土によって栽培

の適地が決まっております。新庄市の場合は稲

作が一番適したわけで、そのために水田を整備

してきた経過がございます。米の需要減の時代

となり、米は売れる米づくりが必要になったと

ともに、他の作物への転換が求められました。

その結果、増収となるであろうと見込んだ転作

作物の振興目標を定めています。すなわち、今

後21年度までに作付面積をふやそうとしている

のは、飼料作物、ニラ、花卉、ウルイ、タラの

芽などであります。さらに、最上総合支庁と連

携し、伝承野菜を中心に新たな振興作物を探し

求めているところであります。作物に安全安心

やストーリー性などの付加価値をつける工夫を

してまいりたいと考えております。 

  以上で答弁を終わらせていただきます。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄副議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） やはり我々の市も財政

難というような状況の中で、文化というのは大

体捨てられる存在が多いんですけれども、そう

いう中で自然に開花する奥丁字桜、これについ

ては大変意義あるものだなと思いますし、今言

いました歴史センターの陳列物にしても大変に

高価なものだというふうに理解しております。

今お話をお伺いしますと、この本での紹介では

天然記念物に既になっているような感じを受け

取って質問したんですが、まだなっていなかっ

たということなので、審議会の中で慎重審議し

て満場一致でこれが天然記念物に指定できると

いうことがあるよという話を今お聞きしました。

大変心強くも思っています。私もあそこに時々

行くわけですが、千葉県の人とか九州の人、そ

れから近郊近在の人などが道を尋ねながら来て

見ているという状況の中で、前も申しましたが、

どこにあるのかというのが一つの目標であった

わけです。そういう意味では、一昨年からいろ

いろ御苦労していただいて、あそこのガードレ

ールにちょっと案内図を張っていただいたとこ

ろ、それでは通り過ぎるものが多いんですけれ

ども、大変快く見ていただいているというふう

に思います。この天然記念物に指定されますと

どういう整備がなされるのか、ちょっとそこら

辺お聞かせください。 

大江雅夫生涯学習課長 議長、大江雅夫。 

平向岩雄副議長 生涯学習課長大江雅夫君。 

大江雅夫生涯学習課長 奥丁字桜の件ですけれど
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も、初めに、今、看板ございますけれども、あ

れは最上地域観光協議会という組織が最上総合

支庁にございます。そちらの方で、まだ指定に

はなってなかったんですけれども、先に立てて

しまったというふうな経過があったようでござ

います。 

  それで、本市といたしましては、先ほど市長

の方から答弁ありましたとおり、指定文化財と

いうふうなことで諮問して、答申を審議委員会

の皆様から満場一致でいただきましたので、早

速次の手続というふうなことで、今月の26日に

開催いたします定例教育委員会、こちらの方に

指定手続に基づきまして議案として発議を考え

ております。その中で、教育委員会で審議して

いただいた後、委員会の方で指定の告示を行っ

て、文化財の所有者に指定書を通知して初めて

文化財というふうな指定の手続になります。 

  今後、指定になったらどういうふうな形に変

わるんだということですけれども、現在、新庄

市では市指定の文化財が38件ございます。その

中で天然記念物が全部で７件あるんですけれど

も、県指定が１件ありますので、市指定が６件、

これに１件ふえるわけですけれども、指定取り

消し１件もありますので数的には動きません。

ただ、所有者がはっきりしましたものですから、

これから文化財としての保存並びに維持等につ

きまして制約を受けてまいります。当然、自然

の中でこれまで手をかけずに成長してきた桜で

すので非常に生命力の強い天然記念物だなと思

っておりますけれども、樹勢の管理等につきま

しては所有者の方と連携をとって、とにかく保

っていかなければならないと、そのためのさま

ざまな方策がこれから出てくるのかなというふ

うに思っております。 

  以上、御理解いただきたいと思います。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄副議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 今言いましたようにそ

の順序に従って、また私たちを楽しませてくれ

る一つの状況になるのかなということで、早く

５月が来ればいいなというふうに思うところで

す。財政再建もこのようにぱっと咲くような気

持ちでいけば大変ありがたいなと思いつつ、次

の質問に移ります。 

  歴史センターの状況については、先ほども言

いましたが、他市を見ても、視察に行ってもあ

れほどの用具がそろっている資料館はありませ

ん。そういう意味合いでは私たちも自負してい

いんですけれども、ただ一つ２階の部分、これ

がちょっと気になるなと思っていますのが、何

となく２階に行って、何があるのかなと行った

とき、これかというような簡単にうなずいて帰

るような一つのしぐさであったわけです。ここ

ら辺の状況も、下の重要文化財、人間国宝のそ

ういう資料を見るのも大変楽しいんですが、２

階に行って奥まで入ってみたいなと、この雰囲

気がどこかで変わらないとできないのかなとい

うふうに思います。これまでも思っていたんで

すけれども、なかなかそういう機会がなかった

し、そういう意味合いでは、今回、事業として

出しているわけですから、将来構想も当然あっ

てこの第一歩を踏み出すというふうに考えてお

るんです。そこら辺の構想はありませんか。 

大江雅夫生涯学習課長 議長、大江雅夫。 

平向岩雄副議長 生涯学習課長大江雅夫君。 

大江雅夫生涯学習課長 歴史センター、ここ一、

二年、大々的なリニューアルが行われようとし

ております。先ほど申しましたとおり、現在の

名誉市民室が近岡先生の展示室になります。そ

れ以外の作品は置きません。反対側に生活文化

ホールがあるんですけれども、ここが奥山峰石

先生の鍛金展、これもほかのものは置かないと。

ですから両氏の作品が２部屋に分かれますけれ

ども、専用の展示室というふうな形になります。

２階の部分、これまで余り人が入らなかったと

いうふうなことで、現在、昨年度からなんです
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けれども、２階の民俗資料室を総入れかえした

いというふうなことで、リニューアル展をあわ

せて考えておりました。これにつきましては、

なくてはならない資料も当然あるんですけれど

も、そのほかに今度生活文化ホールが使えなく

なりますので、記念室展、今現在はちょっと移

動しているんですけれども、同じくやはり文化

財として希少価値のある新庄市の東山の歴代の

作品だとか、それから県の指定文化財になって

おります隠明寺凧の版木があるんですけれども、

その凧、これまでさまざまな企画展、ひな祭り

展とか、こけし展とか、新庄まつりの野川先生

の人形展とか、さまざま企画展をやっておった

んですけれども、それを２階のホールで展示を

従来どおり継続していきたいというふうなこと

とあわせて、これまでの偉人コーナーとか埋蔵

文化財関係の出土品ですか、そういうふうなも

のもあわせて少しにぎやかにしていきたいとい

うふうに現在整備計画を考えておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄副議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） もう一つ重要なことは、

やはりこれをいかにＰＲしていくかということ

が最高の入場者を迎える一つの準備だと思いま

すが、その施策は何かございますか。 

大江雅夫生涯学習課長 議長、大江雅夫。 

平向岩雄副議長 生涯学習課長大江雅夫君。 

大江雅夫生涯学習課長 名誉記念室を整備するこ

とによって、まず余りリピーターのなかった新

庄市民の方がかなり鑑賞に来られるのかなとい

うふうに考えます。それから、これは県内外に

発信できますので、これまでもやっておるんで

すけれども、旅行会社等のいわゆるエージェン

ト対策、これの強化を図りたいと。あわせてネ

ット情報等の公開も広く作品を通してできます

ので、広報関係では観光ルートの方を含めまし

て大いに活用して、少しでも多くの誘客に努め

たいというふうに考えております。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄副議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 今回もこれを記念して

いろいろな行事が取り組まれておりますが、や

はり四季の中でその折々にイベントをやるのも

一つの対策ではないかなというふうに思います

ので、参考にしていただいて進めていただけれ

ば大変ありがたいと思います。 

  次に、私は毎回、議案のたびに国に対する要

望を訴えてきております。これは時にはその話

題が消されたり、時にはそれが賛同されたり、

今はこぞって議会の皆さんと一緒に行政も個々

に努力するようになったんですけれども、そう

いう経過を踏まえますと、やはりいっときたり

とも息を抜いてはならないというふうに思いま

す。そういう意味合いで、さっき市長もおっし

ゃっていましたが、やはり６団体を中心にしな

がらその要望をしていくと。地方の情勢は、何

とか我慢して、やる気が起きればできるんだと

いう一つの国の政策であったわけですが、それ

はほど遠い一つのものであります。しかし、地

方で努力することは、それはやぶさかでないん

ですけれども、それが余りにも平準化しておっ

たというふうなことで、地方の声がこういうふ

うに出たなというふうに思います。交付の内容

もまだ変わっていないわけですから、そういう

意味合いでは当たり前のものを当たり前にもら

うという不思議さがここに出てきているわけで

すが、不思議にならないように努力をお願いし

たいなと思います。今、御答弁をいただいたと

おり、今後も続けて地方の実態を国に話してい

くということですから、それは今後も続けてい

ただきたいなと思います。国の交付税が減らさ

れるときは、億単位、5,000万円や6,000万円は

ざらにあるわけですから、減らされた場合の地

方の財政の苦しさはやはりあると思います。収

入の一つの市税と国税が大体均衡している我が
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市にとってはやはり大事な一つの収入源であり

ますので、努力をしていただきたいというふう

に思います。 

  あと、人事院勧告については、市民の皆様に

も負担を強いているのだから我慢しようではな

いかというふうなものがあります。この我慢す

る順序だと思うんですが、一つは前の市長とい

うことで先ほど紹介しましたが、ある程度の年

代になりますとそれはもとに戻すよという一つ

の約束、我々の議員の減額についてもきのう決

まったわけですが、それが20年度までというこ

とで１年限りというふうになっています。そう

いう意味では、それが過ぎたらまたもとに戻る

んだなというのが我々の一般で考える常識だわ

けです。そういう意味合いで、そこの中で一た

んそういう話が約束としてあったものはやった

と。そして、その上に立ってそれを戻さない理

由を改めて提起をすると。これは今までも新庄

市では人事院勧告があり委員会の勧告に従って

すべて守ってきたわけです。給与を下げるとき

は即に人事院勧告を守るということできたよう

な感じもしますが、そうでなくて、やはりこの

約束の時期は時期としてそれを認めていかない

と。そして、改めてまた要請をすると。市民に

対しても年度年度で話ししているわけですから、

そういう意味合いの関係もあっていいではなか

ったかなと思うんですが、そこら辺の経過など

の信頼関係はどういうふうにお考えですか。 

武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 

平向岩雄副議長 総務課長武田一夫君。 

武田一夫総務課長 職員の給与費の独自の削減に

つきましては、組合等々交渉しながら職員の理

解を得てこれまで進めてきたところでございま

す。一番最初は平成16年から３カ年間、いわゆ

る16、17、18年度の３カ年間の独自削減をお願

いしたいというふうな内容で組合と交渉して、

それぞれ３年間であれば今の現状ではいたし方

ないのではというふうなことで確認をし合った

ところでございます。 

  ３年経過して、平成19年１月15日に最終的に

は市長交渉、組合との交渉が行われまして、３

年間の独自削減についてはこれで終了と。これ

からは新たな削減について職員の皆様の協力を

お願いしたいというような交渉がございます。

これは組合の方の「かけはし」から、今私が申

し上げているのはこの「かけはし」に書かれて

いる内容でございますけれども、その中で何を

削減するかという部分でございますけれども、

財政再建期間中、いわゆる期末勤勉手当の傾斜

配分について50％の削減お願いしたいと、それ

を２カ年間ということでお願いをしてございま

す。組合の方では、傾斜配分の50％削減につい

ては傾斜配分が能力主義賃金の性格を持ってお

るため、提案を受けたいと思うというふうな内

容で現在に至ってございます。16年度から期末

勤勉手当の削減というふうなことを実施してお

ります。最初は4.4月を4.1月に削減をしていま

した。0.3月削減というふうなことをしてござ

いましたけれども、地方公務員の制度改革の中

で給与の締めつけというものがどんどん図られ

まして、いろいろな改正が行われております。

今まで4.4月の期末勤勉手当の支給月数が現在

は4.2月になっています。議員の皆様方も3.3月

から3.15月に今は変わっているということで、

もし平成20年度に独自削減を解消するといった

場合に、戻るのはこの役職加算の50％、それが

戻るということで、本体の支給月数には影響を

与えないような今の削減の内容になってござい

ます。ただ、これにも経過ございまして、4.4

月を4.2月に条例の本則を改正して昨年度可決

していただいたわけですけれども、これは二つ

の勧告がございます。国の人事院の勧告そして

県の人事委員会の勧告がございまして、国の人

事院勧告についてはそのベースとなる考え方と

いうのは全国の賃金、50人以上の事業所の全国

の賃金というのがベースになります。国の方で
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は国のベースではなくて山形県の実態に合った

ような、そういうふうなものを参考にして決定

してほしいということで、県の人事委員会では

山形県の企業の50人以上の事業所をベースにし

て、公務員は0.2月多いというようなことで4.2

月になったということでございます。ほぼ県あ

るいは13市は県の人事委員会に従って決定をす

るというふうな状況がございます。以上でござ

います。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄副議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 人事院勧告についても

0.05の分がまだ達成されていないという状況も

踏まえながら、そういうささやかな数字ではあ

りますが、やはり尊重するという一つの気持ち

がないと、きのうの施政方針の中にもあります

が、やはり職員と一体となってという一つの状

況がどうなのかなというのがあるんですけれど

も、そういう意味合いで、これまで尊重すると

いう一つのものはイコール実施ということに受

け取っておったんですけれども、その尊重は消

えたのでしょうか。 

  それからもう一つは、12月の議会のときにも

「方針としている」というふうな回答があった

わけです。この方針というものは、人事院勧告

があっても守らないということがその裏にある

のかなというふうにも思うんですけれども、そ

こら辺の考え方はいかがですか。 

武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 

平向岩雄副議長 総務課長武田一夫君。 

武田一夫総務課長 組合ともこの件に関しては昨

年から交渉をしてございます。その中で組合の

方に申し上げておりますのは、市長交渉も行い

ました、その中で申し上げておりますのは、人

事院勧告あるいは人事委員会の勧告については

十分に尊重はしますと、ただ、それを実施でき

る状況には今の新庄市の財政としてはないとい

うふうなことでの御理解をいただいているとい

うことでございます。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄副議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） もう１点の方が返って

こないので、私の方からもう一度質問します。 

  今、尊重するというふうに言っていただいて

きているわけですが、実施はまずしないという

ことですから、その尊重という意味をどういう

ふうに受け取っているのかちょっとわからない

わけですが、その中で、せめて県が実施してい

る若年層、県の場合は12月の答弁でありますと

４月にさかのぼって若年層の分は実施するとい

うふうになっています。せめてそこら辺のとこ

ろまでは守れないのかということであります。

その金額についても、若年層だけで結構ですか

ら、その金額がどのくらいになるかちょっと明

らかにしてください。 

武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 

平向岩雄副議長 総務課長武田一夫君。 

武田一夫総務課長 人事院勧告あるいは県の人事

委員会の勧告、今、昨年度の方針としまして、

より実態に近い県の人事院勧告を尊重していき

ましょうというふうなスタンスでありますけれ

ども、それは尊重する、ただし平成19年度ある

いは平成20年度の実施はしないということでご

ざいます。若年層部分についての影響額ですけ

れども、おおよそでございますけれども、200

万円ぐらいかなと試算してございます。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄副議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 200万円という数字で

いいか悪いかというものでなくて、尊重すると

いう一つの気持ちが出るとすれば、それが一つ

のベースになるのではないかと。そして、そう

いうお互いの約束を守るということが市民に対

しての約束を守るということにつながりますか

ら、そういう意味合いでは何としてもその若年

層だけでも認めてほしいと思います。これがイ
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コールになりますと、市民もそういう約束事は

守るんだなと。市民との約束も尊重はするけれ

ども守らないんだなという一つのイメージにな

ると、これは大変な状況になると思います。 

  けさも夕張市の市長が言っておりましたが、

300億円ほどの財政赤字が今回は目標達成16億

円、これを達成できたと。この達成するまでの

間、大変苦労かけたのは職員の皆さんが一人一

人去っていくことだと言っておりました。そう

いうふうにして職場で働く人々がやはり健康で

明るく生活していかないと地域住民も暗くなる

わけです。 

  去年の暮れでありますが、新庄市でそういう

関係が凍結されたために、市のある会社でござ

いますが、これは二、三の会社の人がいたんで

すけれども、その中で、市で上げないものに

我々が上げられるわけないべというふうになっ

ています。この影響力も200万円以上だと私は

計算しておるんですけれども、そういう意味合

いの200万円を投資すると、これが非常に困難

なのかということでありますが、それが系統的

にこれまでも来ていましたから、そういう意味

合いを考えるとすれば、そこは十二分に説明な

されて、そして若年層だけでも何とかできない

か、もう一度お聞かせください。 

武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 

平向岩雄副議長 総務課長武田一夫君。 

武田一夫総務課長 平成19年度、それから平成20

年度の一般職の期末勤勉手当の削減につきまし

ては、若年層からは削減はしてございません。

今回新たに若年層の削減をお願いしているわけ

ではなくて、若年層の給与が上がるというふう

な部分を今回は見送ろうということでございま

す。200万円でございますけれども、議員の皆

様方からも御協力をいただいております。いろ

いろな形の中で協力をいただいている、そうい

うふうな状況の中で片方が上がるということは

いかがなものかということで、今回は見送りを

したということでございます。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄副議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） きのうもいろいろ予算

の中で説明いただきましたが、山屋の温泉の件

についても、これは200万円でありますから500

万円よりは低い、そして影響力は山屋の方があ

る程度の顧客に絞られるという一つのものであ

りますし、それからきのう12億円の農業用水の

水利事業の問題が提起されました。12億円が減

るわけですから、そういう意味でいえばどうな

のかなということと、それからあともう一つは、

来年から新幹線の予算も大体３分の１ぐらいに

減るわけです。それがいろいろな場面で関係が

出てくるんですけれども、そういう意味合いも

含めて考えればそう難しい問題ではないと。そ

して、このまま順調にいけば、きのう施政方針

でありましたけれども、今までの計画より

100％以上の速さでこれは進んでいると、それ

も協力のおかげというふうになるわけですから、

それは達成できないものではないというふうに

思います。その尊重の意味の大事さと、そして

職員との約束が市民にも行政との約束になると

いうことを考えれば200万円の担保は高くない

のではないかと思いますが、もう一度お聞かせ

ください。 

武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 

平向岩雄副議長 総務課長武田一夫君。 

武田一夫総務課長 財政再建期間中の人件費の抑

制ということは我々の使命でございますので、

現在のスタンスとしてはそれを変えるという考

えはございません。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄副議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） これからいろいろ新年

度予算が出てきますが、そういうふうにして考

えますと片手落ちが随分出てくると思います。

苦しいからとめるという一つのことと、それか
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らこれは実施しなければならないということの

格差がどんどん出てくるような感じがします。

そういう意味合いの件をもう一度若年層だけで

も何とかしてほしいと御要望申し上げて、質問

を終わります。 

平向岩雄副議長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

     午前１１時５０分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

森 儀一議員の質問 

 

 

平向岩雄副議長 次に、森 儀一君。 

   （１６番森 儀一議員登壇）（拍手） 

１６番（森 儀一議員） 御苦労さまです。改新

会の一員として一般質問をさせていただきます。 

  新市長になってから着々と新庄を変える市長

のマニフェストが実行され、その熱い思いが市

民にも伝わっていると思います。マニフェスト

は、期限、期日があって初めて守られるもので

す。多くの市民が期待のまなざしでその手腕を

見ています。数々の困難が伴いますが、どうぞ

市民にわかりやすくその思いを訴えて、市民と

一緒になって考え実行していってもらいたいと

期待しているものです。 

  それでは早々に質問に入らせたいただきます。 

  最大の難問である市町村合併について伺いし

ます。市町村合併については、最上各首長が市

町村合併を主要テーマにして１月29日に最上地

域将来像検討会が発足しましたが、合併の機運

が高まったかに見えますが、その実態はどうな

のでしょうか。2010年３月新合併特例法期限内

の実現の可能性はあるのかお聞きします。国や

県の構想との格差について、各首長の考えはど

うなのか。 

  最大の問題点は、国全体が人口減少という、

かつて経験したことのない基礎数値が変わった

ことにあり、合併のみならず、すべての問題を

見直す時期だと考えています。これは全国各地

で同じ悩みを持つ課題であり、税収の伸び悩み

も手伝って財政が悪化の一途をたどり、今後こ

の状況は続くものと思われます。各首長の考え

は、中心の新庄市の財政状況、地域間格差、地

域のサービス低下が要因と思うが、一方では最

上広域市町村圏で扱えば今のままでいいという

考えも出ているようですが、忘れてならないの

は基礎数値が減少していることに歯どめがかか

らない現状では、当面はもつと思いますが、い

ずれは繰り返される問題で、自立を目指したい

気持ちはだれしもがあることですが、先送りす

ることは次代を担う人たちへツケを回すことに

なりかねないのです。 

  新合併法に加えて、2010年３月、過疎地域自

立促進特別措置法の期限が近づいている今、各

首長や行政レベルだけでなく、視点を変えて住

民へもっともっと情報を公開し、将来の姿、合

併のメリット・デメリットをわかりやすく説明

して、その機運を住民が理解し、行動するよう

な世論形成が最も必要と考えます。現状や将来

像の説明不足や難解な説明では、一般市民はお

のれを筆頭に当然移住地や地域を優先にして、

また現在の行政サービスの低下、地域間格差だ

けで判断をするものと考えます。住民社会の安

堵を図るのが今最も重要な時期です。住民と一

緒になって将来を考える場や情報を伝えて、今

後の行政サービスを訴えることが必要と考えま

すが、市長のマニフェストの中にありますよう

に、新庄が主体となって「最上は一つ」を最上

地域将来像検討会発足を機に合併を促したいも

のですが、市長の考えをお聞かせください。 

  次に、旧角沢小学校の建物や敷地に関する市
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の考えをお尋ねします。旧角沢小学校が校舎の

老朽化や児童数の減少などにより日新小学校へ

統合されてから、はや２年を経過しようとして

います。統合に当たっては、事前に日新との交

流学習や、教員の人事異動も角沢小学校の先生

方をできるだけ日新小への異動なるような配慮

をしていただき、また日新の教育振興会の方々

にも父兄に対する気配りなども行っていただい

て、角沢の学童の様子は統合という学習環境の

変化にも惑わされることなく、明るく元気に毎

日を過ごしているようです。この場をおかりし

て、教育委員会を初めとする関係各位に改めて

御礼を申し上げます。ありがとうございました。 

  この統合問題は、当初は地域の要望で学校改

築の問題でしたが、さきの私の市町村合併の問

題と同じく、地域としては地域の学校として残

したかったのですが、これも児童数の減少傾向

に歯どめがかからず、地域開発もままならず、

あらゆる検討を加えたが、児童の将来を考え、

地域エゴは捨てて合併の道を住民が選んだ結果、

事後特に問題もなく経過してまいりました。か

つて自立の道を選んだ学校は、今その将来に大

きな不安を抱いていると聞きます。この角沢小

学校統合については、市の考えを懇切丁重に住

民に話をし、住民が判断した結果そのものです。

市としてもこの財政難の折と児童の将来からも

正しい判断をしたものと評価をするものです。 

  さて、本題に入りますが、残された建物や敷

地は人の出入りも少なくなったことから次々に

傷みが出ているようです。冬は雪害の問題や夏

は雑草、立木など病害虫の環境問題もあり、地

域住民もみずからその保全に当たったり、その

都度市にお願いをして手当てをしていただいて

います。施設や敷地や現在主に地域の人たちが

各種の行事やスポーツなどで時々利用させてい

ただいております。統合時に地域の意見を集約

した角沢小学校跡地利用計画書も提出していま

すが、今後地域としてもその建物や敷地がどう

なるのか心配をし、施設や敷地の利用計画はあ

るのか、当面の維持管理や、更地に戻すなど、

いろいろと想定されますが、どうしたらよいも

のか再度検討することになっていますが、今、

地域の役員の改選期ともあって先送り状態で、

まとまった意見が出されていないと聞いていま

す。ただ、今後必ず出てくる問題ですので、方

向性として今後は地元からの提案だけでなく、

ぜひ市の方からも地域コミュニティーの維持と

活性化という視点での情報提供など、また展開

に向けた働きかけをお願いし、統合時のような

進め方で市の意見を聞き、参考にさせていただ

き、一緒になってこの問題に取り組んでまいり

たいと考えておりますので、市の考えをお聞か

せください。 

  次に、近岡画伯の絵画展示について伺いしま

す。さきの今田議員の質問とかち合う点がある

と思いますが、よろしくお願いいたします。 

  昨年、新庄市の名誉市民である近岡善次郎画

伯が逝去されました。謹んで御冥福をお祈りし、

そして哀悼の誠をささげるものでございます。 

  御家族から画伯の絵画を134点も寄贈いただ

いたそうですが、画伯の絵画は私が申し上げる

までもなく、市民がこぞってすばらしいものだ

と絶賛しています。私どもも了解を得て画伯の

かいた絵を高校の同窓会用記念品として作製し

たところ大変好評で、追加注文をした経験がご

ざいます。また、全国にも知れ渡っている画伯

と聞いておりますので、この貴重な絵画の展示

について、どのようにするのか、現在はどうな

っているのか伺いします。また、これまで寄贈

いただいた絵画のほかにも市が保有している絵

画はどれぐらいあるのか。聞くところによると、

各学校にも画伯の絵画があると聞いております

が、その保管や管理状況はどうなされているの

か。このたび寄贈いただいた絵画だけでなく、

学校や企業、個人が保有している絵画も記念展

示などする企画や場を設け、「広報しんじょ
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う」でも紹介されていますが、現物、そして本

物のすばらしさを広く市民に見て知っていただ

くことにより、故人の遺作はもとより、新庄市

のＰＲの機会を持ってもらいたい、このように

思うところでございます。また、これと同じ人

間国宝である奥山峰石さんの作品も一緒に常設

展示できる既存の施設を利用した場所を確保し、

市民がまずいつでも来新された方を御案内し、

鑑賞できるようにして広めていくことが必要と

考えますので、ぜひ検討をお願いいたします。

新庄市の数少ない財産の一つでございます。ぜ

ひこの財産を後世までの宝に大切に有効に扱っ

ていただきたいと思います。 

  以上で壇上からの質問を終わります。よろし

くお願いします。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄副議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 森議員からの御質問、初めに市町

村合併についてでございます。 

  最大の難問であろうということの前置きをい

ただきまして、本当に最大の難問だと思ってお

ります。私のマニフェストでは４年間でという

ようなことを申し上げておるわけですが、差し

迫った問題といたしましてはやはり新法におけ

るスケジュールに間に合うかというのも一方で

勘案していかなければならないという時期にな

っております。新聞報道で既に御存じかと思い

ますが、１月29日に最上地域将来像検討会を設

立し、２月末に設置要綱を確認し合ったところ

であります。その設置要綱におきましては、検

討会を最上総合開発センター内に置くというこ

とで、事務局は最上地方町村会の中に置くとい

うことまで検討されております。今後、座長、

事務局長等についてまた今後の話し合いを続け

ていかなければならないと。非常に微妙なこと

を踏まえながらの話し合いだということでござ

います。その意味で、御質問の各首長さん方の

実態はどうなのかということがありますが、こ

こでどの町村長がこういう考え方だということ

は余りにも推測にすぎず、それを発表するとい

うことは今できない状況で、その前段といたし

まして、この地域内の抱える問題等についてま

ず将来あるべき姿を検討しようという段階だと

御理解いただければと思います。 

  ただ、懸念されますのが、今回、辞職という

ような形で表明されました隣町の町長さんが県

知事との懇談会の中で、これまでの推移という

中でこの８市町村の首長の選挙が行われてきた

ということを非常に懸念されておりました。前

回の合併の協議からほぼ全員が入れかわったと

いうことになると思います。金山町長さんが辞

任ということで、そういう意味でそれぞれの町

村長さん方がそれぞれのまちづくりに取り組む

という姿勢を住民の皆さんにお約束していると

いう事実もございますので、非常に御指摘のと

おり難問というか、非常に厳しい話し合いにな

るのかなと思っております。 

  今後、私なりに合併の仕組みをどう考えるの

かということもあわせて申しますと、やはり現

状をしっかり把握しなければならないだろうと

いうことで庁舎内に課題研究会を立ち上げてお

りますが、一番最初にその課題として出てくる

のがこの地域の人口減少だと、御指摘のとおり

であります。特に郡内においては650人ぐらい

の方々が、もっと減ってきているわけですけれ

ども、600人から650人ぐらいの間でお子さんが

生まれ、1,000人以上の方々が亡くなっている

と。その幅が400からここ数年でまた500あるい

は600と開く可能性があるという非常に危機的

な人口自然動態の結果がございます。これまで

新庄と最上郡との関係というのは、私は常に共

存共栄だと思っております。ことしの新年会等

で各地各会場等に行ったわけですけれども、そ

のほとんどの会場は、町村の関係者、教職員あ

るいは役場の新年会等がほとんど市内で開かれ
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ていると。市内でそういう営業をなされている

方々がその恩恵にも浴しているわけでございま

す。また、郡部の方に通勤している方の大多数

はまた新庄にも暮らしているということを考え

ますと、新庄の成り立ちというのは新庄だけで

成り立っている状況にはないと考えた場合に、

郡部と新庄の共存共栄を図りながら、さらに最

上圏域を一つということにまとめながら、他地

域との地域間競争に負けずに生活していかなけ

ればならないという、この実態をしっかり押さ

えていく必要があるのかなと思います。そうし

た課題を一つ一つ出しながら慎重に将来像を協

議していかなければならないと思っております。 

  新合併特例法は確かに平成22年３月31日に失

効いたします。その日までに新自治体が発足し

ないと新法による特例措置は受けられないとい

うことになります。合併スケジュールの標準的

な期間は22カ月とされておりますが、将来像検

討会での協議を踏まえながら対応していきたい

と、先ほど申し上げたとおりであります。 

  一方、過疎地域の自立促進特別措置法、一般

的に過疎債と言われるものであります。新庄市

と金山町は過疎債の該当を受けておりません。

他の町村は、過疎債、この特別措置法を受けて

おりますので、借金をしても70％は地方交付税

で返ってくるというようなことに頼った形のこ

れまでの財政運営をされてきておるわけです。

この財政運営が途切れたときについては、かな

り町村にとって大打撃になるだろう、予算が組

めなくなるというようなことが一方にあると思

います。 

  また、国の指針で示しております基礎自治体、

先ほど申し上げておりましたが、基礎自治体の

人口をどういうふうにするのか、１万人以下に

するのか、5,000人以下にするのかと。そのよ

うな人口でどういうふうな行政サービスが可能

なのか、基礎自治体のあり方についても今後検

討しなければならないということがございます。 

  ただし、一番は何といいましても住民の安心

安全ということが行政の最大の目的であるとい

うこともやはり考えなければならないと思いま

す。安心安全の裏側には行政との信頼感あるい

は行政とのつながりというものを非常に強く求

めておりますので、そうしたサービス機関が住

民の皆さんにとりましてはすべてが新庄市に来

なければサービスが受けられないだろうかと、

そういう不安もお持ちの方々が多いのも事実で

あります。そうしたことではないと、各市町村

の今の施設、支庁、役場等を利活用しながら、

当然受けられるサービスをほとんどこれまでと

同様な形で受けられる。例えば戸籍の問題であ

るとか生活に関するものは窓口があけられるだ

ろうと将来的には考える。しかし、企画部門で

あるとか別の政策、財政部門、そうしたものは

統一して考えることができるのではないかとい

ったこともあります。そうしたこともやはり市

民の皆さん、郡民の皆さんに一つ一つ丁寧に説

明しながらいかなければならないと思っている

ところです。 

  具体的な事例を出しながら住民に情報を出し

て世論形成をしていかなければならないのでは

ないかといったことも提案されています。実際

に将来の検討会の話題ではございませんが、現

在最上広域の中で、皆さんも御存じのとおり、

大きな課題とされているのが最上の広域消防体

制のあり方について大変大きな話題を投げかけ

ておるところでございます。それについても、

先日の話し合いの中で広域議員の皆さんからさ

まざまな御意見をいただきました。理事者側の

方は一署体制であるというようなことを一つの

試算方法として出して、検討の課題の一つとし

てしていただきたいということで懇話会を設け

ていただきましたところ、各町村の議員の皆さ

んからはとても一署体制では無理だと、住民の

安心安全、特に選出の議員の皆さんの提案した

５署体制の経過措置などはどうなっているんだ
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という本当に真摯な御意見をいただいたところ

であります。最後に私も特に感じましたのは、

住民の安心安全を分担金を減らすという「お金

から入るのか」といった非常に真実を突いた意

見もございました。そうした広域での動き等も

考えながら、そうしたことを世論に訴えていく

と。本当に必要な住民の安心安全をどう確保す

るかということは、私一人の問題ではなく地域

全体の問題であり、ここに御列席の議員の皆様

とともに、住民の行政サービス、さらには安心

安全をどう守るかということを大いに意見交換

していかなければならない状況だなというふう

に思っているところです。そうした意味で、市

町村合併というのは大変慎重にやらなければな

らないという中で、私一人ですべてができると

いうことであればいいのですが、互いの住民同

士のコンセンサス、また議員の皆さん同士のコ

ンセンサスを今後どうとっていくかということ

も大きな課題であり、一つ一つそれを乗り越え

ていきたいなと思っておるところです。 

  例えば、考えられる中で私が特に思うのは、

地域の市町村の区割りはもう既にない生活環境

になっているということをまず訴えなければな

らないだろうと。例えば市内に勤める方々の親

御さんは市内のさまざまな施設にお子さんを預

けて会社に勤めているという実態もございます。

例えば補助金の中で新庄市の子供たちの分だけ

は補助金を出しながらも、郡部から来た方々の

お子さんの分はカウントされないなどという実

態もあるわけです。そうしたことはやはり垣根

がなくなることによって、そうした親御さんた

ちも安心して新庄市内の各施設に預けることが

できる、利便性も高まると、そういったことも

具体例としてあるのかなと。さまざま今後具体

例をわかりやすく、森議員御指摘のとおり、わ

かりやすい具体例を出しながら世論形成に努め

てまいりたいと思いますので、今後ともよろし

く御指導をお願いしたいと思います。 

  それから、旧角沢小学校の建物及び敷地につ

きましては教育長の方から答弁させますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

  それから、近岡善次郎画伯の絵画展示につき

ましては、午前中の今田議員等の質問にお答え

申し上げたところではございますが、御家族か

ら寄贈を受けました油絵、水彩画134点を加え、

ふるさと歴史センター所蔵の画伯作品を合わせ

れば166点という一大コレクションとなり、こ

れを奥山峰石先生の鍛金作品群とともに、だれ

もがいつでも鑑賞できる常設展示室として拡充

整備すれば、日本で唯一の存在となって全国か

ら注視されることは確実だと思っております。

これまた、現在、世界遺産候補としてアピール

中の最上川沿いの文化的景観に展開できる最上

川アートロード的な位置づけ構想も持っている

というようなことで、村山市の真下慶治画伯コ

レクション、酒田市の土門 拳写真コレクショ

ン、黒川能の森田 茂画伯コレクションなどと

ともに最上川アートロードと名づけながら内外

に情報発信することが可能となって、本市の強

力な人的交流、経済・観光交流の拡大に結びつ

けることができるようになると考えております。

そのために、今後県内の重要な美術コレクショ

ン及び展示施設と密接な情報交換、連携を図る

とともに、新庄最上地域の学校や施設、会社、

個人などで所有される近岡画伯作品をも視野に

入れた個性的な企画展示を重ね、「祭りと雪の

ふるさと」「民話のふるさと」に加え、今後新

たに「芸術文化の薫るまち新庄」としても本市

の大きなセールスポイントを築き上げてまいり

たいと思っております。既にこの地域の近岡画

伯の絵画等のリストづくりも進めていると担当

の方から聞いております。こうしたことを活用

しながら、先ほど申し上げたような最上川アー

トロードの実現に向けて努力してまいりたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

佐藤 博教育長 議長、佐藤 博。 
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平向岩雄副議長 教育長佐藤 博君。 

   （佐藤 博教育長登壇） 

佐藤 博教育長 旧角沢小学校跡地の利用につい

ての御質問でございますけれども、廃校後の校

舎の状況についてですけれども、廃校施設の利

用につきましては、地域の意見を集約しました

角沢小学校跡地利用計画書などに基づいて地元

の皆様と協議をしてまいりました。その結果、

体育館につきましては敬老会等の大字角沢４地

区の行事やスポーツクラブなとの利用のため、

また西側校舎につきましては思い出の場として

の記念室や御神楽保存や各種団体の利用のため

残してほしいという要望を受けまして、廃校当

時のまま残しております。また、廃校施設を利

用する際に駐車場が狭いという要望もありまし

たので、平成18年に老朽化が著しい東側の校舎

を解体しまして、現在駐車場として整備してお

ります。また、体育館の天井の穴をふさぐ修繕

を行ったり、またはプールにつきましては市と

して利用目的がないことから、排水のバルブを

開き、水がたまらないようにしながら安全管理

をしております。 

  次に、廃校施設の維持管理等についてでござ

いますけれども、地元からは地区公民館として

市で職員を配置し、整備をお願いしたいという

要望もありました。しかし、市としては各中学

校区ごとに５カ所既に公民館等の生涯学習施設

を整備しておるわけです。日新中学校区にはわ

くわく新庄がございます。したがって、廃校施

設は地元で管理団体を構成しながら運営してほ

しいという回答をしております。これまで今後

の廃校施設の利用や維持管理等について懇談会

を２回ほど開催いたしましたけれども、現在の

ところ結論には至っておりません。 

  なお、先ほどありましたが、日新小学校に統

合したわけでございますけれども、あの当時、

角沢地区から子供の声がそれによってなくなっ

てしまうと非常に寂しいというような声もあり

ました。統合した結果、先ほどありましたよう

に非常にスムーズに子供たちも学校生活をやっ

ておるわけですけれども、現在ある体育館やグ

ラウンドを利用しながら、また地域の中で例え

ば運動会や、または文化祭などを開いて、そし

て子供たちが中心になってのそういう企画があ

れば、日新小学校の協力態勢も得られるように

なっておりますので、要は地域の声じゃないか

なというふうにも思っております。現在は利用

者の協力を得ながら学校教育課で管理しており

ますけれども、今後も市と地区との話し合いを

続けますし、また各地におけるさまざまな利用

方法については情報提供を心がけてまいりたい

と思います。そして、地域の方々とともに、残

された施設をよりよい形で今後も利用できるよ

うにしていきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。以上です。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄副議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） 合併でございますけれ

ども、市長としては相手があることということ

に聞こえますけれども、これは首長だけが介入

をしても、やはり住民末端まで行っていないと

いうことになるとまた前回のような目になるの

ではないかなと思われますが、それを住民に何

とか知らせる方法というのもこれは必要ではな

いかと思います。また、旧特例法で８市町村が

任意の協議会を設立してやったときも６町村が

次々に逃げ出したということで、そして残った

のが舟形だけということで、最後まで頑張った

んですけれども、最終的には新庄市の危機的な

財政状況に不信感などを抱いて、住民投票の結

果、反対になったということで、これまたその

二の舞になるのではないかということを考えま

すが、その辺をどうこれから住民に説得という

よりも、住民が望んで合併方向に進むようなこ

とを住民に知らせていくのか、その辺。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
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平向岩雄副議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 本当に御指摘のとおり、新庄市の

市民の皆様には広報を通して考え方を今後どん

どんどんどん出していくことはできると思いま

す。それを基本に、郡部から会社等に勤めてい

る方々、そうしたところにも波及効果をねらっ

たような情報提供ができるのかなと思っており

ます。確かに、先ほど申し上げましたが、相手

があることということで、簡単に治外法権とい

うか、住民自治に手を突っ込んでこちらが誘導

するということもできないのも実情ですが、私

もやはり御指摘のとおり住民の皆さんから今こ

の状態でいいのかというような声が上がるとい

うことがとても大事なことだと思っております。

そうした面でさまざまな先ほど言ったケースな

どを市民外の方々に時間を見つけては述べてい

るところであります。非常に微妙なところなも

んですから、なかなか……、でも今後、将来像

検討会で一つ一つ問題を重ねていくと。そうす

るとやはりこれは最後行き詰まるところが財政

問題だなと。４年前の前回の広域合併のときの

合併につきましては、確かに新庄市の財政状況

というのが大変厳しいという評判になり、サー

ビス格差が生じるだろうという不安、正しい情

報が行ってなかったと。しかし、そのときまで

は協定書を結ぶ前段階まで協議したという実績

がございます。今回はやはり数年たったという

こと、ちょうど１年になりますが、昨年のきょ

うだそうですが、夕張が赤字再建団体の指定に

なったということから、全国、特に地域の方々

がそれぞれの市町村の財政状況はどうなのかと

いうことで全国ベストテンに名を上げたわけで

すけれども、新庄市が確実に再建されると、さ

れているという事実をきちっと他の住民の皆さ

んにもお知らせしていかなければならないと思

っています。 

  トップ同士の話になりますと、財政事情は各

町村苦しい、市も苦しい、しかし最終的に独自

財源を持っているかとなると、やはり新庄が一

番なわけなんです。そうしたことを踏まえなが

ら、最上地域で一番人口の多い新庄市が郡部へ

配慮しながらも、一緒になっていかなければ地

域の住民の安心安全は守れないのではないかと

いうことをはっきり申し上げなければならない

時期は必ず来るのかなと。しかし、その前に将

来像検討会等で具体的な積み上げを図っていっ

て、そして住民の皆さんの理解をいただきなが

ら進めていくという手法をとっていきたいと思

っております。よろしくお願いします。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄副議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） 先ほど金山の町長さん

の例を出していただきましけれども、選挙が近

くなるとばらばらとなって、そして会議に来る

と大変合併にそうすることを言いますが、いざ

地区へ帰りますと何か自分のことだけを言って

いるように、実は大蔵村の元職員の方から聞き

ましたんですけれども、何か前回ですと、会合

で言って、新聞に出ていることと全然地区に来

ると違うということで、末端の人たちが本当に

理解できるような、そういう話し合いになって

いないのではないか、こういうことをよく地域

住民から言われますけれども、今本当に最上が

一つになっても人口は米沢市よりも少ないよう

な状況でございます。そんな中で、舟形との合

併の際には新庄市が財政悪化でだめだと言われ

たんですけれども、逆に今度この４年間で新庄

となら合併したいというようなところはうかが

えないのが、ないのか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄副議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 まず、新庄市と合併したいという

住民の形成をするには新庄市がまず元気になる

こと、私はこれが一番だと思っております。今

回さまざまな皆様の御同意を得ながら、例えば

わらすこ広場など子育て支援施設の再開、ある
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いは５階の室内温水プール、そうしたことが再

開され、やはりさすが新庄だなというようなこ

との積み重ね、元気な新庄市、今後出てくるで

あろうさまざまな事業展開を図りながら、苦し

い苦しいと言いながらやはりまちの中が活性化

しているということの積み重ねこそがやはり新

庄と組みたいというような住民の世論形成にな

っていくのではないか。将来的にはすべて新庄

と郡部の共存共栄という中で新庄市そのものの

魅力をさらに磨き上げていく、交流人口拡大を

図る、回りの地域も含めながら、やはり新庄の

企画力、政策力、高いと、やはり新庄に任せよ

うと、そういうふうな環境あるいは行政状況を

つくり出していくというのが私の役割だと第一

義的に思っております。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄副議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） 住民が主体です。市長

だけでなく、住民と一緒になってボトムアップ

と申しますか、底上げをして、そして４年以内

と。もう少し早めるか、それは４年以内よりも

早める覚悟で頑張っていただきたいと思います。 

  それから、時間もなくなりましたけれども、

角沢小学校の跡地、敷地でございますけれども、

先ほどプールの問題出てきました。やはりこれ

は危険を伴うものでございますので、そしてま

た統合を望まない学校、これから恐らく統合の

運びになると思いますが、そのときにもまたプ

ールが出ます。その次にもまたプールが出ます。

そのときに、やはりそういうものから早く整理

していかないと、新庄市内に空きプールが三つ

も四つもあっては大変だと思いますので、大変

あれはお金かかると思いますよ。ですから、そ

ういうものを早く整理していただきたいという

ことは、地元の人たちも言っておりますし、そ

れから今資源がちょっと上がって、例えば中に

ある、プールに使われているほうき類とか、何

かあれもあるんじゃないですか、水中ポンプと

か、そういうのがもしあれば、そういうのを早

く解体すれば、お金になるかならないかわかり

ませんが、そういう相殺できると思います。プ

ール全体にはできないと思いますが、そういう

ものも産業廃棄物としてお金をかけて撤去する

よりも、できるところからそういうものを整備

していきながらやっていったらいいと思います

ので、その辺も、プールに限ってはいつごろ解

体予定ということはわかりませんか。 

大場和正教育次長 議長、大場和正君。 

平向岩雄副議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 プールにつきましては、現在

水を抜いて安全管理を行っているというふうな

状況です。今取り壊せばということなんですけ

れども、今のところ地区の方からの御要望とい

うものもまだお聞きしておりません。ただ、壊

す場合、ざっと見積もって600万円ぐらいかか

るのではないかなというふうに私の方では試算

しております。要望があれば検討させていただ

きたいと。ただいま現在は施錠しておりますし、

フェンスで囲んでおりますし、安全面は十分配

慮しているところで、要望を受けてからの話に

なってしまいますけれども、こういう財政事情

なので、できれば安全管理にまずは十分配慮し

ながらやっていきたいなと思っています。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄副議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） 地域の人たちが一緒に

なって相談に上がったときにはよろしくお願い

したいと思います。 

  それから、樹木の方も大変手入れされており

ませんので、民家に邪魔になるような木も出て

まいりました。なかなか地元の人たちが市に要

望に来るのもちょっと遠慮しているようでござ

いますので、たまには回って見ていただいて、

そして市長が言っております地域担当制、これ

をまず生かして、そして地域の要望を把握して

いただきたい、このようにお願いしたいと思い
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ます。 

  それから、近岡画伯の絵でございますけれど

も、これはぜひ展示をして、そして広げていく、

まず市民に見ていただく、市民にまず鑑賞して

いただいて、そして広げていくというようなこ

とにしていっていただければなお一層いいんで

はないかなと、このように思っておるところで

ございます。年に何回かの大きな展示というも

のは、そういうものは考えていないのか、その

辺。 

大江雅夫生涯学習課長 議長、大江雅夫。 

平向岩雄副議長 生涯学習課長大江雅夫君。 

大江雅夫生涯学習課長 近岡先生の作品の展示で

ございますけれども、整備については早目に年

度当初に行いたいと。先生の一周忌の命日がた

しか６月２日です。そのときにセレモニー的な

オープン記念をまずやりたいというふうに考え

ております。それから、今年度、寄贈いただい

た作品の一般展示ですけれども、１期、２期、

年２回の展示を考えています。第１期が、予定

ですけれども、６月25日から11月３日まで、こ

れが１期約30数点の絵画の展示になると思いま

す。これから入れかえいたしまして、第２期が

11月12日から３月23日までというふうなことで

１年間、展示２回になりますけれども、広く絵

画の展示を行いたいと考えております。 

  以上です。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄副議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） 最上川アートロードで

すか、ぜひ成功させていただきたい、このよう

に思います。終わります。 

平向岩雄副議長 ただいまから２時まで休憩しま

す。 

 

     午後１時５０分 休憩 

     午後２時００分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

金 利寛議員の質問 

 

 

平向岩雄副議長 次に、金 利寛君。 

   （１３番金 利寛議員登壇）（拍手） 

１３番（金 利寛議員） 平成20年３月定例議会

一般質問４番目で本日最後の質問となりました。 

  平成20年度がもうすぐ開幕します。私たちの

新庄市にも新しい市長が誕生し、新しい風が吹

き、大変な中にも明るい見通しができ、新市長

が何かをやってくれるのでないかと期待感で市

民は見ていることと思います。期待どおりの財

政再建に立ち向かい、その中でも明るい見通し

の持てる１年になっていただきたいことを期待

しながら、通告に従って、たいまつ’07の一員

として一般質問をさせていただきます。 

  平成11年12月４日、山形新幹線が新庄に開業

して早いものでもう10年目を迎えております。

東京新庄間が１本でつながり、ターミナル駅と

しての役目もあり、随分と都会的感覚と人的交

流の多さは開業前の比ではありません。そのと

き議会にいた者の一人として、ステーションデ

パートの誘致はどうなのか、またステーション

ホテルはどうか、そして波及効果はどうかと熱

く議論を交わしながらも、発展しゆくであろう

新庄市を夢見て意見を交わしたことがつい先日

のように思い出されます。おかげさまで、少々

の時間はかかりましたけれども、ステーション

ホテルも完成し、徐々にではありますが、都会

的社会資本の整備も完成しつつあり、今後行政

の大きな会合も当新庄市で開催できるまでにな

ったのであります。多種多様の大きな会合も宿

泊つきで当新庄市でやっていただき、新庄市の

経済発展のために大いに市長を先頭に頑張って

いただきたいと思うところでございます。 
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  この新庄市にとって新幹線新庄延伸は歴史的

な出来事ではありましたが、同時に財政的には

一般会計の約３年分を投じての大事業、周辺事

業も含めてですけれども、財政的には大変さが

増して、時代の流れもありましょうけれども、

国の三位一体の改革なども重なり、思うに任せ

ない交付税の減少等々悪条件も幾重にも重なり、

現在に至っております。 

  夕張市よりまだひどい財政状況とやゆされ、

事もあろうことか、「ＴＶタックル」の番組の

中でも取り上げられ、あたかも「もうすぐ財政

破綻か」のような報道には、とんでもない、何

であんな番組に出るのか、出て今後の財政再建

を、また、そのめどを言いたかったのでしょう

けれども、番組側から都合の悪いところはすべ

て削除され、財政の悪いところだけを強調され、

全国に新庄市はもうだめで、夕張のようになる

のは時間の問題ではないかと思わせてしまった

のではないかと心配をしている一人であります。

私は、出なかった方がよかったのではないか、

断った方がよかったのではないかと思っている

一人でありますが。 

  それはさておき、新幹線関連事業の元利償還

が始まる平成16年から５年かけて市の財政再建

計画を打ち出して、この５年間、節約に次ぐ節

約をし、そし我慢をすれば元利償還のピークも

過ぎ去ることで明るい見通しが出てきます。決

して夕張のようにはなりませんという行政執行

部の説明を信じて、議員として今回も議会の議

員の期末手当の特例に関する条例の設定につい

てを議会案として出して、財政再建に４年も前

からことしは５年目で、節約我慢を重ねてきた

ところであります。市民としても、生活関連事

業には支障を来さないとはいいつつも、例えば

福祉タクシーの凍結を初め、かなり福祉面でも

切り詰められ、行財政運営に多大な協力をして

いただいた市民も多大に貢献してくれたことも

事実であります。最終年度の今年であります。

そこで、この１年を節約、そして我慢すれば、

財政再建のめどが立つという行政の執行部側の

今までの話を信じたわけですけれども、そのめ

どは立つのでありましょうか、お伺いをしたい

と思います。 

  また、最終年度に当たる本年は、ある程度市

民にも明るい見通しを示さない限り、もう限界

のような気がします。行政執行部を信じて託し

て行ってきた財政再建がほごにならないために

も、財政再建最終年度、明るい方向性を示して

いただきたい、そういうふうに思います。 

  財政再建最終年度であるがゆえに、ありとあ

らゆるところに緊縮予算であろうと、平成20年

度予算内示資料を見てみますと、投資的経費、

そして補助費が伸びております。投資的経費以

外の主要事業の中で、新規事業の中に奥羽金沢

温泉の運営費補助金が入っています。昨年のち

ょうどこの３月の議会の中で大激論を交わし、

1,000万円の補助を出すのか出さないのか、延

滞金はどうなのか、こうなのかという大議論を

展開しました。また、入湯税法なども議論を交

わし、一定のめどが立ったとのことで1,000万

円の補助金を出したわけでありますが、金沢温

泉始まって22ないし３年になりますが、初めて

の補助金なのであります。今後健康福祉の増進

のためにも施設運営費としての補助金を出すこ

とは否定しませんが、昨日の新田議員も、また

私も言いましたけれども、口では財政再建は、

きょうもそうです、きょうのお三方の前の一般

質問の中でも「財政が厳しい」と、これは小関

さんに、そして今田雄三議員にもそういうふう

にして財政は厳しいと言いつつも、出口側はず

さんで歳出削減にはほど遠い感があるのではな

いでしょうか。ことしも３月補正と、そして20

年度当初予算の中に500万円ずつの合計1,000万

円、運営補助金として出されるということは、

財政再建最終年度、すべてこの５年間、職員の

給与圧縮、議員給与の削減中、そして、よし、
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ことしで、この１年である程度のめどが立つ、

その思いでそれぞれが節約に次ぐ節約のさなか

にこの補助金を拠出するということは、甚だ疑

問なのであります。金沢温泉に補助金を出すな

と言っているのではありません。財政再建の最

終年度のこの一番大事なときに、市民に明るい

見通しを示さなければならない、この大事なと

きに、順序が違うのではないかと申し上げたい

のであります。ここのところを市長はどうお考

えなのでありましょうか、お伺いしたいという

ふうに思います。 

  次に、人口問題についてお伺いをします。あ

の夕張も極端な人口減少により現在に至ってお

ります。ちょうど先ほど市長も述べられました

ように、きょう３月６日は夕張市が財政破綻に

なってから１年に当たるそうであります。きょ

うの朝、ＮＨＫのテレビでも報道されておりま

したけれども、雪の厳しい中、すべてシャッタ

ー通り等々で大変な状況を目にしました。 

  人口減少は、新庄市の活力、元気を初めすべ

ての面に悪影響を与えます。今現在、平成20年

１月現在で新庄市は４万70人であります。うち

男１万9,186人、女２万884人、このままでいく

と、もうこの３月の末あたりには３万台に突入

すると思われております。私たちの住む、この

愛する新庄市が３万人台の小都市に落ち込んで

しまったらどうでしょう。考えただけでも背筋

の寒い思いがします。と同時に、この長い伝統

と歴史のあるまちが、だんだんと活力が、元気

が、威力が落ち込んでいくのかと思うと、いた

たまれない気持ちでいっぱいになります。そし

て、長い間の行政執行のあり方にも問題がなか

ったのかと問わざるを得ません。そこで私は、

すべて、すべての政策の柱に人口増政策を置く

べきと常々事あるごとに主張してまいりました。

市長はどう思われるでしょうか、お伺いをした

いというふうに思います。 

  また、山形県の将来の人口推計を国立社会保

障・人口問題研究所のデータによりますと、将

来推計の人口は2010年には新庄市は４万46人と

推定し、2050年、あと42年ぐらいありますが、

そのときには何と２万4,410人と推計されてい

るのであります。何とか、何を差しおいても人

口減の歯どめ策を、いや歯どめじゃなくて人口

増の政策を、例えば極端な話でありますが、子

供が１人生まれれば子育てに50万円ぐらいの政

策を打ち出して、何とかしてでも人口増の政策、

施策を打ち出すくらいの大胆さが必要なときな

のではないかと思えてならないのでありますが、

市長の人口増政策の考え方と、３万人台にした

くない、そのための万策であるとの私の考え方

はいかがでありましょうか。市長はどういうふ

うに考えておられますか、お伺いしたいと思い

ます。今の時点では人口問題研究所のデータよ

り速いスピードで新庄市の人口は減少している

ことも考慮に入れてお答えいただきたいと思い

ます。 

  最後に、角度を変えて質問しますが、国では

地域活性化策をいろいろ打ち出して、地方自治

体を何とか元気にとの施策を出されております。

地方交付税に色分けされていないために、思う

に任せないというのが現状ではないかと思いま

す。人口増には、雪問題、就労問題、福祉充実

の問題、住宅問題、そしてそのほかありとあら

ゆる問題が交差していることは十分に承知して

おります。その中の一つに、2008年度予算案で

は、国の施策ですが、中小企業応援プランの中

に中小企業対策予算1,175億円が計上され、本

会議が、予算委員会が過ぎれば通るはずであり

ます。昨年度より7.3％増、一般歳出では最大

の伸びとなりました。中小企業こそ日本経済発

展の原動力との思いで増額をさせたと与党内で

は検討されておりました。詳しくは述べません

が、当新庄市の中小企業の元気アップ、とりわ

け就労問題にも大きく影響します。ただ、これ

は地方交付税に措置されていますので、予算上
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の理由で考慮にも入らないのではないかと懸念

します。どう思われ、どう対処されようとして

いるのかをお伺いしたいと思います。 

  と同時に、地域再生対策費、これは4,000億

円でありますが、先ほど市長も述べられており

ましたけれども、その趣旨は、本来の趣旨は、

市町村の現場においては今日まで地方財政計画

上措置されても、予算を確保し事業を実施する

ことが困難な状況でしたが、この特別枠を有効

に利用すれば事業実施が可能になるというふう

にあるのであります。市町村割では大体新庄市

は５万人程度の自治体に該当するので、１億

3,000万円程度の地方交付税の措置がされるは

ずであります。政策経営課にお伺いしましたと

ころ、これは地方交付税の少なくなった分の穴

埋めに使用するとのこと、最初から地方交付税

に包含されていて、当初予算に計上されている

とのこと、当て込んでですけれども。そうする

と今の財政再建の最終年度ではいたし方ないこ

となのかなと変に納得するところでもあります

が、来年度あたりからその国の意図も酌んだ施

策が展開できるのではないかと希望的観測をし

ているところでありますが、地方交付税の色つ

きでない交付税の中身の検討など、今後も含め

どう考えられているのかを最後にお伺いをし、

壇上よりの質問を終わらせていただきます。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄副議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、金議員の質問、財政再

建計画について、期間満了後の明るい兆しを示

すべきである、どのように示すのかという、本

当に皆さんと一緒に考えなければならない兆し

をぜひ見つけてまいりたいなと思っております。 

  １点目の財政再建計画の見通しにつきまして

は、財政再建計画は平成16年７月に策定されま

したが、計画期間は16年度を含め５カ年として

おりますので、平成20年度が最終年度となりま

す。この計画策定の発端となりましたのは、新

幹線、先ほど金議員の指摘あったように、新幹

線延伸対策や各種公共施設の整備事業、最上広

域の廃棄物処理施設整備事業による公債費関係

の負担が増大し、財政の硬直化を招いたことに

よります。再建の具体的な方策といたしまして

は、人件費の抑制、投資的経費の抑制、市債残

高の抑制、遊休市有地の有効活用など18項目に

及ぶ内容となっておりますが、この計画の達成

に向け厳しい行財政運営を実施しており、計画

以上の効果を上げております。 

  毎年度の決算に基づき、その実績を確認して

おりますが、昨年11月にお示ししましたように

16年度から18年度までの３カ年の効果額の累計

は42億円を超えている状況であります。人件費

につきましては、議員の皆様方からも御理解い

ただき、定数や手当などの削減を行っていただ

きましたし、職員におきましても定員管理計画

以上の人員減となっております。また、公債費

を減らす対策も行っておりまして、山形県市町

村振興資金や公的資金の借りかえも行いながら

利率の低いものに切りかえていることから、一

般会計の公債費の比率は類似団体に近づいてき

ております。新たな起債を極力抑制しながら財

政運営を行っておりますが、財政再建の山場も

ここ一、二年で越えようとしております。例と

しまして、最上広域の公債費の大きな割合を占

めていますゆめりあの償還もおおむね21年度で

完了するというところまで至っています。 

  それでは明るい兆しが見えてきたのではない

かと期待されることは理解できます。しかし、

財政健全化法施行により、まず四つの指標がク

リアされるまでは今後とも慎重な財政運営が求

められることになります。四つの指標のうち23

年度まで実質公債費比率が25％を超えるため、

財政健全化計画を策定するとともに、外部監査

を受けながら早期に全力で健全化達成を求めら
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れます。当然議会や県に報告しなければならな

い義務が課せられます。また、財政再建計画期

間において引き延ばしにしております施設の改

修事業並びに学校給食や学校建設などの新たな

事業の対応も必要となります。これらのことを

考え合わせますと、現時点で一日でも早く明る

い兆しが見えてくるよう頑張っていく段階にあ

るのではないかと思っております。今後とも財

政運営の透明性と効率性を確保しながら、緩む

ことなく努めてまいりますので、よろしく御理

解のほどお願いいたします。 

  御質問の内容で、財政再建期間中における支

出の件につきまして、今は違うのではないかと

いうこと１点が質問されておるわけですけれど

も、今後もさまざまな支出が考えられます。先

ほど申し上げた学校給食あるいは学校建設など

さまざまな、あるいは施設のリニューアル、そ

うしたことが予想される中で、現時点で今予算

の範囲内でできる支出をしながら地域の活性化

を図っていきたいという考え方でございます。 

  人口減少の歯どめ策と地域活性化についてと

いう御質問でございますが、人口減少に歯どめ

をかけて地域活性を図る対策については、人口

の減少は大都市圏を除き全国的な傾向であると

言えると思います。本市の人口につきましては、

合計特殊出生率1.8人、平成15年12月の国立社

会保障人口問題研究所推計でございますが、

1.8人と県内13市の中では一番高い率を示して

おります。19年１月から19年12月、19年中に本

市全体で生まれた方326人です。お亡くなりに

なった方413人と、自然動態を見ましても全体

の人口は減少傾向が続いております。このまま

人口の減少が続きますと、財政力の低下、地域

社会の活力や地域基盤の弱体化を招く懸念があ

るわけでございます。 

  人口減少に歯どめをかけるためには、各分野

における総合的な対策が必要であります。第一

に雇用の場の確保が重要なことは前から言われ

ているところでございます。近年の自動車産業

界の東北進出という新たな局面を有利に活用で

きるように、地元企業との情報交換を密にして

企業誘致の方策を探りながら、雇用の場の拡大

を図ってまいりたいと思います。また、企業の

方との懇談会を通して得られた情報の中には世

界につながるすぐれた先行きの情報も多くあり

ますので、広く市民の皆様に周知を図りながら、

若者の地元企業への就職による定着を図ってま

いりたいと考えております。 

  第二といたしましては、やはり住宅の供給、

子育て支援も欠かせないものであります。公社

事業や民間事業者の宅地造成の推進あるいは夜

間休日診療所の充実、わらすこ広場の再開や学

童保育所の充実など、「住みやすい新庄」「住み

たくなる新庄」を目指しながら、そうした人口

減少に歯どめをかけていかなければならないと

思っております。 

  第三に、空洞化している中心市街地に人を呼

び戻すことも大事なことであります。コンパク

トなまちづくりの推進方策に基づき、特色ある

商店街づくりを市民の皆様と話し合うとともに、

積極的に進めてまいりたいと思っております。

自然の豊かさや、その恵みの豊かさ、自然災害

の少なさなど、新庄のよさにまず地元の人が誇

りを持ち、他地域の人へと広めていくことから

交流人口がふえ、移住を考える人が出てくるこ

ともまたあるのではないかと思っております。

そのためには、新庄藩江戸家老・仙台家老など

という新庄独特の制度などと連携しながら大い

に新庄の魅力をＰＲしてまいりたいと思ってお

ります。国では地域活性化対策の中で特に中小

企業、小規模企業を応援する新しい対策を打ち

出してきておりますが、地域で知恵を出し、地

域の人を生かすということで、具体的には100

円サミットやアンテナモールなどの提案を地元

商店街より受けておりますので、市民を含めた

地域の皆様と協働で取り組んで臨んでいきたい
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と思っております。よろしくお願いいたします。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄副議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 大所高所からの説明を

いただきましたけれども、私の質問した中に２

点ぐらい入ってないところがあります。第１点

は、要するに地域再生プログラムだとか中小企

業の応援プログラムだとか、国からの交付税と

して一般措置されていて色分けなってない部分

に対するとらまえ方を今後どういうふうにされ

るのかという１点。 

  もう１点は、その移住等々考える場合に、私

がお伺いしたのは、それぞれのすべての施策の

中心に人口増の政策を柱に据えるべきではない

かと、私はそれの論点でいつも展開してきまし

たということですが、市長は万般にわたって１

番はこれ、２番はこれと説明されましたけれど

も、総花じゃなくて、例えばの話でそういうふ

うな部分でどうするかという観点がまだお答え

いただいておりませんから、そこをまずお答え

ください。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄副議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 交付税の中に具体的に

これはこれだよと、例えば地方応援プログラム

の3,000万円の交付とか、そういったものは色

つきではっきり指定されてきます。あとは色の

ついていないものというのが大部分でありまし

て、いわゆる算定方式、膨大な算定方式に基づ

いて、その積み上げのもとに交付税が新庄市に

見合ったお金が来ていると。これをその算定根

拠に基づき、それに近いような財政運営を心が

けて各項目にわたって配分しているということ

でありますので、そのような方式で予算配分を

行って努力しているわけでございますが、先ほ

ど言われました中小企業については、これは今

の景気を反映して、20年度の特に重点的なこと

だということで、その交付税の中に特に措置し

ますよということで、情報が入ってきているの

は地方財政対策の大枠が示されるのがその年の

１月だということで、予算を組んだ後、地方財

政の仕組みあるいは交付税の考え方等々いろい

ろ来ます。そういったことで予算措置と若干の

ギャップが生じます。そういったことで、そう

いった地方を応援するような施策については特

に気をつけてやりたいなと思いますが、そのよ

うな中身を再度精査しまして、例えば施政方針

でも述べられました東京事務所へ職員を派遣し

て企業誘致等々を図り、あるいは中小企業に対

して支援を行っていくということについては、

そのような傾向について配慮してまいりたいと

いうふうに思います。 

  それから、人口増についての考え方、どれに

集中してやるのかということの考えであります

が、まず働く場所をこの地で確保しないと人間

はここにとどまらないと。特に若者については、

地域に定住したいが、なかなかそういった働く

場が十分に確保されているとは言えないという

ような子供たちの率直なアンケート結果もござ

いますので、そういったことに最大限配慮しな

がら、働く場の確保を第一点に掲げてございま

すように、それが人口増というよりも、これか

ら急激な人口減を引き起こさないと、できるだ

けここの地で生まれた方はこの地で働いて、こ

の地で生活していくというようなすべを確保す

るのが今の最大限の責務かなと考えております

ので、第一点に掲げているということでござい

ます。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄副議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 今、政策経営課長の方

から話ありましけれども、まず最初に人口減の

問題でありますが、市長はずっと今の答弁の中

では「人口減は全国的な減少傾向にあることは

事実であります」と。そこから、じゃ新庄市の

人口も３万人台という、由緒ある歴史のある新
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庄市が３万人台になるとあすあす小口にもなる

かもしれないのです。そのときにやはりそこに

住む者として背筋が寒くなる感はだれもが否め

ない事実だと思いますので、その人口、全国的

には減少なるけれども、新庄はこうやって頑張

っているぞというふうな部分のビジョンを、今、

就労問題だと言われましたけれども、市長の問

題で、市長が先頭に立ってその部分をこうやっ

てやっていくぞという部分の話で、例えば東京

にも行きますよ、こうですよ、こういうふうに

して今モータリゼーションの大きなあれをこっ

ちに持ってくることも考えていますよと言いま

したけれども、市長としてはこの20年度、４万

人台を切らせないためにもどういうふうなとこ

ろに焦点を置くのかと、市長の言葉で。今の人

口減というのは全国的な状況であります、就労

のする場所がありません、それから、生まれて

くる方が300人、亡くなる方が400人、自然動態

だんだん少なくなります、それは当然そうなっ

ていく状態に何とか４万人台にとどめてもらい

たいなという思いで話をしているわけですから、

そこらのところどうなんでしょう。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄副議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 政策経営課長が申し上げましたと

おり、ここでまず暮らしている方を定着させる

ということで先ほど申し上げた、第一に雇用の

場の確保であるということを申し上げたところ

であります。確かに御提案の１人生まれたら50

万円をやったらどうだろうというような話もご

ざいます。しかし、その方々がある年齢になっ

たら新庄にいなくなるといった場合はどうなん

だろうと。なぜいなくなるのか。子育てはふや

した、人口はふえているはずだといっても、結

果的に働く場がないということでは人口がとど

まらない。先ほど課長が申したとおりでありま

す。この辺はさまざまなこうした政策の提案は

大変ありがたいと思います。こうした方法もあ

るんだなと、こうした方法から将来人口増ある

いは定着をどう図るかと、連続性を考えていか

ないといけないというふうには思います。市長

がどんな子育て支援をしているのかという問題

ですが、やはり子育てするなら新庄市、少なく

とも他の地域と同等レベルまで早く持っていき

たいと、財政条件がよくなればそうした意味で

他の条件よりもまだ上回るような施策も考えて

いきたいというふうには思っております。その

前段として、子育て支援施設を皆さんから御了

解いただいたこと、あるいは補正予算で今回

300万円を、阿部さんからいただいたもので図

書館の子供たちの図書充実を図る。今、お母さ

ん方の気持ちが定住へのかぎであるということ

も裏側にあります。行政の制度よりも、このま

ちが私たちにどんな雰囲気を送ってくれるのか

というようなことで、やはり図書などを充実し

ながら、このまちはいいまちだ、子育てするな

ら新庄、そういうようなことも連続的にやはり

考えていかなければならないんじゃないかなと

いうふうに思っています。 

  それにしましても、やはりすべての市民の皆

さんが第一義的に言う「働きの場が欲しい」と

いうことに対してまず全力で取り組んでいきた

いと思います。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄副議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 市長から心強い話があ

りましたので、ぜひ就労でき得る場所、議員の

方としてもいろんなノウハウありながら、市長

とともに人口増の企業誘致できるように頑張り

たいなというふうに思います。 

  それに関連してですけれども、先ほど言いま

したけれども、これから20年度の予算委員会が

始まります。そうすると、地方交付税、総括で

ある程度のつかみで出ているわけですね。その

中に、今言ったように、これは中小企業でなく

たっていいんですけれども、地域再生対策費、
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これの意図は、市町村の現場において今までの

地方財政の計画上措置されても予算を確保した

り事業を実施することが財政上大変だったから

困難だったでしょうと、この特別枠を有効に利

用していただければ事業実施も可能になります

という国の思いがあって、この地域再生対策費

１億3,000万円程度が来るのです、６月ぐらい

になるかもしれませんけれども。それは年度当

初でどんと地方交付税に入っているわけですよ

ね。大変なんだからして地方交付税全体的に何

ぼとか減少とかという状態で、それぞれこうい

うふうな細目にわたってある程度意図はあるわ

けですよ。それで今具体的に言った中小企業に

ついては、明らかにこういうふうな状態にいろ

んな部分の話をすれば来ますよ、提案をし、や

れば。例えばの話です、市長なんかも本当に喜

ぶかなと、市長も本当にそういうふうな部分が

いいのかなと思って。要するに、頑張る小規模

の企業の応援のプログラムの中に、例えばこう

あります。子供農山村漁村の交流プロジェクト

推進のためのワークショップなどの受け入れ態

勢の整備とか、宿泊体験活動に要する経費の予

算化すれば国からの補助金等々がかなり入るの

です。ここは田園都市で、見せる農業も含めて

農家に従事してみたり、いろんな部分してみた

り、１週間。市長が二極化という話がありまし

たけれども、要するにここに何カ月間いて、別

の自分の住所はあっちにあるだとか、そういう

ことも考えながらしないと人口のいろんな部分

はないよという状態だけれども、こういうふう

な有効なプロジェクトがあるんです。ただ、あ

とはやるかやらないか。そうなってくると必ず

「いや今財政難ですから、何ともこれいたし方

なくて何も動けません」と言うけれども、こう

いうふうに地方の再生を何とか頑張ってもらい

たいよという思いで交付税が細分化されて、色

分けはされてませんけれども措置はされている、

このところを考慮に入れているか入れてないか

ということをお伺いしたいのです。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄副議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 中小企業の前に、19年

度から地方応援プログラムで、こういうことを

やっていれば、こういう指標で向上すれば、あ

るいはやっているやってない、指標が向上した

かどうかという11項目の指標で交付税が増減さ

れるということで、それを努力した市町村には

いっぱい交付税が来ると。ある程度何もしてな

いところには最低限の交付税しか来ないと。い

わゆるめり張りをつけて交付するということが

なされているわけですけれども、この中小企業

のやつも、こういうことをやっている、こうい

うことをクリアしているということであれば、

それを交付税において応援しますよということ

でありますので、この地域としてそういった企

業誘致あるいは中小企業の応援について頑張っ

ているという指標が得られるように、あるいは

それを活用していろんな対策が講じられるよう

に、その制度を活用していきたいということで

御理解いただきたいと思います。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄副議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） もういまいちぴんとこ

ない。要するに、財政再建の真っただ中であり

ますから、地方交付税の色分けというか、どう

やって帳じりを合わせ、収支をこうするのかな

ということで頭いっぱいで、こういうふうな思

惑があっての国からの交付税の色分けをこうや

って頑張ってみたいなというところまでは行っ

てないようでありますが、ぜひ20年度あたりか

ら、こういうふうな例えばの話で今言っている

わけです、市長が、例えばの話で。市長の今回

の所信のいろんな部分、「にぎわいのまち」と

いう観点で二地域居住などの新しい居住体系も

出ておりますと、農家民宿など新たな手法で泊

まったり、学習合宿したりして、今、はやって
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いますよ、学校でいろんな云々で、こっちで受

け入れ態勢さえちゃんとなれば。尾花沢なんか

だとスイカのオーナー制をやって修学旅行で来

ていただいて、自分らがつくった、これを収穫

したときに、自分の名前をぴたんと張って、そ

れを贈呈する。一つに対する物すごい付加価値

をつけてやっているわけです。そういうふうに

市長が「にぎわいのまち」の中で言っているわ

けですよ。これも地方の交付税からそうやって

出ている、その目的でやってもらいさえすれば

もっと効果になって、今言われたように実現し

て、そのメリットがあった場合には交付税に上

乗せしますよという状態になっているわけです

よ。ですから、今の状態ではそこのところまで

行かなくて、交付税がつかみでこのぐらいしか

入ってこない、少し多くなったとかこうだとか、

もう色分けなっているんでしょうけれども、少

し多くなったと喜んでいる状態でも何とかだと

いう状態になっているんですから、そこを色分

けして新庄独特のいろんな部分での二地域居住

態勢、市長の所信表明で言われているわけです

から、そういうところを考慮に入れた展開をし

ていただいて、にぎわいのまちづくりをしても

らえるように、もう少し展開を進めていただき

たいと要望します。 

  それから、最後にやはり奥羽金沢温泉に触れ

なくちゃだめだなというふうに思いますが、最

初に小関 淳議員のときに市長はこう言われて

おります、「大変厳しい財政状況なのでありま

す」と。今田雄三議員の場合には「市民、職員

にもさまざまな我慢を強いてやっている、厳し

い財政状況なのであります」と、こう言ってお

られるんです。職員も議員もこの５年間本当に

圧縮に次ぐ圧縮で大変な状況で、この５年間を

何とかしのげば償還ピークも過ぎてめどがつく

よという状態を皆さん信じて頑張ってこられた

んだと思うんです。それが、例えば今回の500

万円、３月と年度末の云々で奥羽金沢温泉に投

入するお金の費用対効果を考えた場合に、例え

ば今田雄三議員が言っているように、若手職員

の中で共稼ぎ等々ではいいんでしょうけれども、

人事院勧告のいろんな部分でするとすれば、そ

の若手だけだとすれば何十万の世界ですよ。そ

れによって本当に職員はやる気を起こすような

状態になるのではないか。13市のうち新庄市だ

けですよ。私、先日、長井の市長、内谷という

市長ですけれども、話ししました。「新庄さん、

大変だもんね。そこまで削るの」と、ここまで

言われたときには、おれも頭かちんときたんで

すが、そこまで新庄厳しいんですよという反面、

ここまで我慢してきたんだもん、20年度には、

最終年度にこれだけ圧縮してきたんだもの、来

年度あたりから新しい見通しつけっぺやと、こ

ういうふうに言いたいのはだれも思っている、

心情なのです。その心情を少し開花させない限

りは、市長が一生懸命「職員は優秀で、やる気

出してなんとかで実感とする」とは言っている

けれども、それに対する対価というか、ある程

度、ここまで頑張るぞということを位置づけし

て、やはりその部分の指標を示さない限りはや

る気も出てこないと私は思うんですが、その

500万円もしかしてあったらば、そっちに当て

込んで、来年以降20年でまず決着つけるんだっ

たらば、さっきの地方交付税のめり張りも含め

て、来年度からもう少し多くやりますよと、も

っと協議して、一大お湯の宝なんだからしてこ

うやってやりますよと、ちょっと我慢してくだ

さいと言ったって、費用対効果、職員の士気、

交付する、そのような観点は違うのではないか

と。ですからこの500万円の置きどころが、も

うちょっとひねくれると、市長がいろんな分で

応援いただいたから、財政大変だけれどもすぐ

ぱっとやっちゃったのかと、こういうふうに思

われても仕方ないような状況になりたくない。

私もそう思いたくない。だけど、そういうふう

に、だって財政再建でみんな圧縮に次ぐ圧縮、
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節約に次ぐ節約で最終年度ですよ、今年度。皆

さん、そう思っているんですよ。そこに対する

とらまえ方が、口では厳しい財政状況、大変な

状況って言うんですよ、全部、小関議員にも、

今田議員にも。だけど、やっていることの20年

度予算の云々というのは、そこに今500万円、

1,000万円ぶち込む時期なのかと、それより職

員の訓練とかなんとかしてやって、もう少し解

決させてやらした方がいいのではないかと私は

思うんですが、これはおかしいでしょうか、ど

うでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄副議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 今回の財政再建中にこうしたお金

が出るのはおかしいじゃないかという御質問な

のかなという、お金の使い方としては職員等の

給与に回して元気つけたらいいんじゃないかと

いうようなお話に、そういう質問かなと思いま

す。先ほどの答弁の中で総務課長が申し上げま

したとおり、市民にも大変御迷惑をおかけして

いる段階であると、この事実は事実なわけです。

財政が厳しいという事実は事実なわけです。し

かし、その中にあって集中と選択、優先順位の

中でしなければならないということもあるわけ

です。すべて財政再建中だからお金は一銭も使

ってはいけないということではない。一方で、

皆さんがきのう大いに議論していただき、応援

していただいたわけですけれども、だれも出す

なとは言わないと。ということは時期の問題だ

ということがあるのかもしれません。しかし、

一方でこれまでの議会の中では、税金の収納率

を上げろと、税金の収納確保を考えろというよ

うなことも大いに言われてきたわけです。あそ

この温泉の利用度がさらに高まり、税金がさら

に高まるということであれば大変貴重な財源で

あるというようなことも理解しております。そ

うした意味で、税金が入ったからやるというこ

とではありません。市民の皆さんの健康あるい

は市民温泉としてのこれまでの果たしてきた役

割から見ると、それ相応の税金を納めてきたも

のだと。さらに、逆にあの税金が、去年、こと

し、来年という計画的な支援をすることでさら

なる税金収入確保が可能なのではないかという

ことも一方で考えているところでもあります。

きのう健康課長が申し上げましたように、市民

温泉であるという性格、その基準は何であるか

というようなこともありました。出資比率であ

るとか、あるいは全体的な運営費を考えた場合

の出資金であるとか、そしてさらには納まった

金額に相当見合ったものと、大体そういうふう

なことを考え、さらなる利用率を上げていただ

いて、そして納税していただけるならこんなあ

りがたいことはないという観点でございます。 

  繰り返し申しますが、厳しい中にあっても、

収納対策も含め税金をいただくという点も含め

て、大いに市民の皆さんが元気に明るくあそこ

の温泉に入っていただきたいという強い思いで

計画的、継続的な支援をするということを御理

解いただきたいと思います。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄副議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） そうでしたら滞納やっ

たり何かしなかったんです。あそこ開湯以来二

十二、三年になっています。今まで300万円、

開設するときに出しましたけれども、それ以来

20何年間出してないのです。去年から出したば

かりです、1,000万円。ことしは財政再建の最

終年度です。先ほど言いましたように、500万

円の歳入増、黙っていれば750万円来るでしょ

う、あそこの入湯税、10万人入られたとすれば。

その歳入を最大限に活用して、今、新庄の人、

市民、例えば先ほどの話を言ったように、高齢

社会の人方に対する福祉タクシーを回復するだ

とか何十万の世界ですよ。職員の若手に対して

やる気出させるためにお金を投入して、頑張れ

よと、大変な中でやるんだと、何十万の世界で
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すよ。歳入の750万円のうち500万円やるという

ことは、大体財政再建で大変なときには出るこ

とを制して入ることを多くする状態の方式を考

える以外にないわけですから、そのために職員

の給与もこれだけ安くしているわけですから、

大変な状況にしているわけ。ですから、その出

るところ、有効活用と市長は言われております

けれども、それよりももっと今の新庄の財政再

建の最終年度としては使う道はなかったのでし

ょうかと私は素朴な疑問を持って話ししている

わけです。どうでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄副議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 財政再建中だからこそということ

でありますが、これが手おくれで、逆に収入が

750、500、300となったとしたらどうなるのか

という判断も一方であるわけです。大変厳しい

財政状況であるというふうなことで支援を求め

られて数年、１億数千万納めた税金に対して今

回初めて、今まで何の支援もしてこなかったと

おっしゃるとおりなんですね。しかし、10万人

近い方々が、かなりの人数、十四、五万いた人

がどんどん下がってきたと。それは皆さん御存

じのとおり、あの施設の老朽化ということでご

ざいます。しかし、今、ここのところで経営改

善ということをやって、ぜひ10万以上を確保し

たいという、その意図に報いることは、また税

収確保という別の面からいっても私は決してむ

だなお金だというふうには一切思っておりませ

ん。貴重な税金を使わせていただいていると、

市民10万人の皆さんに喜んでいただく、その一

助になればいいというふうに思っております。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄副議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） ぜひ財政再建の真った

だ中ですから費用対効果を考えていただいて、

私だって全体にいい投入だとは思うんですよ。

時期の話だけです。どうかそこのところを考え

ていただいて、市民が、職員がやる気を起こす

ような市政の展開をお願いしたい。終わります。 

 

 

散       会 

 

 

平向岩雄副議長 以上で本日の日程を終了いたし

ましたので、散会いたします。 

  あす７日午前10時より本会議を開きますので、

御参集願います。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後２時５０分 散会 
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     開       議 

 

 

平向岩雄副議長 おはようございます。 

  地方自治法第106条第1項の規定により、私が

議長の職務を行います。 

  ただいまの出席議員は19名、欠席通告者は中

川正和君の１名であります。 

  なお、選挙管理委員会委員長小関俊也君が都

合により欠席しておりますので、代理として委

員長職務代理加藤義勝君が出席しております。 

  それでは、これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議はお手元に配付しております議事

日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

平向岩雄副議長 日程第１一般質問。 

  これより２日目の一般質問を行います。 

  本日の質問者は３名であります。 

 

 

小嶋冨弥議員の質問 

 

 

平向岩雄副議長 それでは最初に、小嶋冨弥君。 

   （１０番小嶋冨弥議員登壇）（拍手） 

１０番（小嶋冨弥議員） おはようございます。 

  「春は名のみの風の寒さ」、この３月定例議

会、一般質問２日目１番に質問いたします小嶋

冨弥であります。ひとつよろしくお願い申し上

げます。今議会において私の質問の通告は３点

でありますので、通告の順に従いましてお伺い

いたします。 

  まずは予算についてであります。申すまでも

なく、国も地方公共団体も一つの国家、一つの

地方公共団体を維持し、いろんな行政活動を展

開する必要から、あらかじめ支出目的別に合理

的配分する収支計画を策定します。すなわち、

この計画を予算と言っておるのであります。し

たがいまして、予算は一定期間の収支を定めた

財政計画で、市町村の首長は一定の形式に従っ

て予算を編成し、これを議会に提案し、議決を

経ることによって予算としての公的効力が発生

し、首長その他の執行機関は法律の定めるとこ

ろによって予算を執行することになります。予

算の執行行為は、公、すなわち公の経済とも申

されます。これらの予算は公の経済として国

民・市民生活、経済活動に大きな影響力を与え

るのであります。 

  予算は１年間の収支を見積もった財政計画書

ですから、収支が均衡し、年度当初から赤字予

算を組むことは許されません。当初予算は１年

間の自治体の仕事の総量をいかに運営し、そし

ていかにして住民の福祉向上につながるかは、

内容の充実した経済合理主義に徹した予算に左

右されるわけであります。旧来の慣行優先、前

年度実績の上積み等の安易なことでなく、何ら

かの改革の意図がないとするならば、主権在民

の市民の意思に真っ向から逆らうことになるの

ではないでしょうか。地方公共団体の仕事は住

民の福祉向上が最大のねらいでありますから、

目的に向け最小必要限度の人件費等が必要であ

り、常に内部管理費の適正な比率を保つことが

大切であります。私は、このような観点、視点

に思いを込めて質問するものであります。 

  初めに、市長は当市にとってのまちづくりの

予算規模は本当にどのくらいのお金が望ましい

と考えるのか、１点お尋ねいたします。 

  平成11年度は、新幹線新庄延伸で100年に一

度あるかないかの大きな事業の関係で、当初予

算で193億1,700万円、決算ベースでは213億円

の規模でありました。去る２月20日、議会に本
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年度の予算案が示されました。一般会計昨年費

1.1％減の129億3,500万円、主要事業の概要も

示されました。しかし、この数字、すなわち予

算は平成11年をピークに年々減額、９年連続の

マイナスとなっておるのであります。市におい

て財政の健全化計画が平成16年度から進められ

ました。時あたかも夕張市の財政破綻をきっか

けに、国は財政破綻を事前に防止するため、地

方自治体に財政再生法から財政健全化法にシフ

トを強めておるのは皆様御存じのとおりであり

ます。果たして減額にしなければどうなのでし

ょうか。果たしてどこまでなのでしょうか。ま

さに難しい局面であります。市民サービス、福

祉の向上、車で例えればアクセル、反面、財政

再建を進めるブレーキ、大変な運営を余儀なく

されておるわけですが、昨年の10月より市民の

皆様は山尾市長に今後の任期まで市政のかじ取

りを託しました。市長が市民皆さんに訴え、約

束を果たすためにはどのくらいの予算の規模が

必要と考えられるのかお伺いいたします。 

  次は、少しでもまちの元気づくりのかてとな

る市外からの寄附を募ることのできる寄附条例

についてであります。この件に関しましては、

昨日の小関議員も述べられました。市長の答弁

は、20年度中に検討し、制度化を行うと答えら

れました。前向きな取り組みで安心をいたしま

した。自治体への寄附は条例がなくても可能で

すが、寄附条例は自治体が提示した政策メニュ

ーの中から選んで寄附のできるのが特徴であり

ます。また、山形市では寄附の受け皿としてフ

ァンドを設立、市民活動の支援としての基金、

コミュニティファンドを設置とのこと。条例を

つくるにしても、いろんな選択肢が大切と思い

ます。これらをよく参考にする必要があると思

いますが、ファンド行政基金は税金の控除利点

が生かされます。市長は条例を立ち上げるにつ

いて、これらを含めどのように考え進められる

のかお聞かせください。 

  また、３月議会は次年度の予算委員会があり、

予算について審議、議論を交えて採決し、執行

に至るわけでありますが、私は内示を受けて20

余日後に採決の審議では果たして市民生活にか

かわる十分な政策審議ができるのか疑問を感じ

るのであります。以前に前髙橋市長に、各常任

委員会に関する課が内示前に予算にかかわる事

業等説明があってもしかりではないですかと17

年12月の定例議会一般質問でただしました。そ

のときの答えとして「議会と執行部は両輪であ

るから、もっと共通理解を得るように、各常任

委員会とすり合わせといいますか、協議をし、

その中の意見等十分参考にし、事務事業の遂行

に結びつけていく」との前向き答弁を得ました

が、残念ながらその後においては実行はなされ

ませんでした。 

  しかし、山形県においては平成20年度予算編

成を19年10月９日に示し、12月４日に20年度の

当初予算の概算要求を公表しております。この

時点で次年度における主要支援策の概要が県民

に示されるのであります。予算の概算要求は、

厳しい財政状況のもとで、より効率的、効果的

な財政運営を行っていくために、来年度に予定

している事業に係る経費を概算で算出し、現時

点でどの程度の一般財源が必要かを本予算の編

成前にあらかじめ把握するものであります。ま

さに斎藤知事はこれを行っているわけでありま

す。 

  かつて当市でも12月の議会で決算特別委員会

が行われましたが、12月では遅過ぎる、これで

は時間がなく短いので次年度の予算に議会での

意見や提案がリンクされないとの意見と、電算

化システムの構築によって９月に決算特別委員

会を移行しました。時代とともに変えるところ

は変えていかなければなりません。情報の鮮度

はスピードであります。しかし、正確でもあら

なければならないのです。これを市民の方々に

早く示すのは申すまでもありません。予算編成
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に当たり、歳出を抑えながらスクラップ・アン

ド・ビルドを間断なく進め、厳しい運営が続く

わけですが、今のような厳しい局面のときこそ、

市民の代弁者の議員、議会で政策論争・審議の

時間をとれる期間にするためにも、議会にもっ

と早く予算編成を示し、県並みに12月定例議会

前に概算要求を公表するお考えについてお伺い

するものであります。 

  次は、学校給食についてであります。 

  学校給食のルーツは山形県の鶴岡とも言われ

ます。さかのぼること明治22年、当時の忠愛小

学校で貧困児童に対して無料で給食を施し、こ

れが我が国における学校給食の発祥とされてお

るのです。 

  学校給食は学校給食法に沿ってなされておる

わけであります。これらは児童及び生徒の心身

の健全な発達に資し、かつ国民の食生活の改善

に寄与するものであることにかんがみ、学校給

食の実施に関し必要な事項を定め、もって学校

給食の普及充実を図ることを目的に昭和29年に

施行された法律でありまして、今日に至ってお

るわけであります。自分たちの時代は脱脂粉乳

の時代でありました。時を経て現在はそれぞれ

工夫し、バリエーションが豊かになり、また食

育、地産地消が大きくかかわってきておるので

あります。また、ここに来て中国産のぎょうざ

問題が大きな課題として社会問題に発展してお

ります。すなわち食の安全安心であります。私

は、これらをかんがみ、また市長のマニフェス

トの中学校給食が始まれば、食材納入を初めと

する課題が増してくるものと思います。まず、

今日、地元業者より市に税金を納めていない市

外業者よりの取引は多くなっていませんか。そ

の比率をお伺いするものであります。 

  次は、地産地消についてであります。天童市

ではセンター方式ですが、市内の生産団体、市

野菜研究会と契約し、地元供給可能なしゅんの

野菜時期は100％購入、納入業者でつくる市学

校協力会と独自の購入契約を結び、地場産品の

利用拡大を進めておるのだそうです。私は、中

学校の給食の始まる前に、地産地消、地場産給

食をよりよく推進が図られる納入方法の取り組

みを構築していかなければならないと強く感じ

ます。これらについての御所見を伺いするもの

であります。 

  発言事項３番目の国指定民俗文化財について

であります。 

  これは250年有余の歴史ある新庄まつりのこ

とであります。これらのことについては新庄ま

つり100年の大計にもうたわれており、数年前

から国の指定を目指し条件整備を図ってきたわ

けであります。平成17年６月より新庄まつり山

車行事の民俗調査隊を立ち上げ、文化庁の指導

を受けてきたものです。時はまさに正念場に来

ておると思います。指定実現の意気込み、また

見通しはどうなのかお伺いいたします。 

  以上で私の通告いたしました壇上での質問は

終わりますが、３月は別れの月とも言われます。

長年勤められ、この３月で定年でやめられる職

員の方々には本当に御苦労さまでした。また、

この議場で議論を闘わせた課長職の御勇退の方

にはお世話になりました。心から感謝申し上げ

ます。今後お体に留意なされ、経験を生かし、

大所高所から市勢発展のため御尽力を賜ればあ

りがたいと思います。 

  御清聴感謝いたします。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄副議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。本日初めの

小嶋議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  予算についてということですが、本市の財政

再建途上というようなことに端を発し、非常に

柔軟な予算能力が必要なんじゃないかという御

提案の一つなのかなと聞き取っております。 

  １点目の予算関係につきましては、初めに20
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年度当初予算は９年連続減となっておりますが、

地域経済に対する影響についての御心配かと思

います。予算は市民生活や地域経済に大きな影

響がありますし、市民の心理的な部分にも影響

があると認識しております。予算編成の基本は

自治体の持つ収入規模をもとに、それに即した

ものになりますが、本市20年度予算もこの原則

により編成いたしました。結果として対前年比

1.1％、１億5,000万円減の予算となったところ

であります。 

  それでは、市はどの程度の予算が望ましいか

との御質問でありますが、団体によりましてさ

まざまな特色がありますので一概に決めつける

ことはできませんが、地方財務協会が分類する

類似団体の決算額は130億円程度でございます。

20年度の当初予算は129億3,500万円ですから、

類似団体と同じ程度の予算規模となっておりま

す。問題は予算の内容でありまして、人件費や

公債費などの義務的経費が少なく、投資的経費

や政策的経費が多い予算が好ましい予算ですが、

本市は残念ながら義務的経費が非常に高い数値

となっております。できる限り投資的経費に回

せるお金が捻出できるよう財政再建計画を確実

に実行し、望ましい予算編成が可能となるよう

努力してまいる所存でございます。 

  ２点目の寄附条例の制定についての御質問で

すが、昨日も小関議員から同じ趣旨の質問がご

ざいました。20年度中に実施に向けた具体的な

制度設計を検討したいと考えておりますが、小

嶋議員はコミュニティファンドとの組み合わせ

をお考えのようです。この制度は全国的にも珍

しい取り組みでございまして、山形市が４月か

らスタートを予定しているようです。寄附金に

市が積み増しする基金を設置し、市民活動資金

を支援する制度のようで、個人や企業の社会の

ために貢献したいという思いを寄附に託し、市

民活動を支えるという大変すばらしい制度だと

感じております。本市におきましては、このよ

うな先進事例を大いに参考とさせていただきな

がら検討してまいりたいと思います。 

  ３点目の当初予算編成における議会との連携

でございますが、市の予算編成のスケジュール

は、11月末に各課の要求を取りまとめまして、

12月末に第一次査定を内示します。１月10日前

後に課長査定を行い、１月末の市長査定を経て

最終予算を決定するという流れになっておりま

す。20年度予算編成におきましては行政評価の

結果を反映させる取り組みを行いましたので、

主要な事業は要求前に方向性がある程度定まっ

ております。県におきましては、要求内容を取

りまとめ、12月初旬に議員の皆様方に説明して

いるようでございます。要求時点の説明ですか

ら概要を説明しているだけで、その後予算内示

まで意見を聞く機会は設けていないようであり

ます。市におきましても概算要求を説明してい

ただきたいとの御要望でございますので、御指

摘のとおり、12月議会で決算委員会を開催して

いただいておりましたが、現在は９月議会に決

算委員会を行っております。次年度事業へ生か

すという当初の目的からすれば、何とか実施で

きるような機会を設けていきたいと考えており

ます。また、その時期的、期間的内容、方法等

につきましては、議員の皆様方と検討し、予算

編成上無理なくできる時間、方法を考えていき

たいと思っております。 

  学校給食につきましては、教育長の方から答

弁させていただきます。 

  国指定重要無形民俗文化財の指定について、

新庄まつりの山車行事の無形民俗文化財指定な

わけですが、平成17年６月に立ち上げました民

俗調査会で７名の調査員により詳細な調査を行

っていただきました。昨年８月には集約した調

査内容を持って文化庁へ出向き、編集前段階で

の書類として受け取っていただきました。この

ときに文化財を指定する際の直接の担当官から

文化財指定を視野に入れた調査報告書の編集主
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眼やら体裁について長時間にわたる指導をいた

だいてきております。また、このときに19年度

内には御指導いただいた事柄を踏まえて一次報

告書という形で再度お持ちいたしますと伝えて

きております。担当官から調査報告書について

の具体的なアドバイスをいただくことができま

したので、現在これをもとにした取りまとめ作

業を急ピッチで進めているところでございます。

調査会を立ち上げて３年近く、これまでの文化

庁担当官との経過からしますと、本事業に着手

してから５年目を迎える平成20年度が指定実現

に向けた正念場になるものと見ておりまして、

来週前半に予定しております文化庁担当官との

協議ではさらに微細な指導をいただけるものと

期待しております。また、今後、文化財指定が

現実味を帯びてくる時期と並行して、教育委員

会内に保存会組織の設立が求められてくるもの

と思われます。以上のような状況でございます。 

  以上で答弁を終了させていただきます。 

佐藤 博教育長 議長、佐藤 博。 

平向岩雄副議長 教育長佐藤 博君。 

   （佐藤 博教育長登壇） 

佐藤 博教育長 学校給食についての御質問です

けれども、学校給食においては議員言われると

おり食の安全を第一として考えております。地

場産物を取り入れた取り組みを心がけておるわ

けですけれども、前にも申し上げましたとおり、

毎月献立検討会をやっておりまして、地場産を

活用するように指導し続けております。 

  また、食育についてでございますけれども、

今年度文科省より栄養教諭を中核とした学校・

家庭・地域の連携による食育推進事業の指定を

受けておりまして、これまで以上に各学校にお

けるさまざまな取り組みを実施しておったとこ

ろでございます。例えば、総合的な学習の時間

を中心に、保護者、地域の生産者の協力による

農業体験や調理体験学習を活発に展開しており

ます。また、家庭に対しても食に関するアンケ

ートによって実態を把握しながら意識啓蒙活動

を展開するとともに、食育の推進を目指した講

演会や体験活動を開催してきたところでござい

ます。さらに、12月議会でも申し上げましたけ

れども、地域と連携した地産地消の推進に向け

まして、地元生産者や納入業者とのネットワー

クによる推進体制を整備しているところでござ

います。また、学校における農業体験や栽培活

動などに地域の方々を積極的にお招きし、いわ

ゆる地元の田んぼの先生とか畑の先生という

方々ですけれども、そのような方々の御協力を

得まして、収穫体験を通しまして地元の食材へ

の関心を高めるように積極的に努力しておると

ころでございます。 

  地元業者に比べて他市の業者の納入が多いの

ではという御質問でしたけれども、納入業者に

つきましては各学校ごとに違います。各学校と

も青果物、鮮魚、精肉、めん類、調味料等は昔

からつき合いのある近所のお店屋さんとの取引

がありまして、また牛乳、パンなどの加工品等

につきましては他市の業者であります。業者と

しては地元業者が多いのが現状であります。た

だし、先ほど申し上げた牛乳、パンなどの加工

品等は量も多く、安定した供給が要求されるこ

とから、納入額としては半々になっております。

それでも米はすべて新庄産でございます。 

  なお、地場産給食を推進する納入方法の取り

組みについては、地産地消を前提にし、中学校

給食の導入時期をめどに、議員がおっしゃられ

るような事例も含めましてさまざまな方法を研

究していきますけれども、これまで各学校と取

引しておりました市内納入業者さんが不利にな

らないように、そういうシステムを構築してい

く考えでございます。以上です。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄副議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 最初、市政を執行する

には市長としてどのぐらいの予算規模をという
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ようなことを質問いたしましたけれども、金額

的には類似市が130億円だと、その辺でいくと

いうようなことだと思いますけれども、本市で

出しております財政再建計画によりますと、19

年度は本来は計画では下がりがなくて、上がる

ような計画、これは見通しですから一概に言え

ないですけど、そのままずっとこれでいきます

と23年まで下がっていますね。123億円ぐらい

の計画てございますけれども、この計画と大体

130億円ぐらいの差がありますけれども、その

辺の見通しですか、ちょっとこの辺違うんじゃ

ないかなと思うんですけれども、その辺のお考

えはどうなんでしょう。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄副議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 三位一体改革とか国の

地財計画と大いに関係があるわけで、そちらか

らの収入が大きく影響を受けるわけです。した

がいまして、16年に財政再建計画を立てたとき

には、やはり地財計画、地方交付税が下がって

いくというような見通しでありました。また、

三位一体改革でもそのような方向で進められて

きたということで、そのトレンドを受けまして

確実なといいますか、余り多くを期待する方向

ではなくて、確実で堅実な実行ができる計画、

方向として見た結果ということでとらえていた

だきたいと思います。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄副議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 投資的経費がなかなか

使われないと、やはり義務的なものにならざる

を得ないというような、そういうことも踏まえ

ながら進めていくんでしょうね、やはり。わか

りました。これは頑張っていただいて、早く明

るい兆しを出してもらいたいと思います。 

  けさ日本経済新聞見ました。そうしたら、

「都市と地方」という題目ですけれども、新庄、

新幹線が載ってました。皆さん見た方がおると

思います。「新幹線、早かった失望、崩壊態勢、

誘致の代償」、非常に私もこれ見て憤慨であり

ます。新幹線は100年に一度あるかないかの事

業によってこの経済を都市圏と結ぶというよう

なことで、私はよかったんですけれども、残念

ながら実質公債費比率31％、全国ワースト８番

というのが影響していると思うんですけれども、

こういったものを払拭するような情報発信をし

ていかないと、私どもは新幹線あることによっ

て非常に恩恵こうむっていますし、私も実感と

してわいていますけれども、マスコミ等がそう

いうふうに報道されると見ている方がまともに

受けるわけです。 

  そういったことで、ふるさと納税に端を発し

て、寄附条例の件は私も申し上げたんですけれ

ども、ふるさと納税は個人の住民税の一部を生

まれ育ったふるさとの自治体などに納める制度

で、今、国がやろうとしております。これも地

域格差の是正というようなことの一環でありま

しょう。個人がゆかりのある市町村等に寄附を

した場合は、前年の住民税の１割相当を限度に

所得税と住民税から税額控除をする。納税とい

う名称ではあるが、形式的には寄附と税額控除

の組み合わせ方式となっておるわけであります

けれども、市長は大変寄附条例に対して前向き

な答えをいただきまして、心強く思っています

し、山形のファンドも入れるというようなこと

で大いに期待しておるわけであります。市長は

きのうも物乞い的な寄附でなく、環境や自然環

境に沿った使い道というふうなこと、なるほど

なと思いましたので、この基金を情報発信する

場合に、なるほどなと、新庄のためにというよ

うな発信を心がけてもらいたいなと思います。 

  この前、テレビで先日見ました。仙台の青葉

通りのケヤキ並木の中で、地下鉄のためにケヤ

キが10何本倒伐されると。それを聞いて、ケヤ

キを移転する費用が250万円かかるそうです。

あそこの近くに住んでいる豆腐屋さんのおやじ
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さんでしたけれども、自分がずっと小さいとき

からなれ親しんでおった木が倒されるのが忍び

がたいというふうなことで、ボランティアを募

って寄附をやったそうです。高校生とか、そう

いったボランティアをやりましたけれども、な

かなか当初集まらなくて、250万円ぐらいが限

度だったと。その中で、北海道の新聞社がそう

いう情報を探って北海道の方に流したら、北海

道の方々初め全国の方々から2,000万円集まっ

た、そのケヤキを移動するために。そうするこ

とによって８本を東北大学の新しいキャンパス

へ植えた。そして、そのおやじさんが生き生き

した顔で、移植したところの木が育つまで私の

使命だというようなことを言っていました。 

  お金をもらうにしても、やはり情報をしっか

り発信して、目的をつくって訴えるようなそう

いうものが必要だと思います。そういった意味

で、この条例をつくるに当たりまして、市役所

の職員の若い方々とか、いろんな市民の方々の

考えを発想するような制定の場を設けたら私は

いかがと思いますけれども、その辺はいかがで

すか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄副議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 おっしゃるとおりだと

思います。条例を設定したり、いろいろつくっ

たとしても、市外あるいは市民に呼びかけて、

それに賛同していただいて一緒になってまちづ

くりに加わっていただくというような条例ある

いは仕組みでないと、単なる、市長が前に申し

上げましたような仕組みになってしまいかねな

いということで、そういった制度あるいはＰＲ、

市民に対する理解度、そういったものには十分

注意して、また広く職員一体となってそういっ

た制度をつくり上げていきたいと思います。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄副議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） よろしくお願いしたい

と思います。 

  そこで、予算に対してもう１点、政策中心に

議会と論議するような場をつくったらいかがで

すかというような質問をいたしましたら、前向

きといいますか、そういった方向と言いました

けれども、それは大変私もそういう考えはあり

がたいなと思いますけれども、これは12月に政

策やれば議員の皆さんの了解を得て議会運営を

変えていかないとできない問題ですけれども、

それはそのようなことを積み重ねていく必要が

あると思います。 

  予算のパターンは、大体予算編成の方針を決

定いたしまして、各課からの予算要求を提出し

ていただいて、首長の査定、予算書の印刷・校

正、議会への提出、議会の議決というようなこ

とになろうかと思います。現実には予算編成が

始まりますと、各課はいかに水増しして要求し

て歩どまりをよくするかと、また要求される側

はいかにして試算された財産の枠内に要求を合

わせて収支のバランスを保つか、いわゆる分捕

り合戦的なことになってしまわないかと。その

結果、予算の大方の輪郭ができ上がった段階で

財政当局が義務的経費や各課の共通経費などを

除いた残りの財源を事業要求額に割り当てて調

整するというようなことにはなっていませんか。

住民のための政策経費が第二義的に扱われては

困るわけであります。職員任せの予算ではなく、

いつまでたっても経費の節減、仕事の能率化、

効率化が単なるうたい文句に終わるおそれがあ

ると一般的に言われています。真偽はどうだか

わかりませんよ。だから、12月議会前に概算内

容をして、それで各常任委員会なり中で政策的

論議して、例えば、これは議会の皆さんの了解

得ないと悪いですけれども、12月は政策一本的

な議会にやるように、そういう議会ができない

かなと、そういうお考えはないかなと、ひとつ

お願いします。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
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平向岩雄副議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 通常は11月初めに次年

度予算の編成方針ということで、これを職員に

説明して、その編成方針をきちっと守ってもら

って要求していただくと。水増しとか、それか

らいろんな思惑とか、そういったことはないよ

うにきちっとした形で出していただくというこ

とを徹底してございます。経費の節減とか、そ

ういったことでは十分隅々までそういった趣旨

は行き届いているということを前提として予算

が上がってきます。それを10月末までに要求を

いただいて、それをいろいろ今回の３月補正で

最終的に決定していただくわけですけれども、

若干そういった御提案のことを検討いたすとす

れば、そういった作業を若干早める必要がござ

います。どこまで早められるのか、あるいは事

務事業の見直しとか施策評価とか、いろいろ制

度的にもやってございますので、それらの整合

性とか調整を図らなければならない面が相当ご

ざいますので、それらをちょっと検討して、あ

るいは議会の皆様方と相談しながら、どこまで

できるのかということで、さっき御答弁申し上

げたようにこれからの検討課題の一つとして今

後相談させていただきます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄副議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） せっかく12月決算を９

月に持ってきたという意味がなされますように、

一つ、議会の方も頑張らなきゃならないと思い

ますけれども、執行部の方でもそういったこと

を頑張っていただきたいなと思います。 

  次に、学校給食についてお聞きします。県で

は米の消費拡大を図るために来年から米飯給食

を3.7倍にふやすというような斎藤知事の肝い

りが出ました。さっき教育長も米は新庄産の米

を使っていますよというようなことでございま

す。来年、新規で県は5,756万円を出す、予算

編成。そこで、市でもことしの予算書の中で米

のやり方に対して25万8,000円、20年度も25万

8,000円を計上していますけれども、この補助

金ですか、これは業者に行くんですか、それと

も保護者の方々に行っているような補助金の性

格でしょうか、一つこの辺お伺いします。 

大場和正教育次長 議長、大場和正君。 

平向岩雄副議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 今言いました25万8,000円に

つきましては、二等米と一等米との差額負担と

いうふうなことで、市の方で一等米を使ってほ

しいということで、市の方が負担しているもの

でございます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄副議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 二等米と一等米の差額

を持つと。これは新庄市だけですか、それとも

ほかの市町村はどうなの。 

大場和正教育次長 議長、大場和正君。 

平向岩雄副議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 申しわけございません。ほか

の市の状況はちょっと把握してないですけれど

も、県の学校給食会の方では二等米というふう

な形でもって県産の二等米を使っているという

ことでございますので、新庄市の方はそれに一

等米を使うというふうなことでもって今申し上

げました25万8,000円を上乗せして一等米を使

っているということです。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄副議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 学校給食会が出ました。

学校給食会というのは非常に、これは全国的な

組織でやっていますし、発足は県の教育委員会

の中に事務所があるものなんですね。それで、

この米のルートを申し上げますと、地元産の農

業団体からその上部団体を経て、そして学校給

食会というような事業所がございます。これは

財団法人で公益法人ですね。これは公益なんで

すけれども、給食会から米飯委託業者に行って、
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委託業者から学校へ行くんです。地元産といっ

たらストレートに学校に行くべきものが、25万

円も市の持ち出しをやって、そうやって逆に価

格の高い米飯を子供たちに提供しているのでは

ないかなと。米の産地でありながら、その流通

が非常に納得いかない。こういったものを是正

するために、市長がこのたび中学校給食をやっ

た時点で、納入のやり方、方法を再構築してい

く必要あるんじゃないかなと思って私は提案し

ていますけれども、その辺の考えがいまいちで

すので、その辺のそれも含めて、中学校給食が

来年度からなる場合の地元の業者なりそういっ

たものを使うような方法、よその地区ではその

納入業者を当たる選定委員会をつくっているん

ですよ、保護者を入れて。そして、その業者が

適当でないかと決めて、その決めた業者が入る

と。もっと進んでいるところは、献立、学校給

食の献立も保護者入れて、いろんな方入れて、

現場の調理師さんも入れて、栄養士さんも入れ

て、そうやってメニューをつくって、そして地

元のものをきめ細かくやると。中学校給食をす

る場合には親子方式を取り入れるということで

すので、学校によってそれぞれ、規模の大きい

学校は恐らく業者は物が入るから喜んで入りま

すけれども、小さいところの納入業者は大変な

んですよ。小さいものは利益ないけれども学校

のためにやっているような、そういうアンバラ

ンス的な納入形態になっています。ぜひ米を含

めてそういったものを、始まってからでは遅い

わけですので、その辺どうやるかもう１点お聞

きいたします。 

大場和正教育次長 議長、大場和正君。 

平向岩雄副議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 まず米飯についてですけれど

も、今、議員がおっしゃられたようなルートで

もって各学校の方に委託炊飯的な形になってお

ります。その理由としては、安定的に常時そう

いうふうなものを供給できる設備等について、

市内の業者では持ち得てない部分があるという

ふうなことで、確かに中学校給食に向けてはそ

ういうふうな業者さんが設備等を整備していた

だければそういうふうな方向も考えられるので

はないかなというふうにまず思います。 

  あと、食材の納入関係ですけれども、現在、

各学校で、教育長も答弁しましたけれども、各

学校単位でもって一応地元の業者を極力使って

いるというふうな形になります。延べで87業者

というふうな形になります。パンとか米飯、牛

乳等については他市という形になっているわけ

ですけれども、ここら辺も安定的に供給できる

体制ができれば検討の余地はあるのではないか

なというふうに考えています。 

  中学校給食が始まりますと今の試算で1,300

食ほどふえる形になります。ですから、小学校

は６年、中学校は３年ですので、1.5倍になる

というふうな形になりますので、当然納入の方

法等仕入れの方法等はそれまでの間に地元の業

者が不利にならないような形でもって検討して

いく必要があると。当然地場産品を最優先して

使うというふうな前提のもとにですけれども、

そういうふうに今検討中でございますので、よ

ろしく御理解願いたいと思います。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄副議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） ありがとうございます。

前向きにひとつ地元の業者を生かすような道を

お願いしたいと思います。確かに米を炊く業者

はいませんけれども、かなり魅力的、少子高齢

化でありますけれども、炊飯をする業者なんて

いうのは安定して提供できる場所があれば私は

つくるところが出てくると思いますよ。その場

合、逆にそういったところに市で補助金を出し

て、地元の安全で安心な米をつくってください

よというようなことでやれば、中間がなくて真

っすぐ本当の米を、補助金なんか、二等米でな

くて一等米あるんだから、地元で。その米を使
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って、補助金なんて25万円出さなくても、いい

米をつくって提供する方はいっぱいおりますの

で、やはりそういった道を開くようにひとつぜ

ひやってもらいたいと思います。 

  最後の国指定の無形文化財、まさに私も正念

場だと思います。これだけの新庄まつりは誇れ

る財産でありますので、実現させていただいて

一つ明るい話題をつくり、全国に発信できるよ

うにしてもらいたいと思いますけれども、お祭

りのルーツであります天満宮さん、天満宮さん

も無形文化財にかかわると思いますけれども、

今の状況が非常に困っているというようなこと

で展開しておりますけれども、今後はどのよう

な天満宮さんの状態か、事情か、ひとつお話し

願えればありがたいんですが。 

大江雅夫生涯学習課長 議長、大江雅夫。 

平向岩雄副議長 生涯学習課長大江雅夫君。 

大江雅夫生涯学習課長 天満神社につきましては

1668年に現在の神社が建立されているというふ

うなことで、ちょうど築340年が経過しており

ます。御承知のとおり、老朽化が非常に著しい

というふうなことで、県指定の文化財にもなっ

ておりますので、20年度の当初予算にも示して

おりますけれども、３カ年にわたって県の文化

財の方と協議をいたしまして、全面改修に入り

ます。平成20年度は主に解体工事、平成21年度

は一番規模の大きい木工事、さらに最終の平成

22年度には屋根の工事並びに報告書の作成とい

うふうなことで、この３カ年で全面改修に入る

予定になっております。 

  ちなみに、補修につきましては現有の使える

ものを使うというふうなことが前提になってい

るようでございますので、よろしく御理解いた

だければと思います。以上です。 

１０番（小嶋冨弥議員） 終わります。 

平向岩雄副議長 ただいまから11時まで休憩いた

します。 

 

     午前１０時５０分 休憩 

     午前１１時００分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

平向岩雄副議長 次に、佐藤悦子君。 

   （２番佐藤悦子議員登壇）（拍手） 

２ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表いた

しまして一般質問を行います。 

  まず一つは保育所の民営化ではなく、保育所

の充実を願って質問いたします。 

  市では、財政難を改革するために人件費を削

ることを目的にして、現在５カ所の市立保育所

を最終的に泉田と中部の保育所２カ所にして、

ほかを民営化することを目指しています。平成

20年度は北部保育所が検討され、21年度には北

部を民営化実施するとしています。さきの全員

協議会では乳幼児保育所をなくすことも検討す

るとのことでした。市では民営化したらサービ

スがよくなるということを言っていますが、そ

れについて考えてみたいと思います。その一つ

として、公立こそきちんとお金を出してサービ

スの充実が必要ではないかということです。保

護者の働き方が多様になっているために、延長

保育、休日保育、夜間保育、病児保育、産休明

けからの保育など要望が多様になっています。

公立保育所がそうした要望にこたえていないた

めに、民間の保育所が先に実施して必死に頑張

っているということもあります。しかし、私は

公立だからこそコストがかかっても専門的な知

識や技能を必要とする多様なサービスをもっと

引き受けるべきではないかと思います。また、

公立でも民間立でもそうしたサービスをやって

もらうならば、行政がきちんと責任を持って必
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要なお金を出すべきではないかと思います。い

かがでしょうか。 

  二つ目に、待機児童の問題がないかというこ

とです。保育所に入れない待機児童というのは

ないでしょうか。あれば解決のためにもっと保

育所をふやすことが必要ではないでしょうか。

去年４月の選挙のときに、３歳未満の子供を持

つお母さんから「入れなかった」という声があ

りました。年度初めだけでなく、年度途中から

も引き受けることができるように、保育士の余

裕ある配置が必要ではないでしょうか。 

  三つ目に、非正規の職員の急増と定員増の問

題があるのではないかということです。公立も

民間も問題なのは臨時保育士の急増です。前は

保育士の８割は常勤でなければならないとして

いたのを2002年に常勤保育士は各組・グループ

に１人以上でいいとしてしまいました。非正規

保育士をふやすことは問題ではないでしょうか。

保育士が解雇の不安なく働け、給料も専門職に

ふさわしく保障され、研修など保育技術の向上

のチャンスを与えられてこそ、子供たちも安心

して過ごすことができるのではないでしょうか。

また、保育所には年齢ごとの定員が定まってい

ますが、政府の規制緩和によって年度当初に

125％まで、そして後半にはそれを超えて受け

入れすることが可能になったと聞いています。

その結果、人手不足、施設も詰め込みになって

いるのではないでしょうか。また、政府の民営

化のねらいは、公立保育所を全部なくして、営

利企業にゆだねることではないでしょうか。

2000年に厚生労働省はそれまで社会福祉法人な

どに限っていた民間園を営利企業への委託も可

能とする通知を出し、その流れが広がっていま

す。さらには、認可保育制度そのものの解体を

ねらいとしています。保育をもうけの対象にし

てはならないのではないでしょうか。保育所運

営費の７割から８割は保育士ら職員の人件費で

す。ベテランが多くなれば９割にもなります。

それは人が人を育てる保育所では当然です。そ

こでもうけを得ようとすれば人件費を削るしか

ありません。給料が安い割にきつい仕事となれ

ば、やめる人が続出し、次々と保育士が入れか

わります。目の前の子供たちのために必死に頑

張る保育士も長時間労働で疲弊します。そうい

う中で子供も親も安心できるでしょうか。 

  2001年、東京池袋のちびっこ園という認可外

のベビーホテルで４カ月の赤ちゃんが８カ月の

赤ちゃんに覆いかぶさられて窒息死する事件が

ありました。この経営方針は、子供の受け入れ

は定員オーバーでも拒否しない、人件費は31％

に抑えるというもので、ある人は１週間に４回

も徹夜勤務の状況でした。時給が安いために、

長時間、少ない休みで働かざるを得なかったの

です。全国66カ所のちびっこ園チェーンでは20

年間で22人もの乳幼児が亡くなっています。も

うけを追求する企業に保育を任せ、子供の命と

金もうけを天秤にかけた最悪の結果から、私た

ち大人が学ぶことは多いと言えます。もうけを

追求する企業に保育を任せてはならないと思い

ます。御見解をお聞きします。 

  また、民営化の方針はもともと政府厚生労働

省と規制改革・民間開放推進会議から出された

ものです。その背景には財界による官製市場の

全面的な開放という要求があります。政府は保

育の分野も規制を取っ払って競争に向かせれば

いいと考えています。それを実行するよう自治

体に縛りをかけています。さらに、今後保育所

と利用者が直接契約して入所するとか、保育料

の自由設定という方向が打ち出されています。

認定こども園というのがそれです。一見保護者

にとって自由でいいように思われますが、そう

なれば障害児の場合には割増料金になったり、

経済的に不安定で保育料の支払いが不安だとい

う場合は入所を拒否されるなど、保護者の所得

格差が子どもの保育の中身を決めることになり、

行政が子供の育ちに責任を持つという自治体の



- 177 - 

基本が後退することになります。子育てを個人

だけの自己責任の問題にしてしまう危険があり

ます。国が考えた経済効率優先の保育施策を行

うのか、それとも子供を大切にした保育施策を

行うのか自治体に問われています。住民の福祉

を向上させる役割を果たすのが自治体であると

考えます。御見解をお聞きします。 

  二つ目の大きな質問として、教育としての学

校給食を進めるために質問いたします。 

  山尾市長になって、中学校給食を平成21年10

月をめどに実施するという方向で進んでいるこ

とに、住民の中で市政に対する大きな期待が寄

せられています。しかし、親子方式や民営化で

は教育としての学校給食ができなくなるのでは

ないでしょうか。中国産の冷凍ぎょうざのよう

な冷凍加工食品は使わないで、地産地消、安心

安全な手づくりを進めるためには市直営でやる

べきではないでしょうか。 

  前に文教厚生常任委員会で今年度舟形中学校

に行って見てまいりました。調理師が臨時では

ありましたけれども、すべて町直営の職員でし

た。その結果、職員一体となって生徒が食べる

ときに最高においしくなるように調理の時間を

細かく考えているそうです。また、機械切りで

はなくて、手切りにすべてしているそうです。

そのためか、おいしいということで、全校で１

日平均100グラムも残らない、おいしい給食と

なっているそうです。 

  民営化では調理師は短時間パートがふえて、

手づくりの技術も手づくりの時間もとれなくな

り、冷凍加工食品を使わざるを得なくなります。

栄養士が民間会社の職員に直接指導することは

偽装請負の違法な働かせ方とも言われています。

直接指導することができなくなります。民間委

託は人件費を限りなく下げられることです。民

間会社の事務費も必要になります。調理師の人

件費のつもりが、人件費は下げられます。長い

目で見ていくと肝心の手づくりの安心安全なお

いしい給食が保障できなくなるのです。また、

自校方式はつくり手と食べる側の顔が見えるし、

学校ごとの行事に対応した食事がつくれます。

教育としての給食を進めるためには自校方式で

やることが必要ではないかと思います。中学校

給食についてすべて親子方式でという教育委員

会の方針のようでありますが、日新中学校は食

数が多い学校なので、自校方式にすべきではな

いかと思います。舟形中学校で見てきたとおり

のことなんですが、舟形中学校では調理師さん

と子供たちがお互いに顔を毎日見て交流できる、

すぐ反応がわかる関係でありました。そのため

に、子供たちが調理師さんたちを尊敬していま

す。また、行事食で学校の楽しさを実感させ、

学校教育を盛り上げることがやはりあの舟形中

学校では大事にされております。親子方式では

このようになることがなりにくいと思います。

また、親子方式になって配食された方の学校の

給食は、親である学校よりどんなに近くてもや

はり冷めます。おいしくないです、比べればで

すけれども。教育としての学校給食は自校方式

でやるべきではないでしょうか。一度つくった

ら10年、15年は必ず続けられることです。一度

体制をつくったらやめられないからこそ、親子

方式とこだわらないでいただきたい。慎重に考

えていただきたいと思うのです。 

  また、学校給食費についてですが、全額自治

体負担にしている自治体があります。山口県和

木町や北海道三笠市だそうです。ここの方針に

も学んで、すべての子供に豊かな学校給食を保

障する市であってほしい、そう願いますが、そ

の点についての御見解を伺います。 

  三つ目の大きな質問として、人間らしく働く

ことのできる労働条件を確保する条項を公契約

に定めていただきたいということです。 

  公共事業や公共サービスの委託事業で働く労

働者の待遇は改善が必要ではないでしょうか。

指定管理者制度の導入や民間委託で、市直営か
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ら民間へ管理が移されています。人件費が大幅

に節約になっているとのことです。しかし、果

たして働く労働者の人件費はこれでいいと言え

るのでしょうか。児童館の保育士、わくわく新

庄や市民文化会館の職員、雪の里情報館、斎場、

スキー場、雪の里情報館はこれからのようです

が、野球場、武道館などの管理職員の人件費、

また業務委託で行われている図書館の司書の人

件費など、こういった方々の人件費がもし自分

だったらこの賃金で暮らせるか、安定して仕事

を続けられるか、税金を払えるだろうか、子供

を持って教育できるだろうかと考えていただき

たいのです。最低でも時給1,000円以上、年収

300万円以上は必要ではないでしょうか。専門

職は、専門職の資格を得るにふさわしい教育を

受けてきた方々です。市民の利益、人権を守る

公共の仕事をするとき、その職員が不安定な生

活では落ち着いて市民のために仕事に没頭でき

るでしょうか。また、市で働く臨時職員の賃金

の抜本的引き上げが必要ではないでしょうか。

嘱託職員28人、この方は社会保険つきでも月13

万1,500円、期末手当は0.8カ月、年収を計算し

てみますと168万円です。また、日々雇用の職

員85人、標準時給769円、１日８時間、20日間

働いたとして社会保険つきで手取り８万円くら

いだそうです。年間手取り96万円です。議員や

市長が市の臨時職員並みの時給の報酬になった

ら、今の仕事や生活が維持できるでしょうか。

人間らしく働くことのできる労働条件を確保す

る条項を公契約に定めていただきたい、このこ

とをお願いして壇上からの質問を終わります。

（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄副議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは佐藤議員からの御質問に

お答えさせていただきます。 

  近年、保育ニーズは多様化しており、それら

に対応するため、国においては平成12年、保育

対策等促進事業実施要綱を定め、多様な保育サ

ービスの整備と子育て支援の充実などの総合的

な施策の展開を図ることとしました。これを受

け、市におきましても公立保育所では延長保育

や一時保育を実施し、民間立保育所ではそのほ

か休日保育を実施しております。また、病児保

育や産休明け保育につきましては看護師等の配

置や施設面の整備が必要となるため、現在は実

施しておりませんが、その必要性については認

識しているところであります。議員御指摘のこ

れらのサービスをやってもらうならば行政が責

任を持って金を出すべきという点につきまして

は、さきに述べました国の実施要綱並びに県の

補助要綱に基づき、民間立保育所に対し市から

補助金を交付し、実施しております。 

  次に、保育所に入れない待機児童はいないか

という御質問でございますが、このたび平成20

年度の保育所入所募集を行い、１月に入所の決

定を行ったところでありますが、平成20年度に

おきましては待機児童はおりません。 

  次に、非正規保育士をふやすことは問題では

ないかというような御質問ですが、現在、各保

育所における保育士の配置につきましては市職

員と日々雇用職員がほぼ半々の状況になってお

りますが、この保育士の雇用及び配置につきま

しても市の定員管理計画に基づき実施している

ものであります。また、保育技術向上のための

研修につきましては日々雇用職員も対象として

実施しておりますので、御理解いただきたいと

思います。 

  次に、保育所には年齢ごとの定員が定まって

いるがということで、規制緩和でパーセントの

質問だと思いますが、保育所への入所につきま

しては平成10年の国の通知により緩和されたと

ころでありますが、あくまでも市町村において

待機の状況がある場合であり、保育の実施は定

員の範囲内で行うことが原則となっております。
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本市におきましては、平成20年度の募集におき

まして公立の場合はほぼ定内であり、一部民間

立で入所希望が多くなったため、国の通知に基

づき定員の115％ほどの入所決定を行ったとこ

ろであります。また、年度途中におきましては

原則としておおむね定員の125％の範囲内で定

員を超えて保育の実施を行うことができること

になりましたが、議員御指摘の人手不足は生じ

ておりません。また、施設面におきましても国

の基準に沿った形で運営されておりますので、

御理解いただきたいと思います。 

  次に、保育所の民営化につきましては、ただ

単に経費の削減を目的としたものではなく、多

様化している保育ニーズに柔軟に、かつ迅速に

対応することにあります。確かに以前は自治体

や社会福祉法人でなければ保育所の運営はでき

ませんでしたが、現在では民間企業においても

できることとなりました。しかしながら、保育

所の運営は児童福祉法に基づき実施しなければ

なりません。このことを踏まえ、本市におきま

しても民営化に移行する際は児童の安全安心を

第一に考え、市内で保育などの実績のある法人

を対象として進めていきたいと考えております。 

  また、議員よりちびっこ園についての悲劇に

ついての例が出されましたが、本市における認

可外保育所につきましても、認可保育所の補完

的役割を担っているということを考慮し、市独

自の認証制度を実施するなど、今後も引き続き

連携を図ってまいりたいと考えております。 

  認定こども園の認定を受けた保育所につきま

しては、確かに利用者との直接契約となり、保

育料についても施設において決定することとな

りますが、法律上保育料の額は家計に与える影

響を考慮して定めると規定されている点におい

ては一般の保育所と同様となっております。こ

の利用者負担の基本的な考え方を踏まえた上で

施設に保育料設定の裁量を認めたものでありま

すので、この基本的な考え方から外れる不適切

な保育料につきましては市町村がその変更を命

じることが可能となっております。 

  なお、ゼロ歳児から教育と保育を一体的に行

うことを目的として平成18年10月よりスタート

した認定こども園制度でありますが、本市にお

きましては現在のところ認定を受けた施設、ま

た認定を受けようとしている施設はございませ

ん。市の保育所につきましても今のところ認定

こども園に移行する考えはなく、児童福祉法に

基づく自治体の責務としての保育を実施してい

きたいと考えております。 

  教育としての学校給食を進めるためには、教

育長の方から答弁していただきます。 

  最後の人間らしく働くことができる労働条件

というふうなことですが、労働条件を確保する

公契約に関する御質問でございますが、現在、

国内企業はバブル崩壊後の景気低迷で総人件費

の抑制と雇用の調整面として非正規社員をふや

し、労働者の３人に１人が正社員でない状況と

なっております。国においては、所得格差の是

正と雇用の安定化を図るために、昨年10月には

最低賃金の例にない引き上げや平成20年４月１

日施行のパートタイム労働法の改正など、非正

社員の待遇改善に力を入れ始めております。労

働者保護についてはこれら法制度の整備により

対応すべきであり、労働者の賃金等の労働条件

を請負契約書等の条項に入れることはなじまな

いと考えておりますが、市が発注する公共事業

につきましては、公共事業の入札及び契約の適

正化の促進に関する法律や建設業法などの関係

法令に基づき、請負業者の健全な発展を図ると

ともに、労働者の賃金や労働条件の確保が適切

に行われるように、引き続き一層の法令遵守の

徹底を図りたいと考えております。 

  次に、本市臨時職員の賃金の改善についてで

ありますが、現在、非常勤職員の賃金等の労働

条件全般につきましては山形県の最低賃金や諸

制度の改正などを踏まえながら決定しており、
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今後も同様に賃金を含めた労働環境の整備を進

めたいと考えております。以上であります。 

佐藤 博教育長 議長、佐藤 博。 

平向岩雄副議長 教育長佐藤 博君。 

   （佐藤 博教育長登壇） 

佐藤 博教育長 教育としての学校給食について

の御質問ですけれども、最近の健康被害の報告

が全国的に相次いでいる状況を心配され、中国

産冷凍ぎょうざのような冷凍加工食品は使わな

いで、地産地消、安全安心な手づくりを進める

ためには市直営でやるべきではないかという御

質問だったわけですけれども、この件につきま

してはマスコミ報道がされた直後に各小学校に

問い合わせまして、該当する商品は使用してい

ないというふうに確認しております。今後も使

用することのないよう的確な指導を行っていき

たいと思っております。 

  当然のことですけれども、学校給食にあって

は安全安心な給食の提供が基本でありまして、

食材については可能な限り地元で生産される農

産物を使用し、また調理に当たっても極力地場

産品の特性を生かした手づくりによるおいしい

給食を心がけているところであります。 

  なお、市直営でとの提案がありましたけれど

も、小学校給食については、現在、市職員の調

理師20名と日々雇用の調理員10名の計30名で調

理に当たっております。これが親子方式により

中学校給食が導入されれば、調理業務に従事す

る職員だけでも10名から15名ほど増員する必要

があると見込んでおります。このため、今後の

調理員等の配置については、現在、市全体の定

員管理計画との関係などを踏まえながら、市直

営や業者へ一部委託する方法など、さまざまな

方式を検討しておるところでございますけれど

も、いずれの方式であっても安全安心な給食の

提供を最優先にした上で判断してまいりますの

で、御理解をお願いしたいと思います。 

  次に、自校方式をできる限り生かし、せめて

日新中は自校方式にすべきではないかという御

質問でしたけれども、12月議会でも申し上げま

したけれども、今後における学校給食のあり方

については、自校方式やセンター方式などにつ

いてさまざまな視点から検討した結果、親子方

式としたところであります。確かに日新中学校

区については小学校と中学校の児童生徒数合わ

せると1,200名近くになります。調理業務や調

理校となる日新小と受け入れ校の日新中とは約

300メートルと近距離にあることから、搬送業

務に要する時間も大きな障害にはなりませんし、

また将来における生徒数の推移、さらに、新た

に給食施設、設備を整備する事業費など考慮し

た結果、他の学区同様親子方式で十分可能とい

うふうに考えております。 

  最後に、山口県和木町や北海道三笠市に学ん

で学校給食費を全額自治体負担にという要求で

ありますけれども、御存じのとおり、学校給食

費に関しては学校給食法第６条で給食の実施に

必要な施設、設備に要する経費並びに運営する

経費は、設置者、すなわち自治体の負担、それ

以外の経費、すなわち食材費は保護者負担とさ

れております。また、参考例として紹介されま

した北海道三笠市の場合は、かつて炭鉱でにぎ

わい、全盛期には６万3,000人だった人口が１

万2,000人まで減少し、高齢化率37％と若者が

少なく、１年間に生まれる赤ちゃんは50人程度

となったことから、少子化対策の一環として実

施したということであり、あくまでも特別な事

例というふうに考えております。したがいまし

て、新庄市においてはこれまでどおり学校給食

法の規定にのっとり、食材費については保護者

負担とさせていただきたいと思います。 

  以上でございます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） まず最初に、お答えあ

りがとうございました。 
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  まず、保育所のことについて質問しますが、

現在、民間立の保育所でやっている延長保育が

市の場合よりも10分長い、休日保育をやってい

る、あと一時保育、それから市の場合は８カ月

以降の子供ですが、民間立では６カ月からの保

育をやっているということでありました。こう

いった民間立独自でやっている保育に市はお金

を出しているでしょうか。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

平向岩雄副議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 特別保育ということでご

ざいますが、先ほど市長が申し上げたように、

国の要綱あるいは県の要綱に基づきまして補助

金を交付しているということでございます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） ということで、国の要

綱に基づいて出しているということだと、特別

に民間立がやっているのにはお金を今のところ

出してない、国の基準のものは出しているけれ

ども、それぞれやっているものについては出し

てないということなのかなと受け取りますが、

そうでしょうか。 

  また、無認可保育所で病児保育や夜間保育な

どをやってくださっているところがあります。

同じ子供でありますので、こういうところにも

行政として責任を持ってお金を出すべきではな

いかなと思いますが、どうでしょうか。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

平向岩雄副議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 先ほどの６カ月または８

カ月、あるいは10分というようなお話ございま

したが、先ほど申し上げましたように要綱に基

づき交付しているという状況でございまして、

10分とか、そういう時間に関しての補助につい

てはもう一度精査させます。 

  それから、認可外保育所に関してでございま

すが、現在10カ所ございまして、補助金をおあ

げしております。18年度においては1,181万

2,000円ほどの補助金を交付しているというこ

とでございます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 全体的な保育、無認可

保育所全体への補助金はわかりましたが、無認

可保育所の中でも、親の要望で病児保育、夜間

保育をやっているところがあるんです。これは

行政として全く、普通の保育所でなかなかこう

いうことをやってないということで、無認可保

育所が引き受けてくれているんだなと思うんで

す。そういう意味で、本当は行政として保育所

として体制をつくってやっていただきたいわけ

なんですが、それをやらない中で無認可保育所

が引き受けてくださっているところには独自に

お金を出すべきではないかと思うのですが、ど

うでしょうか。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

平向岩雄副議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 認可外保育所あるいは市

独自の認証保育所という制度がございますが、

年に１回あるいは２回、市長との懇談会をして

おります。その中でいろんな要望が出されます

が、その懇談会の中では今議員がおっしゃった

ようなことはちょっと伺っておりませんでした

ので、また懇談会あるいは個々の話し合いの中

でそういう事例が出てきましたら検討させてい

ただきたいと思います。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 真摯なお答えありがと

うございます。よろしくお願いいたします。 

  民営化ということをやるときに、やはりお金

は出さない、本当の民営化のねらいには行政が

お金を出したくないというねらいがあるような

気がします。市では国基準どおりの保育所の配

置だそうですけれども、民営化はお金を出され
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ないまま仕事だけふやされるのではないか、そ

ういうことがあってはならないのではないかと

思いますが、そのことについてどうでしょうか。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

平向岩雄副議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 民営化の一つの目的が経

費の節減ということは確かでございます。しか

し、市長が最後に申し上げましたように、市町

村は児童福祉法の……、法律を出して恐縮です

が、児童福祉法第24条に「市町村は保育に欠け

るところがある場合において保護者から申し込

みがあったときは保育所において保育しなけれ

ばならない」という市町村の責務がございます。

民間立保育所におきましても補助金を出してい

るわけでありますから、県あるいは市の指導監

査を行っています。また、保育料についても市

が徴収しているわけでございます。あるいは、

事故の報告、子供さんですからぶつかってけが

をするとかございますが、そういう報告につい

ても一つ一つ我々が報告を求めております。そ

れなりに市はきちんと責務を果たしているとい

うことでございますので、今後の民間への移行

についても同じようにしてまいりたいと考えて

おります。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） そういうふうにお金を

出さないまま仕事だけふやされるということの

ないように見ていっていただきたい、そういう

姿勢でいていただきたいと思います。 

  それから、次の質問ですが、保育士の総入れ

かえということが問題にならないかということ

です。北部保育所が21年度から民営化実施の予

定になってきておりますが、保育士さんがすべ

て入れかわってしまうことはだれもが不安を感

じることではないでしょうか。子供にとって保

育所は起きているほとんどの時間を過ごす場所

です。保育士さんは第二の親です。その人たち

がみんないなくなってしまうのですから、たと

え新しいところの保育士がすばらしい人たちで

あっても子供の不安は大変なものがあると思い

ます。その影響ははかり知れません。保護者に

とっても子育てのよきパートナーである保育士

さんが入れかわるというのは心細いものです、

一部ではなくて全部になるわけですから。保護

者や保育士の納得がいかないまま行政が性急な

進め方をすれば悪影響は大きくなります。引き

継ぎがうまくいかず事故が多発し、数カ月のう

ちに中心的な保育士が多数やめて大混乱に陥っ

たというところがあります。例として、株式会

社ピジョンに民営化された東京都練馬区光ケ丘

第８保育園です。保育士の総入れかえというの

は問題ではないかと思うんですが、北部保育所

を想定しているんですけれども、そのことにつ

いてどうお考えなのか御見解をお聞きします。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

平向岩雄副議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 保育士の重要性について

は同感でございます。他市の状況を見ますと、

例えば山形市は公立が10で、私立が19とか、米

沢市では公立が３、私立が13とか、先例はたく

さんございます。本市におきましても１民間保

育所がございますので、それらがございますの

で、今議員がおっしゃったようなことにはなら

ないように気をつけてまいりたいと思います。

ただ、総入れかえということについては大きな

問題でございますので、例えば民間に移行した

場合に予定されている保育士さんと何カ月か一

緒にするとか、そういう手だてはございます。

また、県外のいろんな先進地の事例等もござい

ますので、そういう混乱がないように努力して

いきたいと、そういうふうに考えます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） お願いしたいと思いま

す。それから、乳幼児保育所は、19年度の保育
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所入所時の零歳児では全体の43％が入っていま

す。また、１歳児では28.5％、２歳児では26％

の子供が入っています。乳幼児保育所は行政が

責任を持って保育できるように年齢に応じた施

設基準と保育士の体制が整備されているところ

です。それをなくし、ほかの保育所にこれだけ

の乳幼児をこれだけ充実した体制で受け入れで

きるんでしょうか。北部や南部保育所の施設を

受け入れのために拡充できるのでしょうか。乳

幼児保育所をなくすことは、今でも産休明けか

ら保育所入所を希望している方を受け入れでき

ないでいる状況なのに、３歳未満の保育所待機

児童をふやすことになってしまうのではないか、

大変心配です。そのことについて御意見をお願

いします。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

平向岩雄副議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 先日の全協でもお話し申

し上げましたが、まず北部と、次に南部、乳幼

児というふうな順序で考えております。何年か

前には南部と乳幼児の合築という考え方もござ

いましたが、今の財政的な状況では難しいだろ

うということを申し上げました。一つの手だて

として乳幼児保育所の乳児をほかの保育所に分

散して保育できないかということを検討してい

るということを申し上げました。もしそういう

形になれば当然スペースが必要ですので、増築

あるいは保育士の手当てとか当然必要になって

まいります。これはまた法律で恐縮ですが、最

低基準がございますので、面積あるいは保育所

の数等につきましても最低基準をクリアして支

障のないようにということを考えております。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） なぜ乳幼児保育所かと

いうことでは、乳幼児保育所というのは乳児と

いうことで寝ている時間が多いという特質を持

っていて、それだけ静かな環境で、なるべく置

かせたいというのがあるような気がします。だ

からほかの保育所に比べて人数を少なく抑えて

いるんだなと思います。そういうことを考えた

ときに、乳幼児保育所のよさというか、活動量

の多い上の子が少ないという、そんなところも

あるような気がしまして、私は乳幼児保育所は

乳幼児保育所として重要な位置づけがあるよう

な気がするんですが、どうでしょうか。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

平向岩雄副議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 今お話しされたことはそ

のとおりでございまして、当然これは３歳以上

児と、そういう乳児のお子さん方はきちっと分

けなければならないと、そういうふうに考えて

います。したがいまして、ほかの保育所に分散

するということになった場合には増築等が必要

になってまいります。今懸念されたことも十分

に配慮していきたいというふうに考えます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 障がい児保育について

ですが、公立保育所で今行っていると聞いてい

ます。市の持ち出しになって、１人の子供に保

育士１人をつけているとのことです。これは公

立だからこそできることであります。すべての

子供の教育に責任を持つ施策だと思います。そ

して、この担当は１人の先生ですけれども、障

がい児を含めた全体の保育の連携の中で障がい

児の保育も保障されていると思います。その保

育所で何十年も行ってきた保育内容を引き継ぐ

のは簡単ではないと思います。保育というのは、

保育士の体の中にしみ込んで、チームワークの

中でつくり上げたものが大きいと思います。マ

ニュアル化すればいいというものではないと思

うのてすが、その点についてどうでしょうか。 

矢口 孝福祉事務所長 議長、矢口 孝。 

平向岩雄副議長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 障がい児保育については、
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障がい児だというふうに認定されれば保育士の

加配ということを行っております。これは市立

あるいは民間立でも同じでございまして、考え

方は同じでございます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） ぜひ障がい児が排除さ

れることのないように特別の手だてを続けてい

ただきたいと思います。 

  次に、教育としての給食についてですが、給

食の未納の世帯についてなんです。当市はわず

かのようです。未納世帯への学校の対応もお聞

きしておりますが、大変なようです。就学援助

で対応すると前に教育長がおっしゃっておられ

ましたが、就学援助を教育費全額に見合うよう

に拡充する措置を講じて保護者の負担を軽くし

てやれば学校の方も対応が楽になるのではない

かと思うんですが、いかがでしょうか。 

山川義隆学校教育課長 議長、山川義隆。 

平向岩雄副議長 学校教育課長山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 議員の今の御質問ですが、

準要保護の認定には慎重に対応しております。

中には就学援助を勧めても自分からなかなか申

請してこられない保護者もおられます。給食未

納の家庭と就学援助の家庭というのは一致しな

い場合も結構ございまして、就学援助している

家庭ではほとんど給食については未納の事例は

ないと考えております。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 就学援助に対する見方

というか、よく親の方が理解できてないのかも

しれませんので、ぜひ丁寧に御指導をお願いし

たいものだと思います。 

  それから、３番目の大きな質問のところで、

指定管理者制度の契約に人間らしく働ける人件

費を書き込んで、罰則も規定していただきたい

と思いますが、どうでしょうか。 

武田一夫総務課長 議長、武田一夫。 

平向岩雄副議長 総務課長武田一夫君。 

武田一夫総務課長 先ほど市長の答弁にもありま

したように、その契約の中に盛り込むというの

はなじまないというようなことで、その他の手

法でその問題については対応してまいりたいと

考えてございます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 働いている人たちの仕

事は公の仕事です。公の人たちが、仕事をする

人たちが生活できる権利を保障するということ

を考えていただきたいということで、終わりま

す。 

平向岩雄副議長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

     午前１１時５０分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

  なお、午後より小関 淳君が欠席となります。 

 

 

遠藤敏信議員の質問 

 

 

平向岩雄副議長 次に、遠藤敏信君。 

   （６番遠藤敏信議員登壇）（拍手） 

６ 番（遠藤敏信議員） 一般質問最後、たいま

つ’07の遠藤敏信でございます。よろしくおつ

き合いをお願いします。 

  まず、今年度をもって御退職される方々に謝

意をあらわすものであります。長い間御苦労さ

までございました。今後の御健勝をお祈りいた

します。 

  初めに、本市における行財政改革について質

問いたします。行政改革については、新庄市で
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は古くから庁舎内でそれぞれの部署において時

代の流れに促される形で業務の円滑化、効率化

を図るために実施してきた経緯があると聞き及

んでいます。平成６年、当時の自治省により地

方行革大綱策定指針が示され、また平成７年、

地方分権推進法の制定を受けてからは市民参加

型の市民の代表で構成される行政改革推進委員

会が設置されてきました。以来５年から３年の

スパンで、時代、社会の変化に対応した簡素で

効率的な市政を推進するために、一つ、事務事

業の見直し、二つ、時代に即応した組織機構の

見直し、三つ、定員管理及び職員給与適正化の

推進、四つ、効果的な行政運営と職員能力開発

の推進、五つ、行政の情報化推進による行政サ

ービスの向上、六つ、公共施設の設置及び管理

運営、七つ、市議会、公営企業のあり方、広域

行政の改革などの項目を市民の立場、市民の目

から見たことを基本に、行政のあり方に提言を

行ってこられました。これらを受けて行革の大

綱がつくられ、そして公表もされ、改善・改革

が進められてきたところであります。 

  しかし、平成５年ごろから経常収支比率が悪

化し、行政改革を10年以上も継続し続ける中で

財政状況の悪化が浮き彫りになりました。平成

11年度の一般会計予算200億超をピークにした

公共的建造物のツケが影響し、経常収支比率

90％台後半という高さに加え、公債費比率が異

常に膨らみ、財政状況の悪化が顕著となり、平

成16年度を起点とする５カ年間の財政再建計画

を策定し、現在、財政の立て直しを図っている

真っただ中であります。行政改革イコール財政

改革、財政改革イコール行政改革、不可分な状

態であります。計画に基づいて事務事業の大幅

な見直しを初め改善のメスが入れられています。 

  山尾市長においては、新庄市行政のトップに

就任し、約半年経過しました。行財政改革大綱

に基づき、実施計画案も策定されました。粛々

と再建目標に向かわなければならないわけです

が、改革を進める上でこれだけは特に実施しな

ければならないというポイント、新たな視点、

発想等をお聞かせください。 

  また、昨年の選挙で市民が新しい新庄市長に

期待するのは、大きな路線の変更ができない中

で、いわゆる従来型のペースで進むよりも早く、

また物によっては目に見える形で変わったこと

を実感することが必要だと思うのです。まずは

安心感を持たれることが大事かと思います。新

市長になって行財政改革のテンポは速まってい

きますか。速まりますか、伺います。 

  行革の効率性では「スリム化」あるいは「ス

クラップ・アンド・ビルド」という言葉がよく

使われます。市長の20年度の施政方針でもスリ

ムで機能的な組織づくりということをうたって

います。行政がやらなければならないもの、さ

らに事業縮小するもの、指定管理者制度の活用

を図るもの、市民の力をかりた協働事業にする

ものというぐあいに、選択と集中が図られよう

としています。一方で、スリム化の推進は同時

に職員の資質向上を求める側面もあります。き

のう来、職員研修制度の充実を求める質問があ

りました。以前から言われ続けてきたことです。

とても大事なことだからです。 

  市役所職員の市民への対応、いわゆる接遇に

ついて、市民の方々から寄せられた声を伝えた

いと思います。近年、応対が非常によくなった

という印象を持っているとのことです。玄関の

受付窓口に職員が交代で詰めるというシステム

もそれはそれでアイデアだなということです。

ですが、ここでの印象に微妙な差が出てきます。

多くは温かいまなざしで迎えて「おはようさ

ん」とか「こんにちは」とあいさつを交わし、

お客様として対応されています。しかし、一方、

市役所内の各課の応対窓口の中にはたまにそう

でない方もおられると。接する態度が横柄だっ

たり、愛想がよくない、迷惑そうな顔をする職

員も見えるということです。それが職員全体の
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印象につながってよいはずがありません。願わ

くは、入ってくる市民には「いらっしゃいま

せ」、帰途につく市民には「ありがとうござい

ました」と言ってもらえないか、このことを伝

えてほしいということであります。こういうこ

とは押しつけていいものでは決してありません。

職員研修といえば、技術、知識の習得にとどま

らず、接客の改善、心構えをそれぞれがきちっ

と自覚してほしいということであります。これ

についての考えをお聞かせください。 

  また、きのうの一般質問の際、市長が答弁の

中で議員の行政視察に職員が同行することも検

討したいとありましたが、職員研修の一環とし

て、求めに応じてぜひ復活をお願いしたいと思

います。 

  次に、雪の里情報館についてであります。雪

の里情報館の設置及び管理に関する条例の第１

条では「この条例は雪害救済運動の発祥の地と

して果たしてきた業績を長く未来に伝えるとと

もに、雪及び雪国文化に関する学習、研究また

は他地域の交流などを積極的に進め、雪との共

生を図りながら雪のふるさとづくりを推進する

ため、雪の里情報館の設置及び管理に関し必要

な事項を定めるものとする」とあります。新年

度から指定管理者制度の活用により指定管理に

移行する雪の里情報館は、雪国文化の情報がた

くさん詰まった全国屈指の建物で、中身もある

新庄市の誇れるものの一つだと思います。もっ

とも「ＴＶタックル」ではゆめりあとともに反

面教師の一つとして映像化されておりました。

私も個人的には、本当はあれほど立派な箱にし

ないで、運営の充実を図った方がよかったので

はないかという思いもあります。 

  さて、以前にも一般質問を行いましたが、も

とは雪の代議士と言われた故松岡俊三が心血を

注ぎ、国会で雪害救済を訴え、また新庄最上の

若者たちが雪害を克服し、貧困から産業を興そ

うと思いを膨らませた結果、国が雪害調査研究

所として設置し、全国の雪国の特に雪の害から

人々を守るために建造されたものです。現在、

保存のために一部残されております。書庫には

膨大かつ貴重な資料があり、今でも関係者が来

館したり、問い合わせがあるとのことでありま

す。そこで、指定管理者に管理が移行された場

合、施設の管理はよしとして、これまで全国の

関係者や機関からの問い合わせ、新庄から発信

された情報などあるわけですが、新しく管理運

営を行う方にどんなことに注意を配るよう指導

されているのかお伺いをいたします。また、私

は必ずしも現在の運営が好ましいと思っている

ものではないということを申し添えておきます。 

  また、ボランティアガイドさんがおられます

が、指定管理者制度に移った場合でも、その方

たちのほかに資料や蔵書など知的情報の提供、

いわゆる説明や解説が可能な人の配置を求めた

いのですが、そのことを求めるのは無理なので

しょうかお伺いいたします。学術的な面で専門

的な知識を持った方が求めに応じて来られたり、

あるいは常駐できればいいのではないかと思っ

ております。総引き揚げでボランティアさん方

だけの対応になってしまえばお手上げの状態に

なるのではないでしょうか。 

  ３番目に、農業政策についてお伺いします。

昨年来の国の農業、米政策の失敗によって水田

農業は過剰生産状態になっており、混沌として

います。国と県による新庄市への配分、平成20

年度の生産数量目標率が平成19年度の68.5％か

ら2.1％下がり64.4％となりました。それに伴

い新たに加算された転作面積増加分に対する助

成措置が講じられたとの非常に誤解を招く案内

が全農家に届けられました。国の指針とはいえ、

このことについて改めてわかりやすい説明をお

願いいたします。また、２月29日が申請締切日

でしたが、農林課窓口に来られた農家の様子、

反応はどうだったのかについてもお尋ねをいた

します。以上、壇上からの質問を終わります。
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（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄副議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 今般の一般質問最後の遠藤議員の

質問にお答えさせていただきます。 

  行財政改革の流れを最初に申していただいた

わけでありますけれども、新庄市の行財政改革

は、必要な行政サービスを市民に安定して提供

するために、事務事業の見直しや財政の再建を

初めとした行財政改革の課題に対し着実な推進

と実績を残してきております。このたび策定い

たします行財政改革大綱は、現在の取り組みに

加え、地方分権や市町村合併の対応を緊急に取

り組むべき新たな課題として位置づけておりま

す。平成18年７月に閣議決定された「骨太の方

針2006」では、地方分権に向けて国と地方の役

割分担の見直しを進めるとともに、国の関与、

国庫補助金の廃止、縮小などを図るとされてお

ります。この地方分権改革の流れに対応し、受

け皿となるべき行政主体の整備に関し、市町村

合併も検討すべき選択肢の一つとしながら、地

域の自主性、自立性を高め、新時代にふさわし

い自治体のあり方を検討してまいります。また、

今以上に市民に密着した行政改革を進めること

も大きな課題であります。市民協働につきまし

ては、地域づくり対策などの新たな展開を図る

とともに、人材育成方針の策定や職員地域担当

制の活用を図りながら職員の意識改革を進め、

個性豊かで活力に満ちた地域社会を実現したい

と考えております。 

  続きまして、財政再建の進捗に関する御質問

についてであります。市民に対する安心感をど

う与えるのかというようなことが大筋の意味合

いなのかなと思います。財政再建計画は５カ年

を計画期間とし、16年７月に策定されました。

11年度の新幹線延伸対策事業などによる累増す

る公債費対策と三位一体改革による財源減少傾

向にどう対応するかについて激論を交わしなが

ら策定したものであります。財政再建に向けた

具体的方針として、人件費の抑制、市債残高の

抑制、遊休市有地の活用などの項目を上げ、確

実に実施してまいりましたが、今後とも手綱を

緩めることなくしっかりやり遂げていきたいと

考えております。 

  行政サービスの質を極力落とさないで、この

厳しい状況を乗り切るためには、計画のとおり

人件費や公債費などの義務的経費の削減が大前

提であります。そのためには私が率先して行動

する必要があるとの考えから、私自身の給料を

カットしたものであります。計画策定以来、決

算と照らし合わせながら効果を測定しておりま

すが、計画どおり、あるいはそれ以上に効果が

あらわれていると言えます。いずれにしまして

も、20年度が計画最終年度となっておりますの

で、５カ年の成果をしっかり評価し、次につな

げていく予定でございます。歳出の削減に主眼

が置かれているのは計画の目的からしてやむを

得ませんが、財政状況を好転させるには経済を

活性化させながら収入増に結びつける方策もあ

わせて考えることも重要でございます。企業誘

致、商店街の活性化、農業の振興など、人材を

含めた市の資源を有効活用し、まちの活力が歳

入を生み出すという観点に主眼を据え、１年で

も早い財政再建に向け、多方面から努力をして

まいりたいと思っております。 

  市職員の市民への対応、いわゆる接遇のあり

方についてという御質問ですが、行政は今、行

政主導の一方的な市民サービスの提供から、市

民が何を求めているかに耳を傾けた市民を主体

とした顧客志向の経営へ変革することが求めら

れております。また、協働のまちづくりを実践

するためにもお役所仕事から顧客志向への基本

姿勢の転換を図り、今以上に市民から信頼感を

得ることが重要不可欠であります。そうしたこ

とから、常に市民の立場、目線で応対すること
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が市民と行政のパートナーシップを築く基本と

考え、毎日の仕事の中でお客様への応対を行政

改革の大事な取り組みとし、毎年「さわやか運

動」などを実施しております。こうした運動の

取り組みの中で、市民の皆様から「市役所は変

わった」ということを認識していただくために、

あいさつなどを重点とし、市民の皆様と出会っ

たときには、ただ頭を下げて言葉を出さないの

ではなく、職員みずから率先して笑顔で市民の

方と接するように指導しております。結果、さ

まざまな意見はございますが、多くの市民の皆

さんから職員のあいさつや対応などが親切にな

ったというお褒めの言葉もいただいておるとこ

ろでございます。接遇は個人だけの問題ではな

く、１人の接遇態度が課全体、市役所全体、市

のイメージにつながります。そのためには職員

同士がお互いに注意し合う、よい環境を目指し

ながら市民の信頼を獲得し、協働のまちづくり

を進めていきたいと思っております。 

  また、先ほど提案ありました、すべての職員

に「いらっしゃいませ」「ありがとうございま

した」というような言葉がけもあるわけですけ

れども、市役所を訪れる市民の皆様はさまざま

な状況で来られるということもございます。不

幸な場面を背負って来られた方に対して「いっ

しゃいませ」というような場合には「どういう

意味だ」というような意を返される場合もあり

ます。また、帰りに「ありがとうございまし

た」と、「この不幸をありがとうと言うのか」

といったようなこともございます。相手が市役

所を訪れる、そうした対応をいち早く察知する、

どんな目的で来られているのかということをい

ち早く洞察する力も大変必要なのかなと思って

います。そうしたことについても今後職員との

話し合いなど進めながら、接遇の向上を図って

まいりたいと思います。 

  雪の里情報館の運営についてですが、雪国救

済運動の発祥地としてということで、松岡俊三

代議士が国会での演説を通して雪国を救済しよ

うと、そしてその業績を後世に伝えようという

のが大きな目的であったわけです。その流れの

中で雪の里情報館が設置されたわけですけれど

も、当時、大きな目的といたしましては、雪の

里情報館、もともとは積雪山村資料館になるわ

けですけれども、新庄最上の所得の向上という

大きな目的もあったのではないかと私は思って

おります。当時あの建物が昭和８年、９年前後

に建てられ、食品研究所が国の機関として設置

され、その後昭和10年には蚕糸試験場が誘致さ

れるというような状況、新庄最上全体の所得を

どう上げるかということの目的が陰にはあった

と思っております。ただ単に研修をすると、あ

るいは設置をし、しのぶということだけではな

く、その設置当時の目的を今の政策の中にも生

かしながら十分所得向上等も考えていかなけれ

ばならないと。ただ単にあの施設を守っていく

ということのみではないというようなことも思

っております。文化に関する学習、研究、交流

を進めながら雪のふるさとづくりを推進すると

いう設置目的もあります。本年４月１日の指定

管理者制度への移行に向け、雪に関する情報収

集や雪国文化の伝承、他地域との交流活動を積

極的に行い、自主事業を展開することや、ライ

ブラリー、ギャラリー等の施設機能の有効活用

を図るよう進めております。また、管理上は利

用者の安全を第一に、施設の災害対応、設備点

検、諸修繕等の迅速な執行や個人情報の保護、

使用料の管理には十分注意するよう指導してま

いりたいと思います。 

  次に、学術的情報提供可能な人材の配置につ

きましては、これまでも学術経験の豊富な大友

義助先生を名誉館長として委嘱させていただい

ておりますが、４月以降も引き続き御指導いた

だく旨を了承していただいております。何とぞ

御理解くださるようお願いいたします。 

  また、現在ボランティアガイド５名ほどいら
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っしゃるわけですが、雪の里情報館の機能を充

実させるためにはガイドボランティアや教育ボ

ランティアの育成事業を実施しております。そ

のほか防災科学技術研究所新庄支所長を含め４

名の研究員による雪国総合研究所事業として調

査研究や雪国セミナーを年５回開催し、雪国情

報の提供を行っております。これらは今後も継

続して推進してまいる予定でございます。 

  最後に、雪の里情報館の図書の一部が図書館

に移るということにつきましては、現在そのよ

うな考えはございません。ちなみに、雪の里情

報館の図書資料、雪に関する書籍や、雪調が調

査収集した資料約４万5,000点を収蔵しており

ます。 

  最後に、新年度の水田転作面積拡大増配分に

ついてというようなことで、今回の地域水田農

業活性化緊急対策での農林課を訪問された農業

者の反応ですが、生産調整達成者にとっては拡

大分は微々たる面積であり、先がどうなるかわ

からない現状の農政では参加できないと冷やか

に答える方もおるのも現状であります。何年も

生産調整に協力しているのに緊急一時金の対策

ではメリットが少なく、達成者にはもっと手厚

い対策を要望する声などがあるのを承知してお

ります。しかしながら、生産調整を達成しない

ことには地域づくり交付金が受けられないこと

から、拡大分といたしましても交付金が出るの

であればということで契約手続をしている方が

多いということを担当課から聞いております。 

  そのほか詳しい内容については農林課長の方

から答弁をさせます。よろしくお願いします。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄副議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 ただいまの20年産米の生産

目標の数量をまず最初に御説明申し上げます。

昨年暮れに県より市町村別の生産目標数量が公

表されました。その中で庄内町を除く34市町村

が19年産の目標値を下回っております。それで

一段の生産調整が求められたというふうなこと

でございます。それで、過剰作付のペナルティ

ーとして農水省から本県に課せられました数量

が1,449トンの削減でございます。そのうち、

この前も新聞で公表されましたけれども、13市

町が実際に過剰作付があったというふうに申告

されまして、初めてペナルティーとして417ト

ンを削減、残り1,000トンの32トンは19年産と

同様に生産目標の数量の割合に応じて案分し、

市町村に割り当てられております。その結果、

20年産については新庄市は目標数量１万8,330

トンでございます。そのうちペナルティーが

117トン、新庄市でございます。面積換算とし

ましては約20ヘクタール。そのうち過剰作付分

としては67トンということで、そのペナルティ

ー分の117トンを差し引いた数量が先ほど申し

上げました１万8,330トンでございます。 

  それで、今回、国の方で、政府の方で地方キ

ャラバンということで、いわゆる生産者の直接

の意見をお聞きして、いろんな農政対策、緊急

対策としていろんな対策を講じた結果が２月６

日の地域水田農業活性化緊急対策ということで

打ち出されております。それで、国会の中で２

月６日に緊急一時金として、いわゆる踏切料と

いいますか、それに500億円が追加補正という

ふうにされております。その中で、内容を申し

上げますと、生産調整の拡大分を今後５年間契

約することが条件になっております。先ほど申

し上げました目標数量が、19年度では転作率が

31.5％、20年では33.6％、いわゆる2.1％分の

拡大について今後５年間契約される方に対して

一時金として１反歩当たり５万円、それから未

達成者、今まで参加されてない方については５

年間契約して１反歩当たり３万円というような

ことになっております。 

  それから、非主食用の対応については、生産

技術確立試験契約ということで、いわゆるコス

ト生産技術、いわゆる多種品種、いわゆる飼料
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等の関係でございますけれども、それについて

は１反歩当たり３年間で５万円というふうな契

約の内容でございます。 

  ２月末現在の状況を申し上げます。それで、

長期の生産調整、いわゆる生産調整を実施され

ている、協力されている方が19年では1,261人

のうち136人、６件の契約が既に終わっており

ます。それから、今まで生産調整に参加されて

ない方については469人の中で５件契約してお

ります。それから、先ほどの非主食用米の低コ

スト、これは３年間契約の１反歩５万円の件で

ございますが、これが６件でございます。２月

末までで147件でございます。400件ほどいろい

ろ問い合わせとかございましたけれども、それ

についてはまだ先が、やはり今後５年間の中で

いろんな生産調整の転作率がまだはっきりしな

い中で契約ということはしなくても、契約しな

くても達成するからというふうな意見もござい

ました。 

  なお、３月４日から、７ブロックで生産調整

の達成について今いろんな農協と一緒に説明会

を開いておりまして、それを14日までというこ

とで、何とか生産調整の達成に向けて今後進め

てまいりたいと思います。 

  それで、なお両農協についても個別に対応す

るというようなことで聞いておりますので、と

にかく達成に向けて努力してまいりたいところ

です。以上でございます。 

６ 番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄副議長 遠藤敏信君。 

６ 番（遠藤敏信議員） どうもありがとうござ

います。４年前の３月に財政再建が始まって間

もないころ、義務的経費の節減というふうなこ

とで人件費削減というふうなことを打ち出され

たときに、一般質問で私がやったものがたまた

まきのう写真を探したときに出てきたんですけ

れども、こんなことが書いてありましたので紹

介します。きのうの一般質問や何かで、職員給

与が下がれば、それこそやる気、士気が下がる

というふうなことが言われておりましたけれど

も、それは確かにそうかと思います。しかし、

今みんなが困っていると。そういう中では、そ

こは市役所職員の皆さんにも耐えてもらわなけ

ればならないのではないかという観点から言っ

ていました。ちょっと読ませてください。 

  「人件費の削減についてですが、それは困る、

困るという意見が出されます。困るのは当たり

前だべと言いたい。よく職員給与の削減は職員

の働く意欲を減退させるのではと議論の中で言

われました。この事態でそういう意識が職員に

芽生えたら困ります。もしそこでやけを起こす

職員がいたら、それこそ研修をし直して意識改

革をしてもらいたい。市長を初めとする幹部職

員の方々にはきちんとした指針を示してもらい

たいと思います。嘱託や臨時の人方は長く勤め

た方でも仕事がよくできた方でも今回整理され

た方たちがたくさんいます。そのことを忘れて

はいけません。職員の方々はこの厳しい状況下、

公務員の職に安住することなく、市民のために

新庄市で働くことの意識を高め、働きの質を高

めていってほしいと思います」というふうなこ

とを私が言っておりました。 

  それはともかく、行政改革というか、そうい

ふうなことの長い経過があるわけですけれども、

たまたま見てみますと、最初のころは作業効率

とか、そういうものに目が行って、見通しの甘

さがあったのではないかというふうなことを感

じました。というのは、今、人口が４万人から

３万人台に入ろうという寸前のところにいるわ

けですけれども、当時はまだそういう中で５万

人規模のまちにしたいという期待感があった。

そういうふうなものが節々に見えたんです。 

  それはさておき、職員の行政視察に求めに応

じて同行していただきたいというふうなことに

ついては、きのう市長から検討する旨の発言が

あったわけですけれども、その辺についてお尋
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ねしたいと思います。 

  実は、２月22、23日に宇都宮に隣接する高根

沢町と芳賀町というところに産業建設常任委員

会で行ってきました。ともに競い合って循環型

社会を構築するというふうなことで、高根沢町

では町長を先頭にやっていると、芳賀町におい

ては町のコンセプトが「環の町」ということで、

合併の破綻以来、双方競い合って環境のまちづ

くりをしているというふうなことでしたけれど

も、芳賀町の企画課長という方が山尾市長と職

員研修で、たしか滋賀県だとか言ってましたけ

れども、一緒になったと。以来、交友関係を続

けているというふうなことで、面会していただ

いたんですけれども。我々を迎えてくださった

それぞれの町の担当課の課長初め担当職員、議

会事務局、議長さん、担当常任委員長の方まで

いましたけれども、町に誇りを持って生き生き

と語るわけですね。そういうふうなことがあっ

たもんで、ぜひそういうふうなことを職員研修

の一環として、求めに応じてですよ、やってい

ただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄副議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 職員研修は大変重要なことだと思

っています。今の状況の中で、財政再建という

ことを優先的にやってきた中でも職員研修は重

要だろうという議員の皆さんの御指摘は重々に

察知しております。そうした意味で、以前は議

会の皆様方の要望に応じて職員が同行し、同じ

目線で確かに学んできたことがあったというふ

うに思っております。その際もやはり職員がほ

かの行政体の職員の対応を見るということも大

変大きな研修であるということがわかります。

以前、何らかの会派か委員会だったと思います

が、研修に行ってきた報告書を読ませていただ

きました。静岡県の掛川市役所だったと思いま

す。やはりそこの職員の皆さんが市長の言うこ

とに対してすべて誇りを持って行政視察等に対

応すると。あれは何なんだというようなことが

あったと思います。そうした意味で、私も職員

にはできる限りそういった研修、また同じ目線

で物事を考えていただける議員の皆さん、また

全国にそうした仲間ができることによって自分

のまちのまちづくりに対する姿勢も変わってく

るのではないかというふうな、本当に大切なこ

とだと思っております。平成20年は大変厳しい

状況ですが、一気にとはいかなくとも、やはり

平成21年度等からもし議員の皆さんの求めによ

って同行する機会があれば、そうした研修もぜ

ひ検討してまいりたいと思います。 

６ 番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄副議長 遠藤敏信君。 

６ 番（遠藤敏信議員） 雪の里情報館ですけれ

ども、大友義助先生をあそこに精通した方とし

て来ていただくというふうなことでございます

けれども、老いてますます元気というふうなこ

とで、元気なうちは来ていただくことも結構で

ございますけれども、それとは別に若い方など

で対応を考えられたらいかがかというふうなこ

とがあります。 

  昨年の６月下旬、土田真紀という元三重県立

博物館の学芸員の方が来られたんだそうで、

「さまよえる工芸」という、このような大冊の

本を出されまして、たしか去年の９月あたり山

新の評でも取り上げられておりました。つまり

「さまよえる工芸」という本を著したくらいで

すから、柳宗悦というか、このことについての

図書資料を閲覧したいというふうなことで伺っ

たのだそうですが、館長に展示室を案内はして

もらったんですけれども、図書室というか、資

料庫は見せていただけなかったと。館長が都合

でいなくなったというか、そういうふうなこと

で、その後の連絡がうまくつかなかったという

こともあったらしいんですけれども、そういう

ことがあったと。わざわざ奈良県から来られた

ということで、目的を果たせなかったというこ
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となんですけれども、こういうことについては

どういうふうにお考えでしょうか。 

大江雅夫生涯学習課長 議長、大江雅夫。 

平向岩雄副議長 生涯学習課長大江雅夫君。 

大江雅夫生涯学習課長 ただいまの話をお伺いし

て、非常に私自身としては残念に感じました。

大変申しわけないことをしたなというふうに思

っております。雪の里情報館につきましては設

置目的がきちっとしているわけでございます。

その中で、さまざまな調査、研究をなされてい

る方や関心を示している方が事前にアポのある

方もおりますし、急に来られるお客さんもいる

というふうなことで、専門的な学芸員がいない

もんですから、先ほど市長の方から答弁ありま

したとおり、歴史民俗では県内唯一の知識者大

友先生は本市で有しているというふうなことで

お願いしていた経過もございます。また、指定

管理に移行しても大友先生の方からは了解を得

ております。大体非常勤なんですけれども、あ

そこのライブラリー、そこの場所で先生はほと

んど執筆したり本を読んでいらっしゃいまして、

お客さんのときには対応していただけるという

ふうなことを考えておったものですから、指定

管理移行後もそういうふうな体制をぜひ続けて

いただけませんかというふうなことでお願いし

たところ、先生の方もやりましょうというふう

な話をいただいたところです。確かに常時いら

っしゃるというわけではないものですから、そ

ういう有事の際というか、そういうふうな急な

お客さんが来客したときの対応が一番大きいこ

れからの課題になるのかなというふうに考えて

おります。ただ、こちらの方の新庄の雪の里情

報館には、遠藤議員御承知のとおり、雪国総合

研究所というふうなことで専門の知識を有して

いる方、例えば防災センターの佐藤支所長なり、

それから東北芸工大の沼野先生とかいらっしゃ

います。当然大友先生も入っていらっしゃるん

ですけれども、あと県立病院の中嶋先生あたり

も加盟していただいています。そういういろん

な方のお力をおかりして対応するというふうな

ことで、今、三重県からおいでになった土田さ

んですか、御期待に添えなかったということに

ついてはおわびを申し上げると。極力そういう

ことがないようにこれから指定管理の方とも話

を進めていきたいなというふうに考えておりま

す。以上です。 

６ 番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄副議長 遠藤敏信君。 

６ 番（遠藤敏信議員） 指定管理者制度に移行

して管理運営が指定された方に移った場合、市

側として差し出がましいことをなかなか言えな

くなるべというふうなことを考えて、そういう

ふうなことがあるんだというふうなことを理解

していただきたいと。ずっと来るわけでねべげ

っとね、というふうなことを思います。 

  新庄市の手から管理が移るというふうなこと

で、もう一つ、あそこのことについて言わせて

いただきます。雪の里情報館が新しく建つ前、

あそこは農林省の積雪地方農山村研究資料館と

言ったんですね。雪害の流れで名前が改称され

て農林省から出向された方々がずっといたとい

うことなんですが、玄関から入っていって、左

側に研修室というものがあったんです。そこに

は木田文庫というものがありました。その東側

の壁に畳３畳分ほどの、もっと大きいかな、絵

があったのです、水彩画。大貫鉄心という方の

作です。大貫鉄心というふうなものをインター

ネットで調べると56万円とかという値段がつい

ている絵というか、出でんだっけね、何かいた

かわからないけど。その絵の所在を伺いたい。

写真あるはずだけど、探しっぱぐれました。ど

ういう絵かというと、川があって、山があって、

雪山なんです、雪山、葉の落ちた木がばっとい

っぱいあると。瀬見を描いたものらしいと、瀬

見。しまっておくのはもったいないんでないか

なということ、ここ出身の人でないけれども、
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栃木あたりの人らしいけれども、何のいわれか、

あそこにあったんです。どこにあるかわかれば

お願いします。 

大江雅夫生涯学習課長 議長、大江雅夫。 

平向岩雄副議長 生涯学習課長大江雅夫君。 

大江雅夫生涯学習課長 大貫鉄心作の大作ですか、

瀬見の絵というふうなことなんですけれども、

現在、雪の里情報館内、それから併設していま

す展示棟あるんですけれども、そちらには掲示

している痕跡は今まで一度もございません。恐

らく今言われましたとおり、積雪地方農山村研

究資料館、いわゆる前の図書館別館なんですけ

れども、あそこから平成９年に雪の里情報館が

できまして、引き継いでいる最中に掲示ができ

なかったのかなというふうなことだと思います。

現在その作品についてはちょっと所在が確認と

れませんので、早急に所在確認調査を行って、

その結果を御報告申し上げたいというふうなこ

とで御了承していただきたいと思います。 

  ちなみに、この大貫鉄心さんという方は出身

が栃木県だそうです。そういうふうな関係で議

員の方にお話あったのかなと思います。 

  以上です。 

６ 番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄副議長 遠藤敏信君。 

６ 番（遠藤敏信議員） よろしくお願いします。 

  あと、農林課訪問の結果です。生産調整達成

者1,261人中136人というふうな数字、約１割ち

ょっと。やはり歓迎されざる小手先の政策とい

うふうなことになりますね。もう一回確認しま

す。66.4％の生産調整目標というのは、従来の

転作面積に換算すると33.6％、３分の１強、そ

れに伴い拡大した部分について転作達成者には

向こう５年間、転作を条件に10アール５万円を

支給するというものですね。これを認定農業者

の基準となる４町歩の農家にすると４万……、

５年間減反しますよといって４万2,000円来る

という政策です。以上です。 

平向岩雄副議長 以上で今期定例会の一般質問を

終了いたします。 

 

 

散       会 

 

 

平向岩雄副議長 あす８日から18日まで本会議を

休会したいと思います。これに御異議ございま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

８日から18日までの本会議を休会とし、19日水

曜日午前10時より再開いたしますので御参集願

います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後１時５１分 散会 

 



- 195 - 

平成２０年３月定例会会議録（第４号） 

 

 

          平成２０年３月１９日 水曜日 午前１０時００分開議 

        議 長 中 川 正 和     副議長 平 向 岩 雄 

 

 出 席 議 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   小  関     淳  議員     ６番   遠  藤  敏  信  議員 

  ８番   沼  澤  恵  一  議員     ９番   清  水  清  秋  議員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  議員    １１番   渡  部  平  八  議員 

 １２番   今  田  雄  三  議員    １３番   金     利  寛  議員 

 １４番   新  田  道  尋  議員    １５番   平  向  岩  雄  議員 

 １６番   森     儀  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １８番   亀  井  信  夫  議員    １９番   星  川     豊  議員 

 ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員 （１名） 

 

  ７番   中  川  正  和  議員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  総 務 課 長 武 田 一 夫 

政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎  税 務 課 長 田 口 五 郎 

市 民 課 長 柿 﨑 卓 美  環 境 課 長 五十嵐 正 臣 

健 康 課 長 星 川   基  農 林 課 長 五十嵐 祐 一 

商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦  都 市 整 備 課 長 中 部   力 

下 水 道 課 長 佐 藤 新 一  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 矢 口 喜一郎 

福 祉 事 務 所 長 矢 口   孝  神 室 荘 長 叶 内 利 昭 

水 道 課 長 髙 橋   敦  教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭 

教 育 長 佐 藤   博  教 育 次 長 大 場 和 正 

学 校 教 育 課 長 山 川 義 隆  生 涯 学 習 課 長 大 江 雅 夫 

生 涯 ス ポ ー ツ 
課 長 清 水 幹 也  選挙管理委員会

委員長職務代理 加 藤 義 勝 
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選挙管理委員会 
事 務 局 長 小 野 正 一  監 査 委 員 國 分 政 嗣 

監 査 委 員 
事 務 局 長 奥 山   栄  農 業 委 員 会

事 務 局 長 柏 倉   政 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 鈴 木 吉 郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 査 佐 藤 嘉 信 

 

議 事 日 程 （第４号） 

平成２０年３月１９日 水曜日 午前１０時００分開議 

 

   （予算特別委員長報告） 

日程第 １ 議案第２８号平成２０年度新庄市一般会計予算 

日程第 ２ 議案第２９号平成２０年度新庄市国民健康保険事業特別会計予算 

日程第 ３ 議案第３０号平成２０年度新庄市交通災害共済事業特別会計予算 

日程第 ４ 議案第３１号平成２０年度新庄市老人保健事業特別会計予算 

日程第 ５ 議案第３２号平成２０年度新庄市公共下水道事業特別会計予算 

日程第 ６ 議案第３３号平成２０年度新庄市農業集落排水事業特別会計予算 

日程第 ７ 議案第３４号平成２０年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計予算 

日程第 ８ 議案第３５号平成２０年度新庄市介護保険事業特別会計予算 

日程第 ９ 議案第３６号平成２０年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計予算 

日程第１０ 議案第３７号平成２０年度新庄市水道事業会計予算 

 

   （総務常任委員長報告） 

日程第１１ 議案第５号新庄市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１２ 議案第６号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

日程第１３ 議案第７号新庄市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１４ 議案第８号新庄市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１５ 議案第９号新庄市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例

の設定について 

日程第１６ 議案第１８号山形県市町村職員退職手当組合規約の一部変更について 

日程第１７ 議案第１９号山形県自治会館管理組合規約の一部変更について 

 

   （文教厚生常任委員長報告） 
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日程第１８ 議案第１０号新庄市国民健康保険保険給付基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

日程第１９ 議案第１１号新庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２０ 議案第１２号新庄市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２１ 議案第１３号新庄市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２２ 議案第１４号新庄市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第２３ 議案第１５号新庄市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２４ 議案第２０号山形県消防補償等組合規約の一部変更について 

 

   （産業建設常任委員長報告） 

日程第２５ 議案第１６号新庄市下水道条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２６ 議案第１７号新庄市水道給水条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程（第４号）のほか 

日程第２７ 議案第３８号平成１９年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第５号） 

日程第２８ 議会案第４号農業委員会の必置規制の堅持を求める意見書の提出について 

日程第２９ 閉会中の継続調査申し出について 
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開       議 

 

 

平向岩雄副議長 ただいまの出席議員は19名、欠

席通告者は中川正和君の１名であります。 

  これより本日の会議を開きます。 

  地方自治法法第106条第1項の規定により、私

が議長の職務を行います。 

  本日の会議はお手元に配付しております議事

日程（第４号）によって進めます。 

 

 

予算特別委員長報告 

 

 

平向岩雄副議長 日程第１議案第28号平成20年度

新庄市一般会計予算から日程第10議案第37号平

成20年度新庄市水道事業会計予算までの10件を

一括議題といたします。 

  本件に関し、予算特別委員長の報告を求めま

す。 

  予算特別委員長小野周一君。 

   （小野周一予算特別委員長登壇） 

小野周一予算特別委員長 おはようございます。 

  これより予算特別委員長の報告を行います。 

  予算特別委員会は、全議員をもって構成され

ておりますので、簡単に報告を申し上げます。 

  予算特別委員会に付託されました案件は、議

案第28号平成20年度新庄市一般会計予算から議

案第37号平成20年度新庄市水道事業会計予算ま

での新年度予算計10件であります。この審査の

経過並びに結果について、御報告申し上げます。 

  審査につきましては、３月12日、13日、14日

の３日間、当議場において会議を開き、慎重に

審査を行ったところであります。 

  まず初めに、議案第28号平成20年度新庄市一

般会計予算は、特に各委員より数多くの質疑が

あり、活発な論議が交わされました。討論の折、

佐藤悦子委員より反対討論があり、また森 儀

一委員より賛成討論がありました。採決の結果、

議案第28号は賛成多数で原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  次に、議案第29号平成20年度新庄市国民健康

保険事業特別会計予算、議案第33号平成20年度

新庄市農業集落排水事業特別会計予算、議案第

35号平成20年度新庄市介護保険事業特別会計予

算、議案第37号平成20年度新庄市水道事業会計

予算の４件は、それぞれ質疑を行い、討論はな

く、採決の結果、いずれも全員異議なく原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第32号平成20年度新庄市公共下水

道事業特別会計予算及び議案第36号平成20年度

新庄市後期高齢者医療事業特別会計予算の２件

は、質疑を行い、討論はなく、採決の結果、賛

成多数で原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  次に、議案第30号平成20年度新庄市交通災害

共済事業特別会計予算、議案第31号平成20年度

新庄市老人保健事業特別会計予算、議案第34号

平成20年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計予

算の計３件は、特に質疑、討論はなく、採決の

結果、いずれも全員異議なく原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

  以上で、簡単ではございますが、予算特別委

員長の報告を終わります。 

平向岩雄副議長 お諮りいたします。 

  予算特別委員会は全議員をもって構成されて

おり、質疑、討論は終わっておりますので、直

ちに採決したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第28号平成20年度新庄市一般会計予算は
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委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君

の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄副議長 起立多数であります。よって、

議案第28号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、議案第29号平成20年度新庄市国民健康

保険事業特別会計予算、議案第33号平成20年度

新庄市農業集落排水事業特別会計予算、議案第

35号平成20年度新庄市介護保険事業特別会計予

算、議案第37号平成20年度新庄市水道事業会計

予算の計４件は、委員長の報告のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第29号、議案第33号、議案第35号、議案第

37号の議案計４件は委員長の報告のとおり可決

されました。 

  次に、議案第32号平成20年度新庄市公共下水

道事業特別会計予算及び議案第36号平成20年度

新庄市後期高齢者医療事業特別会計予算の２件

は、委員長の報告のとおり決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄副議長 起立多数であります。よって、

議案第32号及び議案第36号は委員長の報告のと

おり可決されました。 

  次に、議案第30号平成20年度新庄市交通災害

共済事業特別会計予算、議案第31号平成20年度

新庄市老人保健事業特別会計予算、議案第34号

平成20年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計予

算の計３件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第30号、議案第31号、議案第34号の議案計

３件は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

 

総務常任委員長報告 

 

 

平向岩雄副議長 日程第11議案第５号新庄市職員

の育児休業等に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてから日程第17議案第19号山形

県自治会館管理組合規約の一部変更についてま

での議案７件を一括議題といたします。 

  本件に関し、総務常任委員長の報告を求めま

す。 

  総務常任委員長小野周一君。 

   （小野周一総務常任委員長登壇） 

小野周一総務常任委員長 おはようございます。

私から総務常任委員会の審査の経過と結果につ

いて御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案７件

であります。審査のため３月11日午後１時30分

より議員協議会室において、総務課、税務課、

商工観光課から説明員の出席を求め、委員全員

出席のもと審査を行いました。 

  まず、議案第５号新庄市職員の育児休業等に

関する条例の一部を改正する条例の制定につい

てですが、総務課からの説明は、地方公務員の

育児休業等に関する法律の一部改正があり、そ

れに伴って条例を改正するもので、改正の趣旨

は、公務員における少子化対策として育児と仕

事の両立が可能となるように短時間勤務制度等

を導入することであり、改正の内容については

対象となる職員は小学校就学の始期に達するま

での子を養育する常勤職員であります。また、

短時間勤務の基本パターンは４通りあり、１日

当たり４時間、１日当たり５時間、週３日、週

２日半の四つの勤務形態から選択できるそうで

あります。なお、４週間を一くくりとした勤務

パターンも可能であり、勤務しなかった時間は

無給であるが、昇給等については不利益になら

ないように配慮しなければならないという説明
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でありました。なお、短時間勤務職員が処理で

きなくなる業務に充実させるために非常勤職員

を任用することができることや、短時間勤務職

員同士の並立任用もできることが盛り込まれて

おります。さらに、これまでの制度として１日

の勤務時間の２時間以内は勤務しなくてもいい

という部分休業制度があり、その対象となる年

齢について引き上げがあり、３歳未満であった

ものから小学校就学の始期に達するまでとなっ

たという説明でありました。 

  審査に入り、委員より、例えば専門職の場合

など非常勤職員で対応できないような職場はな

いのかという質問があり、総務課からは、非常

勤職員を配置してもすぐには対応できないとい

うことではあるが、組織の中でカバーすること

で対応できないという職場はないと考えている

との答弁でありました。そのほか質疑がありま

したが、採決の結果、議案第５号は全員異議な

く原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第６号議会の議員その他非常勤の

職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改

正する条例の制定についてですが、総務課から

の説明は、地方公務員災害補償法の一部改正に

伴う改正であり、改正内容はこれまで公務災害

の対象は自宅と勤務場所との経路だったが、例

えば議員の場合は自宅と勤務場所と市役所があ

り、回らなければならない場合があり、その場

合も公務災害の該当になるというように対象と

なる通勤範囲が拡大されたこと、また障害の等

級や文言の改正もあるという説明でありました。 

  審査に入り、委員から、事故が起きた場合、

どこが認定して、どこが補償するのかという質

問があり、総務課からは消防補償等組合という

団体に認定を委託していて、認定されれば市が

補償するという説明でありました。そのほか質

疑がありましたが、採決の結果、議案第６号は

全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  次に、議案第７号新庄市教育委員会教育長の

給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についてで

すが、総務課からは、教育長の給料は月額42万

円に削減する、年間の削減額は412万9,656円と

いう説明でありました。 

  審査に入り、委員から、給料というのは報酬

等審議会で審議され、必要があって決めた額で

あり、それを否定している。ここまで削減しな

ければならない財政状況なら別の方法があり、

教育長といえども士気が低下するのではないか、

また市長の50％削減によりほかにも影響するこ

とを懸念したが、そのとおりとなった。さらに

影響することも予想されるという意見がありま

した。また、委員から、給料には責任が伴う、

課長、教育長、副市長と責任は違う、差をつけ

てもいいという意見がありました。これには総

務課から特別職的な役割の人の最低保障という

形で、課長の現行給料表の最高額に合わせたと

いう説明でありました。また、委員から、この

給料の額だと定年退職した人しかやれないとい

うような話がありました。また、優秀な人に来

ていただこうとしても来ないという意見もあり

ました。そのほか質疑等がありましたが、採決

の結果、議案第７号は全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第８号新庄市一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いてですが、総務課より、地域手当という物価

水準及び民間の給与水準の高い地域に在勤する

職員に対しては手当が支給される条例の一部改

正であり、このほど県の東京事務所に本市職員

を派遣するに当たり、地域手当の該当地域への

派遣となるため、この地域手当の条項を条例に

盛り込むという説明でありました。本則では

100分の18を超えない18％の支給割合になって

いるが、経過措置中のため100分の16の支給割

合が適用され、予算にも67万2,000円を計上さ
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れているわけであり、２年間の派遣で１年目は

東京事務所の管内に配置され、２年目は市の意

向を聞くということで、１年目は流通対策課と

いう観光とか農産物の流通に関するところに配

属になり、２年目は企業振興課で企業誘致を担

当することに配属になるそうであります。兼務

辞令が出るので、企業誘致の仕事もできるとい

う説明でありました。 

  審査に入り、委員より、だれの発案かという

質問があり、総務課から、前市長のときに県の

東京事務所長が新庄市出身ということでもあり、

所長から初めに話があり、前市長も今年度派遣

することを了解したが、人員の手当てができな

くて断念したという話でありました。その後、

山尾市長の就任あいさつで県知事と面会した際

に話があり、来年度派遣をすることになったと

いうことであります。委員よりどれだけのメリ

ットがあるのかという質問があり、総務課から

は前に東京に連絡事務所を設置し、かなりの投

資をしたが、財政事情によりやむなく閉鎖した

経過があり、それと比べたら人件費で多少の上

乗せはあるが、それ以外は県の事務所なので県

がすべて賄うということであり、市の経費はゼ

ロに等しいという説明でありました。市長もト

ップセールスということを考えているので、企

業誘致もそうだが、米を中心とした農産物等を

東京に売り込もうということを考えていて、市

長が毎回東京に行かなくても手続的な部分は東

京事務所の職員に任せるということであります。

また、県の仕事を全くしないというわけではな

いが、市の仕事を持ってきてもいいという説明

を県の東京事務所から受けているという説明で

ありました。また、委員より、２年間の派遣と

いうことだが、やっと２年目で企業誘致の仕事

がメーンになっても、１年間しかいられない、

そこで切れてしまわないのかという質問があり、

総務課からは２年という約束だが、100％継続

できないということではないという説明であり

ました。また、委員から、どのクラスの職員を

派遣するのか、30歳ぐらいの元気のいい職員を

研修も兼ねて派遣したらいいという質問、意見

がありましたが、総務課からは県の事務所から

は40歳前後の主査クラスを求められていて、余

り若い主事クラスをやっても事務所から出られ

ないとか、自分で企画する権限も持たせられな

いということになるので、ある程度の年齢の職

員を予定しているという説明でありました。そ

のほか質疑がありまたが、採決の結果、議案第

８号は全員異議なく原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

  次に、議案第９号新庄市産業集積の形成及び

活性化のための固定資産税の課税免除に関する

条例の設定についてですが、総務課からの説明

は、昨年、企業立地促進法が施行され、その法

律に基づく山形県と新庄市を含む11市４町が基

本計画に対して国からの同意が得られ、市では

これに基づき地域における企業立地をさらに促

進し、産業集積の形成及び活性化を図るため、

土地、家屋、構築物に係る固定資産税を３年間

免除することで、税制面において優遇措置を設

定するという説明であり、課税免除の区域は新

庄中核工業団地で、その要件は製造業において

は施設･土地の取得価格の合計額が５億円以上、

そのほか情報・通信業、運輸業等は３億円以上

のものに対して課税免除するということであり

ました。なお、この課税免除に対して地方交付

税による減収補てん措置が講じられ、適用期限

は平成20年４月１日から平成24年３月31日まで

という説明でありました。 

  審査に入り、委員より、他市と比べて優遇措

置の程度はどうか、また国や県の対応はないの

かという質問があり、商工観光課からは、この

ほど指定を受けた県内11市４町の税制優遇措置

は同じ規定となっており、県では不動産取得税

については課税を免除し、国についても減収し

た税の75％を地方交付税で補てんするという説
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明でありました。ほかの委員からは、新庄が指

定を受けた理由は何かと質問があり、商工観光

課からは、山形県を含め全国で10県４地域が今

回国から指定を受けたが、山形県においては置

賜の精密技術、村山の有機ＥＬ関連、新庄最上

は自動車関連産業という位置づけをされている

から指定を受けたという説明でありました。ま

た、なぜ自動車関連産業かといえば、岩手県の

自動車組み立て工場や宮城県への自動車産業の

進出をにらみ、新庄最上が地の利を生かせるこ

とや、市内でも自動車関連部品を製造している

会社が多数あることから指定を受けたという説

明でありました。そのほか質疑がありましたが、

採決の結果、議案第９号は全員異議なく原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第18号山形県市町村職員退職手当

組合規約の一部変更についてですが、総務課よ

り、加盟している団体の名称が変わったことに

より改正するという説明でありました。 

  審査に入り、質疑等はなく、採決の結果、議

案第18号は全員異議なく原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  最後に、議案第19号山形県自治会館管理組合

規約の一部変更についてですが、総務課から、

自治法の改正に伴い、収入役を会計管理者に、

吏員その他の職員を職員に改めるという文言の

改正という説明でありました。 

  審査に入り、質疑等はなく、採決の結果、議

案第19号は全員異議なく原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

  以上で総務常任委員会に付託されました案件

の審査の経過と結果についての報告を終わりま

す。 

平向岩雄副議長 ただいまの委員長報告に対して

質疑に入ります。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄副議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 議案第７号についてお

伺いします。 

  この改正理由は、本市の厳しい財政状況にか

んがみ、本市の教育委員会の教育長に支給する

給与の額を412万9,656円ということで、約議員

の年間の報酬ぐらいの削減をするわけでありま

す。その中で、先ほど委員長の報告がありまし

たけれども、市長の給料を50％削減しているの

で、こういうふうに準じてやったと。それで、

課長職の最高額の特別職としてその額に算定の

基準を置いたと。ここまで削減されるのはおか

しいのではないかという議論もあったという話

でありますが、その返答というか、答弁の理由

が余り定かでありません。 

  もう１点、予算の中でいろいろ今回は新庄市

の財政再建最終年度としていろんな大変な状況

の中で今ようやく日を見るときに、例えば近岡

善次郎さんのあの記念室の問題、奥羽金沢温泉

の問題等、もう少し我慢して、まずめどをつけ

られのかという議論がありました。ただ、市の

市長部局と教育委員会の部局とあるはずであっ

て、教育権というのは守られなきゃだめな話で

あります。市長の給料が50％削減されたからほ

かの人に影響与えるということはおかしいとい

うことで話何回もあったのでありますが、余り

にも削減率の多過ぎ、それから今後人材が確保

できるのかどうなのか、最初から決められる前

に自分の給料決められておいて、これがＯＢの

方々しか出れなくなるのではないか。そうした

ら教育権というか、市長部局と教育委員会の部

局と違って同等なはずなのであります。これに

影響しないのかどうなのか。人材がとにかく行

政職でもだれでもいいやという状態にして、そ

のあれでＯＢからしか選べなくなるのではない

か。人材こそ今後の新庄市の活性化の問題の主

たる要因だと思うのですが、この点は十分に議

論されたのでしょうか、１点。 

  それから、今の市長の給料が50％削減される

が、ほかに影響を与えないという状態の中でこ
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ういうふうにして本市の厳しい財政状況にかん

がみということはおかしいと思うのですが、こ

の点の納得のいく議論はされたのでしょうか、

２点お願いします。 

小野周一総務常任委員長 議長、小野周一君。 

平向岩雄副議長 総務常任委員長小野周一君。 

小野周一総務常任委員長 総務委員会の答弁にも

ありましたように、１点目ですけれども、市長

の報酬50％削減ということについては、総務課

の説明ではなくて、委員からの質疑でそのよう

なお話がありました。その結果、先ほど言いま

したけれども、教育長といえども士気が低下す

るのではないかという意見があり、また、金議

員も言いましたけれども、市長の50％削減によ

りほかにも影響することを懸念したが、そのと

おりになったという、そしてまたさらに影響す

ることを懸念するという意見はありました。そ

れ以上の質問なり質疑なり意見はありませんで

した。 

  ２点目お願いしたいと思います。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄副議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 新庄市の職員の分も見

てもわかりますように、今はもう結構節約され

ていていろんな部分の冊子になってないようで

すが、市長部局と教育委員会の部局は部局が二

つに分かれているのであります。それだけ教育

というのは新庄市の今後の将来の未来の子供ら

を託するためにはある程度独立性があってしか

るべきという状態で、教育委員会という部分で

独立の状態になっているわけです。そのところ

に特別職だからという行政の物事の当てはめ方

をどんとぶつけて、市長が50％削減されている

のであるから、教育長も特別職だから、何と年

間ですよ、412万9,656円も削減されて、先ほど

のその独立する状態のその部分についてのとら

え方をしっかと議論の中で話になったのかどう

なのか。 

  それから、今みたいに削減率がこんな状態の

中で士気が低下するのではないかという委員の

中から話あったと、委員会の中であったと。そ

れに対する答えはどうだったのでしょうか。 

小野周一総務常任委員長 議長、小野周一君。 

平向岩雄副議長 総務常任委員長小野周一君。 

小野周一総務常任委員長 先ほどの私の委員長報

告の中にもありますけれども、委員からは給料

には責任が伴う、課長、教育長、副市長と責任

は違う差をつけてもいいという意見があり、ま

たそれに対して総務課からは特別職的な役割の

人の最低保障という形で課長の現行給料表の最

高額に合わせたという説明でありました。そし

て、委員から、この減額された給料の額だと定

年退職した人しかいられないという意見があり、

優秀な人に来ていただこうとしても来ないので

はないかという意見でありました。それ以上の

質疑、意見等はありませんでした。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄副議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 今、小野委員長が言い

ましたように、士気が低下する、ＯＢでなきゃ

来れなくなるのではないか、それから教育に関

する行政としての教育長という新庄市のこれか

らの未来を担う子供らの教育権を担うその人方

に影響するのではないかという質問を議員の中

から、要するに委員の中から説明されたと。そ

れに対する行政側のしっかとした答えが必要な

はずです。「説明がありました」だけで、行政

側はそれに対して何と答えられたのでしょうか

ということをお伺いしたいんです。 

小野周一総務常任委員長 議長、小野周一君。 

平向岩雄副議長 総務常任委員長小野周一君。 

小野周一総務常任委員長 そのことに関しては、

確たる総務課の発言はありませんでした。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄副議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） そういうふうな教育権
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に関する問題、削減率がとんでもないというか、

ＯＢしか来れないという状況の中、これを全員

可決するということは、もう一回やり直しして

しっかと審議をしていただかないと、新庄市の

今後の教育行政が行き詰まるのではないかと懸

念します。この件に関してどうでしょう。 

小野周一総務常任委員長 議長、小野周一君。 

平向岩雄副議長 総務常任委員長小野周一君。 

小野周一総務常任委員長 この案件につきまして

は、先ほどの報告にありますとおり、全員一致

して可決したものであります。これ以上さらに

改めて総務委員会としては審査をする考えはあ

りません。 

平向岩雄副議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  まず初めに、議案第５号新庄市職員の育児休

業等に関する条例の一部を改正する条例の制定

については、委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第５号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、議案第６号議会の議員その他非常勤の

職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改

正する条例の制定については、委員長の報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第６号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、議案第７号新庄市教育委員会教育長の

給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関す

る条例の一部を改正する条例の制定については、

委員長の報告のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議ありでございますので、起

立採決いたします。 

  議案第７号については委員長の報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄副議長 起立多数であります。よって、

議案第７号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、議案第８号新庄市一般職の職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、委員長の報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第８号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、議案第９号新庄市産業集積の形成及び

活性化のための固定資産税の課税免除に関する

条例の設定については、委員長の報告のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第９号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、議案第18号山形県市町村職員退職手当

組合規約の一部変更については、委員長の報告

のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 



- 205 - 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第18号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、議案第19号山形県自治会館管理組合規

約の一部変更については、委員長の報告のとお

り決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第19号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

 

 

文教厚生常任委員長報告 

 

 

平向岩雄副議長 日程第18議案第10号新庄市国民

健康保険保険給付基金の設置、管理及び処分に

関する条例の一部を改正する条例の制定につい

てから日程第24議案第20号山形県消防補償等組

合規約の一部変更についてまでの議案７件を一

括議題といたします。 

  本件に関し、文教厚生常任委員長の報告を求

めます。 

  文教厚生常任委員長沼澤恵一君。 

   （沼澤恵一文教厚生常任委員長登壇） 

沼澤恵一文教厚生常任委員長 おはようございま

す。それでは、私から文教厚生常任委員会の審

査の経過と結果について御報告申し上げます。 

  本定例会で当委員会に付託されました案件は

議案７件であります。審査のため、３月10日午

後１時30分より議員協議会室において委員７名

全員出席のもと、関係職員の出席を求め、審査

を行いました。 

  初めに、議案第10号新庄市国民健康保険保険

給付基金の設置、管理及び処分に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてと議案第11

号新庄市国民健康保険税条例の一部を改正する

条例の制定については、関連がありますので一

括して健康課から説明を受け、審査に入りまし

た。 

  健康課より、両案はいずれも後期高齢者医療

制度の創設など医療制度改革に伴うものである

が、初めに国民健康保険保険給付基金の一部改

正については、老人保健制度から後期高齢者医

療制度への移行により高齢者の医療に対する国

保の拠出金の名称を老人保健拠出金から後期高

齢者支援金に改めるものとのことでありました。 

  次に、国民健康保険税条例の改正は、税率改

正、特別徴収の新設、軽減措置に関する改正が

主なものであるとのこと。税率改正ではこれま

での医療分、介護分の二つの構成から医療分、

後期高齢者支援分、介護分の三つの構成に改め、

新設する後期高齢者支援分に医療分と同様に所

得割、資産割、均等割、平等割を設定し、それ

ぞれ率または額を定めました。しかし、国保税

の被保険者の負担についてはこれまでと比べて

負担増とならないように現行税率、税額の範囲

内で調整にとどめるとのことです。また、国保

税の徴収では、これまでの普通徴収から世帯内

の被保険者全員が65歳以上の場合には年金から

の特別徴収となる改正が行われるとのこと、国

保税の軽減措置については、もととなる税率、

税額が改正されて、それぞれの軽減額は変わっ

ているが、総体としての考え方は変わっていな

いことのこと、このほか軽減措置における大き

な改正点にこれまでの２割軽減の場合における

申請の義務が廃止され、申請の手続をとらずに

軽減されることとなったとのことです。そのほ

か地方税法が改正され、現在、限度額が医療分

56万円、介護分９万円、合計65万円を医療分47

万円、後期高齢者支援分12万円、介護分９万円、

合計68万円に法律上改められている。しかし、

この改正法の施行令がまだ公布されておらず、

このたびの条例改正では規定できなかったため、

この政令の公布の後に改めて限度額の条例改正

を考えているとの説明でありました。 
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  委員より、限度額を改正せず据え置くことの

可否について質問があり、健康課からは、限度

額は法律に基づき定めるもので、市町村が任意

にできないとの答弁、また委員より、特別徴収

について被保険者の了解が必要ではないかとの

質問に、同意を要する制度とはなってないが、

広報または機会をとらえて説明を加えていくな

ど事前の周知を徹底するとの答弁でありました。

委員より、税率改正は税額、税収にどう影響す

るのかとの質問に、後期高齢者が国保から抜け

ることにより国保税の総額はかなり減るが、

個々の被保険者については限度額を超える方を

除いて変わらない。これはこのたびの改正が現

役世代から後期高齢者への支援の明確化がその

趣旨であり、このため後期高齢者支援分を新設

したが、現行の税率、税額内での調整にとどめ

たとの答弁でありました。さらに、委員より、

広域連合による後期高齢者医療制度の運営が本

市にどういう効果があるのかとの質問に、これ

までの老人保健事業の業務量の４割程度が広域

連合に移行するが、財政的安定性の面では小規

模自治体ほどの効果は感じられない。しかし本

市を含め全国市長会では最終的に国による一本

化を要望しており、その第一歩として大きな意

味があると思っているとの答弁でありました。

委員より、国保税算定における控除が小さ過ぎ、

これを拡大できないか、また市独自の税の減免

はできないかとの質問に、控除は本市に限らず

全国一律であり、控除の拡大はできないとのこ

と、また今回の改正では税を据え置いたが、い

ろいろな制度改正の効果を見きわめ、来年には

21年度の税を考えなければならず、指摘された

納める側の実態も踏まえ、将来に向け考える必

要があるとの答弁でありました。そのほか限度

額の据え置きの要望などが出されましたが、採

決の結果、議案第10号新庄市国民健康保険保険

給付基金の設置、管理及び処分に関する条例の

一部を改正する条例の制定については、全員異

議なく、可決すべきものと決しました。 

  また、議案第11号新庄市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定については、賛成

多数で可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第12号新庄市国民健康保険条例の

一部を改正する条例の制定については、健康課

から説明を受けた後に審査に入りました。 

  健康課から、この改正は国民健康保険法の改

正により、本年４月から特定健診、特定保健指

導が保険者に義務づけられたため、これら保健

事業を本市国保の中心的事業として条例上明確

にするため改正するものであるとの説明であり

ました。 

  委員より、各項からなくなった事業項目は今

後実施しないのかとの質問に、健康課より、母

子保健は市で行うものもあるため、国保の条例

からは整理したが、成人病その他の疾病、健康

づくり運動及び栄養改善についての項目はこの

条例の第７条本文に含めたもので、保健指導は

今まで以上に充実していくとの答弁でありまし

た。また、委員より、特定健診などで効果が上

げられないとペナルティーを科すというのは地

方いじめと思うが、さらに健診の無料化の考え

はないかとの質問に、平成24年度まで受診率

65％、特定保健指導率45％の目標を達成するか

どうかで後期高齢者支援金の額が５％の範囲で

加算または減額となり、目標達成に向けて努力

する。また、健診料について、本来国において

制度化するもので、全国的に国が財政管理責任

を持つべきとの要望をしていくとの答弁であり

ました。その他質疑なく、採決の結果、議案第

12号は全員異議なく原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

  次に、議案第13号新庄市介護保険条例の一部

を改正する条例の制定については、福祉事務所

から説明を受けた後に審査に入りました。 

  福祉事務所から、この改正は関係法令の改正

に伴うもので、改正点は、平成17年、税改正に
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おいて保険料が２段階引き上げられた際に講じ

た平成19年度までの激変緩和措置について、こ

れを平成20年度までに延長し、平成19年度と同

様の激変緩和措置を講じるために改正するもの

であり、これによって保険料は1,094人に総額

で約645万円が軽減されるとのこと、その財源

には介護保険給付費準備基金からの繰り入れで

対応するとの説明でありました。 

  委員より、基金の残高と基金を活用した保険

料の引き下げの考えについて質問があり、福祉

事務所からは、基金は残額約8,000万円であり、

保険料がなるべく上がらないように基金活用を

検討するとの答弁でありました。その他１人当

たりの影響額に関する質問がありましたが、採

決の結果、全員異議なく、可決すべきものと決

しました。 

  次に、議案第14号新庄市体育施設設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてと議案第15号新庄市都市公園条例の一部

を改正する条例の制定については、一括して生

涯スポーツ課から説明を受けた後に審査に入り

ました。 

  生涯スポーツ課からは、両議案とも利用者か

らの要望に基づくものであるとのこと。初めに

体育施設については市民スキー場リスト使用時

間の区分について、使用時間が指定されている

ため待機時間が出るなど、指定時間の見直しの

要望があったため、半日、１日、午後ナイター、

ナイターの各券種を４時間券、１日券に整理統

合し、また武道館、柔剣道場の使用区分に少人

数利用者の要望にこたえ、半面使用の区分を新

設したとのこと。次に都市計画条例については、

市民球場のトレーニング室の使用料について、

個人使用の使用料を一律100円から大人200円、

学生等100円に改め、別に規則で徴収していた

マシン使用料200円を削減するとともに、１人

につき２割を差し引いた５人以上の団体使用の

区分を新設したとの説明でありました。 

  委員より、柔剣道場の利用計画の有無につい

て質問があり、毎年２回利用調整会議を開き、

各団体の計画をもとに利用調整し、大会等が重

複しないようにしているとの答弁でありました。

その他柔剣道場の半面使用の確保、暖房使用料

の質問がありましたが、採決の結果、議案第14

号及び議案第15号は全員異議なく可決すべきも

のと決しました。 

  最後に、議案第20号山形県消防補償等組合規

約の一部変更については、環境課から説明を受

けた後に審査に入りました。 

  環境課から、本案は山形県消防補償等組合規

約の一部変更について、地方自治法の規定によ

り県内35市町村の議決を要するため提案するも

ので、変更内容は、さきの地方自治法の改正に

より収入役制度が廃止され、会計管理者が設置

されたこと、また吏員とその他職員に区分され

ていたものを職員と総称することとされたこと

により、規約中にある文言を改めるものである

との説明でありました。 

  委員より、文言の意味に関する質問がありま

したが、採決の結果、議案第20号は全員異議な

く可決すべきものと決しました。 

  以上、文教厚生常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果について御報告を終わ

ります。以上です。 

平向岩雄副議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時５８分 休憩 

     午前１１時０８分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいまの委員長報告に対して質疑に入りま

す。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ
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討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  まず初めに、議案第10号新庄市国民健康保険

保険給付基金の設置、管理及び処分に関する条

例の一部を改正する条例の制定については、委

員長の報告のとおり決することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。よって、

議案第10号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、議案第11号新庄市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定については、委員

長の報告のとおり決することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議案第11号については委員長の報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄副議長 起立多数であります。よって、

議案第11号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、議案第12号新庄市国民健康保険条例の

一部を改正する条例の制定については、委員長

の報告のとおり決することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。よって、

議案第12号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、議案第13号新庄市介護保険条例の一部

を改正する条例の制定については、委員長の報

告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第13号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、議案第14号新庄市体育施設設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第14号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、議案第15号新庄市都市公園条例の一部

を改正する条例の制定については、委員長の報

告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第15号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、議案第20号山形県消防補償等組合規約

の一部変更については、委員長の報告のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第20号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

 

 

産業建設常任委員長報告 

 

 

平向岩雄副議長 日程第25議案第16号新庄市下水

道条例の一部を改正する条例の制定について及

び日程第26議案第17号新庄市水道給水条例の一

部を改正する条例の制定についてを議題といた
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します。 

  本件に関し、産業建設常任委員長の報告を求

めます。 

  産業建設常任委員長遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信産業建設常任委員長登壇） 

遠藤敏信産業建設常任委員長 おはようございま

す。私の方から、産業建設常任委員会の審査の

経過と結果について御報告申し上げます。 

  本定例会において当委員会に付託されました

案件は、議案第16号新庄市下水道条例の一部を

改正する条例の制定について及び議案第17号新

庄市水道給水条例の一部を改正する条例の制定

についての議案２件です。 

  ３月10日午前10時より市役所議員協議会室に

おいて、委員６名と説明のため下水道課、水道

課より関係職員の出席をいただき、審査を行い

ました。 

  初めに、議案第16号新庄市下水道条例の一部

を改正する条例の制定についてです。改正理由

として、公共下水道使用料の額の適正化を図る

ために改定したいということであり、具体的に

は浄化センターの施設の老朽化による設備改築

工事に伴う財源の確保とあわせて、これまで下

水道事業に投資した建設資金の返済をより進め

ることで一般会計からの繰入金を圧縮し、並行

して下水道経営健全化と市財政健全化を促進さ

せるための改定で、基本料で100円、従量料金

はおのおの10円の増額改定を行うもので、平均

改定率は6.3％になり、一般家庭の平均的使用

料20立方メートルに換算した場合、現行3,202

円が3,412円となり、210円引き上げになるとの

説明でした。以上、下水道課からの説明を受け

た後、審査に入りました。 

  委員からは、人件費の削減内容についての質

問があり、現在は11名体制ですが、今後はなお

一層効率化を図りたいとのことでした。ほかの

委員からは、実質公債費比率を上げている下水

道会計ですが、下げていく努力はするのか、ま

た水洗化率はどのようになっているかとの質問

があり、86.35％と上山市に次いで県内２番目

に高く、普及率を上げるには面整備の拡大が大

切で、引き上げるよう努力をしていきたいとの

ことでした。また、委員からは、料金値上げは

必ずしも喜ばしいことではないが、下水道会計

の実質公債費比率の割合を見てもこれらの改善

は当然で、基準外繰出金の投入から見ても値上

げはやむを得ないとの意見が出されました。採

決の結果、全員異議なく可決すべきものと決し

ました。 

  次に、議案第17号新庄市水道給水条例の一部

を改正する条例の制定についてです。県の最上

広域水道の料金が平成20年４月より引き下げら

れることになり、平成19年度から23年度の５カ

年間の経営収支を試算した結果、20年度から22

年度までの３年間は水道料金の値下げは可能と

判断し、料金の引き下げを行うものです。平成

５年の料金改定より使用料の少ない使用者の負

担を軽減する福祉料金体系をとっているため、

今回は基本料を一律315円、税込み価格で引き

下げることにしたいとのこと、なお今後は経営

の健全化に努め、この料金体系が長く続くよう

努めていきたいとの水道課よりの説明でした。 

  委員からは、値下げに至った経過については

頑張ったことと思うが、額315円の根拠はとの

質問に、県水の引き下げにより１年で7,900万

円の受水料に減額がなることで高料金対策の方

も減額になり、減額300円と400円の場合で試算

した結果、税込みで315円にしたとのことでし

た。また、ほかの委員からは、高料金対策費は

どれくらいの削減になるか、また建設改良積立

金は平成19年度よりゼロとなるようですが、差

し支えないのかとの質問には、営業外収益で21

年度は２億4,520万円、22年度は１億2,820万

9,000円、23年度は１億1,782万6,000円と見込

んでいること、また22年度には中川原外４地区

の工事が終了することで今後は大きなお金は動
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かないこと、人件費も考慮して減額315円とい

うことになったとの説明でした。採決の結果、

全員異議なく可決すべきものと決しました。 

  以上で当委員会に付託された案件の審査の経

過と結果について報告といたします。よろしく

お願いをいたします。 

平向岩雄副議長 ただいまの委員長報告に対して

質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  まず初めに、議案第16号新庄市下水道条例の

一部を改正する条例の制定については、委員長

の報告のとおり決することに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議ありますので、起立採決い

たします。 

  議案第16号については委員長の報告のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄副議長 起立多数であります。よって、

議案第16号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、議案第17号新庄市水道給水条例の一部

を改正する条例の制定については、委員長の報

告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第17号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  ここで、追加案件がありますので、暫時休憩

いたします。 

 

     午前１１時２０分 休憩 

     午前１１時２７分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程の追加 

 

 

平向岩雄副議長 ここで追加案件が出ております

ので、議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長今田雄三君。 

   （今田雄三議会運営委員長登壇） 

今田雄三議会運営委員長 御苦労さまです。 

  それでは、これより議会運営委員長の報告を

行います。 

  ただいま議員協議会室において委員７名出席

のもと、執行部より関係課長並びに議会事務局

職員の出席を求め、本日の本会議における追加

案件についての協議をいたしたところでありま

す。 

  議案第38号平成19年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第５号）、議会案第４号農

業委員会の必置規制の堅持を求める意見書の提

出についての議案１件、議会案１件及び閉会中

の継続調査申し出についてを本日の本会議に追

加することにいたしましたので、議長よりよろ

しくお取り計らいくださいますようお願い申し

上げ、報告を終わります。 

平向岩雄副議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長より報告のありまし

たとおり、議案１件、議会案１件及び閉会中の

継続調査申し出についてを本日の日程に追加す
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ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第38号、議会案第４号及び閉会中の継続調

査申し出についてを本日の日程に追加すること

に決しました。 

  ここで追加日程を配付するため、暫時休憩い

たします。 

 

     午前１１時２９分 休憩 

     午前１１時３０分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第２７議案第３８号平成１９

年度新庄市公共下水道事業特別会

計補正予算（第５号） 

 

 

平向岩雄副議長 それでは、追加日程に入ります。 

  日程第27議案第38号平成19年度新庄市公共下

水道事業特別会計補正予算（第５号）を議題と

いたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 第38号平成19年度新庄市公共下水

道事業特別会計補正予算について御説明申し上

げます。 

  補正の内容は、新庄市浄化センターの終末処

理場建設事業に関する繰越明許費でございます。 

  現在、下水道事業団に委託しまして、処理場

の増設工事を行っておりますが、19年度の委託

工事のうち水処理設備工事分が２回にわたり入

札が不調となり、下水道事業団と業者の契約が

20年２月４日にずれ込んでしまいました。この

ため、関連する電気設備工事分を含め年度内に

委託工事が完了できない状態であります。繰越

額は、水処理設備工事と電気設備工事分を合わ

せた事業費１億6,600万円のうち今年度の支払

見込額の9,400万円を差し引いた7,200万円でご

ざいまして、完了は本年７月を予定しておりま

す。下水道事業団に対しましては再三にわたり

まして早期着工をお願いしておりますが、入札

の不調という不測の事態でございますので、御

理解を賜りたいと存じます。 

  また、御心配をおかけしております道路の除

排雪経費でございますが、予算の範囲内で支払

いできる見込みとなりましたので、今回は補正

計上しておりません。３月に入りまして２回出

動しましたが、現在の残額は委託料が1.800万

円、借上料が350万円ほどとなっております。

今後雪が降らないことを祈っておりますが、排

雪作業を行うことに伴いまして借上料が不足し

ますので、委託料より流用させていただき、予

算の範囲内におさめたいと考えております。 

  以上、繰越明許費の補正予算のほかに除排雪

経費の状況をあわせまして御説明させていただ

きました。よろしく御審議いただき、御決定い

ただきますようお願い申し上げます。 

平向岩雄副議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第38号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会の付託

を省略したいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第38号は委員会の付託を省略することに決

しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄副議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） １億6,000万円何がし

の工事で繰り越しが7,200万円、その理由は入

札の不調だと御説明いただきましたけれども、
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その入札の不調とは具体的にどういうことかお

知らせ願いたいと思います。 

佐藤新一下水道課長 議長、佐藤新一。 

平向岩雄副議長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 今回、２回不調になってい

るんですけれども、事業団の予定価格に入札価

格がそれを超えたというふうなことで、いわゆ

る設計見積額の方が予定価格よりも高かったと

いうふうなことで、２回不調になっております。

一番最初は10月30日でありましたけれども、２

社の応募ありましたけれども、そのような形で

不調になっております。２回目が12月18日で、

そのときは別な会社また１社応募ありましたけ

れども、そのような同じような状況でございま

した。それで３回目、随意契約というようなこ

とで、これまでも施工しておりました会社が事

業団の要請によりまして今回条件を何も変えな

いで入札といいますか、契約に至ったと、こう

いう内容でございます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄副議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 見積額が高くて２回入

札ができなくて、今度は随意契約に切りかえる

ということですね。そうした場合、施設の安全

とか、そういったものは図られるんでしょうか、

大丈夫なんでしょうか。 

佐藤新一下水道課長 議長、佐藤新一。 

平向岩雄副議長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 このたびの委託工事につき

ましては、三つの工事にまたがっておりまして、

それで債務負担行為というようなことで、もと

もとこの三つの工事とも一応19年度事業、20年

度事業、２カ年にわたってする工事ということ

になっております。それで、当初から最終的な

工事、工期の日程については平成21年度の３月

末、正式に申し上げますと26日あたりを予定し

て今進めております。先ほど市長から説明あっ

たとおり、そういう状況になりましたので、で

きるだけ早く、受注生産ということもあります

ので、設計していただいて、その支障ないよう

にやっていきたいということで、事業団の方に

も申し入れもしておりますし、また私の方とも

契約が整っておりますので、その辺現場の方と

も支障ないように対応していただきたいという

ようなことで、業者の方もわかりましたという

ようなことで、努力させていただきますという

回答をいただいているということで御理解をい

ただきたいと思います。 

平向岩雄副議長 ほかに質疑ありませんか。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄副議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 今、入札の不調によっ

てそういう形になったというお話なんですが、

この件については、私もこの場所で、よく気を

つけて、あれだけ安くやってくださいと強く要

望しておりました。そして、仕事の内容によっ

ては、今、郡内ですか、新庄市の業者たちが死

ぬか生きるかという、そういう状況に追い込ま

れる中で、できるんだったら地元の業者も入れ

てくださいと、こういう御要望申し上げたんで

すが、そのときに下水道課長は、できるものに

ついては地元の業者の方に仕事をさせたいと、

こういうお話でした。その点、今回随意契約に

なった、その会社ですか、どういう内容になっ

ているのか。 

  それからもう一つ、今、この予定価格より高

かったと。じゃ予定価格というのはどのぐらい

であって、予定価格に対してどのぐらいプラス

であったのか。それから、これだけの大きい金

額で、大きい事業で、参加する業者が２社とい

うのは何かちょっと胸にすっと落ちないことも

あるんですが、そしてその後で３社になったと

いう話なんですが、本当に２社というのは、こ

れはまた入札の形態としてはどういう形態を取

り上げたのか、例えば条件つき一般競争入札と

か指名競争入札、電子入札とか、いろいろあり
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ます、入札の方法は。今回のあれはどういう形

態をおとりになってのか。 

  それから、随契になったというんですが、私

のちょっと記憶しているところでは、随意契約

するときは、そこの会社でなければ、そこの会

社というか、企業ですか、できない特殊なもの

があると、そういうときはそこで随意契約をし

てもいいと。それから、災害なんか緊急を要す

るものですか、これもそういうときは随契をし

てもいいいと。それから極めて金額が少ない事

業の場合、これも随意契約にのっとって発注し

てもいいと、そのほかも二、三あるようですが、

今回２社あるいは３社が参加しておりながら、

３回目に随契したというのは、そのうちのどう

いう要素に当たるのか、そしてまた随契なった

ときに、いわゆる予定価格に対して随契したと

きの発注価格はどのくらいになったのか、その

辺ひとつ御説明お願いします。 

佐藤新一下水道課長 議長、佐藤新一。 

平向岩雄副議長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 前回もちょっとお話しさせ

ていただきましたけれども、やはり今回は処理

場建設に当たっては本当に大手さんが入ってく

ると、こういう状況なもんですから、やはり地

元の企業さんも何とかそこでお手伝いできるも

のないかというようなことで、私の方でも市長

名で事業団の方にぜひ地元企業を今回の工事で

使ってほしいというようなことで要請しており

ます。それで、ことしは現場の作業は、ことし

はというか、19年度はありませんでした。実際

入ってくるのは５月、６月ころから、一応工場

生産が大体そこまでかかりますので、実際は５

月、６月あたりから現場に入ってくると。そこ

から地元の企業で何とか配管工事とか、そうい

うものをお手伝いできればというようなことで

今要請を引き続きしておりますので、また請負

なされた業者さんについてもそのような意向だ

というようなことを聞いておりますので、どの

会社がどういう協力をしていただけるかという

のはこれからちょっと見ていきたいというふう

に思っております。 

  それから、設計金額と落札金額のお話でござ

いますけれども、この部分についてはちょっと

今公表、私できないと思いますので、御勘弁い

ただきたいなと思います。 

  それから、一般競争入札をやっております。

しかも、下水道事業団でランクづけをやってお

りますので、一応すべての関係する業者がすべ

て入れるというんじゃなくて、ランクに基づい

て一般競争入札をやっていると、こういう現状

でございます。 

  事業団委託の工事から見ますと、このたびの

工事についてはどちらかというと中規模以下の

工事の内容になっています。 

  今回、２回不調になったということがござい

ましたので、随契に当たりましては、特に施工

期間を確保しなきゃならないということもあり

まして、事業団会計規則第55条第５項というの

がございまして、これによりまして随意契約を

今回行ったと、こういうことになっております。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄副議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 新庄市があくまでもこ

の事業をして、新庄市が金を出してやるわけで

す。そして、下水道事業が大変だということで、

今回も下水道料金を上げたわけです。そういう

いろいろ背景から見ますと、予定価格に対して

どのぐらいだと公表できないということはいか

がなものかなと聞いておったんですよ。今まで

新庄の議会では予定価格、落札率はどうですか

と聞くと大体90何％とか、かつてひどいのは

99.9何ぼとかあったんですが、公表しているわ

けです。今回できないというのはどういうわけ

かなとちょっと迷っているんですよ、私自体が。

できないとなればできないで、今までやってい

るわけです、ここで。新聞報道からテレビでも
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みんな出しているわけですよ、予定価格に対し

てはこのぐらいだということ。今回できないと

いうことは何か特殊な理由があってできないの

か。 

  それから、随契になった、期間がないから随

契したと、こういうことなんですが、これもち

ょっとどういうもんだかなと。随契するときも、

随契する相手というのはそのときに最初から１

社しかなかったのか、３社なり４社なりのいろ

んな技術力、資金面とか、そういう観点から調

査して三つなり四つなりあるうちからこの１社

を随契したのか、最初からＡならＡというのが

ありきで随契なされたのか、その背景はいかが

なものか。 

佐藤新一下水道課長 議長、佐藤新一。 

平向岩雄副議長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 今回の入札行為等について

は、すべて下水道事業団にお任せしております。

ただ、設計金額が幾らとか、そういうものは当

然私の方で設計書もいただいておりますので、

すべて把握はしております。そんな中で、随意

契約に至った経過の中で、いわゆる施工期間が

確保できないということで随契いかがなものか

という質問でございますけれども、まさに、先

ほど説明申し上げましたとおり、１回目の入札

が10月30日でした。それが年を越えまして２月

４日の契約と、こういう状況で、３カ月半以上

ですね。何といいますか、工期を延ばさざるを

得ないような状況になっておりますので、やは

り事業団としては先ほど申し上げました事業団

規約等々ございますので、それにのっとって過

去にといいますか、今までそういう工事をやっ

ておった会社にお願いせざるを得ないというふ

うなことで、事業団で判断していただいたと、

こういうものだと私は思っております。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄副議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 下水道課長よ、あくま

でも金は新庄市で出すわけよ。下水道の使用者

が出すわけ。さらに、使用者のみならず、一般

会計からも繰出金として毎年５億円から６億円

出しているわけ、一般市民みんなが出している

ということよ。そうした中で、前回私申し上げ

たのは、そういういろいろがあるから、なるべ

く安く立派なものをつくってくださいと、ここ

でいろいろ質問申し上げました。今、答弁をお

聞きしますと、下水道事業団にお任せしている

からわからないということは、私はわかりませ

ん、そういう論法は。当然下水道事業団ととも

に話し合いをしてやってもらわないと、どうい

うもんだかなという強い懸念を持っています。

課長さん、何というか、そういう疑問というか、

心配だと感じませんでしたか、これ見て。お任

せしていたからこういうふうになったという、

そういう言葉はどういうもんだかなと、これ３

回目で終わりになるんで、終わりだべ、議長、

３回で。まことに、３回、残念だけれども、さ

らばでここで今度余り語ると30分だからやめろ

と言われるし、もうちょっと課長さんよ、きめ

細かく、今私いろいろ申し上げたようなこと、

心配してよ、下水道に任せっから、何、ここで

余り言うとうまくないことあるから言わないけ

れども、天下りとかあるわけですよ、いろいろ。

そして随契を１社にして、時間がないと。何か

勘ぐるというと最初から随契ありきでないかな

と、それは「げすの勘ぐり」と言われればそれ

までですが。ちょっとその辺すごく心配だとい

うか、またこれからも下水道の事業に対して新

庄市の下水道課がこういう姿勢というか、思い

というか、取り組んでもらってはどういうもん

だかなと、今すごく心配している一人です。も

し下水道課長、何か御答弁あれば、お任せして

いるという、そういう物の考え方について。こ

れからもお任せしていくのか、それだけ一つお

聞きします。 

平向岩雄副議長 暫時休憩します。 



- 215 - 

 

     午前１１時５１分 休憩 

     午前１１時５２分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

佐藤新一下水道課長 議長、佐藤新一。 

平向岩雄副議長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 先ほども申し上げましたけ

れども、事業団に丸投げをしてやっているとい

うことではございません。昨年７月６日、処理

場を整備するに当たりまして、基本協定を下水

道事業団と結ばせていただきました。それは４

億7,590万円という数字でございました。今現

在、発注している金額でございますけれども、

三つの工事ありまして、２億7,982万5,000円と

いう数字が三つの工事の契約額になっておりま

す。それで、そこに20年度発注分約5,209万円

ほどございますので、これに事業団管理費を合

わせますと３億5,712万4,000円というような数

字で、４億7,590万円がそのような数字で動い

てきております。それは４億7,590万円という

のは限度額でございますので、それと比較いた

しますともう既に１億1,000万円ほど下がって

いるというような状況で、私どもは事業主体で

ありますので、当然事業団といろんな機種の選

定とか配管工事とかいろいろなものがあります

ので、そういうものについて日々目を光らせな

がら、うちの方も事業団と一体となってその辺

設計とか含めまして配慮しておりますので、そ

の辺は御理解をいただきたいというふうに思い

ます。 

平向岩雄副議長 ほかに質疑ありませんか。 

  それでは１時まで休憩いたします。 

 

     午前１１時５４分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 渡部平八議員の質問に

続いてなんですが、予定価格を公表できないの

はどうしてなのか。課長の方は下水道事業団に

お願いしているということ、入札をお願いして

いると言っていますけれども、新庄市ではずっ

と最近は予定価格を公表して透明な入札をやっ

てきたわけです。予定価格を公表すれば100％

を超えて入札するなどということはあり得ない

はずなんです。予定価格を公表しないというの

はなぜなのか。公表すべきだと、しないのはお

かしい、どう考えても思うんですけど、どうで

しょう。 

佐藤新一下水道課長 議長、佐藤新一。 

平向岩雄副議長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 下水道事業団におきまして

は、入札予定価格イコール設計金額と、こうい

うふうになっております。なお、予定価格の公

表といいますか、それについては市の方にも相

談がありました。どうしたらいいでしょうかと、

事業団さんはどうしているんですかと。ケー

ス・バイ・ケースですというふうなお話もあり

ましたけれども、じゃ今回は、普通、事業団が

行っている内容で進めていただいて結構ですと

いうふうなお話をいたしておりましたので、今

のところというか、今回の入札につきましては

入札予定価格イコール設計金額で、その予定価

格の公表はしておりません。以上の内容となっ

ています。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 新庄市では予定価格を

公表させるということに変わってから入札が透

明になっているというか、よく言われてきたの

が公的な職に立つ人と入札に参加する業者との

間の談合みたいな、談合の前のような、そのよ
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うなことがいろいろ問題になった中で、そうい

ったことをしてはならない、させないためにも

予定価格を公表するということで、市の関与が

漏れたとか漏れなかったとかとよく言われるわ

けですが、そういうことがなく、競争していた

だくという、正々堂々と競争していただくとい

うことでやってきたはずなんです。市に相談あ

ったが、なぜ課長は予定価格公表というふうに

しなかったのかお聞きしたいんですけど。 

佐藤新一下水道課長 議長、佐藤新一。 

平向岩雄副議長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 先ほども申しましたけれど

も、今回の委託等については事業団にすべて入

札行為も含めましてお願いしております。です

から、通常行っている内容でやっていただいて

結構ですと、こういう判断をさせていただきま

した。 

  それから、先ほど申し上げましたとおり、事

業団の方は執行に当たっては一般競争入札で行

っておりますので、その日来ないと相手の会社

のどこが応札で落ちているかというのもわから

ない状態で進めておりますので、その辺は、あ

とランクづけもしておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄副議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 市が出しているお金な

わけです。そういう意味では市としてやって、

こういった公共事業の入札、競争入札について

は予定価格を公表させるということでずっとや

ってきたはずなんです。その立場に下水道課長

も立って、少しでも予定価格を公表して、それ

以下で入札になるように、ほかの業者は全部や

ってるはずなんです、市内はほとんど。それな

のに下水道の特殊な、地元の業者が主にとれな

いようですけれども、そのようなものに限って

予定価格を公表しなくていいというのはおかし

いと思うんです、課長として。新庄市のお金で

あると、すべて。そう考えたときに、お願いし

ているからどうぞ自由にやってくださいという

か、前にやっているとおりにやってくださいと

いうのはおかしい、私はそう思います。市のや

り方は予定価格の公表ですので、その立場でや

ってください。言うべきじゃないですか。 

佐藤新一下水道課長 議長、佐藤新一。 

平向岩雄副議長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 先ほど申し上げましたとお

り、事業団で一般的にそのようにやられている

というふうな実態がございましたので、私はそ

のように判断させていただきました。これから

も事業団にお願いする事業あると思いますけれ

ども、そのときは検討させていただきます。 

平向岩雄副議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第38号平成19年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第５号）については、原案

のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第38号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２８議会案第４号農協委員

会の必置規制の堅持を求める意見

書の提出について 
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平向岩雄副議長 日程第28、議会案第４号農協委

員会の必置規制の堅持を求める意見書の提出に

ついてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  産業建設常任委員長遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信産業建設常任委員長登壇） 

遠藤敏信産業建設常任委員長 それでは議会案第

４号を上程いたします。 

  これにつきましては、平成19年12月25日に農

業委員会より農業委員会長名で市長、議長あて

に要請を受けていたものです。常任委員会で検

討を加えました。 

  議会案第４号農業委員会の必置規制の堅持を

求める意見書の提出について。 

  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第

109条第７項及び会議規則第14条第２項の規定

により提出します。 

  平成20年３月19日。新庄市議会議長中川正和

殿。提出者、新庄市議会産業建設常任委員長遠

藤敏信。 

  農業委員会の必置規制の堅持を求める意見書。 

  農地は、食糧生産の基盤として国民共通の財

産であり、同時に生活基盤の確保や国土・環

境・景観保全のための重要な資源でもあります。

こうした公共的な農地の権利関係の調整、利用

増進等は、地域の農業者が主体となって構成す

る農業委員会が担うことが最も効果的、効率的

であります。 

  しかし、地方分権改革推進委員会は、平成19

年11月16日に発表した「中間的な取りまとめ」

の中で、「農業委員会の必置規制を廃止し、任

意に決定できるようにすべき」との指摘を行い

ました。 

  農業委員会制度については、既に、平成16年

き法律改正により、地域の実情に応じた組織運

営並びに活動の重点化・効率化が図られるとと

もに、「今後とも独立した行政委員会として必

置規制を堅持すること」と附帯決議がなされて

おりますが、今回の指摘は、農業者の公的代表

の機関である農業委員会の役割と機能を全面的

に否定するものであり、断じて容認できるもの

ではありません。 

  農業委員会は、政府の食糧・農業・農村基本

計画において「優良農地の確保と有効利用」や

「認定農業者等の担い手の育成と確保」という

重要な使命を担い、今後の農地政策の見直しに

おいても、遊休農地の発生防止と解消、担い手

への農地利用集積等の強化が強く望まれていま

す。 

  よって、国におかれましては、農業委員会の

担う使命を深く御理解いただき、下記の事項に

いて強く要請するものであります。 

記 

１．農地法の法令業務の全国的な統一性、公平性、

客観性を確保する観点から農業委員会の「必置

規制」は今後とも堅持すること。 

２．遊休農地の発生防止と解消や認定農業者等の

担い手への農地利用集積など地域農業の振興や

農政の普及浸透に果たす農業委員会の役割と機

能を踏まえ、農業委員会の活動体制の整備と必

要な予算の確保を図ること。 

  提出先、衆議院議長あて、参議院議長あて、

内閣総理大臣あて、総務大臣あて、農林水産大

臣あて。以上です。 

平向岩雄副議長 ただいま説明のありました議会

案第４号は、会議規則第37条第２項の規定によ

り委員会の付託をせず、直ちに審議に入ります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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平向岩雄副議長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第４号農業委員会の必置規制の堅持を

求める意見書の提出については、原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第４号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２９閉会中の継続調査申し

出について 

 

 

平向岩雄副議長 日程第29閉会中の継続調査申し

出についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  閉会中の各常任委員会及び議会運営委員会の

活動について、各委員長より閉会中の継続調査

の申し出がありましたので、申し出のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

各委員長からの申し出のとおり決しました。 

 

 

閉       会 

 

 

平向岩雄副議長 ここで市長よりごあいさつがご

ざいます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 ３月５日から始まりました今３月

定例議会、私の施政方針から始まりまして、皆

様方から予算審議、議案等多くの御審議をいた

だき、本当にありがたく思っております。今置

かれている状況は大変厳しい財政状況ではござ

いますが、あすに向かって集中と選択を図り、

市民に希望の持てるまちづくりを皆さんと一緒

にやっていきたいなというつもりでおります。

そうした意味で、今回の審議を真摯に受けとめ

ながら、一つでもまちの活力につなげるよう頑

張らせていただきたいと思います。今回の３月

定例会御審議、本当にありがとうございました。 

  また、今回で退職なさる職員がおるわけです

けれども、これまで新庄市が目指してきました

田園都市につきましては、新幹線等の開通によ

り既に田園都市として新庄はもうでき上がって

いると、新たなまちづくりに進まなければなら

ないというふうな時代に入っていると思います。

この田園都市新庄実現のために長年職員として

尽力いただいた職員にも感謝申し上げたいと思

います。今後の人生につきましても、健康に留

意されて、第二の人生を御活躍されることをお

祈りしたいと思います。 

  そうした意味で、３月定例議会、慎重審議、

本当にありがとうございました。（拍手） 

平向岩雄副議長 ここで、３月をもって退職なさ

れる教育長及び選挙管理委員会委員長よりごあ

いさつがございます。議長より指名されたらご

あいさつをお願い申し上げます。 

  最初に、教育長佐藤 博君。 

   （佐藤 博教育長登壇） 

佐藤 博教育長 お許しを得まして、一言、お礼

の言葉を申し上げます。 

  私は、このたび、一身上の都合によりまして、

今月末をもちまして新庄市教育長を退任させて

いただくことになりました。 

  平成13年４月に新庄市教育長に就任しまして、

以来７年間、この任に当たらせていただきまし

た。私は中学校長から教育長に就任しましたの
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で、市の行政も不案内な中、多くのことを皆様

方から御指導をいただきながら、何とかこれま

で務めさせていただきました。改めて深く感謝

申し上げます。本当にありがとうございました。 

  振り返ってみますと、この７年間、新庄市の

子供たちを「心豊かに、たくましく育てる」た

め、さまざまな教育施策を講じてまいりました。

特に、この混沌としたこの時代にあって、10年

先を見定めながら、確固たる新庄市の教育方針

を打ち立てることが最優先と考えまして、平成

17年３月に新庄市長期教育プランを完成させま

した。その中で、小中一貫教育の推進を基本理

念として確認しております。市民の皆様の関心

の高い、「中学校給食」「安全通学」もそれに沿

って進めていくべき方向性を定めたところです。 

  生涯学習時代の今日、落ちついた環境の中で

子供たちの社会力や体験力を培うため、または、

地域のコミュニケーションを図るため、「市民

協働」という新しい形をとりながら生涯学習を

進めてまいりました。また、一市民一スポーツ

を目標を掲げながら生涯スポーツは、市民主役

のもとでの総合型地域スポーツクラブを立ち上

げるなど、新庄市のスポーツ振興に努めてまい

りました。今、その成果も確実に出てきている

と思っています。 

  ただ、急速な少子化現象の中でさまざまな教

育課題が山積していることも事実です。まだま

だやり残したところも多くありますが、新しい

体制で確実に推進してくれるものと確信してお

ります。今後は、一教育ボランティアとして、

新庄市の教育の発展のため側面的に応援してい

くつもりでおります。 

  最後になりますが、新庄市並びに新庄市議会

のますますの発展と皆様方のますますの御活躍

を心よりお祈り申し上げ、お礼と感謝の言葉に

かえさせていただきます。 

  本当に長い間ありがとうございました。（拍

手） 

平向岩雄副議長 続きまして、選挙管理委員会委

員長小関俊也君。 

   （小関俊也選挙管理委員会委員長登壇） 

小関俊也選挙管理委員会委員長 私が選挙管理委

員会委員長に就任いたしましたのが平成16年３

月22日から１期４年間の間でありますけれども、

その間、多くの選挙を執行いたしまして、大過

なく委員長の職務を全うさせていただきました

ことは、ひとえに議員の皆さん方及び執行部、

また職員一同、そして選挙関係に従事された皆

さん方の温かい御指導と御協力のもと、本当に

大過なく過ごさせていただき、重責を全うさせ

ていただきました。本当にありがとうございま

した。 

  今後は一市民といたしまして、側面から市政

発展のために尽力いたしたいと思います。新庄

市のますますの発展と市議会議員の皆様方、執

行部の皆様方のさらなる発展と皆様方の御健勝

を御祈念申し上げて、甚だ簡単ですが退任にあ

たりましてのあいさつにかえさせていただきま

す。 

  本当にありがとうございました。（拍手） 

平向岩雄副議長 以上で３月定例会の日程をすべ

て終了いたしましたので、閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後１時１３分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  中 川 正 和 

 

   新庄市議会副議長  平 向 岩 雄 

 

   会議録署名議員  遠 藤 敏 信 

 

    〃    〃   新 田 道 尋 
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予算特別委員会記録（第１号） 

 

 

平成２０年３月５日 水曜日 午後８時１３分開議 

委員長 小 野 周 一     副委員長 沼 澤 恵 一 

 

 出 席 委 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  委員     ２番   佐  藤  悦  子  委員 

  ３番   斎  藤  義  昭  委員     ４番   小  野  周  一  委員 

  ５番   小  関     淳  委員     ６番   遠  藤  敏  信  委員 

  ８番   沼  澤  恵  一  委員     ９番   清  水  清  秋  委員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  委員    １１番   渡  部  平  八  委員 

 １２番   今  田  雄  三  委員    １３番   金     利  寛  委員 

 １４番   新  田  道  尋  委員    １５番   平  向  岩  雄  委員 

 １６番   森     儀  一  委員    １７番   山  口  吉  靜  委員 

 １８番   亀  井  信  夫  委員    １９番   星  川     豊  委員 

 ２０番   下  山  准  一  委員 

 

 欠 席 委 員（１名） 

 

  ７番   中  川  正  和  委員 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 鈴 木 吉 郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 査 佐 藤 嘉 信 

 

本日の会議に付した事件 

 

委員長の互選 

副委員長の互選 
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開      議 

 

 

斎藤義昭臨時委員長 それでは、ただいまから予

算特別委員長の互選を行います。 

  委員会条例第10条第２項の規定により、委員

長が互選されるまで、私が臨時に委員長の職務

を行います。よろしくお願いいたします。 

  ただいまの出席委員は19名であります。欠席

通告者は中川正和君の１名です。 

  これより予算特別委員会を開きます。 

 

 

委員長の互選 

 

 

斎藤義昭臨時委員長 委員会条例第９条第２項の

規定により、委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  委員長の互選方法につきましては、会議規則

第119条第５項の規定により指名推選によるこ

ととし、臨時委員長において指名いたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

斎藤義昭臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、臨時委員長において指名することに決し

ました。 

  委員長に小野周一委員を指名いたします。 

  ただいま臨時委員長において指名いたしまし

た小野周一委員を委員長の当選人と定めること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

斎藤義昭臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、ただいま指名いたしました小野周一委員

が委員長に当選されました。 

  それでは委員長と交代いたします。御協力あ

りがとうございました。（拍手） 

   （臨時委員長退席、委員長着席） 

小野周一委員長 ただいま予算特別委員長に当選

いたしました小野周一です。よろしくお願いい

たしたいと思います。 

 

 

副委員長の互選 

 

 

小野周一委員長 これより委員会条例第９条第２

項の規定により、副委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  副委員長の互選方法につきましては、会議規

則第119条第５項の規定により指名推選にする

こととし、委員長において指名いたしたいと思

います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 御異議なしと認めます。よって、

委員長において指名することに決しました。 

  副委員長に沼澤恵一委員を指名いたします。 

  ただいま委員長において指名いたしました沼

澤恵一委員を副委員長の当選人と定めることに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました沼澤恵一委員が副委

員長に当選されました。 

 

 

散      会 

 

 

小野周一委員長 ３月12日水曜日午前10時より予

算特別委員会をこの議場において開きますので、

御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでございました。 
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     午後 ８時１７分 散会 
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予算特別委員会記録（第２号） 

 

 

平成２０年３月１２日 水曜日 午前１０時００分開議 

委員長 小 野 周 一     副委員長 沼 澤 恵 一 

 

 出 席 委 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  委員     ２番   佐  藤  悦  子  委員 

  ３番   斎  藤  義  昭  委員     ４番   小  野  周  一  委員 

  ５番   小  関     淳  委員     ６番   遠  藤  敏  信  委員 

  ８番   沼  澤  恵  一  委員     ９番   清  水  清  秋  委員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  委員    １１番   渡  部  平  八  委員 

 １２番   今  田  雄  三  委員    １３番   金     利  寛  委員 

 １４番   新  田  道  尋  委員    １５番   平  向  岩  雄  委員 

 １６番   森     儀  一  委員    １７番   山  口  吉  靜  委員 

 １８番   亀  井  信  夫  委員    １９番   星  川     豊  委員 

 ２０番   下  山  准  一  委員 

 

 欠 席 委 員（１名） 

 

  ７番   中  川  正  和  委員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  総 務 課 長 武 田 一 夫 

政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎  税 務 課 長 田 口 五 郎 

市 民 課 長 柿 﨑 卓 美  環 境 課 長 五十嵐 正 臣 

健 康 課 長 星 川   基  農 林 課 長 五十嵐 祐 一 

商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦  都 市 整 備 課 長 中 部   力 

下 水 道 課 長 佐 藤 新 一  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 矢 口 喜一郎 

福 祉 事 務 所 長 矢 口   孝  神 室 荘 長 叶 内 利 昭 

水 道 課 長 髙 橋   敦  教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭 

教 育 長 佐 藤   博  教 育 次 長 大 場 和 正 

学 校 教 育 課 長 山 川 義 隆  生 涯 学 習 課 長 大 江 雅 夫 

生 涯 ス ポ ー ツ 
課 長 清 水 幹 也  選挙管理委員会

委 員 長 小 関 俊 也 
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選挙管理委員会 
事 務 局 長 小 野 正 一  監 査 委 員 國 分 政 嗣 

監 査 委 員 
事 務 局 長 奥 山   栄  農 業 委 員 会

会長職務代理者 斉 藤 純 一 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 柏 倉   政    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 鈴 木 吉 郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 査 佐 藤 嘉 信 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第２８号平成２０年度新庄市一般会計予算 
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開      議 

 

 

小野周一委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は19名であります。欠席

通告者は中川正和委員１名です。 

  なお、本日は農業委員会より会長職務代理者

の斉藤純一君が出席しておりますので、よろし

くお願いいたします。 

  それでは、これより予算特別委員会を開きま

す。 

  当予算特別委員会に付託されました案件は、

議案第28号平成20年度新庄市一般会計予算から

議案第37号平成20年度新庄市水道事業会計予算

までの新年度予算計10件であります。 

  質疑につきましては、一般会計は歳入と歳出

を分けて行います。また、特別会計及び水道事

業会計は歳入歳出を一括して行います。 

  次に、委員長よりお願いいたします。質疑は

必ずページ数と款項目及び説明欄の具体的な事

業名を発言してからお願いをいたします。なお、

質疑は簡単明瞭にお願いいたしたいと思います。

また、質疑は答弁を含め１人30分以内と申し合

わせをしております。 

  予算特別委員会は３日間にわたり開催されま

すが、初日、２日目につきましては議会運営委

員会での申し合わせにより午後４時30分ごろを

めどに進めていきたいと思いますので、御協力

をよろしくお願いいたします。 

 

 

議案第２８号平成２０年度新庄市

一般会計予算 

 

 

小野周一委員長 それでは、これより審査に入り

ます。 

  議案第28号平成20年度新庄市一般会計予算を

議題といたします。 

  これより質疑に入ります。まず初めに、歳入

について質疑ありませんか。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

小野周一委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） おはようございます。

予算委員会トップバッターとして質問させてい

ただきます。 

  今回は、最初にちょっと項目だけ通告してお

きたいと思います。11ページ、１款市税１項市

民税１目個人関係、それ一つと、次に12ページ、

同じく１款市税２項固定資産税１目固定資産税

関係、３番目に次のページの14ページ、同じく

市税の６項都市計画税１目都市計画税関係です。

それから、次が20ページ、13款使用料及び手数

料３項証紙収入１目証紙収入関係、最後に27ペ

ージ、18款繰入金２項基金繰入金２目まつり振

興基金繰入金、以上を今のところ用意しており

ます。今申し上げました順序に従って質問申し

上げます。 

  まず最初に、11ページの１款市税１項市民税

の個人所得分関係について質問いたします。 

  この予算書の表を見ますと、本年度約14億円、

前年度が約13億3,900万円、比較として△3,991

万8,000円、このようになっておりますが、今

議会の補正で3,350万円プラスされております

ので、前年度の額が14億500万円、このように

なるようです。この比較だけを見ますと△です

が、実際前年度の分の補正分を入れますと、ほ

ぼ19年度と本年度20年度予算案は同じと、こう

いうふうな見方をしてよろしいかどうか、その

ように思いますが、どうでしょう。 

  それから、説明書きの方に入ります。個人所

得分、ここに課税標準額が載っております。給

与所得、営業所得、農業所得、その他の所得と

いうことで載っておりますが、給与所得と営業

所得、これは前年度、要するに平成19年度予算
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から見ますと下がっております、総額ですね。

標準額が下がっていますが、農業所得だけが19

年度予算から見ると幾分ですが上がっておりま

す。なぜ農業所得だけが課税標準額が上がった

のかどうなのか、どういう見方をしたのかどう

か、それをお聞きいたしたいと思います。 

  次に、その他の所得とありますが、これは主

なものはどんな所得を指しているのでしょうか。 

  それから、その下の方にずっと来ますと、収

入率とございます。今回は96％を見ております

が、前年度はこれよりも少し低いような気がい

たします。なぜ96％と、このような見込みをし

たのかどうかです。 

  それからもう一つは、退職所得に係る分離課

税見込額1,300万円のっております。これは前

年度を見ますとたしか、前年度というのは平成

19年度です、1,100万円とのっていましたが、

前年度予算200万円ほど上がっておりますが、

この上がった分も含めた100％の徴収の仕方で

す、どういうふうにこれは徴収なさるんでしょ

うかどうか。とりあえずこの11ページ、お答え

お願いいたします。 

田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 

小野周一委員長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 最初の20年度の予算額が19年

度補正後の予算額とほぼ同じかという御質問で

すが、委員御指摘のとおりでございます。 

  次に、農業所得だけがふえているという理由

でございますけれども、農業所得につきまして

は、農業所得に限らないんですが、すべて19年

度の決算見込額をまず出しまして、そこから20

年度の推計を行っております。農業所得におき

ましては、19年度分対前年比90％、マイナス

10％というふうに見込みまして、そこからさら

に20年度の見込みとしては97％、３ポイントほ

ど下げた格好で見込んでおります。なぜ去年よ

りもここだけがふえているかということですが、

この所得区分につきましては、主たる所得に分

類されることになっております。例えば給与と

農業と二つの所得を有している方については所

得の多い方に分類すると、給与の方が多ければ

農業所得も給与の方に分類される、逆に農業所

得が多かった場合には給与所得の分もこの欄の

農業所得の方に分類すると。というのは、その

わきに見込税額というものがありますけれども、

所得そのものは分類はできるんですが、税額を

算定するに当たりましてすべての所得を合算し

なければ税額が出てまいりませんので、そうい

った関係上で複数の所得を有している場合には

一番多い所得の方に分類せざるを得ないという

ふうなことになっております。したがいまして、

農業所得そのものは19年度、20年度と下がった

見込みを立てておるわけでございますけれども、

そこに一部給与所得等が入れば若干変動の要因

にもなりますし、もう１点は、ここに書かれて

ありますのは課税標準額でございます。課税標

準額と申しますのは所得額からいろいろな控除

をした後の額になります。例えば同じ所得であ

りましても、扶養家族が多いとか社会保険料控

除が多いとかといった場合には課税標準額が変

わってまいります。そういった格好で20年度の

見込みを立てましたところ、そういった控除額

が所得のマイナス分よりもさらに控除額が少な

かったと、そういった二つの要因でもって農業

所得の課税標準額だけがほかの所得よりもふえ

たというふうな結果になってございます。 

  それから、３点目、その他の所得ですけれど

も、これにつきましては一番多いのは年金でご

ざいます。現在、公的年金等につきましては、

ずっと前は給与所得だったんですが、今はその

他の雑所得に分類されておりますので、一番主

たるものが年金、さらに不動産所得あるいは満

期保険金などの一時所得、その他の雑所得等が

その他の所得にすべて分類されてございます。 

  次に、収入率の御質問でございますけれども、

去年は98.3％、本年が96％ということで、2.3
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ポイント下がりました。これにつきましては要

因が二つございます。一つは、18年度、19年度

におきまして定率減税が廃止されました。18年

度におきましては15％から7.5％、２分の１に

減りまして、19年度が廃止と、そういったこと

で住民税の税額がふえてございます。もう一つ

は、税源移譲、特に所得で200万円以下の階層

の税率が５％から10％にアップいたしました。

所得税とトータルしますと税負担は同じになる

わけでございますけれども、こういった二重の

制度改正によりまして比較的所得の少ない階層

に重税感が高まりまして、これが新たな税の滞

納を生み出してございます。税務課といたしま

しては、19年度並みの収納率を目指して鋭意努

力いたしますけれども、ただ、最終的に歳入欠

陥等を起こし赤字決算などという最悪の結果を

避けるために、少し手がたい収納率を設定させ

ていただいたところでございます。 

  それから、退職所得の徴収の方法ですが、退

職所得についてはすべて源泉徴収で行ってござ

います。以上です。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

小野周一委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） いろいろ難しいあれが

あるようですので、今お聞きして、ぱっとわか

ったような状態ではないですが、もしあれだっ

たらまた後日お聞きしたいと思います。 

  最後の退職所得分、これが先ほど申しました

とおり200万円ほどの増収を見込んでいるとい

うことですが、これは例えば勤続年数とか退職

金の額によっていろいろな面倒くさい計算があ

ると思いますが、すぐできるのであれば、35年

勤続の退職金2,000万円とした場合に、市に入

る税収というのは、すぐできればお答えくださ

い。どうでしょうか。 

田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 

小野周一委員長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 ふえている原因につきまして

は、一つは退職者の数がふえるであろうという

見込みを立ててございます。ただいまの御質問

の額でございますけれども、退職金につきまし

ては控除額が20年までは１年につき40万円で

800万円になります。20年を超えた分につきま

しては１年につき70万円ですので、15年を乗じ

ますと1,050万円、したがいまして2,000円支給

されましても1,850万円が控除されますので、

残り150万円、これの２分の１が退職所得とな

ります。75万円が退職所得となりまして、さら

にこれから所得税で申し上げますと基礎控除分

38万円が控除されますので、最終的にはこの金

額ですと税率５％となりますので、所得税は大

体２万円程度かなと。住民税につきましては基

礎控除等の金額が若干変わりますので、４ない

し５万円ぐらい、ただ、実際には退職所得だけ

の方というのはほとんどいらっしゃらないわけ

です。給与所得があって初めて退職所得、サラ

リーマンの場合、給料をもらっていて退職して

退職金というふうな格好になりますので、最終

的にはその年間の給与所得と退職所得を合算し

まして、そこからいいろな扶養控除とか生命保

険料控除、社会保険料控除、いろんな控除をし

た上で最終的にその税率がかかって税額が決ま

ります。そういったことで、ただいま申し上げ

ました所得税で大体２万円ぐらい、住民税で４

ないし５万円というのは退職金に対する源泉徴

収の金額がおおよそそのような金額になるのか

なと思います。以上です。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

小野周一委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） わかりました。次のペ

ージ、12ページの方の固定資産税関係、これも

実質比較ではプラスの871万2,000円になってい

ますけれども、これも補正が入りますので結果

的には私の試算ですと1,800万円、前年度から

見て本年度が△になると、こういう見方でよろ

しいかと思います。これだけを見ると増収のよ
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うな気がしますけれども、補正比較をしますと

約1,800万円ほど△になるんだと、マイナスに

なるんだという見方でよろしいかなと思います。

どうでしょうか、その辺一つと。 

  それからもう１点が、これも課税標準額です

けれども、19年度予算から見て、土地と家屋と

償却資産とありますが、土地だけが約３％ほど

評価が下がっておるようです、標準額ですね。

これはどうして下がったんでしょうか。という

ことは、この評価替えはしてないと思ったんで

すけども、ほぼ同じになるのかなと見ていたん

ですけども、この辺が約３％下がっております

が、その理由はいかがですか、その二つです。 

田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 

小野周一委員長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 最初の税額の御質問でござい

ますけれども、御指摘のとおり３月補正後の額

と比較しますと1,800万円マイナスとなってご

ざいます。 

  ２番目の土地の課税標準額だけが下がってい

るという御質問でございますけれども、固定資

産税につきましては３年に一度評価替えを行っ

てございます。ただ、土地につきましては、３

年ごとの評価替えに加えまして、市街化区域を

中心にしましてポイントが決まっておりますけ

れども、そういったポイントにつきまして不動

産鑑定をもとに下落修正ということを行ってご

ざいます。そういったことで、土地については

残念ながら新庄市はまだ下落傾向が続いてござ

いますので、そういった関係上、評価替えの年

度には当たってございませんけれども、土地に

ついてだけ課税標準額が前年度より下がってい

るということになってございます。以上です。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

小野周一委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） わかりました。次の都

市計画税関係に入ります。これも土地だけが先

ほどの説明ありましたとおり市街区域の下落修

正で平成19年度予算よりも約6.5％下がってい

ると、こういうふうなことですけれども、そう

いう理解でよろしいかどうかです。 

  それから、ここにあります都市計画税ですが、

何年か前からいろいろ聞かれていますが、円満

寺周辺とか川西周辺、その白地部分、これが非

課税地区になっているわけですけれども、この

分を今年度この税収を見込んだ額をここに上げ

ているのかどうなのか、それ一つと、この都市

計画税というのは目的税なのかどうなのか、そ

の２点お願いします。 

田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 

小野周一委員長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 最初の土地が下がっているの

は、固定資産税で御説明申し上げましたとおり

下落修正の結果でございます。 

  ２番目の円満寺及び川西周辺の白地の地区に

都市計画税が課税されているのかという御質問

ですが、課税はされてございません。 

  それから、都市計画税は目的税かという御質

問につきましては、目的税でございます。 

  以上です。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

小野周一委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 先ほどの円満寺周辺、

川西町も含めたところの白地部分、ことしの予

算で300万円ほど計上されて、ここの用途地域

の見直しをやっていたと思うんですよ。ことし

課税ならないにしても、例えば次、来年度、そ

の辺あたりになるんじゃないのかなというふう

な希望を持っているんですけれども、その進捗

はどういうふうになっているのかどうか。 

  もう一つ、先ほどの都市計画税は目的税だと

おっしゃったんですけれども、この目的税の歳

出のところで何にこれが反映されているかどう

か、その２点さらにお願いいたします。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

小野周一委員長 都市整備課長中部 力君。 
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中部 力都市整備課長 平成19年度都市計画に係

る基礎調査を実施しております。これにつきま

しては現在の都市計画の見直しの必要性という

ふうなことから進めておるわけでございます。

これは以前にもお話し申し上げておりますが、

都市計画の基本となります都市計画マスタープ

ラン、これが平成８年に策定されまして、現在

11年を経過しているところでございます。その

後、新幹線の延伸やら、それから社会情勢の変

化等によりまして変わってきているというふう

なことから、都市計画としての内容の見直しも

含めまして行う必要性があるということで現在

行っているところでございます。 

  この調査につきましては、全体的な都市計画

の見直しに向けた基礎調査を行っておりまして、

新たに開発する部分と保全する部分と都市計画

の用途につきましては大きく分けてあるわけで

ございます。今お話ありました川西というのは

多分小檜室を指しているのかなという感じなん

ですが、これにつきましては現在白地でござい

まして、開発がこれからの地区でございます。 

  あともう一つ、円満寺につきましては既に開

発が進められておりまして、ほぼ市街化が進ん

でいるというふうなことで、逆にここは環境を

保全していくための用途指定が必要な地区とい

うふうなことになろうかと思います。そういっ

た地区について全体的に見直しを今進めている

ところでございます。 

  このほかにも白地と申しまして、前に緑農住

区の事業で行いました鳥越地区の住区地区、こ

ういった地区が白地になりまして、課題として

残っている部分でございます。これらを全体的

な土地利用の観点から見直しを進めていく必要

性があるというふうなことで、その基礎調査を

今やっておるところでございます。 

  市長の施政方針にもありましたように、上位

法であります国土利用計画法とか、関連する農

振計画法、これらとの調整、整合を図りまして

都市計画の見直しを行っていく必要があるとい

うふうなことで、今後これらの全体的な一体と

なった計画を進めていく必要性があるというふ

うなことで今考えているところでございます。 

  それから、都市計画税の目的、何に使ってい

るかというふうなことですけれども、これにつ

きましては都市計画法の中で都市計画に基づい

て行う都市計画事業、例えば今進めております

街路の整備事業とか、それから公園事業とか下

水道事業、こういった都市施設の整備にかかわ

る事業に使うと、もう一つは土地区画整理法に

基づいて行われます土地区画整理事業、これら

についての費用に充てるというふうなことの規

定がございます。以上でございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

小野周一委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 大体わかりました。時

間もなくなりましたので、次に、20ページの使

用料関係、証紙収入についてお聞きいたします。

この証紙収入は多分ごみ袋の売上代金だと思い

ますが、このごみ袋には大きく言って燃えるご

みと燃えないごみの袋があるわけです。そのう

ち燃える袋、これは特大と大と中ですか、その

３種類ありますが、このおおむねの枚数とおお

むねの金額がわかれば教えてください。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

小野周一委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 証紙収入につきましては、

今、委員から御質問あったことと同じ、袋の売

り上げといいますか、それが証紙の収入になっ

てございます。区分的には燃えるごみの袋につ

いては、特大の袋が予定されているのが54万

7,200枚、大の袋が63万枚、それから小と言っ

ていますが８万4,000枚、金額にしますとそれ

ぞれ特大が約2,700万円、大が2,500万円、小が

250万円というふうに概算を出して予算見積も

りしております。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
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小野周一委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 大体特大と大の金額あ

るいは枚数が似ているわけですけれども、実際

これは、前にも私は質問しているんですが、袋

の中に入る容積、これらを検討して金額設定を

されているのかどうなのか、また、この特大の

袋というのは今から四、五年ぐらい前に突如出

てきたわけです。何で突如出てきたかというの

は、私なりに認識しているのは当時野焼きがで

きないということで、ここにそういうものを入

れるためだと、こういうふうにして出てきたん

ですが、この中には生ごみから何から全部入っ

て出されております。この容積比に関連する値

段10円しか違わないんですけれども、この辺は

どういうふうに考えていらっしゃいますか。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

小野周一委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 特大袋の出現なんですが、

これは平成15年から特大袋というふうにさせて

いただきました。これの理由につきましては、

今、委員おっしゃったような野焼きが禁止され

たことと、エコプラザもがみが新しく開設され

て、従来燃やせないごみとして埋め立てしてお

りましたプラスチック類、ナイロン類、これも

入れたいというふうなことで焼却するというふ

うなことで特大袋の利用が必要になってきたと

いうことで、容積比につきましては大の袋が30

リットルに対して特大が1.5倍、小が逆に1.5マ

イナスというふうなことで、金額的にはそれぞ

れ10円ずつしか違わないんですが、容積比だけ

ではなくて、従量というふうなものも換算して、

大きな袋は少し比率的には軽くなる、1.3倍程

度というふうに計算しましたので、現在のよう

な金額設定をしております。以上です。 

８ 番（沼澤恵一委員） 終わります。 

小野周一委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 税収の基本的なことに

ついてお尋ねしたいと思います。 

  一つは、今回、去年４月から住民税が倍にな

って所得税が半分というようなことで、所得税

は前年度の決算を見ないとわからないというふ

うになっておりました。そういう意味で、先ほ

どもちょっと説明の中にあったんですけれども、

その中で定率減税などいろいろな減税が廃止さ

れてきているわけですが、私たち一般市民にと

っては負担が大きくなってきて、その結果の市

の財政についてその辺がどのように反映してき

ているのか、そういうことを最初お尋ねしたい

と思います。２ページの歳入です。 

田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 

小野周一委員長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 先ほど沼澤委員の御質問でも

お答えしましたけれども、今回の住民税のアッ

プにつきましては、定率減税の廃止と税源移譲

に伴うものとございます。定率減税の廃止につ

きましては、これは所得の額にかかわらず昨年

度よりも7.5％、一昨年よりも15％、すべて税

がふえてございます。もう一方の税源移譲に伴

う税額のアップでございますけれども、200万

円以下の所得の方につきましては従来５％であ

ったものが10％になりましたので、５％アップ

になってございます。しかし、200万円から700

万円のクラスにつきましては従来から10％でご

ざいましたので、この階層につきましては税率

の移動はございません。定率減税の廃止の分だ

けが税額が上がっていると。それから、700万

円以上につきましては、従来13％であったもの

が逆に10％に下がりましたので、この階層につ

きましては住民税負担は減ってございます。た

だし、おのおの例えば200万円以下の方につき

ましては住民税が５％アップなってございます

けれども、逆に所得税10％が５％に下がってお

りますので、トータルではイコールになります。

それから、700万円以上の方につきましても、
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住民税負担３％下がった分、所得税が３％アッ

プなっておりますので、トータルではこの階層

も税負担は変わらないというふうな税改正にな

ってございます。ただ、税務課の方で分析して

おりますけれども、やはり200万円以下の方、

この階層が５％から10％に税率がアップしたと

いうこと、それから税源移譲につきましては住

民税につきましては19年６月から適用になって

ございますけれども、所得税につきましては、

現在確定申告の最中でございますけれども、こ

の確定申告の時点で初めて所得税の税率が下が

ったという結果が生じてまいりますので、納税

者にとってみますと実感に若干ずれがあるのか

なと、実施時期によって若干ずれがあるのかな

と。給与所得者につきましては、住民税も所得

税も源泉徴収されておりますのでトータルでは

変わらないんですけれども、先ほど申し上げま

したように定率減税の廃止に伴って、この分に

ついては全員が税額が上がっていると。 

  そういったことで、非常に毎月の督促状の発

布の枚数等見ますと、枚数はそんなに極端にふ

えてはいないんですけれども、税額は去年と比

較しますとかなり上がってございます。そうい

ったことから分析しますと、やはり税源移譲と

定率減税の廃止が非常に響いているのかなと。

特に200万円以下の方の滞納者が若干ふえてい

る可能性は否めないのかなと。そういったこと

で、３月補正でも減額させていただきましたけ

れども、20年度の徴収率につきましても19年度

の見込みをもとに19年度当初よりも下げさせて

いただいたと、そういったことでございます。 

  以上です。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 加えて、新型交付税が

実施されたという一つのもので移譲という言葉

があると思うんですが、その影響力はどのよう

になっていますか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 新型交付税については、

10分の１を新型交付税、いわゆる簡素化された

交付税で算定するということでやっています。

その算定によってどのくらいはね返りがあった

かということについてはまだ明確にうちの方で

はプラス・マイナスの判定についてはまだなさ

れていません。ことしからなったということで、

まだその結果についてはこれからの検証だとい

うふうに思います。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 2,000万円の増という

のがここら辺に影響しているのかなと思ったん

ですが、それは全然関係ないわけですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 ことし１月に20年度の

地財計画が発表されて、その中で普通交付税が

昨年15兆2,000億円だったやつが20年度は15兆

4,000億円、加えまして地域再生事業対策費と

いうことで、いわゆる東京都などからの法人二

税を地方に再配分するということで4,000億円

等々が見込まれて、いわゆる地方と中央の格差

に対する配慮がなされたということを受けまし

て、ほかの市町村、県内もそうですけれども、

おしなべて交付税についてはプラスの伸びにな

っています。新庄市はシビアに計算しまして

2,000万円の伸びということで計算しましたけ

れども、ほかの町村は１％、２％、多いところ

では４％ほどの伸びを見込んでいるようです。

そういったことで、かたい収入を見込んで

2,000万円程度の増ということでうちの方では

見込んでおります。そういったことでありまし

て、新型交付税になったからふえたということ

ではなくて、地財計画、政府が地方に配慮する

分を若干見込んだということであります。 
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１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） そうしますと、地方交

付税の中身というのは新型交付税とのダブりで、

まだまだそっちにすべてが移行したという理解

に立たない方がいいのかなと思うんですが、そ

のとおりですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 新型交付税は計算が非

常に複雑で難しいから、これを計算する項目を

絞って半分ぐらいにしなさいというような方法

で算定されます。それが19年度から５年ほどか

けて直していくということでありますので、そ

の効果は５年後ぐらいになるとはっきりしてく

るということで、今回の2,000万円というのは

ちょっと切り離して考えていただいた方がいい

かなと思います。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） そうしますと新型交付

税については５年後を見なければまだわからな

いと。今までの地方交付税がそのまま、57項目

か47項目かわかりませんけれども、その項目で

まず来ているということで理解していいわけで

すか。そういうことで、なるべくであれば、一

般質問でもしましたけれども、地方の財政はや

はり国の支出が少なくなればなるほど大変だと

いうことで、新型交付税とは言いつつも地方の

格差が拡大してきたということで、そこにいろ

いろな名目を加えて今交付しているようですか

ら、そういう意味合いでは来年度の予算につい

てもそこら辺の格差是正と、そして地方が生き

延びるということからいってみれば、これまで

の考え方を踏襲していただきたいなということ

を要望しておきたいと思います。 

  次に、先ほど沼澤委員もおっしゃったんです

けれども、都市計画税、14ページの１の１とい

うことになりますが、都市計画税についてもう

少し丁寧にお聞きしたいと思います。目的税で

あって、それが公園なり下水道なりというふう

になっていますが、今全体的に都市計画税を納

めていても下水が通らないと。先ほど言いまし

た踏切を超えて円満寺に行く途中になるわけで

すが、そこは都市計画税が取られているんです

けれども、そういう実施がないということで、

そこら辺の進捗状況はいかがになっていますか。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

小野周一委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 私の方は、まず都市計画税

のお話から下水の方に振られてきましたけれど

も、今、例えば円満寺のことについては、常葉

町跨線橋の下はもう既にＪＲを越えて管が１本

来ていまして、南の方については関谷踏切の方

まで行っています。そこからこれから下水道が

北の方に上がろうかなというようなことで、一

応私の方の20年度の計画で調査を20年度予算で

あそこに入りたいということで考えています。

当面は国道458号から東側の方をまず当面やろ

うかなと考えています。あそこについては大体

２年ないし３年ぐらいであの辺は終わるのかな

と。それから458号を越えまして円満寺の方向

に上がろうかなというふうなことで今考えてい

るところでございます。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） よろしくお願いしたい

と思います。 

  次に、15ページのゴルフの項目でありますが、

一番下の１目になります。200万円ほど減って

いるわけですが、本来であれば増収を見込んで

いくというのが普通なんですけれども、ここら

辺だけがちょっと減っているような感じします

が、その原因としてはどういうふうに見込んで

いますか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 
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小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 一つだけゴルフ場があ

るわけでありますけれども、やはり世の中の景

気動向を反映する、それから周りに相当類似の

ゴルフ場が出てきたということで、一時よりず

っと客足がだんだん落ちてきているということ

で、納められたゴルフ税のうち10分の７が新庄

市に交付金として還元されてくるわけでありま

すけれども、やはりそういった関係で客足が落

ちて、当然金額も落ちてきたということの数字

が反映されているのかなと感じております。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 最後になりますが、27

ページのふるさと納税寄附金ということで

1,000円上がっています。これはどういう内容

で理解したらいいわけですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 20年度からふるさと納

税が導入されるということで、税金としては21

年度にその控除がなされるわけですけれども、

４月から、義務教育までいたふるさとに１割ま

での限度で、その生まれ育ったふるさとに寄附

ができると。従来の寄附ですと課税所得額から

寄附された分が控除されるわけですけれども、

このふるさと納税制度は寄附した分がそっくり

税額から控除されるという、根本的に違う制度

であるということで、当然新庄市にもそういっ

た生まれ育ったふるさとに御寄附いただく方々

がいらっしゃるだろうということで、ここに新

しく項目を入れさせてもらったということであ

ります。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） そうしますと、ただ単

に項目をふやして1,000円にしたというふうな

理解に受け取れるんですけれども、その努力目

標とか、そういう手順をどういうふうに踏んで

いくかという手だてはこの中に含まれています

か。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 1,000円という数字で

計上させていただきましたけれども、これから

いろいろな御寄附いただけるような対応、例え

ば関東周辺とか仙台市周辺とか、いろいろいら

っしゃいますので、そういった方々に呼びかけ、

あるいはいろんな団体に呼びかけして、新庄に

ぜひそういったお金を寄附していただけるよう

な、これから体制について具体的に協議、課を

横断した対策チームをつくりまして、できるだ

け新庄市にそういったお金が御寄附いただける

ように今後対応をきちっとつくっていくと。こ

れから検討を具体的に大至急やっていくという

ことでございます。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） この件については、一

般質問の中にも出ておりましたが、市長からも

具体的な目標を持ってやるという状況なども伺

っていますから、そういう意味合いではじっく

り構えてやっていただきたいなと思います。そ

の中で、ある程度金を集めますと国の方ではそ

れを差し引いて新型交付税をやるよというよう

な状況にもなりかねない状況もありますから、

そこら辺の見通しはどう考えていますか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 そのふるさと納税もそ

うですが、税源移譲された分、新庄には相当３

億近く税源移譲されているわけです。そういっ

た収入を全部見込みますと、当然地方交付税が

落ちていくということがあります。ますます格

差が開いてしまうというようなことが見込まれ

ると。国ではそういったことを補正するという
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目的でいろんな係数の整理とか、そういった調

整弁的なものを算定式あるいはいろんな中で設

定されておりますので、それをやることによっ

て交付税とか収入が減るということがないよう

な仕組みにはなっていますけれども、なおきち

っとした形で国の方に伝えて、不利益を講じな

いように意見として伝えておきたいと思います。 

１２番（今田雄三委員） 終わります。 

小野周一委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時５２分 休憩 

     午前１１時０２分 開議 

 

小野周一委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに歳入について質疑ありませんか。 

３ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 

小野周一委員長 斎藤義昭委員。 

３ 番（斎藤義昭委員） これまで発言なさった

方と関連してなんですが、11ページ、１款市税

１項の所得税についてちょっとお聞きしたいと

思います。今、定率減税の廃止によって課税が

重くなると、片方では介護保険、健康保険すべ

てのものが多く負担されるような時代になって

いるわけで、大変なんですが、この農業所得に

ついても、平成18年までは減反奨励金について

は課税外の対象としておったわけですが、平成

19年度から一時所得として今度課税対象になり

ました。この金額も相当大きい金額だと思うん

です。減反奨励金を何とか多くしてください、

多くしてくださいと言っている片方からそうい

うものを切ってくると。大変な内容だろうと思

っているんですが、一時所得として課税される

ことによって新庄市の農家はどのぐらいの負担

になるのか、それがわかれば。 

田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 

小野周一委員長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 減反奨励金の一時所得の総額

という御質問でございますけれども、現在、確

定申告の最中でございます。確かにこの奨励金

につきましては一時所得として、所得の一部と

して申告の受け付けを行っております。ただし、

農家の所得につきましては、米の売り上げ、自

家消費分、例えば田んぼを貸している場合とか、

農業収入はいろんな分野にわたっております。

この減反奨励金もその収入の一部とみなされる

わけでございますけれども、この一時所得も含

めた中からいろんな生産に要した経費が差し引

かれてまいります。そういったことで最終的に

経費を引いた残りに税率がかかって課税される

わけでございますけれども、もし農業所得が赤

字であった場合、この一時所得も含めて赤字で

あった場合には結果的に課税対象とはならない

というふうになります。そういったことで、こ

の一時所得についてのみ幾ら課税なっているの

かということにつきましては、農家個人のトー

タルの収入、トータルの経費、そういったもの

が絡んでまいりますので、総額で幾ら課税にな

ってくるのかということについてはちょっと制

度上お答えできないような格好になっておりま

す。 

  以上です。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

小野周一委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 それでは生産調整にかかわ

る産地づくり交付金と稲作交付金の一つの配分

の予定額でございますけれども、新庄市に割り

当てされております産地づくり交付金について

は２億1,959万2,000円でございます。それで、

担い手集積と合わせまして３年間の固定の生産

調整の額が２億8,859万4,000円、これが各全体

の生産調整にかかわる金額になります。それに

対して一時所得ということで課税されるという

ことで、今、税務課長が申し上げたとおりでご

ざいます。 

３ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 

小野周一委員長 斎藤義昭委員。 
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３ 番（斎藤義昭委員） 前は農家所得の税金の

申告に対しては青色申告と白色とあったんです

が、今、白色も大体青色申告のような申告方式

になっているんですか。 

田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 

小野周一委員長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 まことに申しわけございませ

ん。税務課長１年目ということで、青色申告の

制度よくわからないんですけれども、現在、市

の方で文化会館で行っております確定申告です

けれども、やはり出荷証明等収入がわかる書類、

それから経費につきましては基本的には領収書、

そういったものをお持ちいただいております。

それと収支計算書、そういったものを全部事前

に御記入いただきまして、その上で申告を受け

付けてございます。ただ、すべて領収書を１枚

１枚全員チェックしているかといいますと、き

ちんと収支計算書をお書きになって、きちっと

領収書をお持ちになっている方がほとんどでご

ざいますので、ある程度ピックアップしてチェ

ックしたり、あるいはいろいろ聞き取りの結果

ちょっと勘違いなされているような方について

は１枚１枚全部電卓で積み上げるようなやり方

とか、それはおいでになる個々の方によってチ

ェックにつきましては若干違ったチェックをさ

せていただいております。以上です。 

３ 番（斎藤義昭委員） 終わります。 

小野周一委員長 ほかに歳入についての御質疑あ

りませんか。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

小野周一委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） お伺いします。16ペー

ジで、９款地方特例交付金ですが、これにつき

ましては平成20年度当初予算の内示資料の中に

合計4,400万円、平成19年度が5,500万円ですか

ら20％減という状態になっておりますが、これ

についてなぜ減になったのかということと、減

収補てん特例交付金1,400万円入っていますが、

この意味するもの、どういうときにこうなのか、

減収になっている場合のところを教えてくださ

い。 

  もう１点は特別交付金、16ページにあります

けれども、これについては2,200万円が減額な

っていますが、この特別交付金なるものの算定

基準、どういうふうにして算定されるのかをお

伺いしたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 地方特例交付金の方で

ありますが、去年は児童手当特例交付金がござ

いました。これは18年度から児童手当の制度が

拡充されたということで、年齢の引き上げとか

範囲の拡大等々でございますが、それらによっ

て地方の負担が増加してきているということで、

その分をこの交付金で対応して、その拡大され

た分の負担分を埋めるという目的でされました。

プラスしてことしから減収補てん特例交付金と

いうのが新たに設けられたわけですけれども、

これは税源移譲がされたことに伴いまして、住

宅ローン関係の市民税還付金等々でタイムラグ

が生じることによって市民税に反映されると、

それがタイムラグになって、それが一部該当す

る市民の方々に還付されると。還付された分、

市に対して収入が減になりますので、それらを

特例交付金で補てんするという制度でありまし

て、その二つがことしなりました。減った理由

は、去年4,400万円でしたけれども、国の指導

によりまして、このくらいが交付されるのでは

ないかということで指導を受けた結果を計上し

ましたが、実際の収入は非常に少なかったとい

うことで、そういった減額をさせていただいた

ということであります。 

  それから、その下の特別交付金でありますけ

れども、これは恒久減税がやられてきましたけ

れども、それが18年度で終了したということで、

それの経過的な措置として、一時は相当多かっ
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たわけですけれども、7,500万円ほどありまし

た。それがだんだん少なくなって、本当はなく

なるはずなんですけれども、経過的な措置とし

て、ことし、来年あたりまで残るということで、

それがことしは1,100万円というふうな数字に

なっています。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

小野周一委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） 住宅ローンのタイムラ

グの関係で市に減収補てん特例交付金というか、

これは住宅の関係のいろんな部分に対する、住

宅ローンに対する市民税、これはどれぐらいい

るのか、まず１点お伺いしたいことと、特例交

付金、今までは最高で7,500万円ぐらいいただ

いていたのが今回は1,100万円ぐらいを当て込

んで本年度の予算計上をしているということで

すが、そのほかにこれは意味はないのですか。

特交、特交と言っていますけれども、特交でい

ろんな事業をやった場合に、ほかのところの自

治体で「ここのところ結構多くもらったよ」と

いう、この地方交付税もこっちも両方ひっくる

めてなのか知りませんけれども、そういう話を

聞いているものですから、めっぽう少ないなと

いう部分があるのでお伺いしたのですけれども、

特別交付金、特例ですから、特例なったからし

ていただけるのでしょうけれども、そういうふ

うな目的、今お伺いしたのですけれども、その

恒久減税の自治体に対するしわ寄せの部分がず

っと国の方からの交付金として特別交付金とし

て来ていた、それがだんだんと少なくなってき

たというだけの目的ですか。もう少し幅という

か、領域というのはないのかどうなのか、それ

をちょっとお伺いしたいと思います。 

  それから、私、一般質問の中でも話ししまし

たけれども、地方再生、7,000億だっけかな、

要するに人口５万人以下のところにある程度色

がないのでということで１億3,000万円ぐらい

の交付金がくるわけですね。これは単純に今の

地方交付金という状態の中に入っている、予算

編成の段階でそっちの方に入っているのか、特

例交付金の方に入っているのか、それはどっち

に入っているのかもお伺いします。 

田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 

小野周一委員長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 住宅取得控除分についてです

けれども、人数については現在把握できません。

と申しますのは、19年度までは住宅取得控除は

住民税には影響なくて、所得税だけの手続で済

んでおりました。１月に税務署と合同の会議が

あったんですが、その際に、もし対象者とわか

れば事前に市町村の方で「該当なりますから手

続をしてください」という通知を差し上げよう

かと思ったところです。ただ、税務署の方では

何年間かの件数だけはわかるけれども、具体的

な氏名までのデータを集約するのはまずできな

いと。それから、人数だけがわかっても、果た

して所得税だけの手続で済むのか、住民税まで

影響を与えられるのか、その線引きも個々に実

際やってみないとわからないということで、最

終的には確定申告を締め切った段階でしか人数

的には把握できないという状況です。ただし、

これは税額が減る手続でございますので、もし

３月17日までの確定申告終了後でもお気づきに

なった場合には随時手続については受け付けい

たします。そういった状況でございますので、

現在のところ把握し切れてないというのが現状

でございます。以上です。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 特交と言われるのは特

別交付税でありまして、16ページですが、10款

に地方交付税があります。その説明欄の中に特

別交付税５億8,000万円ということであります。

これは地方交付税総額の６％に相当する額が国

から交付されると。災害とか、いろんな臨時的

な経費にそれが充てられるということで、特徴
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的には頑張る地方応援プログラムの3,000万円

とかは色つきの交付として19年度に交付されて

いる、そういったことであります。特例交付金

あるいは特別交付金というのは国の制度によっ

て地方が減収あるいは負担を強いられる分が臨

時的に、そういった制度がいろいろ変わるわけ

ですけれども、その穴埋めとか緩和する役割で

交付されるのが特例交付金あるいは地方特例交

付金ということで御理解いただきます。 

  それから、再生対策事業費は4,000億円でご

ざいまして、新庄市には１億2,000万円ほどが

計算上は算定繰入額としてそのような額が示さ

れてございます。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

小野周一委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） なぜお伺いしたのかと

いうと、私の勘違いがありまして、特例交付金

というのは今みたいにして減収を当て込んだ部

分に対する補てんと。特交というのは特別交付

税のことで、いろんな事業に見合った部分が入

るということで、なぜお伺いしたのかというと、

できれば、歳入の入ってくる要素というのがな

かなかないものですから、特交でいろんな部分

で事業を勘案して、それぞれの自治体がいろん

な部分で陳情等々行ってお金がかなり入ったよ

という話をお伺いしたものですから、事業をや

った部分に対するそれに見合う特交というか、

特別交付税という部分で入ってくるんだなとい

うふうに思ったもんですからお伺いしたのです

が、願わくは、歳入ができるだけ入ってくる状

態でないもんですから、そういうところで頑張

って入ってくるあれが多くなればなという思い

で話をさせていただきました。 

  そうすると、もう１点は、今後は特例交付金

というのはだんだんなくなる可能性あるわけで

すね。ずっとこれは当て込めない交付金という

ことになるのでしょうか、その辺お伺いします。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 特別交付金はそういっ

た恒久減税が実施されていたときにその不利益

分、国で2,000億円、新庄市では7,000万円と先

ほど申し上げましたけれども、それの経過的な

措置、18年度で廃止されましたので、今はあり

ますけれども、いずれなくなると。それから、

特例交付金の二つについても、さっき言った住

宅ローンに関しては一時的なものと、それから

児童手当についてはいずれは制度になるか交付

税措置になるか、そういったことの恒常的な形

に組み替えられる可能性はあります。したがっ

て、いつまでも続くという交付金ではないとい

うふうにとらえています。 

１３番（金 利寛委員） 終わります。 

小野周一委員長 ほかに歳入について。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

小野周一委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） それでは５点ばかりお

伺いしたいんですけれども、まず11ページに個

人・法人とありまして、法人均等割の１号から

９号まであるんですけれども、これの区分の方

法をお伺いしたいんですけれども、資本金とか

従業員とか何かあれば。１号から９号までの区

分した内容をお伺いしたいんですけど。 

田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 

小野周一委員長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 第１号法人につきましては、

資本金が50億円を超えて、従業員数が50人を超

える事業所でございます。２号につきましては

資本金が50億円以下、従業員数が50人を超える

事業所でございます。３号につきましては、同

じく資本金は50億円以下なんですが、従業員数

が50人以下、４号、５号につきましては資本的

につきまして10億円以下なんですが、４号につ

きましては従業員数が50人を超える事業所、５

号につきましては50人以下の事業所です。６号、

７号につきましては、資本金等につきまして１
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億円以下、従業員につきましては６号が50人を

超える、７号が50人以下、８号、９号につきま

しては資本金が1,000万円以下、従業員数につ

きましては８号が50人を超える事業所、９号が

50人以下の事業所、以上の区分になってござい

ます。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

小野周一委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） 次に、28ページの20款

諸収入、これもいろいろ貸付金元利収入等ある

わけですけれども、今８件ありまして、その後

まだこの残りはあるのかないのかお伺いしたい

と思います。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

小野周一委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 貸付金についてのお尋ね

でございますが、５款に２件ほどございます。

名称が新庄市勤労者生活安定資金ということで

……、違います。失礼しました。これ以外にご

ざいません。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

小野周一委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） 次に、30ページの21款

市債、これの中の住宅債、市営住宅改修事業債

1,400万円あるんですけれども、これは修理し

たんですよね。何戸ぐらい修理されたのか、残

はどのぐらいあるのかお聞きしたいんですけど。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

小野周一委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 住宅債の市営住宅改修事

業債についての御質問でございますけれども、

これは20年度予定しております玉の木２号棟の

外壁改修工事に要する部分の起債1,400万円と

いうふうな内容でございます。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

小野周一委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） 54ページの例のわらす

こ広場の件なんですけれども、この金額とか、

これは別に差し支えないんですけれども……。 

小野周一委員長 歳入ですので。 

１７番（山口吉靜委員） 失礼しました。 

小野周一委員長 ほかに歳入についての質疑あり

ませんか。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 11ページの１の１の個

人市民税で前年比マイナスになっています。そ

の理由については税務課長の方から年収200万

円以下の方の税金が、市税が上がっているとい

うことで、払いがおくれているというか、そう

いう状況があるというお話がありました。年収

200万円以下の方が平成18年の１年間で全国で

40万人以上ふえたと言われております。当市で

は18年の１年で何人ぐらいふえたようだという

のはわかるでしょうか。全国では今延べ1,022

万人にも達していると言われております。状況

がわかればお願いします。 

田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 

小野周一委員長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 申しわけございませんが、所

得階層ごとのデータは税務課で作成してござい

ませんので、御理解賜りたいと思います。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 実際に、税務課長の先

ほどからのお話の中で、200万円以下の方々の

税金の払いが大変厳しくなっている状況である

ということでした。全国ではその人数がふえて

いると言われております。当市でもふえている

と思います。それがやはり税収が入らなくなっ

ている原因の大きな一つ、収入が少なくなって

いる人がふえていれば、やはり税金も払えなく

なっているだろうと思います。それはやはり労

働法制の正規採用職員から非正規採用職員に、

臨時の職員に切りかえていっている、派遣など

もふやしている、そういう労働法制の改悪がや
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はり市民の収入減に、仕事が安い仕事しかない

というふうになって、市には税金がなかなか入

りにくいという、そういう状況をつくっている

なと感じるんですが、そういう点があるのでは

ないでしょうか。 

  それから、収入が入らなくなったということ

と、ほかに私は税金を納められない原因として

二つあると思うんです。一つは、皆さんおっし

ゃっているような原油高とか、市長の施政方針

にもありましたが、穀物市場の値上がりなど、

こういった生活していく上で必需品があるわけ

ですが、この値段が上がっているために、収入

が少ないのに生活費が上がっているという、こ

うなるとやはり税金も払えなくなるんだなと思

うんです。物価が上がってきているということ

と、もう一つは、これもまた国の政策でありま

すけれども、社会保障の抑制路線がこのところ

ずっと続いておりまして、具体的に市民にとっ

ては、医者に行けば負担が上がる、介護保険を

利用すれば利用料がホテルコストなどが取られ

るようになって上がっているとか、あと診療報

酬や介護報酬が国から下げられている、そうす

ると働く人の賃金も下がるというようなことと

か、あと生活保護を受けている方々の加算がな

くなったり減らされたりしている。これは社会

保障費を本当は自然にふやさなきゃいけないと

言われるのにそれを抑制してきた政府のやり方

があって、それが市民にさまざまな負担増ある

いは収入減となって、結局市税が納められませ

んということで、申しわけありませんがと言っ

て市役所になかなか行きにくい状況が市民の中

につくり出されているなと感じます。 

  そういう点から、私は市税をふやすというこ

とを考えたときに、税務課長だけでは市税の収

入をふやしていくことはやはり限界がある。強

制的にやっても丁寧に指導しても、収入が減っ

て、出すものばかりふえているわけですから、

そういう点では市としてやはり市長など、ある

いは課長などそれぞれの立場から国に対して、

市民の懐をふやすように、労働法制をやはり正

規採用をふやす、200万円以上なるように最低

賃金の引き上げを迫っていただきたいし、労働

法の改正についても、本当に働く人たちが守ら

れる賃金になるようにしていただきたい、税金

が払えるようにしていただきたい。そういうこ

とを言う必要が労働関係ではあるだろうし、社

会保障関係のことでは抑制路線はもう限界では

ないか、もう鼻血も出ない状況になっているん

じゃないかと、こういうふうに言って社会保障

をやはりふやすものはふやすべきだと、市民が

安心して暮らせるように、負担をふやさないよ

うにしていかなきゃいけないんじゃないかとい

う立場で、立場立場で言っていく必要があるん

じゃないか。それがやはり市民税が入ってくる

ことにつながる。 

  また、物価値上げについて、原油高など穀物

値上げなどについては、これを国の施策で生活

必需品については補てんする、中小企業の営業

を守る、補てんするような対策を打てと、こう

いったことを言っていくことが中小企業を守り、

雇用を守り、市民税が入ってくる、そういうこ

とにつながっていくと思うんです。それには市

税を入れるときにやはり税務課長だけではない、

国に対して言うべきことを市民の暮らしを守る

立場から言っていくことが市の税金が入ってく

る流れになるという、そういうことだと思うん

ですが、どうでしょうか。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

小野周一委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 佐藤委員の御質問で、非正規職員

等の問題について国にお願いして労働政策の上

で社会福祉を充実することによって税金が入る

のではないかというような御提案的、収入を心

配していただいたことかもしれませんが、社会

保障費の請求というのはまた社会保障費にしか

返ってきませんので、市税全体の収入にはなか
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なかつながらないと。市税の増を願うには基本

的にはやはり働く場の確保、新たな確保、また

地域にある企業のさらなる側面援助による充実

による収入増、そうしたことをやはり考えてい

かなければならないのかなと思います。労働条

件下におけるそのものが税の増収になるという

ふうには私は考えておりませんので、国にお願

いしたからといって「地方交付税でやっている

でしょう」という一言で終わりますので、やは

り独自の考え方で新庄市の雇用の場の確保等に

おいて収入増を図っていくという、これは市全

体としての考え方であります。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 私はまた別のことで、

20年度の施政方針と２ページの歳入全体にかか

わる国と地方のあり方について質問したいと思

います。 

  地方財政の危機ということがよく言われて、

特に我が新庄市はどうだということで、本当に

みんな胸を痛めているわけですが、その主な原

因というのが、よく考えてみますと三位一体改

革などの国の財政運営と税財政と国の経済対策

に追随してきた自治体当局の姿勢にあったと思

います。そこで、格差を是正させ、地方自治を

拡充し、住民が安心して住み続けられる地域を

再建するために、国の税財政を改めさせる先頭

に市長が立つことが必要ではないでしょうか。

そこで、次のことを市長として国に今後言って

いく必要があるのではないかということを提案

させていただきたいと思います。 

  一つは、地方交付税の堅持、充実です。これ

は今田委員も何度もおっしゃっているとおり、

地方自治の疲弊を救って地方間格差を是正する

ために、このことは一番に大事なことだと思い

ます。 

  二つ目は、財政健全化法というのが出されて

きておりますが、これを政省令を制定したり運

用したりこれから始まってくるわけですけれど

も、そこで自治体関係者の意見をよく尊重する

ように言っていただきたいと思います。自治体

の財政運営に対する国の関与を減らして、自治

体の自主性をあくまでも重んじるようにしてい

ただきたいと思うんです。これはなぜかといい

ますと、財政健全化ということで夕張が財政再

建計画やられておりますが、財政の健全化だけ

で、住民に対しては日本一高い負担と日本一低

いサービスを押しつけるやり方がやられており、

その結果、財政は健全化するかもしれませんけ

れども、住民がいなくなる、職員もいなくなる、

職場が去っていくというか、そういう状況にな

っておりまして、地方がなくなる、そういう方

向に持っていかれる内容になっております。こ

れでは地方自治とは言えない。地方自治が全く

ないがしろにされている財政健全化法の今のや

り方だなということで、それでは危ないと思い

ますので、そうではなくて、やはり地方自治を

守るという立場から地方の意見をよく聞いてい

ただきたいということを言っていただきたいと

思います。 

  それから、健全化を判断する比率が四つあり

ますが、それに基づく早期健全化や財政対象の

指標を決めるというときは、次のようなことを

考える必要があるのではないかということです。 

  アとして、病院や下水道とか、診療所は特に

下水道だと思います、これは借金が多いんです。

こういう事業の性質上、これはやむを得ない赤

字だということを考慮した基準にしていただき

たいということです。病院なんかも、診療所は

ありませんけれども、独立採算ではないという

ことで運営されてきた今までの経緯があるよう

です。そういうことも含めて赤字はやむを得ず

生じたものだという、事業の性質で、下水道は

特にです。そういうふうにこれを考慮した基準

にするようにと言っていただきたいと思います。 

  イとして、起債を健全に償還したけれども正
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当に評価されないということや、必要な投資が

抑えられるような基準であってはならないと思

うのです。無理無理起債を早く償還することは、

つまりは住民にサービスをなくすというか、そ

ういうふうなことにつながるのではないかとい

うことです。 

  ウとして、将来負担比率というのがあるわけ

ですが、これがちょっと過大になってないかと

いうことです。職員全体が退職した場合の退職

手当金を全額算入するということが今やられよ

うとしているようですが、これは大き過ぎる基

準で、改めるべきでないかということです。 

  それから、４点目のことで、地方債発行に対

する国の補償をなくして、財務調整などを前提

とした地方債の自由化に転換するという話があ

りますけれども、これをやられますと財政力の

強いところは安い金利で銀行が貸してくれるよ

うですが、財政力の弱い自治体は高い利率で地

方債を借りなければならなくなり、債権者とし

て金融機関の自治体に対する発言権が格段に銀

行の声が高まることになります。例えば「リス

トラを進め人件費を減らさなければこれ以上の

貸し出しには応じられない」などのおどしが金

融機関から債権者として自治体に言われるよう

なことになってしまいます。これでは住民の福

祉の向上という自治体の責任が果たせなくなる

のではないかと思います。そういう意味で、自

治体の財源確保に対する国の補償制度を守って

いただきたい、こういうふうに今後歳入を確保

する意味でも、住民の暮らしを守る、住民が住

み続けられる自治体を守る立場をつくっていく

ためにも市長として国に言っていく必要がある

のではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

小野周一委員長 佐藤委員、今回、平成20年度の

歳入についての質疑でありますので、質問の趣

旨を明確にお願いしたいと思います。また、質

問に当たっては、先ほども言いましたけれども、

ページ数と款項目、事業名などを具体的に示し

て質問をお願いしたいと思います。簡単明瞭に

お願いします。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 財政の運営につきまし

て、国にいろいろ物を申してくださいというこ

とでありますが、市長も地方６団体あるいはそ

の下にあります山形県の市長会などでいろいろ

協議されていますし、いろいろ国にそういった

機関を通じて申されています。そういったこと

で、今四つほど御指摘あった点、地方交付税と

か健全化法、地方債等々について、大きな仕組

みについては市長の方から国に物を申すという

こと、それからいろんな指標とか比率とか、そ

ういった財政的な作業というか、いろんな比率、

基準については作業を行う担当課の方から県あ

るいは国の方に物を申していますし、今後とも

そういったきちっとした数字のとり方をしてく

ださいということでは伝えていきたいというふ

うに考えてございます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） よろしくお願いしたい

と思います。 

  新庄市の財政危機の主な原因は、身の丈を超

えた公共事業ということと、それから三位一体

改革による国からの財政が抑えられてきたとい

う、この二つですが、両方ともやはり国の経済

政策に沿ってやってきた結果なんです、新庄市

は。そういう意味ではそれを認めてきた国の責

任というのは非常に大きいと思いますし、それ

を今さらはしごを取っ払って、指標はこうだな

んて厳しくやられた日には、地方自治は壊され

ていくと思うんです。地方切り捨てをやっては

ならないと思うんです。そういう意味で、ぜひ

新庄市の財政難に対する国の責任もあるという

立場で国にはっきり言うものを言っていただき

たいと思います。 
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  歳入全体をふやすために、やはり地方交付税

確保、その財源をどうするかということでいつ

も問われるわけです。それをどういうふうに考

えるかという点では、私は、この前議会で決議

を上げたりしましたが、10年間で59兆円の道路

をつくるという総額先にありきの道路計画は中

止すべきだと、こういうふうに言っていただき

たいし、また大企業優遇税制があるわけですが、

これをやめて、法人税率を97年度の水準に戻す

だけでも４兆円もの財源が生まれるとか、軍事

費の削減もやはり考えるべきだということも含

めて、国に対して地方に回す金はあるじゃない

かということを市長としても言っていく必要が

あると思うんですが、市長のお考えはいかがで

しょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 後段の御意見は御意見

としてお伺いさせていただきます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 変わりまして、21ペー

ジの14の１に生活保護費等補助金というのがあ

りまして、19年度に行われた老齢加算の廃止、

母子加算の削減などで保護世帯は深刻な打撃を

受けていると思います。平成20年度は生活保護

の母子加算の減額が行われる、20年度も行われ

ると聞いているんですが、どのような内容か把

握しておられたらお願いします。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 生活保護状況につきまし

ては、前にちょっと状況をお話し申し上げまし

たが、全国的にはかなりふえているということ

でございますが、本市につきましては横ばいよ

り若干の増ということであります。16年度は

118世帯、17年度119世帯、18年度126世帯、19

年９月で128世帯と、そのような経緯でござい

ますが、母子加算については段階的になくなる

というようなことでございますが、詳細につい

ては後ほどお知らせしたいと思います。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 実はこの生活保護費の

老齢加算廃止、母子加算の削減ということとあ

わせて、政府は日常生活費の支給基準の引き下

げも検討していたということが聞かれました。

これは20年度は見送ったようですが、しかし21

年度にはその日常生活費の支給基準の引き下げ

の方針が行われるとのことです。そういったこ

とについて、国民全体にこれでは悪影響を与え

るだろうと思うんですが、そのことについて御

見解があればお願いします。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 基準額のもし引き下げと

いうことになれば、生活保護を受給している方

には大きな影響があるだろうと考えます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 実はこの保護基準とい

うのは、生活保護世帯だけではなくて、最低賃

金や住民税の非課税限度額の算定基準、国保税

の減免や公営住宅家賃の減免基準、就学援助の

適用基準、公立高校の授業料免除などの指標に

なっていると聞いています。そういう意味では、

この生活保護の引き下げというのは国民生活全

体にさらに悪影響を与えると思いますが、これ

について御意見はどうでしょうか。これはその

ように考えるでしょうか。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 今、委員のお話にあった

ように、いろんな指標を勘案して生活保護基準

が決まるということでございます。したがいま

して、そういう指標を上げるために国あるいは
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地方自治体も努力する必要があるのではないか

というふうに考えます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 生活保護基準の削減路

線というのが何から来ているかといいますと、

小泉内閣の基本方針2006にあると聞いておりま

す。そういう意味では、この転換というか、こ

れはまずいと、直すべきだと言っていく必要が

あるような気がするんですが、いかがでしょう

か。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 同感であります。 

２ 番（佐藤悦子委員） 終わります。 

小野周一委員長 それでは、ただいまから１時ま

で休憩いたします。 

 

     午前１１時５３分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

小野周一委員長 再開の前に、午後より斎藤義昭

委員が欠席となります。 

  それでは休憩を解いて再開します。 

  ほかに歳入についての質疑ありませんか。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

小野周一委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 11ページで、先ほどか

らいろいろな方から御質問あったんですが、個

人所得の欄で給与所得とか営業所得とか農業所

得それぞれ載っているんですが、以前にも私は

申しましたが、農業所得というのは極端に少な

いと。その理由としてはさっき課長が説明した

とおり、そのとおりわかります。ただ、これだ

け見るとすごく農業所得がないんだなと、そう

いう感じを受けることも考えられますので、参

考的に、新庄の農家が1,615あるそうです。そ

のうちの第一種が559で、農業よりほかの部門

の収入が多いのが第二種ということで559、こ

こからずっと見ますと、ほとんどの農家が農業

所得より給与面の所得が多くなっておりますの

で、給与所得の欄に所得とか課税額とか出てく

るんですが、その辺もうちょっと詳しく、実際

は農業所得というものはこのぐらいになってい

るんですよと、何か以前に農林課長が農業セン

サスですか、そういうことから把握するととい

うようなこともあったんですが、その辺どうな

っているのか。 

  次に、これは全般の収入の３点か４点にずっ

とわたるんですが、11ページから始まって滞納

繰越金が法人市民税とか市民税、固定資産税、

軽自動車税とか何点かあるんですが、この金額

がおよそ3,086万4,000円ほどございます、四つ

か五つで。この滞納繰越分というものは19年度

の滞納繰越分であるか、それとも、もっと２年

なり３年なりまとまった分の繰越金であるのか、

そしてさらにまたこの繰越分に対する収納対策

ですか、収納の対応をどういうふうにして取り

組んでいくのか、今までも苦い何か思い出いっ

ぱいあったわけです、不納欠損とか、かつてそ

ういう取り扱いしたこともございますので。ま

た、昨年いろいろな面からお話が出ました大口

の固定資産税の滞納とか、こういうものが出て

おりますので、それぞれの繰越金に対する収納

対応をどう図るか。行財政改革大綱の中でも収

納率の向上を目指すと出ておりましたので、今

までと違った、今までと同じだと同じ結果にな

ると思うんです。今までと違った対応をどうい

うふうになされるのか。 

  それから、これは毎年そうなんですが、予算

は市長の施政方針に沿って編成されるものと思

っております、歳入も歳出も。特に市長の施政

方針の中で市民所得の向上が基本でございます

とうたっております。市民の所得が向上すれば

即収入とも結びついてくるわけでございますの

で、そのために市長は企業へのトップセールス
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を推進していくとうたっておりますが、市長と

してこれからトップセールスを具体的にどうい

うふうに進めていくのか。それから、その一環

として、企業誘致のあれとして、かつて新庄市

では一つの課として企業誘致課というものを設

けて取り組んでまいりました。そして、東京事

務所に課長クラスの職員を派遣して一生懸命や

ってきたわけなんですが、今回新たに施政方針

の中で東京事務所へ職員を派遣するとなってい

るんですが、これも職員にどういうことを求め

るのか。そして、その結果が出なくては困るん

です。恐らく1,200万円か1,500万円かかるわけ

です、人１人派遣すると。そうした意味で、市

長はどういうふうにこれから具体的に取り組ん

で、結果が出ないとただ金突っ込んだだけにな

っては困りますので、その辺３点ほど質問させ

てもらいましたが、まずひとつお願いします。 

田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 

小野周一委員長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 予算の説明欄に課税標準額と

見込税額と記載させていただいておりますけれ

ども、先ほど御説明しましたとおり、課税標準

額あるいは見込税額を算出するためには、どう

しても個人ごとに所得を一本化する必要がござ

います。そういった関係で給与・営業・農業・

その他と分類させていただきましたが、一番所

得の多いところに分類させていただいたと。複

数の所得がある場合には一番多いところに分類

させていただいたのがこの説明欄の記載でござ

います。 

  ちなみに、農業所得で申し上げますと、先ほ

ど委員の方から1,615世帯という数字がござい

ましたが、20年度の課税資料のもとになってい

る納税義務者数は123名でございます。やはり

第二種の農家が非常に多くなっている結果では

ないかと思います。ちなみに19年度は納税義務

者が140名だったんですが、20年度は若干人数

的に17名ほど落ちてございます。 

  次に、滞納繰越分の金額でございますけれど

も、これは18年度以前から19年度に滞納繰り越

しされた分で、なお滞納となっている分に19年

度分で新たに滞納繰り越しとなるもの、この二

つを合算いたしまして、その額から今月末で不

納欠損の見込額を差し引きまして20年度への繰

越額を算出いたします。その額に予定収納率を

掛けまして出てまいりましたのがこの予算書に

記載されております。例えば個人市民税であれ

ば939万6,000円という金額はそのような計算に

よって出されたものでございます。 

  この収納対策でございますけれども、やはり

税の滞納額に見合う差し押さえ物件というのが

なかなか見当たらなかったんですが、前ですと

非常に手っ取り早く換価できたものに電話の加

入権がございます。昔ですと電話の加入権を差

し押さえして公売まで持っていって税に充てる

というケースが多かったんですが、近年、電話

の加入権自体がほとんど価値がなくなってござ

います。しかし、住宅の土地とか家屋を押さえ

るには非常に滞納額に対して財産の物件が大き

過ぎるということで、なかなか不動産の差し押

さえも制度上ままならないということがござい

ましたが、昨年度より動産を差し押さえまして

インターネットで公売するということをやり始

めました。とりあえず今回１件インターネット

公売にかけてみたんですが、残念ながら落札者

が出ませんでした。多分考えられる理由なんで

すが、物件としては薬師寺の五重の塔、非常に

精巧にできたミニチュアの五重の塔をインター

ネット公売にかけたんですが、落札最低予定価

格、滞納者の希望等もございまして50万円とい

う最低落札価格で出したんですが、結果的にそ

の金額が高過ぎたせいか、入札参加資格２名の

登録あったんですが、その２名が入札に参加し

なかったという状況にございます。その物件に

つきましては再度滞納者と相談の上、最低落札

価格を下げるような格好でやりたいと思ってい
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るんですが、そのほかにもいろんなマニアもの

等、もしそういった滞納者がお持ちであれば、

そういったものをできるだけ差し押さえしまし

てインターネット公売でもって売却すると、そ

ういった方法でひとつは今後の収納対策を図っ

ていきたいということを考えてございます。 

  以上です。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

小野周一委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 ただいまの農業所得につき

まして、前に私が農業用センサスということで

申し上げましたけれども、農林水産統計年報18

年度の数値で申し上げますと、新庄市の１戸当

たりの農業生産所得が136万9,000円という数字

になっております。１反歩当たりの生産農業所

得が４万7,000円ということで、この統計の数

値については農政事務所の方で営農累計の統計

調査とか経営調査、それから算出した所得率を

乗じて、今、生産調整の産地づくり交付金とか

中山間の直接支払い制度の交付金とかを加えて

加算した数値が今申し上げました136万9,000円

という農業所得になっております。この数値に

つきまして、いろいろ国とか県の補助事業を受

ける際にこの数値をもとにいろいろ申請等図っ

ていきたいと思います。以上です。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

小野周一委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 市民の所得向上には企業誘致とい

うことで、働く場の確保を図らなければならな

いということ、そうした意味で私自身がトップ

セールスをしなければならないという使命感に

燃えているわけですけれども、どんな形で具体

的にするのかと。トップセールスの意味合いも

さまざまあるかなと思います。企業誘致を図る

ということ、そのためにはやはりこちらの情報

をきちっと整理し、相手側に提示しなければな

らないと。例えば冬の問題であるとか、生活環

境であるとか、あるいは公共施設であるとか、

そうしたことを今整理しつつあります。それを

整理して持っていかないと企業誘致にはつなが

らないと思っていますので、こちらのよさも含

めて整理しながら企業訪問を行いたいと。 

  それからもう１点は、やはり地場産業、農業

関係の生産物を売るということもトップセール

スになるわけで、来ていただく、こちらから逆

にまたこれをお願いするという場面があるかと

思います。一つには、企業訪問の中でヒントを

得たことがあります。そうしたことを会社との

おつき合いをさせてもらえないかなというよう

な方法で、地場産業、農業の作物といいますか、

そのものを売っていきたいというようなことを

考えております。 

  それから、企業誘致課、職員の派遣について

ですが、先日ありました山形県の東京事務所に

お願いするということで、地域給与として67万

円ほど給与が上積みなると。そういうことで、

東京事務所の中ですので、宿泊も簡易な、向こ

うで用意したものというようなことで、お金が

さほど新庄市の持ち出しがないということで、

こちらにいて活躍してもらうか、東京事務所で

活躍してもらうかということで、東京事務所を

選択したわけであります。それはやはり県の指

導のもとに入りますので、当初聞いている範囲

では、当初は農産物関係、観光、商品、そうし

たものの流通系統について携わっていただきた

いと。２年目には向こうが東京になれてきたら

企業誘致の方向での訪問等について尽力を図っ

てもらいたいと。職員は今後、私が商工観光課

と一緒になりながら訪問した企業などにフォロ

ーアップの形でその職員が随時会社の方に情報

提供あるいは情報をいただくというような関係

で具体的に進めていきたいと考えております。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

小野周一委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 滞納繰越金ですか、こ

れは不納欠損を除いた額だという御説明あった
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んですが、不納欠損というのはちなみにどのぐ

らいになっておられるのか。何か５年ぐらいで

なるようなお話ですが、催促しないで黙ってお

ったときは。その辺不納欠損がどのぐらいにな

っておるものか。 

  それから、農林課長から御答弁いただいたん

ですが、18年度の農家の所得が136万何がしと

出ておるんですが、これを1,900何戸の農家合

計したときに、これはそろばんはじけば出てく

るんですが、どのぐらいになっておるのか。と

申しますのは、この11ページには農業所得とい

うのは１億3,529万1,000円と出ているわけです、

農業所得が。実際はこの何倍かあると思うんで

す。だから、本当の農業だけの完全な所得とい

うものはどのぐらいになっているのかというこ

とをもしわかればお願いしたいと思います。 

  それから、今、市長から御答弁いただいたん

ですが、山尾市長、市長の交際費として歳出に

100万円なんてのっているんですが、私の考え

だったら交際費なんかもっとふやしてもいいい

んでないかなと思うんです。ということは、一

生懸命交際をしていただいて、100万かけて150

万返ってくればみんなのためになるわけですか

ら、余りそこにこだわらないで、逆に給料なん

か一回50％カットしたけれども、もとさ返して、

そして頑張ってもらいたいと。そして、余り細

こいところさ市長は采配を振らないで、副市長

をフルに活用して、市長は大きなもとさ向かっ

て邁進して、そして結果を出してもらいたいと。

私は交際費なんかもっと上げたっていいと思う

んですよ。給料ももっと上げて結構だと思いま

す。ただし、仕事しねば別だぞ、それに見合っ

た仕事。報酬というものは、我々議員は報酬な

んですが、市長の場合は給与ですか、仕事に見

合うために金を払うというのが報酬、金に見合

った仕事をしてもらいたい。給料も上げて結構

ですよ、私の考えですよ。交際費も上げて結構

です。それだけ仕事やってください。これの答

弁を求めてもいかがかなと思いますが、もし市

長が何かあればちょっとお聞きしたい、質問し

なければいいと怒られるかもしれないけど、何

かあればちょこっとで結構ですので、歳出もや

ったんですが、その辺ちょっとお願いします。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

小野周一委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 18年度分の農業所得の申告

された資料を見ますと1,272名のうち７億7,700

万円ということで、それを割り返しますと１戸

当たり61万円という申告の数字が上がっていま

す。先ほど申し上げました農業所得の農林水産

統計年報で130万円ですので、約2.5倍の数値に

なろうかなと思っております。以上です。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

小野周一委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 ありがたい応援の言葉、肝に銘じ

ておきます。ありがとうございました。 

田口五郎税務課長 委員長、田口五郎。 

小野周一委員長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 不納欠損の額の御質問でござ

いましたが、３種類ございます。地方税法第18

条第１項によるもの、これは課税から５年経過、

ただし滞納処分、いわゆる差し押さえ等やって

おれば５年で時効は成立いたしません。同じく

地方税法第15条の７第４項によるもの、これは

執行停止をかけてから３年経過したもの、３番

目が地方税法第15条の７第５項、これは即時欠

損ということで、例えば差し押さえ等やってな

くて破産等なった場合にはこの即時欠損に該当

いたします。この三つの不納欠損を合計いたし

まして、市民税の個人所得分におきましては見

込みで352万3,000円、法人市民税では83万

4,000円、固定資産税におきましては1,034万

2,000円、都市計画税におきましては109万

3,000円、これが今月末に不納欠損になるであ

ろう予測の金額でございます。以上です。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 
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小野周一委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 今、市長から答弁あっ

たんですが、まず市長、頑張ってけろ。 

  そのとき、今ちょっと思い出しますと、進出

なされている企業のトップたちと議会の私たち

の経済委員会でちょっとお話会を持った経過が

あるんですが、そのときに雪はどうですかとお

聞きしたとき、雪は余り気にしていませんと、

道路だってずっときれいにされておりますので

と。そのとき、進出、一番ちょっとあれだとい

うことはどういうことですかと聞いたときに、

一つは自分たちが泊まる、いわゆるマンション

的なものがないんだと。それから買物、買物す

るとき、自分が求めようとする、その人たちは

トップですから所得もかなりあるので、そうい

う場所がないと、品ぞろえがないと、いい品物

がないと。それから子供の教育ですか、そうい

う話で、これが大きいハンデなんだと、こうお

聞きしました。それならなぜ来たんですかと改

めてお聞きしたら、私どもは企業誘致課長の、

そのときは佐藤正一さんですか、その人の熱意

と真心を受けて私は来ましたと、そうですねと

わきの人に相づちを求めておった社長さんがあ

りました。それですごくそこに派遣される職員

の心構えというか、気持ちというか、取り組み

が大事だなとつくづくそのとき感じました。熱

意と真心に打たれて私どもは来ましたと、すご

くいい言葉だなと思って。これからどの人が派

遣されるかわかりませんが、市長、ぜひ今私が

言ったようなこともその職員に含めて、あんた

頑張ってくださいよということを言ってくださ

い。言うか言わないか、一つ。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

小野周一委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 ただいまの言葉、ぜひ職員にはそ

ういうふうに伝えたいと思います。 

１１番（渡部平八委員） 終わります。 

小野周一委員長 それでは、歳入について。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

小野周一委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） 19ページ、使用料のと

ころですが、ちょっと確認したいことがありま

して、市民スキー場使用料の収入というか、歳

入が550万円になっていますが、この根拠をお

示しください。 

清水幹也生涯スポーツ課長 委員長、清水幹也。 

小野周一委員長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 市民スキー場につき

ましては、平成19年度に650万円という歳入の

予算を措置しておりましたけれども、今年度ス

キー場が終了いたしました。それで、実績がこ

のたび500万円弱というふうな結果になってご

ざいますけれども、昨今のスキー人口の減少と

申しますか、人口減少あるいは少子高齢化、子

供たちのスポーツ離れと申しますか、そういう

ふうな影響を受けまして年々減少傾向にござい

ます。そういったことを踏まえまして、スキー

場については550万円というふうなことで今年

度の実績よりも若干増加してございますけれど

も、さらに市民サービスの向上を目指しまして、

このたび議会の方にも上程させていただいてお

りますけれども、新たに４時間券の発券とか、

そういった利便性の向上を図りながら何とか利

用者増を目指して頑張っていきたいと考えてお

ります。以上でございます。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

小野周一委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） 具体的にスキー場が開

設されてからの利用者数の現在までの推移なん

かはどのようになっているんでしょうか。 

清水幹也生涯スポーツ課長 委員長、清水幹也。 

小野周一委員長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 最近の数字でござい

ますけれども、平成16年には１万1,600人、平

成17年度が１万3,900人、平成18年度が8,700人

ほどとなってございます。ちなみに、今年度に
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つきましては１万2,400人ほどとなってござい

ます。なお、平成18年度につきましては暖冬に

よりまして営業日数が通常よりも12日ほど休場

しておりますので、その影響で減少というふう

な結果になってございます。 

  以上でございます。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

小野周一委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） 会社ですと損益分岐点

というか、そういうものを設定して、どれぐら

いの利用者数、どれぐらいの売り上げというか、

使用料で採算が合うだろうということを会社だ

と設定しているわけですけれども、新庄市のこ

のスキー場の運営の場合どれぐらいを設定して

おりますか。 

清水幹也生涯スポーツ課長 委員長、清水幹也。 

小野周一委員長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 スキー場につきまし

ては、管理費に対しまして大体スキー場の使用

料収入が20％ほどしかなってございませんので、

とても通常の営業でもペイできるという状況に

ないことを御理解いただきたいと思います。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

小野周一委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） やはりスキー場の市民

にとっての重要性というか、そういうものはあ

ると思います。しかし、周辺自治体にスキー場

が、最上町には赤倉があり、金山には神室スキ

ー場があると、そういう状態でありながら、本

当にいっぱいの予算をつけてまで頑張る必要も

ないのかなと思うんですが、その辺はどういう

ふうにお考えでしょうか。 

清水幹也生涯スポーツ課長 委員長、清水幹也。 

小野周一委員長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 周辺にもスキー場２

カ所ほどございますけれども、やはり冬期間の

市民のスポーツの場というものが屋外スポーツ

の場合ですとございませんので、ぜひ市民ある

いはスキー愛好者の方々からもかなり強い要望

がございまして実現に至ったという経過をお聞

きしておりますけれども、冬期間につきまして

は特に子供たちがスキーに親しむ場というのは

やはり間近なところにないとなかなか利用でき

ないということもございますので、スキー場に

つきましてはなかなかペイできるという状況で

はございませんけれども、限られた予算の範囲

内で、できるだけ効率的に運営をしてまいりた

いと考えております。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

小野周一委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） お話を伺いまして、具

体的な今後の改善というか、こういうふうにし

ていけば利用者がふえるだろうとか、そういう

具体的なイメージはございますか。 

清水幹也生涯スポーツ課長 委員長、清水幹也。 

小野周一委員長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 まずはこれから団塊

の世代の大量退職というふうなことで始まって

おりますので、そういったシニアの方々からも

できるだけ多く利用していただくということと

か、あるいは小学生、子供たちにいかに活用し

ていただくかということを考えておりますけれ

ども、今現在は市民サービスデーと申しますか、

オープンあるいは最終日、スキーの日とか市総

体の日については無料で開放して多くの方に御

活用いただいております。隣の金山の神室スキ

ー場の場合ですと小学生は無料というふうなと

ころまでサービスを行っておるようでございま

すけれども、今後はそういったサービスデーを

もう少し拡充していくとか、あるいは女性の愛

好者にいかに活用していただくかというような

ことを含めまして、そういったサービスの拡充

ということにまず力を注いでいきたいと考えて

おります。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

小野周一委員長 小関 淳委員。 
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５ 番（小関 淳委員） 頑張っていただきたい

と思います。なぜこういう質問をしたかといい

ますと、指定管理者制度というところがどんど

ん行政内で進んでいくわけですけれども、やは

り市民へどれだけサービスをして、どれだけ市

民からいい評価を得るか、やはり費用対効果と

か、そういうものを考えながら市民が納得いく

ようなサービスを提供しなくてはいけないので

はないかと思ったときに、やはり市民スキー場

の利用度はどうなのかな、非常に支持されてい

る方もいっぱいいらっしゃると思いますが、な

かなか利用者数がふえていないような感じもし

ます。ほかの武道館とか野球場の平成13年度か

ら18年度までのリストがここにあるんですけれ

ども、ほかの施設なんかと比べると非常に利用

者数が減っているような感じもするので、ぜひ

いい対策というか、改善策を据えて思い切り市

民のためにいろいろ修正しながらやっていただ

きたいと思います。どうでしょうか。 

清水幹也生涯スポーツ課長 委員長、清水幹也。 

小野周一委員長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 委員御指摘のとおり、

できるだけ改善して、できるだけ多くの市民の

方々に活用していただけるように努力してまい

りたいと思います。以上でございます。 

５ 番（小関 淳委員） 終わります。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

小野周一委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 私からは道路特定財源

の暫定税率に関して、来年度、20年度の予算と

の関連についてお伺いしたいと思います。 

  御承知でしょうけれども、今国会において、

けさのテレビなんかでも……。 

小野周一委員長 ページ数を。 

１４番（新田道尋委員） ページ数、全体的にか

かってくるので特にここということは。強いて

申し上げれば、ここだけじゃないので、21ペー

ジの国庫支出金、国庫補助金、ここには完全に

かかってくる、土木費国庫補助金ですね、14の

２の１に関係してきます。ほかにも関係あるの

で特に申し上げませんが、お伺いをいたします。 

  今盛んに国会審議中ですけれども、日銀総裁

の人事案件、総裁、副総裁の件は参議院におい

て不同意ということで白紙に戻されました。今

後どういうふうに展開するかわからないんです

が、これと並行して特定財源問題、暫定税率の

延長なるかどうか、今年度でこの法律が切れま

す。どう転ぶかこの先が非常に不安定な要素を

持っているわけですが、これは当然来年度予算

を編成するに当たって、これが生きてくるとい

うふうな考えのもとに編成をなされているはず

でございます。もし仮にこれが通らなかったと

いうことになりますと大変大きな影響をこうむ

るわけでありまして、当新庄市ではどういうふ

うな数字がはじき出されているか、また代案と

いうのはないとは思うんです、考えてはいない

と思うんですけれども、もしなくなったらばど

うするかということを一応頭に入れておかなけ

ればならないんじゃないかと、必ず通るという

確定的なものはない、大変雲行きが怪しいと、

何回も申しますが、危なくなってきている様子

が見えるわけで、ここをどういうふうに当局と

して考えておられるかお答えいただきたいと思

います。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 直接影響を受ける項目

は歳入の交付税のところの自動車重量譲与税、

14ページ、これが１億2,100万円ありますが、

暫定税率が廃止されますと、0.5トン当たり、

本則と暫定的に後で追加された税法ということ

で、本則にのっとった場合は4,800万円ほどで

す。したがって、これが廃止されると7,300万

円ほど単純に言えば来なくなります。その下の

地方道路譲与税4,200万円ほどありますけれど

も、本則にのっとってやられますと3,550万円
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ほどで、これもまた650万円ほど影響を受ける

と。それから自動車取得税交付金がございます

が、これは次の16ページ、6,700万円ほどあり

ます。これが本税だけですと4,000万円ほどで

2,700万円ほど影響を受けるということで、こ

れだけで１億600万円ほど影響を受けます。そ

れから、もう一つ影響を受けるのが道路をつく

った場合に国から整備の臨時交付金という、い

わゆる補助金に該当しますけれども、これが道

路をつくった場合に来ます、それが8,100万円

ほど。特定財源は特別会計に全部プールされま

す。その中から15％ほどが臨時交付金として地

方に道路をつくった場合に交付されると。その

影響額が8,100万円ほどで、合わせると新庄の

場合、20年度当初予算で考えますと１億8,700

万円ほどの影響があるということが試算されて

います。これは当然入ってくるものだと思って

計算されています。もし入ってこなくなったら

この事業遂行に、予算執行に非常に大きな影響

が出るということで、そこまでの対応対策とい

うのは今のところ考えていません。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

小野周一委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 今、課長が申されまし

たように、私どもはそう考えたくないんですけ

れども、これから民主党の対応でこれが確実に

延長されるという保証はどこにもないわけで、

これは大変困った問題だなと。かわりに何かの

形で同じような金額が入るとすれば、これはい

いんですけれども、苦しむのは地方だというふ

うに確実に見えるわけで、何とか今回だけでも

祈るような気持ちで通していただきたいと思っ

ている一人でもあります。これはならなかった

ということを考えないで、私ども進めていかな

きゃならないんじゃないかと思っています。 

  それで、別件ですが、手数料についてお尋ね

をいたします。19ページの２項手数料、この手

数料ですけれども、臨時議会においてわらすこ

の手数料を新たにいただくというふうになりま

した。それで、お伺いしたいのは、新庄市の施

設、この中の予算にも出てない施設があるわけ

です。手数料をちょうだいしていないところが

あるわけです。公平な使用の負担、受益者負担

というところからいけば無料のところは芳しく

ないんじゃないかと私は思います。一つの施設

の中でも、ここは有料、ここは無料というのも

あります。現在、その無料の施設はどこにある

かちょっと教えていただきたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 無料で使用いただいて

いる施設としては、図書館につきましては法律

で無料の使用ということで位置づけられていま

すので、これは無料として使っていただいてお

ります。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

小野周一委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） まだあるんじゃないん

ですか、全く無料で使ってもらっているという

のは、あるんじゃないですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 減免申請とか、いろい

ろ出していただいて無料にしているところが、

例えばポリテクセンター……、行政財産として

でしょうか、一般普通財産としての位置づけか、

それによって違ってまいりますので、例えば行

政財産であれば各関係課から述べていただくと

いうのがあれだと思います。 

小野周一委員長 暫時休憩します。 

 

     午後１時４６分 休憩 

     午後１時４７分 開議 

 

小野周一委員長 休憩を解いて再開します。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 
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小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 行政財産として使用し

ていただいているものについては、関係課から

聞いたところ、ほかにはないという集約であり

ます。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

小野周一委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 行政財産であろうと、

普通の財産であろうと財産にはかわりないので、

別に色分けすることはないと思うんですよ。な

いと言うけれども、あるんですね。あるので、

よく精査していただきたい。 

  ここまで来ると、わらすこが無料だったやつ

を有料にしたということで不公平が生じると言

う人もいるわけです。「じゃあそこはどうだ」

と必ず来るんです。ですから、完全に無料とい

う形にしないで、ある一定の使用料を全施設か

らいただくというふうにしていかないと公平な

取り扱いとはならないはずで、今回のわらすこ

も反響が多くて、「何であそこにだけああいう

ふうな大金を突っ込まなきゃならないんだか」

というふうな声がやはりいっぱいあるわけです

から、その辺を十分にこれから考えていただき

たいと思います。 

  いつも何回も私は申し上げているんですが、

市長がかわったので市長にこれをお伺いしたい

んですが、ゆめりあです。新庄市の財政上の一

番大きい足かせになっている、償還金も金額が

多いし、また年々の維持管理費も１億円を超え

る経費がかかっているわけです。あそこは全く

公益の一つの物件に形上はなっているんですけ

れども、８割が全部両方、償還から使用料も含

めて８割というふうなことで新庄がほとんど大

部分を持っているわけで、これをいつまでも無

料にして、あそこを使えば使うほど、何回も同

じことを言いますが、利用度が高まれば高まる

ほど管理費がかかっていくんですよ。いつまで

も私は無料ということにしていっていただきた

くない、いろんな国の補助金、わずかな補助金

をいただいて縛りがあるとかという話ですけれ

ども、やはり現状を見てこれが不合理だとすれ

ば、国にちゃんと申し入れて改革してもらう。

規制緩和、国そのものはいろいろ長年にわたっ

てそんなことを、行政改革、規制緩和と言って

いるけれども、さっぱり緩和の措置が末端まで

おりてきていない。ですから、実際と整合性が

ない不合理な点はやはり地方から声を出してい

かないとならないんじゃないかと。もし規制が

あるとすれば解くべきだと私は思います。新庄

市からそういうものを直していくというふうな

考えを持って対応していかねばならない。うす

半端な金額でないでしょう、毎年１億二、三千

万円出さなきゃならないんですよ。それで何で

新庄だけそれだけ苦労してあそこを駐車場も含

めて毎年出していかなきゃならないのか、私、

わからないんですね、ああいうことをやったの

は、そもそも。今こういうふうに大きく影響し

ていると。そこからいろんな知恵を絞って脱出

しなければ、なかなか財政改革は進まないでし

ょう。計画どおり行っていますと言ったって相

当年数かかるわけです。夕張は18年、新庄は何

年でもとに戻るか、その辺は年数は出てないん

ですけれども。やはり市長の施政方針演説にあ

ったように、一日も早い財政の健全化を目指す

と言っているんだから、私もそう目指さなけれ

ばならないと思っているし、そのためにはこう

いうものを一つ一つ、小さい大きいにかかわら

ず問題を解決していくというふうな努力を重ね

なければならないんじゃないかと思います。こ

のゆめりあの交流広場の無料の件は、市長はど

う考えておられますか。 

小野周一委員長 暫時休憩します。 

 

     午後１時５２分 休憩 

     午後１時５３分 開議 
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小野周一委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  新田委員にお伺いしますけれども、ゆめりあ

の使用料としてとらえるのか、それとも公益負

担のことを言うとすればこれは歳出に入るわけ

ですので、その辺……。予算書何ページ。 

  先ほど申し上げましたけれども、質問は款項

目なり事業名などを簡潔にお願いしたい次第で

あります。制度的に説明するそうですので。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

小野周一委員長  商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 広域交流拠点施設ゆめり

あにつきましては、山形新幹線新庄延伸の際に

地域の人たちが無目的でも来てあそこで１日過

ごされるようにということで、ああいうふうな

ホールを建設したという経過がございます。そ

の有料化ということになりますと、これまでい

ろんな団体さんが使ってきて、市民の皆さんも

楽しんでまいったというふうなこともございま

す。ただ、あそこのテナントございますが、あ

そこはもちろん有料ということで、委員おっし

ゃるのはホールの使用料ということでございま

すか。そういったことにつきましても、こうい

う意見があるということで今後勉強してまいり

たいと思います。ただし、あそこの目的として

は、無目的な人が来ても１日いて楽しんでいけ

る場所という位置づけで建設されたということ

でございます。以上です。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

小野周一委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） ゆめりあだけでなくて、

市が所有しているいろんな施設は、市民の憩い

の場または楽しんでもらう、いろんな面でその

施設というのはこちらで維持管理しながら開放

しているのは間違いない、ゆめりあも同じ目的

なんですよ。本来ならば施設なんていうのは全

く市民から使用料をいただかないで、何回も言

いますが、無料であるべきなんです。ただし、

財政上の問題で全く無料にはできないから応分

の受益者負担という観点からその施設に応じた

使用料をちょうだいしているというのが現実だ

と思うんです。ですからそれと同じように、ゆ

めりあも便利でいいんだけれども、わかるんで

すけれども、応分の使用料というのはあるべき

だと私は思うんですよ。ほかの施設とまた格段

と維持管理費も違うし、建設費、スタートから

いっても莫大な金を突っ込んでいるわけだ。そ

れが全くどんな理由であってもあそこを全部無

料にする、みんなが使う、それはいいんですけ

れども、建前はいいですよ、考えも言うことも

いいんですが、こういうふうな苦しい財政状況

の中で果たしてあそこだけが無料でいいかどう

かというのを私は問題にしているわけなんで、

できれば今課長が言ったとおりいろんな方法を

講じてみるということで、何とかいい方向に、

もう少しの辛抱ですので、みんなで知恵を出し

合いながらこの難関を突破していかなきゃなら

ないんだから、ああいうところも大事にして、

やはり検討していただきたいなと思います。そ

れには議会も、もしいい方向に行くんだったら

一緒になって研究、また陳情しなきゃならない

ときは陳情も行くというふうな方向で団結して

いくべきだというふうに私は思うわけでありま

す。以上です。終わります。 

小野周一委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後１時５８分 休憩 

     午後２時０７分 開議 

 

小野周一委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに歳入についての質疑ありませんか。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

小野周一委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） 私の方から、施政方針

の中で市長はそれなりに税収の増も踏まえなが

らの施政方針であるかと私は思います。そうし

た中で、８ページ、９ページ等を重点的にお聞
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きしたいと思います。 

  ８ページの中心商店街、特に活性化をしたい

という中で、先般、わらすこ広場再開に向けて

大変な議論をした中で、商工観光課長はあの中

心商店街からこの再開をやれば１億8,000万円

何がしの波及効果、経済効果と申しますか、そ

ういうのが生まれるんじゃないかという想定の

もとに我々に説明されたわけでありますが、そ

うしたことを考えますと、ここにある「特色あ

る方法を商店街の皆様と話し合いながら」とい

う文言は、今まで何回となく使われてきている

わけ、私の覚えている限りは。こういう手法、

方法をとりながら、話し合いも当然大事なわけ

ですが、こういう形だけで果たして中心商店街

の活性化が図られて、そしてまた、わらすこだ

けじゃないんですが、１億8,000万円もの波及

効果が生まれる状況が果たしてつくられるのか、

この辺本当に市長が考えておるとなれば、もっ

と手法、そういうものが新たな手法を展開され

てもいいんじゃないかと思いますが、商店街の

人たちと話し合いを進めていくというような形

だけなのか、その辺お聞かせいただきたい。 

  そしてまた、工業団地、中小企業、新庄中核

工業団地ですが、これらにまだかなりのあいて

いる企業用地があるわけでございます。特にこ

こには市長がトップセールス、この企業へのト

ップセールスというのは、企業のトップにセー

ルスするのか、市長がトップセールスをやるの

か、その辺。企業誘致を図ってそれなりの税収

の増につなげていくような形を考えているのか、

その辺もう少し詳しくお聞かせください。 

  ９ページの農業関係です。この文章の中にも

毎度同じような、今回はまた違うんですね、上

から３行目、稲作主体による園芸作物や畜産の

振興、前の施政方針は前市長だからこれはやむ

を得ないかもしれませんが、前の市長の場合の

施政方針は稲作にかわる園芸作物、畜産、そう

いうものを振興するという施政方針、確かに文

言あったと思います。この文言だけでは果たし

て農業振興が本当に図られて、先ほども渡部平

八委員からも農業の税収が少ないんじゃないか、

伸びない、そういう中での議論もありました。

こういう施策だけで果たして農業が本当に振興

して税収の増まで図られるものなのか、甚だ疑

問なわけであります。特にこの文言どうのこう

のじゃないけど、農林課長、良質作物の生産と

いうのはどういうものかちょっとお聞かせくだ

さい。 

  そういう中で、今申し上げました点について

市長にもう少しわかりやすく税収の増まで図れ

る方策、方針をもう少し聞かせていただきたい、

お願いします。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

小野周一委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 施政方針に出ております

特色ある方法というふうなことでございますけ

れども、その前段にございますように、例えば

手づくり通りやブティック通りというふうなこ

とで、これまでになかったような、いわゆる個

店の魅力を引き出した形の商店街を形成してい

こうということであります。こういったことに

つきましても行政だけでは当然できませんし、

商店街の皆様方との合意形成のもとにやってい

くということで、今回の北本町のショッピング

ビルの再開などもいい契機になるのではないか

なと思っております。 

  また、企業誘致のトップセールスでございま

すが、これは行政のトップが直接会社に出向い

て地元をＰＲするということだと理解してござ

います。以上です。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

小野周一委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 良質な作物という言葉でご

ざいますけれども、消費者に対する安心安全な

農産物というふうにとらえております。稲作を

基幹としてということで、今、畜産の振興、園
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芸の方も相当伸びておりまして、農業経営改善

の基本構想の中でも営農類型とか、いろんな指

標を目指しておりまして、その中で当然複合経

営を目指していくということで、それが農業経

営の向上につながっていくというふうなことで

とらえております。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

小野周一委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 トップセールスにつきま

しては、先ほど御答弁申し上げましたように、

自治体のトップが企業に直接出向きまして、地

元を紹介しながら誘致活動をするというふうに

理解してございます。以上でございます。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

小野周一委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） この中心商店街の活性

化、あれは会派の政務調査ですか、東松山に行

ってきました。そのとき、あそこの商工会議所

の会頭のやり方ですが、地元の商店街のみんな

と話ししても何ら新しいアイデアが出てこない、

だから、にぎわいの商店街づくりには地元商店

街の人は一切入れないというような協議会をつ

くって、東松山の商店街を相当なにぎわいの商

店街にしたというような話も聞いてまいりまし

た。こういう毎年同じような「商店街の皆様と

話し合い」を何回もやってきたと思いますよ。

もう少し、言わなくてもわかっていると思いま

すが、その辺を考えながら満遍なくの施政方針

じゃなくして、やはり実用、そして稼働するよ

うな施策を方針としてやってもらいたい。その

辺の考えがあるかないかをお聞かせいただきた

いと思います。 

  農林課長、言葉でどうのこうの言うわけじゃ

ないですが、やはり農業振興、私も園芸作物、

花なんか特にすばらしい、新庄の場合、担い手

の農業者が実績を上げて、今、新庄市の一つの

農業の道しるべの財産なんです、新庄市の財産。

ああいう形で行政があれだけバックアップして

やった成果がそういうふうにあるわけです。や

はり一つ一つの分野で、こんな満遍なくじゃな

くて、そこは少しめり張りつけてもらって、畜

産なら畜産、野菜なら野菜、そういうものを何

年計画でやりたいんだとか、そうして農業振興

を図っていくとか、もう少し満遍な施政方針だ

けじゃなくしてやっていただきたい。そういう

考えがあればお聞かせいただきたいと思います。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

小野周一委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 いつも同じというふうな

お言葉でございました。ただ、私どもも例年ど

おりということではなくて、今回、特にコンパ

クトなまちづくり推進連絡会議というものを立

ち上げまして、中心市街地、当然中心商店街も

包含されるわけなんですが、それがどうあるべ

きかということで今まで話し合いを続けてまい

りました。その中で、市民の皆さんの意見を賜

るべく３回ほど市民の皆さんに集まっていただ

きまして、どうあるべきかということで御意見

をちょうだいしてまいりました。現在それの取

りまとめの最中でございます。そのほかに、商

業者アンケート調査ということで駅前通りから

万場町通りまでの商店の皆様に直接アンケート

をやってございます。そのお店をどうしたいの

のか、今後続けられるのか等々そういった内容

でアンケート調査をしてございます。157店に

お願いしまして145店回収してございます。現

在その分析作業を進めておるということでござ

います。そのほかに市民アンケートということ

で、商工会議所やＴＣＭと一緒になりまして、

こういった形で市民の皆様に御意見を賜るべく

こういったものを出させていただきました。こ

れが今25通戻ってきております。そういった中

にも本当に心配して意見を述べていただいてい

る方もおります。ぜひ委員の皆様方におかれま

しても御意見をいただければと思います。 

  以上でございます。 
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五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

小野周一委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 今、委員がおっしゃいまし

た内容につきまして、具体的な数字目標でござ

いますけれども、今確かに畜産についても優良

子牛の保留事業も確保して、繁殖雌牛の増頭を

県の方でも1,000頭を目指すというふうなこと

で取り組んでおります。それを県と連携して畜

産振興については取り組んでまいりたいと思い

ます。また、園芸作物については、いろんな花

卉について、ニラ部会、ネギ部会とか、いろい

ろございますけれども、各農協でもそれぞれの

部会で園芸振興ということで図っておりまして、

特に花卉については、若者園芸塾と前にも申し

上げました。その担い手の方が、卒業された方

が今引っ張っているということで、それについ

てもこれから農業大学校、今、産地研究室とい

ろいろ連携をとって、いかに卒業生を後継者と

して確保していくかということも今進めており

ますので、そういうことである程度計画を持っ

て取り組んでまいりたいと思います。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

小野周一委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） そのようにしてひとつ

税収の増につながれば、商店街の皆さんも、ま

た農家、農業をやっている方々も活気がついて

くることは間違いないわけでありますので、ひ

とつよろしくお願いしたいと思います。 

  もう１点だけ、歳入の17ページの13款使用料

及び手数料の中で、これは新たに、福祉事務所

長からもちょっと聞いたような内容かと思いま

すが、13款２目民生使用料、児童館等の使用料、

これは今年度新たにこういう項目で上げられて

きている内容でありますが、この辺は指定管理

者制度になったという運営の組織と申しますか、

その辺の今までと違った事業のやり方でこうい

うふうな児童館の使用料、これはこのたび初め

て使用料が上がってきたわけじゃないと思いま

す。使用料というのは入館者が納めている使用

料かと思いますが、その辺もう少し詳しくお聞

かせいただければと思います。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 児童館、児童センターの

使用料ということでございます。今年度までは

指定管理者制度の管理委員会で使用料を徴収い

たしまして、あと市の方からの運営費を合算し

て運営をしておったわけでございますが、２年

間やってみまして、人数が多いとか、あるいは

減るとか、そういう変動がございますので、使

用料については市で徴収するということで、こ

こに新たに見込みとして月１万2,700円、３館

で65人の12カ月ということでここに990万6,000

円を盛り込んだものでございます。児童センタ

ーあるいは児童館にとってもこの方が運営しや

すいということで、来年度からこういうふうな

方式にしたということでございます。 

  以上です。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

小野周一委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） 内容についてはわかっ

たわけで、そのようなやり方でやった方がやり

やすいというようなこと。これが地域において

各児童館において運営協議会ですか、そういう

ふうな協議会等も設置してやっているわけで、

その辺のいろんな地域の声を聞きながらやって

いるわけなんですが、この辺の使用料に関して

は指定管理者制度になってからとその前の事業

のやり方では使用料に増減は生じてないか、そ

の辺ちょっとお聞かせください。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 直営でやっておったとき

には滞納が若干ございました。指定管理者制度

に移行してからは滞納はございません。また、

いろんな面についても、運営委員会を年に２回
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開いておりますので、いろんな方からの意見を

聞きながら運営していきたいと思います。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

小野周一委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） いろんな地域の方々の

声があるわけで、今までの延長をしたり、その

ような声を反映すればそれなりの使用料という

か、入館料と申しますか、そういうのも何らか

の影響が出てきているんじゃないかなと思った

ところでしたので、ひとつできるだけ地域の声

を反映していただいて、この使用料はなるべく

抑えていただいてこれから運営をやっていただ

きたいと思います。終わります。 

小野周一委員長 ほかに歳入について質疑ありま

せんでしょうか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 ほかに質疑ありませんので、歳

入についての質疑を終結いたします。 

  次に、一般会計の歳出についての質疑に入り

ます。歳出についての質疑ありませんか。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

小野周一委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） 先ほどちょっと歳入と

歳出を間違えまして、大変失礼いたしました。 

  54ページの３款民生費です。この中で、わら

すこ広場管理運営事業費とありますけれども、

中心商店街活性化推進事業補助金とか、そうい

うものを手続して受けることはできないのかな

ということで質問したいと思います。市長も財

政難で難儀されているわけですから、こういう

ので手続どんどんしてもらえればいいんじゃな

いかなと思って、もし手続してなければ、これ

からでも遅くはないから手続してみた方がいい

んではないかなと、２億とか３億もらえれば。

今度は副市長に財政のベテランの人が来るわけ

ですから、まだ遅くなければぜひやられたらど

うかなということなんです。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 商工サイドでなくて、わ

らすこ広場、中に子育て支援センターの機能が

ございますので、その関係の補助金ということ

でお話しいたしますが、子育て支援センターに

いろんな型がございますが、わらすこ広場が再

開されますと、あそこの中にまた保育士２人を

置いていろんな相談に当たる予定でございます。

その際、子育て支援センターのセンター型とい

うのがございまして、その要件は１週間に５日

以上あるいは１日５時間以上開設すること、子

育て事情に精通した専任の者を２名以上配置す

る等のいろんな要件がございますが、それで計

算いたしますと３分の２が補助でございます。

基本額785万3,000円の３分の２で523万5,000円

というふうな補助金がございますので、それを

活用していきたいということでございます。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

小野周一委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） わかりました。それか

ら、61ページの４款衛生費、この中で公衆便所

管理運営事業費とありますが、現在何カ所あっ

て、これを新しく例えば１カ所増設した場合は

どのくらいかかるのかお伺いいたします。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

小野周一委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 公衆便所につきましては、

環境課で管理しているもの、公園等々について

は都市整備課で管理しているものもございます

が、環境課で管理しているものにつきましては

７カ所ございます。それで電気料とか光熱水費

は直接環境課の方で予算化してお支払いします

が、実際の管理、いわゆる清掃管理等々につき

ましては地元の町内会とか、そういったところ

に委託しておりまして、ちょっと幅があるんで

すが、１カ所５万円から一番高いところですと

27万2,000円というふうなことで、委託の業務

提携をしまして１年間お願いしているところで
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ございます。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

小野周一委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） それから、ちょっと戻

りまして45ページ、総務費で山形県小売物価統

計調査費、住宅土地統計調査費とかなりの金額

あるんですけれども、どんな調査をするのか内

容をお伺いしたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 何年かに１回、全国調

査に従って実施しているやつでございまして、

住宅・土地の保有状況及び世帯の居住状況の実

態を調査するということでありまして、昭和23

年から５年ごとに実施しているというものであ

りまして、ことしで13回目に当たります。調査

日が10月１日でありまして、全国で21万調査区

350万世帯で実施されるということでありまし

て、新庄市の場合は客体数が2,200戸、130調査

区ということで、17戸ずつ選び出しまして、さ

っき言いました客体というか、調査サンプルが

2,200戸ということであります。内容につきま

しては、どの程度の土地があって、それにどの

くらいの規模の住宅が建っていて、中にどうい

う人間が住んでいてという、建て方とか細かい

やつがいっぱいありますけれども、そういった

ことを全国的に調査するという事業です。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

小野周一委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） それから、87ページの

９款消防費、最上広域市町村圏事務組合分担金、

消防費が４億8,559万2,000円、事業費補正分と

高性能消防通信指令センター分とありますけれ

ども、何かこれは購入するのかどうなのかお伺

いいたします。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

小野周一委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 広域の消防費の分担金が３

種類計上してありますが、まず一番上の分担金

でありますけれども、これは普通の経常経費と

いいますか、そちらの分担金になります。２番

目の事業費補正分とありますのは、これは国か

ら来る交付金を新庄市経由でトンネルさせると

いうふうな仕組みになってございます。最後の

高機能消防通信指令センターにつきましては、

１１９番の指令を受ける部分と消防署から災害

あったときとか救急発信するときに発信する装

置なんですが、これが老朽化していて、ここ数

年しかもたないだろうということで、9,389万

7,000円が新庄市分としての計上になります。 

１７番（山口吉靜委員） 委員長、山口吉靜。 

小野周一委員長 山口吉靜委員。 

１７番（山口吉靜委員） そうすると別に物を買

うというわけではないんですね。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

小野周一委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 物を買うのではなくて、高

機能の指令センターの機械を更新すると、新し

いデジタル系のものに全部切りかえるというこ

とで、単純に物を買うということではございま

せん。 

１７番（山口吉靜委員） 終わります。 

小野周一委員長 ほかに歳出について質疑ありま

せんか。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 33ページなんですけれ

ども、その中で上から７行目、市職員競争試験

委託料とある、この中身というのはどういう状

況で、今までもあったのか、それも含めて。 

武田一夫総務課長 委員長、武田一夫。 

小野周一委員長 総務課長武田一夫君。 

武田一夫総務課長 これは採用試験をする際の委

託料でございまして、19年度もございました。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 
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１２番（今田雄三委員） 採用試験のときに新庄

市で行うというよりも、これを委託するという

ことはどこになるんですか。 

武田一夫総務課長 委員長、武田一夫。 

小野周一委員長 総務課長武田一夫君。 

武田一夫総務課長 県内35市町村ございますけれ

ども、そこで組織しております競争試験委員会

という委員会がありまして、そこに委託をして

競争試験を実施するということになってござい

ます。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） そうしますと、ここで

「競争する」という言葉がちょっとひっかかる

んですけれども、試験ならば試験でいいと思う

んですが、「競争」という意識を持たせるため

にしたのか、それともどういう意味で競争と使

っているか理解に苦しむんですけど。 

武田一夫総務課長 委員長、武田一夫。 

小野周一委員長 総務課長武田一夫君。 

武田一夫総務課長 内容は職員採用試験ですけれ

ども、委託先が競争試験委員会という委託先に

なってございますので、前々から競争試験委託

料というふうな置き方をしてございます。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） それを変えるというこ

とはできないと思うんですが、何となく競争と

いう一つのものがひっかかりますので、お聞き

したところであります。 

  次に、36ページ、７款でありますが、その中

でコンピューター専門学校というのがあります。

今のところは経営がうまくいっているのかなと

思うんですけれども、この金額はどういう中身

でそこに投入しているということに理解してい

いわけですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 コンピューター専門学

校、かなり老朽化しておりまして、建物２階か

らの非常口の階段も老朽化して腐食して非常に

危険だということで、それも含めて一部建物を

修繕したいということですけれども、なかなか

運営費が窮屈になっていて、なかなかそこまで

手を回せないので、８市町村にお手伝いをいた

だきながらそこの危険箇所あるいはそれを含め

ての施設全体といいますか、部分的な修繕補修

を行っていきたいという説明を受けています。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） ここの学校もちょっと

古くなってきているんですが、そのほかにこう

いう状況が、差し当たってこれは出すけれども、

次はもっとここも直したいというような計画は

あるわけですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 原則自己努力といいま

すか、自分の努力によって経営を安定させ、そ

してそういった運営、あとは施設整備とか、そ

ういったことは自前でやるのが原則であります

ので、今回は特別だと。特に安全に配慮して今

回は特別な修繕というか、支援だという位置づ

けでそういう話を行いました。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 自助努力で一生懸命や

っている状況は見えるんですけれども、今の入

学状況はいかがですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 かなり定員に届かない

状況が続いておりまして、それが経営全体を圧

迫しているという話でございます。詳しいデー

タを忘れてきておりますので、後ほどお示しし

たいと思います。 



- 261 - 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 後ほど教えてもらうこ

とにして、次にその下なんですけれども、地方

バスの路線維持補助金という一つのものと、次

のページの12款ですか、ここの中に市営バスの

運行とありますが、この違いと、どのくらい金

をそれぞれに出さなければならないか、ここに

示してある金額だけでことしもできたから来年

もこのくらいというふうな予想でお立てになっ

たのですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 企画政策費の中の36ペ

ージのバス路線の維持補助金は、これは新庄か

ら烏川まで行っているバスの路線に対する補助

金であります。国庫補助を受けるためのいろん

な乗車密度とか、そういった基準がございます

が、どうもこれを下回って国庫補助の対象から

外れそうだということで、20年度から一部烏川

線の路線を廃止しまして、できるだけ赤字幅を

少なくするというようなことで話し合いを進め

た結果、そういった補助金178万7,000円になっ

たということでありまして、これは大蔵と新庄

がお互いに案分しながらその赤字に対して補て

んを行うということであります。 

  それから、独立立てております38ページ、12

目の市営バスでありますが、山交の土内線、堀

内線が廃止されまして、昨年４月１日から市営

でバスを１台運行させております。その経費で

ございまして、地元の要望を受けまして、今ま

では５往復10回のうち５回を乗車させていたん

ですけれども、今度は６回を乗車させるという

ことで運行を計画してございます。主な支出が

バスの運行を委託する委託料240万円でござい

まして、そのほかのこういった項目立てで予算

化してございます。そういう内容でございます。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 国庫補助から除かれる

というような見通しのもとにというふうになっ

ているんですが、これは乗車数が多くなればま

た補助は受けられると考えてよろしいわけです

か。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 なかなかそうはいかな

いというのが、一たん落ちたら利用者数という

のはなかなか復元しないんですよ。したがって、

乗車回数とか密度とかという基準が、最低限の

密度がありますので、一たん落ちてしまうとな

かなか国庫補助に回復するのが難しいというこ

とで、今まで復元したという事例は余りないよ

うです。したがって、そこら辺を勘案していろ

んな対応をその自治体自治体で苦労して、効率

化とか、あるいは方向転換とか、デマンドバス

とか、いろんな方向に切りかえているのが普通

のようでございます。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 地方のバス、いわゆる

お年寄りと子供さん方というのが中心になると

思うんですが、なくさないように協力してほし

いなと要望しておきたいと思います。 

  それから、市営バスについて委託料だという

ふうになっていますが、こちらの方の乗車率は

いかがなものでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 収入の方にも書いてい

ましたけれども、見込みとしましては全体で平

成20年度は約7,000人を見込んでございます。

発足当時は8,000人ぐらいを見込んでいました

けれども、今年度の実績がどうも最終的には

6,500人程度、85％ぐらい見込まれるもんです

から、ただ、後半から利用率が回復する傾向に
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ございます。したがって、20年度は大体90％ぐ

らいまで回復できるかなと思ってございますが、

かたいところで大体80％を見込んでそういった

運行の見込みを立ててございます。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） これは市営バスという

ことで支出方面から含めてあるわけですが、そ

ういう中で子供さんとお年寄りとか大人の方と

いうことの割合はどのぐらいになっていますで

しょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 子供が圧倒的に多くて、

これは一部土内の方は通学用になっていますの

で、子供が多いということです。約７割ぐらい

は子供ということで、計算しないと出てこない

んですけれども、これも後でお示ししたいと思

います。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） そういう意味で、やは

り市営バスを通していただいて、そして交通の

便が確保されるということに対して乗車してい

る方々からも感謝されているような状況ですか

ら、なお一層の努力をお願いしたいと思います。 

  次に、58ページの１目災害救助費ということ

で、これも1,000円なんです。この中身はこれ

から何か大きいことをやりたいということがあ

るのか、それともこれを一つの過程にして計画

を立てる余地があるんだと理解していいのか、

ここら辺を教えてください。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

小野周一委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 まず、これは1,000円と置

かせていただきましたが、何か起きたときに款

項目を起こすというふうになかなか時間の余裕

がない場合、急遽ここで執行していきたいとい

うことで、まず款項目の事業名を起こさせてい

ただいたということです。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 忘れたころにやってく

るというのが災害ですから、そういう意味合い

では常に備蓄しておくということなども一般質

問の中で言った記憶があるんですけれども、そ

こら辺の見通しがあってということで理解して

いいわけですか。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

小野周一委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 前にも質問をいただきまし

て、なるべく財政状況を勘案しながら準備して

いくというお話をしておりましたが、今のとこ

ろは具体的に備蓄品とか食料品等々までには至

っていない状況です。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） そうしますと、ここで

も年に１回、秋に訓練やるわけですが、そうい

う場合の連携、よその町村と協力関係を持つと

いうことなどで今やっているわけですが、それ

以外はないということですか。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

小野周一委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 隣接町村と協定を結んでお

るところでありますが、市内につきましては例

えばコカコーラさんの自動販売機なんかありま

すが、それが停電すると飲み物が飲めなくなる

んですけれども、バッテリーを入れたものを市

内に４カ所ですか、設置させていただいたとか

ということで、企業の方々に積極的に御協力を

呼びかけたりしていきたいと考えております。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） なるべくであれば自前

で確保しておいて安心安全に持っていただけれ
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ば大変いいんですけれども、そういう見通しは

どのようなものになっていますか。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

小野周一委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 現在のところ財政再建中と

いう、常に出てくる言葉なんですが、それもあ

りますので、今後なるべく積極的にそういった

ものに取り組みをしていきたいというふうには

考えております。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 説明をいただければ大

変ありがたいなと思いますので、なお一層の御

努力をお願いしたいと思います。 

  それから、72ページの林業振興なんですけれ

ども、ここにナラ枯れ防除というようなものが

あるんですが、前回も沼澤委員から話ありまし

たとおり、このナラ枯れについての防除がこの

くらいの金額でできるということは、どのくら

いの範囲を見て考えたわけですか。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

小野周一委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 ナラ枯れにつきましては、

19年度は県と最上広域森林組合、市町村とパト

ロールを行いました。その中で、広範な部分な

ので、ＧＩＳ、航空写真とか、現地に行って目

視した結果、新庄市では810本がナラ枯れとい

うふうな結果が出ました。今回予算化しており

ますナラ枯れ防除の36万円につきましては、陣

峰市民の森、去年も防除したんですけれども、

さらに最上川沿いといいますか、日本海から吹

き込んでくる地域でありますので、80本ほどが

確認されております。それの処理ということで

36万円を計上させていただいております。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） この防除の方法につい

て、この前もテレビなどでやっておりましたが、

方法としては今までのとおり木に穴をあけてそ

こから入れるとか、そういう方法はどのように

考えていますか。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

小野周一委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 山形県の森林研究センター

では、昨年お答えしたとおりでございますけれ

ども、地中から１メートル50のところに穴をあ

けまして、そこに防除剤といいますか、それで

防除するというふうなことで、なお県の方でフ

ェロモンといいますか、１カ所の木にフェロモ

ンを集めて、それで一網打尽にするというふう

な、それについては特許の申請中だというふう

なことで聞いております。以上です。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） その下の73ページの一

番上になるわけですが、この中身を教えてくだ

さい。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

小野周一委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 森づくり推進事業費でござ

います。それについては19年度で緑環境税が導

入されたわけなんですけれども、その中でいろ

んな荒廃した森林の整備は県の方で実施してお

ります。その中でまたもう一つの森づくり推進

事業というのは、各学校の生徒の参加を募りま

して、森づくりについてのいろんな森林学習と

か活動で、これが全部緑環境税から支弁される

というような事業でございます。主に陣峰市民

の森でいろんな学習の場ということで、19年度

の中では新庄中学校、明倫中学校、北辰小学校

ということで、計500名ほどの生徒さんが一緒

にいろんな森づくりの体験とか、伐採とか間伐

とか枝打ちとか、そういう作業体験をやってお

る事業でございます。これは10年間、緑環境税

として今後も活動していくというような事業で

ございます。 
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１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） ちょっとかけ離れるか

わかりませんが、今、学校林というのはあるん

ですか。 

山川義隆学校教育課長 委員長、山川義隆。 

小野周一委員長 学校教育課長山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 ございます。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） そこら辺の管理はこの

中から使ってやっているということで理解して

いいわけですか。 

山川義隆学校教育課長 委員長、山川義隆。 

小野周一委員長 学校教育課長山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 この中からは出しており

ません。むしろ学校でボランティアに近い形で

やっております。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 緑環境税という1,000

円のやつなんですけれども、この使い道がなく

てこういうところにつぎ込んでいるのかなとい

うふうに疑問に思うわけですが、そういう意味

で、学校林の状況などを各学校林を中心にして

そこで学べばもっといいのかなと思うんですが、

そういうお気持ちはないわけですか。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

小野周一委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 山形県緑環境税につきまし

ては、あくまでも民有林が対象でございます。

学校林とか、それいうあれについては山川課長

が申し上げましたとおり学習の場というふうな

ことで、そういうふうな推進事業費に使うこと

はできますけれども、学校林については各担当

の方で対応というふうになっております。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 環境税が民有林をとい

うことで具体的に決まっているわけですが、そ

ういう中で使い道がなくてここら辺に行ったと

すれば、この中身についてももう一回考え直さ

なければならないのかなと思っています。そう

いう意味で、やはり緑の豊かさをということで

やっているわけですから、そこら辺が、ただ、

波及することはこれで悪いとは言いませんが、

本来のそういう使い道に対していかがなものか

なという疑問を持っておりますので、そういう

意味でお考えいただければと思います。 

  その下の真ん中辺にございますが、未整備森

林の緊急公的整備導入モデル事業、この中身に

ついてお話しください。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

小野周一委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 これは新規事業でございま

して、ＣＯ2の削減対策の一環というふうなこ

とでございます。これについては10年以上、手

を加えられていない森林が対象となっておりま

して、１ヘクタール25万円以内で間伐とか、い

ろんな対応が可能であれば全額が国費でござい

ます。これについては315万円を歳出で見てお

りますけれども、これは全部国の方から歳入と

して315万円いただくということで、ことしは

小泉山と大沢山、大沢山というのは升形になり

ます。それから冷水沢の松長峯、この３カ所で

対応したいというふうに考えております。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

小野周一委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） そういうふうにして緑

豊かな地域をつくってほしいと思います。 

  それから、92ページなんですが、いろいろ不

登校の問題、つまずきのある児童の問題という

ふうなことが書かれています。それから、山形

大学エリアキャンパスについても書かれており

ますので、この中身をそれぞれ説明いただきた

いと思います。 
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山川義隆学校教育課長 委員長、山川義隆。 

小野周一委員長 学校教育課長山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 まず１点目でございます

が、現在４名の先生方で対応しております。今

年度から義務教育課程を終えた子供たち６名、

17歳から20歳までの子供たちですが、リスター

トクラスというふうなものをつくりまして、１

名の相談員、またはほかに３名の相談員も手助

けしながら運営しております。その中で、成果

でございますが、今まで引きこもりでうちに閉

じこもっていた17歳から20歳の子供たち６名の

うち２名がこのたび就労することができました。

私たちは大きな成果であったなというふうに考

えております。また、中には家庭で暴れて困っ

ていた子供たちを学校で対応するのを手助けす

ると、教育相談室に来ていただいて、保護者と

話して、施設とか、そういうふうな部分で対応

して、この間、教育相談室を経て施設に行った

子供がいるのですが、相談員の先生方や学校教

育課の方々の励ましの色紙を見て涙をこぼして

泣いて感激したというふうなこともございまし

た。そういうふうな部分でかなり成果が上がっ

てきたなと私たちは感じております。 

  ２点目でございますが、山大エリアキャンパ

ス最上事業として大きく３点ございます。１点

目が、前にもこの場でお話ししたと思いますが、

山形大学の教育実習の子供たちが山形市内で本

当なら教育実習しなければならない大学生が新

庄だけに来て教育実習を受けるというふうな、

地域の活性化、学校の活性化を目指して取り組

んでおります。今年度は、基礎実習18名、実践

実習10名というふうな形で取り組みました。 

  ２点目ですが、フィールドワーク事業という

ふうなことがございます。これは五つの講座に

計50名の学生が参加しております。今年度参加

した子供たちも来年度ぜひ今度教育実習の方に

来てみたいというふうな感想を漏らした子供た

ちもおりました。 

  ３点目でございますが、国際教育推進プラン

というふうなことで、地元大学との連携が条件

のコロラド大学との連携がございます。コロラ

ド大学の学生２名に来ていただいて、新庄市は

ＡＬＴがいないので、そのかわりというふうな

形で学校に行っております。 

  大体以上でございます。 

１２番（今田雄三委員） 終わります。 

小野周一委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後３時０７分 休憩 

     午後３時１６分 開議 

 

小野周一委員長 休憩を解いて再開します。 

  歳出について質疑ありませんか。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

小野周一委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） それでは、67ページの

６款農林水産業費でございます。１項農業費、

果樹園芸振興事業費、やまがた園芸担い手チャ

レンジプラン支援事業補助金についてでござい

ますけれども、課長の方から大体お聞きした経

過ございますけれども、確認しながらお聞きし

たいと思います。これは新規に支援を受ける団

体は幾つあるのかということと、それから単年

度で終わる計画なのかなということ一つと、そ

れからどんな作物にこの方々はチャレンジする

のだかということをお聞きしたいと思います。 

  それから、71ページ、６款農林水産業費９目

農村環境改善センター費でございますけれども、

この改善センターの使用状況や、どのような団

体、そして使用規則などをお聞きしたいと思い

ます。あそこのところを通りますと余り使われ

ていないような気もしますので、その辺お伺い

したいと思います。 

  それから、80ページの８款土木費３目道路新

設改良費でございますけれども、福田工業団地

線整備事業費でございますけれども、19年度補
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正予算では800万円ですか、随分多額な額を減

じるというか、残されたようですが、これはど

うしてか。私は現地に行って時々見ております

けれども、雪が降ってからの工事だったので思

うようにいかなかったのか、それとも残ったの

はなぜかということと、この予算内でいつどれ

だけの工事がされて、完成するのはいつごろに

なるかということをお聞きしたいと。 

  まずこの３点をお願いします。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

小野周一委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 最初に、果樹園芸振興事業

費につきまして説明させてもらいます。これは

19年度から３カ年事業ということで、19年度中

に各ＪＡの方で、いろんな生産者、生産組織等

のネギ部会、バラとか促成栽培、花卉とか、こ

ういう部会の方から申請を受けて、それをチャ

レンジプランということで、その計画書を県で

審査して県知事が認めた事業ということで、19

年度中に計画書を出した団体が今のところ６団

体ほどおります。19年度中４団体ほどがこの事

業でやっておりまして、今後予定される部分が

またさらに４団体ほどございます。これは継続

して何年とか３年の中でやる事業ですので、今

予算化しております1,174万7,000円については、

ＪＡ新庄もがみの北部営農センターのニラ部会、

同じく促成野菜部会、花卉部会と、新庄農協の

方では最上トップローズ、バラですね、それを

この事業で実施するというふうなことで予算化

させてもらっています。 

  農村環境改善センターにつきましては、昭和

61年６月に条例化されまして、年間570件ほど

申し込みが来ております。延べ人数としまして

２万7,000人ぐらいがこの施設を活用しており

まして、いわゆる健康増進といいますか、スポ

ーツ施設、料理の研修室がございますので、子

供会とか、いろんなそういうふうな活動の場で

やっております。そういうふうなことで、農村

環境改善センターの規則といいますか、いわゆ

る目的については、あくまでもこの施設を利用

した農村地域の健康増進とスポーツ振興という

ふうなことで位置づけております。歳入として

は大体年間90万円ほど見込んでおります。 

  以上でございます。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

小野周一委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 福田工業団地線の整備事

業につきましての御質問でございます。これに

つきましては、18年度から地すべり対策工に基

づきまして設計を行いまして、19年度より事業

着手したところでございます。現在の進捗であ

りますけれども、当初予定していた工事内容の

19年度分としては完了しております。先ほど補

正のお話で一部工事費を残したというふうなお

話ありましたけれども、これにつきましては今

年度予定していた工事はすべて終わっておりま

して、入札差金が出た関係上それを精算したと

いうふうな内容でございます。工事の今後の予

定でございますが、20年度も引き続き地すべり

対策工を行いまして、21年度と22年度で道路の

改良舗装を終わりまして供用したいというふう

な計画で今進めているところでございます。 

  以上でございます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

小野周一委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 果樹園芸振興事業でご

ざいますけれども、やはり物やお金を与えるだ

けでなく、これが本当に結果が出るような指導

をして、そして市の特用作物としていっていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 

  それから、農村環境改善センターでございま

すけれども、あそこは家の前の方がちょっと複

雑なところで、除雪の関係、あれはどのように

して、全部あそこの家の前まで市で除雪してい

るのか、それとも向こうを回っていく方の道路、
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あれも除雪しているのか、市でやっているのか、

その辺一つ。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

小野周一委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 除排雪費ということで21万

1,000円提示させてもらっていますけれども、

これはあくまでもその前の道路が市道になって

おりまして、市道については都市整備課の方で

業者委託しております。21万1,000円というの

は、中の通路の部分の21万1,000円ということ

で除雪費を計上しております。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

小野周一委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 健康を主体とした改善

センター、健康増進ということでございますけ

れども、確かに森林浴、あそこは非常に景観が

いいところでございまして、そして温泉浴、も

う一つ日光浴、何かあそこら辺でゲートボール

をするところでも、そういうものがあると大変

いいと思いますけれども、三浴そろったところ

で、これはいいといたしまして。 

  工業団地の道路整備でございますけれども、

新聞などを見ますと県でも酒田港の活用と、こ

れは新年度早々に物流の活性化、推進協議会で

すか、そういうものを立ち上げてこれからやっ

ていくということをお聞きしているんですけれ

ども、新庄酒田道路ができますと交通の要衝と

して福田工業団地から酒田港、そして海外へと

いう物の流れが非常にあそこを整備することに

よってよくなるのではないかなと思われますけ

れども、そんな意味でも整備が本当に必要と思

われますので、いつ行ってみても、予算が少な

くてちょこちょこちょこちょことしかやってな

いもんですから、なるだけ早く完成して、そし

てそういう時期までに完成していくということ

が大事だと思いますので、よろしくお願いした

いと思います。 

  それから、82ページの８款土木費４項都市計

画費１目都市計画総務費ですけれども、この項

目の中に入っていると思いますけれども、仁間

の処理場跡地ですけれども、この敷地内に事務

所と思われるものが建てられておりますが、こ

れは貸しているのか売ったのかお聞きしたいと

思います。そして、ここの中に何社入っている

のか、これを一つお願いしたいと思います。 

  それから、85ページの８款土木費６項雪対策

費１目除排雪費でございますけれども、これは

下田町の裏の方の升形川付近の雪捨て場でござ

いますけれども、雪捨て場の底地はどこの土地

ですか、新庄市の土地ですか、公用地というこ

とを以前聞いておりましたが、これは市で払い

下げする必要があると思いますし、先にやって

いるのか、そして面積はどのぐらいあるのか、

もし取得していたら何年前ごろ取得したのだか

ということ、これもお聞きしたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 仁間処理場跡地の貸し

付け関係でありますが、19年度は一時貸借契約

を結んだのが３件、通年で使用貸借を行ってい

るものが２件ございます。これは主に資材置き

場あるいは一時的な保管といいますか、いろん

な資材の保管とか、そういったことを主な利用

の形態として、面積的には５件で6,000平米ぐ

らいだったと思います。一時的な貸借が３件、

通年的な貸借案件が２件でございまして、５件

合わせて6,000平米ほどだったと思います。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

小野周一委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 下田地内に隣接しており

ます旧升形川の廃川敷を利用しまして、今現在、

県から土地をお借りしまして冬期間の雪捨て場

として利用させていただいております。この所

有については山形県が所有しておりまして、先

ほど申しましたように旧升形川の廃川の部分の

土地でございます。面積は、ちょっと手元に正
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確な数字ございませんが、雪捨て場として借り

ているのが約5,000平米以下でございます。 

  これにつきましては、昨年から山形県の方か

ら土地の利用についての問い合わせがございま

して、県でも処分計画を持っておりまして、こ

れまでおったわけですが、昨年その処分につい

て、処分したいので市の意向の問い合わせござ

いました。市としてもやはり以前から雪捨て場

として借りて利用しておったわけですし、特に

市街地に隣接した雪対策のための雪捨て場とい

うのはああいう場所がないもんですから、何と

か取得したいということで県の方と調整を進め

てきたところでございます。現在その取得につ

いて了解を得まして、手続を進めているところ

でございます。年度内には市の方に買収なる予

定でございます。面積が約6,420平方メートル

でございまして、ただ、一部中の川を挟んで両

側に廃川部分がございますけれども、その土地

の6,420平米を買収するというふうなことで今

話を進めているところでございます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

小野周一委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 処理場敷地内の貸し借

りでございますけれども、これは幾らぐらいで

貸しているんですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 通年的にお貸ししてい

るのは２社に対して2,000平米ずつでございま

して、年間の使用料は両社とも面積が同じであ

りますので19万2,000円ずついただいておりま

す。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

小野周一委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） わかりました。貸し方

の方法ですけれども、方法というか、行ってみ

ますと、道路の入り口に建物を建てて、そして

奥の方がらっとあいてしまって、やはり奥の方

から貸していただければ、地域の人たちも、あ

そこのところは夏になると物すごい草が繁茂し

て大変だと思いますし、事実私たちもあそこの

ところに行ってみて、環境も悪いし、カメムシ

の発生地になっているところもありますので、

例えば道路側にああいうものを貸さないで奥の

方を貸してもらって、そしてやはり協働の精神

で、そのくらいの値段で貸しているんだから決

して高くないし、安いし、草ぐらい、３社、結

局建設業とか、そういう人たちだべ。だから草

なんか協働して刈っていただければ、市で何も

そんなのあんなところに置くことないと思う。

だから、そういう業者の人たちがあそこを借り

ていて、しかもこんな安価な値段で借りている

から、地域の人たちもまざると思うから、ほか

のことは余り支出しないで、あの業務の人たち

と地域の人たちが協働して草を刈っていただく

と。おととし刈ったけれども、去年刈らなかっ

たんですね、あそこ通って歩くと。そういうこ

とも指導していただきたい、このように思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

  それから、あの土地ですけれども、やはりあ

そこのところはこれから新庄沼田線とか、さま

ざまな高規格道路が来て、今までは河川敷あっ

てだれも行かなかったけれども、管理するのも

大変だから、土地の価値が大分あそこはばんと

上がってきているんだよね。だから個人で持ち

たい人も大変多いと思いますけれども、やはり

市でしっかりとあそこの場所を払い下げて確保

しておく必要があると思いますので、その辺よ

ろしくお願いします。大変いい雪投げ、広くて、

あそこは６反歩ぐらいあると思います。私は行

って見てきたんですけれども、なんか個人の用

地もあると聞いたけれども、あれは大事な用地

だと思いますので、よろしくお願いしたいと思

います。個人的にはなかなかそういう払い下げ

というのは、市でやっていただきたいと、この

ように思います。 
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  それから、86ページでございますけれども、

８款土木費６項雪対策費、これも雪でございま

すけれども、２目雪総合対策費の方で、平成20

年度主要事業の概要にものっておりましたが、

流雪溝の整備事業につきましては、上金沢、末

広町、万場町、大町、これはわかりますけれど

も、消流雪用水導入でございますけれども、こ

れについてですけれども、指首野川、中の川で

約3,000世帯と言われておりますが、新田川の

取水はかんがいでないのか、これをお聞きした

いと思います。上金沢、下金沢、末広町、日の

出町、新松本方面、これは最上川からことし水

揚げたせいで物すごく水が来るぞというような

考えでおりますけれども、ここには新庄用水の

水と新田川の保全された水は流れていないので、

ちょろちょろちょろちょろしていますので、こ

いつの計画はないのか、ひとつそれだけまずお

願いします。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

小野周一委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 消流雪用水事業に伴いま

す新田川水系の水の手当てというふうな御質問

でございます。これにつきましては以前も一般

質問等でお答えしたことがございますが、地形

的に新田川水系そのものにかかわります部分、

特に金沢、末広町になりますけれども、この地

域については水の手当てそのものが新庄農業水

利事業の完成水路を利用して手当てするもので

すから、これより地形的に高い部分にございま

して、直接水の上がりは不可能な地域でござい

ます。そういったことから、この消流雪用水事

業の計画におきましては前期・後期と２期に分

けまして事業を進める計画で今進めております

が、その前期部分、短期計画と申しますが、こ

れが26年までの期間で今進めております。この

期間の中で整備を行っていく計画でございます。

具体的には、新田川に一たん駒場頭首工の部分

で最上川の水を放流しまして、これを下流でく

み上げて金沢堰等の水路に放水するというふう

な計画でございます。なお、これらについては

受益面積等の関係もございまして、県営事業で

対応できるものについては県営事業で行うとい

うふうなことの計画に基づきまして今進めてい

るところでございます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

小野周一委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） もう一つだけ、93ペー

ジの10款教育費２項小学校費１目学校管理費で

ございますけれども、これは前の髙橋市長は児

童が少な過ぎても教育上よくない、いわゆる過

少規模校、１年生から６年生まで30人以下にな

ったら学校改築は考え直そうと私も言われたこ

とがございます。第一に子供たちのことを思っ

て統合に踏み切った経過がございますが、今、

新庄市内で小学校で児童数の一番少ない学校は

何人ぐらいで１年生から６年生まで児童数がい

るのか、五、六年で推移がどう変わるのか、そ

の辺ちょっと教えていただきたいと思います。

そしてまた、山尾市長は１学年どれぐらいの人

数が望ましいのか、市長から直接お聞きしたい

と思います。 

山川義隆学校教育課長 委員長、山川義隆。 

小野周一委員長 学校教育課長山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 ただいまの御質問ですが、

一番人数の少ない学校として山屋小学校が18名、

その次に小さい学校としまして昭和小が21名で

ございます。 

佐藤 博教育長 委員長、佐藤 博。 

小野周一委員長 教育長佐藤 博君。 

佐藤 博教育長 市としての適正規模の学校とい

うことでの考え方ですけれども、平成17年度に

長期教育プランを策定しまして、その中でも適

正規模の学校ということについていろいろ検討

もしました。その結果ということなんですけれ

ども、やはり学習というのは一つの教室の中で

一人一人の子供たちに目が届く範囲、またある
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程度の規模を持ちながら子供たち同士の社会性

とか切磋琢磨とか、そういうような力をも必要

であるというようなこと、またそれらの規模を

保ちながら合唱したり、また運動したりしなが

ら楽しめる、そのような範囲規模というような

ことも当然考えられるわけですけれども、その

ようなことから考えまして、検討委員会の中で

１学級15人ぐらいだと今お話ししたような範囲

が得られるんじゃないかと。そうしますと掛け

る６年ということで90人ぐらいというような数

が出てくるわけですけれども、ただ、これはあ

くまでも適正規模というようなことでありまし

て、現実的にはこれから出てくるでしょう学校

の統廃合とか、そういう問題については考え方

を地元の方々にも十分に理解していただきなが

ら、そして地元の方々と共通理解の上でこれを

進めていかないといけないんじゃないかなとい

うふうに思っております。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

小野周一委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 各地でやはり学校統合

のニュースなどが大変テレビや新聞で流れてき

ます。最上管内でも多くの学校が統合されてき

ましたが、これも人口減少に歯どめがかからな

いというのが一番の原因かと思われますが、小

規模校や複式学級のメリット・デメリット、こ

ういうものを保護者や関係機関と話し合う時期

に来ていると思いますが、その辺どうですか。 

佐藤 博教育長 委員長、佐藤 博。 

小野周一委員長 教育長佐藤 博君。 

佐藤 博教育長 前回の一般質問の中にもこの話

題が出てきたわけですけれども、今、児童生徒

数の減少から、やはり学校の統廃合の問題、さ

らに住宅事情または道路事情の変化から学区の

再編とか、さらにそれをつなぐ安全通学の問題

とか、いろいろな課題が山積しておるわけです

けれども、それらを含めて学校環境検討委員会

を来年度早々に立ち上げようというようなこと

で今詰めておるところでございます。 

  いずれにしても、地元の皆さんとの、先ほど

申し上げましたように、教育委員会の考え方も

申し上げながら共通理解をしていくことが一番

の基本だと思っております。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

小野周一委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 36ページの２款総務費

１項総務管理費８目広報費ですけれども、「広

報しんじょう」に近岡画伯の絵画がシリーズで

載せられておりますが、これは絵のところだけ

でもカラーにできないものかという市民がおり

ますが、カラーにすると大分高いんですか。印

刷会社に相談したら協力してもらえないのか、

その辺ちょっと、最後に。 

武田一夫総務課長 委員長、武田一夫。 

小野周一委員長 総務課長武田一夫君。 

武田一夫総務課長 今回の広報の印刷費は、その

部分はカラーにはできない内容のものになって

ございます。なお、かなり勉強してもらった印

刷費でございますので、なお検討できるかどう

か相談をしてまいりたいと思います。 

１６番（森 儀一委員） 終わります。 

 

 

散      会 

 

 

小野周一委員長 皆さんにお諮りいたしたいと思

いますけれども、きょう質問を予定している方。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 なしという声がありますので、

それでは本日はこれまでといたしまして、あす

３月13日木曜日午前10時より予算特別委員会を

再開いたしますので、御参集願います。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  大変御苦労さまでございました。 
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     午後３時４６分 散会 
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予算特別委員会記録（第３号） 
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議案第２８号平成２０年度新庄市一般会計予算 
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開      議 

 

 

小野周一委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は17名でございます。欠

席通告者は、中川正和委員、斎藤義昭委員、清

水清秋委員の３名でございます。 

  なお、本日は農業委員会より会長職務代理者

の斉藤純一君が出席しておりますので、よろし

くお願いいたします。 

  それでは、これより３月12日に引き続きまし

て予算特別委員会を開きます。 

 

 

議案第２８号平成２０年度新庄市

一般会計予算 

 

 

小野周一委員長 議案第28号平成20年度新庄市一

般会計予算の歳出について、質疑ありませんか。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

小野周一委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） おはようございます。

きのうに引き続き、またトップで御指名いただ

きまして、委員長、ありがとうございます。 

  それでは、歳出について御質問申し上げます。

最初にお聞きしたい項目だけちょっと予告して

おきたいと思います。 

  63ページの４款衛生費２目じん芥処理費関係、

その説明項目にあります備品購入費、その次の

リサイクルにこにこ運動奨励金、その次の鉄骨

製ごみ集積器具購入補助金、この関係について

お願いいたします。次に、72ページの農業費１

目林業振興費の中にあります市行造林業務委託

料について、次に76ページ、７款商工費３目観

光費の中にあります新庄まつり関連全般でござ

います。86ページ、８款土木費１目除排雪費の

中にあります消雪電源操作業務委託料、次の通

学路交差点横断部人力除雪業務委託料、その次

の工事請負額、その次のページにあります備品

購入費310万円ですが、以上予定していますの

で、ひとつ最後まで質問できるように簡単明瞭

な御答弁をお願い申し上げます。 

  それでは最初に、76ページ、７款商工費１目

商工費３目観光費でございます。大変失礼しま

した。順序を間違えました。 

  63ページです。４款衛生費の２項清掃費２目

じん芥処理費、この中で予算説明にありました

地域連携型リサイクル推進事業、事業費120万

円で県補助60万円、一般財源から市が60万円と

いうことです。20年度の主要事業概要にもござ

いましたが、こうして見ますと説明項目の中に

この項目が載ってないようですので、どこに入

っているのかどうなのかです。２番目として、

備品購入費50万4,000円、どんな備品なのかで

す。次に、リサイクルにこにこ運動奨励金737

万7,000円、この奨励内容について。最後４番

目の鉄骨製ごみ集積器具購入補助金37万5,000

円、この補助内容と、参考に新庄市内にあるご

みステーションの総数、恐らくかなりの数ある

と思いますが、最初にこの点をお伺い申し上げ

ます。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

小野周一委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 御質問の第１番目、備品購

入費ということなんですが、これは委員がおっ

しゃいました平成20年度の主要事業の概要の中

に記載されておりますが、地域連携リサイクル

推進モデル事業というふうなことで、平成20年

度、21年度の２年間にわたりまして県の補助金

半分60万円、総額120万円の事業で、２年間に

わたって食品トレーのリサイクル事業のモデル

をやろうというふうな事業でございます。なぜ

今モデルかというふうなことなんですが、現在

は製造業者、市民、スーパーマーケット、福祉
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施設というふうな４者、四つの団体といいます

か、連携でトレーリサイクルに励んでいるとこ

ろですが、小学校の３、４年の社会科の副読本

にも５年ほど前からこのトレーリサイクルとい

うふうなものを載せておりまして、小学校の方

でも環境教育というふうなものを重視してやっ

ていただいております。それで、この機会だか

らということは、ことしは洞爺湖サミットが７

月に開催される、京都議定書が発効されるとい

うふうないろんなタイミングの中で、小学校の

方にも環境教育の一環としてトレーを集めてリ

サイクルするんだよというふうな事業に取り組

んでいきたいというふうなことで考えています。

予定としているのは市内小学校10校でございま

す。備品購入費はそのトレーを集めるためのボ

ックスになります。１個当たり約３万円を見込

んでおりますが、それの10個分、掛け算すると

この金額にはならないんですが、小さな学校は

１個でもいいだろうというふうなことで総額で

50万4,000円というふうに見込んでございます。 

  それから、リサイクルにこにこ運動ですが、

737万7,000円の金額ですが、これはリサイクル

にこにこ運動をずっと市内の子供会を中心に老

人クラブ等々で展開しておりますが、団体数と

しては149団体、延べ526回の回収をしておりま

すが、集めてくださっている子供会等々への報

償費といいますか、奨励金になります。これが

287万9,100円、これを回収して中間的に処理す

るといいますか、いわゆる廃品回収業者と言っ

ていますが、こちらの方に奨励金としてお渡し

しておりますのが510万5,000円、合計で737万

7,000円となっております。結構な金額なんで

すが、例えばリサイクルにこにこ運動で回収し

たごみをそっくりごみに投入したとすると分担

金へのはね返りが2,000万円をちょっと超える

金額に換算されます。いわゆる費用対効果とい

う言い方はどうなのかあれなんですが、約３倍

くらいの効果があるというふうなことでの奨励

金の交付をさせていただいております。 

  それから、鉄骨製ごみ収集の補助金なんです

が、これは平成16年から各地域で必要なごみス

テーションに対して上限を２万5,000円という

ふうなことで今まで対応してきました。毎年の

ごみステーションの申し出についてですが、平

成19年度で14カ所、平成18年度で12カ所という

ふうなことで、18年、19年度は10基ずつしか予

算化しておらなかったんですが、少し足りない

というふうなことで、ことしは頑張って15基を

考えたいというふうなことで、15基あればほぼ

必要とする町内会については対応できるだろう

という見込みで試算しております。ちなみに、

市内のごみステーションの箇所数は780カ所ご

ざいます。１ステーション当たり約15世帯で対

応したいというふうにとらえております。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

小野周一委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 地域連携リサイクル事

業費の120万円の説明項目はどこに、この項目

の中にございますか、どうでしょうか。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

小野周一委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 平成20年度主要事業の概要

なんですが、それの６ページの下の方の段に事

業費とございまして、そこの中に消耗品関係が

37万4,000円、通信運搬費４万2,000円、収集運

搬の費用が28万円、それから先ほど申し上げま

したトレーの回収ボックスが50万4,000円とい

うふうなことで金額を載せてございます。目的

とか概要については、20年度の主要事業概要の

６ページの上の方にそれぞれ概要というふうな

ことで記載させていただいておりますので、よ

ろしくお願いします。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

小野周一委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） その中身はわかるんで

す、これ見ていますので。ただ、予算書の中で
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どこにこれが該当しているのかということをお

聞きしているんです。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

小野周一委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 総額120万円分の内訳なん

ですが、63ページの４款２項の節の説明の中で

中段よりちょっと下の方のごみ減量化対策事業

費のすぐ下に消耗品費がございます。ここで37

万4,000円、それから一つ飛びまして通信運搬

費が４万2,000円、それから３行飛びまして食

品トレー収集運搬計量業務等委託料、これが収

集運搬の分で28万円、そのすぐ下に備品購入費

として50万4,000円、この４項目で120万円とい

うふうなことになっておりますので、ちょっと

飛び飛びで記載されておりました。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

小野周一委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） かなりややこしい予算

書ですね。せっかくモデル事業というふうな立

派な推進事業を考えているわけですから、一発

でぽんと載せておけばだれが見てもわかるよう

な気がするんですが、これじゃちょっとよく聞

かないとわからない予算構成のようです。わか

りました。 

  次に、この小学校で環境関係を含めたいろい

ろなもろもろで食品トレーのリサイクルを始め

るということですが、回収は大変結構だと思う

んですが、その行き先、これはいろいろな作業

工程を持っているわけです。まず先に各小学校

なり、あるいは一般スーパーから集まったもの

は、選別、仕分けとして福祉施設のたんぽぽ作

業所に行きます。その次、これを集めて友愛園

に行きます。これはポリテクセンターの方にあ

りますが、ここで溶かしてペレット化します。

その次に、このペレット化したものは今度工業

団地のヨコタ東北ですか、そこで製品化される

と、こういう三つの工程を経る方式を新庄方式

と呼んでいるようですけれども、ただ、ここで

各小学校10校から集まる廃品トレーですか、そ

れは膨大な数量になると思うんです。それと、

話によりますと、ことしから金山町からもたん

ぽぽ作業所の方に入ってくるというふうな話を

聞いております。そうした場合、受け入れ先の

処理能力、この辺は御検討なされて、あるいは

きちんとした打ち合わせをされて、取り組む10

校の予算化をされたのかどうなんでしょうか。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

小野周一委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 リサイクルされるルートに

つきましては、まさに今委員がおっしゃったル

ートで最終的に製品になるということです。今

回の10校分から集めるトレーの量なんですが、

市内の小学生１年から６年まで2,400名ござい

まして、１人大体１カ月毎日１枚ずつで25枚集

まるとして１枚20グラムぐらいの計算をしてお

ります。１カ月に500グラムぐらいのトレー、

週１回ぐらい回収の予定なんですが、計算上１

カ月ぐらいにすると１人当たり500グラムぐら

いです。これの12カ月やったとして14.4トンの

リサイクル原料が集まる計算になります。ちな

みに、たんぽぽさんで分別して友愛園でペレッ

ト化しておりますが、１日最大処理量が４トン

まで可能だということです。現在は約２トン弱

の処理量しかこなしてないということで、今お

っしゃいました金山町からも、間もなくなんで

すが、新しい年度にやりたいと。それから鶴岡

の方からも実際には搬入しております。学校か

ら例えば12カ月で14トンですから１カ月で１ト

ンちょっとなので、まだまだヨコタさんとして

は回収していきたいと。あくまでもこれはモデ

ル事業なので、今の段階ではこうなんでしょう

と、今の友愛園でやっている原料の倍ぐらいの

処理までは可能だということで、まだまだ原料

が欲しいと言われていますので、その辺は無理

のないように調整しております。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 



- 278 - 

小野周一委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） そのようにひとつ調整

方お願いいたします。 

  次に、ごみステーション関連です。確かに19

年度、ことしなんですけれども、申し込み14台

で支給されたのが10台の限度だったと、これは

聞いております。ことしは少し予算もふやして

いただいて15台、上限２万5,000円と。これで

各町内会でもかなり遠慮しながら申請している

んじゃないのかなと思われます。というのは、

去年、おととしあたりは、もし多ければ抽選で

しますよという一時期ございました。去年あた

りから、今年度、要するに20年度はいろいろな

調査をしながら、壊れたところには補助をして

いくという考えのようですけれども、これは町

並みの景観から見てもかなり壊れかかったよう

な、どうにもならないようなステーションが結

構あると思われます。これを何とか、そんな高

額でないわけですから、申請あったら100％ま

ず認めていただけるような予算措置をされたら

どうかなと思うんですよ。 

  歳入のときにもお聞きしましたが、ごみ袋の

大を基準にして特大と小があると、その容積比

を聞きました。大を中心にして特大は1.5倍、

実際は厳密に言って口ぎりぎりまで縛ってはか

ると1.8ぐらいまで入るんですよ。そういうふ

うな考えからいきますと、やはりあの特大が出

た、なぜああいうものを出したかということの

原点に返ると、これも歳入のときにもお話あり

ましたとおり、あれはあくまで生ごみとか、そ

ういうものを入れるんじゃなくて、庭木の野焼

きをしないためにそれを使わせるというように

して発想したはずなんですが、現在はほとんど

何でもかんでも入っていると。いっぱい生ごみ

を入れれば重いわけですよ、当然。ですから、

お年寄りは特大の袋は使い切れないと。若い元

気な人は、収入もある元気な人だけが特大にぱ

んぱんに詰めていっぱい重いものを一輪車でも

運んでくるというような状況も見かけます。こ

の差です、私が申し上げたいのは。容積比で

1.5倍、これでいいでしょう。だとすると、特

大と大の比較がどうしても10円差なんですよ、

１枚10円差。それではちょっと私考えてみます

と不公平な気がいたします。ですから、これを

このぐらい、1.5倍ぐらい特大を値上げして、

そうしますとどうなるかといいますと、計算し

てみました。今１袋に特大は20袋入っているん

ですよ。それが1,000円です。これを18枚に減

らす、２枚減にして計算しますと、そうすると

歳入のときにも聞きました枚数を掛けますと約

500万ないし550万の税収増になります。間違い

なくなるんです。ですから、この分を全部とは

言いませんので、一部をごみステーションの回

収、ここの方に持っていって、なるだけきれい

で使いやすいごみステーションをつくると、使

わせるというのがやはりごみ一体的な考え方か

らした場合にベターな考えじゃないのかなと感

じます。どうかこれは検討していただきたいと

思いますが、どうでしょう。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

小野周一委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 特大袋の50円にした容積比

からいくと60円になるはずだったんですが、さ

まざまなことを検討してということは、市民感

情もありまして、いきなり1.5倍の60円という

のも結構きついんじゃないかと。それから、当

時、平成14年のときに県内のごみ袋の値段を参

考といいますか、参照したところ、50円より高

いところがなかったと。あの当時で東根あたり

で40円で一番高かったわけで、それが県内で突

出して60円、袋の中身は入るんですが、金額的

に県内一ということもしたくないという意向あ

りまして、なお、このごみ袋については最上郡

内８市町村すべて同じ形態で、袋の大きさも同

じで金額も同じで、共同体というふうなことで

処理場の方に持っていっておりますので、新庄
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だけが今急にどうのこうのということにはでき

ませんが、機会あるごとにその辺を調整しなが

ら進めていきたいと思います。 

  なお、ごみステーションそのものについては

まずことし15基確保しましたので、そこら辺で

様子を見ながらまた検討していきたいと考えて

おりますので、よろしくお願いします。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

小野周一委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） きちんと検討してくだ

さい。 

  次に、時間がなくて済みません、市行造林関

係は後日聞かせてください。今回パスします。 

  商工関係の７款でございます。３目観光費、

観光振興対策事業、これは新庄まつり関係です

が、まず新庄秋まつり実行委員会負担金50万円、

これは前はなかったんですね。平成20年度から

出ています。これはどんなお祭りなのか。それ

から、新庄まつり運営事業費1,250万円、19年

度予算は1,300万円だったはずですが、補正で

50万円削られているんですが、なぜ20年度予算

が1,250万円になったのかどうかです。それと

各21町内若連に対する補助金、これは19年度と

変化があるのかないのかです。あともう一つ、

この補助金は直接市から各若連に補助するのか、

あるいはまつり委員会を通してするのかどうな

のか、まずそこの点お願いします。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

小野周一委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 御質問二つということで、

まず新庄まつり関係の方からお話しさせていた

だきたいと思います。運営事業費、なぜ50万円

減額になったのかということでございますけれ

ども、これにつきましては警備関係で市の職員

が３日間で80数名、90名近い職員が動員して出

ております。事前のレクチャーもうまくいきま

して、かなりいい場面で働いていただきました。

それで警備費から警備関係で減額するようなも

のが出てきたということでございます。 

  あと補助金の関係なんですが、山車連盟の交

付金という形で、これについては新庄まつり委

員会の方から各町内に出てございます。額的に

はご存じのように１台29万円プラス26日分１万

円ということで30万円ほど予定してございます。

また、囃子につきましては５万円プラス26日分

ということで８万円になりますか、予定してご

ざいます。 

  次に、秋まつりの件なんですが、当新庄市に

は春まつり、夏、山車まつりというか、新庄ま

つり、秋にはもがみ大産業まつり、冬には雪ま

つりというふうなことで、四季折々で市民の皆

さんに楽しんでいただいているわけなんですが、

この秋まつりについて、実りの秋というふうな

こともございまして、現在、もがみ大産業まつ

りが駅周辺で実施されております。これとうま

く連携できないのかなということで現在考えて

ございます。できれば市内の方にそれぞれ拠点

をつくって、そこで新庄最上の味を楽しむとい

うことも必要ではないのかなと、そんなことで

市民の皆さんに喜んでいただければというふう

なことを考えてございます。以上でございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

小野周一委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 次に、まつり振興基金

16万円繰り出しなっていますが、この振興基金

は、私が議員になったとき、15年に１億3,000

万円あったんです。ところが、この20年度予算

を経過しますと残額はどのぐらいになりますか。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

小野周一委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 まつり振興基金の方でご

ざいますが、19年度当初で残っているお金が

6,605万4,372円という数字でございました。こ

こから平成19年分を繰り出しますと、平成19年

分が1,436万6,000円、残りが5,168万8,372円と

いう数字が残ります。ここから平成20年分の事
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業費を繰り出しますと、20年分の今予定されて

いるのが1,506万3,000円でございますので、差

し引き3,662万5,372円というふうなことになろ

うかと思います。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

小野周一委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） ここ５年間で約１億円、

基金取り崩しで頑張って使ってもらったと、こ

ういうふうに評価いたしたいところでございま

すが、ほとんどあれじゃないでしょうか、新庄

まつりというのは基金で成り立たせてきた、基

金依存型予算というふうに思うんですけれども、

そんな感じがいたしませんか。一般会計の中か

ら捻出して出しているということじゃなくて、

一般会計の中に繰り入れをして、何とか新庄ま

つりを継続してきていると。もう3,600万円、

このままいくとあと２年でなくなりますよね。

これじゃちょっと困りますね。ちょっと検討し

てください、なくしてはだめです、ゼロでは困

ります。 

  次に行きます。説明事項にちょっと見当たら

なかった関係で、ここの中に予算化なっている

んですけれども、江戸家老の負担金16万7,000

円がありますが、常日ごろ市長が言われていま

す仙台家老の予算がちょっと見当たらないのが

一つと、これは観光課じゃないのかなと思いま

すが、一般質問が今回小嶋委員からありました

国指定重要無形文化財指定に関する予算措置で

す。といいますのは、市長の答弁で20年度に保

存会を立ち上げたいということをおっしゃって

おりました。これは当然必要です。これを設立

して早く指定を受けるというためには、何らか

の予算措置が必要じゃないのかなと思います。

これは恐らく生涯学習課の方に該当するかもし

れませんが、あわせてお願いいたします。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

小野周一委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 江戸家老制度の予算でご

ざいますけれども、この中には仙台家老の分も

入っているということでございます。 

  新庄まつりの重文指定のための予算というこ

とでございますけれども、先ほど申し上げまし

た今年度の繰出金の中に23万7,000円分の事務

費として私どもの基金の中から出ております。 

大江雅夫生涯学習課長 委員長、大江雅夫。 

小野周一委員長 生涯学習課長大江雅夫君。 

大江雅夫生涯学習課長 国指定につきましては、

予算書の100ページから101ページ、文化財保護

費がございます。その中で報償費、謝金、旅費、

これが10万5,000円ほどついているんですけれ

ども、これが対文化庁への旅費だということと、

あと消耗品、印刷製本費等約20万円ちょっとで

ございますけれども、文化財保護費の方に予算

措置を計上いたしております。以上です。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

小野周一委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 最後に一つだけ、８款

土木費１目除排雪費の中にあります備品購入費、

これは恐らく小型除雪機の３台分だと思います

が、この除雪機を町内に貸し出すと言われてい

ますが、危険じゃないでしょうか。安全に使う

ことができますか、どうでしょうか。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

小野周一委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 当然ロータリーの小型で

ありますので、操作にあっては十分注意した中

で使用していただくと、当然危険性はございま

す。ただ、そういった操作に当たりまして人選

をしていただきまして、利用していただくと。

それに対する保険等もいろいろございますので、

その辺の対応もしていただいた中で利用してい

ただくというふうに考えているところでござい

ます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 終わります。 

小野周一委員長 ほかにありませんか。 

１５番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 
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小野周一委員長 平向岩雄委員。 

１５番（平向岩雄委員） 47ページでございます

が、３款民生費１項社会福祉費でございます。

新庄最上シルバー人材センターの運営補助金で

ございますが、654万3,000円、昨年の場合は

693万3,000円というふうなことでございますけ

れども、39万円ほど昨年度対比で減額というふ

うなことでございますが、これは新庄市だけで

運営補助金を出しているものではないというふ

うに理解しているんですが、これは市町村の補

助の割り当てされている一つの基準となります

か、そのような内容についてまず第１点お伺い

いたします。 

  それから、51ページでございますが、３款１

項、老人クラブ活動助成事業補助金126万円、

昨年の予算を見ますと148万6,000円で22万

6,000円減額でございます。これは老人クラブ

の会員数の減少ということも影響しているんだ

なというふうに理解はいたしておりますけれど

も、老人クラブが減る一方だというふうなこと

で傍観していることはどうかと思いますので、

この老人クラブの育成につきましての市として

の手だてをどのように行っているかというふう

なことでございます。 

  それから、68ページ、６款農林水産業費１項

農業費、旧最上中部牧場管理運営事業費、たら

の芽の栽培の実証試験の業務委託料33万円、こ

れはねらいはわかるんでございますけれども、

なぜ今この中部牧場跡にたらの芽の栽培の実証

が必要なのかというふうなこと、まずこの３点

についてお伺いをいたします。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 まず新庄最上地域シルバ

ー人材センターの補助金の件でございますが、

新庄市におきましては昭和58年から補助金を出

しているということで、７町村につきましては

61年から補助金を交付しているというふうなこ

とでございます。流れとしましては、随分昔の

ことでございますが、61年当時ですと新庄が

430万円、７町村が10万円掛ける７ということ

で70万円、計500万円という補助金を交付して

ございました。その後、新庄市では一時期683

万5,000円という、平成15年におきましてそう

いうふうな金額を交付していたところでござい

ますが、７町村におきましても当初10万円から

15年度29万5,000円、これは一つは県の補助金

がかなり削減されたということがございまして、

新庄市あるいは７町村においても10％程度の削

減ということをやってまいりましたが、シルバ

ー人材センターにおいてもかなり自助努力はし

てございますが、経営がかなり困難だというこ

ともございまして、平成18年から同額というこ

とにさせていただいております。７町村につい

ても同額ということでございます。私が福祉事

務所に来たときに、前にもこれは御質問あった

と思うんですが、補助金の規定といいますか、

基準といいますか、それについても検討いたし

まして、７町村を回ったときにいろいろ申し上

げたんでございますが、過去の経過等ございま

して、現在においても町村の負担を上げるとい

うことはできないということで、そのような経

過でございます。これにつきましてはシルバー

人材センターの事務局とも話しておりますが、

補助金の額につきましては今後の課題であると

いうふうに考えます。 

  それから、老人クラブのお話がございました

が、確かに会員数は減っております。これにつ

きましては老人クラブの活動内容が、我々団塊

の世代でございますが、これから団塊の世代が

ふえるということもございまして、それぞれの

老人クラブの活動につきまして検討を加える必

要があるのではないかなと、それぞれの老人ク

ラブで考えていただきたいなということもござ

います。例えば介護問題とか、そのようなテー

マも取り入れまして工夫する必要があるのでは
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ないかというふうに考えます。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

小野周一委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 たらの芽栽培実証事業につ

きましては、予算的には33万円という委託料で

ございます。これについて説明させてもらいま

す。今、最上管内におきまして、転作作物とし

て定着しておりますたらの芽、いわゆる促成栽

培でございますけれども、市場の需要も相当伸

びておりまして、年間の産出額も3,000万円と

か5,000万円近くになっております。市場評価

を定着するには生産性と品質の持続ということ

が不可欠でございまして、実は新庄もがみ農協

の方からたらの芽の栽培を拡大していきたいと

いうふうなことで、遊休農地、未利用地でござ

いますけれども、中部牧場の中の未利用地約５

ヘクタールで、たらの芽研究会というふうなこ

とで組織されておりまして、その研究会の方に

委託ということで、一応７年間をめどにたらの

芽を栽培して、たらの芽の収入といいますか、

売り上げの一部、それを歳入としていただくと

いうようなことで考えている事業でございます。

いわゆる新庄ブランドといいますか、たらの芽

もそれの一つの戦略かと考えておりまして、今

の時期ということで旧中部牧場の未利用地、遊

休農地をぜひ活用して実証していきたいという

ふうに計上したものでございます。 

  それとあわせまして、林産物でございますけ

れども、こしあぶら、今、各林地の中に群生し

ておりますけれども、それの検証も実験として

やっていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

１５番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

小野周一委員長 平向岩雄委員。 

１５番（平向岩雄委員） シルバー人材センター

関係でございますが、これは新庄最上というふ

うな銘を打っておりますので、新庄の人だけで

なくて最上の方もかなりシルバー人材センター

に加入しているのではないかと思いますけれど

も、町村別の登録人数などおわかりになればお

知らせいただきたいと思います。 

  それから、老人クラブ関係でございますが、

なかなか老人クラブの会員数の減少というふう

な、あるいは集落の老人クラブの廃止というふ

うなことについて内容を調べてみますと、市の

方に助成金をいただくための書類が難しいとか、

そういういろいろな事務手続関係によって会長

になる人がいないというふうなことを言われて

いるわけでございますが、ただ、自主性で老人

クラブはほどほどにやっていけばいいんだとい

うふうな考えでなしに、やはりお年寄りの方が

一堂に集まっていろいろな世間話をするという

ふうなことによっても健康の一つの元手になる

のではないかなと思うわけでございますが、こ

れらの積極的な活動の支援についての考え方を

新たにしていただきたいと思うんですが、いか

がなもんでしょう。 

  それから、中部牧場のたらの芽の栽培の実証

方でございますけれども、一つの研究会にこれ

を委託してやっているということでございます

が、その研究会の会員の構成人数と栽培面積、

どの程度の面積になっているかというふうなこ

とをお尋ねしたいわけでございますが、これは

基本的には大変結構なことだと思います。なぜ

ならば、新庄市の農業産出額でございますが、

昭和60年では106億9,000万円あったんでござい

ますが、平成17年のセンサスによりますと62億

円というふうな極めて大きな金額が減少してい

るというふうなことで、ただ、新庄は田園都市

というふうなことを言っているわけでございま

すが、山形市あたり、あるいは鶴岡市あたりを

見ましても、米以外の作目が非常に県内１位を

占めている数が多いわけでございます。例えば

鶴岡市の場合でございますと、カブとかニンジ

ン、バレイショ、ホウレンソウ、アスパラガス、

枝豆というふうに多岐にわたって山形県１位の
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生産額を占めているものがございます。幸い、

新庄市におきましても、ソバ、ことしからニラ

も山形県１位の生産額だというふうなことは大

変結構なことでございまして、米以外の畑作物

に対する力の入れようというものは今後極めて

重要な課題であるというふうに理解しているわ

けでございますけれども、先ほど中部牧場関係

についてのたらの芽の実証法の面積とその参加

人員がどの程度かというふうなこと、再度お願

いしたいと思います。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 まずシルバーの会員数で

ございますが、18年度の資料で申し上げますと

８市町村で計703名おいでになります。そのう

ち新庄が400名ということで56.9％という割合

になっております。 

  それから、老人クラブの件ですが、手続等の

お話ございましたが、１単位クラブの人数とか

大分緩和してきたところでございますが、なお

委員言われるような問題ございましたら、時々

福祉事務所にも事務局の方が見えますので、い

ろいろお話をさせていただいて、なるべく活発

化するようにしていきたいと考えます。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

小野周一委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 たらの芽研究会の構成メン

バーについてお知らせします。たらの芽研究会

については13名おりまして、そのうち認定農業

者が10名というふうな構成になっています。面

積につきましては、現地等も確認して、勾配等

もございますので、その辺で活用できる箇所が

約５ヘクタールというふうなことで試算して、

委託については、耕起とか、ならしとか、いろ

んな転作についての業務を委託したいというふ

うに思っています。以上でございます。 

１５番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

小野周一委員長 平向岩雄委員。 

１５番（平向岩雄委員） どうもありがとうござ

いました。よろしくお願いします。 

  次に、89ページ、９款消防費１項３目消防施

設費でございますが、消防施設整備事業補助金

でございますけれども、これは前年度と同額の

502万4,000円でございます。これは集落と分団

あたりの消防ポンプの施設かと思いますけれど

も、話によりますとなかなか申し込んでおいて

も順番が来るまでに何年も待たなくちゃならな

いというふうな問題が末端の方では生じている

ようでございます。なるほど昨年度の予算とこ

としの予算が同額ということにつきましては、

何カ年計画の中で同じ台数を導入していくんだ

なというふうな理解もできるわけでございます

けれども、消防ポンプというものは、これは災

害によっては急激に必要なものであるというふ

うなことでございますので、当面申し込みのあ

るものについてはなるべく早く優先順位を高め

て対応すべきではないかというふうな考え、こ

れ１点でございます。 

  それから、94ページでございますが、10款教

育費２項３目、学校給食地元産米方式実施負担

金25万8,000円、これも昨年と同額でございま

す。この地元産米方式実施負担金というのは内

容的にどうなっているのか一つお願いしたいと

思います。 

  それから、100ページでございますが、10款

４項５目市民文化会館費でございます。4,722

万4,000円ですが、昨年の場合と比較しますと、

昨年は7,080万4,000円でございまして、工事請

負費、昨年の場合は902万6,000円ございました

から、それを差し引きいたしましても6,177万

8,000円というふうなことになるわけですけれ

ども、昨年対比で工事請負費差し引きいたしま

してもべらぼうに緊縮予算ではないかなと思う

わけで、よく調べてみたんですが、やはり昨年

の場合ですと市民文化会館の除雪費だとか細か

いことについて入っておったんですが、これが
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一切ことしはないというふうなことでございま

すけれども、この関係の内容でございますが、

お知らせいただきたいと思います。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

小野周一委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 ただいまの消防の施設設備

費でございますが、これは市の単独補助となっ

ておりまして、まず資機材関係につきましては、

物によって補助率が違うんですが、３分の１か

ら３分の２、これは具体的に消防のホースとか

アルミ防火服等々について予算化しておりまし

て、金額的には150万円ほど盛っております。

それからポンプ庫の改修なんですが、ことしは

１カ所で50万円というふうなことで予定してお

りまして、これが補助金２分の１、もう一つ、

今、委員おっしゃられた小型動力ポンプ、これ

が20年代というふうなものも確認しております

けれども、ことしにつきましては、当面、秋口

までに来年欲しいというふうな申し出あった台

数が３台でございます。３台とも予算化しても

らいました。その後に１カ所、やはり来年また

欲しいやというふうなことで申し出あって、実

際には４台ほど申し出いただいておるんですが、

今のところ当初予算では３台の対応というふう

に考えております。ただ、このポンプ関係につ

きましては、地元負担が５分の１、20％、約20

万円ほどあるということで、やはり突然来られ

ても地元との調整がなかなか難しいとか、そう

いったことがございますので、私の方でも分団

長を通してなるべく早く地区の拠出金とも調整

しながら申し出てくださいと。結構古くて、耐

用ぎりぎりやっておりますが、いざ有事の場合

は大変だということも認識しておりますので、

その辺は地元でなるべく早目に調整していただ

ければ対応は可能かと思いますので、よろしく

お願いします。 

大場和正教育次長 委員長、大場和正。 

小野周一委員長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 学校給食地元産米の実施負担

金についてですけれども、現在、新庄市の場合、

米飯につきましては小規模校で自校炊飯、大規

模校で委託炊飯という形で行っています。現在

のシステムですけれども、各学校で年間の需要

計画というものをつくりまして、それを教育委

員会が取りまとめて県の学校給食会の方に需要

申請を行うと。その場合、県の学校給食会では

各教育委員会の方から出された需要申請に基づ

いて農業団体の方に年間需要計画を提示して行

っているわけですけれども、これが県産二等米

というふうな形になっています。それに新庄市

の場合、ほかの多くの市町村でも今そのような

形になっているようですけれども、新庄市の場

合は新庄産米の一等米を送るというふうなこと

でもって、その差額を補てんするという形にな

ります。実際、年間の精米使用料としては２万

4,636キロと想定しています。俵数にして410俵

という形になります。実際、一等米との県産二

等米との差額、玄米30キロで300円という形で

想定しておりまして、その積算した結果が25万

8,000円というふうな形になっております。以

上です。 

大江雅夫生涯学習課長 委員長、大江雅夫。 

小野周一委員長 生涯学習課長大江雅夫君。 

大江雅夫生涯学習課長 文化会館の本年度の予算

の減額、ここにお示ししましたとおり2,358万

円の減額というふうなことで出ております。こ

れにつきましては、昨年12月から市民文化会館

が指定管理者制度に移行しております。20年度

は全体的に指定管理を推進するというふうなこ

とで、この差額の大きい点の一番は職員の人件

費の２名分の減額がまずございます。これまで

文化会館につきましては正職２名、日々雇用１

名の３名で対応しておりました。この分が今度

指定管理者の方に移行したということで減額が

生じたものでございます。 

  ちなみに、指定管理につきましては、人件費
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はもちろんですけれども、これまで保守点検に

関する委託、さらには光熱、燃料、先ほど御指

摘のありました冬期間の除雪等さまざまなもの

が指定管理料に含めてお願いするというふうな

予算措置を計上しておりますので、御理解いた

だきたいと思います。 

１５番（平向岩雄委員） 委員長、平向岩雄。 

小野周一委員長 平向岩雄委員。 

１５番（平向岩雄委員） 消防の小型ポンプ関係

につきましては即座に対応できるというふうな

ことを課長が申し上げられたわけですが、消防

団の話ではかなり前から申し込んでおかないと

該当するには年数がかかるからというふうな要

望でございました。それは課長の話を信じてい

いんだなというふうに思うんですけれども、ひ

とつ申し出あった場合には即座に対応をお願い

したいというふうなことでございます。 

  それから、新庄産米の実施負担金絡みでござ

いますけれども、山形県は学校給食の米飯給食

でございますが、全国１番目にしたいというこ

とで本年度からいろいろな対策を講じているよ

うでございますけれども、本市の場合は県の日

本一に同調いたしまして、ただ単に25万8,000

円だけの予算で対応できるのかというふうなこ

とを再度お願いしたいと思います。 

大場和正教育次長 委員長、大場和正。 

小野周一委員長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 新庄市の場合、今、平均しま

すと週に3.4ないし５ということになります。

県の方では3.8というふうな形で言ってきてい

るわけですけれども、現在、年間でいきますと

115回、これが3.8にすれば133回の米飯給食と

いうふうな形になろうかと思います。ただ、県

の方では詳細について実施要項等についてはま

だ検討中ということでありますので、それが具

体的に提示されましたら新庄市の方でもそれに

基づいて実施していきたいと考えております。 

１５番（平向岩雄委員） 終わります。 

小野周一委員長 ただいまより10分間休憩します。 

 

     午前１０時５４分 休憩 

     午前１１時０４分 開議 

 

小野周一委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

小野周一委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） まず最初に、平向委員

の関連質問ということで、先ほどの米飯給食に

ついて、小嶋委員も一般質問で触れておりまし

たが、また平向委員も今いろいろただしたわけ

なんですが、どうも私が疑問を持つのは、この

点について10年ぐらい前かな、１回触れている

んです、子供に二等米食わせるなんて、何の話

だということで。そうしたら、給食なんとかい

うのがあって、一つの組織があって、そこを通

してこないと、当時の文部省ですか、そこのい

ろんな助成とか補助とか、そういうことができ

ない仕組みになっているんだということをあの

とき聞いたんですが、今もそういう制度になっ

ておるのか、なってないのか。それから、410

俵の米というものを今やっておる炊飯業者に直

接納めることができないのか。それから、需要

と供給の関係で昨年は米は一等米価格で１万円

ぐらいまで下落しているわけ。そうなってきた

ときに、その価格というものはどのぐらいなっ

ているのか、高くなったり安くなったりするの

か、それとも一定の価格で１万5,000円なら１

万5,000円で固定しているのか。私は市場原理

から言えば下がれば下がってしかるべきだと思

うんです。買い上げがどのぐらいで買っている

のか。給食の炊飯業者はどのぐらいでその米を

買っているのか。それからもう一つは、よく地

産地消なんていう言葉、このごろ頻繁に出てく

るんですが、そういう炊飯をやられるような方

がもし新庄市内で出てきたとき、その炊飯業務
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をできるかできないか、関連としては以上です。 

  それから、農林課にお聞きしますが、たらの

芽ですか、５ヘクタールやると。「実証方」と

いう言葉ちょっとひっかかるんですな、実証方

というのは。たらの芽に対する技術は相当定着

しているはずです。今さら何を実証するのか。

例えば新しい品種を開発するとか、その新しい

品種のもとに栽培技術を検証するとか、それな

らわかりますが、新しく実証方ということは、

どうもこの言葉の書き込みが、それなら最初か

らたらの芽栽培に対して５ヘクタールを貸す

「土地の貸し付け」とかとした方がわかりやす

いんでないかなと。貸す限りは貸し料というの

はどういうふうになっているのか、５ヘクター

ル貸すわけです。その貸し賃はどのぐらいにな

っているのか。売り上げの収入から一部をこっ

ちの方で収入としていただくということになっ

ているんですが、売り上げなければゼロです、

極端なことを言うと。だから、５ヘクタール貸

したときはどのぐらい賃料としていただくのか。 

  それから、私の本来の質問に入ります。これ

は予算全体です。支出の全体にかかわることな

んですが、ことしの20年度の場合、いわゆる普

通建設事業費６億ちょっと、昨年もそのぐらい

なんですが、超えているんですが、この事業を

展開するときに、行政の大綱ですか、この中に

わざわざ、これから事業を発注するときには、

行財政改革大綱案ですか、20年から21年度、こ

の予算書は20年度ですので、入札制度の改善と

して、「透明性・公平性・競争性の向上を目指

して改善する」と、こういう言葉を私は初めて

見ました。この中ではいろいろやりとりはあっ

たんですが、文章で表現したのは初めてでない

かなと、今回見させてもらいました。この件に

ついて、どういうふうに取り組むのか。かつて

私は、鏡さんが財政課長をやられておったとき

に、一般競争入札を導入したらいかがですかと

いうことをこの場で一般質問で申し上げたとき

に、一般競争入札をすると事務量が大変なんだ

と、だから今のところやる気ないと。ところが、

全国的にそういううねりが出てきて新庄市もや

るようになった。ただし条件つき入札、条件つ

き一般競争入札といろいろありました。そして、

新庄市でもそれを取り入れたときに、いわゆる

事業費ですか、額が何千万以上でなければしな

いと、たしか7,000万円だかなんとかとあのと

き言われたんですが。そういう事業は新庄市で

１年間にどのぐらいあるんですかと聞いたとき、

ほとんどないと、学校建てなんていうのは別で

すよ、余りないと。ということは一般競争入札

は、制度自体はあっても実態はないわけです、

実態は。その後、何かその額をすぐ下げたとい

う話も聞いておるんですよ。今の一般競争入札

をするときの事業費の額はどのぐらいになって

いるのか。そして、下げた結果、その費用に見

合った一般競争入札というものはどのぐらいな

られているのか。 

  一挙に申し上げますが、一般競争入札を導入

したことによって落札率がどういうふうな動向

をたどってきたか。ちなみに18年なり19年の市

発注の落札価格ですか、予定価格に対する落札

価格というものはおよそ何％ぐらいだったか。

最高は何ぼで、最低はどのぐらい。なぜ最低を

聞くかというのは、かつてある業者がすごく低

い率で落札したわけです。我々税金を納める方

から見れば大変結構なことなんですが、その結

果、完成検査ですか、そのときランクがＣでし

た。あれも私は初めて見ました、Ｃというのを。

普通はＢというのが多いです。Ｅというのはめ

ったにございません。Ｂというのは普通、Ａと

いうのは通信簿で言うとすぐれている、Ｃとい

うとやや劣る。新庄市では18年なり19年度にお

いてそのランクというものはどのぐらい、最低

のランクがどのぐらいだったのか。 

  まずこれはこのぐらいにして、それから次、

これは91ページですか、通学バス運行事務委託
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料514万円のっているんですが、これも何もこ

としからやったわけでございませんので、今ま

で何年かやってきたわけです。やってきた結果、

子供なり保護者なり地域の方々からどういう評

価を受けられているのか。「あんなものない方

がよかった」という評価か、それとも「よかっ

たな」と、どういうふうに評価されているのか。

さらにまた、この件については教育委員会の内

部で安全安心の通学のもとに、通学手段なんと

か、確保なんとかということで検討会を立ち上

げていろいろ検討したとお聞きしているんです

が、その結果がどういうふうになって、スクー

ルバスですか、この導入計画というものをどう

いうふうに今進捗なされているのか。 

  それからもう一つは、102ページの名誉市民

関係なんですが、これも1,343万5,000円かけて

整備すると。これはこれで結構だと思うんです

が、ただ、ここで例えば奥山峰石さんですか、

あの方の作品も、これもかなり前ですよ、ここ

で私が言ったのは。財政も厳しいけれども、２

年に１個とか３年に１個とか、そういう形で定

期的に、できれば１年に１個、２個、奥山さん

にお願いして授けてもらって、その作品の収蔵

の充実を図っていかないとだめなんでないかと

申し上げました。そうでないと新庄市は財政が

厳しいので、奥山さんは北区の名誉市民です。

財政的に我々と格段の差があるわけです。国で

も文化庁あたりが当然収集に走ります。近岡さ

んの絵画と同じ、山形でばっと集めたわけ、あ

る画商が。だから、新庄市が厳しい財政の中で

も例えば大きさとか形とか文様の違うものを少

し少しずつ集めて、将来５年、10年後に一つの

土門記念館という、ああいうその人の名前、ネ

ームバリューで美術館なり何なり将来はできる

人でないかなと。市長、これいかがですか、今

後、財政も厳しいと思うんですが、少しずつお

願いして求めると。ただ、峰石さんの特徴は、

デザインですか、よく木なんか出ているわけで

す、こずえ。これは何だかといったら、自分が

かつて上京して苦労して、自分のふるさとに帰

ってきたとき、冬の木のこずえの姿を見て、こ

れがすごく印象深いんだと、それで自分の作品

にデザインをしたと、こういうことをお聞きし

ています。すごくふるさとについて今でもふる

さとを大事にして愛着を持っているんだなと、

こういうふうに常々私は感じているんですが、

我々のふるさとが生んだ偉大なああいう芸術家

の作品を少しずつ収集していったらいかがかな

と、私なりに、これもかなり前ですよ、この場

でお願いしたのは。その点、これは市長の考え

だと思いますので、ひとつその考えのほどをお

願いしたいと思います。 

  いろいろ申し上げましたので、時間の関係も

ございますので、御答弁をひとつお願いします。 

大場和正教育次長 委員長、大場和正。 

小野周一委員長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 学校給食での米飯についてで

すけれども、これについては県内の関係７機関、

農林水産省、東北農政局、山形農政事務所とか

県の農林水産部、あと県の教育委員会、県の学

校給食会、県の農協中央会、全農山形、全農庄

内等が協議、合意して、山形県の教育委員会で

山形県米飯学校給食における山形県産自主流通

米供給実施要領というのがありまして、それに

基づいて県内の全域で米飯の学校給食を安定的

に供給するというふうな形になって、それに基

づいて新庄市の方も委託炊飯については行って

いるということです。 

  米の値段が下がればどうなのかということで

すけれども、下がれば当然その料金も、米価が

下がれば料金も下がります。ただ、ここで出し

ている28万5,000円につきましては２等米と１

等米と差額というふうなことでもって、その差

は玄米30キロで300円ということで１キロ当た

り10円ぐらいになるんです。もっと米価の方が

下がれば、その他の食材の方でいろいろいい方
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向に向くんじゃないかなと思いますし、米価が

格段に下がれば保護者の方からいただいており

ます食材費等についても下げていくことができ

るのではないかなという形で考えております。 

  あと、委託炊飯が地元でできないのかという

ふうなことなんですけれども、現在、学校給食

会でもって指定している業者というのが22ほど

ございまして、その指定工場にならないと学校

給食会を通じての米飯が今のところいろいろな

制約があるというふうなことです。新庄市の方

にもしそういうふうな委託炊飯が可能な施設が

整備されれば、学校給食会の委託炊飯工場にな

っていただいて新庄市でそういう炊飯をやって

いただくというふうな形になろうかと思います。 

  以上です。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

小野周一委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 たらの芽栽培実証試験事業

につきまして、いろいろこれまで検討した経緯

を御紹介したいと思います。たらの芽栽培の実

証試験ということで、市の所有の農地が貸借で

きないというようなことから、市が行う事業に

対する作業の委託というふうなことで、今まで

農地法とか、いろんな検討してまいりました。

その中で、たらの芽については当然これまでも

産出額でもありますように栽培技術が確立され

ているというようなことで、どうしてこの場所

なのかというふうなことであると思いますけれ

ども、いわゆる原野といいますか、原野傾斜地

をいろんなバイオマスの堆肥、今、堆肥使って

いますけれども、生ごみの堆肥ですね、それを

循環型農業を目指すということで、それで原野

の場合、どういうふうな対策、堆肥を必要とす

るかと。堆肥も投入していろんな栽培技術の向

上を図ってまいりたいというふうに考えており

ます。それで、今、遊休農地、いわゆる耕作放

棄地が約80町歩ぐらい、80ヘクタールぐらいあ

ります。それがある程度実証できれば中山間地

のいわゆる急傾斜地、いろんなそういう林地の

部分の放棄地についても可能でないかなという

ふうに思って、それを拡大していくための実証

ということで今回予算化させていただきました。

よろしくお願いしたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 入札制度についてお答

えします。19年度現在まで、ことしの件で言い

ますと約80件ほど入札いたしました。金額にし

て９億7,000万円、約10億円近いお金の工事あ

るいは業務委託を発注してございます。落札率

が全体で92.8％、去年は94％でしたので、こと

しは１ポイント以上落ちているということであ

ります。 

  その中で、一般競争入札ですけれども、渡部

委員から7,000万円というようなお話ございま

したけれども、一つの目安としてはそのような

金額を上回った場合は一般競争入札に付すると

いうことでありますが、近年、特にことし、去

年あたりはそういう大口の工事はなかったとい

うことで、一般競争入札についてはおおむね二、

三千万あるいは4,000万円、5,000万円と、でき

るだけ大きな工事については一般競争入札でや

りましょうと。全体の工事費の２割ぐらいを目

安に今まで行ってきたという経緯がございます。

19年度は４件でございまして、約２億円近い１

億9,000万円ほどですけれども、その工事を一

般競争入札に付しました。落札率が77.7％とい

うことで非常に低いということは、低入札とい

いますか、そういった傾向があります。うちの

方で低入札という位置づけは現在のところ具体

的にはちょっとあれですけれども、10％台半ば

ぐらい以下になると80数％台以下になると低入

札というとらえ方で、低入札の審査委員会を開

いてやってきたという経緯がございます。４件

中３件が低入札でありまして、やはりこの地域

については相当競争が高まってきているのかな
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というふうに感じます。特に後半、10月以降、

低入札が非常に多くなってきております。低入

札になればうちの方の工事費が節減できるわけ

ですけれども、一方やはり品質の確保あるいは

地域で働く人の雇用、経済に与える影響は好ま

しくないというふうに考えてございます。 

  それで、20年度について、一般競争入札、公

平なもとで入札する機会ということをまず拡大

するということで、そのガイドラインを今まで

7,000万円という一つの目安について運用して

きましたけれども、現在のそういう県あるいは

国の動向からすると時代的にはうまくないとい

うことで、これを１号審査に該当する1,000万

円以上については競争入札に付したいなという

ことで、指名審査委員会等でそういった協議を

してきたと。それから、低入札については、品

質の確保をする上でやはり一定額以上のライン

を割りますとそういった問題が発生してきます

ので、工事の品質を確保するためにも歯どめを

かけるためにも、そういった低入札について一

定の歯どめをかけながらやっていきたいという

ふうなことでございます。 

  それから、最低と最高どのくらいかというこ

とですけれども、評価については１件１件評価

まだしていませんので、何点というＣ評価とか

Ｂ評価とか、そういったことについてはまだま

とめていませんけれども、Ｃ以上の評価をおお

むね確保しているということです。中にはぎり

ぎりの評価、ＡＢＣＤＥというふうな評価があ

りますけれども、Ｄ評価も一つだったかな、そ

ういったぎりぎりの評価も一つございましたけ

れども、おおむねはＣ以上の適正な評価で工事

が執行されたというふうに把握しています。 

  ちなみに、落札の一番低かったのが30％台で

ありまして、これは相当業者の工事あるいは業

務を執行する上で非常に好ましくない形という

ふうに考えています。ただ、低入札で歯どめが

かけられなかったというか、そういったいろい

ろな審査の方法もありますので、透明性とかガ

イドラインとか、うちの方で審査するラインを

もう一回考え直して、20年度から改善したガイ

ドライン、審査方法でやっていくということで

指名審査委員会で確認しているところです。 

佐藤 博教育長 委員長、佐藤 博。 

小野周一委員長 教育長佐藤 博君。 

佐藤 博教育長 安全安心通学プランのことなん

ですけれども、17年度にそれを作成しまして、

いよいよそれを実施していくということで今年

度も取り組んでおるわけですけれども、具体的

には安全安心通学プラン推進委員会を関係者、

例えば保護者とか、または各学校の教頭先生等

で組織しまして詰めてきておるところです。具

体的には今年度は通学路の安全点検を実施した

り、または各学校で安全通学マップを作成した

ところでございます。現実的に人家が少ない危

険な箇所、必ずしも遠距離ではないんですけれ

ども、そういう箇所もございます。したがって、

子供たちの安全を第一に考えるとすれば、単な

る距離だけじゃなくて、現実に合ったそういう

安全安心策を講じていかなければならないとい

うようなことから、一応おおむね通学用バスを

使用する距離というのはこれまで小学校で４キ

ロ、中学校で６キロというふうにしておりまし

たけれども、それをそれぞれ３キロまたは５キ

ロというふうに緩和も考えておるということで

す。今後ですけれども、さらにこれを具体化す

るために、通学用交通手段が必要となる地域の

選定及び児童生徒数の把握を確認していきたい

というふうに思います。それから、必要とされ

る交通手段、例えばバスまたは大型タクシーな

のかというようないろんな方法が考えられると

思いますので、そういう効率的な交通手段の形

態を詰めていきたいというふうに思います。さ

らに、交通手段の効率的な運行経路、これもい

ろいろコースを分けながら考えていきたいとい

うふうに思います。最終的にはそれに必要とな
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る経費どのぐらいなのかということをも詰めて

いく予定でございますけれども、いずれにして

も子供たちの安全を第一義に考えたいと思って

おりますので、早急にそれらが実現できる方向

でこれから詰めていきたいというふうに考えて

おります。以上です。 

大江雅夫生涯学習課長 委員長、大江雅夫。 

小野周一委員長 生涯学習課長大江雅夫君。 

大江雅夫生涯学習課長 このたびの名誉市民の特

別記念室の整備についてでございますけれども、

前に一般質問でもお答えしましたとおり、現在

の特別記念室があるわけです。こちらの方を近

岡善次郎先生の記念室と、それにちょうど反対

側になりますけれども、生活文化ホール、こち

らを人間国宝の奥山峰石先生の記念室というふ

うなことで位置づけて整備プランを考えている

というふうなことはお答えいたしました。それ

につきまして、奥山峰石先生につきましては現

在新庄市で所有する作品が８点ございます。制

作作品が７点、さらに制作工程までの過程の作

品が１点というふうなことで８点です。このた

びの整備プランにつきましては、奥山先生の方

には当然お話を申し上げまして、こういうふう

なことを考えていますというふうなことで了承

を得ております。それにあわせまして、作品数

が少ないというふうなこともあったものですか

ら、先生の方からこのたびこの整備に合わせて

12品の作品、ですから全部で奥山先生の作品が

市所蔵８点プラス12点、この12点をお借りする

というふうなことで現在話を進めております。

御提案のありましたとおり、奥山先生は人間国

宝になられたのが平成７年、57歳ですか、非常

に若いときになったというふうなことで、新庄

市にとっても非常に全国に誇れる貴重な方でご

ざいますので、作品の収蔵については、財政的

な面、今ございますけれども、これは整備して

いく必要が必ずあるというふうに考えておりま

す。以上です。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

小野周一委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 奥山先生の件についてですが、本

当に大変貴重な工芸品ということで認識してお

ります。先生とお話ししましたところ、対外的

なこともございますので、ここで余り表明する

ことができない部分もございます。しかし、３

年後に自分がこの世界に入って60年になると、

節目の年になるということなので、その点を考

慮してもらいたいということです。それがない

と今にでも20点を新庄市に寄託してもいいとい

うようなお話だったんですが、３年後の60周年

を記念してその後というようなことですので、

大変貴重な作品でありますし、新庄の財産であ

るということは十二分に認識しておりますので、

先生のそういうお気持ちを大事にするというこ

とで、こちらから今々すぐそうした話は持ち出

さないような形でお話ししたところであります。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

小野周一委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 時間がございますので、

政策経営課長、私が懸念しているのは、最上郡

全体の工事費ですか、167億円、79％減って、

ダンピングが出てくるとみんな大変だと思うん

です。その辺を気をつけてひとつやってくださ

い。以上です。 

小野周一委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

小野周一委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） 120ページ、121ページ

の平成20年度一般会計款別性質別経費調べにつ

いて、それから53ページ、民生費の児童福祉費

総務費、放課後児童対策事業委託料1,911万

6,000円、そして工事請負費300万円、主要施策

事業の４ページに北辰学童保育所開業事業、県

の補助金を168万円いただいての事業ですが、

この件と、それから85ページの土木費、住宅費

の中で住宅管理事業費1,255万2,000円並びに公



- 291 - 

営住宅改善事業費2,560万円の件と、もしまた

時間があったら57ページの民生費の生活保護事

業費２億751万3,000円についてお伺いしたいと

思います。 

  まず最初に、性質別経費調べによりますと、

ずっと高齢化社会も相まって民生費のウエート

が全体の100％に対して25.9％、約26％が民生

費に使われております。33億4,606万円でござ

います。その次、衛生費が12％で12億5,000万

円、土木費が9.8％で12億6,535万円、教育費が

8.8％で11億3,690万円となっておりまして、比

較ですが、たまたまずっと見ていまして、平成

14年度で民生費は19.5％、29億3,292万円、平

成17年度には24％になっておりまして32億

6,000万円、ずっと民生費は上がる一方で30％

近く、一般歳出の約３割弱を民生費に投与しな

くちゃだめだという状況になっています。それ

に反して教育費は平成14年度には10.3％、15億

5,313万円だったのが今は8.8％、財政規模も平

成14年度当初は150億円の一般会計でしたけれ

ども、今は129億円でスタートしようというこ

とで緊縮財政の中でのスタートでありますが、

教育費は8.8％、11億3,690万円になっておりま

す。中をとって平成17年度でも民生費はそうで

したけれども、今度土木費に至っては平成14年

度は15.6％ありました。23億5,963万円を使っ

ていたわけでありますが、平成20年度では

9.8％の12億円に減っております。平成17年度

は財政再建の初年度ですが、そのときでも

11.3％で15億円ぐらい使っております。こうい

うふうに平成14年というのは新幹線開業して３

年目ぐらいですから、ある程度周辺事業も落ち

着いて、どんどんと財政的な状態が大変だなと

いう状況の中でやられたのでありますが、この

平成14年と平成20年度の予算を比較しますと、

土木費は約半分、この６年間でですよ、減って

いるわけです。中でも普通建設費の目減りとい

うのは物すごいものでありまして、平成14年度

は９億3,500万円だったのが平成20年度では２

億3,800万円であります。要するに75％の減で

あります。ここ６年間で７億有余の事業費の縮

小となっているのであります。この落ち込みと

いうのは本当にすごいものでありまして、これ

を職とする人方は、生活を営んでいる方々は本

当に死活問題ではないかなという現状に今新庄

市はあるわけであります。 

  この状況というのはすべての分野にリンクす

るというか、影響を与えるわけであります。ま

ず、市長が標榜しております新庄の理想となる

田園都市、その田園都市の農家の方々も先ほど

来いろいろ一般質問等でもありましたように、

農家の収入の目減りもあって、農閑期のときに

は土木建設業のそういうふうな事業を職として

求めて、その穴埋めというか、所得を穴埋めし

ているという状態だったんですが、その仕事す

らままならず、ほとんどその収入が入らないた

めに、新庄市の可処分所得というのが物すごい

目減りになっているのが現状でありまして、そ

うするとこれはその購買力にも影響しますし、

商店街にも影響しますし、ひいてはその子供社

会、子供の親が経済状況が悪化すれば、そのい

ろんな部分、学校に関してもそうですが、悪影

響を徐々にではありますが、だんだんと落とし

ている新庄の現状、ここ何年間はもっともっと

ひどい状況になっているのであります。 

  この新庄市の一般会計の款別の性質経費等の

ありようが、平成14年度と20年度、中間の17年

度でも話ししたように、どんどんと民生費は右

肩上がり、土木費はずっと下がっている現状、

教育費もそれにかんがみて下がっている、児童

福祉費はいろいろな部分で民生費の中でそれで

も大変な状況の中にあるわけですが、この現状

をまず市長は、この構成比はいたし方ないとい

うふうに感じておられるのか。今後どういうふ

うに、市長が標榜する田園都市のありように、

土木建設費のこの部分の目減りというのは本当
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に、すべて新庄はもうその部分はかなり大きな

ダメージではないかなと認識しているのは私ば

かりじゃないと思うんですが、建設業の業者の

方々に聞いても大変な状況に追いやられている

ということはわかるわけですけれども、この現

状でどういうふうに、今後の希望も含めて、今

はいたし方ないのかどうなのかという、その部

分は事あるごとに新庄市は財政的に大変だから

どうしようもないなという部分が結構話ずっと

聞くのですが、どうしようもないことと何もし

ないこととは違うと思うんです。この部分をど

ういうふうに思われているか、まず大略的に新

庄市の20年度の予算編成に当たって苦慮された

ことも含めて、今後の見通しも含めてお伺いし

たいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 財政再建の真っただ中

だということで、私どもがまず気をつけたとい

うか、心がけたことに市債の発行を極力抑える

ということがあります。起債事業の典型が土木

事業でございます。そういったことで９億円か

ら２億円まで落ち込んだと、７億円、その当時

と比べて減額ということで、道路事業がそろそ

ろ都市計画事業も含めてある程度の当初考えら

れていた事業がそろそろ完了してきたと、継続

事業が。そして、一方で道路事業の新しいとこ

ろへのシフトがそろそろここ二、三年で考えな

ければならない時代にまた来ているということ

で、ちょうど橋渡しといいますか、過渡期にあ

るのかなということです。 

  市全体としては、福祉と子育てということが

施政方針にもありますように、まず次代を担う

子供たちあるいは福祉、そういったことにウエ

ートを置かなければならない、一方で国の政策

としていろいろ福祉政策、児童福祉関係、教育

関係が充実してきています。扶助費とか、いろ

んな経費がずっと右肩上がりでふえてきていま

す。やはり予算の構成上、法的に決まっている

こと、制度として決まっていることにウエート

を置かざるを得ないということで、そちらを優

先的にやったということであります。 

  これからどうするのかということであります

が、市債の償還については今後順調に進んでい

ますので、毎年10億円程度減っていくというこ

とで、そのウエートがだんだん下がってきます。

下がってきた部分をそういった、全部それを起

債事業とか、あるいは公共事業、土木事業に向

けるわけにはいきませんけれども、やがていろ

んな施設の修繕あるいは新しい道路事業、そう

いったものに向けざるを得ないというふうに考

えています。したがって、そういった投資的経

費、今は６億円、７億円の世界でありますが、

やがてそういったやらざるを得ない、やらなけ

ればならない、市民のニーズにこたえなければ

ならないということでふえていくものというふ

うに傾向としてはとらえています。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

小野周一委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 政策経営課長が答えたとおりであ

ります。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 学童保育所でございます。

放課後児童対策事業ということで、現在、中央

と日新の二つにおいて開設しております。20年

度において北辰地区の学童保育所を新しく設置

したいということで、来年度の予算にのせたわ

けでございます。最近、学童保育所の要望が大

変多くなってきております。次世代育成支援対

策行動計画においても、差し当たって１カ所増

設するという考え方で計画にものせてきました

が、やはり北辰地区は前から要望が強かったと

いうこともございまして、地区においては北辰

地区ということにさせていただきました。昨年、

１年生から３年生までの全員に対してニーズ調
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査をいたしました。その結果、もし開設したら

行くかという質問に対しまして27名の方が「行

きたい」ということがございましたので、この

ようにしたわけでございます。日新と中央二つ

はかなり人数も多うございまして、今後は補助

金の関係もございまして、分けていく必要があ

るのではないかなということでございます。 

  予算書に載っております1,911万6,000円につ

きましては、昨年度は1,448万8,000円でしたの

で、増額分は北辰学童保育所ということであり

ます。以上です。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

小野周一委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） 二つ追うというか、二

つ話をしますと、どっちがどっちだかわからな

くなりますから、一つずつしようかなと思った

んですけれども。 

  今の性質別の経費と国の動向も含めてという

状況があって、ただ、認識しなくちゃないのは

土木建設費のこのすごい下落というか、先ほど

政策経営課長が言っているように９億円あった

事業が今２億3,000万円ですから７億円ぐらい、

本来、例えばの話で当事者とすれば死活問題で

すよね。自然淘汰されて本当にいろんな部分で

ということで、そしてあと新庄のこういうふう

な中間な田園都市としては、農閑期のときに今

までだとやはり手弁当を持ってという状況があ

ったんですが、その仕事をする、その就労する

場すらないという状況に今追いやられているの

が現状なのです。景気を浮揚するというか、景

気を浮揚するためにはまず個人消費が伸びなけ

りゃ景気は回復しない、これは当たり前の話。

じゃ個人消費を伸ばすには何なのかというと、

それぞれ個々人の可処分所得を多くする施策を

展開しなかったらば何ともならない。それが可

処分所得すら、例えばの話でそういうふうに手

弁当を持ってという状態の方々に対しては就労

でき得る場すらない。そして、税だとか社会保

障だとかといういろんな部分の負担増が今出て

きているもんですから、それぞれが本当に大変

な状況に追いやられているというこの現状をま

ずどういうふうに認識されているのかなという

部分を「国の動向ですから」というだけでは片

づけられないというか、新庄の今のこの状況を

追いやった上でどういうふうに考えられている

のかということをお伺いしたいんです。このま

まの状態ではよくないなというのはわかるんで

しょうけれども、今言ったように、市債を何と

かして減らしたい、減らしたいけれども、強力

に減らしてすべての事業をやらない場合にはそ

れによってしわ寄せ来て、やはり倒産やむなき

に至るような状態というのがあるわけですよ、

現に新庄は。そのような部分が微妙に影響して

いるからして新庄は大変な状況で貧乏だから何

もできないのではないかと言われる風評が出る

のではないかと懸念する一人でありますが、現

実的にもこういうふうな状態、数の上でもこん

な状態になっているわけです。この部分につい

て今後も含めて、予算編成では今仕方ないとは

言うんですが、どういうふうな状況に転換しよ

うと思われているのかということをお伺いしま

す。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 先ほども申し上げまし

たように、ここ一、二年が一番のピークである

ということで、市債の返済額が毎年２億円ぐら

いずつ減ってまいります。返すお金が減ってい

る、それだけ余裕が生まれてくる、あるいは広

域のゆめりあの償還が21年度で終わる、広域の

分担金も20年がピークですけれども、22年度か

らは急激に下がってくる、そういったことで、

余裕といいますか、投資的経費に回せるお金も

ここ一、二年の山場を過ぎれば相当出てくるの

かなと感じております。それをどこに回すか、

投資的経費に回すのか、工事に回すのか、ある
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いは別の方に回すのかは今後の議論ですけれど

も、そういった地域の経済が疲弊している、な

かなか投資的経費が少なくなれば地域で循環で

きるお金も少なくなる、そういったジレンマに

陥っている状況は重々わかりますし、地域の声

としても聞こえてきます。国・県の公共事業の

圧縮もそういうことに追い打ちをかけていると

いう現状は十分わかっておりますので、それら

を踏まえながら予算の配分といいますか、予算

の使い方になろうかなと思います。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

小野周一委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） 十分にわかっていると

いう、例えばの話で、本当に数的に言いますと

今みたいに９億から２億に７億も、６年間でで

すよ、事業費が減っているということは死活問

題だということで、全部そういうふうな状態。

それは市民も、今、経営政策課長が言われたよ

うに市民も「新庄市は大変だな」と、その実感

をしているのです、数の上でも。それがだんだ

んとこの21年の財政再建を待って今はもう忍耐

の状態でこの５年間続いているんです。最悪の

状況に今、市債は返済しなきゃだめなんだから

して、歳入は減なっているし、その中で市債を

減らさなくちゃだめだったらば、歳出もやはり

当然の状態になって、大変な状況に追いやられ

ているという認識の上で予算編成をまずしてい

ただきたい１点と、こういうふうな現状にあっ

てしわ寄せになっているであろうかなと思われ

る土木の中部課長の方はそんな部分ではどうい

うふうに認識していますか。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

小野周一委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 土木事業につきましては、

先ほどからお話にありましたように、道路建設

含めまして、下水道、関係する事業たくさんあ

るわけでございますけれども、やはり今財政再

建というふうな中で、ただ、それを達成の上で

新たな展開をしていきたいというふうなことで

今進めて考えているところでございます。先ほ

どいろいろ平成14年というふうなことと比較さ

れてのお話でございましたが、当時はまだ新幹

線延伸の事業の残りの部分とか、県事業が相当

ございまして、これに対する負担金等が非常に

大きなウエートを占めていたものもございます。

そういったことから、それらが今は既に事業も

相当完了してきておりますので、そういった面

で単純ではありますけれども少なくなっている

ということが事実ではないかと思います。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

小野周一委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） 市民の民意は、要する

に景気はやはり個人消費が伸びなければ浮揚し

ないよと、そのためのそれぞれの所得が減って

いるよと、目減りしているよということを十分

考慮した上での予算編成を、ましてや新庄市の

建設業界の人方はもう悲鳴を上げているという

現状を認識した上での予算措置、事業の執行を

お願いしたいなというふうに思うわけです。 

  続きまして、今の北部の建設費の問題で、矢

口所長が答えていただきましたから、これにつ

いてお伺いしますが、放課後の小学校の空き教

室にという状態で、重要施策事業にもありまし

たけれども、300万円を入れて３個目というか、

３カ所目の放課後の児童のこれを行うというこ

とになっていますが、これのまず委託先はどう

なのか。それから、北部は北辰小学校、泉田小

学校等を視野に入れているようですが、その３

年生以下の子供らの今後の動向、要するに人数

がどういうふうになっていくのか、それから今

までやっている状態の委託先は社会福祉協議会

なのか、今までの問題点と今までの２校、例え

ばの話で中央学童保育所、日新学童保育所の問

題点等も含めて、せっかく開設するわけですか

ら、その部分を考慮に入れた上での開設等の考

慮はあるのかないのかをお伺いします。 
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矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 現在の二つの学童保育所

については社会福祉協議会に委託してございま

すので、北辰地区につきましても同じ考えでご

ざいます。人数の動向については、北辰の次が

泉田というふうな今の考え方でございますが、

泉田地区の住宅がふえているというようなこと

もございます。具体的には泉田保育所がかなり

多くなってきているということもございます。

北辰の今後入学するニーズについては、ちょっ

と手元にございません。 

  今の経営体系でございますが、社会福祉協議

会に委託しているということでございます。そ

こに指導者といいますか、面倒を見ていただい

ている方が保育士の資格を持っている方という

ことでそれぞれお願いしてございます。中に父

兄から昨年あたりちょっと苦情等が実際ござい

ましたので、それについてはうちの方とその指

導者と社会福祉協議会の三者でもって対策を講

じたところでございます。今後子供の健全育成

という点からもいろんな情報を収集しながら当

たりたいと、そういうふうに考えます。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

小野周一委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） 今までの反省も含めて、

例えばの話で日新の方は距離が長いだとか、そ

このところ国道を通らなくちゃだめだとか、い

ろんな問題点等もあったでしょうけれども、そ

んなところをいろいろ考慮された上で、せっか

くされるんですからよろしくお願いしたいなと

いうふうに思います。 

  時間がありませんので、最後の公営住宅の改

善事業費2,560万円、これは84ページでありま

す。それから住宅管理事業があるわけでありま

すが、主要施策にもありましたけれども、玉の

木団地の修繕費もあるということですが、今後

随時玉の木の方はそういうふうな状態にしてい

かなくちゃだめな状況になっているのかどうな

のか１点と、それから入居率はどういうふうな

状況になっているのかまずお伺いします。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

小野周一委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 現在、市が管理しており

ます住宅でございますが、これが５団地ござい

ます。その中で、全体の棟数としましては30棟

ございますが、今お話ありました玉の木団地に

つきましてはやはりその中でも松本団地に次ぐ

古い方の建設でございます。そういったことか

ら、やはり相当住宅そのものが年数も経過して

いる関係から老朽化が激しくなってきていると

いうのは事実でございます。それで、本来であ

れば早目に改修計画等立てて改善していかなき

ゃならないところでございますが、やはりいろ

いろ財政案件等ございまして、これまで経過し

てきたという経緯がございます。今回20年度に

おきまして市営住宅の改修事業というふうなこ

とで主要施策の10ページにも記載してございま

すが、今持っております市営住宅のストックに

つきまして、どういうふうな状況で、今後どう

いう改善が必要か、それを調査しまして、市営

住宅ストック総合活用計画を策定いたします。

それに基づいて順次、補助を利用しまして改修

等を行っていきたいというふうなことで今回計

上させていただいたところでございます。その

中の玉の木団地の２号棟につきましては、これ

もつくってから、昭和49年の建設でございます

ので相当年数が経過しております。昨年度、外

壁が落下いたしまして危険な状況になったもの

ですから、今年度その部分を補助を利用しまし

て改修したいというふうなことで計上したとこ

ろでございます。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

小野周一委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） わかりましたけれども、

その住宅ストック総合活用計画の中に、提案に
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なりますが、本日の新聞の中に「まちなか居住

意向調査報告」ということで、マンション暮ら

し、山形の状態ですが、この中に、町中のマン

ションに移り住んだ理由について最も多かった

理由、年寄りの方ですが、「雪の処理のことを

考えて」嫌だからしてというのが44％、回答者

の約33％、60歳以上の方になると59％以上が雪

の処理をしたくないということでマンションに

住みたいと。また、一般的に暮らしやすくなる

ためには何がまず必要かという項目の中では

「近くに専門店とかスーパー等が多くあればい

い」というのが56％、これはきょうの新聞であ

ります。国でも空き家対策だとか地方への移住

だとか交流だとか、Ｉターン、Ｕターンの対策

上のいろんな予算措置もしております。一時新

庄で町中にマンションをして、年寄りに対して

いろんな利便性をという状態が、財政がちょう

どいいときにやりましたけれども、もう少しの

ところでそれが没になっております。どうか今

の総合対策のところで空き家対策も含めて、町

中に老人の方々が雪を心配することのないよう

な状態を今後対応していただいて、まちのにぎ

わい等も含めて考えてもらえればありがたいと

いうふうに思います。終わります。 

小野周一委員長 ただいまから１時まで休憩いた

します 

 

     午後０時０４分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

小野周一委員長 休憩を解いて再開します。 

  歳出についての質問ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 84ページの８の４に最

上中央公園管理事業費2,639万2,000円がのって

います。県支出金が2,180万9,000円だったんで

すが、この差はどこから出るのでしょうか。不

足分の請求はできないのかお願いします。 

  ２番目に、52ページの３の９で後期高齢者医

療事業費3.4億円ほど支出です。これについて

ですが、国会では中止案も出ています。市独自

にできることとして年金１万5,000円未満など

の本当に年金の少ない方などのために市独自に

減免制度をつくることができると、日本共産党

に対する答えとして国会で答弁されております。

そういうことが今必要なことではないかと思い

ますが、いかがでしょうか。 

  53ページの３の１で乳幼児医療給付事業が出

でいます。無料化対象拡大ということを検討さ

れているということを前に聞きましたけれども、

対象拡大になるのかお聞きします。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

小野周一委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 最上中央公園の管理事業

費2,639万2,000円についての御質問でございま

す。このうち県からの委託金としまして2,186

万2,000円まいりますけれども、それ以外につ

いては利用料金の収入がございます。これを充

てて全体の管理委託事業費としております。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 後期高齢者医療制度に関する

市独自の保険料の減免制度ということですが、

後期高齢者の保険料に関しましては、実際の徴

収事務等は市町村が行いますけれども、保険料

の設定は後期高齢者医療広域連合で行われます。

この広域連合の中で減免制度についてもかなり

検討されております。市独自のということにな

りますと、保険料の取り扱い自体がそういうこ

となもんですから、市の範疇ではありません。 

  それから、乳幼児医療給付事業に関しまして

は、平成20年度は障害児、母子家庭等も含めて

山形県の医療給付制度の中でその一環に乳幼児

医療があるわけですが、所得制限が緩和されま

して、ただ、人数的にははっきりいたしており
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ませんが、相当数対象範囲が拡大するというふ

うに考えております。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 後期高齢者医療制度の

保険料に対する市独自の減免はないということ

でありますが、国会答弁では市町村での独自の

減免も認めるというふうに答えております。年

金１万5,000円以下の方などは保険料が天引き

されないわけなんですが、考えてみましても、

そのぐらい年金の方が介護保険料や後期高齢者

医療保険料を払うというのは本当に大変なこと

だなと改めて感じます。そういう意味では、払

わない方から保険証を取り上げることも新たに

出てくるわけですから、そういうことを防止す

る意味でも高齢者の暮らしを守るために独自に

軽減する措置を講じてもいいのではないかと考

えるんですが、これは市長かなと思うんですが、

いかがでしょうか。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 同じ答弁になりますけれども、

賦課する保険料自体を減ずるあるいは免除する

ということは、制度的にできません。市町村独

自でできるとすれば、やるかどうかは別にしま

して、そういった方に保険料を減らすというや

り方ではなくて、別の手だてになるのかなと思

いますが、この後期高齢者医療の保険料だけで

なくて、いろいろなそのほかの国保税とか、そ

ういったことも含めたトータルですべきもので

ありますし、今のところはそれは全く考えてお

りません。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） そうだと思います。そ

ういう意味では、共産党が市民アンケートとい

うのをとったときに一番要望が大きかったのが

国民健康保険税の引き下げだったんです。68％

ぐらいだったんです。答えてくれた方の約７割

がこのことを望んでおられました。大きく言え

ばそうなんですが、せめて収入が少ないという

ことが明らかな方の場合については国保税や後

期高齢者医療保険料も、それから介護保険料に

ついてもあわせて市で減免できるような制度が

できれば、ほっとできると考えるんです。そう

いう制度を持っている自治体も出ておりますし、

国保税も市独自の減免ですけれども、そういっ

た制度を今後考える必要があるのではないかと

思いますが、これはどうでしょうか。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 このたびの後期高齢者医療制

度の創設に伴って、後期高齢者医療の保険料、

また後期高齢者になるならないで、同じ世帯の

中で国保の加入者として残る方、そういったい

ろいろなケースに対して、この制度の一環で、

後期高齢者医療制度に移ることに伴って、残っ

た方の国保税の軽減該当にならなくなるという

ようないろいろなケースがありますが、そうい

ったさまざまなケースに対応した軽減措置なり

激変緩和措置なりとられております。ですから、

低所得者にはある程度配慮された形でスタート

なるのではないかというふうに思っております。

ただ、これまで負担のなかった方に新たな負担

が生じるという面もございますので、制度的に

はさらに低所得者対策を進めるよう先般の全国

市長会でも後期高齢者医療制度の被保険者の経

済的状況にかんがみて、国において十分な低所

得者対策を講じることといった市長会要望も出

されております。市独自ということよりは、国

全体の制度ですので、こういった形で市長会な

り、そういった団体でトータルで考え改善して

いくべきものだというふうに思っております。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 市長会で要望というこ
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とですので、さらにぜひよろしくお願いしたい

と思います。 

  乳幼児医療費の無料化が所得制限の緩和とい

うことで大変よかったなと思います。さらに、

小学校卒業まで無料化を拡大するよう検討をお

願いしたいわけなんですが、その点について御

意見ありましたらお願いします。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 現行の乳幼児医療給付制度に

つきましては、県と県内市町村折半で無料分を

負担して制度を維持しているわけですが、いず

れにしましても市独自で新たな積み上げという

ことは不可能と思っておりますので、県全体の

制度改正に向けて市も必要な努力をしていくと

いうようなことになろうかと思います。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 訴えかけて県全体とし

てそうなるようにお願いしたいと思います。 

  次に、58ページ、４の１の母子保健というの

がありまして、その健診が110万円ふえていま

す。この内容はどうでしょうか。 

  それから、80ページの８の３で道路新設改良

費として福田工業団地線、これは主に地すべり

対策だということで、また梅ケ崎吉沢線に

4,000万円つけています。これら二つの新しい

道路、今は整備されてないんですけれども、こ

れが整備されるようにということなんですが、

一方、よく見ると道路新設改良費の地方債は

9,700万円です。一般財源は145万円なんです。

これは、私は今現在道路になってないところに

ついてはこの財政難の中で本当はストップして

借金もふやさないというふうにするべきではな

かったかなと思うんです。むしろ生活道路とし

て使っている私道とかと言われるものですけれ

ども、住宅が本当に間違いなく連担しているよ

うな、狭いために新庄市道になっていないよう

な生活道路が少なくありません。その改修に前

は補助を出していました。こういうところこそ

補助復活して確実に生活に必要な今の道路の修

理にこそお金を回すべきではなかったかなと思

うんですが、その点どう考えておられるのかお

願いします。 

  85ページの８の１、市営住宅ストック総合調

査委託料376万円ですが、どこに委託するのか、

なぜ委託するのか、そこら辺お願いします。 

  また、92ページ、10の３で学校図書館支援セ

ンター推進事業550万8,000円、これは大変いい

内容のような気がするんですが、このことにつ

いて詳しくお願いします。 

  それから、102ページ10の８で新庄市名誉市

民特別記念室整備事業費が新たに今回出ている

んですが、今までの事務事業評価はどうだった

のか、この点についてお願いします。 

  63ページ４の２のごみ減量化対策事業費

2,285万8,000円、ここの中に食品トレー収集を

学校でもやるということで、大変いいことだと

思いますが、その資源の回収場所を学校だけで

なくて市役所や、ほかの公共施設にも広げては

どうかという市民の声がありましたが、いかが

でしょうか。また、入れ歯回収ボックスという

のを聞いたことがないでしょうか。入れ歯を投

げる人が少なくないんですけれども、実は大切

な資源であり、個人で活用するというのはとっ

てもできないそうなんですけれども、それを回

収していただければ資源に変えて、一つ2,000

円ぐらいのお金になって、いろいろボランティ

ア活動の中で広げている団体があると聞いてお

ります。市役所にその入れ歯回収ボックスを設

置する運動を進めているという話もありますが、

そういった考えはないか、お願いします。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 母子保健事業費の健康診査等

業務委託料約100万円ふえておりますが、これ
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につきましては妊婦健診の公費負担回数の増と

いうことであります。通常14回程度妊婦健診を

受けなければならないということなんですが、

そのうちの２回、現在、市で公費負担という形

で２回分を持って、その分はただで受けられる

というふうにしておりますけれども、それを今

年度から５回にしたいということで、100万円

でそれが足りるかどうかというのは状況を見て

また追加ということもあり得るのかもしれませ

んが、いずれにしても５回は無料で受けられま

すという通知は予算が通り次第、該当者に行い

たいと考えています。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

小野周一委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 市道の整備、梅ケ崎吉沢

線、福田工業団地線等予算計上しているところ

でありますけれども、それよりも生活道路等の

整備を急ぐべきじゃないかというような御質問

でございます。これらの今進めております市道

につきましては、本市の市道の道路網の幹線的

な路線でございまして、これらの重要性のため

に以前より整備を継続しているものでございま

す。特に福田工業団地線等はやはり企業誘致等

の観点からも非常に重要な位置を占めている路

線でございまして、できるだけ早急に整備し、

企業誘致等に貢献するようなことから早急に整

備を進めていく必要性があるというようなこと

で現在進めている路線でございます。 

山川義隆学校教育課長 委員長、山川義隆。 

小野周一委員長 学校教育課長山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 学校図書館支援センター

推進事業のことでございますが、内容としては

支援センターを新庄市立図書館に置きまして、

このセンターの機能充実と有効活用をしており

ます。さらに、研究協力校５校ございますが、

沼田小、泉田小、昭和小、明倫中、萩野中の５

校の学校図書館員の活躍で読書量が急激に上が

るというふうな成果が出ております。さらに、

これ以外についてもボランティアというふうな

形で読書環境の整備と図書リストの作成などに

力を注いでいただいているというふうなことで

ございます。各中学校区ごとに特色ある小中一

貫を目指した連携教育を推進しているのですが、

中学校区ごとにも読書活動、読書教育というふ

うな形で力を入れていただいているというふう

なことで、大変私どもも助かっている事業でご

ざいます。 

  一番最新のニュースでございますが、文科省

で読書活動優秀実践校ということで沼田小が、

先日、二、三日前に入ってきたニュースですが、

県で表彰される３校の中に入ったというふうな

うれしいニュースが入ってきております。これ

からも推進していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

大江雅夫生涯学習課長 委員長、大江雅夫。 

小野周一委員長 生涯学習課長大江雅夫君。 

大江雅夫生涯学習課長 名誉市民特別記念室の整

備なんですけれども、御承知のとおり平成16年

に歴史センターの一角に名誉市民記念室を整備

いたしました。これまで歴史センターの中では

さまざまな山車を初め、この名誉市民展、さら

には民具、さらには歴史資料館というさまざま

な機能を持っておったんですけれども、展示機

能としては非常に多くの方に両氏の作品をごら

んいただくことができました。今後、２氏の記

念室をおのおの整備し、作品関係を充実拡充す

ることによって芸術鑑賞の精度が非常に高まる

というふうなことで期待しておるところです。 

  以上です。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

小野周一委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 大変失礼しました。答弁

漏れがございました。 

  住宅管理費の中の市営住宅ストック総合調査

業務委託料ということでございますが、これに

つきましては現在市で管理しております住宅に
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つきまして、その老朽度を調査しまして、改善

計画を立てて実施するというふうなものの計画

でございます。既存住宅の老朽度をすべての構

造的なものも含めまして調査するというような

ことから専門的な技術といいますか、そういっ

たものを持っている建築関係のコンサル等を考

えているところでございます。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

小野周一委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 食品トレーの学校版といい

ますか、拡大新庄方式というふうなことでモデ

ル事業をことしと来年開催させていただきます

が、そのほかに市役所や公共施設というふうな

お話でしたけれども、何せこの食品トレー自体

はもともとはごみでして、やはりきちっと洗っ

て出していただくというふうなことで、目の届

くところでの回収を行いたい、それから学校で

行うというのはあくまでも小さな子供から環境

教育というものを身につけさせていただきたい

というふうな意味で展開しているわけです。公

共施設にぽんと置かれると、以前にも公園なん

かでごみ箱といったものがあったんですが、コ

ンビニさんあたりでも全部撤収して、中で管理

しなければならないというふうなことで、きれ

いなトレーだけではなくて、ごみが非常にふえ

て分別に困ると、処理に困るという現状が考え

られますので、今のところはそこまでは考えに

至っておりません。 

  それから、入れ歯回収ボックスということな

んですが、ちらっと耳にはしたことがあるんで

すが、一般廃棄物にはなろうと思うんですけれ

ども、金とか銀がまざっている部分だと思うん

ですが、一般の企業といいますか、業者さんで

貴金属関係を扱っているところで、入れ歯を回

収するかどうか確認してないんですが、そちら

で回収する方法もございますし、これについて

もやはり人が使ったものを回収するということ

になると見える場所でも大変困るのかなと考え

ておりますので、今のところはここまでやろう

とは考えておりません。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 生活道改修補助の復活

について、私は緊急に必要なこと、特に必要度

が高いものだと思います。現在、生活道という

のはやはり住宅がついていて、狭いとか行きど

まりだとか、市道として該当できないために生

活道という扱いをされていますが、だれでも通

る、市民にとっては市道と同じ、住んでいる人

たちにとっては大事なものだと思うんです。し

かし、お金がないために薄い舗装しかできなく

て、穴が次から次へとあいてくるというような

状況があります。私は、あの道路を使っている

のはみんな使っているわけですし、市道と同じ

ように除雪していただいていると同じ考えで早

急に補助復活が必要だと思うんですが、その点

どうでしょうか。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

小野周一委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 生活道路等の補助事業に

つきましては、財政再建計画に合わせて一時休

止というふうな形で今経過してございます。生

活道路といいますのはやはり利用されている方

で維持補修が原則だと思います。当然市道とし

ての機能とすれば公共性が強いものであります

し、そういった面と比較してどうかというふう

なことが問題になってくると思います。市道と

する場合には、いろいろこちらの方でとめてい

るわけでもございませんし、市道の認定基準に

合致さえすれば市道認定を行っているという状

況でございます。そういった意味からも、20年

度までの財政再建計画期間中は休止というふう

な形で今進めておりまして、その後については

再度検討してまいりたいというふうに考えてい

るところでございます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 
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小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 21年度以降にはぜひ生

活道路への補助復活をお願いしたいと思います

ので、要望しておきたいと思います。 

  それから、市営住宅ストック総合調査なんで

すが、聞くところによりますと市営住宅を減ら

すような話もあるんですけれども、これが本当

なのかどうなのか。そして、減らすよりももっ

とふやす必要があるように思うんです。市営住

宅の入居希望者というのは、倍率が非常に高く

て、入りたいという人がいっぱいおられるよう

に思います。ぜひ市営住宅を減らすのではなく

て、ふやす計画になるようにしていただきたい

んですが、その点どうでしょうか。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

小野周一委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 市営住宅を減らすという

のはどこからの情報なのかわかりませんが、私

どもではそういうふうな考えは持ってございま

せん。今現在、計画戸数が350戸でございます。

中には松本団地のように非常に老朽化しており

まして、政策空き家として保存している部分も

ございます。そういったことからも、そういう

ふうなものをどうするかも含めまして総体的な

ストック調査の計画を今後立てていくというふ

うな計画でございますので、その中で検討して

まいりたいと考えているところでございます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 減らす計画がないとい

うことでほっとしまして、ぜひふやして、希望

者が入れるようにしていただきたいと思います

ので、ぜひ市営住宅建設も含めて考えていただ

きたいということを要望申し上げます。 

  それから、新庄市名誉市民特別記念室の整備

事業についてなんですが、歴史センターという

ものの本来の役割から見て美術展示室というの

は異質ではないのかということについてはどう

でしょうか。 

大江雅夫生涯学習課長 委員長、大江雅夫。 

小野周一委員長 生涯学習課長大江雅夫君。 

大江雅夫生涯学習課長 本来ならば美術館が最適

であるとは当然認識いたしております。ただ、

現有する施設の活用を考えました場合にはふる

さと歴史センターが最適と。その中での整備を

今回考えておるところでございます。御理解い

ただきたいと思います。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 本来美術館が最適とい

うことでお答えがありました。前にも美術館と

いう言葉はほかの委員の方からも出ておりまし

て、今は財政再建なので余り強くは出てきませ

んけれども、かのお二人の業績、これからの活

躍を考えるとそういうことが必要になってくる

ような気がします。そうしますと今回の1,300

万円がむだにならないのか、どうでしょうか。 

大江雅夫生涯学習課長 委員長、大江雅夫。 

小野周一委員長 生涯学習課長大江雅夫君。 

大江雅夫生涯学習課長 金額的には工事費そのも

のが1,060万円になっています。ただ、申しま

したとおり、現状では費用対効果を考えて最小

経費で最大効果を生むにはこのぐらいが設備投

資として適当な額と判断いたしました。 

２ 番（佐藤悦子委員） 終わります。 

小野周一委員長 そのほかありませんか。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

小野周一委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） まず初めに、34ページ

でございます。財政管理費の地方公営企業等金

融機構出資金とあります。これは昨年はなかっ

たように思いますけれども、これについて詳し

く教えていただきたいと思います。 

  次ですけれども、その下の財政調整基金積立

金ですけれども、152万1,000円ですか、減債基

金積立金が1,000円とありますけれども、これ
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は現在残高というか、総額幾らになっているの

か、その辺のところを教えていただきたいと思

います。 

  次に、34、35ページにわたって財産管理費の

中の35ページの右の方の燃料費と光熱水費です

けれども、372万8,000円、1,534万5,000円の予

算計上でございますけれども、昨年に比べて約

400万円ほど少なくなってございます。今、原

油高騰の折にこれで大丈夫なのでしょうか、ち

ょっとお聞きしたいと思います。 

  以上、お願いします。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 これは公営企業金融公

庫というのがございます。これが20年度に廃止

されまして、地方公営企業等金融機構に変わる

ということでありますが、公庫と言われますけ

れども、いわゆる地方債とか公営企業債、そう

いったものを事業する場合、起債を発行する機

構でございまして、全国の水道あるいは下水道

の公営企業に関するいろんな事業をする場合、

起債をここの公庫で手当てをして貸し付けると

いうことで、残高、今貸している実績が全体で

11兆6,000億円ほどの実績がございます。これ

は一般市だけでございます。それに指定市を合

わせますと約20兆近い実績がある公庫でありま

して、これをこういった金融機構に改めると。

改める際にそういった都道府県と市と町村がお

互いに役割分担というか、設立の資金をつくる

ために、都道府県が64億円、市が91億円、町村

が11億円、合計で166億円ほどですか、そうい

った基金を造成というか、出資金です。これに

対して新庄市の割り当てがこのような金額にな

っているということでございます。100％起債

をもって充てるということであります。 

  それから、基金でありますが、20年度の当初

見込み、今現在でありますが、財政調整基金が

今現在４億4,717万7,000円、今回当初予算で

8,000万円取り崩しまして、ここに152万1,000

円を積み立てますので20年度の当初見込みが３

億6,869万8,000円でございます。なお、その下

の減債基金でありますが、20年度当初見込みは

56万円でございます。 

  それから、光熱水費、燃料費等々であります

が、去年に比べて少ない計上ということであり

ますが、節減に努めまして、できるだけ効率的

にやっていきたいということで、このように計

上してございますが、石油、ガソリン等々の高

騰が続いておりますので、途中での補正という

か、そういったことももしかしたら出てくるの

かなというふうに考えてございます。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

小野周一委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） ただいまの34ページの

地方公営企業等金融機構出資金でございますけ

れども、当市の残高というか、全国でなくて、

当市の残高を教えていただきたいと思います。 

  それから、当市ではこういった公営企業に該

当するというか、そういうものがあるのでしょ

うか、それがもしあったら、利用なされること

があるというか、この金融機構を使う利点とか、

その辺を教えていただきたいと思います。 

  それから、財政調整基金、今３億6,800万円

という見込み、減債基金積立金が56万円という

ふうになってございますけれども、これは平成

10年度には12億3,900万円ほどありましたけれ

ども、新幹線事業によって使ったと思いますけ

れども、これからこれを積み立てするようにお

願いしたいと思います。 

  それから、今の光熱水費でございますけれど

も、２月にも原油が上がってございます。小売

価格というか、卸売価格が上がっておりますが、

の影響はまだあらわれていませんけれども、こ

れからあらわれると思います。その辺は予測し

てやっていただきたいと思います。 

  今の公営企業等金融機構出資金についてお願
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いします。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 うちの方では相当借り

ていまして、これから借りる見込みも当然あり

ますし、これまでも相当借りています。借りて

いるお金は……、公営企業金融公庫から現在借

りているお金は46億円ほどでございます。主な

内容は、下水道とか水道、いわゆる公営企業が

営む事業に対してお金をお借りしているという

ことであります。それから、今後もそういった

公営企業に関するお金についてはこの機構から

お借りすることになります。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

小野周一委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） その金利というのは幾

らぐらいですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 借りた年度で違います

けれども、一番高いのは、今回借換債が行われ

ているやつも含めて最近は１％台、１％未満の

やつもございました。現在は1.8％から２％ぐ

らいです。一番高いときのやつで７％ぐらいで

ございます。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

小野周一委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） 今、金利も伺いました

けれども、これから先、当市の困窮する財政の

中でこれをどういうふうに返済していくかとい

うことを考えますと、できるだけ安い金利で対

応していただきたいと思います。 

  それから、71ページに移ります。バイオマス

堆肥製造事業についてでございますけれども、

現在はどういう状況になっているか、そして今

までつぎ込んだ金額、将来に向けての構想とい

うか、その辺をお聞きしたいと思います。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

小野周一委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 バイオマス堆肥製造事業に

つきましては、平成16年度から継続して現在も

取り組んでおります。これについては、さきに

も御説明申し上げましたけれども、生ごみの協

力世帯550世帯から生ごみを回収しまして、そ

れを牛ふんとかチップとか、それを堆肥化する

菌を増殖なり、その研究をしていまして、それ

で年間約120トンぐらいの堆肥が製造されてい

るということで、これまで要した費用について

は、４年目でございますので、560万円予算化

していますけれども、約2,000万円ぐらいかと

思います。 

  今後、今、生ごみ堆肥のいろんな製造の事業

につきましては休止状態でございますけれども、

その堆肥の活用も、農家の方、産直まゆの里の

会員の方、各学校の畑、神室荘とか、そういう

ふうなことで、堆肥を使ったいろんな作付とか、

学校教育といいますか、環境学習というか、そ

ういうことで今活用はしております。 

  以上でございます。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

小野周一委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） バイオマスですけれど

も、新庄市で昨年は生ごみの堆肥化事業が途中

で休止といいますか、ストップしている状況で

ございますけれども、それとあわせてやるとい

うか、その辺の構想はどうでしょうか。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

小野周一委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 バイオマスの製造事業につ

きましては、施設の改修とかいろいろございま

して、膨大な経費、いわゆる国の補助も使った

計画はございますけれども、基本設計とか詳細

設計、これについては前に調査したことについ

てはむだになってないというふうなことで、今

後、財政事情が健全な経営といいますか、それ

を目指しているんですけれども、その中でいろ
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んな出口、目指すところは循環型農業というこ

とですので、そういうふうに取り組んで、来る

べきに備えて実証事業を継続してまいりたいと

思います。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

小野周一委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） 今、今までつぎ込んだ

金額もお伺いしたんですけれども。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

小野周一委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 今回予算化しております

562万4,000円、ちょっと変動はございますけれ

ども、20年度ではそういう要求はしております。

それで、これまで３カ年取り組んでまいりまし

たので、今年度含めまして約2,000万円ぐらい

じゃないかと思います。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

小野周一委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） 次に、75ページの観光

振興対策事業費について、前年より１億1,700

万円ほどアップということで、これは前の委員

の方がおっしゃっていますけれども、次のペー

ジの最上広域交流センターゆめりあの平成20年

度償還時ですか、ピーク時と聞いていますが、

このために１億1,700万円アップするというこ

とだと思いますけれども、ことしの償還額をお

願いしたいと思います。 

  それから、平成31年まで当市の持ち出し、前

年ですけれども、約13億円と聞いていますけれ

ども、今後はずっと下がっていくのでしょうか、

さっきの話では何か21年度で終わるというふう

な話もありましたけれども、その辺のところも

うちょっと詳しくお願いしたいと思います。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

小野周一委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 最上広域交流センターの

分担金ということでございますが、今年度御提

案申し上げている金額が３億3,105万2,000円と

いうことでございます。この中には維持管理費

と建設償還金というふうに二つ分かれてござい

ます。まず維持管理費の方なんですが、本体建

設の80％といたしまして3,119万6,800円でござ

います。そのほかに自由通路、西と東を結ぶ自

由通路がございますが、これが527万4,000円と

いうことで、これは100％新庄市の持ち出しと。

先ほどのものは80％が新庄市の持ち分というふ

うなことになります。建設償還金の方でござい

ますが、本体につきましては２億4,685万8,400

円、これも80％負担でございます。それから、

自由通路分、アクセス道路分なんですが、これ

が4,772万3,000円ということで、これは100％

負担、合計しますと３億3,105万2,000円という

ことになります。 

  なお、昨年よりも１億2,000万円ほどふえて

ございますが、これにつきましてはふるさと市

町村圏基金の繰りかえ運用ということで昨年ま

でやってまいりまして、これは平成16年から19

年度にわたって充当しておりましたが、平成20

年度からはなくなったというふうなことでござ

います。 

  負担額の推移でございますけれども、本日、

政策経営課長が先ほど御答弁申し上げましたよ

うに、順次減っていくというふうなことになっ

てございます。以上でございます。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

小野周一委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） 減っていくということ

でございますけれども、今、正確な数字はわか

らないということでございますか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 ゆめりあの償還金につ

いては２種類の借り方がありまして、まず国の

起債を借りたやつが平成21年度までです。それ

から県の振興資金をお借りしている、県の起債

ですけれども、これが20年間ですので、平成31
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年までという２本立てになります。そういった

意味で、国の大きな起債の償還が21年度で終わ

ります。ちなみに、全体の分担金が20年度が３

億9,100万円、これは８市町村ですけれども、

３億9,100万円あります。それが21年度になり

ますと１億5,900万円、その後は県の振興資金

で約9,000万円ぐらいずつ……、大変失礼しま

した、間違えました。20年度が起債の償還利子

を含めまして８市町村で５億9,900万円、それ

から21年度が２億8,500万円、22年度からは県

の起債の償還だけになります。9,000万円台か

ら１億円台の間でこれから10年間支払われると

いうことで、急激に減っていくという計算には

なります。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

小野周一委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） それとあわせまして、

117ページの地方債の残高、当初の見込みでご

ざいますけれども、これを見ますと18年度末残

高179億円、19年度末が169億円、それに起債が

６億円、それから元金償還見込み16億円という

ことで、20年度末には158億円というふうに出

てございます。今までの計算でいきますと大体

10億円ぐらいの返済になっているようでござい

ますけれども、一般会計では158億円ですから

10年以上かかるということでございますけれど

も、今、人口も減少して４万を切ろうとしてい

るという状況で、その中でどういうふうにこの

返済に向けて、15年でぴたっと返せるのかどう

か、その辺はどういうふうに考えていますか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 毎年10億円ぐらいずつ

減っていくわけです。起債の返還計画を持って

きているはずなんですけれども、資料がちょっ

と見当たらないんですけれども、あと10年する

と起債の償還額が100億円を切ります。それか

ら年間の償還金額も今の20億円近いやつが10億

円足らずになってくるということで、起債は借

りるときに一番長いもので30年ということで、

これは計算どおりにずっときちっと決まってい

るわけです。その積み上げ、何百本もある起債

の積み上げから計算されている金額であります

ので、返せる返せないにかかわらず返していか

なければならない、計画どおりに返していかな

ければならないというようなことでありますの

で、返せるように財政計画を組みながら長期的

な事業計画と整合性をすり合わせながらこのよ

うな返済額を最優先して設定していくという務

めがありますので、そのように最優先にしなが

ら返していく、そういった計画でいきたいとい

うことであります。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

小野周一委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） わかりました。頑張っ

てこの債務を返済するように努力していただき

たいと思います。 

  それから、ちょっと戻って81ページの土木費

の河川費なんですけれども、下の方の河川維持

費というところに123万3,000円という数字が載

ってございますけれども、ほとんどこれは草刈

りというか、河川の清掃というか、そういう金

額だと思いますけれども、泉田川の橋があるん

ですけれども、大変景観もよろしくなくて、下

を通りますとぼろぼろとコンクリートが崩れて

きているような状況なんでございます。前にも

伺ったことがありますけれども、何か3,000万

円から4,000万円超過するようなお金がかかる

という状況でございますけれども、今後ずっと

そのままあのようにしておくのか、その辺のと

ころをお聞きしたいと思います。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

小野周一委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 旧国道13号の泉田橋でご

ざいますけれども、これにつきましては昨年度

から通行どめにしてございます。御存じのよう
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に非常に老朽化が進んでおりまして、通行にも

支障あるというふうなことから通行どめの措置

をとっているところでございます。お話ありま

したように、相当老朽化しているもんですから、

できるだけ早い時期に撤去する必要があるとい

ういうふうには考えてございます。ただ、今お

話ありましたように、撤去処分するにいたしま

しても5,000万円前後の費用がかかるというふ

うに見込んでございます。そういうことから、

その辺の状況を考えながらできるだけ早い時期

に処分できるように検討してまいりたいという

ふうに考えているところでございます。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

小野周一委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） 財政が厳しい折で今の

ところはいつという数字というか、言ってもら

えませんでしたけれども、できだけ早く、下で

子供たちも遊んだりするもんですから、事故と

かないように注意して、私たちも見るようにし

ますけれども、なるべく早く予算を組んで何ら

かの手当てをしていただきたいと思います。 

  以上で終わります。 

小野周一委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後１時５３分 休憩 

     午後２時０３分 開議 

 

小野周一委員長 休憩を解いて再開します。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１８番（亀井信夫委員） 委員長、亀井信夫。 

小野周一委員長 亀井信夫委員。 

１８番（亀井信夫委員） 御苦労さまでございま

す。第１点目は、収入の方でガソリン税に伴う

１億8,700万円の影響があるんだということが

言われました。もしこれが撤廃になった場合の

予算の関係の歳出に関して組み替えされるのか、

額が大きいわけなんですが、もしそうなった場

合どう対応するのか、まず１点。 

  ２点目は、43ページでございますが、農業委

員会の選挙に関連してちょっとお聞きしたいと

思います。農業委員の皆さんから大変協力をい

ただきながら３名の減というふうなことになっ

たという報告を聞いております。３名減に伴う

選挙体制が一体どう行われのか。今までですと

調査区域ごとに選挙区というふうなことを設け

てやってきた経過があると思うんですが、３名

減に伴う今回の農業委員の選挙はどう行われる

のか、その内容等をお聞かせ願えればありがた

いと思います。 

  それから、60ページの新庄市夜間診療の件で

あります。これらの件については大変好評を得

ております。私も直接市民から大変市民のため

にやってくれたなというふうなことでお話をお

聞きしておるんですが、これらについての20年

度予算に伴う診療所のあり方について、内容等

を説明願えればありがたいと思います。 

  それから、66ページと70ページなんですが、

水田農業経営確立対策事業でありますが、減反

の関係じゃないかなと私は思っておったんです

が、これらの中身等について説明を願いたいと

思います。まずそれらの答弁をお聞きしながら

質問してまいりたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 暫定税率に基づく本市

への影響額ということで、先般述べましたけれ

ども、もしこの暫定税率の法案が通らなかった

場合ということで、これらが単純に計算します

と入ってこなくなるということであります。間

接的には１億600万円、直接的には8,100万円の

影響がございますが、まず譲与税交付金で１億

600万円入ってこなくなります。これはどの事

業に充てているかということは特定できません

ので、歳入が減ると。減った分は何かのお金で
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手当てをしないと歳入欠損になって、予算上こ

れは欠格の予算になるということでありますの

で、何かの形で手当てせざるを得ないと。それ

から、もう一つの地方道路交付金でありますが、

これは都市整備課で道路事業の補助金として

55％、これは見込んでいますので、これも入っ

てこなくなると単独事業みたいな形になって市

で手当てをしなければならなくなります。最悪

の場合は起債対応とか単費対応になりますけれ

ども、こういったことを含めますと市の予算と

しては破綻を来しそうな大きな額でありますの

で、これは絶対そういうことがあってはならな

いということで予算は組ませていただいており

ます。 

小野正一選挙管理委員会事務局長 委員長、小野

正一。 

小野周一委員長 選挙管理委員会事務局長小野正

一君。 

小野正一選挙管理委員会事務局長 平成20年７月

19日に任期満了となります農業委員会の一般選

挙でございますが、委員御指摘のとおり、第１

選挙区新庄地区では定数７名のところ６名、第

２選挙区稲船地区でございますが、これが４名

から３名、第３選挙区萩野地区だけが変わらず

定数５名、八向地区につきましては定数３名か

ら２名ということで、４選挙区のうち３選挙区

で１名ずつ３名減ということになります。ただ、

第１選挙区、第２選挙区、第３選挙区、第４選

挙区とも基本的には選挙等には変わりはござい

ません。第１、２、４選挙区で１名ずつ定数が

減になるということ以外は基本的にはこれまで

どおりというふうにお考えになっていただきた

いと思います。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 昨年３月に改正しました夜間

休日診療所の件でございますが、今年度の状況

としましては、２月末現在でありますけれども、

患者数は4,571人ということで、以前の在宅当

番制に比べますと2.7倍の利用ということで、

大変好評をいただいております。また、内訳的

にも約７割が小児ということで、小児救急の充

実という設置のねらいも十分に達成しているも

のと思っております。こういった現状に応じて

20年度の予算を提案させていただいております

けれども、歳入に関しましては、患者数で今年

度の当初予算は4,000人という見込みをこれま

での状況から判断して4,800人の利用というふ

うに見込みまして、診療報酬収入で530万円、

昨年に比べてふやしております。それに対しま

して、支出の方も患者数の増に伴いましていろ

いろな薬剤関係から何からふえますので、支出

に関しましても751万円プラスになっていると

いうような状況でございます。収入と支出の差

し引きで約700万円のマイナスになっておりま

す、予算上は。ただ、平成20年度からこういっ

た医療機関に対する交付税措置がありまして、

診療所に関しては710万円の交付税措置がとら

れます。また、従来在宅当番医制で毎年375万

円支出していたというようなことを見ますと、

在宅当番医制と比べまして375万円の分が市と

しての負担は軽減されていると、そういった予

算上の状況にあります。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

小野周一委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 新庄市水田農業推進協議会

負担金、水田農業経営確立対策事業についてで

ございますが、153万4,000円予算化いたしてお

ります。これについては、水田農業推進協議会

というふうな生産調整を達成するための協議会

がございまして、いろんな事務的に要する費用

でございます。その新需給調整分というのは19

年産から20年産までの新たな新需給調整システ

ムというふうな米政策改革から新たな制度がで

きまして、それによって転作をこれから生産調

整を進めていくというようなことの事業でござ



- 308 - 

います。 

  以上でございます。 

１８番（亀井信夫委員） 委員長、亀井信夫。 

小野周一委員長 亀井信夫委員。 

１８番（亀井信夫委員） 第１番目のことを一つ、

これは即やってくることなんですから、ひとつ

財政的な措置の面についてはよろしくお願いし

たいと思います。 

  ２番目の農業委員会の選挙の件について説明

を受けたわけなんですが、わかりましたけれど

も、私が農業委員をやっていたとき調査班が四

つあったんですが、農業委員定数削減によって

調査班の班員の人数というのは１人や２人でで

きないんじゃないかなと、調査班で。今まで四

つあったわけなんですけれども、この調査班と

いうものを定数削減に伴ってどうこれから組織

改革してやっていくのか、選挙はわかりました。

１人でも２人でも選挙区を設けてやるというこ

とはできることなので。ただし、これから農業

委員会に付託された案件についての審査の件に

ついて、審査のあり方についてなんですが、こ

れをどうこれから対応していくか、定数減に伴

う対応をしていくのか。 

  それから、夜間診療、本当に御苦労さんでご

ざいます。市民の中で県立病院の医師不足に関

する疑問あるいは不信というものが相当出てき

ているわけなんですね。したがって、夜間診療

を頼って診療していただくというふうな市民の

方々の声が今出てきているということ、そうし

た場合、これに対応できるような夜間診療の施

設が必要ではないかなと思って質問したわけな

んですが、私は夜間診療の施設というのは本当

に新庄では診療機関として重要な施設になって

きつつあるし、なると思いますね。したがって、

それの受け入れ体制というものをやっておきま

せんと、市民にこたえられないような状況では

うまくないんじゃないかなと、せっかくやって

きてですね。先ほど説明を聞いてみますと、相

当あそこを利用している方々がふえてきている

ということなんですが、大変喜ばしいことであ

るんですが、それに伴って診療施設の整備をや

っていきませんと、せっかくの施設であります

ので、これらをどうこれから考えていくのか、

進めていくのかお知らせ願いたいと思います。 

柏倉 政農業委員会事務局長 委員長、柏倉 

政。 

小野周一委員長 農業委員会事務局長柏倉 政

君。 

柏倉 政農業委員会事務局長 ただいま農業委員

会の選挙区の定数と調査班のことでございます

けれども、定数と調査班というのは一体化して

いるものでは、条例等で一体化しているもので

はございません。したがいまして、改選時にお

いて調査班は選任された農業委員と選挙による

農業委員とで初会の総会時に決めております。

それで、今回定数減になりますと第４選挙区に

おいては２人というようなことになるわけです

ので、それには選任の委員も調査班に入ってい

ただくというようなことで、これまでと同じよ

うな調査担当区を担当するわけでございますの

で、支障の来さないような調査班編成を行って

いくという話になっておりました。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 患者さんが確かにふえてきて

おりますけれども、ただ、課題といいますのは

施設設備の面というよりは、スタッフの確保だ

ろうというふうにとらえております。待合室と

か診察室とかスペース的には今のままで十分と

いうようなことを参加していただいているお医

者さんの代表でつくっている運営委員会などで

もそんな話にはなるんですが、ただ、これも医

師不足といいますか、お医者さんの数あるいは

看護師の数、これをきちんと確保していくとい

うことが非常に大事であり、難しい状況でもあ

ります。現状のままでしたら何とか医師会の御
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協力で続けられると思うんですが、例えば年末、

12月31日だったでしょうか、80人を超えたなん

ていう日もございまして、お医者さん自体はこ

なせるんですけれども、やはり看護師の数とか

事務処理体制であるとか、そういったことで待

ち時間が非常に長くなってしまうというような

問題点もあります。ですから、施設を何とかし

ようと思うとすれば、その前提で例えば医師２

人制をとれるかとか、そういったことの検討が

先になるのかなと、いろいろ現場を見ていて感

じているところです。 

１８番（亀井信夫委員） 委員長、亀井信夫。 

小野周一委員長 亀井信夫委員。 

１８番（亀井信夫委員） 農業委員関係のことに

ついては今説明を願ったわけなんですけれども、

調査班の件については新しく農業委員になられ

た方々で相談をして進めるというふうなことで

すか。わかりました。 

  なぜ私が農業委員の件で質問したかといいま

すと、農政の問題が非常に厳しい状況に置かれ

ているんですね。私は、農業委員は農地転用だ

けじゃなくて、農政の分野というものが非常に

大きいんじゃないかということで、新庄の農業

だけじゃなくて、日本全国の農業をいかにする

かということは農業委員の方々の肩にかかって

いるんじゃないかなというふうに考えている一

人なんですね。行政よりも農政の分野について

は農業委員会が絶対権利もあるし、主張権もあ

るわけですから、公職選挙に準ずる選挙をして

やるわけですから、そういう意味で質問させて

いただいたわけなんですね。ぜひ農業委員会の

皆さんには農政の分野において農家が生活安定

した形の中で生活できるような方向でやってい

ただけるように取り組んでいただきたいという

ことを申しておきたいと思います。 

  夜間診療の件について答弁ありました。これ

からの課題について課長から触れられました。

医師確保ということについては、これは大変だ

と思いますね、やはり。県立病院でも非常に医

師不足をしている状況の中で、新庄の診療所の

医師確保というふうなことになりますと、今、

開業医の方々から協力をしていただいて開催さ

れている。新庄の開業医、最上郡の開業医に対

する我々も心から感謝をしているところなんで

すけれども、その方々が十分にやはり働けるよ

うな環境をつくってやるというふうなことも行

政としての義務じゃないかなということで質問

させていただきました。せっかく新庄の診療所

が市民から親しまれるような状況下になってき

たということはすばらしいことであって、これ

を継続的に発展する方向でひとつ検討していた

だきたいと思います。 

  それでは農業問題に移りたいと思いますけれ

ども、課長から今説明ありましたけれども、農

家は本当に大変なんですよね。国の農政に対す

る不満なんですね、はっきり言って。ことしの

減反政策の割り当て関係というものは一体何だ

という声が今農家の間で出てきていますね。減

反を守らない人に対する対応、守ってきた人に

対する対応、これらを考えていきますと、正直

者がばかを見るような国の農政の方針だという

ことで、私どもも批判を受けておりますね。私

も批判を受けています、一体何だと。これは国

で定めたことであって、我々が定めたことじゃ

ないと突っぱねるんですけどね。新庄市の行政

としても農業分野というふうなことから考えて

いくというと農家の安定ということを考えざる

を得ないわけですから、これらに対する新庄市

の行政としての対応ということでお聞きしたわ

けなんです。 

  まず一つ困っているのは、新庄市内では改良

区の賦課金等を納められない人が出てきたとい

うことですね。減反して、それに対する対応と

いうことがないんですね。しかしながら、減反

した地域は、減反したところは賦課金等を是が

非でも納めなきゃいけないわけですね、改良区
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に対して。なぜ減反した面積が国に対する行政

として負担金の問題等についての要望できない

ものかなというふうなことを農家の方々から私

は言われました。これらについて非常に困って

いる状況下ということは農林課でもわかってい

ると思うんですね。新庄土地改良区、その中で

の減反している面積に対する国で……、何てい

いますか、賦課金の免除ですか、これらの運動

を展開できないかなというふうなことを聞かれ

るんですけれども、これは難しいだろうと私も

言うんですけれども、困っていることはやはり

できるなら要望していく必要あるんじゃないか。

減反政策に伴う改良区の負担分、これを国から

補助していただくような運動できないものかな

というふうなことで、これは新庄のみならず、

改良区を持っている全国的な問題につながって

くると思うんですけれども、これらについて新

庄から発信をして、減反を守らせるならばです

よ、守っていくような状況をつくるなら、これ

らも含めて検討していくべきだと思うんですが、

今、回答はできないんですが、運動を展開して

いく必要が私はあると思うので、それに対する

考えをお聞かせ願いたいと思います。即これは

できると私も思っていません。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

小野周一委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 今、委員がおっしゃったと

おりでございますけれども、今実際に農家経営

が本当に窮地に追い込まれて、新庄土地改良区、

泉田土地改良区のいろんな賦課金が納められて

ない、未納の方が多くなっているということは

改良区からも聞いています。それで、今、改良

区の職員もその辺を滞納処分といいますか、滞

納整理ということで回っておりまして、95％ぐ

らい回収しているというふうな状況も聞いてお

ります。なお、そういう国の政策であっても、

市の方から発信するといいますか、私の方も東

北農政局の山形農政事務所の方とか県庁の農林

水産部の次長とか、いろいろ来られますけれど

も、その場においても、今の一時交付金とか、

そういうふうなことで、うちの方からは改善と

いいますか、そういうことは話はしております

けれども、改良区に対しては全国土地改良事業

団体連合会という組織がございます。その中で、

新庄土地改良区、両改良区、その辺は山形県土

地改良事業団体連合会の方にも私どもも含めて

そういうふうな要求があるということで、今後

話を進めてまいりたいと思います。 

１８番（亀井信夫委員） 委員長、亀井信夫。 

小野周一委員長 亀井信夫委員。 

１８番（亀井信夫委員） 農林課長、ひとつお願

いします。やはり農家の今の状況を話しますと、

生活権が侵されているということなんです、は

っきり言って。やる意欲というのが全然なくな

ってきているんです。これは日本の農業は将来

どうなるのかなというような、私も農家をやっ

ている一人として心配しているもんですから、

ぜひこれらの件について真剣に取り組んでいた

だきたいと思います。 

  80ページ、土木費、81ページと関連しますけ

れども、道路新設改良、梅ケ崎吉沢線でござい

ますが、これが予算化なっております。この件

について私は前回も質問したと思います。この

路線は金山に通じる道路なんです。一つ大きく

話題となっている13号の混雑を緩和する路線の

一つになります。山崎から入ってくるわけなん

ですね。泉田の中学校に来て、そして小泉を通

って47号にぶつかって、福田工業団地の高速道

路に乗っていく道路なんです。これは農家の

方々から用地に関する、金ではないんですが、

土地を協力していただいて確保した道路なんで

すね。それと同時に、新庄のスキー場に行く道

路として最短距離なんです。私も時々スキー場

へ山屋から回って行ってみますけれども、むし

ろ山屋から回っていく道路、あそこ除雪、新庄

でやっていると思いますけれども、そっちの方
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が完成すれば最短距離であり、スキー場もわか

りやすい道路の連携になってくるわけですね。

そういう意味で私も前からあの道路を早期完了

していただきたいということで要望してきた道

路であります。この道路の完成というのはいつ

ころまでなんですか。先ほど課長から佐藤悦子

委員の質問に対しての答弁をお聞きしましたけ

れども、重要路線の一つだというふうなことを

言われました。本当に重要路線だと思いますね。

したがって、何年のころまでにあれを完了する

のか。というのは、もう一つ小泉の線について、

一本柳から今市道になっている道路あるわけな

んですね。あの道路の用地も改良区事業と同時

に確保しております。これは御案内のとおりな

んですがね。一回で二つの路線をするというこ

とは無理だろうというふうなことで私も地元の

方へ話をしてまいりました。したがって、今、

梅ケ崎吉沢線が最優先であそこの道路を改良し

ていただきたいという地元の要望もあってお願

いを私もしているところなんですね。なお、新

庄市としてもスキー場につながる道路のあそこ

の路線に当たるわけなんですから、ぜひ早急に

あそこを完成していただきたいというふうなこ

とをお願いしておきますけれども、課長からひ

とつこの点についてお願いしたいと思います。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

小野周一委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 梅ケ崎吉沢線の道路改良

事業についての御質問でございます。これにつ

きましては委員から今お話ありましたように、

市街地東部を走る大きくは環状の一部となるよ

うな幹線道路でございます。これにつきまして

は平成16年度から事業を進めておりまして、19

年度で一応用地に関しましてはすべて買収を完

了したところでございます。20年度におきまし

て370メートルほど改良舗装を予定してござい

ます。これができますと全体の３分の１ほどが

供用できるような状況でございます。全体の完

成のめどとしましては平成22年度に完成したい

というふうなことでこれから努めてまいりたい

と考えているところでございます。 

１８番（亀井信夫委員） 委員長、亀井信夫。 

小野周一委員長 亀井信夫委員。 

１８番（亀井信夫委員） ひとつよろしくお願い

します。 

  実は87ページと89ページまで消防関係の件で

お尋ねしたかったんですが、あと１分なので、

実は新庄市消防団の関係で、先ほど平向委員か

らもポンプ更新の件について質問ありました。

大筋で私が市長にお聞きしたいのは、平成21年

度山形県の防災訓練が新庄で開催されるという

ふうなことであります。したがって、新庄市の

消防団から要望があった件、ここで時間がない

ので後で市長にお願いする予定でおりますけれ

ども、21年度県防災訓練に対する新庄市の消防

団としての対応の件であったんですが、時間が

ございませんので、後で市長に新庄市の消防団

の幹部とお話をしながらお願いにまいりたいと

思うので、これで終わりたいと思います。 

小野周一委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

小野周一委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） それでは、私から、何

か最後のようですけれども、今まで大勢の委員

の質問がありまして、私の分がかなり減ってき

ていますが、少々ダブるところもあるかと思い

ますけれども、面倒くさがらないでお答えをい

ただきたいと思います。 

  まず最初に、関連になりますけれども、先ほ

ど学校の給食に対する質問がお二方からありま

して、地産地消からいって地元でとれた米をぜ

ひ学校の方で食していただきたいというふうな

ことからの質問でありましたが、質問からいき

まして答弁が出てない部分がございまして、ぜ

ひひとつお聞かせをいただきたいというのは、

米の生産者から米穀業者またはＪＡの方に入っ
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ていくわけですけれども、そこから先、学校に

到達するまでのルートですね。要するに、先ほ

ど玄米価格が幾らで今売られているか、引き渡

されているかというふうなことから始まって、

どの程度末端でこれを受けているか、要するに

価格の問題ですね。中間にどの程度入るか入ら

ないかわからないですけれども、その関連する

ものが中に入ることで当然、これは物は回らな

いですけれども、伝票、納品書が回るわけで、

そこに必ず利益というものがくっついてきます。

そんな形でなくて、私どもは地元の安全安心な

米を安く、うまい米を子供たちに提供したいと

いうことから、できれば、中間にあるとすれば

それを排除していって価格を下げていくと、父

兄の負担も少なくしていきたいというのが本音

で、これをお伺いしたいということであります。

計算上はどういうふうになっているかわからな

いんですけれども、１食何グラムで、それをど

のぐらいの金額に換算して市では支払われてい

るか、その辺のルートと金額を一つ答えられて

いませんので、お願いしたいと思います。 

  それで、私の方に入りますけれども、今回の

20年度予算全般をとらえまして、私の考え、感

じたことから申し上げたいと思います。皆さん

から相当数同じような財政の問題で心配されて

いる姿がよくわかるわけで、予算の執行上どう

しても経常収支比率、これをよく見ながら組ん

でいかなきゃならないんじゃないかというふう

に思います。余裕がないような数字上には出て

くるわけで、この予算、先月20日に内示されま

したときに、こういうふうな予算をよくつくれ

るなというふうな感じを持ちました。提示され

た内容を見させていただいたんですが、内示資

料ということであるんですが、この中に※印の

新規事業が20件あります。その中で、単独でな

い、または一般財源からの影響がないというも

のであれば、これは何本入ってもいいんですけ

れども、要するにこれが補助事業で、ほとんど

が補助金で賄われる、または特定財源でこれが

やられるということであれば余りそう心配はな

いんですけれども、単独一般財源に影響するも

のは相当これを慎重にやらなきゃならないんじ

ゃないかというふうに思います。私個人で質問

に御説明をお願いしたいのは、この中で必ず平

成20年度にやらなきゃならない事業であるかど

うか、その辺をぜひお伺いいたしたいと思いま

す。 

  まず第１番目に、主要事業ということで私ど

もに提示されました。主にこの中からお伺いを

したいと思います。第１番目には、53ページに

あります、さっきもお話出ていましたが、北辰

小学校の事業ですね、学童保育所ということで

ありますが、これは53ページですね、この中で

泉田小学校と北辰小学校、両方から聞き取りを

して協議をして調査したところ、北辰小学校に

設置するというふうに書かれてありますけれど

も、その内容、どういうふうな話し合いが教育

委員会の中であったかどうか、優先順位が北辰

ということになったんだと思いますが、そこら

辺の内容的なものをぜひひとつお伺いをしたい

と思います。 

  それから、75ページの商業基盤施設事業費補

助金ということで、北本町のアーケードの修理

があります。補助金が４分の１で338万円、こ

の間そのアーケードの下をずっと歩いてみまし

たところ、かなりひどいような状況で、腐食が

あって、また雨漏り等歩道に落ちているような

状態であるのを見てまいりました。全体的な事

業費が1,353万4,500円ときっちりなって、これ

の見積もり、観光課の方に上がってきていると

思うんですが、その内容、どういうふうな工事

内容であるか、ちょっと聞かせていただきたい

というふうに思います。この金額で、私が見た

ところ、ちゃんときちっとなるかなと、かなり

腐れて、下の方は、下から見ましたので上はわ

からないんですけれども、もう全部あそこを交
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換しないとだめな部分が相当見受けられるんで

すよね。その事業スタートしたときからいけば

1,000万円や2,000万円でとてもじゃないけども

とどおりといいますか、ちゃんとしたものには

ならないんじゃないかというふうに私は見てい

ますので、その見積書、補助の対象になるもの

があるわけですから、その内容をお知らせいた

だきたいと思います。 

  それから、81ページ、これも主要事業になっ

ています新庄停車場松本線整備事業3,100万円

ですけれども、県と並行して電線の地中化また

は歩道の無散水消雪ということであろうと思い

ますが、20年度で県が終わるんだということで、

それに倣って市も50メートルですか、駅前のと

ころを直したい、延長が50メートルですね、こ

れをしたいということで予算化したようですが、

県がやるから市もくっついてやらなきゃならな

い、どうして20年にこれを継続してやらなきゃ

ならないか、待ったなしかどうかというところ

をお伺いいたしたいと思います。 

  それから、雪総合対策事業、さっきも質問あ

ったんですけれども、沼澤委員からあったんで

すが、除雪機の貸与、19年度は１台の貸し出し

をして、その結果を見ながらやるということを

聞いてあったんですが、ようやく降雪も終わっ

て、その貸し出しも終わりかなと思います。結

果が出ないうち20年度の予算に出してくるのは

どうかなと。どういうふうな状況だったんでし

ょうね。出ないうちに予算化してくると、これ

はちょっと手順としてはおかしいんじゃないか

と私は思うんですよ。１台でなくて今度は３台

新規に購入してこれを貸していくと。いろんな

問題があると思うんです。クリアしなきゃなら

ない部分があるはずなんですが、何でこういう

ふうに、これもまた20年度即やらなきゃならな

い、310万円なら途中の補正予算でも20年度の

冬期を迎えるまでにやればいいんですから、何

も当初に出す必要ないんじゃないかと私は思い

ますけれども、その辺どうだかということをお

聞かせ願いたい。 

  それから、98ページにございます子供芸術学

校実行委員会負担金ありますが、これはいいん

ですけどね、前からずっとやって継続で80万円、

いいんですけれども、私が申し上げたいのは、

この内示が２月20日に我々にあったわけですね。

ところが、このお知らせ版が２月25日にもう出

ているんですね。こういうやり方がいいかどう

か、それだけをお伺いしたい。順序、３月25日

ごろでもよかったんじゃないですか。やるのが

５月から開講となっているね。余裕がないわけ

でない、予算も通らないうちに何でこういうふ

うに先行するかをお伺いしたいと思います。 

  それから、次に名誉市民特別記念、さっきも

いろいろと御意見あったんですが、これも広報

の中に、これは１月号にあります。近岡さんの

奥さんから、朋子さんですか、こういう写真入

りで11月27日に寄贈を受けたと、11月27日。

134点受けた。もう既に短期間で12月には予算

化の方向に走っているわけですから、翌月、全

部で1,343万5,000円、ここにあるとおりあるん

ですが、これは約1,000万円近く初回かけてあ

そこをつくったんじゃないですか。1,000万円

ちょっと欠けたぐらいだったと思いますね。そ

れでまた同じような峰石さんと近岡さん２名の

方々の展示室をまたこれだけ1,000万円をかけ

てやると。場所が２階では余りよろしくないと

いう説明あって、１階におろすんだと。新たに

つくって、これを見る人の入場者を余計にした

いというふうなことを言っていましたが、果た

して１階へ持っていってこれだけ金をかけて、

その効果というのがどうかなというふうに思い

ます。それよりも、何でこういうふうに寄贈し

て即これをやらなきゃならないかと私は理解で

きないんですよ。余裕がない、大変だ、何とか

しなきゃならない、こらえましょう、耐えまし

ょう、あっちこっちみんな削って、何とか立ち
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上がろうとみんなでやっているときに、何でこ

れ、だめなんですかね、これは生鮮食品じゃな

いんでしょう、これは。賞味期限あるんですか。

何でこう急ぐ、１カ月やそこらで何でこれ予算

化しなきゃならないか、私は理由がわからない

んです。その辺を説明していただきたいという

ふうに思います。まず第１回目これ。 

大場和正教育次長 委員長、大場和正。 

小野周一委員長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 学校給食の米飯についての質

問ですけれども、供給ルートについて申し上げ

ます。先ほども申し上げましたけれども、まず

学校の方で年間の需要計画を立てて、それを教

育委員会の方がまとめまして、県の学校給食会

の方に需要申請を行うと。学校給食会の方では

全県のやつを取りまとめた上で農業団体の方と

売買契約を行うと。ただ、新庄市だけではあり

ませんけれども、新庄市の場合は新庄産はえぬ

き一等米というふうな指定をしておりますので、

当然新庄市の農家の方々が生産されたお米が使

われております。その後、農業団体の方では精

米して、先ほど申し上げましたけれども、炊飯

の指定工場の方に運ぶと。炊飯工場については

県の学校給食会との炊飯委託契約というふうな

ものを行いまして、そこでもって炊飯をしてそ

れぞれ決められた学校の方に搬送すると。 

  ちなみに、料金ですけれども、保護者の方々

に支払っていただく代金は１キログラム当たり

310円、それに新庄産はえぬき一等米を使うと

いうふうなことでもって市の方が10円を上乗せ

して負担すると。保護者の方々は310円、お米

だけで言えば310円を学校給食会に払うと。市

の方としては、市の教育委員会としては、その

差額分１キログラム当たり10円になりますけれ

ども、それを農業団体の方に支払うと。ですか

ら、この310円については玄米だけではなくて、

精米と炊飯料、搬送料も含めた形で310円とい

う形になっております。以上です。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

小野周一委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） １キロ310円ですね。

わかりました。申し上げたいのは、必要でない

ところを経由する必要ないんじゃないかという

のは、はっきり申し上げるとそうなんですよ。

だから、学校給食会を通さないと米飯給食がで

きないんだかと聞きたいんですよ。その辺どう

でしょう。それから、将来、さっきもお話あっ

たようですけれども、地元でそれを直接提供す

るというふうにはできないのか。もっと言えば

農協も通さなくたってできるわけ、今ね、食管

法が切れまして自由に販売できるようになって

います。その辺をできるかできないか、どんな

考えを持っているかをお聞かせ願いたい。 

大場和正教育次長 委員長、大場和正。 

小野周一委員長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 先ほども申し上げましたけれ

ども、自校炊飯をやっている小規模校がありま

す。ただ、大規模校についてはやはり炊飯施設

等について相当数金がかかるというふうなこと

があります。実際、東根市で給食センターをや

っているわけですけれども、そこも東根市の方

にある県の委託炊飯工場の指定を受けた業者の

方にお願いしているというふうなことで、それ

よりもまず新庄市の方にはそういうふうな県の

指定のある委託工場がないと。あった場合であ

ればそこの方が指定を受けてできるのではない

かなとは思いますけれども、実際今言ったよう

に新庄市で生産されたお米が学校給食会を通じ

て新庄市の子供たちは新庄市でつくられたお米

を食べているというふうなことで、お金は新庄

市の生産者に入っているはずなんです。ただ、

炊飯料とか運搬料、精米等については新庄市で

はなくなっているというふうなことがあります

けれども、そこら辺がそういう施設設備ができ

れば、その辺も新庄市で可能になる分はあるだ

ろうというふうなことでございます。 
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矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 北辰学童保育所の開設事

業ということでございますが、これにつきまし

ては20年度で必ず開設しなくちゃいけないとい

うことではございません。20年度の施政方針の

６ページにありますように、子育て支援の充実

という立場から新年度予算に盛ったということ

でございます。 

  調査についてでございますが、学童保育所に

来られる方はおおむね１年から３年までという

ことでございますので、北辰小学校の１年から

３年まで全生徒に学校の協力を得まして希望を

とりました。その結果、先ほど申し上げました

が、27人の希望者があったということでござい

ます。同じく泉田小学校についても同じ方法で

調査をしたということでございます。これにつ

きましては20名の希望があったということでご

ざいます。以上です。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

小野周一委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 今の答弁ですと北辰が

27、泉田が20ですね、希望者が。北部ですので、

泉田ばかり聞いったってだめなんじゃないです

か。昭和とか萩野もあるんですから、北部です

ので。その辺をまとめた考えというものをある

程度持って検討していかないとならなかったん

じゃないかなと私は思うんですけれども、その

辺は話し合いなかったんですか、教育委員会と

の。福祉事務所としてはそんなことをやったと。

じゃ教育委員会の考え、その辺はどうですか。 

佐藤 博教育長 委員長、佐藤 博。 

小野周一委員長 教育長佐藤 博君。 

佐藤 博教育長 私どもの方に学童保育について

の相談というのは、学校開放ということで、北

部の方というようなことで、今の校舎の空き状

態、より利用しやすい学校、今の空きスペース

を考えますと北辰小学校が最良だろうというこ

とで校長ともいろいろ視察をしながら北辰小学

校の１階の西側校舎が学童保育の利用されるス

ペースとして十分に可能だという、また校長の

協力も得てそういうふうに判断したところです。 

  以上です。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

小野周一委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 商業基盤整備事業補助金

ということで、北本町のアーケードでございま

す。委員ごらんになったように、かなり老朽化

しております。築23年というふうなことでござ

いました。それで、経過をお話ししますと、昨

年秋口ですか、地元の理事長さんが参られまし

て、とにかく危険であるということで、市でも

お手伝いできないかというふうなお話をいただ

きました。この23年間放置してきた責任もある

んじゃないかと地元の方にもその旨言いました。

自分たちでできればいいんだが、なかなかその

金を工面することができないと、何か補助でも

あればということで、いろいろ私どもも探しま

した。そうしましたら、ここにございますよう

に中小企業活力向上事業ということで経済産業

省の補助事業が見つかりまして、これで何とか

できないかということでございました。現場は

あのとおり腐食が進んでおります。ただ、この

中で、地元で本当は半分持たなくちゃいけない

んですが、そこを何とか市でというふうな経過

もございまして、いろいろヒアリングをやった

わけでございます。そうこうしているうちに東

北経済産業局の方から視察に参りました。現地

を見ていただいて、比較的丈夫な部分もありま

すので、そこを残した形でというふうなお話で

ございまして、現在ここに見積書は持ってきて

ございませんが、当時ヒアリングをした内容を

記憶してございますので、お話ししたいと思い

ます。 

  まず、修繕の内容でございますけれども、腐

食している部分を取りまして、そこにまた新た
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に鉄板を張りつけるということでございます。

それから、ここにもございますように省エネ対

応ということで、採光性を向上してほしいとい

うふうなことでございました。採光性と申しま

すと、窓をあけるとか、そういった方法になろ

うかと思います。あと、イベントでございます

けれども、柱を活用した形で、例えば旗をつけ

たり、そういったイベント対応型にできないか

というふうなことで、それらを取り入れまして

このような形になったというふうなことでござ

います。国が２分の１で、市が４分の１、そし

て事業主体が北本町昭和会になりますが、そこ

が４分の１ということでございます。総延長が

565メートルというふうになっています。 

  なお、平成10年、南本町の改修時に、このと

きは事業費2,000万円でございました。同じよ

うな補助制度を使いまして、国が1,000万円、

地元500万円、市で500万円というふうな形で事

業を実施したという経過がございます。 

  以上でございます。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

小野周一委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 新庄停車場松本線整備事

業についての御質問でございます。これにつき

ましては、委員からお話ありましたように、電

線共同溝の整備、無散水消雪の施設整備という

ふうな二つの事業でございます。この電線地中

化等につきましては、この事業につきましては

補助事業でございまして、昨年度急遽決まった

というふうなことでございます。と申しますの

は、電線の地中化につきましては国が主導とな

りまして、電線地中化検討委員会というのがご

ざいます。この中でいろいろ議論されまして、

計画に乗っていかない限りは補助採択受けられ

ないというふうなことがございます。たまたま

新庄の場合は今御存じのように駅前通りを県で

事業をやっておるわけでございますけれども、

今回計画した部分につきましてはやはり新庄最

上地域の玄関口というふうなこともありまして、

それにふさわしい駅周辺の環境整備をあわせて

する必要があるというふうなことと、あと商店

街からも駅前通りと連続した整備を要望されて

いるというふうなこともありまして、何とか補

助採択なるように国等に働きかけてきたという

経過がございまして、今回予算化させていただ

いたというふうなところでございます。 

  それから、雪総合対策事業についての簡易除

雪機の貸与事業でございます。これにつきまし

ては、ここに記載してありますとおり、特にこ

れから地域のニーズに合った除排雪といいます

か、そういったものにこたえるためにもやはり

地域である程度自由となる除雪機の使い方、そ

ういったものにこたえる必要があるというふう

なことから、19年度、市で今使っているものを

貸与というふうなことで、１地区３日間という

ふうな条件つきでございますけれども、希望す

る地区について行ったところでございます。期

間的なこともありまして、使用する期間の関係

もございまして、現在１地区が予約でありまし

て、あと導入の検討をしているところが１地区

ございます。それらを受けまして、来年度各地

区の貸与にかかわるアンケート調査を行いまし

て、その中から３地区を限定しまして、その事

業の検証のために貸与していきたいというふう

なことで今回予算化させていただいたところで

ございます。 

大江雅夫生涯学習課長 委員長、大江雅夫。 

小野周一委員長 生涯学習課長大江雅夫君。 

大江雅夫生涯学習課長 子供芸術学校について、

確かに２月の広報でいたしました。この新規事

業につきまして、事業の中身については主要事

業の方に書かれているので御承知かと思います。

ただ、小中学校を相手にした、いわゆる放課後

授業の一環で初の試みというふうなことで、実

は広報をいつするか非常に迷ったことがござい

ます。検討委員の中でもいつするかというふう
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なこととあわせまして、本来は４月開講が一番

ベターなんですけれども、これは非常に無理が

あるというふうなことで、５月開講というふう

なことにさせていただきました。御承知のとお

り、３月、４月につきましては小中学生非常に

やはり忙しい時期でありまして、なかなか保護

者の方も時間がとれないということとあわせま

して、広報は若干早目にやろうというふうな経

過がありました。決して議会関係を無視してや

ったというふうなことはございませんので、そ

こは御了解していただきたいと思います。 

  それから、名誉市民の特別記念室ですけれど

も、今、委員からお話ありましたとおり、昨年

11月27日に絵画134点の寄贈を受けました。中

身は油絵が127、水彩画７点です。これの評価

額が約５億5,000万円の価値があるそうです。

新庄市では前から言っていますとおり一応文化

財産というふうな形で、寄贈者の近岡善次郎氏

の御夫人から話ありましたとおり、画伯のふる

さと新庄はもちろんのこと、全国にぜひ役立て

てほしいというふうな趣旨がありましたので、

それに沿って記念室を整備して展示をするとい

うふうなことを20年度の新規として考えたもの

ですから、よろしく御理解くださいますようお

願いいたします。 

１４番（新田道尋委員） 終わります。 

小野周一委員長 ただいまより10分間休憩します。 

 

     午後３時０４分 休憩 

     午後３時１４分 開議 

 

小野周一委員長 休憩を解いて再開します。 

  暫時休憩します。 

 

     午後３時１４分 休憩 

     午後３時１５分 開議 

 

小野周一委員長 休憩を解いて再開します。 

 

 

散      会 

 

 

小野周一委員長 本日はこれで終了いたしまして、

あすまた再開しますけれども、どうでしょうか。

まだ質問される方が五、六人いますので、あし

たまたありますので、いいですか。 

  それでは、本日はこれで終わりといたしまし

て、あす午前10時より予算特別委員会を再開い

たしますので、御参集願います。 

  本日はこれにて散会いたします。 

  どうも御苦労さまでございました。 

 

     午後３時１６分 散会 
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予算特別委員会記録（第４号） 

 

 

平成２０年３月１４日 金曜日 午前１０時００分開議 

委員長 小 野 周 一     副委員長 沼 澤 恵 一 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  ２番   佐  藤  悦  子  委員     ３番   斎  藤  義  昭  委員 

  ４番   小  野  周  一  委員     ５番   小  関     淳  委員 

  ６番   遠  藤  敏  信  委員     ８番   沼  澤  恵  一  委員 

  ９番   清  水  清  秋  委員    １０番   小  嶋  冨  弥  委員 

 １１番   渡  部  平  八  委員    １２番   今  田  雄  三  委員 

 １３番   金     利  寛  委員    １４番   新  田  道  尋  委員 

 １５番   平  向  岩  雄  委員    １６番   森     儀  一  委員 

 １７番   山  口  吉  靜  委員    １８番   亀  井  信  夫  委員 

 １９番   星  川     豊  委員    ２０番   下  山  准  一  委員 

 

 欠 席 委 員（２名） 

 

  １番   奥  山  省  三  委員     ７番   中  川  正  和  委員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  総 務 課 長 武 田 一 夫 

政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎  税 務 課 長 田 口 五 郎 

市 民 課 長 柿 﨑 卓 美  環 境 課 長 五十嵐 正 臣 

健 康 課 長 星 川   基  農 林 課 長 五十嵐 祐 一 

商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦  都 市 整 備 課 長 中 部   力 

下 水 道 課 長 佐 藤 新 一  会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 矢 口 喜一郎 

福 祉 事 務 所 長 矢 口   孝  神 室 荘 長 叶 内 利 昭 
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開      議 

 

 

小野周一委員長 おはようございます。 

  ただいまの出席委員は18名でございます。欠

席通告者は、中川正和委員１名であります。 

  なお、本日は農業委員会より会長職務代理者

の斉藤純一君が出席しておりますので、よろし

くお願いいたしたいと思います。 

  それでは、これより３月13日に引き続き予算

特別委員会を開きます。 

 

 

議案第２８号平成２０年度新庄市

一般会計予算 

 

 

小野周一委員長 議案第28号平成20年度新庄市一

般会計予算の歳出について、質疑ありませんか。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

小野周一委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） おはようございます。

３日目の予算審議、最初に質問させていただき

ます。 

  まず初めに、20年度の当初予算の内示資料の

中で、予算の全体的な構成比率に対して質問い

たします。内容については説明は受けておりま

すが、今回特に商工費が相当かけ離れた形で構

成比率が上がっている。また、農林予算が大き

く削減されている。こういうふうにかなりの格

差と申しますか、そういうふうな形での予算の

配分、大事なのは中身なんですが、やはりある

程度は調整のとれた形で行政運営をやっていた

だきたい。それなりの各事業並びに説明は受け

たわけですが、もう少しその辺の検討をやって

いただければなと思います。 

  そういう中で、私の方からまず予算書の歳出

についての第１点目、90ページの10款教育費１

項教育総務費１目から２目にかかわる、この件

につきましては私なりに耳に入ってきたという

か、今回教育長が３月いっぱいで辞職されると

いうようなことをお聞きしました。これが本当

だとすれば、７年間ですか、新庄市の教育行政

に携わっていただいて、いろんな重要な課題に

真正面から向かっていただいたことに本当に感

謝を申し上げるところでございます。 

  そう言いながら一つお聞きしたいんですが、

このたびの議会で教育委員選任の案が出されま

した。今回の出された教育委員は住んでいると

ころが萩野地区塩野になっております。教育長

は、私が４年ほど前ですか、教育委員の選任は

各ブロックごとにある程度配置してやってきた

ものをオープンにして全体的にとらえさせても

らいたいというようなことで議会の方にもお話

しされたことは、教育長、これは記憶にあるか

と思います。そういう中で、今回、オープンだ

からどこの地域からでも問題はないんですが、

やはり今回こういうふうな状況が出てきた場合、

その辺の地域制、ブロック制をまたとらえての

ことなのか、ただ、それなりに今回萩野地区に

なるわけですが、そこにふさわしい人が、教育

委員としてふさわしい人がおられるから選任さ

れたのか、その辺一つお聞きしておきたいと思

います。 

  次に、70ページ、６款１項６目水田農業対策

費、これについて、農林課長、生産調整につい

ては水田農業対策協議会ですか、そういう中で

生産調整についてはいろいろ議論されてきてい

るかと思います。今回この生産調整について新

たに一つは飯米農家にまで転作を配分するとい

うようなことをお聞きしております。その辺、

飯米農家に配分しても果たして効果が出るのか

なと私は思うわけなんです。ということは、飯

米農家は米を販売してないんですよ。そういう

ことを考えた場合、何も減反が配分されたから
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って協力しなくても何ら飯米農家は困らない、

そういう状況を踏まえてそういうふうな配分を

やったのか、その辺ちゃんとやってもらえると

いうような方向性を考えてやったのかと思いま

すが、その辺、課長の考えをお聞かせいただき

たいと。 

  あと、この生産調整に対してのこれまでの取

り組み方、非常に減反、転作が定着しない状況

がずっと来ている。主に飼料作物というような

形での転作が80％、９割弱ぐらい飼料作物の対

応で来ているわけなんですが、やはり考え方か

ら言えば、その生産調整された転作面積からも

所得を上げる政策でなきゃ本当の生産調整じゃ

ないと私は思っておりますので、今回こういう

ふうな特に畜産に関係しては飼料が、輸入飼料

が高値で物すごく畜産農家が大変な状況にある

わけです。日本の自給率も40％を切っているわ

けですが、この畜産に対しての飼料の供給が日

本の場合は17％ぐらいなんですね、今。こうい

う状況を考えると、この生産調整の取り組み方

を新たに変えて、やはり飼料用の作物を転作に

進めていく考えはないのか、また今回の生産調

整に対しての課長の取り組み方をもう少し詳し

くお聞かせいただきたいと思います。 

  まずその辺から。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 予算の内示におきまし

て御説明もしましたけれども、商工費が１億

5,000万円ほど前年に比べてふえたと、一方で

は農林水産業費が１億円ほど減っているという

ことで、ちょっと偏りが著しいのではないかと

いうような御指摘でありますけれども、御承知

のように商工費はゆめりあの償還金がふるさと

基金への繰りかえ運用ということで、19年度ま

でさせていただいたということで、20年度から

はその繰りかえ運用分１億円ほどがなくなった

ということで、それがそっくりそのまま広域に

対する分担金にはね返ってふえたと。一方で、

中小企業とか商店街に対する貸付金の充実とい

うことで4,000万円ほどふえているということ

で、そういった制度的な充実と、あるいは広域

に対する繰りかえ運用分のしわ寄せといいます

か、そういった今まで借りた分がなくなったと

いうことで分担金にはね返っているという結果

としてそういった増額になったということであ

ります。 

  一方、農林水産業費は、かねてから15年度か

ら実施してまいりましたふるさと農道、谷地小

屋から野中に行く道路でありますが、５年の事

業ですべて完了したと。特に19年度は橋をかけ

たり、それの前後をつなぐ市道の単独事業の経

費が相当１億円ほどかかっておりました。した

がって、用地買収費とか、あるいは工事請負費、

県に対する分担金、負担金、そういったものが

１億円ほど少なくなったということで、工事の

完了に伴う減でありまして、農林行政に対する

手抜きとか節減とか、そういったことではあり

ませんので、御理解のほどよろしくお願いした

いと思います。 

佐藤 博教育長 委員長、佐藤 博。 

小野周一委員長 教育長佐藤 博君。 

佐藤 博教育長 教育委員の推薦についての御質

問だったわけですけれども、このことに関して

は市長とともに相談しながら進めていくわけで

すけれども、基本的な考え方は市全体の教育行

政でございますので、あくまでも基本的には人

物本位というふうに考えております。先ほど委

員がおっしゃられたようなことが基本かなとい

うふうに思います。なお、いろんな地域事情も

ございますので、地域のことをも十分に考慮し

ながら、重視しながらこれからも進めていきた

いと考えております。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

小野周一委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 水田農業確立対策事業につ
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きまして、新庄市の水田農業推進協議会の場で

20年産のいろんな取り組み、産地づくり交付金

とか、そういうふうな議論をして取りまとめた

結果、飯米農家については昨年度までは飯米農

家としてカウントだけというふうなことでした

けれども、20年産からは３反歩未満の農家の方

についても一律配分ということで、いろんな意

見を踏まえて決定させていただきました。他市

の状況とか、いろんな状況も勘案しながら、３

反歩未満の方も対象ということで、今、米の消

費が１人当たり年間60キロ弱ということで、３

反歩ですとその家庭の消費のほかに売れるんじ

ゃないかというふうな声がありまして、それで

転作率が今回33.6％に終わりました。その飯米

農家の人が135人ほどおります。面積としては

28ヘクタールぐらいの面積でございます。確か

にわずかな面積でしょうけれども、カウントし

ますと0.2％ぐらいのカウントになろうかと思

います。そういうことで、水田農業推進協議会

の中で生産調整達成に向けて、目標達成に向け

て今取り組んでおりますので、よろしく御理解

をお願いしたいと思います。 

  もう一つ、穀物需要の増大によりまして飼料

作物が高騰ということで、これまでの産地づく

り対策の中で飼料作物の面積が16年度では308

ヘクタールぐらいございました。19年度では

357ヘクタール、約50町歩ほど、50ヘクタール

ほど飼料作物ということでふえております。あ

くまでも自給飼料の確保ということで、今、ホ

ールクロップサイレージとか、いろんな飼料の

増産に向けて取り組んでおりますので、また産

地づくり交付金の中でも交付金と別に構築連携

の支援策も講じておりますので、それで拡大を

図っていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

小野周一委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） 教育長、やはり私これ

までいろいろ地域の教育現場の状況、地域に配

置ならなくなってから、我々に話が来る件数と

いうか、回数が多くなってきているんですね。

やはり教育委員という選任される方がいるわけ

ですから、各地域きちっと把握してもらわない

と、選任された委員がどういう形で活動してい

るのか見えない、そういうことが非常に見えて

きております。私からすれば、前の地域制を踏

まえた教育委員の選任のあり方を考えていただ

きたい。いろんな学校の行事、卒業式とか入学

式、そういう行事には教育委員の方々参加され

ておるわけなんですが、その辺の地域の担当制

がなってないかと思いますが、その辺の地域の

実情をよくつかんでもらわないと、前にも言っ

たとおり、地域の子供は地域で育てる、そうい

うふうなものが本当に生きてこないんじゃない

かと思っております。そういうことで、ぜひ教

育委員の方で地域をきちっと見据えてもらえる

教育委員の選任をお願いしたいと思います。 

  政策経営課長、ある程度は配分、そういうも

のが極端過ぎない、いろんなものは説明が入っ

ているのでわかっているんですけれども、こう

いうふうになったからこうだ、こういうふうな

事情ができたからこうだ、そういうふうな形で

極端過ぎるような状況にならないように、もう

少し配慮していただければなと思います。この

構成比率が妥当だと考えておるならば、今回の

土木費は前年度が14.1％、これはそれなりにこ

ういうふうな財政事情があるから削減はやむを

得ないんだというような現実はわかっている。

そういうふうなものを踏まえて配分の構成比率

も十二分に格差が生じないように、そして特に

農林行政なんか非常に今大変な状況下に置かれ

ているわけです。国でも緊急対策、いろんな緊

急対策で今講じられておるわけであります。そ

ういうことを考えると、やはり当市の第一次産

業、農業をもっときちっと考えていただければ

と思います。 
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  68ページの６款１項４目畜産業費、これにつ

いて、課長、先般、県で、これは和牛、牛の方

なんですが、増頭戦略大会、300人余が参加し

た大会でありましたが、その中で県は和牛の繁

殖牛雌牛200頭ずつ10年間その計画でいくとい

うようなことの内容であったわけです。そうし

た事業、県で掲げた事業、市ではどのように取

り組み、また今回の農林予算の中での畜産業に

対してのとらえ方をされているか、あればお聞

かせいただきたい。 

  あと、95ページの10款２項３目学校保健費、

学校給食地元産米方式実施負担金、これはあれ

ですか、これは地元産を使うと地元負担金とい

うのが発生しているのかと私は受けとめるんで

すが、これは米だけなのか、その辺、これは学

校給食、米なんか当然いろいろ予算化されてい

るもので、これは市独自の負担金がこの額なの

か、この内容なのか、ほかの地場産を使うとな

ればそういうのまでも影響があるのか、その辺

をお聞かせいただきたいと思います。 

  78ページの８款９項２目道路維持費に関して

なんですが、実は道路の改修、道路の改修とい

うよりガードレールとか、そういうふうな道路

の歩道との縁石とか、そういうのが歩道があれ

ば必ず設置されているわけですが、これに関し

て、生活している、その隣接した道路にうちが

あって、うちを新たに新築した、そして玄関と

か車庫とか従前と違って建てた場合とか移動し

た場合とか、そういった場合、ガードレールと

か縁石とか当然今までもとのあったものを移動

しなきゃならないという状況があるわけです。

そうした場合、これを全部移動するのが自己負

担、今の条例ではそうなっていると。これはど

うも、そこで生活してうち建てたり車庫建てた

りしている人から見れば、どうもこれは納得い

かないというのが住民の声なんですね。この辺

は、市は市道の維持管理、県は県道、国は国道

と当然あるわけですが、このようなものは全部

そういう形であると聞いたわけなんですが、こ

の辺は市長、おかしいと思わないですか。もう

少しこの辺の条例だろうが、改正する余地はな

いのか、一つその辺をお聞かせいただきたい。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

小野周一委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 昨年の天童市で行いました

山形県の和牛増頭大会、300人ほどの会場にな

りましたけれども、熱意というものをすごく私

は感じております。その中で、先ほど言いまし

た、年間200頭ずつ10年間で増頭していくとい

うことで、新庄市におきましても畜産業費の中

で予算化しております優良子牛認定保留支援奨

励費でございます。４頭で１頭当たり５万円の

奨励費でございますけれども、それを優良繁殖

用の雌牛の管内の保留を目指していると、それ

に取り組んでいるということでございます。ま

た、今現在850頭おりますけれども、全国の公

表に載る年1,000頭以上の取引を目標にして、

今いろんな畜産の協会とか県の振興協議会とか

連携して今取り組んでおります。その中で、こ

としの子牛の取引については53万円というふう

な平均価格でありまして、これは全国４位の数

字になっております。その中で今後においても

それを目指して管内保留ということで、いわゆ

る担い手の後継者の確保と、県の方で20年度か

ら考えております和牛塾というふうなことで担

い手の確保も検討しているようでございます。

その中で新庄市としてもそういうふうな和牛塾

について取り組んでまいりたいと、県と連携し

て取り組んでまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

大場和正教育次長 委員長、大場和正。 

小野周一委員長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 学校給食地元産米方式実施負

担金についてでございますけれども、学校給食

の食材費につきましては学校給食法第６条で保

護者負担という形になっています。そのうちの
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米飯について、保護者負担は当然やっていただ

いているわけですけれども、新庄市の場合、新

庄産のはえぬき一等米を使用しているというこ

とでもって、その上乗せ分を、保護者が負担し

ているほかに、１キログラム当たり10円ですけ

れども、それを負担している部分がここに書い

てある25万8,000円というふうなことでござい

ます。以上です。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

小野周一委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 道路に設置しております

ガードレール、縁石等そういったものの撤去に

係る費用についての御質問でございます。当然

道路等につきましては、道路を利用する歩行者

等を車から守るためにガードレールまたは歩道

等を設置しまして、それらの安全を確保してい

るわけでございます。これらを設置する場合に、

沿線の利用者といいますか、そういった方々と

お話ししながら、例えば新たに設ける場合は出

入り口を設けるとか、そういうふうなことで、

縁石であれば切り下げするとか、そういう話の

中で設置しているわけでございます。自己都合

によりましてその位置を変えるとなれば、それ

はその方々で負担していただくというふうなこ

とで、これは国道、県道あわせて同じような取

り扱いで……。 

９ 番（清水清秋委員） それはわかっている。

その条例が合っているかと、今の環境に対して、

あるいは今の情勢に対して。それの条例を考え

る余地はないかということ。 

中部 力都市整備課長 自己都合でございますの

で、これはやはり利用者の方で移動なりするこ

とが基本だと思っております。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

小野周一委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） こういうことは生活や

っている人の身になって、ふぐあいというか、

そういうものが出てきたら、やはり検討しても

らわないとだめだ、検討していただきたい。 

  最後に、農林課長、もう一回。今回新たな重

要事業、上野地区、経営体基盤整備事業で本当

に当地区、本合海、上野土地改良区組合が挙げ

てこの事業に取りかかる決意して今事業化され

たわけですが、本当に非常に大変な時期にこの

事業に取りかかるわけでございます。そういう

ことで、課長の方にもいろんな指導やら御協力

をお願いしなきゃならない点が多々あると思い

ますが、この地域は新庄土地改良区の受益地に

なっておるわけで、その辺との組み合わせの中

でひとつ課長の方でも農林課といたしましても

できるだけのことをやっていただきたいと思い

ますが、その辺考えがあれば。 

小野周一委員長 時間ですので、後日、担当課長

より清水清秋委員の方に文書なり口頭で説明の

ほどよろしくお願いいたしたいと思います。 

  それでは、ほかに歳出についての質疑ありま

せんか。 

６ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

小野周一委員長 遠藤敏信委員。 

６ 番（遠藤敏信委員） 手短に質問しますので、

手短にお答えください。 

  58ページ、保健衛生費、奥羽金沢温泉運営費

助成金500万円、この根拠についてお示しくだ

さい。 

  それからもう一つ、102ページ、10款４項新

庄市名誉市民特別記念室整備事業費、うち工事

請負費1,060万円とありますが、この内容につ

いてお教え願いたいと思います。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 奥羽金沢温泉運営費補助金の

額の根拠ですが、納入される入湯税額、これを

参考としながら、年間運営経費が4,500万円程

度で、市が300万円出資していますが、出資比

率約13％という、その比率をもとにして掛け算

しますと500何十万という端数つくんですが、
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端数切り捨ての形で500万円を限度額というふ

うに設定したところです。 

大江雅夫生涯学習課長 委員長、大江雅夫。 

小野周一委員長 生涯学習課長大江雅夫君。 

大江雅夫生涯学習課長 名誉市民室の整備費の工

事1,060万円ですけれども、内容につきまして

は現在の名誉市民室と現在の生活文化ホールの

２室の内装並びに木雑工事、塗装、照明、電気

工事、これらの内訳で総額1,060万円になって

おります。以上です。 

６ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

小野周一委員長 遠藤敏信委員。 

６ 番（遠藤敏信委員） 奥羽金沢温泉に対する

助成というふうなことですけれども、３月の補

正予算の際も全員協議会を開いて延々８時過ぎ

までもめたわけですね。それが今、宙に浮いて

いるというふうな状況です。なぜそこで皆さん

がもめたかというと、今、新庄市は財政再建計

画を16年度から20年度までやっています。20年

度が計画年度の最終年度だと。そういう中で、

なぜ待ってくれというふうな形で少し留保して、

今々出さなければならないかというふうなこと

です。昨年度も３月議会で非常にもめたと。そ

れが今年度の９月でようやく出されたというふ

うな背景があります、1,000万円。1,000万円出

して、さらに補正で500万円というふうなこと

が出て、新年度なおかつ500万円というふうな

ことが立て続けに出ているというふうなことで

は、今、市民にもさまざま事業縮小とかという

ふうなことで、「新庄市どうなるんだや」とい

うふうなことでみんな心配しているわけですね。

そういう中でこういうふうな支出は、悪いと言

っているんじゃないですけれども、決めるのが

軽々に過ぎないかというふうなことなんです。

こういうふうなことを見ると、これは記念室に

も絡むんですけれども、財政状態が悪いと言っ

ている割には大したことないんでないかやと、

一方において。そういうふうな思いというか、

抱かせないかと。一方にはしわ寄せを与え、一

方には大盤振る舞いをやっているように見えて

仕方がないんですけれども、市民にわかりやす

いような御説明というか、そういうふうなこと

をお願いできないでしょうか。健康増進事業と

いうふうな言い方もされますけれども、もっと

きちっとした根拠。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 確かに財政再建に向かって市

民も含めて市ぐるみで進めているさなかではあ

るわけですが、こういった時期であっても必要

な事業を時期を逸することなく実施していくと

いうことも必要だろうと思っております。 

  奥羽金沢温泉については、湯質のよさが高く

評価されており、多くの市民が利用する、いわ

ば市民温泉となっているわけです。かなり多数

の市民が週何日か定期的に通って健康保持のポ

イントにしているというようなことも、この件

を担当して調査する中で利用者の方の声なんか

もいろいろじかに聞いたところです。そういう

面では確かに市民の健康保持には貢献している

施設だなという認識を改めて持ったところであ

り、民間立ではあるんですが、そういったこと

を考えますと、つぶしてはならない施設だとい

う認識もございます。 

  ちょうど築20年以上たっていろいろ設備関係

を中心に改修の時期に入ってきているわけです

が、なかなか自力ですべてに対応できないとい

うことで、昨年、ポンプ関係とか、いろいろ必

要な改修に対して補助をしたところです。そう

いった基本的には何とか経営を安定化させて将

来的にも維持してもらいたい施設だという認識

から、市が何らかの支援を行うとすれば今だと

いう判断をしたところです。こういった市の側

面支援、自力で行っていただかなければならな

い部分も相当ございますから、あくまでも側面

支援という考えなんですが、こういった支援が
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手伝って、示された計画のとおりに必要な修繕

また利用者サービス向上対策が進んで利用客が

ふえる、経営が安定化する、さらにサービスが

高められるというふうに、あの計画の期間３年

間で何とか、３年後にはそういう形に持ってい

っていただきたいと考えております。相当額を

補助するわけですから、これまでとはまた違っ

て市のかかわり方もきちんとしていかなければ

ならない。計画どおりに進め、補助の効果が出

るように監視といいますか、関与は強めていか

なければならないだろうというふうにも思って

おります。財政再建のさなか、なぜというとこ

ろについては、３年後とか５年後とかというと

本当につぶれてしまうのではないかという認識

もございまして、もし市が支援するとなれば今

だというふうに考えたところです。 

６ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

小野周一委員長 遠藤敏信委員。 

６ 番（遠藤敏信委員） つぶしてはならない施

設だと、今かかわらなければだめになるかもし

れないというふうなことでございますけれども、

平成８年の際に１億2,000万円、いわゆる農協

から、農協も出資しているわけですけれども、

農協からの借財を組合員の負担というふうな形

で棒引きした経緯がありました。それから12年

たつわけですね。なおかつ経営が改善されてい

ないと。今回の助成金を求めた背景の経営改善

計画書というふうなことを見ますと、機械設備

と無圧式温水ヒーター、定期的に点検整備を行

っていない。地下タンク漏洩検査、定期的に検

査を行っていない。循環系部材の交換、定期的

に交換していない。浴槽、配管洗浄工事、定期

的に洗浄していない。給湯関係、配管工事、10

年以上交換、洗浄していない。ミストポンプ、

交換工事、定期的に交換していない。大部屋の

改修、修繕、内装は色あせて、床は一部抜けて

いる。個室の修繕、内装は色あせて一部抜けて

いる。ロビーの修繕、近年敷きマットを交換し

ていないため、不清潔感が漂うというふうな自

己分析しているわけですけれども、今までとは

違った形で市としてかかわっていくというふう

なことをおっしゃいましたけれども、出資して

いて、なおかつ助成措置を講ずるということで

あれば、何らかの物言いというのはあってしか

るべきじゃないかと。これは入湯税600万円何

がし入ると、新年度入るというふうな見込みの

中で500万円還元するというふうな意味にとっ

ているのか。どういうふうなかかわり方を今後

やっていかれるのかお聞かせください。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 補助する側としてのかかわり

方としましては、やはり補助金が適正に執行さ

れ、その効果を上げているか、それをきちんと

継続的に見ていくというふうなかかわり方が基

本になるだろうと思っています。今回、運営補

助ということではあるんですが、業者が納めて

いる入湯税というのは利用者が納めているわけ

ですので、入湯税をそのままストレートに返す

という考え方ではないわけですけれども、利用

者サービスというところ、あるいは利用者にそ

れがきちんと還元されているかどうかというこ

とのチェック、それはきちんとしていきたいと

いうふうに思っています。 

６ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

小野周一委員長 遠藤敏信委員。 

６ 番（遠藤敏信委員） もとに戻りますけれど

も、市としてこのような状態の中で出していい

のかということ、大丈夫なのかという心配、そ

れから助成をもらわなければ経営が成り立たな

いような状態にあるところに出して大丈夫なの

か、二つの意味があったので質問させていただ

きました。 

  近岡善次郎さんと奥山峰石さんの展示室の件

ですけれども、やはりこれもきのう新田委員が

絵画は生ものではないからそんなに急ぐ必要は
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ないではないかという旨の発言をなされました

けれども、私も絵と人間国宝である奥山さんの

作品の価値は認めるものですけれども、これも

去年の11月の話をすぐ具体化すると、こんなに

急ぐ必要があったのかなということなんです。

これは広く市民に公開したいということはある

としても、これも先ほどの財政再建絡みの中で

は１年なり猶予期間があったっていいじゃない

かと、その間、市民意識の熟成というか、そう

いうふうなものがあれば、広く展示していただ

く施設を整備してもらえないかとか、そういう

ふうな機運を待ってもよかったのではないかと

思うんですけれども、この何カ月かの間ですぺ。

だから、改装状態がどうあるのかということと

同時に、その改装工事費用が1,000万円という

のがその辺どういう見積もりをされたのかわか

りませんけれども、ちょっと高いのではないか

というふうな気を持つのです。その辺いかがで

しょうか。 

大江雅夫生涯学習課長 委員長、大江雅夫。 

小野周一委員長 生涯学習課長大江雅夫君。 

大江雅夫生涯学習課長 先ほどの説明で具体的に

両方の２室で展示を行うというふうなことで、

総額1,060万円なんですけれども、内訳の方を

簡単に御説明申し上げます。現在あります名誉

市民展示室、ここの一部改装になりますけれど

も、先ほど言いました工事等で金額的には約

431万円ほどかかります。それから、現在の生

活文化ホールを今度奥山峰石先生の展示室にす

るというふうなことで、こちらが約610万円の

見積もりを現在受けております。諸経費等入れ

て約1,100万円ちょっとになるんですけれども、

工事ですので最終的には入札で若干下がるであ

ろうというふうなことでこのたび1,060万円を

見積もったところでございます。作品が作品で

すので、ガラス関係の工事が新たに出てくると。

防犯面も当然考慮しなければなりませんし、そ

ういう特殊な工事も入るというふうなことで、

このぐらいの金額がかかるというふうなことで

ございます。 

  それから、時期の問題、きのうも新田委員か

らも御質問ありまして、私としてはちょっと明

快な回答を出せなかったんですけれども、やは

り御遺族の御意向並びに平成16年から名誉市民

展をオープンしておりますので、ちょうどもう

一クッション強く市民に対して、また多くのい

らっしゃる方の観光ＰＲの面では非常にインパ

クトの強い整備ができるのではないかというこ

とで、近岡先生の一周忌を記念とした、その後

の６月に合同の整備をした展示会をやりたいと

いうふうなことでこのたび計上したものでござ

います。御理解いただきたいと思います。 

  以上です。 

６ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

小野周一委員長 遠藤敏信委員。 

６ 番（遠藤敏信委員） 貴重な作品を寄贈いた

だいたということで、礼を尽くさなければなら

ないということについてはわかります。大変あ

りがたい話です。ただ、やはり今、例えば「Ｔ

Ｖタックル」に出て、楽でないまちだというふ

うなことが放映されて、イメージが非常によく

ないという中では、何ていうかな、片や縮小、

片や大盤振る舞いというふうなことが、タイミ

ング的には非常に何ていうか、タイミングなん

ですね。悪いことでは決してないのよ。いずれ

こういうふうなことは顕彰し、また市民に広く

見てもらうというか、市民のみならず、ほかの

方々にも見てもらうというふうな機会を設けな

ければならないわけだけれども、本当に足腰が

強くなったというふうな状況の中でならいいけ

れども、バランス感が欠けるのではないかとい

うふうなことを思ったもので、こういうふうな

質問をあえてさせていただきました。この件に

ついてはやめます。 

  75ページ、観光費、ふるさとコマーシャル大

賞制作業務委託料７万5,000円というふうなこ
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とです。これについて。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

小野周一委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 ふるさとＣＭ大賞という

ことでございますが、これも県内全市町村が参

加のもと、みずからの町や村を紹介するという

ふうなコンテストでございます。これまで第１

回から３回目までは市の方でも一般財源をつけ

ましてやってまいりましたが、このような財政

状況になりましてゼロ予算ということで３年ほ

ど経過してございます。19年度につきましてど

うするかということで、うちの担当の職員がこ

としはできないということだったんです。しか

しながら、これまで継続してやってきまして、

当初のころは入賞作品もあったことなどから、

ぜひ続けてほしいという私の希望もございまし

て、課長会から、和交会という会があるんです

が、そこの会計担当にお願いしまして５万円を

何とか都合していただきました。それで平成19

年度出品したということでございます。その内

容につきましては、衣装のリース、機材関係の

リース、消耗品等々でございまして、若干私物

を使ったということもございましたが、何とか

その辺でおさまったということでございます。

いつまでも私物を使ってということもございま

せんので、できればということで今回財政当局

にお願いしまして、このような形で予算を計上

させていただいたという経過でございます。 

  以上でございます。 

６ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

小野周一委員長 遠藤敏信委員。 

６ 番（遠藤敏信委員） 県内のみならず、全市

町村が参加して我がまちの自慢というふうなこ

とを競い合っているということで、テレビで毎

日のようにここで選ばれた作品が放映されてい

るわけですね。ほのぼのとしていて非常にいい

ということと、あれによってまちがどういう状

態であるか、活気があるのか、若者に活力があ

るのかとか、まちの姿勢というか、そういうふ

うなものも、ユーモアとか、そういうふうな中

に見られるわけですけれども、あのＰＲ効果は

非常に大きいと思います。ぜひ遊び心を持って

新庄の新しい息吹というか、再生に向けた、こ

ういったものが出るようなものをつくっていた

だくよう、金だけじゃなくて、絵にしていって

いただきたいなと思います。以上です。 

小野周一委員長 ただいまより10分間休憩します。 

 

     午前１０時５６分 休憩 

     午前１１時０６分 開議 

 

小野周一委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  なお、奥山省三委員より欠席との通告があり

ました。 

  ほかに歳出についての質疑ありませんか。 

２ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 

小野周一委員長 斎藤義昭委員。 

２ 番（斎藤義昭委員） 各委員の方からほとん

どの項目について発言され審議されております

ので、発言の方はほとんど控えたいと思います。 

  １点だけ確認したいんですが、40ページ、２

款総務費２項の山形県国土調査推進協議会負担

金3,000円について、国土調査は今から大体20

数年前だったと思いますが、この制度が始まっ

て、北部はほとんど調査終わっていると思いま

す、一部筆界未決定のところがあると思います

が。国土調査によってほとんどの方は面積がふ

えていると思うんです、山林でも宅地でも。そ

れによって課税がちょっと多くなっているんで

すよ。その後ある時点から国土調査が進まなく

なってきた、今はほとんどやってないと思いま

すが。国の方ではどういう考えを持っているの

か、国土調査についてどういう方向で進めよう

としているのか、またどういう考えを持ってい

るのか。ただ、２年ほど前だったと思いますが、

この国土調査を進めるというふうな内容で、ち
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らっと新聞で国の方針を確認したような気がす

るんですが、その後、国土調査についてどうい

うふうな内容になっているのか。さっきも申し

上げましたように、国土調査が終わったところ

はほとんど面積がふえておりますので、課税が

多くなって増税になっています。こういうアン

バランスな面もありますので、不公平の面から

もそれはきちっとやるべきだと私は思うんです

が、それはどういう内容になっているか、これ

１点だけ確認したいと思います。以上です。 

田口五郎税務課長 議長、田口五郎。 

小野周一委員長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 予算上は出てまいりませんけ

れども、地区の組織等もございまして、年１回

情報交換のために、担当職員、県も含めて集ま

っているんですけれども、現実的に新庄市も含

めて地積調査事業を行っているところがござい

ませんので、その組織そのものを消滅させても

いいのではないかというふうな話し合いが今年

度持たれてございます。現在、国の方からもそ

ういった格好で積極的な情報提供等もないよう

な状況でございます。以上です。 

２ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 

小野周一委員長 斎藤義昭委員。 

２ 番（斎藤義昭委員） 国の方はどういう考え

なのか、それだけ確認したいと思うんですが、

国の方の対応がどうしているのか。 

田口五郎税務課長 議長、田口五郎。 

小野周一委員長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 申しわけございませんが、確

認しまして、後ほど御答弁させていただきたい

と思います。 

２ 番（斎藤義昭委員） 終わります。 

小野周一委員長 ほかに質疑ありませんか。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

小野周一委員長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳委員） きのう質問できなくて、

きょうに延びてしまったことをおわび申し上げ

ます。きのう私が質問したい項目を担当課長さ

んたちにいろいろ確認しましたところ、ある程

度は納得できた部分がありましたので、きょう

は質問しなくてもいいかなと思いましたけれど

も、一つだけ軽く質問をさせていただきます。 

  33ページ、職員研修事業についてです。一般

質問の際にもいろいろと質問させていただいて、

武田課長より御答弁いただきましたが、もう少

し二、三確認させていただきたいところがあり

ますので、お答えいただければと思います。私

が一般質問でも申し上げたとおり、職員研修制

度というのは財政が厳しいからといえ、あとは

こういう状況になっていればなおさらのこと充

実させなければいけないことだと思います。し

かしながら当市では、課長からは予算の多寡で

はないというふうな御答弁をいただきましたが、

やはり現実問題として、この職員数で、300数

十人という職員数で、とても大事な研修という

予算に67万円しかつけてないというのは、私は

対外的に見ても非常に恥ずかしいことではない

のかなと思います。こういう時期だからこそこ

ういうものに予算をつけていかないと、今後の

職員の育成、教育という点では絶対必要な部分

じゃないかなと思うんですね。課長に伺いたい

んですが、そういうシステムを据えたとしても、

果たして職員は研修をしたいという思いでいる

のかどうか、それをちょっと伺いたいと思うん

ですが、どうでしょう。そういう意向を酌み取

るような何か策はお持ちですか。 

武田一夫総務課長 委員長、武田一夫。 

小野周一委員長 総務課長武田一夫君。 

武田一夫総務課長 今後というか、ここ一、二年

かと思いますけれども、職員が研修というか、

いろんなスキルとか、そういうものを身につけ

ないと市の業務ができなくなる、あるいは自分

の給料が上がらない、昇進しない、そういうふ

うな時代が早晩来ます。そういった中で、職員

みずからがやる気を出す、モチベーションを持
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ち続けるというふうなことをするために、今、

研修の体系を組んで、60数万円、少ないという

ふうなことでありますけれども、その中で効果

的な研修体系を今築き上げていると。いろんな

研修がございます。県の研修所で市町村がお金

を出し合ってやっている研修でございますけれ

ども、それぞれの階級別の研修とか、コーチン

グとかプレゼンテーションとか、あるいはキァ

リアデザインセミナーとか接遇とか政策経営と

か折衝力とか、そういうふうな研修のメニュー

がございまして、そこに職員を派遣して研修を

受けていただいておりますけれども、そこで受

ける研修というのはそこで100％自分の実にな

るところではなくて、その後その職員がその研

修をもとにいかに自己研さんに努めていくかと。

いわゆる自主研修というふうな部分に非常に重

きを置いて今はやっているところです。ただ、

予算がなくて足りない研修というふうな部分に

つきましては、専門的な研修、例えば東京とか

仙台とか、そういうふうなところに行かなくて

は受けられないような研修については、確かに

最近予算がなくて行けないということはござい

ますけれども、それにつきましても財政再建が

過ぎれば徐々にそういうふうな研修を戻すとい

うふうなことになると思います。そういうふう

なことを積みながら自分の仕事にそれを生かし

ていって、それを評価されて、それが給与に響

いていく、あるいは昇進に響いていくというよ

うなシステムがいや応なくここ何年かで築かな

ければならないという時代がまいりますので、

それとリンクさせながら研修の体系をつくり上

げていくというようなことになるのかなという

ふうに感じております。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

小野周一委員長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳委員） 市町村職員研修制度と

いうのをおっしゃったんですね、課長。私が申

し上げているのは、そういうシステムは当然あ

っていいし、あるべきだと思うし、そういうも

のはベーシックな制度というか、研修の形だと

思います。しかし、例えば若い職員の方々がぜ

ひどこそこの自治体に行ってこういう研修をし

てみたいとか、そういうものに応じてあげるよ

うな制度というのが私は必要だと思うんですよ

ね。例えば舟形町ですと、舟形町も非常に財政

的に厳しい自治体ですけれども、自費研修制度

というのを据えています。それは要するに予算

は出せないけれども、研修に行きたければ自費

で行け、公務扱いであるというふうにしており

ます。そういうふうな制度を、要するに自費で

もいいから行きたいという職員に対して、公務

災害とかいろんなこともあると思いますので、

そういう公務として認めていただけるようなシ

ステムというのはこれからお考えはありますか。 

武田一夫総務課長 委員長、武田一夫。 

小野周一委員長 総務課長武田一夫君。 

武田一夫総務課長 現在でも自費で研修をするの

で義務免扱いにしてほしいというふうなものに

こたえている場合もございます。「義務免」と

は職務に専念する義務を解除するというふうな

ことで、仕事をしないで休暇というか、年休と

同じような、年休というのは１年間20日間しか

もらえないので、それ以外の有給の休みのよう

な形になりますけれども、そういうものを与え

て研修に行くということもございます。先ほど

おっしゃいました、職員が自分でこういうとこ

ろに行っていろいろな研修をしてみたいという

ふうなことはこれまで財政再建期間中も、２年

に１回ですけれども、職員の提案というか、そ

れを受けてプレゼンをして、その中でいい考え

であれば研修旅費をつけて行くというようなこ

ともやっていました。これからも恐らくそうい

うようなことが復活するのかなというふうに思

っています。もう少し大きくは、今回、条例に

は出さなかったんですけれども、自己啓発のた

めに休業できる、いわゆる大学院に行って勉強
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するとか、そういうような部分については休業

できるというふうな制度も地方公務員法の改正

の中でございます。まだ県内でそれを取り入れ

たところはありませんけれども、そういうよう

なリカレントというか、そういう形の中でやる

場面というようなものも今後出てくるのかなと

いうふうな感じを持ってございます。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

小野周一委員長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳委員） 実際その年休をとって

若手の職員さんが研修に出かけたという事例は

ございますか。年休を使ってであれ、何であれ

研修に行かせてくれというふうなことを言われ

たことはありますか。 

武田一夫総務課長 委員長、武田一夫。 

小野周一委員長 総務課長武田一夫君。 

武田一夫総務課長 今年度だったか昨年度だった

かちょっと記憶があいまいですけれども、ござ

います。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

小野周一委員長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳委員） この間、総務課に行っ

て伺ったんですけれども、北海道の札幌でした

っけ、そのプレゼンをして政策企画研修に行っ

た例と、あと大分県の湯布院に行ったという例

がありますけれども、それ以降はやはり財政的

なことでやめているということでしょうか。 

武田一夫総務課長 委員長、武田一夫。 

小野周一委員長 総務課長武田一夫君。 

武田一夫総務課長 基本的には今の御時世ですの

で特に管理費等々については縮減をしていくと。

なるべくであれば今自分が持っている事業をや

めて別のものに振りかえるというふうな基本的

な考えの中で予算を組み立てているわけですけ

れども、その中で職員研修につきましては、先

ほど申し上げました、湯布院に行った、北海道

に行った、あるいは名古屋に行った、そういう

ふうな研修は２年に１回はやりましょうという

ようなことで考えてございました。ただ、その

２年目が今年度19年度だったんです。前回は17

年度に、今回は19年度ですけれども、その財源

を先ほど申し上げました人事評価というか、そ

の人事評価の研修をする必要性があって、それ

に振り向けたために今回それができなかったと

いうことで、そういうふうな歯どめというか、

もう少し財政的に緩やかになればそういうもの

も復活あるかなというふうには考えております。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

小野周一委員長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳委員） 絶対大切なことですの

で、それも進めていただきたいと。それを進め

るから若手の育成というか、研修ができなくな

ってしまうというふうなことがないように予算

を少しだけふやしてもらえないかということを

私希望して言っているわけなんで、御理解いた

だきたいと思います。 

  総務常任委員会の視察で、非常に視察の意義

というか、私自身が感じてまいりました。葛巻

町という、皆さん御存じだと思いますけれども、

葛巻町に視察に行って、鈴木町長ですか、新し

くなった町長ですけれども、その人の意気込み

というか、あとはやってきたことというか、そ

れに基づいたエネルギーだと思うんですけれど

も、意気込みだと思うんですけれども、非常に

感動してまいりました。きょう予算委員会での

質問をするつもりはなかったんですけれども、

朝ちょっと読んでいたら葛巻の町長の記事が出

てきたので、ちょっと言わせていただきます。 

  重男さんという方ですけれども、高校を卒業

して葛巻町職員になりました。そのころ、そも

そも役場は何かをやりたくて入るところではな

い。20代の若造に何ができるわけでもないし、

夢や目標など持つ必要もないとさえ思っていた

んだそうです、鈴木町長が。ところが、その当

時の高橋町長という人が、鈴木さんを研修に出

すわけです、ワインの勉強をしてこいというこ
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とで。そうすると、１年余りの研修を経て、鈴

木さんは変わっていく。ブドウの育種家として

有名な沢登春雄さんにくわの使い方から厳しい

指導を受け、行政のぬるま湯にどっぷり漬かっ

ていた自分を反省した。その後また、ワインで

すから十勝ワインの池田町に研修に行くわけで

す。そこでも彼は感じてくるわけです。ワイン

づくりにかける情熱に感心しました。この程度

でいいんじゃないかと考えるのが行政マンなの

に、池田町の職員はもっといいワインをつくろ

うと熱心に議論している。こんなに生き生きと

仕事をしている自治体もあるもんだ。自分も頑

張らねばと思いましたねと。研修に行ってこう

やって感じてくるわけです。どんどん彼は町に

とって重要なことをやっていくわけです。最終

的に前中村町長という方から、じゃおまえ次や

ってくれとバトンタッチをされた形で町長にな

っていくわけです。 

  私は、若い人たちを育てるというのはそうい

うことだと思います。幾ら、本当に何度も言い

ますが、予算がどうのこうので育成の部分を、

言ってみれば農作物に栄養も水も与えないで、

いい作物ができるわけないじゃないですか。そ

ういうことだと思う。研修というのはそういう

ことだと思います。ぜひ職員さんのために、職

員さんが本当に責任と誇りを持って仕事が全う

できるようなシステムを早急に、あと予算を早

急につけていただいて充実させていただきたい

と思います。そういう方々が圧力やしがらみに

とらわれないで市民のために行政を真っすぐ未

来の子供たちのために向かわせていける可能性

があるんだと思います。ぜひそのことを考えて

やっていただきたいと思います。いかがですか。 

武田一夫総務課長 委員長、武田一夫。 

小野周一委員長 総務課長武田一夫君。 

武田一夫総務課長 職員の研修というようなこと

を決して軽視しているんじゃなくて、私自身も

研修に行っていろいろ、育ったかどうかわから

ないですけれども、啓発された一人として、研

修の意義というのは非常に感じてございます。

ただ、今いろいろ言われていますけれども、そ

ういうものにいかに自分が投資するかというよ

うなことも問われている。だから、研修費の多

寡というふうなことではなくて、いかにやる気

があるか、そういう中で職員研修費も効果的に

使えるような仕組みというものをつくってまい

りたいと考えております。 

５ 番（小関 淳委員） 終わります。 

小野周一委員長 ほかに歳出について質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 ほかに質疑がありませんので、

歳出についての質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論の通告があり

ますので、発言を許します。 

  反対討論として、佐藤悦子委員。 

   （２番佐藤悦子委員登壇） 

２ 番（佐藤悦子委員） 日本共産党を代表いた

しまして、平成20年度一般会計予算に反対討論

を申し上げます。 

  財政健全化法による破綻防止対策の基準とな

る実質公債費比率が健全化基準の25％を超える

30.1％という中での新年度の予算編成です。 

  まず、この中で私たちとして評価できると思

うところは、一つは市長みずから市長給料を半

減し、退職金も半減になるわけです。そして、

副市長、教育長の給料についてもそれぞれ大幅

削減を実行したこと、二つ目には中学校給食を

21年度実施するめどを示したこと、三つ目に水

道料金の引き下げを行うこと、四つ目に学童保

育所の北辰小での新設、五つ目に２回だった無

料の妊婦健診の回数を５回にふやす改善、六つ

目に、有料化は残念でありましたが、わらすこ

広場の開設、七つ目に子供の医療費無料化の対

象拡大など、財政再建の中でも子育て支援に取

り組む姿勢には深く敬意を表します。また、財
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政対策として５％から７％の金利の公的資金の

借りかえや繰り上げ償還を19年度、20年度、21

年度で約13億7,000万円、一斉にスタートした

として約6,600万円の年利息が節約になること、

また19年度の３月補正でしたけれども、土地改

良事業の農家負担軽減のための市負担を12億円

も軽減できたということはよかったと思います。 

  さて、問題点です。一つは、後期高齢者医療

制度の創設です。75歳以上のすべての方が今ま

での医療保険から外され、新たに医療保険料が

取られ、受ける医療は制限され、さらに保険料

を払えない場合は保険証をもらえなくなるとい

う世界に例のない過酷な制度が４月から始まり

ます。市として中止を求めるべきだと思います。 

  二つ目は、人件費の節約のために指定管理者

制度が拡大され、20年度はさらに保育所３カ所

の民営化の検討や学校給食の民間委託を検討と

のことです。財政難のしわ寄せを特に弱い立場

の子供たちに負わせることになるのは大きな問

題だと思います。人件費の見積もりですが、指

定管理者制度導入の中でその見積もりが、およ

そ日々雇用人件費年120万円、嘱託職員人件費

年175万円というので人件費が見積もられてお

ります。委託団体の事務経費や社会保険料をこ

こから差し引かざるを得ないことになりますと、

働く方の手取りはぐっと少なくなります。市民

の福祉向上のための仕事が安定してできる賃金

を保障できるように見直すべきだと考えます。 

  三つ目は、新しい道路整備の問題です。福田

工業団地線に5,900万円、梅ケ崎吉沢線に4,000

万円、新庄停車場松本線の無散水消雪と電線地

中化などで、もちろんそれらは補助ありますが、

これらで地方債が9,700万円で借金をふやす大

きなところになっています。これらは当面中止

すべきではなかったかと考えるのです。むしろ

市民にとって自宅の前ということで緊急切実な

生活道路になっている、これらの改善のための

市の補助を復活することによって建設事業はふ

えると思います。そういったことを強く求める

市民が多いのです。 

  四つ目に、市名誉市民特別記念室事業の問題

です。名誉市民故近岡善次郎氏の作品多数が11

月御遺族より寄贈されたことに伴い、３年ほど

前に設置されたふるさと歴史センター内の市名

誉市民特別記念室ともう一つの部屋を美術作品

専用の展示室に改修する計画です。近岡氏は市

出身の一流の洋画家であり、最上学童展創設の

功労者でもあり、市や最上地方に対する功績は

大きいです。このたびの作品寄贈という好意に

は最大限の努力をもって報いるべきであるとい

うことは市民の多くが認めておると思います。

しかし、それでも以下のような問題点がありま

す。一つは、財政難の折、工事費1,060万円も

の巨費を投ずるほど優先すべき事業なのか。事

務事業評価ではこの困難な時期に無理を押して

でも執行するほど重視されているわけではあり

ません。市長の公約にもなかったのではないか

と思います。二つ目に、奥山峰石氏の今後の活

躍を考えれば、将来この２人の作品を中心にし

た美術館を建設し、広く市民や愛好家に鑑賞し

てもらうのが偉大な芸術家に対する一番の恩返

しになると思います。将来、財政が安定すれば

必ず美術館建設の声が再燃してくるのは目に見

えています。そうすれば今回の工事費1,060万

円はむだになります。三つ目は、歴史センター

の本来の役割からすれば、美術展示室は異質な

ものであり、複合施設としての定着したイメー

ジを損ないます。歴史センターの来館者はその

多くが新庄まつりの山車や地下の民具を目当て

にやってきます。民具や歴史資料の数量は膨大

にあり、その本格的な分類や整理が全く不十分

な状態だとお聞きしております。いたずらに領

域を広げ、少ない職員、それも専門家でない状

態ではますます肝心の作業が後手後手に回って

しまうのではないでしょうか。この事業は十分

な議論を経てから着手しても遅くない。近岡氏
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の御遺族には財政状況を説明して、当分の間、

今ある小さな展示室で展示がえしながら紹介す

ることで了解してもらうべきではなかったでし

ょうか。 

  国の構造改革によって貧困と格差の拡大、こ

れで多くの市民が苦しんでいます。私たち日本

共産党が行った市民アンケートでは、要望が最

も高かったのが国民健康保険税の引き下げでし

た。68.5％という高率でした。さらに、介護保

険料の引き下げ60.3％、県立病院の充実53.7％、

医療費の負担軽減が52.9％でした。市民の暮ら

しを守るためには、国保税と介護保険料、後期

高齢者医療保険料の市独自の減免や医療費の一

部負担金の市独自の軽減が必要ではないでしょ

うか。議員で視察してきました西和賀町では、

一般会計から支出して65歳以上の医療費が減免

されています。特に低所得者には無料、900人

だったかと思いますが、こういったことまで行

われていました。 

  国に対して地方交付税の拡充を求めていくわ

けですが、そのためにも今後10年間で59兆円の

道路をつくるという総額先にありきの道路計画

は中止すべきだと言っていただきたい。中止す

れば一般財源に６兆円ものお金が生まれてまい

ります。そうすれば地方交付税も違ってきます。

さらに、大企業優遇税制をやめて、97年度の水

準に戻せば４兆円もお金が出てきます。証券優

遇税制などの大金持ち優遇の税制を改めれば、

もっと出てきます。大企業の社会保険料負担を

ヨーロッパ並みにしていけば、消費税増税なし

に高齢化社会を支える財源は十分に出てまいり

ます。また、米軍による少女暴行事件、米軍基

地のグアム移転費用の政府の肩がわり、自衛隊

イージス艦による国民の命安全無視と情報隠ぺ

いの体質、政官財の軍事利権など、これらにま

みれている軍事費５兆円、これはむだ遣いの大

きなものだと思います。これを見直すべきだと

いう声が高まっています。 

  これらから地方交付税拡充の財源は十分に出

てくるという立場に立って市民の暮らしと命を

守るために、国に市長として積極的に意見を述

べていただくことを要望いたしまして、反対討

論を終わります。 

小野周一委員長 賛成討論として、森 儀一委員。 

   （１６番森 儀一委員登壇） 

１６番（森 儀一委員） それでは私の方から、

議案第28号平成20年度新庄市一般会計当初予算

について、賛成討論を行います。 

  我が国におきましては、少子高齢化への対応、

地域経済、雇用創出の促進など、地方自治体の

果たすべき役割が大きくなってきております。

地方分権を改革推進する観点から、地方の固有

の財源を確保するための税源移譲が行われまし

た。しかし、現実は都市と地方の格差拡大とな

ってしまい、財源力の少ない自治体は財源確保

が難しいことから、地域の課題に適切に対応で

きない状態に陥っております。 

  本市におきましては、格差の影響を大きく受

けています。地域経済の後退や人口の減少によ

りまして、市税などの一般財源は減少傾向にあ

ります。また、実質公債費比率に象徴されます

ように、財政の硬直化は市政運営を行う上で大

きな制約となっており、財政の早期健全化が最

大の課題と言えます。財政運営の山場もここ一、

二年と言われる中、予算編成に当たりましては

経常経費削減の重点化がますます重要となって

おります。 

  20年度の当初予算は、山尾市長にとりまして

初めての当初予算編成となりました。市長の掲

げた公約をどのように具現化するのか市民は大

変関心を持って見守っておりました。提示され

ました予算は129億3,500万円で1.1％の減でご

ざいます。県内13市の予算はプラスに転じると

ころが多い中、物足りない感じがいたしますが、

本市の置かれている財政状況を的確に把握され、

厳しい財源状況にもかかわらず、市長のお考え
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がきちんと示された予算であると思います。市

長が御説明されましたように、財政改革を堅持

しながらも、将来の新庄を担う子供たちをはぐ

くむ環境整備や、市民とともに取り組もうとす

る雪対策など、その信念が反映された予算であ

ると思います。財政の健全化につきましては、

公的資金の繰り上げ償還に対応していることも

あり、公債費が大きく減少しております。最上

広域のゆめりあの元利償還金も21年度でおおむ

ね返済が完了するなど、借金返済の山場をよう

やく越えようとしております。重点事業といた

しましては、わらすこ広場の再開や北辰学童保

育所開設の人材育成、雪対策が上げられますが、

そのほかにも名誉市民特別記念室整備などの芸

術文化振興や商店街活性化に向けた予算を計上

しており、交流人口を拡大しようとする方針が

反映されております。 

  このようなことから、私は財政健全化に一定

のめどを立て、予算の重点化を図りながら本市

の抱える諸課題に的確に対応した適切な予算で

あると考えております。この予算案に私は賛成

するところでございます。どうかこれからも市

民のためになるような予算を措置していただき

たいと思う次第でございます。以上で私の賛成

討論を終わりたいと思います。（拍手） 

小野周一委員長 以上、討論の通告者は２名であ

ります。ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 ほかに討論なしと認めます。よ

って、討論を終結いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第28号平成20年度新庄市一般会計予算は

原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

   （賛成者起立） 

小野周一委員長 起立多数であります。よって、

議案第28号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  ただいまから１時まで休憩いたします。 

 

     午前１１時４９分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

小野周一委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  なお、斎藤義昭委員より午後から欠席という

通告がありました。 

 

 

議案第２９号平成２０年度新庄市

国民健康保険事業特別会計予算 

 

 

小野周一委員長 議案第29号平成20年度新庄市国

民健康保険事業特別会計予算を議題といたしま

す。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

小野周一委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） １点お願いします。

146ページ、保健事業費２項保健事業費ですが、

この中に健康づくり推進事業費として195万

3,000円がのっていますが、この中で健康福祉

マンパワー確保育成事業はいかなる事業か、１

点。健康福祉まつり事業費37万5,000円計上し

ていますが、昔ですが、この健康福祉まつり事

業ではかなりの事業費を投入して、プラザを使

っていろんな部分とドッキングしながら健康福

祉まつりをされた経緯があると思いますけれど

も、この37万5,000円というのは大分縮小され

た事業予算ではないかなと思いますけれども、

今の健康福祉まつりの現状、どういうふうな状

況にずっと推移しているのかをお伺いしたいと

思います。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 
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星川 基健康課長 健康づくり推進事業の中のマ

ンパワー確保育成についてでございますけれど

も、実際は育成というところまではなかなかい

ってない現状がありますけれども、いろいろな

健康づくり事業全体、会計で言いますと一般会

計と国保会計の両会計で連携しながらやってい

ると。市の組織的に言えば、国保会計も一般会

計の保健事業予算も健康課ですので、その辺の

連携は特に問題なくやれておりますけれども、

そういった健康づくり事業のいろいろな各種教

室等の講師の確保とか、そういったことにマン

パワー確保育成事業費を充てております。 

  もう１点、健康福祉まつりでございますけれ

ども、確かに以前は著名な講師を呼んでの講演

会とか規模的には今よりはかなり大きな事業と

して行っていた経過はございます。予算的に来

年度37万5,000円という予算額になっておりま

すけれども、今年度19万9,000円に比べれば倍

近くにしておりますけれども、以前と比べれば

確かに事業縮小という感は否めないところであ

ります。現状としましては、例えば食生活改善

推進協議会などの健康関連団体、それからいろ

いろな社会福祉協議会初め福祉関係団体約40団

体が実行委員会をつくりまして実施しておりま

す。ただ、なかなか、いろいろな企画は行うん

ですが、市民の来場者が年々少なくなっている

というような状況にございます。それで、何と

かそういう現状から脱皮して、またこの健康福

祉まつりで健康や福祉に関心を抱いていただい

て事業拡大もしていきたいということから、予

算的にも若干ではありますけれどもふやしまし

て、新たな企画で20年度は実施しようというふ

うな考えであります。まだ内容詳細までには至

っておりません。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

小野周一委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） 今お答えいただきまし

たけれども、マンパワー育成事業の講師の確保

だということですが、いまいちはっきりしませ

ん。具体的には昨年はどういうふうにされたの

ですか。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 昨年といいますか、今年度の

状況でいきますと、健康教育あるいは健康相談

等、いろいろな種別がありますけれども、延べ

で言いますと、110回ほどそういった教室等を

開催しております。基本的には保健師が実施し

ているわけですけれども、その中でいろいろな

健康教室の際にお医者さんに講師としてお願い

する、あるいは健康体操教室などではそういっ

た運動指導の資格を持っている方をお願いする

といった形で、いろいろな講師あるいは指導員

を健康教育、健康相談の中でお願いしてきてお

ります。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

小野周一委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） いろんなカリキュラム

を組んで、健康増進、福祉も含めてですけれど

も、そういうふうにされているけれども、その

講師の謝礼ということでいいのですか。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 ただ、予算、ごらんいただい

ておわかりのとおり、謝金６万円、その他消耗

品、通信運搬費、会場借上料等含めてこのマン

パワー事業というふうなくくり方をしておりま

すので、マンパワー確保という点ではそういっ

た指導員の確保等になりますけれども、事業全

般にわたっての予算額になっております。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

小野周一委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） 事業全般にわたるとい

うことは、例えば健康福祉まつり等にもそうい

うふうな部分の金というのは充当されるのかど

うかですね。 
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  それから、健康福祉まつりの件についてお伺

いしますけれども、37万5,000円、前回は19万

円だということでしたけれども、ここにいろん

な部分の団体の方々が参加するのです。例えば

指圧の方で、目の悪い方で指圧療養を持ってい

る方が来て何回かいろんな部分で講義、１日じ

ゅうそこに入ってボランティアで頑張るわけで

すが、昼御飯も出ない、お茶すら出ない、どこ

にそれを言ったらいいのかわからないと。19万

円ですから運営費だけで目いっぱいなんでしょ

うけれども、ボランティアにも限界があるとい

う話を聞いています。と同時に、マンネリ化し

てお客さんが少ない。だからいろいろ試行錯誤

されながら新庄市の百円ショップ等からそうい

うふうな状態のにぎわいあるときにそいつにド

ッキングしながらいろいろ考えられているので

しょうけれども、いまいち企画の段階で、そう

いうふうな人方をただ集めて、その人方の一生

懸命ボランティアに浴して、だけれどもそれに

対するかいはないと、要するに労あってという

か。喜んでもらえる、若干来られた方々は指圧

を無料でしてもらえるわけですから、それは指

圧は一つのセクションですけれども、いろんな

部分でいろんな先生がいたり、体力測定だった

り何かいろんなことをされるんでしょうけれど

も、その一つの指圧の関係にしてはそういうふ

うな状態にして使いっ放しにされると。昼飯も

出ないし、あれも出ないし、そろそろやめよう

かなと、こうだけれどもと、これ実際どうなっ

ているんだと、こういうふうな話があります。

ですから、ここいらのところ、そしてせっかく、

市全体的にどういうふうにしてみんなに対する

健康に対する意識づけをするのかというのは、

もう一工夫も二工夫も、審議委員会があるわけ

ですから、そういうところでの話というのがも

う少し充実しない限りは、だんだんとしりつぼ

みというか、ただやっているというか、そうい

うふうな状態になりかねやしないのかなという

ふうに懸念しますけれども、ここら辺の反省点

と今後のとらまえ方はありますか。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 マンパワー確保育成事業につ

いて健康福祉まつり事業と一緒かと、そこは別

です。マンパワーはマンパワーで、健康福祉ま

つりはまた別の予算の組み方になっております。 

  マンネリ化という点につきましては、例えば

今年度の場合ですと、商工会議所の60周年でし

たか、何十周年でしたか記念の日と一緒にやろ

うというふうなことで、その日は本町通りが歩

行者天国になるというふうなことで、いつも会

場として利用しております市民プラザと近いこ

ともありますし、またプラザから外に出ていろ

いろな健康相談をしてみてはどうかといったよ

うなことも考えまして、商工会議所と一緒の事

業ということでやってみました。ただ、やはり

商工会議所のイベントが終わると皆さんお帰り

になってしまって、その帰りにできれば寄って

もらいたいなという期待がちょっと裏切られた

感じになりまして、実際はそれほど来場者はふ

えなかったというようなことで、いろいろなそ

ういった試み、関係団体とともにやっているん

ですが、なかなかうまくいってないのが現状で

す。そういうこともあって、今年度同じ時期に

産業まつりなどもございますし、そういったこ

とと連携した形でやった方がいいのか、また別

にまるっきり別な形でやった方がいいのか、そ

の辺も含めまして、また秋の食のまつりという

新たな市の考えもございますので、その辺との

関連などもいろいろな可能性がありますので、

その辺は来年度の健康福祉まつりについては今

までとはまた違った企画でやっていこうという

考えでおります。 

  参加される団体の方については、全くボラン

ティアというか、ボランティアでやっていただ

いております。みずからの団体の宣伝普及みた
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いな意味合いも多分にございますし、ずっと以

前はお昼御飯を出していたそうです、確かに。

ですけれども、ここ10年ほどはそういったこと

もなしにボランティアでやっていただいており

ます。そのこと自体は各団体が主体的に参加し

て祭りをつくり上げているという考え方でのイ

ベントですので、お茶なりお昼御飯なり市で出

さないということについては、私自身は余りこ

れまでは考えたことはありませんでした。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

小野周一委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） ボランティアもＮＰＯ

もそうですけれども、まるっきりボランティア

したあげくに、ただ集められて一生懸命やって

何もあいさつも御礼の一つもないという状況。

例えば、指圧の関係のいろんな部分でこうやっ

て何年かやっていますけれども、どうしたらい

いでしょうかと質問された場合に、そんな状況

だそうですからやめたっていいんでないのと言

ってもいいわけですね。要するに、それだけの

ボランティアをやろうとするところに対する配

慮が欠如しているのではないか。「私は考えた

ことありません」と言うけれども、もし私が、

健康課長がそのポジションにいて、一生懸命、

１日ですよ、指圧をして、何人か来てくれた人

方に本当に肩の重みがほぐれたとかなんとかと

やってあげて、あいさつ一つない、お茶一つな

い、昼食は自分で手弁当たがって、これでは長

く続かないと思うのは当たり前、逆の立場にな

れば簡単な話ですよ。だと思いませんかという

ことです。だから、今まで考えたことないとい

うこと自体が、そういうふうにして団体は市か

ら何か言われたからして、なんとかだからして

来なきゃだめかな、じゃそいつに対するギブ・

アンド・テイクで、今後またいろんな部分にな

ってくると指圧だとかなんとかと一時ありまし

た、鍼灸・マッサージ何ぼまで支給しますよと

か。そういうときに、団体が来なかったからし

て云々とかといったら、やはりある程度そのギ

ブ・アンド・テイクを目標にしているみたいな

状態になって、ボランティアの精神がまるっき

りそこに欠如しているという感じにとられます

よ。それは健康課長らしくないなと、そういう

ふうな部分の思いで、まるっきりそういうふう

にやったことありませんでした、考えたことも

ありませんでした。じゃ相手側からすれば、１

日、最上からも来ます、治療のいろんな目の悪

い人が時間を費やして、指圧するのに。そして

ここ何年来、そういうふうな状態、何もない、

あいさつもない。じゃやめた方がいいのかなと

言うけれども、やはり歯を食いしばって頑張っ

ている状況があります。そういう人方に対する

配慮すらないという状態は、今の話がそのとお

りですから、ないわけですから、ますますそれ

はしりつぼみになってしまう。彼らだってボラ

ンティアしているということに対するいろんな

部分の何ていうかな、人情味がないというか、

通り一遍というか、カリキュラムしているとい

うか、それでは長続きしないのではないかなと

思いますけれども、その件に関して今までのや

った、今までそういうふうに何年来なったとい

うことに対する反省の念はありませんか。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 市役所から集められていると

いう感覚のところがちょっと私のとらえ方と異

なるなとは思いますけれども、ただ、御礼一つ

ないと言われると、一人一人にきちんと御礼と

いうことはないにしても、団体ごとに打ち合わ

せのときとか当日始まる前とか、また終わって

からの文書の礼状とか、代表者への礼状になり

ますけれども、そんな形でいろいろボランティ

アの形でこの祭りを盛り上げていただいてあり

がとうございましたという形、程度の問題はあ

るかもしれませんけれども、一応礼は尽くして

いるつもりではおりました。 
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  それから、この祭り自体は市が事務局にはな

っていますけれども、いろいろな団体が主体的

に参加してという形でやっておりますので、そ

こは了解の上で、皆さん、無理やり参加させて

いるわけではありませんので、了解の上で参加

いただいているのかなと思っていましたので、

昼食はつきませんということも含めて、ですか

ら私としては担当して３年、３回この健康福祉

まつりを経験しましたけれども、私は今まで御

飯を出すべきかなという考えは持ったことがご

ざいませんでした。ただ、そういう形でなけれ

ば参加する団体が何もなくなるということであ

れば考えなければならないことだとは思います

けれども、これまではそんな認識でおりました。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

小野周一委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） 今の言葉の端々に、代

表に断ればいいやというけれども、代表はトッ

プダウンをしてそのままの状態で、やはり一切

やられる人方に対するいま一重の配慮が欠如し

ているのではないかなというふうに思いますの

で、今後そういう部分を考慮に入れた上で、お

茶なんか何もポットにいっぱいなっていれば、

そこから自由に飲んでくださいと紙コップを置

いておけばそれでいい話ですから、そういう部

分の配慮ぐらいは必要ではないかなと思います

が、今後のことですけれども、どう思うかそれ

をお答え願います。 

  それからもう１点、例えば、せっかく今回物

議を醸し出しています500万円を投入する運営

費の金沢温泉の問題です。確かに今までの課長

の話ですと、それぞれ健康増進だとか血行がよ

くていろんな部分でということで、皆さんの健

康なんだったらば、健康福祉まつりに最もふさ

わしい、例えばそのときにスクールバスだとか

なんとか今まであるバスを日曜日だったらそれ

を利用して無料で奥羽金沢温泉に、金沢温泉の

方は無料じゃないでしょうけれども、そういう

ふうな状態に便を出しますよとか、いろんな部

分の試行錯誤をしながら、市民に喜ばれるよう

な状態をしてあげることこそ本来の奥羽金沢温

泉の有効利用ではないか、運営費のいろんな部

分でそういうふうに言うことは言うんですけれ

ども、そういう部分は考える発想というのはあ

りますか、どうですか。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 まず、参加団体への配慮、い

ま一度考えてみたいと思います。 

  それから、健康福祉まつりの一環で温泉利用

というところは、話題に上らなかったわけでは

ありませんけれども、今年度までは特にリンク

させるような発想ではやってきておりませんで

したので、その点も可能性を探ってみたいと思

います。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

小野周一委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） ぜひ課長が一生懸命あ

の500万円に対する行方というか、意図、それ

から効果、財政再建の真っただ中で行われるそ

の部分に対する心苦しさも含めて有効活用した

いという意図があるわけですから、この健康福

祉まつりだって持っているわけですから、奥羽

金沢温泉のあのバスを例えばこのときにこうい

うふうにしてくださいよと言えば、それは送迎

としては何ぼもやってくれるような状態になる

でしょうから、ぜひもう少し発想の転換を市民

が喜ばれるような配慮をお願いしたいというこ

とと、これ実際は健康課長１人では、運営審議

会を経てどういうふうに来年度というか、来年

度の健康福祉まつりというのはどうするんでし

ょうかという状態を問題みんなで話しして討議

した状態の中での今年度どういうふうにしてい

くという健康福祉まつりの件について、予算は

これぐらいですかということで、大枠の話は主

管である健康課の方でやれるわけですから、そ
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ういう部分の発想の転換を市民に喜ばれる、そ

れこそ財政が今大変な中で最大限メリットを出

して市民に喜んでもらえるという状況の知恵だ

と思うんですよ。ただこういうふうにして言え

ば、あとはもう終わり、ますますだんだんと衰

退の一途をたどって、余り来る人がいない、何

かと絡めなきゃだめだという発想で、そして審

議委員会だって皆さんはそんなにいろんな部分

のインプットされている状況の中で審議委員会

するわけじゃないわけですから、だっておのず

とそこからの意見というのはそんなに出てこな

い。そうするとまたどうするのかなという状態

の意見の中で苦しみながらいろいろやっていか

なくちゃだめだ。だんだんと参加人数も少なく

なってきているというのが悪循環をするような

気がしますし、これを機に、これだけ物議を醸

し出した奥羽金沢温泉に対する有効利用したい

という意図があるわけですから、考えようによ

っては、お金はその部分の入浴料分だけで参加

する人方の数だけあればそのまま済むわけです

から、それこそ喜ばれる一つの施策でないかな

というふうに思いますけれども、要望して終わ

りたいと思いますけれども、これに関してもう

一回お伺いします。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 先ほどと同じになりますけれ

ども、この予算編成の時点では奥羽金沢温泉の

活用と健康福祉まつりをリンクさせた考えでは

おりませんでしたので、予算の組み方の中には

そういう費目が入っておりませんけれども、金

委員おっしゃるように、今後健康福祉推進協議

会というところで検討されることになりますの

で、そこに提案する段で健康課としてもこうい

った幅広い、これまでのパターンではやはり同

じだろうと思いますので、これまでとはまた大

きく違った打ち出し方をしていきたいとも考え

ておりますので、その検討の中にただいまの御

提案も含めて検討を進めていきたいと思います。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

小野周一委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） 今の答弁の中で、例え

ば39万5,000円健康福祉まつりに出ました。こ

れは、これぐらい出たからこういう事業をやろ

うやという状態の物事のとらえ方ですか、それ

とも、こういうふうなこともしたいなという運

営審議会に対するいろんなこちらの思惑はほと

んど運営審議会の中では通ると思うんですよ、

運営審議会の人方が健康福祉まつりというのは

どういうふうにあるべきなのかということは、

そんなに概略わかっていてそこに審議委員とし

て参加するわけじゃありませんから。そうする

と、去年は19万幾らしかありませんでした。こ

としは39万円ありました。この枠内でどうやっ

たらやれるでしょうかという予算がここまで出

たから、健康福祉まつりはこういうふうな状態

にしてこの予算の中でやりましょうやという考

え方でしょう。これからするわけでしょう。そ

うすると今みたいな状態が出れるはずだと思う

んです。「これは考えていませんでした」とい

うのは、要するに健康福祉まつりはこういうふ

うなことをやっていきたいんだ、このぐらいの

予算が必要なんだというとらえ方じゃなくて、

今の話をお伺いしますと、去年は19万円、こと

しは35万円、これぐらい出たからしてこれぐら

いの規模でやれるからしてどうやりましょうや

というとらえ方をするんですよね。そこのとこ

ろ、こうしたいんだからして予算をというんで

なくて、ここまで少し拡幅したからしてこうい

うことも伸ばしましょうやというとらえ方なの

かどうなのか最後にお伺いします。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 健康福祉まつり事業費として

37万5,000円、その内訳が報償費１万円、以下

ずっとありますけれども、予算編成の時点では
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こういう内容の健康福祉まつりということで一

応案を立てて、そのもとにいろいろ例えば試食

用献立制作業務委託料８万円とか、そういうこ

とで予算編成しますので、一応の案は立てます。

ただ、実際に最後まで検討というのはまた新年

度の中で健康福祉推進協議会なりの場でもやり

ますし、そういうことですので、ある程度幅は

ございますので、その中で先ほどの提案も含め

て検討させていただきたいと思います。 

小野周一委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

小野周一委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 20年度の予算におきま

しては、ここに数字で示されておりますように、

５億5,000万円の前年度の比較でもって減額と

いうふうになっています。これは後ほど特別会

計に上がってきます20年度から始まる後期高齢

者医療事業に絡むものというふうに考えており

ますが、これは全額ということではないと思う

んですけれども、その絡み、流れがどういうふ

うになっていくのか、それをちょっとお伺いし

たいと思います。 

  後ほどのページの中に退職被保険者の療養給

付費４億5,171万4,000円というのがありますね。

143ページの後期高齢者支援金として４億5,190

万4,000円というのがありますね。これがそち

らへ向くというふうに思っているんですけれど

も、またその数字の動きが141ページの療養給

付費の減額がここにございますね。全体的には

４億4,762万2,000円というようなところが見え

ます。それから、今言った支援金、その次には

もう１カ所ありますね。老人保健の拠出金あた

りの減額も大きくなっていますね。後から出て

きます議案第36号の後期高齢者の保険は75歳以

上の全員ですね。それから、認定されました身

障者の方の65歳ですか、連合から認定を受けた

障害のある65歳以上の人というのが後期高齢者

に該当してくるわけで、その辺との関連をちょ

っと詳しく説明をしていただきたい。といいま

すと、こっちの金額はこういうふうに大きい金

額が動くんですけれども、初年度のスタートに

しては事業費が後期高齢者が３億3,700万円と

いうふうに少なくなっているわけなんですね。

後で補正で増額なってくると思うんですけれど

も、その流れをひとつ教えていただきたいとい

うふうに思います。 

  次に、139ページの総務費の中の徴税費、賦

課徴収費が386万6,000円、前年度対比減額です

ね、これの理由。それから、現在、押さえられ

ております保険税の滞納者と滞納者の人数と金

額、これを最初教えていただきたい。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 国保会計もかなり大幅な変動

ございまして、後期高齢者医療制度の創設に伴

う変動でありますけれども、131ページの歳入

及び132ページの歳出がある程度まとまった表

で御説明申し上げた方がいいかと思います。歳

入に関しましては１番の国民健康保険税、これ

が約２億円ほど減っています。これは単純なこ

とですけれども、75歳以上の方が国保から後期

高齢者医療に移りますから被保険者でなくなり

ますから、そこからの保険税が減るということ

であります。それから、３番、４番、これにつ

きましては、６番もそうですけれども、９番の

繰入金、これは一般会計からの繰入金、こうい

ったところにつきましては75歳以上の方に係る

医療費についてはこれも後期高齢者医療広域連

合からの給付になりますから、出す分はこの分

そくっと少なくなるわけです。次に、132ペー

ジの歳出の方につきましても、同じような形で

はあるんですが、真ん中に比較という欄があり

ます。本年度予算額、前年度予算額、そして比

較とございますが、ここも国保で取り扱う医療

費が少なくなる、75歳以上の分がなくなるとい

うことで、保険給付費が５億円、老人保健に国
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保として拠出している分が５億円減ってまいり

ます。金額的には大体歳入と歳出が減る分とし

て対応してくるというようなことであります。 

  それから、139ページの賦課徴収費の減額の

話ございましたけれども、これについては大体

国保の費目で行う仕事自体は変わりないんです

が、平成19年度国保税の収納システムの電算関

係の改修がありまして、その委託料が400万円

ございました。この関係でこの分が、同額では

ありませんけれども、減額になっているという

のが主たる理由です。 

田口五郎税務課長 議長、田口五郎。 

小野周一委員長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 今現在の滞納者数、金額とい

う御質問でございますけれども、確かに２月末

ですべての納期終わっていないため、出納閉鎖

自体が終わっていませんので、私の手元には大

口あるいは30万円以上の資料しか準備してきて

おりませんので、その資料に基づいてお答えさ

せていただきたいと思います。 

  100万円以上、これは滞納繰り越しの金額も

含めてでございますけれども、３月10日現在で

64名、金額が9,649万円というふうになってご

ざいます。失礼しました、30万円以上の資料は

手元にございませんでした、大口の資料だけ。 

  以上でございます。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

小野周一委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 全国的な傾向があるん

ですけれども、年金絡みで国民年金の滞納者と

連動してくるわけですね。本市もその影響があ

るんじゃないかというふうに私とらえているの

で、恐らく質問がないから答えがないんですけ

れども、前年とずっと比較をしてみますと恐ら

くふえているんじゃないかなということが推測

されるんですよね。ですから、電算処理費の減

額ということはあったんですけれども、これを

どうやって収納率を上げていくかというのも税

務課としての大きな問題があるわけですね。た

だ、健康保険税や年金以外の納税率、徴収率か

らも全体的に落ちているんじゃないかなと私は

思うんです。ですから、それをどうやって乗り

越えていくか、財政再建の大きいエネルギーに

もなるわけですから、その滞納を十分に検討し

ていかなければならないというのが、来年度、

20年度の予算においては言われるんじゃないか

というふうに思うわけです。それはそれで各課

関係者が努力していただけると思うんですけれ

ども、十分に予算執行に対しては滞納分もひと

つ力を入れていただきたいなと思いますので質

問申し上げたということであります。 

  それから，136ページにあります９款の保険

基盤繰入金の中の他会計繰入金、一番下の方で

すけれども、基金ですね。保険基盤安定基金、

これが１億2,000万円というふうに記載されて

おります。これが今現在どのぐらいあるか、繰

り入れるわけですから基金としてあるわけです

ね。それから、147ページの給付基金というの

もここにもあります。これは現在高、19年度で

すね、あるかどうかちょっとお知らせをいただ

きたい。 

田口五郎税務課長 議長、田口五郎。 

小野周一委員長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 今後の収納対策の御質問でご

ざいますけれども、19年度まですべて国保の中

で取り扱われておりました75歳以上の方が後期

高齢者の方に移行します。原則後期高齢者は年

金からの特別徴収ということになってございま

すので、そういう点では非常に収納対策という

ことではございませんけれども、制度上滞納者

は減るのではないか。少額年金者については普

通徴収が残るわけですけれども、そういった方

は現在でも非常に滞納なさっている方について

は今後も滞納という状態が考えられますし、あ

とは前期高齢者につきましてもその世帯のすべ

てが前期高齢者である場合にはこれも同じく年
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金からの特徴になります。普通徴収から特徴に

変わる部分がかなりありますので、そういった

点では制度上徴収率に対してはプラス面に動く

のかなと。あとは普通徴収に関しましては国保

税に限らず、一般会計の中でも御説明申し上げ

ましたが、やはりできるだけ滞納処分を行って

いくと、そういったことで対応してまいりたい

と思います。以上です。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 136ページの繰入金に関して

の御質問ありましたが、給付基金繰入金という

のは一般的に国保の基金と言っているんですが、

現在高としては今年度末で３億6,000万円を見

込んでいます。 

  それから、その下にあります繰入金、これに

つきましてはずっと積み立てる繰入金でありま

せんで、毎年ルールに基づいて国保会計に繰り

入れられまして、それが国保の財政運営全般に

充てられるという性格のものであります。これ

は国保に特有の制度でありますけれども、国保

の場合、ほかの医療保険と違いまして、低所得

者であるとか、あるいは高齢者の方の割合が大

変大きくなっております。制度上やはりそうな

ります、会社をやめてから国保に移るとかとい

うことになるわけですから。そういうふうに、

ほかの共済組合とか健康保険組合とか、そうい

ったところと比べて財政基盤的に大変構造的に

厳しい保険者でありますので、そこに対して県

が４分の３、市の一般財源から４分の１という

ことで、保険税軽減分という保険基盤安定繰入

金がありまして、これが１億2,000万円。もう

一つの保険者支援という、これも低所得者が多

いということからの市町村国保に対する支援と

いうことでありますけれども、これが2,600万

円、これは国が２分の１、県が４分の１、市が

４分の１というふうな財源構成になっておりま

すけれども、こういった支援制度を設けまして、

国保税を余り高くならないようにして運営して

いくと、そういったことに充てられることにな

っております。ですから、これにつきましては

一般的な基金とはまた別のものでありますので、

歳出の中ではいろいろな形に振り分けられます。

これについては使途を特に制限されておりませ

んので、そんな性質の繰入金でございます。 

１４番（新田道尋委員） 終わります。 

小野周一委員長 ほかに質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 133ページ、１の１の

国保税で調定見込みが92％ということで、８％

が払えないというふうに見込んでおられます。

18年度決算やったときに、収入未済というのが

前年比で5,000万円ほどふえておりました。未

納世帯が同じく決算のときに924世帯ありまし

て、加入世帯の１割を超えておりました。とい

うことで、今、納税者の力の限界を超えた高い

国保税になっているのではないかと思いますが、

その点についていかがでしょうか。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 委員御存じのとおり、国保財

政はかなり厳しい状況にあり、国保税に関して

は平成15年度、16年度改正をしました。平成14

年度末において基金がほとんどないというよう

な状況だったことからそういった改正を行った

わけですが、それによって国保の運営自体は多

少は危機的な状況と言わなくても済むようなと

ころまで来ております。ただ、そのとき２カ年

にわたって20％強の引き上げを行っていますの

で、市に入ってくる分もふえていますが、滞納

額もふえたというような状況がございます。そ

ういうことで、負担感もかなり被保険者におい

ては強まっているのかなという認識もしており

ます。このたび国保税率についていろいろ議会

の皆様方に御相談したところですが、本来であ
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れば新たな健診経費など相当額かかりますので

引き上げという方向での見直しも検討しなけれ

ばならないかなと思ったんですが、やはりそう

いった状況もございますので、全体的な経費圧

縮、それから20年４月をめぐっていろいろな制

度改正が行われまして、その中心テーマの一つ

は医療費の抑制ということもございますから、

そういったことで支出がかなり抑えられてくる

のではないかという期待も込めて今回税率引き

上げというのは見送ったというような経過がご

ざいます。税率に関しては聞かれないことまで

お答えしたような気がしますけれども、以上で

す。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 税金のことで、例えば

市民の実態、こういう方もおられました。所得

ゼロで７割軽減に該当する方だと思いますが、

ひとり暮らしで間借りをしてようやく内職で３

ないし４万円の収入だそうです。どうやって暮

らしているのかとお聞きすると、米１合を２日

で食べているそうです。おかずは白菜、大根、

キャベツというのを兄弟から秋に譲っていただ

いているわけですが、それをおかずにして回し

ているそうです。たまに豆腐50円というチラシ

を見るとそれ一つを買いに行って、みそ汁にし

てごちそうにしているということで、本当に人

間の暮らしだろうかと自分で言っている大変な

暮らしでありました。人の世話になりたくない

と言って頑張っていました。保護申請もしない

ということで頑張っている人でありました。こ

ういう方がおられるわけなんです。それにたか

が、税金を計算してみますとわずかだと言われ

るかもしれません。こういう方から国保税は免

除してやってもいいんじゃないかなと本当に感

じる次第です。 

  それから、19年度所得84万円の方で、２人世

帯で、これは７割軽減になるんだということが

わかりました。この方は障害を持つ母と暮らす

子供でした。19年度３月に会社が倒産して以来、

社会保険から国保になりました。今は時給650

円で手取り９万円余、そこに国保税が来て、19

年度分国保税未納が10万円だということでした。

市県民税、所得税はほとんどゼロになるんです

けれども、国保税だけは高いわけです。課税所

得の見方が高いわけです。給与所得から33万円

の基礎控除を引くだけだからです。平成20年度

を考えてみても手取りは上がりそうにありませ

ん。こういう方に19年度分の10万円を払えとい

うのは大変厳しい話ではないかと思うんです。

申請減免を認めるべきではないかと考えますが、

どうでしょうか。 

田口五郎税務課長 議長、田口五郎。 

小野周一委員長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 二つの例をお出しいただきま

した。個人的には非常に大変だなという思いを

禁じ得ません。ただし、税務課という税負担の

公平性を業とする立場に立って考えますと、基

本的には未納者に対しては滞納処分を行うべき

であると私は考えてございます。ただ、その滞

納額に見合う適当な物件がなかった場合には滞

納処分そのものが現実的にできませんので、文

書による催告とか、あとは直接御自宅に出向い

て納税相談等を通じながら、たとえ分割であっ

ても最後まで納入のお願いをしているのが現在

のやり方でございます。確かに２番目のケース

は、前年、会社が倒産してパートに変わったと

いう例かもしれませんが、滞納処分をしなかっ

た場合、税が時効で消滅するまで５年間ござい

ます。私はぎりぎりやはりその５年間の中で納

税対策をやらせていただきたいと。そういった

格好で税務課においては収納対策をさせていた

だいております。したがいまして、確かにその

年度その年度、単年度で見れば苦しい年度ある

かもしれませんけれども、どうしても最終的に

どうしようもなかった場合に不納欠損だと、そ
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ういったことで対応させていただきたいと思い

ます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） さすが専門家であり、

そういう方法もあるのかということを知らせて

いただいた思いであります。しかし、５年間と

にかく納税相談をしなきゃいけないわけで、収

入がないことがわかっていながら、「あります

か」「払いますか」なんて行く職員のつらさと

いうか、本当に大変だなと思います。 

  そこで、市長として、そういう方の実態を見

て、減免、市長が認めるときは減免ということ

はありますから、市長としてそういう減免を認

めるということを考える必要があると思うんで

すが、市長、いかがでしょうか。 

田口五郎税務課長 議長、田口五郎。 

小野周一委員長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 そういった市長が認めた場合

というのは、税金に限らず、いろいろな条例あ

るいは規則等で条文がございますけれども、一

応そういった条文を適用させる場合にはきちっ

とした基準に基づいてやっておるのが市役所内

のやり方でございます。市長個人の感情に基づ

いてこれはイエス・ノーというふうな格好には、

特に税に関してはそういった手法に頼らず収納

対策を行っていきたいと思っております。 

  以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 確認ですが、考えてい

ただきたいのは、やはり生活保護の場合等考え

てゼロになるということもありますし、そこら

辺を基準にして基準を見ていただきたいと思う

んですが、いかがでしょうか。 

田口五郎税務課長 議長、田口五郎。 

小野周一委員長 税務課長田口五郎君。 

田口五郎税務課長 先ほどから申し上げておりま

すように、現在の状況がこれから向こう４年、

５年続くという前提では考えられませんので、

やはり税金をお納めいただくということに関し

ましてはぎりぎりまで御努力をお願いいたした

いと思います。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） そう言うかということ

で、私としてはそういう方々が現実におられて、

日本のこの経済状況、また新庄市の雇用状況、

これは日本全体の関係の中でこうなっているわ

けですから、個人で幾ら頑張っても正採用には

簡単にならないとか、仕事がなかなかない、あ

っただけでもいいと思わなきゃいけないぐらい

厳しい状況だということを踏まえて、今暮らし

ていくために使わねばならないお金を税金に回

すというのは余りにも厳しい方の場合には、減

額、免除も考えるという柔軟な姿勢が市民に対

して求められていると思いますので、これは要

望ということにしたいと思います。 

  36ページ、９の基金繰り入れゼロと関係して、

先ほど新田委員の方から聞いていただいてよか

ったわけですが、３億6,000万円の基金がある

ということでした。私は、基金がこれだけある

ということは１世帯１万円の国保税引き下げは

十分可能であると考えます。今、生活が厳しく

なっている市民全体に対して、低所得者も含め

て軽減できる金額の基金になっていると私はそ

う思うんですが、引き下げできないかお願いし

ます。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 基金につきましては、趣旨お

わかりのとおり、保険給付基金でありまして、

保険給付に備えた基金であります。ですから、

現在の基金に関する法の定めなり条例の定めな

りからすればそういった使い方はできないわけ

ですけれども、大体できるとしても、国保を運
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営していく上では一定の基金を持って、例えば

インフルエンザが流行したなんていえばそれだ

けで何億という医療費になってくるわけで、決

して３億6,000万円という額自体も十分な額と

は思っておりませんし、今このような厳しい運

営状況であれば、基金をある程度使って保険給

付に充てるということも十分に考えなければな

らない、常にそれは意識しておかなければなら

ないことだろうと思いますので、基金３億

6,000万円を１世帯ずつ分けて一発限りの基金

の使い方で、あとは何かが起きたら万歳すると

いうようなことは、とても国保の保険者として

は考えられることではありません。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 保険料を払えない人の

理由というのは、国保税が上がっているという

こともあるわけです。だから、１万円下げれば

それだけ払いやすくなることは間違いないわけ

です。そして、インフルエンザ流行のとき何億

になるとおどされたわけですけれども、今まで

何十年とやってきて、あった年があったかちょ

っとお聞きします。 

小野周一委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後２時０１分 休憩 

     午後２時１０分 開議 

 

小野周一委員長 休憩を解いて再開します。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 過去にそういった実績といい

ますか、あるかというお話でしたが、今手元に

いつ１億を超えたという資料はございませんけ

れども、ただ、医療費の傾向を見ますと1,000

万円を超える超高額医療費というのが相当ふえ

てきております。そういったこととか、先ほど

も申し上げましたけれども、国保財政を安定的

に運営していかなければならない、経費的には

20年度を考えれば特定健康診査あるいは特定保

健指導の実施が保険者に義務づけられたと、こ

れは全くの経費としては純増になるわけで、そ

ういったいろいろな状況がありますけれども、

何とか20年度は実質的には据え置きという形で

運営していきたいという考えでおります。要す

るに、国保税を上げないで何とか頑張るという

のが基本で、それをさらに引き下げを行えると

いうような状況では全くありませんので、その

点は一時的な対応で国保運営が不安定になると

いったようなことは絶対にしてはならないこと

だと思っておりますので、そういうことをきち

んと理解していただきたいと思います。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） まず、インフルエンザ

流行のとき何億なるなんていう、これは今手元

にないというくらい、私も議員になって一回も

聞いたことありませんし、実際にありませんで

した。あったという話は聞いたことないんです。

もしあれば、今考えられるのは鳥インフルエン

ザだろうと考えられます。これは日本が国とし

て対応がおくれていると、ＷＨＯだか世界など

で比べても言われております。そういう意味で

は、そういう急激なインフルエンザの大流行と

いうのは国の方で真剣に対策を打たなければな

らない重要な、国としてやらなければいけない

ところだと思います。そういうことで、市町村

の責任で負える問題ではないと思いますので、

インフルエンザ大流行というのは、これは国の

責任だとはっきり構えてやるべきだと思います。 

  それから、特定健診の経費が純増だというこ

とですが、これを決めたのは国です。市でやり

たいと言って特別に決めた問題ではないんです。

そういう意味では国が手当てして、市町村の負

担がふえることないようにするのが当たり前の

ことじゃないかなと思うんです。そういう点で
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厳しく必要な経費はちゃんと手当てしろと、そ

う言うべきだなと思います。 

  それから、１年限りと言いましたけれども、

私は１年限りだけ下げろと言っているんではな

いです。１年限りだけ下げたって市民としては

いいというわけではないと思います。やはり下

げたらしばらく続けて頑張らなきゃといけない

と思うんです。そこも含めて私はこの基金はあ

ると思うんです。全国の市町村の７割が法律で

出せと言われた以外に一般会計から繰り入れを

行っています。新庄市ではそれはないと聞いて

います。財政難だから今はしようがないかもし

れませんが、基金があります。そのうち財政が

よくなるとも思います。それを考えたときに、

命を守るのが市町村の仕事です。そういう意味

では国保会計というのは命を守ることでありま

す。そこに一般会計から出している７割の町村

というのは当たり前のことをやっていると思い

ます。私は、基金がなければそれでやるべきだ

と思います。そこも含めながら私は引き下げで

きるのではないかと思うわけですが、いかがで

しょうか。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 特定健診、特定保健指導の経

費は、確かに大ざっぱに言いますと4,000万円

かかって2,000万円国から入るということで、

2,000万円持ち出しという今お示ししている予

算案になっています。この上積み分というのは、

これまでずっと長年新庄市として行ってきた基

本健診を中心にした健診制度がありますから、

そこを極力残した形でさらに保健指導等充実を

図っていきたいという考え方で、市独自で上積

みしている分、充実分がございますので、その

ようなことになっておりますけれども、ただ、

国の財政措置に対しては、これはいろいろなと

きに御答弁しておりますけれども、市長会、町

村会、今回の特定健診に関しても強く要望は行

っております。 

  また、一般会計からの繰り入れに関しては、

現在もルールどおりの繰り入れは新庄市として

も行っております。そのルールを超えた市町村

独自の判断で繰り入れをプラスしているという

ところも確かにいろいろございますけれども、

それは市町村数で言えば７割とかという数字に

なるのかもしれませんが、それぞれの市町村の

国保加入者の占める割合とか、そういった市町

村ごとの状況によってそういった独自繰り入れ

といったような措置が行われていると私は思っ

ています。新庄市の場合は人口の約４割です。

小さな町、村ですとそれが７割とか８割を占め

るというところもございます。８割を占める村

がある程度ルールに上積みして繰り入れすると

いうのは、それはそれで一つの政策としてうな

ずけるものだと思いますけれども、市民の４割

に対して一般会計をルールをはるかに超えて注

ぐというのは国保以外の６割の方についてもそ

れはそれで考えなければならないことでありま

すから、今のところはルールに基づいて繰り入

れ、国保を支援していくという考え方にしかな

らないかなと思っています。 

２ 番（佐藤悦子委員） 終わります。 

小野周一委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 
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  議案第29号平成20年度新庄市国民健康保険事

業特別会計予算は原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第29号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第３０号平成２０年度新庄市

交通災害共済事業特別会計予算 

 

 

小野周一委員長 次に、議案第30号平成20年度新

庄市交通災害共済事業特別会計予算を議題とい

たします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第30号平成20年度新庄市交通災害共済事

業特別会計予算は原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第30号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第３１号平成２０年度新庄市

老人保健事業特別会計予算 

 

 

小野周一委員長 次に、議案第31号平成20年度新

庄市老人保健事業特別会計予算を議題といたし

ます。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第31号平成20年度新庄市老人保健事業特

別会計予算は原案のとおり決することに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第31号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第３２号平成２０年度新庄市

公共下水道事業特別会計予算 

 

 

小野周一委員長 次に、議案第32号平成20年度新
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庄市公共下水道事業特別会計予算を議題といた

します。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

小野周一委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 下水道についてなんで

すが、以前にもたまたま申し上げた経過がある

んですが、このままの状況でいくと、今の下水

道区域ですか、計画なされているところが何年

ぐらいかかるか、ちょっと難しいんでないかな

と、こういう感触を持っているんですが、さら

にまた都市計画区域の見直しとなってくると今

までより面がふえるわけです。そうなると、ま

たそこも下水道事業が住民から要求も来ますし、

せざるを得ないと。そうなってきますと、この

前、小関委員の方から都市計画税というのは目

的税だからと、どのぐらいだと、どういうこと

に使っているかというお話が出たんですが、確

かに目的税であって、新庄市では２億2,000万

円ぐらいですか、大体同じ線で２億2,000万円

ぐらい入ってくるわけです。ただ、その目的税

はどこに使っているかというと、下水道とか都

市計画街路とか街灯とか公園とか、そういうと

ころに使っているわけです。必ずしもこれにだ

け使うわけでもございませんので、これだけに

使ったにしても一般会計から５億6,000何がし

を繰り入れているわけです、下水道に対して。

そして、その全予算の公債費がおよそ９億円、

10億何がしの予算のうちの９億が借金返済、

60％。さらに、今年の予算を見ると、公共下水

道事業ということで、これは限度額で、これだ

け借りるか借りないかは別にしても、４億

2,410万円ですか、20年度もまたこれだけの起

債を限度として起こすことができるよと、こう

なっているわけなんですが、そうするとますま

す借金がたまっていくと。これはやむを得ない

と思うんです、今までやってきた事業のツケで

すから。そういうことを考えると自由になる金

というのはほとんど、何か建設費がことし４億

3,700万円ぐらいあるんですが、このペースで

いったとき、果たして何年というか、何十年と

いうか、どのぐらいかかるかなと大きな懸念を

持っているんですが、そのために市町村型とか

農業集落とか、そういう制度をよく検討してみ

たらいかがですかと、この議場の中で私も申し

ましたし、清水委員も申しました。その後そう

いうことをどのように検討なされたのか。 

  それからもう一つは、これだけ下水道の財政

が厳しいときに、新庄市の今の一般建設事業が

一般会計およそ130億円で６億円ちょっとぐら

いです、一般会計の予算規模からいって。下水

道は、これは水道会計で触れますが、下水道は

４億3,000何ぼ払っているわけ、建設費。これ

は業界にとっては、今の新庄の業界は下水道と

水道で生きている。そうなってきたときに、少

しでもコストを安くするために、この前一般会

計でお聞きしましたが、下水道における落札率

というのはどの程度になっているのか、その辺

あわせてひとつお聞きします。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

小野周一委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 １点目が下水道このままい

くと何年までかかるのかという話ですけれども、

下水道の認可区域は636ヘクタールというふう

なことで、おおよそ用途区域、そこに隣接する

集落といいますか、そういうところを大体入れ

て636になっています。ただ、それを今のとこ

ろ平成24年度まで完成させるというふうなこと

で進んでおりますけれども、今財政再建中でや

はり面整備に影響しておりますので、なかなか

それははかどっていかないというのが今の現状

であります。そういう中で、今、下水道事業の

全体計画という計画を持っておりまして、これ

については1,272ヘクタール、ですから今の認

可区域の倍の面積を持っておりまして、平成37



- 351 - 

年度で終わらせるということで今考えています。 

  それで、今の認可区域の中で、636ヘクター

ルありますけれども、大体今整備しているのが

その面積の中で約７割近くなろうかとしており

ます。残り３割あります。３割ある中で今のと

ころまだ農地で整備しなくてもよろしいという

ところがございますので、そういうところをい

ろいろやってみますと大体残事業費が16億円な

いし17億円かなということだと思います。これ

から２億円ずつ、１年間に２億円ずつやってい

きますと８年かかるかなというふうなことで、

これでは大変厳しいなというふうなことで、私

ども下水道課としては一、二年ちょっと我慢し

なきゃならないと思いますけれども、今ちょう

ど処理場の建設等もやっておりますけれども、

その辺の事業もある程度落ち着きますので、そ

の際は処理場の費用の予算を少しでも管渠、面

整備に持ってくればどうなのかなというような

ことで今下水道課では考えております。ですか

ら、できれば８年かかるところを６年ぐらいで

終わらすというようなことでどうなんでしょう

かねというようなことをちょっと考えていると

ころでございます。 

  あと、認可区域以外のところについても、や

はり早く下水道来ないかなと待っている方おら

れますので、これについては私の方でも再三申

し上げておりますとおりで、市町村型合併浄化

槽とか農集とかという事業ありますけれども、

農集はどうなのかちょっとわかりませんけれど

も、市町村型合併浄化槽設置事業については一

応前向きに検討していきたいなと。検討する時

期いつかといいますと、私の方では今のところ

平成20年度まで事業認可持っておりますので、

その１年ぐらい前あたりに検討して、ここは下

水道事業で整備しましょうと、ここはこういう

新たな事業で整備しましょうとか、そういうも

のを検討したいなというふうに考えております。 

  それから、下水道事業このままやらせて大丈

夫なの、借金たまっていくんじゃないかという

御質問ありますけれども、これについては使用

料改定のお話だけちょっとさせていただきます

けれども、毎年、償還は順調に進んでおります

ので、だんだんと借金は、事業はやっておりま

すけれども、借金といいますか、借入額は減っ

ております。その辺は御承知おきいただきたい

と思います。 

  あと落札率の関係でございますけれども、落

札率については、政策経営課長、いいですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

小野周一委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 下水道事業団に委託し

た工事を除きまして、これまでに発注したのは

17件でありまして、額にして２億100万円ほど

であります。落札率は92％ということで、全体

の落札率はこの前お話ししましたように92％台

後半でありますので、ほぼ同率の落札率という

ことが言えるかなと思います。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

小野周一委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 前にお聞きしたより何

か先が明るいというか、具体的に24年度という

と、あと３年ぐらいでできるような話で、胸落

としたような感じで、今、話聞いたけれども実

際できるかなという疑問はぬぐい去れません、

本当にできるかなと。できると言っていますの

で、できるように頑張ってください。 

  それから、泉田地区ですか、これもたしか下

水道の区域でなかったですか、あそこは。そう

なってきますと、果たして何か市町村型とか集

落とか、どっちでやった方が早くできるかなと。

それから八向地区、八向地区は下水道さ入って

ないわけだな、区域さは入ってない、あそこは

な。入ったか、計画区域、八向は。一部、手前

の方な。そうなってくると、泉田なんか大変な

の私ずっと見てきたんですよ、今まで。果たし

てこの下水道ができるかできないかなと。いず
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れにしても、今お話聞きますと、これからも面

積がふえると、1,272ヘクタールになると。こ

うなってきますと本当にこれは大変な事業だな

と思って、いずれにしても頑張って、今の新庄

市の実質公債費比率が30.何がしと言われてい

るんです。その一番かさ上げしているのが10億

ぐらいの予算しかない下水道が3.何％ですか、

かさ上げしているわけよ。そういう意味で、く

れぐれも余り経費かけないで、そういうふうに

して少しずつ公債費比率を下げるように、ひと

つ努力してください。以上です。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

小野周一委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 渡部委員から質問あっ

たわけですけれども、下水道事業に関してはや

はり普及率が一番問題であろうというふうに思

います。13市の中でも恐らく普及率からいけば

一番下の方じゃないかなと思います、お伺いし

てもしなくても。それよりもまず郡部において

もかなりのおくれをとっているんじゃないです

か、町村の方でも下水道工事かなりやっていま

して。下水でなく上水の方を眺めますと、これ

もまた県内では一番おくれている方で、片や配

管を交換しなきゃならない老朽管の交換という

ふうな事業も並行して行われていますけれども、

こういうふうにかなりの年数かかって事業をし

ていると。同じようなことが下水道も始まって

まだ日が浅いんですけれども、年数が長いんで

すけれども、片やまた上水と同じように配管が

もうだめになるというふうな、耐用年数過ぎた

なんていうことも出てくるような可能性も秘め

ているわけですね。今こういう財政状況ですぐ

に進行せよという号令をかけることはできない

んですけれども、周囲の状況を見ながら、なる

だけ早く普及率の向上に努めなきゃならない。

また一方、配管全部終わって供用できるところ

が私は問題があろうというふうに思います。要

するに、利用していない人がかなりの数いると

思うんですよね。ですから、これも早く進める

には、この利用度を高めていかないと。事業費

を投入して、そこからはゼロというふうな状況

が続いているわけですから、普及率を上げてい

かなきゃない、取る人を。 

  175ページに下水道普及対策業務委託料253万

円、総務管理費の中にありますけれども、これ

はどういうやり方をやっているかわからないん

ですけれども。これは市長にもお伺いしたい。

来年度、私が聞いているのは新規採用職員が10

名採用というふうに聞いています。こういうふ

うな重要な部分に、どういうふうに配置をする

かはわかりませんけれども、こういう必要に迫

られている課にやはり職員を多く投入して、例

えば普及推進対策室みたいなものを設けてやっ

た方が効果的じゃないかなと私は考えるんです

けれども、その辺どういうふうに市長は考える

かどうか。過去にも質問したことあるんですけ

れども、職員の配置の方法、前にも質問して回

答がないんですけれども、何課は何人というふ

うなことでずっと長年続いてきていると思うん

ですよ。例えば総務は20人体制で来たと、そこ

は多少動くんでしょうけれども、大きな人員の

体制というのは動かないと思うんですよ。私は

必要なところに集中して職員を配置したらどう

かと前市長のときにも提案申し上げたんですけ

れども、なかなかそれが実現しなかった、過去

２回の過程があるんですけれども。こういうふ

うな何とかしていかなきゃならないというとこ

ろに、今までより、過去の状態から脱して集中

的に配置しながら普及活動、対策を立てて個別

訪問して理解して利用してもらうというふうな

方法をとられないかどうかと、これは市長にお

伺いしたい。 

  この普及対策事業の中身、まずどうやろうと

しているか、これが一番私は普及率を上げてい

く、工事を進める上には大事なことであろうと

思うんです。これは上水道の方にも言えるんで
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すけれども、工事した一番問題は引くか引かな

いかが問題であって、わき道にそれますけれど

も、それを確約とってまでも工事を進めておる

わけで、賢明な私はやり方だと。下水道はそん

なことしていると聞いていませんので、そこを

どうやってこれをクリアしていくかということ

です。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

小野周一委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 最初の普及率等については

委員おっしゃるとおりで、山形県でも第二次生

活排水の構想を持っておりますけれども、その

中でやはりこの状態でいきますと新庄市を含め

た最上郡が山形県全体の普及率の低下の原因と

いいますか、そういうふうになっているんだな

というようなことも私どもも認識しております。

この辺をクリアするにはやはり事業費が確保で

きればこの辺はクリアできますので、今の財政

状況の中ではちょっとというようなことだと思

います。 

  それから、水洗化率のことでございますけれ

ども、これについては前回の全員協議会でもち

ょっとお話しさせていただきましたけれども、

水洗化率については山形県上山市に次いで２番

目でございます。具体的に申し上げますと、人

口比率で申し上げますと、今現在下水道を整備

して使える人が１万8,222人、これに対して今

使っている人１万5,734人、水洗化率、これを

割りますと86.35％というふうなことで、上山

市88.9に次いで新庄市が２番目でございます。

それで、今、水洗化されない方についてはどう

いう状況であるかということなんですけれども、

やはり生活が苦しくてとか、そういう方がおら

れますけれども、私の方としても普及の方で、

できるだけ早くともかくつないでいただく、費

用対効果ございますので、あと処理場のキャパ

のこともございますので、その辺はこれからも

引き続き促進していきたいと思っております。 

  それから、下水道普及対策業務委託料253万

円の内訳でございますけれども、今回、私の方

で下水道課の職員２人削減する予定にしており

ます。それで、２人削減して業務やはりこれで

は支障が出るというふうなことで、１人を水道

課の窓口業務と同じような形で協会の方から私

の方に１人委託料というふうな形で補充をする

というふうなことで考えています。この業務に

ついては、普及関係を一般的にやっていただく

ということで考えている内容でございます。 

武田一夫総務課長 委員長、武田一夫。 

小野周一委員長 総務課長武田一夫君。 

武田一夫総務課長 先ほど新田委員の方から来年

度20年度の採用が10名というふうなお話ありま

したけれども、採用予定人数は５名です。18名

の退職者がございますので、差し引き13のマイ

ナスというふうなことになります。これまでも

かなり早いペースで職員数が減ってございまし

て、職員数が減っている課の方が多いんでござ

いますけれども、必要な課につきましては増員

をしてございます。今、下水道課長が下水道課

２名減になるというふうなお話がありましたけ

れども、それは企業経営というふうな観点で、

水道課と下水道課ですけれども、企業経営の収

支というふうな観点からのことでございまして、

新庄市の職員を減にしたいがための結果ではな

くて、なるべくスリム化して効率的な運営をし

ていくためのあらわれというふうなことでとら

えていただければと思います。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

小野周一委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 総務課長からその配置

についてお伺いしたんですけれども、企業会計

だから数字にこれはあらわれてきてマイナス・

プラスの動きがすぐとらえられる、じゃほかの

課はどうなんだとなってくるわけですね。です

から、私は数字だけにこだわることなく、必要

であっても２名減しなきゃないという現象をど
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うとらえるか、数字だけを追ってもいいんだか

どうか、私はそういうやり方は正しくないと思

いますよ。これは市民全体にかかわることです

から、庁舎内の問題ではないんじゃないですか。

ただ数字を追って、人件費がかかり過ぎ、バラ

ンスの関係で見ていくんでしょうけれども、そ

れだけじゃないんじゃないかと私は思うんです

けれども、市長はどう考えますか。私は２名減

なんて、私は逆にプラス２名だというふうに言

いたいんです、下水道、上水道もそうですけど

ね。まだこれからやらなきゃならない事業がい

っぱい確実に残っていて、それが市民が待ち望

んで待望しているというところからいけば、減

らしてやるべきじゃないんじゃないですか、進

めるんですから。減って進みますか。後退する

でしょう、恐らく。そんなことは正面切って言

えないという思い、私、代弁で言ってやります

けどもね。これは市長の権限ですので、市長か

らお答えいただきたい。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

小野周一委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 職員の削減等につきまして

は、例えば総務課から言われたからとか、そう

いうことじゃなくて、総務課長が言われたとお

りで、企業会計としてのあり方、将来のあり方

を考えた場合、私の方は私の方で、例えば18年

度下水道事業、県内13市の実態を数字で見たと

きどうなのかとか、今現在の状況を見てどうな

のかと、そういうふうなこと、いろんなところ

を判断いたしまして、この２人、例えば今回削

減いたすことにしておりますけれども、それで

十分やっていけると、決して住民サービスが落

ちるとか、普及の低下につながるとか、そうい

うことは私はないというふうに思ってこのよう

なことで削減を計画したところでございます。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

小野周一委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 何回も申し上げるとお

り、数字上の問題から減らさざるを得ないとい

うふうな状況から、こういうふうな方法が適当

であろうと、ここまで頑張ってやっていかなき

ゃならないというふうな結果が出た上でこうい

うふうに対応をやったというふうに見るべきじ

ゃないかと。それはいいんですよ、下水道も各

課もそんな状況にあるところはあると思うんで

すが、それを考慮に入れないで、やるときはや

る、やめるときはやめる、いい悪い、方向性を

きちっと定めた上でいかないと停滞するんです

よね。そうでしょう。私は課長の話から本当に

その２名というのは必要でなかったかというの

はとらえられない、実際のところね。だから、

これは数字が物を言うわけですからね。だから

さっきも言ったとおり、普及率の向上に努める

というのもその数字が出てくるわけですから、

使用料という形で上がってくるわけです。上が

らなければ要するに人件費が余計浮いてくるわ

けですから、バランスがとれなくなってくると

いうことですね。それを正常化するにはどうす

るかといえば、やはり普及対策を講じていかな

きゃならないと思うんですよ。それには人が要

るでしょう、必ず。これはやはり個別訪問まで

して理解を求めてやっていく、または業者との

いろんな折衝とかいろんなことあるわけですけ

れども、これをやるには人しかできないと思う

んですよ。パンフレットや何かではどうにも解

決しない。そこら辺ですよね。それを理解して

庁舎内全体でこれをカバーしていかないとそう

いうふうなことにならざるを得ない、遠慮せざ

るを得ないでしょう。何だ、あんたこんな数字

で人ばっかり使ってどうする、どうやっている

んだと言われれば二の口ないわけだから、それ

はわかりますよ。そういうことでなくて、必要

な部署にはそれだけの人数を投下するというふ

うにしていかないと、いつまでたっても立ちお

くれるというふうな結果を招いているわけです

から、事実上。幾ら企業会計であっても、全体



- 355 - 

的な包括的な考えからいけば、ここはやはり割

り切って対応していくべきというふうに私は思

いますけれどもね。ですから市長に答弁を、そ

の部分は市長から答弁をいただきたいと、こう

いうふうにお願いしているんです。よろしくお

願いします。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

小野周一委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 先ほど両課長が企業的会計の手法

をもって市民に理解していただくということを

前段として取り組んでいくと。面的な整備とや

はり普及率というのは並行していかなくちゃい

けないということも事実だと思います。しかし、

現状としては面的な整備がなかなか伸びていか

ない状況の中で、担当課としては見合った計画

的な面積普及において今の状況で普及も追いつ

いていくという判断のもとに今やっております

ので、それをまず当面見守っていくということ

が、今のところはそういう考え方であります。 

小野周一委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後２時５０分 休憩 

     午後２時５９分 開議 

 

小野周一委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 二つなんですけれども、

一つはまず175ページの１の１、汚泥燃料化研

究開発事業負担金3,156万9,000円がありますが、

負担金ということで、全体経費があると思いま

す。全体は幾らで、市の負担の割合というのは

どういう内容なのか、また同じく汚泥燃料化推

進費10万8,000円というのがあったわけですが、

これとの関係など含めてこの事業についてお願

いします。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

小野周一委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 ここの汚泥燃料化研究開発

事業負担金、これについては従来は業務委託料

に計上しておりました。今回はＮＥＤＯとの契

約の絡みがございまして、負担金という形にし

てほしいというような要請がありまして、今回

委託金の方から負担金の方に計上させていただ

きました。負担金というのであれば全体の割合

からどうだという話ですけれども、そうじゃな

くて、これは新庄市分の負担金でございます。

ちなみに、年間2,073トンをバイオソリッドエ

ナジーに処分運搬費を計上していると、このよ

うな内容になっております。 

  それから、汚泥燃料化推進事業費10万8,000

円の内容でございますけれども、いろいろ事業

者によりまして役割がございますけれども、新

庄市の役割としては、浄化センターに高温の冷

却水の廃水が入ってきます。それで、水温上昇

効果に伴う汚泥の減量調査、影響調査といいま

すか、そういうものを市の方で行うというよう

なことにしております。内容等については、詳

細については私の方で山形県上下水道施設管理

というところに管理委託しておりますので、そ

この管理会社と一緒になって調査に、テスト事

業に入ると、このような内容でございます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） わかりました。171ペ

ージ、１の２の使用料がプラス1,131万円とい

うことで、これはさきの全員協議会でも値上げ

ということで出された内容だと思います。基本

料金100円値上げ、従量は10円値上げ、20トン

で210円ぐらい値上げになるということだと思

います。これについて全員協議会でいただいた

資料に使用料回収率が県平均59％なのに市は

41％と低いと、こういうことがあったときに値

上げされますとますます使用しにくくなるとい

いますか、回収率を上げるのが難しくなるよう
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な気がしますが、使用料回収率を上げるために

も値上げはすべきでないと考えるんですが、そ

の点の関係などどうでしょうか。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

小野周一委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 このたびの値上げにつきま

しては、今までも何回も説明させていただきま

したけれども、やはり下水道使用料の適正化と

いう大名目ございまして、それにやはり理想の

形に、料金にやはり近づける努力は絶対必要だ

というふうなことで、御理解をいただきたいと

いうふうなことで何回も申し上げてきました。

施設の老朽化とか、平成元年10月に処理場が供

用開始しておりますけれども、それまでに要し

た建設事業費に対する借り入れがございますけ

れども、それの返済もまだ相当残っていると、

このような状況も全員協議会の中でもお話しさ

せていただきました。それに加えまして、新庄

市の今のこういう財政状況でございますので、

やはり何らかの形で改善をしていかなきゃなら

ないと、その中の一つに料金改定がありますし、

それから歳出削減とか、処理場の建設コスト削

減とか、そういういろんな面とか経営の改善を

図るというようなことは下水道課の課としての

職務であるというようなことで認識してござい

ますので、よろしく御協力をお願いしたいなと

いうふうに思っています。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 使用料回収率を上げて

いけば本当はもう少し収入も入って値上げをし

なくてもいいかもしれないなと考えるわけなん

ですが、そのために私が考えることなんですけ

れども、トイレ改修の利息、借金の利息を補助

していたようですが、それだけではなくて、例

えば住宅リフォームへの市の助成みたいな感じ

で、特にトイレについて市が最高５万円とか10

万円とか補助するから水洗トイレを設置しやす

いように応援するというか、そういうのを制度

をつくれば、これをやった市では出した補助金

1,000万円に対して２億円の事業が生まれたと

いいますから、市の中の働いている方、建築関

係で働く人あるいは下水道関係で働く人の仕事

がふえてくることは目に見える。そしてまた、

水洗トイレをふやして下水道に加入しやすくな

ると。そういう一石二鳥、三鳥の効果があるも

のと考えます。特にやはり住宅改修といったと

きに一番要望があるのがトイレかなと思うんで

す。それがしやすいようにしてあげるというの

は、とてもいいことだと思うんですが、利息だ

けでなく、そういった新たな制度も考えたらど

うか。本当は水洗トイレに100万円補助すると

いう、金山町だったかと思いますが、浄化槽を

すると100万円補助するという話もありました

けれども、それもすごいなと思いましたが、そ

こまではちょっと無理だろうと思うので、せめ

て５万円とか10万円を上限に住宅リフォーム助

成制度で、特にトイレについてはやるというよ

うな感じで、仕事ふやしに間違いなくなると思

うし、下水道にとってもとてもいいと思うんで

すが、そういう考えはないか、どうでしょうか。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

小野周一委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 使用料回収率を上げればど

うだという、経営の改善が図れるんじゃないか

というお話でございますけれども、今現在、使

用料等についても徴収率が98％を超えておりま

すし、その辺はある程度理解をいただけている

のかなということだと思います。 

  例の運営費の回収率といいますか、全員協議

会の中でもお話しさせていただいた経緯あるん

ですけれども、ほかのところ13市を見ましても、

新庄市41％というのはやはりいかにも低い数字

になっておりますので、その辺あたりが適正な

使用料金で回収させていただいて、少しでもそ

のパーセントを上げるという努力は必要かなと



- 357 - 

思っております。 

  それから、住宅リフォームについては……。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

小野周一委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 住宅リフォームについて

の補助制度というふうなお話ございますけれど

も、以前一般質問等だったと思いますが、お答

えしているわけですけれども、補助制度といい

ましても、現在、前にもお話ししたように、耐

震化等のこれから27年度まで向けて一般住宅

90％耐震化率を上げるというふうな国の施策の

もとに今県でも動いてきておりますし、市でも

それに基づいて進めていかなければならないと

いうふうに考えているところでございます。で

すから、前にも申し上げましたように、住宅だ

けでなくて、そういった耐震化率の中でのリフ

ォームといいますか、そういうふうなものを含

めた助成制度というふうな中で検討する必要が

あるのではないかなというふうには考えており

ます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 耐震化もちろん大事だ

と思います。高齢化になってきたときに、洋式

トイレとか、これがやはりいいというふうに高

齢になってくればよく言われております。それ

とあわせて下水道もつなぐかというふうになり

やすいようにするためにも、その少しの援助を

考える必要があるんでないかなと思うんです。

例えば、大変失礼ですけれども、私の地域が何

か計画の中に入っているようですけれども、ど

うも高齢者の方々がお金もないこともありまし

て、水洗トイレに今さらみたいな感じで、簡単

に下水道を引っ張るというのに賛成できないな

と、負担がふえるなというふうなことで、やは

りお金です、問題は。ですから、お金も出しや

すいよというのがやはり住宅リフォーム助成だ

と思うんですね。こういうので市で応援してく

れるのか、じゃやってみるかなとなるような、

ちょっと押すだけなんですけれども、そんな手

助けがやはり必要なんでないかなと私は感じた

次第です、高齢者にとっても。そういうことを

考えるように要望したいんですけれども、検討

する余地は全くないのか、お願いします。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

小野周一委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 住宅リフォームの助成につ

いては、今、私の方であるのは水洗便所等改善

資金融資制度というのがございまして、供用開

始してから３年３カ月、期間限定で適用期間が

ございますけれども、最近の傾向として余りこ

れが使われていないという現状なんです。ちな

みに、18年度５件とか、ことしは１件、こうい

う状況なんです。確かに使いづらいということ

はあるのかなと思いますけれども、一つは保証

人の関係もちょっとありまして、銀行さんが認

める保証人をつけて初めて手続が進むわけなん

で、保証人がいなくてだめだというふうなもの

も何件かございましたけれども、使われ方とし

ては実態としては１件と、こういうような状況

になっております。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） そういう意味では、利

子補給というよりも、具体的に100万円ぐらい

かかる水洗化のトイレするには、よくわかりま

せんが、100万円ぐらいかなと思いますが、そ

れするとき最高10万円とか５万円とか市の補助

があるんだぞというと、かなりやる方としては

ほっとするものがあるような気がするんです。

そういうことを検討する余地があると思うんで

すが、もう一度。 

小野周一委員長 暫時休憩いたします。 

 

     午後３時１３分 休憩 

     午後３時１４分 開議 
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小野周一委員長 休憩を解いて再開いたします。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

小野周一委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 委員そうおっしゃっていま

すけれども、今のところ考えございません。 

２ 番（佐藤悦子委員） 終わります。 

小野周一委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第32号平成20年度新庄市公共下水道事業

特別会計予算は原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 御異議がありますので、起立採

決いたします。 

  議案第32号については原案のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小野周一委員長 起立多数であります。よって、

議案第32号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第３３号平成２０年度新庄市

農業集落排水事業特別会計予算 

 

 

小野周一委員長 次に、議案第33号平成20年度新

庄市農業集落排水事業特別会計予算を議題とい

たします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

小野周一委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） 質問いたします。下水

道と並んでこの集落排水も事業の内容は同じ意

味を擁するものであります。そういう意味で、

この集落排水は、集落を整備する、環境を整備

するということでありますが、ここへ来て集落

排水事業は何年間さっぱり事業化のめどが立っ

ていない。その内容は、「財政事情が」とここ

で必ず来るわけなんですが、このままでいくと、

下水道事業はそれなりに進んできている、都市

下水道。こういうふうな状況が何年も続いて、

集落が置き去りになっているような気がしてな

らないんです。そういうふうな状況下に今はあ

るんじゃないかと思いますが、その辺どう考え

ているか、農林課長でもいいし、市長でもいい

し、どっちでもいいし。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

小野周一委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 農業集落排水事業につきま

しては、一応昨年４月１日から農林課から下水

道課の方に所管がえになっておりますので、ひ

とつ御了解いただきたいと思います。 

  その上で、生活排水の処理方法につきまして

は、一つは下水道、それから農業集落排水、合

併浄化槽と、このような大体計画があろうかと

思います。それに新たに、先ほどから議論して

おりますけれども、市町村設置型の合併浄化槽

というのも入れたいというふうなことで計画し

ているところでございますけれども、それで、

今、生活排水の中で農業集落排水事業として事

業計画あるところは残りが本合海地区１件でご
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ざいます。その他については公共下水道か先ほ

ど申し上げました農業集落、今５カ所やってい

ますけれども、そのほか外れたところは合併浄

化槽事業でやるというふうなことで今進めてい

るところです。そういうような生活排水の構想

を持っておりますので、本合海の方でやりたい

と言えば今のところ農業集落排水事業で手を挙

げておりますので、その事業でいくかどうかは

別として、今のところ本合海地区だけが残って

いるという現状でございます。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

小野周一委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） 都市下水道の区域外が

本合海、ほかは飛田、福宮、升形等は集落でも

都市下水道、そういうふうな事業化の計画があ

るわけですが、この下水道、本合海地区が集落

事業の計画の中だと。本合海地区にとってのと

らえ方を言いますと、これは何年か前に同意書

まで地域の方々が努力して、90何％ですか、九

十二、三％確かに同意書を持ってきて出してい

ると思います。そういう地域の集落の方々が努

力してやっていただきたいというような状況を

整備しているわけなんです。そういう集落に対

してそれなりにやはり、昨年も確かに質問した

かと思いますが、「検討しています」「計画、検

討させてもらいます」という形、その計画の内

容がさっぱり見えてこない。先ほど渡部平八委

員が下水道の方で申されましたが、平成24年度

に認定区域内が大体完了すると。恐らくそれま

では集落排水事業はやれないのかなと今感じて

おりますが、下水道課長は計画は今しています

と。その辺の具体的なことが出てきておるなら

ば、ここで答弁していただきたいと思います。

この財政、公債費比率が25％を保つような状況

にならないとこういうふうな事業化は市が幾ら

やろうとしてもそれなりに上部の方で認可がお

りないというふうな状況も考えられますが、そ

の辺も踏まえて具体的にある程度めど、今計画

が検討されて、それなりになってきているとな

ればお知らせいただきたいと思います。 

佐藤新一下水道課長 委員長、佐藤新一。 

小野周一委員長 下水道課長佐藤新一君。 

佐藤新一下水道課長 農業集落排水事業につきま

しては、事業分担金というものが生じます。そ

れで、同意はどうとったのかというのについて

は、私も農林課の方からうちに業務を引き継ぐ

とき、まだ煮詰まっていないといいますか、事

業化についてはまだ煮詰まっていないと、この

ような状況で引き継ぎを行っておりますので、

まだそういう計画があるという段階なのかなと

いうことで私は今承知しております。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

小野周一委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） これ以上質問してもそ

れ以上の答えは返ってこないような今の答弁で

ございます。しかしながら、やはり地域の生活

環境整備、下水道が着々と進んでいる中で、市

内はそういうふうに進んでいる、やはり集落で

それなりに生活をしたいという市民もおるわけ

です。そうした場合、そういう人方、家を新築

するとか改築する、浄化槽整備する、何ら行政

の手だてがないわけですね、今。浄化槽設置す

るにしても何の格別な手当てもない。そういう

中で集落における住民はそこに果たして住む気

はあっても住めるような状況は、今、手だてが

市では一切施されていない、そういう状況があ

ってはならないんじゃないかと私は思います。

そういうことで、幾らでも早く集落排水、そう

いう計画ができるようにお願いしたいと思いま

す。終わります。 

小野周一委員長 ほかに質疑ありませんか。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

小野周一委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 私もわきで聞いていて、

今から４年も５年も前のことを振り返ってみま

すと、農林課から下水課では引き継いだと。た
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だ、計画がまだ一歩見えないという話聞いて、

すごく今まで何やっておったのかなと、正直言

ってちょっと啞然としました。これは今あそこ

について出てきたことでないので、本来は萩野

地域より早かったんですよ、計画は、私どもよ

り。ところが、いろいろいきさつがあっておく

れてきたわけよ。だから、前から市町村型とか

集落、そういうことも取捨選択してということ

で何回もこの場所で話ししてきておりながら、

まだいまいち出てこないということは、本当に

残念だなと思って。やる方から見れば、農業集

落は分担金があって実際は高いわけです、そこ

の個人個人の負担が。下水道はそれがないもん

だから安いのよ、実際やることになると。それ

でも早くしてもらいたいと、下水道は分担金な

いけれども、こっちはあるけれども早くしても

らいたいと地域の人たちも望んでいるわけ。か

なりあるよ、下水道でやった場合と集落でやっ

た場合、個人の持ち出しが、それでさえもやっ

てくださいと言っているんだから。ことしの４

月に下水道課長どういうふうになるか私わかり

ませんが、ぜひもうちょっと一歩前進、三歩歩

いて二歩戻ってもいいから、一歩前進すれば。

もう少し、課長さんたちもかわると思うんです

が、みんなこの場所でお話聞いているんですか

ら、ちょっと明かりが見えるように頑張っても

らいたいと思います。以上です。 

小野周一委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第33号平成20年度新庄市農業集落排水事

業特別会計予算は原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第33号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第３４号平成２０年度新庄市

営農飲雑用水事業特別会計予算 

 

 

小野周一委員長 次に、議案第34号平成20年度新

庄市営農飲雑用水事業特別会計予算を議題とい

たします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第34号平成20年度新庄市営農飲雑用水事

業特別会計予算は原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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小野周一委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第34号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第３５号平成２０年度新庄市

介護保険事業特別会計予算 

 

 

小野周一委員長 次に、議案第35号平成20年度新

庄市介護保険事業特別会計予算を議題といたし

ます。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 223ページの５の１、

基金積立金45万円ということですが、現在の基

金の状況と、そして活用して保険料引き下げは

できないかお願いします。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 基金の状況でございます

が、３月補正で補正をしていただきまして、今

年度分につきましては3,509万円でございます。

以前の8,100万円と合計いたしまして１億1,683

万6,000円ということになります。 

  使い道ということでございますが、第４期が

21年から始まります。20年度にその第４期、21、

22、23の３年間の保険料を定めることを主とし

た計画づくりに入ります。前回も3,000数百万

の基金を取り崩して、なるべく介護保険料が上

がらないようにしたところでございますが、次

回第４期につきましてもなるべく基金を繰り出

しまして、そういうふうな努力をしていきたい

と考えております。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 埼玉県三郷市では、今

議会だと思いますが、前議会なのか、第１号被

保険者の介護保険料１人月額4,000円を500円引

き下げたということが言われております。財源

として１億3,400万円は基金を活用したという

ことです。そういう意味では、市でも引き下げ

できるかどうかですが、基金も大きくなってお

りますので、ぜひ引き下げの方向でお願いした

いと思います。これは要望です。 

  次に、218ページの２の１の居宅介護サービ

スがマイナス192万円、そして219ページの２の

７の介護予防サービスで、これも居宅介護でな

いかと思うんですが、123万9,000円がプラスと

いうことです。在宅利用料への軽減措置で利用

しやすくできないだろうかと思うんですが、ど

うでしょうか。例としては、湯沢市で在宅介護

の利用料を市が半分にしているんです。普通は

10％の利用料ですけれども、半分にして非常に

在宅介護利用料が抑えられていて、大変喜ばれ

ております。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 両方とも計画給付費でご

ざいますので、プラン作成の費用ということに

なります。基本的には過去の経緯を見まして、

来年度の見込みを立ててこういうふうな予算の

計上をしたわけでございます。192万円の減に

ついては今申し上げたようなことでございます。

これは要介護の方ということでございます。

123万9,000円の増につきましては、予防サービ

スということでございますので、要支援の方の

ケアプランがふえていると、そういうふうな考

え方であります。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 利用料のことではなく

ということになるのでしょうか。介護保険の利

用料との関係の項目がよくわからないんですけ
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れども、どこが利用料との関係のものになるの

かお願いします。在宅介護の方です。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 利用料、本人負担の件に

つきましては原則１割負担ということで変わり

はございませんが、そのほかの様子はちょっと

御質問の内容が私にはわかりかねますので、も

う一度お願いしたいと思います。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 在宅介護の利用料が１

割負担になっているんですけれども、本人が、

その軽減措置をする必要があるのではないかと

思うんです。なぜかといいますと、施設介護が

上がっている、利用料が上がっていることもあ

り、また施設が足りないこともあり、在宅介護

せざるを得なくなっている方がふえているよう

に感じます。そういう意味で、現状としては在

宅介護せざるを得ない、しかし利用料が負担で

なかなか利用しにくいということがあるように

思います。そういう意味で、利用料の軽減措置

はできないのか、また、どこにこの会計の中で

それが反映してくるのか、わかるのか、お願い

します。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 考え方としては、介護保

険法にのっとった適用ということを考えていま

す。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） つまりは介護保険の中

では利用料はあくまでも１割だということだと

思います。湯沢市などのような在宅介護の利用

料の半減、軽減措置というのはやはり一般会計

の中で市長の判断でやっていることなんだなと

いうことで、わかりました。ぜひそういうこと

も湯沢市でもやっていますし、市でも考える必

要があるんでないかなと思います。 

  次に、217ページの２の５で施設介護サービ

ス費がマイナス2,472万円になっています。こ

れは施設が減っているのか、それとも利用者が

ホテルコストなどの利用料値上げによって出ざ

るを得なくなっているのか。療養病床の削減計

画などが国で行われてきつつありますが、そう

いう中で入所者が減る可能性がさらにあるよう

な気がします。このマイナス2,472万円の根拠

というか、現状というか、お願いします。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 当初における人数の減と

いうことでございます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） ホテルコストによる利

用料値上げで出なければならなくなった、利用

料が厳しくなってしまったという方はおられな

いでしょうか。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 軽減措置がやはりござい

ます。施設に入っている方で、やはり負担金が

重いということで相談に見える方が何名かいら

っしゃいました。そうした場合には一度生活保

護の申請をしていただいて、境界層の措置とい

うことでだんだん負担金を下げていく制度がご

ざいまして、それに従って負担の額をずっと下

げていったという方が何名かいらっしゃいまし

た。前の記憶では生活保護適用された方が１名

だと記憶しております。私の耳にはそういう負

担が大きくて退所されたというのは聞き及んで

おりません。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 大変丁寧な措置をして
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いただいたなと思います。 

  次に、療養病床の削減計画というのが政府で

行われているように思います、病床のベッド数

の何万だか減らすという。これの削減計画が今

後実施されていくと、その療養病床を利用して

いる人たちが利用できなくなる、これから利用

したいと思っている人が利用できなくなる、そ

ういうことはないでしょうか。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 全国的な数については今

ちょっとわかりませんが、療養病床を減らして

いくという考えは聞いております。もしそうい

う方が療養病床にいることができなくなるとい

うことであれば、ほかの手、老健施設とか、あ

るいはグループホームとかに行かざるを得ない

のかなと、家庭復帰というのは当然ございます

が、なかなか難しいとなればそういうふうな方

法も考えられるのではないかなと思います。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） ほかの老健施設やグル

ープホームに入れるのであればいいとは思いま

すが、それも入れなかったという場合は家庭復

帰になってしまうわけで、在宅介護に移らざる

を得なくなるだろうと思うんです。そう考えて

いくと、利用料の軽減措置が、在宅介護の方で

すけど、軽減措置をして支える必要があるんで

ないかなと思いますので、今後在宅介護への、

在宅介護している方への軽減措置も検討しなき

ゃいけないのではないだろうかと思うんですが、

いかがでしょうか。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 先ほど申し上げましたよ

うに、法の中でという考え方でございますが、

御要望として承っておきたいと思います。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） よろしくお願いします。 

  次に、223ページの４の５の任意事業プラス

60万円について、この中でまず紙おむつが388

万8,000円となっていますが、この内容は今ま

でと同じなのでしょうか。前は低所得者で介護

度３以上ということをずっと言われてきたんで

すけれども、必要な方に、介護度１、２であっ

てもヘルパーさんにお聞きすると必要な方もい

るんだと私の方には聞こえてきております。そ

ういった方で低所得者の方に紙おむつの支給な

ど必要でないかなと前に言ってきているわけな

んですが、そういった考えが入っていないのか、

入っているのか、お願いします。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 今までと同じでございま

す。拡大ということはございません。今までと

同じでございます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） そうですか、とても残

念です。前には、介護度１の方、前ですけれど

も、介護度１の方で非常に年金が少なくていら

っしゃる方で、ヘルパーさんたちが言うには紙

おむつもらえた方がおられたそうなんです。そ

ういう方は介護度１で、何とか自分では動ける

わけなんですが、紙おむつをもらって本当にほ

っとしていたんだということを伺っております。

そういう方が低所得者の中でいらっしゃれば、

紙おむつ支給があるということであれば本当に

助かることだろうと思います。現在、紙おむつ

をもらっている方は大変ありがたくて助かって

いるということを伺っております。さらに必要

な方がヘルパーさんたちから言われて、そうい

うのがあるのであれば拡大も考えていただきた

いと要望したいと思います。 

  それから、任意事業で前に老人福祉でありま
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した食事サービスとか、こういうのはまさに昼

食になるようなお弁当を安く300円ぐらいの本

人負担で、中身は500円ぐらいだったようです

けれども、それをお届けする、その中で安否確

認とか、ちょっと顔を見て近所づき合いといい

ますか、そんなこともあって、昼食をサービス

するというのが大変喜ばれていたように感じま

す。わずか60万円ぐらいの予算でしたけれども、

そういうのも任意事業として復活すべきではな

いかなと思うんです、介護にならないようにす

るためにも。どうでしょうか。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 来年度に予定しておりま

す任意事業につきましては、223ページに掲げ

ているものだけでございます。食事については

社会福祉協議会でそのサービスをしているとい

うことがありますので、もし御希望の方があれ

ば直接でもよろしいですし、私どもの方にお申

し出いただいても結構だと思います。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） どうもありがとうござ

いました。そういうのは全く知らなかったもん

ですから、大変いいことをここで聞くことがで

きたと思います。 

  次に、通院タクシー券とか前にありました。

鍼灸マッサージ券、こういったものは介護状態

にはないわけなんですが、割かし元気に見える

方々でありますが、高齢であるために足がちょ

っと弱かったり、あるいはひざが痛かったり、

腰が痛かったりということを抱えて悩んでいる

方なわけです。それらがこういう補助がある中

で外に出る機会になるといいますか、こもりが

ちなお年寄りが外へ出ようという気持ちになる

とてもいい補助で、これも介護予防になったな

と改めて思うわけですが、その復活などはどう

でしょうか。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 復活については、20年度

予算にのっていませんので考えておりませんが、

そのほかの事業で、例えばいきいき健康アップ

事業61万1,000円をのせておりますが、こうい

う事業とか地域活動組織育成支援の事業49万

6,000円等のせております。こういう組織育成

の事業につきましては現在４地区でグループ化

をしまして、いろんな事業をしているというこ

とでございます。来年度もこれをふやしていき

たいという考えでおります。こういう事業に参

加されますと閉じこもり等が少なくなるのでは

ないかなと、健康アップにつながるのではない

かなということでございます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 大変いい中身でやって

いらっしゃると思います。そういうこともこの

場で改めて知らされたなと思います。それでも

タクシー券とか鍼灸マッサージというのは本人

１人がいただいて、本人が考えてやることなん

です。ほかの人とあそこに行かねばならないと

かということではなくて、自分が必要だな、使

ってみようかなと思って１人で自主的に考えて

動いていく、そういうのはやはり頭が物すごく

活性化するのは間違いないわけでありまして、

そういうのも、今、課長がおっしゃったのはと

ても中身いいと思いますが、さらに一人一人の

お年寄りが自主的に活動する、そういうことを

支える介護予防の施策として市がやってきた、

前にやってきた、とてもいい中身だと思うんで

す。そういうのも復活するように検討していた

だきたいと思います。要望です。 

小野周一委員長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後３時４９分 休憩 

     午後３時５９分 開議 
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小野周一委員長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

小野周一委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 一つだけお伺いしてお

きます。20年度の主要事業にのっていますので、

ちょっと内容的なものを確かめたいと思います。

223ページの４の２の５の生活支援緊急通報事

業、合計事業費が608万3,000円、主要事業の概

要の方を見た方が早いと思うんですが、この中

にオペレーターセンターというのがイメージ図

の中にございます、左上に。これはどこですか、

センターは。恐らく警備保障会社がやるんじゃ

ないかなというふうに思いますが、問題はその

一番下の方に書いてあるセンターの365日24時

間体制はいいんですけれども、もちろんそうな

らざるを得ない、しなければ意味がない、一番

下に書いてある保健師、看護師、栄養管理士、

介護支援専門員、相談員、これだけのいろんな

方が列記されているんですけれども、この人も

常駐することになるんですか。まず、そのセン

ターというのはどこなんだかをお知らせ願いた

い。それから342万8,000円の事業委託料がのっ

ているんですけれども、その下の265万5,000円、

これは電話料とその設置の手数料だと思うんで

すが、込みの160台分だと思うんですが、それ

はどこにのっているのかな、お知らせ願いたい。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 生活支援緊急通報事業で

ございます。現在もこれは行っている事業です。

現在は広域消防に設置した約160台ございます

が、お年寄りに対して160台交付しているわけ

でございますが、何か緊急の場合に電話する、

あるいはペンダントで緊急を押すと、ペンダン

トを使うということで、広域消防にそれの通信

が行きます。広域消防で対処しているわけでご

ざいます。その機器が20年９月までで切れるわ

けです、耐用年数が。そこで10月からどうしよ

うかなということで、今までどおり広域消防に

お願いしてするというやり方もございますが、

一つは経費の関係でございます。介護保険特別

会計で、お年寄りが地域で安心して生活ができ

るという名目のもとに介護保険特会で支出する

ことができるということを確認しております。

この積算の根拠でありますが、１台3,570円、

緊急通報事業委託料でございます。１台3,570

円で160台分、それの12カ月ということで、20

年度につきましては10月からという予定でござ

いますので、その半分という算定でございます。 

  下の部分については、265万円につきまして

は一般会計で機器の設置ということで、これに

つきましては特会には値しないといいますか、

該当しないということでございます、機器その

ものでございますので。これは一般会計から出

すということで、160台分265万5,000円という

ことでございます。 

  オペレーターセンターは、いわゆるコールセ

ンターということでございまして、新庄ではな

いというふうに考えております。電話をすると

そこに保健師なり看護師なり専門職の人がおい

でになって、電話を聞きながらいろんな指示を

出すと、あるいは緊急の場合にはオペレーター

センターから消防本部に連絡が行って救急車が

行くと、そういうふうな仕組みになってござい

ます。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

小野周一委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） オペレーターセンター

が広域消防にあって、中にこのセンターをつく

るんですか。何かちょっとその辺が、ちょっと

詳しく教えていただきたい。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 今までは消防本部一本で
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ございましたけれども、今度は消防本部ではご

ざいません。直接コールセンター、オペレータ

ーセンターとつながるということであります。

その通報の内容によって救急の場合には当然広

域本部から救急車が出動するということであり

ます。オペレーターセンターにつきましては、

いろんな会社がございますので、入札かなとい

うふうなことを考えております。現在の方法で

は何かあった場合に消防本部に連絡するという

ことでございますが、もしこのやり方ですと安

否確認ということが例えば月１回コールセンタ

ーから電話が行くとか、そういうオプションも

ございます。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

小野周一委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） オペレーターセンター

がどこかまだわからないと言うんですけれども、

その中にこの一番下の専門員が５人常駐すると

いうことなんですか。ちょっとそれは考えにく

いんですけども、どうなんでしょう、そこら辺

がわからない。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 オペレーターセンターの

中にはこういう専門家がおるということでござ

います。ただ、新庄市内ということではござい

ませんので、電話でいろんな指示をするという

ことはございますが、直接こういう専門家の方

が対象者のお宅に伺うということはないという

ことでございます。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

小野周一委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） これから探すと、見つ

けると、あるからでしょうけれども。契約する

ということですね、わかりました。それで、そ

の最初にこれを設置するときに、前にも申し上

げたことが一回あるんですけれども、高齢者、

対象者は何歳からなっているのかな、とにかく

年齢は高齢であっても、対象内の年齢であって

も「私は要らない」という人がいたんですよ。

その辺はどういうふうに調査しているか。それ

から、設置者、利用者の負担というのは全然な

いんですか。 

矢口 孝福祉事務所長 委員長、矢口 孝。 

小野周一委員長 福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 今160台ということでご

ざいますが、以前は約200台ほどございました。

入れかえがございます。新しく欲しい人も何名

かいらっしゃいます。あと要らないと、例えば

息子さんのところへ同居するからあとは要らな

いとか、そういうケースがございますので、ふ

えたり減ったりするということはございます。

希望によってです。本人負担は1,050円、保守

点検料ということで現在1,050円をいただいて

いますので、同じ制度かなというふうに考えて

います。 

１４番（新田道尋委員） 終わります。 

小野周一委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第35号平成20年度新庄市介護保険事業特

別会計予算は原案のとおり決することに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 御異議なしと認めます。よって、
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議案第35号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第３６号平成２０年度新庄市

後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

 

小野周一委員長 次に、議案第36号平成20年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計予算を議題と

いたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 230ページの１の保険

料なんですが、２億9,512万9,000円ということ

になっています。これは75歳以上の方の保険料

になると思います。一方、国保の方を見ますと

マイナス１億9,998万円だったんです。差は

9,532万円なんですけれども、私が考えるに国

保で下がった分ぐらいが後期高齢者医療保険か

なと思っていたら、75歳以上の方全体で9,532

万円増税になっているように思うんですが、そ

うなんでしょうか。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 確かに国保で減った分と後期

高齢者の保険料の額、一致はしておりません。

国保税の方の算出でその差が出ております。後

期高齢者医療につきましては、まだ実績もござ

いませんので、対象見込み数を介護保険料を参

考にしまして、９対１で特別徴収と普通徴収に

分けた額、予算上計上しておりますけれども、

国保税に関しましては限度額の変更なとで若干

変わってきますので、その分の差が生じてきて

おります。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） よくわからないんです

けれども、9,532万円の増税になるのかという

ことで、もう一回お聞きしたいんですけど。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 歳入の予算額としてはふえて

おりますから、増税という言い方とイコールか

どうかわかりませんが、ふえております。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 扶養になっていた方が、

社会保険の扶養になっていた方が一部凍結とい

う与党政府の話で、保険料凍結なんだと思うん

です、これは。しかし、こんなにふえていると

いうのは国保の関係者の扶養になっていたお年

寄りからは間違いなく取ることになっていると

聞いていますので、その分間違いなくふえるわ

けです、ということなんでしょうか。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 さまざまな軽減措置はとられ

ていますが、軽減ですので、ふえる方はかなり

いらっしゃいます。２年間なり１年間の軽減措

置、凍結措置いろいろとられますから、一人一

人の額はそう大幅でないにしても、国保税とし

てふえる分、また国保税から移行するものにプ

ラスになって後期高齢者の保険料としてふえる

分といいますか、今まで国保税として納入する

必要のなかった被用者保険の被保険者なども今

度は新たな保険料負担が出てきますから、その

分についてはかなり大幅な軽減なり凍結措置あ

りますけれども、そういう方の分も小幅ながら

ありますので、そういった積み上げでいきます

と国保税で減った分がそのまま後期高齢者の保

険料となるというふうにはなっておりません。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 
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２ 番（佐藤悦子委員） この会計を見たときに、

やはりかなりの高齢者の増税になるなという気

がします。それから、もう一つ介護保険料では

調定見込みというのがありまして、98.3％、こ

れも普通徴収の方を中心に払えない方あるし、

それを見込まねばならないと思うので、本来で

あれば普通徴収保険料のあたりに介護保険から

類推して98.3％とか、またはもっと下がるかも

しれない、大変な増税ですから。そういう見込

みにならないのか、お願いします。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 後期高齢者医療保険料につき

ましては、他の市税あるいは介護保険料などと

また別の形に記載になっております。特別徴収

と普通徴収が分けた記載になっていることとか、

今御指摘ありました調定見込額の何％というよ

うな額の押さえ方になっていないという、その

２点かと思いますけれども、今回どの程度保険

料が見込めるかという算定に当たって、これは

実は厚生労働省の示した一律の計算式なんです

けれども、それに当てはめた形でとりあえず保

険料を計上しなさいと。ただ、実際やってみて

その標準形どおりにいくかどうかというのはち

ょっとわからないところがございますけれども、

こういう形で別の予算とは異なった形での特徴

と普徴に分けた形状と額の計上というふうなこ

とになっておりますので、来年度以降は実態が

大体出てくるわけですから、調定額のどの程度

見込めるとか、そういう形での計算はできるか

と思っております。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 年金１万円未満の方が

払えない、両方払えないという可能性が非常に

あると思います。そのほかにも特別徴収になる

くらいの年金ではあるけれども、生活困窮によ

って年金を前借りしている方もいらっしゃるん

です。そういう方の場合は、特別徴収、天引き

も何もできなくて、結局納付書が行っているよ

うです。この方は実際見ているんですけれども、

これは介護保険の場合、今は介護保険ですけれ

ども。そういった方はお金がなくて介護保険も

もちろん払えないし、後期高齢者の医療保険料

も払えないという可能性が非常に高いわけです。

そういう方が出る可能性は非常に高い。今度は

医療保険証が出ないことになってまいりますか

ら、大変なことですので、お金がない人を救う

手当てを行うのが私は政治だと思うんです。そ

ういう意味では、そういう方を救う手だてを考

える必要があると思います。いかがでしょうか。 

星川 基健康課長 委員長、星川 基。 

小野周一委員長 健康課長星川 基君。 

星川 基健康課長 この後期高齢者医療の保険料

に限らず、低所得者対策としてどうするかとい

うようなことはあるんでしょうけれども、今回

後期高齢者医療制度のスタートに伴いまして、

その保険料自体の軽減措置あるいはそれと連動

する形で変わってくる国保税の軽減措置、いろ

いろな軽減がかなり多岐にわたって施されてお

りますので、そういった措置をきちんと漏れな

く適用させていくことによって、後期高齢者本

人の方どのように感じるかいろいろあるのかも

しれませんが、相当程度適正負担の中で運用さ

れていけるというふうに思っております。 

２ 番（佐藤悦子委員） 終わります。 

小野周一委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。
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これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第36号平成20年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計予算は原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 御異議ありますので、起立採決

いたします。 

  議案第36号については原案のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

小野周一委員長 起立多数であります。よって、

議案第36号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

 

 

議案第３７号平成２０年度新庄市

水道事業会計予算 

 

 

小野周一委員長 次に、議案第37号平成20年度新

庄市水道事業会計予算を議題といたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

小野周一委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） このたび水道料金を一

律315円基本料金引き下げということで、大変

すばらしいと思います。１世帯当たりにすると

年3,780円ぐらい安くなるということで、少し

市民にとって喜ばしいことであります。そのこ

とを検討してくださった市長や課長には深く敬

意を表します。 

  さて、20年度の予算、現金預金というところ

ですが、17ページの３の⑴です。11億円になる

ということです。これのその後の見通しも含め

まして、例えばその後22年３月にはさらに繰り

上げ償還をその後やるわけだし、１億3,000万

円やるし、また老朽管の更新も続いているだろ

うと思いますし、第６次拡張事業もあるかと思

います。それらを見まして、それでも預金が残

るんではないかと思うんですが、これを私は財

政健全化法の四つの指標を考えたときに、公債

費比率を下げておくために使えないだろうかと

思うんです。 

髙橋 敦水道課長 委員長、髙橋 敦。 

小野周一委員長 水道課長髙橋 敦君。 

髙橋 敦水道課長 大変お褒めの言葉ありがとう

ございます。私は、315円下げましたから佐藤

委員からは質問ないものと思っていました。 

  これで現金預金の話なんですが、20年度から

300円、消費税込みで315円下げるということを

全員協議会で話ししましたように、下げる予定

にしています。それによる試算ですと減債積立

金が22年度では１億3,697万5,000円、建設改良

積立金が4,264万2,000円……、間違えました。

22年度においては3,697万5,000円が減債積立金

の残高、建設改良積立金の残高が566万7,000円

ということで、後年に負担を残さないために、

今で言う公庫債、最近においては公庫債、政府

債は一切借りないでやってきました。それで、

今年度から始まりました中川原外４地区の建設

改良費も水道の自前の金でやるということで、

一応今のところ11億円ほどの積立金があるんで

すが、22年度中川原が終わる時点でそのような

金が残ると、そのような状況です。ですから、

あとはどういうことを言われましても、今のと

ころはあっちに貯金したり、こっちに貯金した

りということはできないと試算しています。 

２ 番（佐藤悦子委員） わかりました。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

小野周一委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 今、佐藤委員から御質

問あったんですが、水道会計は公営企業という
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ことで、ちょっとほかの会計の手法と違って貸

借対照表とか損益計算書とか出てくるんです。

これをずっと見ていきますと、今、水道課長が

おっしゃったように、ことしも建設改良資金か

ら１億2,000何百万とか減債から１億とか取り

崩しているわけですよ。そして結局今残ってい

るのが４億ぐらいですか、両方足して。さらに

これを建設改良、老朽管の布設替えとかやって

いくと恐らく１年か２年で、ゼロにはならない

けれども、かなり我が家の身上の切り回しは定

期貯金がほとんどなくなって大変だなと、こう

いうふうに見ておったんですが、まさしく今、

課長の答弁で大変な事態に押し込まれるみたい

だなと。 

  そこで、20年度、県の公水から受水費を下げ

てもらったということで、今回は２回目なので、

また下げないということは向こうに対してどう

いう言いわけするかなということを大変心配し

ておったわけです。そういうことで下げた、下

げざるを得なかったわけ。本当は下げたくなか

ったけれども、下げざるを得なかった、２回目

だから。そういうことを見たときに、いわゆる

高料金対策補助金ですか、これは国の方と市の

方で案分して、ことしは２億1,426万円ですか、

昨年は１億7,778万ちょっとなんですが。ちょ

っとここで疑問を持つのは、315円下げれば、

こっちの高料金対策にかかわる、ここに出てく

る他会計繰り出しというか、これが下がるよう

な感じ、率直にちょっと思うと、下げたもんだ

からこっちも下がるなという感じ持つんですが、

その辺どういう、何か聞けばいきさつはこうい

うことだとわかると思うんですが、ちょっとそ

の辺御説明をお願いします。 

髙橋 敦水道課長 委員長、髙橋 敦。 

小野周一委員長 水道課長髙橋 敦君。 

髙橋 敦水道課長 渡部委員が今お話ししたとお

り、平成16年にも県水の引き下げがありました。

県水の引き下げという話になったんですけれど

も、16年度の経営状況では引き下げることはで

きないということで断念した経緯がございます。

このたび20年４月１日からまた県水の、県の努

力もありましたんですけれども、県水の基本料

金67円が45円……、57円から45円に基本料金が

２円引き下げられました。使用料金が17円から

15円に２円引き下げられました。合わせますと

年間で約7,900万円から8,000万円の受水費の引

き下げが図られたということで、16年度におい

て引き下げなかった分を何とか引き下げようと

いうことで努力した結果、315円の税込みで料

金の引き下げを可能と判断した次第です。 

  高料金対策費につきましては、上水道の高料

金対策に要する経費、支出がございます。建設

改良費が割高なため、資本費が著しく高額とな

り、高水準の料金設定をせざるを得ない上水道

について、料金格差の縮小に資するため、資本

費の一部について繰り出す。繰り出しの基準と

いたしましては、繰り出しの対象となる上水道

は前々年度における有収水量１立方メートル当

たりの資本費及び給水原価が要件を満たすもの

で、経営健全化のために十分な努力をしている

事業体ということを繰り出しの基準とされてい

ます。委員が御質問した高料金対策の算出基準

としましては、一応これは平成20年度の繰り出

しということで２億円ほど上げていますので、

平成18年、前々年度における有収水量ですから

平成18年度の当該水道の資本費、これは235円

でございました。あと給水原価、これは364円

です。国の通達があるんですけれども、毎年４

月下旬にあります。これがまだ20年度の基準の

通達がありませんもんですから、19年度の通達

によって計算したところ２億円、１億9,900万

円ぐらいですか、の高料金対策が計上できたと、

そのような内容でございます。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

小野周一委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 前々年度、２年前とい
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うことで、そこで心配されるのは、この高料金

対策というものは国の方で正直言ってあしたに

もなくすというのは前から話あったわけです、

国ではね、おれは今でもやめたいんだわと。そ

れがみんなの要望によって続いてきた経緯があ

る。そうなってきますと、これは前々年度とい

うことで、今回下げたものはいずれあと２年後

にこれが今度はある程度基準になって出てくる。

そのときに、今でさえも２年後の金なくなる、

定期貯金なくなると心配しているとき、他会計

から来ないことになるというと、我が家はどげ

なんだかなと心配するわけよ。佐藤委員は下げ

ろ下げろと言うけれども、本当火の車の状況が

そこまで来ているんでないかなと私は見ている

んですよ。 

  そこで、高料金対策の補助金の対象になる、

いわゆる料金ですか、今考えられることで、ど

の線が収支のバランスというか、これ極端に言

うと1,000円下げたなんて高料金対策にならな

いわけだ、1,000円下げたなんて言うと。50円

ぐらい下げるとなるかもしれない。そこの辺も

ある程度見据えておかないと経営が、企業とし

ての経営が大変だな。下げてばりいいというわ

けないわけ。下げるのもいいけれども、むしろ

下げるより、そういう高料金対策事業というも

のが国の制度として今あるうちに新庄の水道と

して老朽管の布設がえとか、いつだか茶屋町で

パンクしたわけだ、ああいうこともいずれは起

きるから、その制度あるうち、料金を下げるの

も大事だけれども、二、三年、みんなが負担に

耐えて、いずれはそういう布設がえをしなけれ

ばだめなので、そっちの布設がえの事業さ投資

したらどうですかと、ここで言ったことがある

んですが、そのとき前の水道課長がそういう方

向で行くと。私はそういう方法でやった方が、

高料金あるうち、屋根のペンキも塗んねんね、

柱も腐ったということがわかるわけよ、建物で

言うと。そういう制度あるうち、ある程度ペン

キも塗る、柱も直すということをやらないと、

その制度なくなったとき、必ずそれをやらねば

できないから、また料金すごく上げねんねわけ

よ、ばっと。その辺、水道課長が企業の経営者

としてどういうふうに、本人、御勇退なされる

という話も聞いておるんですが、経営者として

どういうふうに見ているのか、一つお話、御高

説か、御高説を賜れば、私たち委員としても、

なるほど髙橋課長はいいことを言ったと。ひと

つ率直に歯に衣着せないで、こういう心配ある

んだよと、あそこの席さ座って、実際自分が部

下と一緒に頑張ってきて、こういうことが心配

だよと、こういうふうにすべきだよと、そうい

う率直な心を言える範囲で結構ですので、ひと

つお聞きしたいと思うんですが、いかがですか。 

髙橋 敦水道課長 委員長、髙橋 敦。 

小野周一委員長 水道課長髙橋 敦君。 

髙橋 敦水道課長 逆になるんですけれども、主

要事業として私の方で考えています先ほど話し

ました中川原外４地区、それから老朽管更新事

業、これも18年からですか、続いてきたんです

が、ちょうど22年で全部終了の予定です。です

から、この事業を終結するということで、料金

体系、料金の引き下げを考えてみました。今、

渡部委員がおっしゃったのは、損益分岐点、要

するに売上高とその売り上げに係る費用がちょ

うど一致すると、そういう話だと思うんですが、

試算した結果によりますと22年度で純利益が約

4,000万円、23年度には2,900万円、約3,000万

円と純利益がだんだん下がっています。これで

いきますと23年度が損益分岐点かなということ

を一応試算した結果ですけれども、結果がそう

いう結果が出ました。高料金対策費につきまし

ては、委員おっしゃるとおり、有収水量が増加

と減価償却費、企業債の利息、受水費の減少に

伴いまして高料金対策費も減少すると、そのよ

うなあめとむちのような感じの補助金でありま

す。これをもとに計算した結果が先ほど話しま
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した22年度では4,000万円、23年度では2,900万

円、約3,000万円の純利益しか出ないと。その

ような結果で、22年度か23年度が損益分岐年か

なという感じで試算しました。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

小野周一委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） やはり下げてばりいい

わけでない。仕事が目の前さ見えている。我々

農家で言うと、コンバインもトラクターもぼこ

ってきてんなよ。いずれすねんねわけよ、いず

れは。それ目の前さ見えてるもんだもんよ。あ

る程度高料金対策というのはあるうちに、余り

料金だの下げないで、みんなして我慢して、今

ぼこったとこ、こへろって言うのよ、おれ。今

ぼこってきたとこ、そいつあるうち。なくなっ

てから、こへてから料金は下げてしかるべきで

ないかなと。ちょっと佐藤委員と意見違うよう

だけれども、これはなじょもしようがない。今

いろいろ聞いて、課長もあそこの席から去って

も、恐らく次の人が水道課長として席にお座り

になったとき、くれぐれも今考えているような

ことを言い伝えていくと思いますので、私も安

心して、以上です。終わります。 

小野周一委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第37号平成20年度新庄市水道事業会計予

算は原案のとおり決することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

小野周一委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第37号は原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  それでは、福祉事務所長より発言の申し出が

ありますので、発言を許します。 

  福祉事務所長矢口 孝君。 

矢口 孝福祉事務所長 発言の訂正をお願いした

いと思います、申しわけありませんが。 

  先ほど新田委員の御質問の中で、手数料265

万5,000円を一般会計と申し上げましたが、介

護特会の一般管理費の中でございまして、216

ページの手数料が267万6,000円ございますが、

その中に265万5,000円が含まれているというこ

とで訂正をお願いしたいと思います。よろしく

お願いします。 

 

 

閉      議 

 

 

小野周一委員長 それでは私よりあいさつを兼ね

まして御礼を一言申し上げたいと思います。 

  今回、初めての予算特別委員長として得がた

い機会を経験させていただきまして、深く感謝

をしております。 

  ３日間にわたる委員の皆様の活発な質疑、そ

して執行部の皆様方の誠意ある対応、本当に御

苦労さまでございました。山尾市長にとっては

初めての予算であり、これが執行され、市民に

とって大変よい予算であることを願い、執行部

職員の皆様にはなお一層期を気を引き締めて行

政運営に取り組んでいただきたいと思います。 

  付託されました案件の審査はすべて終了いた

しました。本当に厚く御礼を申し上げたいと思

います。 
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  これをもちまして閉会といたします。 

  大変御苦労さまでございました。（拍手） 

 

     午後４時４３分 閉議 

 

    予算特別委員会委員長 小野周一 
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本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

中川正和議長 ただいまの出席議員は20名、欠席

通告者はありません。 

  それでは、これより平成20年６月新庄市議会

定例会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第１号）によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

中川正和議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において沼澤恵一君、金 利寛君を

指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

中川正和議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長今田雄三君。 

   （今田雄三議会運営委員長登壇） 

今田雄三議会運営委員長 おはようございます。 

  これより議会運営委員長の報告を行います。 

  去る５月30日午前10時より議員協議会室にお

いて委員７名出席のもと、執行部より副市長、

各関係課長並びに議会事務局職員の出席を求め、

本日招集されました６月定例会の運営について

協議をいたしたところであります。 

  会期につきましては、お手元に配付してあり

ます平成20年６月定例会日程表のとおり、本日

から６月16日まで11日間に決定いたしました。

また、会期中の日程につきましても、日程表の

とおり決定いたしましたので、よろしくお願い

申し上げます。 

  このたび提出されます案件は、報告６件、諮

問１件、議案６件、補正予算３件の計16件であ

ります。 

  案件の取り扱いにつきましては、本日報告６

件の後、諮問第２号及び議案第39号から議案第

41号までの人事案件につきましては本日の本会

議において審議をお願いいたします。議案第42

号から議案第44号までの議案３件は、本日一括

上程、提案説明後、総括質疑を受け、各常任委

員会に付託し、審査をしていただきます。議案

第45号から議案第47号までの補正予算３件につ

きましては、本日提案説明のみにとどめ、委員

会の付託を省略し、６月16日、最終日の本会議

において審議をお願いいたします。 

  次に、一般質問でありますが、今期定例会の

質問者は10名でありますので、１日目５名、２

日目５名で行っていただきます。質問時間は答

弁を含めて１人50分以内といたしますので、質

問者並びに答弁者の御協力を特にお願いいたし

ます。 

  以上、議長よりよろしくお取り計らいくださ

いますようお願い申し上げ、報告を終わります。 

中川正和議長 お諮りいたします。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

中川正和議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） ただいま人事案件につ

いて議運の委員長の発言の中で、本日審議され

ます人事案件、議案第39号新庄市教育委員会委

員の同意を求める件についてでありますが、教

育委員会の中で教育委員長を除いては教育現場

での経験のある人はいないのではないか。今な

っている方々はないと聞き及んでおります。ま
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た、長年、教壇に立って教育指導に携わった人

物だからこそ言葉にも重みがあるのではないか

と心配します。今回、同意を求める方は教育経

験がないと思われます。 

  なお、今回の同意を求めるに当たって、第三

者的な方々、例えば産学官、教育関係者の方々

に意見を求めたのでありましょうか。求めたの

ではないと聞いてもおります。 

  そして、新庄市の教育委員会の中で、互選さ

れた方々の中で教育長になられる方は、最上８

市町村の代表的な立場になる方であります。そ

して、５月12日にこの件についてそれぞれ各派

代表者会議を開いたと聞き及んでおりますが、

そのときも結論は持ち越しにされているのであ

ります。 

  こういう中で、まだ審議が十分になされてな

いままにこの人事案件を出され、そしてそれの

承認を求めるという状態は、私は前文教厚生常

任委員長を務めた者として非常に心配をしてお

りますので、再考を願いたいというふうに思い

ますが、これが議会運営委員会の中で議題には

ならなかったのでありましょうか。 

今田雄三議会運営委員長 議長、今田雄三。 

中川正和議長 議会運営委員長今田雄三君。 

今田雄三議会運営委員長 そのようなやりとりは

ございました。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

中川正和議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） そのやりとりがあった

中で、どういうふうな結論づけを議案第39号で

はなされたのでありましょうか。 

今田雄三議会運営委員長 議長、今田雄三。 

中川正和議長 議会運営委員長今田雄三君。 

今田雄三議会運営委員長 議案の説明と質疑の中

で、今、発言者からありましたとおり、やりと

りはありました。その中で、人事案件について

議会運営委員会の中でもそういう議論があり、

いかがなものかというような意見もありました。

そういう意味合いで、これらの発言についても

議会運営委員会としては議案をのせるのせない

の問題も含めてありますから、そういう意味合

いでは意見はお聞きしました。そして、執行部

側からもいろいろお話をお聞きしましたが、そ

の中でこの人は最適な人だというような要旨で

お話があったところであります。そして、そう

いうやりとりがいかがなものかと、先ほど言い

ましたとおりありましたから、それらを踏まえ

て、発言者の気持ちを提案者に対して十二分に

伝わるようにお知らせをしてほしいということ

で審議に入り、そしてきょうの報告をさせてい

ただいた原案について承認を得たところであり

ます。 

中川正和議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 ほかに質疑なしと認めます。 

  お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日から６月

16日までの11日間といたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は６月６日から６月16日までの11日間と決

しました。 

 

平 成 ２ ０ 年 ６ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第１日 ６月６日 金 本 会 議 議 場 午前10時 開会。市長の行政報告。報告（６
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会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

件）の説明。諮問（１件）の上程、

提案説明、採決。人事案件（３件）

の上程、提案説明、採決。議案（３

件）の一括上程、提案説明、総括質

疑。議案の各常任委員会付託。補正

予算（３件）の一括上程、提案説

明。 

第２日 ６月７日 土 
休      会 

 

第３日 ６月８日 日 

第４日 ６月９日 月 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 平向岩雄、小嶋冨弥、奥山省三、 

 小野周一、今田雄三の各議員 

第５日 ６月10日 火 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 沼澤恵一、佐藤悦子、山口吉靜、 

 金 利寛、小関 淳の各議員 

第６日 ６月11日 水 

常任委員会 

総 務 

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案の審査 

常任委員会 

文 教 厚 生 

（議員協議

会室） 

午後１時 

30分 
付託議案の審査 

第７日 ６月12日 木 常任委員会 

産 業 建 設 

（議員協議

会室） 

午後１時 

30分 
付託議案の審査 

第８日 ６月13日 金 休      会 本会議準備のため 

第９日 ６月14日 土 
休      会 

 

第10日 ６月15日 日 

第11日 ６月16日 月 本 会 議 議 場 午前10時 
常任委員長報告、質疑、討論、採決。 

補正予算（３件）の質疑、討論、採決。 

 

 

日程第３市長の行政報告 

 

 

中川正和議長 日程第３市長の行政報告をお願い

いたします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。新緑さわや

かな季節となりました。今６月定例会、最後ま

でよろしくお願い申し上げます。 

  それでは、わらすこ広場について、御報告さ
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せていただきます。 

  平成19年４月から休止しておりましたわらす

こ広場ですが、５月31日に再開することができ

ました。再開までの経過につきましては、２月

臨時会におきまして条例案を可決いただき、そ

の際に、再開日は５月連休明けを予定しており

ましたが、その後、株式会社宮城と何度か協議

をしましたところ、裁判所の手続の関係で破産

財産からの切り離しが思いのほか長引いたこと

もあり、工事がずれ込みました。市民からは早

い時期の再開を望む声がありましたが、何より

も利用者の安全を確保しなければならないとい

うことが前提にありますので、工事スケジュー

ル等を考慮し、５月31日の再開となりました。

そのため、５階のプールにつきましては一部水

漏れがあるため交換工事が必要ということで、

同時再開ができないという状況になりました。

５階部分についてですが、スポーツジムは６月

20日、プールは７月６日にオープンと聞いてお

ります。全館オープンは来年４月ということで

すので、それまでは工事は継続して行われます

が、安全上、利用者に支障がないように十分に

協議をしておりますので、安心して御利用いた

だけるものと考えております。 

  31日の再開日の状況ですが、大変なにぎわい

で、推計ですが、約800名の方に来場していた

だきました。いろんなイベントも行い、子供た

ちや保護者の方々に好評でした。 

  今後も子育て支援の充実に努めてまいります

ので、よろしくお願い申し上げます。 

  次に、市町村合併に関する検討状況について

御報告させていただきます。 

  将来の最上地域づくりを進めるため、１月29

日に最上地域将来像検討会が設立され、これま

で検討会を５回開催し、町村長の方々と検討し

てまいりました。 

  検討会では、市町村行政組織の将来像に関す

る事項、地域づくりの課題と解決に関する事項、

最上地域の将来像に関する事項の３事項を主な

検討事項としており、下部組織として各市町村

の担当課長で構成する幹事会があり、さらに幹

事会の中に各市町村２名ずつの職員で構成する

研究部会を二つ設置しました。第１部会では最

上地域の現状、合併のメリット・デメリット、

最上地域の将来あるべき姿などの合併に関する

諸課題を、第２部会では地域総合力を高める方

策としての広域連合に関する課題を研究・検討

することとし、これまでそれぞれ部会を４回開

催して取りまとめを行い、５月19日の第５回検

討会へ中間報告がされたところであります。幹

事会、部会における研究・検討は今月下旬まで

を目安に行うこととなっておりますが、その結

果報告をもとにさらに議論を重ね、各市町村首

長が自身の市町村の将来について判断すること

になっております。 

  検討会では、普通交付税の特例措置がある合

併新法の期限を視野に入れた検討が必要である

ということになり、幹事会へ指示し、現在、合

併した場合としない場合のシミュレーションも

含めた検討を行っているところであります。 

  次に、新庄市における庁内の動きについてで

ありますが、１月15日、新庄最上地域が合併す

るための諸課題について研究する新庄市合併課

題研究会を組織いたしました。４回の研究会を

経て報告書が提出されたところでありますが、

その報告に基づき、４月11日からはさらに新庄

最上圏域将来像検討会を立ち上げております。

この組織は、新庄最上圏域が一つの自治体とし

てあるべき姿を整理し、解決すべき具体的な事

項についての検討、特に新庄市が合併新法期限

内の合併を視野に入れた検討を行い、新市とし

ての将来像、将来計画を検証するため、まちづ

くり、意識改革、組織、財政、公共サービスの

五つの分科会を設置し、るる研究を進めている

ところであります。今後７月に中間報告を行い、

９月下旬をめどに報告をまとめる予定となって



- 8 - 

おります。 

  市といたしましては、新合併特例法の期限も

あり、判断すべき時期に来ていると認識してお

ります。最上地域将来像検討会での検討結果を

踏まえながら、庁内での研究も並行して行いな

がら慎重に対応していきたいと考えております。 

  なお、詳細につきましては、12日の議員懇談

会において御説明申し上げますので、よろしく

お願い申し上げます。 

  以上、報告させていただきます。 

 

 

日程第４報告第３号新庄市農村地

域工業等導入地区固定資産税課税

免除条例の一部を改正する条例の

専決処分の承認について 

 

 

中川正和議長 日程第４報告第３号新庄市農村地

域工業等導入地区固定資産税課税免除条例の一

部を改正する条例の専決処分の承認についてを

議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 報告第３号新庄市農村地域工業等

導入地区固定資産税課税免除条例の一部を改正

する条例の専決処分の承認について、御説明申

し上げます。 

  改正の内容についてでありますが、当条例の

目的とする工業等の導入を一層推進するため、

このたびの総務省令改正に伴い、適用期間を平

成21年12月31日まで延長するものであります。 

  施行日は平成20年４月１日からとなり、３月

31日に専決処分を行いましたので、御承認賜り

ますよう、よろしくお願い申し上げます。 

中川正和議長 ただいま説明のありました報告第

３号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  報告第３号新庄市農村地域工業等導入地区固

定資産税課税免除条例の一部を改正する条例の

専決処分の承認については、これを承認するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第３号については、これを承認することに

決しました。 

 

 

日程第５報告第４号新庄市国民健

康保険条例等の一部を改正する条

例の専決処分の承認について 

 

 

中川正和議長 日程第５報告第４号新庄市国民健

康保険条例等の一部を改正する条例の専決処分

の承認についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 報告第４号新庄市国民健康保険条

例等の一部を改正する条例の専決処分の承認に

ついて、御説明申し上げます。 

  改正の理由でありますが、診療報酬の算定方
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法が改正されたことに伴い、新庄市国民健康保

険条例及び新庄市夜間休日診療所設置及び管理

に関する条例の必要な部分について改正を行う

ものであります。 

  この件につきましては、地方自治法第179条

第１項の規定により平成20年３月31日に専決処

分を行いましたので、御承認賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。 

中川正和議長 ただいま説明のありました報告第

４号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

中川正和議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 法律が変わったのでそ

のまんまということなんでしょうけれども、そ

の法律の内容がどのように新庄市の国民健康保

険の会計に影響するのか、影響の内容と金額な

ど、わかればお願いします。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

中川正和議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 ただいまの佐藤議員の質問で

ございますけれども、診療報酬については多岐

にわたっておりまして、診療報酬のみならず、

後期高齢者医療の分についても診療点数が本当

に多岐にわたっております。したがって、どの

ような形で国保の方にはね返ってくるかという

分析は今のところなされておりません。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

中川正和議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） ぜひ勉強のためにもこ

れから文教厚生委員協議会などを開いていただ

きながら、学習させていただいて、どのように

新庄市の国民健康保険会計や後期高齢会計など

が影響受けるのかというのをぜひ教えていただ

きたいと要望いたします。 

中川正和議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  報告第４号新庄市国民健康保険条例等の一部

を改正する条例の専決処分の承認については、

これを承認することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第４号については、これを承認することに

決しました。 

 

 

日程第６報告第５号新庄市手数料

条例の一部を改正する条例の専決

処分の承認について 

 

 

中川正和議長 日程第６報告第５号新庄市手数料

条例の一部を改正する条例の専決処分の承認に

ついてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 報告第５号新庄市手数料条例の一

部を改正する条例の専決処分の承認について、

御説明申し上げます。 

  戸籍法の一部を改正する法律及び住民基本台

帳法の一部を改正する法律が公布されたことに

伴いまして、必要な部分について手数料条例の

改正を行うため、４月30日に専決処分を行いま

したので、これを報告し、議会の承認をお願い
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するものであります。 

  改正の内容についてでありますが、戸籍法及

び住民基本台帳法に条項が新設されたことを受

けまして、手数料条例の条文に不整合が生じる

部分について改正を行うものであります。 

  なお、手数料の額につきましては改正はござ

いません。 

  この件につきまして、地方自治法第179条第

１項の規定によりまして、平成20年４月30日に

専決処分を行いましたので、御承認賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

中川正和議長 ただいま説明のありました報告第

５号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  報告第５号新庄市手数料条例の一部を改正す

る条例の専決処分の承認については、これを承

認することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第５号については、これを承認することに

決しました。 

 

 

日程第７報告第６号新庄市市税条

例の一部を改正する条例の専決処

分の承認について 

 

 

中川正和議長 日程第７報告第６号新庄市市税条

例の一部を改正する条例の専決処分の承認につ

いてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 報告第６号新庄市市税条例の一部

を改正する条例の専決処分の承認について、御

説明申し上げます。 

  地方税法等の一部を改正する法律が公布され

たことに伴いまして、必要な部分について市税

条例の改正を行うため、４月30日に専決処分を

行いましたので、これを報告し、議会の承認を

お願いするものであります。 

  主な改正の内容についてでありますが、最初

に、個人市民税関係につきましては、特定中小

会社が発行した特定株式に係る譲渡益を２分の

１に圧縮する優遇措置、いわゆるエンジェル税

制の廃止に伴う改正等であります。 

  次に、法人市民税関係でありますが、収益事

業を行わない、人格のない社団に対する法人均

等割の非課税措置が講じられたことによる改正

及び１号から９号までの法人区分が変更された

ことによる改正等であります。 

  最後に、固定資産税、都市計画税関係であり

ますが、窓の改修工事、床や壁の断熱改修工事

等の省エネ改修工事を行った既存住宅に係る固

定資産税の減額措置が創設されたことによる改

正及び地方税法改正による条項ずれの整備を行

う改正等であります。 

  ただいま御説明申し上げました件につきまし

て、地方自治法第179条第１項の規定によりま

して、平成20年４月30日に専決処分を行いまし

たので、御承認賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

中川正和議長 ただいま説明のありました報告第
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６号について質疑に入ります。質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  報告第６号新庄市市税条例の一部を改正する

条例の専決処分の承認については、これを承認

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

報告第６号については、これを承認することに

決しました。 

 

 

日程第８報告第７号損害賠償の額

の決定についての専決処分の報告

について 

 

 

中川正和議長 日程第８報告第７号損害賠償の額

の決定についての専決処分の報告についてを議

題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 報告第７号損害賠償の額の決定に

ついての専決処分の報告について、御説明申し

上げます。 

  本年３月16日午前11時50分ごろ、日新中学校

管理棟３階屋根からの落雪により、管理棟西側

駐車場に駐車してあった自動車の右フェンダー、

リアウインドーガラス等が破損したため、その

損害賠償を行うものであります。 

  なお、損害賠償の額につきましては５月２日

に示談交渉が成立いたしまして、47万4,184円

であります。 

  地方自治法第180条第１項の規定に基づき専

決処分を行いましたので、同条第２項の規定に

より報告するものであります。 

  よろしくお願いします。 

中川正和議長 本件は地方自治法第180条の規定

による議会の委任による専決処分の報告であり

ますので、御了承願います。 

 

 

日程第９報告第８号平成１９年度

新庄市公共下水道事業特別会計繰

越明許費繰越計算書の報告につい

て 

 

 

中川正和議長 日程第９報告第８号平成19年度新

庄市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計

算書の報告についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 報告第８号平成19年度新庄市公共

下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報

告について、御説明申し上げます。 

  去る３月定例会における平成19年度公共下水

道事業特別会計補正予算（第５号）で、公共下

水道事業の補助事業分につきまして、その予算

の一部を20年度に繰り越して使用することの御

決定をいただいた事業であります。 

  処理場建設の補助事業の予算額は１億7,600

万円ですが、うち7,200万円を繰り越すもので
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ございます。翌年度繰越額の事業内容は、下水

道事業団に委託しております水処理設備工事及

び電気設備工事に関する事業でございます。財

源としましては、既収入特定財源であります公

共下水道事業受益者負担金360万円、国庫補助

金3,960万円、それに公共下水道事業債2,880万

円となっております。工期は７月末までとして

おり、工事は計画どおり進捗しておりますので、

よろしくお願いいたします。 

中川正和議長 本件は地方自治法施行令第146条

第２項の規定による報告でありますので、御了

承願います。 

 

 

日程第１０諮問第２号人権擁護委

員の推薦につき意見を求めること

について 

 

 

中川正和議長 日程第10諮問第２号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることについてを議題

といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 諮問第２号人権擁護委員の推薦に

つき意見を求めることについて、御説明申し上

げます。 

  御提案申し上げますのは、９月30日をもって

任期満了となります本市の人権擁護委員につき

まして、山形地方法務局長より候補者の推薦依

頼がありましたので、その推薦に当たり、人権

擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意

見を求めるものであります。 

  推薦する方は、引き続き推薦する方として、

平成17年から人権擁護委員を務められている渡

辺庄二氏であります。参考といたしまして経歴

を添付しておりますが、これまでの人権擁護委

員としての実績、人格、識見から適任の方であ

ると存じますので、御審議いただき、御意見を

賜りますようお願い申し上げます。 

中川正和議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました諮問第２号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会の付託

を省略したいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会の付託を省略することに決しまし

た。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第２号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについては、これに同意することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第２号はこれに同意することに決しました。 

 

 

日程第１１議案第３９号新庄市教

育委員会委員の任命について 

 

 

中川正和議長 日程第11議案第39号新庄市教育委

員会委員の任命についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第39号新庄市教育委員会委員
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の任命について、御説明申し上げます。 

  本案は、新庄市教育委員会委員に欠員が生じ

ておりますことから、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第４条第１項の規定により、

新たに教育委員を選任するため御提案申し上げ

るものであります。 

  新たに任命しようとする方は、武田一夫氏で

あります。任期は、前の委員の残任期間となり、

平成21年３月31日までであります。参考といた

しまして経歴を添付しておりますが、本市の教

育行政を推進していただく上でまことにふさわ

しい方であると存じます。 

  御審議いただき、御同意賜りますようお願い

申し上げます。 

中川正和議長 これより採決いたします。 

  議案第39号新庄市教育委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 異議がありますので、起立採決い

たします。 

  議案第39号については、これに同意すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

中川正和議長 起立多数であります。よって、議

案第39号はこれに同意することに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時４０分 休憩 

     午前１０時４３分 開議 

 

中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第１２議案第４０号新庄市固

定資産評価審査委員会委員の選任

について 

 

 

中川正和議長 日程第12議案第40号新庄市固定資

産評価審査委員会委員の選任についてを議題と

いたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第40号新庄市固定資産評価審

査委員会委員の選任について、御説明申し上げ

ます。 

  新庄市固定資産評価審査委員会委員３名の任

期が本年６月23日をもって満了となることに伴

い委員を選任することにつきまして、地方税法

第423条第３項の規定により議会の同意をお願

いするものであります。 

  選任しようとする方々は、荒川 力氏、三原

完治氏、森 俊明氏の３名で、いずれの方々も

今回新たに選任するものであります。御参考ま

でに３名の方々の経歴を添付しておりますが、

知識、経験とも豊富であり、本委員会を適正に

運営していく上で適任の方々であると考えてお

ります。 

  御審議いただき、御同意賜りますようお願い

申し上げます。 

中川正和議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第40号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会の付託

を省略したいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会の付託を省略することに決しまし

た。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 



- 14 - 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第40号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第40号新庄市固定資産評価審査委員会委

員の選任については、これに同意することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第40号はこれに同意することに決しました。 

 

 

日程第１３議案第４１号新庄市固

定資産評価員の選任について 

 

 

中川正和議長 日程第13議案第41号新庄市固定資

産評価員の選任についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第41号新庄市固定資産評価員

の選任について、御説明申し上げます。 

  固定資産税評価員は、固定資産を適正に評価

し、かつ市長が行う価格の決定を補助するとい

う職務の性格上、本市におきましては市の税務

課長の職にある者が最も適任であるとし、選任

してきたところであります。去る４月１日をも

って今川吉幸君を新たに税務課長に任命いたし

ましたので、同君を固定資産評価委員に選任す

るため、地方税法第404条第２項の規定により

まして議会の御同意をお願いするものでありま

す。 

中川正和議長 ただいま説明のありました議案第

41号は、会議規則第37条第３項の規定により委

員会の付託を省略したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会の付託を省略することに決しまし

た。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第41号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第41号新庄市固定資産評価員の選任につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第41号はこれに同意することに決しました。 

 

 

議案３件一括上程 

 

 

中川正和議長 日程第14議案第42号新庄市市税条

例の一部を改正する条例の制定についてから日

程第16議案第44号市道路線の認定及び廃止につ

いてまでの計３件を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第42号新庄市市税条例の一部

を改正する条例の制定について、御説明申し上

げます。 

  提案の理由につきましては、地方税法等の一

部を改正する法律が公布されたことに伴いまし

て、必要な改正を行うために提案するものであ

ります。 

  主な改正の内容について御説明申し上げます。 

  最初に、個人市民税関係でありますが、公的

年金からの特別徴収制度が創設されたこと及び
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寄附金税額控除制度が創設されたことに伴う字

句の整備を行う改正等であります。 

  次に、法人市民税、固定資産税関係でありま

すが、公益法人制度改革に伴う字句の整備を行

う改正であります。 

  最後に、都市計画税関係でありますが、地方

税法改正に伴う条項ずれを整備する改正であり

ます。 

  次に、議案第43号新庄市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定について、御説明

申し上げます。 

  改正の理由でありますが、地方税法が改正さ

れたことに伴いまして、必要な改正を行うもの

であります。 

  主な改正の内容でありますが、一つ目は、国

民健康保険税のうち基礎課税額及び後期高齢者

支援金等課税額における限度額を規定するもの

であります。二つ目は、軽減措置を受けていた

世帯において、高齢者が後期高齢者医療制度に

移行することにより被保険者数が減少する場合

であっても、従前と同様の軽減措置が受けられ

るようにするための改正等であります。 

  なお、本条例は公布の日から施行し、平成20

年４月１日から遡及適用するものであります。 

  次に、議案第44号市道路線の認定及び廃止に

ついて、御説明申し上げます。 

  提案の理由としましては、道路網の整備を図

り、市民福祉の増進に資するため、市道の路線

について認定及び廃止する必要があるので、提

案するものであります。 

  内容といたしましては、新規認定路線が３路

線、廃止する路線が２路線となっております。 

  次に、各路線について御説明申し上げます。 

  新たに認定する各路線でありますが、野中谷

地小屋線は、山形県が実施した野中地区ふるさ

と農道緊急整備事業及び本市が実施した谷地小

屋地区ふるさと農道緊急整備事業により整備さ

れた道路であります。このたび事業が完了し、

山形県施行分について財産譲与を受けたことか

ら、新たに認定するものであります。滝の倉野

中線につきましては、野中地区の圃場整備事業

が完了したことに伴い、滝の倉地区と野中、中

川原地区を結ぶ道路を新たに認定するものであ

ります。野中野中線につきましては、起点を変

更し、これまで滝の倉野中線の一部であった野

中地区の集落内の道路を当該路線に取り込んで

新たに認定するものであります。廃止する滝の

倉野中線については、圃場整備事業により整備

された幹線道路へ振りかえとなるため、また野

中野中線につきましては起点の位置が変更にな

るため、それぞれ当該路線を廃止するものであ

ります。 

  以上のとおり道路法第８条第２項及び第10条

第３項の規定により御提案申し上げます。御審

議いただきまして、御決定くださるようお願い

申し上げます。 

中川正和議長 それでは、これよりただいま説明

のありました議案３件について、総括質疑に入

ります。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

中川正和議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議案第42号についてな

んですが、ありがたくも説明資料をいただきま

して、大変わかりやすく説明されていて、大変

ありがたいと思いました。ここで、65歳以上の

公的年金などの受給者のうち個人住民税の特別

徴収の対象となり得るのは約２割強と出ており

ました。つまり、今まで住民税については公的

年金を受けていた方々は年金天引きではなかっ

たわけで、これによれば来年10月から住民税が

年金から天引きされるようになるというふうに

理解いたしました。今まで住民税は納付書など

が来て、確定申告を受けた後に納付書が来て、

それを高齢者の方、年金受給者が払っていると

思うんですが、住民税の課税世帯というのはど

のぐらいの数がおられて、このたびの特別徴収、
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つまり年金天引きとなるのはどのぐらいの数な

のか、人数がわかるのであればお願いします。

そして、この天引きによる効果はどのように考

えておられるのか、効果はあるのか、お伺いし

ます。 

今川吉幸税務課長 議長、今川吉幸。 

中川正和議長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 ただいまのことについてお答

えしたいと思います。 

  住民税につきましては、平成19年度ですと大

体１万8,000人ぐらいが課税なっております。

先ほどありましたように、今回の改正につきま

しては、公的年金だけで課税なるような人は公

的年金から差し引きますということでございま

す。65歳以上の方は大体１万人ぐらいいますの

で、全国レベルで言いますと２割強の人が該当

なるだろうと言われておりますが、私どもの試

算では大体1,800人ぐらい、２割弱ぐらいの人

ではないかなと思っております。 

  メリットといいますか、これは今まで納付書

で納めていたものが、納付書が要らずに年金か

ら引かれて、納めに来る手間が省けるというこ

とかと思います。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

中川正和議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 今までの納付書が要ら

なくて、手間が省けるということですが、それ

は口座振替を選べば手間が省けるわけで、これ

は自主的に市役所に届けて、どうか手間が省け

るように口座振替してくださいと言えばやれる

わけでありまして、これは今までも選べたわけ

なんです。それが天引きということになると選

べなくなるということではないのか。つまり強

制になるのではないかと思うんですが、いかが

でしょうか。強制になるということについては、

今、高齢者から非常に怨嗟の声が上がっている

ような気がいたします。年金天引きが、例えば

後期高齢者医療制度などがこの４月からされる

ようになった結果、何だかすごく生きづらくな

った、早く死んでほしいと言われているような

気がするぐらいつらい気持ちになると言われて

います。これは年金天引きに対する高齢者から

の抗議の形で、国に対して裁判するといいます

か、それはやめろというような裁判に訴えをし

ている方も出ております。年金天引きについて

は滞納の権利を奪うものだという指摘も聞いて

おります。特に、正当な理由で何年間か滞納す

ると税金というのは時効になることも聞いてお

ります。その権利を奪うことになるのではない

かと思いますが、これについてどうでしょうか。 

今川吉幸税務課長 議長、今川吉幸。 

中川正和議長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 今のことについてお答えいた

します。 

  確かに口座振替をしている方については滞納

することなく納められているということで、天

引きと同じ形になろうかと思います。 

  なお、今、滞納する権利という言葉を初めて

私は伺いまして、そういう権利があったのかな

と、初めてでございます。なおそれについては

研究したいと思います。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

中川正和議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） よろしくお願いしたい

と思います。口座振替であれば自主的なもので

す。納税者の権利ということで、自分の払い方

を自分から言うことで、これが間違いなく税を

払っていただくためにはお互いにいいことだと

思います。しかし、そうでなくて、自分でやは

り現金を持って、税のことをその都度その都度

に考えておられる方は、やはり自分で払いたい

と、この金額の重みを、政治を考えながら払う

という意味で、わざわざ口座振替を選ばずに自

分で現金で払うように努めている方も少なくあ

りません。その権利を奪ってしまうような気が

いたします。 
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  そのことと、もう一つは、高齢者の税金が上

がっているのではないかということについての

認識をお聞きしたいと思います。というのは、

定率減税が廃止されました。それによって去年

から、６月あたりから住民税が上がった高齢者

などが非常にびっくりなさっておられるわけで

す。それと同時に、高齢者の老年者控除廃止と

いうことも今記憶している範囲ではあります。

さらに、高齢者のための控除ももう少しあった

と思うんですが、そういったものがなくなった

り、減らされたりしております。また、介護保

険料も上がっております。後期高齢者保険料も

このたび取られるように、天引きされておりま

す。特に後期高齢者医療制度については、きの

うきょうの報道で、高額な方は増税になるけれ

ども低所得者はならないと言っていた厚生労働

省の発表が実は違っていた。逆に低所得者と言

われる高齢者に後期高齢者医療保険料が上がっ

ているということが判明いたしました。こうい

う中で、高齢者の税金が雪だるま式に膨れ上が

っている。このことに対する高齢者の怒りが非

常に最近膨れ上がって広がっているように思う

んです。その声をまた天引きで傷を無理無理抑

え込むというか、そのようなものに見えるんで

すが、高齢者の増税問題と高齢者の天引きが来

たときの気持ちなど、どう考えておられるか、

お伺いします。 

今川吉幸税務課長 議長、今川吉幸。 

中川正和議長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 ただいま佐藤議員がおっしゃ

ったとおりだと思います。確かに老年者控除と

か、ここ最近、老人に関する控除が減っており

ます。また、税源移譲の問題もありまして、市

税の税額そのものも大きくなっています。した

がいまして、老人にとっては所得税は下がった

けれども市民税は上がったなという感覚がある

のは事実だと思います。ただ、これについて一

地方自治体の中で独自にできるわけではござい

ませんし、今回も国の方ですべて所得税から始

まり介護保険、国民健康保険、すべて年金から

差し引くようにしたいという大きな流れの中で

の一つの施策だととらえております。 

中川正和議長 ほかに質疑ありませんか。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

中川正和議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） これは総務委員会に付

託なるわけなんですが、その前にちょっとお聞

きしたいのは、今、税務課長が、これは国の方

の法律ですか、地方税法が変わった、それに伴

って新庄市でも改正するんだと、一自治体でで

きるものではないというお話なんですが、今、

年金の天引きというのはいろいろな面で、お年

寄りから始まって、新聞、テレビから毎日のご

とく報道なっているんですが、そうしたことを

受けて、今は国というか、政府というか、見直

しに走っているんですが、新庄市としてこの条

例を認めることができませんとなったときに、

どういうケースが考えられるのか。例えば新庄

市だけの手数料とか使用条例とか補助金条例が

あるわけで、新庄市だけの施策の条例として。

これは国の方の後期高齢者医療制度の法律にの

っとってずっとレールの上を走っているわけ。

この中で、新庄市のみならず、地方自治体がい

ろいろ不満があるからこれはできませんとなっ

たときに、新庄市としてはどういう心配事とい

うか、そういうケースがあるのか。何もないと

なれば議論する何もないと思うんですが、これ

がもし認められないとなったときはどういうこ

とが考えられるのか。 

中川正和議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１１時０６分 休憩 

     午前１１時１５分 開議 

 

中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 

今川吉幸税務課長 議長、今川吉幸。 



- 18 - 

中川正和議長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 先ほどの渡部議員の質問に対

してお答えいたします。 

  このたびの地方税法改正に伴う市条例の改正

ということで提案いたしております。国で決ま

りました法律に反するような議決というのはこ

れまで当市議会ではされたことがないというこ

とでございまして、我々としてはなるべくとい

いますか、国の法律に基づくものですので、何

とかこのまま御可決いただきたいと思っており

ますけれども、なお、これがどうしても否決と

いうことにつきましては、前例がないことでも

ございますので、なお今後研究していきたいと

思っております。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

中川正和議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 法律に反することにな

るんでないかなと私もそう思っておったんです。

ところが、この制度とか、この方法はうまくな

いと、だからだめだと、今回どうなるかわかり

ませんよ、もしそういう事態になったとき、後

学のため勉強するというか、これは物すごく大

事なことだなと思うので、これは法律に反する

んだと、法律に反するとしたらば、新庄市は法

律に反することをしたと、それでどういうふう

になるんだと。何か国なり県の方から、そうい

うことはまかりならんと、法律を守らなければ

だめだ、それはだめだと。何かそこに強い指導

というか、罰則というか、そういうものがある

のかないのか。今ここで答弁を求めても一税務

課長として大変だと思いますので、総務委員会

に付託なるし、また我々文教にも健康保険の方

の改正案として出てくるわけよ。これは国の方

の上位法を受けてだから、税務課長だけでなく

副市長、市長も含めて、これは新庄市のことだ

から、みんなしてよく相談して、間違いのない

ような筋道をつけていかねば私はだめだと思っ

ています。そこをよく議員の方々初め一般住民

の方にも説明できるようにひとつお願いしたい

と思います。以上です。 

中川正和議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、総括質疑を終結いたします。 

 

 

日程第１７議案の各常任委員会付

託 

 

 

中川正和議長 日程第17議案の各常任委員会付託

を行います。 

  議案の委員会付託につきましては、お手元に

配付してあります付託案件表のとおり、それぞ

れ所管の委員会に付託いたします。 

 

平 成 ２ ０ 年 ６ 月 定 例 会 付 託 案 件 表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

総 務 常 任 委 員 会 

議案（１件） 

〇議案第４２号新庄市市税条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

文 教 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（１件） 

〇議案第４３号新庄市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

制定について 
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付 託 委 員 会 名 件                名 

産 業 建 設 常 任 委 員 会 

議案（１件） 

〇議案第４４号市道路線の認定及び廃止について 

 

議案３件一括上程 

 

 

中川正和議長 日程第18議案第45号平成20年度新

庄市一般会計補正予算（第１号）から日程第20

議案第47号平成20年度新庄市老人保健事業特別

会計補正予算（第１号）までの議案３件を一括

議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第45号から議案第47号までの

一般会計及び特別会計補正予算について御説明

申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第45号一般会計補

正予算は、歳入歳出それぞれ２億1,595万円を

追加し、補正後の予算総額を131億5,095万円と

するものであります。 

  歳出予算の主な補正内容について御説明申し

上げます。 

  10ページの６款農林水産事業費でありますが、

県産米の消費拡大を目的とした新庄市米飯学校

給食促進事業費補助金325万円を計上しており

ます。現在、米飯給食は週３回または隔週４回

行っている学校がありますが、県の方針で週４

回の米飯給食を実施するための予算でございま

して、全額県から補助金が交付されるものであ

ります。 

  ７款商工費でありますが、産業立地促進資金

融資制度貸付金3,000万円を計上しております。

中核工業団地で操業しております高度な技術を

有する企業に対し、県、市及び金融機関が協調

して融資を行い、運転資金を融資するものでご

ざいます。 

  12ページ、12款公債費には公的資金の借りか

えに伴います元金１億6,594万7,000円を追加し

ております。昨年度から対応している制度です

が、今年度対象となります一般会計の９件分で

あります。 

  続きまして、13ページからの特別会計であり

ますが、議案第46号国民健康保険事業特別会計

補正予算は61万6,000円を追加しまして35億

9,122万9,000円に、19ページからの議案第47号

老人保健事業特別会計補正予算は4,137万4,000

円を追加しまして４億8,215万4,000円とするも

のであります。 

  私からの説明は以上でありますが、各会計の

詳細につきましては政策経営課長から説明させ

ますので、御審議いただき、御決定くださるよ

うお願い申し上げます。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

   （政策経営課長坂本孝一郎登壇） 

坂本孝一郎政策経営課長 １ページをお開き願い

たいと思います。 

  議案第45号一般会計補正予算（第１号）につ

いて御説明申し上げます。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ２億

1,595万円を追加いたしまして、補正後の総額

は131億5,095万円となります。各款各項の補正

予算額並びに補正後の額につきましては、２ペ

ージから３ページまでの第１表歳入歳出予算補

正を後ほど御確認いただきたいと思います。 

  次に４ページをお開き願います。 

  第２表地方債補正でございますが、19年度か

ら対応しております公的資金借換債の追加でご

ざいます。 

  続きまして、７ページからの歳入につきまし

て御説明いたします。 
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  初めに、14款国庫支出金でありますけれども、

既存住基システム改修費交付金115万5,000円を

計上しております。裁判員制度導入のため、選

挙人名簿リストから無作為抽出するためのシス

テム改修費用を全額交付するものでございます。 

  15款県支出金２項１目農林水産業費県補助金

でありますけれども、山形園芸担い手チャレン

ジプラン支援事業費補助金863万6,000円を増額

補正しております。当初予算では1,170万円を

計上しておりますけれども、ハウスや機械整備

の要望が大幅に認可されたものでございます。

また、山形県米飯学校給食促進事業費補助金

325万円を追加してございます。先ほど市長か

ら説明申し上げましたが、米飯給食の回数を週

４回にふやすための事業費を全額補助するもの

でございます。 

  ３款６目教育費委託金では、ソーシャル・ス

クールワーカー活用事業委託金162万円を追加

しております。不登校やいじめ等に対応するた

め、福祉等の関係機関との連携のあり方を調査

研究する経費について全額交付されるものであ

ります。この事業は、当初予算で計上しており

ました生徒指導推進協力員活用調査研究事業を

廃止しまして、制度を拡充するものであります。

生徒指導の推進協力員活用調査研究事業委託金

35万円を減額してございます。 

  17款寄附金は、教育費寄附金50万円の予算化

でございます。新庄ライオンズクラブ様からの

寄附でございまして、図書整備のために活用さ

せていただきます。 

  ８ページをお開き願います。 

  20款諸収入３項貸付金元利収入は、産業立地

促進資金融資制度貸付金元金収入3,000万円の

補正でございます。市長の説明にもありました

ように、企業に対しまして3,000万円を融資い

たしますが、年度末に返済する制度であります

ので、融資額と同額を収入扱いするものであり

ます。４項雑入にまちづくり支援賛助金200万

円を計上してございます。財団法人山形県都市

整備協会が本年度末に解散する予定でございま

すので、13市のまちづくり事業に対しまして残

余財産を還元するものであります。 

  21款市債は、公的資金借換債１億6,550万円

を追加するものでございます。 

  続きまして、９ページからの歳出について説

明させていただきます。 

  ２款総務費１項７目企画費でありますけれど

も、予算計上額のうち200万円はまちづくり計

画を策定する事業費でありまして、都市整備協

会のまちづくり支援賛助金を充当するものでご

ざいます。 

  10ページの７款商工費１項２目商工振興費に

新庄市中心商店街空き店舗等出店支援事業費補

助金75万円を計上してございます。空き店舗活

用の新規操業に関する改装費や広告宣伝費に対

し、県と市が４分の１ずつ補助するものでござ

いまして、歳出予算額の２分の１の37万5,000

円は県のやまがた元気出店支援事業費補助金と

して歳入に計上してございます。 

  11ページ、10款教育費１項３目教育指導費

127万円を計上してございますが、歳入のとこ

ろで説明しましたソーシャル・スクールワーカ

ー活用事業費162万円を追加してございます。

２項１目学校管理費には測量業務委託料として

計上しております。土内地内にあります萩野小

学校学校林と民地の境界が不確定な部分がござ

いましたけれども、所有者の合意によりまして

境界を確定するための経費を計上いたしました。 

  12ページ、12款公債費、公的資金の借りかえ

によります元金１億6,594万7,000円でございま

す。今年度対象の一般会計分は９月と来年３月

借りかえの９本でございまして、利率は5.6％

から7.1％までとなっております。 

  なお、公共下水道事業特別会計、農業集落排

水事業特別会計及び水道事業会計の特別会計に

つきましては、12月補正を予定してございます。 
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  以上で一般会計を終わりまして、特別会計の

説明に入らせていただきます。 

  13ページをお開き願います。 

  議案第46号国民健康保険事業特別会計補正予

算（第１号）でございますが、歳入歳出それぞ

れ61万6,000円を追加いたしまして、補正後の

予算総額を35億9,122万9,000円とするものであ

ります。 

  17ページをごらんいただきたいと思います。 

  歳入は、全額が支払基金からの前期高齢者交

付金となっております。 

  歳出につきましては、４款前期高齢者納付金

が主な内容となっております。65歳から74歳ま

での前期高齢者納付金が著しく過大となる保険

者分について、加入者数に応じて全保険者で再

案分いたしまして負担することとなったことに

よるものでございます。 

  19ページをお開き願います。 

  議案第47号老人保健事業特別会計補正予算

（第１号）でございますが、歳入歳出それぞれ

4,137万4,000円を追加いたしまして、補正後の

予算総額を４億8,215万4,000円とするものでご

ざいます。 

  22ページをごらん願います。 

  歳入は、支払基金の19年度精算分369万6,000

円と前年度繰越金3,767万8,000円を補正するも

のでございます。 

  歳出は、支払基金の返還金44万6,000円と国

に対する返還金4,092万8,000円でございます。

いずれも19年度概算交付額と実績額との差額を

返還するものでございます。 

  以上で一般会計及び特別会計の補正予算の説

明を終わりますが、よろしく御審議いただきま

して、御可決賜りますようお願い申し上げます。 

中川正和議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました補正予算３件は、

会議規則第37条第３項の規定により委員会の付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第45号、議案第46号、議案47号の平成20年

度補正予算３件は、委員会の付託を省略し、６

月16日最終日の本会議にて審議いたします。 

 

 

散      会 

 

 

中川正和議長 以上で本日の日程を終了いたしま

した。 

  ７日、８日は休会であります。６月９日午前

10時より本会議を開きますので御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午前１１時３３分 散会 
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平成２０年６月定例会会議録（第２号） 
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平成２０年６月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 平 向 岩 雄 

１．農業の持続的な発展と米生産調整の両立可能な対応策

をどう考えているか 

２．ふるさと納税の対応について 

３．米飯学校給食について 

４．生活排水処理施設普及の対応について 

５．市町村合併の推進計画について 

市 長 

２ 小 嶋 冨 弥 
１．市政運営について 

２．エコロジーガーデンについて  
市 長 

３ 奥 山 省 三 

１．財政再建について 

２．空き家対策について 

３．情報公開について 

市 長 

関 係 課 長 

４ 小 野 周 一 

１．市が出資している会社の経営状況について 

２．教育環境の見直しについて 

３．ポジティブリスト制度について 

市 長 

教 育 長 

５ 今 田 雄 三 
１．安心安全な生活を目指して 

２．教育現場について 
市 長 

 



- 26 - 

 

開      議 

 

 

中川正和議長 ただいまの出席議員は20名、欠席

通告者はありません。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

中川正和議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。今期定例会の

一般質問者は10名です。質問の順序は、配付し

てあります一般質問通告表のとおり決定してお

ります。 

  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以

内といたします。 

  本日の質問者は５名であります。 

 

 

平向岩雄議員の質問 

 

 

平向岩雄副議長 それでは最初に、平向岩雄君。 

   （１５番平向岩雄議員登壇）（拍手） 

１５番（平向岩雄議員） おはようございます。

このほど発生しましたミャンマーのサイクロン

と中国四川大地震により大きな被害を受けまし

た被災者に対し心からお見舞い申し上げます。 

  それでは通告に基づいて一般質問を行います。 

  １番目は、農業の持続的な発展と米生産調整

の両立可能な対応策についてであります。 

  本市における農業産出額は、昭和60年には

106億9,000万円でありましたが、平成17年の農

林センサスでは62億円に減少し、その差額は44

億9,000万円となり、米の生産調整にかかわる

交付金や助成金を加えても単純計算で42億

2,000万円の減少で、平成17年の販売農家1,557

戸の平均減少額は１戸当たり約271万円という

ことになるようであります。さらに、平成19年

度はこれまでにない生産者米価の低迷により、

農業の存続が危機的な状況にありますことは御

承知のとおりであります。 

  このような環境の中で、農業振興の基本理念

は、今さら申し上げるまでもありませんが、農

業の持つ社会的価値は貨幣換算こそされていな

いものの、大変大きなものがあります。それは

伝統的農村風景の保存、地域における食文化を

初めとした伝統文化、芸能の継承、水田の持つ

貯水機能など、農業、農村の持つ機能で果たす

役割は、健全な地域社会を維持継続していく上

で極めて重要な土台をなすものであると考えて

おります。 

  このような観点から、地域農業をどうしてい

くかにつきましては、農業関係者だけでなく地

域全体の関心の高まりが求められるときだと思

っております。一方、国土の環境保全の面でも

地域社会の維持など多面的かつ広域的な機能を

発揮しており、近年特に地球温暖化現象による

環境破壊が進行し、異常気象、森林の砂漠化、

酸性雨、ひいてはオゾン層の破壊など、さまざ

まな問題が発生している中で、農業の持つ環境

保全的機能が見直されている状況にあるものの、

農業振興を考える場合、農業を農産物という経

済活動面からとらえる一方で、生産基盤として

の生活環境の保全、快適な環境の形成といった

多面的機能の基本認識の上に立ち、その振興方

策を講ずることが重要な課題であると考えてお

ります。 

  １点は、農政３対策の見直しについての対応

と生産者の反応についてであります。我が国の

農政３対策として、米政策を初め水田畑作経営
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安定対策、いわゆる品目横断的経営安定対策、

それに農地・水・環境保全向上対策があります

が、我が国の農政は以前から「猫の目農政」と

言われておりますように、本年度から大幅に見

直され、農林課職員の皆さんにはその対応に大

変御苦労なされている現状にありますが、米政

策では米計画生産の実効確保が取り組み方針の

ポイントとされているにもかかわらず、07年産

米の需給調整の取り組み状況では過剰作付面積

が全国ベースで4.6％、33の府県が過剰作付と

いう結果となり、農水省が07年度補正予算に地

域水田農業活性化緊急対策として生産調整上積

み分に対し500億円を計上し、その対策を推進

しております。本市でも２月中にその対策の申

し込みを取りまとめていると思いますが、生産

者の反応も含めて、どのような状況かを踏まえ

て導入されようとしている作物についてお伺い

いたします。 

  ２点目は、米価下落の対応策についてであり

ます。農政改革３対策の着実な推進の中で、農

政改革に伴う激変緩和措置といたしまして稲作

構造改革促進交付金や収入減少影響緩和対策を

活用して、宮城県登米市、新潟県田上町、栃木

県小山市などでは米価下落に備える保険制度や、

農地を借りる農家に助成し、農地の集積を図る

という新聞記事がありました。田上町は、交付

金を価格下落対策につぎ込み、基準収量10アー

ル当たり16万8,660円とし、これを下回った場

合、減収分の９割を補てんするというもので、

小山市では価格下落対策だけでなく産地づくり

交付金としても活用し、農地を借りる農家に10

アール当たり２万円を助成し、農地の集積を促

すもので、農家の積立金の拠出なしに国の負担

金による補てんが行われる特別な措置を講ずる

ことにより、農家の不安を払拭するという大変

結構な対策と思いますが、その対応につきまし

て、市長の御所見をお伺いいたします。 

  ３点目は、畑作の振興についてであります。

平成17年の農林センサスによりますと、農産物

の販売のあった農家1,343戸のうち、販売金額

が１位を占める作目は米で1,318戸、率にいた

しまして98.1％であり、畑作物は果樹を除いて

0.4％にすぎず、米作依存が極めて高い地域で

あることがうなずけます。しかし、近年、本市

においてもニラの生産高が県内１位になりまし

たことは、関係機関初め当事者の総合的な努力

の総体としての成果だと喜んでいる次第であり

ますが、鶴岡市では、カブ、ニンジン、バレイ

ショ、ホウレンソウ、アスパラガス、エダマメ

と多岐にわたって畑作物の生産量第１位という

ことでありまして、山形市のサトイモなど６品

目、酒田市のネギなど３品目には及びませんが、

畑作振興にもっと力点を置くべきと思いますが、

市長の考えをお伺いいたします。 

  ２番目は、ふるさと納税の対応についてであ

ります。 

  去る４月30日に税制改正法が衆議院で再可決

され、５月１日に施行されました。ふるさと納

税について、全国の自治体が今一斉に寄附の受

け付けを開始しましたことは御承知のとおりで

あります。ふるさと納税は、生まれ育った故郷

への恩返しや、応援する地域の寄附の額に応じ

て住民税などが控除されるという仕組みであり

ますが、この制度が施行され間がないわけであ

りますが、ここで大切なことは寄附を受け取る

自治体が寄附する側に心を込めたＰＲを行うこ

とではないかと思います。積極的に対応しなけ

れば、その効果は生まれないのではないでしょ

うか。できれば寄附の使途などにつきましても

説明を加えると当時に、地元を売り込むチャン

スにすべきと考えます。幸い本市には江戸家老

や仙台家老など本市をＰＲする基礎が定着して

おり、それに加え現代的情報源と言われるイン

ターネットのホームページにも記載し、ふるさ

とを思う地元出身者に早急に応援を呼びかける

べきと思いますが、ふるさと納税について、こ
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れまでの対応と今後の対策をいかが計画されて

いるかをお伺いいたします。 

  ３番目は、米飯学校給食についてであります。 

  農政３対策の見直しによりまして、米で転作

する場合の枠組みの変更により、学校給食の米

給食など米消費をふやす取り組みをした場合に

は、本年度、08年からは新規需要米といたしま

して生産調整にカウントされることになりまし

た。これまでの小麦粉を原料としたパンと米飯

を比較した場合、米飯給食が高上がりで保護者

負担が増額ということもあって完全米飯給食に

は難色もありましたが、輸入小麦粉が30％値上

げということなどから、改めて検討すべきだと

思います。山形県は、主要５事業の中に学校米

飯給食回数日本一を目指して米飯学校給食促進

事業費をこれまでの約２倍に増額されました。

米の価格低迷で農業経営が厳しい状況に追い込

まれている米生産農家に対する支援策の一環だ

とも言われ、本市米飯学校給食促進事業費にも

325万円が増額されております。本市の具体的

な対応についてお伺いいたします。 

  ４番目は、生活排水の処理施設普及の対応に

ついてであります。 

  本市の生活排水処理施設の普及は、06年度末

で県内35市町村中29位で普及率は61.2％という

ことでありますが、県の第２次基本構想では

2015年度末を期限にこれまでの81％を普及率

93％の達成を目標に掲げ、整備を進めることと

しておりますが、本市は財政再建を理由に生活

排水処理施設の普及を中止した経緯があり、普

及率が低下したものと理解をいたしております

が、天童市などでは下水道の普及率が96.9％、

生活排水全体で三川町は99.9％に達しておりま

す。このような現状から見て、今後生活排水処

理施設や下水道の普及にどう対応する考えかを

お伺いいたします。 

  最後でございますが、市町村合併の推進計画

についてお伺いいたします。 

  かつては「最上は一つ」をスローガンに、ご

み処理や消防業務の広域行政を展開してきまし

たが、03年２月に任意協議会の新庄・最上合併

検討協議会が設置され、その年の８月に05年３

月の合併特例法期限内の合併を目指して法定協

議会を設置されましたが、その協議会からは舟

形町を除く６町村が離脱、自立の道を選ばれま

した。唯一合併協議会の構成自治体でありまし

た舟形町でも04年６月に合併に対する住民投票

を施行し、合併反対多数で合併の夢は立ち消え

となりました。舟形町との協議会では、当時、

新庄市議会議員でありました現市長と議会側か

ら元議長と私も協議会のメンバーでしたが、協

議会の席上、新庄市の財政危機を必要以上に論

じられましたことは、市長も御承知のとおりで

あります。 

  あれから４年の歳月が流れましたが、地域の

将来にツケを残さないよう、新庄市が主体とな

って「最上は一つ」を４年以内に実現すると市

長が選挙公約にして、去る１月29日に最上地域

将来像検討会を立ち上げ、市町村合併を主要テ

ーマの一つに共通の行政課題を話し合うという

ものでありますが、去る２月の山形新聞の記事

に「合併熱意に温度差」「自立を目指す首長が

多く、合併ありきの検討会ではない」と報じら

れております。去る６日の市長行政報告で市町

村合併に関するこれまでの検討状況の報告があ

りました。しかし、03年２月時において、任意

ではありましたが、新庄最上合併検討協議会が

設置され、研究、検討された経緯がありますが、

その苦労が時期尚早の理由で水泡と化したので

あります。相手のある問題解決の難しさを物語

っているものであります。2010年３月の新合併

特例法期限内の合併実現を推進する県との狭間

に立って、合併に対する熱意の温度差をどのよ

うにして解消し、2010年３月までの合併実現に

向けた推進の方策をどうお考えかをお伺いいた

しまして、壇上からの質問を終わります。 
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  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

中川正和議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  平向議員の一般質問にお答えさせていただき

たいと思います。 

  農政改革見直し対策といたしまして、地域水

田農業活性化緊急対策が国会の19年度補正予算

の中で成立し、講じられたところであります。

19年産の米価下落を招いた要因とされる過剰作

付を抑制し、生産調整を拡大推進することが目

的となっております。 

  本市の取り組みといたしましては、昨年度２

月１日に各集落の代表である農業協力員に緊急

にお集まりいただき、緊急対策について説明会

を開催し、本市水田農業推進協議会の総会を経

て２月８日に全農家に緊急対策についてのお知

らせを行いました。２月12日から受け付け開始

とともに連日問い合わせが続きました。問い合

わせは500件ほどになります。前回３月に報告

した時点では、長期生産調整実施計画のうち平

成19年度生産調整達成者の契約は145件、平成

19年度未達成者は５件、非主食用米低コスト生

産技術確立試験契約の件数は６件、合わせて

156件でありました。直近の５月28日現在の契

約状況は、長期契約のうち生産調整達成者が

151件、未達成者の契約件数が１件ふえて６件、

低コスト生産の契約は変動がなく、全体で163

件となり、３月から７件ふえております。新た

に拡大した転作面積への転作作物は、本市水田

農業ビジョンに掲げておりますソバ、飼料用作

物、既に産地として位置づけられていますニラ

や花卉、近年、作付・販売とも伸びております

ネギ、アスパラガスなど園芸作物などの振興作

物での取り組みをお願いしております。緊急対

策の契約申し込み期間につきましては、国から

通知があり、生産調整の推進を図るため、当初

３月上旬の申請締め切りが、作付が行われるぎ

りぎりの５月末まで延長され、さらに６月18日

まで延長されました。その後の本対策の取り組

みにつきましては現時点で国からの情報はあり

ませんが、本対策が終了するまで国・県の動向

を注視しながら対応してまいりたいと思います。 

  続きまして、米価下落の対応等についてお答

えさせていただきます。 

  価格政策から所得政策への転換と銘打って始

まった経営所得安定対策の品目横断的経営安定

対策は、地域の実態に即していないとの生産現

場からの声があり、本年度から水田経営所得安

定対策として名称を変えスタートしております。

今までは４ヘクタール以上の経営規模を有する

認定農業者か一定の条件を備える集落営農組織

しか加入できませんでしたが、市町村特認制度

が創設され、加入者の拡大に向けた面積要件の

見直しが行われております。具体的には、４ヘ

クタール以下の経営規模の認定農業者で農業所

得が本市基本構想の目標農業所得400万円の過

半を超える方についても加入できるようになり、

収入減少の影響を緩和するための補てんを受け

られるようになりました。この制度につきまし

ては、認定農業者に対しチラシなどでＰＲを行

うとともに、加入の手続について説明会を実施

し、加入の促進を図っております。認定農業者

以外の農家につきましては、豊作による過剰米

を主食用とは区分出荷、保管し、供給過剰によ

る米価下落を防止する取り組みの集荷円滑化対

策への加入促進に努めてまいります。稲作構造

改革促進交付金につきましては、本市水田農業

推進協議会におきまして、生産調整の助成単価

を充実させるため、全額産地づくり交付金に融

通することを決定しております。 

  前述したとおり、平成19年産の米価は大幅に

下落する異常事態となりましたことから、本市

におきましても地域農業や地域経済への影響は

大きく、多くの農業者の経営を不安なものとし
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ている状況にあります。農業者の米づくりへの

不安を解消し、農業経営の継続的な安定を図る

ためにも、農業者が意欲を失わないような米価

下落対策は重要な方策であり、国・県との連携

のもと、的確な対応に努めていく必要があると

考えております。 

  次に、畑作物のうち何の収穫量が多いかは県

内市町村によって種類が異なりますし、同じ県

内でも気候や土壌の違いにより栽培に適する作

物は違っております。本市ではソバ、ニラの収

穫量は県内トップとなっております。また、ネ

ギを産地づくりの支援対象作物として作付拡大

を図っております。ニラとネギについて見ます

と、市内農協からの報告では19年12月末までの

販売実績を前年同期と比較して販売量、販売額

とも大きく伸びております。他市町村に比べて

大豆などは転作に適した圃場が少ないため、作

付面積が減ってきております。畑作振興は農家

所得の増が肝心であり、つくりやすく、高く売

れるものを進めていかなければなりません。ま

た、畑地化整備事業を導入するなどして圃場条

件の整備を図っていくことも重要であります。

さらに、ネギやニラを手がけている農家におき

ましては、エコファーマーの資格を取る人がふ

えております。この数をさらに拡大し、特別栽

培へと誘導することが販売額を高めることにな

ります。もちろん要する労働力は大きなものと

なりますが、販路の開拓、拡大を含めＪＡ等と

の連携をして努力してまいりたいと思います。 

  次に、ふるさと納税への対応についてであり

ますが、４月30日に改正地方税法が施行され１

カ月になりますが、関連の市税条例につきまし

ても今議会へ御提案申し上げているところでご

ざいます。県内各市の取り組み状況は、山形県

並びに山形市を初めとして数市においてホーム

ページに独自のサイトを設けるなど具体的にな

ってきておりますが、取り組みとしては緒につ

いたばかりのようであります。本格的に制度と

して実施していくには課題も多いところでござ

います。 

  さて、今後の取り組みについてでありますが、

４月以降、この制度の具体的な内容の確認、事

務手続の対応と流れの組み立てなどのため、事

務レベルで２回ほど打ち合わせを行いました。

市民の皆さんにも参画していただくことや、江

戸家老や最上葛麓会などの御協力を仰ぐことな

ど具体的な手法を検討しております。また、議

会中ではありますが、６月14日に行われる最上

葛麓会などで宣伝してまいりたいと思っており

ます。今月中にはホームページに取り組みの内

容を掲載し、７月の広報で広く市民の皆さんに

も御協力をお願いしたいと考えております。こ

れらの取り組みの流れの中で、機会をとらえて

新庄の物産品などのＰＲも行っていきたいと考

えております。また、先般の議会におきまして

寄附金条例についての御質問もいただいており

ますが、このふるさと納税制度との関連もとら

えながら進めてまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

  次に、米飯学校給食についてでありますが、

５月22日付で県農政企画課より補助金交付要綱

の通知をいただきました。米の消費拡大と地産

地消を推進するとともに、御飯を中心とする日

本型食生活の普及、定着などを初めとする食育

の推進を図るため、米飯学校給食促進事業とし

て学校給食における米飯給食の回数をふやす取

り組みについて支援するものであります。県と

しては、現状における県全体の米飯給食回数を

週3.5回から少しでも多くふやし、米飯給食日

本一、週3.8回を目指しております。この事業

の主な概要は、パン、めんなどの米飯以外の給

食から米飯給食に変えた場合に、パン、めんな

どの購入費と御飯の購入費の差額、その際に県

産農林水産物を使用したおかずを提供した場合

の経費について、それぞれの提供食数に応じて

補助するものであります。 
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  本市における米飯給食は、委託炊飯が大規模

校の５校で週３回、自校炊飯が小規模校の５校

で週3.5回となっておりますが、本年６月から

毎週火曜日をこの補助事業を活用した「米飯給

食の日」として学校給食を実施しており、大規

模校では週１回、小規模校では隔週１回の米飯

給食の回数がふえ、全校で週４回の米飯給食に

なります。本年度の米穀の予定需要量は、全校

で２万4,636キログラム、約410俵ですが、この

事業概要に沿って週４回にしますと7,180キロ

グラム、約120俵の増加になります。当市では

この補助事業を活用し、米飯給食回数の増加に

努めるとともに、今後ともパン給食やめん類と

併用することにより、児童の栄養バランスや食

の多様化、嗜好などに考慮し、安全安心はもち

ろんのこと、楽しく待ち遠しい学校給食の提供

に努めていきたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

  次に、生活排水処理施設普及の対応について

でありますが、議員御指摘のとおりでありまし

て、県内市町村と比較しても整備進度が遅いた

め、普及率低迷に苦慮しております。生活排水

処理の現状でありますが、下水道については処

理場の増改築工事への予算を優先しており、面

整備に係る予算確保ができないこと、農業集落

排水事業についても昭和など５地区を供用開始

しておりますが、現計画上では本合海地区の整

備を残し整備エリアの拡大は考えていないこと、

合併浄化槽等整備に当たっては財政再建計画に

伴う補助金等の見直しにより平成16年度より事

業が休止しており、現状は個人設置にゆだねる

状態であります。このことから、県が推し進め

る第２次県全域生活排水処理施設整備基本構想

の最終年度である平成27年度末においての計画

目標値を達成することが現状では難しい状況で

あり、ますます格差が広がりつつあると認識し

ております。このような状況を踏まえ、市全体

の生活排水処理基本構想及び下水道整備全体計

画区域の見直しを図り、整備手法についても新

たに浄化槽市町村整備推進事業等を加えつつ、

地域自然環境を考慮した効率的な整備を図るこ

とで普及率の向上を目指していく考えでありま

す。その見直し時期としては、現行の下水道事

業認可期限である平成24年度を想定しておりま

す。 

  最後に、市町村合併の推進計画についてであ

りますが、１月29日に最上地域将来像検討会が

設立され、これまで５回の検討会が開催されま

した。当初、町村首長の方々は合併するしない

はともかく、地域の将来像についての協議は必

要であるとの認識でありましたが、検討会にお

いて共通する課題と個別の課題を整理し、最上

地域のあるべき将来像を協議する中で、合併新

法の期限を視野に入れた検討を行うこととなり

ました。現在、各市町村及び最上地域全体につ

いての現状と課題、そして合併した場合としな

い場合のシミュレーション等の検討を行ってい

るところであります。一方で、地域総合力を高

めるための広域連携の検討のための研究も行っ

ております。町村首長の方々が最上地域将来像

検討会での研究を踏まえ、今後御判断をされる

と思います。市としては、新合併特例法の期限

もあり、判断すべき時期に来ていると認識して

おり、庁内には具体的な検討をする組織を立ち

上げ、まちづくりや公共サービスなど五つのテ

ーマで研究させております。市民の皆様へは今

後も適宜情報提供を図りながら、そして将来の

新庄・最上のあるべき姿を議会の皆様とともに

十分議論を交わしながら、この課題に取り組ん

でまいりたいと考えております。 

  壇上からの答弁は以上とさせていただきます。 

１５番（平向岩雄議員） 議長、平向岩雄。 

中川正和議長 平向岩雄君。 

１５番（平向岩雄議員） 先ほどの質問の中で、

農政３対策の見直しによりまして、米で転作す

る場合の枠組みの変更により、学校給食への米
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供給など米消費をふやす取り組みをした場合に

は本年度から新規需要米として生産調整にカウ

ントするということでございますけれども、こ

の生産調整にカウントされた面積があるかどう

か、あるとすればどの程度かお伺いいたします。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

中川正和議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 今の御質問で、新規需要米

ということで、ことしからアオネギとか、いろ

んな作物について新規需要米ということで位置

づけされております。その中で、学校給食の方

の新規需要米についてもいろいろそういうこと

で取り組んでカウントされるということで、面

積はちょっと把握しておりませんけれども、後

ほど説明させていただきます。 

１５番（平向岩雄議員） 議長、平向岩雄。 

中川正和議長 平向岩雄君。 

１５番（平向岩雄議員） 次に、ふるさと納税に

ついてでございますが、７月にも市民に内容を

説明しながら推進を図ってまいりたいというこ

とでございますが、この前の新聞によりますと

西高東低というふうなことで、西日本の方では

既に一斉に寄附ということにつきまして、それ

こそ5,000円が基礎的な一つの税控除対象外と

いうことで、それに見合ういろいろな景品を添

えて宣伝をやっているということでございます

が、具体的に本市の場合そのようなことをお考

えになられているのかどうか。７月ごろに市民

に徹底するということでありますけれども、市

民に徹底するよりも、最初にまず新庄から出て

いかれました皆さん方にお願いするのが筋道で

はないかと思うんですが、その辺のお考えをお

伺いいたします。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 対応としまして、まず

ホームページでお知らせすること、これは市民

ばかりじゃなくて日本全国にお知らせできるの

で、幅広くこれは効果があるのかなと。それか

ら、答弁の中にもありましたように、市民の皆

さん方から個別に、新庄から都会などに出てい

かれた、いわゆるふるさとからそれぞれ各地に

行かれた皆様方に、市民から協力してもらって

個別通知をしていただきたいなということで、

これを市民協働というふうに考えています。

我々で封筒を用意して切手を張りまして、紹介

していただける方に住所を書いていただいて個

別に通知していただくという、その制度を市民

の方にまず知っていただくと。市民の皆様方か

らいろいろ協力していただいて、個別にそうい

った篤志をいただけるようにしていくというこ

とで、市民にお知らせということを考えてござ

います。それから、市長が申し上げましたよう

に、葛麓会とか江戸家老といった、こちらで住

所を書いてお知らせできる皆様方にはこちらで

対応していくと。個人情報で我々ができないと

ころは市民から協力していただくと。そういう

すみ分けをしながら進めていきたいなと。 

  それから、御質問にありました感謝の意でご

ざいますけれども、ふるさと産品のＰＲを兼ね

まして、御寄附いただいた皆様方に何らかの形

で感謝の意を示していきたいと考えてございま

す。金額、品目については今検討中で、その仕

組みは何とかしていきたいなと考えてございま

す。以上でございます。 

１５番（平向岩雄議員） 議長、平向岩雄。 

中川正和議長 平向岩雄君。 

１５番（平向岩雄議員） わかりました。次に、

生活排水の処理施設普及の対応についてでござ

いますが、市長の答弁では合併浄化槽も含めて

平成24年を想定してかなりの程度までの推進を

行う予定だというふうなことを申されましたが、

循環型社会形成推進交付金という制度がござい

ますけれども、合併浄化槽の期限は平成17年か

ら22年までということになっておりますが、新

庄市を除く最上７町村の中で、交付金の基本額
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でございますが、７億9,512万8,000円というこ

とであります。新庄市が幾ら財政再建とはいえ

ども、直接市民に影響するような、国で補助す

る制度でございますので、このようなおくれを

とって個人負担を増長させたということにつき

ましては、いささか私ども市含めて責任があろ

うかと思います。もっと早目に合併浄化槽、例

えば新庄市内でも下水道の張りつけがかなり遅

くなる、あるいは見込みがないというふうな地

域もありますけれども、その地域ぐらいには合

併浄化槽の設置についての助成と申しますか、

国で言う交付金、市で言うならば助成というこ

とになるわけですが、国の恩恵を受けて対応す

べきだと思いますが、その点のお考えをお伺い

いたします。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

中川正和議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 ただいまの合併浄化槽の設

置関係の補助金でございますが、御質問あった

とおり、平成16年から市の財政再建期間という

こともありまして、新庄市としては補助金を休

止しております。国の補助金は補助金対象額の

３分の１を補助するということで、基本的には

12万5,000円ぐらいの補助になりますが、山形

県の方も平成18年から補助金の交付額がゼロと

いうことを決定しておりまして、新庄市ととも

にといいますか、一般市民に対する補助額がゼ

ロということで現在遂行しております。なお、

平成21年から新財政再建計画といいますか、新

たな市の財政立て直しの中でその辺はもう一回

検討して、見直しが図れるものであれば図って

いきたいと考えております。以上です。 

１５番（平向岩雄議員） 議長、平向岩雄。 

中川正和議長 平向岩雄君。 

１５番（平向岩雄議員） 特に泉田地区などには

下水道という見込みが出てまいりませんので、

そういうところで合併浄化槽を設置する場合に

はこれらの恩恵を与えてくださるようにお願い

したいと思います。 

  それから、終わりになりますが、合併問題で

ございますけれども、市長も首長さん方と会議

を５回も行ったということでございます。何を

さておきましても、首長さん方の考えと腹の中

と、それから各市町村の議会側の意思が大切な

ものだと思いますけれども、とりあえず首長さ

ん方の考え、これは新聞報道なんかによります

と合併ありきではないんだということ、せっか

く将来像検討会をつくっても、そのような考え

方を公言する首長さん方もおりますので、その

辺は市長としてどうとらえておりますか、お伺

いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

中川正和議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 今の合併における８市町村の考え

方ということでございますが、非常にナイーブ

なことですので、タイミングを図った形での意

思判断になるのかなと思っております。当然、

新法期限内でということは立ち上げの段階で申

し上げて、８市町村の方々も十分に承知してい

るはずです。結果として、８市町村の中で２期

目の町村が２人、あとは６市町村がすべて１期

目ということで、過去を引きずるのか引きずら

ないのか本人たちも非常に苦慮する場面もあっ

て、やはりこれまで歴史を培ってきた議会との

対話あるいは議会との意思疎通、そうしたこと

が８市町村それぞれ重要な立場になってくるの

かなと思います。今後、スケジュール的に追っ

てくれば当然その時期の意思判断が来るものだ

と。それまでさまざまなシミュレーションを図

りながら、将来のこの地域全体のことをそれぞ

れの首長が判断されて結果として出てくると私

は考えております。 

１５番（平向岩雄議員） 議長、平向岩雄。 

中川正和議長 平向岩雄君。 

１５番（平向岩雄議員） 検討会につきましては

職員を配置してシミュレーション等々つくる予
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定なんだということでございますが、その主た

る事務所が新庄市かと思いますけれども、各町

村からの出向とか、そういう内容になっておる

んですか、お伺いします。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 ８市町村でつくってい

る検討会につきましては、事務局は最上広域に

ございます。町村会です。町村会に事務局を置

きまして、検討会の下に幹事会がありまして、

幹事会の事務局も町村会、事務局長も町村会の

事務局長が兼ねているということで、検討の中

心は町村会、広域、同じですけれども、そこに

置いてございます。 

１５番（平向岩雄議員） 議長、平向岩雄。 

中川正和議長 平向岩雄君。 

１５番（平向岩雄議員） 広域の町村会だという

ことでございますが、その職員みずからが最上

は一つなんだということに対しての関心の度合

いなんですが、総論賛成、各論反対という方も

おるようでございますけれども、職員が本当に

身をもって、首長さんや議会はとにかくとして

も、職員たちが合併しなければならないんだと

いう意識に燃えているかどうか、課長もその会

議に顔を出された経過があろうかと思いますけ

れども、その感触はいかがなものでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 幹事会で何回も集まっ

て、その下にまた部会もございます。部会が二

つございまして、そちらでより細かいといいま

すか、より基礎的な広範な課題について研究し

てございますけれども、「最上は一つ」でいろ

んなことをしなければならないし、事に当たっ

ていかなければならないというような認識は皆

さん同じでございます。それが合併なのか、そ

れとも地域総合力を高める事務の共同化なのか、

いろいろなテーマでそれぞれ研究していくとい

う方向性は一致でございますが、ただ、それが

すぐどういうことにつながるのかということに

ついては、そういう判断ではなくて、実務的に

与えられたいろんな仕事を着々と前に進めてい

くという認識のもとに話し合い、情報交換を行

ってございます。 

１５番（平向岩雄議員） 議長、平向岩雄。 

中川正和議長 平向岩雄君。 

１５番（平向岩雄議員） 合併というのは、先ほ

ど申し上げましたけれども、相手のあることで

ございまして、長い期間にわたって経費をかけ

ていろんな検討をいたしましても、住民投票と

かという一つの手段を講じて市民の負託にこた

えなければならないということで、積み上げた

ことが一瞬のうちに崩れるというのが合併だと

思います。経費をかけて、できないとするなら

ば、最初から余り大きな経費をかけるべきでは

ないんじゃないかと思いますけれども、前回の

ような本当に情けない、立ち消えにならないよ

うに努力を重ねていただきたいということをお

願い申し上げまして、終わります。 

中川正和議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時５２分 休憩 

     午前１１時０２分 開議 

 

中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 

  農林課長より発言の修正の申し出があります

ので発言を許します。農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 先ほどの平向議員の御質問

の中で、新規需要米ということで学校給食の件

でカウントというお話がございました。その中

で、新規需要米につきましては学校給食の分の

カウントはございません。あくまでもホールク

ロップサイレージが23名ございまして、その中

での対応ということでございます。ただ、米粉

で新規需要ということで、お一方２反歩ですけ

れども、そういう取り組みをなされている方も
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おります。訂正方おわび申し上げます。 

 

 

小嶋冨弥議員の質問 

 

 

中川正和議長 次に、小嶋冨弥君。 

   （１０番小嶋冨弥議員登壇）（拍手） 

１０番（小嶋冨弥議員） ６月定例会、一般質問

初日２番目に質問いたします小嶋冨弥でありま

す。御清聴のほどよろしくお願い申し上げます。 

  今、我が国は、個人や企業間の格差の拡大だ

けでなく、地域間にも拡大しています。財政破

綻した負け組とされておる自治体の住民サービ

スが質を下げる暮らしの一方で、東京23区のほ

とんどの区が中学校卒業するまでの医療費を無

料化するなど、豊かな自治体では住民サービス

が充実しておるのであります。地方と中央では

置かれておる環境も異なり、何が何でも全国一

律とはいかないと感じるわけでありますが、こ

こ数年の改革の波は中央よりも我々地方により

多くの痛手をもたらしておるのであります。し

かし、大切なのはそれぞれの地方が地域の個性

を生かし、そこに暮らす人々が生きがいを見出

せるような地域社会をつくることが政治に求め

られているのではないでしょうか。経済的には

中央、すなわち東京ほどに豊かでなくても、一

人一人の市民が愛着を持てるような、そして心

の豊かさを実感できる新庄市にしなければなら

ないとの思いを強く感じ、通告の順に従いまし

てお伺いするものであります。 

  まず初めに、市政運営の後期高齢者医療制度

についてであります。この制度は、高齢者の医

療費がふえるので、医療費の問題からでき上が

った制度であると思います。この医療制度では、

被保険者となる75歳以上の方々は今まで加入し

ていた医療保険制度から脱退し、後期高齢者医

療制度に加入しなければなりません。この制度

では、個人加入といって一人一人の年金から天

引きされ、保険料は一律ではありません。保険

の実施主体は都道府県単位の広域連合とされ、

医療費がふえれば同時に保険料が増加するシス

テムでもあります。現在の75歳年代の方々は、

戦後の厳しい時代に青春時代を過ごし、日本の

経済発展を支え、その後の高度成長には働き盛

りで、日本の繁栄に寄与したのであります。健

康のための費用など心配せず、静かな人生、余

生を送れる社会構造が求められるのではないで

しょうか。 

  そこで、この制度が４月よりスタートしまし

たが、新しい制度にふなれなことによる単純な

事務手続ミスが多くの自治体であったと報道さ

れました。少なくとも全国で４万人、総額２億

円超の徴収ミスが発生したとあります。ミスの

目立ったのは、保険料ゼロだった被保険者の負

担が急増するのを緩和するために９月まで免除

されていたのに、４月に天引きした。また、国

民健康保険から健康組合などに移った人のデー

タを更新せずに古いデータのまま処理したり、

所得額の計算を間違えるなどの単純ミスが目立

つそうです。ただ、緩和措置の導入が決まった

のは昨年10月末、準備期間が短い、国のつくっ

たシステムが制度に追いついていないなど、自

治体側には国に対して不満も強いそうです。い

ろんな問題を抱えた新医療制度、これらにおけ

る苦情を含め当市の現状と実情をお尋ねするも

のであります。 

  次に、揮発油税の暫定税率、道路整備財源特

別法案の再議決についてであります。ガソリン

税は、租税特別措置法によって2008年３月31日

まで25円上乗せされ、これらを延長するか廃止

するか国会でもめました。それで暫定税率は

2008年３月31日をもって失効し、全国のガソリ

ンスタンドでガソリン価格が４月１日から暫定

税率分の約25円が下がりました。しかし、４月

30日、暫定税率を復活させる租税改正法案が衆
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議院本会議で与党の賛成多数によって５月１日

から再び全国の多くのガソリンスタンドで暫定

税率分約25円が値上がりとなり、さらに原油高

と重なってレギュラーガソリンはリッター170

円台になっております。大変な価格であります。

さらに200円台にもなろうとしております。日

本経済でなく、投機的な対象で全世界的な影響

が懸念されるのであります。 

  国の道路特定財源を2008年以降10年間凍結す

る道路整備費財源特別法改正案は、５月13日午

後の衆議院本会議で憲法第59条の規定に基づき

与党の３分の２以上の多数をもって再可決され

成立いたしました。ねじれ国会による本来の予

算措置が留保され、成立のおくれによる影響に

ついて、斎藤山形県知事は５月15日の記者会見

で、暫定税率期限切れを受け、行っていた投資

的経費を中心とした2008年度の予算執行の一部

留保を同日解除した。県が執行を留保していた

のは道路関係以外の河川や農業関係を含め工事

請負費や設計委託料など、例年上半期の４月か

ら９月まで金額を執行しておるのを暫定税率期

限切れが確定となった３月31日、国の財源措置

や国の動向が定まるまでの措置として50％の約

250億円に抑えていたのであります。国交省の

今回の内示では県分として事業費ベースで131

億7,000万円の交付金が配分され、交付済みの

国庫補助金と合わせて事業費は県負担分を含め

190億6,000万円が確保されたとしています。し

かし、県では当初予算でこれらの事業費として

195億2,000万円を計上しており、４億6,000万

円の不足が生じております。また、これとは別

に、暫定税率が失効した４月分の県税、地方譲

与税の５億円が減少、これらを合わせ県では最

大10億円ほどの事業縮小の可能性があるとして

おります。また、斎藤知事はこの会見の中で、

道路事業は一定程度確保したが、今後は不足分

や減収分に対する国の対応を見きわめる必要が

あるし、場合によっては予算の減額補正の可能

性も否定できないと新聞が報道しております。

そこで、当市におけるこれらを含め市政運営に

影響等はないのかどうか、また懸念されること

はないのかをお聞きするものであります。 

  次に、ふるさと納税についてであります。こ

の件につきましては先ほど平向議員も質問して

おりましたので、簡にして要を得た質問をした

いと思います。 

  これらについて、私は３月の定例議会の一般

質問でもお聞きしました。小関議員も尋ねまし

た。市長は、実施に向け20年度中に制度化を検

討してまいりたいと答えられました。この制度

を上手に成功させ活用するには、各自治体の知

恵比べ、腕比べ、そして先手必勝でなければ魅

力がなく、「よそがやるからおれたちもやっ

か」では、生まれ育った新庄のためにお手伝い

したい気持ちが生まれてこないと思います。こ

の制度は、４月30日に衆議院で再可決された租

税改正法に織り込まれたため、当初の予定より

おくれてのスタートとなったのですが、既に準

備ができており、改正法が成立と同時にＰＲを

実施しておる自治体が多くあります。当市の取

り組みにおくれはありませんか。アクションを

お聞かせください。 

  次に、市政運営についての食育推進計画策定

についてお伺いするものであります。 

  私は、昨年の９月定例議会でこの食育につい

て一般質問いたしました。国において、国民の

ライフスタイルの多様化、家庭形態の多様化、

また食の簡素化、食の外部化等を背景に、国民

に栄養の偏り、肥満、生活習慣病の増加が見ら

れ、伝統的な食文化の喪失等さまざまな問題が

生じておるとして、国は食育基本法をつくりま

した。それは、食育は国民が生活する上での基

本であり、知識、徳育及び体質の基盤となるも

のと位置づけ、平成18年３月に策定されたので

あります。そして、これらを受け、県において

食育のあるべき姿の実現に向け、第５次山形県
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教育振興計画、やまがた食の安全・安心アクシ

ョンプラン、健康文化やまがた２１計画、そし

て18年度３月策定の県農林水産業振興計画と連

携し、夢未来やまがた食育計画として毎月19日

を家庭団らんの日として食育意識の輪を広める

とし、既に酒田市においては基本法を受けて計

画を立てています。そこで、当市はどうするお

考えですかと問いました。答弁としては、髙橋

市長が亡くなり、当時の副市長が「県では平成

18年12月に計画期間を18年度から22年度までの

５カ年計画とする夢未来やまがた食育計画を策

定した。『食がさかえ、食が働く夢未来やまが

た』を基本目標として９項目の数値目標を定め

まして、国に準じ毎月19日を家庭団らんの日と

位置づけ、食の教育力をもう一度高めるため、

県民の魅力を結集して計画の推進を図っていく

としております。本市でも食育の重要性を認識

いたしまして、学校教育課、農林課、福祉事務

所等で乳幼児から高齢期までそれぞれの持ち場

で食育に取り組んでいるが、今後新庄市として

の総合的な、そして市民参加による早い時期に

計画の策定が必要ではないかと考えておりま

す」との答弁をいただきました。これらの答弁

を踏まえまして、その後、計画はどう図られて

おるのかお尋ねするものであります。 

  次に、質問事項２番目は、エコロジーガーデ

ンについであります。すなわち旧東北農業試験

場、通称蚕糸試験場についてであります。ここ

は昭和９年に農林省蚕業試験場福島支場新庄出

張所として太田地域に開設いたしました。平成

12年３月までの66年間、いろんな改組はござい

ましたが、試験場としてこの地の農業に多くの

貢献をしてきたものであります。平成14年、市

は財務省より譲渡を受け、エコロジーガーデン

構想計画推進プランに基づき、跡地を取得いた

したわけであります。その中で、今後は試験場

の歴史や景観を重視し、体験、交流の機能をあ

わせ持つエリアとして多面的な利用展開を図り

ながら段階的に整備公開していく予定とうたっ

ております。敷地全体の面積10万6,774平方メ

ートルのうち南側に６万3,000平方メートルの

施設があり、桜、大ケヤキ、大クワの樹木があ

り、まことにいやしの空間であります。その中

に産直まゆの郷が農家の方々の農産物の直売所

として市民の支持を得て活況を呈しております

が、全体の物語と申しますか、市の財産として

はデッドストックになってはいないでしょうか。

13号バイパスと北辰小学校を結ぶ道路北側の試

験場時代の原木、樹木が茂っておるのみで、目

的がわかりません。開発は、今は市の持ち出し

や負債をしてまでの財政支出は望めないものと

思います。そこで、いろんな方法があると思い

ますが、南側の一部は健康増進のためのターゲ

ットバードゴルフやパークゴルフの練習場にし

ておりますが、今、これからの軽スポーツとし

てグラウンドゴルフを愛好しておる方がたくさ

んふえております。この方々もここの地を利用

できないかとの声も多くあります。今、この施

設は管理施設のような気がしてなりません。こ

れらのことを踏まえて、民間の力を活用するの

も選択肢の一つではなかろうかと私は思います。

10町余の施設をいかに市民のために今後どう展

開なされるのかをお聞きいたしまして、壇上よ

りの質問を終わります。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

中川正和議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小嶋議員の質問に答え

させていただきたいと思います。 

  後期高齢者医療制度について、初めにお答え

させていただきます。４月ごろに頻繁に報道さ

れておりましたのは、被保険者証の未着と保険

料の徴収対象者に関するものでございました。 

  初めに、被保険者証の問題でありますが、本

市では４月１日に後期高齢者医療制度に移行し
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た方は5,453名おりました。３月19日に該当者

に発送し、５通返送されてまいりましたが、そ

の後調査の上、返送分を再度交付し、４月４日

には残っているものはなく、該当者全員に届い

たものと思っております。また、75歳になった

日から後期高齢者医療制度に移行するため、毎

月２回に分けて該当する方に郵送しております

が、戻ってきている被保険者証はございません。 

  次に、保険料の徴収対象者についてでありま

すが、報道されておりました事例は、保険料を

徴収しなくてもよい方の年金から天引きしたと

いうもので、県内では鶴岡市、東根市、真室川

町など６市町での事例が報道されておりました。

これは社会保険等の被用者保険の被扶養者であ

った方は、半年間、激変緩和措置として保険料

の徴収が免除されることになっておりましたが、

４月の年金から天引きをしたというものでござ

いました。これにつきましても本市ではそうい

った方々からの保険料徴収は行っておりません。 

  問い合わせ等の状況ですが、４月、５月の２

カ月間で合計471件ございました。制度そのも

のに対する苦情や保険料の相談のほか、被保険

者証の字が小さいといったお話が多くございま

したが、最近ではほとんど来なくなっておりま

す。この制度は全国共通の制度でございます。

今後とも適正な運用を図ってまいりたいと考え

ております。 

  次に、揮発油税の暫定税率、道路整備財源特

例法案の再議決についての影響はという御質問

ですが、４月末の揮発油税など暫定税率復活に

続き、５月13日に改正道路整備財源特例法も衆

議院本会議で再可決されました。本市の道路関

係事業歳入予算は、維持管理なども含めすべて

これらの法案に関連したわけでございます。そ

のうちでも影響が一番懸念されました改正道路

整備財源特例法に関連する本市の道路新設改良

事業では、道路局所管事業といたしまして梅ヶ

崎吉沢線、新庄停車場松本線の２路線、また都

市局所管事業といたしまして関谷小檜室線の１

路線がございます。これらの事業につきまして

は、５月13日の再議決を受け、都市局所管事業

につきましては５月14日付で、道路局所管事業

は５月15日付で今年度の内定額について通知を

いただきました。これを受け早々に交付金の交

付申請の手続をも行い、事業着手の準備を行っ

ております。交付されます金額につきましても

要求した額を満たしたものとなっており、また

内定通知が一月ほどのおくれを生じましたが、

事業実施の準備等については行っておりました

ので、今年度事業への影響はほとんど生じない

ものと考えます。来年度以降の動向につきまし

ては、御承知のとおり、国の議決法案と閣議決

定した方針の食い違いなどがあり、今後どのよ

うに動くのか見えない部分が多いのですが、さ

まざまな機会を活用し、新庄市に不利益が生じ

ないよう働きかけていきたいと思っております。 

  次に、ふるさと納税についてですが、先ほど

平向議員からも同じ事項について御質問いただ

き、答弁申し上げたところでございますが、先

月末に開催されました13市の副市長会におきま

しても議題として取り上げられ、御指摘のよう

に各自治体がそれぞれにＰＲ活動に力を入れる

べく検討中かと存じます。制度の基本的な仕組

みについては申し上げるまでもないと存じます

が、運用のあり方、取り組みの仕方については

さまざまあるようです。一部新聞紙上で紹介さ

れておりましたが、市町村で特定の基金や条例

を設定し、目的とする施策や事業を明示して取

り組む特定財源型、寄附の使途を制限しない一

般財源型に分類されております。また、行政の

範疇を越え、市民団体が実施主体となっている

市民ファンド的なものもあるようであります。

寄附につきましても、現金だけでなく物品も扱

い、さまざまな市民活動を支援するという内容

のようであります。将来的には市民協働の視点

でこのような枠組みによる制度も可能かと思い
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ますが、当面は寄附の呼びかけに力を入れ、施

策の重点部分への活用を図りたいと考えており

ます。 

  いずれにしましても、議員の皆様、市民の皆

様、また江戸家老や最上葛麓会の皆さんなど、

本市を思う方々の御協力なしでは実現できませ

んので、さまざまな機会をとらえながら進めて

まいる所存でございます。先ほど平向議員の答

弁に申し忘れましたが、最上葛麓会へは寄附依

頼書、郵便振替などのパンフレットを詰めた封

筒を持参する予定でおります。また、６月５日

には東京在住の方より、育ててくれたふるさと

が元気になるようにということで、ふるさと納

税第１号として10万円をいただいたことも申し

添えさせていただきたいと思います。 

  次に、食育推進計画策定についてであります

が、平成18年に定められた食育基本法は、前文

において国の発展のためには何よりもまず子供

たちの健全な心と身体の形成を基本に据え、そ

のためには食が最も重要であると位置づけおり

ます。もとより、あらゆる世代、生涯を通じた

人間形成の基礎として食事をとらえることはも

ちろんのことであります。 

  本市におきましては、地域の特性に応じた新

庄市らしい食育を推進するための計画づくりと

いう視点で、学校給食を柱とした食育の推進を

図ってきております。既に学校現場におきまし

ては、文部科学省より栄養教諭を中核とした学

校・家庭・地域の連携による食育推進事業の指

定を受け、食育を通した「命輝くたくましい新

庄っ子」の育成を目標として食育全体計画を定

めており、豊かな心をはぐくむ食育推進事業、

健康な体をつくる事業、郷土を大切にする食育

事業など数多くの食育に関する事業を展開して

おります。現在、中学校における学校給食も実

現の方向で進めておりますが、給食は教育の一

環であると位置づけ、今後とも食の重要性を子

供たちに伝えていきたいと考えております。 

  また、健康部門では、乳幼児健診や健康教室

などで正しい食生活のあり方を実践させたり、

新庄市食生活改善推進協議会では親子食育事業

など、健康づくりの視点から事業を進めている

ところであります。農林部門におきましては、

地産地消の推進の取り組みの一環として学校給

食との連携、小学生による農業体験授業などの

事業を進めているところであります。 

  いずれにいたしましても、食はあらゆる世代

の人々にとって生涯にわたって健全な心と身体

を培う源であり、子供のときから食の大切さを

伝え、豊かな人間性をはぐくむことができるよ

うに、食育の推進を図っていきたいと考えてお

ります。 

  最後に、旧東北農業試験場の活用についてで

ありますが、現在、新庄市エコロジーガーデン

は、蚕糸研究の歴史を広く市民に伝え、自然環

境を学び、交流の場を提供し、もって産業の振

興と地域の活性化に資するため、旧東北農業試

験場跡地を財務省より譲り受け、平成14年９月

に開園したものであります。開園に当たりまし

ては、市民の各界各層から成る市民懇話会を中

心に広聴会の開催など市民の意見を取り入れ、

利用にかかわる基本構想を策定し、運用してき

たところであります。開園以来６年目に入りま

すが、現在、産直まゆの郷や新庄バイオマスセ

ンターなどのほか数団体が活動を行っておりま

す。特に産直まゆの郷は、会員や参加農家の御

努力もあり、年間の利用者が８万人を超え、産

直施設としては県内外から注目を集めるまでに

なっております。現在は財政再建期間中である

ことから、新たに施設を設けるということにつ

いては実施を留保していますが、老朽化に伴う

修繕など必要最小限度の整備を進めているとこ

ろであります。 

  最近は都市と農山漁村の共生、交流の推進、

地産地消の推進など国民の環境や健康、食の安

全安心に対する意識の高まりを背景に行政の課
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題も変化してきておりますので、地域ぐるみで

グリーンツーリズムを展開しております最上農

村体験ネットワークと連携を図り、エコロジー

ガーデンの利用増進に努めてまいりたいと考え

ております。また、議員の提案にありますとお

り、民間の視点に立った利用や民間活力の導入

なども考慮し、さらなる利用増進のための施策

を進めてまいりたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いします。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

中川正和議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） それでは、最初からお

聞きします。 

  後期高齢医療制度、いろいろ今日的に話題に

なっています。きのうの沖縄県の県議会におい

て、保守系が負けて、他方が勝ったとの報道が

ありました。この一つの原因に、後期高齢者医

療制度が支持を受けない、反発の結果だとも言

われております。与党の国会議員の方々も凍結

に賛成というような動きもあるやなしやと聞い

ております。そこで、新庄市の場合を私は伺っ

たわけですけれども、苦情状況はどうかという

ことでお尋ねしましたけれども、今の市長の答

弁ではさしたる問題は出なかったと。5,453名

の方々が対象ということをお聞きしました。そ

の場合、窓口は、新庄市もやるんでしょうけれ

ども、広域連合との整合性と申しますか、そう

いったつながりがなかなか見えてこないのが実

情だと思います。対象の市民の方は、もしいろ

んなことがあったらまず一番先に広域連合にす

るんですか、それとも市の健康課にするんです

か、その辺のことをまずお聞きしたい。 

  もう１点は、ＰＲが非常に不足していて、わ

からないと。私どもも11月22日の全員協議会で

説明を受けましたけれども、正直なところなか

なかわからなかった。しかし、実施してみると

いろんな問題が出てきて、非常に不平が出てい

ると。そこで、それを施行する際、一つの欠点

として説明不足ではないかと思うんですけれど

も、一応チラシが入りましたね。国の制度から

移行するときに、市民各位に実情を説明すると

いうようなことは国の方から指示があったんで

すか、その点をまずお聞きします。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

中川正和議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 ただいまの小嶋議員の御質問

についてお答え申し上げます。 

  まず最初に、後期高齢者医療制度の窓口は広

域連合か市町村かということでございますけれ

ども、市民からの窓口は基本的には市町村で実

施しておりますし、もしわからない場合は広域

連合の方に問い合わせをして、そのつなぎをや

っているところでございます。法律的には保険

料の決定とか医療を受けた給付は広域連合、保

険料の徴収、申請届け出の受付等については市

町村、もちろん保険証の受け渡しも市町村の事

務ということで、すみ分けを図っているところ

でございます。 

  それから、後期高齢者医療制度のＰＲの問題

でございますけれども、国の方が昨年からいろ

んな通知を市町村の方に出しているところでご

ざいますけれども、もちろんＰＲに努めていた

だきたいということで、国保連合会でも冊子を

つくり、広域連合でも冊子をつくり、政府広報

でも冊子をつくって、うちの方で受けておりま

す。市民の皆様方については、昨年12月に全戸

配布でチラシとパンフレットを配布したところ

でございます。また、昨年11月から出前講座等

で、さらには市内のあらゆる団体の会議等を通

じて12カ所等で実際に我々職員が出向いて説明

会を行ったところでございます。対象の人数に

つきましては650名ぐらい、来週もまた説明会

が予定されております。まだまだ説明不足の感

はありますけれども、今後ともこの制度の理解

を市民に求めるため実施していきたいと考えて
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おりますので、よろしく御理解を賜りたいと思

います。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

中川正和議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） やはりそういったこと

が心配されておるわけで、やはり年いったら安

心して安全に人生を送れるような制度にしてい

かないと、金がないから何でもかんでも削減し

て、「うば捨て山」や末期高齢者医療なんて言

われないようにしていかなければならないと思

います。 

  あと、広域連合の責任者はだれですか、知事

ではないはずです。広域連合の責任者というの

はだれなんでしょうか。そして、広域連合にか

かわる組織の職員、事務方の関係はどうなって

いるんでしょうか。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

中川正和議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 広域連合は特別地方公共団体

でありまして、そのトップは広域連合長になっ

ております。議員の選挙に基づいて、今現在は

山形市長が連合長という形になっております。

その事務をつかさどる人員体制でございますが、

現時点は22名体制となっております。内訳は、

県からの派遣が２名、国保連合会からの派遣が

２名、市町村職員からは18名、合計22名体制で

やっておりまして、事務局長は県の職員となっ

ております。以上です。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

中川正和議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 22名のうち、連合です

からわかりますけれども、新庄地区からは関係

者が入っておりますか。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

中川正和議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 派遣の人員につきましては、

新庄市の職員が今現在１名派遣されております。

昨年からの派遣で、ことし２年目となっており

ます。郡内の職員体制については、今ちょっと

資料がないので不明でございますけれども、以

上のようなことになっております。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

中川正和議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 新制度になって1,300

万人の方がこちらに移行しておると。そのうち

約793万人が４月より年金から天引きされたと。

新庄市の場合はどのような比率になっているん

でしょうか。 

  あともう１点、先ほど厚生労働省が後期高齢

者医療制度の保険料の実態調査を発表して、負

担増が低所得者ほど多いというような結果が出

ました。それで、国民健康保険料の算定方式が

三つあると、このやり方によって政府の言って

いることと実態が違っているというようなこと

が云々されていますけれども、算定方式という

のは新庄市の場合は三つのうちどれをとって保

険料を定めているんでしょうか。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

中川正和議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 先ほど5,400名の方が４月１

日現在後期高齢者医療制度の方に移行したと申

しましたけれども、うち今回の４月１日から天

引きされた人員は3,790件でございます。 

  負担増の問題でございますけれども、これは

厚生労働省の試算に基づく推計でありまして、

全国的には31％の方が負担増になったと、ちな

みに東京都では55％です。県内ではどのぐらい

かと申しますと、21％の方が増になったと推定

されております。我が新庄市でございますけれ

ども、それよりは多分低いものと認識しており

ます、県平均で21％。ただ、パターンにつきま

しては、昨年来、文教厚生常任委員会でも何パ

ターンか示しました。考え方としましては、年

金だけの単独世帯、夫婦だけの世帯、こういっ

た方々についてはすべて現行の国保税よりは安

くなるということを前から言っておりました。
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ただ、世帯の中に世帯の所得も加味されるため、

一部の方々では負担増になるケースも見られる。

また、上位所得者についても国保税と後期高齢

者の保険料が両方加味されるため、一部負担増

が見られる方もいらっしゃるということでござ

います。 

  保険料の算定の基礎は、うちの方は４方式で

算定しております。所得割、資産割、均等割、

世帯平等割、４方式でありまして、東京都等と

は若干違います。山形県内においても山形市の

例は３方式でありまして、うちの方はその点違

うものと思われます。以上です。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

中川正和議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 揮発油税の暫定税率と

道路整備には新庄市の場合は影響がないと、今

後の予算も減額するというようなことは考えら

れないという判断でいいわけですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 交付金と道路関係の臨

時交付金も含めてお答えします。影響額につき

ましては、さきの３月議会でお示ししましたよ

うに、道路重量譲与税あるいは地方道路譲与税、

自動車取得税交付金について２億2,000万円ほ

ど影響が出るという話でしたけれども、暫定税

率が一時廃止されたことに伴います影響が本市

では2,800万円ほどはね返りが出ましたけれど

も、国の方で表明していますように、全額影響

がないようにと、国全体では2,100億円ほど影

響が出たようでありますが、地方へのしわ寄せ

はないようにというような配慮をいただいてお

りますし、道路財源につきましても、道路に関

する臨時交付金につきましても影響がないよう

にというような国交省あるいは財務省からの通

達も含めて、そのような仕組みになっておりま

すので、本市については答弁にありましたよう

に影響がないと受けとめております。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

中川正和議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 食育推進計画について

お伺いしますけれども、推進計画ができている

んですか、できてないんですか、その辺をお聞

きします。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

中川正和議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 食育基本計画についてお答え

申し上げます。食育基本法の中では地方公共団

体の責務としまして基本計画を定めるように努

めるというような形で努力義務が規定されてお

ります。先ほど市長の答弁にもございましたと

おり、うちの方は新庄市らしさをということで、

子供を中心に食育の展開をしてまいりたいと答

弁申し上げました。既に教育委員会の方では学

校現場を中心にした食育推進事業という形で冊

子の立派なものができておりますので、改めて

子供を中心にした食育推進計画ならば、こうい

った冊子を再度つくる必要はないであろうと思

っておりますので、これを食育基本計画にかえ

たいと考えているところでございます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

中川正和議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） まだできてないんです

ね。ということは、新聞を見ましたら、食育推

進計画の策定が市町村で５％どまりと、これは

３月23日付の新聞ですけれども、農林水産省の

調査です。なかなかできてないのが本当だと思

いますけれども、既に隣の真室川町では「あが

らしゃれ文化」を継承、特色を生かす食育推進

計画がもうできています。山形県内でも山形、

上山、村山、尾花沢、山辺、河北、真室川、鶴

岡、酒田とやっているんですよ。これからの子

供たちを担うには、やはりそういったことでや

っていかないと、中学校の給食も食育の一環で

あろうと思いますよ。こういったことでやはり

きちっとやっていかないと、作業が大変だと思
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うんですけれども、やるものはやっていただか

ないと市民生活の向上には結びつかないと思い

ますので、努力をしていただきたいと強く要望

するものであります。 

  ふるさと納税についてお伺いします。新庄市

のホームページを見ました。「こちら市長室で

す。６月６日金曜日、ふるさと納税第１号、御

厚意に感謝します」とあります。「昨日、ふる

さと納税として初めての寄附金10万円をいただ

きました。学生時代まで新庄で過ごし、その後

関東地方において自営業を営まれ、活躍してい

る方です。この制度が話題となってから、少し

でもふるさと新庄に恩返しをしたいとずっと考

えておられたとのことです。大変ありがたくち

ょうだいし、大切に活用させていただきます。

また、この制度をできるだけ多くの方に知って

もらえるように強力にアピールしてまいりたい

と思います。本当にありがとうございました」

と、市長のコメントがありました。やはり新庄

市は情報を発信しなくても、知っていてよこし

てくれるんですよ、ありがたい話なんですよ。

先般、小関議員も質問しました。私もこれを早

くやってくださいという意味で質問したんです

よ。職員の皆さんは政策能力が問われる時代な

んです。先般、平向議員も言いました、西の方

が高い、こっちの方が遅いと。やはり気合いを

入れて、特に新庄市は財政で苦労しているのは

わかるんですよ。そういった意味で、やりたい

という気持ちがこういうふうに出ているんです

から、そういう気持ちをもっと盛り上げて早急

にやっていただかないと新庄の活力というのは

生まれてこないと思います。ぜひひとつ早目に

取り組んでやっていただきたいと思います。い

かがですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 大至急努めてまいりた

いと考えております。 

中川正和議長 ただいまから１時まで休憩します。 

 

     午前１１時５４分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

奥山省三議員の質問 

 

 

中川正和議長 次に、奥山省三君。 

   （１番奥山省三議員登壇）（拍手） 

１ 番（奥山省三議員） 午後のお疲れのところ

大変御苦労さまでございます。一般質問させて

いただきます。政友会の奥山省三です。よろし

くお願いします。 

  まず、財政再建についてでございます。２月

20日にありました新庄市の行財政改革大綱とあ

わせてお聞きしたいと思います。改めてお聞き

いたします。２月20日の全員協議会において説

明があり、討議もありましたけれども、まず第

１点でございますけれども、大綱の４ページか

ら５ページについてでございますけれども、財

政の再建についてお聞きしたいと思います。細

かい点になると思いますけれども、それは御容

赦願いたいと思います。まず、事務事業の見直

しについて、事業の継続、廃止、経費削減と資

料に載ってございますけれども、特にお聞きし

たいのは経費削減について具体的に、大綱を見

ても詳しくはわからないんですけれども、その

辺のところを詳しくお伺いしたいと思います。 

  次に、人件費の削減についてですが、現在の

職員数を26年までに310人以下ですか、以前に

は何か22年までに310人と申されたように思い

ますけれども、当市の数というのは適切な数で

しょうか、その辺のところもお願いしたいと思

います。山形市とか酒田市とか鶴岡市とか、ほ
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かの全国的な市の予算とか人口に比べてどうだ

か、その辺のところもお伺いしたいと思います。 

  それから、少子高齢化の時代に、当市の目標

は平成22年まで今の人口を守る、もちろん４万

人を切ってしまったので、３月末で３万9,814

人ですか、そういうような状況で、そういう数

字を分母にして大綱をつくったのですか、その

辺のところもお伺いしたいと思います。このよ

うに数字が変わっていくわけでございますけれ

ども、その数字の修正を図ってこれからやって

いくのでしょうか、その辺のところもお伺いし

たいと思います。 

  それから、４の補助金の圧縮について、最上

広域市町村圏事務組合分担金についてですけれ

ども、当市の一方的な考え方だけでは通用しな

いと思いますので、これもその辺の圧縮ができ

るのでしょうか、ちょっと細かい点で大変申し

わけありませんけれども。 

  それから、５の財源確保対策の強化について、

歳入確保対策委員会の機能の強化とありますけ

れども、この委員会はどういうメンバーで構成

されて、どういった機能を果たしているのかお

聞かせ願いたいと思います。遊休市有地の整理、

処分について、もう少し具体的に示していただ

きたいと思います。 

  21年度の目標数値についてでございますけれ

ども、初めの経常収支比率94.4％でございます

けれども、昨年、たしか11月の説明では18年度

決算の数字が99.7％でしたけれども、19年度で

は99.1％の見込み数値でございますが、これは

クリアできるのでしょうか。９月議会でわかる

と思いますけれども、一般的にはこの数値が

80％を超えた場合、財政の硬直が相当に進んで

いることを示すものですが、ほぼ100％に近い

数値では新規事業が全くできない状態をあらわ

していると言えます。さらに実質公債費比率、

これが一番問題でございますけれども、修正も

ありまして、昨年は29.9％から30.1％という数

値を提示されましたが、19年度は29.9％より低

い数値を達成できたのでしょうか。その辺のと

ころをお伺いしたいと思います。 

  それから、20年度決算から適用されます自治

体健全化法の四つの指標の中の実質公債費比率

は、皆さん御存じのように、前にも申し上げて

いますけれども、早期健全化団体の基準である

25％は超えてございますので、昨年、市長はこ

の数値を下回ることを第一の目標に努力する、

できない場合は御理解願いたいとおっしゃいま

したけれども、その方策としてはことしの施策

が具体的に余り改革する点が目につかないよう

に感じられますけれども、大丈夫なんでしょう

か。市債残高は21年度で150億円目標となって

ございますけれども、これはあくまでも一般会

計でございますので、特別会計を合わせれば

279億円の市債になります。それから、最上広

域の分も多分あると思いますので、まず300億

円は下らないだろうと私は思うんですけれども、

この辺を詳しくお伺いしたいと思います。市債

の増加は将来の負担を増大させて財政運営に支

障を来すものであり、市債の負担適正化計画を

作成して早期に解消していただきたいものでご

ざいます。 

  次に、空き家対策についてでございます。人

口減少につきましては、地方は現在のところ全

国的に打つ手がないような状況でございますけ

れども、当新庄市も既に４万人を割っています

けれども、それに伴って無人化してくる住宅と

か建物が数多くあるように見受けられます。こ

れらについて当新庄市ではどう対処していくの

かお伺いしたいと思います。個人の住宅等で老

人のひとり暮らしの方が亡くなった場合とか、

都会に出ていってしまって長年留守の家、また

別の土地に移転されて、古い家だけが残された

場合など、高度成長時代は終わったんですけれ

ども、放置されている建物や構築物が今後いろ

いろ出てくるように思われます。住宅の中には
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かなり老朽化して、近隣の迷惑になっているよ

うなものもあると伺っています。全く放置され

ているので、近所の人たちは家が崩れてくる心

配はないかとか、風が吹いたときなど屋根が飛

ぶのではないかと懸念しているところもあるよ

うです。土地、建物については所有者の法律の

もとに状況を勘案して対処するしか方法がない

と言われると思いますけれども、これから先こ

のようなことが市の相談窓口に、今、地域担当

制とかと言っていますけれども、そういうのも

多分これから出てくると考えられます。資金の

面または法律の面からこのような事案に対して

簡単には対処できないと考えられますが、今後

の市の方向性というか、指針というか、現時点

でのある程度の考え方を市民に示していただき

たいと思います。今、限界集落とか、いろいろ

な表現の方法があると思いますが、当市も65歳

以上の高齢者の人口が増加傾向にあることは否

めない事実だと思います。新庄市の全体を見渡

して、これからの新庄が寂れていくことは目に

見えていますけれども、将来に向かってそうい

う事案に対しての市の考え方を示していただけ

ればと思います。 

  それから、ひとり暮らしの家などはこれから

ますますふえると思います。その後は無人化し

て廃墟になると考えられますけれども、市はど

うすべきなのか、そのまま放置しておくのか、

少しは市民のために考えていただきたいと考え

ます。これらについて、できれば委員会とかを

設けて将来のことを考えてもらいたいと思いま

すけれども、その辺のところをお聞きしたいと

思います。一考をお願いしたいと思います。人

口がどんどん減少して高齢化社会に向かう今、

市の考え方を示していただきたいと思います。 

  次に、３番の情報公開についてでございます

が、前にも質問しましたけれども、情報公開に

ついてお聞きしたいと思います。当市では、市

が抱えている負債につきまして、先ほどの財政

再建とあわせて公表しておりますけれども、こ

れは画期的なことですけれども、今まで市民が

市の財政の実態について知らされていなかった

ということだと思います。情報公開につきまし

ては、その取り扱いについて慎重かつ公平さが

問われることは言うまでもありませんが、市民

協働等いろいろ言われていますけれども、本当

の意味で市民の意見を取り上げて市政に反映さ

せていただけるのでしょうか。「絵にかいたも

ち」にならないように、具体的に市民も入った

委員会でもつくればと考えますけれども、それ

はどうでしょうか。情報公開について、当市で

はどこまで進めていくのか、どういう考えで進

めるのか改めてお聞きしたいと思います。 

  以上、壇上からの質問を終わります。(拍手) 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

中川正和議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 本日午後一番、奥山議員の質問に

お答えさせていただきますが、大変数多くの数

字的なものが出てきておりますので、それにつ

いては担当の方から今答えられる範囲で答えさ

せます。 

  財政再建についてでありますが、行財政改革

大綱につきましては、新庄市におけるさまざま

な改革を積極的、計画的に推進するための基本

的な指針とするものです。そのため、大綱には

改革の基本的考え方、具体的な取り組み、進め

方について掲げており、また実施計画において

は大綱に基づく71の具体的項目を掲げておりま

す。大綱及び実施計画の策定におきましては、

市職員との大綱策定検討会において素案を策定

後、市民意見公募の実施や新庄市行政改革市民

委員会の協議などにより市民意見を反映すると

ともに、議員の皆さんからは２月20日の全員協

議会の場で貴重な御意見をいただきながら、行

財政改革推進本部において最終決定をしたとこ

ろであります。大綱の内容につきましては、４
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月発行の市報及び市ホームページで市民の皆様

に公表しているところであります。 

  実施計画等の詳細及び数値の根拠につきまし

ては、全員協議会で御説明申し上げましたが、

財政再建計画などさまざまな取り組みの数字の

積み上げとなっており、特に人件費の削減など

による財政効果額については現行の取り組みに

あわせ改定しております。今後、この計画を着

実に実行するためには、市民、地域、行政の協

働体制が最も重要となります。職員一丸となっ

てチャレンジしてまいりますので、皆様の御理

解と御協力をよろしくお願い申し上げます。 

  次の空き家対策についてであります。空き家

といいますと、個人の住宅あるいは空き店舗、

空きビルなどさまざまございますが、防災の観

点から申し上げますと、雪害、強風などで被害

が想定されるものについては、個人の財産であ

る以上、所有者の責任により維持管理すること

が原則でありますので、所有者を確認し、対応

をお願いしてまいりたいと思っております。 

  なお、緊急時や不明な場合などについては、

警察や近隣住民の方々の協力を得ながら対処し

ていきたいと考えております。 

  また、このところ老舗商店が相次いで閉店す

るなど、中心商店街も厳しい状況が続いており

ますが、より一層の出店を促すため、山形県で

行っていますやまがた元気出店事業と連携して、

商店街の魅力向上などによる中心市街地の活性

化を推進するため、新たに（仮称）新庄市中心

商店街空き店舗等出店支援事業を計画しており、

今後も積極的に取り組んでいきたいと思います。

今回御提案申し上げております補正予算にもこ

の事業費を盛り込んでおりますので、よろしく

お願いいたします。 

  次に、情報公開についてでありますが、市政

の運営に当たりましては市民と行政が情報を共

有することが大切であり、そのためにも市が保

有している情報や資料については情報公開や個

人情報の保護の趣旨にのっとり、かつ法令に反

しない範囲でこれまで以上に積極的に開示して

いくことで市政の透明性を確保していきたいと

考えております。公約にも掲げております財政

状況の公開につきましては、これまでの市の借

金残高の推移や今後の目標値について、２月に

庁舎前など３カ所に掲示するとともに、４月の

広報にも掲載させていただきました。また、今

年度からの試みとして、20年度当初予算につい

てわかりやすい説明を加えた「しんじょうのよ

さん」を作成し、これもホームページ上で公開

させていただいております。このような手法に

より、財政状況の情報公開をより一層推進して

いきたいと考えております。また、昨年12月は

新庄市パブリックコメント手続実施規程を制定、

運用しております。これは市民生活にかかわる

施策について、決定過程におきましても案の段

階で積極的に情報を開示し、市民の皆様の声を

積極的に取り入れたいとの考えであり、今後と

も財政状況を初め、よりわかりやすく情報を提

供していきたいと考えております。 

  壇上からの答弁は以上とさせていただきます。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

中川正和議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 本年３月、皆様方からいろい

ろ意見をちょうだいしながら、平成20年度と21

年度の２カ年にわたる取り組みをまとめたもの

として新庄市行財政改革大綱を策定いたしまし

た。進め方の基本としましては、仕事を進める

戦略づくりとして政策の決定の仕方を改めて練

り直そうと。それから、仕事を進める基盤づく

りということで、行革大綱全体のメーンテーマ

にもなっておりますけれども、安定的な財政基

盤を確立しようということ、それから仕事を進

める姿勢づくりとしまして市民協働という位置

づけをさらに強め、我々職員も改めて認識して

進めようと。それから、仕事を進める体制づく

り、組織、今のままでいいのか、あるいは職員
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数、定員管理の問題ですけれども、そういった

体制づくり、そのためには必ずしも正規職員だ

けでない、さまざまな形の公共サービスの提供

方法、それの仕組みをつくっていこうというこ

とで、具体的には民間委託であるとか指定管理

者制度といったものを今進めているわけです。

それから最後に、仕事を進める人づくり、議会

の場でも職員研修のことをいろいろ御指摘を受

けていますが、研修の充実、また新庄市の職員

として望ましい姿をきちんと描いて、それに一

人一人がみずから近づけていくような、そして

仕組みとしても近づけていくような、そういっ

た方針を立てようと。以上のような五つのシス

テムをつくろうということで行革大綱を策定し

たところでありまして、議会の場でも、また市

報などで市民の皆さんにもわかりやすく説明し

てきたところであります。 

  そういった基本的な考えのもとに、いろいろ

大綱に盛り込みました具体的な項目についての

御質問がありましたけれども、事務見直しに関

しましては平成16年以降のこの間の取り組みで

さまざまな事務見直しを進めてきたところであ

りますが、特に今やろうとしているのは事務事

業の優先順というものをしっかりルール化を図

っていこうということであります。特に平成20

年度予算編成でも資源の集中化ということで、

財源を少しでも有効に活用していこうというこ

とで幾つかの見直しを行っております。また、

人件費削減に関しても御質問ありましたが、人

件費に関しましては議員の皆様からも御協力い

ただいておりますけれども、まず給料自体を少

しでも圧縮していくということで、まず期末勤

勉手当についての抑制、特に管理職に関しては

手当を半分ということでこの間ずっと続けてお

りまして、財政対策の中心的なこととしてはこ

の人件費対策になっております。給与自体を抑

制するということと職員数を減らしていくとい

うことで、具体的に310名という今の目標とし

ている数字が適切かという御質問もちょうだい

しましたが、平成26年度までに310人以下にす

るという計画で今は進めておりまして、実際こ

の４年で30名減になりまして、計画よりも11名

ほど先行する形で定員管理計画については進め

ております。数字自体310というのが果たして

適切かということもありましたけれども、これ

につきましては新庄市として行うべき最低限の

行政サービスというのがございますから、平成

16年の策定当時の考え方としては、あそことあ

そこはきちんと守っていこうということを決め

て、そういったことから310名という数字を割

り出したわけですが、これは上限でありまして、

これからのいろいろな社会情勢の変化あるいは

具体的に言えば指定管理者制度の受け皿がもっ

ときちんとふえてくるということであれば、ま

だまだ310名を下げられるかもしれませんから、

あくまでも上限なんですけれども、こういった

計画のもとに今進めております。適切かどうか

というところがなかなか私どもとしても判断し

にくいところはありますけれども、現時点での

新庄市の職員数としては、一般行政部門の類似

団体との比較というのがよく使われるんですけ

れども、新庄と同規模の団体と比べてどうなの

かということでありますけれども、これは一般

行政部門だけの比較なんですが、新庄市の場合

は一般行政としては250人、類似団体では325人

ということで、それぞれの類似団体でやってい

る事務も多少は違うわけですけれども、平均的

なところから言えば相当数現時点で少なくなっ

ております。 

  それから、こういった定員管理計画を初めと

して、いろいろな取り組み目標自体が人口減を

見越しての計画になっているかという御質問も

ございましたけれども、大綱策定時点では人口

減少傾向というのはかなりはっきり示されてお

りましたし、そういったことを加味して職員数

の計画なり、いろいろなサービスの量の測定な
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ども行っておりますので、きちんと３万9,000

何百人で見たかと言われると困るんですけれど

も、そういった長期傾向を踏まえての計画でご

ざいます。 

  なお、大綱自体につきましては、今申し上げ

ましたとおり、20、21年度の２カ年の計画とし

て策定しておりますので、修正あるいは新しい

計画を策定し直すというのは、来年度中、22年

度以降の計画を策定したいというふうに考えて

おります。 

  そのほかいろいろございましたけれども、特

に財政再建の具体的な部分については政策経営

課長から引き続きお答えいたします。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 数字についていろいろ

お尋ねがありましたので、簡単にお答えしたい

と思います。 

  広域との連携はできているのかということで

すけれども、広域にも財政の５カ年計画がござ

いますので、それらと連動しながら、整合性を

とるようにしながらこの数字を連動させて立て

てございます。 

  それから、財源確保対策でありますが、歳入

確保対策委員会の中身については、政策経営、

総務、税務、福祉、生涯学習、水道、下水道な

どの課から成る庁内の委員会で、歳入の収納率

のアップとか、そういった改善のために検討、

実践している委員会でございます。 

  それから、財政再建の経常収支比率でありま

すが、現在の99.7から21年度は94.4にできるの

かということでありますが、財政再建の見通し

として21年度にはこのような数字に最大限努力

していくということでございます。それから、

29.9の実質公債費比率でありますが……。 

  その前に、遊休市有地の処分についてもござ

いました。大方処分できるところは処分してご

ざいますし、これから可能なところも鋭意検討

して何とか処分できるものについては処分した

いということで、これからも検討していきたい

ということであります。 

  それから、29.9の実質公債費比率のお尋ねも

ございました。24年度には25を切るという目標

がございますので、24年度までの３カ年平均で

23％台に抑えていくということで、これらもそ

ういった目標で進めていきたいということであ

ります。市債残高279億円から計画どおりでき

るのかということもございました。平成23年度

には最上広域も含めまして257億円まで圧縮し

たいということで、玄関前の借金残高の推移と

いうことで市民に示しているように、これらの

目標を達成していきたいと考えてございます。 

  私の方からは以上でございます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

中川正和議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 詳細な答弁ありがとう

ございました。星川課長、当市の職員の適切な

数、私は必ずしも多いとか少ないとか言ってい

るんじゃなくて、310人が適正なのか、そうい

う意味でございますので、その辺は誤解しない

でいただきたいと思います。ただ、必ずしも少

なくしろということじゃなくて、ただ、適正な

数字であるかということでございます。 

  それから、先ほど３万9,814人と私は言って

しまいましたけれども、その数字というか、細

かい数字になってしまいますけれども、分母を

幾らぐらいにしてそういう大綱を立てたのか、

その辺のところ、ただ人口減少を基本にしてや

っていますと言われても、幾らの数字、大体の

数字というのはあると思いますけれども、その

辺のところ、どのぐらいの分母というか、分子

というか、どういう数字でそういう計画を立て

たのかこの文章とか大綱の中を見ただけではわ

かりませんので、あと実施計画を見ても、ただ

実施とか計画とか書いているだけで、検討とか

と載っていますけれども、これもちょっと、２
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月20日にみんなからいろいろ協議あって、一応

私はここにメモしていますけれども、余り大し

た答えというのが返ってきてないんですよね、

これを見ますと。だから、その辺の意味で私は

今回質問したわけなんですけれども。 

  それから、財政の再建につきましても、職員

数の削減から特別職とか一般職とか、いろいろ

書いていますけれども、それよりも、財政の再

建、一番基本的なことですけれども、この四つ

の指標の中の最高が実質公債費比率ですけれど

も、四つのうち二つぐらいが来年度の３月決算

で該当してくると考えられますけれども、早期

健全化団体ですか、財政再生団体にはなりませ

んけれども、早期健全化団体の方に入ることは

間違いないと思うんです。だからそういう意味

で、この数字といいますか、基本的に人口がど

のぐらいとして計算なさったのかちょっとお聞

きしたかった次第です。その辺のところ、もし

わかったらお伺いしたいと思います。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

中川正和議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 大綱全体の前提として人口を

何人と見たかというのは、先ほども申し上げま

したとおり、何人という具体的な設定はしてお

りません。ただ、平成17年度からの計画で一た

ん大綱を策定したわけですが、その際、財政再

建計画、また定員管理計画が大綱のもとになる

大きな計画となっていたわけですけれども、そ

の時点では、思い出そうとしたんですが、何人

という議論はしていなかったと思います。ただ、

今後、例えば振興計画でうたっている４万

5,000人とか４万3,000人とか、そういった人口

がふえるという状況にはならないと、人口は減

るだろうという前提での職員数とか仕事の量と

か、そういう考え方はしておりました。 

  それから、実施計画において、確かに各年度

の取り組み内容として、この年度は検討年度、

そして何年度から実施というような極めて大ざ

っぱな書き方で、実施計画を見ただけで細部ま

でわかるというような計画にはなっておりませ

んが、ただ、例えば先ほどから話になっており

ます定員管理計画につきましても、何年度には

この施設を指定管理者にする、何年度はこの施

設を民営化するというような、そういった年度

年度ごとの裏づけのもとに数値目標、数字とい

うものも示しております。ただ、そこまで全部

市民にも公表ということにはなかなかならない

ものですから、公表になっている大綱及び実施

計画の上ではそこは検討年度なり実施年度なり

ということで、かなり大くくりな書き方になっ

ておりますけれども、裏づけというのは一応一

つ一つ積み上げて大綱なり実施計画を策定した

ところであります。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

中川正和議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 先ほど歳入確保対策委

員会のメンバーを聞いたら、庁舎内で委員会を

立ち上げているという内容でございましたけれ

ども、これは毎月会議を開くと思いますけれど

も、現在、税収入がかなり落ちているわけでご

ざいますけれども、具体的な収入の確保対策と

いうか、どういうふうに具体的に考えているの

か、もうちょっと詳しく説明をお願いしたいと

思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 毎月定例的に開催して

いるわけではございませんけれども、年何回か

お互いに連携しながら、使用料、税金その他い

ろいろ歳入に絡む項目があるわけでございまし

て、そういった歳入に絡んでいる関係各課でお

互いに連携できるところは連携し、あるいは改

善すべきところは改善していくと。お互いに数

値を共有しながらお互いに連携して、収納率あ

るいは使用料の滞納とか、そういったことがな

いように連携してやっているのが委員会の中身
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でございます。以上でございます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

中川正和議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 今の話ですと毎月開催

するといった定例会じゃなくて、その都度やる

というような感じでしたけれども、その辺は今

後も税収入の確保対策のために頑張っていただ

きたいとお願いして、財政再建については今後

計画どおり進行するように頑張っていただきた

いと思います。 

  それから、次の空き家対策の方でございます

けれども、先ほど市長からも説明ありましたけ

れども、個人の財産ですから、警察対応とか、

いろいろあると思いますけれども、近隣の迷惑

とか、そういうことについてもし市の方へ相談

なんか来られた場合は、警察に言ってください

というふうに申し上げるということになるのか、

その辺のところをお伺いしたいと思います。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

中川正和議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 ただいまの御質問なんです

が、先ほど市長から申し上げましたとおり、所

有者なり管理者というものがはっきりしている

場合には、もちろんそちらの方に確認して、市

の方から御相談申し上げて、防災とか防犯、そ

れらの排除をして安心して暮らせるようにとい

うふうなことで逐次お願いはしておりますし、

これからもそういったことで相談していきたい

と思います。ことしの冬も１件ほど雪が落ちて

くるのではないかという空き家の相談もありま

したし、その辺は区長さんとか町内会の役員さ

んなんかとも相談しますし、消防団、消防署、

警察、そういった官公庁もありますので、まず

は市の環境課の方にそういった不安があれば御

相談いただいてよろしいかと思いますので、ひ

とつよろしくお願いします。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

中川正和議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 私が申し上げたいこと

は、これからこういう案件がいろいろ出てくる

と思うんです。その場合、環境課の五十嵐課長

に相談に行くというのは、それは当然だと思い

ますけれども、ただ、市の方向というか、これ

からますますひとり暮らしの老人とか、そうい

う古いうちだけが残るというような案件が出て

くると思うんです。その辺について、悪いとは

言いませんけれども、市としてただそういう対

応だけでいいのか、そういう考えしか浮かばな

いのかなと、それだけで新庄市は……。例えば、

他市町村になりますけれども、そういう対策を

つくっているところもあると伺っていますけれ

ども、そういう考えは全然ないということなん

でしょうか。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

中川正和議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 総合的にそれらの事案とい

うのはいろいろ別な角度で被害なり、防災、安

全の観点が出てくると思いますし、例えば個人

住宅の空き住宅、大きなビルとか商店街とか、

さまざまな空き家がありますし、そこら辺を総

合的に仮に委員会とか検討会みたいなものを設

けてそういったものに向かっていくという考え

は非常に難しいと思われますので、今のところ

はそういった考えはしておりません。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

中川正和議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） わかりました。市民か

ら私たちにそういう相談があっても、個々に対

応するというか、今のところはそういう考えし

かないというふうに解釈して、そういうふうに

伝えていきたいと思います。個人の住宅以外に

も例えばファミリーデパートとか新庄厚生病院

とか、いろいろありますけれども、そういうも

のについても市は全然ノータッチというような

感じでこれからもいくという考えで解釈してよ

ろしいということでございますか。 
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五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

中川正和議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 空きビルというふうな観点

からはちょっと私の立場上申し上げられないん

ですが、防災、防犯、青少年の健全育成、そう

いった観点からは、大きなビルが市内にも空き

ビルが数カ所ありますけれども、そちらの方に

関してはバリケードを張るとか、例えばコンク

リートパネルで窓をふさぐとか、とりあえず外

側から中に侵入させないというふうに、環境課

所管の中ではそういったことで警察、防犯委員

などと協議をしながら今までも努めてきた経緯

がありますので、今後ともそういった形で対処

はしていきたいと思っております。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

中川正和議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） わかりました。 

  次の情報公開でございますけれども、先ほど

の市長の答弁で「しんじょうのよさん」という

ふうな、ホームページに出ていますけれども、

この「しんじょうのよさん」のチラシを見ます

と大変わかりやすくなっていますけれども、こ

の17ページをちょっと見て、市債の残高でござ

いますけれども、18年度合計で321億円という

のが、細かい数字ですけれども、市の市報では

４月で361億円となっています。市民から見る

とわかりにくいというか、なぜそういうあらわ

し方をするのかなとちょっと感じたんですけれ

ども、市報にはわざわざ「わかりやすい予算

書」と載っていますけれども、その辺どうして

そういうふうに違うのかお聞きしたいんですけ

れども。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 今のお話では差が40億

円ほどございますけれども、市債残高、玄関に

張っているやつは広域も入れた形で計算してご

ざいます。わかりやすい新庄市の予算書につい

ては市関係の市債残高ということで、そういっ

た記述がされているはずでございますので、若

干の数字の差異があるということであります。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

中川正和議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 私は市会議員になって

まだ日が浅いもんですから、よくわからなかっ

た点がいろいろあるんですけれども、市から出

ている市民に知らせる内容について、いろんな

ものを見て別々の数字が出てくると市民は惑わ

されると思うんですよ。だから、その辺のとこ

ろをまずきちんと、長くやっている議員の方は

すぐわかると思いますけれども、私はよくわか

らなくて、市債の残高、やはり市民から聞かれ

ますけれども、本当に新庄市の借金って幾らあ

るんですかと言われても、一般会計、特別会計

のほかに公営ですか、それと広域とかあります

けれども、その辺をもう少しわかりやすく詳し

く書いて、わかりやすい予算書と載っているわ

けですから、そこまでしたなら新庄市の予算に

ついて市民がもっと理解できるのではないかと

思いますので、そのようにやっていただきたい

と思います。 

  それから、新庄市パブリックコメントという

のは、私もよくわからないんですけれども、こ

れはどういう意味なんでしょうか、説明願いた

いと思います。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

中川正和議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 市民からの意見をいろいろち

ょうだいして、市民の声を反映させた市政の推

進という考え方で19年度に設けました制度です

が、市民生活に深くかかわるような計画の策定

なり、いろいろな施策の推進なり、そういった

場合には、案の段階で計画を市民にお示しして、

一定期間期限を決めて意見をいただいて、その

意見を生かせるものは生かした形で最終案にす

るというような考え方で、新庄だけでなくて、
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いろんなところで近年新しく設けている制度で

すが、昨年度からスタートしましたが、昨年度

は二つの計画について市民から御意見をいただ

きました。まだまだ市民自体もこの制度になじ

んでいないもんですから、御意見をどうぞと言

っても、なかなか１件とか２件とか、そういっ

た件数しか上がってきていない現状にあります

が、制度の趣旨の周知を図るなどして、市民と

一緒に考え、一緒に進める市政づくりというも

のを今後とも進めていきたいと考えております。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

中川正和議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 市民から意見を公募す

るということに集約されると思いますけれども、

このパブリックコメントについては市民に広報

等で知らせて、市民の意見を吸い上げるという

ふうにお願いして、これで私の質問を終わらせ

ていただきたいと思います。（拍手） 

中川正和議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後１時４８分 休憩 

     午後１時５７分 開議 

 

中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

小野周一議員の質問 

 

 

中川正和議長 次に、小野周一君。 

   （４番小野周一議員登壇）（拍手） 

４ 番（小野周一議員） 今期定例会４番目に一

般質問します改新会の小野です。通告に従いま

して質問いたしますので、よろしくお願いいた

したいと思います。 

  新庄市が出資している会社の経営状況につい

て、まず最初にお聞きしたいと思います。地方

自治法によりますと、市が出資している会社の

出資率が50％未満の会社であれば議会に報告す

る義務はないわけですが、平成19年３月31日現

在で新庄市は14社に対して総額7,229万8,000円

を出資しております。14社中、市が295万円

（49.91％）を出資して、市長が社長をしてい

る新庄卸売流通センターは、新庄最上地域の青

果物流通の拠点として、地場野菜、産地の育成、

地域住民へ青果物を安定的に供給していくとい

う公共的な役割を目的に設立された市場であり

ます。今までに約2,000万円の経営改善支援を

含め市は補助をしてきたわけでありますが、設

立20年目を迎え、果たして目的を達成している

のでしょうか。直近の資料によりますと、卸売

流通センターの平成18年度の当期損失額は253

万3,789円であり、平成16年度からの３年間で

は624万7,740円の損失額であります。設立当時

からの繰越損失額も1,626万8,368円と約25％も

資本が目減りし、早急に対策を講じなければ資

本金がゼロになるのは目に見えております。今

まで市の要職についていた内部の人たちがこの

会社の監査役をされてきた経緯がありますが、

どのような報告を受け、今までに対策を講じて

きたのでしょうか。 

  また、共同出資している農協は、上部団体よ

り目減りした資本金を引き当てするようにと指

導されているようですが、50％近く出資してい

る新庄市としてはどのように対応なさるのか、

あわせてお聞きしたいと思います。 

  また、卸売流通センターの収入は新庄青果株

式会社と仲買人組合からの市場使用料に依存し

ているため、新庄青果株式会社の売り上げが伸

びない限り毎年損失額が計上されるわけであり

ますが、新庄市が120万円を出資して新庄最上

地域の青果物流通の核として期待されてきまし

た新庄青果株式会社には今までに新庄市として

どのような指導、監督をなされてきたのか、あ

わせてお聞きしたいと思います。 

  また、収入の減った理由として、平成17年度
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の市場使用料の改定も一つの要因ではあります

が、平成４年、７年、14年と進出してきた大型

量販店の取扱量の変化への対応や地元農家対策、

産地対策をおろそかにしてきたことこそ、今の

経営状況になったと思いますが、今後の改善策

についてお聞きするものであります。 

  また、夕張市のように多額な借金隠しや再生

団体になるのを防ぐため、昨年度施行されまし

た財政健全化法において、第三セクターの運営

も市町村などの地方自治体の財政運営上無関係

ではなく、連結して考えるべきと定義づけされ

ましたが、新庄市においては卸売流通センター

も第三セクターとして位置づけられている会社

であり、大家とたな子の関係にある新庄青果株

式会社の経営次第では、卸売流通センターの経

営の見直しも考える時期に来ていると思います

が、どのように考えておられるかお聞きしたい

と思います。 

  ２番目の質問に移らせていただきます。 

  ４月より教育長が不在であったわけでござい

ますが、教育長職務代理者を置いたにせよ、新

庄最上地域の教育界に与えた影響は大変大きか

ったと私は思います。そういうことで、教育環

境の見直しについてお聞きします。今般、少子

高齢化を初めとし、いろいろな社会情勢の変化

により、不登校やいじめ、学級崩壊など多岐に

わたり問題が起きており、教育環境に大きく影

響を来していると言われております。そのよう

な中で、市長の教育環境の見直しが必要との考

えから、今回新しい教育長が今までの教育界出

身者ではなく、行政職出身の前総務課長が就任

されたわけでございますが、前教育長の時代に

新庄市の10年先の教育を見据えて策定され、平

成17年２月に議会に示された新庄市長期教育プ

ランを最終年度である平成26年度までは教育長

が変わっても推進していくのか。きょう、新し

くなりました教育長の就任のあいさつの中で、

長期プランについて触れられておりましたが、

改めて教育長にお聞きするものであります。 

  新庄市の人口も県内の他の市町村同様、平成

に入ると自然増加数が減少傾向をたどり、５月

末現在で前年度より368人少ない３万9,852人と

新聞報道されましたように、４万人を割ってお

ります。しかし、これは一部の自治体を除いて

は人口の減少により地域社会や教育現場にも大

きく問題を投げかけているのも事実であります。

教育委員会においては、５年、10年後の新庄市

の児童生徒数の推移を予測しているとは思いま

すが、子供たちに行き届いた教育、平等な教育

が保障されているにもかかわらず、少子化によ

る児童生徒数の減少により、小規模校と言われ

る学校では複式学級を導入せざるを得ないのが

現実であります。新庄市管内の小中学校で平成

19年度までの10年間で約700名の児童生徒数が

減少したと言われています。平成20年度、新庄

市管内の３校の小学校で46名の児童が複式学級

で学んでいるそうですが、今後、３校のほかに

も少子化による児童数の減少により複式学級を

導入せざるを得ない学校の増加が予想されるに

もかかわらず、教育委員会として今後も複式学

級の解消措置を考えずに存続させていくのでし

ょうか。あわせて、来年度からの中学校での給

食の実施を考えれば、学校の再編しか考えられ

ないと思いますが、教育委員会としてどのよう

に検討なされているのかお聞きしたいと思いま

す。また、新庄市の教育の基本的な理念として

小中一貫教育の推進を掲げておりますが、具体

的にお聞きするものであります。 

  最後に、ポジティブリスト制度についてお聞

きしたいと思います。牛肉のＢＳＥ問題を初め

とし、農作物への残留農薬問題、果樹農家の無

登録農薬の使用等で、食に対する信頼関係が損

なわれた結果、トレーサビリティー制度の導入

により食に対しての安心安全性が回復されたわ

けでありますが、その後新たに輸入食品や農作

物から基準以上の残留農薬が検出され、消費者
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に対して食への不安を与え、大きな社会問題に

なっております。食品の安全性を確保するため

に、平成18年５月に食品衛生法の改正に伴い、

すべての食品に対して人の健康を損なうおそれ

のない量としての農薬基準が設定され、すべて

の農薬が規制対象となるポジティブリスト制度

が発足しました。基準値を超えた食品について

は販売禁止措置がとられる厳しい制度でありま

す。平成17年度、新庄市管内において販売作物

として米を初めとし13品目の作物が約4,290ヘ

クタールの面積で作付され、47億5,309万円余

りの出荷額となっております。万が一、新庄市

で生産収穫された農作物から食品衛生法の基準

を上回る残留農薬が検出された場合はどうなる

のでしょうか。市場での流通販売ができなくな

るばかりでなく、風評被害等により新庄の農家

経営に与える影響は非常に大きいものと思いま

す。先般、ある県内の農協が作成し、組合員に

配付した農作物病害虫ごよみに、ポジティブリ

スト制度の基本とすべき農薬の使用基準、方法

などに記載ミスがあったとの報道がありました

が、私は食の安心は生産者と消費者との信頼関

係からしか生まれないと思います。新庄で収穫

されたすべての農作物は安心安全であると消費

者に強調できるように、関係団体との連携をど

のようになされているのかお聞きしたいと思い

ます。 

  最後に、行政と農業団体がスクラムを組んで

こそ、市長が公約している安心安全な農作物、

食材の生産振興のトップセールスマンとしての

実績が評価されるのではないでしょうか。 

  これで壇上よりの質問を終わらせていただき

ます。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

中川正和議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 小野議員の質問にお答えさせてい

ただきます。２番目の教育環境の見直しにつき

ましては、教育委員会の方から答弁させていた

だきたいと思います。 

  初めに、市が出資している会社の経営状況に

ついてということで、新庄青果物地方卸売市場

につきましては、昭和63年10月に開場して以来、

株式会社新庄卸売流通センターで管理運営をし

ております。市場の目的と役割につきましては、

私たちの毎日の食生活に欠かすことのできない

野菜や果物などの生鮮食料品は各地方より集荷

され、地域住民に安定供給できるよう公正かつ

合理的な取引と安全衛生の維持管理を図る目的

であり、さらに野菜、果物の地場産地を育成す

る役割も担っております。これらの目的と役割

を果たすため、管内市町村と全農協、そして卸

売業者の新庄青果株式会社が共同出資しており

ます。 

  出資額につきましては、全株数1,200株6,000

万円で、そのうち当市では599株2,995万円の出

資比率49.91％の構成となっております。御指

摘の経営状況につきましては、開場以来12期ま

では年商約６億円から６億5,000万円と推移し

ておりましたが、13期から16期は５億8,000万

円から５億3,000万円で、17期から18期におき

ましては４億8,000万円から４億4,000万円と取

扱高が激減しております。当社の収入は、卸売

業者、仲買人組合からの市場使用料のみであり、

取扱高が予想より大きく下回った点が経営を圧

迫している要因となっております。そうした背

景として、卸売業者の主な販売先は郡内の青果

物商でありますが、近年の大型店の進出やスー

パー、コンビニなどによるシェアの拡大、さら

に外食等の需要の拡大がますます進展し、市場

を経由しないルートの増大、流通形態が大きく

変化するなど、入荷取扱量は開設時の取扱量金

額も下回る現状であります。そうした背景の中

で厳しい経営状況でありますが、株主総会に上

程する営業報告書、貸借対照表、損益計算書、

損失金処理計算書の内容については、新庄市収
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入役、副市長がこれまで厳正に監査しており、

経営改善に努力されるよう指摘を受けてきたと

ころであります。また、県におきましても、本

市場の経営、運営状況を検査しており、毎年当

期損失が生じている状況を憂慮され、卸売業者

の経営状況を把握し、財務の健全性を確保され

るよう指導を受けており、その対応策を県に報

告しているところであります。 

  今後におきましても、健全性を確保するため、

卸売業者と連携を密にし、取扱高の増額を図る

方策として、新たな産地の育成、インターネッ

トの活用、地産地消の観点より市場を通した学

校給食への供給など販売強化を図るとともに、

付加価値の高い加工食品の取り扱いなどに取り

組んでまいりたいと考えております。卸売市場

を取り巻く状況は非常に苦しいものがあります

が、今後においても本市場が最上地域の青果物

の安定供給という使命を果たし、青果物の拠点

として地場産地育成、地域に根差した市場とし

て円滑な運営に努力してまいりたいと思います。 

  財政健全化法との関係について御質問があり

ましたが、財政健全化法にはいわゆる四つの指

標がありますが、第三セクターの財務状況が反

映されるのは将来負担比率です。ただ、この比

率に算出される要件といたしましては、その法

人と損失補償契約を締結している場合と規定さ

れています。現在、本市では損失補償契約を締

結している法人はございませんので、将来負担

比率に加算されることはございません。 

  次に、３番目のポジティブリスト制度につい

て、御質問の制度につきましては、御指摘のと

おり、一定量以上の農薬が残留する食品の販売

などを禁止する制度でありまして、対象外とし

て規定される農薬などは除かれますが、ほとん

どすべての農薬、動物用医薬品、飼料添加物に

ついて、加工食品を含むすべての食品が規制の

対象となっておりますので、残留基準を超えた

食品の販売などは原則禁止とされるものであり

ます。そもそもこの制度は、ポジティブリスト

にある農薬は基準値内で残留しても構わないが、

リストにないものは残留を原則禁止するもので

あります。無登録農薬の使用やＢＳＥ問題など

から端を発し、食の安全安心に対する関心が非

常に高くなっていることも十分に承知しており

ますので、今後とも新庄農業振興協議会を中心

に、生産団体、関係機関などと今まで以上に綿

密な連携を図るとともに、さらなる周知徹底に

努め、新庄産の安全安心ブランド構築に向けた

活動を推進していきたいと考えておりますので、

御理解と御協力のほどお願い申し上げます。 

  壇上からの答弁を以上といたします。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

中川正和議長 教育長武田一夫君。 

   （武田一夫教育長登壇） 

武田一夫教育長 私の方からは、長期教育プラン

を今後どうするのかという御質問等々について

お答え申し上げたいと思います。 

  長期教育プランは、平成17年度からの３年間、

昨年度まで創出期というふうなことで前期を終

えました。これらの反省を昨年度末にしました

けれども、今後も評価と更新を繰り返しながら、

今年度からは拡充・更新期４年間ということで

ございますので、推進していきたいと考えてご

ざいます。 

  学校再編についてでございますけれども、平

成19年12月の市議会定例会で萩野中学校改築問

題に関する市長の見解はとする質問に対して、

市長は、大規模改造か前面改築か、さらには児

童生徒数の推移をも含め全体的な教育環境整備

のあり方の検討を教育委員会に指示していると

いった趣旨の答弁がなされております。その際

に、市長答弁を受けて前教育長が平成20年度か

ら学区再編も含め社会情勢の変化に応じた教育

環境のあり方を検討していきたいといった趣旨

の答弁を行っております。最終的には教育関係

者や保護者、地域の代表者などで構成する（仮
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称）新庄市学校教育環境審議会を設置して、将

来の方向性を確認していきたいと考えており、

現在はその審議会に諮問すべき事項等に関する

資料の収集整理作業を行っているところです。 

  もう１点、小中一貫教育とはどういうものか

という御質問でございますけれども、小中一貫

教育については６・３制の見直しや９年間のカ

リキュラム編成等を直接の目的とした取り組み

を行っている国の研究開発校や経済特区を活用

した地域もありますが、本市は極めて緊密で高

度な小中連携を図り、一貫性、継続性のある取

り組みを進める教育というふうに位置づけをし

ております。つまり同じ中学校区の子供を小学

校だから中学校だからと区別しないで育ててい

こうという取り組みです。具体的には、小中学

校の先生がお互いに出かけて授業をするとか、

あいさつ運動を一緒にするとかの取り組みを行

っているところであります。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

中川正和議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） それでは通告順に従い

まして再質問させていただきます。 

  新庄市が出資している会社の経営状況という

ことで、卸売流通センターのことを聞いたわけ

でございますけれども、この会社の設立当時、

恐らく私が聞いたところによりますと、地元の

農産物を高く、消費者には安定供給していくと

いう大きな目的があったと聞いております。そ

れで、今、新庄市には二つの農業団体がありま

す。また、ここに出資している農協も最上郡に

あります。それらの農協組織の方々がどのぐら

いこの会社を利用されているのか、まずお聞き

したいと思います。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

中川正和議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 今の御質問の中で、共同出

資している全農協さんの方に確認をしておりま

した。その中で、そこの市場に対して流通セン

ターの方にどのぐらいの農産物が入荷されてい

るのかということでお聞きしましたところ、あ

る程度品目に限って、その月に出る出荷量の関

係もございますけれども、収量関係でこの品目

に限って市場の方に卸してくださいというよう

な提供はなさっているようです。毎日のように

当然市場の方には生産者から真っすぐ入ってく

るわけですけれども、そのほかに各地方の卸売

の方から入ってくるわけですが、農協の方から

はある程度の定量の産物といいますか、それは

入ってないというふうなことで伺っております。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

中川正和議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） そうすれば、先ほど壇

上より私が言いましたけれども、当初の地場野

菜産地育成なり地域住民に青果物を安定供給し

ていくという公共的な役割というものがいささ

か果たされていないと思っても差し支えありま

せんか。 

  続いて質問するわけでございますけれども、

先ほど答弁されました中に、内部から登用され

ました監査役から経営改善に努力されるように

と指摘され、さらに県からも同じような財務の

健全化を確保するために指摘を受けたという話

でありました。であれば、今までに何回となく

経営改善支援として多額の補助金を出している

わけでございますけれども、開設以来ほとんど

の累積赤字が重なって、現在、先ほど言いまし

たけれども、1,600万円を超えた累積赤字にな

っているわけでございます。それは新庄市から

の指導というものを徹底されてなかったのでは

ないかと私は思うわけでございますけれども、

その辺についてお聞きしたいと思います。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

中川正和議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 議員おっしゃるとおり、こ

の市場につきましてはやはり地場産地の育成と

いうことで、それが大きな目的で、あと安心安
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全な作物を消費者に供給するというような大事

な使命でございます。その中で、当然卸売流通

センターの役割としましては、卸売業者の方に

当然市場の建物とか施設の管理運営を適切に行

って、また卸売業者の貸与金とか正しく販売で

きるような指導は当然このセンターの役割でご

ざいます。それは今までもやってきておりまし

た。ただ、先ほど申し上げました市場を通さな

い大型店への直接の納入といいますか、それが

また大きく左右しているのかなと思っておりま

す。当然市の指導としては、今申し上げました

けれども、県の指導でも健全な経営を目指すと

いうふうなことで、いろいろ卸売業者の方にも

私どもも一応指導してまいりました。その中で

卸売業者の方も、仲買人の拡大といいますか、

生産物の取扱量の増大といいますか、あとイン

ターネットを活用したいろんな市場からの産物

を輸入するというふうなことも今後努力してい

くということで、経営改善の報告も卸売業者の

株主総会の場でも目標として報告されておりま

すので、今後ともそういうふうな方向で市の方

としても経営改善に向けて指導監督を強めてま

いりたいと思います。 

  それから、当然全農協が出資しております。

当然資本金につきましても、まもなく今期の株

主総会を予定しておりますので、取締役会のと

きにその辺についても個別に対応して、農協の

方に、ＪＡの方に迷惑をかけないような形で対

応してまいりたいと思います。よろしくお願い

します。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

中川正和議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） 今、農林課長が言った

とおり、まさにそのとおりだと私は思います。

やはり流通センターと、そこから市場手数料を

出している新庄青果物株式会社は大家とたな子

の関係にあるわけでございます。新庄青果株式

会社の取引高、いわゆる売上高が伸びない限り、

この赤字というのは毎年ふえていくものと私は

思います。そうした中で、答弁はなかったわけ

でございますけれども、新庄市と同じく共同出

資しているある農協は、上部団体より目減りし

た資本を引き当てするようにという指導を受け

ているわけなんですけれども、新庄市としても

これは市民のお金なわけです、2,900何万円と

いうのは。それよりも約25％も目減りしている

わけでございます。その点どのように対応なさ

れるのか、その点お聞きしたいと思います。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

中川正和議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 目減りした資本金というこ

とで、資本金の総額、先ほど申し上げました

6,000万円でございますけれども、そのうち19

年度の損失額が250万円ぐらいということで、

施設の維持管理も施設の使用料の中でやってい

かなければならないということで、いろいろ雨

漏りとか施設の機械関係、そういう一般的な維

持管理、一般管理費もございますけれども、そ

れもできるだけ機械もリースしたり、いろんな

そういう経営努力で、損失額を超えないような

ということで今努力しております。6,000万円

のうち、毎年累積赤字ということで、議員おっ

しゃるとおり1,600万円ほどの利益余剰金もマ

イナスになっております。その中で、やはり御

指摘の25％なり26％あるいはゼロになるという

ふうな当然予想もされます。そういうふうなこ

とにならないように、さっき申し上げましたイ

ンターネットとか、いろんな取扱高の確保を今

後ともやっていきたいと考えております。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

中川正和議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） やはり新庄市の資本金

が目減りしないように、より一層の強化指導と

いうか、そのようにお願いするものであります。 

  また、それに関連してなんですけれども、外

部監査の導入は山尾市長のマニフェストであり
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まして、この４月から今までと違い、内部から

の登用でなくて、税理士である髙山さんを登用

したわけですけれども、この卸売流通センター

においても今までは内部から、先ほどの答弁に

ありましたけれども、収入役とか助役がなられ

ていたわけなんでございますけれども、卸売流

通センターの会社の定款上問題ないとすれば、

そろそろ株主総会が開かれると思いますけれど

も、そこで同意を得られれば、外部からの監査

役の登用も考えてはいかがかと思うんですけれ

ども、これは社長である山尾市長にお聞きした

いと思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

中川正和議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 内部か外部かということがあった

わけですけれども、どの監査を入れましても、

基本的には会社の方の支出、帳簿、運営費等に

間違いなければ、基本的には監査は終了してし

まうということだと思います。議員のおっしゃ

ることは、さらに踏み込んで、外から見た感じ

で経営実態についても意見をもらったらいいの

ではないかというような提案だと思います。あ

くまでも総会上で認められなければできない状

況ですので、担当課とも相談しながら今後検討

させていただきたいと思います。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

中川正和議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） 先ほど言いましたけれ

ども、流通センターの定款上の問題なり、恐ら

く株主総会での同意がなければできないとは思

いますけれども、外部からの人を提案するとい

う手もあるわけですので、その辺のことを考え

ていただくことをお願いしたいと思います。 

  次に、２番目に質問しました教育環境の見直

しについて再質問させていただきます。 

  少子化により今後恐らく減りはしないだろう、

増加する複式学級解消の一策として私は期待し

ていたんですけれども、先ほど教育長の答弁の

中に、平成20年度から（仮称）新庄市学校教育

環境審議会を設置して、学区の再編も含めた将

来の方向性を確認していきたいという、そのた

めの資料集めとか、いろいろな準備を行ってい

る時期であると答弁されましたけれども、20年

度も２カ月が過ぎました。何月ごろから審議会

を設置する予定でありますか。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

中川正和議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 今現在、先ほど教育長が言い

ましたように、諮問事項をどういう形にするか

ということの検討作業に入っているところです。

今６月になりましたので、内部の検討会をまず

立ち上げたいと思います。それから、教育委員

会だけではなくて、広くもう少し学校関係者等

も含めた形での諮問事項を何にするかというい

うふうな部分の検討会を立ち上げたい。できれ

ば年内に審議会を設立したいと思っています。

20年12月ぐらいまでには何とかしたいと思いま

す。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

中川正和議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） ことし12月中に審議会

を開催したいというお話ですけれども、やはり

早急にそういう審議会を立ち上げていただきま

して、そして早いうちにその答申というものを

出していただきたいというのが本音であります。

なぜ私がこういうことを言うかといいますと、

ある地域の学校で地区住民とＰＴＡがいろいろ

将来を考えて、アンケートまでとって学校の統

合に関する話し合いをしております。やはり地

区住民に任せておくのではなくて、教育委員会

としての姿というものを、方向づけというもの

を出していただければ、地区住民というのは安

心すると思うわけでございます。その辺をどう

か考慮していただきまして、早急に審議会をつ

くっていただきまして、そして検討して、早急

に答申を出していただきたい、これはお願いで
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ございます。よろしくお願いいたします。 

  あと、これは新聞に載っていたんですけれど

も、学校の統廃合についてなんですけれども、

今まで学校の統廃合は地方自治体でやっていた

ものが、教育再生会議において、子供の数に合

わせた学校の適正配置を進めるため、国が望ま

しい学校の規模を示して統廃合を支援するとい

うことを示したそうであります。そして、学校

の適正配置については、教育効果を高めるため、

先ほど言いましたけれども、国は望ましい定数

とともに、統廃合を進める自治体には離れた学

校へ通うためのスクールバスの整備や廃校とな

った校舎の利用、教育定数の激変緩和に支援策

を講じると示しておりますが、これらについて

当教育委員会はどのように考えているか、検討

なされているのかお聞きしたいと思います。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

中川正和議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 その件につきましても、ただ

いま申し上げました（仮称）新庄市学校教育環

境審議会の中でもって検討していきたいと。大

体私の方で教育委員会として諮問していこうと

思っているのが今申し上げましたような通学区

域の見直し、それから耐震化事業なんかもあり

ますけれども、安全安心な学校施設の整備充実、

さっき言いましたけれども、児童生徒の安全安

心な通学手段の確保、ここら辺を確認して審議

会の方に諮問していきたいと思っています。 

中川正和議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後２時４３分 休憩 

     午後２時５１分 開議 

 

中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

今田雄三議員の質問 

 

 

中川正和議長 次に、今田雄三君。 

   （１２番今田雄三議員登壇）（拍手） 

１２番（今田雄三議員） たいまつ’07の一人と

して、６月議会の一般質問を行います。 

  ５月31日、待ちに待ったわらすこ広場のオー

プンセレモニーが行われました。時間前から親

子三代と関係者が集まり、ロビーが身動きでき

ない状況になりました。開会式に次いで園児た

ちの元気あふれるかけ声の太鼓が披露され、一

気に会場は熱気を帯びてきました。園児たちも

使いなれたジャングルやクッション、ブランコ

で汗を流して走り回っていました。一方、乳幼

児はお母さんに甘えつつ、幸せいっぱいに過ご

していました。この日だけで800名の入場者が

あったとお聞きしています。このにぎわいを市

街地活性化に結びつけていきたいと思うのは私

だけでしょうか。 

  それでは、通告に従いまして質問を行います。 

  最初に、安心安全な生活を目指して、お尋ね

いたします。 

  一つ目に、第４次新庄市振興計画の将来像に

ついてお聞きします。 

  第３次計画は平成８年度に始まり、平成22年

度を目標年度として前期10年間、後期５年間の

計画を策定しています。21世紀の新庄市の望ま

しい都市像と進むべき方向について、基本理念

として人間生活における総合的な豊かさの実現

を示しています。基本指針として、ゆとりの中

で住まうこと、働くこと、学ぶこと、そして遊

ぶことの調和と充実を図るとし、基本構想を実

現させるために５項目の基本目標を掲げ、積極

的な施策の展開を図ってこられました。そして、

「緑輝くいきいき新庄」を計画のシンボルワー

ドとして今日に至っています。しかし、省庁の

再編や企業の海外進出と少子化が相まって、人

口が極端に減少しています。人口予測値では平

成17年度に４万7,000人、平成22年度に５万人



- 60 - 

を想定していました。後期５カ年計画では平成

22年度に４万3,000人に修正しています。現在

は３月末で４万人を割り、３万9,814人になり

ました。人口の推移を例にとっても予測の難し

さを感じます。それだけに住民に安心安全な生

活を担保するために重要な基本計画と認識して

おります。経済の動向と財政運営の予測しがた

い現実を実感しています。このことにより、行

政は基本計画より財政を選択し、市民のサービ

スが低下しているのです。これらを踏まえ、第

４次基本計画が「絵にかいたもち」にならない

ためにも、基本理念を再確認の上で働く場所を

確保すること、住みよい住宅の中で子育てがで

きること、医療環境を充実拡大させること、雪

から逃避することのない都市計画を考えるべき

と思います。第４次新庄市振興計画策定の目標

と日程をお聞かせください。 

  二つ目に、社会情勢にお聞きします。 

  今、「安い・減らす・捨てる」が合い言葉の

ように使われています。国と地方、親会社と子

会社、働く者と雇用主それぞれの相関関係で、

税収減や収益減が出た場合に地方へのしわ寄せ

と弱い立場の人に負担がかけられています。地

方分権と構造改革推進の裏で格差が拡大してい

るのです。これまでは相互関係を大事にし、地

方へ、子会社に支援と補助があり、信頼関係を

維持しつつお互いに成長してきました。近年、

当事者さえよければよいとして信頼関係がいと

も簡単に切り捨てられることが顕著になってい

ます。原油の高騰や小麦粉の値上がりが政治主

導のないまま即消費者物価にはね返っています。

商店主も「元売が上がっているので」と謙虚さ

を忘れ、消費者との信頼関係を捨てているので

す。しわ寄せ、負担は常に住民に向けられてい

るのです。これらを踏まえ、行政は地方自治を

守り、住民と信頼関係を維持するために、国に

地方財政の厳しさを訴えるべきです。要望を繰

り返す中から財政を確保し、市民サービス向上

に向けてほしいのです。市長の御見解をお聞か

せください。 

  また、働きたくとも働けない人も多く、完全

失業率4.0％を示しています。労働者派遣法が

施行以来、雇用条件も複雑化し、格差が拡大し

ています。サービス残業や正規雇用と非正規雇

用については、残業代の支払いと正規雇用化に

向けて政治課題として動き出しています。しか

し、労働を取り巻く環境は厳しく、年収200万

円の人が70％おり、自殺者も３万人を超えてい

るのです。当市でも民間委託や指定管理者制度

を拡大しています。財政再建中の政策として取

り入れています。将来は雇用者が生活できる雇

用保険もあわせた契約をすべきと思います。同

時に、人事委員会勧告を実行し、信頼関係を維

持することも大切な行政の役割と思います。ま

ちの活性化は働く場の確保であり、生活できる

社会を目指すべきと思いますが、展望をお聞か

せください。 

  ２番目に、教育現場についてお尋ねします。 

  一つ目に、耐震強化の取り組みについてお聞

きします。これまでも教育現場、耐震強度につ

いて質問してきました。今回の四川大地震をき

っかけに校舎の耐震が表面化してきました。政

府でも耐震強化工事にこれまでの２分の１から

３分の２に拡大支援することになりました。不

足分は交付税で賄うとしています。補強工事が

完了している校舎が全国で40％に満たないと言

われています。築48年の校舎が多く、災害の避

難所として指定されていることを重視したと言

われています。当市でも築40年を過ぎる校舎が

多いとお聞きしています。補強工事の進捗状況

についてお聞かせください。 

  今回、萩野小学校を視察しました。階段の雨

漏りや校舎調理室の屋根の中央が弓なりにくぼ

んでいました。また、沼田小学校の体育館の天

井ボードがはがれるような感じがしました。そ

れぞれ補修しているとは考えますが、このほか



- 61 - 

多くの学校の補強工事をしなければならないと

思います。今後の補強工事計画と日程を再度お

聞かせください。 

  二つ目に、学童保育についてお聞きします。

現在、学童保育所が玉の木と堀端にあります。

今後も増設の話が聞かれますが、今後の予定を

お聞かせください。また、堀端の授産施設友愛

園が松本の訓練校に移転することが決定してい

ます。友愛園の本館は鉄筋構造であり、施設利

用が可能です。作業所は老朽化し、利用できま

せん。学童保育として本館を引き続き活用され

てはいかがですか。御提言申し上げます。学童

予想人数と収容規模など計画がありましたらお

聞かせください。 

  三つ目に、学区編成についてお聞きします。

私の町内では小学校は沼田小学校に入学し、新

庄中学校に進級していました。この固定観念が

ここ数年崩れているのです。子供同士で６年間

のつき合いを忘れがたく、明倫中学校に決めて

いるのです。親の話も聞き入れず、親は困って

いるのです。子供たちの心境はわからないもの

ではありません。大多数が明倫中学校に進むの

に、数人が新庄中学校に行くことで新たな友達

ができる煩わしさがあると思われます。これま

では地域割を基本に学区編成がなされたと思い

ますが、基本的な考えをお聞かせください。ま

た、特別な事情をどのようにしんしゃくしてお

られるのかお聞かせください。 

  以上をもちまして壇上からの質問を終わりま

す。御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

中川正和議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、今田議員の御質問に答

えさせていただきます。 

  安心安全な生活を目指してということで、第

４次新庄市振興計画の目標なども含めての御質

問でありますが、国立社会保障人口問題研究所

が試算している新庄市の将来推計人口によりま

すと、平成32年度に当たる西暦2020年には３万

7,043人、さらにその10年後には３万3,645人と

推計しております。まさに時代は少子高齢社会

がさらに進展する中、人口減少傾向がいかに縮

小していくかにあります。そのためには、本市

の将来展望や特性、魅力といったものを全国に

発信して企業進出を促し、交流人口を拡大して

いくことが重要であると認識しております。そ

のためにも、先日のわらすこ広場の開設など一

つの魅力だと言えると思います。平成23年度か

らスタートする次の振興計画、新しいまちづく

り総合計画におきましては、多様化する社会や

市民ニーズを的確にとらえ、まちづくりを進め

ていくために、行政主導でなく市民協働の考え

方でこの計画を策定していきます。本年10月に

は市民による策定委員会を立ち上げまして、多

くの市民意見を取り入れながら議論を進め、さ

らには地域座談会や各種諸団体との懇談会を重

ねて、２年後の平成22年９月の完成を目指して

おります。 

  次の地方自治を守ること、働く場の確保、生

活できる社会の実現関係でありますが、行政は

地方自治を守り、住民との信頼関係を維持する

ために、国に地方財政の厳しさを訴え、要望を

繰り返す中から財源を確保し、市民サービス向

上に振り向けられるとの見解については、やは

り地方財政の厳しさや格差拡大の現実を繰り返

し訴えていくことが肝要であると私も思ってお

ります。 

  また、労働者派遣法が施行されて以来、正規

雇用と非正規雇用の雇用条件は複雑化し、労働

条件も厳しく、格差も拡大しております。同じ

労働条件、労働内容であれば、原則その労働に

対する対価は同じであるべきで、その生活は保

障されなければなりません。働く場の確保と労

働条件の緩和、雇用環境の改善、非正規雇用者

の正規雇用化は、安心して生活できる社会を実
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現するための重要課題として改善に努めていか

なければならないと思っております。指定管理

者制度などを導入し、民間活力に期待している

市行政といたしましても、雇用の視点に配慮し、

やりがいのある施設運営になるよう努力してい

くとともに、施策展開においては雇用の場の確

保を重点課題として取り組んでまいります。国

は政治課題としてとらえ動き出しておりますが、

その動きが加速するよう地方からも訴えていく

必要があると考えております。 

  次に、教育現場の二つにつきましては、最初

の方は教育委員会に答えさせますので、よろし

くお願いします。 

  学童保育所関連についてですが、御承知のと

おり、学童保育の趣旨は、小学校に就学してい

るおおむね10歳未満の児童で、その保護者が労

働などにより、日中、家にいない家庭を対象に

授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を確保

し、その児童の健全な育成を図ることにありま

す。本市におきましては、現在、中央学童保育

所と日新学童保育所の二つがあり、約140名の

児童が登録されています。平成19年度に創設さ

れました国の事業であります放課後子どもプラ

ンにおきましては、３年間の経過措置後、22年

度には児童数71人以上の学童保育所は規模が適

正ではないということで補助対象外となります。

そのため、両学童保育所とも今後分割が必要と

なります。 

  御提案いただきました友愛園を学童保育所に

ということでありますが、現在の中央学童保育

所は新庄小学校と沼田小学校の二つの学区を対

象としておりますので、学区ごとに分割しなけ

ればならないことも想定されます。その際、新

庄小学校区の学童保育所の設置場所の一つとし

て考えられますが、友愛園自体の移転後の施設

の取り扱いも決めておりませんので、方向性が

決定しましたら今後の対応を検討したいと思い

ます。一方で、友愛園の近くの川あるいは児童

の遊び場として適切なのかといった御指摘も受

けておりますので、その辺も検討課題の一つと

させていただきたいと思います。 

  次の教育現場、小中学校の一部学区編成です

が、それにつきましては教育委員会の方に答弁

させますので、以上、私からの答弁を終了いた

します。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

中川正和議長 教育長武田一夫君。 

   （武田一夫教育長登壇） 

武田一夫教育長 私の方から教育現場についての

学校施設の耐震化についてお答え申し上げます。 

  現在、新庄市の学校施設は、小学校と中学校

を合わせて15校62棟あります。そのうち昭和56

年に定められた新耐震基準を満たしていない施

設が11校44棟となっております。耐震化事業の

進め方としては、まず施設の危険度を判断する

ための耐震診断をどの学校から行うべきかを調

査する耐震化優先度調査から始まり、次に優先

順位に従って耐震診断を行います。耐震診断で

は、施設のどの部分がどれぐらい弱いかの数値

が出てきますので、その診断結果に基づき実施

設計を行い、耐震改修工事に取りかかることに

なります。新庄市の学校施設については、平成

17年から18年にかけ耐震化優先度調査を行って

おります。今年度は市有施設の耐震化や市全体

の地震対策を講ずるための新庄市耐震化改修促

進計画を策定することになっておりますので、

学校施設についてもこの計画に基づき平成21年

度から耐震診断を行う計画としております。小

中学校の耐震化問題については、お話にありま

したように中国四川省の大地震以来、国からの

補助率や交付税措置を拡大して、自治体の実質

的な負担を大幅に軽減する方向で検討されてい

るといった報道がされていることから、それら

が決定されれば、できるだけ有利な条件での耐

震化事業を計画的に推進していきたいと考えて

おります。 
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  教育現場の小中学校の通学区域についてでご

ざいます。小中学校の通学区域につきましては、

新庄市立小学校及び中学校の通学区域に関する

規則において、小学校10校、中学校５校の通学

区域が定められており、小中学校への入学時に

入学通知書を発行して学校の指定を行っており

ます。また、転入や住所変更の届け出があった

場合には教育委員会で転入学校の指定を行って

おりますし、特に必要があると認める場合には

通学区域外の学校を指定することができること

となっております。御質問にあります通学区域

外への就学については、地理的、身体的な要件

を理由とする場合のほか、個々の児童生徒の具

体的な事情に即して相当と認められる場合に、

保護者からの申請に基づき許可しております。

基本的には当該年度を超えない範囲内で許可す

るものであり、継続して希望する方についても

新たに申請書を提出していただくことになりま

す。なお、許可条件として、児童生徒の登下校

における交通安全の確保については、保護者の

責任において行うよう指導しております。 

１０番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

中川正和議長 今田雄三君。 

１０番（今田雄三議員） 私の第４次についての

質問に対して非常に簡単に説明されましたので、

ちょっと大変だなと思うんですけれども、これ

から第４次といいますと、今までの成長期なり

バブルの時代が終わって、現在は大変苦境な状

況にあるということを認識した場合、今までの

方針を掲げてきた内容がそれでいいのかという

ような状況もあると思います。今、皆さんから

いろいろなお話を聞きながら、一つは、５カ年

計画のときもそのように説明していますからわ

かるわけですが、その中で何か変わったものが

第４次に向けてあるものか、その目玉なり日程

なりももう一度お話しください。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 23年度からの第４次の

振興計画策定につきまして、緒についたばかり

でありまして、今、構想のたたき台をつくって

いるところでございます。その中で、先ほど市

長がその概略について申し上げました。人口問

題一つ取り上げましても、今までは増加あるい

は現状維持ということが最大の目標でありまし

た。したがいまして、経済的にもやや上向きか

現状維持を最低でもそういった活力を何とかつ

けて、地域の活性化、今後とも住み続けたい新

庄市、この実現を想定して振興計画は策定され

てきました。これからは人口が減少していく、

したがって経済活動も縮まっていくのかなとい

うような直感的なイメージは想定されます。そ

れにいかに歯どめをかけて、次世代に受け継い

でいく地域社会づくり、今後とも住み続けられ

る社会、地域社会、そういった実現を目指して

何とか活力をつけてやっていかなければならな

い。その中でいろんなもろもろの課題が山積し

ているわけです。それらを一つ一つ、今までは

10年から15年ぐらいのスパンで考えていました。

これからは20年ぐらいのスパンで、次世代に引

き渡せる地域社会をつくるにはやはり20年ぐら

いのスパンで考えていかなければならないんじ

ゃないかというような考えで、今、実務的には

詰めております。そういった中で、ポイントと

なるのがやはり市民からの声、意見、構想に対

するいろんなお知恵を拝借しながらやっていく

という協働の視点が必要であると。そういった

ことで、審議会あるいは策定委員会を何回とな

く開きまして、市との相互関係を築きながらそ

ういった計画づくりを進めていきたいなと考え

てございます。どういった社会づくりを目指す

のか、具体的な施策は何なのかということは、

その審議会あるいは策定委員会での話し合いの

中で最終的にやっていきたいということですけ

れども、市長が掲げておりますいろんな施策、

マニフェスト、将来を見据えての展望がござい
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ますので、施政方針とか、いろいろ現状での振

興計画あるいはいろんな事業計画が43ほどござ

いますけれども、それらと整合性をとりながら

総合的に考えて進めていきたいと。大体２年ち

ょっとぐらいの22年９月ごろのゴールを目指し

ていますので、２年かけてそこら辺まで完成し

ていきたいと考えてございます。 

１０番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

中川正和議長 今田雄三君。 

１０番（今田雄三議員） この15年間の予測が大

変難しかったと私も言いましたが、今の計画で

すと第４次は20年というようなお話を聞きまし

た。これは逆ではないかなというふうにも思う

んです。目まぐるしい変化と人口のそういう推

移を見た場合に、もう少し短期間のスパンで、

長期的には20年でよいかもしれませんが、短期

間のスパンで具体的な政策を掲げるという方が

正しいのではないかなと思うんですが、いかが

ですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 20年というのは構想で

ございまして、その下にまた基本的な計画がご

ざいます。それらはその半分ぐらいかなという

ことで、10年あるいはそれを割るような計画、

例えば８年とか９年とか、それで実質ローリン

グしていけるような体制にしたいということで

あります。 

１０番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

中川正和議長 今田雄三君。 

１０番（今田雄三議員） それで安心しましたが、

やはり目標とすべきものを掲げていかないと大

変だなと思います。これまでもこの大綱のほか

に基本計画が六つほどずっと出ているわけです

が、その出ている内容が大体先ほど言いました

22年度を目標にした５万人体制、そして17年度

まで４万7,000人体制という増加の推移を見て

基本計画なりのものができたわけですから、そ

ういう内容では、財政の名をかりてはいるんで

すけれども、今実施できない面が随分あります。

そういういろいろな基本計画が出される中で、

やはり今言った新庄市の基本計画大綱が何とい

っても中心になると思います。５万人の事業を

するために、先ほどは職員の人数を何ではかる

かわからないという答弁があったんですけれど

も、５万人体制をつくるために職員を何人、そ

して人口に対しての割合などいろいろ計算しな

がら、そこで出てくるわけですから、あらゆる

場面に５万人というのが目標としてあったと思

うわけです。そういう意味合いで、今後20年の

スパンをつくるというときに、その目玉とする

ものは自然なのか福祉なのか、そういう面があ

ると思います。そういう意味合いで、福祉をつ

かさどれば財政が圧迫するなどという一つの模

様もあるわけですから、そういう意味合いの大

きな目標があれば、これらについてアンケート

をとりたいというものを考えているとすればお

聞かせください。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 今の後期５カ年計画は、

今田議員から言われましたように六つの柱から

成ってございます。それらをもとにどれを目玉

にしていくかという議論はこれからでございま

す。それは議員の皆様方あるいは市民の皆様方、

いろいろ意見をちょうだいする中で柱をどれに

するかと、方向をどうするのかという議論を今

後してまいりたいと、お知恵を拝借しながら進

めてまいりたいと思います。 

１０番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

中川正和議長 今田雄三君。 

１０番（今田雄三議員） そういう意味では、基

本理念として掲げておった人間生活における総

合的な豊かさの実現ということを大きく網羅し

ているわけですが、これからあと枝なり手なり

ということで、そこに補強する場面がずっと出
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てきたと理解しています。やはり人口の拡大な

り働く場がないというものが一番の欠点といい

ますか、一番の人口が少なく、そして活性化が

なくなる一つの要素としてあるわけですから、

そういう意味合いの働く場の確保というものが

やはり重要な問題だと思います。そういう意味

合いで、私は先ほども申しましたが、働く場所

を確保すること、住みよい住宅の中で子育てが

できること、医療環境を充実拡大させること、

雪からの逃避をなくすることというようなこと

を私は掲げましたが、これらも十二分に参考に

していただくということはもちろんなんですけ

れども、一つの考え方として、よその市でも出

産祝い金の10万円とか、第２子についても10万

円を払って、その後３年間は10万円ずつ払って、

商品券も与えるなどという一つの施策もあるわ

けです。そういう具体的なものをここに入れな

がらしていきますと、子供を産み育てるという

一つの状況が出てくるのではないかなと思いま

す。これらのことをやはり網羅する要素として

参考にしていただけるでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 今おっしゃられた子育

てあるいは雇用の問題、これは当然主要な柱に

なってくるのかなととらえてございます。 

  なお、今までは何次振興計画という、１次、

２次、３次の計画ということで進めてまいりま

したけれども、県内外のいろんな計画書を見ま

すと、総合計画とか、いろいろ機械的なそうい

った「計画」という名称ではなくて、それなり

の名称を使ってわかりやすい計画になってござ

いますので、その振興計画をつくる際、その名

前、ネーミングについてもいろいろ考えて、よ

り市民にわかる名称、今おっしゃられました柱

となる施策についても十分参考にしてまいりた

いと思います。 

１０番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

中川正和議長 今田雄三君。 

１０番（今田雄三議員） そういう日程的なもの

もお示しいただきましたので、その方向で進め

ていってほしいと思います。 

  次に、きのうの秋葉原の事故もありました。

これも派遣社員であって、うっぷんもあったと

思うんですが、そういう腹いせをするためにあ

あいう事故を起こすというようなことで、今、

人間の信頼関係いうのが大変薄れていると、壊

されていると思います。これがあってしかるべ

きではなくて、なくするのが私たちの任務だと

思います。新庄市でも、新聞にも報道されまし

たが、原社長さんから500万円のお金をいただ

いたと、そして将来の子供たちのためにという

ことであります。こういう会社というものは、

やはり従業員も大事にし、そのほかに地域も大

事にする、そして地域の皆さんや消費者からも

信頼を得るというような仕組みになっていると

思います。そういう意味合いで私もここに掲げ

て質問したわけですが、指定管理者の問題なり、

そういうものが安易に扱われているのではない

か。県の予算のやりとりの中にもありましたが、

ただ単に財政の問題だけを片づけようとした場

合にやはり無理がありますし、そういう中身が

小泉構造改革から今の現状を見てみますと、小

泉改革を修正する場面が随分あります。これは

よしと思って出した案であっても、それが現状

にマッチしないというような状況が出てきてい

ると思います。そういう意味合いで、信頼関係

を修復すると同時に、生活を安定させる状況も

つくってやらないと大変な時期が将来来るので

はないかと心配しています。こういう一つのも

ので、指定管理者であるから安くおさまる、た

だ安さだけを売り物にするということになって

くれば、この方々の一人一人の生活というもの

は見えないわけですから、それはそのとおりい

いんですけれども、これから次世代を担う人が

そこに入ってきた場合、やはり一つの問題とし
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て大きくクローズアップされてくるのではない

かなと今から懸念しています。その辺の見通し

についての考えはいかがですか。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

中川正和議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 指定管理者制度に関してです

けれども、現在11の施設でこの制度を活用して

おります。平成17年度から３年たちました。導

入する時点で、この場でもその制度の活用、導

入のねらいを御説明した経緯がございますけれ

ども、一番には施設の効率的、効果的な管理運

営ということがございますが、そのほかに新庄

市としては指定管理者制度に移してなおかつサ

ービス面では充実させたい、市民活動の活性化

につながるような制度活用にしていきたい、大

人数は無理ですけれども、安定的な雇用の場の

創出もこの制度で図れないか、そういう四つの

ねらいを皆様方に御説明した経過がございます

が、そういったねらいに今の制度活用が合致し

ているかどうか、３年たって改めてことし前半

ぐらいで点検、検証してみたいなと思っていま

す。その項目の中には当然そこで働く人たちの

ことも入ってくるものと思っております。まだ

具体的な形でこんなふうに見直したいというと

ころまでは全然いっていませんが、こんな形で

今年度中にいい方向を見つけていきたいなとは

思っております。 

１０番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

中川正和議長 今田雄三君。 

１０番（今田雄三議員） 今おっしゃっていただ

いたような方向で段取りをとっていただければ

大変ありがたいと思います。今はよしとしても

将来的にやはり問題になるということもこの間

随分あったと思います。そういう意味合いから

言えば、新庄市の場合は「利便性がよい」（第

３位）というような状況も今回出たようであり

ますし、また小学校なり学校の先生方が研究し

てパイナップルをつくるというような状況とか、

いろいろな知恵と努力はあるような感じがしま

す。そういう意味合いのにぎわいというものが

あるんですけれども、それを統括していく行政

がそれを見ているのか見ていないのか、そして

それに手を差し伸べるのかという状況がつくら

れているかいないかという状況だと思います。

先ほど市長は民意を大事にしながらそれらの行

動をしていくというふうにありますが、やはり

一体となっていかないと大変な状況というふう

にもなりますし、今お話しした指定管理者の１

点に絞りますけれども、そういう労働条件なり

も含めて安易に扱うと将来はね返ってくるもの

が大きいというふうに思います。市長の御見解

をお願いしたいと思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

中川正和議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 今田議員のおっしゃるとおりだと

思います。指定管理者制度の本来の導入の目的、

効率・効果的ということ、利用者サイドにより

よく利用していただき、その結果として、その

管理する方々の負担が多過ぎて管理できないと

いう状況になってはよくない、それに報いられ

るような状況を今後検証していきたいと。先ほ

ど総務課長が申し上げましたとおり、当然人事

管理等についても悪い方向ではなく、働きがい

のある場所として検証していきたいということ

ですので、御理解いただきたいと思います。 

１０番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

中川正和議長 今田雄三君。 

１０番（今田雄三議員） 働きやすい職場と信頼

関係が増幅する構造によろしくお願いしたいと

思います。 

  それから、教育現場についてお尋ねしますが、

先ほどいろいろお話がありました。そして、国

からもいろいろな状況が示されておりますから、

それに沿ってということが耐震強化については

あると思います。そういう中で、今までも耐震

強化で使用するという予算が組まれて地方には
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来るんですけれども、それが一般財源化されて、

なかなかそこに使われないという状況がこの前

のテレビ報道でもされていました。新庄の場合

はそのようなことはあるのでしょうか、ないの

でしょうか。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

中川正和議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 各学校の修繕関係ですけれど

も、児童生徒の安全を第一に緊急度の高いもの

から順次計画的に実施しております。先ほど御

指摘のありました沼田小学校体育館の天井につ

きましても、先週までに一応修繕完了しており

ます。このほか今年度は萩野小学校の外壁修繕、

山屋小学校と明倫中学校の体育館の屋根塗装、

それ以外にも各学校と連携をとりながらいろい

ろな修繕の実施を予定しているところです。参

考までに、大小ありますけれども、昨年度の学

校施設の修繕実績を申し上げますと、小学校10

校で127件670万円、中学校５校で63件640万円、

修繕費合計では190件、約1,300万円という形に

なっております。先ほどそういうふうな予算は

どうなんだということで、ここら辺に充当され

ているものと考えております。 

１０番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

中川正和議長 今田雄三君。 

１０番（今田雄三議員） 学校の耐震なり調査な

り工事に使えということで国の方では流してく

るわけですが、今、教育関係の予算も一般財源

化されてきました。地方財政が厳しいところほ

ど、その金を別の方に向けているという状況に

なっています。新庄の場合はそうではないと思

うんですが、その関係をお聞かせください。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 過日、学校図書費ある

いは教材費について、国でこういうふうにして

基準財政需要額の中に盛り込んでいますよ、そ

れがきちんと学校現場に反映されていますか、

100％充当されていますかというような記事が

載りました。全国的にそういった別のところに

充当されているというような記事が何回か出ま

したが、そのことの関連だと思いますけれども、

そのことについて言いますと、確かに何割か充

当していますけれども、完全には学校現場に還

元されているという現実には至っておりません。

ただ、それを100％実施しますと、この金額は

これ、この金額はこれと全部決まっていますの

で、単純に計算しますと完全に予算が組めなく

なります。したがって、そういった国で決めら

れた交付税の算定額というのは100数十ページ

にわたってあるんですけれども、その現場ある

いはその施策に反映できるように極力していま

すけれども、なかなか100％きめ細かく配分で

きるというような財政状況にはございません。

したがって、100％されてないんじゃないかと

いう御不満もあると思いますけれども、市民生

活あるいは教育・福祉全部100％充当するとそ

ういった現状がございますので、それらはバラ

ンスを考えましてそういう使い方がなされてい

ると、やむを得ない現状があると。財政状況が

厳しい自治体にとっては一層そういった傾向が

あるというような厳しい現状がございますので、

そこら辺はひとつ勘案していただきたいと思い

ます。一般的な答えになると思いますけれども、

そういう現状がございます。 

１０番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

中川正和議長 今田雄三君。 

１０番（今田雄三議員） 教育現場からも声を出

していただいて、そして政策経営課長がお話し

しましたとおり、目を向けられるようにひとつ

御努力をお願いしたいと思います。 

  それから、萩野小学校の場合は、聞くところ

によりますと活断層が走っている直下型のもの

だというような状況を聞いていますが、そうい

う中を避難所にしていくという、これからの計

画は、この事実は知っているでしょうか、知っ



- 68 - 

ていないでしょうか。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

中川正和議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 山形県の活断層ということ

で、大きな活断層帯があるわけですけれども、

新庄盆地活断層ということで２本ございます。

東側の場合は、鳥越付近、二ツ井あたりから仁

田山あたりまでの１本と、もう１本は東側の本

合海の大橋付近から真室川に抜ける２本の活断

層はいろんな資料で確認しております。ただ、

あの辺の付近ですと避難所となると学校しか、

まずは大勢の方を収容できる場所がございませ

んので、その辺は被害を受けた場合はその被害

に応じてほかの場所に移すとか、そういった手

段は随時手を打っていきたいと思っております。 

１０番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

中川正和議長 今田雄三君。 

１０番（今田雄三議員） よろしくお願いしたい

と思います。 

  最後に、学級編成については、これから始ま

る審議会の中でいろいろ討論されるというよう

な状況でありますから、そういう意味合いでは

各家庭が、そして地域が悩むことのないように

ひとつ進めてほしいなと要望して終わります。 

 

 

散      会 

 

 

中川正和議長 以上で本日の日程を終了いたしま

したので、散会いたします。 

  あす10日午前10時より本会議を開きますので、

御参集願います。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後３時３８分 散会 
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開      議 

 

 

中川正和議長 ただいまの出席議員は19名、欠席

通告者は斎藤義昭君１人であります。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

中川正和議長 日程第１一般質問。 

  これより２日目の一般質問を行います。 

  本日の質問者は５名であります。 

 

 

沼澤恵一議員の質問 

 

 

中川正和議長 それでは最初に、沼澤恵一君。 

   （８番沼澤恵一議員登壇）（拍手） 

８ 番（沼澤恵一議員） おはようございます。 

  一般質問２日目、１番手、政友会の沼澤恵一

です。よろしくお願いいたします。 

  それでは、通告に従い、税制についてと火災

警報器についてと学校の個別学習について、以

上３点について質問をいたします。 

  まず、１番目として、近年における環境の大

きな変化から、本市を取り巻くいろいろな課題

に直面する中で、また財政再建計画末期を迎え

た本市における重要な収入源であります税につ

いて、納めるべきものをきちんといただいてい

るかという件です。市民に徴収を課している納

付金の公平かつ公正の観点から、これらの滞納

削減と回収の取り組み全般にわたり税制の初歩

的なことを含め御質問といたしました。なお、

通告にかかわる質問は、国民の納税義務を念頭

に置いた内容で進めさせていただきます。 

  その１として、本市で徴収している税を含め

た分類について、私たちが日ごろ耳にします公

租公課と言われております納付金のうち、公租

に属するものは一口に税金と言われておるよう

ですが、その内訳と、また公課に属するものは

税以外とすれば具体的に何を指すのか、徴収し

ている内容から異なると思われますが、まずこ

の分類について教えていただきたいと思います。 

  次に、２として、個人や法人として納めなく

てはならない市が徴収している税金のうち、滞

納する主な理由と、その滞納を減らし収納率を

高めるため、本市はどのような手だてを講じて

いるのかお聞かせください。滞納のほとんどが

市税と思われますが、滞納はもとから絶つ、こ

の手法の一つと言われておりますのが個人住民

税の給与天引きによる特別徴収です。この実態

についていかがでしょうか。また、私たちに届

く納付書の到着日は納付期日のほぼ２週間前で

す。資金繰りをするにもう少し早目に通知され

ればとの声もあります。その多くは固定資産税

と住民税のようです。さらに気になりますこと

は、納税組合を廃止してから３年目となります

が、納付率の影響はいかがでしょうか。 

  次に、３として、納付期日まで納めなかった

場合、滞納扱いとなりますが、その時点で債権

と理解してよろしいかどうか。この滞納金を回

収するため、一番先に督促状が発送されます。

これで収納できれば問題ありませんが、それで

も納めなかった場合、市としてどのような努力

を重ね、対応しているのか。浜松市における滞

納削減対策とあわせ、市税の納入率向上に向け

た対策強化の一環として、市長みずから滞納者

宅を訪問し、納付を促すなど市の本気度をアピ

ールした昨年11月に関連報道がありました。 

  次に、４として、債権を最終的に処理する過
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程で、その種類によっても分かれるかと思いま

す。債権の履行期限の延長は徴収上有利なとき

に行うと聞くが、その対象はどんな場合か。次

に、徴収停止は主に強制執行に債権額が満たな

い場合と言われておりますが、この財産の算定

はどのように行ってその価値を見るのか。次に、

債権の放棄に関して、債務者の資力回復が困難

な場合と定めがあるようですが、その起因は生

活保護、破産、消滅時効のほかに不足している

ものがあるとすれば何か。ただいま申し上げま

した債権の延期・停止・放棄は不納欠損額とど

のような関係にあるのか。また、本市に該当事

例があるとすればお聞かせください。 

  次に、最後の５として、税源移譲などで地方

税の地位が高まっている中、市税等の累積滞納

額をいかに減らすことができるか。また、市民

の公正公平の観点からも、滞納は結果的に多く

の善良な市民負担となることから、負担の公平

性を揺るがします。このことが市民のモラルハ

ザードにつながる問題にもなりかねません。そ

のことを常に念頭に置かなければならないと考

えております。本市においても、滞納を簡単に

不良債権として処理してしまえば、不納欠損額

の増大につながるのではないでしょうか。財政

再建の大切な時期に脆弱な財政となりかねませ

ん。税収の疲弊を避けるためにも、債権管理は

いかにあるべきか、このことの適正化とは何か、

その取り組み、課題等の施策について伺います。 

  なお、税制、税務については全くの素人です

ので、わかりやすい答弁をお願いいたします。 

  次に、２番目として、住宅用火災警報器設置

の普及とひとり暮らし老人世帯や生活弱者に対

する対策について。 

  住宅火災から大切な命を守るため、平成18年

６月、消防法が改正されました。これに伴い、

最上広域条例を改正し、同時に施行されており

ます。この内容は、すべて住宅に火災報知機ま

たは警報器の設置が義務づけられました。今回

お聞きいたしますのは火災警報器の関連です。

あと３年と期限が定められております。法及び

条例施行から２年経過いたしましたが、本市で

の実施住宅はかなり低いと聞いております。こ

の警報器は熱や煙で感知するということで、そ

の種類ごとの効果も認識できないようです。ま

た、住宅内部は各部屋、廊下、階段など用途が

分かれております。どこにどの機種をつければ

よいのか、つけなくてもよいのか、理解に苦し

むのではないでしょうか。法改正内容を簡単に

マニュアル化し、市民に周知すべきと思います

が、いかがでしょうか 

  次に、２として、最近になり、ホームセンタ

ー等の店頭に販売用として警報器が並んでおり

ます。メーカーによっても型式の異なる機種が

多く、説明書を見てもなかなか難しいようです。

特殊なため価格も安いのかどうか、安心できる

ものなのか、市民にはわからないことがかなり

多いと思います。共同購入であればその点解決

できますし、普及拡大の意味からも効果が大き

いと思います。市が音頭をとって橋渡しを実現

できれば市民も安心かと思いますので、お聞き

いたします。 

  次に、３として、ひとり暮らしの老人世帯等

は特に効果が高いと言われております。火災発

生寸前まで、発生しても気づかない状態が年を

増すごとに多く、被害者も出ておるようです。

お年寄りひとり暮らしの家は本当に心配です。

本市において、ことしの主要事業の一つにあり

ます緊急事態通報用電話機貸し出し、対応を迅

速に行おうとした事業内容に、類似の警報器が

連動しているのかどうかお聞きいたします。こ

の方々に万が一の場合、特に早目の避難を促さ

なくてはなりません。その一つとしてこの警報

器は重要な役割を果たすと思います。本県の寒

河江市長が、ことし３月議会において09年度を

めどに高齢者単身世帯へ警報器の無償設置を約

束する答弁をいたしております。天童市でも同
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様の動きがあるようです。また、生活困窮世帯

等の生活弱者と言われる方々についても配慮が

必要かと思います。本市においていかがお考え

でしょうか。無償でないにしても、補助制度を

創設するなど、早目の対策が必要かと思います

ので、お伺いいたします。 

  次に、３番目として、本市小中学校における

個別学習内容とその指導員について。 

  すべての学校において、障害を持つ幼児、児

童生徒で支援を必要とする子供たちに対し、健

常者とともに学校生活をさらに充実させること

を目的に、昨年４月、学校教育法において特別

支援教育が位置づけられました。あれから１年

経過しましたが、本市における小中学校の教育

現場でどのように取り組まれているのか、また

その課題と対策についてお聞きいたします。 

  まず、その１として、重い障害を持つ子供た

ちは普通学級とは別の教室をもって指導されて

おります。今回、質問している対象は軽度の障

害を持つ子供たちについてであります。本市に

おいて、通常学級を対象とした場合、特別支援

教育を必要と認められる軽度障害児童生徒の在

籍数は何人ぐらいなのか。また、さきの報道で

全国の推定を発表しておりましたが、市として

どのようにとらえているのか、あわせてお尋ね

いたします。 

  次に、２として、障害を持つ子供たちが在籍

している普通学級に個別学習指導員という方々

が配置されていると思います。すべての該当す

る学級に専門の指導員として所属しているかど

うか。もし指導員不在学級があるとすれば、学

級担任の先生方は健常者と障害者の両面指導を

強いられます。日常の学習や学校生活そのもの

に何らかの影響が想像されます。この実態につ

いてと、現在該当校に配置されております個別

学習指導員の数と、それにあわせ適任者として

確保されているのか、また、今の人員で十分と

お考えなのかどうかお聞きいたします。 

  次に、３として、現在お願いしております個

別学習指導員の雇用条件について聞こえてまい

りました。日々雇用で、しかも就業時間が少な

いため、子供たちが必要とする時間数に合わな

いのではないかということ、私としても非常に

心配でなりません。今後、継続して指導員をお

願いするに当たり、また適任者の確保の面から

も待遇改善を図り、日々雇用ではなく嘱託職員

として身分保障すべきと考えますが、いかがで

しょうか、伺います。 

  次世代を担う子供たちのために、日々の教育

現場を少しも混乱させてはなりません。健康な

子供たち、また障害を持つ子供たち、どちらに

もマイナスとなってはいけません。このような

観点から、個別学習指導員は重要な意味を持つ

ものと思われます。 

  最後に、教育に「待った」はありません。財

政的な理由があるにしても、課題を整理し、対

策を講じることが今必要と考えます。改めて市

長の見解をお聞きするものであります。 

  以上をもちまして、壇上からの質問を終わり

ます。御清聴ありがとうございました。(拍手) 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

中川正和議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。本日、一番

最初の一般質問、沼澤議員の質問にお答えさせ

ていただきたいと思います。 

  本市における税等の滞納削減と債権回収の取

り組みについてということが全体的な要旨かな

と思っております。 

  初めに、公租公課につきましては、国や地方

公共団体によって賦課される公の負担の総称で

すが、これを公租と公課とに区別しますと、公

租とは租税、すなわち税と名のつくものであり、

それ以外の使用料、保険料などは公課と呼ぶも

のであります。この違いにより滞納があったと

きの最終的な対応が異なってまいります。これ
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は地方税法と地方自治法という根拠とする法に

違いがあるからであります。 

  滞納状況につきましては、平成18年度の決算

において、市民税、固定資産税、軽自動車税と

いずれも収入未済額が前年度よりもふえており

ます。また、保育所入所負担金も収入未済額が

ふえました。滞納の原因として大きなものは経

済的な理由であります。これを改善するために

は、さまざまな施策を通じて地域経済を活性化

させるほかございません。また、中には納める

意識が薄くて未納となっている例がございます。

こういった場合にはその意識を高めていただく

べく職員が何度も訪問したり、文書によって納

付を促しておるところであります。特別徴収に

関しましては市といたしましても重要と考え、

２年前から事業所に直接訪問し、働きかけを行

っているところであります。 

  納付書が送達される日でありますが、住民税

も固定資産税も法的には納期限前10日までに交

付しなければならないとされています。これを

現行よりも早くとのことですが、税の確定まで

の事務作業を綿密に進めることもありまして、

早めることは現状では困難であると考えており

ます。各税の納期は毎年同じですので、前年度

の金額を参考にあらかじめ計画を立てていただ

ければと思っております。 

  納税組合につきましては、その効果は大きい

ものがありましたが、個人情報についての意識

が変わってきたことなど、時代の要請を受けて

廃止に至ったものです。これを受けとめ、納付

率に影響しないよう、口座振替の促進や納税相

談員の配置などの努力をしているところであり

ます。 

  債権についての御質問ですが、市税等につい

ては地方税法においては債権という言葉ではな

く、地方団体の徴収金と表現されております。

民法で言う債権に当てはめてみますと、債権と

なる時期は調定し納付書を発送した時点と思わ

れます。そして、納付されたときに弁済として

消滅します。したがって、滞納となってからが

債権として強く意識されるものであります。市

税の場合、督促状を送っても納付されないとき

には催告を複数回行い、それでも納付がないと

きには警告、差し押さえ予告、差し押さえと進

みます。その間、職員が訪問活動を行って納付

相談をしております。 

  なお、市全体としても、関係課長を委員とす

る歳入確保対策委員会を開催し、各課連携しつ

つ歳入確保に努めているところでございます。 

  債権の履行延期、徴収停止、放棄についてで

すが、これらは地方自治法施行令第171条関係

の概念と思われ、税以外のいわゆる公課が該当

するものです。履行延期に類する地方税法の概

念といたしましては、第15条の徴収猶予が該当

します。徴収猶予の要件といたしましては、納

税者が震災、風水害などに遭ったときなどの場

合があり、申請に基づき１年以内の期限を限っ

て徴収を猶予することができるものであります。

徴収停止に類する概念といたしましては、第15

条の７に規定する滞納処分の停止があります。

その要件といたしましては、滞納処分をするこ

とができる財産がないときや、滞納処分をする

ことによってその生活を著しく窮迫させるおそ

れがあるときなどにできるとなっております。

なお、財産の有無につきましては、担当職員が

課税資料のほか登記簿も含めて調査し、判断し

ております。債権の放棄につきましては、第18

条の規定されている地方税の消滅時効が該当す

ると思われます。これは徴収を目的とする地方

団体の権利は、法定納期限の翌日より起算して

５年間行使しないことによって時効により消滅

するというものであります。この債権が消滅す

るときに不納欠損の手続を行います。債権の延

期や停止、税法で言う徴収猶予や徴収停止にお

いては不納欠損とはなりません。 

  市税の累積滞納額を減らす取り組みにつきま
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しては、議員御指摘のとおり、市民の公正公平

の観点から、できる限りの努力をしているとこ

ろであります。具体的には、債権を確保するた

め、給与、預金、動産、不動産の差し押さえを

実施するとともに、滞納者から具体的な納付計

画の指示があった場合には分納誓約書などを作

成し、その実行を管理しております。また、動

産を差し押さえた後にインターネット公売にも

取りかかっております。一方、破産事件や不動

産競売事件などで生活再建の途上にある市民に

対しましては、担当室内での検討会を実施の上、

滞納処分の停止を行い、早期に不納欠損処理を

しております。また、破産などに至らない滞納

者に対しましては、議員御指摘のとおり簡単に

不良債権とならないよう税務調査を徹底し、公

正公平の視点と憲法第25条にある健康で文化的

な最低限度の生活を営む権利の二つの視点から、

滞納市税の管理を進めてまいります。 

  次、住宅用火災警報器の設置義務化の周知に

ついてですが、これまで市の広報、防災につい

ての出前講座などを通じ、市民の皆様に周知を

図ってまいりました。しかしながら、これまで

の消防本部への設置届け出件数は市内では147

件にとどまっており、最上管内での設置率を見

ましても2.2％となっております。ただ、個人

で設置された場合など届け出をされていない方

もいると消防本部からは聞いております。本年

度、新庄市と新庄市婦人防火協力班連絡協議会

では、この消防法の改正に伴う住宅用火災警報

器の設置に向けてパンフレットを作成し、全戸

配布を行い、啓発に努めていく予定でおります。

また、婦人防火協力班の一部地区では、住宅用

火災警報器の共同購入を進めております。地区、

町内で共同購入の動きがありましたら、市とし

ても設置に関するさまざまな情報提供を引き続

き行ってまいりたいと思っております。 

  また、ひとり暮らし老人世帯などに対する対

策についてでありますが、本年度の主要事業で

も掲げております生活支援緊急通報事業におき

まして、65歳以上のひとり暮らし老人で身体虚

弱や病気などで緊急事態に対応することが困難

な方に通報装置を設置し、緊急時の通報に対し

て24時間対応するセンターを整備するものであ

ります。御質問の火災報知機については、平成

23年度までの設置義務化と相まって、ひとり暮

らし老人世帯も含めたすべての家に設置される

ものであり、新たな通報装置の機器には含まな

い予定であります。ひとり暮らしなどの世帯に

対しては、地域や町内会の見守りや緊急時の協

力などが欠かせないものであります。このこと

から、新たな緊急通報事業に切りかえる際にも

地域の民生委員と情報を共有するとともに、町

内の方に協力員になってもらうなど、体制を整

備してまいりたいと思います。生活弱者に対す

る補助制度の創設につきましては、今後機器の

普及状況や一般市民の方との均衡などを勘案し

ながら考えてまいりたいと思います。 

  次に、小中学校の特別支援教育等についてお

答えさせていただきます。 

  まず、議員が言われました昨年４月の改正学

校教育法ですが、障害児を集めて専門教育をす

るという従来の考えを障害のない子供とできる

だけ一緒に授業を受けさせるという姿勢に大き

く変換したものであります。そのため、2007年

度は特別支援教育改革元年と言われております。

文部科学省の調査では、障害のある児童生徒、

すなわちＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能自閉の軽度発

達障害の児童生徒は全体の6.3％在籍する可能

性が指摘されております。新庄市におきまして

は、子供の授業の様子を見るための学校訪問な

どを通してその実態把握に努めております。障

害のある子供の顕著な例を挙げてみますと、普

通学級に在籍していますので、当然授業中に動

き回ったり奇声を上げたりする場合もあります。

また、注意したりするとパニックになって飛び

出したりする場合もあります。個別学習指導員



- 77 - 

がいない学級においては担任が対応しなければ

ならないので、その間他の児童生徒は自習の状

態にあることもあります。 

  また、学習指導員の数、適任者の確保、待遇

改善についてでありますが、指導員は障害の程

度に応じて配置し、現在８名お願いしておりま

す。指導員の確保状況、待遇などについてです

が、適任者がいても他市町村であったり、収入

が少なかったり、必ずしも教員免許がある方を

確保できているとは言えない状況であります。 

  なお、詳細につきましては、教育委員会の方

から再質問でお願いしたいと思います。 

  壇上からの答弁は以上とさせていただきます。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

中川正和議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） それでは順序に従いな

がら再質問をさせていただきたいと思います。 

  まず、税制についてでありますが、先に本市

の不納欠損額について決算書を見てみたら、14

年度から16年度までは大体1,000万円台であり

ました。ところが、17年度は6,300万円、18年

度は2,700万円と、このように大きなばらつき

がありました。このばらつきは何の事情によっ

て発生したのかどうか、まず先にわかればお伺

いしたいと思います。 

今川吉幸税務課長 議長、今川吉幸。 

中川正和議長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 ただいまの不納欠損額にばら

つきがあることの理由という御質問がございま

した。これは平成14年度に滞納処理の方針を変

えたことによって大きくあらわれたものでござ

います。それまでにつきましては、先ほど時効

の御説明がありましたけれども、５年で時効と

なるわけでございますが、中には５年たたずに、

幾ら努力をしても納められる可能性がないと思

われるものにつきましては徴収停止ということ

をやりまして、３年で債権消滅するというもの

がございます。平成14年にこういった執行停止

を積極的にやっていこうというふうな方針に変

えたことによりまして、14年度に数多くの執行

停止をかけました。その３年後であります平成

17年度に不納欠損額が多くあらわれたものでご

ざいます。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

中川正和議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） わかりました。それで

は、私の２番目に質問した個人住民税の給与天

引き、要するに特別徴収に関連してお聞きした

いと思います。市内に該当する事業所は会社を

含めて今現在どのぐらいの数があるのか。それ

から、二つ目として、２年前から直接訪問した

事業所数、その成果はどうだったのかどうか。

三つ目として、特別徴収に応じない事業所側の

主な理由、これはどのように考えられるかどう

か、３点お伺いいたします。 

今川吉幸税務課長 議長、今川吉幸。 

中川正和議長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 お答えいたします。 

  新庄市内にあります事業所の数でありますけ

れども、これは平成18年の事業所統計によりま

すと2,700ほどございます。しかし、これは事

業所につきましては法人も個人もいろいろあり

まして、この中で法人組織になっているものは

1,227、これは平成19年度の法人課税から拾っ

たものでございます。このうち新庄市として市

県民税を特別徴収している事業所は528事業所

であります。したがいまして、市内の約43％の

法人事業所が特別徴収をしているということで

ございます。２年前から各事業所を回りまして、

特別徴収してくださいというふうにお願いして

いるところでありますが、２年前から約200の

事業所につきまして訪問しております。その結

果でありますが、平成19年度に、これは新庄市

内に限らず郡内も含めてなんですが、61事業所

ふえております。20年度はさらに37事業所ふえ

ております。こういったことで、各事業所を訪
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問したことによって確実に事業所数がふえてい

るところでございます。 

  それから、事業所の反応ですけれども、なか

なか応じてもらえない事業所も確かにございま

す。そういうところは特別徴収というものが法

的に義務化されているということについての理

解がないということが一つあります。事務が必

要ですから、この事務が面倒だと、あるいは従

業員の方の手取りが減るということで、雇用主

としては余りしたくないというような気持ちも

あるようです。それから、こういった依頼をし

た場合に、事業所では担当の税理士さんに相談

するわけなんですが、その肝心の税理士さんの

方での理解がないということもございました。

したがいまして、市内の関係する税理士さんの

ところにも、特別徴収は義務ですし、なるべく

やってくださいということで、税理士さんの方

にもお願いしているところでございます。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

中川正和議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） 特別徴収ですが、今の

説明でおおむねわかりますが、ことしの３月19

日、官庁速報という資料が手に入りました。こ

れを見ますと、香川県内で17市町村が特別徴収、

特徴と言われているそうですが、この特徴を県

内一斉に徹底的に行うという内容が載っており

ます。中身を見ますと、入札参加指名更新時、

この時期に「あなたの会社は特徴に応じます

か」「応じてくださいよ」という誓約をさせて

進めるんだと、それで特徴の率を上げていくと

いう内容が記載されております。本県において

もこれらしきことを各市町村に、最上郡の場合

は総合支庁の税務課長の方から配信されている

ようですけれども、先ほどの説明で新庄市の場

合は43％ですか、やはり半分も応じていないと

いうのは非常に気がかりでございます。どうか

その辺を上げるために、先ほど申し上げました

入札参加指名等も含めて十分な検討をされたら

いいのではないかと思いますが、この辺いかが

でしょうか、簡単で結構です。 

今川吉幸税務課長 議長、今川吉幸。 

中川正和議長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 ただいま議員がおっしゃいま

した情報は大変貴重であります。私どももこう

いった入札参加の資格の一つとして特別徴収を

するということは税務課としては有効だと思っ

ております。なお、契約につきましては政策経

営の方が担当になりますので、今年度、今後政

策経営課の方と詰めながら、なるべくそういう

ことをしていきたいと、税務課サイドでは思っ

ております。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

中川正和議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） よろしくお願いいたし

たいと思います。 

  次に、２番目の火災警報器について、二、三、

質問させてください。 

  先ほどの市長の壇上からの御答弁では、新庄

市は147件設置されていますということをお聞

きいたしました。大体パーセントにすると世帯

数で割りますと１％ぐらいですね。最上郡の８

市町村のデータが私の手元にありますが、これ

は消防本部のデータです。一番高いところが戸

沢村で5.25％でございます。あとは大体１％台

です。なぜ戸沢がこんなに高いのかなという理

由はわかりませんが、一つだけ、公営住宅があ

そこにあります。何棟か、かなりあるんじゃな

いでしょうか。この公営住宅にすべて警報器が

設置済みですよというお話がございました。本

市においても当然公営住宅があるわけです。そ

の辺の状況はどうなっているのかなという心配

がございます。これは環境課じゃなくて都市整

備課になるのかどうか、簡単で結構です、一言

お願いします。 

中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 

中川正和議長 都市整備課長中部 力君。 
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中部 力都市整備課長 市が管理しております市

営住宅等につきまして、自動火災報知機の設置

義務といいますか、これにつきましては平成７

年度を境にしまして、消防庁からの通達により

まして設置義務がつけられたといいますか、そ

れまでは特例によりまして設置しなくてもよい

というふうなことであったわけでございます。

それで、本市の管理している住宅につきまして

は５団地あるわけですけれども、このうち平成

７年度以降建築した住宅というのは野際団地の

２号、３号棟がございます。これについてはす

べて設置いたしております。それ以前に建設し

ておりますけれども、小檜室団地の一部につき

まして、高齢者並びに障害者等の居室がござい

ます。これについては設置いたしております。

それ以外については、平成７年以前に建設して

おりますので、その基準の関係から特に設置は

してございません。以上でございます。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

中川正和議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） ただいまの御説明で平

成７年以前という建物は設置していないと。団

地形式の場合だったらほとんど火災警報器じゃ

なくて火災報知機義務に該当して、ついている

のではないかなと思っていたんですけれども、

もしついてないとすれば、松本団地は戸建てで

すので、あそこはついてないのかなと思ったん

ですけれども、ちょっと私の勘違いなのかどう

か、もう一度その辺。 

中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 

中川正和議長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 今申し上げましたように、

平成７年を境にして、それ以後に建築したもの

については火災報知機は設置しておりますけれ

ども、以前の玉の木とか北新町、松本団地等に

ついては設置してございません。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

中川正和議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） あと３年の期限です。

家庭用で今一生懸命進めようとしている中でご

ざいますので、なるべく早く警報器の設置はし

た方がよろしいんじゃないでしょうか。よろし

くお願いしたいと思います。 

  それから、私の質問で共同購入と申し上げま

したが、他の市町村、最上郡内だけでも結構で

すが、共同購入を実施しているというような市

町村はございますでしょうか。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

中川正和議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 現在のところ、最上郡内で

の共同購入というのは確認しておりませんが、

県内13市の方を確認したところ、尾花沢市と東

根市等で共同購入という形での設置は確認して

おります。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

中川正和議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） その辺も一つなるだけ

そういうふうな、みんなで買えば安くなるとい

うこともあるし、ＰＲも兼ねて早く進められる

んじゃないかなと思いますので、なお検討方お

願いしたいと思います。 

  あと、この関係で、先ほど市長答弁にござい

ました緊急通報事業の中で、今回は警報器はセ

ットされていないというようなお話でございま

した。これは９月か10月以降に多分されると思

うんですけれども、今現在連動していないよう

なお話でございましたので、その後９月、10月

に新しくした場合は何もなくなってしまうとい

う気がいたします。これはかなり心配じゃない

でしょうか、どうなんですか。その時期に合わ

せて、そんなに高額なお金も必要でないと思い

ますので、できるのであれば９月補正でも組ん

で、この事業と一緒にされればいいなという願

いを持っていますが、その辺いかがでしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

中川正和議長 福祉事務所長田口五郎君。 
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田口五郎福祉事務所長 現行の緊急通報システム

につきましては、１カ所、ガス台の上に火災報

知機を設置してございます。新しいシステムに

はついていない一番の理由ですが、消防法の規

定によりまして、すべての世帯に設置が義務づ

けられたと、そういった観点から新しいシステ

ムからは除いたところでございます。それで、

特に高齢者が設置していない理由としてはＰＲ

不足等が一番考えられるわけですけれども、機

器を変更する際にそういった設置の義務化につ

いて福祉事務所の方としてもＰＲを図りたいと

思います。 

  なお、高齢者の中には、高齢者によらない家

庭もございますけれども、法によって設置が義

務づけられているにもかかわらず、経済的な理

由をもって対応できない家庭があるとすれば、

そういった状態を解消することが行政の役割の

一つであるということと強く認識してございま

す。以上です。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

中川正和議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） そうですね、強く認識

してもらって、できるだけ早く実行できればと

お願いしておきたいと思います。 

  それから、次の個別学習指導員について質問

させていただきます。 

  市長の答弁で、このような個別学習の必要な

子供たちについて全国的には6.3％ぐらいじゃ

ないかという説明を受けました。新庄市の児童

数に合わせるとかなりの数になりそうな気がい

たします。実際、軽い障害を持つ子供たち、こ

の対象となっているのは何名いらっしゃるんで

しょうか、まず先にお伺いします。 

山川義隆学校教育課長 議長、山川義隆。 

中川正和議長 学校教育課長山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 ただいまの6.3％という

ことでございますが、新庄市の児童生徒数に合

わせますと約240名ほどになります。ただ、こ

れは可能性が指摘されているだけでございまし

て、先ほど市長答弁にもございましたように、

学校を訪問して、指導主事等私たちなり見て、

これは障害を持っている子供じゃないかという

ふうな形で一人一人丁寧に見ております。その

中で、今年度ちょっと障害があるんじゃないか

というふうに見ていた子供の人数を申し上げま

すと、小学校で39名、中学校で９名となります。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

中川正和議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） 足すと48名でございま

すね。指導員は、市長答弁で８名とお聞きいた

しました。48名に対して８名の指導員数、どう

考えても足りないなんていうんじゃなくて、こ

んな状態でよろしいのかどうかと思います。実

際、学校によっても障害を持っている子供たち

の在籍数が違うかなと思いますが、一番多い学

校で何名の障害児童、指導員が配置されていま

すか、人数だけで結構です。 

山川義隆学校教育課長 議長、山川義隆。 

中川正和議長 学校教育課長山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 一番多い学校でございま

すが、10名ほどになります。その学校について

は２名の個別指導員をつけております。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

中川正和議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） 10名に対して２名とい

うことは、ちょっと考えられない指導員数じゃ

ないでしょうか。どんな指導をしているのかわ

かりませんけれども、先ほどの市長答弁にもあ

りましたように、かなり教室内で騒ぎまくった

り、あるいはいろいろな症状によって、多動性

といいますか、動きがある子供たちがおるとい

うようなこともお聞きしています。そんな中で

これで十分な指導ができますかね、どうなんで

しょう。私の考えですけれども、これは48名、

本来であれば１ずつ48名の指導員であれば大変

結構だと思うんですけれども、そこまではいか
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ないにしても、少なくとも半分ぐらいの指導員

がいないとだめなんじゃないですか。今、小中

学校合わせますと15校ありますね。仮に２人ず

ついたにしても30名となるわけです。一つの学

校に２人ずつの指導員がいた場合30名、これぐ

らいは本当に必要だと思います。 

  この方々は日々雇用で雇われていると。時給

を聞いてみますと890何円だそうです。月額五、

六万円でお願いしていると、通勤費なし。これ

では適切な指導員の確保ができないんじゃない

でしょうか、どうでしょうか。これを何とか、

最後に私も申し上げているんですけれども、嘱

託職員とか、そういう形にして採用すれば、き

ちんとした応募者も多くなるし、うまく人数も

ふやせると思いますが、いかがでしょうか、最

後にお伺いいたします。 

中川正和議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時５２分 休憩 

     午前１１時０１分 開議 

 

中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

中川正和議長 次に、佐藤悦子君。 

   （２番佐藤悦子議員登壇）（拍手） 

２ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表いた

しまして、一般質問を申し上げます。 

  最初に、後期高齢者医療制度について、国に

対して撤廃を求めていただきたいということと、

市独自の対応を求めて質問をいたします。 

  後期高齢者医療制度は、75歳以上のすべての

人を今までの保険から脱退させ、高い保険料負

担を押しつけ、受ける医療は制限するという高

齢者差別の医療制度です。一部保険料負担の見

直しでは済まない、制度廃止を求めるべきでは

ないでしょうか。具体的な問題点についてお聞

きします。 

  ①として、後期高齢者医療制度の目的につい

てです。今までの老人保健法では、老後の健康

保持というのが目的になっていました。今度そ

れに切りかわって後期高齢者医療制度になりま

したが、その目的は医療費の適正化を推進する

ためという目的に変わりました。つまりこの医

療制度の目的は高齢者の健康保持ではなく、医

療費を抑制することになったということではな

いでしょうか。 

  二つ目に、65歳以上の１級から３級までの障

害者は、県単独助成によって医療費の自己負担

が１割でした。ところが、後期高齢者医療制度

へ加入しないと山形県は医療費助成はしないと

のことです。これには問題があるのではないで

しょうか。㋐として、包括払いという差別医療

が障害者の医療内容に影響を及ぼさないでしょ

うか。必要な医療が受けられなくならないでし

ょうかということです。㋑として、家族がいる

場合、新たな保険料負担が生まれるのではない

でしょうか。例えば、家族とともに社会保険に

入っていた方は、新たな後期高齢者医療保険料

の負担義務が生まれるのではないでしょうか。

㋒として、国保や健保を選んだ場合、65から69

歳は３割負担、70から75歳の一般は１割負担で

すが、2009年４月から２割負担になるのではな

いでしょうか。㋓として、脱退手続への心的負

担を軽減することなど、障害のある高齢者に丁

寧な対応や要望にこたえる義務が国にはあるの

ではないでしょうか。 

  三つ目に、この制度の問題は際限のない保険

料の値上げです。これは後期高齢者の人口増と

医療技術の進歩などで医療給付費がふえれば保

険料へはね上がる仕組みとなっております。２

年ごとに改定されます。そうすると、2025年、

今から15年か16年後には現在の２倍以上の保険
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料になるという試算がされております。これは

本当でしょうか。長生きすればするほど痛みが

押しつけられる制度ではないでしょうか。 

  ④として、保険料を滞納すると保険証取り上

げという問題です。高齢者の86％が１カ月に一

度は受診するという中で、命綱を取り上げるこ

とになるのではないでしょうか。そこで、㋐と

して、市長の裁量で取り上げはしないようにす

べきではないでしょうか。㋑として、市独自の

減免制度をつくるべきではないでしょうか。㋒

として、県の助成を求めてはいかがでしょうか。 

  ⑤として、高齢者への医療差別の問題があり

ます。政府は、後期高齢者の診療報酬を包括払

い（定額制）として保険医療に上限をつけると

しています。後期高齢者の外来診療では、高血

圧、糖尿病、不整脈、認知症などの慢性疾患の

治療に係る費用を月6,000円で頭打ちにする診

療報酬が導入されました。これには粗末な診療

や粗末な診察を招きかねない、必要な診査がで

きなくなると医師会などの関係者から批判の声

が上がっています。また、退院困難な要因のあ

る後期高齢者は退院支援計画をつくって退院さ

せれば報酬を病院に加算するとか、医師が回復

困難と判断すれば延命治療はしないでください

という家族や本人の文書をつくれば新たな診療

報酬が病院に入るとのことです。このようなわ

ざわざ後期高齢者だけに適用する制度をつくり、

75歳以上だけに病院追い出しや治療の制限を誘

導するということは、世界に例を見ない高齢者

の医療差別ではないでしょうか。これを進めれ

ば医療難民、介護難民がふえることにならない

でしょうか。 

  ⑥として、健康診断と保健指導についてです。

これらが75歳以上については努力義務として健

康診断の対象から外されるのではないでしょう

か。 

  ⑦として、日本政府の医療支出は、はっきり

言って低いのではないでしょうか。医療機器や

薬の値段を是正しつつ医師や看護師をふやす対

策を緊急に行うためにも、医療費の支出はふや

すべきではないでしょうか。 

  大きな二つ目の質問は、保育所の民営化をや

めて、充実を図っていただきたいということで

す。 

  一つは、これ以上の民営化はやめていただき

たいと思います。民営化のねらいは、市の人件

費節約です。民営化は、民間の施設の運営を維

持するために、働く保育士の身分を不安定にせ

ざるを得ないことを広げることになります。市

の財政難のしわ寄せを子供たちに押しつけては

なりません。 

  ②として、民間立で市より進んだ保育があれ

ば、手厚い補助をしてほしいと思います。延長

保育や休日保育という、市より少しでも踏み込

んだ保育をやっている部分があれば補助はふや

しているでしょうか、お聞きします。 

  三つ目に、認可外保育所への公的補助をふや

していただきたいということです。産休明け保

育、病児保育、夜間保育など、認可保育所で対

応できていない要望にこたえて頑張っている認

可外保育所が多いです。また、補助が少ないた

めに運営が厳しく、利用料が低所得者にとって

は高いものとなっています。例えば東京都狛江

市では、認可保育所の料金より高い父母の負担

を最大２万円まで市で補助して、認可外保育所

の利用をしやすいようにと負担軽減に市が力を

尽くしています。そうした補助も必要ではない

でしょうか。 

  大きな３番目の質問は、合併問題です。 

  合併は、地方交付税をみずから減らすことに

なるのではないでしょうか。平成18年度の普通

交付税の実績をベースに試算した県の資料があ

ります。合併特例法に基づく普通交付税の算定

の特例、合併算定替と一本算定の比較という資

料です。８市町村で約191億円の普通交付税が

一本算定では約149億円になり、42億円も地方
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交付税が少なくなります。合併すれば一本算定

になり、地方交付税は10年後には率にして今よ

り22％、約42億円も少なくなるのではないでし

ょうか。合併は交付税をみずから減らす道を選

ぶことになるのではないでしょうか。また、合

併は、住民の負担は高い方へ、サービスは低い

方へという結果になるのではないでしょうか。 

  実際に合併した酒田市では、公共料金は５年

間かけてですが、高い旧酒田市に合わせられて

います。旧３町がやってきたサービスは廃止で

す。共産党が懇談したときに、旧八幡町の支所

長は次のように言いました。「国保税も介護保

険料も安かった。保健師を置いて健康を保ち、

国保税を安く抑えてきた。他の支所にも上げる

なと言ったが、賛同されずに大幅値上げになっ

た。町営バスが今まで無料だったのに100円に

値上げ、保育料は５年間で酒田市に合わせて値

上げ、なぜ値上げしなければならないのか。ま

た、投票所を大幅に減らした。弱者切り捨てと

不満の声が上がっている」と言いました。また、

旧３町の商工会にお聞きしたところ、こう言い

ました。「町役場があるときは、役場のものは

地元から買っていたのに、今は旧酒田市からの

みになった。建設は旧３町の会社は入札なしに

なってしまった。役場職員がいなくなり、昼食

を食べる人も商店で買う人もいない」と言いま

した。役場本庁がなくなることへの商工会への

悪影響ははかり知れません。また、財政につい

て、合併前の住民説明会では、合併しないと旧

３町は赤字になる、合併すればとんとんだと言

っていました。ところが、合併したら、19、20

年度は19億円から20億円ずつ不足となり、21年

度以降も11ないし13億円ずつ不足するという事

態になっています。基金は、合併前はそれぞれ

持ち寄ることになっていたのに、酒田市は50％

基金を残したようですが、旧３町は貯金を使い

果たして結婚し、持参したのは借金のみだった

というのです。合併した庄内町でも、旧立川町

では余目と合併しても何もいいことがないと言

われていますし、また逆に旧余目町では借金ば

かりふえて何もいいことないと現在言われてい

るそうです。 

  最後、４番目の質問は、司書の全校配置を求

めて質問します。 

  学校図書支援員の配置が市内５校に行われた

結果、子供の読書量が飛躍的に伸びて、学校図

書館が活発に利用されるようになったとの報告

には、私も大変喜んでいる一人です。その一方

で、市内の学校では人手不足から図書館がいつ

も閉まっていたりして活用しにくいところも少

なくありません。そのような学校の保護者から

は不公平感があると訴えられました。学校の先

生の超多忙な状態を解消するには人手が必要で

す。みずから学ぶ力の土台として読書は重要で

はないでしょうか。司書を全校に配置して、学

校の図書館活用と子供の読書を新庄市全体に広

げてはいかがでしょうか。 

  以上、壇上からの質問を終わります。御清聴

ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

中川正和議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤議員の御質問にお

答えさせていただきたいと思います。 

  初めに、後期高齢者医療制度に関する御質問

でございますが、この制度は平成18年６月に医

療制度改革関連法案が成立したことを受け、本

市においても後期高齢者医療に関する条例の制

定、国民健康保険条例の一部改正、国民健康保

険税条例の一部改正を通して、何回となる御審

議いただきました。この高齢者に関する医療の

問題に対し、マスコミ報道を通して連日さまざ

まな角度から多くの御意見が出されていること

は議員御指摘のとおりでございます。医療費総

額の変化とそれに対する負担のあり方、障害者

や所得の少ない方々に対する配慮、医師や看護
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師の数など医療体制の問題を含め、日本は今こ

れから医療制度をどうするのかという岐路に立

たされていると思っております。後期高齢者医

療制度に関しましても、年度内の保険料の変更

を含め、与党内からも改正の話が出されるなど

先行きの見えない状況となっておりますが、今

現在、この制度にのっとり、医療を受け保険料

を負担している方がおられるわけであります。

市といたしましては、医療制度に関する議論の

行方を見定めながら、市民の方々が今の制度の

もとで平等に医療が受けられますよう、今後と

も適正な運用を図ってまいりたいと思っており

ます。 

  なお、詳細につきましては、担当課長より答

弁させますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、保育所関係でございますが、１番目の

保育所の民営化についてですが、平成18年２月

に策定しました新庄市行財政改革大綱実施計画

に基づき、現在、実施を検討しているところで

あります。民営化の考え方といたしましては、

単に人件費の抑制や効率性という観点だけでな

く、現在の多様化している保育ニーズに対し、

柔軟に、また機敏に対応し、ひいては保育サー

ビスの向上につなげることとしております。民

営化に際しましては、保護者の理解を第一に考

え、また受け手側の条件につきましても時間を

かけて進めてまいりたいと思っております。 

  ２番目の民間立保育所への補助金についてで

すが、民間立保育所では休日保育、一時保育を

初めとする特別保育を実施しており、また地域

子育て支援センターを併設し、子育て相談など

の業務も行っています。そのためか、入所希望

も多く、現在では定員を超える状況になってお

ります。それらの業務に対しましては、国の実

施要綱並びに県の補助要綱に基づき、市の基準

どおりの補助金を交付しております。 

  ３番目の認可外保育所への補助金についてで

すが、認可外保育所は認可保育所の補完的役割

を担っていただいております。補助金に関しま

しては、平成16年度から市独自で定めた認証保

育制度があり、県の補助要綱を受け、市の補助

規定に基づき適正な補助金を交付しております。

今後も認可外保育所と連携をして子育て支援を

行ってまいりたいと思っております。 

  合併に関する御質問でございますが、平成18

年度普通交付税の交付決定額に係る県の資料で

は、一本算定では約149億円、合併算定では約

191億円と試算しており、合併10年後の普通交

付税は現在と比較すると確かに約42億円の減少

が見込まれます。合併すれば、さまざまな機関、

職員数が減少するなど、また約９万人の人口規

模に合った基準財政需要額となり、８市町村の

合併した額より当然少なくなり、これが一本算

定ということになります。平成21年度末までに

合併することになれば、合併から５年間は合併

算定替といって一本算定ではなく、８市町村が

あったとしての合計額となり、その後５年間で

増加分と一本算定との差額は段階的に縮減され

ていきます。合併後速やかに人口９万人規模の

組織や行政基盤を確立すれば、早ければ早いほ

ど普通交付税の視点から財源的に非常に有利で

あると考えます。 

  次に、合併しない場合どうなのかということ

でありますが、現在の８市町村の普通交付税の

額が減らないという保障はございません。少子

高齢化社会が進行する中で、税収などの要因な

どがあります。人口が半分になれば、普通交付

税は半分とは言わないまでも大幅に減ることは

目に見えております。行財政改革も限界があり、

基本的な公共サービスも維持できないという状

況が来ないとも限りません。合併のスケールメ

リットを生かしながら、10年間の激変緩和措置

の間に新たな展望を開いていくことが肝要と考

えております。今後も住民に正しい情報を提供

し、正しい理解を持っていただけるよう努めて

まいりたいと思います。 
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  また、市町村合併により住民の方々の多くは

エリアが広くなってしまい、隅々まで住民サー

ビスが行き渡らないのではないかという心配で

ございますが、しかしエリアは当然大きくなり

ますが、行財政運営において受け皿が大きくな

ることにより、これまで行き届かなかったサー

ビスに着手できることも考えられます。市町村

合併は必ずしもデメリットの部分だけではなく、

メリットの部分をさらに伸ばし、デメリットの

部分をどのような代替措置によりなるべくカバ

ーしているのか、行財政の効率的な運営を踏ま

えて考えていく、よい機会でもあります。また、

住民負担の面につきましても、合併したからと

いって必ずしも高い料金に公共料金が設定され

るわけではありません。他地域では中心地の公

共料金に合わせるところが多いようですが、こ

れは結果的に旧市町村間での協議の中から結論

づけられたものであり、新庄市においても最上

地域７町村と比較して公共料金の高い面、安い

面があり、必ずしも新庄市が高いのではないと

いう正しい情報を住民の方に正確に伝えていく

必要があると思います。現在、庁内事務レベル

での研究組織である新庄最上圏域将来像検討会

の分科会の一つとして公共サービス分科会を設

置し、サービスの質、量並びに受益者負担の程

度など基本的な考え方を検討している最中でご

ざいます。 

  次に、司書の全校配置ということですが、現

在、国の補助事業である学校図書館支援センタ

ー推進事業を活用し、沼田小学校、泉田小学校、

昭和小学校、明倫中学校、萩野中学校の市内５

校に学校図書館員を配置しております。学校図

書館の活性化と施設の有効活用を目指して、市

立図書館と学校図書館との連携やＮＰＯ団体な

どによる読書推進活動との連携を強化し、学習

指導や読書活動を充実させるための学校図書館

の整備と機能の充実を図っているところであり

ます。学校図書館員につきましては、配置して

いる学校から大変好評であり、引き続き配置を

要望されておりますが、この事業は平成18年度

から３年間の期間限定で採択されたものである

ことから、今年度で終了することになります。

現時点では国及び県における平成20年度以降の

事業計画は不確定であり、また新庄市における

一般財源による職員配置も難しい状況にありま

すが、長期教育プランの中に掲げております学

校図書館の有効活用を通した読書活動の推進を

実現するためにも、学校図書館の運営に必要な

人的措置については今後とも関係機関への要望

活動を進めていくとともに、市内各校における

教育実践の場での取り組みを強化充実していく

必要があると考えております。 

  詳細の質問については教育委員会にお願いし

たいと思います。 

  以上、壇上からの答弁を終わります。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

中川正和議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 先ほどの１番目の問題の後期

高齢者医療制度に関しまして、佐藤議員が７項

目の個別の事項の質問がございました。随時個

別にお答え申し上げたいと思います。 

  最初に、後期高齢者医療制度の目的、趣旨等

の関連でございますが、老健制度では老人の健

康保持、後期高齢者医療制度は医療費の抑制と

いうふうなことをおっしゃいましたけれども、

今回の後期高齢者医療制度については後期高齢

者の健康保持を前提とした上での話だと思って

おります。将来とも安定的、持続的な医療を受

けられるようにするため、現在右肩上がりで増

大している医療費を適正なものにしていくとい

う考え方が一つございます。現在、国では約34

兆円の医療費がかかっております。後期高齢者

につきましては約11兆円です。今後ともこの保

険制度を維持していくためには、少しでもむだ

な医療費を少なくしていくと、少子高齢化が進

んでいく中で、そういう考え方に沿った制度の
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導入というふうなことが言われております。あ

くまでも医療費抑制ということじゃなくて、医

療費の適正化対策であるというふうに国の方か

らは示されているところでございます。 

  二つ目の問題、県の重度心身障害者医療証等

と後期高齢者医療制度の関連でございますけれ

ども、議員のおっしゃるとおり確かに後期高齢

者医療制度に加入することを前提として助成が

受けられるという県が全国的には10道県ありま

す。山形県についてもその部類に入っておりま

す。これにつきましては県自体の福祉医療政策

とも関連いたしております。現在、国において

もこの制度については今後の検討課題であると

いうふうに今検討に入っていると思われます。 

  なお、本市の場合、65歳から74歳以下の障害

者については、被用者保険の被扶養者について

不利益が生じる場合もありますので、そういっ

た方々については個別に通知をいたしました。

その結果、現時点で３名の方が後期高齢者医療

制度から脱退したということでございます。御

指摘のとおり、重度心身障害者医療証の適用を

受けない場合については、医療の窓口負担につ

いては無料もしくは１割負担、65から69歳まで

は３割、70から74歳までは１割となっておりま

す。 

  それから、包括払い制度そのものについても

２番目で御質問ございましたけれども、包括医

療制度は５番目の質問にもありますので、身体

障害者だけの包括払いではございませんので、

そちらの方でお答えいたします。 

  それから、３番目の問題、今後の保険料の将

来的な負担という御指摘がございました。これ

につきましては、将来的な負担については各県

ともさまざまな事情がございます。確かに議員

のおっしゃるとおり県単位で医療給付がどのぐ

らいになるかによってその県の保険料が決定さ

れます。実際、東京都では１人当たり年間９万

1,000円、我が山形県においては１人当たり年

間４万9,000円、全国平均として７万2,000円と

いうふうな数字の結果が出ております。１人当

たり４万円の保険料というのは東北地方では青

森、岩手、秋田、山形というふうに、全国的に

見ても保険料が一番安い地域となっております。

今後各県ともどのような保健事業を推進してい

くかによっても医療費の伸びが違ってくると思

われますので、ここで２倍になるか1.5倍にな

るかという予測は我々の方ではいたしておりま

せん。 

  それから、４番目の事項としまして、資格証

明書発行の問題でございます。保険証の取り上

げというような言葉を使っておりますが、資格

証明書の交付の関連でございますけれども、資

格証明書の交付については高齢者の医療の確保

に関する法律で規定しております。今年度から

の後期高齢者保険料の徴収でありまして、１年

以上の滞納者について資格証明書が交付される

ということでございまして、その基準について

は現在広域連合の方で検討しているところでご

ざいます。したがって、来年度以降の措置であ

ると考えております。ただ、この滞納措置につ

いては、滞納しているから即刻資格証明書を交

付するというものでもなくて、事前にどういう

特別な事情があるか弁明の機会を与えて、なお

かつその弁明書に基づき市町村が意見を付し、

それでもって広域連合の審査会で最終的に決定

されるという手順のものでございまして、この

基準について今検討しているということでござ

います。 

  それから、５番目の包括払い、今現在、国の

方でも問題となっています後期高齢者診療料

6,000円、終末期相談支援料2,000円、この辺あ

たりがかなり後期高齢者医療制度と絡んで問題

となっております。この制度の趣旨というのは、

かかりつけ医制度も含めてなんでございますけ

れども、後期高齢者が同時に複数の疾患にかか

る場合が非常に多い。そういったときに診療計
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画を立て、計画的な医学管理をしていくと。た

だし、かかりつけ医というのは必ず決めなきゃ

いけないものでもない、一たん決めても変更す

ることも可能だと言われております。あくまで

も高齢者を総合的に診療するため、情報の共有、

情報の伝達、そういったことを適正なものにし

ていく制度と言われております。これについて

も今後国の方も検討しますので、検討課題とい

うふうに思っているところでございます。 

  それから、６番目の後期高齢者に関する特定

健診等の問題でございますけれども、山形県広

域連合では後期高齢者を対象に特定健診は無料

で実施しております。実際は広域連合の方から

全市町村が委託を受けております。全市町村は

さらに健診機関の方に再委託という形で進めて

いるところでございます。これについては現在

受診中でありまして、まだどのぐらい受診され

ているかというのは把握しておりません。 

  最後になりましたけれども、日本の医療費の

支出の国際的な比較というふうな形で非常に安

いのではないかという御指摘がございました。

国際的な比較というと、実際は2005年に出した

ＯＥＣＤのＧＤＰ比率ということで、そういっ

た統計がございます。医療費総額では確かにＯ

ＥＣＤ比較では21位となっており、また公的負

担の比率は18位となっております。しかし、こ

れはあくまでもＧＤＰ比較でございまして、保

険制度そのものも各国まちまちでございます。

したがって、これが低いのか高いのかというこ

とは評価に迷うところでございます。一番最後

に御指摘ありました医師や看護師の確保対策、

これは議員のおっしゃるとおり、うちの方でも

最上地域保健医療対策協議会においての最重要

課題でございます。今後とも医師確保等につい

ては全力を挙げて取り組んでいかなければいけ

ない問題であると思っているところでございま

す。以上７項目について終わります。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

中川正和議長 佐藤悦子議員。 

２ 番（佐藤悦子議員） 後期高齢者医療制度に

ついて、健康課長や市長から今現在の考えなど

についてお話がありました。お答えでは、後期

高齢者医療制度は医療費の適正化であり、抑制

ではないという、適正化と抑制は違うんだとい

う言い方で、むだな医療費をなるべくなくすよ

うにするということなんだということでした。

そのむだな医療費については、私はそのとおり

だと思います。例えば、むだな医療費の抑制と

いうことで言えば、薬代、薬価の国際比較を見

ると、非常に日本の薬代が高く設定されている

そうです。トリルダン錠というのがあるそうで

すが、こういう薬がイギリスと比べると６倍か

ら７倍、日本の場合ですけれども、リスモダン

Ｃというのもイギリスと比べると12倍、薬代で

す。こういう薬が非常に日本は高く設定されて

いるというのは、むだな医療費ということで私

は使われているような気がします。また、医療

機器を見たときにもそれが言えるのではないか

と思います、全部ではないと思いますが。ペー

スメーカー、日本は160万円とか170万円だそう

ですが、イギリスでは30万円、35万円、アメリ

カでは60万円から70万円、これを見ただけでも

随分違うと思いますし、バルーンカテーテルと

いうのがあるそうですが、日本は30万円弱、こ

れに対してアメリカは７万円から８万円、イギ

リスはノーアンサーですけれども、そういうこ

とで、日本が医療機器や薬代を非常に高く使わ

せられている。この問題はやはりただしていか

ねばならないことだと思います。 

  しかし、今回の後期高齢者医療制度の場合は、

医者にかかる率が高くなる75歳以上、これはだ

れが考えてもみんなそう思ってはいます。しか

し、こういう高齢者に高い保険料を、先ほど保

険料は1.5倍になるか２倍になるかわからない

と言っていましたが、上がることは間違いない

わけですよね、２年ごとに。このことをもう一
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度答えてもらいたいと思います。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

中川正和議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 今現在は、先ほども申し上げ

ましたとおり、後期高齢者の医療費は右肩上が

りになっておりまして、まだストップはしてお

りません。ただ、今後の健診でどういった効果

が出るのか、その辺も含めて今現在私の口から

は高くなるか安くなるかということは今のとこ

ろ申し上げることはできません。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

中川正和議長 佐藤悦子議員。 

２ 番（佐藤悦子議員） 安くなるという試算は

どこにもないのではないですか。というのは、

さまざま努力しろという、これで来ているのか

もしれませんが、それでもやはり高齢者になれ

ば医者にかからねばならない、かかりたくない

と思って一生懸命健康保持に頑張っている皆さ

んですが、それでもかからざるを得ないように

なっていくというのはだれでもそうですし、ま

た医療の技術の向上、これもだれもが望んでい

ることであり、できるだけ治るものであれば治

してやりたい、これは本人及び家族にとって当

たり前のことですし、それらが否定されてはな

らないわけです。それらを考えたときに、下が

ることはあり得ないと思うんです。 

  そして、日本の医療費が低いということはＧ

ＤＰ比ではっきり認められました。しかし、保

険制度がまちまちだから、はっきり言えるかど

うか迷うという答えでしたけれども、各国の保

険制度を見たときに、アメリカは保険がないと

聞いておりますけれども、ほかのヨーロッパ諸

国、フランスとかイギリスとかスペインとかカ

ナダとか見たときには、医療費の本人負担がな

くて済むような医療保険制度になっているわけ

です。そういう中で、つまり安い本人負担、医

者に行っても余り負担がなくかかれるにもかか

わらず、日本より全体的に医療費は高い。一方、

アメリカは公的な保険がない、5,000万人近く

が保険に入れないと言われる状況の中で、世界

一の医療費になってしまっている。日本がもし

かしたらアメリカのように窓口負担が高くなり、

保険に入れない人が、お金がないために保険料

を払えないという人たちが、これによれば保険

証をもらえなくなる方向にどんどん向かってい

るわけです。こういうのが結局医者にかかれず

に重くなって、重くなって重くなってから担ぎ

こまれて、莫大な医療費がかかってしまう、本

人が払えるか払えないかわかりませんが、そう

いう状態を招いてしまう制度ではないかという

気がするんです。保険料がある、ろくな治療は

できないように制限される医療制度、医者に行

くな、行くなというふうに狭められていく、そ

ういう中で我慢していたときに重くなって、実

は全体の医療費はがばっとかかっていく。本人

が払えるか払えないかわかりませんが、医療費

としては間違いなくかかる。こういうことにな

っていくことになるのは、実は医療費の適正化、

医療費をなるべく抑えるんだというねらいとは

全く逆の方向に向かう内容ではないのかと思う

んですが、それについてどうでしょうか。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

中川正和議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 今、国際的な中での日本の医

療費ということで、なかなか難しい問題でコメ

ントにもちょっと苦労するところでございます

けれども、ただ、議員のおっしゃるとおり、米

国は世界で一番医療費がＧＤＰ比較でも高いと

ころでございまして、ただ、先ほども申し上げ

ましたとおり、ＧＤＰ比較で非常に医療費支出

が低いにもかかわらず、平均寿命は世界一だと。

別の見方からすれば、医療費の支出が少なく、

なおかつ世界最長寿国というのは、非常に効率

的な医療をしているとも受け取れると言う評論

家もいらっしゃいます。この辺、国際的な医療

の問題でありますので、ちょっと私個人的な意
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見としては差し控えさせていただきたいと思い

ます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

中川正和議長 佐藤悦子議員。 

２ 番（佐藤悦子議員） 市長は広域連合の議会

議員でもありますし、さらに市長という立場か

らも広域連合の議会でこういう問題があるとい

うことをやはり意見として言っていく必要があ

るだろうと思います。それから、市独自として

保険料を抑えるために、例えば浦安市というと

ころでは市独自で保険料を抑えるために一般会

計からの支出をしているということがあるそう

です。そういうことも市長が自分の市民の命を

守るために、市長として、市としてできること、

保険証取り上げをしないとか、保険料減免制度

を市でできるように一般会計から少し補助して

やるかとか、保険証取り上げをさせないために

市長としてできることがあると思うんです。そ

ういったことをやる考えはないかお聞きします。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

中川正和議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 後期高齢者広域連合の中での

仕組みなので、今のところ、そこから枠を飛び

出して市独自の補助という考え方は今のところ

しておりません。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

中川正和議長 佐藤悦子議員。 

２ 番（佐藤悦子議員） 高齢者の医療の確保に

関する法律の第103条では、県あるいは市町村

及び広域連合は後期高齢者医療に対して補助金

を交付し、または貸し付けることができると規

定しておりまして、今言ったような市独自のや

り方あるいは広域連合として独自に、あるいは

県がという独自のやり方で減免制度をつくった

りすることはできることになっているわけなん

です。そういったことをやりながら保険証取り

上げなどにならないようにという制度をぜひや

るようにしていただきたいということを要望し

たいと思います。 

  それから、保育所についてですが、民間立保

育所が人気があるという話でしたけれども、実

は第一希望から第三希望をとっているはずです。

なぜ１カ所に集中させるようにしたのかお聞き

します。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

中川正和議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 保育所の措置につきまし

ては、大前提として日中保育に欠けているかど

うかということが前提条件になるわけですけれ

ども、それを前提にいたしまして、保護者の方

から入所申込書をいただきます。その申込書に

は希望する保育所名も記入していただきます。

福祉といたしましてはできるだけ本人の希望を

かなえるような格好で進めておりますけれども、

ただいまの御質問の民間の保育園で13名オーバ

ーの状態にあると。ただ、これにつきましては

平成10年、国から保育所への入所の円滑化につ

いてという通知がございまして、この通知の内

容は定員の15％以内の人数であれば措置決定を

しても差し支えないという内容でございます。

本通知に基づきまして、現在13名というのは

11％オーバーの状態なんですが、本通知に基づ

いて措置したところでございます。 

中川正和議長 ただいまから１時まで休憩します。 

 

     午前１１時５２分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

山口吉靜議員の質問 

 

 

中川正和議長 次に、山口吉靜君。 

   （１７番山口吉靜議員登壇）（拍手） 
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１７番（山口吉靜議員） 皆様、御苦労さまでご

ざいます。改新会の山口吉靜でございます。 

  このところ、ガソリン高騰問題、加入記録漏

れ年金問題、支給漏れ年金など、宙に浮いた年

金加入記録が5,095万件と大問題に、また加入

期間が足りなくて年金を受給できない方、年金

天引き、遺族や障害の年金も含め加入歴の再確

認をすること、そして後期高齢者医療制度の説

明不足で混乱が拡大しております。こうした中

において、発言通告に従いまして一般質問をさ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

  まず、１点目は事務事業の見直しについてで

あります。480にも及ぶ事務事業を一気に見直

し、480の中で、廃止、３年間休止等削減され

たその成果、また進捗状況についてお伺いいた

したいと思います。 

  次に、２点目は複式簿記制度の導入について

であります。前にも質問いたしておりまして、

17年３月、その前は16年９月定例会で複式簿記

導入の考えはないか一般質問いたしました。そ

のときは、現副市長が財政課長でした。当時の

課長、現副市長は、法にのっとって会計処理を

行いますので、複式簿記による二重処理を行う

考えはありませんとの答弁でありましたが、バ

ランスシートについては作成いただきまして感

謝申し上げております。また、現教育長の武田

さんは「山口さん、３年早いよ」と言われまし

た。あれから三、四年たったわけですが、幸い

といいますか、山尾市長は複式簿記導入に前向

きでありまして、外部監査制度も実施し、新庄

市の借金残高の推移を公表されております。18

年度市民１人当たり90万円、23年度64万円の借

金と。できれば私が希望しますのは、18年度、

23年度の人口の推移も公表していただければ幸

いだなと思っております。 

  複式簿記は人類の最も偉大な発明であると言

われております。この財産計算と損益計算を同

時に行うという複式簿記の技術は人類が大昔に

発明したものであります。今なおこの技術なし

には経済の円滑な流通はあり得ないと言われ、

この複式簿記のシステムは人類の最も偉大な発

明であると称賛されているくらいであります。

単式簿記を複式簿記にすることによりまして、

一般会計と特別会計の連結決算もできることに

なります。したがって、複式簿記を導入するこ

とにより、透明性の高い財務の健全化を絶えず

図っていけることになります。 

  自治体の会計方式は今まで単式簿記と定めら

れていたようですが、単式簿記では歳入と借金

の区別がないなど、コストの対する意識が希薄

にならざるを得ません。複式簿記では減価償却

や負債情報が明示され、事業の費用対効果をよ

り正確に把握することが可能となり、また職員

の皆さんの意識改革にもつながります。単式簿

記は借金の存在が把握しにくいことであり、歳

入と歳出の内訳には借金による収入、借金返済

のための支出が当たり前のように盛り込んであ

りますが、収支が均衡しておればそれでよしと

なっておりました。これですと借金残高もいつ

の間にか膨らんでしまいます。複式簿記では資

金調達表、貸借対照表、バランスシート、損益

計算書などの財務諸表により、どこから運転資

金を調達したのか、借金の残高は幾らなのか一

目でわかるわけです。そうすることで透明性の

高い財務の健全化を絶えず図っていけることに

なります。また、現行の公会計制度では発生主

義、複式簿記に基づいた経常的な支出と資本的

支出の区分計上がなされていない。このため、

予算の執行状況はわかるものの、費用認識すべ

き行政コスト、間接費用を事業ごとに配分した

フルコスト、将来の維持管理費用などを加味し

たライフサイクルコストなどが明らかにならな

いことであります。 

  次に、３点目は八向楯前の水辺プラザ遊歩道

に公衆トイレを設置の件であります。現在、史

跡芭蕉乗船の地は観光プロジェクト企画の観光
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コースの中に芭蕉コースがありまして、一度に

10人前後の観光客が訪れてまいります。山形県

の母なる川最上川流域にある俳聖芭蕉乗船の地

と対岸の八向楯との対比は新庄市が誇る極めて

大切な文化遺産と言えるもので、今後ますます

風流、自然を愛する方々の訪れが期待されるも

のであります。観光客が「新庄は本当にいいと

ころだった」「また来てみよう」「新庄に来てよ

かった」と思われるような観光拠点として売り

出して、誘客を目指すためには公衆トイレ設置

がぜひ必要であります。この遊歩道は国土交通

省が２億円で整備され、河川環境づくりに積極

的に取り組んでいただきました。公衆トイレは

市の方で設置してほしいとのことであります。 

  次に、４点目は中学校給食についてでありま

す。中学校給食については94％の保護者が実施

を望んでおられます。また、山尾市長の公約の

一つでもあるわけです。自校方式ですと設備に

要する事業費が３億7,700万円、親子方式も人

件費など資金がかかることになりますと、今財

政再建中でありますので、自校方式、親子方式

も財政的にかなり難しいのではないかと思いま

す。それで、このたびの給食実施についてはデ

リバリー方式を採用すべきではないかと私は個

人的に考えますが、いかがですか、お伺いいた

したいと思います。 

  次に、５点目は中心商店街に駐停車の件であ

ります。中心商店街の活性化を図るためには、

従来のように個店や単一の商店街の強化はもち

ろんでありますが、広く地域全体として魅力あ

る商業集積づくりを行っていく必要があること、

また商店街は周辺の住民を主な顧客とすること

から、自治体、商業者、企業、住民など地域が

一体となっての取り組みが重要と思います。ま

た、中心商店街活性化対策の一つとして、中心

商店街の片側道路について、最低でも土日・祭

日を駐停車可能にすることも効果があると思い

ます。よろしくお願いしたいと思います。 

  壇上での質問を終わります。御清聴ありがと

うございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

中川正和議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 山口議員の質問にお答えさせてい

ただきます。 

  初めに、事務事業の見直し等についてでござ

いますが、平成15年度に部分実施いたしました

事務事業評価を平成16年度に全事務事業に実施

し、その後、毎年評価の見直しを図りながら実

施してまいりました。行政評価を取り入れてか

ら５年が経過し、現在は大分職員にも浸透して

おります。事務事業の評価は、事業の進捗状況

や効果及び効率性などを判断する材料であり、

次年度の予算に反映させるための手段でもあり

ます。平成19年度には事務事業380事業の評価

をいたしました。また、平成19年度までは事務

事業評価による施策の中での優先度づけを行う

施策評価についても実施していましたが、平成

20年度からはさらに施策評価の事後評価も実施

し、事務事業の事後評価されたものをさらに上

位の施策レベルにおいて振興計画における事務

事業の位置づけを明確にし、事務事業全体を俯

瞰し、総合的に判断することといたしました。

これにより行政評価がますます充実され、計画

的な行財政運営や政策の目的達成のための重要

なります物差しとして行政評価を有意義に利用

することができております。また、今後、庁内

の評価だけでなく、外から見た市役所の行政は

どうかという外部評価も研究し、視野に入れな

がら、ますます行政評価を充実させ、開かれた

行政になるよう努力してまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、複式簿記制度の導入についてでありま

す。山口議員が先ほど申しておられましたが、

何度かこのことについて質問されたのを私も記

憶しております。厳しい財政状況の中で、財政



- 92 - 

の透明性を高め、住民に対する説明責任をより

適切に果たし、財政の効率化、適正化を図るた

め、発生主義に基づく企業会計手法を活用した

財務書類の整備が求められております。本市に

おきましては、13年度決算からバランスシート

を作成し、16年度決算分からは行政コスト計算

書を作成しながら広く公表してまいりました。

国の方針といたしましては、18年８月に地方公

共団体における行政改革の推進のための指針を

示し、公会計制度改革及び資産・債務改革の一

環として発生主義の活用及び複式簿記の導入を

求めています。また、人口３万人以上の都市は

３年後、つまり平成21年度まで貸借対照表、行

政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変動

計算書の４表の整備を行うよう定めています。

ただし、財務会計は現地方自治法では単式簿記

方式と定められてとおりますので、あくまでも

現在の予算・決算を補完する資料という位置づ

けになります。また、３年後の現金発生方式の

整備については、準備が整ったら移行するよう

にとの指導でもあります。本市は実質公債費比

率が全国でも高い状況にあり、市民に財政状況

をわかりやすく説明するためにも、国の方針に

基づき21年度に財務諸表を作成すべく準備を進

めているところであります。昨年11月の全員協

議会でもその旨を御説明させていただいており

ます。地方自治体にとりましてはこの制度はこ

れまでなじみの薄い制度でありますので、推進

方法につきましては地方公会計制度実務研究会

などで現在も検討が行われている状況です。財

務諸表の作成方法などに関する説明会が開催さ

れておりますが、現在作成しておりますバラン

スシートや行政コスト計算書と比較しますと、

相当詳細な内容となっております。まず最初に

行わなければならないのは資産の把握でありま

して、登記簿の確認作業を開始しております。

数万件に及ぶ資産の確認を現在進めさせていた

だいております。 

  次に、遊歩道へのトイレ設置ということで、

御質問の遊歩道は本合海水辺プラザとして国土

交通省が本合海地区の最上河川敷に平成17年度

から18年度にかけて整備した施設であります。

この整備事業に先立ち、平成16年度に市から国

に提出した本合海水辺プラザに関する構想では

トイレやベンチなどの施設整備は市において行

うこととしております。しかしながら、河川敷

内にトイレを設置するには、可搬式または移動

式にするか、あるいは固定式の場合は洪水発生

時に流水に浸らないことが原則となり、汚物が

流出しないなどの要件もあって本格設置には至

っておりませんが、今年度、地元の方々の要望

に基づき、４月から11月までの期間、八向楯の

対岸に可搬式トイレを設置し、訪れた方々に利

用していただいております。また、これまでこ

いこい灯篭まつりの期間を含む８月には、芭蕉

乗船の地にも可搬式トイレを設置しております。

本合海水辺プラザは八向楯の見学者や遊歩道の

利用者はもちろん、地区や学校行事にも利用さ

れている河川敷ですので、観光誘客と公園利用

の二つの観点から設置基準の範囲内での効果的

な利便施設の設置について地元の方々と協議を

重ねてまいりたいと思います。 

  次に、中学校給食についてですが、中学校を

含めた学校給食については親子方式で平成21年

10月からの実施を目指すとしておりますので、

現在その方針で準備作業を進めております。当

然のことですが、中学校を含めた学校給食を実

施するに当たりましては調理食数が現在の約

1.5倍にふえることから、調理場の改修や厨房

機器などを更新、拡充する必要があります。こ

のため、現在は可能な限り既存の施設、設備を

活用することを前提に、中学校を含めた給食数

の調理を可能とするために必要な改修や、新た

に必要となる厨房機器などの確認と経費の積算、

さらには調理校以外で必要となる給食の搬入通

路や中学における給食や食器類の保管場所の整



- 93 - 

備など、いわゆる親子方式の導入に伴う初期投

資額の積算作業を行っているところであります。

このほかにも調理業務や配送業務のあり方、各

中学校における給食時間の調整や給食受け入れ

態勢などの整備、さらには地場産品の活用に配

慮した新たな食材仕入れシステムの構築など、

解決しなければならない課題も数多くの残され

ておりますが、来年10月からの実施を目指し

粛々と準備作業を進めておりますので、御理解

のほどよろしくお願いいたします。 

  さらなる質問については教育委員会の方から

の答弁とさせていただきます。 

  最後に、中心商店街の片側道路駐停車につい

てという御質問でございますが、中心商店街活

性化対策の一つの方法として市道北本町南本町

線の片側に駐停車できないかとの御質問であり

ますが、御承知のようにこの区間は駐車禁止と

なっていますので、駐車することはできません。

また、土日・祭日だけの駐停車の許認可はなく、

道路の現状として交差点と交差点が近いこと、

また横断歩道やバス停留所があり、駐車禁止を

解除した場合に生じる交通安全の確保など、さ

まざまな課題があります。そこで、このたびの

質問について警察署と協議しましたところ、商

店街から駐停車についての要望、申請はできる

こと、路側帯駐車はどちらか一方の片側への駐

車方法であり、駐車位置、台数について法律上

の問題をクリアすることが必要となっています。

いずれにしましても、商店街がどのような計画

を持っているのか、今後商店街と調整してまい

りたいと思います。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

中川正和議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 御答弁ありがとうござ

いました。まず１点目の事務事業の見直しにつ

いてでありますが、今までの成果といいますか、

あと何年ぐらい見直しを続けられるのか、今ま

での成果の金額も含めてお伺いしたいと思いま

す。また、３年間休止とかというのもありまし

たけれども、３年間休止したものもありますの

で、それは復活なるのかどうか、まずお伺いい

たします。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 行政事務の評価により

まして、事務事業の見直し、財政再建計画の中

にも示していますように、事務事業の見直しに

よりまして一定程度の経費の削減がなされたと。

それから、コスト感覚とか効率化について職員

みずから、あるいは振興審議会の皆様方からの

御意見もいただきながら外部的な視点によりま

して御指摘あるいは御指導をいただきながら、

その効果あるいは改善の指針にさせていただき

ながら進めていると。全体的な圧縮の金額もそ

うですけれども、それを運営する職員、執行す

る職員の感覚といいますか、コストあるいは効

率化に関するいろんな視点あるいは連携によっ

て意識改革が相当進んでいるという目に見えな

い大きな成果もございます。行政評価につきま

してはまだ始まって５年ぐらいですけれども、

これから本格的な、今までは一つの制度として

全国的には確立されたというような完成形はな

いわけであります。どこの市でも手探りあるい

は発展途上の中で進められておりますので、よ

り完成度の高いシステムにしていきたいなとい

うことで、これからもずっと続けてまいりたい

と。国の指導もそういうことで導入あるいは継

続を指導しているということでございます。 

  それから、３年間休止という話もありました。

これは市の単独予算とか、そういった事業のこ

とを指していると思います。財政再建期間中の

一時的な休止という意味合いで御理解いただい

てきたわけですけれども、もう一、二年程度、

何とか市民の理解を得ながら、財政が好転する

中で、できるものについて復元してまいりたい
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なということで、３年が今４年、もしかしたら

もう一、二年ぐらい延びる可能性はありますけ

れども、皆さん方、財政状況と相談しながら今

後進めてまいりたいと考えております。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

中川正和議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） わかりました。できれ

ば金額的にどのぐらいの成果があったのかお伺

いしたかったと思いますけれども、概略でいい

ですから、もし金額的に発表できればお願いし

ます。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 16年度からの財政再建

によりまして、これまで18年度までの３カ年間

の実績が出ています。それによりますと、全体

では42億円ほどの効果があったという数値が示

されておりますので、全体的に言えばその数字

かなということで、ただ、事務事業の積み上げ

としてはっきりどのぐらいの数字があったかと

いうことにつきましては、いろんな絡みもござ

いますので、ここではその数字に特化したもの

については明言ができない状況になります。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

中川正和議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 複式簿記導入の時期は

ちょっとはっきりしなかったんですけれども、

二、三年後には国と地方を合わせて長期債務が

1,000兆円という天文学的な額に膨れ上がろう

としている状況の中で、本来ならば国が率先し

て複式簿記、発生主義会計を導入して、正確な

財務状況を把握し、経営の視点を確立すること

が求められる現在でありますけれども、なるべ

く早く複式簿記導入をしていただきたいなと思

っております。 

  次に、３点目の公衆トイレなんですけれども、

よいトイレを設置されて、あそこを通る皆様方

からトイレタイムとして御利用されるようにな

れば幸いだなと思っております。この公衆トイ

レは今のところはっきりしてないんですね、設

置する時期は。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

中川正和議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 先ほど市長が御答弁申し

上げましたように、現在、可搬式の仮設トイレ

が１基設置されております。この河川敷にトイ

レ等を設置する場合、許可の考え方といたしま

して、平成19年に国土交通省河川局の治水課よ

り通達がございました。河川敷地は洪水時に安

全に水を流下させる役目を持っている、したが

いまして、基本的にはこれを阻害するものは設

置できないということになっておりますが、裏

を返せば洪水が来る前にそれらを撤去なり運ん

で持っていけば許可の条件にもなり得るという

ことでございます。将来、本格設置するような

ときにですが、現在設置されております仮設ト

イレの利用動向なども把握しながら考えて対処

してまいりたいと思います。時期的にはまだわ

かりません。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

中川正和議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 今のトイレの件なんで

すけれども、これは本合海の人だけでなくて、

俳句の全国大会もありまして、来ていただく人

がたくさんおりますので、できるだけ早く実施

をしていただきたいというふうにお願いしたい

と思います。 

  それから、４点目の学校給食ですけれども、

実際、自校方式、親子方式というのは、事業費

としてどのぐらいの金額の負担になるのかお伺

いしたいと思います。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

中川正和議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 自校方式にしますと５中学校

に全部そろえることになりまして、３億7,700

万円という総事業費を検討会の方では考えてお
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りました。親子方式は、市長が答弁したような

形でもって、初期投資に幾らかかるかというこ

とについて現在積算作業を行っている状況です。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

中川正和議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 自校方式の３億7,700

万円というのは設備だけだと思うんですね。そ

れにプラス人件費とか何かいろいろ年間のメン

テナンス費用とか、いろいろかかると思うんで

すけれども、だから３億7,700万円ではいかな

いと思うんですね。その辺はいかがですか。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

中川正和議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 ただいま申し上げました数字

は初期投資の設備事業費です。今後それをやる

とすれば調理業務費等がかかってきます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

中川正和議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） あと親子方式につきま

しても、人件費が十五、六人必要だとか、何か

その他いろいろプラスアルファ費用がかかりま

すよね。大体概算でわからないんですか。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

中川正和議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 親子方式の初期投資について

は今できるだけ、先ほど市長も言いましたけれ

ども、できるだけ既存の厨房機器等を活用する

形でもって整備しようというふうな考えで積算

作業を行っていると。ランニングコストになる

わけですけれども、現在は小学校で市職員の調

理師が19名、日々雇用が12名で31名、ことしは

やっております。それに10ないし15名ぐらいか

かるのではないかなというふうな検討結果なん

ですけれども、できるだけそこら辺も圧縮した

形でもって効率的に運用できないかなというふ

うなことを初期投資が大体決まりましたら次の

段階でもってランニングコストを計算していき

たいと考えております。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

中川正和議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） わかりました。 

  最後に、商店街に駐停車の件ですけれども、

とにかく買い物するにも駐車違反を心配しなが

らでは落ちついて買い物ができない。前に私が

警察の交通課長のところに伺ったんですが、そ

のときは、道路は車を流すためにあるので、現

状では片側駐車しても十分車は流れるというこ

とだったんですね。ですから、あのときに１日

の車の通行量をまとめて交通課長に提出して、

市長が二、三回警察に足を運べば決まるんじゃ

ないかなということだったんですけれども、前

の市長も体調が悪かったもんですから、それき

りになっちゃったんです。前の課長のお話では、

要するに通行量を見て、それで許可はできると

いう話だったんですね。その辺はどうでしょう

か。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

中川正和議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 このたびの御質問を受けま

して、私どもも交通課の方に確認させていただ

きました。山口議員からはそういう話で、前の

市長の話だったんですが、何回か足を運べばと

いうことではなくて、やはり条件整備をすれば

不可能ではないと、申請は受けますが、許可で

きますとは回答がなかったわけです。その条件

としては、交通、車の流れがやはり一番大事で、

横断する人の安全等々の確認、その辺が最優先

であると。それにつけ加えて、中心商店街はい

ろいろあるんですが、どこの商店街さんで駐車

帯を必要とするのかの確認とか、仮に片側駐車

可になった場合、反対側の商店街の方がクレー

ムつけないのかとか、その辺を必要とする商店

街さんで条件整備を確認していただいた上で安

全確保を最優先にして申請は受けられますと、

ただ、許可するかどうかはその後の条件とか整

備次第によって変わりますよという確認はさせ
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ていただいております。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

中川正和議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 私が一般質問した５点

は一応全部お伺いしました。 

  それから、追加というか、トイレの件なんで

すけれども、河川敷でないところでもできます

か、河川敷でないところならできるんですか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

中川正和議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 河川敷外というお尋ねで

ございますが、土地の所有者との交渉とか、い

ろんな問題があろうかと思います。それがすべ

てクリアされた時点で、できるできないという

判断がされると思います。 

中川正和議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後１時３６分 休憩 

     午後１時４５分 開議 

 

中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

金 利寛議員の質問 

 

 

中川正和議長 次に、金 利寛君。 

   （１３番金 利寛議員登壇）（拍手） 

１３番（金 利寛議員） ６月定例議会一般質問

２日目の４番目に質問をさせていただきます。 

  ６月のさわやかな風と新緑のさわやかさとは

裏腹に、ガソリン高騰とそのほかの食料品を初

め生活必需品が軒並み値上がりをして大変暮ら

しにくい状況下にあります。また、一昨日でし

たか、秋葉原の通り魔事件のように悲惨で凄惨

な事件が続出し、大変なきょうこのごろであり

ますが、その中でも新庄市民はけなげに頑張っ

ているのではないかと思っています。願わくは

新庄市長はこの大変な状況を十分に考えられた

行政執行をしていただけることを期待しつつ、

６月の一般質問をたいまつ’07の一員として通

告にのっとって質問をさせていただきます。 

  まず初めに、第１点目でありますが、定住促

進の政策を早く実現ということであります。市

長は、新庄を変えるという熱い思いを決意表明

されて市長になられました。この思いは今もい

ささかも変わっていないものと思います。この

定住促進政策については、ことしの３月議会で

も質問をさせていただき、そのときには新進気

鋭のなりたての市長は３点にわたって答弁をさ

れ、こう言われました。１点目は雇用の場の確

保の重要性、２点目はやはり住宅の供給、子育

て支援も欠かせないものであります。公共事業

の住宅造成の推進あるいは夜間休日診療所の充

実、そしてわらすこ広場の再開や学童保育所の

充実など、住みやすい新庄、そして住みたくな

る新庄を目指しながら、そうした人口減少に歯

どめをかけていかなければならないと思ってお

りますという２点目でした。この２点目は文章

をそのまま転記させていただきました。３点目

は、空洞化している中心地に人を呼び戻すこと

も大事なことでありますと。この３点にわたっ

ての定住促進に対する答弁でありました。どれ

をとってももっとも至極でありまして、これと

新庄市の財政状況とは密接不可分の関係であり

まして、「しかし財政状況が大変なので今はで

きません」では済まされない状況なのでありま

す。３月の一般質問のときにはまだ新庄市の人

口はたしか４万16人でした。もうすぐ３万人台

の小都市になってしまいますよと、どうするん

でしょうかと私が質問したのでありますが、そ

の質問した後、10日もたたないうちに３万人台

に転落してしまったのであります。４月になっ

ても、きのうの質問でのやりとりでも人口は３

万9,852人、もう既に４万人台から148人も減少

しているのであります。ここ３カ月間で150人
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以上もの減少をしたことになります。これは新

庄市にとって大きな問題ではないでしょうか。 

  先日、４万人を割ったことに対しての山形新

聞のインタビューで、市長は「30年近くで新庄

市は微減して３万人台になったのでありますか

ら、まだまだ歴史と伝統のある魅力ある新庄市

である」とのコメントが載っておりましたけれ

ども、山尾市長のときに３万人台になったとい

う事実は事実であるわけでありますから、改め

て「４万人台を回復するように頑張ります」ぐ

らいは決意として言っていただいた方がよかっ

たのではないかと思っているのは私一人だけで

はないというふうに思っております。市長はま

だまだ魅力ある新庄市であることを強調したか

ったのでありましょうけれども、反面、開き直

りでしかないととられてもしようがないコメン

トではなかったかと思えてなりません。なぜな

ら、昨日の一般質問の中でも、人口増になって

いるのは山形県では３市、たしか天童市と東根

市と寒河江市だけでありまして、全国的には減

少しております。 

  国立社会保障・人口問題研究所のデータによ

りますと2050年には新庄市は２万4,400人と推

計されているのでありますから、どうしようも

ないと市長は思われている発言ではなかったの

かと思えて仕方がありません。この点、本音は

どうなのでありましょうか。もしそうであると

すれば、これはゆゆしき問題であると思います

が、どう考えておられるのかをまずお伺いした

いと思います。安心して暮らせるまち、そして

にぎわいある活力あるまちにしても、もしこの

研究所のとおりに２万4,400人では活力など出

るはずもないと思われます。何が何でも人口増

の政策を政策課題の中心に据えて頑張っていた

だきたいと思うところでありますが、市長の考

えはいかがでありましょうか。 

  また、市の定住政策そして住宅政策の中で大

きな人口増減にウエートを占めているはずの雇

用促進住宅の東山宿舎、４棟あるわけでありま

すが、独立行政法人整理合理化計画においてこ

の雇用促進住宅４棟を譲渡・廃止の意向と聞い

ております。これもまた新庄にとっては大きな

問題でないのかと思っておりますが、市はどう

対応されようとしているのでありましょうか、

現状を含めてお知らせください。 

  次に、第２点目の市町村合併についてお伺い

します。昨日、平向議員も心配して質問されて

おりましたので、その議論を踏まえて質問をさ

せていただきます。 

  まず、最上地域将来像検討会を立ち上げて、

本年１月21日から５回にわたって会合を持たれ

たとのこと、それぞれの首長の２人が２期目で、

そのほかの６人は１期目であること、そしてそ

れぞれの首長の思惑があり、なかなかまとまり

にくいということ、そして合併特例債があるう

ちに、平成22年３月まででしょうけれども、そ

れまでにまとまらなければとの思いなので、期

限が限られていることなどを昨日はお伺いしま

した。さらに突っ込んでお伺いしますが、この

５回の検討会で浮き上がってきた問題点、また

この５回の検討会で進展した事象などがありま

したならばお知らせいただきたいと思います。 

  また、この合併問題を好むと好まざるにかか

わらず推し進めていかなければならない中心都

市である新庄市であるわけでありますから、市

長のリーダーシップが問われるところでありま

す。肝心の市長はどうなればベストだと思って

おられるのか。それぞれ違った方向性のベクト

ルがある、その一定の方向にそれをまとめてい

くのに、中心者の一念そして信念が最も重要な

気がしますが、いかがでありましょうか。 

  地域総合力を高めていくための財政、産業、

福祉、教育などの四つのテーマなどでも検討会

で議論されているようでありますが、その課題

の検証、そしてそれぞれの共通のテーマの実践

も含めてどう進展しているのか、市長の考えを
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中心にお知らせいただきたいと思います。まず

新庄市の中心のリーダーである、その合併の中

心的存在である市長の考えは、本音はどうなの

かということをお伺いしたいと思います。さら

に、今後最上はどうなるのかとの観点から、こ

の検討会というのは重要であるというふうに思

いますので、市長の考えを自分自身の考えとし

てお伺いしたいと思います。 

  以上で壇上よりの質問を終わらせていただき

ます。御清聴ありがとうございました。(拍手) 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

中川正和議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、金議員の御質問にお答

えさせていただきたいと思います。 

  先月31日に多くの子供たち、保護者の方々が

参加した中、わらすこ広場が再開されました。

これから大いに利用してもらいたいと思います。

未来に向けて明るい一歩を踏み出したと思って

おります。 

  少子高齢化社会が進行し、人口減少傾向がと

まらない中にあって、お年寄りの方への福祉政

策とともに少子化対策は柱となる施策の一つで

あります。子供に優しく、安心して住めるまち

の実現は、未来の豊かな新庄市の実現でありま

す。いろいろな施策の中で、第３子誕生祝い金

も一つの手法であり、過去の実績、検討を踏ま

え、施策体系の中での重点化などを考慮し、さ

らに検討してまいりたいと思っております。ま

た、定住促進の実現は、一施策一施策を実施す

ればできるというものではないと考えます。さ

まざまな施策の集大成として可能なものであり、

基本目標としてにぎわいと交流のまちづくり、

安心して暮らせる安全で快適な生活環境づくり、

飛躍に向けた魅力ある地域産業づくり、新しい

文化を創造する人づくり、環境に優しい地域づ

くりをさらに推進してまいりたいと思っており

ます。これからも安心して暮らせるまち、にぎ

やかなまちを目指し、暮らしをよくする施策を

市民とともに進めてまいりますが、特に喫緊の

課題として雇用の場の確保を柱に据え、住みよ

い住宅政策、子育てしやすい環境の整備などに

力点を置きたいと考えております。 

  次に、定住促進政策の一環の質問だと思いま

すが、雇用促進住宅、新庄東山宿舎についての

御質問ですが、平成13年12月19日、特殊法人等

整理合理化計画が閣議決定され、さらにこれを

受けた平成19年12月24日の独立行政法人整理合

理化計画の閣議決定の中で、雇用促進住宅新庄

東山宿舎が整理合理化されることになりました。

内容につきましては、平成20年度末までに譲渡

希望の回答がない場合や今後検討するなどの事

実上回答を留保する場合など、または民間にお

いても売却が不調の場合には、閣議決定に基づ

き住宅を廃止するとの通達になっております。

現在、市営住宅のあり方についてストック計画

を策定中でありますので、住宅政策としての有

効活用も含め内部で検討してまいりたいと考え

ておりますので、御理解のほどお願い申し上げ

ます。 

  市町村合併についてですが、昨日、平向議員

の御質問にもこのテーマでお答えしましたが、

１月29日に最上地域将来像検討会が設立されま

した。各首長の方々は、合併するしないはとも

かく、地域の将来像についての協議は必要であ

るとの共通認識に立ち、最上地域の現状と諸課

題、合併のメリット・デメリット、地域総合力

を高める方策、将来ビジョンの４項目について

研究、検討を重ねる中で、普通交付税の特例措

置がある合併新法の期限を視野に入れた検討の

必要性を感じておられる方もいらっしゃるので

はないかと受けとめております。 

  現在の少子高齢化の急速な進展や厳しい財政

状況が続くなどの市町村を取り巻く状況に対応

し、最上地域が将来にわたって安心して暮らせ

る生活環境を維持していくためには、最上地域
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が同じ生活圏として共存共栄していく以外にな

いと考えております。私は、お互いに抱える問

題点を共有し、解決策を探りながら将来像を話

し合っていけば、「最上は一つ」という方向を

確認し、動き出すものと認識しております。市

町村合併は地域のあり方にかかわる根本的な課

題であり、地域の将来や住民の生活に大きな影

響を及ぼすものであるため、最終的には合併の

是非は市民の皆さんが判断するものであります

が、市としても議員各位の御意見、市民の皆様

方の声をよく聞きながら慎重に取り組んでいき

たいと考えております。 

  壇上からの答弁は以上とさせていただきます。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

中川正和議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 答弁をいただいた中で

答弁漏れがありますが、新庄市が４万人台を切

ったということに対する市長の見解が述べられ

ていません。どうでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

中川正和議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 大変失礼いたしました。新聞の感

想と同じでございまして、30年たって3,000人

ちょっと、新庄の魅力というのはすばらしいな

というふうに思っております。１年間で生まれ

る方が300人ちょっと、亡くなる方が700人近く

いるという、300から400人の差が出てきている

中で、まだその中でも110人ぐらの差だったと

いうことで、新庄の持っている能力、機能、北

部の中心地としての役割は今後ともやっていか

なければならないというふうな使命を持ってお

ります。そうした意味で、４万人は切りました

けれども、まだまだ新庄は成長していかなけれ

ばならないと、そういう思いでおります。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

中川正和議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） ４万人台は切りました

けれどもという、人口の減少の問題は何回も、

前市長ともいろいろやりとりあったんですが、

研究所のデータによりますと2050年には２万

4,400人になるだろうと。そうすると１人当た

りの人口増に大体交付税がどれぐらいかという

検討を今までも一般質問させていただきながら

したのですが、50万何がし、住宅があれば固定

資産税も含めてということで、とにかく人口が

減少すれば活力もくそもあったもんじゃないと

いう状況下になり得る状況なのです。新庄は今

までの中心の歴史とか何かあるよと、大都市だ

と言われた中で、３万人台の都市となること自

体が、議会に身を置く一人として何とかして４

万人台を回復できないものかという願い、思い、

実践というのはだれもが持ち合わせている思い

じゃないかなと思いますが、今の市長の答弁で

すと、確かに一面は歴史と伝統があって、30年

間で3,000人ぐらいしか減ってないのだから、

まだまだ魅力はあるよとは言いつつも、この３

月から６月までの間に150人も減って、１人の

交付税で何ぼとかとなったらば、かなり莫大な

新庄の活力、活性に対するマイナス面なわけで

あります。その面で再度、市長は先ほども言い

ましたように人口増に対するいろんな要素があ

るよと。さっきも２点目のことを市長がこの前

の３月に答弁されたとおりに話をさせていただ

きました。要するに人口減少の歯どめをかける

ためには、すべて先ほども言われたようですけ

れども、一面的ではだめだと、やはり住宅の供

給、そして子育て支援も欠かせない、公社の事

業の住宅造成の推進、夜間休日診療所の充実、

そしてわらすこ広場の再開や学童保育所の充実

など、住みたくなる新庄というのは何のために

するのですか。それはやはり人口４万人ぐらい

までこうやってやって、活力ある新庄をつくっ

ていただくためにやるのではないでしょうか。

４万人台を切ったということに対する新庄市長

の本音はどうなんでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
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中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 国立人口問題研究所の

30年、40年先、確かに地域のみならず、国全体

が抱える少子高齢化の今後のトレンドの数値と

しては大変厳しい数値になっています。最上郡

のとある村はもう1,000人台にそのころはなっ

ているだろうと、一つの村としての存亡を左右

する非常に深刻な数字として出されております。

これはあくまでもトレンドでありまして、何も

対策を講じない、このままでいくとというよう

な数字でありまして、国でも全体的な国力ある

いは国際的ないろんな関係からすると日本国の

存亡にかかわる大変な問題だととらえておりま

して、そこからやはり少子化対策あるいは子育

てに厚い、教育に厚い対策をというような発想

がそこから生まれてきております。国力を左右

するようなゆゆしき問題でありますので、そう

いう国の大前提があると。 

  地域に限って言いますと、きのうも申し上げ

ましたけれども、第４次振興計画の中でもやは

り先を見通して、この人口減少に対してどう対

処していくのかということが一番大きな問題と

して浮かび上がってくるかなと思っています。

そういう意味では、市長が申し上げたように、

総合的な施策、特化して申し上げると、３月で

も述べました子育てあるいは雇用、そういった

ものに特化しながら地域力を高めながら、地域

としてのあり方を今後とも行政として力を入れ

てやっていきたいということで述べさせていた

だきましたので、次期まちづくり計画の中でそ

こら辺を特化しながら議論をして、一つでも二

つでも具体的な施策として議員の皆様方からの

意見をちょうだいしながら生かしていきたいと

いうことで御理解をいただきたいと思います。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

中川正和議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 今の政策経営課長のお

話、もっとも至極なのでありますが、新庄市が

ここ３カ月間で150名もの人口減になったとい

う、この事実は事実なのです。山尾市長の段階

に３万人台になったということも事実は事実な

のです。これに対する憂いと、何とか４万人に

したいなという意気込みが今のお話の中には感

じられないのです、全国的に減っていくのだか

らいたし方ないことじゃないのかなと。それじ

ゃ角度を変えてお伺いしますけれども、東根市、

かなりの勢いで４万5,000人台に今なりつつあ

ります。なぜああいうふうに人口増になる要素、

考えられると思いますか、私なりには意見を持

っているのですけれども。寒河江、なぜ人口が

ああいうふうに、天童は山形のベッドタウンだ

とか、温泉街のいろんな云々で区画整理事業を

上手にやった云々というやつは大体わかるでし

ょうけれども、そのほかの２地域は何か光るも

のがあって、上手に物事の施策の展開をしてい

るからこそ人口がふえているんだと思いますけ

れども、何が要因だと思われますか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

中川正和議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 県内でふえている地域

が３地域、そのほかの地域、特に13市の中でも

四つ、五つぐらいはかなり減ってきていると、

ここ30年くらいで。新庄はそのはざまにあって

微減ながら、市長も申し上げましたように、健

闘してきたのかなというふうな、人口減ではそ

ういった感じは受けますし、県でもそういった

感想があることは確かです。ですけれども、こ

こ３年ぐらい急激に減ってきたと。去年の同時

期に比べますと300人ほど減っている。ここ３

月、４月、５月と減ったというのは、やはり転

入・転出の差があると。この時期はどうしても

毎年減る時期で、３月にどんと減る、４月に若

干転入があって揺り戻しがあり、５月に大体ト

レンドとしてそういった傾向に落ちつくという

傾向がございますが、去年から300人以上減っ

ているということは一つの大変な問題かなと深
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刻に受けとめていかなければということを感じ

ています。それから、東根、寒河江の人口増に

つきましては、総合的な政策もあるでしょうけ

れども、やはり雇用の場に力を入れて、あるい

は子育てに力を入れ、産業振興に力を入れ、安

定して働く場と住む場、そして安心してそこに

住み続けられる、いろんな条件を総合的にやっ

ているということの地道な成果があらわれてき

ている、もちろん山形という大都市の周辺にあ

って、そこから通勤している方、近郊的な都市

という性格もあるでしょうけれども、まちづく

りに力を入れてきた成果の一つとして上がって

きているのかなという感じも受けます。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

中川正和議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 政策経営課長が言われ

る、その点もそうだと思いますが、条件が悪い

からといって人口が減ってないところだってあ

るわけですよ。要するに一人称で何としても４

万人にとどめたい。何とか魅力ある、雇用の場

だ、総合力だ、こうは言うけれども、ほかのと

ころは周辺に工業団地がある、山形がある、産

業が振興している、例えばの話ですが、参考に

なるかどうかわかりませんけれども、東根の土

田市長、文化的なんて、文化会館もありません

でした。今回ようやくタントクルセンターがで

きました。文化的な部分は文化会館一つないん

ですよ。それでも住宅政策には徹底して政策を

展開しました、若木団地から。新庄から行って

いるのはほとんどあそこらに行っているんじゃ

ないでしょうか。その施策はまず人口増でない

と物事は始まらないというスタンスを市長みず

からが言っているのであります。私も話し合う

機会が、相手は市長ですから、まず傲慢だなと

思いつつも、そこまでやる市長なのであります。

寒河江の市長、徹底して新庄と同じように、花

博やりましたけれども、今も持続展開しており

ます。それで何を誘客するのか。サクランボの

地場産品に人方にいっぱい来てもらって、食っ

てもらって、飲んでもらって、買ってもらって、

その地域の土壌力をつけたい、地域総合力です

よ、図っています。まだ持続していますよ。そ

れも全部展開するのはそれぞれ首長ですよ。や

り方によってはそういうふうになるんだという

こと。今の話をお伺いしていると、だれもが自

然減だから仕方ないな、少子化だし、死ぬ人が

700人もいて、転出する人が700人いて、生まれ

るのが300人しかいないんだもん、自然減なる

よなというのは当たり前の話で、それをどうや

って食いとめ、住みいい、こうだということを

するのかというのは一人称で話が語られてない

じゃないですかと私は申し上げたいのですが、

そこいらのところを学ぶべき点あると思うので

すけれども、いかがでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

中川正和議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 ３市、先行のまち、東根、寒河江、

天童のお話をしていただいた、今の成果という

ものは今すぐ出たわけではないわけで、積み上

げがあったというふうになるわけです。それを

言い続けますと、じゃ新庄市はこれまでどうだ

ったんだかというふうに行き着いてしまうと思

うんです。そうではなくて、今、人口は若干減

ったけれども、今後の展開、これまで東根や寒

河江や、そういうところがやっている施策に学

びながら、追随しながらも、やはり活力あるま

ちをつくっていきたいという第一歩だというふ

うに私は思っております。 

  初めに言いました雇用の場の確保についてで

すが、人材がいないと企業の皆さんから言われ

ます。人材教育、我々は何をしてきたのだろう

か、大変大きな問題です。今回、そんな話をし

ている間に、ヤマトテックさんから300万円の

御寄附のお話がありました。ぜひ物づくり、将

来の子供たちが地場産業について働けるように

人材育成を図りたいというふうに申し上げたと
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ころ、200万円追加で500万円。東根市で先駆的

にやっていたのが、名前を出していいかどうか

わかりませんが、アイジー工業さんが物づくり

の支援をしてきた。米沢では各ライオンズクラ

ブあるいはロータリークラブがそういう物づく

りの支援のために何十年とかけてやってきた。

新庄市は皆さんやってきたんです。でも、総花

的にやってはまずいんじゃないか、特化してい

くしかないということで、子育て支援、そして

また雇用の場の確保のための人材育成を図ろう

と、これを皆様方に御協力をお願いしているわ

けです。これまでのほかの地域がいいからとい

うことではなく、新庄の持っている魅力を最大

限に出して、これだけすばらしい自然環境に恵

まれ、またエコ産業なども育つ新庄市の魅力は

ますます広がると私は思っています。そのこと

を地域の皆さん、そして学校、保護者、現場に

新庄のよさをもっともっと近づけていかなけれ

ばならない、言い続けていかないと、また元に

戻って、新庄には何もない、会社もないという

話になってしまいます。しかし、広報等で企業

紹介などさせていただいておりますけれども、

世界に冠たる企業が市内に多くあるということ

です。本当の人材を求めています。これは市全

体、役所だけではなく、議員の皆さんと一緒に

人材育成を図って、雇用の確保の場を広げてい

く、そして地元から採用した人がまたその会社

を担っていくような人材を今我々がつくってい

かなければならないと。そうした意味で、子育

てを中心にしながら、充実を図りながら、それ

で訪れる人たちにこのまちのよさを、そしてま

た地域の人たちがこのよさに気づき、まちの発

展につなげたいと。一つ一つの政策はさまざま

ございますけれども、それは予算書の中で表現

することで、この中では大枠のお話をさせてい

ただきましたが、これまでやってきた新庄市の

田園都市、決して間違っていたわけではない。

やはりこの基盤力をどれだけ経済力につなげる

か、私はそういうふうに思っています。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

中川正和議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 市長が熱意の一端を述

べられたので安心したところは安心したのです

が、一人称で４万人台にしますよといろんな施

策を展開しながらの決意表明をいただきたかっ

たのでありますが、一度たりとも４万人台の話

には、回復するという話にはなりませんでした

ので、ぜひ総合力の中で４万人台を回復しても

らいたいなという切なる思いであります。 

  これに関連しまして、今度新副市長になられ

ました副市長にお伺いしますが、雇用促進住宅、

住宅供給公社にも関連するでしょう、公社の理

事長ですから、４棟で何百世帯という状態が、

例えばの話でこれが売却状態になったとすれば、

そこから人口流出することも考えられます、今

の値段以下云々、今後これもゆゆしき問題であ

ろうと、人口減に対する歯どめの対策として。

新副市長のお考えは、新庄市の女房役としてど

ういうふうにコントロールされようとして、ど

ういうふうにしたいのかなという考えをお伺い

したいと思います。 

國分政嗣副市長 議長、國分政嗣君。 

中川正和議長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣副市長 人口増、定住人口の増につきま

しては、やはり雇用が一番だと思います。先ほ

ど市長が経済力と。経済という言葉をこの議場

で聞いたのは久しぶりだなと思いますけれども、

我々新庄最上地域が随分前から所得格差を言わ

れて久しいわけでございますが、それを何とか

回復、県内でも平均に近づこうということで、

工業、農業、いろいろ施策を打ってまいりまし

た。工業団地あるいは農業生産基盤、その上に

立ってこれからもっと技術あるいは活用、それ

から地元の得意の技術、産物、産業を確立して、

自前の技術、自前の産業で何とか経済力を上げ

ていこうと。これがまず定住の第一要件だろう
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と思っております。次がそれを受け入れる住宅、

集合住宅あるいは個別の住宅だろうと思います。

土地開発公社の関連での御質問でございました

ので、開発公社と雇用促進事業団の住宅の関連

について、結びつけて検討は今はいたしており

ません。そのような状況であります。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

中川正和議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 副市長、ちょっとピン

トがというか、産業の振興は確かにそうですけ

れども。今私が質問したのは、雇用促進住宅４

棟あります、昭和58年と平成７年につくられた

最近新しい２棟と古い２棟と。これに住んでい

る方々というのはかなりの数が、もしこれが新

庄市の新たな政策として松本団地等々老朽の市

営住宅を例えば売却だとか撤退するだとか、そ

の間にそっちの方の雇用云々というやつの、要

するに市長がさっき言われたように、今の雇用

促進住宅を現に入居していることを踏まえて早

期廃止をしたいと、よって新庄市はどうやって

か買っていただくことができないのでしょうか

となった場合には、必ず公社を経由するはずだ

と思いますけどね、公社の方で市のためのいろ

んな云々というやつを考えて、それも定住に関

して人口が減らないような施策の展開としてい

ち早く手を打たなくちゃだめな状態ではないの

かと私は思って質問させていただいたのであり

ます。要するに、新庄市がそのところをはっき

りしないと、またますます何百人減りますよ、

あそこのところ。市でなくて民間開発業者だっ

て、また上がったりすればまた別のところにす

るだとか、こうだとかという状態に。そのため

にも、この４棟の東山の雇用促進住宅の譲渡を

市に打診してきていると聞いているんですけれ

ども、そうだという話、市長からの答弁あった

わけですから、それを受けてどういうふうに新

庄市が人口減少の歯どめも含めてやられるのか

というのが理事長としてどうなのでしょうかと

お伺いしているのであります。もう一回どうぞ。 

國分政嗣副市長 議長、國分政嗣君。 

中川正和議長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣副市長 釈迦に説法を申し上げるような

答弁になりますけれども、新庄市では土地開発

公社はございますが、住宅供給公社はないので

あります。要するに、土地開発公社は宅地造成

して優良宅地を供給して定住を図るという機能

が当然あるわけでございますけれども、理屈に

なりますけれども、住宅を供給するという機能

は土地開発公社にはないと理解しております。

それとは別に、雇用促進事業団の４棟が今売却

に付されようとしております。それについては

市として十分検討をしてまいります。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

中川正和議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） こっちの方のテンショ

ンと副市長のテンションのずれが物すごくあり

まして、歯がゆい感じもするのでありますが、

新庄市はこのままこれをほかのところ、民間の

開発が動いた場合には新庄市から流出する可能

性がないわけでもないでしょう。この点につい

てはどうなのですか。そのときには新庄市のト

ップ２として、副市長として何とかそれを例え

ばどういうふうにやりたいと、ビジョンをちゃ

んと出さなくちゃだめな状態、釈迦に説法なん

ていう話がありましたけれども、それは公社は

いろんな云々の用途をそういうふうにして市で

安価な値段で云々ということで人口増の定住に

も寄与するでしょう、それは。だけれども、今

現実の問題を中心になって考えて、どうやって

新庄市の人口減少の歯どめをするのかと考える

責任者なわけでしょう。それが今みたいなテン

ションの下がったみたいな、何とかなったら、

どうかなとか、こうだなとか、ますます人口の

減少に歯どめでなく、そのまま流れがどんどん

流れていくのではないかと懸念しますけれども、

もう一度そこいらのところの歯どめの関係から
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女房役としてどうですか。ちょっとテンション

上げてしゃべってもらわないと困るんですね。 

國分政嗣副市長 議長、國分政嗣君。 

中川正和議長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣副市長 雇用促進事業団は、旧称かもし

れませんが、その４棟の活用について、いろん

な売却の条件、あるいはこちらで取得して使う

場合の条件、取得の方法、最も有利な財源も含

めた取得方法等を検討してまいります。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

中川正和議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） ぜひ早急に、今年中の

年度末ですから、20年度末でそれは売却予定し

ているわけですから、ぜひ早く手を打っていた

だいて、新庄の人口減がますます増長ならない

ようによろしくお願いしたいと思います。 

  もう１点、最後の方の合併の問題であります。

この件について市長はいろんな流れの中でいろ

んな部分で話をずっとされているようでありま

すが、市長の意図するものは、合併ですからそ

れぞれ思惑があって、いろんな部分であると思

いますが、合併を前提として最上地域将来像検

討会、理事会と幹事会が中にありますけれども、

その中で地域総合力というのがありました。こ

れがために、この質問するに当たっていろんな

ほかの首長にも聞いたみたところでありますが、

例えば新庄に中核工業団地がありますが、まだ

まだあいております。そのところに企業誘致の

運動論としても最上８市町村の町長、村長、市

長が連携していった場合には、最上総合力とし

て、一番肝心なことは、今何回も市長からも政

策経営課長からも話が出ましたけれども、新庄

市に雇用の場がないんだという話がありまして、

この地域総合力の中でテーマとしては産業の部

門に入ると思いますが、ある首長は新庄市長に

も最上将来のビジョンの取り組みで、８人で一

致団結「最上は一つ」にならないように、要す

るに、例えばの話、合併を前提にしなくても、

地域総合力を上げるために、工業団地に企業誘

致する場合に８市町村の首長と市長と集まって

陳情に行ったらどうでしょうかという提案をし

たのですけれども、市長としてはまだアクショ

ンを起こしていただけないようだなという感じ

の話がありましたんですが、今後、市長はマニ

フェストの中で「私は新庄市のトップセールス

マンだ」というふうな話もずっと言って、マニ

フェストの中にのってきて当選されたわけです

から、そういうふうな考えはありますか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

中川正和議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 確かに広域に行きますと「８人そ

ろって陳情に行きましょう」と、「どこに」と

なるわけです。来られた方の会社はどう思うで

しょうね。私はそれを言っております。総合力

としてそれぞれが情報を持っているわけです。

中核工業団地に紹介できる企業がどこそこ村の

出身のどれそれがあるよということであれば、

そういうふうな情報に基づいて２人か３人で行

くことはあると思います。８人そろって来られ

た会社はどう思うでしょうか。私はそのことを

言っているわけです。今回７月７日に２回目の

企業誘致、市内で立地企業の懇談会を予定して

おります。そこには８市町村そろって案内、私

以外の７町村に案内を出しております。また、

小・中の校長会の代表、高校の進路担当あるい

はコンピューター学校、そこまで案内をしてお

ります。そこで企業との連携促進を図っていく

と。私たちが情報を持っているかというと、案

外、人は知っているんですが、中身の情報がわ

からない。やはり情報は企業の皆さんが持って

いるわけです。こういう懇談会を通じて８市町

村一緒になりながら、行動を起こすというのは

こういうことが最初だと私は思っています。そ

の中から、あの企業はいけるとなればそろって

行きますし、それを懇談会を通して８市町村が

企業との情報を集めながら行動するということ
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が私は大事だと。むやみやたらに行っても何が

何だか相手はわかりませんので、その辺は東京

事務所の方でリサーチを進めてもらっておりま

すので、数撃てば鉄砲も当たるではなく、確率

の高い形で新庄最上にリサーチするところを今

後とも頑張っていきたいと思っております。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

中川正和議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） ８市町村の首長が全部

集まって行ったって何になるんだという考え方

がちょっと。例えば一致団結して、それこそ例

えばの話、釈迦に説法なのでしょうけれども、

五つの商店街がありますが、一つの商店街だけ

自分のところに何かよくしてくださいと言って

も、ほかの商店街は賛同しているのですかとな

った場合には、それはまたほかのところもちゃ

んといろいろ同意を求めてくださいとなるでし

ょうけれども、５商店街がすべて一丸となって

集められた場合には物が成就する場合だってあ

るわけですよ。市長が今ずっと言っていること

自体が、例えば情報の共有化、これだって結局

は新庄市に工業を持ってきたっていいと言って

いるんです、ほかの首長方は。なぜかといった

ら４割ぐらいは新庄に来ているわけですから。

だから、大きな工業が新庄に来るときに、新庄

市長ばかりじゃなくて、ほかの町長も村長もみ

んなで例えばその部分の共通のデータ、情報公

開をお互いにやった上での話でしょうけれども、

それは前提は前提なのですよ。８人で集まって

何するんだじゃなくて、８人集まったら力がも

っと出るのではないかという考え方は、今、市

長の話で言下にあれされましたけれども、それ

はちょっとおかしな話じゃないですか。そこら

が市長と認識がずれるのですよ。要するに、自

分は自分が持っている能力があるから、自分は

もうお山の大将で、新庄市が中心になってやれ

ばいいのだ、ほかのところはこうだという状態

だったらば、地域総合力なんか出ないわけでし

ょう。その持っているよさを十分に団結しよう

とする気はないのでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

中川正和議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 ８市町村の力を出すということの

認識の違いだというふうに言っておるわけです

が、先ほど言った懇談会などで情報を共有して

いきたいと。また、現実的に８人そろうという

時間のそろい方というのは大変難しいんです。

月１回の会議を調整するのに職員がその調整す

らなかなかできないという状況の中で、今一つ

一つ組み立てながらしておりますので、そうい

う意味で、合併も含めてそういうふうな機動力

を合わせていかなくちゃいけないというふうに

思っております。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

中川正和議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 団結は力だと思います。

それぞれの町村長も含めて何とかしたいなとい

う思いはみんな一つだと思いますので、そのリ

ーダーシップは市長がとらなくちゃだめな状態

だと思いますから、理事長ですから、ぜひ皆さ

んの寛大な意見も吸収するキャパを持って、ぜ

ひ最上は一つという状態の方向で進めていただ

きたいなというふうに要望して終わります。 

中川正和議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午後２時３６分 休憩 

     午後２時４６分 開議 

 

中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 

  次に、小関 淳君。 

   （５番小関 淳議員登壇）（拍手） 

５ 番（小関 淳議員） たいまつ’07の小関で

す。昨年春の選挙で選出されてから駆け出しの

議員として試行錯誤を繰り返しながら活動を続

けてまいりましたが、あっという間に１年が経

過してしまったというのが正直なところです。
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議員活動も残すところあと３年しかありません。

その間、議員の一人として、先輩議員の方々、

執行部の皆様とともに、未来を生きる子供たち

のために少しでも住みよい新庄市を残せるよう

に活動していきたいと思います。 

  初めに、私は質問の中でよく市民という言葉

を使います。その市民とはこの新庄で暮らすす

べての住民のことです。このまちをいい状態に

して次の世代につなげたいと考える住民のこと

です。決して一部の支援者に限定したものでは

ありません。そういう意味での市民ですので、

執行部の皆様、どうかその辺を御理解いただき

ながら御答弁をお願いしたいと思います。 

  さて、質問に入らせていただく前に、最近目

についた職員の仕事ぶりを報告させていただき

ます。一つは、今年度の予算を市民にわかりや

すく説明した「しんじょうのよさん」の作成で

す。現在ホームページ上に掲載されており、冊

子にしたものについては各公共施設で閲覧でき

るようにしています。この作業には、市民と情

報を共有し、市民とともにまちづくりをしてい

こうという行政側の姿勢が感じられました。や

はり市民協働を積極的に進めようとするのなら

ば情報の開示は不可欠であり、「しんじょうの

よさん」作成は大変評価されるべき作業だと思

います。 

  次に、市ホームページの改善です。その中の

暮らしの情報コーナーには市民のために必要な

多くの情報が盛り込まれています。今までは知

りたい情報を探しにくいところがあったのです

が、それは行政の弱点である縦割りが妨げにな

っていたようです。それが先日見てみると、と

ても利用しやすいページになっていました。窓

口業務に関しては市民課や税務課の垣根をなく

し、子育てについては健康課、福祉事務所、教

育委員会の情報がまとめて掲載されていました。

ささいなことのようですが、従来の縦割り分類

と比較して格段に情報が引き出しやすくなって

います。このように職員の方々の市民に向けた

ちょっとした心配りと実践が日常的に各部署で

行われるようになれば、市役所全体はもちろん、

新庄市全体がよい方向に向かっていくのではな

いかと感じました。 

  そして、三つ目、正面玄関受付の中にある市

民相談室の奮闘ぶりです。相談の内容は比較的

軽度なものもあるようですが、やはりほとんど

が多重債務、悪徳商法、離婚など現代社会のゆ

がみによって生じる重い問題であり、だれにも

言えず、わらにもすがる思いで相談に見えるよ

うです。それに対して真摯に対応し、その都度

しかるべき専門機関なども紹介しているようで

した。今、社会の荒波の中で翻弄される市民に

とって大切なよりどころとなっているのが市民

相談室ではないかと強く感じました。 

  それでは、通告書に従いまして、市民と行政

が互いに信頼し、協力し合える新庄市になるた

めの質問に入ります。 

  初めに、指定管理者制度についての質問です。

３月議会の一般質問でもいろいろ伺いましたが、

今回は施設の利用状況というよりも、その根本

である制度自体についての質問をしたいと思い

ます。 

  最初に、昨年12月、市民文化会館事業を芸術

文化振興市民ネット新庄に、ことし４月には雪

の里情報館事業を東北情報センターに管理委託

したわけですが、指定管理者の周辺からは管理

者としての強い意気込みを感じる一方で、この

制度に対する不安の声もちらほらと聞こえてき

ます。市としては今後もこの制度による民間活

力を取り入れていこうとしているようですので、

この制度が果たして新庄市民にとってどう有効

で、持続可能な制度としてどう定着させようと

しているのか、その辺のことを伺いたいと思い

ます。そして、そもそも指定管理者制度導入の

意図とは何か、それも改めて確認しておきたい

と思います。もちろん行財政改革大綱にも書か
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れていますが、もう少し具体的に御説明いただ

きたいと思います。 

  次に、指定管理者と行政との関係を執行側と

してはどう認識しているのかということです。

なぜこのような基本的なことを伺うかというと、

指定管理者には当市の厳しい財政状況下で低下

していく市民サービスを何とか民間に手助けい

ただきたいという認識であればいいのですが、

もし市民協働という大きな看板を掲げていなが

ら、指定管理者である民間企業や市民団体に対

して単なる業務の下請先という認識でいるとす

れば、この先大変な状況が発生してしまうので

はないかと懸念するからです。確かに市民が利

用する公共施設ですから、法的に規制、指導す

べき部分はあると思います。持続可能な本物の

制度にしていくためには相互の関係が極力フラ

ットなシステムが理想であろうし、行政側には

少なくともそういう意識が必要ではないかと思

います。 

  次に、指定管理者はどういう基準で選定され

ているのかということです。各施設の特性を十

分に把握した上で選定しているのでしょうか。

例えば雪の里情報館ですが、あの施設には雪害

に関する資料はもちろん、積雪地方の農村経済

史など全国的にも貴重な資料がたくさん所蔵さ

れています。その資料の閲覧に日本全国から研

究者がやってまいります。そういったケースに

は十分な対応ができる体制になっているのでし

ょうか。豪雪というハンデを背負いながら厳し

い暮らしを余儀なくされ、それでも必死に生き

抜いてきた人々の貴重な記録と誇りを今の制度

でどう守り続けていくおつもりなのでしょうか。 

  次に、指定管理者受託料の算定は何を基準に

しているのでしょうか。この委託料の中でサー

ビスの向上を図り、文化振興に寄与し、安全で

安定した管理運営が、しかも限られた人員で無

事に遂行できるとお考えなのでしょうか。また、

自主事業予算についても計上されていないよう

ですが、これは管理者が捻出しなければならな

い資金なのでしょうか。また、仮に自主事業が

できたとして、収益が出た場合はどのような扱

いになるのでしょうか。 

  以上で指定管理者制度については終わります

が、この制度を本当に持続可能なものにしてい

くためには、よい部分はよりよくしていかなけ

ればならないし、見直しが必要な部分はすぐに

でも改善していくという姿勢が必要なのではな

いでしょうか。世の中すべからくバランスだと

思います。指定する側と指定される側の両者が

お互いに納得し、信頼できるような関係が構築

できない限り、この制度は持続困難なのではな

いかと思いますので、ぜひ早急に見直し、再検

討をお願いしたいと思います。 

  続いて、市民協働事業についての質問をいた

します。 

  指定管理者制度も市民協働事業の中の一つで

すが、ここでは地域の課題解決や多様化する公

共サービスを市民と行政がともに担っていこう

ということで平成17年に作成された新庄市協働

推進のための指針をベースに確認していきたい

と思います。この指針どおりに進んでいけば、

私の思いである市民と行政と議会の３本の矢が

結束すれば新庄市は絶対に折れない状態まで必

ず到達すると思います。しかし、それぞれの意

識や体制がしっかり固まっていないとただの市

民協働ゲームになってしまうおそれもあると思

います。やはりこれも持続可能な体制にしてい

くためにはさまざまな課題を早急に解決してい

く必要があると思います。そこで、市民協働の

体制づくりは進んでいるのか、また市民協働を

推進できるような予算がついているのかを伺い

ます。そして、職員や市民の市民協働に対する

意識はどうなっているのか、またそれぞれに対

して市民協働の啓蒙活動をどのように行ってい

るのかをお聞きします。 

  そして、市民協働を推進していく上で、行政
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は市民が活動しやすいようにシステムや環境を

整備していくという重要な役割があると思いま

す。その役割を職員一人一人が認識する必要が

出てくると思います。市民に対して、地域の課

題を認識し、自分のできる公共サービスを社会

に提供し、まちづくりに主体的に参加する役割

というものを要求するのならば、市職員は率先

してその役割を認識すべきではないでしょうか。

市民と行政が公益活動の意識を共有し、お互い

がパートナーとして認め合い、活動していくこ

とが不可欠になってくると思います。というこ

とで、現在、地域活動やＮＰＯ活動などに私的

な立場で参加している職員はどれだけいるのか、

今後のためにも把握しておきたいと思いますの

で、お答えいただきたいと思います。 

  最後に、職員地域担当制の現状について伺い

ます。体制の進捗状況はどのようになっている

のでしょうか。そして、職員の反応や市民の反

応は現在どのような感触なのでしょうか。この

制度は、市民と行政が互いに信頼し、協力し合

える新庄市にするためには、間違いなく大変有

効なシステムだと考えています。それだけに難

しく、システムが定着し、十分に機能するよう

になるには、市民に対しての地道な啓蒙活動と

地域に定着させるための十分な熟成の期間が必

要だと思っております。インド独立の指導者ガ

ンジーの「よきことはカタツムリの速度で動

く」というすばらしい言葉があります。内外に

いろんな意見もあるとは思いますが、これから

の新庄市にとって必要で有効な制度であること

を強く認識しつつ、この制度の有効性を信じて、

ぜひじっくりと職員に、そして地域に定着させ

ていただきたいと思います。 

  以上、壇上から、市民と行政が互いに信頼し、

協力し合える新庄市になるための質問を終わり

ます。御清聴ありがとうございました。（拍

手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

中川正和議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 今議会最終質問、小関議員の質問

に答弁させていただきます。大枠の答弁になり

ますので、詳細等については関係各課よりの再

質問等でお願いしたいと思います。 

  指定管理者制度につきましては、公共団体に

限定していた施設管理委託をＮＰＯや株式会社

などの民間主体にも枠を広げ、施設の効率的、

効果的管理とあわせて、住民サービスの向上を

図ることを目的としております。指定管理者に

は行政処分に該当する施設使用許可など広い範

囲にわたって施設管理に関する権限が委任され

ていますが、市は設置者としての責任を果たす

立場から必要に応じて指示を行っており、施設

の設置主体及び管理主体は指定管理者制度を活

用した場合であっても新庄市にあります。 

  指定管理者の選定基準は、第一に施設使用の

平等の確保が図られること、第二に管理経費の

節減が図られること、そして第三に安定的な管

理能力があるのかの３点を基本とし、施設の特

徴に応じた選定基準を設けており、協定締結に

当たりましても施設の特徴に応じた協定内容と

しております。指定管理料は、市直営当時の経

費の実績などを参考にしながら算定しておりま

す。事業費については、従来の実績に基づき算

定していますが、このほかに施設の設置目的な

どに合致すれば、市と協議の上、指定管理者の

責任と費用により自主事業を実施できるものと

しております。指定管理者制度の運用につきま

してはさまざまな御意見をいただいております

が、制度の趣旨である市民と行政の連携が果た

されるよう進めてまいりますので、よろしくお

願い申し上げます。 

  次に、市民協働についてですが、新庄市では

平成17年度に協働推進計画を策定し、行政にお

ける協働推進体制の確立と市民活動の育成、支

援に取り組んでまいりました。行政情報の積極
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的開示を進めるとともに、職員においては協働

の手引の作成や研修を継続して実施することで、

市民協働についての意識づけが進みました。ま

た、平成18年度から公募による協働事業を実施

し、今年度からは市民活動交流広場ぷらっとを

総合窓口として通年で共同企画を受ける共同企

画提案制度を創設しております。これらの取り

組みにより市民においても確実に公共に対する

意識や関心が高まってきていることを実感して

おります。昨年度の協働モデル事業発表会にお

いては、議員の皆様方を初め市民、職員約100

名近くが参加し、協働の成果とその意義につい

て改めて確認することができました。今後とも

このように具体的な協働の事例をオープンにし

ていくことで、協働の輪を広げていきたいと考

えております。 

  市民活動や地域活動に加わっている職員につ

いての数字は把握しておりませんが、新庄まつ

り若連を初め、子育て中の世代であればＰＴＡ

やスポ少の役員、その上の世代では町内会の役

員など、職員も地域のさまざまな場面で活躍し

ていると認識しております。 

  最後に、職員の地域担当制ですが、職員が地

域に入り、行政情報を提供しながらコミュニケ

ーションを図ることにより、地域の課題などを

把握して、地域と行政が同じ立場に立った新し

いまちづくりを目指すものであります。これに

より、地域住民の危機管理や災害時の要援護者

対策など福祉支援も視野に入れた協働のまちづ

くりを推進できると考えております。今年１月

から５月までを試行期間とし、17地区をモデル

に管理職が毎月１回、区長宅を訪問し、行政情

報を提供しながら地域の課題などを話し合って

きました。５カ月間の試行で区長さんからは

「行政からの一方通行でなく、市役所が近づい

てきたという感じがする」という御意見もいた

だいております。今後は、試行期間での実施形

態と方法を見直してほしいという区長さんの御

意見を取り入れ、今秋以降の実施に向け、より

効果的な方法を検討してまいります。日ごろか

ら職員に対し、地域担当制にかかわらず、自分

が居住する地域と十分かかわっていってほしい

と申しておりますが、この取り組みによって職

員がより地域に身近な存在となるものと考えて

おります。 

  壇上からの答弁は以上とさせていただきます。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

中川正和議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） 仮に雪の里情報館と市

民文化会館を例にとっていただいて、そこでの

コストの削減、18年度と今でどれほどのコスト

の削減になっているかを教えてください。 

中川正和議長 暫時休憩いたします。 

 

     午後３時０５分 休憩 

     午後３時０５分 開議 

 

中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

中川正和議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 具体的な数字の資料が手元に

ないんですけれども、先ほど市長から答弁申し

上げましたとおり、経費見積もりにつきまして

は、事業費あるいは施設の管理経費については

これまでと同じ形で計算しておりますので、そ

の年によって修繕料など違ってくるものはあり

ますが、基本的には施設の維持管理経費と事業

費は同じです。ただ、大きく違ってくるのが人

件費です。これは雪の里であるとか文化会館に

限らず、すべての施設について当てはまること

でありますけれども、平均の数字で言いますと、

正規職員の手取りでない、いわゆる人件費800

万円とよく私どもは使っておりますけれども、

標準的な指定管理者の積算の際の人件費はほぼ

200万円程度ですので、１人当たりのその差、

直営でやっていたときと指定管理者の差は出て
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きます。施設によって人数が違いますから、掛

ける何人というふうになってきますが、そのよ

うなことで極めて大ざっぱな答えになりますけ

れども、そんなとらえ方をしていただければ、

そんなに大きく狂わないと思います。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

中川正和議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） さっきの私の質問がち

ょっと悪かったのかもしれませんけれども、市

で運営した場合の経費と事業予算と、指定管理

者に委託した場合の事業予算との差のことを聞

きたかったんですけれども、わかりますか。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

中川正和議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 指定管理者制度への移行につ

きましては、基本的には事業経費につきまして

は、何々事業に幾らという積み上げにつきまし

ては従来の事業をもとに計算しますので、指定

管理者制度に伴って新しい事業を加えるという

ことは、普通は、特に移行の時期はしませんの

で、事業経費自体は同じだというふうにとらえ

ていただいて結構です。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

中川正和議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） じゃ人件費の部分をち

ょっと言わせていただきますけれども、雪の里

情報館が532万6,000円と人件費がなっているよ

うです。そして文化会館も同じ金額です。人員

というか、それは文化会館と雪の里が一緒だと

いうことでそういう人件費を想定したわけでし

ょうか、同じ金額ですよね。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

中川正和議長 生涯学習課長三浦和枝さん。 

三浦和枝生涯学習課長 文化会館と雪の里の人件

費の計上、従来置いていた体制で、つまり３名

ずつなんですけれども、館長が嘱託ということ

でしたので、その分の給与はそのまま、職員が

いた分を嘱託報酬のフルに働いた分の計算をし

て計上させていただいております。３名です。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

中川正和議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） 文化会館の方で聞いて

きたんですけれども、532万6,000円を今７人で

回しているそうなんですね。市での人件費の計

算としては三浦課長がおっしゃったように３人

で計算なさっているわけです。本当に施設自体

がうまく機能して、先ほども申し上げましたよ

うに地域文化に寄与するほどの活動がこの人件

費で本当にできるのかどうかちょっとお聞きし

たいと思います。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

中川正和議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 指定管理者制度移行前に３人

でやっていたものを指定管理を受けた事業者が

７人でやるということ、それは何人でやってい

ただいても、そう制限するようなものではない

んですけれども、一応人件費の積算としては市

でやっていた人数でやっていただくということ

で計算するのは、文化会館に限らず、わくわく

新庄であるとか、生涯学習課以外では火葬場で

あるとか、いろいろなところが指定管理者制度

に移行していますけれども、それは同じです。

ただ、市で指定管理者に求めるものがさらに高

まる、あるいは広がるというふうなことになれ

ば、それはそれで人数の積算というのが違って

くるんでしょうけれども、先ほどお答えしまし

たように、普通ですと移行時は余り指定管理者

制度に移したからこういうこともしてください

とか、そういう事業面でのプラスというのはな

かなかしにくい面がありますので、実際しても

きませんでしたけれども、今後いろいろ指定管

理者制度がより定着して、さらに市民ニーズな

どへの対応、そういったことも行わなければな

らない、それを実際に施設を管理する指定管理

者の方にやっていただかなければならないとい

ったような場合は、やはりそこでの人数計算は
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異なってくるだろうなとは思っています。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

中川正和議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） そのようにお答えをい

ただいたんですが、ここに管理者に考えを聞い

たアンケートみたいなものがあるんですけれど

も、そこに書いてある要求というか、市側の要

求が非常に高度で、何といいますか、一生懸命

市民に貢献してくれよという内容がここに書い

てあり、その回答として答えているのが「市民

ニーズに即した芸術文化鑑賞機会の提供、市民

の文化活動への支援などを積極的に行い、新庄

市芸術文化向上の拠点施設にふさわしい管理運

営を進め、地域文化の創造と発展に当たりま

す」という回答がされているんですね。多分市

が管理者にしている要求と、そこに係る経費と

のギャップがすご過ぎるんじゃないかなと私は

思えるんですけれども、今後そういうところを

改善するようなお気持ちはどうでしょうか。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

中川正和議長 生涯学習課長三浦和枝さん。 

三浦和枝生涯学習課長 基本的に施設で指定管理

者制度を活用する場合には、その施設の設置目

的がありますから、それにのっとった運営をし

ていただくということで、今お話しになった、

ちょっと難しい、高尚ですけれども、そういう

ふうな使命が文化会館にはありますので、基本

的にそういうふうな事業をやっていただきたい

ということで市側からはお願いしてございます。

ただ、自主事業等について企画するのは指定管

理者側の自由な企画によりますので、例えば市

民プラザもそうなんですけれども、施設で企画

している自主事業というのは基本的に受益者負

担にのっとりまして、受益者の方から受講料と

かを取って、それで賄うような形になっていま

す。市民プラザ直営ですので、受講料を上げた

分は全部歳入に入れて、その歳入分を消耗品と

か通信運搬費に分けて歳出の方に盛ってありま

すので、持ち出し分というのは全然ないんです

ね。受講料で賄うという形になっています。指

定管理者の方にお願いしている施設の自主事業

についても、基本的にはそんな形でやっていた

だくという形でお願いしております。例えばも

っと具体的に言いますと、企画の仕方によって

は、文化会館あたりでは都はるみを呼んできて

満杯にすればある程度もうかるとかというふう

なこともあって、そういう部分で企画運営の仕

方で指定管理者の方々には努力が報われるとい

うふうな方式になっています。つまり指定管理

者の方々から自主事業についての受講料とか入

場料は市に納める形にはなっておりません。使

用料だけでございますので、そんな形でやって

いただければと。文化会館の方も、私もしょっ

ちゅう行ってお話ししたりしていますけれども、

まだ１年目なので、ことしはそういう事業を計

画していないけれども、民間の方々と協力して

企画委員会を立ち上げまして、民間の方々の各

分野からの意見をいただいて、来年あたりには

そういう大きい事業を計画してみたいというこ

とでございました。 

  なお、例外として、文化会館には小中学生の

芸術鑑賞教室という従来市でやっていた事業が

あるんですけれども、それについては370万円

ほどなんですが、予算がついております。小中

学生から入場料1,000円ずついただいて、より

芸術文化を鑑賞する機会をということで提供し

ているわけなので、それについては利益を考え

ないということで、その辺については委託管理

料の中に含まれて自主事業としてお願いしてご

ざいます。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

中川正和議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） わかりました。 

  あと、行財政改革の中の指定管理者制度の導

入というところで、その意義はよくわかるんで

すけれども、余りにも経費を節減してしまうと



- 112 - 

私は事故が起きる可能性も出てくるんじゃない

かなと思うんですね。埼玉県富士見市のプール

の事故もそうだと思うし、そうなってからでは

経費節減どころか、損害賠償だ、何だで大変な

ことにもなるし、行政としてのイメージもかな

り下がってしまうのではないかと。その上、管

理者にまでも責任が出てしまうような流れに今

なっていますよね。そうなると、それこそ行政

側も管理者側も本当につらい状態というか、大

変な状態になってしまうのではないかと。その

前に、幾ら経費を節減しなくちゃいけないとい

う大命題があるにしても、やはりある程度の人

件費とか経費というものは確保しておかなけれ

ばいけないのではないかと思うんです。有事の

前にそういうシステムにしておかなければなら

ないのではないかと私は思うんですけれども、

いかがお考えですか。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

中川正和議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 火葬場の指定管理者制度の１

期目が切れて２期目の募集の際、１回目はたし

か応募者がなくて、再公募した経過がございま

すが、やはり経費の面も相当に影響してそうい

う状況になっているのではないかなと。指定管

理者制度全体をどうするというのは総務課の担

当ですので、そんなふうにとらえております。

昨日、今田議員の御質問にもお答えしたところ

ですが、この制度は平成17年度から、15年度に

地方自治法の改正があって、新庄市としては割

と早目に17年度から導入してきておりますけれ

ども、17、18、19と３年たちました。さらに、

20年度、ことしも図書館であるとか、ほかの施

設への拡大について検討中であります。こうい

った節目で、今まで３年いろいろやってきまし

て、先例というのがそんなにもないもんですか

ら、手探りの部分もありながらのこの間でした

ので、３年を改めて振り返って検証してみまし

て、その上で今後の活用方針を立てたいと思っ

ております。その作業というのは今年度すべき

ものと思っております。その検証なり内容検討

の中には当然指定管理料の積算の仕方も入って

きます。ほかにも、丸投げみたいにならないよ

うな市と指定管理者のかかわり方の整理といい

ますか、そういったこととか、いろいろ課題は

あるんですけれども、経費につきましては、先

ほど小関議員から文化会館の例をとって紹介あ

りました、市が求めることが高度な割には委託

料の積算の仕方がシビア過ぎるという声、実際

に指定管理者本人はもちろんのこと、各方面か

らちょうだいしておりますし、そのことも含め

て今年度中の少しでも早い時期に何とかまとめ

たいなと、活用方針の新たなものを定めたいな

と思っております。今のままでは確かに私ども

も持続できるのかということについては一抹の

不安を感じていますので、突然指定管理者にぼ

んとやめられたらバンザイするのは市ですので、

そういう市としての責任を踏まえながらきちん

とした活用方針を立てていきたいと思っており

ますので、きょうの種々の御意見を十分に参考

にさせていただきたいと思います。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

中川正和議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） そのようにしていただ

きたいと思います。 

  ちょっと事例なんですけれども、山形市の市

民活動支援センター、管理者がアミルというと

ころで受託しているわけですけれども、協定の

期間というか、締結した期間ですか、10年なん

です。予算が３億8,000万円です。ということ

は１年3,800万円で受けているんです。そこも

文化会館と似たような人員で、正職員７名、パ

ートさん１名で回していて、そこの人件費とい

うのが1,700万円なんですよ。文化会館は532万

6,000円で、清掃費を回したとかで800数十万に

なっているんですけれども、余りに山形市が設

定したというか、受けたあれとは数字が違い過
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ぎるのではないかと。契約したというか、締結

した内容の業務のみで1,700万円、職員１人当

たり大体十五、六、七万円でしょうか。私が思

うには、このデータを見ると、ワーキングプア

と世の中で言われている年収200万円以下のラ

インを十分認識した上で金額を設定しているの

ではないかと思えるわけなんです。やはり対外

的なことを言っても年収200万円というライン

前後の人件費は設定していただかなくちゃいけ

ないんじゃないかなと思うわけです。雇用創出

という効果もねらっているわけでしょうから、

当然そういうものは設定していただきたいと思

います。 

  次に入ります。 

  市民協働事業についてですが、財政難を理由

に行政の責任を少しずつ市民に背負わせている

んじゃないかという市民の声があります。そう

いう状態の中で市民協働事業を推進していくと

いうのは非常に困難というか、非常に難しい、

逆風の中で進んでいかなくちゃいけないので難

しいと思うんですね。行政の信頼を回復するた

めにも、しっかりとこのシステム自体、あとは

意識自体も確立していく必要があるのではない

かと思うんですけれども、どうでしょうか。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

中川正和議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 市民協働ということを正式に

打ち出したのは多分平成17年度策定の行革大綱

の中でだと思います。市民をパートナーとする

市政の推進という表現だったかもしれませんけ

れども、平成17年度の行革大綱の全体を見ます

と、メーンテーマが財政再建でした。それの真

っただ中といいますか、そういう中で市民協働

という新しい取り組みも打ち出したものですか

ら、財政再建のための市民協働みたいな受けと

められ方がよくされまして、弁解といいますか、

そうではないという説明を当時いろんな人にし

たように記憶しているんですけれども、決して

財政再建のための協働ではなくて、財政は財政

で立て直していかなければならない、ただ、こ

れまで行政としていろいろやってきたことを例

えば公共サービスへのかかわり方など、市民と

一緒にやる、あるいは市民ができることはして

いただくようなことも含めてそういったパート

ナーシップづくりというのを進めて、削るだけ

ではない新しい行革、市役所の姿という一つの

形が協働だったんです。ですけれども、小関議

員がおっしゃるように、確かに打ち出した時期

も重なっていますし、どちらかといえば財政再

建に引きずられがちですから、どうしても行政

でできないので市民みずからの力でやってくだ

さいというような感じで受けとめられる場面も

ありますけれども、本来は違うということは御

理解いただきたいと思います。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

中川正和議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） あともう一つ、最後に

確認したいところがあります。市民協働事業と

いうのは、市の職員の方が職務中に進めること

が前提なんでしょうか。つまり、市民と共同で

何かをしていく際に、職員は有償で、市民が無

償で事業を進めるということが市民協働事業と

いうことなんでしょうか。どういう認識でいら

っしゃいますか。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

中川正和議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 事前相談で統一見解というわ

けではないので、総務課長としての認識としま

しては、特に最近公園清掃とか、いろいろな形

で職員が地域の人と一緒に無償といえば無償で

ボランティアとして活動することもふえてきて

いますけれども、基本的に協働事業にしまして

も仕事としてやっている以上はそれは有償にな

ります。それは原則です。ただ、実態としては

いろんな取り扱いの仕方はありますけれども、

正式に聞かれれば、例えば夜とか土日でしたら



- 114 - 

時間外の対象にすべき業務だというふうに私と

しては認識しています。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

中川正和議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） 恐らく市民の意識とし

ては、同じ目的に向かって前に進んでいるとき

に、片や仕事を休んでその事業に参加して、無

償どころかマイナスになっている場合もあるん

ですよね。片や有償で働く。これは非常にアン

バランスで、演壇でも言いましたけれども、世

の中すべからくバランスだと思います。お給料

が出るというのは当たり前の話なんですけれど

も、市民協働という事業を進めていくならば、

そこは考えなくちゃいけない部分じゃないかな

と思うんです、市民感情を考えれば。ぜひそこ

をうまく考えていただいて、市民が納得するよ

うなシステムにしていただきたいと思います。 

中川正和議長 以上で今期定例会の一般質問を終

了いたします。 

 

 

散      会 

 

 

中川正和議長 あす11日から15日まで本会議を休

会したいと思います。これに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

11日から15日まで本会議を休会し、16日午前10

時より再開いたしますので御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後３時３５分 散会 
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開      議 

 

 

中川正和議長 おはようございます。 

  会議の前に、市長より発言の申し出がありま

すので、これを許します。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 若干報告事項をさせていただきた

いと思います。 

  岩手・宮城内陸地震の報告であります。平成

20年６月14日土曜日午前８時43分に発生しまし

た岩手・宮城内陸地震についての御報告を申し

上げます。 

  このたびの地震による犠牲者には最上郡内の

住民も含まれており、行方不明者の捜索も現地

で必死に行われておりますが、無事救出される

ことをお祈り申し上げております。また、死亡

された犠牲者の方々には心より御冥福をお祈り

申し上げます。 

  さて、地震の震源地は岩手県内陸南部で、マ

グニチュード7.2、震源の深さは推定８キロメ

ートルで、新庄市の震度は４でありました。地

震発生を受け、災害対策マニュアルに基づき同

日午前９時に新庄市環境課長を班長とする災害

対策警戒班を設置し、第二次警戒配備を行い、

関係各課長を中心とする各部署の配備指定職員

及びその他職員約50名による災害関連被害や情

報収集を行いました。 

  新庄市における人的な被害としては、60歳の

女性が自宅敷地内で物置から母屋に移動する際

に転倒し、左肩を脱臼し、救急搬送を行った事

例が１件発生しております。また、施設関係に

ついては、生涯学習施設５カ所でエレベーター

が緊急停止しましたが、同日中に確認作業を終

了し、正常稼働しております。その他市民への

ライフラインや道路、地すべりなどの被害の確

認はございませんでした。 

  被害発生がないことを確認しましたので、同

日正午に災害対策警戒班を解散しました。その

後、マスコミ対応などのため、環境課職員の待

機といたしております。 

  なお、新庄市として、宮城県大崎市からの要

請により、本日16日午前８時に給水車を出動さ

せました。最上広域におきましては、地震発生

直後より各施設等の被害状況を確認しましたが、

被害はないという報告を受けております。また、

最上広域消防本部では、消防長官の要請により

緊急援助隊の出動を行いました。14日午前11時

45分、隊員10名、救助車両、救急車、後方支援

車両の各１台が出動、出動先は宮城県大崎市の

鳴子出張所で、栗原市の駒の湯温泉で活動中で

あります。 

  議員の皆様には大変御心配されたことと思い

ますが、この場をおかりいたしまして御報告と

させていただきます。 

  それから、もう１点、皆様のお手元にある封

筒は、ふるさと納税の寄附金の案内等、実は14

日、葛麓会に持参し、御説明する予定でおりま

したが、新幹線が停止しているということで、

上京を断念し、警戒班の方におりましたので、

葛麓会に持参する予定の封書と同様のものを議

席の上に置かせていただきましたので、よろし

くお願いいたします。以上であります。 

中川正和議長 ただいまの出席議員は20名、欠席

通告者はありません。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

文教厚生常任委員長報告 

 

 

中川正和議長 日程第１議案第43号新庄市国民健



- 118 - 

康保険税条例の一部を改正する条例の制定につ

いてを議題といたします。 

  本件に関し、文教厚生常任委員長の報告を求

めます。 

  文教厚生常任委員長沼澤恵一君。 

   （沼澤恵一文教厚生常任委員長登壇） 

沼澤恵一文教厚生常任委員長 おはようございま

す。それでは、私から文教厚生常任委員会の審

査の経過と結果について御報告申し上げます。 

  本定例会で当委員会に付託されました案件は、

議案１件であります。審査のため、６月11日午

後１時30分より議員協議会室において委員７名

出席のもと、関係職員の出席を求め審査を行い

ました。 

  議案第43号新庄市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の制定については、健康課から

説明を受けた後に審査に入りました。健康課よ

り、このたびの改正の内容は大きく分けて４点

あり、その１点目は、国民健康保険税の限度額

に関するもので、基礎課税分の限度額を47万円

に、新たに後期高齢者支援金課税分として12万

円の限度額を規定したとのこと。改正の２点目

は、世帯平等割額について国保から後期高齢者

医療制度に移行した結果、単身の国保世帯とな

る場合に限りこれを特定世帯として５年間２万

3,900円の世帯平等割を半額とするとともに、

この半額措置は低所得者の７割、５割、２割の

減額措置と併用できるよう改正したとのこと。

改正の３点目は、５割減額、２割減額の判定に

際して、後期高齢者に移行し国保を喪失した方

についても、国保においては同一世帯であれば

これを人数に加えて判定するというものです。

改正の４点目は、減免に関するもので、社会保

険等の被保険者が後期高齢者の方に移行したた

め、その被扶養者だった方が新たに国保の被保

険者となった場合は、２年間、国民健康保険税

の減免を行うとのことであり、限度額の改正以

外はすべていわゆる軽減・減額の措置の内容と

の説明でありました。 

  なお、改正内容の説明の前に、議会において

法令に反した議決が行われた場合における法令

上の措置について説明が求められ、健康課より、

法令上は地方自治法第176条第４項から第８項

までの規定により再び議会に付されることとな

るなどの説明がありました。 

  委員より、具体的な事例を引用した上で、高

額所得とは言えない世帯においてもこのたびの

限度額の改正により国保税の増額となるケース

もある、市の裁量により限度額を据え置く考え

はないかとの質問があり、健康課から、県内に

おいては法律で規定された限度額以外の額を定

めた例はなく、また実質収支が赤字となってい

る本市の国保財政の面からも地方税法の規定さ

れた限度額以外の額を定める考えはないとの答

弁でありました。 

  委員より、限度額が適用となる人数の質問が

あり、健康課より、医療分の限度額47万円につ

いては137人、後期高齢者支援分の限度額12万

円については291人で、合わせて限度額の適用

を受けるのは300人弱と推計しているとの答弁。

委員より、この300人弱が今までより税額がふ

えることになるのかとの質問に、限度額適用者

が300人弱と推計しているが、増税となる人が

300人ふえるということではなく、300人の人が

限度額の適用を受けることになるとの答弁。さ

らに委員より、前年度に限度額適用者であった

人が全く同じ条件の場合、この限度額の改正に

よって税額がふえるのかとの質問に対し、健康

課より、医療分・後期高齢者支援分の二つに分

けて限度額を設定したことから、中には減額に

なる場合も考えられるが、税額がふえる可能性

が大きいとの答弁でありました。 

  委員より、この改正案が否決となった場合の

措置について質問があり、健康課からは、地方

自治法の規定に基づき対応するとの答弁、また

委員より、この条例改正案はもう少し時間をか
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けて審査する時間的余裕があるのかとの質問に

対し、４月１日を基準日に７月から国保税の課

税を考えており、このため時間的余裕はなく、

今期定例会において決定いただきたいとの答弁

でありました。 

  委員より、このたびの改正について、政府は

負担増ではないと説明しながら、限度額の引き

上げにより増税となるのは問題であり、自治体

の裁量として市は地方税法の規定額以下の額と

するよう再提案すべきで、国保会計の負担軽減

のため、国庫負担の増を強く訴える必要がある

との意見、また委員より、７月からの国保税徴

収を考慮すれば審査延長の時間的余裕はなく、

本市国保会計における実質収支の状況、医療費

増の現状を考えれば、限度額の改正も必要なも

のである、このたびの改正が上位法に基づくも

のであることを考慮すれば必要な条例改正であ

るが、この改正の要因となった後期高齢者医療

制度に対して不満を持っており、議員として、

住民として、国に強く見直しを働きかける必要

があるとの意見、その他、制度が複雑過ぎてわ

かりづらいとの意見及び限度額、算定額の具体

的事例に関する質問などありましたが、採決の

結果、賛成多数で議案第43号は原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  以上をもちまして、文教厚生常任委員会に付

託されました案件の審査の経過と結果について

報告を終わります。 

中川正和議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第43号新庄市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の制定については、委員長の報

告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 異議がありますので、起立採決い

たします。 

  議案第43号については、委員長の報告のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

中川正和議長 起立多数であります。よって、議

案第43号は委員長の報告のとおり可決されまし

た。 

 

 

産業建設常任委員長報告 

 

 

中川正和議長 日程第２議案第44号市道路線の認

定及び廃止についてを議題といたします。 

  本件に関し、産業建設常任委員長の報告を求

めます。 

  産業建設常任委員長遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信産業建設常任委員長登壇） 

遠藤敏信産業建設常任委員長 おはようございま

す。私から、産業建設常任委員会の審査の経過

と結果について御報告申し上げます。 

  本定例会において当委員会に付託されました

案件は、議案第44号市道路線の認定及び廃止に

ついての１件であります。６月12日午後１時30

分より市役所３階議員協議会室において、委員

６名全員、また都市整備課より関係職員の出席

をいただき審査を実施いたしました。まず、審

査に先立ち、路線の現地視察を行い、現場を確

認の後、審査に入りました。 
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  都市整備課より、認定３路線、廃止２路線に

ついて説明がありました。認定する路線野中谷

地小屋線は、野中地区ふるさと農道緊急整備事

業において整備され、集落と集落を結ぶ路線で、

円滑な交通網の整備を図り、市道として管理す

るために新たに認定するものであり、滝の倉野

中線については、山形県施行の県営担い手育成

圃場基盤整備事業の完成に伴い終点の変更が生

じるため改めて認定するもの、また野中野中線

については、市道滝の倉野中線の廃止に伴い、

その一部を取り込んで改めて認定するものとの

ことでした。廃止する路線の滝の倉野中線につ

いては、県営担い手育成圃場基盤整備事業によ

り新たな路線に振りかえとなるため廃止するも

のであり、また野中野中線については市道滝の

倉野中線の認定に伴い起点の変更が生じ、改め

て野中野中線として認定するため廃止するとの

ことでした。 

  委員から、今回の認定で市道の延長は何キロ

になるのかとの質問があり、４月１日現在

292.343キロメートル、今回追加分1,467メート

ルプラスで総計293.81キロメートルになるとの

こと、またほかの委員からは未舗装部分の計画

はとの質問があり、交付金、補助事業を利用し

て行っていきたい、整備の年次計画等は現在の

ところ未定とのことでした。その他さしたる質

疑はなく、採決の結果、議案第44号市道路線の

認定及び廃止については、全員異議なく可決す

べきものと決しました。 

  以上、産業建設常任委員会の審査結果の報告

を終わります。 

中川正和議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第44号市道路線の認定及び廃止について

は、委員長の報告のとおり決することに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第44号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

 

 

日程第３閉会中の継続審査の申し

出について 

 

 

中川正和議長 日程第３閉会中の継続審査の申し

出についてを議題といたします。 

  議案第42号新庄市市税条例の一部を改正する

条例の制定についてに関して、総務常任委員長

より本日付で閉会中の継続審査の申し出があり

ました。その説明を求めます。 

  総務常任委員長小野周一君。 

   （小野周一総務常任委員長登壇） 

小野周一総務常任委員長 おはようございます。

私から、閉会中の継続審査の申し出について御

説明いたします。 

  当委員会に付託されました議案第42号新庄市

市税条例の一部を改正する条例の制定について、

審査のため６月11日午前10時より議員協議会室

において、税務課から関係職員の出席を求め、

委員全員出席のもと、審査を行いました。 

  議案第42号には個人住民税の公的年金等から

の特別徴収制度が規定されておりますが、現在、
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政府、与党においては後期高齢者医療制度の特

別徴収の見直しが検討されている状況にありま

す。このため、議案第42号については国の動向

を注視しながら、引き続き慎重審査の必要があ

り、この際結論を急がずに継続審査に付すべき

との意見があったため、これについて採決をし

た結果、賛成多数により継続審査とすべきもの

と決したものであります。よって、ここに閉会

中の継続審査を申し出る次第であります。 

  以上であります。 

中川正和議長 閉会中の継続審査の申し出につい

ては、委員長の申し出のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

委員長からの申し出のとおり決しました。 

 

 

日程第４議案第４５号平成２０年

度新庄市一般会計補正予算（第１

号） 

 

 

中川正和議長 日程第４議案第45号平成20年度新

庄市一般会計補正予算（第１号）を議題といた

します。 

  本件については既に説明が終わっております

ので、直ちに質疑に入ります。質疑ありません

か。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

中川正和議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） それでは、私の方から

２点質問いたしたいと思います。 

  まず最初の１点目は、９ページ、総務費の選

挙費、選挙管理委員会費ということで115万

5,000円、既存住基システム改修業務委託料、

先般の質問では裁判員制度の導入ということが

ございましたが、この内容についてもう少し詳

しくお願いいたしたいと思います。 

  ２点目は、11ページ、教育費小学校費の１目

学校管理費、この中にあります小学校管理運営

事業費、測量業務委託料59万9,000円、説明で

は土内の学校林境界を定めるという内容でござ

いました。学校林境界を定める、この場所は萩

野小学校林4.7ヘクタールの山林かなと思われ

ます。この山林はどういう現況なのかどうか、

それと、なぜ今の時期に補正を組んで境界確認

をしなくてはならないのかどうか、また、この

境界確認に際して、これは民地側の要請による

ものかどうか、まずここまでお聞きしたいと思

います。 

小野正一選挙管理委員会事務局長 議長、小野正

一。 

中川正和議長 選挙管理委員会事務局長小野正一

君。 

小野正一選挙管理委員会事務局長 沼澤議員の御

質問にお答えいたします。 

  今回の選挙管理委員会の事業費といたしまし

て、既存住基システム改修業務委託料というも

のを計上いたしました。これは御質問のとおり

裁判員制度のためのシステムの改編でございま

す。裁判員制度につきましては、住民基本台帳

の最新有権者情報を母体といたしまして、選挙

管理委員会の情報も加えまして裁判員候補者の

予定者名簿を作成いたします。そして、これは

くじによって決められるわけですけれども、こ

の決められた予定者名簿を暗号化いたしまして

地方裁判所へ送付するというシステムでござい

ます。このシステムに係る費用につきまして今

回の補正に計上いたしたところでございます。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

中川正和議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 小学校管理運営事業費の測量

業務委託料についてお答えいたします。 

  今回、測量業務を委託しようとしている土地

は、萩野小学校の学校林、昭和60年に寄附を受
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けたものでございますけれども、台帳面積では

学校林が４万2,300平米、隣接地が3,520平米の

計４万5,820平米という形になっております。 

  現況ですけれども、この学校林については昭

和29年と昭和31年の２回にわたり萩野小学校の

ＰＴＡの方々が杉の植栽を行い、適宜下刈りな

ども行ってきたとのことで、50年余り経過した

今ではかなり密集した杉林になっております。

このため、ここ数年来この学校林の北側に隣接

する農地の所有者の方から、日陰になるため適

当な間伐を行ってほしいといった要求も出てき

ております。こうしたことから、担当課として

は一日も早く境界を決定するため、特に昨年の

秋以降はほぼ月１回の割合で交渉を重ねてきた

ところであります。 

  この学校林については、隣接地との境界が昭

和45年に行われた地籍調査の際にも決定するこ

とができないで、以来40年近く代々の担当者が

境界決定の交渉を行ってきたところですけれど

も、現在まで境界未定になっている土地であり

ます。先ほども申し上げましたけれども、北側

の隣接地の所有者の方からもいろいろ要望があ

りまして、特にこの秋以降頻繁にというか、月

大体１回ぐらいの割合で交渉を重ねてきたとい

うことで、その結果、この春になりまして境界

決定のための測量を行ってもよいという承諾を

得ましたので、交渉相手も高齢ですので、この

機会を逃すことなく今年中に問題を解決したい

と考えまして、年度途中ではありましたけれど

も、今回の補正予算に計上させていただいたと

いうふうな状況でございます。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

中川正和議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） 学校林関係ですが、今

の御答弁で大体わかりましたが、昭和45年の国

調で確定できなかった、要するに40年近く未確

定のまま放置されたというような状況だという

説明をいただいたと思います。この中で、境界

は常識的に考えますと境を決めるということで、

そんなに複雑な要素がないんじゃないのかなと

いうふうに一見感じられます。当事者同士がよ

ければそこで境界線が定まると、大体の基本は

そうだと思うんです。なぜ今回この59万9,000

円の測量費を投入しなくてはならないのか。こ

こには何らかの事情があったのかどうかわかり

ませんが、測量の内容、どういうことにこの予

算を使おうとしているのか、これがちょっとわ

かりかねますので、この辺をもう一度説明をお

願いしたいと思います。基本的には境界確定は

必要です。私は賛成ですが、この測量費の額に

ついて、少し多いんじゃないのかなという疑問

を持ったもんですから、今回の質問をいたしま

した。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

中川正和議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 現況ですけれども、川のそば

にある学校林なので、かなり侵食されている部

分もあると、原形が損なわれていることもある

ということで、業務の内容としては、現地調査

から入りまして、基準点測量、公図等の転写、

連続図の作成、復元測量、境界確認、面積計算、

用地実測図、原図の作成、コンクリートぐいの

埋設まで、土地の管理に必要な最低限の作業と

いうことで考えております。 

中川正和議長 ほかにありませんか。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

中川正和議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 沼澤議員が御質問され

た学校林についてお尋ねいたします。 

  今回、こういう具体的な形で予算措置された

ということは、私も地元関係者の一人として深

く敬意を表します。 

  そこで、今後のことでちょっと心配されると

いうか、懸念されることがございます。測量す

るのはこういう理由のもとに測量するんだと、

ごもっともです。かつて地籍調査に入ったとき
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に、あそこだけでなく個人間同士でも、今のこ

れは市なり国なり県の経費でやるんだが、筆界

未定になっているのを後で双方で確定するとき

はお互いに経費を持って測量する必要が出てく

るので、今回少々双方の不満があってもはっき

りした方がいいですよという市の方からの説明

があってやった経緯がございます。そうなって

きますと、今回の場合59万9,000円の測量経費

がかかるんですが、いわゆる地籍調査で未定に

なっていたのをずっと引きずってきて、今回は

っきりすることになれば、その辺の経費の持ち

分ですか、それは市だけでやるのか、相手方も

持つのか、持つとすれば面積の案分ですか、そ

ういうことでおやりになるのか、その辺、地籍

調査に入ったときにそういう経過がございます

ので、その辺どうなっているのか、完全にこっ

ちで持ってやるのか。 

  それから、今までも過去にＰＴＡの会長さん

あたりが中心になって何回も相手とお話し合い

をし、現地も見てやってきたんですが、このた

び相手の方ではっきりするよと、そのために測

量が必要だと。そうしたときに、たしかあの土

地は大字萩野持ちの財産です、今、大字萩野は

なくなりましたが。その大字萩野持ちの何番地

という親番から分筆してやったわけ、関係者み

んなさ、今、北側の日陰とか。そうなってきま

すと、その分筆してやったのが、明治の地押し

とか、間竿を足で踏んづけて測量したなんてい

う時代でなく、平板測量も正確な時代になって

測量して、それぞれみんなにお分けしたわけ。

その結果を見ると、ほとんど狂ってないわけ、

ほかの人たちのは、その結果を見ると。そうい

うことから見れば、今回、相手の面積が3,520

平米ですか、相手が主張している境界から見れ

ば倍ぐらいになっているような感じを受けるわ

け、感じですよ。測量した結果、境界はここで

すよと相手に言ったときに相手に了解してもら

うことができるということまで話し合いが進ん

でいるのか。測量して、ここですよとなったと

きに、また「そこでない」となってくると、何

のために経費をかけて時間をかけて心配してや

ったか、また今までの二の舞になる。その辺を

相手とすかっと、相手は3,000何ぼあればいい

んだから、これが合えばいいわけ、簡単に言う

と。近代測量が確立した後の面積で払い下げし

たんですから。こっちの方は何ぼあっても関係

ないの、親番から分けてやったのだから、縄伸

びがもしあるすれば、親番の方に縄伸びの面積

が出てくるわけ、通常は。その辺はどういうふ

うな話になったのか。 

  それから、今、双方で経費を負担するんです

かとお聞きしました。なぜかというと、よく公

有地の払い下げということが出てきます。これ

をするには、隣接の了解を得て、本人が測量士

を頼んで測量して図面を作成して、そして申請

して、当然自分が経費を持ってするわけ、公有

地の払い下げの場合は。そういう意味で今回は

相手側ではどういうふうになるんですかと、経

費の負担は。個人で払い下げした人はみんなや

っておりますよ、自分で測量士を頼んで、自分

で図面つくって。そして登記料から全部自分が

持って払い下げするわけよ。 

  それからもう一つ、この測量に入るときに、

私は前にこの議場でもいろいろな面より御質問

申し上げましたが、そのときに固有名詞を上げ

てもいいかと本人にお聞きして、「いいよ」と

いう了解を得たということで発言したんですが、

斎藤 康さんとか斎藤定之さんとか、その当時

から関係した人がまだ健在ですので、ぜひその

人たちとも十分、現場に入る前に予備知識とし

て、今回測量することになったけれども、どう

いう方法で入ったらいいですかとか、過去はど

ういうことでしたかとか、それをぜひ私はやっ

てもらいたいと思います。あの人たちは刈り払

いも行っているし、植林も行っているし、一番

難儀した人よ。たしかこれは昭和20何年だか、
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私どもの隣の髙山清美さんがＰＴＡの会長をし

ていたときにやったわけ。その後で筆界が何だ

かんだと言ったとき、相手がその人の名前を上

げて「私は過去にここまでだと言ってもらっ

た」と、こういう主張をしていた。だれも覚え

ていた人はいない、黄泉路さ行ったから。それ

でも、もらったもらわないなんていうことはわ

からないけれども、大勢の方々は刈り払いも行

っているし、刈り払いとか植林も、蜂に刺され

て、蛇にかまれて、かまで手を切って、育てて

きたわけだから、みんな肌にしみ込んで覚えて

いるわけよ、その場所は。そういう意味で、一

つは経費というものは教育委員会だけで持つの

か。もう一つ、測量した結果、境界はここです

と……。私も現場に「おまえもあべ」というこ

とで行った経過があります、斎藤 康さんと区

長さんたちと。そのとき境界のくいがあったん

ですよ、はっきり。だれがしたのか、そのくい。

はっきりしないところさ、境界の赤いくい、ず

っと打っておったわけよ。相手の人さ「だれ打

ったの、あんたですか」と聞いたら「おれ、し

ない」と言うわけ。「市でやったか」と言った

ら「市でもしない」と言うわけ。それなら、こ

ういうのはいろいろもめて話し合いしていると

きに紛らわしいから、こんな境界のはなくした

らいかがですかと。その後どうなったかわかり

ません。そういうふうに私は言ってきました。

今どうなっているか。だから、一つは今言った

ように、経費はだれが持つのか。面積が出たと

きに、また改めて「ここでは不満だからだめ

だ」と、そういう懸念はあるのかないのか。今

度は金かけてやるわけですので、今までとちょ

っと違いますので、その辺いかがな確証を持っ

てやるのか。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

中川正和議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 まず、経費の負担ですけれど

も、これにつきましては市の方で全面負担とい

う形になっております。その理由は、向こうの

方はこのまま置いておいてもいいという考え方

を持っていますので、市の方としては先ほど説

明しましたように土地を管理するためにはどう

してもそういう部分はちゃんと確定しておく必

要があるということでもって、今回市の負担で

もって行うということを考えております。 

  それから、確定後、向こう側が了解するのか

どうかということにつきましては、学校林が４

万2,300、隣接地が3,520という台帳面積をもと

にして、確定した後の部分で案分していきたい

というふうに、そこら辺は了解をいただいてお

ります。 

  それから、測量に入る前に、これまで関係し

ていただいた方々に相談した上で測量に入って

いきたいと思います。確かに、渡部議員が言わ

れましたように、相手方が主張している部分に

ついては台帳面積からすれば２倍もしくはそれ

以上になっているのではないかなというふうな

感じがいたします。私も現地に行きまして、相

手方が主張している部分と図面上からはかなり

かけ離れている部分があるというふうなことで

したので、確定後どうするかということにつき

ましては、先ほど申し上げましたように学校林

が４万2,300という台帳面積があります。隣接

地が3,520というものがありますので、それの

案分で行いたいと考えております。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

中川正和議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 59万9,000円という経

費、一番いいのは、現場さ行って、ここですよ

と話し合いがつけば一番いい方法。ところが、

つかなかった、今まで何十回も話し合いしても

つかなかったわけよ。だから今回、相手方が、

測量して、面積の案分で結構ですよと。私もそ

れで結構だと思います。それ以上何ぼ言っても

あれはずっと引きずっていくだけなんで。今、

私も少しはわかるわけよ、そのいきさつという
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のは。だんだんわからなくなってくるわけ。教

育長だって管理課長して覚えったべ。 

  じゃ教育長、市長が今回は行政職より教育委

員を選任するんだと、今までの教育畑だけでな

く、別の観点からいろんな面でいい面があると

いうことで、我々もその説明を聞いて「よし」

としたわけ。そうなってくれば、教育長、行政

の経験を生かして、過去の管理課長という職責

を生かして、むしろ率先して私は取り組むべき

だと思いますよ、ほかの方々より。まず、やる

かやらないか、それを後でお聞きします。 

  それで、面積案分という言葉、大変結構なこ

とだが、ところが少ないときどうなるかという

ことも考えなければだめだ。余計なときはいい

わけよ、相手もふえるから、こっちもふえるか

ら。ずっと総体的に積もって、少ないときどう

なるか。その辺も、少ないというのは学校林側

で少ないことも考えられるわけ、相手も少ない

ということも考えられるわけ。少ないときどう

なるのか。余計なときは台帳よりふえるからい

いわけ。その辺はどういうふうになっているの

か。 

  それから、早く決めてやらないと、あの材木

の間伐をしないと品質も落ちるし、生育もすご

く影響を来す。今ここで60万円近い金をかける

けれども、できれば現場でわかれば一番いいけ

れども、60万円かけてもこの際はっきりすれば

即間伐に入ることができるわけよ。間伐が入れ

ば30万円や50万円は収入が出てくる。このまま

いくと何にもできない、宝の持ち腐れ。今いろ

いろ私は懸念するようなことを言いましたが、

その辺を十分踏まえて、これは教育長だな、管

理課長をしてきたのだから、自分が携わってき

たべ、そこに。教育長、何年も携わってきた、

管理課ということで。教育長、どうですか、お

考えは。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

中川正和議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 渡部議員がおっしゃるように、

教育委員会の管理課、今はないですけれども、

管理課で長年抱えてきた問題でした。今回、解

決の糸口が見えたということは、何か私がいた

ときと比べて非常に進んだなというふうな思い

をしております。余り杉が大きくなってしまっ

て、畑に日光が当たらない、何とか切ってほし

いと、間伐してほしいという要望にもここ数年

こたえられないまま現在に至っているというこ

とも十分把握しております。せっかくのチャン

スでありますのでこれらについて一日でも早く

解決できるように、私が先頭に立ってやってい

きたいというふうに思っております。案分につ

いては、案分ですから、ふえても減っても案分

というふうなことのようでございます。 

中川正和議長 ほかにありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

中川正和議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 私も２点ということで

お願いします。 

  10ページの６款３項農業振興費で新庄市米飯

学校給食促進事業費補助金というのがつきまし

て、これが全額県の補助で週４回までふやして

いくんだというお話だったように思いますが、

週５回が大体給食なわけで、考えますと小麦の

３倍とも言われる値上がりと、一方で農家を泣

かせている米価の値下がりという問題がありま

す。今、食料が非常に少なくなっている中、農

業振興も大事で、農業振興が今本当に重視され

るべきだと思います。米を食べる子供がやはり

この地域で育ってほしいと考えるのが学校給食

の願いの大きな柱であると思います。それを考

えたときに、４回でなくて一気に５回にして、

子供たちが小麦に頼らない、新庄産の米をずっ

と食べ続けていく子供たちを育てるという意味

で、そういうふうな拡大の考えはないのかお聞

きしたいと思います。 

  それから、二つ目は、11ページの８款２項道
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路維持費です。道路維持事業費で手数料という

のが今回の予算ですけれども、どういう手数料

なのかなということでまずお聞きしたいと思い

ます。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

中川正和議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 米飯給食につきましては、

今年度からの３カ年事業で、県の独自支援とい

うことで補助率が100％になっています。その

ねらいとしては、県産米の消費拡大と食育事業

の一環として進めております。今、新庄市では

週３回、４回の週もありますけれども、１回ふ

やして４回にすると、３回を４回にするという

ふうな年間のふえた回数を全部計算しておりま

して、県の要綱で示している基準の単価があり

ます。その単価に学校の生徒、教職員数を掛け

て今回の補正として、４回として総回数として

補正をお願いしたということでございます。 

  なお、新庄市の米飯学校給食推進協議会が４

月に立ち上がっておりますので、その回数も、

今年度は４回ですけれども、その中で検討して

まいりたいと思います。 

  いずれにしましても、学校のパン給食から米

飯給食にとにかくふやしていくという県の方針

ということで、県では週3.8回というようなこ

とを目指しております。県内でも28市町村が４

回というふうなことで、県の目指すところ、回

数はふえている状況になっています。 

中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 

中川正和議長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 道路維持事業費の手数料

の内容という御質問でございます。これにつき

ましては、当課で管理しております道路維持管

理センターのアスベストの再検査のための手数

料でございます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

中川正和議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 農林課長の方から米飯

の回数を検討していきたいというお話をいただ

きまして、ぜひ５回になるように、また重ねて

もう一回言わせていただきますが、新庄市の子

供たちが新庄市の米を食べようという気持ちに

なる子供たちにするためにも米飯をふやしてい

ただきたいと、検討をお願いします。 

  それから、都市整備課長の方から、管理セン

ターのアスベストの再検査の手数料だというこ

とでした。私としては、道路維持事業費という

ことで考えますのは道路の補修などなんだろう

なと思ってお聞きしていたわけなんです。道路

の補修ということは市道でもあちこちやられて

います。市道であれば全額市の負担になるわけ

なんですが、生活道路、私道と言われる道路に

ついては住民の負担でというふうに全額なって

います。例えば川西町のある町内の生活道路の

補修、去年も20何万かかったと思いますが、こ

としも直すとなると28万円なんて請求されまし

て、30世帯で28万円というのを毎年やることに

なるとやはり大変です。町内会費だけで１万円

かかるのに、さらに道路のために１万円という

ことになると住民の負担感というのはすごく大

きくて、道路に毎年１万円というのはひどいな

とつくづく感じます。そういう意味で、この道

路はだれが使っているかと考えますと、田んぼ

に行く道路としても使われます。また、くみ取

り車も来ますし、消防も来るときもあります。

救急も来ます。ということを考えますと、個人

的な財産ではなくて、やはり公的な道路だろう

と思います。そう考えると、こういった生活道

路への修理維持費の補助がないというのは大変

問題だなと改めて感じますが、このことについ

て今議会でもまたお聞きしたいと思います。ど

のようにお考えかお伺いします。 

中川正和議長 佐藤議員、款項目をはっきりして

もらわないと、補正予算だから。 

２ 番（佐藤悦子議員） ８款２項道路維持費、

道路維持事業費について質問したところです。 
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中川正和議長 今、私道の整備のことで言ってた

んじゃないですか。関連関連でいったら……、

そういうところも踏まえてお願いします。だか

ら、生活道路については生活道路の項目のある

ところでお願いします。これは補正予算ですか

ら、わかってもらえましたか。 

  ほかにありませんか。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

中川正和議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 私の方から１点だけお

聞きします。 

  11ページの３目学校保健費、学校給食地元産

米方式実施負担７万8,000円、これは恐らく新

庄市では一等米を給食に使っている中での地元

負担７万8,000円かと思います。このたび週３

回が４回にふえたという内容の中での実費負担

ということになっているのかお聞きします。ま

た、この一等米を利用されているのは、県内の

各学校で教育委員会にお聞きしたところ、新庄

市だけではないと、大半が一等米を給食に使っ

ているというような話も聞きました。そういう

中で、当教育委員会としても、これだけ一等米

を子供たちにおいしい米を食べさせようとして

各自治体でやっているわけであります。今、米

も需要が余りぎみで、減反をしている中で、小

嶋議員の一般質問にもありましたが、食育推進

計画の策定もやるというような市であるわけで

すから、そういうことも考えますと、やはりお

いしい米を子供たちに食べさせるというのが基

本であって、やはり考えていかなければならな

いんじゃないかと思います。そういうことを考

えますと、教育委員会、県全体としてやはり一

等米を子供たちに食べさせるんだと、二等米を

食えばいいんでないかというような今の考え方

じゃなくして、そういうことを考えると、この

一等米の地元負担、これが今伴っているわけで

ありますが、これだけ一等米を各学校で使って

いるわけですから、その辺の今後の教育委員会

としての考え方、国・県に対してのそういうふ

うな一等米の活用、これを全体的に広げていく

というような考えはあるのかないのかその辺を

お聞きします。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

中川正和議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 新庄市の場合、一等米はえぬ

きを使っております。今回、週４回になること

によって約120俵、7,180キロになるわけですけ

れども、それを補正させていただいたのが７万

8,000円という形になりますけれども、先ほど

言われたように、ほとんど県内の場合ですと34

市町村のうち33市町村でもって一等米を使って

いるということです。なぜ二等米なのかという

ことですけれども、学校給食会の資料によりま

すと、国立学校とか県立学校の場合はまだ二等

米という形になっているということで、基準と

しては二等米を基準にして、一等米を使う場合

はその差額を市町村が負担しているという状況

にあります。全県で使うようにということです

けれども、現実問題として市町村ではもうほと

んど一等米になっているということであります

ので、あとは県の方で県立学校の方をどういう

ぐあいにするのかということかと思います。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

中川正和議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 一等米をそれだけ使っ

ていることはわかっています。私の言っている

ことは、地元負担、各行政で負担しているわけ

ですね、一等米を使った場合。それを県の方、

国の方で一等米を活用するというような方向性

を考えてもらいたいと。これは各自治体で一等

米を利用していると全部地元負担しているわけ

ですね。これだけ各学校で広範囲に一等米を活

用していると、これの差額は皆自治体で負担し

ているというような状況であるわけですから、

今後やはりこれは国・県で地元負担をなくすよ

うに、なくなるようにひとつ教育委員会で考え
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てもらいたい。 

  今、一等米を食べさせている当市でもあるわ

けですが、この一等米の格付の制度が変更にな

ったのは今から二十四、五年前ぐらいなんです

ね、この格付。今の一等米というのは、昔、二

十四、五年前の一等米から三等米までの格付を

一等米に減らした。今の二等米は、我々25年前

思い出すと四等米が今の二等米になっているん

です。そういうふうな格付の制度の変更があっ

たということを踏まえて考えてもらいたい。だ

から、今の一等米というのは普通米なんです、

上級米じゃないんです、普通米なんですよ。そ

ういうことを考えますと、子供たちには食育推

進計画とか、いろいろ国でも動いているわけで

すから、ぜひひとつその辺を、一等米を使って

今やっているわけですから、その地元負担がな

くなるように、これは国・県で考えてもらうよ

うにひとつ教育委員会で検討していただきたい

ということなんですが、その辺、教育長の考え

ありますか。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

中川正和議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 学校給食の食材費については

本来保護者が負担する形になっているわけです。

ですから、今言われたように一等米という形に

なりますと、今まで市がおいしい地元産を食べ

させたいということでもって10円補助していた

のが保護者にかかっていくという懸念もあると

思います。そこら辺はこれから検討というか、

できるだけ、新庄市の場合はとにかく一等米を

食べていただいているわけですので、今後もこ

れは継続していきたいと思います。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

中川正和議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 次長、県全体として今

後考える方向で行ってもらいたいと、私は要望

も含めてなんですが、今それだけ学校で地元負

担で対応しながら一等米を使っているわけでし

ょう。これはやはり教育委員会全体として県で

その負担金に伴う分を国・県で、今後給食の米

活用に対して国・県で補うと、国・県で持つと。

今言ったように一等米を使えば個人負担になる

ようなこと、私の言っているのはそうじゃなく

て、教育委員会の中で、県の教育委員会の中で

実費負担がなくなるように、これは一等米を使

うのは当たり前なんだというような形でこれの

検討をしてもらいたいということ、そういう考

えを持ってないかと聞いているのであって、そ

こなんですよ、だから。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

中川正和議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 県の方でも米飯給食そのものを

進めるために補助金を出して、農政の方ですけ

れども、補助金を出して米飯給食を進めるとい

うことをやっています。それとあわせて、おい

しい米を子供たちに食べさせるという部分につ

いては農政サイドの方にぜひ補助していただき

たいという申し入れは教育委員会としてしてい

きたいと思っています。 

中川正和議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１１時０５分 休憩 

     午前１１時１５分 開議 

 

中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

中川正和議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） ８ページの諸収入でハ

ザキエンジニア3,000万円、そして10ページの

商工振興費の中に3,000万円、産業立地促進融

資制度貸付金ということで、概略、県と市と銀

行の３部門で9,000万円になるのかなと思いま

すが、その融資制度があるということですが、

このハザキエンジニアが新庄の工業団地の方に

誘致すると決まった時点はいつなのか、どれぐ
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らいの規模なのか、どういう経緯なのかを１点

お伺いしたいと思います。 

  もう１点、11ページの教育費３目教育指導費

で127万円のっておりますが、内容を見ますと

謝金が110万円ですから、それぞれサブという

か、ボランティア半分なんでしょうけれども、

いろいろな部分の教育指導で教育のレベルが上

がるようにという意味合いも含めて措置されて

いるものだと思いますが、内容、何人ぐらい、

どういうふうにという部分をお教えください。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

中川正和議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 産業立地促進資金融資制

度ということでございますが、内容については

議員がおっしゃられたとおりでございまして、

県、市、銀行の三者による協調融資ということ

で、9,000万円を３分の１ずつ負担して融資す

るという制度でございます。貸付先の株式会社

ハザキエンジニアは、「リング」はございませ

ん。資本金が350万円ということで、従業員の

方がパートさんを含めまして現在53名というこ

とを伺ってございます。立地した時期なんです

が、平成19年１月ということで、18年度に契約

をいたしまして19年１月に新庄中核工業団地で

立地したと。ここまで来る経緯につきましては、

もともとは角沢周辺で事業を展開していたとい

うことなんですが、格別誘致したというわけで

なくて、向こうさんの希望もあって工業団地の

方に来たと伺ってございます。業務の内容でご

ざいますけれども、携帯電話のカメラレンズの

洗浄・乾燥・組み立てということでございます。

今回この融資が実現いたしますと、従業員も新

たに十四、五名雇用する予定ということも伺っ

てございます。 

  なお、この洗浄技術なんですが、大手カメラ

メーカーとの取引で100％受注ということで、

今後月産300万台を400万台規模に拡大したいと

いうふうなことを伺ってございます。 

山川義隆学校教育課長 議長、山川義隆。 

中川正和議長 学校教育課長山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 スクール・ソーシャルワ

ーカー活用事業についてでございますが、昨年

度まで生徒指導の推進協力員活用調査委託金と

いう事業がございまして、これが小学校の指導

体制とか関係機関の連携のあり方について調査

を行っておりました。それに引き続く事業でご

ざいまして、平成20年度、21年度の事業になり

ます。現在、新庄小学校と日新小学校に週３日

程度、半日程度というふうな調査と生徒指導の

体制の強化を行っております。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

中川正和議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 産業立地促進資金融資

制度貸付金の件でありますが、平成19年に新庄

中核工業団地の方に立地したということですね。

そうしますと、この制度というのは前からあっ

たのでしょうけれども、なぜ今この時期、６月

の補正の時期なのか。逆に言えば、そういうふ

うに企業に進出するよと言われたときに、こう

いう制度があるからという部分でハザキエンジ

ニアに話を持っていった方が、よりまたほかの

企業も含めてこういうふうにして動くケースが

あるのではないかと。角沢周辺でやられていた

という話ですが、この時期、果たしてどうなの

か。立地していただくためのいろんな努力、裏

で頑張られたということは十分承知の上で話を

するわけでありますが、こういう部分は今後例

えばほかのところに対する企業誘致に関しても、

こういうふうな優遇制度があるから新庄の工業

団地の方に誘致してもらえないかという状態で、

一般質問の中にも話がありましたけれども、新

庄で就労する場所の確保が第一義だと、市長も

そのためのトップセールスマンだと言われてい

るわけでありますけれども、企業のこの部分、

今、銀行、市、県の三者でこういうふうに貸付

制度をするんだということですけれども、こう
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いう優遇制度はあらかじめ工業団地に入るよと

言われた時点でやった方がより効果的ではない

のかと思えるところがあるわけです。ですから、

今なぜこの時期なのかということをお伺いした

いと思います。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

中川正和議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 先ほどの御質問の際にお

答えすればよかったんですが、ちょっと説明不

足でございました。ハザキさんにつきましては

既に使っていただいております。年度が明けま

してこういった申請がまた来たということで、

今までの規模を拡大するということで再度申請

があったということでございます。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

中川正和議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 再度拡大するというこ

とで3,000万円、県も含めて9,000万円というこ

とですね。どんどん企業誘致のためのいろんな

部分の努力はしていただきたいと思います。 

  もう一つ、学校指導の事業費、週３回ぐらい

ということで、新庄小学校と日新小学校で週３

回ぐらいの調査業務を行うと。先生のＯＢの方

なんでしょうけれども、新庄市には小学校が８

校ありますが、大規模中心校という意味合いで

127万円をつけられて、平成20年、21年度でこ

ういうふうにしてやるという話でしょうけれど

も、他の沼田だとか、調査と言われるんですが、

これに対する効果というか、こういうふうにし

た方が、安心安全も含めてでしょうけれども、

より子供らのそういう部分を保てるよという部

分なのでしょうけれども、なぜこの２校だけな

のか、そのほかの例えば新庄市内、沼田等も含

めて５校ぐらいにはならないのかどうなのか。

５校というか、８校ですね、萩野も含めて。こ

ういうふうな部分は127万円というのは妥当な

のかどうなのか、もう少しそこのところをきち

っと充実した方がいいのか。その調査業務を行

われている方は、ちなみに学校の先生のＯＢの

方々でしょうか。それともいろんな部分の業種

の方々のＯＢがなられているのでしょうか、ど

うでしょうか。 

山川義隆学校教育課長 議長、山川義隆。 

中川正和議長 学校教育課長山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 現在、新庄小学校と日新

小学校に配置されておりますが、ほかの学校に

ついては、例えば県の配置の加配とか、そうい

うふうな部分で補っている部分がございますの

で、ある部分では心配されるというか、人数が

多いというふうな部分で２名配置というふうな

形で行っております。なお、この学校に行って

いる方ということでありますが、ＯＢの方がい

らっしゃっているという形になっております。 

中川正和議長 ほかにありませんか。 

３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 

中川正和議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） ７ページの農業費、さ

っきから米飯給食について話ありましたが、補

助金を受けて回数をふやすということで大変結

構なことだと思います。そこで、今、米飯１食

の給食代は幾らになっていますか。その中で補

助金と保護者の負担とあるんですが、その割合

はどうなっているのか、それを確認したいと思

います。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

中川正和議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 今、小学校だけですけれども、

１食265円になっております。これが保護者の

負担になります。 

３ 番（斎藤義昭議員） 自治体側の負担はない

んですか。これは１本ですか。 

大場和正教育次長 保護者の負担が265円です。

先ほど言いましたように、一等米を使っている

ので、市の方では米飯給食の場合10円上乗せを

しておいしい米を食べていただいているという

ことになります。 
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３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 

中川正和議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） そこに負担して、そこ

に負担があと20円プラスになるということ、

120円。 

大場和正教育次長 10円です。 

３ 番（斎藤義昭議員） そうすると275円とい

うことですか。そうすると保護者のほかに米飯

給食に対する補助金というのは余りないんです

か、そのほかには。わかりました。 

中川正和議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第45号平成20年度新庄市一般会計補正予

算（第１号）については、原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第45号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第５議案第４６号平成２０年

度新庄市国民健康保険事業特別会

計補正予算（第１号） 

 

 

中川正和議長 日程第５議案第46号平成20年度新

庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第46号平成20年度新庄市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第１号）については、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第46号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第６議案第４７号平成２０年

度新庄市老人保健事業特別会計補

正予算（第１号） 

 

 

中川正和議長 日程第６議案第47号平成20年度新

庄市老人保健事業特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 
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  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第47号平成20年度新庄市老人保健事業特

別会計補正予算（第１号）については、原案の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第47号は原案のとおり可決されました。 

  ここで、追加案件がありますので、暫時休憩

いたします。 

 

     午前１１時３０分 休憩 

     午前１１時４０分 開議 

 

中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日 程 の 追 加 

 

 

中川正和議長 ここで追加案件が出ていますので、

議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長今田雄三君。 

   （今田雄三議会運営委員長登壇） 

今田雄三議会運営委員長 御苦労さまです。それ

ではこれより議会運営委員長の報告を行います。 

  本日午前11時31分より議員協議会室において

委員７名出席のもと、議会事務局職員の出席を

求め、本日の本会議における追加案件について

協議をいたしたところであります。 

  協議の結果、議会案第５号公的年金からの特

別徴収の見直しに関する意見書の提出について、

議会案第６号後期高齢者医療制度の見直しに関

する意見書の提出について、議会案第７号ＷＴ

Ｏ農業交渉に関する意見書の提出についての議

会案３件及び議員派遣の件を本日の本会議に追

加することにいたしましたので、議長よりよろ

しく取り計らい願います。 

  報告を終わります。 

中川正和議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長より報告のありまし

たとおり、議会案３件及び議員派遣の件を本日

の日程に追加することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案３件及び議員派遣の件を本日の日程に追

加することに決しました。 

  追加日程を配付するため暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時４３分 休憩 

     午前１１時４５分 開議 

 

中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第７議会案第５号公的年金か

らの特別徴収の見直しに関する意

見書の提出について 

 

 

中川正和議長 それでは追加日程に入ります。 

  日程第７議会案第５号公的年金からの特別徴

収の見直しに関する意見書の提出についてを議

題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  総務常任委員長小野周一君。 

   （小野周一総務常任委員長登壇） 

小野周一総務常任委員長 議会案第５号公的年金

からの特別徴収の見直しに関する意見書の提出
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について。 

  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第

109条第７項及び会議規則第14条第２項の規定

により提出します。平成20年６月16日、新庄市

議会議長中川正和殿。提出者、新庄市議会総務

常任委員会委員長小野周一。 

  裏面の別紙の方を説明したいと思います。 

  公的年金からの特別徴収の見直しに関する意

見書。 

  地方経済が低迷する中、所得が減る一方にも

かかわらず、急激な原油高の影響による燃料の

高騰や度重なる生活必需品の値上げなど、高齢

者の生活は非常に苦しい状況にあります。この

厳しい状況下にあって、公的年金制度は国民の

高齢期の生活を支える重要な社会保障制度であ

って、高齢者にとっての唯一といえる安定した

収入源であります。そうした中、本年４月より

後期高齢者医療制度の保険料の特別徴収が開始

され、また今年４月30日に政府は、個人住民税

における公的年金からの特別徴収制度を盛り込

んだ地方税法の改正を行いました。保険料や税

金における公的年金からの特別徴収については、

今、国民の最大の関心事となっています。 

  所得税に始まり、介護保険料、後期高齢者医

療制度の保険料、国民健康保険税と次々に年金

から天引きされるものが増え、加えて更に住民

税が特別徴収されることとなっては、高齢者の

生活がますます逼迫することは必至であります。 

  よって、国において、高齢者が安定した生活

を維持し、安心して暮らせる社会にするため、

今実施している公的年金からの特別徴収を早急

に見直すよう強く要望します。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。 

  提出先、衆議院議長宛、参議院議長宛、内閣

総理大臣宛、厚生労働大臣宛。 

  以上であります。 

中川正和議長 ただいま説明のありました議会案

第５号は、会議規則第37条第２項の規定により

委員会に付託をせず直ちに審議に入ります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第５号公的年金からの特別徴収の見直

しに関する意見書の提出については、原案のと

おり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第５号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第８議会案第６号後期高齢者

医療制度の見直しに関する意見書

の提出について 

 

 

中川正和議長 日程第８議会案第６号後期高齢者

医療制度の見直しに関する意見書の提出につい

てを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  文教厚生常任委員長沼澤恵一君。 

   （沼澤恵一文教厚生常任委員長登壇） 

沼澤恵一文教厚生常任委員長 議会案第６号後期

高齢者医療制度の見直しに関する意見書の提出

について。 

  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第
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109条第７項及び会議規則第14条第２項の規定

により提出します。平成20年６月16日、新庄市

議会議長中川正和殿。提出者、新庄市議会文教

厚生常任委員会委員長沼澤恵一。 

  別紙について。 

  高齢者医療制度の見直しに関する意見書。 

  高齢化社会を迎え、医療制度の充実は国民共

通の切実な願いであります。そうした中、75歳

以上の後期高齢者と65歳以上75歳未満で一定の

障がいのある者を対象に、高齢期における適切

な医療の確保を目的として、本年４月から後期

高齢者医療制度が実施されました。 

  この新制度に対しては、原則として後期高齢

者全員が保険料を負担するとのことからこれま

で保険料負担のなかった低所得の高齢者にも新

たな負担が生じること、また保険料の軽減措置

等低所得者への配慮が不十分であること、さら

には医療費においては包括定額制の導入によっ

て受けられる医療が制約される等多くの問題が

指摘され、高齢者の医療に対する不安が日々高

まっている現状であります。 

  また、保険料を公的年金から特別徴収するこ

とでは高齢者の暮らしを直接圧迫し、保険料滞

納者に対する資格証明書の発行等については、

高齢者の健康保持に重大な悪影響を及ぼすとい

わなければなりません。 

  そもそもこの制度は、国民医療の充実を目的

に、後期高齢者に対し適切な医療の給付等を行

うため創設された制度です。しかし、制度が実

施されると高齢者医療に対する問題が噴出し、

高齢者のみならず、それを支える世代にとって

も大きな不安となっている現状にあり、このよ

うな医療保険制度に対する国民の不安は早急に

解消しなければなりません。 

  よって、国においては、後期高齢者の医療費

負担の抑制及び保険料負担の緩和措置を講じる

など、過度な負担を見直すとともに保険料徴収

方式や医療費の包括定額制を見直すなど、国民

すべてが適切な医療が受けられるよう後期高齢

者医療制度の抜本的見直しを強く要望します。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。 

  提出先、衆議院議長宛、参議院議長宛、内閣

総理大臣宛、厚生労働大臣宛。 

  以上でございます。 

中川正和議長 ただいま説明のありました議会案

第６号は、会議規則第37条第２項の規定により

委員会に付託をせず直ちに審議に入ります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

中川正和議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 高齢者の医療制度の見

直しに対する意見書でありますが、たしかこれ

は要望書に基づいて作成されたものだと思いま

すが、新庄市の後期高齢者の保険料は、さきに

一般質問の中にもありましたように９割方の

方々がお安くなっていると。そして、国民皆保

険制度、超高齢化社会になってこの制度の存続

すら危ぶむ状態の中での苦策の成果だと思って

おりますが、ここにもありますように高齢者の

医療負担の抑制並びに保険料負担の緩和措置等

は、今、政府で順次、説明のやり方も悪かった

という話もあって、順次改正するようにして、

低所得者に対する配慮を十分ではないかもしれ

ませんが、なされているものだと思っておりま

す。一番肝心な国民皆保険制度の危機感はこの

話の中にあったのでしょうか、なかったのでし

ょうか、お伺いします。 

沼澤恵一文教厚生常任委員長 議長、沼澤恵一。 

中川正和議長 文教厚生常任委員長沼澤恵一君。 

沼澤恵一文教厚生常任委員長 危機感と言われま

すと、そこまで踏み込んだ議論にはなりません

でした。ただ、議員おっしゃるとおり、後期高

齢者の総括的な問題点等は話し合いになりまし

たが、先ほど申し上げましたとおり、深く中に

入った内容については議論いたしておりません。 
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１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

中川正和議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） この後期高齢者医療制

度の75歳以上の方々が新庄市にとっては９割方

お安くなっているという状態を認識された上で

議論の展開をされたのでしょうか。 

沼澤恵一文教厚生常任委員長 議長、沼澤恵一。 

中川正和議長 文教厚生常任委員長沼澤恵一君。 

沼澤恵一文教厚生常任委員長 あくまで要望書に

基づいた内容で意見書の作成に至っております

ので、この要望書以外の件については詳しく議

論はされておりません。 

中川正和議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第６号後期高齢者医療制度の見直しに

関する意見書の提出については、原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。議会案第６号について、原案のと

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

中川正和議長 起立多数であります。よって、議

会案第６号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第９議会案第７号ＷＴＯ農業

交渉に関する意見書の提出につい

て 

 

 

中川正和議長 日程第９議会案第７号ＷＴＯ農業

交渉に関する意見書の提出についてを議題とい

たします。 

  提出者の説明を求めます。 

  産業建設常任遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信産業建設常任委員長登壇） 

遠藤敏信産業建設常任委員長 議会案第７号ＷＴ

Ｏ農業交渉に関する意見書の提出について。 

  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第

109条第７項及び会議規則第14条第２項の規定

により提出します。平成20年６月16日、新庄市

議会議長中川正和殿。提出者、新庄市議会産業

建設常任委員会委員長遠藤敏信。 

  ＷＴＯ農業交渉に関する意見書。 

  ＷＴＯ（世界貿易機関）は、本年２月にファ

ルコナー議長がモダリティ議長案改訂版を加盟

国に提示して以降、ＷＴＯ農業交渉は大詰めの

協議が続いております。４月下旬から５月にか

けては、非農産品市場アクセス（ＮＡＭＡ）交

渉など他の交渉分野も含めた横断的な議論が行

われ、その後閣僚級会合において、モダリティ

確立の是非について判断が下されようとしてお

ります。 

  食料需給の逼迫、地球温暖化など食と農をめ

ぐる環境変化が世界的規模で進む中、国内生産

を基本とした食料安全保障の確立は、食料自給

率が著しく低いわが国にとって極めて重要かつ

切実な課題であります。 

  わが国農業が持続的に発展し、消費者に安全

と安心を提供していけるよう、輸入国の懸念に

十分配慮した農業モダリティの確立が、何とし

ても必要であります。 

  よって、国におかれてはＷＴＯ農業交渉に当

たって、農業の多面的機能の発揮と食料の安全
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保障、各国の農業の共存と食料自給率の向上が

可能な貿易ルールの実現を図るため、下記事項

について取り組まれるよう強く要請します。 

記 

１．農業の多面的機能を十分尊重した農業モダリ

ティの確立 

  多様な農業が共存し、世界各国で農業の多面

的機能が十分発揮されるよう、非貿易的関心事

項を確立かつ具体的に反映させて、食料輸入国

における食料主権を可能とする農業モダリティ

を確立すること。 

２．食料安全保障を強化する公平・公正な貿易ル

ールの確立 

  世界的な穀物需給の逼迫・価格の高騰、一部

諸国による輸出禁止・制限など、食料争奪の状

況の中で、国内生産を基本においた食料安全保

障が確立されるよう、輸入国に配慮するととも

に、輸出規律を厳格化した公平で公正な農産物

貿易ルールを確立すること。 

３．日本農業を壊滅させる上限関税の断固阻止 

  わが国などＧ10諸国の農業にのみ壊滅的な打

撃を与える上限関税の導入を断固阻止すること。

また高関税品目を多く有するわが国などＧ10諸

国にのみ不当な代償を求める提案も拒否するこ

と。 

４．わが国農業を守るための十分な数の重要品目

の確保 

  世界各国とも、農業生産、食生活、地域経済、

雇用などにとって、失うことがあってはならな

い多くの重要品目を有している。これら品目の

国内生産が縮小・撤退を余儀なくされることが

ないよう、十分な数の重要品目を確保すること。 

  また、輸入急増や価格下落の際に適切に対処

する特別セーフガード（ＳＳＧ）の仕組みを堅

持すること。 

５．自給率向上に不可欠な重要品目に対する柔軟

性の確保 

  食料自給率の向上には、重要品目の国境措置

が適切に取り扱われることが不可欠であり、関

税割当約束と関税削減の柔軟な組み合わせによ

り、品目毎の事情に応じた対応を可能とするこ

と。 

  関税割当数量については、公平・公正の観点

から改善すべきであり、一方的な輸入拡大とな

らないよう、毅然たる対応を堅持すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。 

  提出先、衆議院議長宛、参議院議長宛、内閣

総理大臣宛、外務大臣宛、農林水産大臣宛、経

済産業大臣宛。 

  以上でございます。 

中川正和議長 ただいま説明のありました議会案

第７号は、会議規則第37条第２項の規定により

委員会に付託せず直ちに審議に入ります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

中川正和議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 言葉がよくわからない

ので、農業モダリティというのは日本語にする

とどういう言葉なのか。また、Ｇ10諸国という

ことですが、どういう国々なのか。わからない

もんですから、お伺いします。 

遠藤敏信産業建設常任委員長 議長、遠藤敏信。 

中川正和議長 産業建設常任遠藤敏信君。 

遠藤敏信産業建設常任委員長 モダリティという

言葉、広辞苑で探してみたところ、広辞苑を読

ませていただきます。構文中に表現される願望、

依頼、迷惑、謙遜など話し手の心理的な態度と

いうふうなことでありましたけれども、農産物

輸入に関するところの一つのルールというか、

そういうふうなものに当たるそうです。 

  それから、Ｇ10諸国については、私もすべて

言うことはできません。 

  なお、この意見書をつくるに当たっては、要

望のあった新庄最上農協の理事長と山形県農業

中央会の担当者の説明を求めて作成したところ
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であります。 

中川正和議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第７号ＷＴＯ農業交渉に関する意見書

の提出については、原案のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第７号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１０議員派遣の件 

 

 

中川正和議長 日程第１０議員派遣の件を議題と

いたします。 

  お諮りいたします。 

  議員派遣の件につきましては、地方自治法第

100条及び会議規則第159条の規定により、お手

元に配付しました名簿のとおり山形県市議会議

長会主催の議員研修会に派遣したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

議員研修会へ名簿のとおり派遣することに決し

ました。 

 

 

閉      会 

 

 

中川正和議長 ここで市長よりごあいさつがあり

ます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議会の最後に当たりまして、平成

20年度最初の６月議会、議案等慎重審議まこと

にありがとうございました。 

  ４月、５月と暫定税率が再可決されるなどの

問題があり、また近々においては首相の問責決

議案が出されたりと、国会等におきましては大

変さまざまな動きがあるのは皆様御承知のとお

りでございます。今回の議会でも大きく取り上

げられました後期高齢者医療制度につきまして

も、皆様方に一層の御議論をいただいたところ

であります。今まさに少子高齢化、情報化、そ

して国際化という、このスピードが我々の生活

以上に進んでいるということで、国の制度その

ものがなかなか追いついていってないというこ

との一つのあらわれではないかと思います。 

  そうした中で、その権限を地方に移そうとい

うことで、地方分権の一層の進展ということで

は合併もその一つのあらわれだと思います。権

限機能を強化し、国の受け皿をどういうふうに

進めていくのか。今議会では議会の皆さんと12

日に懇談会を設けさせていただき、本当にあり

がとうございました。最上地方の中心都市新庄

市がこの地域全体をどういうふうに運営してい

くのかということ、今後とも皆様と御議論を深

めさせていただければありがたいと思います。 

  新年度が始まりまして、４月、５月、６月、

まだまだ９カ月以上、市民生活が待っているわ

けですけれども、皆さんとともに市民の安心安

全のために市政を図っていきたいと思っており

ます。この間、四川の地震あるいはミャンマー
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のサイクロンということで気象異常もあります

が、きのう、おとといは岩手・宮城内陸地震と

いうことで、被災された方々に心からお見舞い

申し上げ、今議会の慎重審議に対する御礼とさ

せていただきます。今回はありがとうございま

した。 

中川正和議長 以上で６月定例会の日程をすべて

終了いたしましたので、閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後０時１１分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  中 川 正 和 

 

   会議録署名議員  沼 澤 恵 一 

 

    〃    〃   金   利 寛 
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- 3 - 

 

開       会 

 

 

中川正和議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名、欠席通告者は奥

山省三君の１名であります。 

  それでは、これより平成20年７月新庄市議会

臨時会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

中川正和議長 日程第１会議録署名議員を指名い

たします。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において小嶋冨弥君、今田雄三君を

指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

中川正和議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長今田雄三君。 

   （今田雄三議会運営委員長登壇） 

今田雄三議会運営委員長 おはようございます。 

  これより議会運営委員長の報告を行います。 

  去る７月３日午前10時より議員協議会室にお

いて委員７名出席のもと、議会事務局職員の出

席を求め、本日招集されました７月臨時議会の

運営について協議をいたしたところであります。 

  会期につきましては、このたびの提出案件は

議会案１件でありますので、本日７月10日、１

日と決定いたしました。 

  案件の取り扱いにつきましては、臨時会であ

りますので、委員会への付託を省略して直ちに

本日の本会議において審議をお願いいたします。 

  以上、議長よりよろしくお取り計らいくださ

いますようお願い申し上げ、報告を終わります。 

中川正和議長 お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告ありましたとおり、本日７月10日、

１日とすることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は本日７月10日、１日と決しました。 

 

 

日程第３議会案第８号新庄市農業

委員会委員の推薦について 

 

 

中川正和議長 日程第３議会案第８号新庄市農業

委員会委員の推薦についてを議題といたします。 

  地方自治法第117条の規定により、森 儀一

君の退席を求めます。 

   （１６番森 儀一議員退席） 

中川正和議長 提出者の説明を求めます。 

  小野周一君。 

   （４番小野周一議員登壇） 

４ 番（小野周一議員） おはようございます。 

  議会案第８号新庄市農業委員会委員の推薦に

ついて、上記の議案を別紙のとおり、会議規則

第14条第１項の規定により提出します。平成20

年７月10日、新庄市議会議長中川正和殿、提出

者、新庄市議会議員小野周一、賛成者、新庄市

議会議員今田雄三委員、山口吉靜委員、奥山省

三委員、遠藤敏信委員、沼澤恵一委員の議会運

営委員会の皆様でございます。 
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  別紙について説明します。 

  新庄市農業委員会委員の推薦について。 

  次の者を新庄市農業委員会委員に推薦する。 

  記。住所、新庄市大字角沢753番地、氏名、

森 儀一、昭和17年４月21生。 

  提案の理由。農業委員会等に関する法律（昭

和26年法律第88号）第12条第２号の規定により、

委員となるべき学識経験者１名を推薦しようと

するものである。 

  以上であります。 

中川正和議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案第８号は、

会議規則第37条第３項の規定により委員会への

付託を省略したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第８号は委員会への付託を省略すること

に決しました。 

  お諮りいたします。 

  議会案第８号は人事案件でありますので、質

疑、討論を省略し、直ちに採決したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第８号新庄市農業委員会委員の推進に

ついては、原案のとおり決することに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

中川正和議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第８号は原案のとおり可決されました。 

  暫時休憩いたします。 

   （１６番森 儀一議員着席） 

 

     午前１０時０７分 休憩 

     午前１０時０８分 開議 

 

中川正和議長 休憩を解いて再開いたします。 

  それでは、森 儀一君を新庄市農業委員会委

員に推薦することに決しましたので、登壇し、

ごあいさつをお願いいたします。 

  森 儀一君。 

   （１６番森 儀一議員登壇） 

１６番（森 儀一議員） おはようございます。 

  ただいま皆様方に御推薦いただきました森 

儀一です。農業委員会の委員改選ということで、

議会の皆様方に推薦され、本当にありがとうご

ざいました。心から御礼申し上げます。 

  私も農業委員は初めての試みでございますけ

れども、与えられました期間、一生懸命頑張り

ます。責任と信頼をモットーにして頑張ります

ので、議員の皆さん、議会の皆さん、よろしく

お願いします。どうもありがとうございました。

（拍手） 

中川正和議長 よろしくお願いいたします。 

 

 

閉       会 

 

 

中川正和議長 以上で今期臨時会の日程は全部終

了いたしましたので、閉会いたします。 

  本日はどうも御苦労さまでした。 

 

     午前１０時０９分 閉会 

 

   新庄市議会議長  中 川 正 和 

 

   会議録署名議員  小 嶋 冨 弥 

 

    〃   〃   今 田 雄 三 
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 １６番   森     儀  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １８番   亀  井  信  夫  議員    １９番   星  川     豊  議員 

 ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員 （１名） 

 

  ７番   中  川  正  和  議員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

教 育 長 武 田 一 夫  総 務 課 長 星 川   基 

政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 鈴 木 吉 郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 

平成２０年８月２０日 水曜日 午前１０時００分開議 
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日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 議長辞職の件 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程のほか 

日程第 ４ 議長選挙 

日程第 ５ 副議長選挙 

日程第 ６ 常任委員の選任 
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開       会 

 

 

平向岩雄副議長 皆さん、おはようございます。 

  地方自治法第106条第１項の規定により、私

が議長の職務を行います。どうぞよろしくお願

いいたします。 

  ただいまの出席議員は19名でございます。欠

席通告者は中川正和君の１名であります。 

  これより平成20年８月新庄市議会臨時会を開

会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

平向岩雄副議長 日程第１会議録署名議員の指名

を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において清水清秋君、渡部平八君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

平向岩雄副議長 日程第２会期決定を議題といた

します。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長今田雄三君。 

   （今田雄三議会運営委員長登壇） 

今田雄三議会運営委員長 おはようございます。 

  これより議会運営委員長の報告を行います。 

  去る８月13日午前10時より議員協議会室にお

いて委員７名出席のもと、議会事務局職員の出

席を求め、本日招集されました８月臨時議会の

運営について協議をいたしたところであります。 

  会期につきましては、このたびの案件は議長

辞職の件の１件でありますので、本日８月20日、

１日と決定いたしました。 

  案件の取り扱いにつきましては、臨時会であ

りますので、直ちに本日の本会議において審議

をお願いいたします。 

  以上、議長よりよろしくお取り計らいくださ

いますようお願い申し上げ、報告を終わります。 

平向岩雄副議長 お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告ありましたとおり、本日８月20日、

１日とすることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。よって、

会期は本日８月20日、１日と決定いたしました。 

 

 

日程第３議長辞職の件 

 

 

平向岩雄副議長 日程第３議長辞職の件を議題と

いたします。 

  それでは、事務局長に議長の辞職願を朗読さ

せます。 

鈴木吉郎事務局長 それでは朗読いたします。 

  辞職願。今般、一身上の都合により議長の職

を辞することについて許可されるようお願いい

たします。平成20年８月８日、新庄市議会副議

長平向岩雄殿、新庄市大字萩野1667番地、中川

正和。 

  以上でございます。 

平向岩雄副議長 お諮りいたします。 

  中川正和君の議長の辞職を許可することに御

異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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平向岩雄副議長 御異議なしと認めます。よって、

中川正和君の議長の辞職を許可することに決し

ました。 

 

 

日 程 の 追 加 

 

 

平向岩雄副議長 ここで、議長の選挙を日程に追

加し、選挙を行いたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 異議なしと認めます。よって、

議長の選挙を日程に追加することに決しました。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時０４分 休憩 

     午前１０時０５分 開議 

 

平向岩雄副議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第４議長選挙 

 

 

平向岩雄副議長 日程第４議長選挙。 

  これより議長選挙を行います。 

  選挙は投票により行います。 

  投票の記載は記載所で行っていただきたいと

思います。議場の閉鎖を命じます。 

   （議場閉鎖） 

平向岩雄副議長 ただいまの出席議員は19名であ

ります。投票用紙を配付いたします。 

   （投票用紙配付） 

平向岩雄副議長 投票用紙の配付漏れはありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を改めさせます。 

   （投票箱点検） 

平向岩雄副議長 異状なしと認めます。 

  念のため申し上げます。投票は単記無記名で

あります。投票用紙に被選挙人の氏名を１人記

載の上、点呼に応じて順次投票願います。 

  事務局に点呼を命じます。 

   （事務局長点呼、投票） 

平向岩雄副議長 投票漏れはございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄副議長 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終了いたします。 

  議場の閉鎖を解きます。 

   （議場開鎖） 

平向岩雄副議長 これより開票を行いますが、会

議規則第31条第２項の規定により、立会人に小

野周一君、遠藤敏信君、奥山省三君を指名いた

します。よって、３名の方の立ち会いをお願い

いたします。 

   （開  票） 

平向岩雄副議長 選挙の結果を報告いたします。 

  投票総数19票。これは先ほどの出席議員数に

符合しております。 

  うち有効投票18票、無効投票１票うち白票１

票。 

  有効投票中、平向岩雄 １７票 

        佐藤悦子  １票 

  以上のとおりであります。 

  この選挙の法定得票数は５票であります。よ

って、平向岩雄が議長に当選いたしました。本

席からその旨会議規則第32条第２項の規定によ

り告知いたします。 

  ここで一言、議長就任のごあいさつを申し上

げます。 

  このたび中川前議長の辞職により、不肖私が

議長選挙において大変な御支持を得て当選人と

なりましたことは、私自身にとりまして限りな

い光栄と存じますとともに、その責任の重さを
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痛感している次第であります。 

  時あたかも国内外の政治諸課題が今日ほど山

積していることはかつてないと感じており、本

市におきましても、地方分権の到来とも相まっ

て、行財政運営の充実を初め市町村広域合併問

題、少子高齢化対策、加えて市民ニーズの多様

化などが大きな課題となっておりますことは、

御承知のとおりであります。 

  議長の職務については今さら申し上げるつも

りはございませんが、地方自治法では議場の秩

序維持、議事の整理、議会事務の統理、そして

議会代表権が規定されております。これらを円

滑に運営し、遂行し、議長の職務を十分に果た

すには、議員各位の御支持と御協力が不可欠で

あることも承知しております。 

  幸いにして、このたびは歴代の議長、議員各

位によりまして、数による対立抗争ではなく、

互助をモットーとして議会運営がなされるべき

とされましたことに喜びを感じているところで

あります。微力な私でありますが、議長の職に

励みたいと思います。そして、市議会が市民か

ら常に信頼を得られるよう十全を尽くしたいの

で、議員各位の御支援と御協力をお願い申し上

げまして、議長就任のごあいさつとさせていた

だきます。ありがとうございました。（拍手） 

 

 

日 程 の 追 加 

 

 

平向岩雄議長 副議長に欠員が生じました。ここ

で副議長の選挙を日程に追加し、選挙を行いた

いと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 異議なしと認めます。よって、副

議長の選挙を日程に追加することに決しました。 

 

 

日程第５副議長選挙 

 

 

平向岩雄議長 日程第５副議長選挙。 

  これより副議長選挙を行います。 

  選挙は投票により行います。 

  議場の閉鎖を命じます。 

   （議場閉鎖） 

平向岩雄議長 ただいまの出席議員は19名であり

ます。 

  投票用紙を配付いたします。 

   （投票用紙配付） 

平向岩雄議長 投票用紙の配付漏れはありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を改めさせます。 

   （投票箱点検） 

平向岩雄議長 異状なしと認めます。 

  念のため申し上げます。投票は単記無記名で

あります。投票用紙に被選挙人の氏名を１人記

載の上、点呼に応じて順次投票願います。 

  事務局に点呼を命じます。 

   （事務局長点呼、投票） 

平向岩雄議長 投票漏れはございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終了いたします。 

  議場の閉鎖を解きます。 

   （議場開鎖） 

平向岩雄議長 これより開票を行いますが、会議

規則第31条第２項の規定により、立会人に小野

周一君、遠藤敏信君、奥山省三君を指名いたし

ます。よって、３名の方の立ち会いをお願いい

たします。 

   （開  票） 

平向岩雄議長 選挙の結果を報告いたします。 

  投票総数19票、これは先ほどの出席議員数に
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符合しております。 

  そのうち有効投票17票、無効投票２票、うち

白票２票でございます。 

  有効投票中、金 利寛君17票でございます。 

  以上のとおりであります。 

  この選挙の法定得票数は５票であります。よ

って、金 利寛君が副議長に当選いたしました。

ただいま副議長に当選されました金 利寛君が

議場におられますので、本席から会議規則第32

条第２項の規定により告知いたします。 

  当選されました金 利寛君にごあいさつをお

願いいたします。 

   （金 利寛副議長登壇） 

金 利寛副議長 数多くの議員の皆様から御支持

をいただき、副議長という大役を仰せつかりま

した。平向新議長を守り、支え、そして新庄市

の発展のために全力で頑張ってまいりますので、

よろしくお願い申し上げます。本当にありがと

うございました。（拍手） 

平向岩雄議長 なお、この際お諮りいたします。 

  本市議会では、議長の職にある者は常任委員

を辞任することを申し合わせておりますので、

小職は常任委員を辞任したいと思いますが、御

異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 異議なしと認めます。よって、議

長の常任委員の辞任は可決されました。 

 

 

日程第６常任委員の選任 

 

 

平向岩雄議長 日程第６常任委員の選任を行いま

す。 

  常任委員の選任については、委員会条例第８

条第１項の規定により、議長より指名いたしま

す。産業建設常任委員に中川正和君を指名いた

します。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 異議なしと認めます。よって、た

だいま指名いたしました中川正和君を産業建設

常任委員に選任することに決しました。 

 

 

閉       会 

 

 

平向岩雄議長 以上で今期臨時会の日程は終了い

たしましたので、閉会いたします。 

  本日はどうも御苦労さまでした。 

 

     午前１０時３６分 閉会 

 

   新庄市議会議長  平 向 岩 雄 

 

   会議録署名議員  清 水 清 秋 

 

    〃   〃   渡 部 平 八 
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平成２０年９月定例会会議録（第１号） 

 

 

平成２０年９月８日 月曜日 午前１０時００分開会 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 金   利 寛 

 

 出 席 議 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   小  関     淳  議員     ６番   遠  藤  敏  信  議員 

  ８番   沼  澤  恵  一  議員     ９番   清  水  清  秋  議員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  議員    １１番   渡  部  平  八  議員 

 １２番   今  田  雄  三  議員    １３番   金     利  寛  議員 

 １４番   新  田  道  尋  議員    １５番   平  向  岩  雄  議員 

 １６番   森     儀  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １８番   亀  井  信  夫  議員    １９番   星  川     豊  議員 

 ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員（１名） 

 

  ７番   中  川  正  和  議員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

税 務 課 長 今 川 吉 幸  市 民 課 長 柿 﨑 卓 美 

環 境 課 長 五十嵐 正 臣  健 康 課 長 小 野 孝 一 

農 林 課 長 五十嵐 祐 一  商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦 

都 市 整 備 課 長 中 部   力  下 水 道 課 長 佐 藤 新 一 

会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫  福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎 

神 室 荘 長 叶 内 利 昭  水 道 課 長 小 野 善 次 

教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 大 場 和 正  学 校 教 育 課 長 山 川 義 隆 

生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 清 水 幹 也 
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選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 小 野 正 一 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 佐 藤 良 知 

農 業 委 員 会
事 務 局 長 柏 倉   政    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 鈴 木 吉 郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 （第１号） 

平成２０年９月８日 月曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 報告第９号新庄市土地開発公社の経営状況の報告について 

日程第 ４ 報告第１０号平成１９年度新庄市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

日程第 ５ 議案第４８号新庄市教育委員会委員の任命について 

日程第 ６ 議案第４９号地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の設定について 

日程第 ７ 議会案第９号新庄市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

 

   （一括上程、提案説明、総括質疑） 

日程第 ８ 議案第５０号公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第 ９ 議案第５１号新庄市立図書館条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１０ 議案第５２号新庄市生涯学習センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

日程第１１ 議案第５３号新庄市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第１２ 議案第５４号新庄市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１３ 議案第５５号新庄市営住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

日程第１４ 議案第５６号市道路線の認定及び廃止について 

日程第１５ 議案第５７号新庄市土地開発公社定款の一部変更について 

日程第１６ 議案第５８号平成１９年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１７ 議案第５９号平成１９年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第１８ 議案第６０号平成１９年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について 
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日程第１９ 議案第６１号平成１９年度新庄市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第２０ 議案第６２号平成１９年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第２１ 議案第６３号平成１９年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第２２ 議案第６４号平成１９年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第２３ 議案第６５号平成１９年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第２４ 議案第６６号平成１９年度新庄市水道事業会計決算の認定について 

日程第２５ 決算特別委員会の設置 

日程第２６ 議案、請願の決算特別委員会、各常任委員会付託 

 

   （一括上程、提案説明） 

日程第２７ 議案第６７号平成２０年度新庄市一般会計補正予算（第２号） 

日程第２８ 議案第６８号平成２０年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２９ 議案第６９号平成２０年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第３０ 議案第７０号平成２０年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第３１ 議案第７１号平成２０年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第３２ 議案第７２号平成２０年度新庄市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

平向岩雄議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は19名、欠席通告者は中

川正和君の１名であります。 

  それでは、これより平成20年９月新庄市議会

定例会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程（第１号）によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

平向岩雄議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において奥山省三君、下山准一君を

指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

平向岩雄議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長今田雄三君。 

   （今田雄三議会運営委員長登壇） 

今田雄三議会運営委員長 おはようございます。 

  これより議会運営委員長の報告を行います。 

  去る９月１日午前10時より議員協議会室にお

いて委員７名出席のもと、執行部より副市長、

各関係課長並びに議会事務局職員の出席を求め、

本日招集されました９月定例会の運営について

協議をいたしたところであります。 

  会期につきましては、お手元に配付してあり

ます平成20年９月定例会日程表のとおり、本日

から９月19日まで12日間に決定いたしました。

また、会期中の日程につきましても、日程表の

とおり決定いたしましたので、よろしくお願い

申し上げます。 

  このたび提出されます案件は、報告２件、議

案10件、議会案１件、決算９件、補正予算６件、

請願６件の計34件であります。 

  案件の取り扱いにつきましては、報告２件の

後、議案第48号は人事案件でありますので、本

日の本会議において審議をお願いいたします。

議案第49号、議会案第９号につきましても同様

に本日の本会議において審議をお願いいたしま

す。議案第50号から議案第66号までの17件につ

きましては、本日一括上程、提案説明後、平成

19年度決算を除いた議案８件について総括質疑

を受け、各常任委員会に付託し、審査をしてい

ただきます。平成19年度決算９件につきまして

は、本日、全議員で構成する決算特別委員会を

設置していただき、同委員会に付託をして審査

をしていただきます。議案第67号から議案第72

号までの平成20年度補正予算６件につきまして

は、本日は提案説明のみにとどめ、委員会の付

託を省略し、９月19日、最終日の本会議におい

て審議をお願いいたします。 

  次に、一般質問でありますが、今期定例会の

質問者は６名でありますので、１日で行ってい

ただきます。質問時間は答弁を含めて１人50分

以内といたしますので、質問者並びに答弁者の

御協力を特にお願いいたします。 

  以上、議長よりよろしくお取り計らいくださ

いますようお願い申し上げ、報告を終わります。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日から９月

19日までの12日間といたしたいと思います。こ
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れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 異議なしと認めます。よって、会

期は９月８日から９月19日までの12日間と決し

ました。 

 

平 成 ２ ０ 年 ９ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

本 会 議 議 場 午前10時 

開会。報告（２件）の説明、質疑、

討論、採決。人事案件（１件）の上

程、提案説明、採決。議案（１件）

の上程、提案説明、質疑、討論、採

決。議会案（１件）の上程、提案説

明、質疑、討論、採決。議案（９

件）の一括上程、提案説明、総括質

疑。決算（９件）の一括上程、提案

説明、総括質疑。決算特別委員会の

設置。議案、請願の決算特別委員

会、各常任委員会付託。補正予算

（６件）の一括上程、提案説明。 

第１日 ９月８日 月 

決 算 

特別委員会 
議 場 

本 会 議 

終 了 後 
正副委員長の互選 

第２日 ９月９日 火 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 小嶋冨弥、今田雄三、小関 淳、 

 金 利寛、佐藤悦子、星川 豊 

 の各議員 

総 務 

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案、請願の審査 

第３日 ９月10日 水 常任委員会 
産 業 建 設 

（議員協議

会室） 

午後１時 

30分 
付託議案、請願の審査 

第４日 ９月11日 木 常任委員会 

文 教 厚 生 

（議員協議

会室） 

午後１時 

30分 
付託議案、請願の審査 

第５日 ９月12日 金 

第６日 ９月13日 土 

第７日 ９月14日 日 

 

休      会 
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会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第８日 ９月15日 月   

第９日 ９月16日 火 
決 算 

特別委員会 
議 場 午前10時 

平成19年度一般会計、特別会計、 

水道事業会計決算の審査 

第10日 ９月17日 水 
決 算 

特別委員会 
議 場 午前10時 

平成19年度一般会計、特別会計、 

水道事業会計決算の審査 

第11日 ９月18日 木 休      会 本会議準備のため 

第12日 ９月19日 金 本 会 議 議 場 午前10時 

決算特別委員長報告、討論、採決。各

常任委員長報告、質疑、討論、採決。 

補正予算（６件）の質疑、討論、採決。 

 

日程第３報告第９号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告について 

 

 

平向岩雄議長 日程第３報告第９号新庄市土地開

発公社の経営状況の報告についてを議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  副市長國分政嗣君。 

   （國分政嗣副市長登壇） 

國分政嗣副市長 報告第９号新庄市土地開発公社

の経営状況について御説明申し上げます。 

  地方自治法第243条の３第２項の規定により、

平成19年度新庄市土地開発公社の決算を報告い

たします。 

  この決算につきましては、去る５月９日に公

社監事の監査をいただきまして、その後５月28

日の理事会において御承認をいただいていると

ころでございます。 

  それでは、土地開発公社決算書の１ページを

ごらんいただきたいと思います。 

  平成19年度新庄市土地開発公社事業報告書に

ついてでございます。 

  １．概況の総括事項でございます。 

  平成19年度におきましては、94.91平方メー

トルの用地を124万5,265円で取得し、516.91平

方メートルの処分を行い、契約金額は1,227万

2,505円となっております。また、335.87平方

メートルにつきましては、買い戻し特約に基づ

き、契約解除の手続を行ったものであります。

これにより、平成20年度への繰り越しは10事業

用地４万4,688.11平方メートルで、金額は１億

180万5,828円となりました。 

  続きまして、平成19年度の事業概要でありま

す。 

  往環東地区宅地分譲用地１区画335.87平方メ

ートルを買い戻しいたしまして、松本地区宅地

分譲用地１区画295.35平方メートルを売却いた

しました。また、小桧室地区宅地分譲用地

94.91平方メートルの土地を取得し、造成工事

等を行い、不整形地221.56平方メートルを売却

いたしました。 

  ただいま申し上げました事業を実施いたしま

して、７ページの損益計算書の最後に記載のと

おりでございます。平成19年度の純損失は158

万5,722円となっております。 

  １ページにお戻りいただきまして、（２）理

事会議決事項、（３）行政官庁の主な許認可事

項等を記載しております。 

  ２ページをお開きください。 

  （４）役員に関する事項は、平成20年３月31

日現在の役員の就任状況でございます。 
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  ３ページをごらんください。 

  （５）登記に関する事項は、平成19年度に処

理いたしました登記事項別に記載しております。 

  （６）主たる契約事項の土地の売買契約等に

は、平成19年度に契約を行いました４件につき

まして、その内容を記載しております。 

  ４ページをお開きいただきたいと思います。 

  決算報告書の説明をいたします。 

  （１）収益的収入及び支出。 

  収益的収入の決算額は1,321万8,908円となり

ました。内容は、土地造成事業収益、受取利息

及び雑収益であります。 

  次に、収益的支出の決算額は1,480万4,630円

となりました。内容は、土地造成事業原価及び

販売費、一般管理費であります。 

  （２）の資本的収入及び支出の資本的収入は

ございませんでした。資本的支出の決算額は

996万3,651円であり、内容は土地造成事業費で

ございます。 

  ５ページをごらんいただきたいと存じます。 

  資金収支表について、御説明いたします。 

  これは平成19年４月１日から平成20年３月31

日までの受け入れと支払いについての資金収支

をそれぞれの項目別に記載してございます。受

入資金Ａから支払資金Ｂを差し引きました金額

１億4,815万7,022円が翌期繰越金となります。 

  ６ページをお開き願います。 

  財産目録につきましては、平成20年３月31日

現在で公社の資産と負債の内訳をそれぞれに記

載してございます。純財産としては２億5,496

万2,850円となっております。 

  ７ページには損益計算書、８ページには貸借

対照表、９ページにはキャッシュフロー計算書

を記載し、ただいま御説明いたしました決算報

告書の収益的収入及び支出並びに財産目録の内

訳を記載してございます。後ほどごらんいただ

きたいと存じます。 

  なお、これまで御説明申し上げました事業内

容についてでありますが、10ページ以降に決算

附属明細表を記載しておりますので、あわせて

ごらんいただきたいと存じます。 

  以上で平成19年度新庄市土地開発公社の決算

についての報告とさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いを申し上げます。 

平向岩雄議長 本件は報告事項でありますので、

御了承願います。 

 

 

日程第４報告第１０号平成１９年

度新庄市健全化判断比率及び資金

不足比率の報告について 

 

 

平向岩雄議長 日程第４報告第10号平成19年度新

庄市健全化判断比率及び資金不足比率の報告に

ついてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、報告第10号平成19年度新庄市健全

化判断比率及び資金不足比率について御説明申

し上げます。 

  地方公共団体の財政状況が危惧されているこ

とから、平成19年６月に地方公共団体の財政の

健全化に関する法律が制定され、平成19年度決

算から監査委員の監査を経て議会及び市民に広

く公表することとなったものでございます。 

  同法第３条では、健全化判断比率であります。 

  実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債

費比率及び将来負担比率の４指標について定め

ております。それぞれの指標に関し、団体の規

模等に応じた早期健全化基準が算出され、その

基準を超えた場合は平成20年度決算から財政健

全化計画の策定義務が生じるものであります。

また、いわゆる公営企業に関しましては、同法
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第22条の規定によりまして、資金不足比率を算

定し、健全化判断比率と同様に、監査、報告及

び公表を行うよう規定されております。 

  各種比率の算定結果は、報告のとおりでござ

いますが、実質赤字比率及び連結実質赤字比率

は、黒字決算でありましたので数値がございま

せん。実質公債費比率は、18年度決算では

30.1％と全国でも高い比率となっておりました

が、19年度決算では27.3％となりました。2.8

ポイント下がっておりますが、今年度の算定方

法の見直しで都市計画税の一定割合が特定財源

扱いとなり、分子から控除することとなったた

めでありまして、本市の都市計画税による控除

率は2.7％となっております。つまり、都市計

画税が反映されなければ、ほぼ18年度と同じ比

率でありますし、早期健全化基準の25％を超え

ている状況であります。また、将来負担比率は

190.8％となり、早期健全化基準の350％を下回

りました。この指標は新たな指標であり、他の

団体の状況はわかりませんが、際立って高い率

ではないと考えております。 

  一方、公営企業会計の資金不足比率でござい

ますが、すべての会計で資金の不足はございま

せんでしたので、比率は算出されておりません。

一般会計から適正に繰り出しを行っているため

黒字の指標になっておりますが、繰り出し額が

多額な会計もあり、引き続き経営の効率化を推

進してまいりたいと考えております。 

  なお、経営健全化基準につきましては、市町

村は一律20％となっております。 

  健全化に関する比率の議案としての報告は初

めてでございますが、特に実質公債費比率につ

きましては１年でも早く基準を下回るよう対応

してまいりますので、よろしく御理解賜りたい

と存じます。 

  なお、本日の議会終了後に全員協議会をお願

いし、詳細の説明を行いながら御協議をお願い

する予定としておりますので、よろしくお願い

申し上げます。以上であります。 

平向岩雄議長 本件は地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第３条第１項及び第22条第１項

の規定による報告でありますので、御了承願い

ます。 

  なお、財政の健全化につきましては、本日の

本会議終了後に開催いたします全員協議会にお

いて協議を予定しておりますので、よろしくお

願い申し上げます。 

 

 

日程第５議案第４８号新庄市教育

委員会委員の任命について 

 

 

平向岩雄議長 日程第５議案第48号新庄市教育委

員会委員の任命についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第48号新庄市教育委員会委員

の任命について御説明申し上げます。 

  本案は、新庄市教育委員会委員５名の方のう

ち１名の方が平成20年９月30日をもって任期満

了となりますことから、新たに教育委員を選任

するため、地方教育行政の組織及び運営に関す

る法律第４条第１項の規定により御提案申し上

げるものであります。 

  任命しようとする方は、伊藤輝昭氏でありま

す。参考といたしまして経歴を添付しておりま

すが、平成15年４月に新庄市教育委員会委員に

就任以来、委員長として御活躍いただいており、

本市の教育行政を推進していただく上でまこと

にふさわしい方であると存じます。 

  御審議いただき、御同意賜りますようお願い

申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第48号は、会
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議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第48号は委員会への付託を省略することに

決しました。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第48号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  議案第48号新庄市教育委員会委員の任命につ

いては、これに同意することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第48号については、これに同意することに

決しました。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時２０分 休憩 

     午前１０時２２分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第６議案第４９号地方自治法

の一部改正に伴う関係条例の整理

に関する条例の設定について 

 

 

平向岩雄議長 日程第６議案第49号地方自治法の

一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例の

設定についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第49号地方自治法の一部改正

に伴う関係条例の整理に関する条例の設定につ

いて御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、地方自治法の

一部改正により、本市の関係条例について必要

な規定の整理を行うものであります。 

  改正の内容の一つ目といたしましては、地方

自治法に議会活動の範囲の明確化を図るための

規定が追加されたことに伴い、必要な改正を行

うものであります。 

  二つ目といたしましては、地方自治法におい

て議員の報酬の支給方法等に関する規定を他の

行政委員会の委員等の報酬の支給方法等に関す

る規定から分離するとともに、その名称を議員

報酬に改めるなどの改正が行われたことに伴い、

必要な改正を行うものであります。 

  本条例の施行により、新庄市議会政務調査費

の交付に関する条例、新庄市特別職の職員の給

与に関する条例、新庄市特別職の報酬等審議会

条例及び議会の議員の期末手当の特例に関する

条例の４条例が改正されるものであります。 

  御審議をいただきまして、御決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第49号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第49号は委員会への付託を省略することに

決しました。 

  それでは議案第49号について質疑に入ります。

質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第49号地方自治法の一部改正に伴う関係

条例の整理に関する条例の設定については、こ

れを可決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第49号についてはこれを可決することに決

しました。 

 

 

日程第７議会案第９号新庄市議会

会議規則の一部を改正する規則の

制定について 

 

 

平向岩雄議長 日程第７議会案第９号新庄市議会

会議規則の一部を改正する規則の制定について

を議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  今田雄三君。 

   （１２番今田雄三議員登壇） 

１２番（今田雄三議員） 議会案第９号新庄市議

会会議規則の一部を改正する規則の制定につい

て。上記の議案を別紙のとおり地方自治法第

112条及び会議規則第14条の規定により提出し

ます。平成20年９月８日、新庄市議会議長平向

岩雄殿。提出者、新庄市議会議員今田雄三。賛

成者、新庄市議会議員、議会運営委員会の皆様

であります山口吉靜、奥山省三、小野周一、遠

藤敏信、沼澤恵一、森 儀一。 

  別紙。 

  新庄市議会会議規則の一部を改正する規則の

制定について。 

  新庄市議会会議規則の一部を改正する規則を

次のように制定する。 

  新庄市議会会議規則の一部を改正する規則。 

  新庄市議会会議規則（昭和42年議会規則第１

号）の一部を次のように改正する。 

  第159条第１項中「法第100条第12項」を「法

第100条第13項」に改める。 

  附則、この規則は公布の日から施行する。 

  改正の理由。地方自治法の一部が改正された

こと伴い、必要な改正を行うものであります。 

  よろしくお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議会案第９号は、

会議規則第37条第３項の規定により委員会への

付託を省略したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 異議なしと認めます。よって、議

会案第９号は委員会への付託を省略することに

決しました。 

  それでは議会案第９号について質疑に入りま

す。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。 

  ただいまのところ討論の通告はありません。

討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第９号新庄市議会会議規則の一部を改

正する規則の制定については、これを可決する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第９号についてはこれを可決することに

決しました。 

 

 

議案１７件一括上程 

 

 

平向岩雄議長 日程第８議案第50号公益法人等へ

の職員の派遣等に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてから日程第24議案第66号平

成19年度新庄市水道事業会計決算の認定につい

てまでの17件を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第50号公益法人等への職員の

派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、御説明申し上げます。 

  本案は、一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律が施行されることに伴い、必

要な改正を行うものであります。 

  内容といたしましては、公益法人等に係る規

定の整理を行うものであります。 

  議案第51号新庄市立図書館条例の一部を改正

する条例の制定についてから議案第54号新庄市

都市公園条例の一部を改正する条例の制定につ

いてまでの４議案につきまして、御説明申し上

げます。 

  いずれの議案も施設管理の効率化、民間活力

の導入と市民協働及び行政のスリム化などを目

的といたしまして、指定管理者に施設管理を行

わせることができるように改正するものであり

ます。 

  改正の内容でありますが、新庄市立図書館に

つきましては、施設の利用時間、休館日及び管

理の基準を明確にして、指定管理者が行う業務

の範囲を加えたものであります。 

  生涯学習センターにつきましては、既に指定

管理者制度を導入しておりますわくわく新庄に

加え、新庄市民プラザの管理を追加するもので

あります。 

  体育施設につきましては、既に導入しており

ます市民スキー場及び武道館の２施設に加え、

体育館、陸上競技場、テニスコート、相撲場、

横根山運動広場及び東山スポーツハウスの６施

設の管理を追加するものであります。 

  都市公園の有料公園施設につきましては、既

に導入しております市民球場に加え、市民プー

ル、福田運動広場及び福田テニスコートの３施

設の管理を追加するものであります。 

  体育施設及び都市公園有料公園施設の改正の

内容といたしましては、施設の使用期間、使用

時間及び休業日並びに管理の基準を明確にして、

指定管理者が行う業務の範囲を加えたものであ

ります。 

  また、陸上競技場、テニスコート、相撲場、

横根山運動広場及び福田テニスコートの使用期

間についてでありますが、これまで４月20日か

ら10月31日までとしていたものを４月１日から

使用できるように、あわせて改正するものであ

ります。 

  議案第55号新庄市営住宅設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例の制定について、

御説明申し上げます。 

  本案は、市営住宅における入居者等が生活す

る上で重要な居住の安全安心を確保することを



- 22 - 

目的として、暴力団員の市営住宅の使用を制限

し、住宅使用の適正化を図るため、改正するも

のであります。 

  主な改正の内容といたしましては、暴力団員

は市営住宅に入居できないようになること及び

暴力団員であることが判明した場合には市営住

宅の明け渡しを請求することができるようにな

ることであります。 

  議案第56号市道路線の認定及び廃止について、

御説明申し上げます。 

  提案の理由といたしましては、道路網の整備

を図り、市民福祉の増進に資するため、市道の

路線について認定及び廃止する必要があるので、

提案するものであります。 

  内容といたしましては、新規認定路線が７路

線、廃止する路線が２路線となっております。 

  新たに認定する各路線でありますが、村東線

は市道村東向田線と市道役場線を連絡する道路

で、道路用地の寄附採納が確実になったため認

定するものであります。 

  石川町桧町１号線は、次に説明いたします石

川町桧町２号線の新規認定に伴い、周辺地区の

路線名の整理を行うため、これまでの石川町桧

町線を新たに石川町桧町１号線として認定する

ものであります。 

  石川町桧町２号線は、都市計画道路として事

業認可を受け整備中の路線であり、このたび一

部区間の整備が完了することから、整備後に供

用開始を行うため、新たに認定するものであり

ます。 

  ごきげん橋下線は、都市計画道路として事業

認可を受け整備した路線で、完成に伴い供用開

始を行うため、新たに認定するものであります。 

  南沢１号線、南沢２号線及び南沢３号線は、

民間の宅地開発により整備され、市に帰属され

る道路を新たに認定するものであります。 

  廃止する２路線のうち桧町石川町線は、起・

終点の位置が変更になるため、当該路線の廃止

手続をとるものであります。 

  石川町桧町線につきましては、周辺地区の路

線名の整理を行うことで、新たに石川町桧町１

号線となるため、廃止手続をとるものでありま

す。 

  以上のとおり道路法第８条第２項及び第10条

第３項の規定により御提案申し上げます。 

  議案第57号新庄市土地開発公社定款の一部変

更について、御説明申し上げます。 

  このたび公社定款の一部変更につきましては、

公有地の拡大の推進に関する法律等の改正に伴

い、新庄市土地開発公社の定款を変更するため、

法規定により議会の議決を求めるものでありま

す。 

  主な改正の内容といたしましては、公社管理

の職務が公有地の拡大の推進に関する法律に規

定されたことに伴い、必要な部分について規定

の整理を行うものであります。 

  議案第58号平成19年度新庄市一般会計歳入歳

出決算の認定についてから議案第65号平成19年

度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてまでの決算関係８議案につきまし

ては会計管理者より、議案第66号新庄市水道事

業会計決算の認定につきましては水道課長より

それぞれ御説明申し上げます。 

  なお、これら決算につきましては、監査委員

より配付されております決算審査意見書の提出

を受けておりますが、監査委員から承りました

意見については今後十分に留意いたしまして、

効率的な行政運営になお一層努力してまいる所

存であります。 

  以上、私の方から説明を終わりますが、御審

議をいただきまして、御決定くださいますよう

お願い申し上げます。 

平向岩雄議長 次に、平成19年度一般会計決算及

び水道事業会計を除く各特別会計決算の認定に

ついてを会計管理者兼会計課長大江雅夫君より

説明願います。 
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   （大江雅夫会計管理者兼会計課長登壇） 

大江雅夫会計管理者兼会計課長 議案第58号平成

19年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定につ

いてより議案第65号平成19年度新庄市介護保険

事業特別会計歳入歳出決算の認定についてまで

の８議案について御説明申し上げます。 

  初めに、決算書46ページ、平成19年度新庄市

会計別歳入歳出決算総覧をお開き願います。 

  一般会計と特別会計の合計は、収入済額255

億1,633万3,213円、支出済額251億2,669万340

円であります。この８会計の収入済額と支出済

額の合計は、それぞれの予算現額の合計に対し

て99.96％の収入率及び98.44％の執行率となっ

ております。 

  次に、各会計ごとに御説明申し上げます。 

  決算書４ページに戻っていただきたいと思い

ます。 

  議案第58号一般会計でございますが、４ペー

ジの歳入１款から６ページの21款までの収入済

額の合計は135億1,993万8,382円で、予算現額

134億5,359万6,450円に対し100.49％の収入率、

認定額141億2,398万2,333円に対し95.72％の収

納率となりました。収入未済額の合計は５億

6,867万3,696円となり、その内訳は１款市税が

５億5,757万4,935円、12款分担金及び負担金が

678万370円、13款使用料及び手数料が281万650

円及び20款諸収入の150万7,741円であります。

不納欠損額は１款市税で3,537万255円となりま

した。また、１款市税の調定額に対する収納率

は88.73％となっております。 

  次に、10ページ、歳出１款から12ページ、14

款までの支出済額の合計は133億258万1,278円

で、予算現額に対する執行率は98.88％となり

ました。歳出決算による不用額は１億5,101万

5,172円となりました。歳入総額より歳出総額

を差し引いた残額は２億1,735万7,104円であり

ますが、このうち3,000万円を財政調整基金に

積み立てましたので、実質の平成20年度への繰

越額は１億8,735万7,104円となります。 

  次に、議案第59号国民健康保険事業特別会計

でありますが、14ページの歳入１款から10款ま

での収入済額の合計は41億5,931万9,714円で、

予算現額に対する収納率は100.91％となり、そ

のうち１款国民健康保険税の収入済額は13億

4,604万9,054円で、調定額に対する収納率は

76.91％となっております。収入未済額は３億

7,256万5,574円となり、不納欠損額は3,148万

8,256円であります。 

  16ページの歳出では、１款から10款までの支

出済額の合計が40億7,350万5,359円で、予算現

額に対して98.83％の執行率であり、不用額は

4,816万6,641円となりました。歳入歳出差引残

額は8,581万4,355円で、平成20年度への繰り越

しとなります。 

  次に、20ページから22ページ、議案第60号交

通災害共済事業特別会計でありますが、歳入の

１款から５款までの収入済額の合計額は調定額

と同額の1,121万7,425円で、予算現額に対する

収入率は88.08％となりました。歳出の支出済

額は収入済額と同額の1,121万7,425円で、差引

残額はございません。 

  次に、24ページから26ページ、議案第61号老

人保健事業特別会計でありますが、歳入の１款

から６款までの収入済額の合計は調定額と同額

の34億8,413万2,118円で、予算現額に対して

98.87％の収入率となりました。歳出では１款

から３款までの支出済額の合計が34億4,645万

4,118円で、予算現額に対して97.80％の執行率

であり、不用額は7,756万4,882円となりました。

歳入歳出差引残額は3,767万8,100円で、平成20

年度への繰り越しとなります。 

  続いて、28ページから30ページ、議案第63号

公共下水道事業特別会計であります。歳入の１

款から７款までの収入済額の合計は16億750万

4,997円で、予算現額に対する収入率は95.87％、

調定額に対する収納率は97.14％となりました。
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収入未済額は受益者負担金が165万6,690円、下

水道使用料が599万4,286円、国庫補助金が

3,969万円の合計で4,725万976円となっており

ます。不納欠損額は14万2,596円であります。

歳出の１款から３款までの支出済額の合計は16

億277万8,694円で、予算現額に対する執行率は

95.59％となりました。翌年度繰越金7,200万円

は下水道建設費の平成20年度事業としての繰越

明許費であります。歳入歳出差引残額の472万

6,303円は平成20年度への繰り越しとなります。 

  次に、32ページから34ページ、議案第63号農

業集落排水事業特別会計でありますが、歳入の

１款から６款までの収入済額の合計は１億

1,802万4,028円で、予算現額に対する収納率は

99.18％、調定額に対する収納率は98.19％とな

りました。収入未済額は、分担金が148万5,194

円、使用料が57万2,796円の合計で205万7,990

円であります。歳出では１款及び２款の支出済

額の合計が収入済額と同額でありますので、予

算執行率も収入率と同じとなり、差引残額はご

ざいません。 

  次に、36ページから38ページ、議案第64号営

農飲雑用水事業特別会計でありますが、歳入の

１款から６款までの収入済額の合計は6,798万

8,928円で、予算現額に対する収入率は98.48％、

調定額に対する収納率は98.94％となり、使用

料の収入未済額は54万8,949円であります。歳

出の１款及び２款の支出済額は収入済額と同額

の6,798万8,928円で98.48％の執行率となり、

歳入歳出差引残額はございません。 

  最後に、40ページから42ページ、議案第65号

介護保険事業特別会計であります。歳入の１款

から６款までの収入済額の合計は25億4,820万

7,621円で、予算現額に対し99.98％の収入率、

調定額に対する収納率は99.42％となりました。

収入未済額は介護保険料の1,107万9,360円とな

り、不納欠損額は介護保険料の373万8,820円で

あります。歳出では１款から８款までの支出済

額の合計が25億414万510円で、予算現額に対す

る執行率は98.25％となりました。歳入歳出差

引残額は4,406万7,111円で、平成20年度への繰

り越しとなります。 

  以上、平成19年度一般会計並びに７特別会計

の決算の概要について御説明を申し上げました。 

  なお、決算書附属資料といたしまして、46ペ

ージには会計別歳入歳出決算総覧、52ページか

ら272ページには各会計の歳入歳出決算事項別

明細書、276ページから283ページには各会計の

実質収支に関する調書、286ページ以降に財産

に関する調書を添付しておりましたので、ごら

んいただきたいと存じます。 

  これで議案第58号から議案第65号までの平成

19年度一般会計並びに各特別会計決算について

の説明を終わりますが、十分なる御審議の上、

御認定くださいますよう、よろしくお願い申し

上げます。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました各決算

について、監査委員の監査報告をお願いいたし

ます。 

  監査委員髙山孝治君。 

   （髙山孝治監査委員登壇） 

髙山孝治監査委員 先般の新庄まつりにおきまし

ては、不安定な天候のもと、戻り山車等従来に

ない趣向を凝らしていただき、好評だったので

はないかと思います。関係各位の皆様の御労苦

に改めて感謝の念を贈りたいと思います。 

  それでは、お配りしております決算審査意見

書により御報告いたします。 

  一般会計、特別会計決算審査意見書１ページ

をお開きいただきたいと存じます。 

  地方自治法の規定に基づき審査に付されまし

た一般会計、各特別会計の決算、財産に関する

調書及び各基金の運用状況について、小嶋冨弥

委員ともども審査をいたしましたので、その概

要と結果について御報告いたします。 

  審査の方法は、諸帳簿、書類などを照合調査
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し、関係職員の説明を聴取するなどにより、法

令その他の規定に従って処理されているか、予

算の執行が適正であるかに主眼を置いて実施い

たしました。 

  なお、現金・預金の残高確認、証書類の検査

につきましては、別に地方自治法の規定に基づ

く例月出納検査において実施をいたしました。 

  審査の結果でございます。 

  審査に付されました各会計の決算及び附属書

類は、法令等の規定に準拠して作成されており、

計数は正確であり、予算の執行についても全般

的に適正と認められました。また、各基金はそ

れぞれ設置の目的に沿って適用されており、決

算における計数は正確で、その執行は適正と認

められました。 

  決算審査の概要及び詳細は２ページから21ペ

ージにわたり記載してございます。その主要な

点は、22ページ、第６結びで言及してございま

すので、こちらで説明をいたしたいと思います。 

  22ページをお開きいただきたいと思います。 

  第６結びでございます。 

  平成19年度の一般会計及び各特別会計の総計

の決算額は、２ページの表にございますが、歳

入が255億1,633万3,213円で、前年度に比べ４

億6,281万6,570円（1.8％）の増、歳出が251億

2,669万340円で５億9,025万6,660円（2.4％）

の増となりました。その結果、実質収支は３億

8,604万2,873円の黒字で、単年度収支は１億

3,000万5,090円の赤字となりました。 

  本年度は、国によって進められてきた行財政

改革、三位一体の改革の一つである税源移譲に

より市税は増加したものの、地方交付税は依然

として減少した中で、市債の減額、職員数の削

減、手当の削減等により引き続き人件費を抑制

したほか、協賛広告の自粛、維持修繕費の自助

努力による圧縮などに積極的に取り組みました。

歳入においては、市報、ホームページ、窓口の

市民封筒への有料広告掲載等で独自の財源を確

保する等前向きな事業活動に取り組んでおり、

評価されるものであります。 

  市債残高は264億1,569万4,368円、内訳を申

し上げますと、一般会計169億176万4,477円、

公共下水道事業特別会計87億387万1,835円、農

業集落排水事業特別会計７億5,235万8,056円、

営農飲雑用水事業特別会計5,770万円となって

おりまして、前年度より12億7,304万3,384円

（4.6％）減少しております。 

  なお、さかのぼってみますと、平成12年度を

ピークにして毎年10億円ほど下がり続けている

状況にあります。 

  平成17年度決算から算出されている実質公債

費比率、過去３カ年の平均値でございますが、

平成19年度決算では27.3％でございまして、都

市計画税を特定財源と扱う等の算定方法の改正

もあり、前年度の30.1％を大きく下回りました。

しかし、平成20年４月１日から施行された地方

公共団体の財政の健全化に関する法律により、

来年も25％を超えれば新たな財政健全化計画を

策定し、個別外部監査を実施しなければならな

い状況となります。健全化法では、特別会計、

最上広域一部事務組合会計、第三セクターなど

も含めた算定となることから、今後は一般会計

のみならず、市全体でのトータル的な財政健全

化の努力が必要と思われますので、市の行財政

改革のより一層の推進を期待するものでありま

す。 

  収入未済額は、一般会計では市税が５億

5,757万4,935円で前年度に比べ8,281万5,509円

（17.4％）の増加、保育所入所負担金等と公営

住宅使用料等が963万2,220円で134万3,220円

（16.2％）の増加となっております。特別会計

では、国民健康保険税が３億7,256万5,574円で

前年度に比べ3,608万8,200円（10.7％）の増、

公共下水道使用料が599万4,286円で93万1,306

円（18.9％）の増となっていますが、介護保険

料は1,107万9,360円で56万3,590円（4.8％）の
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減等となっております。 

  本市に限らず、全国的な社会問題となってい

るのが、市税だけでなく保育所入所負担金、公

営住宅使用料、公共下水道使用料等受益者負担

による料金の未納問題であります。これらは学

校給食費未納に見られるような受益者のモラル

低下に起因するものが見受けられます。これら

を放置することにより、その土壌が誤った方向

に拡大し、やがては負担の公平を失することが

危惧されます。特に本市は経済活動の格差も起

因していると認めざるを得ませんが、県内他市

と比較して一般市税収納率は下位にありますの

で、徴税経験者を含めた学識経験者等の豊富な

ノウハウを習得すること等により、これらの難

題に対して一歩踏み込んだ対策を早急に講じ、

歳入の一層の確保を図る必要があると思われま

す。 

  本市の財政構造は、市債の元利償還や債務負

担行為に基づく支出など長期にわたる負担が財

政を圧迫しており、依然として厳しい状況が続

いております。これを改善するため、平成16年

度以降、懸命の努力が続けられております。市

債残高の減少などにその成果が見えており、今

後もさらなる改革を継続し、財政再建計画の達

成を望むものであります。 

  以上が平成19年度一般会計及び特別会計の決

算審査の概要並びに意見でございます。よろし

くお願いを申し上げます。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１１時０４分 休憩 

     午前１１時１４分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

  次に、平成19年度新庄市水道事業会計決算の

認定について、水道課長小野善次君より説明願

います。 

  水道課長小野善次君。 

   （小野善次水道課長登壇） 

小野善次水道課長 議案第66号平成19年度新庄市

水道事業会計決算の認定について、御説明申し

上げます。 

  最初に、３ページをお開き願います。 

  新庄市水道事業決算報告書により御説明申し

上げます。 

  初めに、（１）収益的収入及び支出でござい

ます。収入の第１款水道事業収益の予算額合計

は13億2,701万3,000円、決算額は12億2,833万

6,385円で、予算額に比べまして9,867万6,615

円の減でございます。次に、支出の第１款水道

事業費用の予算額合計は12億9,722万2,000円、

決算額は12億6,307万1,211円で、執行率は

97.4％でございます。 

  次に、４ページ、５ページをお開き願います。 

  （２）資本的収入及び支出の第１款資本的収

入の予算額合計は8,655万1,000円、決算額は

9,555万5,783円で、予算額に比べまして900万

4,783円の増でございます。また、第１款資本

的支出でございますが、予算額合計は８億

5,685万1,000円、決算額は７億6,247万9,566円

で、執行率は89％でございます。 

  資本的収入が資本的支出に不足する額６億

6,692万3,783円は、過年度損益勘定留保資金等

で補てんいたしました。 

  次に、６ページをお開き願います。 

  損益計算書について御説明申し上げます。 

  給水収益及び高料金対策一般会計繰入金等が

減少したことにより、経常損失は2,251万719円、

当年度純損失は2,355万7,022円となり、前年度

繰越利益剰余金を加えた当年度未処分利益剰余

金は2,784万776円となります。 

  続きまして、７ページをごらんください。 

  剰余金計算書でございますが、利益剰余金と

して、１減債積立金の（３）当年度処分額１億

3,426万8,140円は、企業債の繰り上げ償還によ
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るものであります。したがいまして、（４）の

当年度末残高は２億6,160万2,458円となります。 

  ２建設改良積立金の（４）当年度末残高は４

億3,767万3,318円、したがいまして積立金の合

計は６億9,927万5,776円となります。 

  次に、８ページをお開き願います。 

  資本剰余金でございますが、これまでに資本

として調達いたしました国庫補助金や工事負担

金等の内訳でございまして、平成20年度への繰

越資本剰余金は59億1,263万9,429円となってお

ります。 

  ９ページは剰余金処分計算書の案でございま

す。19年度未処分利益剰余金が2,784万776円と

なっておりますので、（１）減債積立金へ150万

円、残額の2,634万776円を20年度へ繰り越す案

でございます。 

  続きまして、10ページ、11ページをお開き願

います。 

  貸借対照表でございますが、資産の部として、

固定資産、流動資産、繰延勘定の資産の合計は

154億360万7,014円となります。また、11ペー

ジの負債の部でございますが、負債合計で

2,491万560円となります。次に、資産の部でご

ざいます。６資本的の合計は87億3,894万4,703

円で、７の剰余金の合計は66億3,975万5,981円

となります。 

  以上が水道事業会計決算諸表についての説明

でございます。 

  次に、決算附属書類でありますが、12ページ

に事業報告書、23ページに収益費用明細書、30

ページに固定資産明細書、32ページに企業債明

細書を記載しておりますが、説明は省略させて

いただきます。 

  以上、簡単でございますが、平成19年度新庄

市水道事業会計決算についての説明を終わらせ

ていただきます。御審議の上、御承認賜ります

よう、よろしくお願いいたします。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました水道事

業会計決算について、監査委員の監査報告をお

願いいたします。 

  監査委員髙山孝治君。 

   （髙山孝治監査委員登壇） 

髙山孝治監査委員 同じようにお配りしてござい

ます水道事業会計の決算審査意見書により御報

告いたします。 

  １ページをお開き願います。 

  地方公営企業法の規定に基づき審査に付され

ました水道事業会計の決算について、御報告申

し上げます。 

  審査の方法は、決算報告書、損益計算書、剰

余金計算書及び貸借対照表並びに事業報告書、

収益費用明細書、資本的収支明細書、固定資産

明細書及び企業債明細書などを照合調査し、関

係職員の説明を聴取するなどにより、法令その

他の規定に従って処理されているか、財務状況

及び経営成績を適正に表示しているか、公共性

と経済性が確保されているかに主眼を置いて実

施をいたしました。 

  なお、現金・預金の残高確認、証書類の検査

につきましては、別に地方自治法の規定に基づ

く例月出納検査において実施をいたしました。 

  審査の結果でございます。 

  審査に付されました決算書類及び附属書類は、

地方公営企業関係法令の規定に基づいて作成さ

れており、経営成績及び財務状況を適正に表示

しており、計数も正確であり、適正な決算と認

めました。 

  決算審査の概要及び詳細は２ページから11ペ

ージに記載してございますが、その主要な点に

つきましては、12ページ、７結びで言及してお

りますので、こちらで説明をさせていただきま

す。 

  12ページをお開き願います。 

  本年度におきましては、平成16年度から22年

度の事業として行っている老朽管布設がえ工事

を引き続き行い、安全安心な生活水の供給に努
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めました。また、平成19年度から22年度まで事

業費５億800万円で計画している第６次拡張事

業にいよいよ着手しました。この事業は、未普

及地区であった中川原外４地区を対象としてお

り、完成後は水道整備率が100％となることを

目指しております。 

  しかし、普及率を見ると、本年３月末の世帯

数１万3,597戸に対し給水世帯数は90％の１万

2,231戸であり、未加入世帯も多い状況にあり

ます。また、新庄市では外国人登録を含む行政

区域内人口は本年３月末現在４万187人となっ

ておりますが、平成20年３月31日で初めて人口

が４万人を切り、３万9,814人と落ち込んでお

り、なかなか回復しない状態であります。さら

に、近年は病院やスーパーマーケットなどの事

業所が経費節減のため地下水による専用水道に

切りかえており、個人住宅へも節水器具の普及

が進み、給水量の減少傾向が加速しております。

そのため、給水収益は△1,943万5,872円と前年

度より大きく落ち込んだ上、平成17年度決算を

算定基礎とする一般会計からの高料金対策繰入

金も1,583万7,000円減額され、さらに加入金も

832万5,000円減少しました。 

  そうした中で、業務委託による職員数の削減

や配水能力の見直しなど経費削減に努め、職員

効率や施設利用率（3.8ポイントアップ）、稼働

率（14.5ポイントアップ）は大幅に上昇し、純

損失額を2,355万7,022円と抑えており、努力を

認めるものであります。さらに、第６次拡張事

業や償還金１億3,426万8,140円の繰り上げ償還

にも取り組んでおり、市民サービス向上と経費

削減への今後もさらなる努力が期待されます。 

  以上が平成19年度水道事業会計の決算審査の

概要並びに意見でございます。 

  なお、決算審査資料の末尾に参考として県内

都市の経営状況を添付いたしましたので、御参

照いただきたいと思います。よろしくお願い申

し上げます。 

平向岩雄議長 これより、ただいま説明のありま

した平成19年度決算を除く議案第50号から議案

第57号までの８件について、総括質疑を行いま

す。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

総括質疑を終結いたします。 

 

 

日程第２５決算特別委員会の設置 

 

 

平向岩雄議長 日程第25決算特別委員会の設置を

議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  議案第58号から議案第66号までの平成19年度

一般会計及び特別会計決算並びに水道事業会計

決算の審査をするため、委員会条例第６条第１

項の規定により、決算特別委員会を設置したい

と思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

決算特別委員会を設置することに決しました。 

 

 

決算特別委員会委員の選任 

 

 

平向岩雄議長 これより、ただいま設置されまし

た決算特別委員会委員の選任を行います。 

  お諮りいたします。 

  決算特別委員会委員の選任につきましては、

委員会条例第８条第１項の規定により、議長に

おいて全議員を指名したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

全議員を決算特別委員会の委員に選任すること



- 29 - 

に決しました。 

 

 

日程第２６議案、請願の決算特別

委員会、各常任委員会付託 

 

 

平向岩雄議長 日程第26議案、請願の決算特別委

員会、各常任委員会付託を行います。 

  議案、請願の委員会の付託につきましては、

お手元に配付してあります付託案件表のとおり、

それぞれ所管の委員会に付託いたします。 

 

平 成 ２ ０ 年 ９ 月 定 例 会 付 託 案 件 表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

決 算 特 別 委 員 会 

議案（９件） 

〇議案第５８号平成１９年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

〇議案第５９号平成１９年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

〇議案第６０号平成１９年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

〇議案第６１号平成１９年度新庄市老人保健事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

〇議案第６２号平成１９年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

〇議案第６３号平成１９年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

〇議案第６４号平成１９年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入

歳出決算の認定について 

〇議案第６５号平成１９年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

〇議案第６６号平成１９年度新庄市水道事業会計決算の認定につい

て 

総 務 常 任 委 員 会 

議案（１件） 

請願（１件） 

〇議案第５０号公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

〇請願第１号地方財政の充実・強化を求める請願 

文 教 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（４件） 

請願（２件） 

〇議案第５１号新庄市立図書館条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

〇議案第５２号新庄市生涯学習センター設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

〇議案第５３号新庄市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 
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付 託 委 員 会 名 件                名 

〇議案第５４号新庄市都市公園条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

〇請願第２号地域医療を守る意見書提出の請願 

〇請願第５号私学助成予算増額についての請願 

産 業 建 設 常 任 委 員 会 

議案（３件） 

請願（３件） 

〇議案第５５号新庄市営住宅設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の制定について 

〇議案第５６号市道路線の認定及び廃止について 

〇議案第５７号新庄市土地開発公社定款の一部変更について 

〇請願第３号ミニマムアクセス米の輸入停止を求める請願 

〇請願第４号石油、肥料、飼料、農業資材等の価格高騰に対する緊

急対策を求める請願 

〇請願第６号燃料・生産資材等物価高騰を打破する政策実現に関す

る請願 

 

議案６件一括上程 

 

 

平向岩雄議長 日程第27議案第67号平成20年度新

庄市一般会計補正予算（第２号）から日程第32

議案第72号平成20年度新庄市水道事業会計補正

予算（第１号）までの補正予算６件を一括議題

といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第67号から議案第72号までの

一般会計、特別会計及び水道事業会計補正予算

につきまして御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第67号一般会計補

正予算は、歳入歳出それぞれ１億7,646万7,000

円を追加しまして、補正後の予算総額を133億

2,741万7,000円とするものであります。 

  歳出予算の主な補正内容につきまして御説明

申し上げます。 

  １点目は職員給与費の補正ですが、春の人事

異動による会計間及び各費目間の異動によるも

ので、一般会計全体では30万2,000円の増額に

なります。 

  ２点目は、財政調整基金の積み立てでござい

ます。今年度の普通交付税が決定しましたが、

地方再生対策費分を計上しなかったこともあり、

当初予算を２億8,000万円ほど上回りました。

今後、除排雪経費などの予算措置が必要となり

ますが、余裕が生じる１億円を積み立てるもの

でございます。 

  続きまして、21ページ、商工費の企業用地取

得助成金700万円の追加であります。昨年11月

に中核工業団地で操業を開始しました企業に対

しまして、条例に基づきます助成金を交付する

ものでございます。 

  29ページ、災害復旧費に公用施設災害復旧費

88万2,000円を計上しております。７月27日の

豪雨により、旧八向運動広場ののり面が崩落し

たため、復旧工事を行うものであります。 

  なお、８月14日から15日にかけても豪雨があ

りました。本市では幸いにも大きな被害はあり

ませんでしたが、軽易な災害箇所がありますの

で、農地や道路の修繕費などを措置しておりま

す。 

  歳入予算の補正ですが、普通交付税１億
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3,511万1,000円、市債2,300万円の増額が主な

ものでございます。 

  続きまして、31ページからの特別会計ですが、

議案第68号国民健康保険事業特別会計は859万

3,000円を追加しまして35億9,982万2,000円に、

議案第69号公共下水道事業特別会計は1,070万

8,000円を減額しまして15億3,548万4,000円に、

議案第70号農業集落排水事業特別会計は214万

6,000円を追加し9,478万5,000円に、議案第71

号介護保険事業特別会計は4,644万7,000円を追

加し26億274万1,000円といたします。 

  私からの説明は以上でありますが、各会計の

詳細につきましては政策経営課長及び水道課長

から説明させますので、よろしく御審議いただ

き、御決定くださるようお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

   （坂本孝一郎政策経営課長登壇） 

坂本孝一郎政策経営課長 議案第67号一般会計補

正予算（第２号）について御説明申し上げます。 

  １ページをお開き願います。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ１億

7,646万7,000円を追加いたしまして、補正後の

総額は133億2,741万7,000円になります。各款

各項の補正予算額並びに補正後の額につきまし

ては、２ページから４ページまでの第１表歳入

歳出予算補正を御確認いただきたいと存じます。 

  次に５ページをお開き願います。 

  第２表地方債補正でございますが、新たに追

加するものといたしまして、地方道路整備臨時

貸付金が360万円ございます。地方公共団体の

厳しい財政状況に対応するため、国が無利子で

貸し付けるものであります。また、７月27日の

豪雨によりまして、旧八向運動広場ののり面が

崩壊しましたので、復旧事業に関し起債80万円

を発行するものでございます。そのほか、事業

費の変更に伴います臨時地方道整備事業債、普

通交付税の算定結果によります臨時財政対策債

などの変更を行ってございます。 

  ９ページからの歳入につきまして御説明申し

上げます。 

  初めに、10款地方交付税でありますが、今年

度の地方交付税のうち普通交付税額が確定しま

して、当初予算額39億2,000万円より約２億

8,000万円上回りまして42億678万7,000円とな

りました。地方再生対策債費１億2,000万円余

りを当初予算に計上しなかったことが大きな要

因でございますが、今後の除排雪経費などの補

正財源を除きまして１億3,511万1,000円を追加

するものでございます。 

  10ページ、21款市債でありますが、事業費の

追加に伴います土木債、普通交付税算定結果に

伴います臨時財政対策債、旧八向運動広場のの

り面崩壊に伴います公共施設災害復旧事業債、

合わせまして2,300万円の補正でございます。 

  続きまして、12ページからの歳出について説

明させていただきます。 

  ２款総務費１項１目一般管理費でございます

が、職員給与費など9,255万9,000円計上してご

ざいますが、昨年度末の退職者分をこの目で措

置してございます。４月の人事異動によります

各費目の過不足を各款、各項において補正して

ございますので、後ほど各款、各項の職員給与

費を御確認願いたいと思います。 

  ４目財政管理費は、財政調整基金１億円を積

み増しするものでございます。補正後の財政調

整基金現在高は４億9,800万円となります。 

  13ページ、２項２目賦課徴収費は、公的年金

からの特別徴収制度導入に伴いますシステム改

修委託料622万7,000円の補正でございます。21

年度からすべての地方公共団体が社団法人地方

税電子化協議会を通した事務処理を行うことに

なりまして、年内に試験的なデータ交換を行い

ますので、このたびの補正で予算化するもので

ございます。 

  17ページ、３款２項１目児童福祉費では、わ

らすこ広場管理運営事業費137万円を減額して
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おります。広場賃借料の１カ月分150万円の減

額と遊具点検業務委託料などの増額を計上いた

しました。 

  20ページをお開き願います。 

  ６款１項５目農地費は、一般土地改良事業補

助金149万2,000円を追加しております。８月14

日から15日の豪雨によりまして、農地ののり面

が数カ所崩壊しておりますので、事業費の３割

を補助するための100万円などが含まれてござ

います。 

  21ページ、７款１項４目企業誘致費では、昨

年11月に中核工業団地で操業を開始しました企

業の用地取得費に対しまして、企業立地促進条

例に基づく用地取得費の20％の700万円を助成

するものでございます。 

  22ページ、８款２項２目道路維持費は1,062

万5,000円の追加補正をいたします。まちづく

り会議における要望事項への対応と豪雨により

ます道路の修繕を計上してございます。 

  23ページ、４項２目街路事業費は、関屋小檜

室線整備事業費1,000万円の増額でございます。

当初予算の1,000万円に追加いたしまして、橋

りょう、道路分を整備いたします。 

  26ページをお開き願います。 

  10款２項１目学校管理費では、小学校給食室

増改築工事設計業務委託料522万9,000円を計上

しております。21年度より親子方式により中学

校給食を実施するため、設計費用を補正するも

のであります。 

  29ページ、11款３項１目公用施設災害復旧費

は、豪雨によります八向運動広場のり面崩壊の

復旧工事費82万2,000円を計上してございます。 

  以上で一般会計を終わりまして、特別会計の

説明に入らせていただきます。 

  31ページ、議案第68号国民健康保険事業特別

会計補正予算（第２号）でございますが、歳入

歳出それぞれ859万3,000円を追加し、補正後の

予算総額を35億9,982万2,000円とするものであ

ります。 

  35ページをごらんください。 

  歳入は、健康づくり推進事業費補助金及び前

年度繰越金でございます。 

  36ページの歳出につきましては、11款１項３

目償還金が主な補正であります。前年度の医療

費の精算でございまして、国や支払基金への返

還金でございます。 

  続きまして、37ページ、議案第69号公共下水

道事業特別会計補正予算（第１号）でございま

すが、1,070万8,000円を減額いたしまして、補

正後の予算総額を15億3,548万4,000円とするも

のでございます。 

  41ページの歳入では、処理場建設費の減額に

よりまして、３款国庫支出金及び42ページの７

款市債を減額いたします。 

  43ページからの歳出では、44ページに記載し

ております２款１項２目施設建設費で、説明欄 

の記載にありますように、処理場建設事業費を

3,000万円減額し、管渠建設費の補助事業費

2,000万円を増額する補正が主な内容となって

ございます。 

  45ページ、議案第70号農業集落排水事業特別

会計補正予算（第１号）は、214万6,000円を追

加しまして、補正後の予算総額を9,478万5,000

円とするものでございます。 

  48ページ、下段の歳出の主な補正は修繕料の

203万1,000円でございまして、歳入は分担金及

び一般会計繰入金となっております。 

  49ページの議案第71号介護保険事業特別会計

補正予算（第１号）は、4,644万7,000円を追加

しまして、補正後の予算総額を26億274万1,000

円とするものでございます。 

  53ページの歳入は、昨年度分の介護給付費交

付金と前年度繰越金が主な補正であります。 

  54ページの歳出は、介護保険給付費準備基金

の積立金及び昨年度分の介護給付費の精算に伴

います国と支払基金に対する返還金を計上して
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ございます。 

  以上で一般会計及び特別会計の補正予算案の

説明を終わります。よろしく御審議をいただき、

御決定賜りますようお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 水道課長小野善次君。 

   （小野善次水道課長登壇） 

小野善次水道課長 議案第72号平成20年度新庄市

水道事業会計補正予算（第１号）について御説

明申し上げます。 

  １ページをお開き願います。 

  第２条収益的支出の補正でございますが、支

出の第１款水道事業費用の既決予定額11億

6,103万7,000円から補正予定額2,185万3,000円

を減額し、計11億3,918万4,000円といたします。 

  内容は、第１項営業費用で４月の人事異動に

伴う職員給与費の減額と資本的支出で増額補正

をお願いしております車両運搬具の購入に要す

る費用でございます。 

  第３条資本的支出の補正でございますが、第

１款資本的支出の既決予定額７億6,796万1,000

円に補正予定額577万5,000円を増額し、計７億

7,373万6,000円といたします。 

  内容は、第１項建設改良費の固定資産購入費

を増額し、給水車を購入するものであります。 

  なお、支出に対して不足する額６億4,170万

2,000円は過年度損益勘定留保資金等で補てん

いたします。 

  以上、新庄市水道事業会計補正予算（第１

号）について御説明申し上げました。御審議の

上、御可決くださいますよう、よろしくお願い

いたします。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました補正予算６件は、

会議規則第37条第３項の規定により委員会への

付託を省略したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第67号、議案第68号、議案69号、議案第70

号、議案第71号、議案第72号の平成20年度補正

予算６件は、委員会への付託を省略し、９月19

日、最終日の本会議において審議をいたします。 

 

 

散      会 

 

 

平向岩雄議長 以上で本日の日程を終了いたしま

した。 

  あす９日午前10時より本会議を再開いたしま

すので御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午前１１時５０分 散会 



- 35 - 
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平成２０年９月定例会一般質問通告表 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 小 嶋 冨 弥 

１．バイオマスタウンについて 

２．市道の管理について 

３．新庄まつりについて 

４．新庄味覚祭りについて 

市 長 

教 育 長 

２ 今 田 雄 三 

１．財政運営について 

２．学童保育の支援について 

３．新庄まつりについて 

市 長 

３ 小 関   淳 
１．未来を生きる子どもたちや、住民が安心して快適に暮

らせる新庄にしていくための質問 

市 長 

関 係 課 長 

４ 金   利 寛 
１．乳幼児、保育について 

２．農商工連携の促進のために 

市 長 

関 係 課 長 

５ 佐 藤 悦 子 

１．国民健康保険税の引き下げを 

２．市立図書館と学校図書館の連けいと充実のために 

３．国民の命をささえる土台である農業を守る農政へ 

市 長 

関 係 課 長 

６ 星 川   豊 

１．新庄土地改良事業12億円軽減について 

２．本合海上野地区の圃場整備事業について 

３．加工用米について 

市 長 

教 育 長 
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開      議 

 

 

平向岩雄議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名、欠席通告者は斎

藤義昭君、中川正和君の２名です。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

平向岩雄議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。今期定例会の

一般質問者は６名であります。質問の順序は、

配付してあります一般質問通告表のとおり決定

しております。 

  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以

内といたします。 

 

 

小嶋冨弥議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 それでは最初に、小嶋冨弥君。 

   （１０番小嶋冨弥議員登壇）（拍手） 

１０番（小嶋冨弥議員） おはようございます。 

  平成20年９月定例議会一般質問を初めに行い

ます小嶋冨弥であります。ひとつよろしくお願

い申し上げます。 

  ことしの夏を沸かせたスポーツの祭典オリン

ピックが隣の中国北京で行われ、日本期待の競

技に一喜一憂いたしました。その中国もオリン

ピック後の経済の減速、バブルが懸念され、世

界経済の先行きが心配される昨今であります。

また、国内の政治においては、国のトップリー

ダーが突然辞任、国民軽視、無視のそしりはぬ

ぐい去れません。まさに自立のできる強い地方

自治体新庄市に向けて行政も議会も頑張るべき

であらねばならないと思います。 

  そんな思いを強く抱き、私が今議会において

一般質問いたします通告は４点でありますので、

通告の順に従いましてお伺いいたします。 

  まず初めに、バイオマスタウンについてであ

ります。 

  私は、さきの６月定例議会の一般質問におき

ましてエコロジーガーデンについて質問いたし

ました。原蚕の杜としての全体の活用について

お伺いをいたしました。これらのことに関して、

市長と区長のまちづくり会議北部ブロックでも

意見として出ました。今回、私はその中のバイ

オマスタウンについてお尋ねいたすものであり

ますが、平成14年９月に原蚕の杜、市のエコロ

ジーガーデンとして６年目になりました。当初

は早稲田大学との研究に取り組み、発足いたし

ましたが、平成16年６月に玉川大学とバイオマ

ス研究に関する協定を結んで、市のエコロジー

ガーデン内に玉川大学学術研究所新庄バイオマ

スタウンを設置し、バイオマス資源の総合的な

利活用をテーマに研究活動を行うことを目的と

して設立、市においては平成15年８月に国内初

としてＥ３燃料公用車の公道実証走行を行いま

した。そして、17年９月に市民モニターが開始

に至ったわけですが、実用化には及ばなかった

のであります。 

  農水省は、平成14年12月に地球温暖化防止、

環境型社会形成、戦略的産業育成、農山漁村活

性化の観点から、農林水産省を初めとした関係

府庁が協力してバイオマスの利活用推進に関す

る具体的取り組みや行動計画をバイオマス日本

総合戦略として閣議決定したわけであります。

平成18年３月、これまでのバイオマスの利活用

状況や平成17年２月の京都議定書発効等の戦略
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的策定後の情勢の変化を踏まえて見直しを行い、

国産バイオ燃料の本格的導入、林地残材などの

利用等によるバイオマスタウン構想の加速化等

を図る施策を推進いたしました。 

  そこで、新庄市では平成17年２月にバイオマ

スタウン新庄構想を国に提出したわけでありま

す。農水省のバイオマス利用推進のためのホー

ムページ、全国のバイオマスタウンを開きます

と、平成20年、ことしの７月31日まで28回公表

されていますが、当市は第２回、17年３月30日、

秋田県小坂町を含めた８市町村の構想書が記載

されておるのであります。新庄市の構想内容の

要約を見ますと、土づくりを基本とした地域循

環システムを構築するため、生ごみ、間伐材、

家畜排泄物等を材料としたバイオマス推進生産

を進める。さらに堆肥を用いた農業の振興、資

源作物ソルガムの栽培とそのエタノール化、バ

イオマス由来の燃料車の利用を進めるとのこと

であります。これは農水省のホームページに要

約されておるのみの文章ですが、９ページにわ

たる構想書には期待される効果として民・産・

学・官の協働、農業所得の向上、バイオマス技

術によるエネルギー製造、地球環境の保全等々

がうたわれておるのであります。 

  市では、当時、原蚕の杜についての広報の中

に、試験場としての66年の歴史を生かし、情報

発信の拠点、市民とともに夢をつくる出発の場

とする願いを込めておるとの位置づけでありま

す。これらについて具体的にバイオマス事業の

現況をお聞きするとともに、今後のお考えをお

聞かせください。 

  次に、発言事項２番目の市道の管理について

であります。 

  新庄まつりが終わると実りの秋を迎えます。

冬の心配りが気にかかり始めるのが新庄市民だ

と思います。そこで、雪対策は市民にとって必

要欠かさざる大切なことなのであります。市内

７ブロックでの19回を迎えた区長と市長のまち

づくり会議においても、必ず雪に関する意見、

課題が毎回提案されます。住みよいまちづくり

の課題なのであります。 

  そこで、今回お伺いいたしますのは、降雪期

の雪の除雪・排雪の投棄場所となっておる泉田

川原に通じる喜助川原の市道についてでありま

す。この道路は、水田の中を横断しており、除

排雪時期になりますと大型車が出入りし、市民

の生活の向上のために役立っておるのですが、

春になると出入りする除雪のための車等により

障害物が水路、田んぼに落ち、耕作に支障が発

生するのであります。これらを踏まえて、この

市道をこれらの障害を発生させないために舗装

することを農家の方々は強く要望しておるので

あります。ここの水田は、新庄市の北部地域で

は向田喜助川原として良質の米どころでもあり

ます。これらを踏まえ、問題解決に向けた、こ

のことについてのお考えをお聞きいたすもので

あります。 

  発言事項の３番目の新庄まつりについての質

問であります。 

  ことしの祭り初日の24日は、前日からの雨模

様で、当日は90％の降水率、心配された天気で

はあったが、若連の心意気と市民の願いが通じ、

さしたる事故もなく運行され、翌日の本祭りも

平日にもかかわらず多くの人出で新庄まつりの

祭りらしさを醸し出しました。それと同時に、

26日の飾り山車、戻り山車は多くの人々に喜び

と感動を与えました。もちろん街中鹿子踊も含

めてであります。特に御婦人方は前日のお客の

接待から離れ、お祭りの余韻にゆっくり浸れる

のがうれしいと、また出店見物の若者達が中心

商店街を埋め尽くしました。改めて新庄人の潜

在エネルギーを感じたわけであります。そして、

関係機関の方々に感謝をいたすところでもあり

ます。市の職員の方も黒子になってしっかり支

えていただきました。まさしくこれらが協働の

まちづくりと感じるところであります。 
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  このように、しっかりと地域で生まれ、地域

ではぐくまれてきた250年有余の新庄まつりは、

国指定重要無形民俗文化財に十分値するものと

考え、指定を受けるべきと私を初め多くの方々

も同じ思いで数年前から提案してきたわけであ

ります。これらは新庄まつり百年の大計にも大

きくうたわれておるわけであります。私は、文

化財指定の取り組みについて、３月議会で再度

お尋ねをいたしました。答えとしては、「着手

してから５年、今年度が指定実現の正念場、今

後文化財指定が現実みを帯びてくる時期と並行

して、教育委員会内に保存会組織の設立が求め

られてくるものと思われる」とのお答えがあり

ました。それから半年が経過いたしました。こ

としのお祭りも終わりました。ずばり実現の可

能性はあるのかないのかをお聞きいたすもので

あります。 

  次に、山車運行の呼び名についてであります。

昨今、ポスター、のぼりを含め日本一の山車パ

レードとうたっております。250年有余に培っ

た伝統ある催しに対して、「パレード」という

外来語と申しますか、英語と申しますか、横文

字は山車の運行にふさわしくないのではないか

と思うのであります。新庄まつり百年の大計の

第１計画の中には「山車パレード」と一言も書

いてありません。「山車巡行」と記されており

ます。第２期の基本の方向としても「格式ある

伝統行事としての名声を高めるために、正当な

継承と保存を推進する」とあります。ましてや、

この祭りの文化財指定を目指す大切な時期であ

ります。これらにふさわしい日本的な名称に統

一し、山車の引き回しは品格の醸し出される名

称、名前が大事なのではないでしょうか。これ

らについてのお考えをお伺いいたします。 

  次に、雨についての対応であります。 

  新庄まつりは屋外での行事でありますので、

天候が何よりであります。何年かの間にはいろ

んな気象条件に遭遇してまいりました。私も町

内の山車が昭和53年に26年ぶりに新庄まつりに

参加して以来かかわってから30年参加してまい

りましたが、雨に遭遇したことはあります。そ

れでも山車がお祭りの期間中引きかねたことは

ありません。しかし、ここ数年の気象が過去の

経験とか情景をはるかに超える現象が起きてい

ます。ことしの24日の関係者の決断はいかばか

りかと察するものでありました。心情的には、

若連の気持ちを考えれば、一月も二月も日夜製

作にいそしんできて、晴れ舞台でお披露目がで

きない無念さを思えば、引かせたい、山車を引

っ張らないと浄財がいただけない。もろに懐に

響く。また、引き手の子供等の安全を考えれば

無理はできない。関係機関はそれ以外の葛藤も

含めて決めたものと思います。そこで、これか

らもことしのように雨に遭遇するかもしれませ

ん。百年の大計にも雨対応については書いてあ

りません。100年後も途絶えることなく、さら

なる隆盛をきわめるためにも新庄まつり委員会

等で雨の対処についての議論を重ねる必要があ

ると思います。事前にマニュアルがあれば、そ

れに沿って行動できるものと思います。それに

ついてもお伺いいたすものであります。 

  また、最近、市民の方々より、子供たちのは

やしのかけ声が少しおかしい、従来に対して乱

れておるのではないかとの声がございます。私

も感じるところがあります。百年の大計の総合

的新庄まつり振興策にのっとり、新庄まつり委

員会において従来のはやしに沿ったかけ声を議

論する必要があると思いますが、その考えにつ

いてのお考えをお伺いするものであります。 

  ４番目の発言事項は、来る10月18日に予定さ

れておるところの新庄味覚まつり「おらだのん

め物語・秋の陣」についてであります。これは

市長がことしの施政方針の中にある「にぎやか

なまちづくり」の一環であろうかと思います。

ことしから初めての事業となるわけですので、

事業の展開と内容をお聞きするものであります。 



- 41 - 

  おいしい食べ物、食と農の組み合わせの取り

組みが大切だと思われます。我が国の食糧自給

率の低下、米価の低迷、農家の担い手問題、よ

そ事ではありません。当市にとって農家経済の

減収が地域に与える影響は大であります。これ

らの機をとらえ、米を新庄市の特化戦略に図る

必要があるのではないでしょうか。いかがでし

ょう。 

  以上をもちまして、通告に従いました私の壇

上よりの質問を終わります。御清聴、感謝申し

上げます。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  ９月定例議会最初の一般質問、小嶋議員の質

問に答えさせていただきます。 

  バイオマスタウン構想につきましてですが、

ごみの減量、資源化の推進、安全安心な食の生

産、あわせて資源循環による地球温暖化防止な

ど、今後の市勢発展のためには大変意義ある事

業と考え、平成17年３月にバイオマスタウン新

庄構想を作成し、エタノールの生産や生ごみの

堆肥化など、それぞれ事業化に向けた実証事業

を進めてまいりました。 

  全国初の取り組みとして注目を集めましたＥ

３燃料による実証走行につきましては、市の知

名度をアップいたしましたが、それをしてくれ

るガソリンスタンドの閉鎖などにより中止とな

りました。しかしながら、この事業はそれ以前

の方針から転換した国の方針に大きな影響を及

ぼしたと思っております。 

  また、生ごみ堆肥化事業につきましては、約

550世帯からの生ごみ収集の協力をいただき、

製造実施を行っております。本事業は、環境保

全意識の向上や、ごみ減量化に伴う焼却場の延

命にもつながっていきますので、今後も継続し

ていく考えですが、堆肥の活用が課題となって

おります。製造した堆肥につきましては、資源

循環型社会の構築、安全安心な食の提供という

観点から、学校給食に食材を供給する農家への

提供を主体的に考えていきたいと考えておりま

す。具体化につきましては、教育委員会、農林

課、環境課、関係各課で情報を共有し、方向性

を確認しながら、新庄市環境保全型農業推進会

議に諮り、早急に取りまとめてまいりたいと考

えております。 

  次に、市道の管理についてですが、雪捨て場

につながる冬期の雪捨て場は４カ所現在確保し

ておりますが、御質問の捨て場は北部地区の重

要な捨て場として活用しております。御指摘の

とおり、この捨て場につながる市道は砂利道で

あるため、これまでも管理には留意し、春先に

は水田や水路に飛散した砂利やごみの処理も行

っております。今後も雪捨て場への接続道路と

して活用していく必要があり、舗装整備計画路

線となっておりますので、順次整備してまいり

たいと思っております。 

  次に、新庄まつり国指定文化財推進事業の進

展についての御質問ですが、平成16年度にスタ

ートしました新庄まつり山車行事の国指定重要

無形民俗文化財指定事業は、新庄市民の心の原

点である新庄まつりを山形県を代表する国の文

化遺産として認めていただき、長く守り伝えて

いこうとするものであります。３月の答弁でも

お答えしましたように、平成17年６月に民俗調

査会を設置し、以降７名の調査員に調査してい

ただき、本年３月末、新庄まつり山車行事第１

次民俗調査報告書を文化庁に示し、指定に向け

た御指導と御教示をちょうだいいたしました。

今回の宵まつり、本まつりにも文化庁の担当調

査官が県の文化遺産課長とともに直接足を運ん

でくださり、神輿渡御行列の巡行や山車行事の

実態をつぶさに確認、検証されました。その結

果、まだ若干の課題もありますが、調査官のお

話では今年度中に結論を出したいとの御意向で、
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まさに今、正念場を迎えております。文化庁と

の協議の中で示された新庄まつりの保存会組織

を今月中にも立ち上げ、さらに課題を補えるよ

う詳細な資料を整備し、報告書を作成し、12月

の国の文化審議会に諮問いただけるよう関係機

関の協力を得ながら、最大限の力を注いでまい

る所存であります。 

  次の山車運行の呼び方についてですが、平成

６年に市の無形民俗文化財に指定された名称は

「新庄まつり行列」と言い、神輿と山車の行列

を指します。新庄まつり百年の大計第２期計画

においては、「神輿渡御行列の巡行」と「山車

パレードの運行」との表現で計画内容が記され

ております。このうち山車の場合につきまして

は、パレードの呼び方はいつから始まったもの

かははっきりしませんが、50年前に始まりまし

た夜間照明つき山車パレードの催事名から使わ

れるようになったとも言われております。パレ

ードの意味合いは行列とか行進の意味に華やか

に飾り立てるなどのイメージが加えられており、

新庄まつりの21台もの山車の行列はまさにパレ

ードのイメージそのものと言えます。「音と光

のパレード」や「日本一の山車パレード」と称

されることがそのあらわれで、これがまた内外

に広く定着していることもあわせ考えるとき、

パレードの呼称を用いることが新庄まつり行列

の国文化財指定への展開において支障となると

は思えず、意義が違うものと考えております。

しかし、伝統に即し考えた場合、明らかに不相

応な表現との意見が多いものにつきましては見

直しを検討することも財産を保護する私どもの

使命と考えております。 

  次に、雨についての対応、はやしのかけ声に

ついてですが、まず雨の対策に関しましては、

新庄まつり委員会におきまして、祭り開催の３

日間の天候を事前に逐次把握し、雨模様への対

応について協議を重ねてきたところです。降水

確率はもちろん、降る強さ、雲の動きなどから

判断し、このたびは祭り初日当日の各祭り構成

団体の協議や関係機関との事前調整を踏まえ、

天候の大きな変化がないとし、予定より早目の

午後１時30分に代表者会議を招集しました。パ

レードなどに参加する子供たちの健康維持につ

いてまずもって検討を行い、山車やはやしの楽

器の状態、さらに警備体制などについて意見を

交わし、市職員警備についても事前説明を行っ

ていたことなどにより、安全などを確保できる

と判断し、また宵まつりに対する観覧客の期待

にもこたえられるものと判断し、実施を決定し

ました。残念ながら踊りパレードは不催行でし

たが、マスコミの予定どおり実施についての事

前広報の協力などもあり、全般的に大きなにぎ

わいに結びつけられたものと評価しております。 

  山車パレートにおける引き手のはやし方につ

いては、祭り装束とともに幾度も指摘されてき

たところであります。かけ声も祭り装束も時代

の流れを大きく反映するとも言われますが、

営々と歴史を刻んできた新庄まつりを顧みて、

乱れが生じてきていると指摘される方がいるこ

とも事実です。国指定重要無形民俗文化財の指

定のいかんを問わず、新庄まつりのよき伝統の

継承とさらなる隆盛のために、今改めてこれら

の現状を認識するとともに、新庄まつり委員会

においてその改善策について協議を行ってまい

りたいと思います。 

  最後に、新庄味覚まつりへの御質問について

お答えいたします。 

  味覚まつりは、四季折々の装いが楽しめる新

庄にあって、新庄独自の催し物がやや希薄と思

われる秋に、新庄に伝わる、また新庄ならでは

の食を豊かな自然と細やかな愛情の中ではぐく

まれた特産品とともに紹介し、食の豊かさを市

民が再認識し、新庄への来訪者にも賞味を通し

た食文化などを紹介し、地域内、地域間交流の

促進を目指そうとするものであります。 

  したがって、この祭りの舞台を市内中心商店
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街とすることが最適とし、これら商店会を含め

商工会や農業関係など12の民間団体と市関係各

課で６月４日に実行委員会を立ち上げ、10月18

日土曜日の開催に向け推進を図っているところ

であります。 

  新庄市コンパクトなまちづくり事業推進方策

にも示しているように、地元の食を使った味覚

まつりとし、農業団体、商店街などと連携した

地域産品による新たな食の交流を図るため、そ

ばやとりもつラーメンの主食系や、いものこ汁

の副食系、また農産物など食を中心に駅前通り

から中央通り、南北本町通りに展開させ、その

にぎわいと回遊性の創出のために、子供向けの

ものから幅広くアトラクションも予定しており

ます。また、市がこれまで同じ時期に行ってい

た事業も味覚まつりと連携して実施する計画で

あります。ともあれ、初めての企画実施であり、

市内関係民間団体との協働による実施のため、

自分たちでつくり上げる祭りとして育てていき

たいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

  さらに、新庄味覚まつりにつきましては、農

業サイドとしても深くかかわることとなってお

ります。当日はさまざまな農産物が賞味される

予定でありますが、米についてはおにぎりコン

テストを開催し、新庄産米を市民の皆様に味わ

っていただくこととなっております。また、将

来の山形県主力品質として期待される山形97号

についても何らかのＰＲを行い、市民の皆様に

周知していきたいと考えております。 

  壇上からの答弁は以上とさせていただきます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） ４点の質問にお答えい

ただきました。 

  まず、バイオマスに関してでございます。Ｅ

３燃料を全国に先駆けてやって発信したという

ようなお答えですけれども、新庄市は前も中部

牧場などで生ごみの堆肥事業をやって撤退して

いるんですね。モデル事業、そういう新しいも

のに飛びつくんですけれども、それが成果とし

てなされないと。そして今度はバイオマスにな

っていますけれども、ソルガムもやった、Ｅ３

もやったけれども結びつかないのは、行政評価

すればむだではないかなと。このような厳しい

財政の中で、やはりそういうものをやったら継

続的に成果の出るような事業がややもすると欠

けてきたのではないかなと私は思います。 

  そこで、玉川大学の件でございますけれども、

玉川大学の学術研究所というところをインター

ネットで調べました。そこでいろんな事業をや

っています。その中で、環境科学研究部門とい

うところに新庄市のバイオマスエタノール生産

事業支援（山形県新庄市）が８番目にありまし

た。簡単に紹介しますと、環境科学研究部門と

いうところの案内を見ますと「21世紀は環境の

時代と言われます。20世紀の負の遺産をどのよ

うな手法で取り除いていくか、応用生命科学研

究施設環境科学研究部門では、日本国内はもと

より、グローバルな立場からＮＰＯやＪＩＣＡ

（国際協力機構）、さらには民・産・官・学の

連携のもとに現場主義の方針に基づき開発・研

究を推進しています。主な研究テーマは、一つ、

中国タクラマカン地域の荒漠地緑化と耕作地創

生事業、二つ、中国西部開発事業支援、三つ、

シリア荒漠地の緑化事業支援、４．種子島砂漠

緑化支援センターでの基礎研究、５．雲仙・普

賢岳緑化事業支援、６．諫早湾干拓事業として

の塩類集積土壌の改善、７．地方行政との循環

型システム構想支援（島根県、大分県、鹿児島

県、山形県、北海道、岩手県、東京都、静岡県

など）、もう一つ、ブラジル花卉協会との組織

培養による新規花卉類の創出共同研究、９番目、

バイオマスからのエタノール生産事業支援」と

いうような事業が玉川大学の研究でございます。

玉川大学の研究者紹介というところをクリック
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しました。そうしますと、大友先生の名前は全

然ないんですね。そこで、今、大友先生とのか

かわりはどのようになっているかということを

お聞きしたいと思います。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 ただいまの質問にお答えい

たします。 

  大友教授につきましては、さきにお話し申し

上げております玉川大学新庄バイオマスセンタ

ー設置に関する協定書の中で玉川大学長と新庄

市長が協定を結んでおります。その次に、バイ

オマス研究に関する連携確認書締結ということ

で、19年４月から21年３月までなんですけれど

も、玉川大学農学部環境科学研究室長大友教授

でございますけれども、そこで締結しておりま

して、いわゆる土壌改良するための堆肥、それ

から常温常設のバイオマスセンターのエネルギ

ーの生産と活用という大きな研究のテーマで、

今バイオマスの生ごみとかやっておりますけれ

ども、その中でリアクター菌という、よい菌の

塊で、それの培養の研究を指導して、バイオロ

フトという会社の中に研究員が配置されており

ますけれども、それを培養する菌を増殖という

ことで、その研究としてなっております。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） どうも最初大友先生が

新庄に来たときと随分事業展開が変わってきて

いるんじゃないかな、当初の計画どおり進んで

ないのではないかなというような観点を強く私

は抱くわけであります。平成18年にバイオマス

推進で予算3,935万円投資しましたね、新庄市

のバイオマス推進事業と。ことしはバイオマス

事業が562万4,000円。もちろんバイオマスタウ

ン構想によって、環づくり交付金ですか、そう

いうものが最初来て、支援があってやるんだよ

というようなことですけれども、途中でやめま

した。その結果、予算もこれだけ減っているわ

けですけれども、そういった国の補助金、バイ

オマス環づくり交付金等々のそういう補助金の

あり方はどのような形で推移しているんでしょ

うか。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 17年３月にバイオマスタウ

ン新庄構想を作成しまして、それを国の方に申

請して、国の方から採択を受けてやりました。

その中で、国庫２分の１でございますけれども、

国庫補助事業として生ごみ堆肥活用事業とエタ

ノール製造事業、生ごみの収集事業、これにつ

いては国庫補助２分の１を17年度と18年度でい

ただいております。途中19年度でもって一応休

止という形になっておりますので、さきにおこ

なった環境調査、詳細設計、地質調査等の製造

事業につきましては、一般財源を活用したと。

今現在の実証事業につきましても一般財源を投

入してやっております。17年度と18年度で国庫

補助の適用を受けております。以上です。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） これはガソリンとか、

いろんな世界的環境、食料を燃料にするという

のはいかがかなという問題もあります。ことし

みたいにガソリンが急に上がって、にっちもさ

っちもいかない、困ったというようなことなん

ですけれども、ここに来て少しガソリンが下が

っているということも含めて、これは大変な、

取り組みというのがなかなか先が見えない事業

のような気がしますけれども、一たん事業を立

ち上げたら途中でやめるとか、どこかの国の総

理大臣みたいに投げないで、ずっとやっていく

ようなことが大事でないかなと思います。しか

し、限られた予算の中でやっていくには、やは

り先を見通して、堆肥事業も民間に任せて、そ

して民間の活力を大いにするということも大事
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ではないかなと私は思うんです。市長は堆肥事

業をやるということを言明されましたけれども、

やはりここは冷静に考えて、やった方がいいか、

やらない方がいいか、市民のためにどっちがい

いかということを真剣に考えていってもらいた

いと私は思います。 

  次に、市道の管理につきましては、市長から

大変前向きなお答えをいただきました。やはり

そういった実際農家の方々が春先に大変支障を

来すというようなことで困ったいるわけであり

ます。あそこの道路は、昔の旧萩野村の役場が

泉田村にありました。そのときにあそこの川を

横断して行った場合、役所に行く道路が近いと

いうようなことで、聞きますと役場道というよ

うなことで、昔から大事な道路だったんですね。

だから、市道認定ということで議会の議決を経

て当然市道に認定しているわけですので、そう

いったことは優先順位を先に考えていただいて、

一刻も早くそういったことで整備をしていって

もらいたいと思います。わずかな道路ですので、

そんなに何百メートルも何キロもある道路では

ありませんので、そこはきちっと優先順位を考

えていただいて、ぜひ早目にひとつお願いした

いと思います。 

  あともう一つ、新庄まつりの指定に向けたお

話ですけれども、まさに本当にことしは正念場

だと思います。それで、私もずっといろいろ調

べましたけれども、文化庁のことも調べました

けれども、やはり保存会を立ち上げるところに

来たということは、私は非常に意義があると思

います。保存会を上げればもうという線じゃな

いかなと思いますけれども、最終的な審議まで

予断を許さないわけでありますけれども、山形

県では民俗文化財の場合は四つしかございませ

ん。もちろん山形の花笠まつりが幾らいい祭り

といっても、文化財指定なんていうのはとても

とてもできないわけでありますので、今、新庄

市は非常にいいチャンスに来ておるんじゃない

かなと思います。そういった意味で、ぜひ文化

庁の御指導をいただきながらやってもらいたい

と思います。 

  その中で、文化庁のやり方としては、まず記

録作成等の措置の実施、次は記録の公開の勧告、

保存のために必要な助言、勧告とありますけれ

ども、そこまで行くプロセス、今後どのような

文化庁に対するアプローチがあるか、その辺を

お聞きしたいと思います。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 今の小嶋議員の質問にお

答えしたいと思いますが、先ほど市長からも申

し上げましたように、小嶋議員もおっしゃいま

したように、12月に国の文化審議会、今年度の

審議会が開催されるということで、それに向け

て調査官が整える報告書というか、それをきち

んと整えるということで、私どもがこれからす

る作業というのはその12月の審議会までの間が

最大の山場となるわけです。前に、先ほど市長

の答弁にもありましたように、３月末に第１次

報告書ということで提出してございますけれど

も、今お話にありました保存会組織が不備であ

る、若干新庄まつりは変化が大きいようである

ということも今回調査官がつぶさに見て御指摘

がありました。その辺を補完する資料を最大限

整えまして、それから保護団体も既に私どもで

つくっておりますけれども、文化庁の方から御

指導をいただいて、八戸まつりの方の団体なん

かを参考にしながらということで、そういう資

料もいただいて、やりとりをしながら今月から

来月中にかけて立ち上げる予定でございます。

ですから、今現在の仕事としては12月までに最

大限資料を整えて、保存会を設置して、まず答

申にかけていただくということでございます。

その審議会が終わりますと１月ぐらいに答申の

結果が出まして、３月末に告示ということにな

りますので、本当にもう最後の正念場というと
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ころでございます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） そうすると、準備はそ

れまで間に合うような段階に来ていると、そう

とっていいわけですね。わかりました。ぜひ頑

張ってやってもらって、新庄市の祭りの心意気

を示して、少し新庄市民が元気が出るようなも

のをやっていただければありがたいなと思いま

す。ひとつよろしくお願いします。 

  あと、最後の味覚まつりについて、いろいろ

市長の方から説明を受けました。大変意義ある

目的だなと思っていますけれども、このＰＲを

やはり市民に知らしめないと、なかなか初めて

のことでなじみがないということで、ＰＲの方

はどのような形で市民に知らしめるお考えでし

ょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 味覚まつりの広報事業計

画というものも立ててございまして、今後、９

月に入りましたので、記者発表をこの前行いま

した。あと郡内の町村の広報紙にも依頼してご

ざいます。その後、市報のお知らせ版、また雑

誌、フリーペーパー等への掲載依頼、そしてポ

スター作成、チラシ発注ということを経まして、

ポスターの掲示、市のホームページ掲載という

ことで、最終的には新聞にチラシを入れると。

また、ＮＨＫの「スタジオゆめりあ」生中継で

ＰＲしてまいりたいと考えてございます。 

  なお、新聞の折り込みにつきましては、前日、

最上地域全部というふうなことを考えてござい

ます。以上でございます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 次に、産業まつりがご

ざいますね。産業まつりとの整合性と申します

か、そういったものとの関係の方はどのように

お考えになったのでしょうか。間もなく味覚ま

つりが終われば同じようなというか、前からや

ってきたもがみ産業まつりがあるわけですので、

その辺とのかかわりというのは特に気にしなく

て、独自でやるというような考えでしょうか、

その辺のお考えを一つお願いします。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 催事の同日集中化という

ものをまず避けるということで、あえて避けた

ということでございます。そういったことで、

観光客の分散化も図れるということで、新たな

にぎわいが創出できるのではないかということ

でございます。そういったことでこの味覚まつ

りの目的が達成できるということでございます。

ことしは実施の初年度ということでございます。

１日限りの実施でございますけれども、食は人

を呼べる魅力と力を持っているとよく言われて

ございます。ぜひこの祭りも将来に向けまして

成長させてまいりたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 期待するところでござ

います。 

  次に、私は米の特化戦略についてお伺いいた

しました。今、米は売る自由があるんですね。

食管法が解かれまして、今いろんな売り方に、

つくる方より売り方に苦労していると。それで、

おもしろい売り方があるんですね。これは商売

ですけれども、「出産おめでとうございます。

お祝い返しにやっぱりだっこ米」と、銀山のこ

けし、子供が産まれたときの目方に合ったこけ

しを贈るというようなことですけれども、これ

の発想は、米を自分の孫や子供が生まれたとき

に３キロとかあった場合、その米をお祝いもら

った分にお返しするような制度なんだそうです。

それをただいろいろ戦略的に写真を張ったり、
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その人のネーミングをやったり、非常にユニー

クな発想をしている一つの団体をホームページ

で見ました。そういった意味で、いろいろ知恵

を使っていかないと、今は政府任せ、上部団体

任せでなくて、やはり独自の戦略を立てて農家

を支援するというような施策も今後大事ではな

いかなと思います。 

  あとは、日本の米市場というところに、環境

保全型農法、ワーコム米、ＪＡ真室川町、２万

5,000俵計画というようなことが載っていまし

た。お隣の真室川町の栗田さんという方がワー

コム米をやって、農協を通じてやっていると。

非常に販促をやって秋には都市圏とか大阪まで

行って売っているというような非常におもしろ

い、ホームページから拾って、時間もないです

けれども、紹介できないのは残念ですけれども、

もしよかったら提供しますので、見ていただけ

ればありがたいと思います。 

  そういった意味で、一生懸命やっているとこ

ろはやっていますので、これは行政でやれと言

っても無理ですけれども、そういった支援策を

情報を仕入れて、そういう情報を発信してそう

いう農家を育てるというような手だても大事な

行政の仕事ではないかなと思いますので、せっ

かくの味覚まつりを機にして米の戦略活動に力

を入れていただければありがたいなと、私の提

案ですけれども、そういった意味でひとつよろ

しくお願いしまして、終わります。ありがとう

ございました。 

平向岩雄議長 ただいまから11時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１０時５０分 休憩 

     午前１１時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

今田雄三議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、今田雄三君。 

   （１２番今田雄三議員登壇）（拍手） 

１２番（今田雄三議員） たいまつ’07の一人と

して、９月議会の一般質問を行います。 

  ８月１日、歴史センターに出かけました。名

誉市民、洋画家近岡善次郎記念室と名誉市民人

間国宝奥山峰石記念室が改装オープンした日で

す。昨年、近岡画伯の遺族から134点が市に寄

贈され、その一部が展示されていました。記念

室は、ガラス越しに作品を見るのではなく、オ

ープン展示でした。作品一つ一つの色彩を近く

から鮮明に見ることができました。今までのガ

ラス越しと違った親しみを感じたものです。そ

れに奥山峰石記念室と２階の展示室も整備され、

見やすいものになり、気品のある事実上の歴史

センターに生まれ変わったと思いました。また、

わらすこ広場もオープン以来、多くの入場者が

あり、１日150人、多い日で300人を超す盛況で

推移しているとお聞きしました。いずれにして

も、訪れる人をふやし、満足してもらうために、

多くのイベントを開催し、盛り上げるべきでは

ないかと感じたところです。 

  それでは、通告に従いまして質問を行います。 

  最初に、財政運営についてお尋ねします。 

  一つ目に、８月で締め切られる国の09年度概

算要求で一般会計の総額が86兆円になる見通し

を明らかにしました。08年度の概算要求85兆

6,917億円を上回るものとなります。年末まで

予算編成作業で厳しい歳出削減が行われるとの

ことです。要求段階で最も多いのが、これまで

発行した国債の元利払いである国債費です。08

年度当初予算より２兆2,000億円増の22兆4,000

億円です。次に地方交付税交付金などは15兆

8,000億円となり、08年度当初予算15兆6,136億

円の見通しを示しています。 
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  今ほど安全安心が脅かされているときはあり

ません。原油や資源の高騰とインフレで国民生

活は危機的な状況にあります。ガソリンや食料

価格、電気、ガスなどの公共料金値上げは私た

ちを直撃し、漁業や農業、工業生産に深刻な打

撃が及んでいます。賃金も上がるどころか、目

減りしているのです。高齢者や障害者は、重く

なるばかりの医療費や介護の負担に加えて、こ

の物価高に耐えられないのです。 

  おくればせながら、概算要求に国民の生活の

安全安心と環境問題に増額しています。各省庁

でも医師不足対策、食糧自給率を高めるための

農業振興、太陽光発電の経費が盛り込まれてい

ます。私たちの悲痛な声が届いたのか、原油高

に苦しむ中小零細企業対策や小麦粉等の原材料

高騰に苦しむ食品製造者対策も予算計上されつ

つあります。国民の声が無視できない情勢にあ

ることは間違いありません。今年度も交付金が

増額されました。地方の声が反映されものと思

います。要望なくして結果はありません。あき

らめることなく地方財政の確保から引き続き国

に対して要望すべきと思いますが、市長の決意

をお聞かせください。 

  二つ目に、耐震強化対策についてお尋ねしま

す。６月議会では、中国四川大地震を教訓とし

て校舎の耐震が話題となりました。政府でも耐

震強化工事にこれまでの２分の１から３分の２

に拡大支援する不足分は交付税で賄うことを申

し添えていました。補強工事が完了している校

舎が全国で40％に満たない状況です。校舎の多

くが災害の避難場所に指定されていることも重

視していると言われています。その後、岩手・

宮城内陸地震や東北北部で引き続き発生した地

震を対岸の火事視することはできません。６月

議会では、年次計画を立て、順次対応していく

とありました。また、耐震強化工事費を一般財

源化することのないよう申し添えています。当

市の現状と年次計画の対応をお聞かせください。 

  三つ目に、中学校給食が親子方式で実施され

ることが決定されました。小学校の調理室改装、

中学校の給食搬入対策、エレベーターの増設、

人員の確保や給食時間割、予算計上等々多くの

課題をクリアして実施されるものと思います。

進捗状況と課題をお聞かせください。 

  ２番目に、学童保育の支援についてお尋ねし

ます。 

  一つ目に、北辰小学校に学童保育が開設され

ました。これまでの玉の木と堀端を加えた学童

数と先生の人数をお聞かせください。運営費等

の現状もお聞かせください。 

  二つ目に、６月議会で堀端の授産施設友愛園

を活用してはと助言しました。北辰小学校に学

童保育が開設され、待機児童数も減少している

と思います。これらを見て、学童保育の待機人

数予測と施設拡大計画をお聞かせください。 

  三つ目に、現在、認可保育所や認証保育所で

も学童保育を引き受けているとお聞きしていま

す。その人数と運営状況をお聞かせください。 

  四つ目に、認可保育所には学童保育について

も県から支援があるとお聞きしています。認証

保育所に対する支援対策をお聞かせください。 

  ３番目に、新庄まつりについてお尋ねいたし

ます。 

  質問の前に、ことしの祭りの感想を申し上げ

ます。ことしの祭りは想像を絶する幕あけとな

りました。24日、雨降りしきる中、若連は口々

に「引かずじまいで壊すのか」と不安を隠し切

れず、つぶやくことしきり、まつり委員会の

「運行は町内若連に一任する。宵まつりは実施

する」の決定に、それ行けとばかりに午後２時

30分、安全を祈願して出発、お互いに雨よりも

引くことの満足感が優先して、笑顔さえ見え始

めてきました。下金沢町に一番乗り、夕飯の握

り飯を口にするころには雨もやみ、山車のシー

トを外したものの、人形の囲いを外す気にはな

れませんでした。いよいよ行進が始まり、南本
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町十字路には予想以上の人出、祭り独特な雰囲

気、気分は上々、駅前を経由して町内に戻り、

小屋に山車を入れた途端、雨足が強くなりまし

た。不安を抱いた翌25日と26日は好天に恵まれ、

豪華絢爛な絵巻絵図は滞りなく町内を練り歩き、

42万人の観客を迎え、幕を閉じたところです。 

  質問の一つ目に、新庄まつりは祭り大綱の中

で「曜日にかかわらず８月24日、25日、26日と

する」と限定しています。現状を見た場合、休

日に当たる年は会社も学校等も休みになり、若

連も子若も参加してくれます。その年は問題は

ないのです。普通の日になりますと、特に人が

集まらない町内にしてみれば深刻な問題です。

その上、祝儀で山車作製を賄っている現状では

人力に頼らなくてはなりません。来年からは休

日に当たらない日が祭りの日になります。今か

ら工業団地を含め会社や事務所に協力を得るこ

とが大事です。この現象は新庄まつりに限った

ことではありません。多くの祭りで夜間開催や

土日月または金土日に変更しているところもあ

ります。新庄まつり開催を休日を活用してでき

ないのか考える時期と思います。また、新庄市

まちづくり総合計画策定にも休日活用を明記す

べきと思います。構想をお聞かせください。 

  二つ目に、新庄まつりは基金を取り崩して賄

っています。その一部を若連にも交付していま

す。若連はこの交付金だけで賄えず、独自で資

金調達に血眼になって走り回っているのです。

できれば交付金を増額してもらいたいのが本音

です。祭りは40万人以上の観光客を迎えて盛大

に開催されています。私の来客者に、居住人口

の10倍を誘客する祭りと話すと「なるほど」と

納得してくれます。経済効果もはかり知れない

ものがあります。この祭りを絶やすことなく引

き継ぐために、資金の確保が重要な課題となり

ます。資金減少に歯どめをかけ、積み立てをす

べきと思います。市民の協力も含め、長期計画

をお聞かせください。 

  以上をもちまして壇上からの質問を終わりま

す。御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、今田議員の質問につい

てお答えさせていただきたいと思います。 

  初めに、国に対する財源確保の要望について

でありますが、原油高騰や経済活動の減速して

いる状況の中ではありますが、国におきまして

は来年度の予算編成作業となります概算要求が

行われております。この中には地方公共団体の

予算と密接に関連します地方財政収支の試算も

含まれておりまして、特に本市の予算に大きく

影響します地方交付税の見込みが含まれており、

先月その内容が明らかになりました。それによ

りますと、地方交付税は国の一般会計からの繰

り入れであります入り口ベースでは15兆4,000

億円となっておりまして、今年度予算に比較し

ますと1.6％の増となっております。しかし、

交付税特別会計の借入金返済額などを差し引き、

実際に交付される出口ベースでは3.9％の減と

なっているようです。仮に今年度の交付決定額

にこの3.9％を乗じますと１億6,000万円の減額

となりまして、本市の今年度の地方再生対策費

１億3,000万円を上回り、来年度の財政運営に

大変大きな影響が生じることになります。地方

自治の確立と地方交付税の充実強化に関しまし

ては、地方６団体は地方分権推進に関する決議

を行い、国に対し強力に要望活動を行っており

ます。この成果といたしまして、今年度の普通

交付税に地方再生対策費の4,000億円が上乗せ

されたと考えております。地方公共団体では、

景気低迷の中、耐震化事業など新たな対応が発

生し、ますます厳しい財政運営を余儀なくされ

ることから、地方６団体の足並みをそろえ、地

方財政確保に向けた取り組みを強化する予定で

あります。本市におきましては、市長会の中で



- 50 - 

厳しい状況を訴えながら地方６団体と連携して

行動してまいりたいと考えておりますので、よ

ろしく御理解賜りたいと思います。 

  次に、耐震化対策についてでありますが、新

庄市の小中学校15校のうち、昭和56年以前に建

設され、現在、新耐震基準を満たしていない学

校は11校44棟あり、耐震化率は29％となってお

ります。また、耐震化事業の進捗状況について

は、平成17年から平成18年にかけて耐震化優先

度調査を行っており、その結果に基づき今後危

険度の高い学校から耐震診断、実施設計、耐震

改修工事を行う計画であります。国の補助制度

につきましては、地震防災対策特別措置法の一

部を改正する法律が平成20年６月18日付で施行

され、地震による倒壊の危険性が高いものの補

強について、平成22年度までの時限措置として

これまで補助率が２分の１であったものが３分

の２に引き上げられることになりました。これ

を受け、新庄市では耐震化優先度調査の結果の

危険度の高い４校15棟について、平成21年度に

耐震診断、実施設計を行い、平成22年度に耐震

改修工事を行う予定であります。残りの７校29

棟につきましては、その後順次耐震改修工事に

取り組んでまいる計画であります。 

  次に、中学校の給食についての進捗状況につ

いてですが、中学校での給食導入につきまして

は、庁内に学校給食検討委員会を組織して、実

施方法や必要となる経費、小学校給食との関係

など、さまざまな視点から検討を行い、基本的

な方向性として、実施時期は平成21年10月から、

実施方法は親子方式、経費は極力既存の施設設

備の有効活用を図り抑制し、全中学校一斉に実

施することを確認してきたところであります。

つまり、新たに給食を導入する中学校につきま

しては、自校方式の小学校で給食を調理し、そ

れぞれの中学校に搬送する親子方式で実施する

こととして作業進めてきております。 

  ちなみに、現在は御指摘のありました中学校

に給食を提供する各小学校における厨房機器等

の選定と、それに伴う調理施設の改修や中学校

で給食を受け入れるために必要となる給食搬入

出口やコンテナプールの設置に伴う施設の改修

といった、いわゆる中学校給食の実施に向けた

初期投資額を来年度の予算要求時期、できれば

11月中には取りまとめたいと考えており、その

ために必要な作業を中心に取り組んでいる状況

であります。 

  このほか、調理食数が現在の2,600食から約

4,000食に増加することに対応できる調理業務

のあり方や中学校への給食搬送方法の設定、さ

らには中学校における給食時間の調整など、よ

り具体的かつ専門的な課題への対処も必要にな

りますし、残された期間も１年足らずという状

況にあること、今後は準備事務事業に従事する

職員体制の充実を図るなど、実施できる条件を

早急に整備し、来年10月からの中学校給食を実

現させるため、鋭意準備作業に取り組んでまい

りますので、御理解のほどよろしくお願いいた

します。 

  次に、学童保育の支援についてですが、学童

保育所の現状ですが、市では現在、日新、中央、

北辰学童保育所の３施設を開設しております。

児童数については、日新が定員60名に対し68名、

中央が定員60名に対し58名、北辰が定員25名に

対し２名であります。先生については、児童指

導員と呼んでおりますが、人数は日新と中央学

童保育所がそれぞれ３名、北辰学童保育所が２

名であります。指導員については、全員が保育

士か教諭の免許を持っております。 

  運営費については、20年度は日新と中央学童

保育所は合計で1,511万6,000円、北辰学童保育

所は400万円となっております。 

  学童保育所については、毎年度当初に入所申

請書を提出してもらい、日中児童を見ることが

できない家庭なのかを調査し、入所を決定して

おります。その際、日新と中央は定員60人であ
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りますが、数人程度は定員を超えて入所させて

います。それ以上の入所希望があれば、児童の

安全確保のため指導員を増員するなどの対応を

して入所させています。そのため、現在待機児

童はおりません。ただし、夏休みなどの一時的

な利用につきましては、定員をオーバーしてい

る施設については入所を断った経緯があります。 

  今後の整備計画につきましては、70人を超え

て入所させている施設については22年度から補

助対象外となることから、日新、中央学童保育

所について分割を検討しておりますが、入所児

童が減少していることから、来年度の動向を見

きわめたいと考えており、北辰学童保育所につ

いては泉田小学校区とともに再度需要調査をし、

その結果によっては泉田小学校も含めた活用も

視野に入れて検討していきたいと考えておりま

す。 

  さらに、認可保育所については学童保育を行

っておりません。認証保育所につきましては５

施設で実施しており、現在合計で51人の児童が

入所しております。運営状況は、それぞれ独自

に行っており、例えば対象児童については小学

校３年生までという保育所もあれば、小学校６

年生までの保育所もあります。また、開設時間

も午後６時から午後７時まで、保育料について

も１万円から１万9,000円というように統一さ

れておりません。ということで、経営状況につ

いては現在把握しておりません。 

  支援の現状ですが、児童数５人から19人まで

の小規模な学童保育所に対する県の補助制度が

ありますが、市の負担分もあることから、財政

再建期間中ということで、現在、認証保育所へ

の支援は行っておりません。今後、学童保育所

を民間にもお願いすべきなのかという市として

の基本的な方針を確立し、その中で支援の必要

性を検討してまいりたいと考えております。 

  次に、新庄まつりについてですが、ことしの

新庄まつりは、祭りに対する市民の誇りと熱意

が奇跡的に天候を回復させ、開催日程が日、月、

火曜日と平日を含みながらも、観覧の皆様方の

御期待にこたえられる内容にて、にぎやかに実

施することができました。 

  御質問は、祭り開催の日程に関して休日を活

用した日程をとのことですが、東北地方の他の

代表的な祭りとの連動や帰省客のふえるお盆な

ど、期日を変更移動することなどの御意見はこ

れまでにもありました。しかし、新庄まつりは

住民の意識発揚と地域振興の起爆剤として誕生

した貴重な伝統行事であり、社会情勢の変化、

変遷があった時代にあっても新庄まつり百年の

大計第２期計画にあるように、最上公園に鎮座

する３神社の例大祭に合わせて行ってきた経緯

があることにもより、これを踏襲してきた先人

の考え方を受け継ぐべきものと考えております。

現在、国指定重要無形民俗文化財の指定を受け

ようとの展開がある中、祭りの歴史的背景や意

義が担保されずに変更されることは適切ではあ

りませんが、この基本姿勢を踏まえ、ある程度

の時間をかけた議論を行っていくことは必要と

思います。 

  また、新庄まつり委員会においては、御指摘

の工業団地を初めとする各企業に対しては開催

曜日が休日であるか否かを問わず、山車・囃子

両連盟と協議の上、新庄まつりへの協力依頼を

行い、高校に対しましても最上北村山地域まで

広げ、祭りへの理解と協力をお願いしておりま

すが、今後ともその充実を図ってまいりたいと

考えております。 

  ２点目の祭りの財源に関してですが、御承知

のとおり、新庄まつりについての運営費と文化

財保存関係費については、平成元年設定の新庄

まつり振興基金を取り崩して充てております。

このままこの基金を取り崩し、祭り運営等に活

用した場合、平成23年度分の一部にまで充てる

ことができます。新庄まつりは脈々と受け継が

れてきた私ども新庄の大事な財産であるという
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だけでなく、市民諸活動の原点、活力の源とな

っている大切なかけがいのないものであります。

したがいまして、「まつりと雪のふるさと新

庄」の標榜にふさわしい安定かつ継続的な財源

が必要であることにより、祭りの国重要文化財

の指定を織り込んだ経済効果について、その向

上策などを財政再建の面からも検討を加え、協

議を進めているところでありますので、御理解

賜りますようお願い申し上げます。 

  壇上からの答弁は以上とさせていただきます。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） ありがとうございまし

た。それでは順次再質問をさせていただきます。 

  今、市長の方からも答弁ありましたとおり、

各地方６団体も一生懸命地方の財政を何とかし

て運営をしたいということを含めて要望してき

ているわけです。そういう成果もありながら、

先ほどのお話の中にも4,000万円ほど市に対し

て交付があったというような話がありました。

そういう意味合いでは、ただそのまましている

よりも地方の声を真摯に受けとめる体制のもと

に届けるというのも一つの方法かなと思います。

これまで小泉内閣の構造改革が今の内閣によっ

てだんだんだんだん崩されつつあったような気

もします。そういう意味合いでは私たちの願い

が通ったのかなというふうにも思うんですけれ

ども、この期に及んで退陣するという状況の中

では何をか言わんやと思います。政権を担当す

る党はそれなりに自信を持って運営していって

もらわないと、我々地方に対して、また住民に

対しても大変な痛手をこうむってくると。まし

て今は原油の高騰といういろいろな環境があり

ますから、そういう意味合いでも何とかしなけ

ればならないなと思っている矢先でありました

ので、我々にとってもショックは大きいんです

けれども、６団体を中心にしながら市長会とし

ても今後も要望していくというふうな状況であ

ります。この政権が安定しない中での要望の仕

方について何か工夫があれば一言つけ加えてお

聞きしたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 経済活動が最近少し下

の方に向かっているのではないかという状況が

ありますし、また地方と都市との格差がさらに

拡大しているという非常に厳しい状況が生まれ

ていますし、これからますます厳しくなるので

はないかなと思います。一方で、新しい政権に

なりますと税制の改正に向けたいろんな動きが

出てくるやにも聞いてございます。そういった

タイミングの中で地域の活性を図っていく、地

域財政を確保していくという観点から、地方６

団体一体となって、今後誕生するであろう新し

い内閣に対して地方として物が言えるように、

県あるいは国にきちっと申し上げることができ

るように、いろんな会議とか、いろんな機会を

とらえながら申し上げていきたいと考えてござ

います。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） そういう意味では、や

はり地方の声を無視できない一つの環境をつく

っていくのが私たちの役目と思っています。今、

福祉の問題についてもいろいろ問題が年金含め

てあるわけですが、そういう中で国と地方の税

率を５対５にするというような状況もあります。

それからもう一つは、権限は移譲されておるん

ですけれども、それに資金が伴ってこないとい

うことで、新庄市にとっても多くの権限移譲は

あるんですけれども、それに伴う経費はないと

いう状況もあります。国からの税源移譲につい

ての評価はいかがでしょうか、お聞きします。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 これから分権改革がさ
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らに進められるということで、いろんな権限が

中核的な市に500項目以上にわたってやってく

るということであります。権限を与えられるだ

けじゃなくて、きちっとした財政的な裏づけも

一緒に保障していただきたいということで、再

三国に申し上げておりますし、県にも意見を述

べてございます。そういった観点で今後も対応

していきたいと。また、国の税収と実際事業を

実施する財政の面で６対４から４対６という構

図のギャップがあるわけです。そういったこと

を当面は５対５に直していこうという国の方針

もありますけれども、これも最終的には６対４

になるように一日も早く構造的、財政的な改革

をしていただきたいと、税制も含めて意見を述

べていきたいと考えてございます。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） そういう意味では、６

対４になるように私たちも頑張りたいと思いま

すので、よろしくお願いしたいと思います。何

といっても私たちも税金を納入して、そして私

たちの福祉なり環境について提示を受けるとい

うことになるわけですから、何も我々が税金を

納めて、国の予算がこうだから仕方がないと安

易にあきらめることはちょっと危険だなと思い

ます。主張は主張として通して、そしてその上

で国の予算の編成というのは国の方で決めるわ

けですけれども、それらに対してやはり意見を

申さないと、インド洋での補給に多くの金をつ

ぎ込むと。我々については原油が高騰、しかし

あそこはサービスということでありますから、

そういう格差なり矛盾が生じるということも事

実であります。やはり私たちの納めた金が正確

に使われるように、そして私たちの地域が一日

も早く活性できるような状況をつくるという二

つの道が一緒になれば簡単なんですけれども、

なかなか国の思惑と私たちの思惑が大きくかけ

離れているという現状などもありますので、そ

こをお互いの認識としながら今後もともに頑張

ってまいりたいなと思いますので、今の市長の

答弁の決意を改めて感じながら、今後進めてほ

しいなと思います。 

  次に、耐震の問題でありますが、国の予算を

配算された場合、これが耐震に使いますよとい

うことができるんですか、できないんですかと

いうことで、６月議会で質問しました。そうし

たら、大まかな点についてはそれに使えるよと

いうふうになりますが、耐震について２分の１

から３分の２になったとしても、その中でこの

くらいふやしますよ、このくらいになりますよ

という一つの決定は難しいという答弁をいただ

きました。今、市長からも答弁ありましたが、

計画的に調査をやって、そして工事をやってい

くと。そして、22年までの状態も含めながら決

定されているようでありますが、その金の使い

道はパーセンテージでどのくらいに政策経営課

長は考えておったのか一つお聞かせください。 

平向岩雄議長 暫時休憩します。 

 

     午前１１時３７分 休憩 

     午前１１時３８分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 今お話ししましたのは、

６月議会でも順次こういう日程でやりますよと、

市長がお話ししたとおりの経過を示してくれま

した。ただ、問題はその後で金をどのくらい使

ったらいいのかという一つの内容になるわけで

すが、その段階で現場から出た意見については

そのとおりやってほしいということで、最後に

応対して終わったような感じがするんです。そ

の結果を踏まえて、今回改めてまた計画が示さ

れておりますから、その配慮は政策経営課長と

してはいかがなものであったかということをお
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聞きしたいんです。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 予算的な要求も22年度

までいただいております。財政的な試算も行っ

ております。ただ、お金の入り方については、

補助金あるいはその事業が完成したときにまと

めて国で払うという仕組みになっているようで

ありますので、一時的な立てかえとか借り入れ

を行いながらやっていかなければならないよう

なケースも想定してございます。例えば診断あ

るいは設計というのは後でまとめて一括払いす

るよとか、そういったことを国では言っていま

す。県でその仕組みについてどのような手当て

をするか今対応を考えているようでありますの

で、その対応待ちとなりますけれども、22年度

まで実施する限りは市の方ではきちっとした財

政対応、歳入確保をきちんとした形でやってい

かざるを得ないだろうなというふうには、担当

課としてはそういった心づもりでおります。予

算については原課の方から上がってこないと今

のところうちの方ではしゃべれませんので、そ

ういった意味で、うちの方でしゃべるのは適切

なのかなということで、大変失礼いたしました。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 私は、予算を組めば国

から当然来るもんだと理解しておりましたので、

ちょっと安易だったのかなと思いますが、現場

からの声を大事にしてそれを通すということで

あるようですから、現場の方ではその意気込み

はいかがでしょうか。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

平向岩雄議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 今、政策経営課長が言われた

とおりやっていただけると思いますので、教育

委員会の方としては危険度の高いものから順次

期限内でもって耐震診断、実施設計、そして改

修工事というふうな段取りで進めていきたいと

思います。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 学校はあくまでも地域

の避難場所になっているという事実もあります

から、そういう意味を含めてやはりこの問題に

ついては早急に取り組んで実施してほしいとい

うことを要望申し上げます。 

  それから、次に給食の件でありますが、先ほ

ど時間割の問題もちょっと出ました。ここら辺

の考えはどういうふうな方法で、小学校の実施

している状況と同じなのか、それとももう一歩

変わった時間の割り振りがあるのか、そこら辺

をちょっと教えてください。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

平向岩雄議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 学校の時間割、特に中学校に

ついては見直しをしていただく形になると思い

ます。現在、小学校の場合、昼食時間と昼休み

時間を合わせて平均で65分から70分ぐらいとっ

ております。中学校の場合ですと昼食時間と昼

休み時間を合わせまして35分ぐらいの平均にな

っていますので、これではちょっときついのか

なと考えております。そういうデータを集めて

おりますので、今後そこら辺、学校側と話しし

まして、適正な時間割を調整していただくとい

う話になると思います。以上です。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） メニューの中身であり

ますが、今の状態では普通の日は米飯をやって、

１週間に１回はパン食というような話も聞いて

おります。その考えは変わりありませんか。そ

れとも全部米飯にするというような状況などは

考えておりませんか。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

平向岩雄議長 教育次長大場和正君。 
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大場和正教育次長 小学校で、今、米飯給食日本

一というふうなことでもって週４日というのが

この６月から実施されております。中学校も同

じような形で進めていきたいと思います。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 具体的になりますと、

いろいろな関係の中でまたお聞きする機会があ

ると思います。そのときまでまた考えておきま

すので、何とぞ早急に実施できるようにお願い

したいと御要望申し上げます。 

  次に、学童保育についてお尋ねしますが、先

ほど保育所についてお尋ねしました。幼稚園の

場合はどうなっているのか、人数と、そこら辺

の支援の２点についてお聞かせください。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 先般、私立幼稚園連合会

との情報交換の中で、各園長さん方お集まりの

話し合いを持ちました。現に私立幼稚園におき

ましても学童保育をやってございます。ただ、

正確な人数まではお伺いしませんでした。以上

です。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 先ほど市長の答弁の中

でもありました。将来的には70人以上になりま

すと支援を打ち切るというような状況もありま

す。市の方でいろいろな指定管理制度などもや

っているわけですが、そういう意味合いからい

けば、事前にいろいろなそういう施設を利用し

て、そこに分散をしながら運営していってもい

いのではないかなと。先ほど市長の答弁をお聞

きしたんですけれども、そういう支援の対策と

いうような状況については、幼稚園は支援はあ

るわけですが、保育所の場合はどうなのか。そ

して、今の認可保育所、そして認証保育所と二

つに分かれますが、それらも一緒にして考えて

いきたいという気持ちがあるのかないのか、そ

こら辺教えてください。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 現在、民間の学童保育に

ついては支援策をとってございません。それは

財政再建中ということでありまして、やってお

りません。県の補助要綱に基づく支援がござい

まして、その事業によりますと小規模放課後児

童クラブ運営費補助金ということで、先ほど市

長答弁の中で申し上げましたが、19人以下の学

童保育所に限定されてございます。市の財政状

況がだんだん好転していけば、そういった私立

幼稚園、認証保育所に限らず、この基準に合致

すれば21年度以降福祉事務所が所管する子育て

支援策にかかわる事業といたしましては優先度

の高い事業ではないかなというふうに認識して

ございます。以上です。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 公の施設をつくるとい

うことはちょっと困難だということは前にもお

聞きしましたから、既存の施設に対しての支援

をしながらその運営をしていくという一つの方

法も考えの中に入れていただいていいのではな

いかなと思っておりました。そうしたら、先ほ

ど市長の方から支援の必要性を考えているとい

うことでありますから、今の所長答弁も含めて

そういうふうな方向性で行っていただけるもの

だなという気を新たにしました。既存の民間の

施設なり認可保育所なり、それから幼稚園なり

といろいろありますから、そういう施設を支援

する中から運営をしていくという状況の方がベ

ターではないかなと思います。今の御答弁いた

だいた点を含めて実施の方向が明るいという私

の勝手な個人の考えでありますが、そういう方

向で受け取りましたので、何とぞこれからも審

査の上、支援対策を考えてほしいと御要望申し
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上げます。 

  それから、祭りについてでありますが、今、

曜日は変わらないというような状況がありまし

た。曜日は私も変えたくはないんですけれども、

現実に人がいないというお祭りがどうなのかな

というふうになります。今回も休みを過ぎて25、

26日になりますと若連の方が半分もいない状況、

これは市からもいろいろ聞いているでしょうと

言っても、「私の会社は３交代だから、そうい

うお祭りは関係ありません。本社ではそういう

お祭りはしていません」というようなことで、

本社が出ますと村の鎮守のお祭りになりますか

ら、新庄の郡内、当市のお祭りというような姿

はなかなか本社では浮かんでこないわけです。

説明の仕方、そういうことが本当に重要だなと

思います。ある会社の社長さんが、３年ほどた

ってようやく「わかった」というような返事を

いただくぐらいですから、最初に来た社長さん

はなかなか新庄まつりイコール村の鎮守のお祭

りというような状況をぬぐい切れないというよ

うな状況であります。そういう中身もあります

ので、一段と説明の仕方を変えて要望していか

ないと大変ではないかなと思いますので、そう

いう点を含めてもう一度お答えをいただきたい

と思います。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 この日にちの問題につき

ましては、百年の大計作成時点からの課題とい

うことでございました。百年の大計では変えな

いということでございますが、時代の流れとと

もに、やはりその参加者が参加しづらいという

ことも多々あろうかと思います。先ほど市長が

御答弁申し上げましたことをまた復唱するよう

なことになりますけれども、これまで踏襲して

きた姿勢を踏まえながら、ある程度時間をかけ

ながらそういったことも議論していくことが必

要であると思っております。ただ、ここで今す

ぐ「じゃ変えます」と言うこともできませんの

で、時間をかけた中でそういったことも考えて

いく必要があるのかなというふうには思ってご

ざいます。以上でございます。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） この中身にはございま

せんでしたが、来年、市制を施行してから60年

になるわけです。そういう意味合いで、お祭り

について何か行事を考えておるか一言お答えく

ださい。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 ことしの祭りが終わりま

してまだ２週間ほどということで、来年どうこ

うという話はまだございませんが、間もなくこ

としの祭りの運営の総括会議ということで、３

団体、山車、囃子、神輿渡御の代表者会議が間

もなくございますので、そういった中で議員が

言われた60周年という節目の年であるというこ

とを話題として設定をしてまいりたいと思いま

す。その結果が予算要求につながるのかどうか

ちょっとわかりませんが、まずは話題としてそ

の場で設定してまいりたいと思います。 

１２番（今田雄三議員） 終わります。 

平向岩雄議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時５０分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

小関 淳議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、小関 淳君。 
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   （５番小関 淳議員登壇）（拍手） 

５ 番（小関 淳議員） たいまつ’07の小関で

す。 

  前回の６月議会一般質問中に私が「議員活動

もあと３年しかありません」と述べたところ、

この議場内にどっと笑いが起きました。そのと

き、正直私は大変ショックを受けました。それ

がなぜおかしかったのか、いまだに理解できな

いのですが、今は表現がつたなく的確でなかっ

たから失笑を買ったのだと自分を納得させてい

るところです。昔、ある政治家がよく口にして

いた「自治体の首長が１期４年で何も変革でき

ないようであれば、２期、３期と期を重ねても

何も変えることはできない」という言葉は今で

も私の心に深く残っています。もちろん議員と

て同様だと思うのです。ですから、私は議員に

なってからの１年を振り返り、市民のためにも

っとやれることがいっぱいあったはずなのに、

ほとんど何の力にもなれないでいる自分の非力

さ、無力さを痛感し、その無念さと焦りの気持

ちをそのまま「あと３年しかない」という言葉

で表現したのです。議員として本会議も２周目

に入りました。１周目の反省点を踏まえ、未熟

者ながらも懸命に議員としての役割を遂行して

いきたいと思っていますので、先輩議員の皆様、

そして市長初め執行部の皆様、より一層の御理

解をよろしくお願いいたします。 

  それでは、通告書に従い質問をさせていただ

きます。 

  初めに、自然エネルギー、つまり風力、太陽

光、水力などの新エネルギーの有効活用を市と

してはどう考えているかということです。 

  アメリカのサブプライムローン問題に端を発

した、いわゆる投機マネーの暴走で起こった原

油高騰は、産業界のみならず、化石エネルギー

に依存する社会全体を震撼させました。今回の

問題によって私たちの暮らしがいかにオイルマ

ネーと密接にかかわり、この日本という国がま

さに砂上の楼閣のごときもろさを抱えながらの

発展であることを痛感させられました。財政厳

しい我が新庄市にとっても、今回の原油高騰の

問題はかなりのダメージとなっているのではな

いでしょうか。恐らく世界的に投機マネー規制

をしない限り、これからも原油価格の乱高下は

おさまらず、決して安定することはないと予想

されます。この流れでいくと当然ガソリンや灯

油などの石油の価格は不安定になり、電力の

60％を化石燃料で発電している電力会社も安定

した価格では到底供給できなくなってくると予

想されます。となると、市民は日々の暮らしに

より不安を感じ、消費は今以上に冷え込むこと

になります。市の場合でも、幾ら積極的に行財

政改革を進めたとしても、着実な財政改善には

必ずしも結びついていかないのではないかと心

配になってくるわけです。最近のニュースを見

ると原油価格はまた下がり始めてはいますが、

恐らく高どまりして昨年レベルほどの価格には

下がらないだろうし、いつまた上がるかわから

ないという不安定さを見せています。ある調査

によれば、石油はあと約40年で枯渇すると言わ

れています。間もなくまたやってくる厳しい新

庄の冬を乗り越えるために、ことしはどれだけ

のエネルギーが必要で、どれだけの予算がかか

ってしまうのかを考えただけでも気持ちが不安

定になってくるようです。 

  ことし１月に視察で訪れた岩手県葛巻町では、

原油依存から脱却する方法の模索を1999年から

始めました。今では３基プラス12基の風力発電

所を初め水力、太陽光、木質や蓄ふんバイオマ

ス等の発電施設で町の消費電力の約185％以上

の電力が生産され、ガス、灯油、ガソリンなど、

電力以外のエネルギーを含めて考えると町の全

エネルギーの消費量の約80％を自給するほどに

なっているそうです。ここまでとは言わないま

でも、我が新庄市も豪雪地というハンデキャッ

プをプラスに考え、雪を利用したエネルギー開
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発にも力を注ぐべきだと考えます。 

  私が考える雪利用というのは、雪そのものを

利用することではなく、その雪によって山々に

貯水される水を利用して暮らしや産業に使える

エネルギーを生み出してはどうかということな

のです。いわゆる水力発電というものです。と

いいますと巨大なダムを想像されると思います

が、そうではなくて、山梨県の北杜市、都留市

などで既に導入されている省水力発電のことで

す。まだまだ国や電力会社の対応に理解途上の

感はありますが、今後さらに減額されていくだ

ろう交付金や自主財源の減少などを考えると、

財政問題を抱える自治体にとっては大きな可能

性を持った事業になるのではないかと思われま

す。というわけで、新庄市では今回の原油高騰

でどれほどの影響が出ているのか、そしてこれ

らの問題をどうとらえ、今後どのような対策で

どういう方向に進めようとしているのかを聞か

せてください。 

  次に、市内の公共施設の安全性はどうなって

いるかということです。中国四川省の大地震や

岩手・宮城内陸地震、そして最も最近では岩手

北部地震と各地で地震による被害が相次いでい

ます。このように、各地で、そして徐々に発生

地が新庄市に近くなりつつあると「我が市は天

災が少ないまちだから」などとのんきなことは

言ってはいられないような状況なのではないで

しょうか。そういうことからしても、住宅や民

間施設はもちろんですが、特に市民が多く利用

する公共施設などの耐震性はどのようになって

いるのでしょうか。既に調査をしていれば調査

結果を、まだ未調査だとすれば今後どのような

計画で耐震化を進めようとするのかを聞かせて

ください。 

  続いて、わらすこ広場の利用状況はどう推移

しているかということです。５月末に再開した

わらすこ広場ですが、再開してから現在までど

のような状況で、市側の予想と比較してどうな

のか、そして今後どのように運営していこうと

計画しているのか、さらに入居しているビルの

耐震性はどうなのか聞かせてください。 

  最後に、保育所、幼稚園、小中学校の各施設

の安全性はどうなっているのかということです。

さきにも述べたように、地震による大きな被害

が各地で発生しています。６月14日に起きた岩

手・宮城内陸地震では、大変残念なことですが、

金山の方々が被害に遭われました。こうなりま

すと、いつどこで地震が起きても不思議ではな

いというのが日本列島の状態のようです。です

から、今回は安全性のとりわけ耐震性について

お聞きしたいと思います。 

  ６月20日に文部科学省が発表した全国の公立

学校施設の耐震化状況では、全国平均が62.3％

なのに対し山形県全体では49.4％で、全国で第

40位とほかの自治体よりもはるかに進んでいな

いという結果になっています。その山形県の中

でも新庄市は29％という耐震化率の数字が出て

います。市としてはこの数字をどのようにとら

えているのでしょうか。このまちに暮らす子供

たちは地域の宝です。その子供たちが日中の大

半を過ごす学校施設の耐震化は、厳しい財政を

理由に先延ばししていいはずはありません。市

政を進めていく上で、執行部の皆様はよく選択

と集中という言葉を使います。それならば何を

さておきこの学校施設の耐震化を選択し、それ

に集中して早急に取り組んでいくべきではない

のでしょうか。 

  地震はこの先しばらく起きないかもしれませ

ん。しかし、今すぐにでも起きる可能性がある

のです。現に、６月、最上郡にほど近い栗駒山

付近で震度６強の岩手・宮城内陸地震が発生し

ているわけです。御存じのように、他地域と比

べても我が新庄市には県内有数の活断層が20数

キロにわたって走っているというデータがある

わけです。先日、ＮＨＫテレビでも活断層地震

の脅威とその対策に乗り出した自治体などを取
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り上げた番組がありました。やはり新庄市も活

断層を抱えた地震発生確率の高い地域として、

有事に向け十分な備えをしておかなければなら

ないと考えます。ということで、小中学校の各

施設の耐震化は現在どこまで進んでいるのでし

ょうか。現時点での調査状況と結果、そして今

後の計画を聞かせてください。あわせて、さら

に小さな子供たちが過ごす幼稚園、そして保育

所などの耐震化はどうなっているのかもお聞か

せください。 

  以上で壇上からの質問は終わりますが、今回

の質問は主張する機会をほとんど持たない子供

たちの思いを代弁して質問したつもりです。ど

うかぜひ未来を生きる子供たちが十分納得でき

るような御答弁をお願いします。市長初め執行

部の皆様と私ども議員が協力して、今回のオリ

ンピック400メートルリレー日本チームのよう

に、最高のリレーで安心して快適に暮らせるま

ち新庄というバトンを子供たちにしっかりと渡

したいと思いませんか。御清聴ありがとうござ

いました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 未来に生きる子供たちのためにと

いうことで、バトンリレーでうまく渡せるよう

に互いに努力してまいりたいと思います。 

  初めに、自然エネルギーの有効活用を市とし

てどうとらえるかということでございますが、

議員おっしゃるとおり、今回の原油高騰の影響

ははかり知れないものがあります。政府は６月

の原油等高騰緊急対策関係閣僚会議において市

民生活や中小企業対策など主要項目を定め、さ

まざまな施策を実施していくこととしました。

今月開会される予定の臨時国会には大型補正予

算が上程される方向にありましたが、ここに来

まして自民党総裁選後の臨時国会冒頭に衆議院

解散総選挙が取りざたされており、不透明な状

況となっております。しかしながら、補正予算

を通した緊急的な対策の具体的な内容が示され

ましたならば、市としての対策も検討してまい

りたいと考えております。 

  市施設などの負担増でございますが、燃料費、

電気料など約4,000万円ぐらいかと思います。

今後各施設とも精査し、12月議会に御提案申し

上げる予定でありますので、よろしくお願いい

たします。 

  長期的視点に立てば化石燃料を原料とするエ

ネルギー政策に限界があるのは言うまでもない

ことであり、本市としても自然エネルギーの有

効活用を進めていくことは有意義かつぜひとも

取り組まなければならない施策であることは論

をまちません。本市におきましては、エネルギ

ー対策で具体的な施策や事業を展開するよう新

庄バイオマスセンターを開設し、有機堆肥づく

りやバイオエタノール製造事業を始めて以来、

試行錯誤しながら進めてまいったわけですが、

平成16年２月にそうしたことを中心に策定しま

した新庄市地域新エネルギービジョンとも方向

性を確認しながら、将来に向けての基本方針や

具体的方策を定め、鋭意推進してまいりたいと

思います。 

  御提案の雪の活用、そこから雪ダム、貯水、

そして省水力発電の御提案がございましたが、

大いに検討する必要があると思っております。

その提案を受けまして、具体的な形で土地改良

事業との関連、どういうところに設置が可能か

などを一応確認しましたが、新庄の場合、常時

水が流れるという状況を生み出すことができな

いということで、非常に難しい状況があるのも

把握しております。常時水が流れるような雪ダ

ムなどが今後可能かどうか、またその成果をど

のような方向に生かすべきか、さらに検討を加

えてまいりたいと思います。 

  次に、市内の公共施設の安全性についてお答

えいたします。 
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  平成７年１月に発生しました阪神淡路大震災

の教訓を踏まえ制定されました建築物の耐震改

修の促進に関する法律が平成18年に改正され、

同時に国は建築物の耐震診断及び耐震改修の促

進を図るための基本方針を策定しております。

この方針の中で建築物の耐震診断及び耐震改修

に関する基本的施策の方向性等が示され、平成

27年度における住宅及び多数の者が利用する建

築物の耐震化率の目標を90％としております。

これを踏まえ、山形県では平成19年１月に山形

県建築物耐震改修促進計画を策定しております。

この県計画の中で、公共施設のうち県有施設、

市町村有施設の防災拠点施設の耐震化率目標は、

県民が安心して利用でき、防災上重要な施設と

して機能する必要性があるため、平成27年度に

おける耐震化率は100％に設定されております。

本市におきましても、地域の実情を勘案し、建

築物の耐震改修の促進に関する法律及び山形県

建築物耐震改修促進計画に基づき、新庄市地域

防災計画を上位計画とした新庄市建築物耐震改

修促進計画を今年度中に策定するため、策定委

員会作業部会を立ち上げ、現在計画策定に取り

組んでいるところでございます。 

  いずれにいたしましても、既存建築物の耐震

改修に関する施策の基本的な方向性を示し、地

震による被害を減少させ、震災から市民の生命

や財産を守っていきたいと考えております。 

  次に、わらすこ広場についてですが、５月31

日に再開し、３カ月余りが経過いたしました。

利用者数につきましては、８月末日までの数字

をお示ししますと、今年度は１万5,715人、18

年度は１万2,068人で3,647人ふえております。

この人数には再開日の800人の利用者数は加え

ておりません。当初の予想では新たに使用料を

徴収することで平成18年度より落ち込むのでは

ないかと思われましたが、反対にふえておりま

す。これは市民の皆様が再開を待ち望んでいた

結果ではないかと考えております。 

  なお、利用者の地域別割合は、市内84.3％、

郡内12.9％、郡外2.8％となっております。 

  使用料金につきましては、８月末日まで43万

1,300円の収入となっております。徴収方法に

つきましては、子供だけで使用する場合は全額

減免にしております。これは子供が使用料を気

にせずに自由に遊びに来られるようにと考え設

定したものでございますが、新聞にも報道され

ましたように、子供から徴収しないのはおかし

いという御意見もございますので、今後利用者

の方の意見を伺い、改善すべきところは改善し

てまいりたいと考えております。 

  建物の耐震性ですが、昭和61年の建築であり、

昭和56年の建築基準法施行後の建物なので、耐

震性については問題ありません。なお平成14年

ごろに図面をもとにした耐震調査をした結果、

地震には非常に強い構造であり、かなりの地震

でも倒壊することはないという調査結果であっ

たということであります。 

  また、保育所の耐震改修についてであります

が、昭和56年の建築基準法施行前に建築された

建物で、その対象となる保育所は北部保育所、

乳幼児保育所、泉田保育所、升形児童館、日新

学童保育所となります。現在、新庄市建築物耐

震改修促進計画を策定中であり、その計画をも

とに今後補助金等国や県の動向を見ながら、入

所している児童が安心して過ごせるよう計画的

に耐震改修を進めていきたいと考えております。 

  小中学校の耐震化につきましては、午前中の

御質問にお答えしたところでございますが、11

校44棟について平成17年から18年にかけて耐震

化優先度調査を行い、危険度が高い①から危険

度が低い⑤まで５段階の順位をつけております。

調査結果につきましては、危険度が高い①が９

棟、②が６棟、③が13棟、④が13棟、⑤が３棟

となっております。また、耐震診断の結果の公

表につきましては、このたび施行された地震防

災対策特別措置法の一部を改正する法律によっ
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て、補助率の嵩上げとともに義務づけられたこ

とから、今後は耐震診断終了後に順次市報また

ホームページ等で公表してまいりたいと考えて

おります。 

  なお、社会教育施設では新庄市民文化会館、

生涯スポーツ施設では新庄市体育館を含めて５

施設が新耐震基準に適合していないことから、

これらについても学校施設の耐震化終了後、引

き続き取り組んでいく考えでおりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） 答弁ありがとうござい

ました。 

  私もどうすればいいのかなと思って、今現在

もちょっと迷っているんですが、耐震化優先度

調査を17年度から18年度と終えているわけです

けれども、それでわかった優先度の高いランク

の学校があるわけです。これは今の時点ではど

うなんでしょうか、公表はしない方向なんでし

ょうか。 

平向岩雄議長 暫時休憩します。 

 

     午後１時２５分 休憩 

     午後１時２６分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

平向岩雄議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 優先度調査、平成17年、18年

と行いました。その結果、震度６以上になった

場合に危険があるというものについて、先ほど

今田議員にもお答えしましたけれども、それに

つきましては21年度から耐震診断、実施設計、

そして22年度に改修工事を行いたいと。そこの

ところを公表できないのかということで、これ

までは義務づけということもなかったし、優先

度調査ということでありまして、はっきりした

形ではないと。この11校一応あるというふうな

ことでもって、それを一気にするには財政的な

負担も多いだろうということでもって、その順

番づけをするための調査であったということで

あります。その結果、今、市長答弁にありまし

たけれども、①が９棟あると、②が６棟あると

いうことなんです。この４校について申し上げ

ますと、まず新庄小学校、沼田小学校、萩野中

学校、八向中学校という形になっております。

これらが①②に該当するということで、あと棟

数については体育館が入ったりとか、教室であ

ったりとか、廊下等であったりとか、いろんな

分類に分かれます。ですから、先ほど午前中の

今田議員に答弁したように、21年度からこの４

校について実施診断を始めていきたいというこ

とで、それがはっきりしましたら順次公表して

いきたいと考えております。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） 公表していただけると

は思ってませんで、ありがとうございました。

ただ、私が公表した方がいいと思った理由とい

うのは、きょうもこれからもそこに登校してい

く子供たちがいるわけですよね。「行ってらっ

しゃい」と言って送り出す保護者の方もいらっ

しゃるわけです。そういう危険度とか、優先度

調査の段階ですけれども、全く信用できないデ

ータでもないので、ある程度は信用できるもの

だと思っていますから、やはりそういうデータ

を抱えてしまったというか、持ってしまってい

るならば、いたずらに動揺するんじゃないかと

か、そういうこともあると思いますよ、それで

御配慮なさって今まで公表しなかったんだと思

いますけれども、何より備えができる、精神的

な備えができるということは非常に強いことで

はないかと思って、本当に公表していただいて

ありがとうございました。市民もそんなに動揺
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しないで備えをすることができると思います。 

  あと、この耐震化の事業ですけれども、特に

東北なんですけれども、各自治体で非常に財政

が厳しい。それはどこでも同じなんですけれど

も、それでも前倒しでどんどんいろんな改修工

事とか補強工事をやっているわけです。選択と

集中ではありませんけれども、何とか前倒しで

耐震化の事業というか、そういうものを進める

ことはできないもんですか。多分私たち大人は

子供にリレーをするために今いろんな仕事をし

ているんだと思います。ぜひそのことも考えて、

いい未来を子供に残すために前倒しで何とかや

っていただきたいんですけれども、その可能性

はございませんか。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

平向岩雄議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 学校施設に限りますけれども、

優先度調査を行った際、17年、18年に行ってい

るわけですけれども、そのときに耐震診断の予

定表、計画表を立てておりました。それは29年

とか、そういうところまで長引いているわけで

すけれども、それを今回、法が改正になりまし

て、支援措置も充実されるということもありま

す。それもありますけれども、子供たちの安全

安心というのが第一だということでもって早速

21年から耐震診断から始め実施設計、改修工事

と、22年の限定の中でもって、まず先ほど申し

上げました４校等については実施していきたい

という、前倒しにした形で行うことにしました。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） 早くしてくれと言って

も無理ですよね。何とか早くしてほしいという

のが、私もそうだし、恐らく皆さん全員の思い

ではないかと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  あと、活断層というのが、先ほど壇上からも

言いましたけれども、新庄に走っているという

データがあります。その活断層ですが、どこに

どういう状態で走っているのかというのは把握

していらっしゃいますか。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

平向岩雄議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 活断層につきましては、新

庄盆地断層帯という呼称で公表されております

が、山形県内は大きな活断層が四つありまして、

庄内、山形、長井とあります。新庄につきまし

ては、細かい場所、スタート地点等はわからな

いんですが、舟形町から新庄市ということで、

舟形町の沖原付近だと思われます。そこから仁

田山ぐらいまでの間、これは途中で途切れてい

る部分があるんですが、11キロから23キロメー

トルということで、想定としてはマグニチュー

ド6.5から7.0で、近年ですと30年以内に0.8か

ら２％という数字は公表されております。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） その活断層の上とか活

断層付近とか、市の公共施設とか子供たちが使

う児童館とか、そういうところがあるというこ

とはありませんか。 

五十嵐正臣環境課長 議長、五十嵐正臣。 

平向岩雄議長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 活断層の上にという表現を

されると非常に難しいんですが、一番近いとこ

ろでは、６月の議会でも申し上げたんですが、

萩野小学校あたりが結構近い位置には存在して

いるかなと考えられます。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） やはり岩手・宮城内陸

地震でも岩手と宮城にまたがって、御存じのあ

の場所で起きて、被害が秋田で43校、公立学校

ですが、山形県でも９校、被害があるんですね。

もちろん宮城、岩手では大変な数になっている

んですが、本当にきょう今でも起きてもおかし
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くないというのが地震だと思うので、全精力を

傾けて何とか、財政は厳しいとは思いますが、

やっていただきたいと思います。 

  あと、こういう新聞の記事を見つけました。

2006年度に国から交付された学校耐震化を促進

する安全安心な学校づくり交付金というのが

423億円、国から交付されているはずなんです。

新庄市ではその交付金をどのように利用したか

はわかりますか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 私の記憶ではこの交付

金が入ってきて使われたという記憶はございま

せん、その名称の交付金は。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） この記事だと全国に

423億円交付されていると。それで、使われた

のが423億円のうち323億円ぐらいしか使われて

なくて、耐震とか、いろんなものに。しかし、

残りの99億円がそれ以外の目的外に使用されて

いるという新聞の記事があるんです。そういう

ことは新庄市ではあり得ないとは思いますが、

ただ確認の意味でちょっと確認させていただき

ました。 

  あと、先ほど市長の答弁の中に幼稚園という

のは入っていましたか、幼稚園の耐震改修。保

育所は御答弁いただいたんですが、幼稚園につ

いてはどういうふうに把握していらっしゃるか。 

山川義隆学校教育課長 議長、山川義隆。 

平向岩雄議長 学校教育課長山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 幼稚園については、公立

幼稚園というのは新庄市にございませんので、

幼稚園についてはこちらの方で把握しておりま

せん。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） 公立でなくても幼稚園

は存在するわけで、私立についてはどういうふ

うなあれですか、私立は管轄外というわけでも

ないんでしょうが、私立。 

平向岩雄議長 暫時休憩します。 

 

     午後１時３９分 休憩 

     午後１時４０分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 

平向岩雄議長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 幼稚園についての耐震化

の状況という御質問でございますけれども、先

ほど市長答弁にもございましたが、ただいま新

庄市におきます建築物の耐震改修促進計画を取

りまとめしております。その中でそういった民

間の施設についてもわかる範囲で取りまとめを

した中で対策を立てていくというような計画に

しておりますので、今現在ではまだ把握し切れ

てはおりませんので、その計画がわかり次第、

公表してまいりたいと考えております。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） わかりました。やはり

本当に子供のことというか、未来を背負う子供

のことなので、本当に先延ばしせず、今できる

ことをしっかりやっていただきたいと思います。 

  あと、耐震化に向けていろいろやっていかな

くちゃいけないんですけれども、人的にどうい

うふうに、現実的にどういうふうにシフトして

耐震化に向けて全力でやっていこうとなさって

いるのか、お答えください。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 人的にというのは職員体制と

いう意味でよろしいでしょうか。（「はい」と呼

ぶ者あり） 

  耐震化だけでなくて、今年度に入ってからい
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ろいろ重要案件が出ておりまして、耐震化とと

もに、先ほどもお話ありました中学校給食の問

題にしましても、それなりの金さえあればいい

というものではありませんので、こなす体制を

どう整備するかというのも問題ですし、またこ

こに来て合併の問題も出てきました。前回の例

ですと舟形と二つの合併で新庄から６人を協議

会に派遣してその準備を進めたという例もござ

いますし、そういったことも含めて、この秋あ

るいは来年度に向けた、そういう仕事を進める

体制づくりを今考えている最中です。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） ありがとうございます。

ぜひ充実した体制で耐震化に取り組んでいただ

きたいと思います。 

  あと、ここにもう一つちょっとおもしろいデ

ータがあるんですけれども、小中学校建物の耐

震改修状況調査ということで、これは県の資料

だと思いますが、先ほど新庄市は耐震化率が

29％、金山町が60％、最上町は80％、舟形町は

92％、大蔵村が15.8％であります。でも大蔵村

は来年度から小中学校１校ずつになって、その

耐震化も来年から入る小中学校の建物の耐震化

はすべて100％大丈夫だということになるんだ

そうです。それで、真室川町が79％、鮭川村が

44％、戸沢村が57.1％。 

  この数字なんですが、私が何を言おうとして

いるのかというと、これは合併に協力的な自治

体と合併にちょっと前向きでない自治体の数字

があれなんですね。金山町、最上町、舟形町、

大蔵村というのは合併には今のところ賛成して

いない、そこの耐震化率というのが非常に高い

んですね。低いところというのが合併に前向き

であると。こういうデータがあるんですけれど

も、どのようにお感じになりますか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 耐震化から合併までという話で大

変広くなって、足元が揺らいでおるところです

けれども、実際逆に町村の皆さんと話してみる

と、残っているパーセントのところに一番子供

が多いというのも悩みの一つだそうでございま

す。例えば、最上町で80％ですか、残り20％の

ところに一番子供が集まっていると。全部耐震

化が終わったところは複式学級とか、あるいは

もう既に閉鎖しなければならないというような

悩みもあるようでございます。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） 多分新庄市でもそうい

う話になってくるんじゃないかなと思うんです

ね。統廃合のことも視野に入れながら耐震化を

進めていかないと本当にあれだと思いますが、

文部科学省でもそういう統廃合があるのはわか

る、そういう現実はわかるけれども、統廃合を

して学校として使わなくなった施設でも防災上

の避難所として使えるだろう、早急に進めろと

いうことを言っているわけですよね。そういう

いろんな事情もあるとは思いますが、あと合併

もこの数字を見ると何かそういうことも頭に入

っているのかなと思いますし、ぜひ早急に進め

ていただきたいと思います。 

  時間は大分あるんですけれども、大体これぐ

らいで結構です。ありがとうございました。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時４８分 休憩 

     午後１時５８分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

金 利寛議員の質問 
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平向岩雄議長 次に、金 利寛君。 

   （１３番金 利寛議員登壇）（拍手） 

１３番（金 利寛議員） 御苦労さまでございま

す。 

  今、日本じゅうが二大政党のトップを決める

総選挙を前にして、マスコミも入り乱れて、憶

測も、また勝手な想像も真実も織りまぜながら

報道が入り乱れております。願わくは、もう少

し国民、県民、市民の目線で国の方向性を語っ

ていただきたいと思う昨今です。すべてを政争

の具にしてパフォーマンスのみ優先で、これで

いいのか日本と言いたくなります。 

  一方、最上８市町村も今後のすべてのことを

考えれば、広域合併で頑張っていかなければ立

ち行かなくなってしまうのでしょうけれども、

目先の感情論で将来の希望を誤った方向に進め

ているのではないかと心配している一人であり

ます。最上合併については、市長のさらなる頑

張りを御期待申し上げ、通告に従い、９月一般

質問をたいまつ’07の一員として質問を申し上

げます。 

  まず第一の質問は、乳幼児保育についてであ

ります。 

  さきに今田雄三議員の学童保育所関連で認証

保育所の支援について触れられているようであ

りますが、新庄は認証保育所を平成16年４月に

県内どこよりも早く先駆けて認証をしました。

その後、新庄の市独自の認証制度がマスコミな

どでの報道なども手伝って、米沢市では平成18

年に、山形市では平成19年に認証制度を立ち上

げたわけであります。県内では、この市の認証

保育所制度に関しては新庄市は草分け的存在な

のであります。平成16年に立ち上げになり、財

政再建が次の年の平成17年から始まったわけで

ありますから、財政的にはほとんど負担をかけ

ないで始まった制度なのであります。丸々４年

が経過をし、５年を迎えているわけであります

が、新庄市の認証保育所の現状は私ら議員の目

から見ても一生懸命頑張っておられると思いま

すけれども、どうでありましょうか。児童福祉

の次世代育成支援対策行動計画の推進の上から、

産み育てやすい環境づくりで人口減少歯どめの

一助となり得るかとの観点も踏まえてお答えを

いただきたいと思います。 

  次に、もう少し財政的支援はいかがなもので

しょうかという観点からお伺いしたいと思いま

す。今、市の認証保育所制度に認定されている

保育所は９園ありまして、200名以上の乳幼児

を保育しています。平成20年度、市の入所者数

が603名でありますから、市の全乳幼児の３分

の１の乳幼児の保育を担っているわけでありま

す。その中で、総経費を園児数で割ると、荒っ

ぽい概算になりますが、計算しますと１園児当

たり保育料は認証保育所の場合には４万4,929

円と出てきます。市立保育所はといいますと１

園児当たり６万4,062円と出てきまして、約２

万円の開きが出てきます。なお、認定保育所は

５万いかほどでしたけれども、主にこれは人件

費の差が多いのだと思われますが、角度を考え

てこの事実を見ますと、親の就労、仕事の形態

で夜遅くまでの仕事がある場合などは市立の保

育所に入れたくても時間のせいで入れることが

できません。それにより子供の園児にかかわる

税金が１園児につき１人の子供に対して２万円

の差が生じているのであります。主に人件費で

あるというものの、税の公平性からもう少し是

正する必要があるのではないかと思いますが、

いかがでありましょうか。 

  大阪府高槻市では、認可外保育所を認証保育

所施設制度として本年６月からスタートさせ、

新庄市の認証保育所制度より４年も遅いわけで

ありますが、その入所時の保育料などを市が助

成することにより保護者の負担軽減を図ってお

ります。新庄市も運営費と職員の健康診断に対

して県と市が補助金を出して格差是正のために
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努められていることも承知はしておりますが、

園児１人当たりに対して２万円の格差のために

も、税の公平のためにも、産み育てるなら新庄

と言っていただくためにも、考えられる手だて

はないのでしょうか、お伺いしたいと思います。 

  次に、農商工連携の促進のためにと題してお

伺いをいたします。 

  日本の農業、米価の下落と高齢化で大変な状

況にあります。日本の商業、あのイオングルー

プですら店舗拡大路線を方向転換して縮小精鋭

路線へと変更せざるを得ない状況にまで来てい

ます。新庄市の商店街を見ればわかりますよう

に、大変苦戦をしています。日本の工業、公共

事業等の激減により元気がありません。 

  こんな中、政府は地域経済活性化のために、

逆を返せば地域経済が疲弊しているからであり

ましょうけれども、地域経済活性化のために、

地域の基幹産業である農林水産業と工業等の産

業間での連携、農商工連携を強化して、そして

相乗効果を発揮していくこととなるように、農

林水産省と経済産業省とが密接かつ有機的に連

携をとり、具体的な取り組みを推進することに

なっている法律、農商工連携促進法が今年、平

成20年５月23日に公布されました。８月ごろか

ら事業計画の申請受け付けと聞いておりますが、

もう既に行っているところもあるわけでありま

すが、この概要はいかがなものでありましょう

か、お伺いしたいと思います。 

  そして、新庄市ではそれを展開でき得るのか

をお伺いしたいと思います。もう既に国の動向

をにらんで、８月末の申請受け付けとはなって

いるものの、事業展開をしている自治体がもう

あります。身近なところです。農商工連携88選

と題して東北管内でその事例集にもう既に載っ

ているのですが、隣町の最上町では「川の駅・

森の駅における地域資源の発信」、副題として

「農産物の生産・加工・販売と体験を演出」と

あります。産直団体と、そして四季の香という

法人と、株式会社最上あゆセンターとＮＰＯ法

人あにまるにーずなどの団体でもう既に始まっ

ていて、かなりの集客と実益を上げられている

のであります。具体的にその取り組み効果が載

っておりましたけれども、まず売上高が平成15

年度には3,100万円だったのでありますけれど

も、もう既に２億875万円、何倍となっており

ます。利用者が19万人から30万人、雇用者も

107人から156人と大展開しているのであります。 

  ほかにも県内での展開が３例載っておりまし

たけれども、株式会社平田牧場でも減反での肥

料米の生産、利用を通じた地域活性化に取り組

み、こめ育ち豚、「トンパチ」という名のもと

で売られているようでありますが、その出荷高

が１億円から何と20億円3,304万5,000円と伸ば

して、ちょっと詳しいようですが、肥料米生産

者数が21人から230人に、農家の肥料米販売手

取額が277万2,000円から9,764万7,000円に伸び

るなど実績を上げているのであります。すべて

これは県内の事業です。 

  米沢の商工会議所では、地場伝統野菜などの

本格派焼酎の開発を行って、焼酎のメーカーに

頼んでいるようでありますけれども、販売で平

成17年度には3,500本だったものが平成18年に

は１万7,000本で、製造が追いつかない反響ぶ

りだということです。 

  これはトップダウンですが、県内でもやる気

があり、行政が先駆けの情報を落としてトップ

ダウンをすれば、受け皿の農商工の志のある業

者にその情報を提供するだけですごい発展性が

開けるのではないかと思うときに、当新庄市は

果たしてどうなのかなと思わずにはいられませ

ん。時期をとらえた素早い対応が地域活性化の

かぎのような気がしています。二番煎じではい

けないと私は思いますが、新庄市の考えはいか

ほどでしょうか。お伺いをしまして、壇上より

の質問を終わらせていただきます。御清聴まこ

とにありがとうございました。（拍手） 
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山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、金議員の御質問にお答

えさせていただきたいと思います。 

  認証保育所制度は、平成16年４月より実施し、

現在５年目を迎えております。この制度は、御

承知のとおり保育環境の整備及び保育水準の向

上を図ることで、児童の健康で健全な成長の増

進を目的として制度化されました。実施当初は

８施設でしたが、現在９施設を認証しておりま

す。施設の方々の御努力もあり、ほとんどの施

設が４年間継続して認証基準を満たしており、

制度創設の目的は十分果たされてきていると感

じております。さらに、認証保育所では、保護

者からのさまざまなニーズに柔軟に対応してい

ただいており、市民の皆様が安心して子供を産

み育て、かつ働き続けることができる環境づく

りの一翼を担っていただいていること、また行

政ではなかなか対応できない部分を補っていた

だいていることは十分承知しているところであ

ります。 

  また、子供１人についての費用ですが、総費

用を乳幼児数で割るという単純な計算をします

と、議員がおっしゃるとおり、市立保育所は月

額６万4,062円、民間立保育所は５万2,669円、

認証保育所は４万4,929円となります。この差

については、御指摘のとおり人件費によるとこ

ろがかなり影響していると考えております。 

  このような費用の格差是正及び認証保育所へ

の保育料に対する補助についてですが、現在、

県の補助金交付要綱に従いまして、運営費と職

員の健康診断に対して補助金を交付しておりま

す。さらに、市独自の補助といたしまして、多

子保育料軽減補助金がございます。これは同一

施設に２人以上入所させている世帯につきまし

て、２人目以降の保育料を認証保育所で軽減し

た場合は１人につき月額3,000円を補助するも

のであります。以上三つの補助金の額は、19年

度９施設合計1,187万9,000円であります。１施

設当たりの平均は132万円となっております。

今後の補助金の増額につきましては、検討課題

としてとらえていきたいと思います。 

  次に、農商工等連携促進法についてでありま

すが、本法律は本年５月に成立、７月21日に施

行されました。景気については、企業規模や業

種、地域によって格差が見られ、これを解消す

るには地域経済を支える中小企業や農林漁業者

のそれぞれの強みを生かした取り組みによる活

性化と地域経済の基軸である農林水産関連産業

を中核とする産業集積の早急な活性化が重要で

あるとの観点から、農林水産業と商工との産業

間連携を強化し、地域経済活性化の実現を図る

ことが立法の背景にあり、このたび農商工の連

携事業活動に関して法的な枠組みを整備したも

のであります。 

  主な支援策といたしましては、中小企業と農

林漁業者が共同で作成する農商工等連携事業計

画を国へ申請し、認定を受けることによって、

低利融資や設備投資減税、債務保証枠の拡大な

どの支援が受けられるものであります。事業計

画の受け付けは既に始まっておりますが、国で

は事前相談窓口といたしまして仙台に東北地域

活性化支援事務局を設け、相談支援を受け付け

ております。また、県内でも県企業振興公社へ

窓口を開設する方向で調整いたしております。 

  農商工の連携の先進的な取り組みとして、農

林水産省と経済産業省が４月に公表した農商工

連携88選、先ほど議員が細かに紹介していただ

いた３事例が選ばれておりますが、連携の枠組

みとしては農業者と製造業者、大学、研究機関

などの連携を初めさまざまな異業種間連携が図

られており、商品開発やブランド化に成功した

事例が多くありました。 

  このたび農商工連携にかかわる法的な整備が

図られ、さまざまな支援策が打ち出されたわけ
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ですので、可能性のある事案のより一層の掘り

起こしに努めるとともに、事業化に向けた支援

を図ってまいりたいと考えております。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 市長よりの認証保育所

に対する過分のというか、頑張っているからで

しょうけれども、いろんなお褒めの言葉があり

ました。そして、新庄市としては平成19年度で

1,187万9,000円の県と市と、それから子供らが

多子というか、２人以上入っている場合には１

人当たり3,000円という額があるという話も承

りました。しかし、もうちょっと頑張ってもら

いたいなと思って質問させていただいたわけで

ありますが、１人の差額が１園児に対して２万

ですね。この場合、その1,100何ぼの補助金が

あるのですけれども、その部分の格差是正をも

うちょっとどれぐらい足しただけでどうなるか

となった場合には、その中で認証していただい

たという恩恵から一生懸命頑張っていて、新庄

市の乳幼児、これから未来の宝と先ほど小関議

員も言っていましたけれども、その子供らが親

の就労形態によって遅くまで仕事しなくちゃだ

めだとか、学校の先生なんかも特にそうなんで

しょうけれども、その場合に市の保育所に入れ

ない。その場合に、１園児に対して２万円の格

差というのは、先ほど高槻市の例を出させてい

ただいて、高槻市は本年からやったわけであり

ますが、補助金制度をしてその格差是正に努め

ていると。また、江東区もかなりの補助金を出

してそういう状態の是正のためにやっていると

いう事例は枚挙にいとまがない。福岡もそうで

したけれども、あるのです。ですから、市の保

育所に入所している人と民間認証保育所に入所

している人の差が、単純計算でしょうけれども

２万円以上の開きがあるという、これは税の公

平性から少し格差是正しなくちゃならないので

はないかなという、この認識はまず第一どうな

のでしょうか。そして、例えばの話で、希望的

観測ですが、多子、２人いる場合には、２人と

も保育所に入っている場合には親の経済的負担

がかなり大変なわけですね。弟だったり兄貴だ

ったりするところに3,000円の補助金をプラス

若干何ぼかやったとしても、格差を少しでも緩

和してもらいたいなという思いがあるのですが、

そういうところも含めてどうでしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 先般、認証保育所の代表

の方々とお話し合いをする機会がございました。

非常に経営に苦心なさっている姿がありありと

感じられたところでございます。確かに、保育

に欠けておりましても、市の保育所ではなくて

認証保育所にお世話になっている方々いらっし

ゃると思います。市でサービスをフォローし切

れない部分を認証保育所で担っていただいてい

る現実につきましては認識してございます。県

と市が２分の１ずつ負担しまして運営費の一部

を補助しているわけですけれども、この金額が

総額で1,072万8,000円、それから市単独として

２人以上の子供さんを同一認証保育所でお世話

していただいている場合には２人目以降につい

ては月額3,000円、この金額が93万9,000円とな

ってございます。先般のお話し合いの中でそう

いった経営についてのお話も出てきたわけです

けれども、やはりその原因の一つには少子化、

市の保育所の入所者数も減ってございますし、

認証保育所につきましては19年度と18年度を比

較しまして合計で30人近く減ってございます。

それが即経営に影響が出てきているということ

もあるのかなと思っております。 

  とりあえず、先般の話し合いの中で、例えば

福祉バスの利用について何とかできないかとい

う御意見がございまして、そういったものにつ

きましては、回数は制限させていただきました
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が、福祉バスの利用については配慮させていた

だいたところでございます。 

  具体的な補助金でございますけれども、この

運営費1,072万8,000円ですが、実は今、県の方

で21年度より見直しをしそうだという情報が入

ってきてございます。増額の方向で見直しをし

ていただければいいんですが、県でもかなりの

借金を抱えておりますので、多分方向性として

は減額ではないかなと感じております。そうし

ますと、現行でさえ非常に経営に苦心なさって

いるわけでございますので、現在の運営費補助

金をさらに減額されますとますます苦しい状態

が生ずるのではないかと。運営費補助金につき

ましては、全体の保護者の方にかかっているわ

けでございますけれども、市単独の補助金につ

きましては２人以上お世話になっている保護者

への補助金になるわけでございます。今後の補

助のあり方として、どちらがいいのかと考えた

場合に、そういった全体をフォローする補助金

がいいのか、それとも複数の子供さんをお持ち

になっている保護者の方々を重点にすべきかと

いう点から考えますと、県の補助制度の見直し

の骨格が示された段階で市としてどういった方

向性の支援をしていくべきかを考えるべきなの

ではないかなと。そういったことを現在福祉担

当としても苦慮しながら考えているところでご

ざいます。以上です。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 福祉事務所長の財政的

に大変な中、苦慮されながらいろいろ検討を加

えていただいているという部分も十分網羅した

上での話をさせていただいているわけでありま

すけれども、子供らはこれから未来の宝であり

ますし、市長も、乳幼児の新庄市の施設の絶対

数が足らなくて、200名以上、約３分の１は民

間の認証保育所、認可外保育所の皆さんにお世

話にならなかったら乳幼児の保育は成り立たな

かったわけであります。その部分の恩恵と市の

投入する税金との格差是正を少しでもと、大変

な状況下にあるのは十分に、いろんなことに手

を打ってくださっていることもわかった上で話

をさせていただいているわけでありますが、こ

の格差是正を。 

  例えば江東区の場合はこうです。保育料の格

差是正を訴える。要するに認証保育所に比べて

認可外保育所は平均して約２倍の費用が保護者

の負担になっている現状を指摘して、認可外へ

子供を預けている家庭に対して子供１人当たり

月額１万円の助成を区が行っていくことを評価

した上で、もう少し認可と認可外の格差解消の

ためにも助成額をさらに拡大すべきだと訴え、

今もう既に１万円も払われているわけでありま

す。子供の平等性からすると、親の就労形態で、

例えばの話で認証保育所に入れたと言うけれど

も、親は市の保育所に入れたいのかもしれない。

しかし、就労する時間がとれないので、入れた

いけれども入れられないという現状だってある

わけです。また、認証の保育士の皆さんは、飽

きさせないように一生懸命いろんな工夫をされ

ていることも事実なのであります。 

  市長、どうでしょう。これ以上突っ込んでも

話があれなのでしょうけれども、そういう格差

是正のためにも、大変な部分もわかって、今、

所長の方からは大変な状況下の中で何とかした

いと、県も大変な状況なので、すぐ手も打たな

くちゃだめなのでしょうけれども、もうちょっ

と、市の乳幼児の保育に対する長年の補完的な

役目を３分の１は担ってきたという観点からし

て、今後、将来産み育てやすい環境、新庄とい

う観点からして、もうちょっと、財政的に大変

な状況はわかるわけでありますが、そこいらの

点、考慮に入れるお考えはありませんか、どう

でしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 
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田口五郎福祉事務所長 先ほど御答弁申し上げま

したとおり、現在の補助金をいかに守っていく

かという観点と並行いたしまして、今後そうい

った認証保育所への支援を広げる手段といたし

ましては、例えば現在公立の保育所、民間の保

育所、私立幼稚園、認証保育所合わせて全体の

キャパが年々減少しているわけでございますの

で、市立保育所の民営化といったものと兼ね合

わせながら、認証保育所もどういった格好でか

かわっていただけるのか、そういった全体の流

れの中で一つの新たな補助制度等を考えられな

いかなということはございます。以上です。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 市長のお考えはどうで

しょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 行政ができない部分を補ってきて

いただいたということに対しては十二分に承知

しております。先ほど福祉事務所長が申したと

おり、将来的な少子化傾向、保育所、民間立、

市立の保育所、幼稚園、認証保育所、その中で

の奪い合いになってもいけないということもあ

ります。そうしたことを予測して、どういうと

ころにどういう財源を回すかということが当然

検討されなければならないと思っております。

そうした意味で、今後、幼稚園側からも希望が

出ております。今、当市として進めているのは

市立保育所の民営化と、そういうことを計画的

に段階的に進めていきたいと。 

  先ほど議員がおっしゃるとおり、格差は何に

あるかということは人件費であろうということ

で、若干この人件費を下げるということは別の

政策をとらなければならないということで、総

体的な中から同じ財源の中でどういう配分をし

ていくかということは検討しなければならない

と思っております。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 市長より前向きな検討

をしていただいて、所長からも苦しい中でのい

ろいろな部分で根本的な考え方をいただいたの

で、今後よろしくお願いしたいなと思います。

ただ、やはり新庄市の乳幼児保育の補完的な業

務をやってきた、市の子供らの３分の１だと。

人件費ですが、その格差是正は１園児について

２万円以上もついているという認識の上で、ど

ういうふうに格差是正を行えるのかということ

を検討願えればありがたいなと思います。 

  次に、農商工連携、市長の方からも概略をお

伺いしたのでありますけれども、先ほど私は恐

らく５月の何日かと言っていましたけれども、

正式にはことしの５月16日に成立して、７月21

日に施行されたとありますので、もし間違って

いたらば訂正をお願いしたわけでありますが、

この農商工連携の地域活性化策、先ほどうまく

いっているなという最上町の例を出して話をさ

せていただきました。何と3,100万円から２億

ですよ。人のもうかっている状況、いろんな施

策を早目に展開してもうかっていることを言っ

たって、自分らは１銭の得分もないのでありま

すが、願わくは新庄もそういう発想ができる人

がいて、「あそこはもうかっているよね。よか

ったね」とみんなとともどもに手をたたき合え

ればありがたいなという思いで、地域活性化の

ためにという思いで話をさせていただいている

わけであります。 

  この制度は、事業計画が認定されれば、設備

投資や生産、販売、これも国がある程度援助し

ますよと、方向性を見出しますよと、需要拡大

など一連の事業展開にわたっていろんなノウハ

ウを教えてあげると同時に、減税や低利融資、

そして債務保証など、きめ細やかな支援措置を

受けることが可能なのであります。これは行政

が金を出せというわけじゃありませんから、民
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間の農商工の志ある皆さん方がどうやって連携

したらこういうふうな制度があるのですよと言

って、それに志ある企業の人方が、例えばの話

で最上町の場合には大場組が主たるコーディネ

ーターになって、あの小国川のあっち側にアニ

マルセラピーというか、動物に対するいろんな

身障者のいろんな部分を含めて、あそこにはロ

ーソンもあるもんですから、上手に誘客も、物

すごい集客も実益もあるという見事な展開をし

ているわけであります。これもすべて低金利、

そしていろんなノウハウも全部教えていただい

て、そして債務保証も含めていろいろやっても

らっているわけであります。農業のいろんな部

分も、あそこには蘭もあるのですが、産業廃棄

物の循環型で、アスパラもあそこで売っている

のです。地産地消の状態をいい方向に進めるこ

とができるのです。ほかの町のことを言ったっ

てどうしようもないのですが、ここは早く先駆

けしてやった成果もあるのでしょうけれども、

新庄市もそういう兆しは、そしてやろうとする

心構えはありますか、どうですか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 地域活性化に向けた農商

工連携という事業でございますけれども、繰り

返すようになるかもしれませんが、公共事業が

減少している現在、そして少子高齢化が進んで

いる、また農業では後継者が不足している、こ

れらを取り巻く状況は非常に厳しいものがある

ということでございます。そうした中で、新た

な活路を見出すということで現在進められてい

るのが農商工連携による、異業種による連携と

いうことでございます。この法律につきまして

は、経済産業省と農林水産省の連携による画期

的な法律と言われております。農林漁業者にと

っては商品開発また販路拡大などにつながる絶

好の機会であるということと、商工業者にとっ

ては新規のビジネスチャンスということで、相

乗効果が大きく期待されているわけでございま

す。聞くところによりますと、申請から認定ま

で約１カ月と、また相談期間を入れますと約２

カ月から３カ月の間で認定がおりるのではない

かというお話でございました。 

  それでは、地元ではどういうことをしている

かとおっしゃいました。先ほど市長答弁の最後

のくだりの中にありましたように、可能性のあ

る事案のより一層の掘り起こしに努めるという

ことでございまして、ある市内の企業が農業分

野で果物を試作しているというお話を聞きまし

て、たしか５月の末でしたか、畑を見に行きま

した。作物はイチゴでございました。ほかにプ

ルーンや梨も試作していると、あくまでも試作

という表現でございました。先日でございます

けれども、今後本格的にもしそれに取り組むの

であれば、こういった法律もできて支援措置も

充実されているということを申し上げてまいり

ました。今後ともこういった事例、できるだけ

早く我々も見つけて、アンテナを張って、そし

て支援してまいりたい。そして、支援した結果

が地域経済の活性化につながればと思ってござ

います。以上でございます。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） ちょっと厳しく言わせ

ていただきますと、今の商工観光課長の話です

と、すべて具体論ではないのですね。もう既に

最上町でもやっている。例えば宮崎、東国原知

事が有名ですけれども、そこもいち早く手を打

っているようでありまして、本県としても大き

な課題となっている中山間地の活性化策の一環

として農商工連携に積極的に取り組む、そして

いろんな部分を考えて地場産品をグレードアッ

プしながら出すというふうにして具体的に言っ

ているわけですよ。もう既に隣の町で、平田牧

場で、米沢でやっているわけです。私が何で何

度も言うかというと、新庄市に何とか元気にな
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ってもらいたい、何とかして早く手を打っても

らって、農業、商業だって大変だ、閉鎖に追い

やられる、空き店舗がある、そこのところの連

携した状態の中で活気あってもらいたいという

思いで話をさせていただいております。 

  要するに、それぞれ特区もありましたね。あ

のときに今の教育長と話もしたんだけれども、

かみ合わなかった。それから、地域活性化の対

策も、今回のこの部分には農林水産省と経済産

業省が100億円ずつ出してやっているわけです。

もう既にそれを利用してやっている自治体が隣

近所にいるんですよ。今、商工観光課長としゃ

べっていると具体論じゃなくて抽象論で「今後

進めていきたい」と。じゃ例えばの話で、こう

いう政策があるのだよと、すごいよと。過日、

遠藤武彦衆議院議員と話ししました。これはい

い政策だよと、やらないのがおかしいよと言っ

て、尾花沢に視察に行ってきました。尾花沢で

2,500頭持っている酪農家であります。そこと

の連携を図るということで、もう既に具体的に

衆議院議員を呼んでいろんな施策を展開してお

りました。じゃ新庄市は何があるのでしょう。

例えばの話で、工業の建設業者、農業のそうい

う部分で中核を担っている担い手農業、それか

ら今のたまたまなんとかというのがあったと言

うけれども、商業のいろんな部分、連携してこ

ういうふうにして起こそうやという状態を行政

側から何か一つトップダウンして話をしたこと

があるのでしょうか、ないのでしょうか。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 金議員おっしゃる農商工連

携の事業とは別かもしれませんけれども、前に

も議員の方から地域の活性化ということで、農

林水産省の農山漁村活性化法が制定されました、

昨年です。その中で、各地域で今まで取り組ん

でいる農業と商工業の関係で一体となったふる

さと地域力発掘支援モデル事業ということで申

請しております。その中で、事業対象としまし

ては、泉田地区のまちづくり協議会とか環境保

全会、泉田里芋生産組合、各農協が入っており

ますけれども、これが今回国から認定されて、

今は四ツ屋里芋ということで、年に１回、いも

のこ汁ということで河川公園でやっておりまし

たけれども、それを何とか１カ月間、山形のい

も煮会みたいなことができないかということを

今後５年間そういうことを詰めて、これから地

域を活性化していこうという事業がございます。

それについても当然農業者と食品会社との連携

にもなっておりますので、そういう事例を今後

とも強化してまいりたいと思います。 

  あと、これはちょっとそれるかもしれません

けれども、産直まゆの郷の場合、これは農業者

が１号会員になっておりまして、２号会員とし

て食品加工業者の方も入っております。その中

で、今現在年間8,000万円、年間の利用者も約

８万人ぐらいということで、それも何とか今後

農商工と連携して取り組んでいきたいなと考え

ています。ちょっと補足になりました。以上で

す。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） いち早く手を打ってい

ただきたいなという思いで話をしているわけで

ありますけれども、だんだんと上の方に上って

いかなくちゃだめになってくるんですよ。それ

ではなぜ農商工連携促進法なるものを国、政府

では打ち立てなくちゃだめだったのか。農林水

産省から100億円、経済産業省から100億円です

よ。なぜこれをこうやって、この時期に、５月

に、７月の云々に、８月にいろんな部分の事業

例を展開しなくちゃだめなのか。ここはどう思

いますか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 この件につきましては、
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先ほど御答弁申し上げましたように、現在、建

設業で言えば公共事業も減っているという中で、

また少子高齢化、後継者不足云々ということで、

こういった状況が広くなってしまいまして、商

業も農業もうまくいってない状況ということだ

ろうと思います。そこで連携を図って何とか活

路を見出そうというのがこの法律の趣旨である

と思っております。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） そういうことなんです。

ですからこそ新庄市の商工観光、新庄市の地域

経済の活性化を願うそれぞれ執行部の方々に対

してはいち早くアンテナを張っていただいて、

いち早く手を打っていただいて、新庄でこんな

ことがあるもんねという、例えばの話で、先ほ

どから話があっち行ったり、こっち行ったりし

ますが、新庄市も財政的には大変だけれども、

新庄市の認証保育所をやろうと市長が決めてい

ただいて、新庄市が県内13市のどこよりも早く、

金なんかないけれども、ネーミングで「認可

外」という言葉のイメージから脱却できたとい

う喜びがあったんです。発想だと思うのです。

新庄市が今そういう状態で抱えている問題で、

隣町でやられていて、悔しいなと、新庄市も何

かだれかが、例えば建設業の頭の人方がそれぞ

れ公共事業が少なくなって大変だよな、農業だ

って産直まゆの郷でこうやって単品では売って

いるけれども、それをもっと連携すればもっと

もっと売り上げは上がるよな、こういう状態に

今あるんだけれども、やってみませんかという

働きかけを、こういう国がやっている施策を市

のキャップの方々が地域経済活性のために手を

打っていただくことこそ、それはある程度使命

だと思うのですけれども、まだ今の状態では空

論というか、これから今後やっていきたいと。

もう既にやっているところで営利をきちっと実

績を、そして就労人口もちゃんと多くさせて、

人口も確保して、誘客人口もこんなにすごい状

態にやっているところがもう既にあるのです。

それがまだ新庄市は緒にもついてない。すべて

が、例えば１番から２番は要らないのです、本

当は。だから、その辺のところの手の打ち方が

ちょっと甘いのではないかな。私は新庄市を憂

いて、何とか元気があってもらいたいなという

思いから言っているわけでありますが、この点

もう少しシャープにできませんかね、どうでし

ょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 今、議員のおっしゃるこ

とはもっともだとは思います。しかしながら、

そういったことをやるにしても、下地がなけれ

ばだめなわけで、何もしてないところに行って

「何とかやれ、何とかやれ」と言ってもだめだ

と。それは御理解いただけると思います。今回

ある企業が果物をつくっているというのも、昨

年ちらっと聞いたことをことし見に行ったとい

うことだったんですが、この法律ができたとい

うことも一つありましたし、今後もしそれが本

当の試作ではなくて起業につながっていけば、

私はすばらしいと思います。何といっても下地

のないところでやるというのは非常に難しいの

ではないかなと思いますが、これは議員おっし

ゃるとおりやっていかなければならないと思っ

てございます。以上です。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） それを聞いて安心して

いるわけでありますが、もう少し、農商工の連

携促進法、その前には地域活性化法が出たんで

す。その前には特区の制度が出たんです。国も

何とか、地方と都市の格差があるよということ

を認識しているがゆえに、地方も何かこういう

ふうにして、ばらまきと言えばばらまきかもし

れないですけれども、それに乗って地域が活性
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すれば、それはそれでいいわけですから、そう

いうふうに打ち出す政策に対してシャープに反

応していただいて、先ほども話ししました。文

科省で432億円出した、耐震構造のために。じ

ゃそれはうちの方に、例えばの話で、それに付

随する市の持ち出しがあるからして見て見ぬふ

りをしたのか、それはどこまでするとどうなの

かという部分だってあるはずなのです。前に小

嶋議員も言っていました、何かの制度があるよ

と。その制度をシャープにとらえてないという

か、言われるとするけれども、市が財政難だか

らして、やったって必ずしも財政負担が伴うか

ら見て見ぬふりした方が得なんじゃないかとい

う嫌いが多くなりつつあるのではないかなと、

邪推かもしれませんけれども、そう見えてしま

うのですが、その辺はどうでしょう、最後に。

目が合ってしまったから、政策経営課長がどう

いうふうに考えているか教えてください。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 別に目が合ったわけじ

ゃないんですけれども。産業の振興、雇用の促

進、所得の向上というのは、市の最大のテーマ

であるということで、いつも言っているところ

です。そういったことで、いずれの分野におい

ても新しい企業を行いまして地域が活性化でき

るようにということは各課各分野の一番のテー

マに据えてやっているはずですので、具体的な

事例がなかなか見えてこないというのは、やは

り商工観光課長が言ったように、そこには下地

とか連携とか、いろんなテーマが必要になって

くるということで、このテーマに沿いながら、

課題に沿いながらいろいろ模索してやっていき

たいと思います。ここには資源もたくさんあり

ますし、宝もいっぱいあります。それらを連携

しながら企業の方、商業の方、農家の方と一緒

にやっていきたいなと、主要なテーマとして据

えて具体的な事例が見えるように連携してやっ

ていきたいということであります。 

１３番（金 利寛議員） 終わります。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後２時４７分 休憩 

     午後２時５７分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、佐藤悦子君。 

   （２番佐藤悦子議員登壇）（拍手） 

２番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表いたし

まして、一般質問を申し上げます。 

  初めに、政府は来年度の予算編成に当たりま

して2,200億円の社会保障費の抑制を続けると

発表しましたが、小泉内閣以来１兆6,000億円

も社会保障費を削減することになってしまいま

す。その根本に構造改革があります。この構造

改革によって一部の大企業と大金持ちを優遇し

て、アメリカの言いなりでむだ遣いや軍事費の

拡大を進める一方、多くの国民を貧困に追いや

り、社会不安を広げてきたことは明らかです。

アメリカ言いなりをやめ、大もうけを上げてき

た大企業や大金持ちに力量に合った税を負担さ

せれば、消費税を増税しなくても社会保障の充

実の財源は出てきます。日本共産党は、社会保

障費の削減をやめさせるため奮闘します。貧困

と格差拡大に苦しむ市民生活を守るために、と

もに力を合わせていくことを呼びかけます。 

  そして、本題に入りますが、国民健康保険税

の引き下げを求めて質問いたします。 

  山形県長寿社会課のことし５月23日付の資料

によると、新庄市の平成18年度の国保税の未収
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金の額は３億3,648万円、滞納世帯は1,928世帯

で、滞納割合は23.64％です。滞納世帯の割合

は県内で最高になっていました。その理由は、

国保税が払えないほど高くなっているからでは

ないでしょうか。長寿社会課の資料によると、

15年度と18年度を比べて資格証明書が約2.8倍、

短期被保険者証が約３倍の発行という滞納者へ

の処分が急増しています。国民健康保険法第１

条では「この法律は、国民健康保険事業の健全

な運営を確保し、もって社会保障及び国民保健

の向上に寄与することを目的とする」と定めて

います。社会保障の向上に寄与するとはっきり

書いた国民の命と健康を守るための制度が、手

おくれによる多数の死亡者を生み出しています。

全日本民主医療機関連合会の2007年の調査で、

国民健康保険証を取り上げられ、医者にかかれ

ず、手おくれで死亡した人が少なくとも31人い

ることが明らかになりました。５月11日、ＮＨ

Ｋのスペシャル番組が行った全国2,000の救急

告示病院へのアンケートの結果、457人の手お

くれ死亡例が確認されたとしていました。経済

的理由で医療の保障から排除され、命さえ失う

事態が深刻な形で広がっています。個人の支払

い能力を超えた高過ぎる保険税があり、この値

上げに歯どめがかからない。保険税を払えない

人や無保険の人が多数生み出され、国民皆保険

の理念が崩壊の危機に瀕しています。 

  そこで、事情を個別に聞き取りすることが重

要ではないでしょうか。国保新聞７月10日付に

よりますと、沖縄県浦添市で取り立てから相談

活動ということに切りかえました。そうしたら

すさまじい生活の実態がわかったとのことです。

３日に１回の仕事しかない、子供を入れて８人

家族という方がいることがわかり、生活保護担

当者とすぐ連絡し合ったそうです。こうした滞

納者の生活実態を探り、自立支援に取り組むと

いう親身なアドバイスによって、浦添市は収納

率を平成10年度87％台だったのを18年度には

96％に伸ばしているとのことでした。処分では

なく、生活に困っているから払えないという世

帯の状況をつかむことこそ大事ではないか、い

かがでしょうか。 

  ことしの保険税の賦課算定に際して、100％

の収納率ではなくて92％の収納率で賦課総額を

出しています。それは８％の未収分を見込み、

何とか工面して払っている被保険者にその分を

肩がわりさせることになります。また、災害そ

の他の減免分とか保険税軽減世帯分とか、ほか

約300世帯の課税限度額を超える世帯の国保税

の減免分とかが含まれた税の賦課算定となって

いるのではないでしょうか。 

  国保加入者の所得減と国民皆保険の保障とい

うことを考えると、国庫補助の大幅増額を求め

つつ、市独自に税引き下げを行うことで収納率

が向上するのではないかということをお聞きし

ます。国保加入者の過半数が無職者であり、平

均所得が低いんです。さらに平均所得が急激に

下がっています。全国的には91年度は276万円

台だったんですが、2005年度には168万円台へ

下がっています。当市では2008年度所得算定基

礎額割る世帯数でやってみましたら１世帯平均

104万円台であります。所得は急激に下がるの

に保険税は上がっています。しかも所得に占め

る保険料率を比べると、国保は全国平均で

11.6％の保険料率です。政府管掌健康保険では

7.4％、組合健保は5.1％となっています。これ

は2005年度の比較です。国保世帯が最も低い所

得にもかかわらず、最も高い保険料がかけられ

ています。非正規労働者が労働者の３分の１を

超えるという雇用状況の悪化に加え、高い保険

料が滞納者を生み、滞納分が保険税に上乗せさ

れ、さらに保険税を押し上げる。収納率が下が

ればペナルティーも課せられ、削られた補助分

も保険税にはね返る。こうした悪循環が国保税

を異常に高いものにしてきたのです。異常な高

さになっている国保税の引き下げが求められて
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いると思いますが、いかがでしょうか。 

  また、法律にもあります医療費の一部負担金

の軽減・免除条例をつくってはどうでしょうか。

例として、京都市、広島市、尼崎市、沖縄県豊

見城市とかがやっていると聞きました。お金が

ないために医療を受けられないということのな

いように、社会保障としての国民皆保険、国保

です。国保は公的医療保険のセーフティーネッ

トであり、急増する貧困世帯の受け皿です。生

活保護基準以下の世帯の場合には、税とともに

医療費の一部負担の免除規定も必要ではないか

と思うのですが、いかがでしょうか。 

  大きな二つ目の質問は、市立図書館と学校図

書館の連携と充実を願って質問いたします。 

  一部業務委託から指定管理者制度導入への変

化は、図書館の市の管理のかなめとしての責任

を捨ててしまうことになるのではないでしょう

か。市民の知的財産の管理、情報の提供という

公的責任を担う民間団体が経営難などで継続で

きなくなる場合の市の責任はどう考えているの

でしょうか。市の持っている図書の管理と情報

提供や利用拡大を図るには、スタッフの増員と

身分の保障が絶対に必要だと思います。それに

ついていかがでしょうか。 

  学ぶ力を育てるため、学校図書館に司書の配

置をお願いしたいと思います。コンピューター

関連の予算約2,000万円弱だったと思いますが、

これを組み替えて図書館への人的配置に切りか

えることはいかがでしょうか。 

  大きな三つ目の質問は、国民の命を支える土

台である農業を守る農政へ転換を求めてという

ことで質問いたします。 

  新庄市及び最上郡の人口減少の最大の原因が

農産物の輸入拡大を進めた農政にあるのではな

いでしょうか。自分の国民の食料を最大限自分

の国の農業で賄うというのが世界の当たり前の

考え方ではないでしょうか。日本農業新聞のこ

とし３月26日付によりますと、世界の穀物在庫

は食料危機に直面した70年代前半の15.5％を割

り込む水準にまで落ち込んでおります。世界じ

ゅうで穀物が不足して、金さえあれば食料は輸

入すればいいという考え方はもはや通用しなく

なっているのです。エコノミストという雑誌が

ありますが、ここで鈴木宣弘東大農学部教授が

「日本人は飢え死にする」と題して載せていま

す。それによりますと、アメリカのブッシュ大

統領はアメリカの農家向けの演説でこう述べて

います。「食糧を自給できない国を想像できる

か。それは国際的な圧力と危険にさらされてい

る国だ。食糧自給は国家安全保障の問題であり、

アメリカ国民の健康を確保するために、輸入食

肉に頼らなくてよいというのは何とありがたい

ことか」とのこと。まるで日本政府を皮肉って

いるような内容です。また、記事の中で「欧米

の農産物輸出国の多くは、競争力が高いからで

はなく、実は手厚い保護の結果として自給率と

輸出力を維持している。欧米は、例えば乳製品

では高い関税を維持して輸入量を抑えている。

ミニマムアクセスは、日本では最低輸入義務と

訳されていることが多いが、本来は低関税の輸

入機会の提供であり、義務ではない。欧米は未

消化の場合が多い。さらに、国内の余った乳製

品を政府が買い入れ、輸出補助金による輸出や

海外援助によって海外市場で処分し、国内価格

を下支えしている。海外援助も見方を変えれば

全額補助、輸出価格ゼロの究極の輸出補助であ

る」とのことでした。４月７日付日本経済新聞

でも「米の価格急騰。世界最大の米輸出国タイ

でこの３カ月で３倍に値上がり。ベトナム、イ

ンドなどの主要輸出国が国内消費優先のために

輸出を制限したことを引き金に、インフレ加速

と社会不安を招くおそれあり」と報道していま

す。農水省の資料では、栄養不足人口は世界で

８億5,400万人で、ふえ続けているとのことで

す。世界に逆行する義務輸入米は中止させ、垂

れ流し輸入を食いとめ、関税や輸入規制などの
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規制をとるよう政府関係機関に機会をとらえて

強力な働きかけが必要と思いますが、いかがで

しょうか。 

  米の価格は、2003年に２万1,000円台だった

ものが2007年は１万4,000円台、2008年、ある

農協では１等米コシヒカリで仮精算金１万560

円、米の生産費は2008年で１万6,824円かかっ

ていると言われています。大きな農家でも１万

2,000円はかかっているとのことです。「こんな

ことじゃやっていけない」という声でいっぱい

です。品目横断対策は破綻したということでは

ないでしょうか。 

  農業危機の原因について、日本共産党は、一

つは政府が米の管理責任を放棄したこと、二つ

は大手スーパー、外食産業、大手米卸による価

格破壊と買いたたき、三つ目は政府による備蓄

米の放出、四つ目は輸入米による米価下落の圧

力、これに問題があると指摘しています。安心

して農業を続けられるよう価格保障、所得保障

の充実が必要ではないでしょうか。 

  例えば日本共産党は、米の輸入停止はもちろ

んですが、さらに、一つ、不足払い制度をつく

り、農家の手取りを過去３年間の平均生産費１

俵当たり１万7,000円を保障するプラス10アー

ル当たり１万円の所得保障、二つ目として政府

の責任で米の需給を安定させる。三つ目として

価格政策を農政の柱に据えることを提案してい

ます。差し当たって、経営を圧迫している物価

値上がり分の補償、投機マネーの規制は緊急を

要すると思います。以上について、政府関係機

関に要望、働きかけをしていただきたいと思い

ます。 

  また、市として、農家を守るために市独自の

補助も必要ではないでしょうか。「国民の命と

健康を守るために自給率50％台へ一刻も早く」

を旨とする日本共産党の農業再生プランは、新

庄市の農家を励まし、深刻になっている後継者

育成にも力を尽くします。日本共産党は、新規

就農者に月15万円を３年間、国が支給すること

を提案しています。人口減少に歯どめをかけ、

維持可能な新庄最上地域をつくる土台になるも

のと思います。私たちは実現に向けて全力で頑

張ります。協働に向け、市長のお考えをお聞か

せください。 

  以上、壇上から質問を終わります。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤議員に対してお答

えさせていただきます。 

  国民健康保険税に関する御質問でございます

が、本市の医療費は平成15年度と19年度との比

較で約９％伸びており、この伸び率は国の経済

成長を上回るものとなっております。これにつ

きましては、技術の進歩による医療の高度化、

医療設備の近代化、高齢化の進行など、さまざ

まな要因があると思われますが、医療費の増加

は今後も続くと考えております。また、国保特

別会計では平成19年度の単年度収支が約8,600

万円の黒字となっておりますが、前年度繰越金

と基金積立金を除いた実質収支では約6,000万

円の赤字となるなど、非常に厳しい財政運営で

あると思っております。今年度は、運用が開始

されました長寿医療制度や特定健診などの実施

により、医療費がどのように変化するのか注意

深く見きわめながら国保財政を運営しなければ

ならないと考えております。 

  以上のことから、現段階では現行税率を引き

下げる要因は見当たらないと思われます。 

  なお、詳細につきましては担当課長より答弁

させますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、市立図書館の一部業務委託から指定管

理者制度への移行は、市の管理のかなめとして

の責任を捨ててしまうのではないか、また民間

団体等の指定管理者が管理を継続できなくなっ

た場合の市の責任はとの御質問ですが、指定管
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理者制度を導入しても市立図書館が新庄市の教

育機関の一つであることは変わりがありません

ので、基本的に最終的な責任は市にございます。 

  市立図書館は、ここ３年間、順次職員を減ら

し、その分、業務委託の司書などをふやしなが

ら運営を図ってまいりましたが、その実績は非

常に高く、入館者数、貸し出し冊数ともに年々

増加を見せ、利用者からも非常に評価が高くな

っております。これを見ても明らかなように、

数多い司書の配置や読み聞かせなどの技術、熱

意など、民間の力が大いに発揮されており、指

定管理者制度導入の一つの理由であります民間

活力の活用という目的に大きく合致するもので

あります。指定管理者制度を導入する限りは、

この制度が長く継続されることを前提にするも

のですので、受託者のリスクが高くならないよ

う十分に配慮しながら、連絡、指導、調整など

を図ってまいります。 

  市立図書館のスタッフにつきましては、既に

平成20年度全体のスタッフの数としては１名、

司書の人数としては２名増員になっております。

指定管理者の人員の積算は、もちろん指定管理

者が行う業務の分量によりますが、既に制度を

活用している施設については基本的に直前の職

員数と同じ人員の積算でお願いしております。

市立図書館につきましても、指定管理者制度を

導入する場合、今年度の職員数が基本となりま

す。身分保障という点では、有資格者は普通の

事務職員より若干優遇するという市の指針に基

づき、司書もその有資格者扱いとなります。 

  また、文科省のミレニアムプロジェクトが平

成12年度から発足し、教育現場における情報機

器の活用、情報活用能力などの育成が求められ

てきました。新庄市においても、児童生徒用の

パソコンが１人１台使えるように配置されるな

ど、情報教育推進のための環境整備を進めてき

ております。現在の国際社会においては、情報

通信を活用したコミュニケーション能力が不可

欠となっております。その一つの例として、新

庄小学校における実践例を紹介します。ヨーロ

ッパの小学校とインターネットを通じてお互い

のホームページを見合ったり、習字や絵の作品

の交換などの国際交流をしております。また、

全小中学校の総合学習の調べ学習、まとめ学習

には今やコンピューターはなくてはならないも

のになっております。インターネットなどの危

険性も指摘されておりますが、学年に応じてモ

ラル指導の時間もカリキュラムに入れており、

今後さらに強化していくつもりであります。 

  一方、学校図書館につきましては、今年度ま

での国事業ですが、現在５校において学校図書

館員が配置されております。それらの学校につ

いては図書館の整備も進み、児童生徒の読書量

もふえ、成果が上がっております。しかし、コ

ンピューター関連の予算を回すということはで

きません。情報教育と図書館教育両方とも大事

な分野であり、それぞれの充実について一層の

努力をしていく所存であります。 

  次に、国民の命を支える土台の農業を守る農

政へという御質問ですが、新庄最上圏域の人口

減少の原因はさまざまな要因があると思われま

す。以前お話ししましたが、最上郡内で自然減

少というのが年間500名から今後600名ぐらいの

差が出てくるであろうと、生まれる数に対して

亡くなられる方が多いということもございます。

そうした減少もありますが、やはり地域の活性

化あるいは働く場、そうしたものの取り組み、

そうしたことをしながら人口減少に歯どめをか

けなければならないわけですが、何といっても

働く場がないということが多くの市民の間から

私どもに寄せられております。 

  そういった意味で、農産物の輸入拡大を進め

てきたことだけが人口減少の最大の原因である

かのようですが、私はそうは思っておりません。

自国の食料は自国の農業生産で賄う、これは議

員おっしゃいましたとおり当たり前の考え方で
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ありまして、世界では自国内への供給を優先す

る食糧ナショナリズムが台頭しております。我

が国も国内農業を守り、食糧自給率を向上させ

ることをさきの食糧サミットにおいて宣言して

おるところであります。義務輸入米、いわゆる

ミニマムアクセス米は世界貿易機関協定に基づ

き約束したものであり、約束数量は年間77万ト

ン輸入すべきものとなっております。現在、世

界の穀物需要が逼迫する食料危機の中、輸出用

米の余力がない輸出国もありますので、ミニマ

ムアクセス米の削減につきましては機会をとら

えまして申し述べていきたいと考えております。 

  関税や輸入規制などの措置につきましては、

多国間、２国間を問わず、貿易交渉で自国の農

業を破壊することがあってはならないわけであ

りますので、貿易ルールについてミニマムアク

セス米削減と同様、上級機関に申し述べていき

たいと考えております。 

  ２番目の質問についてですが、国では平成19

年度より今までの農政を抜本的に見直し、経営

所得安定対策等実施要綱を制定し、品目横断的

経営安定対策の導入や産地づくり対策の見直し

を図ったところであります。米価下落補てんな

どの品目横断的経営所得安定対策については、

本年度、水田経営所得安定対策に名称を変更し、

加入要件の見直しをするなどし、加入促進に努

めてきたところであります。しかし、こうした

対策も近年の米価の下落や燃料、肥料、飼料な

どの生産資材の異常なまでの価格高騰に対応で

きなくなってきているということは言うまでも

ありません。こうした状況は稲作農家のみなら

ず、畜産、畑作、園芸等すべての農家に当ては

まると言えます。議員が御指摘されるとおり、

生産費に着目した経営安定対策の確立が喫緊の

課題と言えます。過日、3,000名規模の山形県

ＪＡ代表者緊急集会も開催されましたが、農業

を基幹産業とする本市といたしましても、農家

所得の安定確保に向けてＪＡ等関係団体と連携

を密にして県や国へ要望していきたいと考えて

おります。 

  ３番目の質問については、食糧自給率の向上

は我が国農業の最大の問題ととらえ、市として

も農業生産の向上を図っているところでありま

す。また、農業再生プランについては、その理

念や四つの柱とともに十分認識しており、市あ

るいは農業団体等の農業振興施策に合致するも

のであり、今までも運動を続けてきたことであ

ります。今後ともこれら施策の実現のために市

としても各方面に働きかけていきたいと考えて

おります。 

  壇上からの答弁は以上のとおりとさせていた

だきます。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 市長が答弁しましたとおり、

個別の事項が最初の国保税の引き上げについて

５項目ありましたので、一つずつお答えを申し

上げます。 

  最初の１番目の国保税と滞納の措置の関係で

ございますけれども、御指摘のとおり長寿社会

課の18年度の数値についてはそのような数値に

なっておりました。ただ、滞納世帯数について

の1,928世帯並びに滞納割合の23.64％というの

は、現年度と過年度が単純に足された世帯数で

ありまして、他市との実質的な比較については

重複分を除いて比較して初めて県内の位置づけ

がわかるだろうということで、改めまして長寿

社会課の方に問い合わせしましたところ、実滞

納世帯数は1,264世帯、それを世帯数でもって

割りますと滞納の割合については15.7％という

ことで、この水準は県内13市中第６位というこ

とで、中位の水準となっております。また、国

保税の水準につきましては、国保税が所得割、

資産割、均等割、世帯平等割の四つの方式とな

っておりまして、それぞれ高かったり低かった

り、率が違っております。したがって、他市と
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の比較では単なる税率の比較でなく、その水準

の実態を把握するためには１人当たりの国保税

の調定額比較、これが我々の他市との比較の一

つのメルクマールになっております。それでも

って比較しますと、本市の場合は19年度は７万

7,456円ということで、決して県内で一番高い

国保税ではなく、やはりこれも第６位の水準と

考えており、必ずしもこの国保税の高い低いが

滞納の割合にどの程度影響しているか、その関

連性までは分析はいたしておりません。 

  それから、２番目の滞納の措置の関係でござ

いますけれども、15年度、18年度の滞納措置比

較では御指摘のとおり増加はしております。こ

れはその当時の時代の経済状況、なおかつ国保

税が15年度、16年度と２カ年連続して引き上げ

になりました。そういった要因がこの数値に影

響しているのではなかろうかと思うところでご

ざいます。ただ、御指摘のとおり、困窮者の個

別状況については、我々よりもやはり生活実態

を一番よく把握しています税務課の徴収部門と

今まで以上に連携を強めて、個別事情を聴取し

ているところでございます。決して画一的な滞

納措置は行ってはおりません。 

  それから、３番目の賦課算定の件でございま

すけれども、国保税の賦課算定方式というのは

市民税なり固定資産税なりと違いまして、根本

的に賦課算定方式が違っております。と申しま

すのは、税率を最初に決めてから所得等に対し

て税率を掛けるというような賦課方式ではなく、

最初に保険料収納必要額、このくらいの必要額

があれば国保運営をできるということで、必要

額を最初に把握いたします。それをさらに所得

割や資産割等で案分してやる方式をとっており

まして、既に収納必要額の段階で最高限度額あ

るいは７割、５割、２割の軽減分、そういった

ものを含めて、そして最後に収納率で割り返し

て税率を算定していくというような国保独特の

方式になっております。そういったことを御承

知おきいただければと思います。 

  それから、４番目の国民健康保険の国庫負担

補助については、大幅な増額をということなん

でございますけれども、国民健康保険の給付費

総額の34％がいわゆる国庫負担でございます。

国庫負担として国から来るお金でございます。

さらに、国の調整交付金として９％、合計43％

が国から来る補助でございまして、制度として

決まっておりまして、さらに大幅な増額をとい

うことは今の段階では非常に難しいのではなか

ろうかと考えております。これについて市独自

の引き下げで収納率が向上するのではなかろう

かという御指摘でございますけれども、国民健

康保険は、昔は農業者、自営業者を中心に被保

険者が構成されておりましたけれども、現在の

国民健康保険の被保険者というのは高齢化率が

非常に高くなりまして、年金受給者、さらには

低所得者、さらには非正規労働者、こういった

方々が被保険者として入っておりまして、昔と

違った被保険者の構成となっておりまして、さ

ま変わりしているという感じをいたしていると

ころでございます。やはり先ほども申し上げま

したとおり、国保の大幅な増額は今の段階では

できないので、今後とも税の必要額を算定しな

がら財政運営を図っていかなければいけないと

思っているところでございます。 

  最後、５番目になりましたけれども、医療機

関の窓口で払う一部負担金の減免については、

一昨年も私の方でお答えしたんですけれども、

国民健康保険法第44条の規定に基づいて、市の

場合は国民健康保険施行規則第31条で規定をし

ておりますけれども、天変地異によって重大な

損害を受けた場合に申請によって判断するとい

う規定になっています。今後ともそのような規

定に従った形で運用していきたいと。それ以外

の条例については今のところ設定する考えはご

ざいません。 

  ５点について、以上です。 



- 81 - 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） ありがとうございまし

た。国保税が13市中６位で決して高い方ではな

いという課長のお答えでありました。しかし、

２年連続の引き上げ前の収納率などを見ると今

よりかなり高いんです。今それがかなり下がっ

てきています。収入が下がってきていることと

あわせて税が上がったという、この二つがやは

り原因ではないかなと思うんです。 

  実際に高いかどうかということで、ワーキン

グプアは年収200万円以下ということをよく言

われますので、年収200万円の方の場合どうな

るかと見てみました。そうしたら給与所得は

122万円となりまして、40歳未満のひとり暮ら

しの場合、国保税が13万8,000円、国民年金保

険料は年間17万円弱、所得税が２万5,500円、

市県民税が６万1,300万円、合計38万9,050円の

負担だそうです。差し引くと手元に169万円が

残りまして、月13万4,245円。これで１人で暮

らしていくということで、最低でも家賃３万円

はいろいろ見て回るとかかると思います。車が

ないと仕事ができないという実態ですので、車

を買ったとしますと月３万円のローン、車の維

持費、保険料などを月で割ってみますと結局月

１万5,000円ぐらい維持費がかかります。ガソ

リンで２万円ぐらい、光熱水費が電話も含めて

１万5,000円とすると、食費は１日800円ちょっ

とです、808円です。貯蓄ゼロです。年収156万

円だったらどうだろうかと見たら、ひとり暮ら

しだったら、これらを最低の最低に抑えたとし

ても食費１日204円しかとれない。これで考え

てみますと、車の負担ももちろん重いですが、

この地域では仕事をするには車がないとできな

いというのが常識的になっております。それ以

外で見るとやはり税負担が重い。食べないわけ

にはいかないから、税の滞納とならざるを得な

いということではないでしょうか。若い方が働

いて１人で暮らしておられる場合、こういう状

況だと私は見ているんですが、これについてど

う考えるかお伺いします。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 私は国保税の立場から先ほど

申し上げましたけれども、佐藤議員の場合につ

いてはほかの市民税なり固定資産税なり、いろ

んな税のトータル的な形でどう思いますかとい

う質問だと思うんです。（「一番国保が重い」と

呼ぶ者あり） 

  いや国保につきましても、生活困窮者につい

ては、先ほども申し上げましたとおり、一律的

な形では決して資格証明書を発行しておりませ

ん。幾ら滞納の方であっても、長期療養の方に

ついてはせめて短期保険証、さらにうちの方と

しては、この前もかなり全国から問い合わせが

あったんですけれども、未就学児のいる世帯に

ついては資格証明書を発行していない。実際こ

の前ある新聞の報道でもって、義務教育のいる

世帯でどのくらい資格証明書を発行しているか

ということの調査がありました。本市において

は小学生はおりませんでした。そういったこと

で、ほかの市町村よりはそういう滞納措置につ

いてはそんなに厳しくはいたしておりません。

これは税務課と連携をとりながら今年度からか

なり強化してやっているつもりでございます。

ただ徴収するだけということじゃなくて、その

個別事情を十分に勘案しながら今後とも国保の

運営をしてまいりたいと考えておりますので、

よろしく御理解のほどお願い申し上げます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 実際に高いというか、

生活している方々の状況、働きながら国保税を

納めねばならない立場の人たちの厳しい状況を、

まともに払っている場合だったらこうだったと

いう状況をやはりよくかみしめていただきたい、
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できれば下げられるように努力していただきた

いと私は切に望みます。 

  それから、小学生がいるところは資格証明書

を出していないという課長のお話でしたけれど

も、中には修学旅行に行かねばならない子供が

資格証明書だったという場合もあっていいのか

というか、小学生はいないというお話でしたけ

れども、中学生もあるわけです。旅行に行くと

きに子供に必ず保険証を持ってこさせるわけな

んですけれども、そのとき子供に保険証がなく

て資格証明書と、こういうことがあってはなら

ないのではないか。子供に税を払う義務はない

と思うんですが、その点どう考えますか。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 御指摘のとおり、国民健康保

険証についてはこの４月から個人個人のカード

化を実施いたしました。御指摘の子供について

は一般の保険証を、そのほかの被保険者の親に

ついては資格証明書という、世帯の中で分離し

た形の方法論がとれないかどうかという指摘を

した市の内部の職員もおります。それに基づい

て一応県の方と協議をした結果、県の回答とし

ては世帯を分離した形で滞納措置というのは想

定しておりませんという回答だったので、それ

に基づいた形で本市の場合今のところ運用して

います。この前そういったお話があったもんで

すから、うちの方で全部調査しましたところ、

小学生は必ずしないというわけじゃなくて、現

在小学生はいないということでございます、資

格証明書はいないということでございます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 子供の悲しさ、先生の

びっくりする顔、これが浮かんできます。そう

いう意味では、そういうふうに考えてくださっ

た職員がおられるということで、ほっとするし、

そういうことを考えてくださった職員の意思が

市民の生活に反映できるように、子供を守る立

場で反映できるように、ぜひ強く県に申し入れ

をしながら、ここは許してもらいたいと、県が

許さなくても市はやるというぐらいにやってい

ただきたいと思いますが、ぜひお願いしたいと、

これは強くお願いしておきたいと思います。 

  それから、保険税を決定するときの話なんで

すが、国保独自の方式だから仕方ないんだとい

うことでした。でも、考えてみれば、約300世

帯の課税限度額を超える国保税の世帯の税が減

免されて、ほかの払っている世帯に負担させる

という状況になっているということです。国保

税が所得のない世帯でも払わねばならないとい

う低所得者に厳しい一方で、限度額を超える所

得者には、1,000万円であろうが、10億円であ

ろうが、限度額でいいという、高額所得者ほど

とんでもない減免となっている。これを限度額

以下の多くの低所得者に払わせるというのは問

題ではないでしょうか。制度上のふぐあいを何

とか工面して払っている被保険者に肩がわりさ

せている問題は、被保険者の責任にすべきこと

なんでしょうか。自治体によっては一般会計か

らの補てんによって保険税への影響を抑えてい

るところもあるんです。今の高い保険税がこう

いった高額所得者を減免している内容で高くし

ているとしたら、私は許されないというか、社

会保障としてどうなのかと、問題があるんじゃ

ないかと思うんです。そういう意味では、それ

が政策的にやられているのであれば、やはり政

策的に見る必要があると。どうでしょうか。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 今の限度額論については、地

方税法に基づいた条例措置なので、税の制度と

してのとらえ方なので、私どもがこの制度がだ

めだとか、いいとかというところまではまだ答

えるわけにはいかないと思っているところでご

ざいます。今後この限度額は、担税力が非常に
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軽いとなれば上がるだろうし、低いとなれば下

がるでしょうし、社会情勢等も加味しながら多

分この限度額も決定されると思っております。

一般的には限度額の設定というのは被保数の大

体４％ぐらいの世帯みたいな形で設定している

やに聞いております。今後その世帯数の割合も

多分どうなるかということになりますけれども、

その辺のことも加味しながら御意見を承ってお

きます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 後期高齢者医療制度が

導入されて、老人保健への拠出金と後期高齢者

への支援分を見ると差し引き6,000万円の減で

す。その点も考えながら、医療費も減っている

というのが実際の予算のようなので、そこを検

討して引き下げをぜひ考えていただきたいと思

います。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後３時４７分 休憩 

     午後３時５７分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

星川 豊議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、星川 豊君。 

   （１９番星川 豊議員登壇）（拍手） 

１９番（星川 豊議員） たいまつ’07に所属し

ている星川でございます。 

  通告に従って質問したいと思います。できれ

ば簡単明瞭にわかりやすく答弁していただけれ

ば時間も短くなると、そういう方程式になりま

すけれども。私は今回余り資料を整えてなくて、

自分の範囲の中でやりたいと。それはなぜかと

いうと、今の農業者の目線に立って質問したい

なという考え方からそういうふうにさせていた

だきました。 

  一応通告ですから、通告に従って、皆様のお

手元に配付してあるとおり、大きな題として農

業政策の将来について、イとして新庄土地改良

事業12億円軽減について、これは29.9億円から

17.3億円になったわけですけれども、そして12

億円の精査をしたわけです。平成20年３月の議

会において変更報告なされて、精査の報告がな

されましたが、この内容について、いろいろな

事務精査によって軽減されたという報告がなさ

れましたが、この内容についてまずお伺いした

い。この内容の中には、答弁漏れがあるといけ

ませんので追加しますけれども、「精査によっ

て」ということが説明書の中に多くあって、肝

心かなめのものが抜けているんじゃないかなと

私は思いましたので、今回質問に立ったわけで

ございます。 

  なぜ今質問するかというと、当時、新庄土地

改良事業の中で米１俵１斗１升をオーバーする

ものについては市で負担するという話し合いが

なってこの事業が採択されたわけですね。その

関係の議員がこの議員の中に残っているうちに

ぜひとも議事録に残したいという考えから、あ

えて今回また質問させていただいたわけです。 

  この中で、非常に新庄市の財政が困難である

ということから、ピーク時においての米１俵１

斗１升、これから上乗せなった分、超えた分は

新庄市で払うということでしたが、非常にそれ

が市の財政負担になってくるということで、後

ろの方にこのてっぺんの部分を伸ばしたわけで

すね。それを今現在新庄市の農家の方々が払っ

ているわけです。ところが、この当時１万

9,473円でしたか、米価があったわけですけれ

ども、標準米価、これを基準にしてやったわけ

ですけれども、今はもうだれも、当然行政側と
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しても農家の人としても今のように米価が半落

するような状況をだれもが想像しなかったと思

うんです。ところが、現実問題として、その後

ろに伸ばされた分を半減された米価の生産所得

でもって今払っているような状況なんです。で

すから、これが新庄市の農家においては非常な

負担になっている。私としてはこの精査の12億

円の中から少しでもそのものを出していただい

て、そして改良区のいろいろな精査でもって県

営かん排を国営かん排に移すと。補助金の率が

国営かん排の方が多いわけですね。だから国営

かん排に変えたところがそういう数字も余って

きた。ところが、それだけの数字の12億円じゃ

なくて、この数字の12億円の中には、本当に農

家が汗水流して払っている、その後ろに伸ばさ

れた分、これの数字が数億という金になってい

るはずなんです。それを今農家が払っている。

こういう状況下にあって、できたことはしよう

がないんですけれども、今後においてこれをお

忘れなく、土地改良事業あるいは農家の軽減措

置の分についていろいろ行政側で配慮を願って、

追加補助をしていただきたい。そういうことで

追加させていただきます。 

  また、ロの部分の本合海の上野地区の圃場整

備事業、これは当年の決算で882万円計上なっ

ているはずですけれども、この事業は上野地区

54.8ヘクタールの圃場整備ですけれども、取水

工事がメーンであるようなことをお聞きしてい

るんですけれども、ポンプが耐用切れになって

いると。これにかかる費用が数億円かかると。

そういうことから、ポンプの工事だけをやりた

かったんですが、圃場整備事業と一体にならな

いとこれは実行できないんだと、補助がないん

だということで恐らく採択されたと思うんです

けれども、これは10億円です。国が10分の５、

県が10分の３、市が10分の１。市の10分の１は

１億800万円にあたるんですけれども、それと

地元負担が同じく10分の１の１億800万円、反

当たり19万7,000円です。これが米価下落の中

で反当たり197万円の工事費、この高い工事費

を今の米価の現状において支払っていくことが

できるのか、受益者の最良の選択だったのだろ

うかと考えますので、この辺のところを一つお

伺いしたい。 

  これにもわかりやすく追加いたしますと、も

しこの事業を採択するのであれば、米価の現状

から考えますと、この地区は54.8ヘクタールあ

るわけですけれども、これをもし他の地区と同

じように、私は鮭川とか、いろんなところを調

べました、山形県内の他地区を調べましたけれ

ども、よその地区の例を見ますと、やはり県と

か国はかんがい用水、ポンプの更新費用の補助

としては絞って、出せなくなっているんですね、

皆。だから各組長が何を考えたかというと、各

組長は農林部会に相談しまして、いろんな検討

をした。それは農家にも検討したところが、減

反政策の指定地としてここを提供して、例えば

水稲がつくれる、普通の状態で水稲がつくれる

状態の田んぼを水稲に回して、減反の来ている

分をある指定地に耕作料を払ってやる、そうす

ると産地交付金プラス減反の身がわり代金、そ

れから市の補助、県の補助、これを合わせます

と相当の金額になるわけですね。そうすると、

今の米価からすると、ここにさらに自分が例え

ばニラ、ネギ、いろんなものを植えて、あるい

はハウス栽培、花卉、こういったものを上乗せ

すれば相当、むしろ水稲よりもいい収入になる

はずなんです。だから、チャンスだったのに、

なぜこのような時期にあえてこれを採択しなく

ちゃいけなかったのかなと、この辺のところが

ちょっと私は疑問に思ったわけです。そういう

ところで御答弁を一つお伺いしたい。 

  それから、ハとして加工用米、本年度の加工

用米価格が、ＪＡ新庄では集落座談会などでも

「8,000円で買いますよ」と。普通は5,700円相

当ですけれども、8,000円で買いますよと話し
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て歩くのを私はお聞きしまして、そして農業委

員会の総会の場所で代表の方にお聞きしたとこ

ろ「そうですよ。決定したんですよ」と、「そ

の値段でもし売れなかった場合に農協ではその

差額を負担しますよ。負担しても8,000円で買

い上げますよ」ということを申し上げておるわ

けですね。しかしながら、その8,000円ですけ

れども、新庄には一般の集荷業者も二、三いる

わけです。その方々がそうして交えて会議して

いる中で、水田農業推進協議会というのがある

わけです。これの長は市長がしているわけです

ね。こういう話を私は農林課の方にも情報提供

しました。その中において、もしそういう状況

があれば、水田農業推進協議会という同じ場所

の中で同じ業者がずっと皆集中されているわけ

ですから、その中で相談して、一般の業者は売

れないというわけですから、保障はできないと。

そういうことでばらばらになってきているわけ

です。そういう中において相談して売り先を模

索して、市長が所信表明で申し上げているよう

に、トップリーダーとして新庄市の農産物を売

りに歩くということまで公約されているわけで

すから、こういう情報提供があった場合は即臨

時会議でもして、そしてそういう調整をすべき

ではなかったのかなと思うわけです。 

  それで、私は１年前ごろからこの話を提供し

て、中央の農林水産省の今井審議官とも話しし

ました。山形県下の農業委員の会長会議の中で

今井さんと話す機会もありましたので、そこで

質問しました。そこからずっと勉強してきたん

ですけれども、我々は食管制度が解けてから、

つくる自由、売る自由ということを言われてい

るんだけれども、じゃ農協で8,000円で売るん

だったら、私は売り先を探してくるから、もし

9,000円で売れれば9,000円でいいんでしょうと

いうことで質問して歩いたら、農水省の今井審

議官いわく「それは結構ですよ。ただし条件が

ある」と。やはり山形県で生産した米を他県に

出す場合には各流通団体の規制があるわけです

ね。農協に出す場合、全農を通さないと売れな

い。二つの方法があるんだそうです。全収連、

いわゆる全農ですけれども、もう一つ地域流通

農業者という名前の流通経路があるんです。こ

れが一般集荷業者の多分流通経路なんだそうで

すけれども、これに農業者がついているもんだ

から、私としては個人で売れるんだなと思って、

関西、関東、実際行ってきました。売れるんで

すね。ところが、それを逆算して調べていった

ら、じゃどうするかなとなったら、検査はやは

り集荷業者とか、そういう指定を受けた業者し

か検査できないんです。これも調べたら、庭先

でやってくれるんですよ、最初は渋々していま

したけれども。ところが、これを売るときにな

ると、中間にやはり集荷業者の上に山米とか、

いろんな中間業者が入っているわけです。これ

に対応して売った場合には、今度は一般の米は

扱いませんよと威圧をかけられたら、この集荷

業者としては言うことを聞かざるを得ないわけ

ですね。そういうことで、つくる自由、売る自

由という法律になっているにもかかわらず、こ

ういった規制があるんですね。 

  そして、私がそこでも感じたのは、山形県の

ような加工米を直接使って生産する業者が少な

いわけです、東京近辺、関西近辺、大都市より

も。だとしたら、米一本、特に米を主要産業と

している山形県などにおいては必ず余ってくる

わけですよ、消費がないわけですから、加工米

をすぐ使う。だから必ずこういう流通業者、商

社を通して全国にやらざるを得ない。だとすれ

ば非常にこれは不利になってくるわけですね、

山形県の農業は。 

  そういうことを申し上げている途端に、この

会議をしている途端に、きのう、きょうと始ま

った、皆さん方が一般質問している中において、

私の電話にメールがいろいろ入ってきたんです

けれども、酒田に来るのは私はわかっていたん
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です。メールに入っていました。ここで自分の

県のやつを使わないで、九州から運んできて、

そして原料をつくっているんですよ。だから、

普通、政治の世界で言っている、上辺で農業生

産、地産地消とか言っているんですけれども、

業界の中では全く反対のことが行われているん

ですね、日本では。それから、なぜ九州に集中

しているのかというと、これは終戦直後から20

万トンは焼酎に使う原料として日本で許可して

いるんですね、ただ一つ九州だけは、タイ米を。

だから、日本で何年のときでしたか、冷害にな

って緊急輸入なったときに、この九州の関税の

取り扱いになれている人が全国に指導して、そ

していろんなところから輸入した経過があるん

ですけれども、だから九州地区についてはこう

いったものが集中する。それから、船便にして

も、韓国、中国、南の方から入ってくるに非常

に便利だ。だから陸揚げするのはあの地区に揚

がるんです。 

  そして、今回発表された新聞には、私が調べ

たところの大手、もっと大手が、名前は出てい

ませんけれども、これから出てくるんでしょう

けれども、これはミニマムアクセス米ですけれ

ども、加工米については、これは問題になるの

で今ここで言えないんですけれども、売買価格

は我々が5,700円で出した米に相当の金額が上

乗せなって販売なっている事実を私は確認して

います。 

  そして、こういうふうにして私がここずっと

運動してきたら、これは結局むだじゃなかった

んですね。というのは、７月末ごろから歩いた

んですけれども、８月の末ごろになったら私の

ところに17年度の加工米の精算金として2,070

円ぐらいの分が通帳に入ってきているんですよ。

おかしいということで国の農政局の今井審議官

の方に聞いたら笑うんですよ。「どこから入っ

てきたんですか。政府では出してませんよ。う

ふふ」と笑うんですよ。私は、じゃどうなんだ

べなということで考えてみたら、ある商社を経

由していることがわかったんですけれども、そ

の商社から私の通帳に、17年度産の加工米です

よ、2,100円までいかない、2,070円だったかな、

その金額で振り込まれているんです。だから私

が騒いだのはむだではなかった。私の通帳だけ

じゃない。その流通業者を通した人に必ず行っ

ているはずです。 

  そういうことで、ほぼ農協に近いような精算

金が出てきているんだなということで安心しま

したけれども、それは結果であって、今、偶然

結果が出てきたんであって、私が言うのは、先

ほど申し上げましたように、こういう問題が生

じた場合には、やはり新庄市では農業団体連絡

協議会とか、いろんなものがあるわけですよ。

組織を利用して、これを一緒にして、新庄の農

家が同じく難儀しているわけですから、苦しい

のは皆同じなんですから、同じ価格でやれるよ

うな方法。ということは、これは農協が8,000

円出したのも原因があるんですよ、最初は。去

年のうちに政府の言うことを聞いて減反達成者

と減反未達成者に差額をつけなきゃいけないと

いうことで、農協が減反未達成者の米について

は1,000円安く買ったわけですよ。これは当然

の措置だったと思うんですけれども、ところが

売る人から見れば少しでも高いということで、

農協ではなく高いところに流したわけですよ。

農協では米が集まらなかった。だからこういう

政策が出たんです。こういうことをさせてはい

けないんですよね、本当は。 

  だから私が言うのは、市長が長をしている水

田農業推進協議会の中で扱っているわけですか

ら、業者もいるわけですから、こういったもの

をフルに利用して、あるいは農業委員会もそう

です。農業委員会は市長の諮問機関になってい

るわけですから、その中の総会には去年度から

農業団体がすべて入っている。そして、今では

農業委員会ではそういう問題が出たときには農
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業委員の方が質問できるように、農協問題は農

協、議会にも代表の森さんが来ています。その

方に議会について質問あるときは森さんにお聞

きするということで、執行部としてここに並ん

でいます、去年から。そういう政策でやってい

ますので、非常に効果を上げているわけですけ

れども、いろいろ説明してもらっているわけで

すけれども。そういうことで、とにもかくにも、

こういった問題が余り唐突に私の知らないとこ

ろからいきなり予算委員会とかなんとかでぽん

と出されて「採択されたわ」なんていうことに

なりますと、「何やってるんだ」ということで

逆に批判来るわけですよ。だから利用するもの

はすべきで、市長もそういった利用するものは

してやったらいかがですかと。その辺のところ

も含めて一つ答弁をお願いしたい。 

  それと、大体これで概要は終わったんですけ

れども、新聞に出てきている三笠フーズの問題

が新たに出てきたわけですけれども、こういっ

た事故米ですよね。これを流通経路に乗せる、

今さら農水省が96回も立ち入りしたけれども発

見できなかったなんて、そんな状態であるなら

ば、こんなものはわかった時点で発酵飼料にす

るか焼却処分にするべきなんですよ、すぐ。商

社に渡したら、商社の立場とすれば１円で買っ

たものは２円で、２円で買ったものは４円で、

そういうふうに必ず収益を上げなければ、そこ

で働いている人たちが成績を上げなければ給料

ももらえないんですよ。これが鉄則なんです。

だから、そういうものを流したら、保管したら

必ずそこから何かかにかこういう問題が出てく

る。だから私はこれを市長にお願いしたいんで

すけれども、地方６団体の市長会といえば全国

に通るわけですから、こういったあいまいなこ

とはやめなさいと、とにかくやめてほしいと。

それから、さっき言ったいろいろな問題、県内

の農業者に有利に売買できる方法とか、そうい

ったものを現実問題としてこれから陳情という

か、要請していっていただきたいなと。 

  こういうふうに、農家の目として本当に思っ

たもんだから、今回は資料なしでばらばらな発

言になっているんですけれども、そういうこと

で、あえてこういう立場でお話しさせていただ

きました。壇上からの質問を終わらせていただ

きます。答弁を聞いて、そして席の方からまた

再質問したいなと考えますので、よろしく市長

並びに関係課長については明快なる答弁をひと

つお願いしたい。以上です。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 本日最後の一般質問になります星

川議員の御質問に対してお答えさせていただき

ます。 

  最後は三笠フーズのお話も出まして、非常に

食料の安心安全が問われていると。議員の地元

の農業の発展を願う気持ちは私も同じであり、

当然発展を同じ目線で考えていきたいなと思っ

ております。 

  平成20年３月議会において報告しました新庄

農業水利事業農家負担軽減対策助成金に係る債

務負担行為限度額の減額の主な内容は、事業償

還金の平準化によるもの、県営事業など高率補

助事業を実施したことによるものと新たに制度

化された基幹水利施設管理事業などにより、主

要施設の維持管理に補助金が投入され、経費が

軽減されてきたことによるものであります。こ

れまでどおり事業地区の10アール当たりの地元

償還金と維持管理経費などについては、平成29

年度まで農家負担軽減の助成は変わりません。

国営事業負担金への助成についても同様であり

ます。 

  なお、平成５年当時、本助成金の基本となる

米１俵の価格を前年の加重平均価格で決定した

ところですが、近年、米価の低迷が続き、当該

価格を下回っているところであります。 
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  農家の現状や議員の質問の趣旨はよく理解で

きますし、本対策は当時の状況を総合的に勘案

し決定、約束したものであります。多少状況の

変動はありましても、当時の決定を尊重し、履

行すべきものであると考えておるところであり

ます。今後とも新庄農業水利事業農家負担軽減

対策が関係農家の理解のもと円滑に進められる

よう改良区とも十分調整してまいりたいと思い

ますので、御理解のほどお願い申し上げます。 

  次に、本合海上野地区は昭和34年に開田事業

により整備されましたが、45年ほど経過し、老

朽化が著しい状況にあります。特に揚水設備は

修繕を重ねながら使用しておるところであり、

集落内を通り国道を横断している送水管は破損

の危険が危惧されているところであります。ま

た、圃場内の農道は狭く、幹線用水路の老朽化

や排水路が素掘り水路であるため、排水不良に

より水田汎用化の支障になっており、全体的な

整備が望まれているところであります。 

  こうしたことから、上野土地改良区を初め関

係農家が何度となく協議し、かんがい施設の更

新と区画整理を行う経営体育成基盤整備事業を

実施することに決めたところであります。経営

体育成基盤整備事業は、担い手の育成を目的に、

担い手への農地の集積が図られ、生産性の高い

農業が推進されることになります。また、受益

農家の負担につきましては、揚水機及び送水管

のみの更新を行う場合よりも経営体育成基盤整

備事業の方が概算で約２割ほど負担が少なくな

ると見込まれておりますので、この事業に対し

御理解をお願い申し上げたいと思います。 

  最後に、加工用米につきましては、農協など

の認定方針作成者が農業者と出荷契約を締結し、

山形農政事務所と地域協議会へ契約数量を報告

することとなっております。今年度につきまし

てはおよそ１万2,000俵となっており、転作面

積に換算しますと124町歩に相当します。この

数量につきましては、昨年度と比べ約950俵ほ

ど少なくなっております。契約された加工用米

は認定方針作成者が全国の需要者団体と契約し、

飯米とは区別されて販売されることになってお

ります。また、農業者から出荷された数量も認

定方針作成者が山形農政事務所と地域協議会へ

報告することになっております。このように、

現在の食糧法では、加工用米、もちろん主食用

米も需要に見合った数量を適正に流通させるこ

とを目的とし、それぞれの売買価格には触れて

おりません。農政事務所も価格に対する指導は

行っておらず、販売価格は各出荷団体と需要者

団体との契約により決定されるものであります

が、市水田農業推進協議会としましては、緊急

的に発生する事態や農業の重要な課題に協議の

場として的確に対応してまいりたいと思います。

どうぞ御理解いただきたいと思います。 

  壇上からの答弁は以上です。 

１９番（星川 豊議員） 議長、星川 豊。 

平向岩雄議長 星川 豊君。 

１９番（星川 豊議員） 一番最初に、「御理

解」という言葉で、12億円の精査について初め

て私もことしの中身を聞いたんですけれども、

平準化対策、これも入っているということがあ

りまして、そういう場合には土地改良区並びに

地元の農家にそういうことで善処して考えてい

く、その辺のところを理解しているので、何か

あったときは善処して、補助とか、そういった

ものをしていく考えはあると受けとめましたの

で、これについてはよろしくひとつお願いした

いということです。 

  それから、上野地区の件ですけれども、精算

費、これをやっていくと精算は上がるというこ

となんですけれども、私が壇上から言ったよう

に、こういう事情になってくるともっと米は下

がってくる可能性もあるという中で、負担金が

市でも１億800万円、地元の負担も当然１億800

万円、これを１反歩当たりで割りますと19万

7,000円になるわけですけれども、これを幾ら



- 89 - 

補助があろうとも、現況、ほかの農家で農業者

が払っているのは１万2,000円から１万4,000円

ぐらいですか、これを払っても苦しいと言って

いるときに、私が心配するのは、こういう新た

なものをつけ加えますと、今、農業委員会でも

ある人が発言したために大変問題になったんで

すけれども、萩野地区の問題なんです。塩野、

昭和の新規開田ですか、新しく米をつくった方

については水利費が、例えば１万円払っていれ

ばプラス１万円とか5,000円とかなっているわ

けですね。これが時代の移りによって代がわり

になってきているもんだから、最初のことを忘

れて、これを一元化、一つの同じ料金にして下

げてもらえないかということを言って、えらい

もめたことがあるんです。だから私はここのと

ころではっきり議事録にも載せておいて、こう

いうものも討議されたということで載せておき

たいんです。それの例にならないのか。という

ことは、上野地区の圃場整備事業も２年後には

新庄土地改良区に併合されるという話も聞いて

います。そういったときに、また同じ二の舞を

踏むと悪いので、ここではっきり明示しておか

なきゃいけないんじゃないかなと考えて質問し

ているわけです。 

  とにかく、話によりますと今度は逆に新たな

ことが出てきたんですけれども、我々が前から

やっているところで１万2,000円から4,000円の

例えば負担金になるのに、改めてここの地区に

ついては7,000円から8,000円ぐらいで終わるん

だとなれば、市の10分の１の１億800万円とい

うものをここに投入しているわけですから、だ

としたら、そういうふうに改めて新しい事業で

やるんだとすれば、今苦しんでいる者に、１万

2,000円なり4,000円なり払っている者にむしろ

その助成制度を利用させて、もう少し楽にさせ

てやれなかったものかなと、そういうふうにも

逆に思うわけです。その辺のところは恐らく課

長が答えられるだろうと思いますけれども、そ

の辺のところをもう少し答弁願えれば幸いと思

います。 

  それから、まずは今の状況からして、よその

地区も歩いたんですけれども、むしろ水田をや

っていくよりも、水田に復旧する、ポンプで揚

げているということは、当時開田ブームでもっ

て恐らく揚げた開田でしょうけれども、逆に言

うと、今、平地に植えた、減反に植えたソバと

か豆は要らないですよと、消費者は。なぜかと

いうと、水っぽくてだめなんだそうです、職人

から言わせたら。むしろ高冷地とか、そういっ

たものを探しているわけです。そうすると、あ

の地区はもともと水のなかったところですから、

適地なんですよ。それで20年も30年もあそこの

土づくりをやってきているわけでしょう、水田

で。だから、ネギをやるにしても何にしても適

地適作なんですよね。だから惜しいことをした

なと私は考えるわけですけれども、今後、でき

たことはしようがないですけれども、恐らくこ

れをやってもそこでは可能なわけですね。ポン

プについても、ダブル、３億と２億、これは極

端な話ですけれども、１億と２億でもいいです

けれども、今までは３億のポンプを例えば１本

にしておった。ところが、故障した場合に困る

ということで、今度は１億２億というわけでメ

ーンポンプを２億かけてやって、１億で例えば

補助ポンプをつくるという話も事業計画の中で

あるようですけれども、私としてはやはりこれ

は多分いろいろな問題で水利権ももったいない、

そういう感もあります。だから、畑地化しても

水が要らないわけじゃないんですよね。ハウス

もの、あるいは水が必要なものも畑地化作業の

中であるんです。だから、これを全部３億なら

３億の金を使わなくても、例えば１億・１億の

ポンプをつくるとか、そうしたら１億浮いてく

るわけでしょう。そういうこともやれる可能性

があったので非常に残念な思いをしているんで

すけれども、もし農業関係者の中で話があって、
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この方がいいと、そして市の補助金、県の補助

金を出して、あるいは産地づくり交付金とか、

さっき申し上げましたけれども、こういったも

のを上乗せしていけば、水稲よりももっと、そ

して水稲をつくっている人も恩典を得られる、

新庄市の農業全体とすれば非常に恩典を受ける

ことができる。鮭川では実際やっているんです

よね。やれるのにやれなかったのが非常に残念

なんです。だから、我々農業委員会は諮問機関

にもなっている。そういうものに市長は遠慮な

く相談して、そしてみんなで考えて、そして将

来の農業のためにやっていければいいんですよ。

できたものはできたもので、集落で要望したん

ですから、それはそれで結構なんです。ただ、

今後そういうものがあれば、みんな相談してや

っていってもらいたいもんだなと考えて質問し

たわけです。別に中傷して、これが悪いとか、

いいとかということじゃなしに、地元としては

大変いいと思っているかもしれませんし、そう

いうことで、ただ、地元でも将来払っていくこ

とを考えたら、やはりこういう質問をしておか

なきゃいけないのかなと思って質問したわけで

ございます。 

  それで、加工米については、私はことしの春

からずっと加工米の流通経路を追っていろいろ

なところ、関西とか関東にも行ってきました。

そして、農水省の今井さんにもお会いしました。

それから、山形食糧事務所の食糧計画課の長岡

さんという方がおるんですけれども、この人に

もお聞きしてきました。そうしたら、先ほど申

し上げましたように、自由になっても必ず間に

入った商社がもうかるような制度に持っていく

んですよ。地産地消あるいはつくる自由、売る

自由なんてことを言っていますけれども、何に

もなってないんですよ。必ずひっかかるところ

が、商社の方に行って、さっき言ったＭＡ米と

か、そういったものにもつながっていくんです

よ。だから、こういったものも今後ともひとつ

厳重に精査するように国の方に要望していただ

きたい。そういうことで、後で答弁を聞いた上

でまた質問したいと思います。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 本合海の上野地区でござい

ますけれども、昭和34年に開田事業で１反歩区

画で当時整備されました。その中で、当然水利

権も大変難儀して、国土交通省、前は建設省で

したけれども、取得したということで、上野地

区の組合の皆さんについては悲願の圃場整備だ

ということで、20年度から事業採択なりました

けれども、17年度からいろんな比較設計の市か

らの説明会、県からの説明会、揚水機場だけで

言ったら41％の地元負担が生じると。ただ、採

択が相当遅くなるという問題がありました。そ

して、１反歩当たりの償還についても、経営体

育成基盤整備事業、今の県営事業ですね、それ

でいった方が農地の集積をやった場合に１反歩

当たりの償還も8,000円とか、これは利子だけ

だと思うんですけれども、償還５年据え置きの

15年返済でいった場合は利子元金が当然かかっ

てくるわけですけれども、それも一番推薦で済

むというふうな、いろんな比較設計を説明会を

開いて、その結果、組合員が賛同して20年度か

ら土地改良の方で手続をとって採択となったと

いうことで、同意率も97％まで行ったというこ

とです。54.8ヘクタールのうち圃場整備の面積

以外の部分がそのうち10町歩ほどございます。

これについても、上野土地改良区の区域外に隣

接する、県道を挟んで、今の芦沢川とか新田川

から取水したポンプ、これを全部統合して本合

海の方の最上川から水を引っ張るという協議が

今整ってまいりました。それで、国土交通省と

水利権の協議につきましては、当時設定してい

ただいた水利権を上回ることなく、それをポン

プ、今まで１台だったんですけれども、今度１

台ずつ約１億ぐらい、２億ぐらいのポンプをつ
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くって、それで効率よく使っていくという検討

もしております。その54.8ヘクタールの中で、

水田の畑地化という要件もございますので、約

６町歩ほど、そこでいろんな適地適作といいま

すか、当然米を中心にしまして、大豆、ソバ、

ニラ、ネギ、たらの芽を作付しまして、これを

固定畑として、かんがい用水、いわゆる田んぼ

にかける用水と畑にかける用水ということで、

ポンプ２台で調整して効率よく使っていくとい

うふうにこれまでの協議でなっております。そ

の中で、今まで水稲の単作といいますか、そう

いうあれだったんですけれども、特に園芸振興、

生産拡大を図って農家所得をぜひ上げていきた

いという願いのもとでこの事業が入っておりま

すので、その辺よろしく御理解をお願いしたい

と思います。以上です。 

１９番（星川 豊議員） 議長、星川 豊。 

平向岩雄議長 星川 豊君。 

１９番（星川 豊議員） やはり言えない部分が

あるのかなと思うんですけれども、私は私なり

に、いろいろ余り深くなっていくと答弁できな

くなるので、今、課長が答弁した中で、園芸も

当然重視していると。であれば、園芸を重視し

ているのであるとすれば、私は何回も申し上げ

ていますけれども、減反と組み合わせて、最初

から、当初からそういうふうな仕組みでもって

やっていったらもっと安く地域の人に現実的な

お金が入るようなものができたのではないかと

思いませんか。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 本合海の上野地区の組合員

の皆さんには第一種兼業の方、第二種兼業の方

もいると思います。農業収入の方が多い場合は

第一種なんですけれども、ほかの収入が多い場

合は第二種兼業ということで、今まで水稲の場

合は、ある程度労力、水稲のいろんな経費とい

いますか、時間と労力とかあると思うんですけ

れども、それがなかなか家族労働で園芸で収益

を上げるというのはなかなか難しかったと思い

ます。それで、今回いろんな小さい農家の人が

いろんな集積、大規模の方に集積して、それを

大規模農家の人がまとめて園芸のいろんな面積

を確保するというふうな取り組みをしておりま

すので、その辺なかなか難しかったかなと思い

ます。そういう議論も当然されたようでござい

ます。以上です。 

１９番（星川 豊議員） 議長、星川 豊。 

平向岩雄議長 星川 豊君。 

１９番（星川 豊議員） なかなか吐き出さない

なという感じですけれども、やはりよそで成功

例があるんですよ。同じことなんです、鮭川だ

って条件は。小規模農家の方もいるし、第一種

も第二種もいるし。いずれにしても、全体とし

て新庄市、あるいは鮭川の例を挙げましたけれ

ども、鮭川の村全体として考えた場合、新庄市

全体として考えた場合には、あそこも何も労働

力がないというのであれば、そのままの状態で、

例えば平地の新庄市内でも減反１町歩している

と、あなたのその１町歩お借りしたいと、畑作

するためにお借りしたいでもいいし、あるいは

地代として１反歩２万円なら２万円を払います

からと、あなたが耕作するんだったら耕作して

も、私はその代替として２万円払います、さっ

き言ったように産地づくり交付金と地代と、そ

れから市と県の補助と。そして、自分がやれば

それは集約しても結構なんですよ。やった場合

にさらにプラスアルファなるわけでしょう。そ

の辺のところ、おわかりいただけませんか。こ

れは今後の問題ですから、もうできてしまった

のは今はしようがないですけれども、もしそれ

を御理解いただけないとするとまた同じことを

繰り返すということですから、そこをぜひ御理

解していただきたいんです、私の言っている意

味は。こういう地区については余計なお金をか

けないで、それからさっき言ったけれども、水
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稲地帯があるんだということですけれども、な

おさらそれだったら私が言ったように、畑地か

んがいで揚げる理由を言って、そして２台のポ

ンプがあるのであれば１台を水稲の方に向けて、

そして花卉栽培に使うときはもう一つのポンプ

で補助する、なおさら結構じゃないですか。そ

れをやるにしても、規模がそんな大きい水稲よ

り、例えばラーメン１杯を食べるのに、ある人

が言ったんですけれども、ラーメン１杯のもの

をするのに1,500リットルの水が要るんだそう

です。要するにこれは麦をつくるときに必要な

水、具をつくるときの水も入れて1,500リット

ルぐらい使っている。水稲なんか、ましてや

2,500リットル、一つのどんぶりにするのに

2,500リットル以上もの水を使うと言うんです

よ。畑地と水稲では格段の差があるわけです。

だから、こういう土地にはその土地に向き合っ

た、よそではできないですよ。あそこは逆にす

ると高冷地にもできるんです。高冷地とも言え

るんですよ。高冷地栽培だと名目打って、例え

ばソバでもネギでもそういうことで売れる可能

性がある土地だと私は踏んでいるんです。だか

ら、今後そういう土地があれば、新庄市でもっ

とほかにもありますから、そういうときには今

のことを御理解いただけないと、やはり水稲の

方が手間は要らないからということでやってし

まうとまた同じ結果になるんですよ。その辺の

ところ、課長、御理解していただけませんか。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 議員おっしゃるとおり、理

解しております。隣の天保ハリウ地区とか、そ

こも同じ県営事業でありますので、そんないろ

んな地域の実情もございますし、上野地区と天

保ハリウについてはそういう水稲を基幹として

園芸作物を今後図っていくというようなことで、

ほかの地域ではそういうことで考えてまいりた

いと思います。以上です。 

１９番（星川 豊議員） 議長、星川 豊。 

平向岩雄議長 星川 豊君。 

１９番（星川 豊議員） ぜひそのようにして新

庄の農家の繁栄のためにひとつ御努力願ってい

ただきたい、市長にもあわせてお願いしたい。

決してこれは批判するとかなんとかじゃなくて、

そのときはそれしかやれないという事情もこれ

は確かにあると思うんです。ただ、偶然にもそ

ういうことがわかったわけですから、私が質問

したわけですから、そういったものを生かして

いただければ私としては本当に幸いと存じます

ので、今後ともひとつよろしくお願いして、終

わります。 

平向岩雄議長 以上で今期定例会の一般質問を終

了いたします。 

 

 

散      会 

 

 

平向岩雄議長 あす10日から18日まで本会議を休

会したいと思いますが、これに御異議ございま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

10日から18日まで本会議を休会とし、19日金曜

日午前10時より再開いたしますので御参集願い

ます。 

  本日は以上で散会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後４時４０分 散会 
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平成２０年９月定例会会議録（第３号） 

 

 

平成２０年９月１９日 金曜日 午前１０時００分開議 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 金   利 寛 

 

 出 席 議 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   小  関     淳  議員     ６番   遠  藤  敏  信  議員 

  ８番   沼  澤  恵  一  議員     ９番   清  水  清  秋  議員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  議員    １１番   渡  部  平  八  議員 

 １２番   今  田  雄  三  議員    １３番   金     利  寛  議員 

 １４番   新  田  道  尋  議員    １５番   平  向  岩  雄  議員 

 １６番   森     儀  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １８番   亀  井  信  夫  議員    １９番   星  川     豊  議員 

 ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員（１名） 

 

  ７番   中  川  正  和  議員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

税 務 課 長 今 川 吉 幸  市 民 課 長 柿 﨑 卓 美 

環 境 課 長 五十嵐 正 臣  健 康 課 長 小 野 孝 一 

農 林 課 長 五十嵐 祐 一  商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦 

都 市 整 備 課 長 中 部   力  下 水 道 課 長 佐 藤 新 一 

会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫  福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎 

神 室 荘 長 叶 内 利 昭  水 道 課 長 小 野 善 次 

教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 大 場 和 正  学 校 教 育 課 長 山 川 義 隆 

生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 清 水 幹 也 
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選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 小 野 正 一 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 佐 藤 良 知 

農 業 委 員 会
事 務 局 長 柏 倉   政    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 鈴 木 吉 郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 （第３号） 

平成２０年９月１９日 金曜日 午前１０時００分開議 

 

   （決算特別委員長報告） 

日程第 １ 議案第５８号平成１９年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ２ 議案第５９号平成１９年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ３ 議案第６０号平成１９年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ４ 議案第６１号平成１９年度新庄市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ５ 議案第６２号平成１９年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ６ 議案第６３号平成１９年度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ７ 議案第６４号平成１９年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ８ 議案第６５号平成１９年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

日程第 ９ 議案第６６号平成１９年度新庄市水道事業会計決算の認定について 

 

   （総務常任委員長報告） 

日程第１０ 平成２０年議案第４２号新庄市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１１ 議案第５０号公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第１２ 請願第１号地方財政の充実・強化を求める請願 

 

   （文教厚生常任委員長報告） 

日程第１３ 議案第５１号新庄市立図書館条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１４ 議案第５２号新庄市生涯学習センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

日程第１５ 議案第５３号新庄市体育施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第１６ 議案第５４号新庄市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 
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日程第１７ 請願第２号地域医療を守る意見書提出の請願 

日程第１８ 請願第５号私学助成予算増額についての請願 

 

   （産業建設常任委員長報告） 

日程第１９ 議案第５５号新庄市営住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

日程第２０ 議案第５６号市道路線の認定及び廃止について 

日程第２１ 議案第５７号新庄市土地開発公社定款の一部変更について 

日程第２２ 請願第３号ミニマムアクセス米の輸入禁止を求める請願 

日程第２３ 請願第４号石油、肥料、飼料、農業資材等の価格高騰に対する緊急対策を求める請願 

日程第２４ 請願第６号燃料・生産資材等物価高騰を打破する政策実現に関する請願 

 

日程第２５ 議案第６７号平成２０年度新庄市一般会計補正予算（第２号） 

日程第２６ 議案第６８号平成２０年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２７ 議案第６９号平成２０年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２８ 議案第７０号平成２０年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第２９ 議案第７１号平成２０年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第３０ 議案第７２号平成２０年度新庄市水道事業会計補正予算（第１号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第３号）のほか 

日程第３１ 議会案第１０号地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について 

日程第３２ 議会案第１１号地域医療の充実を求める意見書の提出について 

日程第３３ 議会案第１２号私立学校助成予算増額を求める意見書の提出について 

日程第３４ 議会案第１３号燃料・生産資材等物価高騰を打破する政策実現に関する意見書の提出につ

いて 

日程第３５ 議員派遣の件 
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開      議 

 

 

平向岩雄議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は19名、欠席通告者は中

川正和君の１名です。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

決算特別委員長報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第１議案第58号平成19年度新

庄市一般会計歳入歳出決算の認定についてから

日程第９議案第66号平成19年度新庄市水道事業

会計決算の認定についてまでの９件を一括議題

といたします。 

  本件に関し、決算特別委員長の報告を求めま

す。 

  決算特別委員長山口吉靜君。 

   （山口吉靜決算特別委員長登壇） 

山口吉靜決算特別委員長 皆様、おはようござい

ます。御苦労さまでございます。 

  それでは、私から決算特別委員会の審査の経

過と結果について御報告申し上げます。 

  決算特別委員会は、全議員をもって構成され

ておりますので、簡単に御報告いたします。 

  決算特別委員会に付託された案件は、議案第

58号平成19年度新庄市一般会計歳入歳出決算の

認定についてから議案第66号平成19年度新庄市

水道事業会計決算の認定についてまでの計９件

であります。 

  審査につきましては、９月16、17日の両日に

わたり行われたところであります。 

  まず初めに、議案第58号平成19年度新庄市一

般会計歳入歳出決算の認定については、各委員

の質疑の後、森 儀一委員より認定することに

賛成の討論があり、起立採決の結果、賛成多数

で認定すべきものと決しました。 

  次に、議案第60号平成19年度新庄市交通災害

共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

議案第61号平成19年度新庄市老人保健事業特別

会計歳入歳出決算の認定について、議案第62号

平成19年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入

歳出決算の認定について、議案第63号平成19年

度新庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算の認定について及び議案第64号平成19年度新

庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の

認定についての５件は、質疑、討論はなく、採

決の結果、全員異議なく、認定すべきものと決

しました。 

  次に、議案第59号平成19年度新庄市国民健康

保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

議案第65号平成19年度新庄市介護保険事業特別

会計歳入歳出決算の認定について及び議案第66

号平成19年度新庄市水道事業会計決算の認定に

ついての３件は、質疑の後、討論はなく、採決

の結果、全員異議なく、認定すべきものと決し

ました。 

  以上、委員会に付託されました平成19年度決

算９件は、いずれも認定すべきものと決しまし

たことを御報告いたします。 

  議長よりよろしくお取り計らいくださるよう

お願い申し上げて、報告を終わります。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  決算特別委員会は全議員をもって構成されて

おり、質疑、討論は終わっておりますので、直

ちに採決したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  まず、委員長報告のうち賛成多数で認定すべ
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きものとした件について採決いたします。 

  議案第58号平成19年度新庄市一般会計歳入歳

出決算の認定については、委員長の報告のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、議

案第58号は委員長の報告のとおり認定すること

に決しました。 

  次に、議案第59号平成19年度新庄市国民健康

保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

議案第60号平成19年度新庄市交通災害共済事業

特別会計歳入歳出決算の認定について、議案第

61号平成19年度新庄市老人保健事業特別会計歳

入歳出決算の認定について、議案第62号平成19

年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決

算の認定について、議案第63号平成19年度新庄

市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認

定について、議案第64号平成19年度新庄市営農

飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、議案第65号平成19年度新庄市介護保険事

業特別会計歳入歳出決算の認定について、議案

第66号平成19年度新庄市水道事業会計決算の認

定については、委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第59号、議案第60号、議案第61号、議案第

62号、議案第63号、議案第64号、議案第65号、

議案第66号の８件は、委員長の報告のとおり認

定することに決しました。 

 

 

総務常任委員長報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第10平成20年議案第42号新庄

市市税条例の一部を改正する条例の制定につい

てから日程第12請願第１号地方財政の充実・強

化を求める請願までの３件を一括議題といたし

ます。 

  本件に関し、総務常任委員長の報告を求めま

す。 

  総務常任委員長小野周一君。 

   （小野周一総務常任委員長登壇） 

小野周一総務常任委員長 おはようございます。 

  総務常任委員会の審査の経過と結果について

御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、６月定例

会において付託され、継続審査となりました議

案１件、今期定例会において付託されました議

案１件、請願１件の合計３件であります。 

  まず、６月定例会において付託され継続審査

となりました平成20年議案第42号新庄市市税条

例の一部を改正する条例の制定については、審

査のため、閉会中の８月28日午後１時より議員

協議会室において税務課から説明員の出席を求

め、委員５名の出席のもと、審査を行いました。 

  税務課から６月11日に行われた総務常任委員

会での説明に加えて、県内11市の中で山形市、

米沢市を除く10市で可決されている状況である

ことが報告されました。 

  審査に入りまして、採決の結果、議案第42号

は全員異議なく、原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

  次に、議案第50号公益法人等への職員の派遣

等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、審査のため、９月９日午前10時より

議員協議会室において総務課から説明員の出席

を求め、委員全員により協議した結果、全員異

議なく、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

  次に、請願第１号地方財政の充実・強化を求

める請願についてですが、紹介議員より請願の

趣旨について説明がありました。 

  審査に入り、委員から、求める項目はいいが、

請願趣旨の中で極端な表現があり、意見書を作
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成する際に文言を修正することは容認できるの

かといった質問があり、紹介議員から、全体的

な趣旨を御理解いただき、採択していただける

ものであれば構いませんという説明でありまし

た。 

  また、委員から、余り表現をやわらかくして

しまうと本来の趣旨が薄まってしまうのではな

いかという質問があり、紹介議員から、意見書

の最後に「次のことを強く求めます」といった

文言があれば大きく変わることはないとの説明

でありました。 

  以上の質疑を経て採決した結果、全員異議な

く、採択すべきものと決しました。 

  以上で総務常任委員会に付託されました案件

の審査の経過と結果についての御報告を終わり

ます。 

平向岩雄議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  まず初めに、平成20年議案第42号新庄市市税

条例の一部を改正する条例の制定については、

委員長の報告のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

平成20年議案第42号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

  次に、議案第50号公益法人等への職員の派遣

に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、委員長の報告のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第50号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、請願第１号地方財政の充実・強化を求

める請願を委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第１号は委員長の報告のとおり採択されま

した。 

 

 

文教厚生常任委員長報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第13議案第51号新庄市立図書

館条例の一部を改正する条例の制定についてか

ら日程第18請願第５号私学助成予算増額につい

ての請願までの６件を一括議題といたします。 

  本件に関し、文教厚生常任委員長の報告を求

めます。 

  文教厚生常任委員長沼澤恵一君。 

   （沼澤恵一文教厚生常任委員長登壇） 

沼澤恵一文教厚生常任委員長 おはようございま

す。それでは、私から文教厚生常任委員会の審

査の経過と結果について御報告申し上げます。 

  本定例会で当委員会に付託されました案件は、

議案４件、請願２件、合計６件であります。審

査のため、９月11日午後１時30分より議員協議

会室において委員７名出席のもと、教育委員会

より教育次長、生涯学習課、生涯スポーツ課、

学校教育課、また健康課より関係職員の出席を

いただき、審査を行いました。 
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  初めに、議案第51号新庄市立図書館条例の一

部を改正する条例の制定について及び議案第52

号新庄市生涯学習センター設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例の制定についての

２件は、それぞれ関連がありますので、一括議

題として生涯学習課長より説明をいただいた後

に審査に入りました。 

  議案第51号は、市立図書館の管理を指定管理

者に行わせるための必要な改正を行うもので、

その内容は、開館時間、休館日、職員、指定管

理者及び指定管理者の業務の範囲など、管理の

基準及び業務の範囲に関する規定を新たに追加

したほか、見出しを加える改正であるとのこと、

また議案第52号は、議案第１号と同様、市民プ

ラザを指定管理者に管理させるための改正であ

り、既に指定管理者制度に移行しているわくわ

く新庄と合わせて生涯学習センターの全施設が

指定管理制度に移行するため、これまでの休館

日など別々に規定していたものを一体化する規

定の改正を行ったとの説明でありました。 

  審査に入り、委員より、指定管理者の移行す

ることにより予算額と管理人員はどう変わるの

か、また厳密に運用されていた市民プラザの開

館時間は弾力的になるのかとの質問に、予算に

ついては現在まだ調整中であるが、いずれの施

設もほぼ人件費の減額分が減となる見込みであ

り、管理人数については図書館は現在の７人と

同じ人数を考えている。また、市民プラザは現

在育児休業中の職員とぷらっと担当者を除いて

実質５人で管理しており、指定管理者に移行後

も５人と考えている。また、市民プラザの開館

については、数年前から８時半には入館できる

が、ただ、部屋の仕切りや冷暖房の準備など職

員の準備時間が必要であり、この準備ができ次

第、入室でき、指定管理者になっても変わらな

いとの答弁。 

  また、委員より、人件費は生活できる程度に

見直す必要があり、その考えがあるのかとの質

問に、人件費に関してある程度の基準はあった

ものの、担当課によって対応が異なっているの

で、ことしその点を見直し、共通基準で算定し

た結果、生涯学習施設では１施設につき100万

円程度上がった。また、事務手数料的なものも

数％上乗せし、昨年より改善されたと考えてい

るとの答弁でした。 

  委員より、人件費については、生活を支える

働き盛りの人たちが入れるように最低限生活が

可能な条件整備が必要であり、直営の場合の半

分とか３分の２ではなく、７割程度の経費を支

払い、若い人が長く働けるような仕組みが必要

と思うがとの質問があり、生涯学習課からは、

指定管理者運用指針の策定会議の中で、若い人

が長く続けてもらうため、ある程度給料が上が

っていく仕組みを将来的に考えていくよう話し

ている。また、将来的にずっと同じ給料ではな

いということも確認しており、指定管理者から

小まめにヒアリングし、対応したいとの答弁で

ありました。 

  委員より、指定管理者が経営的に赤字になっ

てはいないかとの質問に対し、生涯学習課から

は、そのような報告はないとのこと。 

  委員より、図書館において市の公共施設が所

蔵する郷土資料、図書資料のデータベース化を

し、オンラインで結んで検索できるようにでき

ないか、また除雪経費、庭の池の環境整備の予

算は計上されているのかとの質問に、図書の検

索については県内の図書館は互いに検索可能と

なっているが、市の公共施設では全部を結ぶシ

ステムがなく、当面は無理と考えております。

資料の多い雪の里情報館では独自に検索できる

が、そのほかの施設では図書資料を多く持って

いるところはないと考えているとのこと。また、

除雪経費、環境整備の経費については毎年予算

計上しているとの答弁でした。 

  さらに委員より、図書館と学校図書の連携を

深めて本をより読まれる体制をつくるため、図
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書館の人員をふやす考えはないかとの質問に、

本年度６人から７人に人員をふやしたこと、ま

た指定管理となって会議など市全体の業務がな

くなり、指定管理後も同じ人数ではあるが、こ

としより少し余裕が出ると考えているとの答弁

でありました。 

  そのほか、施設駐車場の管理に関する質問、

駐車場の夜間有料開放の意見、またその開放は

慎重に考えるべきとの意見、指定管理料の人件

費、社会保険等の経費を増額すべきなどの意見

がありましたが、採決の結果、議案第51号新庄

市立図書館条例の一部を改正する条例の制定に

ついては賛成多数で可決すべきものと決しまし

た。 

  続いて、議案第52号新庄市生涯学習センター

設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定については、賛成多数で可決すべきも

のと決しました。 

  次に、議案第53号新庄市体育施設設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて及び議案第54号新庄市都市公園条例の一

部を改正する条例の制定についての２件につき

ましても、生涯スポーツ課より一括して説明を

受けた後に審査に入りました。 

  生涯スポーツ課より、同課が管理している13

施設のうち、指定管理者制度に移行した市民球

場、武道館、市民スキー場、屋内ゲートボール

場を除く９施設について、指定管理者制度に移

行するための改正であり、議案第53号の体育施

設関係では体育館を初めとする６施設、議案第

54号の都市公園関係では市民プール、福田運動

公園、福田テニスコートの３施設がそれぞれ指

定管理者制度に移行するとのこと。改正内容と

して、議案第53号は、新たに指定管理者となる

６施設の使用期間等の管理の基準等を明確にす

るとともに、陸上競技場、テニスコート、相撲

場、横根山運動広場の四つの屋外施設は利用者

の要望にこたえて使用期間を４月20日から４月

１日に繰り上げる改正とのこと、また議案第54

号は、これについても新たに指定管理となる３

施設の管理の基準や業務の範囲を明確にすると

ともに、福田運動広場、福田テニスコートの２

屋外施設の使用期間を４月20日から４月１日に

繰り上げるほか、文言等の条文の整理を行って

いるとのこと。また指定管理者候補の選定の日

程については、この両案が可決いただいた後９

月22日から公募を開始し、10月末までには候補

者を選定し、12月議会に議案を上程したいと考

えているとの説明でありました。 

  審査に入り、委員より、説明のあった施設が

個別に指定管理となるのかどうか、管理人の数、

また福田運動広場、相撲場、横根山運動広場、

東山スポーツハウスの利用状況に関して質問が

あり、生涯スポーツ課からは９施設すべて一括

した指定管理者への委託と体育館を事務拠点と

した運営を考えている。施設の利用状況は、福

田運動広場については福田運動広場とテニスコ

ートがあり、二つの施設合わせて19年度5,800

人ほど、相撲場はことし６月に県のわんぱく相

撲が開催されたが、それ以前３年ほどの利用は

なかった。横根山運動広場は19年度300人ほど、

東山スポーツハウスは2,500名ほどの利用状況

であり、前年度と比べ利用人数は減っているが、

宿泊料がふえ、使用料収入も44％ふえている。

また、管理人員は体育館と東山スポーツハウス、

屋内施設については３名で、屋外の７施設は２

名で現在積算しているとのこと。 

  委員より、労災及び使用中の事故に係る責任

を契約、条例に明記する考えはないかとの質問

に、仕様書に指定管理者と市の役割分担が決め

られており、指定管理者と十分連携していく。

また、労災については指定管理者の運用指針の

中で協議していきたいとの答弁でした。 

  さらに、指定管理者には利益追求でない団体

を指定する考えがないか、また現在働いている

嘱託職員等の雇用に関する質問があり、生涯ス
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ポーツ課より、指定管理者の自助努力で管理コ

ストを低減したり、収益を上げられる自主事業

を展開するなど一定の収益を追求することは結

構なことと考えていること、雇用については現

在嘱託職員１名、日々雇用職員１名が働いてい

るが、いずれも事業の見直しや本人の希望、家

業の事情などがあり、流動的な状況になってい

るとの答弁でありました。 

  委員より、福田運動広場の夜間照明の照度と

使用状況について質問があり、照明については

計画的に修繕を行っており、苦情もなく、必要

な照度があると考えている。利用状況は、19年

度5,800人、18年度5,500人で、以前よりふえて

いるが、照明の実費負担が必要なナイター利用

が敬遠されて、使用料は逆に減少しているとの

答弁。 

  委員より、市民プールについて、老朽化が進

み、修繕等はどうするか、また事故があった場

合の管理責任はどう考えているかとの質問があ

り、市民プールは平成６年に全面塗装修繕し、

昨年度と一昨年度に25メートルプールと幼児用

プールを修繕し、今年度は50メートルプールの

塗装修繕を計画したが、財政事情で今年度は50

メートルプールを休止している。将来的な運営

については、学校の統廃合も考えられ、学校プ

ールを含めて教育委員会として検討が必要な課

題であり、中学校、高校にプールはなく、青少

年の体力づくりや一般市民の健康づくりを考え

れば、継続していきたいと考えている。 

  さらに委員より、このたびのオリンピックで

水泳が注目されており、大会等を開き、需要を

起こしてはどうかとの質問に、地区の水泳連盟

が民間プールの再開を契機に活動を再開したの

で、大会が開催できる50メートルプールを何と

か使用できるよう努力したいとの答弁でありま

した。 

  また、委員より、市民スキー場の管理につい

て、索道管理の特殊性を理解しないまま職員数

だけが多いとの市民の声があり、このことを説

明する必要があるのではないかとの質問に、索

道運行は鉄道事業法に規定されており、本市の

リフトの場合、最低10名の監視員、補助員が必

要とされている。特に索道技術管理者や安全統

括管理者などは国交省の承認が必要で、専門知

識、技術がないと運行ができず、何よりも徹底

した安全管理が求められている点を機会をとら

えて説明したいとの答弁でありました。 

  委員より、屋外施設の使用期間の繰り上げに

ついて、大雪の場合でも除雪して４月１日から

使用を確保するのかとの質問に、大雪で４月１

日までに整備できないときは、きちっといつか

ら使用開始ができるか使用者に周知することと

し、除雪までは考えていないとの答弁でした。 

  そのほか、相撲大会に関する質問などありま

したが、採決の結果、議案第53号新庄市体育施

設設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定については、賛成多数で可決すべき

ものと決しました。続いて、議案第54号新庄市

都市公園条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、採決の結果、賛成多数で可決すべきも

のと決しました。 

  次に、請願第２号地域医療を守る意見書提出

の請願については、現況説明として健康課長の

出席のもと、請願書をもとに審査に入りました

が、質疑なく、採決の結果、全員異議なく、採

択すべきものと決しました。 

  最後に、請願第５号私学助成予算増額につい

ての請願書については、現況説明として教育次

長及び学校教育課長出席のもと、審査に入りま

したが、質疑なく、採決の結果、全員異議なく、

採択すべきものと決しました。 

  以上、文教厚生常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果について報告を終わり

ます。よろしくお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。質疑ありませんか。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告ありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  まず初めに、議案第51号新庄市立図書館条例

の一部を改正する条例の制定については、委員

長の報告のとおり決することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 異議がありますので、起立採決い

たします。 

  議案第51号については、委員長の報告のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、議

案第51号は委員長の報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第52号新庄市生涯学習センター設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定については、委員長の報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 異議がありますので、起立採決い

たします。 

  議案第52号については、委員長の報告のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、議

案第52号は委員長の報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第53号新庄市体育施設設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 異議がありますので、起立採決い

たします。 

  議案第53号については、委員長の報告のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、議

案第53号は委員長の報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第54号新庄市都市公園条例の一部

を改正する条例の制定については、委員長の報

告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 異議がありますので、起立採決い

たします。 

  議案第54号については、委員長の報告のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、議

案第54号は委員長の報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、請願第２号地域医療を守る意見書提出

の請願については、委員長の報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第２号は委員長の報告のとおり採択されま

した。 

  次に、請願第５号私学助成予算増額について

の請願については、委員長の報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第５号は委員長の報告のとおり採択されま
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した。 

 

 

産業建設常任委員長報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第19議案第55号新庄市営住宅

設置及び管理に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてから日程第24請願第６号燃

料・生産資材等物価高騰を打破する政策実現に

関する請願までの６件を一括議題といたします。 

  本件に関し、産業建設常任委員長の報告を求

めます。 

  産業建設常任委員長遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信産業建設常任委員長登壇） 

遠藤敏信産業建設常任委員長 おはようございま

す。私の方から、産業建設常任委員会の審査の

経過と結果について御報告申し上げます。 

  本定例会において当委員会に付託されました

案件は、議案３件と請願３件であります。９月

10日午後１時30分より市役所議員協議会室にお

いて委員５名と説明のため都市整備課、農林課

から関係職員の出席をいただき、審査を実施い

たしました。 

  初めに、議案第55号新庄市営住宅設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてです。都市整備課より次のように内容に

ついての説明がありました。 

  市営住宅の入居者などが生活をする上で重要

な居住の安心安全を確保することを目的とし、

暴力団員の市営住宅の使用を制限し、住宅使用

の適正化を図るための改正で、主な改正の内容

としては、暴力団員は市営住宅に入居できなく

なることと、暴力団員であることが判明した場

合、明け渡しを請求することができるようにな

るというものです。 

  委員からは、大変よい条例ですが、これはど

こから来たものか、安心安全のために市独自で

整備することを考えたのか、また暴力団員であ

ることがわかった場合、退去を求めるとあるが、

どこで判断するのか、また入居するときのチェ

ックをしっかりしないと入ってから問題が起き

るのではないか、チェック体制をしっかりして

いけるのかとの質問がありました。 

  提案の理由については、昨年、東京町田市の

住宅で暴力団員が立てこもる事件があり、それ

以来国の方で検討され、国土交通省と警察庁か

らそれぞれ通達が出され、これに基づいて県、

市町村にも指導があり、今回の提案になったこ

と、また暴力団員の判断については、暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律におい

て、その団体の構成員が集団的にまたは常習的

に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそ

れがある団体の構成員と定義されておりますが、

判断には警察からの通達もあることから、住宅

の管理者と警察署が合意書を結び、情報提供を

していただくということ、また入居者のチェッ

クについては、入居資格を申し込みの段階で照

会することについて同意をいただくことになり、

さらに決定通知には明け渡しの請求事由に該当

する旨の条件を付して通知するとのことでした。 

  そのほかさしたる質疑はなく、採決の結果、

全員異議なく、可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第56号市道路線の認定及び廃止に

ついてであります。 

  去る８月28日に現地視察を既に実施しており、

都市整備課より、認定７路線、廃止２路線につ

いて説明がありました。村東線は、市道村東向

田線と役場線を連絡する道路で、地元から道路

用地の寄附採納が確実となったため認定するも

の、石川町桧町１号線は、石川町桧町２号線の

新規認定に伴い、周辺地区における路線名の整

理を行うため改めて認定するもの、石川町桧町

２号線は都市計画道路として事業認可を受けて

整備中の路線です。このため、一部区間の整備

が完成することから、供用を開始するため新た
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に認定、ごきげん橋下線も都市計画道路の側道

として整備され、完成に伴い供用を開始するた

め新たに認定、また南沢１号線、２号線、３号

線は、昨年、民間の宅地開発により設備され、

このたび市に帰属されることから新たに認定す

るもの、また廃止する２路線のうち桧町石川町

線は起・終点の変更が生じるため廃止、石川町

桧町線は路線名整理のため廃止との説明でした。 

  委員から、村東線入り口の木は切るのか、ア

スファルト整備は今年中にやるのかとの質問が

あり、入り口の木は道路用地には直接かからな

いが、交通上支障があるので補償して対応した

いとのこと。アスファルト整備については以前

に認定になった道路の整備が終わり次第、進め

ていきたいとのことでした。 

  ほかの委員から、認定する市道の総延長と除

排雪はどうなのかと質問があり、新たにふえる

部分はトータルで1,018メートル、市道総延長

は209.82キロメートルとなり、除雪については

７路線すべて計画しているとのことでした。 

  そのほかさしたる質疑はなく、採決の結果、

全員異議なく、可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第57号新庄市土地開発公社定款の

一部変更についてであります。 

  都市整備課より、このたび公有地の拡大の推

進に関する法律等の改正により、新庄市土地開

発公社定款の一部を変更するため法規定により

議会の議決を求めるもので、主な改正点は監事

の職務が公有地の拡大の推進に関する法律に規

定されたことから、これに伴う必要な整備を行

うものであるとの説明でした。 

  採決の結果、全員異議なく、可決すべきもの

と決しました。 

  次に、請願第３号ミニマムアクセス米の輸入

停止を求める請願についてです。 

  委員からは、請願趣旨の中で米価の価格根拠

がわからない、また米の価格は地域に合ったも

のを記載すべきである、またＷＴＯ体制の中で

行っていることなので、「人道的にも決して許

されるものではありません」などとは言えない。

題目はいいが、請願趣旨の文章には問題がある

との意見、ほかの委員からも、願意はわかるが、

趣旨の文章はどうかと思うとの意見、ほかの委

員からは、題目はいいけれども、文章が過激過

ぎる問題があるので継続審査とすべきとの意見

が出され、採決の結果、全員異議なく、継続審

査とすべきことに決しました。 

  次に、請願第４号石油、肥料、飼料、農業資

材等の価格高騰に対する緊急対策を求める請願

についてです。 

  委員からは、請願趣旨中に「このような事態

を放置するなら」とあるが、今の国の対応のこ

とだと思うが、原油高騰対策等で補正予算の要

求もしているし、国でもいろいろ詰めていると

思われる。しかし、内容については早急に必要

と思われるので採択すべきとの意見があり、ほ

かの委員からは、この文面は何もかも値上げで、

このままの状態であるなら大変であるというこ

と。先般、漁業者に対して対策がなされたこと

もあり、農家の事情も同じであることから、採

択して意見書を提出すべきとの意見が出され、

採決の結果、全員異議なく、採択すべきものと

決しました。 

  次に、請願第６号燃料・生産資材等物価高騰

を打破する政策実現に関する請願についてです。 

  委員からは、今は農業、水産、運送等さまざ

まな問題が出てきて、国じゅういろんな分野で

大変になっていると思われるが、実態はどうか

との質問に、参考意見として農林課から、それ

ぞれ経営努力はしていると思われますが、もは

や自助努力だけでは太刀打ちできない状況だと

思います。中には来年はもう作付できないとい

う声を出す人も出てきているとの報告がありま

した。 

  委員からは、採択して早急に意見書を提出し

た方がよいという意見が出され、採決の結果、
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全員異議なく、採択すべきものと決しました。 

  以上で当委員会に付託されました案件の審査

の経過と結果についての報告といたします。よ

ろしくお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 請願第３号が継続とい

うことでした。中身をお聞きすると、題はよい

と、これでほとんど一致していたように思いま

す。題はよい。ですから、この場合一番大事な

ところは、義務で輸入しなきゃいけないという

77万トン、現在そうなんだそうですけれども、

それを禁止しろという中身はいいというふうに

産業建設常任委員会としてはなったと聞いてい

ます。だとしたら早急に、多少文章が気に入ら

れないのであれば、そこは意見書提出のときに

変えて、題はこれで、産業建設常任委員会とし

て、義務輸入はやめろと、ミニマムアクセス米

の輸入を禁止しろというふうに言ってもいい委

員会審査だったように思うんですが、どうなん

でしょうか。継続ではなく、早急にそれを上げ

てやる必要があると思うんですが、どうだった

でしょうか。 

遠藤敏信産業建設常任委員長 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄議長 産業建設常任委員長遠藤敏信君。 

遠藤敏信産業建設常任委員長 これは微妙な問題

ですけれども、ＷＴＯという国際協定の中での

ことで、直ちに禁止すべきだというふうなもの

が果たして通るかというと、これは甚だ疑問で

あります。願いは自給率を高めるということで

共通はしていますけれども、一方の事情だけで

できるのかということには甚だ疑問であります。

ただ、今、佐藤議員がおっしゃるように、日本

の農業行政がこのような状況でいいということ

は常任委員会の方はだれも思っていないわけで

すけれども、要請するにしても適当な表現が必

要ではないかということでした。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 今、委員長の方から直

ちに禁止が通るかという、ＷＴＯ義務輸入米だ

と日本が言っている中身を禁止できるのかと言

っているわけですけれども、ミニマムアクセス

米というのは全額輸入しなきゃならないという

ことはない、全部輸入しなきゃいけない義務輸

入ではないということは農水省も実は認めてお

ります。ミニマムアクセスという形で各国ＷＴ

Ｏ、今までも量がそれぞれ決められていました

けれども、その枠いっぱい輸入しているのは日

本だけで、ほかの国は枠いっぱいまでは全然や

っておりません。輸入しておりません。必要な

分だけは輸入しますけれども、日本のように輸

入しなくてもやっていけるはずの米をわざわざ

減反させて、枠いっぱい輸入しているなんてい

う国は世界じゅうありません。義務輸入でもな

いと農水省は認めております。ですから、これ

は、新庄市は米どころでもありますし、そうい

うことからも輸入はやめろと言っても何もおか

しくないことだと思います。ぜひ委員会審査な

どは次の本会議を待たないでもできると思いま

すし、なるだけ早く意見書を上げて国に反映で

きるようにしていただきたいなと思います。そ

ういう意味で、続けて、なるだけ早く、題は通

すという意味で、中身は産業建設常任委員の皆

さんの知恵でいい中身に変えて出していただき

たいと私はお願いするものです。 

  今、現状なんですけれども、17日に予定され

ていたＳＢＳ米の入札を突如中止したと、農水

省はやったそうです。そして同時に、毎月入札

を行っている一般ミニマムアクセスＭＡについ

ても当面行わない、こういう決定をしたそうで

す。この理由についてですけれども、ＭＡ事故

米の不正米流通事件の教訓を生かし、万全の再

発防止対策が確立されるまでの当面の措置とい
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うふうに農水省は言っているようです。そうい

う意味で、今まで入札の中止というのは制度が

始まって以来初めてのことだそうです。ミニマ

ムアクセス米の中止ということを要求してきた

国民の動きというか、これが農水省を突き動か

していると思います。 

  三笠フーズに関連してですけれども、本来輸

入してはならない水際で発見された汚染米を汚

染米と知りながら輸入を一たん受け入れ、輸入

を手当てした商社に瞬時に販売して、商社がこ

れを事故米として処理してきた。これらが今認

める立場になってきております。その数量につ

いては、いろいろと追及してきた結果、過去５

年間で1,000トンあるいは3,000トンと答えてお

ります。そういう意味では、この三笠フーズの

問題、無理して輸入した米、これが今回の処理

にも困ってこのようなことにもなっている。こ

れは国民の命にかかわる問題だと思います。健

康を脅かしている問題だと思います。そういう

意味では、こういう無理した輸入をやめて、国

産米で国民に保障する立場に立つ。このＭＡ米

をやめれば100万トンですか、それが不足する

という時代です。今、減反を強制していますけ

れども、このペナルティーなんかやってる場合

じゃないという状況だそうです。米が不足する

んです、国産米だけでは、今の計画米だけでは。

ですから、減反させないで大いにつくらせる。

そのためにも輸入米をやめさせるという、禁止

させるという新庄市の議会からの意見書を早急

に上げるように産業建設常任委員の皆さんでや

っていただきたい、これからなるべく早く。ど

うでしょうか。 

遠藤敏信産業建設常任委員長 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄議長 産業建設常任委員長遠藤敏信君。 

遠藤敏信産業建設常任委員長 これは継続審査と

いうことでこれからも議論を詰めていきたいと

思います。 

  なお、ミニマムアクセス米で現在日本に入っ

てきている量は年間77万トンであります。これ

は１年間の日本の米消費量の１割に相当します。

佐藤委員おっしゃるように、国際的な穀物相場

の高騰から４月以降輸入がストップしています。

19年度分について77万トンのうち７万トンが入

ってこないということで、おっしゃるように事

故米等の扱いの条件整備というか、そういうこ

とがかなうまでは輸入しないということを言っ

ておられますけれども、思いは同じであります

ので、新庄市が田園都市としてより活発に事業

が展開されるような方向性を目指していきたい

と思います。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 委員長がおっしゃった

ように、今、穀物が上がり、輸入する米の値段

も上がっております。日本が無理してこの米不

足のときに高い米を輸入すれば、さらに値上が

りが過熱され、食糧不足にあえいでいる国々を

苦しめていくおそれもあるわけです。輸入を控

える、輸入米をやめる、これが国際的な日本に

対する願いではないかと思うんです。国民の健

康と命を守るためにも減反をやめて国産米をつ

くることができるようにするためにも輸入はや

める、このことを早急に意見書を出せるように

お願いしたいと思います。 

平向岩雄議長 答弁要りませんね。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） この請願について、私

も紹介議員ということで、星川 豊議員、沼澤

議員、小関議員、４名が上がっておるんですが、

今、委員長の報告を聞いておりますと、ミニマ

ムアクセス米の輸入停止を求める請願というの

は、いわゆるミニマムアクセス米の輸入停止、

これについては結構なんですよと、こういう報

告でございました。この表題はあくまでもこれ
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です。その中で、なぜ停止をしてもらいたいか

と、こういう文章が請願の趣旨として出てくる

わけなんですが、今、委員長の報告を聞いてい

ますと、題はよいと、文言がちょっと過激で、

これを適当な表現にというような報告がござい

ましたが、今回継続になったわけなんですが、

この次また審査する際に、これと同じような文

章で審査なされるとすると、当然また継続とな

るわけです。この次、みんなが望んでいるよう

な、新庄市は農業が、特に水稲が基幹産業だと

言われている中で、このミニマムアクセスとか、

いろんな文章の中で求められている願意を採択

してもらえるためには、適当な表現とか過激な

文章とか、どういうふうに表現した方がこの次

採択に結びつくか、その辺当然御論議あったと

思うんですが、いかがなものでしょう。 

遠藤敏信産業建設常任委員長 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄議長 産業建設常任委員長遠藤敏信君。 

遠藤敏信産業建設常任委員長 常任委員会では５

人の委員の方が審査したわけですけれども、そ

れぞれの立場の中で直ちに脱退すべきというふ

うな方もおれば、簡単にはうまくいかないべと

いうふうな方もおられるわけです。それぞれの

意見の集約として継続ということになったわけ

で、その願意というものを尊重していきたいと

思います。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） この請願が簡単にはい

かないんではないかという懸念があったとお聞

きしたんですが、簡単にいくとかいかないとか

の前に、我々はあて先についてこれから、もし

採択なったときのあて先がいろいろ出てくるわ

けです。そっちの方に願意というものを要請す

べきだと、ここでできるとかできないとか考え

るようなものでは違うんでないかと。これは国

なりあらゆる機関に要請して、そこでできない

となればそれなりに結論出るんですが、ここで

新庄市の議会でできるとかできないとか、そう

いうことはちょっと考え過ぎでないかなと思う

んですが、その辺これからも、12月ですか、こ

れが継続審査のもとにまた審査なされるわけで

すが、委員長の方でぜひ委員会のいろいろな御

意見あったということを集約なされまして、そ

してこの請願者にもこうこうこういうふうに文

章を変えたらいかがですかとか、一つ指導とい

うか、助言してもらえれば、私なりに一人の紹

介議員の立場として結構だと思いますので、そ

の点、委員長の方でどういうふうにお考えにな

っているか、ひとつよろしくお願いします。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１９番（星川 豊議員） 議長、星川 豊君。 

平向岩雄議長 星川 豊君。 

１９番（星川 豊議員） これは私も名前を書い

ておるわけですけれども、私も文章を何回も見

ましたけれども、過激でも何でもないと私は考

えます。なぜならば、今、日本の国内において

ミニマムアクセス米が原因でこのような大きく

報道をにぎわせている状況の中にありまして、

そしてまたミニマムアクセス米77万トンと言っ

ていますけれども、事故が起きた分については

追加の補充をしようと思ったって、もうベトナ

ムではフィリピンに追加で50万トン出す、世界

的な、中国でもそうです。食料が足りなくなっ

てきて、もうそれを出せないというふうな状況

になってきますね。各国では税金をかけて外国

には自分の米を出さないというふうな措置をと

ってきている、そういう状況でもあります。今、

佐藤議員から説明ありましたけれども、本当の

いい米というか、食料に回る米が足りないとい

うこと、これは事実だと思いますよ。まるっき

り足りなくなるわけじゃないけれども、これは

連鎖反応で。ミニマムアクセス米が加工米が回

っているところに入ってくるということは、加

工米が余ってくる、加工米が余ってくるという

ことは、加工米が一般のものに回っている可能
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性もあるわけですよ。だから、そういうふうな

中において、これを具体的に、じゃ今のような

内容を皆全部請願の中に書き込めということ、

本当はちょっと書き足すところもあったんです

けれども、そんなことをやったらこの文章の中

に書き切れないし、趣旨はこれでいいわけです

から、今、渡部議員がおっしゃったように、時

期を失すれば、この請願が何の意味もなさなく

なるわけです。そういうことを考えますと、説

明することはいろいろあるんですけれども、要

約しますと、だから趣旨はいいんだけれども、

文面が悪い、過激だというのであれば、やはり

時期は今が大切なときですから、ＷＴＯも再開

するわけですか、今週もあるわけですから、そ

れを過ぎてから継続して出ていったって何の意

味もない。だから、やはり遠藤議員が委員長を

している委員会で、いろんな専門的な知識もあ

るわけですから、補足して、もし通るような方

法で考えて、例えば請願は却下でも結構ですけ

れども、趣旨はいいということであれば意見書

を出していただくとか、そういう方法を今の時

期にしてもらわないと何の役にも立たなくなる

わけです。だから、この請願については逆に説

明が足りないような格好もありますけれども、

今、ＷＴＯ、それからＥＰですか、ＦＴＡ、そ

れらがずっとなってきて、何か経済と一緒にな

ってがっくるめられて、国民の命を守る食料と

一般の経済、そういったものががっくるまれて

なっていますけれども、本当はその中に出てく

るべき機関があるんですよ。ＦＡＯといって世

界の食料の状況を把握している機関があるんで

す。これは国連の中で、今ローマに事務所があ

るんですけれども、昨年11月に日本にもできま

した。この機関が全部把握しているんです。だ

から、ここの機関で本当はこういったものをも

う少し取り上げてくれるといい、私は全国大会

でも言いましたけれども、そういったものも取

り組んで、ＭＡ米についてはやはり世界的なバ

ランスをとるためにももう少し考えなきゃいけ

ない。そういう状況の中で、この請願がもし意

味がだめであれば、渡部議員がおっしゃったよ

うに産業建設常任委員会の方で変えても、意見

書として提出していただきたい。以上です。 

遠藤敏信産業建設常任委員長 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄議長 産業建設常任委員長遠藤敏信君。 

遠藤敏信産業建設常任委員長 継続審査という扱

いをしておりますので、今後とも常任委員会の

中で検討を加えていきたいと思います。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  まず初めに、議案第55号新庄市営住宅設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定については、委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第55号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、議案第56号市道路線の認定及び廃止に

ついては、委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第56号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 
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  次に、議案第57号新庄市土地開発公社定款の

一部変更については、委員長の報告のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第57号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、請願第３号ミニマムアクセス米の輸入

停止を求める請願は、委員長の報告のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 異議がありますので、起立採決い

たします。 

  請願第３号については、委員長の報告のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、請

願第３号は委員長の報告のとおり継続審査と決

しました。 

  次に、請願第４号石油、肥料、飼料、農業資

材等の価格高騰に対する緊急対策を求める請願

は、委員長の報告のとおり決することに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第４号は委員長の報告のとおり採択されま

した。 

  次に、請願第６号燃料・生産資材等物価高騰

を打破する政策実現に関する請願は、委員長の

報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

請願第６号は委員長の報告のとおり採択されま

した。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１１時１０分 休憩 

     午前１１時２０分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

日程第２５議案第６７号平成２０

年度新庄市一般会計補正予算（第

２号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第25議案第67号平成20年度新

庄市一般会計補正予算（第２号）を議題といた

します。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 10ページの15款６目で

山形教育「Ｃ」改革実践プロジェクト事業42万

円というのがあるんですけれども、この中身が

全然意味がわからないんですけれども、どのよ

うな中身なんでしょうか。 

  それから、24ページの８款１目で住宅管理事

業費修繕料と公営住宅改善事業費がのっていま

すが、これらはどのような中身でしょうか。 

山川義隆学校教育課長 議長、山川義隆。 

平向岩雄議長 学校教育課長山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 ただいまの御質問ですが、

山形教育「Ｃ」改革ということで、第５次山形

県教育振興計画の推進のために、コミュニケー

ションを核として学校経営、授業、家庭、地域

とのかかわりにおける教育活動全般を見直し、

改善することによって本県教育の新生を図るこ

とが目的となっております。それで、昨年度か

らこの研究に県下で手を挙げる学校を募集して

おりました。それに新庄小学校の方でＣ改革と

のかかわりで連携を主にやっていくということ
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で手を挙げております。例えば地域との連携と

か子供たちの授業における子供同士の連携、コ

ミュニケーションですね、そういうことを目的

にして取り組んでいく研究でございます。 

中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 

平向岩雄議長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 24ページの住宅管理費の

中の管理事業費についての御質問でございます。

一つは修繕料でございまして、これは退去修繕

に必要な経費でございます。年間20戸ほどの退

去がございまして、これに不足とならないよう

今回補正を行うものでございます。それから、

公営住宅の改善事業費につきまして、これは工

事請負費でございますが、現在玉の木２号棟外

壁改修を行っております。これとあわせまして

一部屋根の改造が必要なことから、これに必要

な工事費を今回補正を行うものでございます。

以上です。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 先ほど学校教育課長の

方から研究で新庄小学校でということで、その

中身は悪くはないとは思います。しかし、一方

で、先生方が忙しくなり過ぎてないかという心

配があります。病休、過労がふえていると聞い

ております。原因は提出書類など事務処理が多

くなっていることがあるのではないかと言われ

ていますが、そういった長時間労働を抑えてい

くための手だても真剣に考えないと、先生たち

の身がもたなくて、次々休まれてしまったり、

やめられてしまったりということでは、子供た

ちが落ちついて勉強できなくなるわけですから、

その点どのように配慮なさっているか、点検す

るとか、時間を。先生方どのぐらい働いている

か調べたりする気はないかお聞きしたいと思い

ます。 

山川義隆学校教育課長 議長、山川義隆。 

平向岩雄議長 学校教育課長山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 この研究についてでござ

いますが、もともとコミュニケーションという

ことを中心とした研究はこれに始まったことで

はございません。前から山形県の第５次教育振

興計画の中に「かかわり」ということがござい

まして、進めてまいりました。そういう意味で、

新しく始める研究ということではなく、今まで

やってきたものにちょっと積み重ねていくとい

う形でございます。ですので、それほど負担と

いうことでなくて、ちょうどチャンスをとらえ

て資金というか、研究にかかるお金等を援助し

ていただくという形になるかと思います。 

  また、先生方の多忙化ということでございま

すが、校長会等で毎回それについては校長等に

話をして、ぐあいが悪くなったら年休等とるよ

うな形でお願いしたいというふうなことをお話

ししてございます。以上でございます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 多忙化の時間の実態と

いいますか、先生方が残業でどのぐらい残って

いるかとか、あるいは家に持ち帰ってどのぐら

い働いている、時間を仕事に費やしているかと

いうのを年がら年じゅう調べるというのも大変

でしょうから、期間を区切ってでもいいですし、

調べる必要があるのではないかと思うんです、

ただ口で言っただけでは。その上で、それをど

うしたら減らせるか、提出物を減らしたりでき

ないかとか、具体的に教育委員会でできること

はないかという形で提案していただければ校長

先生たちもほっとするだろうと思いますし、先

生方もほっとするし、子供にもっとゆとりを持

って話ができるような気がするんですが、ぜひ

その点、時間を調べたりする気持ちがないかお

尋ねしたいと思います。 

  それから、先ほどの住宅の件なんですけれど

も、市営住宅というか、公営住宅というか、そ

れの募集、きのうも市営住宅入れるところない



- 111 - 

かななんて聞いてみましたが、全然今のところ

ないというか、ほとんど入れないと聞いていま

すが、倍率はどのぐらいに市営住宅はなってい

るでしょうか。こういう公営住宅が足りないと

いうふうに考えておられないか、その点どうで

しょうか。 

中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 

平向岩雄議長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 募集の倍率という御質問

でございますが、昨年の平均でいきますと約７

倍ほど、住宅によりまして、新しいところは当

然倍率が高く、古い分についてだんだん低くな

るというふうな傾向でございます。 

  不足というふうな御質問でございますが、や

はり経済的なといいますか、社会情勢に多少左

右される部分があるのではないかなと感じてお

ります。景気のいいときですと、いい住宅とい

うことで住みかえ等非常に多くなっております

し、景気が悪くなりますとやはり安いといいま

すか、価格の安い住宅を求められるという傾向

が当然あるわけでございまして、そういった意

味からも最近は倍率も高いのかなと感じており

ます。 

山川義隆学校教育課長 議長、山川義隆。 

平向岩雄議長 学校教育課長山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 佐藤議員のおっしゃる学

校に残る時間とか、うちに持って帰っての仕事

の時間とか、実は調べてございます。ただ、学

校によって格差がございまして、それによって

個別にお話ししていることもございます。必ず

しも時間が長いからということで健康を害する

ということには結びついておらないようで、意

欲の問題とか、やはり早く帰ってほしいという

ことであっても子供たちのために頑張る時間と

かというふうなことに費やされておりまして、

ただ単に時間の問題ではないと考えております。

以上でございます。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） １点だけお伺いしたい

と思います。 

  25ページ、10款教育費、教育指導費の中にあ

ります、つまずきのある児童生徒支援事業費、

日々雇用職員賃金として95万6,000円、今回補

正計上されております。多分個別学習指導員の

ことかなと思いますけれども、なおこの件につ

いて内容の御説明をお願いしたいと思います。 

山川義隆学校教育課長 議長、山川義隆。 

平向岩雄議長 学校教育課長山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 今、沼澤議員のおっしゃ

られるとおり、つまずきのある児童生徒のため

の個別指導の指導員の方々の賃金という形にな

ります。現在８名の個別学習指導員が配置され

ております。ただ、支援を必要とする児童生徒

の数から見れば、まだ十分ではないと考えてお

ります。ある程度一人一人の子供を見て、こち

らの方で把握している人数としては今年度です

と大体44名の子供が必要とされると考えており

ます。来年度についてはまた別に調査をして人

数を把握して、ふやす手だてということを考え

ております。以上でございます。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） そうしますと、今の御

説明の中で、この補正額は８名プラス何名かの

増員に基づくものではなくて、そのほかの意味

があるんでしょうか。増員ということではない

のかということです。もう一度お願いします。 

山川義隆学校教育課長 議長、山川義隆。 

平向岩雄議長 学校教育課長山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 当初の予定では７名でご

ざいました。それで１名増をお願いして補正で

組んだということでございます。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 
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８ 番（沼澤恵一議員） これは６月の一般質問

で質問させていただいた件でございますが、つ

まずきのある子供、軽い障害を持っている子供

と理解しておりますが、一般質問のときは48名

と答弁いただいていました。また少し月日がた

っていますので変わったかとは思いますが、44

名でもそれは結構ですが、今、市内に小学校10

校、中学校５校、合計15校ございます。ここの

15校の中につまずきのある子供たちが全然いな

い学校というのは何校かあるんでしょうか。 

山川義隆学校教育課長 議長、山川義隆。 

平向岩雄議長 学校教育課長山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 資料を持ち合わせており

ませんが、全く上ってきてない学校ということ

はございます。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 21ページ、商工費です

が、この企業誘致費です。700万円ありますけ

れども、フラワー電子が昨年11月に企業進出し

たので、その用地取得の助成金だということで

ありますが、昨年11月ですから、なぜ９月のこ

の時期に補正なのかということが１点と、企業

誘致した場合に、企業を誘致した方に対する優

遇税制も含めてどういうことがあるのかという

ことを今後アピールするときに、やはり企業は

まだまだあいていますから、そういう部分も含

めてこうなんだということをやはり周知する必

要があるのではないかと思うのですが、これに

関連して企業を誘致した場合にはこういう恩典

がありますよというところのアウトラインも教

えてください。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 企業誘致対策事業費でご

ざいますけれども、議員おっしゃるとおりフラ

ワー電子さんということで、昨年11月に操業を

開始してございます。これにはいろいろ条件が

ございまして、５年以内に操業を開始すると、

また従業員も５名以上ふやさなきゃならない

等々の条件がございまして、条件クリア後の申

請ということでございます。これの根拠となっ

ておりますのが企業誘致促進条例ということで

ございます。 

  あと、優遇措置でございますけれども、いわ

ゆる用地取得費については限度額5,000万円の

20％というふうなことでございます。このほか

に県の優遇もございまして、これは３億円限度

で建物と設備資金の10％というものもございま

す。ただ、これは下限額が１億円以上というこ

とでございまして、今回は該当しなかったとい

う状況でございます。以上でございます。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 今の話はわかりました

けれども、福田山の工業団地に企業を誘致する

場合に、今の県のいろんな補助金だとか、市は

こういうふうな優遇税制だとかということがあ

りますけれども、これは一般の方にも、議員の

方にもわかりやすいように、これだけこうやっ

ていろんな部分で企業を誘致した場合には得で

すよと、こういうふうな状態で新庄市としては

考えていますよというスタンスを日ごろの場所

も含めて、市長はよく自分では本当にトップセ

ールスマンとして企業誘致していきたいという、

就労する場所を確保したいという思いがあるわ

けですから、そういう部分をわかりやすい一つ

の図式というか、あれみたいにして議員の方に

も、それぞれ議員だっていろんな部分でつなが

りである場合もあると思いますので、わかりや

すいような優遇の部分をやったらば、今後企業

誘致、またいろんな部分で進むのではないかな

と思いますので、要望しておきます。 

  それからもう１点ですけれども、次のページ

の道路維持費です。ここに1,062万5,000円、こ
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れは一般財源からですが、これは説明によりま

すと要望への対応だと、まちづくり会議で市長

に対するいろんな部分の要望があった場合に、

それに対応するための予算だとお伺いしました

けれども、具体的にはどういうふうな要望があ

って、どういうふうに対応して、これぐらいの

お金をこうやってここに予算措置できるという

ことは、例えばの話で新庄市がいつも思うみん

なのニュアンスは、新庄は金がなくて、何かあ

ったとすれば財政的に大変なので、もうちょっ

と我慢してくださいというのが強いようです。

この部分でどういうふうなことを、例えば今後、

20年度は半分ぐらい終わっているわけですけれ

ども、どういうふうに考えられて、どういうふ

うな要望があって、どこのところに補てんをし

たいなと思われているのですか。 

中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 

平向岩雄議長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 道路維持事業費の1,062

万5,000円、今回補正をお願いしているわけで

ございますが、この主なものとしましては修繕

料、舗装の補修業務の委託料が主に上げられる

と思います、あと一部工事請負費等もあるわけ

でございますが。修繕料の中身ですけれども、

主に、さきに行われましたまちづくり会議の中

で地域から要望のありました内容について、緊

急性のあるもの等について今回補正をお願いし

ているというふうなことでございます。すべて

がまちづくり会議の要望だけではございません

で、交通安全施設、ガードレールとか区画線、

視線誘導標の設置、あと今回８月等の降雨によ

ります一部道路、市道等の修繕箇所に必要な修

繕料、それから道路補修用のオーバーレイの費

用とか、そういったものを含めての金額になる

ものでございます。 

  まちづくりの中で主なものとしましては、歩

道の修繕とか側溝、転落防止柵の設置、水路の

桝などの修繕とか、そういったものが主な内容

でございます。 

  工事につきましては、市道の側溝の工事でご

ざいまして、これは２カ所ほど予定してござい

ます。 

  以上が主な内容でございます。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 今、まちづくり会議で

どういうふうな内容が議題になったのか。それ

ぞれ区長さん方もおいでになっているでしょう

から、今みたいな状態の例えば市道の歩道の傷

んでいるところを修理してもらいたいとか、水

上がりがこうだとかということが多いんでしょ

うけれども、どういうふうなケース、そればっ

かりじゃないと思うのです、まちづくり会議で

いろんな部分でお金をつかわなくちゃならない

という部分は。主にそういうもの、緊急性のあ

る場合と言われましたけれども、どういうふう

話の内容で、今、その中で土木関係に関係する

ことで1,062万5,000円、そのほかの課にもそう

いうふうな部分でまちづくり会議で補正をとっ

ているんでしょうかというのがもう１点お伺い

したいことと、土木の方に関係しては今みたい

な市道だとか歩道だとか緊急性のある場合だと

いうことなんでしょうけれども、そのほかの課

の場合にはまちづくり会議でも出ると思うんで

すよ。そういう部分に対しては予算措置されて

いるのかどうなのか。 

  ３回ですからもう１点お伺いしますが、26ペ

ージの教育費の学校管理費、ここの中で小学校

の給食の増改築工事の実施に対する減額があり

ます、554万円。これは小学校給食室の増改築

工事の実施ができなかったというか、いろんな

部分でというか、これは親子方式を来年の10月

をめどにしてという状態でこうやって増改築し

ながらということなのでしょうけれども、これ

のアウトラインが全然議員の中に示されてない

のです。例えば親子方式になった場合に、新庄
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市の今までにかかっている給食費がどれぐらい

かかるのか、どれぐらいの予算でこれができよ

うとするのか、人数はどうなのか、小学校と中

学校の栄養のバランスを考えた場合には中学校

はすごい雲泥の差なわけですから、どういうふ

うな食事をするのかということは、ある程度進

めながら、そして議員も承知しながらこの部分

を進めていかなかったらば、問題が起きるので

はないかなと思うのですが、勝手にと言えば勝

手にでしょうけれども、こうやってやろうと、

増築しようと、それはある程度の一定の要件、

こういうふうな状態にしていきたいんだという

計画はあるのでしょうけれども、それの計画が

議員の中では全然示されてなくて、突然として

今回減額でしたと、こういうふうな状態になる

のであって、親子方式の学校給食をするに当た

っては、これはできるだけ金をかけないでやり

たいという市長の主張もあったわけですから、

これはどういうふうなあれで進めていくのかと

いうアウトラインというのが示された上で事業

を実施、施行してもらいたいなと思うのですが、

突如として減額という状態があったのは何かで

きなかったのでしょうけれども、じゃどれぐら

い規模を大きくして、何人そこに人をふやして、

そして何校をどうやって最終的にやるのかとい

うことが全然示されてないまま事業を執行する

ということはいかがなものかなということでお

伺いしたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 さきのまちづくり会議

で、いろんな各地区から御要望がたくさん出さ

れました。その中で、生活密着型緊急を要する

事項の大半が都市整備課の事項でございました。

あといろいろ要望とか政策提言とかございまし

た。それらは政策を実現する上、あるいはより

快適で便利で安全なまちづくりをするいろんな

政策が市民から要望ありましたけれども、それ

らは政策として次年度以降いろいろ対応させて

いただくということになります。生活密着型の

緊急を要する事業について、今回都市整備課か

ら要望がたくさんございました。その中でヒア

リングさせていただいて、このような形で対応

させていただくということになりましたので、

よろしくお願いいたします。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

平向岩雄議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 26ページの10款２項１目小学

校管理費で職員給与費ということで、まず減額

でございます。これについては人事異動等に伴

う職員給与費等の減額という形になります。 

  その次に、小学校給食増改築工事実施設計業

務委託料ということで522万9,000円ということ

になりますけれども、今、議員から御指摘があ

りましたように、先日行われました、11日です

か、文教厚生常任委員の協議会でもその点は御

指摘を受けたところであります。現在、補正予

算として要求しているものについては、食数が

ふえるということをまず前提にしております。

中学校給食を始めるに当たって、その調理校と

なる小学校５校になりますけれども、そこのと

ころで食数がふえますので、それに伴った設備

等厨房機器を更新したり、性能をアップさせた

り、台数をふやしたりしなきゃいけないという

ことで、調理場、いわゆる給食室の調理場の改

修工事が必要になるというふうな形でもって、

それを行うに当たっての事業費を積算するため

の設計業務委託料という形になります。 

  今、金議員がおっしゃられました基本的な形

はどうなるのかということでございますけれど

も、確かに中学生は小学生と違いまして、食事

の量もふえます。栄養的な部分もそれなりに変

わってくるかと思いますけれども、基本的には

量がふえるということで我々はとらえておりま

す。ですから、献立等については小学生と同じ

でもって、量がふえていくという考え方であり
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ますので、ここら辺についてはこれから検討し

ていく状況になりますけれども、まずは中学校

給食を導入するための条件整備といいますか、

設備等の整備をまず先行させたいということで

す。来年の当初予算にそういうもろもろの予算

を計上していかなきゃならないわけですけれど

も、その第一弾として給食室の改修工事等につ

いて見積もりを行わなければ間に合わないので

はないかなということでもって今回補正予算に

計上させていただいているということでござい

ます。 

  あと、いろいろな情報提供がおくれていると

いうことについては反省しております。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 今、質問と答弁があっ

た同じ項目、26ページの10款教育費の学校管理

費２項小学校費及び中学校費、その中で修繕料

が小学校では説明蘭に81万3,000円、中学校の

方では30万円とあります。給食増改築はわかる

んですが、この修繕料をまずお伺いしたい、内

容、どこの学校、どういう内容の修繕をするか。 

山川義隆学校教育課長 議長、山川義隆。 

平向岩雄議長 学校教育課長山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 修繕料でございますが、

小学校の方は日新小学校の教室のガラス等の修

繕でございます。これが高価なガラスでござい

まして、網入りで、恐らく温度差から来る亀裂

が生じて修繕しなければならなかったというこ

とでございます。ほかはいろいろございまして、

細かい形になるかと思います。以上でございま

す。（「中学校は」と呼ぶ者あり） 

  中学校については、手元に資料がございませ

んので、後でお知らせしたいと考えております。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 小学校の給食室の改築

工事、金議員からもいきなり補正予算に出てき

たのはどうかという発言があったんですが、私

も同感でありまして、次長の方から大まかな説

明があったんですが、16日に文教の沼澤委員長

から協議会でこういうふうな次長の発言があっ

たということで、代表者あてに出た文書がここ

にあります。その中に経緯を書いてあります。

ただいまも発言あったように、説明が十分でな

かったという釈明の弁ですけれども、私も記憶

喪失にかかったなと一瞬思ったんですよ、この

補正予算を見たときに。それで、文教厚生の我

が会派の３名にも聞いたんですけれども、そう

いう話がなかったと、説明がないということだ

ったんですね。それで、９月11日に協議会の中

で次長の説明があったと、その内容はこうこう

だというふうなことが我々にも手元に来ていま

す。今、金議員からもあったんですけれども、

内容が私も聞いたことがないんですね。こうい

うふうなことで、ここをこうやって、どこの学

校をどういうふうに改築して、その事業費が幾

らだということさえ我々に知らされてない。そ

ういう中で補正予算にぼんと出てきた。こうい

うふうな手法は果たして許されるかどうかとい

うことですね。過去に私はそういうのは経験あ

りません。最低限の常任委員会にもその報告が

ない。今までいろいろと苦労されてやっている、

双方ですね。委員会もそっちこっち視察に行っ

たり、試食会も開いたりというのは聞いていま

すけれども、それが最終の結果を得るための行

動ではなかったのではないかと。だとすれば、

そういうふうに努力をお互いにしているとすれ

ば、その中でこうこうこうであったということ

が懇談会なり協議会なり全員に報告するのが当

然のことでないですか。違いますか、私の言っ

ていることが間違ったら間違ったと言ってくだ

さい。私もおわびいたします、もしそうであっ

たらですよ。いいですか、この文書の中、発言

の中にこう書いてあるんですよ。 
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  その給食はさておいて、６月の岩手・宮城の

地震があったと。それで、学校施設の耐震化の

取り組みというのが問題になってきた。隣の県

であったわけですね。我が山形県は余りなかっ

た、被害がなかったんですけれども、活断層が

あるというのは前々から言っていて、いつ起こ

るかこれはわからない。だれでもわからないで

すね。そういう中で、今、修繕費、どこを修繕

したんだと、大したことない、ガラスを交換し

たぐらいで。私は耐震化にもうとっくにかかっ

ているんだと思っていたんです。教育委員会で

も耐震化の取り組みが重要であると言ってるで

しょう。何をおいても早急に対策をまとめる作

業に取りかからざるを得ない状況にあると、こ

う書いてあります、何をさておいても。天秤に

かけてみましょう。給食と耐震化事業のどちら

にウエートを置くべきですか。中国四川省の地

震で学校が一番早くつぶれた。世界的な大問題

になっていますね。児童が全滅です。日本はど

うかと。現在、全国で６割程度です、耐震化が

終わっているのが。新庄は29％という報告があ

りました。29ですよ、県内で今現在５番目、低

い方から数えて５番目。この間も緊急を要する

建物が４校あるというふうに委員会の方で報告

あったでしょう。そういう中で、それを全然や

らないで、だったらば中学校の給食を来年10月

まで開始しないとどういう悪影響が出るんです

か。児童が餓死したり、体調不良を起こしたり、

そういう問題が大きく起こるんですか。じゃ地

震はどうです。起きたらどうなります。どっち

を優先させればいいんですか。委員会としてど

ういうふうな話の中でこの予算を今回提出した

か、教育委員長、あなたが一番責任がある、回

答すべき人です。最近、途中で教育長が不在に

なってから次長だけが答弁しているようですけ

れども、それはおかしいんじゃないですか。今

度、教育委員長並びに教育長にその件に関して

答弁願います。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

平向岩雄議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 学校の耐震化、中学校給食の実

施、どちらが教育委員会として大切に思うかと

いうことは自明の理でありまして、耐震化の方

を早く進めるべきだと教育委員会は考えてござ

います。それで、耐震化を進めるに当たって、

18年度で優先度調査を終えておりまして、19、

20とその耐震化について前に進まなかったと、

いわゆるさまざまな財政再建という形の中でな

かなか耐震化を進めることができなかったとい

うのがございますけれども、来年度耐震の診断

を行いまして、実施設計をして22年度中には一

番危険と思われる４校について耐震補強を実施

しようというふうな計画を今立てているところ

でございます。費用的には非常に有利な国の補

助制度がありまして、耐震補強で非常に危険な

校舎、I s 値が0.3未満であれば一般財源が

3.3％、１億かかれば330万円の一般財源でこの

事業が実施できると。後々の負担についても

13.3％ということで、ほとんど起債をしても交

付税で見てくれるという措置がございまして、

一般財源の措置あるいは将来的な実質公債費比

率を引き上げるというふうな問題についても解

消されるということがございますので、この点

についてはとにかくその有利な制度が使える22

年度までに完成させようというふうなことで、

今取り組んでいるところです。ただ、実際の耐

震補強工事というのは22年度になりますので、

学校給食、中学校給食は21年度ということで、

その合間を見て、すき間を見て、まず中学校の

給食を終えて、それから耐震補強という部分に

財源を向けていこうというふうに、二つを一緒

に一挙にやろうというふうなことで考えている

ところでございます。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 国の方針も何もわかり
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ながらこういうふうな予算を立てるということ

は、私は納得いかないです。今言ったとおり、

低利の補助率のアップということで、再度国で

決定しているわけですね、今言ったとおり13.3、

補強に関しては。改築に対しては20％と、これ

でできるわけですね。それで３年間の時限立法

でしょう。これはわかっていますね、当然。だ

から３年間でやらなきゃならないんですよ。そ

ういうふうな指導が県の方からも恐らく来てい

るんじゃないかと思うんですよね。こういう支

援策が出ているわけですから、地震防災対策特

別措置法というのがあって、その中でやってい

かなきゃならないわけですし、おくれをとって

はだめなんですよね、期限があるんですから。

ですから、そういうふうな状況の中で、なぜこ

れを逆に早く、そっちをストップして。私だっ

たらそうさせますよ。命にかかわるんですよ。

だったら、給食をやめたら食えないんですか、

そこの答弁がないんですけれども。地震があっ

たら危ないんですよ。わかるでしょう、そんな

こと言わなくたって。一時これは凍結すべきで

す、私は思うんですけれども。優先度が全然違

うじゃないですか。今、食料難の時代じゃない

んですよ。給食がなぜ起きたかわかってるでし

ょう、教育委員会。どこから始まったか。今そ

の状況にあるんですか、当時、給食始まったと

き、何でしたかということ。全然違うでしょう。

過食の時代だよ、逆に。１年、２年待ったから

といって、どういうふうな悪影響が出るんです

か、答えてください。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

平向岩雄議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 耐震化の有利な補助制度という

か、そういうものがあるから耐震化を早急に進

めろという国・県からの通達というのは、平成

20年、ことしの６月18日にありました。それか

ら新庄ではこの制度の中に組み込んで耐震化を

進めるべき、その方が有利だということで、22

年度までに優先度調査で①②という上位の部分

については実施しましょうということで、県の

方に申請をしております。ほかのところが反応

が鈍い、新庄は反応が早いと言われております。 

  学校給食につきましては、耐震補強工事その

ものが22年度で終わるわけではない、まだ危険

度は少ないけれども、I s 値0.7まで高めなく

ちゃならない校舎というのはたくさんございま

す。それらの事業に取りかかりますと、やはり

25年とか26年とか、そういう年度までかかって

しまうということがございます。そうすると中

学校給食は27年とか28年とか、そういうふうな

先になってしまう。そういうことを考えまして、

中学校給食に対する保護者の方々の期待とか、

あるいは今まで議会の中で議員の皆様方のいろ

いろな御意見とか、そういうものは学校給食を

進めるべきだと、中学校給食を進めるべきだと

いう期待感と願いというものがあったかに我々

は感じております。それを実施するすき間とい

うか、そのチャンスというのは21年度しかない

ということで、今回、来年度の予算を組むため

に実施設計をして、補助金もいささかでありま

すけれども出る可能性がありますので、その補

助申請のためとか、そういう部分で実施設計の

予算を計上したところでございますので、よろ

しくお願いいたします。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

  それでは１時まで休憩いたします。 

 

     午後０時０５分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 私からは２点ほどお尋

ねしたいと思います。 



- 118 - 

  20ページ、旧最上中部牧場管理運営事業費の

修繕料の内容をまずお聞きしたいと思います。 

  もう１点は、28ページのふるさと歴史センタ

ー費でございまして、この管理事業費の修繕料

の内容と、もう一つ、この下のふるさと歴史セ

ンター事業の山形ふるさと塾形成事業実行委員

会負担金30万円、このふるさと塾形成事業とは

どんなものかも含めてお尋ねしたいと思います。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 旧最上中部牧場の管理運営

事業の中で修繕料につきまして、今回補正でお

願いしております74万6,000円の内訳でござい

ますけれども、当該牧場の開設以来、動力の変

圧器とか配電線路、そういうふうな線路につい

ては今まで随時修繕しながら大事に使ってまい

りました。ただ、電気保安監督署の方からいろ

んな指摘を受けまして、緊急に修繕を要すると

いう指摘を受けましたので、今回補正をお願い

したいと思います。動力の変圧器の交換という

ことで、漏電ブレーカーの修繕でございます。 

  内訳としましては、動力変圧器の交換修繕と

して46万2,000円、高圧構内の配電線路の交換

及び接続箇所の不良箇所の修繕が28万3,500円、

合わせまして74万6,000円の修繕料でございま

す。よろしくお願いします。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 ふるさと歴史センター関

係の御質問ですけれども、最初に修繕費でござ

いますけれども、ふるさと歴史センターの階段

を上った入り口部分の屋根、つまりポーチの屋

根が、先日、新庄まつりの直前に、長年のさび

がたまりまして、屋根が20枚ぐらいというか、

ずっと区切られてあるんですけれども、その２

枚ぐらいが落ちてきまして、腐れて落ちてきま

して、お祭り前だったもんですから、すぐ工事

に入るわけにいかなくて、とりあえずベニヤで

ふたをした状態にしておりますが、そのポーチ

の屋根の修繕料でございます。 

  その下の山形ふるさと塾形成事業実行委員会

負担金は、県の方で進めている事業の一環でご

ざいまして、子供たちに伝統芸能関係のことを

よく知ってもらうために事業をやっていただき

たいということで、昨年度もふるさと歴史セン

ターの方でやっておりましたけれども、昔語り

子ども塾ということで、小学校１年から６年生

を対象に昔語りを勉強していただきまして、２

月にはその該当の子供たちを集めまして、こど

も語りまつりということで発表会を行う事業で

ございます。以上です。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 中部牧場の修繕費の内

容はわかりました。中部牧場が平成14年から解

散しまして今日に至っているわけですので、そ

の跡地を畜産関係の方々にお貸しして今日に至

っているわけですけれども、私は、貸している

方々が受益者というか、この方が修繕費を出す

のが妥当ではないかなという考えで質問したん

ですけれども、ことしから団体に、ただではな

くて幾らかの負担金をいただいてというような

観点からこういう結果になったんでしょうか。

確認のために、貸している団体はどのような団

体ですか、お聞きしたいと思います。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 この前も申し上げましたけ

れども、雑入としてへい獣保冷庫の管理という

ことで広域の方から、それから畜舎の使用者と

いうことで、和牛２棟、乳牛２棟ということで、

それの電気料金については雑入としていただい

ているということでございます。あと、20年度

から、前も議会でいろいろ御指摘いただいてお

りましたけれども、いわゆる飼養頭数、和牛、

乳牛の飼養頭数に応じて、それを減価償却とか



- 119 - 

普通財産としていろんな比較した場合、１頭当

たり月150円という試算で、あと全体の飼養頭

数で１年分の単価を掛けまして、それで30万円

をいただいております。これはあくまでも旧最

上中部牧場の団体協議会といろいろ協議してお

りまして、その中からお願いしているというふ

うなことでございます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） わかりました。 

  ふるさと歴史センターの屋根がお祭り前に壊

れて緊急にやったと言うんですけれども、今後、

この部分補修でこれは大丈夫なんでしょうか。

大がかりな工事が必要となってくるのかどうか。 

  あと、子供たちの伝統事業を引き継ぐという

ことで、昔語りをするということで、大変結構

なことだと思いますけれども、去年もやってま

たことしもと言うんだけれども、これは当初予

算に最初から事業として展開できないんでしょ

うか、その辺お考えをお聞きしたいと思います。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 ただいまの質問にお答え

いたします。 

  まず、ポーチの方でございますけれども、落

ちてきたのは２枚だけ、２区画だったんですが、

ほかの方も調べましたら、６枚から８枚ぐらい

直さなければならないということで、あそこ全

体を見まして、直さなければならない部分の全

部の合計の分を今回修繕として計上してござい

ます。 

  それから、昔語り子ども塾の件でございます

けれども、先ほど説明不足でございましたが、

県からの山形県市町村総合交付金の中の事業と

いうことで、つい最近決定しまして、やること

になったということで、今回の補正に組んだ事

業でございます。以上です。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 私の方から２点ほど。 

  まず最初に、先ほど何人かの議員から質問さ

れました中学校給食、これは非常に教育委員会

の方でも、次長は非常に難儀している。当然市

長は公約を実行するということで進められてき

たんじゃないかと。その間、教育委員会の方で

は教育長が不在、そういうふうな中で事業に取

りかかってきたということで、今回のこれは実

施設計なんですね。調査費だと思ったら実施設

計。我々に説明あったのは、いろんな方式、小

学校の今のあるものを活用していくというよう

な説明はあったことは確かなんですが、やはり

これを何としても財政を伴うわけで、その辺の

総括的な総体的な予算のお示しがない。我々は

そういうふうな総体的な調査をしていただいて、

それなりの予算、これぐらいなんだというよう

なことを我々に説明はなかったわけであります。

これは10月、11月ごろ、その大枠の予算をめど

がつけられるんじゃないかというのは次長が何

かそんな答弁をしたと思いますが、我々はその

辺での事業の実施、入るか入らないかというこ

とを判断する方向なのかなと思ってきたんです

よ。ところが、ここで実施設計なんですね、こ

れ。まだどれだけの総体的な予算が出てくるか

わからない中で実施設計、これはいかがなもの

かと思いますが、その辺ひとつお聞きしたいと

思います。 

  もう一つ、忘れたころに質問するようなもの

ですが、27ページ、生涯学習の今の三浦課長の

答弁がめり張りがよかったもんですから、私も

一つ、地区公民館の修繕料、これはどこの地区

公民館を修理されたのか、その辺からお聞きし

ます。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

平向岩雄議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 小学校給食の実施設計関係で



- 120 - 

お答えします。 

  いろいろ事前の情報提供については、先ほど

も申し上げましたけれども、反省はしておりま

す。今回実施設計をしようということは、親子

方式の組み合わせを確定したということ、前に

も答弁していると思いますけれども、新庄小学

校と新庄中学校、沼田小学校と明倫中、日新

小・日新中、萩野小・萩野中、本合海小・八向

中というふうな組み合わせを決めたと。その中

でもって当然今やっているやつよりも食数とし

てはふえていくと。そこの中で厨房機器等を更

新、拡充しなきゃならないと。それらについて

ある程度のめどがつきましたので、それらを今

ある小学校の給食室に設置するということにな

りますので、実施設計でいいというふうな考え

方です。ですから、例えば消毒保管器をふやさ

なきゃならない、冷蔵庫をしなきゃならない、

フライヤーというものをふやさなきゃならない、

ガス回転釜をふやさなきゃならないというふう

な大体の数量が出ましたので、それをそれぞれ

の学校に設置するためにどういう配置がいいか

というふうなものを実施設計でやってしまおう

という考え方です。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 公民館の修繕料について

でございますけれども、萩野地区公民館のボイ

ラー関係の修繕料でございます。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 給食の実施設計に入っ

た過程がちょっと我々にはどうも理解がしにく

い。やはりこういうふうな事業、小学校の方に

増改築だけで終わるわけじゃないんでしょう。

給食室の増改築だけで終わる事業じゃないでし

ょう。ほかのいろんな設備費、器具、いろんな

ものも当然入ってくるわけで、やはり我々に対

して、中学校の給食事業を計画して実行すると

なれば、当然総体的な事業費、これを我々にお

示ししてから実施設計なんじゃないですか。実

施設計に入るということは、もう何かかんか皆

次々と段階に進むということなんでしょう。こ

れは来年10月までというある程度の期限もある

ことかな、先ほど教育長からも説明あったんで

すが、それなりの補助金申請、それと違うんで

すよ、我々議会に話しして協議するということ

は。そこら辺、質問した方々も当然あるでしょ

う、文教厚生常任委員長も。我々にそういうふ

うな総体的なものも全部含めてお示しして、そ

して我々で協議しながら進めていく、それが本

当は筋じゃないかなと私は思うんですよ。そう

じゃないですか。私はそうだと思います。 

  あと、三浦課長の方から、これは萩野地区公

民館の修繕料ということはわかりましたが、八

向地区公民館も本当に何だかんだって、本当に

三浦課長からは顔見たくないと言われるくらい

私も言っているわけで、お願いして修繕しても

らったりしております。当然萩野地区公民館と

比較するわけじゃないんですけれども、八向地

区公民館という今の現状は、市長は本当にわか

ってんのかなというか、わかってたらどういう

形で今後計画が示されてもおかしくないような

状況なわけで、あの建物、耐震強度なんて言っ

たもんじゃないだな、いつ壊れても、いつつぶ

れても。雨風でも屋根なんか飛んでいく。当然

雨漏りもしている。そういう状況下において、

この八向地区公民館の今の状況を考えた場合、

本当にどういうような今後の計画、政策経営課

長なんか前々からそれなりにわかっているわけ

でありまして、これは財政が難しいからどうの

こうの云々じゃなくなってきているような気が

するんですよ。ということは、こういうような

給食も事業計画、こういうもの以前からあの八

向地区公民館に関してはいろんな形でいろんな

方々が、関係者が、どうやったらあの八向地区

公民館を改築することができるのかということ
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で、相当議論を重ねてきた経緯があるわけ。こ

ういうのをどういうふうに考えているのかちょ

っとお聞かせいただきたいと思います。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 ただいま清水議員から御

指摘ありましたように、八向地区公民館の方は

先日も屋根が漏っているのを職員が２人がかり

でペンキを３日ぐらい行ったりとか、本当に修

繕費をなるべくかけないようにという感じで、

職員が汗を流して修繕をやってもし切れないよ

うな状況ではございます。 

  八向地区公民館の改修計画につきましては、

先日のまちづくり会議でも大きな話題になりま

して、市長自身もそれは今回のまちづくり会議

の中で出た一番大きな問題であるというふうに

はおっしゃっていたんですけれども、今このよ

うな財政事情の中でやはり新しく建てかえると

いうのはかなり市の財政事情にとっては大変な

ことであろうから、これからは地域公民館とし

てというか、今までの八向公民館を長坂、真ん

中につくろうといういろんな話し合いの中でも、

なかなか升形地区と本合海地区の住民の方々の

合意が得られないような経過もございました。

そんなところも踏まえまして、今後は地域公民

館、升形の地域公民館、本合海の地域公民館と

いう中で考えていくことも一つの方策なのでは

ないかというふうに現在のところ原課の方でも

考えているところでございます。以上です。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

平向岩雄議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 予算総枠等についてもまだ未

定といった状況にあります。これまでの検討過

程において、自校方式とかセンター方式、デリ

バリー方式とかというさまざま方式を比較して

検討してきたわけですけれども、ちなみに自校

方式ですと、議会でも答弁させていただいてい

ますけれども、３億7,700万円ほど初期投資で

かかりますと、センター方式にしても３億

5,500万円ほどかかりますと。これから新庄市

で取り組んでやろうとしている親子方式につい

ては、じゃどうなのかというふうなことになり

ますけれども、それよりもずっと経費を節減し

たいというふうなことでもって、今回出したの

である程度初期投資額というのが把握できるか

と思います。そこでもって年内ぐらいには初期

投資額が把握できましたら皆さん方に説明をし

たいというふうに思っています。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 給食の方、教育次長の

方は次長の方で考え方があってのことだと思う

んですが、我々議会から見れば、やはり予算を

伴うそれなりのものが出てくるわけで、そうい

うふうな予算を計上しなきゃならない状況が目

の前にわかっているわけですから、この辺はや

はり我々と議論を重ねるというのはそういうこ

とも踏まえてしないと本当の議論にならないん

ですよ。ここは部分的な予算計上して補正で何

とか、補正でやりますよという事業なんですか、

これ。そんなもんじゃないでしょう。もう少し

やはりこれはそれ相応に、みんな議会だって反

対してるなんて意見は余り聞いたことないんで

すが、そういう状況があればこそ、やはりもう

少し我々にも親切にひとつこれからしていただ

いて、まず計画を立ててもらえればありがたい

なと思います。 

  八向地区公民館、今、課長の方から地域公民

館とかというような考え方があると。これはち

ゃんと地区公民館の条例でちゃんとうたわれて

いるわけでしょう。八向地区公民館、萩野地区

公民館、これは合併当初からの条例があっての

そういうふうな公民館活動、地域活動。この地

域公民館という考え方は、これからは新しい考

えでいいかもしれません。しかしながら、今の

現状を本当にわかっていて検討してもらってい



- 122 - 

るのかなという、何か課長はそういうふうな地

域公民館とかなんとか云々と言っているんだけ

れども、財政が伴わない。財政が伴わなかった

ら新しい事業なんかできないでしょう。これは

もっと何年も前からの事柄ですよ、これは。そ

う思いませんか。そうすると八向公民館は優先

度をつければ、給食とか小学校の耐震強化、こ

れは何たって、ああいう調査結果が出てくれば、

21日とかも調査入るわけで、その調査いかんに

よっては即入らなきゃだめな状況も出てくるわ

けだ。それぐらいはわかるんだけれども、この

八向公民館、ああいう状態を置いておいて、そ

の都度その都度壊れたら修理、それは当然やら

なければ使えないわけですから、そういう状況

が何年も続いてきている。これできちんと生涯

学習を各地区でやってもらいたいの、やってく

ださいの、そういうこと言えますか。もう少し

やはりこの辺は執行部の方でもっと検討しても

らって、やはり本当に何がやらなきゃだめなの

か、そういうこともきちんと議論してもらって、

我々にお示しいただきたい。これは恐らく忘れ

ていたような感じがしてならなかったんで、財

政上、私も遠慮して言わないできたんだけれど

も、もうこれじゃだめですよ。萩野地区公民館、

ああいうふうに併設して何年も前から運営やっ

てるわけですから。下手したら、本合海、八向

地区には２人の市会議員いるけれども、地元の

人たちから「役立たない市会議員だな」と言わ

れているんですよ、「萩野地区の議員は立派

だ」と、そう言うんですよ。それはまず冗談と

しても、もう少し重要性のある八向公民館ある

いは公民館活動、そういうものをもっと検討し

ていただいて、我々にお示しいただきたい。お

願いします。終わります。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） それでは、28ページの

ふるさと歴史センター、これは先ほどの小嶋議

員の続きでございますけれども、ふるさと塾形

成事業実行委員会、これは昔語りの今後のあり

方ということお聞きになりましたので、私もこ

れをお聞きしたいなということを思っておりま

したので、思いつきで補正でぼっぼっとやって

いくのか、それとも今後はどうなっていくのか

一つお願いします。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 ただいまの御質問にお答

えします。 

  昔語り子ども塾につきましては、昨年度から

やっている事業だというふうに先ほど申し上げ

ましたけれども、実は学校を指定しまして、昨

年は５校でやっていたものをことしは１校ふや

して６校で昔語り子ども塾を展開していくとい

うことで、ことしは昭和、萩野、泉田、北辰、

本合海、升形の各小学校で展開していく予定で

ございます。そんなことで、昔語り子ども塾に

入っていないところでもやっているところもあ

るんですけれども、基本的には新庄市内の学校

全域に広げてやっていただければ、新庄市とし

ても民話まつり等やっているものですから、そ

の関連で子供たちのそういう事業も充実して進

めていければというふうに思っております。以

上です。 

１６番（森 儀一議員） 議長、森 儀一。 

平向岩雄議長 森 儀一君。 

１６番（森 儀一議員） わかりました。これは

予定を立てて、そして一般会計の中でやってい

くのか、それともさっき言いましたように補正

予算で途中からやっていくのか、そういうこと

をもう一回お聞きしたいと思います。 

  それから、ちょっと前に戻りまして27ページ

の中学校費でございますけれども、中学校教育

振興費の中で各種大会の出場奨励金、これは大

会で優秀な成績だったからこれを補正で組んだ
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のか、そうだとすると喜ばしいことでございま

すので、これはどういう大会に中学生が出場し

たのかお聞きしたいと思います。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 ただいまの質問ですが、

私ども生涯学習課としては本事業を継続してや

りたいと思っておりますけれどもというか、去

年も、県の助成金が決定しないうちに予算に計

上できないものですから、去年も６月補正のと

きに計上したはずなんですね。ことしはちょっ

と決定が遅かったので、６月に間に合わなくて

９月になったということでございます。ふるさ

と塾形成事業というのは斎藤知事の肝いりとい

うか、事業でございますので、当分これを拡大

する方向で事業を継続したいと思っております。 

山川義隆学校教育課長 議長、山川義隆。 

平向岩雄議長 学校教育課長山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 大会出場奨励費について

でございますが、小学校は今年度も日新小学校

が音楽コンクールで全国大会の東北予選まで出

場しております。それから、中学校でございま

すが、東北大会についてはバドミントンとか柔

道、水泳、陸上の大会に個人、団体で出場して

おります。また、全国大会については個人の柔

道とか、東北大会であればスキーとか、これか

らスキー大会が出てきますけれども、そんな形

で出場しております。全部合わせると延べ54人

が出場した形になっております。以上でござい

ます。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 中学校給食についてで

ありますけれども、６月に一般質問した者とし

一言申し上げたいと思うんですけれども、中学

校給食につきましては山尾市長の公約の一つで

もありますので、絶対実施しなければならない

と思います。それで、私が一般質問で申し上げ

たのは、財政的にも自校式、親子方式もかなり

難しいと思いますので、今回は学校施設の耐震

化の取り組みが急浮上してまいりましたことも

ありますし、デリバリー方式を採用したらどう

かということを６月議会で申し上げたんですけ

れども、デリバリー方式といったって、確かに

余りやっているところはないと思うんですけれ

ども、これを成功させて、各地から新庄市はど

ういうふうにやっているのかということで視察

に来られるように成功させればいいんじゃない

かと思うんですけれども、いずれにしましても

市長が決心しなきゃだめなわけですけれども、

一応再度デリバリー方式、財政的にも難しいし、

耐震化という問題もありますし、そういうこと

も総合的に判断されて、もう一度デリバリー方

式をお考えになったらいかがですかと思うんで

すけれども、全くデリバリー方式は採用する気

はないですか。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

平向岩雄議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 中学校給食を導入するに当た

っての方式ですけれども、庁内給食検討委員会

というものを昨年４月に組織しまして、各方式

のメリット・デメリットを探ってまいりました。

自校方式のメリット、自校方式のデメリット、

センター方式のメリット・デメリット、デリバ

リー方式等についても検討した結果、親子方式

というふうなことでございます。その理由とい

たしましては、自校方式と共同調理場、センタ

ー方式の中間にいくものにしたいと。なぜデリ

バリー方式を断念したのかと。さきに村山の方

でデリバリー方式を採用して中学校給食を導入

したと。間もなく食中毒という形があったとい

うこともあります。あと我々の方で検討したの

は、弁当方式であれば昼食対策ではないかとい

うふうな考え方であります。ですから、新庄市

で行おうとしている学校給食というものは食育
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も含めた形で給食をやっていきたいというふう

なことで、経費の面から自校方式、センター方

式はちょっと厳しいと、デリバリー方式は経費

的には安いであろうと思いますけれども、衛生

面、そのほか食育といった観点からは新庄市と

してはふさわしくないと。そういう意味でもっ

て親子方式を導入するというふうなことで一応

結論に達したということでございます。 

１７番（山口吉靜議員） 議長、山口吉靜。 

平向岩雄議長 山口吉靜君。 

１７番（山口吉靜議員） 自校方式であれば一番

いいと思うんですけれども、財源問題があるか

ら、考え方一つで、例えばデリバリー方式でも

これだって考え方一つで、業者をよく指導して

いけば別に問題はないと思うんですけれども、

それは考え方一つで、それはそういうことであ

ればやむを得ないと思うんですけれども、一言

だけ申し上げておきます。 

  それから、先ほど清水議員が「２人、役立た

ない」と言っていましたけれども、最近は「よ

くやってるな」と褒められているんですよ。生

涯学習課長も、かわった途端にじゅうたんもち

ょっと敷いてもらったりしてお世話になってい

ます。終わります。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 給食の件について、ペ

ージは既に暗記したと思うので申し上げません。 

  これについては、ずっと私はつらつら振り返

ってみますと、前の髙橋榮一郎さんも現在の市

長をなされている山尾順紀さんと選挙の際に

「給食はやりますよ」と、山尾市長もそのとき

「給食はやりますよ」と市民に対して広報にお

いて公約しているわけだ。それから、山尾順紀

と八鍬長一さんも選挙に際して双方ともに給食

はやるんだというふうにやってきた経緯がござ

います。やらないのがおかしい。大きな大きな

一つの公約でした。さらに、新庄市の全父兄の

94ないし95％が中学校給食を実施してください

という強い強い要望があって、そして今回こう

いう具体的な結果が出たと理解しているんです。 

  ただ、そこで私なりに考えてみますと、新庄

市は財政再建計画中です。この前も政策経営課

長から実質公債費比率が25とか、１年ぐらい早

くおさまるというような先の大変明るいお話を

聞いて安堵した次第でございます。その中で、

今回の中学校給食をするに際してのいろんな実

施計画ですか、それに基づいて何千万円だか幾

らかかるか今のところはしかっとした数字はま

だ出ておりませんし、出せと言っても私は無理

だと思います。ただ、その親子方式というもの

は、自校方式、センター方式とか、そういうも

のと比較したときに、今、新庄の一番いい方法

は親子方式だと、こういう結論だと。 

  そこで、懸念されるのは、これは政策経営課

長にお聞きするんですが、耐震もやらなければ

だめだと、これにもその金が、先ほどお聞きす

ると、そんなに我々が考えているような大きな

金額ではないんだと。そこで、耐震化もやるん

だと、中学校給食もやるんだと、そうなったと

きの財政的な、今25％にひたすら一生懸命頑張

っているさなかで、その点について25％がまた

27になったり、28になったり、そういうことに

陥る心配はあるかないか。当然、課長初め市長、

教育長も含めて皆さんが調整会議等何回も開い

てこういう原案になされたと思うんですが、そ

の辺、財布を預かっている政策経営課長として

はいかがですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 今回の議会でも申し上

げておりますように、10月いっぱいぐらいには

新財政再建計画、５カ年計画ですけれども、議

員の皆様方にお示しできるんじゃないかなとい

うことで、最後の詰めを今行っている段階でご
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ざいます。そういう中で、最優先課題でありま

す耐震化あるいは中学校給食についても、最優

先事業としてこの中に入れて計算してございま

す。今の試算ではこれは入れていかなければな

らないし、入れていけるような計画ということ

で詰めてございます。当然、将来の実質公債費

比率の進行に障害になってはいけませんので、

将来の返済計画あるいは一般財源の確保の問題

も含めてそういった将来計画に支障が出ないよ

うに、出ることのないように計画に位置づけて

まいりたいということで考えております。10月

にはお示しして、皆さんから御意見をいただけ

るように頑張っていきたいと考えております。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 課長からそういう答弁

をいただきました。みんな心配しているのは、

耐震もやらねばだめだ、給食もやるんだと、そ

の結果、今みんなしてつめから血を流しながら

財政再建に向かっている。それが大きな足引っ

張りになるんでないかという、私も一抹の不安

はございます。 

  ただ、さっき冒頭に申しましたとおり、山尾

順紀も公約しているわけよ、髙橋榮一郎も公約

しているわけ、八鍬長一は助役のときも言って

いるわけ、ここで「やる」と、議場で。市長選

でも言っているわけよ。しかも、繰り返しにな

りますが、市民の全父兄の94も95％も「給食し

てください」と求めているわけだ。ただ心配さ

れるのは財政的な面。今、政策経営課長から聞

いて、これをやることによってそんなに25がま

たバックして27なり28にならないようにやって

実施したいと、こういうことをお聞きしました

ので、安心しました。以上です。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第67号平成20年度新庄市一般会計補正予

算（第２号）については、原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第67号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２６議案第６８号平成２０

年度新庄市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第２号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第26議案第68号平成20年度新

庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第68号平成20年度新庄市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第２号）については、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第68号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２７議案第６９号平成２０

年度新庄市公共下水道事業特別会

計補正予算（第１号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第27議案第69号平成20年度新

庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第69号平成20年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第１号）については、原案

のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第69号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２８議案第７０号平成２０

年度新庄市農業集落排水事業特別

会計補正予算（第１号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第28議案第70号平成20年度新

庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第70号平成20年度新庄市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第１号）については、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第70号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２９議案第７１号平成２０

年度新庄市介護保険事業特別会計

補正予算（第１号） 
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平向岩雄議長 日程第29議案第71号平成20年度新

庄市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第71号平成20年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第１号）については、原案の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第71号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第３０議案第７２号平成２０

年度新庄市水道事業会計補正予算

（第１号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第30議案第72号平成20年度新

庄市水道事業会計補正予算（第１号）を議題と

いたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第72号平成20年度新庄市水道事業会計補

正予算（第１号）については、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第72号は原案のとおり可決されました。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午後１時５０分 休憩 

     午後１時５８分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

日 程 の 追 加 

 

 

平向岩雄議長 ここで追加案件が出ておりますの

で、議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長今田雄三君。 

   （今田雄三議会運営委員長登壇） 

今田雄三議会運営委員長 それでは、これより議

会運営委員長の報告を行います。 

  本日午後１時50分より議員協議会室において

委員７名出席のもと、議会事務局職員の出席を

求め、今期定例会への追加案件について協議を
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いたしたところであります。 

  協議の結果、議会案第10号地方財政の充実・

強化を求める意見書の提出について、議会案第

11号地域医療の充実を求める意見書の提出につ

いて、議会案第12号私立学校助成予算増額を求

める意見書の提出について、議会案第13号燃

料・生産資材等物価高騰を打破する政策実現に

関する意見書の提出についての議会案４件及び

議員派遣の件についての計５件を本日の本会議

に追加することに決定いたしましたので、議長

よりよろしく取り計らいくださいますようお願

い申し上げ、報告を終わります。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長より報告のありまし

たとおり、議会案４件及び議員派遣についての

件の計５件を本日の日程に追加することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案４件及び議員派遣についての件の計５件

を本日の日程に追加することに決しました。 

  追加日程を配付するため暫時休憩いたします。 

 

     午後２時００分 休憩 

     午後２時０２分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第３１議会案第１０号地方財

政の充実・強化を求める意見書の

提出について 

 

 

平向岩雄議長 追加日程に入ります。 

  日程第31議会案第10号地方財政の充実・強化

を求める意見書の提出についてを議題といたし

ます。 

  提出者の説明を求めます。 

  総務常任委員長小野周一君。 

   （小野周一総務常任委員長登壇） 

小野周一総務常任委員長 議会案第10号地方財政

の充実・強化を求める意見書の提出について。 

  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第

109条第７項及び会議規則第14条第２項の規定

により提出します。平成20年９月19日、新庄市

議会議長平向岩雄殿。提出者、新庄市議会総務

常任委員会委員長小野周一。 

  別紙。 

  地方財政の充実・強化を求める意見書。 

  地方分権の推進、少子高齢化の進行、産業・

雇用対策、地球規模や地域レベルの環境保全の

需要、災害・事故に対する安全対策など、地域

の行政需要が増大しており、地方自治体が果た

す役割はますます重要になっています。 

  一方、2008年度に創設された地方法人事業税

の国税化と都市部の税収を活用した「地方再生

対策費」は、格差是正対策として十分とはいえ

ません。過去の景気対策と地方交付税の大幅圧

縮により、財政が硬直化している地方自治体は、

自治体財政健全化法のもとで、医療、福祉、環

境、ライフラインなど住民生活に直結する公共

サービスを維持することに大変苦慮しています。 

  2009年度予算では深刻化する地域間格差の是

正と公共サービスの充実にむけ、地方財政圧縮

を進める政策の転換をはかり、必要な財源を確

保することが重要です。住民に身近なところで

政策や税金の使途を決定し、地方分権の理念に

沿った自治体運営ができるよう、地方財政の充

実・強化を図るため、次のことを強く求めます。 

記 

 １．医療、福祉、環境、ライフラインなど地域

の公共サービス水準の確保と地方分権推進に向

けて、国と地方の税収配分５対５を実現する税

源移譲、地方交付税機能の強化により地方財源

の充実強化を図ること。特に2,200億円の社会
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保障費の削減を見直し、自治体の社会保障費に

対する財源を拡充すること。 

 ２．自治体間の財政力格差は、地方間の財政調

整によることなく、地方交付税の財源保障機能、

財政調整機能の強化により是正を図ること。 

 ３．自治体財政健全化法のもとで公表される財

政指標の基準のみで、必要な公共サービスの削

減につながることのないよう、政府全体として

十分な財政措置を行うこと。 

 ４．地域住民、地方自治体の意見を十分に踏ま

えた対処を行うこと。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。 

  提出先、内閣総理大臣宛、内閣官房長官宛、

総務大臣宛、財務大臣宛、経済産業大臣宛、内

閣府特命担当大臣（経済財政政策）宛。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました議会案

第10号は、総務常任委員会提出の議会案であり

ますので、会議規則第37条第２項の規定により

直ちに審議に入ります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第10号地方財政の充実・強化を求める

意見書の提出については、原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第10号は原案のとおり可決されました。 

 

 

議会案２件一括上程 

 

 

平向岩雄議長 日程第32議会案第11号地域医療の

充実を求める意見書の提出について及び日程第

33議会案第12号私立学校助成予算増額を求める

意見書の提出についての２件を一括議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  文教厚生常任委員長沼澤恵一君。 

   （沼澤恵一文教厚生常任委員長登壇） 

沼澤恵一文教厚生常任委員長 説明の前に、誤字

がありますので、訂正方お願いいたしたいと思

います。 

  議会案第11号の別紙でございます。地域医療

の充実を求める意見書、その中間あたりに「各

自治体に対して今年度内のプラン策定を求めて

おります。山形県においても、二次医療圏ごと

に効率病院のあり方を議論する」と、この「効

率病院」は、この「効率」じゃなくて「公立」

でございますので、ここの２字の訂正方お願い

いたします。 

  議会案第11号地域医療の充実を求める意見書

の提出について。 

  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第

109条第７項及び会議規則第14条第２項の規定

により提出します。平成20年９月19日、新庄市

議会議長平向岩雄殿。提出者、新庄市議会文教

厚生常任委員会委員長沼澤恵一。 

  別紙。 

  地域医療の充実を求める意見書。 

  少子高齢化の進展、医療ニーズの増加、多様

化などわが国医療を取り巻く環境は大きく変化

し、地域における医師・看護師など医療従事者

の不足と偏在の解消が大きな課題となっていま
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す。医療過疎や医療の貧困といわれる状況は全

国で直面しており、医師・看護職員の不足から

過重労働を招いている実情が、医療を取り巻く

環境の悪化に拍車をかけ、とりわけ、地域医療

の要となる自治体病院においては経営の立て直

しに苦慮し、診療科の縮小、閉鎖に追い込まれ

るなど存続の危機に直面しています。 

  こうした状況にあって、昨年12月「公立病院

改革ガイドライン」を示して経営の効率化、再

編・ネットワーク化や経営形態の見直しを含め

て各自治体に対して今年度内のプラン策定を求

めております。山形県においても、二次医療圏

ごとに公立病院のあり方を論議する「地域自治

体病院懇談会」が設置されましたが、へき地医

療、周産期医療、高度先進医療など採算性の取

れない医療を担う公立病院の存続が懸念されて

います。 

  地域医療は、国民の生命、健康に直結する必

要不可欠な公共サービスであり、国民の安心と

信頼の上に地域医療の提供体制を確保すること

は、国の責務であります。 

  したがって国においては、全国民が等しく、

安心し、信頼できる地域医療を受けることがで

きるよう下記のとおり強く要望いたします。 

記 

 １．危機的状況に直面する地域医療を再構築す

るため、一層の財政支援の措置を講じること。 

 ２．地域医療を担う医師、看護師など医療従事

者を養成、確保するため、必要な施策を講じ、

財政支援を拡充すること。 

 ３．救急医療体制や周産期医療体制を整備、維

持するため、勤務医等の労働環境の改善を図る

支援策の拡充を図ること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。 

  提出先、衆議院議長宛、参議院議長宛、内閣

総理大臣宛、厚生労働大臣宛、総務大臣宛、財

務大臣宛。 

  以上です。 

  続いて、議会案第12号私立学校助成予算増額

を求める意見書の提出について。 

  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第

109条第７項及び会議規則第14条第２項の規定

により提出します。平成20年９月19日、新庄市

議会議長平向岩雄殿。提出者、新庄市議会文教

厚生常任委員会委員長沼澤恵一。 

  別紙。 

  私立学校助成予算増額を求める意見書。 

  山形県の私立学校に対する助成は、昭和51年

４月に施行された私立学校振興助成法により昭

和53年から行われました。平成３年、山形県議

会において「私学助成の充実強化と父母負担軽

減に関する要望書」が採択され、私立学校助成

が一層増進され、私学経営の安定化と修学上の

経済的負担軽減に大きな役割を果たしてきまし

た。 

  しかしながら、近年、県財政の健全化の取組

みにより私立学校助成関係予算は、平成18年度

及び平成19年度の２年度間にわたり削減が行わ

れております。また、平成20年度では、生徒一

人当たり換算においては増額となりましたが、

助成総額では減額となっています。また「私学

助成は非義務的経費」との不安定な位置付けは、

依然として変わりありません。 

  少子化の影響から生徒減少に歯止めが中々か

からない中、私立学校の経営は深刻な状況にあ

り、私学関係者の懸念は誠に大きく、また、父

母負担がさらに重くなるものと深く危惧してい

るところであります。 

  つきましては、父母負担の軽減及び教育条件

のさらなる改善のため平成21年度山形県予算に

おいては、私立学校助成関係予算を増額するよ

う強く要望いたします。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。 

  提出先、山形県知事宛。 
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  以上でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました議会案

第11号及び議会案第12号は、文教厚生常任委員

会提出の議会案でありますので、会議規則第37

条第２項の規定により直ちに審議に入ります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  まず初めに、議会案第11号地域医療の充実を

求める意見書の提出については、原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

よって、議会案第11号は原案のとおり可決され

ました。 

  次に、議会案第12号私立学校助成予算増額を

求める意見書の提出については、原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

よって、議会案第12号は原案のとおり可決され

ました。 

 

 

日程第３４議会案第１３号燃料・

生産資材等物価高騰を打破する政

策実現に関する意見書の提出につ

いて 

 

 

平向岩雄議長 日程第34議会案第13号燃料・生産

資材等物価高騰を打破する政策実現に関する意

見書の提出についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  産業建設常任委員長遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信産業建設常任委員長登壇） 

遠藤敏信産業建設常任委員長 それでは提案させ

ていただきます。 

  議会案第13号燃料・生産資材等物価高騰を打

破する政策実現に関する意見書の提出について。 

  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第

109条第７項及び会議規則第14条第２項の規定

により提出します。平成20年９月19日、新庄市

議会議長平向岩雄殿。提出者、新庄市議会産業

建設常任委員会委員長遠藤敏信。 

  燃料・生産資材等物価高騰を打破する政策実

現に関する意見書。 

  原油価格の高騰などの影響により、燃料・肥

料・飼料等農業生産資材価格はこれまで経験の

ない水準にまで暴騰しており、農業経営は危機

的状況にあります。農業者による生産費削減の

努力はもはや限界に達しており、営農の継続が

危ぶまれる事態が懸念されます。 

  農業を経営する生産者が、引き続き希望と誇

りを持って営農に励み、国民に対して安全・安

心な農畜産物を提供するため、燃料・生産資材

等物価高騰の影響を抑制する下記の対策につい

て、早急に実現されるよう強く要請します。 

記 

 １．生産費に着目した経営安定対策の確立 

  急激な生産費上昇に直接対応するセーフティ

ーネット対策や生産費に着目した万全な経営安

定対策を確立すること。また、生産費の上昇分

を適切に転嫁するサーチャージ制度などの仕組

みを確立すること。 
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 ２．原油高騰対策の充実・強化 

  農業用燃油の価格を直接的に抑制する施策と

ともに、燃油使用量を削減する省エネルギー設

備・施設整備対策を充実・強化すること。また、

電力料金の営農用特別価格を設定すること。 

 ３．肥料高騰対策の充実・強化 

  肥料流通の合理化を図るとともに、耕畜連携

を一層進めるための支援対策や土壌分析にもと

づく低成分肥料の活用、施肥効率の向上等の取

り組みへの支援対策を講じること。 

 ４．飼料高騰対策の充実・強化 

  配合飼料価格の高騰に対応する畜産経営安定

に向けた追加対策を講じること。また、飼料価

格が高止まりした場合に対応できる新たな経営

安定対策を確立すること。 

 ５．原油や穀物への投機を規制すること。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。 

  提出先、衆議院議長宛、参議院議長宛、内閣

総理大臣宛、外務大臣宛、農林水産大臣宛、経

済産業大臣宛。 

  以上です。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました議会案

第13号は、産業建設常任委員会提出の議会案で

ありますので、会議規則第37条第２項の規定に

より直ちに審議に入ります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 今回の意見書に少し何

か足りないなと感じるんですけれども、例えば

漁業関係者に対して燃油というか、燃料代の直

接補助ということがあったように思いますが、

農家に対しても直接補助的な、今上がっている

分について、今経営が厳しくなっている分につ

いて、値上げ、経費が上がった分がある。この

部分についての直接補助のような、そういった

ことも含まれてもいいように思うんですが、そ

れはどうでしょうか。 

遠藤敏信産業建設常任委員長 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄議長 産業建設常任委員長遠藤敏信君。 

遠藤敏信産業建設常任委員長 意見書の中の一つ

にそういうふうな表現がありました。題目とい

うか、同じような内容の請願であったので、一

方に集約した方がいいのではないかという話が

ありました。そのようにしましたけれども、内

容につきましては折衷案としたつもりです。確

かに漁業者に対する燃料補償というふうなこと

がありましたけれども、その部分については取

り入れませんでした。説明になりましたかどう

かわかりませんが。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） そこで、直接補助とい

うのがないような気がして、例えば「農業燃油

の価格を直接的に抑制」と書いてありますけれ

ども、ここに「補助及び抑制する」という形で、

ここに「直接的に補助」を加える修正を提案し

ますが、どうでしょうか。 

遠藤敏信産業建設常任委員長 議長、遠藤敏信。 

平向岩雄議長 産業建設常任委員長遠藤敏信君。 

遠藤敏信産業建設常任委員長 議会の総意のもと

で、それが適当だと言えば修正も可能だと思い

ます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 大事なところだと思い

ますので、しかるべき期間、会議を開いて、こ

こに「直接的に補助」という修正を入れる提案

をお願いしたいわけです。 

平向岩雄議長 暫時休憩いたします。 

 

     午後２時２６分 休憩 

     午後２時３４分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 
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  先ほどの佐藤悦子議員の修正動議について、

先ほどは同意者がおりませんでしたけれども、

おりますか、確認をしたいと思います。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第13号燃料・生産資材等物価高騰を打

破する政策実現に関する意見書の提出について

は、原案のとおり決することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第13号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第３５議員派遣の件 

 

 

平向岩雄議長 日程第35議員派遣の件を議題とい

たします。 

  お諮りいたします。 

  議員派遣の件につきましては、地方自治法第

100条及び会議規則第159条の規定により、お手

元に配付しました名簿のとおり山形県市議会議

長会主催の議会報研修会へ議会報編集委員を遣

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会報研修会へは議会報編集委員を派遣するこ

とに決しました。 

 

 

閉      会 

 

 

平向岩雄議長 ここで市長よりごあいさつがござ

います。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 ９月定例議会、長期間にわたりま

して、本当にありがとうございました。 

  今回は新しく平向議長の初の議会ということ

で、活発な御意見、慎重審議をいただき、本当

に感謝申し上げます。また、今回は19年度の決

算委員会ということで、山口委員長にも御足労

をおかけし、活発な決算委員会を行っていただ

いたこと、本当に感謝申し上げたいと思います。 

  その中で出ました御意見、特に今回成果表の

文言のあり方について非常に大きな課題として

私は受けとめたところであります。仕事は何の

ためにやるのかということをまず確認し、はっ

きりした目的を持って、そのやった事業につい

て「行った」「何々を図った」ではなく、その

後の参加者の意見あるいはこういう成果があっ

たということを今後統一しなければならないと

強く肝に銘じたところでございます。 

  さらに、今回は指定管理者制度の拡大に伴い

まして、それぞれの施設が独立したような形の

運営になるわけですけれども、議員の皆さんが

御指摘されているとおり、多くの職員を抱える

ことになりますが、その方々が希望を持って仕

事に励めるよう、そうしたことに十分注意を払

いながらコミュニケーションをよくしながら進

めてまいりたいと思いますので、御指摘を真摯

に受けとめてまいりたいと思っております。 
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  また、今回は学校給食の問題、教育次長、教

育長の方から相談のタイミングがおくれ大変申

しわけないということもありましたが、その責

任も感じているところであります。今回、６月

議会の途中から四川省における地震ということ

で、いち早く動かなければならないと、しかし

財政再建の中でどれを優先順位にするかという

ことの議論も十二分にさせていただいたところ

でありますが、有利な制度を活用すると。財政

状況の中でどういう転換を図るかということか

ら、21年度には中学校給食を実施し、さらに21

年度は並行して耐震化に向けた形での調査・設

計し、22年度に向けて耐震化工事を実施してい

きたいというふうな方針であったこと、説明不

足であったこと、この場をおかりし、おくれた

ことに対して申しわけなく思って反省しており

ます。今後ともいろいろあったときには御指導

いただきたいと思います。 

  それから、今回の議会にかかわることではな

いわけですが、全員協議会等でお示ししてまい

りましたが、合併研究会の第１回の事務局会議

を22日に行う予定でおります。現在のところ参

加を希望しております戸沢、鮭川、真室川、各

首長の皆さんには私の方から直接電話し、25日

の午前中に第１回の首長会議をし、今後のスケ

ジュール、互いの意思疎通を図るような場面設

定をしているところでありますので、情報提供

させていただきます。 

  19年度の決算、大変いろいろなことをいただ

き、来年度にぜひ結びつけていきたいなと思い

ます。財政再建中ということで、議員の皆さん

から多くの心配をしていただいております。特

に、清水議員の方からは八向地区公民館のこと

も案件として出されておりますが、私の頭から

一度も離れたことはございません。平成８年に

本来は建てるべきところを３点セットで平成12

年まで延び、その間新幹線が来たということも

含めて、延び延びになっていることは十二分に

承知しておりますので、今後の財政状況を見な

がら、場所ということが非常に大きな課題とな

ったので、地域の皆さんと十二分にお話し合い

を進めさせていただきたいと思います。 

  今後、平成20年も残すところ半分あるわけで

すけれども、さらなる成果が上がるよう肝に銘

じながら、今回９月議会の御礼の言葉とさせて

いただきます。今後とも御指導、御鞭撻を賜り

ますよう、よろしくお願いします。ありがとう

ございました。（拍手） 

平向岩雄議長 以上をもちまして９月定例会の日

程をすべて終了いたしましたので、閉会いたし

ます。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後２時４２分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  平 向 岩 雄 

 

   会議録署名議員  奥 山 省 三 

 

    〃    〃   下 山 准 一 
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決算特別委員会記録（第１号） 

 

 

平成２０年９月８日 月曜日 午前１１時５４分開議 

委員長 山 口 吉 靜     副委員長 奥 山 省 三 

 

 出 席 委 員（１８名） 

 

  １番   奥  山  省  三  委員     ２番   佐  藤  悦  子  委員 

  ３番   斎  藤  義  昭  委員     ４番   小  野  周  一  委員 

  ５番   小  関     淳  委員     ６番   遠  藤  敏  信  委員 

  ８番   沼  澤  恵  一  委員     ９番   清  水  清  秋  委員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  委員    １２番   今  田  雄  三  委員 

 １３番   金     利  寛  委員    １４番   新  田  道  尋  委員 

 １５番   平  向  岩  雄  委員    １６番   森     儀  一  委員 

 １７番   山  口  吉  靜  委員    １８番   亀  井  信  夫  委員 

 １９番   星  川     豊  委員    ２０番   下  山  准  一  委員 

 

 欠 席 委 員（２名） 

 

  ７番   中  川  正  和  委員    １１番   渡  部  平  八  委員 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 鈴 木 吉 郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

本日の会議に付した事件 

 

委員長の互選 

副委員長の互選 
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開      議 

 

 

斎藤義昭臨時委員長 これより決算特別委員長の

互選を行います。 

  委員会条例第10条第２項の規定により、委員

長が互選されるまでの間、私、斎藤義昭が臨時

に委員長の職務を行います。よろしくお願いい

たします。 

  ただいまの出席委員は18名、欠席通告者は中

川正和君、渡部平八君の２名です。 

  これより決算特別委員会を開きます。 

 

 

委員長の互選 

 

 

斎藤義昭臨時委員長 委員会条例第９条第２項の

規定により、委員長の互選を行います。 

  委員長の互選方法につきましては、会議規則

第119条第５項の規定により指名推選によるこ

ととし、臨時委員長において指名いたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

斎藤義昭臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、臨時委員長において指名いたすことに決

しました。 

  委員長に山口吉靜委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました山口吉靜委員を委

員長の当選人と定めることに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

斎藤義昭臨時委員長 御異議なしと認めます。よ

って、山口吉靜委員が委員長に当選されました。 

  それでは委員長と交代いたします。御協力あ

りがとうございました。（拍手） 

   （臨時委員長退席、委員長着席） 

山口吉靜委員長 ただいま決算特別委員長に当選

いたしました山口吉靜でございます。ふなれで

ございますので、皆様の御協力をよろしくお願

いいたします。 

 

 

副委員長の互選 

 

 

山口吉靜委員長 これより委員会条例第９条第２

項の規定により、副委員長の互選を行います。 

  お諮りいたします。 

  副委員長の互選の方法につきましては、会議

規則第119条第５項の規定により指名推選によ

ることとし、委員長において指名いたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

委員長において指名することに決しました。 

  副委員長に奥山省三委員を指名いたします。 

  ただいま指名いたしました奥山省三委員を副

委員長の当選人と定めることに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました奥山省三委員が副委

員長に当選されました。 

  奥山委員、よろしくお願いいたします。 

 

 

散      会 

 

 

山口吉靜委員長 それでは、９月16日火曜日午前

10時より決算特別委員会をこの議場において開

きますので御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 
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     午前１１時５８分 散会 
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決算特別委員会記録（第２号） 

 

 

平成２０年９月１６日 火曜日 午前１０時００分開議 

委員長 山 口 吉 靜     副委員長 奥 山 省 三 

 

 出 席 委 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  委員     ２番   佐  藤  悦  子  委員 

  ３番   斎  藤  義  昭  委員     ４番   小  野  周  一  委員 

  ５番   小  関     淳  委員     ６番   遠  藤  敏  信  委員 

  ８番   沼  澤  恵  一  委員     ９番   清  水  清  秋  委員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  委員    １１番   渡  部  平  八  委員 

 １２番   今  田  雄  三  委員    １３番   金     利  寛  委員 

 １４番   新  田  道  尋  委員    １５番   平  向  岩  雄  委員 

 １６番   森     儀  一  委員    １７番   山  口  吉  靜  委員 

 １８番   亀  井  信  夫  委員    １９番   星  川     豊  委員 

 ２０番   下  山  准  一  委員 

 

 欠 席 委 員（１名） 

 

  ７番   中  川  正  和  委員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

税 務 課 長 今 川 吉 幸  市 民 課 長 柿 﨑 卓 美 

環 境 課 長 五十嵐 正 臣  健 康 課 長 小 野 孝 一 

農 林 課 長 五十嵐 祐 一  商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦 

都 市 整 備 課 長 中 部   力  下 水 道 課 長 佐 藤 新 一 

会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫  福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎 

神 室 荘 長 叶 内 利 昭  水 道 課 長 小 野 善 次 

教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 大 場 和 正  学 校 教 育 課 長 山 川 義 隆 

生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 清 水 幹 也 
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選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 小 野 正 一 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 佐 藤 良 知 

農 業 委 員 会
会長職務代理者 髙 橋   眞  農 業 委 員 会

事 務 局 長 柏 倉   政 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 鈴 木 吉 郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

本日の会議に付した事件 

 

議案第５８号平成１９年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 
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開      議 

 

 

山口吉靜委員長 皆様、おはようございます。 

  ただいまの出席委員は19名でございます。欠

席通告者は中川正和君の１名であります。 

  なお、本日は農業委員会より会長職務代理者

の髙橋 眞君が出席しておりますので、よろし

くお願いいたします。 

  それではこれより決算特別委員会を開きます。 

  決算特別委員会に付託されました案件は、議

案第58号平成19年度新庄市一般会計歳入歳出決

算の認定についてから議案第66号平成19年度新

庄市水道事業会計決算の認定についてまでの９

件であります。 

  それではこれより審査に入ります。 

 

 

議案第５８号平成１９年度新庄市

一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 

 

山口吉靜委員長 初めに、議案第58号平成19年度

新庄市一般会計歳入歳出決算の認定についてを

議題といたします。 

  審査の方法につきましては、一般会計は歳入

と歳出を分けて質疑を行います。質疑は、答弁

を含め歳入と歳出それぞれ１人30分以内といた

します。 

  なお、質問は必ず最初にページ数、款項目、

事業名などを具体的に示してから質問をお願い

いたします。また、会議は１時間ごとに10分間

の休憩をとりながら進めてまいります。 

  それでは質疑に入ります。 

  一般会計の歳入について質疑ありませんか。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） おはようございます。

トップバッターということで、よろしくお願い

いたしたいと思います。 

  歳入についてお聞きしたい項目を最初に申し

上げたいと思います。 

  まず先に、52ページから55ページにかけて、

１款市税、不納欠損関連についてお尋ねしたい

と思います。引き続き、79ページの諸収入４項

雑入関連でございます。79ページの総務課の職

員手当関係。83ページ、環境課、火葬場関係、

それから二つ下の空き缶の引取料関係、ずっと

下の方にまいりまして、学校教育課の昭和小学

校の電気料関係。変わりまして、81ページの福

祉事務所、生活保護関係、その下の中央学童保

育所の災害共済金関係、以上を用意しています

ので、よろしくお願いいたします。 

  まず先に、52から55ページの１款市税、不納

欠損額の関連についてお尋ねしたいと思います。 

  前回、６月定例会一般質問で税等の滞納削減

と債権回収について答弁をいただいております。

市税不納欠損額、平成17年度6,300万円、平成

18年度2,600万円と改善傾向が見えてきたのか

なと感じておりましたが、平成19年度は3,500

万円と今回の決算になりました。これと並行し

て、収入未済額も約8,000万円増大して５億

5,700万円です。このことが将来的に足かせに

ならないのか心配です。不納欠損額について、

結論からして前年度より欠損金1,000万円の悪

化と言わなくてはなりません。いろいろな手法

をもって収納率を高めるよう努力されているこ

とは承知いたしておりますが、しかし今回の決

算成果から見て素人なりに検証した結果、確認

の意味を含め二、三、質問させていただきます。 

  まず、その１として、市税欠損額が前年度よ

り1,000万円増は固定資産税と都市計画税で占

めております。該当額2,800万円について、個

人・法人別のウエート、パーセントといいます
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か、これについてと、土地・建物別の欠損額、

これもパーセントで結構ですが、わかれば教え

ていただきたいと思います。お願いします。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 ただいまの御質問についてお

答え申し上げます。 

  御指摘のとおり、不納欠損額は市税全体で前

年比920万円の増となりました。税目別に言い

ますと、固定資産税と都市計画税の増分が

1,000万円でございまして、したがいまして、

これ以外の税につきましては前年度並みの額と

なっております。固定資産税と都市計画税の不

納欠損額を合わせますと2,800万円となります

けれども、これの内訳は個人分が138件、法人

分が22件です。これを不納欠損額の金額の比率

で見ますと、個人分が約1,150万円で４割、法

人分が約1,650万円で６割となっています。さ

らに、土地・建物別で見ますと、個人分では家

屋分が約８割で土地が２割という比率になって

おります。法人分では家屋が６割、土地が４割

弱、残り２％が償却資産分となっております。 

  なお、このたび1,000万円とふえた大きな理

由でありますけれども、たった一つの法人であ

りますが、この法人が1,000万円を超える不納

欠損額となる事例がございました。これが全体

の額に大きく影響したものでございます。 

  以上でございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） ２番目として、累積滞

納額が結果的に欠損額となりました。その原因

はどのようなことなのか、またその把握につい

ていかがでしょうか 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 滞納となる原因でございます

けれども、まず一番大きいのが景気の低迷によ

る個人所得の減があります。固定資産税は所得

が少なくなったとしましても、資産がある限り

課税されます。その結果、滞納となる事例が多

く見受けられます。同様に、法人においても業

績悪化による倒産があります。実質的に税負担

が不可能となってしまって滞納し、さらには法

人自体の解散などによって不納欠損につながる

ものです。 

  そういった状況の把握についてでございます

が、滞納が生じたとわかりますと、収納の担当

者が個々の家庭なり法人なり訪問いたしまして、

事情を聞き取りすることとしております。個人

の場合ですとサラ金に多額の借金を抱えている

といった例がたくさんございます。あるいは、

確定申告をしないで税金が過払いになっている

といったことがわかったりすることもあります。

あるいは、社会保険の加入手続をしないなんて

いうことで、いろんな不利な、知らないままに

不利なことをしている場合もございますので、

そういったときには、徴収の担当ではあります

けれども、生活相談まで含めて話し合いをしな

がら、幾らかでも納税してもらえるような努力

をしております。そういった生活状況、経営状

況等を踏まえ、どうしても当分の間は納税不可

能と見込まれるときには、たった１人の担当者

の判断ではなく、納税室全体でのケース検討会

を踏まえながら早期に不納欠損とすることもご

ざいます。以上でございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） ただいまの答弁の中で

早期に不納欠損するとありましたが、これはど

のような場合なのか。 

  また、関連しまして、５億5,000万円余りあ

ります収入未済額は欠損額に今後どのような影

響が予想されるか、わかりましたらあわせてお

願いいたしたいと思います。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 
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山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 お答え申し上げます。 

  通常、不納欠損とするのは時効で５年という

のがございます。当面は支払い能力がないとし

ても、ひょっとするとそのうち景気が持ち直す

とか再就職とかということもあり得るというこ

とで、そのときに払ってもらいましょうという

ことで、時効は５年となっております。 

  しかしながら、当分の間回復する見込みがな

い、例えば長期の療養を必要とする病気になっ

てしまったとか、あるいは事故で身体的な障害

を負ってしまった結果の失業とか、そういった

すぐすぐには回復できないと見込まれる場合、

あるいは差し押さえしても財産がない、これ以

上家屋を押さえても住む場所がないとか、そう

いった場合には５年待つまでもなく３年で執行

停止という処分もございます。そういった場合

には３年で時効といいますか、不納欠損処分が

できるという規定がございます。あるいは、全

く財産がなくて、例えば法人の場合なんかもそ

うですけれども、再開する見込みもないと、あ

るいは何も財産が残ってないといった場合には

即時欠損ということで、３年を待たずにする税

法上の規定もございます。 

  それから、これは６月議会でも答弁いたしま

したけれども、かつては５年間ぎりぎりまで待

って、なるべく不納欠損を出さないようにして

収納するということがございましたけれども、

ここ何年も不納欠損といいますか、４年、５年

待ったとしてもなかなか収納に結びつかないと

いうこともございまして、県の方からもなるべ

く早く不納欠損で、集められないものは早く落

としなさいというような指導も受けております。

したがいまして、ここ数年間は不納欠損という

ことで、収入の見込みのないものはなるべく多

く落とすようにしておりまして、その結果、毎

年不納欠損額がふえてきている状況でございま

す。 

  さらに、決算ではございませんけれども、平

成20年度においても、いわゆる塩漬けになった

ような差し押さえ財産となっているようなもの

を見直しいたしまして、なるべく徴収見込みの

ないようなものは不納欠損で落としていくとい

う考えでございます。 

  したがいまして、徴収率におきましても分母

の方を削っていくわけですので、こういった不

納欠損処分というのが徴収率を高める一つの要

因になろうかと思います。以上でございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） ただいまの御答弁で、

ここに収入未済額とございます。決算上は５億

5,000万円ありますが、先ほども申し上げまし

たとおり、約8,000万円ふえておるわけですね。

これが先ほどの説明の５年以内の時効等含めま

して不納欠損額とどのようなかかわりを持つの

かどうか、これの影響等がわかればお知らせく

ださい。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 この決算書における収入未済

額というのは、不納欠損以外の部分で翌年度に

滞納繰越額としてのってくる部分でございます。

これが先ほど申しました徴収率を算定するとき

の分母の方に含まれてくる数字になります。こ

の滞納繰り越し分プラス現年課税分が分母、そ

して来年度の収入済みというのが分子になって

徴収率となります。したがいまして、収入未済

のうちからなるべく不納欠損で収入見込みの立

たないようなものを落とすことによって分母が

減ってくると。したがいまして、徴収率は高ま

る方向に出てくるということでございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） そうしますと、２回説

明をお聞きしましたけれども、この５億5,000
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万円というのは最長でも時効が５年なんだとい

う答弁だったので、５年間のうちで５億5,000

万円全額ではないにしても不納欠損額に上って

くるというか、この数字を消さなくちゃならな

いという考えに立つのではないでしょうか。こ

の辺いかがでしょう。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 先ほどの説明で、私、漏らし

た点がございました。時効は通常５年でまいり

ますけれども、例外としまして財産を差し押さ

えた場合、ここで時効が中断いたします。そう

しますと、その財産を押さえている限りは５年

以上もずっと未納として残るということがござ

います。したがいまして、かつてどんどん財産

を差し押さえた時代もございました。結果的に

その財産が売れないと。売れれば収入になりま

すけれども、売れない財産がたくさんございま

す。そういったものが今度は差し押さえを解除

して、それから不納欠損という手続になります。

したがいまして、５年ですべてなくなるという

ことではなくて、差し押さえ解除の手続が必要

でございます。ですから、それをずっとやって

いけば次第に減っていくでしょうし、なおかつ

今後また新たな収入未済が出てくればまたふえ

てくるということもございます。とりわけ、市

内では大きな固定資産税の差し押さえで塩漬け

になっているようなものがございますので、そ

ういったものをなるべく早く解消したいなとは

思っております。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） いつまでも塩漬けして

いても仕方ないわけですので、それを欠損する

のは大変心苦しいかもしれませんが、早目に処

理をして収納率を高めるという努力かなと感じ

ました。よろしくお願いしたいと思います。 

  次に、市税の最後に、監査意見書の収納率向

上対策の一つとして、結びに「徴税経験者を含

めた学識経験者等のノウハウを活用し、早急な

対策を必要とする」としております。このこと

についてどのようにとらえているのか、またそ

の実行についていかがでしょうか。今年度も上

半期が間もなく終わります。いかがでしょうか、

お伺いいたします。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 お答え申し上げます。 

  確かに収納率、県内で見ましても下位にござ

いまして、大変に問題があると認識しておりま

す。これを幾らかでも改善するために、５月か

ら東京国税局ＯＢの税理士の方を講師の先生と

しまして、滞納整理研修会及びケース検討会を

開催して、ノウハウの習得に努めております。

さらに、先ほど申しましたけれども、個人の場

合、サラ金への返済に苦しむ滞納者が多いとい

うことがございまして、随時弁護士の方や司法

書士の方に法律面での指導、助言をいただいて

おります。そして、過払いになっている利子等

ございましたら、これをなるべく税金の方に入

れていただくと、そして生活も立て直していた

だくということでの勉強をやっております。さ

らに、山形県の地方税徴収対策本部の援助を受

けることとしていまして、県庁の市町村支援課

あるいは最上総合支庁の税務課の職員からアド

バイスも受ける予定でございます。このように

各方面から知識を得るべく努めております。 

  以上でございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 努力されていることは

わかりました。なお一層、税の公平さからもよ

ろしくお願いいたしたいと思います。税務関係

については以上で終わります。 

  次に、79ページ、20款諸収入４項雑入に関連

して質問いたします。 
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  総務課の職員手当の返納とありますけれども、

これはどのような場合の返済なのか、内容につ

いてお尋ねします。 

星川 基総務課長 委員長、星川 基。 

山口吉靜委員長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 79ページ、雑入の職員手当返

納につきましては、職員の扶養認定の取り消し

によるものです。扶養手当は扶養親族のある職

員に対し支給するものですけれども、被扶養者

が就職等で収入変動等があった場合は総務課に

申告いただいて、扶養親族となるのかどうか改

めてチェックしたりしているわけですけれども、

この職員の申告がおくれた場合、あるいはいろ

いろこちらで年末調整時の調査などで判明した

場合は、遡及して、さかのぼって事実が発生し

た時点から認定を取り消して、既に支給してい

た手当については返してもらうということで処

理しているわけですが、通常、就職とか離職な

どで扶養認定が変更になる、あるいは転居など

で住居手当が変更になるといった手当の変動と

いうのはかなりの件数あるわけですけれども、

それについては通常ですと年度内の変動処理に

なりますので、決算という形では出てこないん

ですが、今回の場合は年度をまたいでの変動処

理になりましたので、過年度分、ことしの場合

ですと18年度分については19年度中に返しても

らったということで、決算全体の処理というこ

とではなくて、返納分という処理になったとい

うことから、８万4,720円の決算額が生じてき

ております。 

  なお、年間二、三件はそういった年度をまた

いでの変動処理というのが発生しているようで

ございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） わかりました。 

  次の83ページ、環境課関連で火葬場の自動販

売機設置料ですけれども、これは指定管理され

ているんですが、この７万3,000円何がしのお

金というのはどういう形で入ってきたんでしょ

うか。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

山口吉靜委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 火葬場の自動販売機収入な

んですが、火葬場にはペプシコーラさんとコカ

コーラさん、清涼飲料水ということで２台設置

させていただいております。指定管理者との関

係につきましては、指定管理料からはこの収入

は除いておりまして、この料金につきましては

１日100円、昨年だと366日、うるう年が入って

いますので、366日の計算で７万3,200円につき

ましては市の諸収入、雑入ということで、指定

管理料の方には影響ないような金額というふう

にカウントさせております。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 続きまして、空き缶の

引取料529万円、かなり高額なんですけれども、

この内容と、その引取先というのはどうなって

いるのか、また瓶とか段ボールというのはどの

ように引取料の方に入っているのか、入ってな

いのか、これらの関係、簡単で結構です。 

五十嵐正臣環境課長 委員長、五十嵐正臣。 

山口吉靜委員長 環境課長五十嵐正臣君。 

五十嵐正臣環境課長 この空き缶の引取料につき

ましては、平成18年から契約してやっておりま

す。契約先としては、法人格を持っていないの

ですが、最上リサイクル協同組合、これは４社

と言っていいのか、４個人、廃品回収業者の４

個人で組織した協同組合になっております。 

  それで、この缶関係の引取料なんですが、新

庄市内約780カ所のごみステーションからコン

テナによる缶の回収と市内６スーパー９店舗か

ら集めている缶類につきまして、最上リサイク

ル協同組合、実はこれは高田の13号沿いの古紙

回収センター内にあるんですが、そこに一たん
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持っていって、そこで分別して、その組合が独

自に販売していると。その販売に対して、うち

の方で資源を提供しているわけですから、平成

19年度につきましては、いろんな相場絡みある

んですけれども、スチール、アルミ含めまして

単価１キロ当たり35円ということで、151トン

掛けますと529万7,600円になりますが、この分

の収入とさせていただいております。 

  それから、段ボールにつきましては、リサイ

クルにこにこ運動という中で奨励金ということ

で、各団体さん、いわゆる子供会さんとか老人

クラブさん、学校のＰＴＡさんの方におあげし

ておりますので、この空き缶の方には一切入っ

てこないわけです。 

  それから、瓶類につきましては、瓶は有償で

販売できる状態にありません。決算の中で後か

ら出てきますが、瓶の処理代ということで市の

方からお金を出して二ツ屋にある瓶の処理業者

の方に委託しております。 

  なお、こういったものが委託先の方に行けば、

リサイクルプラザ最上の最終処分場、リサイク

ルプラザの分別する人権費がかなり減ると、延

命されるという状況になりますので、こういっ

た手段を講じております。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 続きまして、学校教育

課の昭和小学校電気料負担金、なぜ昭和小学校

だけにこの電気料負担金が出たのかどうか、こ

れも簡単で結構です。 

山川義隆学校教育課長 委員長、山川義隆。 

山口吉靜委員長 学校教育課長山川義隆君。 

山川義隆学校教育課長 ただいまの御質問ですが、

昭和小学校と昭和活性化センターという施設が

併設して建てられております。その間を渡り廊

下でつないでおります。こうした場合、一つの

施設として電気料金が課せられるということで、

昭和小学校の方に電気料金が課せられ、活性化

センターには電気の子機、料金の子機を置いて、

活性化センターで使った分のメーターを明らか

にしております。そのセンターで使った分を歳

入処理したというものでございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） わかりました。 

  最後に、福祉関係ですけれども、福祉事務所

の生活保護費返還金99万6,000円ございますが、

これはどのような場合の返還金だったんでしょ

うか。これも簡単で結構です。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 生活保護受給者からは年

に１回収入状況を申告していただいております。

その際、申告しなかった場合あるいは年金が遡

及支給されたような場合にこういった返還金が

生じてまいります。 

  ちなみに、19年度におきましては年金の遡及

支給によるものが１件、年金収入未申告による

ものが１件、合計２件でございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 時間もなくなりました

が、最後に、同じ福祉事務所ですけれども、中

央学童保育所の屋根損害分の災害共済金165万

9,000円入っておりますが、この保険金で復旧

工事されたと思いますが、十分な金額だったか

どうか、それと屋根以外の内部にそのような被

害が及んでいなかったのかどうか、確認されて

いるかどうか、この２点についてお願いいたし

ます。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 中央学童保育所の屋根に

積もった雪が一気に落雪しまして、屋根が破損

したということで共済金の支給を受けておりま

す。この破損による金額、工事費が165万9,000
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円、全額共済費の対象になってございます。 

  ただ、同時に車庫のアングル部分についても

破損がございましたので、これについては落雪

とは因果関係ございませんでしたので、一般財

源で措置してございます。 

  なお、学童保育所自体が非常に老朽化してご

ざいますので、雨漏りその他の箇所ございます

けれども、そういった落雪によるものか、それ

以外のものか、そういった因果関係については

確認できませんでした。以上でございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） かなり中がそじていま

すので、ひとつもう一回点検された方がよろし

いかと思います。 

  以上をもって終わります。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） ５ページになりますが、

今、沼澤委員もお話ししましたとおり、もう少

し詳しくお聞きしたいなと思います。 

  市税の中の１割程度が収入未済額、そして不

納欠損ということでありますから、成果表の19

ページにもその原因なり、それから会計監査の

方からの指摘などもありますが、それ以前に地

域の経済が及ぼす影響は大きいと思います。こ

の５億5,000万円の中で、20年度で何らかの形

で解消している面があるのかないのか、これは

20年度の決算を見ればわかるわけですが、まだ

それは出ていませんので、今の状況でどうなの

かお聞きしたいと思います。 

  それから、都市計画税というのがあるんです

が、これとの関連、ウエートの関係でどういう

ふうな兼ね合いがあるのか、そこら辺もお願い

したいと思います。 

  それから、入湯税について、昨年で一応はい

ろいろなやりとりが解決したというふうに一定

評価しておるわけですが、ここに81万6,750円

と書かれております。これが今年度に入って既

に済みになったのか、済みになっていないのか、

お聞きしたいと思います。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 ただいまの御質問についてお

答え申し上げます。 

  53ページの収入未済額、今、お話ございまし

たように５億5,700万円という収入未済でござ

いますが、これをずって見ていただきますと、

一番大きいのが固定資産税の滞納繰り越し分で

ございます。端的に申し上げまして、ここに先

ほど説明しました塩漬けされた物件があるとい

うことでございます。それ以外、もしこれがな

ければというと結構いい線までの徴収率には行

くはずでございます。結果的に、個々の徴収率

を見てみますと、住民税なんかは、税源移譲と

いうことがございまして税金が上がったんです

が、それほど徴収率は落ちておりません。法人

については、景気が悪いということもございま

したけれども、それほど徴収率が落ちているわ

けではございません。何といっても一番大きい

のが固定資産税の滞繰分でございます。現年度

分も95％ぐらいということで確かに落ちており

ますが、何といってもこの滞繰分が一番影響し

ているということでございます。ですから、こ

れの塩漬け状態をいかに解消していくかという

ことが今後の課題になるのではないかと思って

おります。 

  それから、都市計画税との関係でございます

が、都市計画税は都市計画税賦課区域、都市計

画の用途地域と大体イコールなんでございます

けれども、ここに都市計画税が課税なっている

と。もとになっているものが、範囲の違いはご

ざいますけれども、家屋と土地の評価額そのも

のが同じでございまして、一緒に集めたものを

案分して収納しているという関係から、都市計

画税と固定資産税は同じ数字で徴収率等が出て
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まいります。 

  それから、入湯税でございますけれども、確

かに昨年度、一昨年度に例の問題が解決したわ

けでございますが、まだほかにも温泉がござい

まして、そこがなかなか経営が厳しくて、やは

り滞納が生じてきております。もちろんこれは

我々毎月申告していただくとともに納税してい

ただくべく毎月訪問しておりますが、なかなか

経済状況が厳しいということで、未済が生じて

おります。以上でございます。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 経済が安定しない中で

の徴収というのは大変厳しいと思います。そう

すると、入湯税については私たちが今まで議論

してきた場所以外のところだと理解していいわ

けですか。以外だということで、努力の方をお

願いしたいと思います。 

  それから、今の固定資産税滞納分ということ

でございますが、それらを含めて差し押さえの

関係はどこまで行っているんですか。そこまで

行かない段階での今の計数でございますか。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 原則としまして、滞納あった

場合に押さえるべき財産がございましたら、こ

れは原則としては差し押さえいたします。一番

大きい固定資産税の場合ですと、資産によって

課税になるわけですから、原則として押さえる

ものは押さえる、売れるものは売っていただく

と、そして換価して幾らかでも税金の中に入れ

るというふうになってございます。ことしの不

納欠損で1,000万円が大きいというお話をしま

したけれども、中にはもっともっと大きい額で

差し押さえをして塩漬け状態になっているもの

がございます。したがいまして、これは差し押

さえをやっているということでございます。差

し押さえをやっておりますが、換価あるいは収

納に結びつかないという段階でございます。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 地方交付税の減額が大

変心配される中で今回は1,400万円ほどの増に

なっているわけですが、交付税すら1,400万円

単位だという中身において、やはり５億円とい

金額、６億円近い不納欠損金含めてあるという

ことは、本当に財政上厳しいなというふうにも

思います。そういう意味合いで大変御難儀をか

けるわけですが、努力をしていただきたいと。

ただいただきたいということだけしか言いよう

ないんですが、徴収される方が大変な状況はわ

かりますけれども、やはり20年度ではこういう

金額が減るように一つ要望しておきたいという

ふうに思います。 

  それから、次なんですが、57ページの中で自

動車取得税交付金というのがあるんですが、こ

の中身を教えていただきたいと思います。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 自動車取得税交付金につきま

しては、納める人といいますか、もともとの税

金を払っている人は自動車を買った人なわけで

ございます。軽自動車、営業用自動車の場合は

取得価格の３％、その他の自動車は取得価格の

５％、これが税金になっております。そして、

これは県の方に納められるわけなんですが、そ

の取得税全額のうちの約３分の２の額が市町村

に交付されると。その算定基礎としては、市町

村の道路の延長と面積に応じて交付されるとい

うふうになっております。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 私ちょっと変に解釈し

ておったんですが、こういう交付税によって市

の公用車なり、そういうものにも充てられる状

況なのかなと思って質問したわけですが、今現
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在、新庄市で持っている小型自動車いろいろあ

ります。そういう自動車関係にもこの交付金の

中から使用しているのかなと理解しておったん

ですけれども、これは支出の方を見なければわ

からないんですけれども、そういう交付金では

ないということなんでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 今申し上げましたよう

に、そういうことではなくて、県が徴収したや

つの一定部分が返ってくるということでありま

すので、そういうことではございません。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 6,500万円という大き

な金額でありますから、そういう意味合いでは

お互いに新車を買って、そしてこの税金を払っ

ていただいているということに改めて感謝をし

たいなと思います。 

  それから、61ページの夜間休日診療所の

2,800万円の内訳を教えてください。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 夜間休日診療所の使用料につ

いて、2,800万円の主な内訳についてお答え申

し上げます。 

  窓口収入については464万600円、保険の一部

負担金については458万6,670円、保険外適用５

万4,930円というような形で収入が入っており

ます。それから、それに対する国保連合会から

856万5,442円入っていまして、支払基金の方か

ら1,500万円ほど、合計で2,887万642円という

内訳になっております。以上です。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 利用人数といいますか、

その点はいかがでしょうか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 昨年３月26日に開設したわけ

でございますけれども、年度ベースでは４月か

らことしの３月まで4,872名という形になって

おります。この人数については在宅の当番制の

人数の2.8倍という形になっております。 

  以上です。 

３ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 

山口吉靜委員長 斎藤義昭委員。 

３ 番（斎藤義昭委員） １款６項１目入湯税に

ついてなんですが、先ほど今田委員の方からも

質問ありましたけれども、予算額に対して収入

額を見ますと大変順調にやっているなという気

がします。健康の保全の場所として、憩いの場

所としても市民が大いに期待しておるところで

あります。ほとんどは奥羽金沢温泉の入湯税だ

と思うんですが、そのほかに入湯税関係のとこ

ろがありますか。例えば新庄温泉なんて前にあ

ったんですが、そのほかもあるならばお知らせ

願いたいと思います。 

  それから、同じく３項１目軽自動車税なんで

すが、滞納金74万5,000円が出ております。こ

の軽自動車税の滞納といいますと、普通、軽乗

用車で大体7,200円ですか、貨物で4,000円ぐら

い、そうすると100台以上の滞納なんですね。

この内容をちょっとお聞きしたいんですが、納

税証明書がないと車検は受けられない、道路も

乗って歩けない、どういうところから滞納が出

るのかなとちょっと思ったんですが、納税しな

くても乗って歩いているのか、それとも廃車し

ても手続がおくれて、課税され滞納されている

のか、その辺の内容がわかったらお聞きしたい

と思います。 

  それから、87ページの収入未済額について、

沼澤委員も今田委員もお聞きしたところであり

ますが、この問題については全国的に大変苦慮

している問題なんですね、徴税については。先

ほど答弁の中で、私が聞き漏らしたかもしれま
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せんけれども、この未済額について昨年はどう

いう行動をとったのか、今後またどういう行動

をとるつもりなのか、そして昨年において結果

はどうだったのか、これをお聞きしたいと思い

ます。以上です。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 最初に、入湯税の件でござい

ますけれども、課税なっている場所は奥羽金沢

温泉のほかに新庄温泉がございます。現在２件

の旅館が営業をやっているということでござい

ます。この部分が先ほど申し上げました滞納等

が生じている部分でございます。 

  それから、軽自動車についてでございますけ

れども、軽自動車の場合、現年分で97％ぐらい

の徴収率、したがいまして３％ぐらいの方が滞

納となっております。御案内のように、やはり

車検を受けるときには絶対納税証明書が必要だ

ということで、車検とるからということで、お

くれて支払われる方が結構ございます。ですか

ら、年度を超えてしまったということでござい

ます。あるいは手続をしないままによその市に

行ってしまった、転出してしまったということ

で、廃車手続をしないで、あるいは人に譲った

とか、その譲ったことを届けないで、そのまま

になっているということがございます。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 市全体で収入未済額が

５億7,000万円近い、あるいは不納欠損が3,500

万円を超しているということで、関係する各課

でこれらの額を減らすための歳入確保対策委員

会をつくりまして、いろんな使用料あるいは税

の徴収について横の連絡をしながらその対応を

お互いに共有し、対策を講じているということ

であります。税務課関係は先ほど税務課長が申

し上げましたような対応をとっている、あるい

は住宅使用料とか保育料あるいはいろんな使用

料については、各課で対応していることについ

て、お互いに強化、連携しながらその解消に努

めていくということで、年に３回ほど集まって

その対応について協議いたしているところであ

ります。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ありませんか。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） ４点ほどお聞きします。 

  先ほど来、税金の収入未済額について沼澤委

員なり今田委員が質問しているわけですけれど

も、決算審査意見書22ページの中で収入未済額

の一つの要因といたしまして本市の経済活動の

格差も一つの要因であるとうたっているわけで

ございますけれども、だとすれば、本当にこの

地域、生活に困っている方々が本当に多くいる

と思います。昨年度と比べまして、生活保護を

受けられた方の件数はどうであるのか、また減

免措置もあると聞いておりますが、それらを受

けられた件数なり金額が昨年度と比較してどう

なのか、まずもってその１点をお聞きしたいと

思います。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 18年度と19年度の生活保

護の比較でございますけれども、18年度の受給

世帯数が126、19年度が127で１世帯ふえてござ

います。人数ですが、18年度が161名、19年度

が165名、４名ふえてございます。これは率に

直しますと18年度が3.98‰、19年度が4.12‰と

いうことで、人口の減少等もございまして、率

はふえてございます。以上です。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 税の減免の件でお答えいたし

ます。 

  個人市民税におきましては、生活保護を理由

とする減免が18年度はゼロ、19年度１件という
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ことで、増減としては１件ございました。 

  それから、固定資産税では、18年度、生活保

護を理由とする減免が20件、19年度も20件とい

うことで増減はありません。 

  それから、減免の理由としましては、ほかに

も火災とか、あるいは固定資産税の場合ですと

公共性があるというようなことでの減免もござ

いますが、そういった経済的な面からの減免は

生活保護ということでの数字でございます。国

民健康保険なんかの場合ですと火災ということ

で２件の減免がございました。それ以外としま

しては、服役というようなことで課税減免がご

ざいました。トータルしまして、経済的理由に

よる増減としましては個人市民税の１件が増と

してあらわれてきておりました。 

  以上でございます。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） ありがとうございまし

た。私自身は、もう少し生活保護世帯なり、そ

ういう減免を受けている件数が前年と比べてふ

えているんじゃないかなと思って質問したわけ

でございます。 

  次に、72ページの16款、恐らくこれは財産収

入に入ってくると思うんですけれども、明細的

なことはわかりませんので、これに関連して

285ページですか、財産に関する調書について

お聞きしたいと思います。 

  その中で、292ページに複数財産あるわけな

んですけれども、ここに数多くの複数財産あり

ます。その中で、特に仁間のし尿処理場が当市

にあるわけなんですけれども、そこに何社かの

会社が入っております。どのような賃貸ですか、

平米当たりどのくらいの料金で貸し付けをなさ

れているのか、まずそれをお聞きしたいと思い

ます、何社で。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 し尿処理場跡地に貸し

付けを行っているのは、通年では２社でござい

ます。臨時的というか、期間を限定した短期間

の貸し付けが現在３社、現在というか、去年は

２社、短期貸し付けは２社でございました。現

在は短期貸し付けが３社になってございます。

単価は後ほどお答えさせていただきます。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） こればかりでなくて、

市の中に多くの財産があるわけなんですけれど

も、特にことしの春は財政の方で草刈り等の環

境整備についてしっかりとやって、周辺の農地

に影響を与えないような状態になっていたんで

す。しかし、それを今後も恒常的に環境整備に

力を入れまして、あたりの環境に影響を与えな

いような管理運営をしてもらいたいと思いまし

て、このように質問したわけでございますけれ

ども、今後、谷地小屋にもあります。あの周辺

にも大きな水田があります。今回あそこはある

建設会社が土地を借りているということで、み

ずから草刈りをしてきれいにしているんですけ

れども、昨年度まではぼうぼうでした、あそこ

は。この仁間のし尿処理跡地もそうです。やは

り貸したらその方々にその中ぐらいはきれいに

草刈りなり、そういうきちんとした管理をして

賃貸借を結んでいただければ、近くの住民とい

うか、農地を持っている方々は安心するんじゃ

ないかと思うわけです。その点、来年度以降も

よろしくお願いしたいと思います。 

  あともう１点なんですけれども、財産に関す

る調書の中で、298ページですか、実はこれは

一般質問でもちょっと触れたんですけれども、

これについて議会に報告する義務はないという

ことで、決算委員会というか、そのことを関連

してお聞きするわけなんですけれども、19年度

の株式会社新庄卸売流通センターについてなん

ですけれども、今回の19年度の総会資料、決算
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資料を見ますと約326万円ほどが平成20年３月

31日現在未収金という取り扱いになっておりま

す。この会社は50％近く新庄市が出資をいたし

まして、その社長は市長であります。監査委員

は副市長であります。あの会社は大家さんとた

な子さんの関係にあるわけなんですけれども、

これを見ますと非常におかしいんですよね。平

成17年度が一部未収金になって、平成18年度は

完納になっているんですよ。そして、平成19年

の９月から３月まで未納になっている。中抜け

の部分が完納されておいて、その前後がどうし

て未納になっているのか。そういうことが五つ

ほど未収金として３月31日現在の決算書ではな

っていますけれども、その辺についてお聞きし

たいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 先ほど単価について後

ほどということでございましたので、お答えい

たします。 

  2,000平米で年の使用料が19万2,000円でござ

いますので、平米当たり単価は96円ということ

でございますので、報告させていただきます。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

山口吉靜委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 新庄卸売流通センターの株

主総会、昨年６月に総会を開きました。その中

で、未収金につきまして、委員おっしゃってい

るとおり326万円ほどの未収金がございます。

その内訳として、平成17年１月から３月、19年

９月から３月ということで、250万円ほどなっ

ておりますけれども、その中で19年９月から以

降については卸売業者、仲買人の方からも入金

していただいております。ただ、入金して、ま

だ未納となっておりますのが17年１月から３月

まで、それが卸売業者、それから17年３月分と

して仲買人組合の市場使用料と光熱費負担金に

ついてはまだ未納となっております。それにつ

きましては、平成16年度で使用料についての料

金の改定のいろんな議論がございまして、平成

17年から料金改定されました。その段階でのい

ろんな意見の相違といいますか、それについて

なかなかおさめられていないというような経過

がございまして、これにつきましては当然納め

ていただく金額でございますので、それについ

ては卸売業者、仲買人の方にも再三請求書、申

し入れをしているところでございます。そうい

うことのないように今後徴収に万全を期してま

いりたいと思います。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） やはりこの会社は準公

設市場、そういう感じの会社でありますので、

きっちりとした運営形態をとってもらいたいと

思います。６月の一般質問でも言ったんですけ

れども、やはり監査役、前副市長ですか、市長

代理の八鍬さんにもなっていたし、ましてこと

しの総会から副市長である國分さんもなってい

るわけでございますので、来年度からそういう

ことのないようにお願いして、私の質問を終わ

りたいと思います。 

山口吉靜委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時０３分 休憩 

     午前１１時１３分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて、再開いたします。 

  ほかに歳入について質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 成果表というか、成果

に関する資料なんですけれども、これの11ペー

ジに税金、市税のことで定率減税7.5％の廃止

による増収があったというふうにあるんですけ

れども、これについて予算のとき定率減税廃止
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による増収額は6,200万円と予測されていまし

たけれども、その結果はいかがだったでしょう

か。また、住民からの問い合わせや苦情相談な

どはどのぐらいあったでしょうか。 

  それからもう一つは、同じく成果表で、株式

等の譲渡所得などの税率または配当というのが

ありましたけれども、この株式などでの課税所

得と、それに対する税はどのぐらいあるのかと

いうことと、税というのは、所得税、住民税、

そしてそれによる市の税収はどのぐらいあった

のかということがわかればお願いしたいと思い

ます。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 わかる範囲内でお答えします。 

  まず、11ページのところでの税制改正に伴う

ということでございましたけれども、今回の場

合、税制改正が多岐にわたっておりました。税

率そのものが変わったということ、定額控除が

なくなった、あるいは人的控除の差に基づく調

整控除とか、さまざまなものがございまして、

個々の分で何が幾ら、何が幾らということまで

は分析はできません。ただ、予算との関係で申

しますと、昨年度、税率がふえるということで

の増額分を見込んで当初予算を組んだところで

ございましたけれども、実際には景気の停滞と

いうことで所得が上がらなかったと、減少傾向

にあるということで、途中で3,500万円の減額

補正を行ったところであります。それでも予算

の現計額、最終予算で見ますと18年度よりも19

年度は２億5,000万円ほどの増額となっており

ました。 

  配当に関する税率の変更もございましたけれ

ども、私の方で調査しています内容につきまし

ては、課税状況調べでもってやっております。

今、御指摘いただきました11ページのところの

データは当初課税の時点、７月１日現在ではご

ざいますが、市町村民税課税状況調べというの

でやっております。これの調査というのは全国

的に決まっておりまして、区分につきましては

この表にありますように給与、営業、農業、そ

の他というふうになっております。その次の12

ページにおいてもその他ということでありまし

て、配当分とか利子とか、こういったものは一

まとめに計算なっておりまして、この中から配

当分だけ抜くということはできないです。無理

してやるとすれば、新庄市の場合また別個のプ

ログラムを組んでいただいて、お金をかけて算

出しなきゃならないということがございますの

で、大変申しわけないですけれども、そういっ

た個々の分析まではやっておりません。あしか

らず御了承いただきたいと思います。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 成果表の13ページに市

民法人税が前年比95.2％となっていますが、減

価償却制度の見直しによる法人税減税の影響な

どはあるのか、どのぐらいあるのか、おわかり

になればお願いします。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 申しわけございません。この

分につきましては私の方では把握しておりませ

ん。法人市民税につきましては、国の方での法

人税の税額そのものが法人市民税の課税標準額

になっておりまして、その内訳まで、法人税を

どうやって算出したという国への申告の中身ま

では市町村にはまいっておりません。税額だけ

でまいりますので、そこまでの深い分析はでき

ません。以上でございます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） わかりました。細かい

ところは仕方ないかなと思っているところです。 

  これについてなんですけれども、定率減税が

廃止されたことによって、当初予算のときです
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けれども、国民１人当たり２万6,000円の増税

だったということです。そういった増税が冷え

込みにも大きく影響しているような気がします。 

  その一方、株式の所有による配当、株の売買

による所得への減税が行われています。新庄市

ではその具体的なところの金額、該当者などは

少ないのではないかなと予想されますけれども、

この減税の恩恵を受けるというのが実はほんの

わずかで、集中して莫大な恩恵を受けている方

がおられるということです。これは国がやって

いることなんですけれども、例えば大手サラ金

業者の武富士創業者の一家は株式配当所得が38

億円余りで、それが減税されたために減税額だ

けで１年で約４億円も減税されているという資

料がありました。この超大金持ちと思われる

方々の減税が国では全体で１兆円も減税された

らしいんです。 

  また、減価償却の内訳については、新庄市で

はわからないということでしたけれども、実は

減価償却制度がこの年度に見直しされまして、

国・地方合わせて7,000億円の減税が、特に大

企業などだと思うんですけれども、されたそう

です。 

  定率減税によって庶民増税が１兆7,000億円

だったそうですけれども、それらがそっくり大

金持ちと大企業の減税に回されているという19

年度の状況について、市民の暮らしを守る立場

から考えて、こういった減税と増税のあり方と

いうか、簡単に言えば大金持ちや大企業といっ

たところが減税されているという、この問題を、

やはりこれは力あるところであるわけですから、

きちんと増税をして、市民には増税はしないよ

うにするべきでないかという立場で、機会があ

れば要望すべきではないかなと思うんですが、

いかがでしょうか。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 私がすべて答えるべき内容か

どうかなんですけれども、今の成果表をごらん

いただいてわかりますように、所得は18年と19

年を比べて伸びておらないわけでございます。

各所得区分別に見ましても、給与・営業・農業

全部下がっている。課税なる人もそうですし、

12ページを見ますと、所得の種類の中で一番多

い人がこの給与に入ってくるわけでございます

けれども、兼業農家の方の場合もこれに入って

きますが、その区分は別にしましても、すべて

のところで営業・農業とも所得が下がってきて

いるということが言えます。 

  ただいま佐藤悦子委員からありましたように、

株があった場合は配当所得というふうになるわ

けでございますが、その他が確かに101.9とな

っておりますけれど、これは必ずしも配当だけ

とは限らないわけです。例えば年金の方につい

てもここに入ってきますから、株の配当を得た

人が新庄にいっぱいいるのかということについ

ては、これはわからない感じでございます。 

  ただ、私はことしになってから何件かの方、

配当については過去にさかのぼった還付がござ

いましたので、件数を見ますとそれほど多い件

数ではないということだけは言えます。それほ

どの大金持ちの方は、新庄で配当所得のある方

は余りいないということは言えると思います。 

  ただ、税制の問題につきまして、庶民増税を

やめて、大金持ちからいただけということにつ

きましては、私の段階では、私は法律を執行す

る立場でございますから、法の云々までは言及

できないと思っております。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 税務課長としてはそう

だと思うんです。市長会などを通じて、新庄市、

市町村財政を預かる立場から、国にどういった

お金、税のあり方ということも含めて言う立場

に市長などはあるだろうと思うんです。そうい

う意味で、市長は市長会などの場で言うような
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お考えはないか、ぜひ言っていただきたいと私

は要望したいんですけれども、いかがでしょう

か。 

山尾順紀市長 委員長、山尾順紀。 

山口吉靜委員長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 財源確保については６団体を通し

て市長会の方も要望しているところであります。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 財源確保も非常に大事

です。私が言っているのは、それも含めて税の

取り方といいますか、どこから税を取り、どこ

から取るべきではないかという、そのあり方、

税の公平性というんでしょうか、力のあるとこ

ろから取るべきでないかということなんです。

そのことについても考えていっていただきたい

と思うんですが、どうでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 地方６団体は、税のこ

とについては収入が４対６、歳出が６対４にな

っているというバランスについて５対５に、あ

るいは最終的には４対６にしてもらいたいと、

あるいは地方と都市との格差が生じている今の

税制について抜本的な見直しをということで要

望はいたしてございますが、一つ一つの個々の

税制について云々かんぬんは言っていませんの

で、そういった是正について大枠の中で６団体

では国に要望しているところでございます。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、歳入についての質疑を終結いたします。 

  次に、一般会計の歳出について、質疑ござい

ませんか。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 成果表という成果に関

する説明書の中で、72ページなんですけれども、

街路事業の中で沼田角沢線事業効果調査という

のがありました。これは必要だったのかどうな

のか、どのような効果があったのか、事業効果

があったのかお聞きしたいと思います。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

山口吉靜委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 成果表72ページの都市計

画道路沼田角沢線事業効果調査業務委託料の内

容というような御質問でございます。 

  これにつきましては、現在国の方で、この事

業を行うに当たりまして、成果主義の取り組み

としまして、その効果等を報告するよう要綱の

方で定められております。今回、沼田角沢線が

昨年度で事業完了したということもありまして、

その事業の整備効果等について調査を行ったと

ころでございます。 

  調査の内容としましては、数字的に把握でき

る内容でいきますと、交通量等、それから所要

時間等、旅行速度と言いますけれども、これに

ついての効果がどうだったか、また数値であら

わすことのできない景観向上や歴史文化の保存、

道路の安全性の向上等そういった内容について

調査して報告することになってございます。 

  具体的な調査としましては、調査の時期が19

年９月と実施前と実施後、供用開始後の20年３

月という時期的な問題もありまして、交通量に

関しては自動車では５％の減という内容になっ

てございます。歩行者等は4.5％の増という効

果が出ております。また、旅行速度としまして

は、整備区間が短いせいもあると思いますけれ

ども、所要時間が16％の短縮になったと、また

走行速度的には20％の効果が見られたという内

容でございます。 

  以上でございます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 今の成果のことなんで
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すけれども、所要時間が16％短縮ということは

何分から何分になったとかというのがわかれば

具体的にお願いします。 

  それから、速度が20％効果があったというこ

とですが、例えば20キロで走っていたのが40キ

ロになったとか、そういうことかなと思うんで

すが、そういう具体的に見えるような数字を教

えていただきたいと思います。 

  安全性についてはどうだったんでしょうか。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

山口吉靜委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 所要時間につきまして具

体的な数字という御質問でございますけれども、

今手元にございませんので、後ほどお知らせし

たいと思います。 

  また、走行速度につきましても、当然これま

でなかった部分が供用開始することによって走

行速度が上がるわけですので、そういった速度

的なものがアップしたということでの20％とい

うことでございます。具体的に何キロから何キ

ロという数字的なものは今手元にございません

ので、後ほどお伝えしたいと思います。 

  それから、安全性は、今までなかった歩道が

整備されたことによりまして、当然安全性は確

保されているというふうに報告されております。 

  以上でございます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） もう一度この点につい

て言わせていただければ、歩道は一応文化会館

の前ということもあって、あったはずなんです。

そういうこともあるし、また歴史センターの前

に、前の市長がモミの木を植えられていたんで

すけれども、それを切らざるを得なかったとい

うことがありました。どうして切ったのかなと

お聞きしてみたら、車の速度が速くなったため

に、出るときに気をつけても危ないというか、

見にくいものはなくすということで、スピード

が上がって危ないので、せっかく植えた木であ

ったけど切ったんだという、見えやすいように

するために、交通事故防止のために切ってしま

ったというお話がありました。 

  それを考えてみると、あそこは前から広い道

路であったものをあれだけ立派にまた広げたわ

けなんですけれども、お金をあんなにかけて結

局道路は車のスピードが上がっただけ、危険に

なっただけのような気がするんです。私として

は、補助がたくさん、半分以上が補助みたいで

すけれども、補助が来るからやりやすい事業で

はあったとしても、本当に住民の生活向上に役

立っただろうかと考えますと、疑問のあるとこ

ろだなと思います。 

  関連して、成果表73ページで、沼田角沢線の

用地費や補償費に莫大な金額がかかっておりま

す。この金額を見ても、今までかかった金額を

考えても、本当に道路拡張工事が必要なところ

だったんだろうかと疑問があるわけです。今後

は、決算を見たときに、こういう工事よりも、

狭くて困っているとか補修が必要だとか、要望

が区長などからある生活道路の整備などに向け

る方がずっと住民にとって直接役に立つお金の

使い方ではないだろうかと思うんですけれども、

これについてどうでしょうか。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

山口吉靜委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 事業の効果というような

御質問でございますけれども、歩道のお話ござ

いましたが、文化会館等の前にも一部歩道がご

ざいました。ただし、冬期間はやはり通れない

という実情もございました。歩道の幅員が狭い

ために機械除雪ができないということもありま

して、そういう状況にあったわけですけれども、

今回整備した歩道につきましては冬期間も安心

して通れるような無散水ということでの対応を

行っておりますし、そういったことで安全の確

保を行っているということでございます。 
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  今回整備しております都市計画道路につきま

しては、当市の骨格を形成する重要な道路であ

りまして、委員が申されましたような生活道路

等の路線とはまた違ったイメージの重要性があ

る路線でございます。そういった路線でござい

ますので、やはり全体的に道路網として整備さ

れて初めて効果を発揮するということもござい

ますので、そういった意味からも当然必要性が

あってこれまで事業を行ってきたところでござ

います。ようやくその一部でございますが、昨

年度完成したということでございます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 今、課長がおっしゃっ

たように、都市計画街路というか、この事業と

いうのは全体がつながって初めて大きな効果が

あるというものだろうと思います。 

  しかし、新庄市の財政難の状況とか市民の生

活道路の補助がなくなって苦しんでいる町内が

あることなどから考えますと、どこに一般財源

の貴重なお金を向けるべきかなと考えると、こ

れにもやはり一般財源がかかっているわけです

から、その分を切実に考えている生活道路の方

に今後は、当面は非常な財政難でもありますし、

そちらに向けていく方がより生きていくという

か、都市街路事業についてはこれから住宅の連

たんしたところに向かわざるを得ないような形

でありますし、莫大な用地費や補償費になって

くることが予想されるようなところであります

し、そこに無理していくのは当面やめて、市民

が直接使っている道路の補修などに少しずつ向

けていくことの方が必要なんじゃないかなと思

うんですけれども、その点の認識をお伺いした

いと思います。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

山口吉靜委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 委員おっしゃる生活道路

の定義といいますか、その辺の範囲がきっと理

解できない部分があるんですが、市道としまし

て現在本市でも300キロほどの市道がございま

す。これについてはやはり通行の安全性を確保

するためにパトロール、道路補修等鋭意行って

いるところでございます。当然末端の部分にお

きましてもやはりそういった舗装等行って安全

性を確保しておるわけでございまして、現在約

87％の舗装率になっているということも、ほと

んど生活に支障のないような部分にまで舗装等

を行って安全を確保しているという状況でござ

います。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 今の課長の生活道路が

どこまでということについてなんですが、もち

ろん市道です。それから、市道になっていない

私道と言われているような狭いとか袋小路にな

っているとか、住民負担と市の補助で前にやっ

てたんですけれども、そういうところの補助が

今全然なくなってしまっているわけです。そう

いうところも含めて補助を復活した方が、より

市民の困っている問題の解決に手を差し伸べら

れる道路事業になるんじゃないかということな

んですが、どうでしょうか。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

山口吉靜委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 市道以外の生活道路等と

いう御質問でございます。これにつきましては、

以前も生活道路の補修等の必要な部分について

一部補助等を行ってきておりますけれども、現

在財政再建中ということもありまして、補助に

ついては休止の状況でございます。その辺は財

政状況等も今後考えていく必要があると思いま

すけれども、ただ、基本的には生活道路といい

ますのは特定の部分でございますので、それを

利用されている方々が基本的には補修等を行っ

ていく、管理を行っていく必要があるのではな

いかと思います。 
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２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 前にも補助をしていた

わけであります。それが財政難の中で全く補助

がなくなったということです。今、課長は利用

者だけでやるべきじゃないか、町内でやれと、

あるいは利用者でやれということですけれども、

最上郡の例えば鮭川村などの状況を聞いても、

どんなに狭いところでも村がほとんど100％ほ

ど出して道路整備してくれていると聞いており

ます。そういったことを考えると、新庄市は鮭

川村よりも住宅がかなり連たんしていて、お金

は道路についてはかからないはずの場所であり

ます。それを考えたら、こういった沼田角沢線

のような住民がいなくなるようなところを整備

してきれいにしてお金をかける、何千万もかけ

るということよりも、人が今連たんしてずっと

使っている、生活に使っている小さな道路を補

修してあげたりするのに補助を出すということ

は、これは必要なことではないかなと思うんで

す。どうでしょうか、もう一度お願いしたいと

思います。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

山口吉靜委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 先ほども申しましたよう

に、当然公道といいますか、市道につきまして

は不特定多数の方か利用されるということから

きちっとした位置づけのもとで管理を行ってい

るわけでございます。私道につきましては、先

ほども申しましたように、生活されている沿線

の方々が利用しているわけですけれども、特定

の部分が強いということで市道になっていない

わけでございますので、そういったことで利用

されている方でまずもって管理を行うのが第一

前提ではないかなと。ただし、先ほど言いまし

たように、補助という面での助成はこれまで行

ってきておりますし、今現在は先ほど申しまし

たように休止中でございますので、その辺は御

理解いただきたいと思います。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） ぜひ復活するように要

望したいと思います。なるべく早く復活して使

えるようにしていただきたいとお願いいたしま

す。 

  次に、成果表の82ページに給食の食材購入と

いうのが、給食のことが載っておりますが、食

材購入の点検について、どのようにしてこられ

たか、点検してきたならば。というのはなぜか

といいますと、最近でありますが、三笠フーズ

の輸入米が、かびや中国ギョーザで問題になっ

た禁止農薬で汚染されておりました。それが食

用ではなくて、のりなどの工業原料用とされる

はずの汚染された輸入の事故米が子供の食べる

給食に使われていたということが報道されてい

ます。食材の購入を調理の民間委託業者に任せ

ていたとも聞いております。そういう意味で、

その点、食材の購入の点検についてどのように

しておられるか、お願いします。 

大場和正教育次長 委員長、大場和正。 

山口吉靜委員長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 食材の点検についてお答えし

ます。 

  先日も議員の皆さん方に呼びかけまして、日

新小学校の方で給食試食会というふうなものを

催させていただきました。その際に、栄養士の

方からビデオなんかを見せていただきまして、

搬入される食材についてはその都度栄養士の方

が点検していると。その後で何かあっても悪い

ということで、その一部も２週間ほど保存して

いるという形で、今、小学校給食においては万

全な形でもってそういう食材の点検作業は行っ

ております。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） この成果表は学校給食
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についてなんですけれども、あの給食は保育園

の給食というふうになっておりまして、ある新

聞によれば日清医療食品と名前も出ておりまし

た。これは老人保健施設とか保育園などの民間

委託の給食になっているところの業者が関係し

て、委託されると同時に食材もその業者が注文

したりして、つまり委託業者が食材の購入によ

って利益を取るという、食材の購入が委託業者

のうまみとも言われております。そういう意味

で、保育所の民間保育園が給食は民間委託、さ

らに委託されているわけですが、それが老人施

設と同じような日清医療食品などとも関係する

ような業者でないかなと思うんですけれども、

その食材の購入の点検はどのようにしておられ

るのか、市が購入にかかわれるのか、そこをわ

かっていればお願いします。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 市の保育所におきまして

は、食材の調達につきましては、内部で委員会

を設置しまして、例えば中部保育所の肉類であ

ればどこどこの業者さん、野菜であればどこど

この業者さんというような格好で、公平な観点

からいろんな市内の業者さんに割り振りしてご

ざいます。ただ、一つ一つの食材、例えば特に

冷凍食品等を使うような場合、市自体でその分

析を行うようなことはやってございません。た

だし、今回のように公開されたといいますか、

そういった事件性が報道された場合には直ちに

そういった食材を使っているか否か、過去に使

ったかというチェックは行ってございます。 

  なお、民間の保育園におきましても、当然そ

ういった子供に対する食の供給でございますの

で、市と同様に安全性には十分配慮して給食の

供給を行っていただきたいということは随時協

議あるいは指導を行ってございます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 協議、指導していると

いう点では、農水省も三笠フーズに対して同じ

ことをやっていたというふうに言っているんだ

と思います。しかし、甘かった、見逃してきた、

指導したつもりだけれども、その先はよく見て

なかったといいますか、それが今回の問題があ

ったように思います。 

  それで、食材の購入について、安心安全な地

元産、できるだけ地元から国産あるいは地元産

を直接購入できるように厳しく指導していると

いう、しゃべるだけでなくて、見たり点検した

り必要だと思うんですが、いかがでしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 市の内部に地産地消の推

進委員会のような組織がございまして、農林課

を事務局といたしまして、当然私どもで申し上

げますと福祉事務所あるいは老人福祉施設の神

室荘等が入りまして、そういった地産地消につ

いての取り組みについても行ってございます。

そういったことで、ある程度一定の供給量が確

保されれば当然地産地消の考えに基づいて材料

調達を行っておりますし、今後も行ってまいり

たいと思います。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 民間の保育園の食材購

入、それを直営で地産地消になるように、言う

だけでなく、市が発注できるようなことが必要

だと思うんです、市の職員が。そして調理して

いただくと。そうすれば市の職員で何をどこか

ら買ったかまではっきりわかるわけです。そう

することが今回の三笠フーズの問題を見ても必

要なような気がするんですが、どうでしょう。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 現在の制度から申し上げ

ますと、市が強制力をもってそういった規制を
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かけるのは非常に難しい。難しいというよりも、

私はやるべきではないと考えます。ただ、先ほ

ど申し上げましたように、特に弱者である子供

に対する給食の供給ですので、そういった食材

については当然安全なものの供給をすべきだと

いう考えは持ってございます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） どのようにして点検し

ているのか教えていただきたいと思います、安

全について。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 大枠では担当の方からい

ろいろ説明を受けているんですが、詳細にわた

っての担当からの事情といいますか、そういっ

たことはまだ聞いてございませんので、後ほど

お答え申し上げます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 知らないうちに、もう

け、利潤追求に子供たちの健康が侵されていた

なんていうことが、今回の三笠フーズのような

ことが特に子供たちについてはあってはならな

いと思いますので、農水省のように「指導し

た」と言っているだけではなくて、やはり点検

する、チェックを入れる、これが必要だと思い

ますので、どのぐらい地元産を使っているもの

かはっきりわかるぐらいまで食材について見て

いただきたいということをお願いしたいんです

が、いかがでしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 冒頭申し上げましたとお

り、一つ一つの食材について分析する力は市に

おいてもございませんし、民間の保育園におい

てもございません。ただ、例えば中国で問題に

なったようなギョーザ、そういった食品を使っ

ているかどうか、そういったチェックは常に行

ってございます。中国までさかのぼって、果た

してその中に使われている食品が安全であるか

どうかというところまで常に監視を行うという

力は今のところ市にはないと考えております。 

  以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 特に三笠フーズの問題

になっている米は、新庄では本当は100％以上

自給できるものです。本当は全国的にそうなは

ずなんです、基本的には。それが給食に輸入の

ものが書きかえられて国産とされて入っていた

という、しかも事故米だったというとんでもな

いことでありまして、新庄市で何が考えられる

かといいますと、やはり米は生産者がはっきり

わかるぐらいまで新庄市はつくれているわけで

すから、米、もち米などは、そういう地元でと

れるものは確実にだれがつくったかわかるぐら

いまで見守る、チェックする、そのぐらい地元

産を利用するように徹底させるようなことをや

られたら、子供たちにとってより安心できる給

食になるかなと思うんですが、そういったもの

を時々見るというか、チェックするというか、

そういうことはできるんじゃないでしょうか。

分析しろと言っているわけじゃないわけで。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 食材のもともとの供給し

ているところの安全性のチェックは農水省が行

うべき事項であると理解してございます。 

  以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） わかりました。これ以

上は無理なのかもしれませんが、ぜひ民間委託

というのがこのように危ないといいますか、給

食の民間委託、日清医療食品と名前も出ていま
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したから、そのような業者に委託する、しかも

食材購入まで任せてしまうというのが子供たち

の安全を守れないことにもなってしまうと思い

ますので、民間委託はできるだけしないように

直営で食材も購入し、職員も市が責任を負って

するという、そういう形で給食を進めていくべ

きと思いますが、いかがでしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 給食に限らずでございま

すけれども、民間委託と安全性が確保できない

ということはイコールであるというふうには考

えてございません。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） やはり利潤追求しなき

ゃいけないんです。そういう点も考えて、利潤

追求に任せないという立場でお願いします。 

山口吉靜委員長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

     午前１１時５５分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて、再開いたします。 

  ほかに歳出について質疑ございませんか。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） それでは、140ページ

の２項林業費１目林業振興費でございます。そ

のうちのまず初めに、市間伐実施推進事業費補

助金31万円と森林整備地域活動支援交付金、も

う一つ、森づくり推進事業費でございます。三

つずつ細かくやりたいと思います。初めにこの

３点についてお伺いいたします。 

  市の間伐実施推進事業は、公的機能の高い健

全な森林の育成と林業労働力の確保とか間伐材

の利用促進、地域経済の活性化を図ると説明さ

れておりますが、もう少しこれを具体的にお聞

きしたいと思います。例えば場所とか、間伐材

の利用につながったか、林業労働力の確保につ

ながったかということをお聞きしたいと、この

ように思います。 

  それから、森林整備地域活動支援ですけれど

も、これは例えばまとまった団地ごとの30ヘク

タール以上ですか、計画的な森林整備を促進す

るためとか、地域活動を支援するためと言われ

ていますが、歩道の整備などもありますが、こ

れも場所とか、交付先は県林業公社などとあり

ますが、これはどこに所在している、どんな事

業をやっているのかなどをお聞きしたいと思い

ます。 

  それから、森づくり推進事業ですけれども、

県のみどり環境交付金事業と聞いておりますけ

れども、この事業を行うことによって森林の有

用性を知らしめることやボランティア活動の輪

を広げるためとか、このような条件整備あるい

は人材の確保ができたと言われておりますが、

これは何人ぐらいで行ったのか、また何日ぐら

いやったのか、参加された人数などはどのくら

いの人がいたのか、これをまず３点お聞きした

いと思います。よろしくお願いします。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

山口吉靜委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 ３点ほど御質問ありました

けれども、最初に間伐実施推進事業につきまし

て説明させてもらいます。 

  この事業は、県の総合交付金事業ということ

で、今の説明のとおりでございます。最上広域

森林組合がある程度事業主体となりまして、未

利用の間伐に対して４ヘクタールを実施してお

ります。場所につきましては、朴沢、角沢の南

のちょうど福寿野の境のあたりです。萩野の前

坂、これは金山町の行政界といいますか、その

３カ所に対して、これが各組合の方で、全体的

には62万円かかっていますけれども、そのうち
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その交付金の中で31万円というようなことで補

助がなっております。その利用につきましては、

いわゆる間伐材を使っていろんな地域の特産と

か、そういうふうな未利用の部分に使っており

ます。補助としましては、県が６、市が４とい

うことでございます。この補助の部分について

は、今、県が６、市が４でございます。 

  それから、森林整備の地域活動支援交付金に

つきましては、森林の施業計画ということで計

画を立てておりまして、それが団地30ヘクター

ル以上というふうなことの団地を計画的に森林

整備、いわゆる間伐、枝打ち、そういうことを

実施しまして、それを山形県の林業公社の方で

実施しているということで、県の補助が国と県

合わせて75％の事業でございます。これについ

ては平成12年から実施しておりまして、面積が

90ヘクタールほど、南沢山神沢とか、そういう

ようなことでございます。これはまたＣＯ２の

削減というようなことで、緊急間伐事業という

ことで、これについては国の方の施策に基づい

て実施しております。 

  それから、森づくり推進事業につきましては、

これは19年度から県の施策として制度化なりま

した。山形県みどり環境交付金事業でございま

す。これについては、主に陣峰市民の森でござ

いますけれども、それを拠点としまして、森と

のふれあい事業を年に３回ほど実施しておりま

す。それについては、小学校、各中学校500人

ほどの生徒に参加していただいて、いろんな森

づくりの体験、枝打ちとか、下打ちとか、下刈

りとかやって、そういういろんな森林の学習と

いうようなことで、こういう事業をやっており

ます。主要施策の中で明記してございますけれ

ども、陣峰市民の森の湿地帯保全、記念植樹と

いうことで、去年、一般公募で桜５本植樹させ

てもらいました。これについても20年度引き続

きやっていきたいということでございます。 

  それから、動植物保全活動、動植物の探求会

ということで、森林ボランティアの方々の協力

を得まして、その方々から生徒の方にいろいろ

森林に対するいろんな資源の保全とか、そうい

うことも知らせまして、体験学習というふうな

活動を行っております。以上でございます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 間伐の実施でございま

すけれども、先ほど示された場所は新庄市内で

すか、新庄市内の場所を間伐したのか一つお聞

きして、それからこの間伐した材料をどのよう

に利活用しているのか。今、何か山に置いてく

ることは禁止されておって、必ず道路あるいは

そういうところまで出すようなことを聞いてお

りますけれども、そのところをどうしているか。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

山口吉靜委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 間伐を実施した場所につい

ては、新庄市の行政区域内でございます。それ

が３カ所でございます。 

  間伐した材料につきましては、ある程度いろ

んな再利用といいますか、森のナメコとか、い

ろんなそういうふうな利用もございますけれど

も、基本的には組合の中でどういうふうに使っ

ていくかということで、チップ化したり、いろ

んなそういうこともやっていると、間伐して木

の生育を促すということでございますので。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） わかりました。 

  それから、森林の整備事業、これはわかりま

すけれども、森づくり推進事業でございますけ

れども、先ほど小学校、中学校500名ぐらいと

言いましたけれども、一般の人たちは参加して

いないのか。 

  それと、小学校の人たちを輸送するとき、下

にあるバス、中学校、小学校の人たちが移動す

る区間はバスを利用したのですか、バスと書い
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てありますけれども。 

  それから、仮設トイレと書いてありますけれ

ども、トイレは１日だけ使ったのか、それとも

３回というと、それを常設に置いておくのか、

その辺ちょっと。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

山口吉靜委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 森づくり推進事業につきま

しては、いろんなイベントございますけれども、

小学校、中学校と申し上げました。あと一般の

公募も毎年１回ですけれども、今月は９月27日

にやる予定です。昨年も同じ時期に一般の方々

も募集しまして、いろんな体験活動をやってい

くということを計画し、実施しております。 

  また、いろんなイベントにつきましては年に

３回ということで、バスについては子供たちに

ついてはスクールバス、市のバスをお願いして

輸送ということでやっております。あとトイレ

につきましても、いわゆる仮設トイレというこ

とで、リースしまして、それを１日なんですけ

れども、それをリースしてやっておるというこ

とでございます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） トイレの場合はその都

度仮設して、そしてまた持ってきて、そしてま

た森づくりするときにするということか、そこ

ら辺ちょっと。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

山口吉靜委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 その都度一応用意しまして、

いろんな終わった後にくみ取りとか全部清掃終

わって、その場で返すということです。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） この金額は３回使った

金額ですか。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

山口吉靜委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 ３回ということで、この金

額でございます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） そして、この事業はこ

れからもずっとこのような方法で続けていくの

か、一つお聞きします。 

  そして、一般の人たち、参加した人からお聞

きしますと、「仮設トイレをつけて、子供たち

をバスで往復して運んで、そして森づくりって

一体何なもんだべ」と言う方もおりますし、一

般の人たちを公募して、そしてボランティア的

にバスなんか使わないで行くような方法という

か、そういう集まる方法を考えてないか、その

辺ちょっと。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

山口吉靜委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 小中学校を対象とした事業

ばかりじゃなくて、イベントじゃなくて、一般

公募も今後ともそういうふうな周知を図って参

加していただきたいということを考えておりま

す。いかんせん、一般公募しましても、一般の

人がなかなか参加できないと、しにくいという

こともございますので、その辺を呼びかけて参

加を提案していきたいと思います。 

  なお、この事業は10年間、みどり環境税の事

業でございますので、そういう10年間の中で実

施しまして、その中で今後とも10年以降につい

ても森林の保全ということで活動を進めてまい

りたいと思います。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） わかりました。 

  それから、ちょっと関連でございますけれど

も、決算書を見ても、私が見落としたのか、わ

からなかったんですけれども、杢蔵山の登山道

といいますか、テレビ塔までの通路が雨で随分
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流されているということをお聞きしました、７

月か８月ころの雨で。これの管理は市でやって

いるのか、それとも県なのか、それともどこで

やっているのか、それを補修することは可能な

のか、ちょっとその辺をお伺いします。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

山口吉靜委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 杢蔵山に上がる道路とい

うことで、市道だと思いますが、これにつきま

しては直接市の方で毎年度管理を行っておりま

すので、その都度支障あれば補修を行っており

ます。今年度も最近特に集中的な豪雨等もござ

いますので、その際にはパトロールを行いまし

て、支障箇所について補修を行っているという

状況でございます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） めったに行くところで

はないと思いますけれども、見てもし余りひど

かったら対応していただきたいと思います。 

  それから、次でございますけれども、148ペ

ージの３目道路新設改良費でございます。福田

工業団地線整備事業の3,897万円でございます

けれども、これは主要幹線道路への接続路線と

いうことで整備促進しているものと思います。

道路そのものよりも地すべり対策が本当に多く

て、それが主で、何か道路の方が進んでないよ

うな気がいたしますけれども、これは非常に心

配でございますので、また先月雨などで被害は

なかったか、今どのような進捗状況なのか、そ

していつごろ完成する予定なのか、それをお聞

きしたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

山口吉靜委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 福田工業団地線の整備に

つきましては、以前からいろいろ御質問いただ

きまして、御報告させていただいているところ

でありますけれども、平成15年度ですか、一部

のり面が崩壊しまして、それらの対策工法等い

ろいろこれまで検討してまいったところでござ

います。その対策工法等が18年度決定されまし

て、それに基づきまして19年度からその対策工

事を行っているところでございます。19年度に

つきましては、のり面の整形とか排水施設整備

等を行いまして、現在まで至っております。20

年度につきましても引き続きのり面と排水処理

等行いまして、地すべり対策についての工事に

ついては一応19、20の２カ年で完了する予定で

ございます。その後、道路の改良工事等を行い

まして、現在の計画では平成22年度に事業を完

了したいということで今進めているところでご

ざいます。以上でございます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） あの地区は本当に地す

べり地区ということで、雨が降ると大変流れや

すいということで、そしてまた新田川の方に直

接流れるもんですから、河川に流れますと大変

稲作にも影響しますので、その辺十分な配慮を

していただきたいと思います。 

  それから、私たちもあの地域で環境というこ

とを非常に重視しておりますので、やはり工事

する際にジュースの缶とか、そういうものを業

者さんの方にも厳しく言って、今はそういう業

者はいないと思いますけれども、業者さんの人

だか、それともあそこへ来た人だか、捨ててい

く人がおりますので、十分配慮していただきた

いと思います。一日も早く完成していただきた

いなということをお願いしておきます。 

  それから、154ページ、６項雪対策費でござ

いますけれども、２目雪総合対策費でございま

す。そして157ページに移って、上金沢町・末

広町地区流雪溝整備工事第１工区と第２工区で

ございますけれども、１工区が19年12月、２工

区は20年１月ですか、これが完成と聞いており
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ます。冬期間における円滑な交通の確保はもち

ろんでございますけれども、産業や経済の活動、

そして生活環境を維持するものと聞いておりま

す。流雪溝の安定した水源確保を進めると言わ

れておりますけれども、これはこの冬、水は流

れるのですか、水の確保は十分なんですか、こ

れをお聞きしたいと思いますので、よろしくお

願いします。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

山口吉靜委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 水源の確保についての御

質問でございます。 

  現在、御質問ありましたように、上金沢・末

広町地区、流雪溝整備を行っておりまして、今

年度で全体の整備が終わる予定でございます。 

  これらの水源につきましては、本流といいま

すか、金沢堰という水路がございまして、これ

による流雪溝の水源となっておるところでござ

います。この金沢堰につきましては、昨年度、

最上川からの市内の水源の水利使用の許可とい

うのをいただいたわけでございますが、これは

国営新庄農業水利事業の幹線水路を使いまして

市内に最上川からの水を導水するということで

ございます。この金沢堰につきましては、地形

上この国営の水路よりも高いところに位置して

おります関係上、直接その幹線水路から金沢堰

に放水するということができないという地区で

ございます。それで、流雪溝の整備計画の中で

は短期と長期に分けまして今整備を進めておる

わけですけれども、この短期計画の中におきま

して、最上川の水を一たん駒場におきまして新

田川に放流しまして、これを金沢堰に取り入れ

て地域に放水するという計画のもとで今進めて

いるところでございます。 

  先ほど申しましたように、これは短期計画の

中で予定しておりまして、計画では23年度から

整備するということで、それまでの間につきま

しては現在の金沢堰の水を使っていただくとい

うことでございます。地域におきましても金沢

堰の維持管理につきましていろいろ御協力いた

だきまして、毎年堰上げとか、そういうような

ことで同量確保対策に努めているという状況で

ございます。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） やはり水源の確保とい

いますと、流雪溝ばかりつくっても豊富な水が

ないとこれは何の意味もなさないと思いますの

で、十分な水量を確保するには新田川流域から

取水しなければならないと思います。今、最上

川から取水している水は指首野川と升形川の２

カ所にだけ放水していると聞いておりますので、

この計画があって、そしてこれから進んでいく

ということでございますので、いち早くこれを

利用して、こっちの上金沢町、日の出町、末広

町、新松本、あの辺まで流れる水だと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 

  それから、もう一つだけ、成果に関する説明

書の105ページでございます。体育施設維持管

理の中で市民球場でお尋ね申し上げます。 

  春の雪解けを待って野球のファンがことしも

市民球場を利用してくださっていると思います

が、スポレクの王者はなんといっても野球だと

思います。そこで、体育施設、最適な状態で利

用させるということでございますが、プレーを

やっている人たちから、審判の方々から、スコ

アボードあるいは放送設備が非常に悪いと聞き

ますし、また８月13日夜から14日にかけて豪雨、

雨が降ったときに水浸しになって大変だという

ことをお聞きしておりますが、これでは快適な

球場ではないと思いますので、その後どうなっ

ているのか一つお聞きします。 

清水幹也生涯スポーツ課長 委員長、清水幹也。 

山口吉靜委員長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 市民球場の修繕の件

でございます。 
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  ただいま御質問ありましたスコアボードにつ

きましては、今年度、回路並びに操作盤の更新

を既に行ってございます。スコアボードの表示

板が若干見えづらい点があるということもお聞

きしておりますので、そのスコアボード本体の

表示ユニットの修繕と基板の交換を早目に対応

したいと考えてございます。 

  それから、放送設備につきましては、昨年度

一部修繕が済んでございますけれども、やはり

市民球場の場合ですとどうしてもはね返りが出

てくるということで、若干聞きづらい点はござ

いますけれども、大会の開催に支障がないよう

な形であらかじめ施設振興公社の方とも緊密に

連携をとりながら修繕を今後行ってまいりたい

と考えてございますので、よろしくお願いした

いと思います。 

１６番（森 儀一委員） 委員長、森 儀一。 

山口吉靜委員長 森 儀一委員。 

１６番（森 儀一委員） 課長、野球場、やはり

ああいうところはプレーをやるばかりの放送設

備では物足りないというか、いけないと思いま

す。というのは、関係団体の皆さんから老朽化

して非常に放送設備も悪くなったということを

お聞きしているんですけれども、今回の皆さん

の一般質問の中でも耐震ということ、安全安心

ということを大変言われました、議員の皆さん

からも。そんな中で、やはりああいう大勢の人

が集まるところで、プレーにばかり使う放送じ

ゃなくて、今、例えばダム、学校、病院、公園、

社会福祉施設など全部、ゲリラ豪雨とか突風、

台風などがいつあっても不思議でない世の中で

ございますので、選手の紹介とかアナウンスだ

けでなく、やはり万が一の場合、大きく放送し

て避難しなければならないときもありますので、

間に合わせて使っていてはいけないと思います。

ですから、放送設備だけはしっかりとして、そ

していつ何どきでも避難できるようにしておか

ないとだめだと思いますので、何か体振の皆さ

んからも「聞きにくいし、はね返りがあって何

を言っているかわからないときもある」という

ことをお聞きしましたので、もしできれば定期

的に行って検査をしたり、お聞きしたりして、

球場を使わないときでも行って点検していただ

いて、そしてあの中でプレーする人たちが安全

安心できるような球場にしていただきたいなと

思います。 

  時間ちょっとありますが、以上で終わります。 

山口吉靜委員長 ほかに歳出について質疑ござい

ませんか。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 90ページの総務関係で

いいのかなと思うんですけれども、公用車の修

繕等についてはこの項目でよろしいでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 公用車関係は95ページ

の財産管理費の中の車両管理事業というのがご

ざいますので、そこで集中管理している車の修

繕あるいは維持管理はこちらでやっています。

そのほか各課で管理している車両もございます

ので、それは現課に修繕あるいはいろんな関係

費用を配置しているところでございます。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） この車両管理の関係で

見ますと大体600万円ほどの金が投資されてい

るわけですが、その中で一番最後の物品を見ま

すと、ことし乗用車１台、除雪車２台、消防ポ

ンプ２台が使われておるんですけれども、この

金額でこれが終わっているんでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 その車両は購入した車

両でございまして、今ある車両の経費は、例え

ば車検とか保険とか燃料費とか修繕その他必要
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な事業費はここに記載してございますけれども、

そのほか例えば都市整備課とか農林課とか健康

課とか、そういった各課に配置している車両費

はその配置している課にすべて掲載されてござ

います。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） 各課にというと、全体

的に２台か３台というふうに理解するんですけ

れども、そのような状況でいいのでしょうか、

それ１点と。 

  それから、しばらくたつんですけれども、大

体財政の逼迫している状況の中で修理は不可能

な状態ということがあると思うんですが、そう

いう中で軽自動車、職員が主に使っているもの

なんですが、38台あります。この38台全体が大

変に危険な車といいますか、普通の家庭であれ

ば乗らない車の状況になっています。安全の中

身というのはどこまで考えているのでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 買ってから10数年、20

年ぐらいたっている車もありまして、相当消耗

している車もございます。法定で定められた３

カ月とか６カ月とか１年、車検の都度いろいろ

診断を受けながら乗れるかどうかを専門家から

判断していただいて使っております。計画的に

これから更新はしていきたいと思いますけれど

も、特に軽自動車とか、そういったものはでき

るだけ管内の業務に使っていただいて、出張あ

るいは遠距離関係のときには集中管理している

政策経営課の車あるいは運転手つきの車、軽は

避けていただいて、目的に従って使っていただ

きたいというふうに指導しているところであり

ます。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） たまたま軽自動車とい

うものを見ることができまして、その後、水道

庁舎なり、いろいろなところに置いているのを

見るんですけれども、これが本当に車検で合格

したのかと言われるほどの壊れようです。座る

ところが、下の針金というか、ばねが見えたり

とか、そこに座布団を敷いてやっているとか、

そういう状況もありますし、冷暖房はもちろん、

ラジオもないんですが、そういうものが自動車

と本当に言えるのかなということで、今、車検

の基準なり、そういうものをお聞きしたんです

けれども、車検はどこでやっているんですか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 車検は指定した市内の

工場でやってございます。かなり限界に近い車

もございますので、これから定期的に交換して

いこうかなと考えてございます。例えばことし

は車両に配置している車２台を、既に多いのだ

と20万キロぐらい走っている車もありますので、

購入ということじゃなくてリースという形でこ

としちょっと試験的にその制度を活用してござ

いますので、非常に財政が苦しい中でそのリー

スという制度が市の運営にとってどういうのか

ということを試験的に導入したこともあります

ので、それらを見ながら計画的に更新してまい

りたいと考えております。 

１２番（今田雄三委員） 委員長、今田雄三。 

山口吉靜委員長 今田雄三委員。 

１２番（今田雄三委員） ちょっと聞きたいんで

すけれども、そういう状況はまず抜きにしても、

とにかく安心して安全に乗れる車をやはり職場

内に置いておかないと大変なのではないかなと

思います。先ほど自転車小屋も見てきました。

新しい自転車が５台ほど並んで、きょうは特別

整然と並んでいるなと思ったんですけれども。 

  そういう意味で、今後、今お話ししましたと

おりリースなり、そういうもので対応できるも

のであればそれ、それから今の本当に座布団を
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敷いてもまだけつが痛いというような状況の車

だけは何とか修繕なり修理なりしてほしいなと

思います。今まで20年も大変苦労なさった車で

すから、そういう恩恵も受けながらやっている

わけですから、その点を何とかお願いしたいな

と思います。19年度で今言った乗用車なども買

っておりますし、それから私たちがマイクロバ

スに乗るんですが、禁煙以外は何も支障がない

わけです。そういう意味合いを込めて、やはり

職員の使っている車も快適な走り方をする、そ

して乗るたびに怒りが込み上げてくることのな

いように要望しておきたいと思います。 

  19年度のそういう一つの実績の中で２台ほど

云々という話がありましたので、20年度はこれ

以上に努力してほしいなと御期待申し上げ、終

わります。 

山口吉靜委員長 ほかに歳出について。 

３ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 

山口吉靜委員長 斎藤義昭委員。 

３ 番（斎藤義昭委員） 二、三点お聞きしたい

と思います。98ページの市営バスについてお尋

ねいたします。 

  当初予算で377万5,000円という予算なんです

が、100万円ほどの予算減額なっております。

この運営の状態の中で、市民からルートの変更

とか増発とか、こういう要望はありませんか。

これからますます高齢化社会、さらには高齢者

の免許の返還というものが全国的に進められて

おりますので、この市民バスは相当今後重要な

課題になるなと私は感じております。この内容

についてちょっとお聞きしたいと思います。 

  それから、通学バスの件なんですが、先ほど

私は萩野小学校の相撲大会に顔を出してきまし

た。萩野小学校の関連する戸数は大体350戸ぐ

らいあると私は思っております。生徒の数を見

ますと72名ぐらいなんです。１学年平均12名、

甚だしいのになりますと、今350戸の中で１年

生は女の子１人、５年生と６年生に至っては男

の子が３人ずつ、350戸の中でですよ。これは

当然学校統合は経費の節減から考えてくると思

いますが、やはり学校生徒のこれからの勉強の

あり方、そういう環境から見てもこれは当然進

めてくると思います。通学バスも土内から萩野

まで４キロも５キロも来ているわけです。仁田

山からも来ている。これは例えば泉田に統合な

っても１キロか２キロで行くんですよ。その辺

は当然進んでくると思いますので、通学バスに

ついてもどういうふうに考えておるかお聞きし

たいと思います。 

  それから、最後なんですが、171ページ、萩

野地区公民館施設管理費負担金220万円につい

てお聞きしたいわけでありますが、この管理委

託費については、当時萩野地区公民館は矢作家

のあそこが地区公民館であったわけであります。

当時、改築の時期に来たことと、農協も改築の

時期に当たった。その際に、お互いに経費を節

約しましょうと、集客としても拠点的にしまし

ょうということで合築をお願いしたわけです。

そして、相当お願いした中で合築が決まったわ

けでありますが、当時この事業に力を入れてい

ただいたのが今の山尾市長で、担当の課長補佐

だったと思いますが、あの建物を建てたとき、

ヨイトマケの歌を歌いながら基礎固めをやった

ことを今でも思っております。 

  今こういう時代になって、萩野農協は当時35

人ぐらいおったんですが、今５分の１ぐらいの

職員しか、ぱらぱらしかいない、あの建物の中

で。六、七名しかいない。あの負担はどういう

形で負担しているのか私は最初から関心があっ

たが、聞いたことはありません。今回初めて聞

くわけですが、当時は屋根も基礎コンクリも両

方でやるんだから半分でできるんじゃないか、

そういう発想でやったんですが、今の負担の割

合はどういう負担の割合になっているのか、今

初めて聞くわけでございますが、それを一つお

聞きしたいと思います。以上です。 



- 169 - 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 市営バスの件について

お答えいたします。 

  新庄市地域公共交通会議というのがございま

して、そこで市営バスを運行する際にいろいろ

御意見をいただきながら進めております。20年

１月30日に開催しまして、そのときにいろんな

御意見、要望をいただきました。１点目は、土

内線のバスを小泉の中の集落に走らせていただ

けないか、小泉経由で運行していただきたいこ

と、それから萩野地区のとまる場所も含めて、

小学校の中まで行っていただけないかという御

意見も要望もございました。それから、土内に

行ったバスの帰り２便が回送になっておりまし

たので、その回送便にもお客さんを乗せていた

だけないかという御要望がございました。その

中から、小泉経由についてと帰りの回送便を活

用した増便について20年度は実行させていただ

きました。 

  なお、小学校に入っていくバスの運行経路に

つきましては、ちょっと問題がございますので、

今後の課題とさせていただきました。以上です。 

大場和正教育次長 委員長、大場和正。 

山口吉靜委員長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 子供の通学に伴う交通手段の

確保ということでございます。現在、市の方で

はスクールバスを４路線運行しています。その

ほかに市営バスを利用した部分と路線バスを利

用している学校がございます。これらにつきま

しては、新庄市の交通安全通学プランというも

のを一応策定しておりまして、それらの具現化

を図るために今検討をしているということでご

ざいますので、今は小学校であれば４キロメー

トル、中学校であれば６キロメートルというこ

とがあるわけですけれども、それよりももう少

し短縮した形でもって子供たちの安全安心な通

学を確保するためにどうするかということで今

検討を重ねているところでございますので、そ

の点よろしくお願いしたいと思います。 

三浦和枝生涯学習課長 委員長、三浦和枝。 

山口吉靜委員長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 萩野地区の公民館と農協

との負担金の割合でございますけれども、基本

的には面積に比例しまして43対57ということで、

萩野地区公民館の方が43％の割合になっており

ます。以上です。 

３ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 

山口吉靜委員長 斎藤義昭委員。 

３ 番（斎藤義昭委員） 先ほども申し上げまし

たように、市営バスについてはこれからますま

す重要な課題になると思われるわけであります。

今は市営バス、委託１台だと思いますが、この

辺に力を入れて、市営バスをいろんなイベント

でも使えると思うんです。それから、予算がふ

えるんですが、これから人口減少しますと必ず

予算縮小する場所も出てくると思うんです。だ

から、市営バスについてはもう少し大きな角度

でこれから力を入れていく課題ではないかなと

思います。それを要望して終わりたいと思いま

す。以上です。 

山口吉靜委員長 ほかに歳出について質疑ござい

ませんか。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

山口吉靜委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 成果ですか、この主要

施策の成果に関する説明書というものは、議会

が市長の提案を受けて予算審議をして、それを

施行した結果どういう成果が上がったかという

ことがこの成果というふうに理解しているんで

すが、そういう意味でこの成果表を見ますと、

いろんな面で「努めた」とか「こういうことを

催した」とか「こういうことをＰＲした」とか

何か「努めた」「催し事をした」と。要は、そ

れをやることによってどういう成果が出たかと

いうことが求められるのではないかと。 
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  そういう意味で、まず最初に56ページ、農業

委員会のことでちょっとお聞きします。 

  農業委員会の業務活動としては、農政普及活

動事業というものがございまして、大体８項目

ぐらいございます。その中に異業種や消費者と

の交流という項目があるんですが、具体的にこ

れは成果表には載っておりません。どういう異

業種と交流をし、さらに消費者とはどういう交

流をなされたのか、そしてその結果どういう成

果をお上げになったのか、その辺、この成果表

の56ページには全然触れておりませんので、一

つわかれば。これは、会長の代理でそこにお座

りになっているんですが、今回初めてでござい

ますので戸惑う面も多々あると思いますので、

事務局の方からお願いした方が私はいいと思い

ます、初めてでございますので。 

  また、今は異業種とか言ったんですが、例え

ば農地流動化の促進をするために、担い手農家

に農地集積を図るために、適正な小作水準を決

めるとうたっております。そうしたならば、適

正な小作料金を設定したことによってどのくら

い流動化があり、さらにその中で担い手農家に

農地の集積はどのぐらいあったのか、これもこ

っちの桃色の分で私ども手元に配付なっており

ますが、これを見た限りではその点は出ており

ません。どのくらい集積があったということは

出ておるんですが、この目的とした担い手です

か、これは全然出ておりませんので、担い手に

はどのぐらい集積があったのか、さらに担い手

以外の方についてはどのぐらい集積があったの

か、その辺も全然出ておりませんので。 

  それから、前にも認定農家という言葉があっ

たんですが、今は担い手という言葉が出てきた

んですが、認定農家になるためにいろんな計画

を作成して、そしてその目標に向かってその農

家が邁進したんですが、前に私がお聞きしたと

きはその達成率は極めて低いんだという御答弁

をもらっておるんですが、今、この担い手農家

ですか、普通の農家から見るといろんな面で融

資とか米価の問題にしてもかなり優遇策を講じ

られているわけです。そういう面から見れば、

この担い手農家の計画ですか、そういうものは

今のところどのぐらい達成なされているのか。 

  それから、これも成果表なんですが、今度は

68ページです。この中で、観光整備事業という

のをおやりになったんだと出ておるんですが、

これも栗駒国定云々から始まって、何々を行っ

た、こういういろいろ出ておるんですが、「す

ぐれた自然のＰＲとか山岳観光の振興に努め

た」と。その努めた結果どうなったのか。と申

しますのは、ポスト国体ということで、県の方

では我々の住む新庄最上は観光資源が極めて乏

しいということで、いわゆる国定公園の神室山

系ですか、山岳観光を大きく取り上げられて、

ちょっと進んだような傾向あるんですが、その

点、今どうなっておるのか、山岳観光。 

  それから、これも「伝統的な織物、亀綾織と

か伝承活動の効果的な宣伝を行うなど地域特産

のＰＲに努めた」と、物産のＰＲ、首都圏です

か、こういうものを「販路拡大に努めている」

と。その結果、成果はどうなったのか。 

  それから、成果表の99ページですか、これは

雪の里情報館に関することなんですが、これも

雪の里情報館の機能の中核をなす情報の発信に

ついて、より効果的な情報発信方法とか、これ

も「情報提供に努めた」と、いろいろな形で努

めたと。どういう形で、どういうふうに具体的

に努めて、その努めた結果、19年度はどういう

成果が出たのか。これだけ見ると全然、「努め

た」とか「何々した」とか、もうちょっと踏み

込んでやってもらえばわかりやすいんでないか

なと私は思うんですが、その辺、まずその結果

です。 

  それから、20年度の決算も来年９月議会にま

た出るわけなんですが、その辺のこういう表現

ですか、どういうふうに全体にわたってなされ
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るのか。例えば農業委員会のなんか１ページの

およそ半分以上空欄になっているわけです。も

う少し農業委員会の業務の内容を、八つもある

んですから、空欄なんかしないで、もう少し書

き込んでもらえれば、見る方としては、なるほ

ど、農業委員会ではこういうことをやって、こ

ういう成果を上げているんだなということを一

目瞭然でわかると思うんです。これだけ見ると、

何か農業者年金とほかのことしかやってないと、

しかもあとは空欄だと、その辺ちょっと歯がゆ

いというか、そういう感じを受けるんですが、

その辺、会長さんもおられるんですが。 

  それから、67ページなんですが、江戸家老で

すか、これも前にいろいろおやりになって、活

躍、御面倒をかけているんですが、これも情報

発信手段として仙台とか江戸家老を設置したと、

新庄市の観光や文化を全国及び仙台圏にＰＲし

ていただいたと。それは江戸会議を実施して、

在仙山形県人会で観光物産のＰＲを行ったと。

これも、これをおやりになったことによってど

ういう成果が出たかと、一つその辺、全部答弁

することも難しいと思いますので、例えば具体

的に、観光物産やったんだと、そのためにこう

いう成果が出たんですよということ。 

  今、３項目か４項目羅列して申し上げました

が、その辺一つ説明してもらえばこの成果表が

生きてくるんでないかと思うので、そういうこ

とでちょっと御質問させてもらったんですが、

ひとつよろしくお願いします。 

山口吉靜委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後１時５８分 休憩 

     午後２時０８分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて、再開いたします。 

柏倉 政農業委員会事務局長 委員長、柏倉 

政。 

山口吉靜委員長 農業委員会事務局長柏倉 政

君。 

柏倉 政農業委員会事務局長 ただいま渡部委員

の方から質問ありました件につきまして、お答

え申し上げます。 

  まず一つは、平成19年度の主要施策の成果に

関する説明書ということで、56ページの農業委

員会の件でございますが、ここに記されており

ますのは主要事業ということでございましたの

で、19年度に取り組んだ事業についてのみ掲載

いたしまして、細部につきましては先般配付し

ました農業委員会の概要をごらんになっていた

だきたいと思いまして、通常業務というか、本

来業務と申しますか、それについては割愛させ

ていただきました。本来業務として農地業務と

農業委員会の本来の業務である建議、諮問等の

事業もありますけれども、それについては本来

業務ということで割愛させていただいたんです

が、委員がおっしゃられる事業実績というよう

なことはこの後から説明いたします。 

  その中で、異業種や消費者との交流というよ

うなことで活動事業の中にうたっておりますけ

れども、これにつきましては農業委員会は新庄

中核工業団地の促進協議会の一員というような

ことで入らせていただきまして、その中でいろ

いろ御意見を聞いたり、意見の交流を行ったり

しております。それから、食と農を守るという

ようなことで、そういう会議にも出席して意見

を述べたりというようなことで、そういう場で

異業種の交流をやっております。それから、農

業危機突破大会というようなことで、８月21日、

これは山形で開催されたんですけれども、この

中にも生活協同組合連合会や森林組合、漁業協

同組合といったような各連合会、またＪＡグル

ープというような事業主体の方が危機突破大会

を開催されましたけれども、それらにも農業委

員会として参加してきたというようなことで、

こういう運動も行っております。そういったこ
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とで、いろいろと活動を行ってきておりますけ

れども、ここに記載しなかったことは申しわけ

なく思っておりまして、今後は一応そういった

ものも含めて掲載していきたいと思っています。 

  それから、具体的な事業実績といたしまして、

農業委員会の概要の16ページに掲載しておりま

すけれども、委員が質問されました農地流動化

の実績についてというようなことで、19年度に

つきましては17ページの方に入っているんです

が、農地流動化の実績というようなことで掲載

しております。 

  農地の利用集積というのは、農業経営基盤管

理強化法というような法律に基づいて、農地法

とは別に行っております。その要件といたしま

しては、認定農業者あるいはある一定の面積要

件を満たしている者という条件等がございます。

それらに農地を集積した場合には一応農地法に

基づかない農地利用集積ということで実績とし

て上がってくるわけです。これによりますと、

平成19年度におきましては新庄市全体で新規に

設定されたものとなりますと52ヘクタールとな

ります。18年度については54ヘクタール、合わ

せて100ヘクタールぐらい集積されたという実

績になるわけでございます。 

  そういった集積がどのような目標で行われて

いるかというようなことをおっしゃられました

けれども、目標については新庄市の農業振興ビ

ジョンの中でうたわれていまして、認定農業者

につきましては400経営体を目標にというよう

なことで、そのシェアは72％というようなこと

を平成28年度を目標に計画されているわけです。

その計画に基づいて一応農業委員会もそちらに

誘導するために集積事業を行っているというこ

とでございます。細部のいろいろな条件は新庄

地区の場合は最低面積で２町１反とか、昭和の

場合は６町５反とか、いろいろ地区によっても

面積要件等が違いますけれども、それらの方々

に農地を集積していった場合については農用地

利用集積の方の実績になると。それ以外の農地

法第３条による農地の権利の異動については集

積とは呼んでおりません。 

  集積された場合のメリットというようなこと

で質問ございましたけれども、いろいろ税法上

のメリット、あるいは融資、そういったことの

メリットがございます。税法上につきましては、

両者互いに個々の農家によって行われた場合は

800万円までの所得税の控除というようなこと

がございます。それから、公社を通じた場合は

1,500万円の控除になるというような特典もご

ざいまして、それらを活用しながら集積を促進

しているというようなことでございます。その

ほかにもいろいろなメリットはございます。 

  ただ、計画達成度と言われましたけれども、

計画の達成度につきましては、認定農業者の採

択要件というものがございまして、農業所得で

400万円、労働時間2,000時間というものがござ

いまして、それらの達成状況については５年ご

との認定農業者の更新時に判定されるものとい

たしまして、こちらの方は農林課が所管されて

いますけれども、５年間では余り長いのではな

いかというようなことで、その達成度合いの判

定につきまして、中間年の３年目にも一度行っ

た方がいいのではないかということが最近は出

ておるようでございます。 

  担い手と呼ぶ者に対しては、認定農業者はも

ちろん私どもは担い手というふうに位置づけし

ておりますけれども、それ以外にも先ほど言っ

た水稲における農家については、新庄、八向、

稲船地区においては２町１反、昭和地区につい

ては６町５反以上の農地面積を有するところに

ついては担い手農家というようなことで呼んで

おります。それらのメリットについては経営安

定対策の品目横断等の加入要件もございまして、

昨年までは４ヘクタール以上というようなこと

で、認定農家で４ヘクタール以上という条件が

ありましたけれども、ことしからはその条件も
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緩和されるというようなことで、協議会で認め

たものについては４ヘクタール以下のものにつ

いても経営安定対策に加入できるというような

こともございます。 

  それから、認定農業者の達成度については、

先ほど言ったんですけれども、農用地利用集積

の達成度というものにつきましては、農用地利

用集積計画というものを提出していただきます。

それで、農業委員会で協議し、審査して通れば、

それはそのとおり集積の面積どおりなりますの

で、ほぼ達成されたというふうに解釈しており

ます。あと、認定農業者の400万円の所得目標

とかについてはまた別途の達成度というような

ことで判断されますので、その辺のところは集

積と認定農業者との間ではちょっととらえ方が

違っております。 

  そのほかにも農業委員会の活動としては、要

請活動とか、昨年10月24日から再生産可能な米

政策の確立とか、いろいろ要請活動も行ってき

ておりますので、それらについても主要事業と

いえば主要事業でございますが、それは本来的

な業務というようなことで掲載いたしませんで

したので、御了承賜りたいと思います。 

  以上でございます。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

山口吉靜委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 ３点ほど御質問いただい

たわけでございます。 

  まず、観光基盤整備事業の中の栗駒国定公園

ということでございますが、この栗駒国定公園

につきましては栗駒国定公園開発推進協議会と

いうものがございます。現在、会長がうちの市

長でございます。これは輪番制になっておりま

して、昨年、栗原市から引き継いでまいりまし

た。その構成メンバーなんですが、一関市、湯

沢、栗原、北上、奥州、最上町、東成瀬村、横

手、金山、宮城県、山形県、秋田県、岩手県と

いうことで、このたびの地震で大被害を受けま

した周辺の自治体がほぼ入ってございます。じ

ゃ何をするのかということでございますが、こ

れについては、栗駒国定公園がまだ未整備状況

のころなんですが、道路状況とか、その辺の整

備を推進するという目的で設置されてございま

す。 

  今回、決算に出た中でございますけれども、

そのうち神室山系の分のいわゆる登山路の刈り

払いということで、これは県からの委託金でご

ざいます。77万1,000円ということで、面積に

しますと全部で21キロということで、１メート

ルぐらいの幅で刈り払いを行うと。 

  ほかに、その国定公園以外ということで、杢

蔵山周辺からいわゆる一杯森とか槍ヶ先とか、

その辺の約７キロを刈り払いするということで、

これが42万3,000円というふうなことでござい

ます。山岳観光もなかなか根強いものがござい

まして、地元の人のみならず、首都圏からも来

ていただいておりますし、昨年、県の資料によ

りますと平成19年度は新庄から登った分だけで

200弱と聞いてございます。そのほかに秋田県

の湯沢、これは新庄の倍以上だというふうに伺

ってございます。 

  次に、亀綾織でございますけれども、これは

物産交流振興ということで、この事業の20万円

というものにつきましては家賃の補助というこ

とでございます。ほぼ３分の１ぐらいを補助し

ていると。ここにございますとおり、入場者数

については平成18年度比で２割ほど減ってござ

います。売り上げについては170万円ほどいっ

てございます。これは前年度と同じぐらいかな

と思ってございます。現在、せっかく復元した

ものでございますので、私どもも折に触れまし

てＰＲ活動を行っておりますが、やはりすぐに

は成果があらわれていないということで、これ

も息の長い仕事かなと思ってございます。 

  最後に、江戸家老でございますが、江戸家老

につきましては現在18名の方が東京で頑張って
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いらっしゃるわけでございますけれども、その

ほかに仙台家老ということで平成19年度から４

名の方に委嘱してございます。先ほど委員の方

からもお話ございましたが、在仙県人会へ市長

もしくは副市長がまいりまして、その際、物産

を持っていきまして、その方々に売ってきたと

いうふうなこともございます。あと江戸家老の

方でございますけれども、東京などでいろんな

方といいますか、地元の方々が、我々もそうな

んですが、物産の即売をやるわけでございます

が、その際に一応お声をおかけしまして、お客

様をお連れいただいて協力していただいている

ということも一つございます。こういう「やっ

た」「やった」ということでございますけれど

も、やはりこういうものは長くやらないと成果

があらわれないというものもあるのではないか

と思います。したがいまして、今後とも、マイ

ナスになっているものもございますけれども、

息長くやってまいりたいというふうに思ってご

ざいます。 

  なお、この評価につきましては、事務事業評

価ということであらわれてまいります。 

  以上でございます。 

三浦和枝生涯学習課長 委員長、三浦和枝。 

山口吉靜委員長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 雪の里情報館が保有する

書籍、資料等の整備、活用についてでございま

すけれども、御承知のように、雪の里情報館は

雪調時代からの資料を引き継ぎまして、それが

雪の里情報館が現在存立している大きな意義を

持つものでございますけれども、この４万

5,000冊の資料等につきましては既にデータベ

ース化してございます。 

  その活用等については、資料はかなり専門的

なものでございますので、主には大学の教授と

か学生とか、やはり専門的な方々からの活用が

一番になります。市民の方で、山口弘道所長時

代に中谷宇吉郎からの手紙類が来たということ

で、そういう研究をしていらっしゃる方なんか

もいらっしゃいますが、基本的には県外のそう

いう専門家の方々の活用が主になります。そう

いう人たちが来た場合に雪の里情報館にある資

料を提供することによって、今まで私たち市民

が知らなかったような情報というのを新たに知

り得たり、研究発表をいただいたり、あるいは

来ていただいたことを契機に連携をとりまして、

市民へのそういう新しい歴史の講座をしていた

だく等、私どもにとってはいわば知的財産の拡

大というふうな意味での成果になろうかと存じ

ます。以上です。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

山口吉靜委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 今、三浦課長から御答

弁もらったんですが、本来はあそこは取り壊す

と、こういう予算措置まで行ったわけです。と

ころが、あれは何か農村経済ですか、そういう

面でも大変寄与したと。それから柳 宗悦です

か、よく私は「そうえつ」なんて言っているん

ですが、それから今 和次郎とか、雪の神様、

北大の教授をなされた、そういう方々がいっぱ

い来ているんだと。そういう意味で、これは壊

すべきでないと。本来は農村経済を盛り上げる

ためのあそこは大きな役割を果たしたわけ。そ

れから政治的に、例えば寒冷地手当とか、そう

いう意味で残したと。私は、できればそういう

面に力を入れてもらいたいなと思うんです。 

  時間ですからやめます。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ありませんか。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） 93ページ、２款総務費

の職員研修事業費59万4,105円とありますが、

職員研修実施委託料というのは、これは具体的

に何に使ったんでしょうか。 

星川 基総務課長 委員長、星川 基。 

山口吉靜委員長 総務課長星川 基君。 
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星川 基総務課長 昨年度、管理職を対象にした

人事評価研修というのを実施しまして、その研

修の講師謝礼等を含めた一切を委託という形で

実施しまして、その委託料です。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） 一般質問とか、いろん

な折に私は職員研修というのはこういう状況だ

かこそ非常に充実させないといけないと言って

いるんですが、わかりました。そういうことで

使われたわけですね。 

  あと、その下の職員厚生事業費の中で確認し

たいのは、下に書いてある謝金というところで

36万7,200円が使われていますが、どういう使

われ方をしたんでしょうか。 

星川 基総務課長 委員長、星川 基。 

山口吉靜委員長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 厚生事業費の謝金、後ほどお

答えします。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） そのまた下の下なんで

すが、職員厚生事業委託料、どこに委託して、

どういう内容の委託というか、事業内容だった

んでしょうか。 

星川 基総務課長 委員長、星川 基。 

山口吉靜委員長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 職員厚生事業委託料に関して

は、職員団体、いわゆる組合に職員厚生事業に

関して委託しておりまして、その委託料でござ

います。 

  なお、先ほどの謝金、ちょっと思い出せなか

ったんですが、思い出しました。安全衛生法上

の産業医の謝金でございます。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） わかりました。お医者

さんに払ったということですよね。 

  今、組合ということでしたけれども、具体的

にもう少し、どういうあれなんでしょうか、具

体的に、委託料、どういう内容。 

星川 基総務課長 委員長、星川 基。 

山口吉靜委員長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 一定の規模以上の事業所が職

員の福利厚生として健康診断などとともに元気

回復とか、そういった目的でレクリエーション

等の事業を実施すべきなんですが、自前でやる

となかなか大変なものですから、組合のマンパ

ワーを活用させていただいて、毎年委託という

形で実施しております。内容は、スポーツ大会

であるとかレクリエーション、具体的に言えば

ビアパーティーなんかも含まれています。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） わかりました。ビアパ

ーティーも含まれていたというのはちょっと

「おおっ」と思ったんですが、それも福利厚生

だと言うならそうだと思います。 

  あと、組合が常時いる場所というのは、ちょ

っとずれるかもしれないですけれども、あれは

市が貸しているスペースなんですか。 

星川 基総務課長 委員長、星川 基。 

山口吉靜委員長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 もちろん市役所の建物の中に

事務所を貸しておりますので、市の建物を実費

負担で貸しているという形です。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） 実費負担というのは、

電気代とか、そういうことでしょうか。電話代

とか、そういうものなんでしょうか。 

星川 基総務課長 委員長、星川 基。 

山口吉靜委員長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 はい、そういう意味です。建

物代、家賃的なものは考え方に入っていません

で、光熱水費等の実費代をいただいているとい
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う形です。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） ほかの自治体の例なん

ですけれども、職員組合のスペース、組合事務

所というんですか、そういうところを市の庁舎

内、市というか、自治体の庁舎内に置いた場合

には賃料が発生している自治体もあるらしいん

ですが、そういうことは考えていらっしゃらな

かったんでしょうか。賃料が発生して、労働組

合の方から賃料をいただいている自治体もある

わけですが、新庄市の場合は。 

星川 基総務課長 委員長、星川 基。 

山口吉靜委員長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 家賃に当たる分をもらおうと

いう検討までは行ったことはないです。県内自

治体の実態、詳しくはわかりませんけれども、

大体同じような取り扱いになっているもんです

から、そこを検討したことも私はないです。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） また聞きでの情報なん

ですが、宮城か岩手だったと思うんですけれど

も、企業誘致をしようと積極的に動いた自治体

があったんです。そこに企業の担当の方がその

調査に出向いてきたと。その際に、企業誘致の

いいところまで行った段階の話の中で「そうい

えば職員組合の部屋が庁舎内のあそこにありま

したけど、あれは賃料が発生していますか」と

いう問いに対して、その自治体の関係者は「賃

料というのは発生してないんです」と当然のよ

うに言ってしまったらしいんですね。そうした

らば、その企業誘致の担当の方は、こういうと

ころにはっきりした線引きができないところに

企業が進出しても、これは無理だなという感じ

で、非常にその話が退行してしまったという話

を聞いたんですね。 

  やはり労働組合と市側のその辺のしっかりし

た線引きというのは、これから多分市民協働と

いうことも積極的に進めていかなくちゃいけな

いでしょうから、やはりしっかり線引きをした

上で、みんなでそれこそいい新庄の状態にして

いかなくちゃいけないんじゃないかなと思うん

ですけれども、いかがお考えですか。 

星川 基総務課長 委員長、星川 基。 

山口吉靜委員長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 職員団体のとらえ方のことも

出てくるんだろうと思いますけれども、職員の

労働条件も含みますが、福利厚生なども自分た

ちで組合費という形でお金を出し合って、そう

いった面の活動をしている団体だということで、

従来から家賃に当たる分はちょうだいしないで

設置を認めてきたということがあります。そう

いった市の敷地であるとか市の建物をお貸しし

ているということで今お金をもらっているのは

多分ＡＴＭの設置に関して、あれだけかなと思

います。今までもいろいろな関連団体、森林組

合とか、いろいろ事務所を役所内に置くなんて

いうことがございましたけれども、そういった

ものも含めて家賃までは、実費負担はしていた

だきますけれども、そこまではちょうだいしな

くてもいいのではないかという考え方で来てお

ります。これまで余りそこまできちんと検討し

た経過もございませんけれども、今のお話も参

考にさせていただきたいと思います。 

５ 番（小関 淳委員） 委員長、小関 淳。 

山口吉靜委員長 小関 淳委員。 

５ 番（小関 淳委員） やはり市民もその辺は

非常に気になるところだと思いますので、その

辺の線引きをこれからしっかりしていただいて、

それこそ何度も言いますけれども、市民とみん

なで一緒にいい新庄にしていってほしいと思い

ます。終わります。 

山口吉靜委員長 ほかにございませんでしょうか。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 
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４ 番（小野周一委員） 成果表の総務費に書か

れています。５ページ、たった１行なんですけ

れども、これは山尾市長の公約であり、予算の

伴う事業でありまして、ことしから本格実施に

向け１月から試行し、課題の洗い出しを行った

という職員の地域担当制についてお聞きするわ

けでございます。我々としても去年からいろい

ろな課長が希望の終わった区長さんのところに

行って、この事業について試行されたと聞いて

おりますが、議会に対して１回もそれについて

報告がなかったわけでございます。平成20年度

も４月、５月、６月、大体半年ほど過ぎたわけ

でございますけれども、これはいつから実施さ

れようとしているのか、きょうは19年度の決算

ですから、ここにあるように昨年度の１月から

試験的にやった結果でどのような課題が洗い出

されたのかお聞きしたいと思います。 

星川 基総務課長 委員長、星川 基。 

山口吉靜委員長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 職員地域担当制につきまして

は、主要施策の成果に関する説明書にあります

とおり、ことし１月から５月いっぱい、課長職

によりまして17地区で試行という形で実施いた

しました。その試行結果に基づいていろいろ改

善すべき点、改善した上で本格実施というよう

な予定で試行したところですが、試行におきま

しては、その試行に応じていただいた区長さん

方からは、市役所がみずからといいますか、市

役所の方から地域に近づいてくれたというよう

なことで、前向きの評価を全体的にはいただい

ております。 

  ただ、実施の方法としまして、試行後におけ

る実施方法は、月１回、担当職員、試行では課

長だったわけですが、課長が区長さんのお宅に

訪問して、市の情報提供ということを基本にし

まして、いろいろ意見交換を行ったり、あるい

は地域の課題等を伺ったりして、必要なものは

それを担当課に連絡をして解決したといいます

か、課題解決に当たったということも若干はあ

りますけれども、基本的には情報伝達、意見交

換という形で行いました。 

  ただ、この試行を行った結果としては、これ

は担当した職員だけでなくて、区長さん方から

もいろいろ本格実施に当たっての意見等お尋ね

したわけですけれども、区長さんの自宅に月１

回職員がお邪魔するということ自体かなり負担

を感じる区長さんもおりましたし、月１回とい

うと、なかなか情報提供といっても余りタイム

リーな、相手が知りたいような情報をきちんと

提供できないということもありますので、必ず

しも月１回にこだわらなくてもいいのではない

かと、毎月でなくてもいいのでないかといった

意見や、一つの町内の課題といってもなかなか

出てこないと。例えば地区、鳥越なら鳥越とか、

升形なら升形という一くくりにしていろいろ地

域課題を洗い出して、それを市と一緒に考えて、

地元と考えていくような方法の方がいいのでは

ないかという、その区割りの問題、最初は215

地区に215人の担当職員を置くというようなイ

メージもあったんですが、必ずしもそういう形

でなくてもいいのではないかという御意見、い

ろいろ区長さん方からもちょうだいしまして、

そういった区長さんの御意見、また担当した課

長からもいろいろな改善提案も出ましたので、

それを今いろいろ整理しまして、担当区割りと、

そこにだれを張りつけるかという具体的な作業

に入っている段階です。 

  今の作業状況なり、また区長さん方への説明

もございますので、試行の段階では希望する役

員の区長さんということで、かなり前向きな理

解のある区長さんを相手に試行したわけですけ

れども、今度は全区長さんを相手にして全地区

に入ると。区割りの仕方ではかなり大くくりに

なるところもあるかもしれませんけれども、そ

ういうことですので、これは一人一人の区長さ

ん方から苦情をお尋ねに行く、要望をお尋ねに
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行く御用聞きみたいなものではないですよとい

うところの説明もきちんとしないと、毎日窓口

を開いている、いろいろな要望受け付けである

とか、あるいは７月に集中的に実施しますまち

づくり会議であるとか、そういうところとの峻

別も判然としなくなってまいりますし、何のた

めの地域担当制かということもきちんと御理解

いただきながら進めたいということもありまし

て、その説明の時間とかを考慮しますと、今の

ところですが、11月実施ということでいろいろ

準備を進めている最中です。本格実施の段はく

くり方にいろいろところによって大きくなった

り小さくなったりはしますが、全地区に入らせ

ていただきますので、議員の皆様方からも全面

的にバックアップしていただいて、地域と市が

一体となって地域課題の解決に当たる、あるい

は地域づくりを進めるといった方向でやってい

きたいということを考えております。 

  その段が来ましたら改めてお願い申し上げま

すが、かなりねらいどおりに定着するまでは時

間のかかる仕事だなと思って覚悟はしておりま

すけれども、息長く続けたいと思っております

ので、よろしくお願いします。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） この地域担当制ですか、

この目的を見ても、やはり自分たちの情報を地

域に持っていくんだという、総務課長が言った

とおり、御用聞きではないんだよということが

やはり一番大事だと私は思うんですよね。だか

らこそ、やはり我々も議員として市民から負託

を受けてこの議場には来ているわけなんですけ

れども、市長の公約だった地域担当制事業はい

つから本格的にやるんですかという話を何回も

私は聞くんですよ。やはり途中経過でもよかっ

たから、１回や２回だけですけれども、今まで

の経過というものを我々議会にも示してほしか

ったなという気持ちです。 

  今年度の11月から本格的に実施するというこ

とですので、先ほど総務課長が言いましたけれ

ども、ただ苦情伺いではないんですよというこ

とだけは、職員の方ですか、あと区長さんたち

がお互いわかり合って、職員の地域担当制とい

う事業を円滑にやってほしいものだなと思うわ

けでございます。 

  次に、134ページの畜産業費であります。 

  今、19年度決算ですから、畜産業、本当に苦

しい経営に陥っております。そういう中で、昨

年度の決算についてお聞きしたいんですけれど

も、総事業費のうちの主に野中地区のマニアス

プレッダの市強い農業づくり交付金とか、国・

県への補助金の返還等が主な事業になっている

わけなんですけれども、謝金20万円、光熱水費

68万何がし、修繕費48万円、あと旧中部牧場排

水路補修工事請負費とありますけれども、これ

らについてお聞きするものであります。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

山口吉靜委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 畜産振興事業について御質

問ございました。その中で、135ページの光熱

水費でございますけれども、これにつきまして

は68万8,219円でございます。その中で、歳入

としましては、へい獣保冷庫分の電気料、畜舎

の飼養舎、いわゆる和牛改良組合から預託を受

けている和牛２棟、乳牛２棟についての雑入と

いうことで電気料をいただいて、歳出としては

68万8,000円ということで、雑入としましては

47万7,000円の雑入費としていただいておりま

す。 

  修繕につきましては、高圧の配電線等の修繕

がございまして、それについて48万円でござい

ます。 

  それから、水路工事につきまして、旧中部牧

場の排水路補修ということで、牧場施設の流末

でございます排水路が泉田地区の農地、いわゆ

る水利の受益者になっていまして、それがいろ
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いろ侵食されて、それでその水路の補修という

ことで、ため池の決壊した部分の補修でござい

ます。 

  謝金につきましては、優良子牛認定保留事業

奨励費の支給事業として１頭当たり５万円の４

頭ということで20万円となっています。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） ちょっと俺の考え方が

おかしいのか、謝金が優良子牛４頭分の補助金

ですか、これ。謝金、字のごとく相手に対する

あれじゃないですか、謝金というのは。優良子

牛４頭分。 

  あともう一つ、光熱水費の中に和牛２頭、乳

牛２頭に対する、預かっているから、改良認定

組合ですか、それに対する４頭分の光熱費も入

っていると言いましたけれども、これは個人の

ものじゃないんですか、これ。和牛２頭、乳牛

２頭って。あそこに分けておいてですか、和牛

改良組合から預かっている牛というものは。初

めて聞きました、こんなこと。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

山口吉靜委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 最初の謝金について、ちょ

っと言葉足らずで申しわけございませんでした

けれども、新庄市和牛改良組合が行っておりま

す優良子牛認定保留導入事業について、予算の

範囲内で優良子牛認定保留支援奨励費として支

給していると。その中で、当該組合の中で生産

された雌子牛のうち特に優秀なものを認定保留

子牛として会員に対して優良子牛の確保、増殖

を行うことによって地域の銘柄を確立する、改

良促進するということで、生産頭数の増を図っ

て畜産の振興に寄与するというようなことで、

謝金として先ほど申し上げました１頭５万円を

４頭というようなことでございます。 

  それから、光熱水費でございます。先ほど68

万8,000円の内訳の中で雑入としてへい獣保冷

庫の電気料として47万7,000円でございます。

また、畜舎の飼養舎ということで和牛２棟と乳

牛２棟の電気料ということでございます。２棟

ということです。建物の棟です。乳牛と和牛の

２棟です。申しわけございません。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） ２棟というのは１頭、

２頭じゃなくて、棟ですな。和牛飼育する１棟、

２棟と乳牛の酪農の育成牛舎、その棟ですな。

わかりました。 

  最初の謝金というのは、成果表の58ページに

ある優良子牛の市奨励費と見て差し支えないわ

けですな。（「はい」と呼ぶ者あり）やはり同じ

金出すなら同じ言葉で出してもらえば我々もわ

かるんだけれども、こっちは奨励費、こっちは

謝金と書かれているもんだから、どこかに行く、

お金どうもありがとうございますとやったのか

なと思って、勘違いしたわけでございます。 

  あと光熱費なんですけれども、話に聞きます

と、私も牛飼いであります。あそこに酪農協会、

そして和牛協会から、認定改良組合かな、あれ

は。個人的じゃなくて組合と契約していたはず

なんですね、そこ。そして、新庄市の酪農なり

和牛生産に対する改良に対する一つのあそこは

発信基地ですよという意味で酪農組合と和牛改

良組合と契約、１年ごとに契約しているという

話を聞いたんですけれども、酪農はさておき、

和牛に関しては二、三年前から新庄最上でつく

られた種雄牛というのが本当に全国的にも有名

になったわけでありますけれども、あの施設か

らどのような畜産振興に対する情報発信がなさ

れているか、ありましたらお願いしたいと思い

ます。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

山口吉靜委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 ただいまの件でございます

が、平成14年の旧中部牧場解散後、畜産振興の
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拠点としまして旧最上中部牧場の利用団体協議

会が主体となって、いわゆる畜産振興、また預

託事業、それから研修生を受け入れながら後継

者の育成と、それから生活環境の改善に向けた

いろんな畜産の振興を今やっております。その

中で、前からいろいろ指摘されておりました飼

養料について、何らかの措置を講ずるべきじゃ

ないかという指摘もございまして、今年度から

予算の方に、３月の予算の方でも申し上げまし

たけれども、飼養頭数で乳牛の育成の方で40頭、

和牛の繁殖として32頭、これについてあくまで

も飼養料として、雑入として今年度からいただ

くようにしております。また、その中で、いろ

んな利用団体協議会の方に対して委託をしてお

ります。その中で、牧草地の維持管理とか牧道

の管理とか、そういうことで、市で委託してい

ろんな管理をしていただいているということで

ございます。 

４ 番（小野周一委員） 委員長、小野周一。 

山口吉靜委員長 小野周一委員。 

４ 番（小野周一委員） 実は、この議場にも新

庄市の和牛改良協会の会長さんがおられるわけ

なんですけれども、果たしてあそこから新庄市

の和牛振興にどのくらい寄与しているのかなと

いう、ということは、前と違いまして放牧場も

なくなりました。はっきり言って個人的な経営

なんですけれども、今、新庄市の多くの畜産農

家がここに牧場がないもんですから、中部牧場

がなくなったもんですから、尾花沢の方にお願

いしているわけなんです。だから、あそこの施

設から、ここは新庄市内ですけれども、どのよ

うな畜産という情報が発信されているのかなと

私思うわけなんです。その辺やはり市の農林課

としてもいろいろ多分１週間に１回行ったり、

いろいろあると思うんですけれども、あそこは

30何頭もすばらしい畜産経営をやっていると聞

いておりますので、やはり新しい畜産の情報と

いうものをつかんでいただきまして、新庄の畜

産振興にわずかでも寄与していただければ、

我々も畜産農家の一人として大変ありがたいと

思いまして質問させてもらったわけでございま

す。そういうわけで、市としてもやはり財政的

に大変な中でお金を支出しているわけでござい

ますので、その点をよろしくお願いして私の質

問を終わらせていただきたいと思います。 

山口吉靜委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後３時００分 休憩 

     午後３時１０分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて、再開いたします。 

６ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

山口吉靜委員長 遠藤敏信委員。 

６ 番（遠藤敏信委員） 137ページ、農地費、

小規模畑地化整備支援事業費補助金341万4,000

円とありますけれども、畑地化整備事業をやっ

た地域と、その面積、いかほどかお教え願いた

いと思います。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

山口吉靜委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 小規模畑地化整備支援事業

費341万4,000円でございますけれども、この地

区については泉田、柏木原、二枚橋の農家４戸

による畑地化でございます。面積としましては

2.3ヘクタールでございます。採択要件が１団

地２町歩以上ということになっていますので、

その2.3ヘクタールということでございます。

対象としては、ネギ、ニラ、サトイモ、特にサ

トイモ、園芸振興というふうなことで、ネギも

そうなんですけれども、これについて対象とし

ている作物。それから、当然水田を畑地化とい

うことでございますので、暗渠排水の本暗渠と

補助暗渠の整備も入ると。それから、堆肥を投

入する事業でございます。それで10分の６が県

の補助でございまして、測量については市と受
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益者の方で直営でやって、見積もりと工事につ

いては山形県農業公社の方に委託しております。

それで見積もりの結果でこのくらい事業費がか

かるというようなことで、受益者の同意、地権

者の了解あれば事業化に入るということです。

事業主体はＪＡ新庄最上北部営農センター野菜

生産組合というようなことでございます。これ

も畑地化がこれからどんどんそういう要望の箇

所もございますので、21年度なり取りまとめて

いきたいと考えています。以上です。 

６ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

山口吉靜委員長 遠藤敏信委員。 

６ 番（遠藤敏信委員） 面積要件１団地２ヘク

タールということでしたけれども、先日、最上

町のアスパラ、今、最上町は町を挙げてやって

いるわけですけれども、その圃場にしようとい

うところをちょっと見学してくることがありま

した。その畑地化事業で、従来田んぼをつくる

際に暗渠を掘っていたところを避けて、さらに

畑地化のための排水工事をやっていたというこ

とです。ということで、必ずというか、面積要

件１団地２ヘクタールをクリアしなければなら

ないものかということについて伺います。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

山口吉靜委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 １団地そこに点在していて

も、いろいろ計画書がございます。その中で２

ヘクタール以上ということが要件になっており

ます。これが一つの要件でございます。 

  以上です。 

６ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

山口吉靜委員長 遠藤敏信委員。 

６ 番（遠藤敏信委員） 転作が緩むことなくわ

ずかずつ拡大している中で、転作を定着させる

ためにも畑地化ということは必要かと思います。

ことし８月、盆過ぎからの雨で、ソバをまいた

方で冠水して非常に生育が悪いと、従来よりこ

としはソバの収穫が落ちるのではないかという

ことが懸念されておりますし、また発芽はした

ものの消えていったと、今は雑草化していると

いうことも目につきますので、この辺ちょっと

新庄市流に何かうまい手だてがないか、講じて

いただければと思います。 

  あともう一つですけれども、成果に関する説

明書の26ページで相談業務と、来庁者及び電話

相談ということで、市民からのさまざまな相談

に応じている旨記載されております。相談件数

334件、うち消費生活相談131件、特別相談90件

とありますけれども、差し支えなかったらその

主なものというか、どういうふうなことに分類

されているのかお尋ねしたいと思います。 

柿﨑卓美市民課長 委員長、柿﨑卓美。 

山口吉靜委員長 市民課長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美市民課長 市民相談業務についてという

お尋ねですので、御説明申し上げたいと思いま

す。 

  成果表の中では334件と年間の相談件数を御

報告申し上げております。内容なんですが、大

変大ざっぱなくくりで申しわけないんですが、

金銭関係に関するもの52件、離婚問題に関する

もの27件、それから架空請求、非常に多いんで

すが、これが25件、相続に関するもの14件、交

通事故の処理に関するもの９件、家庭内のさま

ざまないざこざに関するもの６件と、こういっ

たくくりで私どもは把握しております。 

６ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

山口吉靜委員長 遠藤敏信委員。 

６ 番（遠藤敏信委員） 私たちも行政相談とい

うか、それに近いものについては相談を受ける

ことがあるわけですけれども、訪れる人は非常

に困窮というか、せっぱ詰まった困った状態で

やってくるわけですね。人に知られたくないと

いうものもあると。それに応じられているとい

うこと、非常に今の担当者の方というのは大変

だというふうに思います。また、どうかしてく

れという相談もあれば、どなり込むような方も
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おられるやに聞いておりますけれども、窓口業

務の大変さということを考えた場合に、対応が

１人だけで大丈夫なんだべかなと思います。応

対が粗末になれば大変これは失礼な話になるし、

非常に微妙な駆け引きと言ったら何ですけれど

も、応対の方法というか、そういうことがある

と思うんですけれども、大きく分けて金銭、離

婚、架空、相続ということ、そこで振り分けた

りされるんでしょうけれども、もうちょっとプ

ライバシーに触れない状態で今日的な相談内容

について紹介願えればありがたいです。 

柿﨑卓美市民課長 委員長、柿﨑卓美。 

山口吉靜委員長 市民課長柿﨑卓美君。 

柿﨑卓美市民課長 市民相談室の体制について御

心配をいただいているようで、大変ありがとう

ございます。 

  体制的に、今、職員１人に嘱託職員１名とい

う大変私どもにとって弱い体制だなと思ってお

りまして、人数が多ければそれだけ相談の対応

もあるいは濃密にできるのかなという気持ちは

ございます。でも、体制は体制ですので、今の

体制でできる限りのことをやっていこうと、今

の段階では考えております。 

  それから、相談の内容についてというお問い

合わせでございましたけれども、個別事項でご

ざいますので余り具体的に申し上げにくいとこ

ろもあるんですが、例えばということで二、三

申し上げますと、例えば最近非常に多重債務に

関する御相談というのが多くなってまいりまし

た。以前もここでお話しした覚えがあるんです

が、素人が解決できるような問題ではございま

せんので、専門の方々に引き継ぐような形で相

談に応じております。それから、例えば隣近所

で境界の問題で困っているんだという問い合わ

せ、御相談があります。それから、お嫁さんと

かお婿さんについて、どうも合わないからどう

したらいいべというようなおじいちゃん、おば

あちゃんの御相談というのもございます。大変

幅の広い御相談でございまして、対応に苦慮し

ているというのが実情でございます。 

６ 番（遠藤敏信委員） 終わります。 

 

 

散      会 

 

 

山口吉靜委員長 以上をもちまして本日の審査を

終了いたします。 

  次の決算特別委員会は、あす９月17日水曜日

午前10時より再開いたしますので、御参集願い

ます。 

  それでは本日はこれで散会いたします。 

  どうも御苦労さまでございました。 

 

     午後３時２３分 散会 
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決算特別委員会記録（第３号） 

 

 

平成２０年９月１７日 水曜日 午前１０時００分開議 
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  ５番   小  関     淳  委員     ６番   遠  藤  敏  信  委員 

  ８番   沼  澤  恵  一  委員     ９番   清  水  清  秋  委員 
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 １４番   新  田  道  尋  委員    １５番   平  向  岩  雄  委員 

 １６番   森     儀  一  委員    １７番   山  口  吉  靜  委員 

 １８番   亀  井  信  夫  委員    １９番   星  川     豊  委員 

 ２０番   下  山  准  一  委員 

 

 欠 席 委 員（１名） 

 

  ７番   中  川  正  和  委員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 
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環 境 課 長 五十嵐 正 臣  健 康 課 長 小 野 孝 一 

農 林 課 長 五十嵐 祐 一  商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦 

都 市 整 備 課 長 中 部   力  下 水 道 課 長 佐 藤 新 一 

会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫  福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎 

神 室 荘 長 叶 内 利 昭  水 道 課 長 小 野 善 次 

教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 大 場 和 正  学 校 教 育 課 長 山 川 義 隆 

生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 清 水 幹 也 
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選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 小 野 正 一 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 佐 藤 良 知 

農 業 委 員 会
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本日の会議に付した事件 

 

議案第５８号平成１９年度新庄市一般会計歳入歳出決算の認定について 

議案第５９号平成１９年度新庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第６０号平成１９年度新庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第６１号平成１９年度新庄市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第６２号平成１９年度新庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 
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議案第６４号平成１９年度新庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第６５号平成１９年度新庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

議案第６６号平成１９年度新庄市水道事業会計決算の認定について 
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開      議 

 

 

山口吉靜委員長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席委員は19名であります。欠席

通告者は中川正和君１名であります。 

  なお、本日は農業委員会より会長職務代理者

の髙橋 眞君が出席しておりますので、よろし

くお願いいたします。 

  それでは、これより16日に引き続きまして決

算特別委員会を開きます。 

 

 

議案第５８号平成１９年度新庄市

一般会計歳入歳出決算の認定につ

いて 

 

 

山口吉靜委員長 平成19年度一般会計の歳出につ

いて、質疑ございませんか。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） おはようございます。

きのうに引き続き、きょうも一番目の御指名を

いただきまして、委員長、ありがとうございま

した。気が引き締まる思いでございます。 

  それでは、先に質問項目を申し上げたいと思

います。 

  主要施策の成果に関しまして、72ページ、土

木費関係でございます。５の都市計画総務事業

の委託関係、６の街路事業、それから77ページ

の雪総合対策事業、この件について質問させて

いただきたいと思います。次に、決算書の方で

104ページ、２款総務費４項選挙費、県会議員

選挙と参議院選挙絡みのことについてお尋ねし

たいと思います。最後に、165ページ、10款教

育費２項小学校費、この中について質問させて

いただきたいと考えております。よろしくお願

いいたします。 

  それでは最初に、主要施策の成果、土木費関

連から始めたいと思います。 

  72ページ、都市計画総務事業の中にあります

業務委託、新庄市都市計画用途見直し基礎調査

業務委託関係でございます。当初予算300万円、

結果的にここに出ております240万円の委託で

す。約２割引ですが、この発注方法と委託先は

どこなんでしょうか。 

  それから、関連しまして、約１年近い委託期

間でございます。具体的にどのような成果品が

あったのか、その内容についてまずお尋ねした

いと思います。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

山口吉靜委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 都市計画総務事業の中の

新庄市都市計画用途見直し基礎調査業務でござ

います。これにつきましては、山形県の都市計

画協会に業務を委託してございます。その業務

の内容ということでございますけれども、これ

につきましては現在新庄市の都市マスタープラ

ンが策定されて11年が経過しているということ

から、その間社会情勢が大きく変化しておりま

して、これらに対応したまちづくりへの具体的

な計画の見直しを行う必要があると、また具体

的に開発が進んでおります小檜室地区とか用途

周辺部の残存農地の開発等、これらの課題の整

理、検討を行う必要があるということから、実

態に即した早急な対応が必要となってきたとこ

ろでございました。このために、本業務につき

ましてはこれらの背景を踏まえまして小檜室地

区や周辺部におきますまちづくりの方針及び土

地利用構想等を検討いたしまして、その都市利

用及び環境の調和を図るための新たな土地用途

地域の設定案を検討することを目的として業務

を発注したところでございます。 

  具体的な業務の内容ということでございます
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けれども、これにつきましては、一つは現況、

課題の整理といいますか、それらを行いまして、

それに基づきまして課題を設定しまして、まち

づくりの方針等をまとめていくと。それと、全

体的な土地利用にかかわりますフレームの整理、

そういった内容を行いまして、将来の土地利用

に即した構想、用途地域の未利用地の開発方向、

そういうものを定めまして方向づけを行うと。

それから、用地地域内におきます不適格建築物

等、これらに対する調査を行う。最終的にはこ

のデータをもとに関係機関との調整を行って、

用途案の作成を行うという内容になってござい

ます。 

  報告書の具体的な内容につきましては、報告

書という形で、図面、構想図、課題図、そうい

ったもろもろのかかわります図面、報告書で提

出いただくという形になってございます。 

  以上でございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） ありがとうございまし

た。先ほど一番目の質問で申し上げました発注

方法なんですが、発注先は都市計画協会という

ことでございますが、これは随意契約なされた

のか、あるいは見積もり等あるいは入札等の発

注方法だったんですか、もう一回確認させてく

ださい。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

山口吉靜委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 専門的な業務も含んでい

るということから、随契で行ってございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 成果内容についてはた

だいまお伺いいたしました。いろいろな調整、

整合を図りながら新庄市の都市計画の見直しを

行うということでございましたが、これの見直

しの時期、その見直しの全容をいつごろ明らか

にされるのかどうかお伺いしたいと思います。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

山口吉靜委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 小檜室地区につきまして

は、現在開発もいろいろ進められているという

ようなこともありまして、できるだけ早い時期

に用途を優先的に進めていきたいというような

ことで関係機関との協議を現在も進めていると

ころでございます。 

  ただ、全体の見直しに当たりましては、前に

もお話ししていますとおり、これをもとにマス

タープランの見直しを行わなければなりません。

これにつきましては現在市の方では22年度で農

振計画また土地利用計画等の期限になってござ

います。これらとあわせまして、やはり上位計

画でもありますので、これらの整合を図りまし

て、農振計画及び本マスタープランの整合を図

って一緒に見直しを図りたいと考えているとこ

ろでございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） そうしますと、農振絡

みもあるようですので、22年以降ですか、22年

の年というふうになりますか、どうでしょう。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

山口吉靜委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 上位計画の土地利用計画

等の関係もございますので、それらの整合を図

って見直しを行う必要があるということから、

22年度以降になる予定でございます。 

  以上でございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） そうですね。まだ２年

あるいは３年先のような気がいたします。 

  要望ですけれども、中間でも結構ですから、

中ごろにお示しできれば私たちに明らかにして

もらいたいと思います。よろしくお願いいたし
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ます。 

  それでは次の方にまいります。 

  ６の街路事業なんですが、73ページ、工事物

件３件ございます。この中で下の方の二つ、小

檜室関係の発注時期が真冬の工事になっている

ような工期でございます。２工区も含めまして、

これはどうして冬工事になってしまったのか、

その理由等あったらお知らせください。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

山口吉靜委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 現在進めております関屋

小檜室線の街路事業の発注時期ということでご

ざいますが、道路工事等にかかわります工事の

発注につきましては、できるだけ早期に発注す

るということでいろいろ進めているところでご

ざいます。 

  ただ、この関屋小檜室線につきましては、一

部用地がまだ未契約でございます。それで、い

ろんな事情がありまして、これまで交渉の機会

といいますか、それがなかなか持てなかった事

情がございます。そういうことで、昨年度よう

やく10月ごろですか、その問題も解決いたしま

して、それから具体的な交渉に入ったという経

過もございまして、現在の建物等の物件移転補

償費の算定に必要な調査がまだ実施されており

ません。そういったことから、何とかぎりぎり

までその調査を御承諾いただいて実施したいと

いうことで交渉を行ってきたところでございま

すけれども、なかなかすぐには御了解いただけ

なかったということで、その分の委託費を工事

に回したと。それと一部工事の入札の差金もご

ざいましたので、合わせて別工事としまして発

注した関係上、どうしても用地交渉の経過を見

て工事を発注せざるを得なかったという状況で

冬期になってしまったということでございます。 

  以上でございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） わかりました。用地絡

みの交渉に手間取ったというような内容でござ

いましたので、やむを得ないのかなと思います。 

  それでは、次の方に進みます。 

  77ページの雪総合対策事業、この中の業務委

託７件ありますけれども、そのうちの一番上、

一つ目でございます。水利権許可証の作成業務

についてお尋ねしたいと思います。 

  平成14年から最上川から試験通水を行いなが

ら検証してまいりました。ことしの厳寒期の本

格通水に間に合うよう国交省より水利権の許可

をいただいたとお聞きしております。短い期間

でしたけれども、ことしの１月、２月、各河川

に放水ができました。また、今年度主要事業の

一つとして約1,000万円の予算計上されており

ます。その効果を期待いたしておるところであ

りますが、この許可申請にかかわることについ

て二、三お聞きいたします。 

  先に、水利権者、要するに国交省から条件等

なく許可がされたかどうか。 

  もう一つ、この許可に有効期限等があったの

か、なかったのか、まずお願いいたします。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

山口吉靜委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 昨年12月に念願でありま

した国土交通省から最上からの水利使用許可を

いただきまして、昨年度一部通水を開始したと

ころでございます。 

  この許可に当たりましての許可条件といいま

すか、これについての御質問でございますけれ

ども、この許可につきましては河川法第23条及

び第24条に基づく許可ということで、流水の占

用と河川の占用という内容の許可条件でござい

ます。この中で、水利使用規則というものがご

ざいまして、これに基づき水を利用しなければ

ならなくなってございます。その中にいろんな

条件といいますか、付記されてございます。 

  基本的に、全体の使用期間につきましては、
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今回の消流雪用水に必要な水量といいますのは

流雪溝に利用する水量でございまして、これに

つきましては流雪溝の整備に合わせて随時変化

していくと、必要な水量がだんだんふえていく

という形になるわけでございます。そういった

関係から、３年間の期間で更新の形になってご

ざいます。ですから、19年度から21年度までの

３年間が一つの期間となってございます。この

間に今回許可いただいている水量が0.6トンと

いうことでございまして、これを揚水するに当

たりましては期間的なものが設定されてござい

ます。基本的には二つに分かれておりまして、

12月１日から31日までの間と３月１日から３月

31日までの間、この２期間につきましては最上

川から取水することはできませんが、現況の河

川の中である一定量オーバーした分については

取水が可能なように設定されてございます。今

までの試験通水等を行いまして、特に水が必要

な時期といいますのは１月から２月の２カ月の

一部ということだったもんですから、そういっ

た設定を行ってございます。それで１月１日か

ら２月末までにつきましては、最上川の堀内地

点にございます揚水機場がございますが、ここ

の流量が60トンを超えた場合に限り、その超え

る部分の範囲内で許可水量を取水することがで

きるということになってございます。 

  また、排水も含めまして水質の検査といいま

すか、これも義務づけられておりまして、水素

イオン濃度、要するにｐＨですけれども、それ

から生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ）、浮遊物

質（ＳＳ）の三つにつきまして基準値が規定さ

れてございまして、これらを定期的に水質を観

測することが義務づけられてございます。 

  その他各井堰の取水量とか、そういったもの

については別途条件で同じく規定されてござい

ますが、規定の条件としましては今申し上げた

ような内容が主になってございます。 

  以上でございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） ただいまの中で許可の

期限が最上川通水に関しては３年とお聞きしま

したが、これを３年後また更新するのか、ある

いは再申請という形で国交省に申請するのかわ

かりませんが、いずれにしても期限が切れた後

またこのような申請書をつくるために莫大なお

金をかけて作成業務をしなくちゃならないのか

どうか、その辺はいかがでしょうか。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

山口吉靜委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 先ほど申し上げましたよ

うに、流雪溝の整備も年々やってございますし、

それらに伴います受益地域も年々拡大している

わけでございます。そうしたことから、最上川

に対する依存水量といいますか、そういうもの

も年々ふえてくるということで、３年後にはま

た当然見直しを行って許可の更新を行っていく

ということでございます。これは農業サイドの

新庄用水の施設の多目的使用で許可をいただい

て利用しているわけでございます。それも同じ

く３年更新という形であわせてなってございま

すので、今後、当然雪対策として必要なもので

すので、更新しながら進めていきたいと考えて

おります。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） わかりました。 

  それでは次の78ページ、雪対策事業の二つ目

の工事関係でございます。 

  ここに３件発注いたしておりますが、そのう

ちの二つ、上金沢と末広町１区、２区ございま

す。この地区の発注した工事の区画といいます

か、あるいは路線といいますか、あるいは町内

会と申し上げていいのか、この工事した地区的

な中身というのはどういうふうに分けてされた

のか、簡単で結構ですので、お知らせください。 
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中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

山口吉靜委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 上金沢町、末広町地区の

流雪溝整備１工区、２工区に分けまして発注し

たところでございます。この工区割りの考え方

といいますのは、一つは水利系統、それと工事

が同じ町内といいますか、地域にかかわるもん

ですから、やはり交通等の障害等そういうこと

を配慮しまして、できるだけ早目に工事を完了

するということから２工区に分けて発注したと

いうことでございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） 全体のこの工事の完成

率といいますか、当然今年度も今年度予算でや

っているわけですけれども、その割合はどのぐ

らいで、いつこれは完成するんでしょうか。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

山口吉靜委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 この地区につきましては、

16年からですか、一部工事等進めてきておりま

して、20年度、今年度の工事で計画部分につい

ては完了する予定でございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） ことしで完了というこ

とですね。含めて3,000万円の予算を計上され

ておりましたが、これはきのうの森委員の質問

あるいは答弁の中にも出ていたんですが、それ

らと関連しまして、もう一つ確認させていただ

きたいと思います。 

  確かに融雪用の側溝が整備されても肝心の水

がなければだめですので、金沢、末広地区にお

いては水源は金沢堰を通じて新田川というふう

になります。この川の厳寒期における水利は御

承知のとおりでございます。それを補う工事だ

ということでお聞きしたいんですが、きのうの

御答弁をまとめてみますと、最上川の取水を一

たん駒場の合流溝から放流した後、これをポン

プで取水して、パイプラインまでは言われなか

ったんですけれども、金沢堰へ直接放水をする

ということでよろしいんでしょうか。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

山口吉靜委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 今、委員の御質問にもあ

りましたとおり、当地域の水源は金沢堰でござ

います。金沢堰につきましては、きのうも御答

弁申し上げましたとおり、地形的な制約もござ

いまして直接最上川からの水を現時点では放流

するということがかなわないもんですから、や

はり一たん新田川を活用した中で取水するとい

うふうな現在は計画でございます。この地区に

つきましては、やはり現況の水量を利用して現

在利用していただいているわけですけれども、

やはり地域の水利組合、流雪溝の管理組合です

か、非常に協力的でございまして、毎年用水と

なります金沢堰の土砂上げなど精力的にしてい

ただいて水量の増量を図っているという状況で

ございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） これは都市整備課に最

後の質問になりますが、ただいまの新田川に対

する取水関係の着工の時期ですが、きのうもお

っしゃっていましたけれども、本市の雪総合対

策基本計画に基づいた平成23年度着工、完成が

26年、これに今も変わりありませんでしょうか。 

中部 力都市整備課長 委員長、中部 力。 

山口吉靜委員長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 現在の事業進捗といいま

すか、これらに基づきまして、新田川からの導

水につきましては23年度からの計画でございま

す。内容的には県事業によります消融雪用水事

業等の活用を図って進めたいということで今計

画しているところでございます。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 
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山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） よろしくお願いいたし

たいと思います。 

  次に、決算書104ページでございます。選挙

管理関係のことでございます。 

  ２款総務費４項選挙費にあります３目県議会

選挙費、５目参議院選挙費、これらは国・県支

出金で賄われていると思います。ここで決算書

を見ますと、当初予算額と計、要するに決算歳

入額、歳出が同じですが、ここに差が生じてお

ります。これは補正しているんですけれども、

このような差がどうして出たのか。本来であれ

ば補正のときお聞きすればよかったんですけれ

ども、この中身について御説明をお願いしたい

と思います。 

小野正一選挙管理委員会事務局長 委員長、小野

正一。 

山口吉靜委員長 選挙管理委員会事務局長小野正

一君。 

小野正一選挙管理委員会事務局長 県会議員及び

参議院もそうでありますが、国・県支出金につ

きましては、選挙執行経費の規定が国にござい

まして、その規定に基づいて市に交付されるわ

けでございます。その金額のとおりに予算を盛

り込めばいいようなものでありますが、ただ、

どうしても不測の事態というのが考えられます。

例えば大雪が降って、投・開票所の除雪をしな

ければならなくなった、あるいはポスター掲示

場の除排雪をしなければならなくなった、ある

いは開票事務において機器等のふぐあいによっ

て予定された時間より延びてしまったとか、そ

ういうふうな不測の事態に備えまして一応膨ら

ませた予算をつくっております。この膨らませ

た予算につきましては、不測の事態であります

からめったにないことでありますが、その事情

等正当であるということになりますと調整費が

つくということになります。今回の県議会、参

議院議員の選挙につきましては、この選挙執行

経費の規定の範囲内でできたということで、そ

の分を削って補正して国・県の支出金の範囲内

で間に合わせたということになります。 

８ 番（沼澤恵一委員） 委員長、沼澤恵一。 

山口吉靜委員長 沼澤恵一委員。 

８ 番（沼澤恵一委員） わかりました。時間あ

りませんので、教育委員会関係については後日

教えてください。終わります。 

山口吉靜委員長 ほかにありませんか。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） 民生費についてお伺い

しますが、決算書の10、11、12、13ページの平

成19年度新庄市一般会計歳入歳出決算書によれ

ば、民生費の支払済額が33億450万7,928円で、

年度当初の予算では一般会計約135億円のうち

25.3％、一般会計の何と４分の１の割合を民生

費が占めております。平成20年度の一般会計当

初予算では25.9％と、何と0.6％の上昇、もう

すぐ３割に民生費は近づくのではないかという

勢いで進んでおります。民生費の比率がこうい

うふうにどんどん上がっているわけですが、い

ろんな要因があると思いますけれども、超高齢

化社会、そして景気低迷でやはりいろんな正規

労働者が少なくなっている部分も含めてそうい

うことがあると思いますけれども、まずこのま

ま進めば一般会計を圧迫していくことは必定な

わけでありますけれども、どれくらい進んでい

く、時代の趨勢、また景気の動向等もあってわ

からない要因があると思いますけれども、一般

会計に占める割合がどのくらいまでなるのかな

というふうに踏んでいるのかをまず一つお伺い

したいと思います。 

  また、成果に関する説明書の28ページにあり

ますけれども、医療扶助と生活扶助で約８割強

であります。この傾向をまずどういうふうに見

ているのかをお伺いしたいと思います。 

  具体的には、まず一つは111ページの民生費
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１項社会福祉費で市の社会福祉協議会運営費補

助金611万9,200円、シルバー人材センター助成

事業費703万3,000円、そして新庄・最上地域シ

ルバー人材センター運営費補助金693万3,000円、

この使い道を教えてもらいたいことと、その次

の113ページの４目障害者自立支援費の地域生

活支援事業費2,340万3,264円、これに関しては

成果表の28ページの生活福祉費についても関連

しますけれども、それから次の115ページの６

目養護老人ホーム神室荘についての運営事業費

9,171万9,516円、そして非常勤嘱託報酬2,193

万6,042円、日々雇用賃金607万2,798円。神室

荘では大体100名近くの高齢者の人方に対する

いろんな業務を行っておられるようですけれど

も、この人数と対応、その大変さ等も含めて、

成果表によりますと44ページに神室荘等という

ことで、高齢化率、そして男女の比率、その人

方に対する要支援とか要介護だとかという部分

の割合等もここに入っておりますから、ここい

らに関連してもお伺いしたいと思います。 

  まず初めに、先ほどの一般会計に対する民生

費の割合が日々ずっと伸びてきているわけであ

りますが、いろいろ経済状況も含めてどういう

ふうににらんでいるかをまずお伺いしたいと思

います。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 構成比についての御質問

でございますけれども、一つは分母の問題がご

ざいます。予算規模が大きくなれば分子を一定

のものとしてとらえれば率は下がりますし、予

算規模が下がれば逆に上がるという要素もあろ

うかと思います。 

  民生費の福祉所管の部分ですけれども、５年、

10年先まで今ここで申し上げるわけにはまいり

ませんけれども、１年、２年の中で考えますと、

新たな箱物作成等々については現在計画してご

ざいませんので、少子化対策あるいは高齢者対

策等々の事業が人数によって動く可能性はあろ

うかなと。支出に関して申し上げますと、二、

三年はそんなに大きくは動かないだろうと思っ

てございます。以上です。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） ずっと今までの部分を

ひもといていきますと、一般会計に占める割合

が年々歳々ずっと大きくなってきているわけで

すが、これは分母の件、要するに予算規模の件

の膨らみも含めてという状態の話だと思います

けれども、超高齢化社会と医療費のいろんな部

分の高騰も含めて、そして医療の充実も含めて、

下がるということはないと思うんです。現にず

っと上がってきている現状ですから、１年間、

平成19年度と平成20年度を含めただけでも

0.6％の上昇なわけです、対して予算規模は19

年度、20年度そんな変わらないわけですけれど

も。ですから、こういう状況は分母の件ばかり

じゃなくて、今の動向、超高齢化社会、そして

福祉事務所の方で出してくださいました新庄市

の福祉のこの状況で、新庄市の人口動態があり

ます。これにしてもやはり膨らみが団塊の世代

にありまして、少子化で子供らが少なくなって

いる状況でありますので、今後これが下がると

いうことはないと思うんですが、そこのところ

のにらみというか、どういうふうに傾向を見て

いるのかというのは、分母、分子だけの問題で

はないと思うんですけれども、そこいらはどう

いうふうに認識していますか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 言葉足らずで申しわけご

ざいませんでした。私がお答え申し上げました

部分については、福祉事務所所管の内容につい

てお答えしたところでございます。福祉事務所

自体といたしましては、急激に伸びる要素はな

いであろうとにらんでございます。 
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１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） じゃ今がピークだとい

うか、そういうふうな状態だということを含ん

でいるということですかね。 

  ただ、一般会計に占める割合がやはり４分の

１ないしは３割まで到達しようとしているわけ

ですから、そこに対する民生費に対する金の使

い道等をかなり吟味していただかなくちゃなら

ないんじゃないかなという思いで、民生費に関

連して個人的に個々的に事象で質問させていた

だくわけでありますが。 

  まず最初に、先ほどお話ししましたように、

111ページの社会福祉費で、市の社会福祉協議

会運営費補助金611万9,200円についてはどうい

う使われ方をしていますか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 内訳でございますけれど

も、職員設置費補助金が530万3,600円、遺族会

活動費補助金として21万8,000円、福祉サービ

ス利用援助事業職員設置費補助金といたしまし

て59万7,000円、合計で611万9,200円という内

訳になってございます。以上です。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） 今の話をお伺いしてい

ますと、そのとおりだとは思うのですけれども、

社会福祉協議会、実はここ二、三年前ぐらいに

警察通りの前に、前の農済の部分のかなり大き

い施設を購入されて、そしてあそこで運営を行

っているわけでありますが、いろんな事業をや

って、要介護のヘルパーの事業もかなりやって

おりまして、営利を目的としていないとは言う

ものの、かなりの営利事業にもくみしているわ

けです。現に、ああいう見事な施設を持ってい

るわけです。そうすると、市からの運営費補助

金611万何がしという金は果たして妥当であろ

うかどうかと。要するに市の社会福祉協議会、

市からのいろんな委託業務が結構あると思うの

ですが、その部分の業務を遂行して、その部分

でのある程度の利益というか、その部分で運営

はできるのではないか。そうすると、市の補助

金、運営費、事業費等をもう少し削減しても、

財政難だと言われている割にはああいう見事な

施設を購入されて、どこからそういうお金が出

てくるのかと、ほかの人方からすれば疑問なわ

けですが、そういう部分をもしかして今みたい

な職員に対するいろんなあれだったらば、営利

部門と福祉部門をあそこの中で分ける必要があ

るのではないか、誤解を生ずるのではないかと

思うわけですが、市の社会福祉協議会の中でや

っている事業の中で、そこから余剰金が出たか

出ないかわかりませんけれども、あそこのとこ

ろの返済も少し行っているわけですよね、あの

施設の。そうなってくると、総体的にはいろん

な部分ではプラスなのではないか。そこのとこ

ろに運営費というのは必要ないのではないか。

もっと大変な状態、これから生活保護費にも触

れますけれども、そちらの方に充当した方がよ

っぽど市の税金の使い道としてはいいのではな

いかと思うわけですが、この疑問はどうなんで

しょうか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 社会福祉協議会におきま

しては、こういった市の補助金等もございます

けれども、基本的には各世帯から納入していた

だいている会費収入、それと市の補助金が歳入

の大きな部分でございます。ただ、これにつき

ましては従来市役所の敷地の中に社協があった

時代からずっと継続している部分でございます

けれども、新たに財産を求められるようになり

ました背景には介護保険事業が大きく影響して

ございます。そういった介護保険事業に取り組

んでから非常に社協の収入が伸びているという
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状況はございますけれども、それに付随しまし

て当然人件費等もふえてございます。一応市の

補助金といたしましては、介護保険を除きまし

て従来から福祉サービスとしてやらなければな

らないような事業、そういった事業については

市と社協が手を組んでやってまいりましたけれ

ども、この補助金についてはそういった部分に

ついて主に計算をしております。毎年そういっ

たことで金額を算定するに当たりましては社協

の方と十分協議を重ねた上で行ってございます

ので、今すぐこの金額を直ちに減額するという

考えは難しいかなというふうにとらえてござい

ます。以上です。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） 介護保険事業は結構一

生懸命やられているがゆえにある程度のプラス

の部分があるよと。それを除いてというのも、

社会福祉協議会全体の運営形態の中で取り組ま

なくちゃだめな……。なぜこんなことを言って

いるかといいますと、新庄市が財政的に大変だ

よと、本当に大変で何も事業ができないよとい

う状態が言葉の端々に出てくるのです。大変な

ことはそれぞれのいろんな部分でわかるわけで

すが、同じ税の公平性も含めて、税金の投入事

業費の重みの部分で、そこのところ、もしかし

てそういう状態になれる、介護保険の中でそう

いうあれになっているんだったらば、もうちょ

っと我慢してよと。それは協議会の中で進めて

おりますよとは言うものの、いろんな協議、今

までもこれは何回か話があったのです。市長が

今まで理事長になられていたんですが、今回は

新市長になられて、理事長は外部の方がなられ

たようでありますけれども、そういう部分の重

み、支援事業の重みをもう少し別のところに、

今大変なところに優先度をこうやって決めても、

今のところは協議の中で進めていますとは言う

ものの、総体的にはプラスだと思うのですよ。

そのときにはもう少し我慢してもらって、新庄

市の財政が大変な状況なんだから、もっと重み

のある税金の投入の仕方、傾斜配分と言うかも

しれませんけれども、そういうふうに使っても

悪くはないのではないかなと思うのですが、こ

の点、今まで累々と続いてきた社会福祉協議会

とのつながりですから、こういうふうな状態は

できないと言われるかもしれませんけれども、

ああいう施設を見事にやって頑張っておられる

ところに対して水を差すようでありますけれど

も、新庄の今の財政的な大変な状況の中ではも

う少し我慢してもらって、またこうだというこ

とを考えてもおかしくはないのではないかと思

うので、この点の疑問なところはどうなんでし

ょうかということです。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 私、福祉事務所長としま

して、社会福祉協議会の理事になってございま

す。ここに資料を持ってきてないんですが、19

年度の決算あるいは20年度の補正予算等が議題

になってございまして、その決算あるいは予算

を見ますと、現在この市の補助金を直ちに減額

できるような繰越金があるような状況にはござ

いませんので、将来財産購入費の償還等がすべ

て終わって、繰越金、剰余金等が多くなれば、

その時点でまた社会福祉協議会と協議する機会

があろうかと思いますけれども、少なくとも現

在においてこの補助金を直ちに減額するという

ことは社会福祉協議会の事業そのものにも影響

を与えかねませんので、慎重に対応してまいり

たいと思います。以上です。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） 現状はそうだと思いま

すので、そこのところ検討を加えられるときに

は検討を加えてもらって、社会福祉協議会の中

では１軒当たり800円でしたか、そういうふう
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にして取って、公共性があるわけですから、そ

の部分に対する税の投入の仕方も、やはり頑張

ったんだったら頑張ってもうちょっと新庄市の

財政本体のことを考えた上でのいろんな考慮を

今後考えていただきたい。 

  同じように、シルバー人材センターについて

も、人材センター運営費補助金693万3,000円の

使い道について教えてください。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 内訳でございますけれど

も、これは全額シルバー人材センターの運営費

の補助金でございます。ただ、すべて市の一般

財源で対応しているわけではございません。そ

のうち山形県の総合交付金が195万円ございま

す。それから、最上・新庄市を除く７町村の方

から１町村当たり21万6,000円も入ってござい

ます。したがいまして、新庄市の単独の持ち分

が498万3,000円となってございます。この金額

につきましては、県、市町村がおのおのこれだ

け負担しましょうということで、一つのルール

あるいは今の制度に基づいて支出している補助

金でございます。以上です。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） シルバー人材センター

の上にある助成事業費は、事業に対する助成な

のでしょうけれども、これも703万3,000円とあ

りますが、シルバー人材センターの経営、登録

されていろんな部分でみんな一生懸命やられて

いることは十分承知した上での話を言っている

わけでありますが、その経営自体はどういう状

況になっているのでしょうか。その助成事業、

これはどういうふうに使われているのか、何に

使われているのかも含めて。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 従来からそうでございま

すけれども、この補助金につきましては色をつ

けてございません。運営費全体にかかわる補助

金でございます。シルバー自体が一時は非常に

経営がよかった時代もあったようですけれども、

最近繰越金等も年々少なくなってございまして、

一つは登録している方々の人数減等もあろうか

と思いますけれども、シルバーにつきましても

こういった国、県、市の支援なくして経営でき

る状況にはないと。 

  なお、703万3,000円の金額でございますけれ

ども、この中には693万3,000円も含めまして、

シルバーにかかわる総経費が703万3,000円とい

うことでございます。以上です。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） その部分についてはわ

かったのですが、何回も言っていますけれども、

新庄市の財政が大変な状況なので、税の公平性

の上からやはりもう少し我慢してもらえるとこ

ろは我慢してもらえないのかなというところの

検討の余地はまだあると思いますので、その分

については検討を加えていただいて、やはり人

間というのはその部分を当て込んで、その状態

から事業運営をするとすればある程度楽なわけ

ですが、それは来年もこうやってもらえるよと

いう部分を含めて当初予算のいろんな編成をす

ればそうなんですけれども、その部分と新庄市

の置かれている財政の状況で、例えばの話で５

万、10万の金をこうやって出すにもいろいろ絞

らなくちゃだめな状況下にある状態で、金額の

重みを考えた上での全体的な把握の仕方という

のがあるかと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

  それから、次は生活保護費です。この成果表

を見ますと、きのうですか、だれか話ありまし

たが、生活保護世帯、平成18年度では126世帯

161名、平成19年度では127世帯165人で４人多

くなったよという話でした。新庄市の福祉の中
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身を見ますと、平成17年度には119世帯148人だ

ったのですが、17年から18年に対しては７名以

上、人口にして20名近くの数が多くなっている

のです。これはうなずける話です。要するに、

新庄市の高齢化社会も含めて、失業等々も含め

て、高齢化で老人世帯も多いし、いろんな部分

でということなのですが、平成19年から20年、

18年から19年にかけてただ１人だけだったとい

うのは、私もいろんな部分で何回か福祉事務所

の方にお邪魔しますけれども、水際でかなり厳

しい状態の中でそういうふうにして生活困窮者

が行った場合にその中で峻別をしているのでは

ないかと懸念されるのですが、この点、どうい

う基準に基づいて、この基準についてもここに

はずっとあります。それは重々承知の上で言っ

ているわけでありますが、要するに民生児童委

員だとか、そういう人方からいろんな部分で話

を聞いた上で、そしてこういう状態にというこ

とで、生活相談、他法、他施策の活用の検討、

申請受理、生活歴調査及び扶養義務者、収入、

資産調査、ケース診断会議等の開催、そして保

護開始という経緯は重々わかった上での話をし

ていますけれども、ここまでプロセスが進む段

階で、結構水際で厳しく言って、私も知ってい

る人がしたのですが、苦肉の策でいろんな部分

でやって結局はなくなったという方がいます。

これはかなりゆゆしき問題だと私は思っている

のですが、一面からは仕方ないなという部分が

あるのですが、この水際で、平成18年から19年

にかけて１世帯、たかだかこのぐらいというの

は、そこでかなりのプレッシャーをかけられて

いるのではないかなと懸念しているのですが、

その点いかがでしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 生活保護適用についての

流れは、ただいま委員がおっしゃったとおりで

ございます。当然こういった流れに沿って最終

的に適用することができるかできないかという

判断になるわけでございますけれども、決して

水際でそういった方々を排除しているというこ

とはございません。やはり他法活用なり、基本

的には扶養義務者の調査、預貯金、財産、そう

いったものをすべて調べさせていただいた上で

適用か否かの判断をしてございます。 

  ただ、申請自体いただく分にはいいんですが、

いろんな聞き取りの中で、まだ非常に預貯金が

あったとか財産があったとか、扶養義務者が十

分扶養できる状況があるといったことが話し合

いの中でわかれば、申請を出していただいた場

合にはまずこういった部分から処理しなければ

ならないよという説明もやってございますので、

申請しても当然適用にならないような場合には

申請しないようなケースもあろうかと思います

けれども、決して財政上の問題をもって申請を

受け付けない、あるいは却下するというような

取り扱いは一切行ってございません。 

  以上です。 

１３番（金 利寛委員） 委員長、金 利寛。 

山口吉靜委員長 金 利寛委員。 

１３番（金 利寛委員） 行ってないと言うとお

りだと思いますけれども、やはりそこに相談に

来られる方というのは、きのう市民課長もお話

ししていましたけれども、かなり多重債務だと

か、それは生活保護にはならないでしょうけれ

ども、病気だとか離婚だとか、ひとり暮らしだ

とかということの世相のいろんな部分の要因を

抱えてくるのに恥じらいながら来るわけです。

そこにいる担当者が「今までも生活できたんで

しょう」という一発言った言葉が、そこで何と

かしたいと思う人の心にかなり傷をえぐられた

思いがあるという報告もいただいておりますの

で、そこの一面で接する人方に対する心根の問

題、相手はそういうメンタルな部分では傷つい

ているよという問題に対処していただきながら

今後対応していただきたいなと思います。 
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  ただ、平成17年から19年まで、18年から19年

までは１世帯だけだったので、かなり絞ったの

かなと懸念したものですからお伺いをまずしま

したけれども、なおその水際で接する人方の態

度、心構え等もどうかよろしくお願いしたいな

と思います。 

  もう１点、最後になりましたけれども、神室

荘でありますが、これが結構大変な状況になっ

て、先ほどの話あらあら言いましたけれども、

時間がなくなりましたけれども、今の職員、

日々雇用、嘱託職員、何名でやられていて、今

現在の状況では足りないのかどうなのか、頑張

っている状況等も含めて教えてください。 

叶内利昭神室荘長 委員長、叶内利昭。 

山口吉靜委員長 神室荘長叶内利昭君。 

叶内利昭神室荘長 現在の嘱託職員の人数ですけ

れども、日常の生活相談員として３名、利用者

のお世話をしていただきます支援員として８名、

合計11名が非常勤嘱託職員としております。そ

れから、日々雇用職員でございますが、調理業

務補助としまして６名、業務補助、いわゆる洗

濯補助として１名の合計７名、そのほかに市の

職員が11名、合計29名体制で運営を行っており

ます。 

山口吉靜委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時００分 休憩 

     午前１１時１０分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて、再開いたします。 

  ほかにございませんか。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

山口吉靜委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） 私の方から質問させて

いただきます。 

  まず初めに、監査委員の方から報告されまし

た決算審査意見書の中で、22ページの結び、こ

の中でまず最初質問します。 

  髙山監査委員の方から冒頭に監査の内容を説

明していただきました。その中でもいろんなこ

とが指摘されているわけであります。まずその

辺の指摘された事項に対して、私は本来ならば

この指摘されたことに答弁を我々にしていただ

いて、それから決算に入るというのが一つの妥

当な議会の持ち方じゃないかなと、私なりには

思っている。 

  そうした中で、この指摘された中で一番心配

されるという点は、執行部の方でも財政再建計

画の中でいろいろと財政健全化を図ってきてい

るわけですが、財政健全化法、この点について

監査委員の方から説明というか、指摘がされて

おるわけでございます。何といっても、来年度

実質公債費比率が25％を超えれば財政再建化計

画の策定を新たにしなければならないというよ

うな内容ではないかと思います。また、こうい

う状況が続けば、これは私初めて聞く文言で個

別外部監査、こういうものも実施しなければな

らない。この個別外部監査というものはどうい

う内容なのか、この辺一つお聞きしたい。 

  そういう中で、この健全化法は、一般会計だ

けじゃなくして、市の財政全体的なとらえ方を

していかなきゃならない。当然特別会計もある

わけで、こうした25％という一つの線がかなり

厳しい状況になってくるんじゃないかと思いま

す。そういうことを考えますと、来年度からの

監査委員の指摘されていることにつきまして、

執行部はどういうとらえ方をされておるのかお

聞かせいただきたいと思います。まずその辺か

ら一つ。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 監査意見書22ページの

中段のところに、「新たな財政健全化計画を策

定し、個別外部監査を実施しなければならな

い」と、その２行下には「トータル的な健全化
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の努力が必要と思われるので、行財政改革の一

層の推進を期待する」という御指摘をいただい

ております。 

  さきの全協のときもお知らせしましたように

４指標による財政健全化指標、先ほど公開した

ところでございますが、20年度決算からその４

指標に基づくラインを超えていれば早期健全計

画を策定し、その計画に基づいて早期に実施を

図っていくという法的な裏づけにより行われる

ことになりました。来年度は、説明しましたよ

うに、実施公債費比率で25％を切ることはちょ

っと困難であると、20年度は恐らく超えるであ

ろうということになれば、もちろん健全化計画

を策定して議会の皆様の承認を得なければなら

ない。 

  また、外部監査というのは、会計士あるいは

それに準ずる方々の御指摘あるいはいろんな指

導を受けた上でいろいろしなさいというような

ことでございます。それに基づいて実施を図っ

ていくということになります。 

  10月ごろまでには21年度からの新財政再建５

カ年計画を策定し、今後５年間の方向性を議員

の皆様方にお示ししたいということで、今策定

してございます。それから、全会計関連するい

ろんな諸制度について、連結しながら将来負担

比率も含めて１年でも早く財政が健全化できる

ように、情報の公開と皆様方に対する相談とい

うか、協議をいただきながら、一日も早く、１

年でも早くその数字をクリアできるように頑張

っていきたいということであります。 

  注目されております実質公債費比率について

は、22年度決算でクリアできる見込みでござい

ましたけれども、今のところは１年早まって21

年度決算には何とかクリアできるのではないか

と今頑張っておりますので、今後とも御指摘の

とおり、なお一層の努力をしてまいりたいと考

えてございます。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

山口吉靜委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） 財政再建計画はそう簡

単に単年度的な形では事は進まないとは私も認

識しております。 

  この25％の一つの線は、これはとりもなおさ

ず市の単独事業がそれなりに国・県でそれらを

認められるかということが大きな一つの25％の

数字にあらわれているじゃないかと。そういっ

たことを考えますと、やはりこの財政再建を図

らないと、市民にそれ相当の心配やら、またい

ろんな形で市民からの要望にこたえることがで

きないという状況が続くわけでありますので、

今、政策経営課長が言われました21年度決算、

そういうふうなところまでぜひひとつ頑張って

やっていただきたいなと思いますので、よろし

くお願いします。 

  次に、成果表の59ページの水田農業対策費、

水田農業確立対策費644万6,030円、この事業が

施されたという点について質問したいと思いま

す。 

  今の農業情勢、当市においての一番の稲作、

基幹産業であります稲作が、米の価格低迷にお

いて非常に経営が安定どころじゃなくて、安定

対策が不安定対策と言ってもおかしくない、そ

ういう状況下に今あるわけであります。この辺

を執行部側はどういうふうにとらえているのか。 

  私なりに申し上げますと、こういう余り難し

いことを話しする気もなかったんですが、これ

は国策から来ているわけで、新庄市だけがどう

のこうの言っても始まる施策でもない感じがし

ております。一つは、ある国会議員も言ってお

りますが、今の福田内閣、もう終わろうとして

おりますが、この前の前、小泉、森内閣、多分

この辺からだと思いますが、経済財政諮問会議

というのが設けられたと。その中で、私が一番

気になったのはこのメンバーなんですね、この

メンバー。当然大臣級も入っています。あと、

民間では経済界なんです。伊藤忠取締役会長、
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キヤノン、国際基督教大学と、こういう資料を

もらっておりますが、ここには我々農業者とい

うか、農業からはだれも入っていない。こうい

う中でこういう諮問会議がどんどんと進められ

てきた。その一つは市場制の導入、米も食管法

がなくなってから市場原理を導入されて、米の

価格がこのようにあるわけであります。こうい

う中で、市場原理を導入した内閣、国の方で施

策打ち出されてから今の農業の状態は本当に力

強くなってきたものか。安定対策とか、いろい

ろ打ち出されている、その辺の執行部のとらえ

方、その辺をお聞かせいただきたいと思います。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

山口吉靜委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 水田農業対策費ということ

で、今、委員おっしゃるとおり、生産資材の高

騰、いろんな飼料の高騰等、農家の方々は本当

に大変な時期であります。特に畜産におきます

酪農関係が乳価のいろんな問題によって、乳価

を上げることができないかと、窮地に立ってお

ります。 

  その中で、国で示されておりますいろんな国

策といいますか、水田農業対策費ということで

生産調整が15年から食管法でありました、今は

食糧法、つくる自由、売る自由というふうなこ

とで、それによって米の過剰生産によります米

価の下落とか、そういうことで昨年も、19年度

においても緊急対策ということで示されました。

前も申し上げました５年間の契約で１反歩５万

円、非協力者が１反歩３万円といういろんな施

策を講じられましたも、参加する、契約する農

家がほとんど少なかった、150何名ということ

で、そういう状況でございます。 

  その中で、なかなか難しい国策と市場原理で

ございますけれども、国においても米価の安定

のために20年度の仮渡し金といいますか、米価

が昨年最初の概算では7,000円だったんですけ

れども、今回１万3,000円という生産コストも

考えた上での結果だと思いますけれども、概算

としては１万3,000円ということで、とにかく

今は生産調整を達成、いかに協力していただく

かというようなことで国と県と一緒になって取

り組んでおるところでございます。 

  なお、なかなか生産調整するに当たって、こ

の前私も申し上げましたけれども、転作によっ

て生産性を向上させるというのはなかなか労働

力の関係もございますし、家族労働の関係もご

ざいますし、転作でいろんな生産組織をつくっ

て、いかに農業所得を向上させるかということ

で、その辺はだんだん生産組織も育っておりま

すし、今後ともそういうことを市として推進し

ていかなければならないと思っております。 

  答えになってないかもしれませんけれども、

私の考えです。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

山口吉靜委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） これは聞く方も現実を

ちゃんと踏まえて話ししているわけですから、

当然今の農家、特に新庄市における稲作農家、

所帯的経営をやっているわけで、この辺の現場

をきちっと把握してもらって、上の方へ、行政

は行政として県、国へ市長を先頭に、こういう

現状を訴えてもらいたい。我々と意見交換した

だけじゃどうしようもならないところもあるわ

けで、農業団体は農業団体でそれなりにという

か、ましてやこういうふうな高騰対策、いろん

な形で要請活動、今やっているわけです。やは

り行政も一緒になって、今の現状、本当に半端

じゃないんですよ。再生産確保とかというもん

じゃない、これだけ高騰対策。農林課長も畜産

やら何やらいろいろ一生懸命そういう今の緊急

対策に対していろいろ私もお聞きしたことがあ

りますので、そういう緊急対策をいかに我々生

産者、農業者の方へもどんんどんと情報提供し

ていただいて、どういう対策が今緊急に施され

ているのか、その辺もやはり我々に知らせてい
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ただきたい。そして、一緒になって特にこの高

騰対策を乗り切らないと大変な農業情勢が出て

くるわけで、ぜひひとつ今の緊急対策について

市のとらえ方を十分認識してもらって運んでい

ただきたいと思います。 

  この生産調整の成果表の中でも、昨年度は全

国で７万ヘクタールの超過作付があったという

ことで、あれだけ米価が下落した。今年度の調

査では、大体決まったと思うんですが、約６万

ヘクタール前後が過剰作付と今報道されている

わけで、何とか米の需要が上向きだということ

で、先ほど課長が言っていた、米が全農あたり

で、きのう、おとといあたりですか、概算払い

で１万2,000円、その線を打ち出したというこ

とであります。昨年度よりは少々上がるのかな

ということで、それ相当我々も昨年度よりはよ

いかなという感じでおるわけでございます。 

  この成果表の中で、生産調整、もう少しわか

りやすくつくってもらうとありがたいんです。

ということは、どれだけの超過、転作、協力、

超過面積、そういうものをもう少し、見れば大

体、計算すればわかるような感じで私は見たん

ですが、これだけ、何％、何名でもいい、転作

非協力者、そういうものをやはり面積をきちっ

と数字で出してもらうともっとわかりやすいか

なと思うんですが、その辺の成果表のつくり方

というか、この辺をもう少しわかりやすく、見

ただけですぐわかるようにつくっていただきた

いなと思っております。 

  そういう観点で、今本当に米価の下落、いろ

んな形で安定対策がとられているんですが、

我々には格別な特効薬になっていないというの

が現状であります。そういうことで、今後の対

策に期待するだけでありますが、水田農業確立

対策の中で市長が先頭になって取り組まれてい

る会議もあるわけですから、もっともっと真剣

に受けとめて、そして生産者と議論を深めて取

り組んでいただきたいなと思います。答弁は要

らないんですが。 

  次に、もう一つ、これも成果表７ページの路

線バス、生活路線バスの補助金等の事業414万

4,000円、これについてお聞かせいただきたい

と思います。この路線バスを今運行してもらっ

ている、特に山交さんへ補助金を出している。

この補助金の内容は当然地域の足を確保すると

いうことであるわけだと思いますが、どういう

方々、市民だけじゃなくて、これは町村の方も

入っているわけで、こういう一つの足としてど

ういう方々に路線バスを利用して新庄まで来て

いただくのかと、利用してもらうのかというこ

とが一つの協議の一番大事なところがあるかと

思いますが、その辺の利用状況、そしてどうい

う方々が今現在利用されているのか、そしてこ

の目的が本当に達成されているのか、その辺を

お聞かせいただきたい。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 19年度は414万4,000円

の補助金を出しているわけですも、その路線は

県立病院、土内までの路線、市営バスになりま

したも、この補助対象が18年10月１日から19年

９月30日までという秋から秋までの決算によっ

て補助を出しているという関係上、廃止されま

した土内県立病院前線もその補助金の中に含ま

れています。それから、同じように堀内と結ぶ

ライン、それから羽根沢と県立病院、烏川と県

立病院という、いわゆる赤字路線がその補助対

象になってございます。そのほかに金山線、肘

折線などがございますが、それらは赤字にはな

っていなかったということで、赤字に山交で…

…。（「課長、利用者、利用度。そういう路線は

いいんだ」と呼ぶ者あり） 

  利用者は、その赤字ラインで５万4,000人ほ

どありました。通学している方、あるいは烏川

線、肘折線では小学校の児童生徒、土内線では

学校の生徒、保育園児、老人、身障者等々いわ
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ゆる交通弱者等が主体になってございます。 

  以上でございます。 

９ 番（清水清秋委員） 委員長、清水清秋。 

山口吉靜委員長 清水清秋委員。 

９ 番（清水清秋委員） 私も「交通弱者」とい

う言葉を余り使いたくないんですが、そういう

方々が利用してもらっているということが一番

大事なことじゃないかなと思っております。 

  しかしながら、この路線バスが果たしてそこ

を通過しているかというと、必ずしもそうじゃ

ないんです。例をとってみますと、北高さんの

前はバスが通ってない。役所の前もバスが通っ

てない。例えば県立病院を経由して歩いている

のはあります。しかしながら、病院は県立病院

だけじゃないんですね。やはりある程度はそう

いうふうな病院施設があるところ、ある程度は

ですよ、全部回ることはできないんですが。そ

の辺の配慮というのも当然必要じゃないかなと

私は思う。通学に利用していただくというのも

当然これは図るべきだし、これは教育委員会の

方で今相談してもらっているところであります

が、やはり山交さんに補助金を出して、山交の

事業の内容でバスが時間変更されたり、いろん

な形で山交さん主体的に運行されているような

感じを受けるところもあるんです。そのために

学校側が授業を変更したり、時間と時間の間を

短縮したり、そのバス時間に合わせるため、そ

ういう状況が起きているという話も聞いており

ます。そういう状況が起きたら、せっかく補助

金出していて、利用する方々が「いや」という

ことにならないと思うんです。現にそこの地域

の方々から市の方へもいろいろお話が来ている

ということも聞いておりますが、その辺を十分

考慮して、やはり山交さんと十分な協議をして

そういう路線バスの運行計画を立てていただき

たい。 

  そういうことで、路線バスの運行に対しても

十分な配慮が必要じゃないかなと私は思ってお

りますので、今後ひとつぜひ今言ったことも踏

まえて検討していただきたいと思います。 

  答弁は要りません。終わります。 

山口吉靜委員長 ほかにありませんか。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

山口吉靜委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） それでは、私は農林と

商工の方ちょっとだけお尋ねしたいと思います。 

  まず最初に、135ページにございますエコロ

ジーガーデン推進事業費、これについてお伺い

いたします。 

  成果表には57ページに記載されてあるんです

が、このガーデンそのものは770万円という合

計金額で消化したわけですけれども、事業の内

容が報告ではまゆの郷の事業報告しかこの成果

には載ってないですよね。それで、135ページ

に行きますと、主な金額、大きいところを拾い

ますと修繕料と施設管理業務委託料でほぼ占め

ています。 

  これでいいのかどうか私は疑問を持つもんで

すからお聞きするわけでございますけれども、

もとはあそこの施設を使ってバイオの研究とい

うのがあったわけです。それがいつどういうふ

うにしてか消えていってしまった。そうします

と、そこをもととしたバイオの堆肥の製造とい

うことを今やっているわけですね。141ページ

にバイオマス堆肥製造業務委託料346万5,000円

とあります。これに関しては両方関連あるから

一緒に質問しますけれども、これの別のページ

に今度は生ごみ、これに関する生ごみの収集事

業がありますね、131ページ、388万5,000円。

合わせますとこういうかなりの金額をこの堆肥

の製造にも使っていると。バイオに関しては、

今はあの研究室が使われていないんじゃないか

と思っていますけれども、経費はこのぐらいか

けているということなんですね。実際何をあそ

こで行っているか、まゆの郷以外にはどういう

ことをやっているか、それをお伺いしたい。 
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  それから、この堆肥ですけれども、一時は全

家庭、全部の生ごみをあそこで堆肥にするんだ

ということで計画を立てまして、財政難の理由

で取りやめになりましたね。それでも一部続け

ておるわけですけれども、この成果表には堆肥

が最後にどうなっているかということが、成果

がどういうふうに出ているかというのが載って

ないんですね。これは成果表の63ページ、バイ

オマス推進費の堆肥製造事業とはありますけれ

ども、これだけの金を費やして最終的にその堆

肥というのがどこへどういうふうに使われて、

どういう効果があったかということがわかりま

せん。それをまずお伺いしたい。 

  皆さんの質問の中でも話が出てきたんですが、

農家が大変な状態に陥っているということは、

私が聞いているのは、来年は肥料が５割アップ

になるということを聞いているんですね。それ

だけでなく、あらゆる資材が高騰しています。

上がらないのは米価だけですね、今のところ。

若干何かことしの入札で800円ぐらい上がった

かなというような感覚はあるんですけれども、

大幅には、この資材が上がるぐらいには上がっ

ていかないという今の予想になります。 

  それで、生産費が米価の販売価格よりもう既

にオーバーしているということはいろんなデー

タからわかるわけで、私はこのバイオマスの堆

肥を何とか早く肥料のかわりに、輸入した化学

化学肥料のかわりに早く使っていただくべきじ

ゃないかなと思っています。この事業が始まり

まして通算何年たちますか。まだ全然その結果、

効果というもの、どういうふうに使っていくと

いうのがまだ示されておらないんです。それが

今どこまで行っているか、それをまずお聞かせ

いただきたいと思います。 

五十嵐祐一農林課長 委員長、五十嵐祐一。 

山口吉靜委員長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 エコロジーガーデンの推進

事業費につきましてお答えしたいと思います。 

  平成14年に条例化されましたガーデンにつき

ましては、今活動としましてはバイオマスセミ

ナーを毎年１回開催しております。そのほかに

ＮＰＯ法人とか、いろんなそういう団体の参加

しておりますグラウンドワーク活動ということ

で、例えば昆虫採集とか、いろんな昆虫の研究

とか、そういうグラウンドワークということで

年に４回やっております。また、産直について

は18年度から施設使用料ということで月３万円

の使用料をいただいてやっております。 

  その中で、先ほどエコロジーガーデンの修繕

ということで質問ありましたけれども、この修

繕については金額的には220万円ぐらいだった

と思いますけれども、それについては14年の開

設前からその施設の維持管理ということでトラ

クターがございます。それについては、あの施

設は10ヘクタールほどの広大な施設でございま

して、トラクター１台で年間約４回ずついろん

な草刈りとか、冬になると除雪とか、そういう

ことでトラクターの仕様では７年ぐらいしかも

たない仕様になっておりますけれども、いろい

ろ修繕をしながら、あのトラクターを修繕させ

てもらって、それで維持管理をやっているとい

うことでございます。それが大きく占めた19年

度の決算内容になっています。 

  それから、バイオマスの堆肥につきましては、

引き続きバイオマスの堆肥実証事業をやってお

りまして、いろんな木くずとかチップ、牛ふん

とか、それを活用して、その菌を切りかえし方

式で生ごみとまぜて、そういうふうな堆肥の実

証を今でもやっております。それをバイオロフ

トという会社で研究員１名を研究所の方に配置

しておりまして、その中で菌を買わなくても、

菌を増殖している、そういうふうな増殖のいろ

んな試験とか、そういうふうな研究をやってお

ります。そして、そのつくった菌については、

旧中部牧場の方で生ごみの収集と、木くず、牛

ふんの切りかえし方式でその堆肥をつくってお
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りまして、生産された堆肥については約120ト

ン弱ぐらいの堆肥が生産されております。 

  その活用としましては、学校の学校畑、産直

まゆの郷の会員の方に無料で配布しております。

また、生ごみの収集に協力していただいた一般

家庭の方々にも公募しまして、それで有効に使

ってもらっていると。特に学校とか産直の会員

の方がその堆肥を使って新鮮な野菜、農産物を

やっていると。また、産直の方でも学校の給食

とか、おかず関係の食材の方に利用していると

いうふうなことになっています。 

  それから、生ごみについては、財政の関係で

今は休止の状態になっておりますけれども、実

証事業については今後とも引き続きやっていく

という考えで、当然でございますけれども、今

年度、一般質問にもございましたけれども、堆

肥活用計画を今年度中に出口とか、いろんなそ

ういう活用も含めた計画の策定を進めておりま

す。その中で、ある程度まとまった段階で議員

の皆さんにお知らせしたいと思っておりますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

山口吉靜委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） 堆肥については循環型

社会ということで、産直の会員、学校とか、そ

れからあとは体験農園ですか、そっちで使って

いるということであろうと思いますが、毎年こ

れだけの金を、1,000万円近くの金をかけてや

っているわけですので、それの本当に効果とい

うものをやはり見つけていかなきゃならないん

じゃないかと。将来に向かって全量の生ごみと

いうことは理想で、やはりやっていかなきゃな

らないと。ただ燃やすだけでなくて、そういう

ふうに堆肥として肥料として使用できることは

もう実証済みなんですから、それは完全にやっ

ていくべきだ、新庄市としてやるべきだと私は

思いますけれども、そのためのやはり基礎的な

ものを持ってないと、どういうふうな成分比で

どこにどういうふうに使えばこれが効果として

出てくるかというものがなければだめだ。ただ

できたから会員にやった、そっちにやったと、

今言ったようなところに配布してそれでいいと

いうものではないんじゃないかと私は思うんで

す。 

  今、課長から答弁あったように、そういう計

画を立てながらやっていくという答弁を初めて

聞いたわけですけれども、どうか実のある歳出

を考えていただきたいなと思います。 

  さっきも話あったんですけれども、実質公債

費比率が30.1％から始まって今度は財政健全化

法になって25％を超えれば、さっき話あったん

ですが、個別外部監査を受けなければならない

ということになり、19年度の決算が今度全国的

にオープンに発表されるということですね。そ

ういう状況になっています。間違いなく25％は

超えるわけですから、当然そこに新庄市は該当

してくると。全国何位になるか、ワースト何位

になるかはっきりわかるわけですけれども、や

はり新庄市としてはこの25％を一日でも早く切

れるような財政運営を目指していかなきゃなら

ない、これはだれしもが思っているところであ

ろうと思います。 

  そういう中で、年間毎年250億を超える、特

別会計合わせまして、その金を費やしているわ

けですから、１円たりともむだがあっては私は

ならないと思うんですよ。やはり一番の肝心な

血税を出している市民が、この支出に対して理

解を求める、納得できるような歳出でなければ

ならない、私は思います。 

  私から見ていれば、今、質問したように、こ

のバイオマス事業、エコロジーガーデン事業も

どこか違うんじゃないかというところが見受け

られるので質問しているわけでございますけれ

ども、その成果表の中に、言ったとおり、今、

課長が答弁しましたが、バイオマスセミナーを
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１回やった、グラウンドワーク活動を４回やっ

た、その下はまゆの郷の来客者じゃないんです

か。だとすると、この700万円以上投下したエ

コロジーガーデン事業は、これでいいというふ

うにならない、私から見ればならない、むだだ

という部分がある。それから、堆肥も同じです

けれども、そっちこっちに無料で配っても何ら

いい結果が出てこない。循環になったというの

はわかりますけれども、これでいいとは言い切

れない。これは納得してもらえない事項である

というふうに私は思います。 

  そういうことで、農林だけでなく、全課にお

いてむだがないような使用、だれから質問され

ても理解できるような姿でこの歳出がいつもあ

るべきだというふうに私は思います。 

  農林から今度は商工に行きます。 

  商工は、一番金を使う広域交流センターゆめ

りあ、しょっちゅう私は言いますけれども、こ

の中で分担金、これは成果表では67ページ、２

億771万1,000円という分担金が広域に出されて

おりますね。入館者数、年間172万4,000人なん

てありますけれども、これは駅と併合ですので、

乗車される方もみんなこの中に入っていると思

います。 

  ここの問題は、この入館者数という、この数

字がふえればふえるほど、あそこの維持管理費

がかかるということなんです。比例していくん

ですね。それで、利用していただくのはいいん

ですけれども、金がかかる。使用料が入ってこ

ないというのは矛盾がある。これが返済、償還

が終わるまでずっとこの金額を払っていかなき

ゃならない、償還金と維持管理費と。ずっと続

くわけですよ。これが非常に新庄市の財政の足

を引っ張っている一つの私は失敗の箱物である

と思っています。 

  それで、何回も申しますが、ここも市の職員

が２人派遣されているという状況で、使用料が

入ってこない、ゼロのところから出費だけがだ

んだんだんだんかさんでいく、去年よりも分担

金が余計になっているはずですので、ふえてい

くわけですよね。利用もこれだけ多い。喜んで

いいんだか、悲しんでいいのか、私は悲しい方

を考えています。困ったなというふうに考えて

います。 

  この設備は、前も言ったんですけれども、何

とか市で考えて、広域のものではあるけれども、

８割以上は新庄市が出しているわけだから、１

銭も入らないというのはおかしいんじゃないか

と何回も私は言っているんですが、庁舎内でそ

ういうふうな話があるかないか、まずそこから

お伺いしたい。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

山口吉靜委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 新田委員からは事あるご

とに御注意を受けておるわけなんでございます

けれども、ゆめりあにつきましては山形新幹線

新庄延伸の際の一つの何といいますか、一つの

手段と申しますか、延伸に向けての手段だった

と私は理解してございます。 

  この使用料の徴収ということでございますけ

れども、昨年度の使用料徴収状況なんですが、

わずか77万円ということでございます。こうい

ったことを改善するということになりますと、

私どもだけではなくて、最上８市町村全体での

意見というものも聞かなければならないという

ことであろうと思います。 

  また、花と緑の交流広場につきまして、これ

はほぼ無料なんですが、これは地疎債を使って

いる関係上、公共の性格が強いということで、

収益を見込まないものに限定するということで

これを充てたということも聞いていますので、

すぐには有料化というものはできないのではな

いかと思います。 

  以上でございます。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

山口吉靜委員長 新田道尋委員。 
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１４番（新田道尋委員） 「できないのではない

か」でなくて、できる方向にするのが職員とし

ての仕事じゃないですか。最初から入り口にも

入らないで「だめだ」というのはおかしいんじ

ゃないですか。やってみて、どこか壁にぶつか

ったというんだったらば話はわかりますけれど

も、まずやってもらいたい。いつまでもこうい

うふうにやっているということは、だんだんだ

んだん健全化がおくれていくんですよ。一つだ

け言うのは酷かもしれませんけれども、あらゆ

るところにそういうところが見られる、時間が

ないので余り言えないんですけれども、30分し

かないのでやめますけれども、一つ一つ商工だ

けやり玉に上げて言うのも適当ではないんです

けれども、皆さんが一つ一つ気をつけてやって

いかないと、この25％切るということが難しく

なってくるんですよね。今27まで落ちたんです

か、大変いいことなんですが、早く到達しなき

ゃならないんですよ、何としても。そういうこ

とで、ぜひひとつ御尽力をいただきたいと思い

ます。 

  もう一つ、その下、ついでですが、同じ成果

表の67ページの新庄藩江戸家老、それにプラス

仙台家老というのが４名ですか、任命しまして、

将来の新庄の売り込みということで新たに設け

たわけですけれども、これの動きが、事業負担

金47万8,000円なんですが、もう少し何とかこ

れを動かせないかなと思うんですよね。やはり

新庄ふるさとを思って江戸家老を引き受け、仙

台家老も引き受けていらっしゃると思うんです

よね。ですから、もう少し力をかりて成果の上

がる方向で努力しなきゃならないんじゃないか

と思うんですけれども、具体的に何か計画あり

ましたらお答えいただきたいと思います。 

黒坂光悦商工観光課長 委員長、黒坂光悦。 

山口吉靜委員長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 現在、江戸家老につきま

しては18名、仙台家老につきましては４名とい

うことで、渡部議員の御質問にもお答えしたん

ですが、いろんな物販の際に来ていただきまし

て、一緒にＰＲ活動をされているということも

ございます。また、仙台家老なんですが、こと

し仙台・宮城ＤＣ（デスティネーションキャン

ペーン）という観光キャンペーンがございます

が、これの本番でございます。昨年がプレとい

うことで、そういったこともございまして、仙

台圏とのつながりを強めたいということで、仙

台家老さんを４名委嘱したわけでございます。

そういったことで、今年度本番という前に、昨

年、新庄まつりの際にバス１台を送り込んでく

れたということもございまして、いろんな場面

で協力していただいてございます。渡部議員の

御質問にも御答弁申し上げましたが、在仙の県

人会の総会には市長もしくは副市長が出席いた

しまして、皆さんとの交流を図っているという

こともございます。そんなことで、何もやって

ないということではございませんので、御理解

いただければと思います。 

  以上でございます。 

１４番（新田道尋委員） 委員長、新田道尋。 

山口吉靜委員長 新田道尋委員。 

１４番（新田道尋委員） それで、成果表をずっ

と全部見ていきますと、あれをやった、これを

やったというような報告しかほとんど見受けら

れないんですよね。これをやって、その次が欲

しいんです、その次。やったらこういう結果、

成果があったというものをここへ来年は書ける

ように、全課ひとつよろしくお願いします。 

  終わります。 

山口吉靜委員長 ただいまから１時まで休憩いた

します。 

 

     午後０時０３分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて、再開いたします。 
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  ほかに質疑ございませんか。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） 予定外ということらし

いですけれども、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

  それでは、決算書180ページでございます。

ちょっとわからないことがあるので教えていた

だきたいということで質問いたします。 

  12款１項公債費ですけれども、180ページと

181ページに載っていますけれども、私のわか

らない点、公債費の予算が21億8,489万9,000円

というふうに載ってございます。これは元金と

利息合わせての計算と思いますけれども、それ

でずっと右の方ですけれども、備考欄に市債元

金ということで市債元金償還金が16億9,371万

3,604円ですか、それから6,960万円、680万円

という数字が載ってございます。それから括弧

として県市町村振興資金借換分とありますけれ

ども、この内容についてお伺いしたいと思いま

す。 

  それからもう一つ、財政融資資金借換分、こ

れはこちらの方から借りて、こちらに返した、

借りかえしたという格好なのでしょうか。それ

から、できれば金利と何年返済とか、そういう

細かな点をちょっと教えていただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 県の市町村振興資金借

りかえ分でありますが、県の単独の起債といい

ますか、貸付金がございます。それが６本ござ

いまして、これまでは３％の利率で借りており

ました。しかし、市町村の財政がいろいろと厳

しくなっているということを考慮しまして、県

でこれよりも低利な資金に貸しかえを行うとい

うことで、市ではこの金額だけ借りかえをお願

いしたということで、借りかえ後の資金は一本

化しまして２％でお借りしてございます。前は

63年とか平成元年とかそれぞればらばらのやつ

が５本でございましたが、一本化して借りかえ

を行ったということでございます。 

  それから、下の財政融資資金借換分でありま

すが、58年にお借りした特に金利の非常に高か

った分、昭和58年と59年に借りたお金でありま

すが、これが７％以上の高金利であったという

ことで、これも国の財政対策ということで、特

に高金利なものについては３年間かけまして

５％以上のものをすべてなくしていくというこ

とで、まず平成19年度は６％あるいは７％とい

う高利なものについて借りかえをしたというこ

とで、これは借りかえ後の利率が１％から２％

ぐらいの利率ということで、非常に低利な資金

になりました。以上でございます。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） どうもありがとうござ

います。高い金利のものを安い金利に借りかえ

したということになると思います。 

  その下の方に市債利子ということで３億

9,678万5,639円、これは約４億近くの利息を支

払ったわけでございますけれども、これとあわ

せまして成果表の107ページで公債費と載って

ございますけれども、公債費の合計で18年度で

は179億4,397万8,000円が平成19年度末の現在

高で169億176万4,000円となってございます。

そのうちの16億9,300万何がしがこれに該当し

て利息が３億9,600万円になったということだ

と思いますけれども、今説明ありましたけれど、

７％、６％を３年間かけて金利を安のに借りか

えしていくということでございますけれども、

約４億円近くの利息、一般会計135億円の３％

ぐらいに該当するわけなんですけれども、この

全体の金利といいますか、今、借りかえした後

のやつで一番高い金利と一番低い金利、一番低

いのはいいですけれども、まだ高い方の金利に
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ついては幾らぐらい残高にして残っているので

しょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 利率、一番高いところ

で、さっき言いましたけれども、7.1％が一番

高いと。一番低いところは1.5％未満のやつも

ございます。総じて大体平均しますと3.5から

4.0％の利率のところ、2.5％のところが一番多

くなってございまして、失礼しました、最近で

は2.5％以下のものが非常に多くなりましたけ

れども、４％あるいは4.5％の起債も11億円あ

るいは12億円ぐらいありまして、５％以上の金

利のものが合わせますと７億円ほどございます。

それらについて順次借りかえしていくというこ

とでございます。最近の借り入れは大体２％前

後でございますので、金利としては大体３％か

ら５％ぐらいの効果がございまして、１年間合

わせますと大体、これらの借りかえが完了しま

すと効果としては年間で約6,000万円ほどの効

果が最終的には出てくるのかなと思っています。

これは一般会計、公共下水道、水道も全会計合

わせてでございますが、そういうふうになると

思います。以上です。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） どうもありがとうござ

います。 

  ただいま効果として6,000万円とおっしゃい

ましたけれども、これにつきましてはすぐ出る

か出ないか、ちょっと時間もかかると思います

けれども、全体的に見て6,000万円というふう

に私は解釈したいと思います。それはそれで大

変結構なことでございます。 

  それで、108ページの方なんですけれども、

先ほどから各委員がおっしゃっていました内容

でございますけれども、例えば経常収支、成果

表108ページの経常収支比率が99.5から19年度

は102.6というふうにアップしてございます。

それから、実質公債費比率に関しては29.9から

30.1、27.3というふうに19年度は下がっていま

す。これにつきましては25％を超える、これは

間違いない、これはしようがないと思いますけ

れども、起債制限比率につきましても16.4から

13.9、これは15％を超えないからイエローカー

ドまで行かないということで大丈夫だというこ

とになってございますけれども、今後、財政再

建に向かいまして、この財政健全化法の四つの

指標をクリアといいますか、その四つの数字を

クリアできるのはいつごろと見ているか、その

辺のところちょっとお聞きしたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 四つの指標のうち、実

質赤字比率、連結の実質赤字比率は黒字になっ

てございますので、これは既にクリアしている

と。それから、問題なのは実質公債費比率であ

りまして、都市計画税の関係で27.3ポイントに

なったということで、これが毎年このように控

除されると仮に仮定しますと、公債費適正化計

画では22年度の決算時点、つまり発表するのは

23年度ですので、その時点ではクリアできると

いうことを見込んでおりました、22.3ポイント

でしたか。それよりも今回の計画では１年早く

クリアできると。つまり21年度決算では何とか

25ポイントを切りたいと。今の試算では25.ち

ょっと超えるか超えないかぐらいですけれども、

頑張ってこの数字をクリアできるようにしてい

きたいと考えています。それから、将来負担比

率は、全協でお示ししましたように、190ポイ

ントでありますので、350ポイントのラインは

既にクリアしていますので、これは問題ないの

かなと考えています。 

  見通しとしては以上でございます。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 
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１ 番（奥山省三委員） わかりました。どうも

ありがとうございました。 

  それから、決算書に戻りまして、同じ13款に

土地取得費100万円とありますけれども、これ

は詳細で言うとどういう名目、これは不用額に

載っています。ということは、公有財産を購入

しないということになるわけですか。予定とし

てはあったわけですけれども、不用額として

100万円計上されていますので、もしよろしか

ったら詳しい内容を教えていただきたいと思い

ます。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 13款、公有財産購入費

1,000円計上していて、使わなかったというこ

とで、存目計上でございまして、決算書の94ペ

ージで……、申しわけありません、歳入のとこ

ろですね。 

  土地については、ちょっと数値が見当たらな

いんですけれども、土地については購入してお

りますけれども、ここの13款の土地取得費で購

入した土地はなかったということで、ここには

計上してございませんが、実際は５件ほど購入

してございます。それはちょっと見当たらない

ので、見当たった時点で。法定外水路とか、普

通の土地については５カ所ほど購入してござい

ますが、普通財産購入費のところでは購入した

財産がなかったということで、ちょっと説明が

行ったり来たりしましたけれども、そういうこ

とでありますので、御承知願いたいと思います。 

１ 番（奥山省三委員） 委員長、奥山省三。 

山口吉靜委員長 奥山省三委員。 

１ 番（奥山省三委員） 14款予備費ですけれど

も、これは2,000万円という数字が計上されて

ございます。この2,000万円、予備費ですけれ

ども、これは数字を合わせるために計上したと

いうか、右端の方に1,640万5,850円という数字

が載って、これは何かちょっと詳しく、わから

ないんですけれども、できればこの説明をお願

いしたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 委員長、坂本孝一郎。 

山口吉靜委員長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 予備費でありますが、

これは２件ほど予備費で対応させていただきま

した。 

  一つは、都市整備費の中の河川でございます

が、水害で河川ののり面が崩れたということで、

緊急にその土砂上げを行う必要があったという

ことで、10万8,150円の一時的な対応というこ

とで使わせていただきました。 

  それから、玉の木団地、これも都市整備費関

係でありますが、玉の木団地の外壁が剥離して

落ちたということで、これもまた緊急的な対応

が必要だったということで、外壁を修繕するた

めに348万6,000円を急遽対応させていただくと

いうことで予備費対応いたしました。 

  以上２件でございます。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ありませんので、以

上で議案第58号平成19年度新庄市一般会計歳入

歳出決算の認定についての質疑を終結いたしま

す。 

  これより討論に入ります。討論の通告があり

ますので、発言を許します。 

  認定の賛成討論として、森 儀一委員。 

   （１６番森 儀一委員登壇） 

１６番（森 儀一委員） 議案第58号平成19年度

新庄市一般会計歳入歳出決算の認定につきまし

て、賛成討論を行います。 

  平成19年度の決算に関しましては、歳入歳出

とも大きなテーマがありました。 

  歳入に関しましては、国と地方のあり方を大

きく変える三位一体改革により所得税の移譲が

行われる最初の年となりましたので、国の計画

どおり市税が確保されるかという問題がありま
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した。19年度の個人市民税は約14億円となり、

前年度と比較しますと２億6,000万円ほどふえ

ております。この額は、国庫補助金カットの補

てんでありました18年度の所得譲与税２億

7,000万円とほぼ同額でありますので、本市に

おける税源移譲は適切に行われたと判断してお

ります。しかし、これまでも多くの議論が交わ

されましたように、地方においても地域間の財

政格差の拡大という新たな課題が発生しました

ことを忘れてはならないと思います。 

  一方、歳出面の大きなテーマは、平成16年に

策定しました財政再建計画どおりに経費削減が

行われているかという点です。決算額を比較し

ますと、選挙関係を除いた人件費と公債費は前

年度よりいずれも１億円以上減少した結果とな

っています。公共下水道事業会計への繰出金も

減少しており、行政コスト削減に向け相当努力

が払われていると感じております。 

  また、19年度決算では、財政健全化法に基づ

き実質公債費比率などの健全化判断比率の４指

数が初めて算出されました。それによりますと

市のイメージを悪くしておりました。実質公債

費比率は27.3％となり、前年より2.8％も下回

りました。都市計画税の取り扱いが変更になっ

たとはいえ、大変喜ばしいことだと思います。

まだ早期健全化基準の25％は超えていますが、

このまま進めば25％を切るのは１年早まるとの

市長の説明をお聞きし、明るい光が見えてきた

と感じています。さらに、将来負担比率ですが、

これも高い率になるのではないかと心配してお

りましたが、結果は190.8％となり、詳細な順

位は不明とのことではございますが、県内13市

では中間くらいとの報告に安堵している次第で

す。 

  このように、本市の財政運営は明るい方向に

向かい始めておりますが、少子高齢化問題や原

油高騰による景気の後退が報じられて、少し気

を緩めますとまた悪い方向に向かう懸念もぬぐ

い切れません。 

  また、最大の行政改革と言われる市町村合併

が最大の山場を迎えております。前回は破綻し

た苦い経験がありますが、その原因は市の財政

状況と言われています。今回の合併の動きの中

でまた同じことを言われないためにも、財政運

営にはさらに気を引き締めて当たっていただき

たいと思います。 

  19年度決算の全体的な内容につきましては、

歳入が伸び悩む状況の中で、扶助費や投資的経

費などの市民サービスに対応しながら人件費や

公債費などの行政コストを削減した決算となっ

ており、その取り組みを評価いたします。 

  課題が山積し、ますます難しいかじ取りが予

想されますが、今後とも市政に対する市民の期

待にこたえられるよう健全な財政運営に努力さ

れることを御期待申し上げまして、賛成討論と

いたします。ありがとうございました。 

山口吉靜委員長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 他に討論なしと認めます。よっ

て、討論を終結いたします。 

  これより採決いたします。 

  議案第58号平成19年度新庄市一般会計歳入歳

出決算の認定については、原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議がありますので、起立採

決いたします。 

  議案第58号について、原案のとおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

山口吉靜委員長 起立多数であります。よって、

議案第58号は認定すべきものと決しました。 

 

 

議案第５９号平成１９年度新庄市

国民健康保険事業特別会計歳入歳
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出決算の認定について 

 

 

山口吉靜委員長 次に、議案第59号平成19年度新

庄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ございませんか。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 成果表の111ページで

医療費の動向というのが載っています。18年度

は１人当たり35万円ぐらいで、19年度は約36万

円ということで、上がってきているということ

がわかります。20年度の予測は１人当たり減っ

ていると聞いているんですが、いかがだったで

しょうか。 

  なぜこれを聞くかということですけれども、

後期高齢者医療制度が始まってから負担が軽く

なると政府も試算しているので、今後の予算を

立てるときに、予算というか、これから21年度

予算出てくるわけですが、そのためにもどうい

う状況かということをよく把握しておく必要が

あると思いますので、お願いいたします。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 ただいまの御質問は医療費の

20年度の動向ということでございますけれども、

確かに19年度については成果表の110ページの

歳出の面について保険給付3.24％、18年度と比

較して伸びております。先ごろ発表された７月

10日付の国保新聞情報によりますと、19年度に

ついては全国的な医療費の伸び、3.7％の伸び

という形になっております。ただし、御指摘の

とおり国民健康保険の被保険者数については19

年度１万6,000人ほどいたわけでございますけ

れども、後期高齢者の方々が約5,500人ぐらい

抜けてしまったために、今は１万2,000人弱と

いうことなので、この動向については今後今の

医療費の伸びなんかを勘案しながら動向を見守

っていきたいと思っているところでございます。 

  ただ、８月の時点までの伸びについては、今

現在1.4％ぐらいの伸びで推移しているという

ことでございます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 政府厚労省は、後期高

齢者医療制度の実施によって国保財政は健全化

するとしてきました。ことしの５月発表した内

容によれば、国保の負担は5,324億円減少とい

う、今年度の徴収額決定状況を見ながらなんで

すが、国保の負担は5,324億円減少したと厚労

省関係は発表しております。そうしますと、20

年度は市の国保の負担は減少するというふうに

政府の流れの中ではあると見ているんですが、

この見通しはどうでしょうか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 先ほど私が申し上げましたの

は医療費の給付の状況なので、国保税というの

は一般質問のときにも申し上げましたとおり、

医療費の需要額から一部負担金を除いて、国の

収入面を加味して、その差を国保税で求めると

いうやり方をしているので、これが国の歳入面

でどういった措置がなされるのか、その辺、歳

入面については共同化安定事業とか高額医療費

の共同事業とか、いろんな面で国も措置してお

ります。この辺の動向がどのような形に変化す

るのか、その辺の状況を見きわめながら判断し

ていきたいと考えております。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） ということで、政府の

やってくれている財政対策がどのような結果を

もたらすかということを見ながら慎重に考えて

いきたいということに受けとめました。私もぜ
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ひ、もしかしたら軽減できないかということで、

引き下げてきないかということを検討していた

だくように要望したいなと思います。 

  さらに、成果表の111ページに基金というの

があります。19年度は３億7,000万円です。１

人当たりにすると約2,700円かなと見ました。

このお金を見たときに、これのほとんどは国保

税を納めてきた方々がつくってきたものであり

ます。そういう意味では、今払えなくて困って

いる方々が、高過ぎる国保税のために苦しんで

払えなくていらっしゃる方が大勢おられるわけ

です。払っている人の中にも苦しんで苦しんで

ようやく払っているという方が多いと思います。

そういう市民の生活を考えたときに、これを引

き下げに、全部ということではないです、一部

充てていくこともできるのではないかと思うん

ですが、どうでしょうか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 国保財政については、独立し

た形で運営していかなきゃいけない。その年度

でもって、例えばインフルエンザが大流行した

とか、特別な事情がある場合にそういった基金

を取り崩して運営していかなきゃいけない。19

年度についても実質的には成果表の110ページ

の書いておりますとおり6,000万円の赤字とな

っております。単年度で6,000万円の赤字でご

ざいます。そういった形で、実質的には基金は

私は十二分の基金条例に基づいて３カ月分だけ

は最低限積み立てをしておかないと健全な国保

財政運営はしていくことができないということ

で、今現在についてはこれでも不足な状況でご

ざいまして、これを国保税率の引き下げのため

に積み立てを崩すという考え方は持っておりま

せん。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） これでも不足なぐらい

でないかなという考えがあるというお考えでし

たけれども、全国的に見ますと基金を持たない

市もあるということです。例えば札幌市、函館

市、小樽市、苫小牧市、室蘭市、北広島市など、

そのほかにも市が基金を持たないで運営してい

るところがある、ほとんどない状態でやってい

るところがある。これらはどう考えているんだ

ろうかと考えれば、やはり必要なときには一般

会計も含めてやっていく必要があるということ

で、税を抑えるためにやっているんだろうなと

思います。そういうところも見て、どのように

やっているんだという、学ぶ必要もあると思う

んですけれども、どうでしょうか。特に新庄市

は経済的に厳しい、所得も少ない市民であると

考えますし、そういう市民の生活を考えたとき

に、少しでも国保税を引き下げるためにできな

いかなと考えることは市民の暮らしを守る立場

から重要なことだと思うんですけれども、どう

でしょうか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 基金を持たずして、不足の場

合については一般会計から補てんをしてもらっ

たらいいじゃないかという御意見でございます

けれども、今の新庄市の一般会計から国保会計

に不足の部分をすぐに補てんしてくださいとい

う財政状況にはなっていないと思われます。 

  また、基金については、山形県の状況でござ

いますけれども、かなり高水準だという形で言

われましたけれども、確かにおっしゃるとおり

でございます。基金の保有の１人当たりの額に

ついては全国第３位という結果も17年度の統計

で出ております。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 収納率が低くなります

とペナルティーということで、国から補助が減

る。しかし、新庄市の国保税の会計から見て税
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金を上げねばならない、高くしておかなければ

ならないということでやっているために、払え

ない人がふえて収納率が下がる、そうすると国

の補助が減るという、この悪循環に新庄市は、

新庄市だけではないんですけれども、国保会計

が置かれているように思います。 

  そういう意味では、私は確かに今の新庄市の

一般会計から国保への繰り出しは無理だとはっ

きりそれは今は認めます。しかし、これを一回

でなくして、来年は一般会計から入れろと言っ

ているわけではなくて、今の基金の金額が大き

いですから、全部ではなくて、少しずつ市民の

暮らしを守る立場から引き下げに使いながら、

新庄市の財政もいつまでもこういう状態ではな

いですから、よくなったときに全体的に新庄市

民の命を守る立場に一般会計の繰り出し、全国

的にやっているわけですから、そういうことも

考えていくべきではないか。私は長い展望で言

っているんです。来年すぐ入れろと言っている

わけではない。新庄市の財政を見たとき、今は

無理、これは認めています。しかし、基金がこ

んなにあるということもあるわけで、これは苦

しんでいる市民の生活を守るために使う、収納

率を上げるために使う、そういうことを考えて

もいいのではないかと思うんです。 

  次に、高い国民健康保険税の最大の原因は、

一般会計でも私は言ったんですけれども、国が

国保への国庫支出金を減らしてきたことでない

でしょうか。特に1984年以降、１兆6,600億円

も減らした、大幅に削減したと聞いております。

それについての御認識はいかがでしょうか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 最近の財源構成については承

知をしておりますけれども、かなり前の財源構

成については今手持ちの資料がありませんので、

ちょっとコメントのしようがございません。 

  以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 課長はつい最近ですの

で、わからないのはわかりますが、私なりに

1984年のときから国民健康保険会計の国庫補助

が減らされてきた、割合が減らされてきたとい

うことを議会のたびに私たち日本共産党は述べ

てきて、そういう意味ではそれをもとに戻して

いく国への要望活動、これは重要でないか。今

こそ重要でないか、ますます重要になっている

んでないかと思うんです。 

  課長も国保会計が厳しいとずっとおっしゃっ

ているわけで、その理由は収入がない、所得が

ない、こういう人が非常に多くなって、それが

国保会計にほとんど集中している、ほかの医療

保険と比べても。そういうことから、最初の国

保ができたころとは全然違う状況になってきて

いると何度もおっしゃっていました。それを考

えたときに、今のようにその収入のない方々に

税を課していくやり方ではなくて、もう限界に

来ておりまして、やはり社会保障という法律の

第１条に書いているとおり、国として国庫補助

をふやして、前のようにふやせば今言ったよう

な金額になる、金額がふえると聞いていますか

ら、そうすれば新庄市もゆったりとした、収納

率アップもできるような緩やかな税に戻すこと

ができる、運営も安定してくる。そういうこと

でないかなと思うので、ぜひそういう立場で要

望活動を強めてほしいと思うんですが、どうで

しょうか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 国庫補助がふえれば新庄市の

国民健康保険特別会計としても非常にうれしい

限りでございまして、私どもは13市の課長会議

等、県も含めた形の会議がございますけれども、

その辺について要望しても最終的には地方６団

体の方で多分要望という形になろうかと思いま
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すけれども、悦子委員のおっしゃるとおり、ふ

えれば非常にうれしい限りだと思っております。 

  以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） よろしくお願いしたい

と思います。 

  成果表の112ページで資格証明書発行81世帯、

この前の一般質問で、小学生の世帯が１件ある

かないか、中学生については……という感じだ

ったような気がしますが、小中学生のいる世帯

には資格証明書の発行はあってはならないので

はないか、どうでしょうか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 先ほど悦子委員と申しました

けれども、佐藤委員の間違いでした。大変申し

わけございません。 

  今の御意見でございますけれども、うちの方

としましては、資格証明書の交付の審査をする

場合については、未就学児のいる世帯には資格

証明書を交付しておりません。先ごろマスコミ

等で無保険の子供が全国に7,300人いるという

ことで、調査された経過がございます。山形県

の方もそれに倣って一応各市町村の方に全部問

い合わせございました。その結果、新庄市では

未就学児までは資格証明書を出していないし、

小学生についても、これはその世帯の判定で交

付することになりますけれども、これについて

は１人もおりませんでした。中学生については

残念ながら２名おったという結果でございます。 

  以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 一般質問でも言いまし

たけれども、修学旅行などのときに子供たちの

保険証を学校では集めるわけなんです。そして、

いざとなったらその保険証で医者にかかれるよ

うにして、万難を排して修学旅行に連れていく

わけなんですが、その保険証がない子供がいる

ということになりますと、学校としてはその子

供がぐあい悪くなったときにどう対応すればい

いんでしょうか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 そういった事情のある方につ

いては、市の方にちょっと来ていただいて、税

務課の納税室と協議しながら資格証明書等の交

付について家庭の事情も十分協議して、一律的

な画一的な感じで対応しているわけではござい

ません。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） その中学生がいる世帯

については、だれだかもはっきりわかったよう

ですので、こちらから来いということではなく

て、やはり行ってでも学校ともよく相談して、

学校はどうしたらいいかわからないわけですか

ら、医者にかからないわけにいかない、しかし

10割のお金を出さねばならないということでは

とても大変だというのが目に見えますし、そこ

はもう一度、その世帯はわかるわけでしょうか

ら、その世帯に行って話をよくお聞きする、生

活相談をする、その上で資格証明書の発行にな

らないように対応していただきたいと思うんで

すが、どうでしょうか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 一方で税の公平公正の立場の

面もございますので、その点については税務課

と協議をしながら進めてまいりたいと思ってい

ます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） ぜひ丁寧な対策をして

いただきたいということを要望します。 
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  次に、成果表の14ページに限度額を超える世

帯について書いてありました。ここの限度額を

超える世帯は275世帯とあります。この減免額

は１億673万円と書いてあるような気がするん

ですが、この認識でよろしいんでしょうか。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 お答えいたします。 

  14ページに書いてあります課税状況でござい

ますが、（３）課税状況と書いていますけれど

も、計算上、所得割とか、あるいは資産割とか

で100万円とか計算上なったとしても、国保税

は上限額が設定されています。これが法で決ま

っておりまして、その上限額を超えた部分、超

えた方が275件ありまして、その金額が１億673

万1,000円だったということでございます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 限度額、国保税の最高

限度額の金額がありまして、それよりも計算上

は100万円になっているような人であっても、

そこまで納めればいいとなっています。上の部

分は減免額になっている。減免されているとい

うことがここでわかると思います。所得の多い

方々が延べ１億円も減免されているということ

です。前の議会で、この限度額の引き上げにつ

いて私たち日本共産党としては、所得388万円

で親が65歳の夫婦、自分たちは40歳の夫婦、子

供が２人、固定資産税40万円、こういう方は前

も限度額だったけれども、今度３万円の限度額

上がる中に入りまして、6,000円ぐらい上がる

という、そのことには反対したんです。388万

円の所得では高額とは言えないだろうなと私た

ちは思ったからなんです。高額でない人もこの

限度額ぎりぎりのところにいます。しかし、私

が問題にしているのは、やはり1,000万円とか

1,000万円の所得を超えるとか、もしかしたら

武富士みたいな38億円とか、そういうような高

額の所得になっている方々が１億円も払えば、

所得に応じてであれば１億円も払わなきゃいけ

ないんですけれども、それが免除されている、

減額されている。これが制度的にやられている

わけなんです、これを見て。その一方で、７割

軽減というのはありますが、所得というものが

ないと言われるような非常に少ない収入の方が

免除にならない。そういう意味では、私はこれ

を不公平と言ってもいいのではないか。とても

大きな不公平でないかと思うんです。 

  そこで、私としては、本当は所得のある人た

ちからは税をもっと取るような制度に国として

やるべきだろうと考えます。その一方で、何よ

りも緊急に必要なのは、あすも暮らせなくなる

かもしれないような非常に収入の少ない、所得

の少ない方、ないような方の申請で減額、低所

得者への申請減免、これの幅を持って、お話を

伺って、同じ収入であっても家族の状況で違う

かもしれませんので、状況をお聞きしながら減

額できるような、免除できるような、市長の裁

量なんですけれども、そういう裁量をつくって

おく必要があると思うんですけれども、市独自

の減免の部分に。どうでしょうか。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 今の高額所得者についての減

免ということがございましたけれども、同じ表

でその上の段にございましたけれども、７割軽

減、５割軽減、２割軽減とございます。これが

低所得者の方に対する軽減であります。その一

番右側にありますが、軽減額の合計で１億

7,800万円ということで、通常計算した税額か

ら１億7,800万円減らしていますということで

ございます。７割軽減世帯の方、所得がゼロで

あっても最低限度の７割をカットした保険税が

かかってまいります、19年度は2,300人いらっ

しゃったわけですけれども。 

  低所得ゆえの減免といいますと、非常にこれ
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は判定が難しいことがございます。これまでの

例を見ますと、生活保護になったとか、あるい

は服役という理由での減免はございますけれど

も、たまたまそのときに低所得になったという

ことだけではなかなか公平性から見て減免は難

しいものがございます。中には、今は収入がな

くても、かつての蓄えからこつこつと払ってい

らっしゃる方もいらっしゃいます。そういった

中で、公平を考えますと、そのときだけの低収

入ではなかなか難しいものがあるととらえてお

ります。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 特に、失業とか破産と

か、破産と失業と大体一緒に来るような人が多

いような気がしますが、それに近いような方々

が、そういう裁判所を使ったような処理などを

したぐらいの人などの中で、新しくもし仕事に

ついたとしても、公務員にはなれないし、弁護

士にもなれないし、決して安定したいい仕事に

ついてばんばん稼げるという方は、私なりの短

い議員生活の中でいなかったように思います。

それを考えますと、一たんそのぐらいまで厳し

い状況からゼロになったような人たちが再就職

したとしても、その生活を支えながら、就職し

たときから税金を払う、これだけで精いっぱい

だと思うんです。そういう意味では、そういう

人たちの免除というのは必要だと思うんですけ

れども、どうでしょうか。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 実質的に減免、今申し上げま

したように、所得がゼロになった方の場合です

けれども、この場合は７割軽減世帯に当たりま

す。家族が１人の世帯といった場合ですと年間

２万2,000円ぐらいでございます。ですから、

月2,000円程度の保険税ということになります。

月2,000円も払えないという方の場合、我々と

すれば通常は８回ぐらいで納めるものを12回に

またさらに分けましょうかということで個別に

対応しております。本人が暮らせる範囲内での

誠意を見せていただければ、それなりに対応し

ておりますので、個々の御相談に応じてまいり

たいと思っております。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ございませんか。 

  ただいまから10分間休憩いたします。 

 

     午後１時５７分 休憩 

     午後２時０７分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて、再開いたします。 

  ほかに質疑ございませんか。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

山口吉靜委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 決算書の197ページに

レセプトの審査手数料として921万2,740円決算

上は出ておるんですが、その921万何がしの予

算措置して、それを実施したことによって、今

度は成果の112ページにその結果として一般・

退職者のレセプトの枚数が17万9,589枚で、老

人が15万6,155枚、点検なさっているようです。

そうして、一般の方より老人の方が枚数が少な

いわけです。かなり何万枚も少なくて、ただ、

その一方では枚数は余計して、一方では少なく

て、それを点検した結果、老人の方が一般・退

職から見れば1,550万円ぐらいですか、その点

検した結果、成果が出たと。一方では枚数が少

なくて、一方では余計で、こういう成果が出た

ということは、その辺どういうふうに分析なさ

れているのか、よく決算は成果が求められるわ

けなんですが、ただそれだけ見れば、921万何

がしの費用をかけて、結果的にはその２倍ぐら

いの1,850万円ですか、これが２倍ぐらいの効

果あったわけです。片一方は枚数が少なくて、

片一方が余計で、しかも余計な方が点検の結果、

精査した結果少なくて、少ない方が余計だとい
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うことは、どういう内容と分析なさっているの

か。と申しますのは、この点については、私も

かなり前ですか、10年以上も前に一回ここの場

所でお聞きしたんです。そのときからずっと余

り変わってないわけよ、この数字が。これを見

たときに、医療機関に対してどういう協力とい

うか、御指導というか、なされてきたのか、そ

してまた今後、毎年こういう結果がずっと出て

おるんですから、これからどういう対応をなさ

れるのか、その辺一つお聞きします。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 レセプトの審査については、

決算の197ページに掲げております手数料につ

いては、第１次審査ということでまず連合会の

方でレセプト審査員が審査いたします。この審

査手数料というのは、診療報酬、レセプト１枚

当たり50円ということで、約18万件を審査した

手数料の額がこの決算でございます。成果表に

上げたレセプトについては、その連合会から来

たのをさらに第２段階でもってもう一度審査し

直します。そういった中での点検業務というこ

とで、今現在うちの方では３名の医療適正専門

員がございます。この成果のときには４名いた

わけでございますけれども、それを点検した結

果、再度の考案という形で、これはちょっと請

求が、診療点数がおかしいんじゃないかという

ことでやりとりをしまして出た効果額でござい

まして、向こうの方で全部集計してうちの方に

この効果額の連絡が来ております。 

  この枚数と効果については、１枚当たり老人

の方が当然レセプトの診療点数はかなり高額に

なっていると、一般退職分よりも１枚当たりの

点数は全然違うということもございまして、枚

数イコール効果額が比例にはなっていないとい

うことでございます。以上です。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

山口吉靜委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 連合会ですか、専門の

方がおやりになっていると。そういういろんな

知識のない方だと点検することが難しいので、

何か医療関係とかお医者さんとか、そういう

方々が前になさっておったという話をお聞きし

ておったんですが、今もその審査する方々とい

うのはそういう方々が携わっているのか、それ

とも特別にお医者さんというか、そういう方で

ない方がかかわっておやりになっているのか。 

  それからもう一つ、先ほど最後に申し上げま

したが、毎年こういう数字が出てくることはい

かがなもんですかと。今までそういう点につい

ては、さっき言ったとおり、どういう御協力を

仰いだか、御指導なされたのか、毎年出てくる

わけです、同じような数字が。そして、医療機

関もそんなに変わらないわけよ、新庄市の場合

は。１人か２人ぐらいはふえたり減ったりはす

るけれども、同じ医療機関の中で毎年こういう

数字が出てくるということは、どういうもんだ

かなと。大分前に一回言ったことがあります、

大分前に。その後全然そういう体質というか、

そういうのが変わってないように見受けられま

すので、今までどういうふうに指導なされたの

か、これからどういうふうにしていくんだと、

来年もまたこういう結果が出る、再来年もまた

こういう結果が出てくるだろうと、何のために

それやったんだと、その辺どういうふうにお考

えを持っているのか。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 審査については、私どもの方

では直接は医療機関の方にそういった指導はい

たしておりません。ただし、県の担当課であり

ます健康福祉部の方では医療機関の方にそうい

った形の指導は毎年、１年に１回は一応なさっ

ていると聞いております。ただ、このレセプト

点検業務については審査会もございますので、

そういった専門の機関の方で対応をしていると
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いうことでございます。以上です。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

山口吉靜委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 課長、市では直接して

ないと。ところが、保険料というか、保険税と

いうのは市の住民が納めているわけよ。そうな

れば、この点検によってこれだけの、言葉で言

えば成果、成果を上げたなんてちょっと、間違

いなく成果は出たわけよ。みんなが税金をかけ

て、先ほど佐藤委員も言っていたけれども、国

保の税金が高いんだと、滞納者がふえてくるん

だと、そうなったときにこういうことをもうち

ょっとメスを入れるべきでないかと。市では直

接やってないと、健康福祉部でやっている。そ

れでいいのか悪いのかと。納めているのは市民

だよ、新庄市の。そうなれば、この辺ももうち

ょっと、健康福祉部あたりでやっていると今お

話をお聞きしたんですが、おまえたちは何して

んなだと、毎年こういう数字が出るということ

はどういうんだと、これを強く言うべきだと私

は思うんですが、向こうでやっているから市で

はやってないではどういうもんだかなと。保険

税は市民が納めているわけよ、みんなが納めて

いるわけよ。だから、「そっちでやっているか

ら、おらほでは余り」というふうなニュアンス

に聞こえたけれども、もう少し福祉部の方にも

今私がいろいろ言ったようなことを強く要望し

て、するかしないかだけ一つ言ってください。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 県内13市の国保関係の課長会

議等も年に２回ほどございますので、その機会

をとらえまして、そういった間違いのないよう

な診療報酬の請求について御指摘があったとい

うことで、その解決策と申しますか、その辺に

ついても今後の課題として取り上げてまいりた

いと思っています。 

  ただ、ちょっと言いわけがましいんでござい

ますけれども、18万件という膨大な件数、なお

かつその中の診療報酬の明細についてはちょっ

と私ども素人の者では判定がつかないというこ

ともございまして、うちの方から直接指導とい

うことはしたことがないということでございま

す。かなり専門性を帯びている内容だというこ

とで御理解をいただきたいと思います。 

１１番（渡部平八委員） 委員長、渡部平八。 

山口吉靜委員長 渡部平八委員。 

１１番（渡部平八委員） 今、課長のあれを聞く

と、18万件の膨大な枚数だと、膨大になればな

るほど、この点検の結果の成果がもっとよく出

てくるんでないかと思うわけよ。少ないから精

密にやることできる、膨大だから担当でなけれ

ばできないということは、今、課長が「言いわ

けになると思いますけど」という言葉を使った

けれども、例えば30万件になればもっとこの成

果が出てくるんでないか、成果が出ることによ

って健康保険の加入者の税金が少しでも安くな

るわけよ。余計になれば余計になるほど、しか

も900何十万円かけて倍の成果が上がっている

んだから、もっと膨大になれば900万円が1,500

万円かけたときに、今までの流れから見ればも

っと成果が出るわけよ。その辺の物の考えとい

うか、今聞いていていかがなものかなとちょっ

とお聞きしましたので、これ以上いろいろ責め

てもしようがないと思いますので、今、私がい

ろいろ言ったことをよく胸に刻み込んで、ひと

つ対応してください。終わります。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ございませんか。 

６ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

山口吉靜委員長 遠藤敏信委員。 

６ 番（遠藤敏信委員） 成果表の22ページ、こ

の中ほどよりちょっと下、収入未済額はという

ことで、国保税が３億7,256万5,570円で前年度

に比べ3,608万何がし、10.7％の増であったと

あります。そして、決算審査意見書です。それ

によりますと、33ページ、未納額、未納件数が
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平成13年度以前45件、平成15年度17件、平成16

年度361件、17年度673件、18年度708件、現年

度分973件、合わせて３億7,256万円ということ

が厳然としてありますけれども、この収入未済

額があるということをどう認識されているかお

伺いします。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 審査意見書の33ページの一番

左側のところだと思いますが、国民健康保険税

のこれまでの収入未済があるということについ

ての御質問でございました。 

  国保税につきましては、ごらんのとおりずっ

とあるわけですけれども、国民健康保険税その

ものにつきましては、所得割のほか資産割、平

等割、均等割というような仕組みで課税してお

ります。それぞれの応益あるいは応能というこ

とで課税しているわけでございます。 

  ただ、それがたまたま未納になってしまう、

中にはそのときに所得が下がった方もいらっし

ゃるかもしれません。あるいは、私は保険のお

世話にならないという強い意思のもとに未納を

続ける方もいらっしゃいます。 

  その中で、私の方では、きのうも答弁申し上

げましたけれども、未納の方について資産等の

差し押さえをやった場合、これは時効を中断す

るということで、ずっと以前の分であっても滞

納が生じるということがございます。というこ

とで、これは本来払っていただくべき税額であ

って、これだけ未納になったということについ

ては、未納があるということについては非常に

残念な結果であると思っております。なおかつ

未納件数が次第にふえてきているということに

つきましても、経済情勢、景気のこともござい

ましょうけれども、そういった影響が大きいの

ではないかなと認識しております。 

６ 番（遠藤敏信委員） 委員長、遠藤敏信。 

山口吉靜委員長 遠藤敏信委員。 

６ 番（遠藤敏信委員） おっしゃるとおり、払

える状態にあって払わないのか、あるいは払う

意思があるにかかわらず払えないのかという両

方あると思うんですね。でも、一般質問の答弁

の中にもたまたまあったんですけれども、今日

的な状況の中では仕事の場の確保がなかなか楽

でない状態で、払えないという方がふえている

のではないかと思われます。結局それは特別会

計の制度そのものを危うくするということにも

なりますし、それは当然被保険者も医者にかか

れないということで、健康上の問題にもかかわ

るということで、双方にとっていいことではな

いわけですね。でも、そういう状況がこの数字

から見ても年々ふえてきていると。ふえること

はあっても減ることはないというか、ほかの場

面が好転しない限り好転しないと。おっしゃる

とおり、経済状況ということで一くくりされま

したけれども、そのとおりだと思うんです。非

常に仕事柄大変だということはわかりますけれ

ども、そっちの方、いわゆる払える状況をつく

るということに、それに関係する方、関係され

ない方、ともかく皆そこに集中しなければ、こ

の状況を解決できないんではないかなというこ

とを感じます。 

  先ほど佐藤委員との話の中でもちょっと触れ

られました。９月２日の朝日新聞でしたけれど

も、「保険証のない子、病院遠く」という記事

がありました。同じ日、河北新報にも「国保料

滞納、格差社会がだれもが安心して医療を受け

られる制度を揺るがしている」ということで、

養育していた子供の病気を治療せず衰弱させた

として裁判になったという記事がありました。 

  それで、幸いにして新庄市では未就学児童に

ついてはそういう資格証明書というか、そうい

うことを課していないということと、小学生で

そういう資格証明書を発行されている方がいな

い、残念ながら中学生で１名いるということが

先ほど言われましたけれども、国保状況が危な
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くなっているという報告のみならず、どうした

ら収納率をよくするということでなくて、どう

したら改善して一歩進むか、何というか、丸く

おさまってうまくいくというか、そういうふう

なことにできるか、希望的観測でも何でもいい

ですから、ちょっと言っていただければありが

たいと思います。 

小野孝一健康課長 委員長、小野孝一。 

山口吉靜委員長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 遠藤委員の御質問は非常に難

しい質問でございますけれども、私個人的には、

国民健康保険というのは今現在市町村ごとの財

政運営をしているわけでございますけれども、

もっと規模が大きい１県１保険者という形で、

例えば広域連合みたいに給付も財政運営もすべ

てまず県単位でという、最終的には全国一律と

いう形であれば一番理想的なのかもしれません

けれども、今の市町村どの財政運営では現状の

ような運営になってしまう。したがって、もう

ちょっとスケールメリットと申しますか、１県

１保険者の方向になればもっと違う方向で運営

できるのかなということを個人的に思っており

ます。以上です。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第59号平成19年度新庄市国民健康保険事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第59号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第６０号平成１９年度新庄市

交通災害共済事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

山口吉靜委員長 次に、議案第60号平成19年度新

庄市交通災害共済事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第60号平成19年度新庄市交通災害共済事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第60号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 
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議案第６１号平成１９年度新庄市

老人保健事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 

 

山口吉靜委員長 次に、議案第61号平成19年度新

庄市老人保健事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを議題といたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決いたしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第61号平成19年度新庄市老人保健事業特

別会計歳入歳出決算の認定については、原案の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第61号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第６２号平成１９年度新庄市

公共下水道事業特別会計歳入歳出

決算の認定について 

 

 

山口吉靜委員長 次に、議案第62号平成19年度新

庄市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認

定についてを議題といたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第62号平成19年度新庄市公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算の認定については、原案

のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第62号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第６３号平成１９年度新庄市

農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

山口吉靜委員長 次に、議案第63号平成19年度新

庄市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ
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討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第63号平成19年度新庄市農業集落排水事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第63号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第６４号平成１９年度新庄市

営農飲雑用水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について 

 

 

山口吉靜委員長 次に、議案第64号平成19年度新

庄市営農飲雑用水事業特別会計歳入歳出決算の

認定についてを議題といたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第64号平成19年度新庄市営農飲雑用水事

業特別会計歳入歳出決算の認定については、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第64号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

議案第６５号平成１９年度新庄市

介護保険事業特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 

 

山口吉靜委員長 次に、議案第65号平成19年度新

庄市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてを議題といたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 決算審査意見書33ペー

ジ、介護保険料の未納世帯について、平成19年

度は205人、金額にしてみますと１人平均年２

万7,465円かなと思います。普通徴収者の方が

成果の説明書によれば、説明書15ページを見ま

すと19年度は898人いらっしゃいます。この中

のうち205人が滞納になってしまった、未納に

なってしまったわけなんです。割合にすると

22.8％になります。この19年度の未納者は保険

料の段階ごとに、保険料の段階というのはつま

りは所得、収入ということから保険料が出てい

ると思いますので、一応その段階ごとに何人ず

つになっているのかお願いしたいと思います。 

今川吉幸税務課長 委員長、今川吉幸。 

山口吉靜委員長 税務課長今川吉幸君。 

今川吉幸税務課長 205人の滞納された方、これ
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はすべて滞納ということではなくて、全額では

なくて、一部でも滞納なった方についてはこの

205人の中に含まれるものでございます。 

  それで、15ページのところに第１から第６ま

で普通徴収者の人数が書いておりますので、そ

のわきにでもメモしていただければありがたい

と思います。 

  第１段階では29人の方が普通徴収であります

が、そのうち６人の方が滞納がありました。29

人に対して６人ですので21％の割合となります。

第２段階は166人の普通徴収ですけれども、こ

のうち58人が滞納があったと。35％になります。

第３段階、59人に対しまして19人が滞納、32％

になります。第４段階、329人に対して75人が

滞納があったと。23％になります。第５段階、

236人に対して38人が滞納あったと。16％です。

第６段階、79人いるんですが、このうちの９人

が滞納ありました。11％になります。 

  このように、一番滞納する割合が高いのが第

２段階、第３段階のあたりが高かったという結

果になっております。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 収入が多い方の中にも

滞納があるということもありますが、大体見た

感じとしては、課長がおっしゃったとおり、第

２段階、第３段階の非課税というか、そういう

ような所得の少ない、年金の少ない方に保険料

未納が多くなっているように思います。 

  介護保険料の高い方、第６段階の人数をこの

成果表の15ページで見ますと全部で830人、特

別徴収と普通徴収者を合わせて830人もおられ

るわけです。全体の12.4％になっていますが、

国民健康保険税では先ほどのように限度額が決

められておりますけれども、介護保険ではそう

いうのがないわけです。高額の所得がある方か

ら、渋谷区に私たち文教厚生常任委員会で視察

に行かせていただいて、大変勉強になったんで

すけれども、この渋谷区で９段階にして、より

力がある方にはその力に応じて介護保険料をい

ただくようにしておりました。そして、そのお

金を低所得者のための保険料軽減や利用料の軽

減あるいは利用拡大に充てていたようです。そ

うしたことも参考にしていただきたいと思うん

ですが、いかがでしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 現在の介護保険料の設定

は、第３期の介護保険事業計画に基づいて定め

られております。６段階で定めておるわけでご

ざいますけれども、第４段階がちょうど中間と

いいますか、基準額を御負担いただく段階、第

１段階から第３段階までは住民税の課税状況等

によりまして基準額の２分の１の御負担あるい

は基準額の75％の負担、逆に５段階、６段階に

なりますと基準額に125％あるいは150％を乗じ

まして、高い保険料の御負担をお願いしている

わけでございます。 

  委員御指摘のとおり、この負担率でございま

すけれども、それは必ずしも制限があるわけで

はございません。例えば1.5をさらに所得段階

を細分化しまして2.0の段階を設けるというこ

とも制度上は可能でございます。ただし、幾ら

多く御負担いただきましても、御負担いただい

た方により高いサービスを提供できるという制

度でもございません。そういった関係で、この

介護保険の適用となる方は75歳以上の方が原則

でございます、第１号被保険者。新庄で申し上

げますと、ほとんど年金受給者の方が対象でご

ざいます。一部事業等あるいはその他の収入が

ありまして、年金以外の方もいらっしゃいます

けれども、基本的にはやはり年金受給者が第１

号被保険者の対象だと思っております。そうい

った方々に対して、委員が例としてお出しにな

りました東京の渋谷区のようにいろんな職種や

いろんな収入のある中央の地域と、新庄市のよ
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うに、きのうの一般会計の歳入の御質問で税務

課長がお答えしておりましたが、新庄市自体は

そんなに高額の納税者が数多くいらっしゃるわ

けではございません。そういった委員がお持ち

のような考えで、もしこの1.5倍の層をふやし

てみたとしても、保険料全体に及ぼす影響とい

うのはほとんどないのではないかと考えます。

それと、先ほど申し上げましたように、やはり

あくまでもこれは互助制度ではありますけれど

も、下の段階の方は保険料の基準額の２分の１

の御負担まで下げているわけでございます、上

限につきましても150％と。 

  なお、この６段階の区分につきましては、全

国的にもかなりの自治体が採用している段階で

ございますし、県内においてもかなりの市町村

がこの６段階方式をとってございます。 

  19年度から20年度にかけては、先ほど申し上

げましたように、第３期の期間でございますの

で、もしこういった段階の見直しを行うとすれ

ば21年度の第４期以降ということになります。 

  以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 私としては、先ほどの

国保でいきますと275世帯で１億円の免除、軽

減ですので、計算してみますと１世帯平均38万

円ぐらいです。ですから多い方は100万円も軽

減されていることに、国保については100万円

も200万円も軽減されている方も少なからず、

少しでしょうけど、いると。275世帯の中には

いるということです。年金生活者の中にもそう

いう方が私は何人か入っているだろうと思うん

です。そういう意味では、渋谷区は人数が全体

的に多いことはわかるし、高額所得者が多いの

もありますが、新庄でもやはりある。そんなに

渋谷区ほどの割合ではないかもしれませんが、

あると思うんです。そういう意味で、９段階に

してやって、できるだけ年金の少ない方にはさ

らに軽減をできるようにするべきでないかなと

思うんです。それは要望です。 

  続きまして、決算の300ページの基金ですけ

れども、介護給付費準備基金が8,187万円にな

っております、20年３月末で。これを取り崩す

ことで保険料の負担軽減に充てることができる

のではないかと思います。 

  渋谷区では、両方、今言ったように保険料９

段階と介護保険の基金取り崩しという両方をや

りまして、市民税非課税第４段階までの保険料

を上げないようにして、一部引き下げも実現し

ております。例えば世帯全員が非課税で基準所

得金額が80万円以下の第２段階が年1,000円程

度ですけれども引き下げになったりしておりま

す。また、区独自で保険料軽減ということで、

収入120万円以下の単身世帯の場合は120万円、

複数世帯の場合は１人につき50万円の加算をし

て、収入の少ない方、収入120万円以下、１人

でいる場合はこのぐらいの方の保険料を半額に

軽減しています。だから、２分の１というのが

あったとしても、４分の１までの軽減を区独自

でやっている。そこには預貯金も認めておりま

して、預貯金も単身世帯で350万円まで認めつ

つです。預貯金も少しあってもいい、年金が少

ない、こういう方はさらに軽減を区独自でやっ

ているということでした。 

  そういったことも含めて、新庄市でも基金が

かなり積まってきておりますので、「介護保険

料を下げてほしい」と、これは私たち日本共産

党の行ったアンケートで国保税引き下げに次い

で多い要望なんです。国保税は75％の要望があ

りましたし、「介護保険料を下げてほしい」は

65％だったと思います。かなりの方が、市民が

望んでいることでありますので、特に低所得者

に、年金の少ない方に優しい施策になるように、

来年決めなきゃいけないわけですから、そこに

反映させていただきたいという意味で、どうで

しょうか。 
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田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 最初に、基本的な制度に

ついての御理解をお願い申し上げます。 

  ６段階の区分につきましては、生活保護を受

けているかどうか、本人の住民税の課税状況あ

るいは同居している世帯の課税状況、本人の合

計所得金額等々により１段階から６段階まで区

分されてございます。この区分の中には御本人

の預貯金の様子は全く入ってございません。 

  それと、介護保険料全体の仕組みについても

冒頭御説明申し上げますが、必要な介護保険給

付の２分の１、半分は税金で負担されてござい

ます。その負担割合でございますけれども、国

が25％、都道府県と市町村が12.5％ということ

で、既にこの段階で市税の投入がなされている

という状況です。残りの50％が保険料による財

源でございまして、これも二つに分かれます。

一つは第１号被保険者ということで、65歳以上

の方が負担しているのが50％のうちの19％、第

２号被保険者ということで40歳から64歳までの

いわゆる現役世代が負担している割合が31％、

この19対31の割合ですが、全国的な人口構成の

割合によって19対31に分かれてございます。こ

れが第３期の保険料では19対31だったんでござ

いますけれども、21年度以降第４期の計画の中

では老齢人口が増加してございますので、19対

31が20対30、65歳以上の方の割合が１％ふえま

した。人口がふえて当然負担割合もふえるとい

うことになります。 

  以上、こういった基本的な保険料の仕組みを

御理解いただいた上で御説明させていただきま

すが、この介護保険の事業計画期間のサービス

につきましては、その３年間でどの程度のサー

ビス量があるかということがまず大前提になり

ます。それと、この３年間については保険料の

変更を行いません。先ほど申し上げましたよう

に、18、19、20年度の３年間は同じ金額となり

ます、第４期におきましては21年度から23年度

までと。 

  繰越金が生じた場合の取り扱いでございます

が、委員御指摘のとおり6,100万円強の繰越金

がございましたが、この場合には国・県支払基

金に返還する分がございます。先ほど申し上げ

ましたように、国・県からも御負担いただいて

いますので、繰越金があればその割合で繰越金

の一部を返還することになります。それから、

介護給付準備基金に入れまして、急激な介護給

付費の増大がございましても、事業計画期間の

介護保険料を上げることなく、この基金を取り

崩して財源を確保するということにも準備しな

ければなりません。実質19年度におきましては

繰り越し6,100万円のうち3,500万円を基金繰り

入れを行ってございます。現在の基金残高でご

ざいますけれども、１億1,000万円程度、その

くらいの金額になります。これは今回の介護保

健事業会計の補正にも計上してございます。 

  現在、第４期の介護保険事業計画を策定中で

ございまして、高齢者人口の増大、特に後期高

齢者の増大により介護認定者数の増が見込まれ、

その結果、介護給付費についても増を見込んで

ございます。その中で算出されます介護保険料

の必要額に歳入として１億円程度を基金から繰

り出し、給付費の増に伴う保険料の急激な増大

をできる限り緩和したいというふうに、福祉事

務所の段階では考えてございます。ただし、第

４期の計画につきましては、現在、新庄市高齢

者健康福祉計画推進委員会の中でいろんな御議

論をいただいておりますので、そういった推進

委員会あるいは議会の文教の委員の皆様方にお

示しする案として、何とか基金の一部といいま

すか、かなりの部分を取り崩して４期の保険料

を抑えることができないかなということを現在

考えてございます。 

  ただ、問題は、先ほど65歳以上の方の負担割

合が19％から１％ふえると申し上げましたけれ
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ども、この１％分に相当する金額が7,500万円、

給付費総額からずっと追っていきますと7,500

万円に相当いたします。したがいまして、たと

え基金から取り崩したとしましても、現在の基

準額を下げるところまでは今のところ幾ら計算

してもその財源が見出せないといった状況にご

ざいますので、御理解をお願いいたします。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 介護給付費準備基金を

保険料を抑えるために使いたいというお答えを

いただきまして、本当にありがたいと思います。 

  もう一つは、保険料を９段階に渋谷区のよう

に改めることで、より低所得者に軽減できる保

険料にできるのではないかという点について、

ぜひ検討していただきたいと思うんですが、そ

の点、再度あればお願いします。 

  次に、成果の説明書の122ページに、居宅介

護サービス受給者数というのが載って、重度に

なるほど利用者数が減っているのはなぜなのか

ということです。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 特に第６段階の上にふや

せないかというお考えでございますけれども、

冒頭申し上げましたように、新庄市自体、この

保険料に大きく影響が出てくるほど高額の高齢

者がいらっしゃる状況ではないと考えておりま

す。したがいまして、段階がふえる可能性は全

くないとは言いませんが、上の段階をふやすの

ではなくて、むしろ中間の段階をふやして一部

負担率を減らすようなことについては第４期の

事業計画の中であり得るかなというふうには思

っております。先ほど申し上げましたように、

福祉事務所だけで決められるわけではございま

せんので、計画推進委員会あるいは文教の委員

の皆様の御意見をお伺いした上で最終的な計画

をつくり上げたいと考えております。 

  それから、居宅介護、重度になるほど減って

いるということでございますけれども、これに

つきましては重度の方は居宅ではなくて施設入

所になっている方がかなりいらっしゃいますの

で、そういった関係で居宅介護の数が減ってい

るのかなと考えてございます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 施設に関してなんです

けれども、成果表の122ページ、施設介護サー

ビス受給者が419名になっていますけれども、

施設待機者が重複を除いて、私はこの間194名

と文教の協議会で聞いたように思うんですが、

待機者は何名になっていると見ているのか。私

は施設づくりを必要だと思うんですが、どうで

しょうか。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 前回の資料では293名と

いう御説明を申し上げました。その293名のう

ち99名が重複待機者あるいは既に死亡なさった

方、入所済みの方、あとは転出、不明等々の方

が全部で99名いらっしゃいます。残り純粋なと

いいますか、そういったＡ施設、Ｂ施設両方に

申し込んでいる方なんかも１としてカウントい

たしますと待機者は194名ということになりま

す。ただし、この194名につきましては、すべ

てどうしても施設で対応しなければならないと

いう方だけではなくて、これからどんどんそう

いった必要度が進んでいくのではないかという

ことを前提にしてあらかじめ施設に申し込みを

していらっしゃる方もおるようでございます。 

  こういった194名の待機者を解消する手段と

いたしましては単純に施設をふやせば減ってい

くわけでございますけれども、この施設につき

ましても制約がございます。厚労省で示してい

る計画の基準では、要介護２以上の方の入所者

の率を37％以下に抑えなさいと。これは平成27
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年度までの最終目標値でございますけれども、

それまでに37％以下に抑えなさいという国の計

画の基準がございます。新庄市は現在たしか

42％ぐらいで、37％をはるかにオーバーしてご

ざいますので、一つはこういった参酌基準とい

うふうな専門用語であらわしているようなんで

すけれども、この37％の基準を現在の段階では

非常にオーバーしていると。 

  もう１点、そういった施設をふやして入所者

をふやせば当然給付費がかなり増大いたします。

給付費が増大すれば、先ほど委員御心配の保険

料にも当然響いてまいります。そういった二つ

の観点から、保険料負担の観点と国の基準の観

点、そういった二つの観点から見ていかなけれ

ばならないのかなと思ってございますので、

今々対応するというのは正直申し上げまして不

可能かなと考えてございます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） わかりました。そうい

う意味では、介護給付に対する国の負担を、今

25％ですけれども、当面最低でも３割に引き上

げることを求めながら、新庄市のような地域に

よっては施設が必要だというところがあるわけ

ですから、参酌基準の見直しを求めていただき

たい、必要ではないかと思うんですが、そうい

うことを求めていく立場にあるかどうかお聞き

します。 

田口五郎福祉事務所長 委員長、田口五郎。 

山口吉靜委員長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 こういった待機者の問題

は新庄市だけではなくて、13市が抱えている共

通の問題でもあるようでございます。したがい

まして、今、県の方でいろいろ検討会、うちの

方からも室長がメンバーになってございますけ

れども、そこでいろんな現在の介護保険制度に

ついて問題点の研究あるいは厚労省に対してど

ういったことを要望すべきかということを話し

合ってございます。新庄市からはこの37％の基

準を何とか見直しできないかと、そういったこ

とをうちの室長がその会議の場で発言しており

ますし、それが全体の議論にもなってございま

す。ただし、何％がいいのかというのはこれか

らいろいろ計画の中で見直しせざるを得ないん

ですけれども、もうちょっとやはり例外規定等

をつくっていただければ、よりよいサービスに

つながるのではないかなという考えは持ってご

ざいます。以上です。 

山口吉靜委員長 ただいまから10分間休憩いたし

ます。 

 

     午後３時０６分 休憩 

     午後３時１５分 開議 

 

山口吉靜委員長 休憩を解いて、再開いたします。 

  ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 別に質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第65号平成19年度新庄市介護保険事業特

別会計歳入歳出決算の認定については、原案の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第65号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 
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議案第６６号平成１９年度新庄市

水道事業会計決算の認定について 

 

 

山口吉靜委員長 次に、議案第66号平成19年度新

庄市水道事業会計決算の認定についてを議題と

いたします。 

  本件につきましては、歳入と歳出を一括して

質疑を行います。質疑ございませんか。 

３ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 

山口吉靜委員長 斎藤義昭委員。 

３ 番（斎藤義昭委員） お疲れのところ申しわ

けありません。一つだけ聞きたいと思います。 

  企業債について若干お聞きしたいわけであり

ますけれども、発行総額が56億円ほどですね。

これまで終わった償還が大体16億円、この中で

第２期拡張事業のほかは大体10億円前後で今後

償還に入るわけなんですが、第２期拡張事業が

30億円ぐらい、そうすると全体で最終が41年ご

ろですから、20年としても年間平均２億円ぐら

いで償還に入るわけであります。ことしは県の

協力をいただいて水道料金も値下げしましたけ

れども、今後の水道料金はこの企業債によって

変わると思います。新庄市の第２期拡張事業は

当時日量１万6,000トンぐらいの受益契約であ

のダムをつくったわけでありますけれども、そ

の中の新庄市の受水権利としては70％から80％

ぐらいということで記憶しております。平成32

年から三十六、七年、短期間で一気に償還が最

終年度になるわけでありますけれども、今まで

の償還と今後のピークは何年ごろになるのか、

それによって水道料金も上がったり下がったり

すると思いますので、償還のピークが何年ごろ

だったのか、今後とすれば何年ごろになるのか。 

  それから、第２期拡張事業でもダム本体事業

もあると思うんですが、分離されると思うんで

すよね。本体の方はどういう内容なんだか、こ

の２点だけお聞きしたいと思います。以上です。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

山口吉靜委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 第２次拡張事業の方の起債で

ございますけれども、決算の32、33ページをご

らんください。これでいきますと、利率に関し

てそんなに高くない利率でございます。平成19

年度も繰り上げ償還してございますけれども、

21年、22年ということで繰り上げ償還の通達が

あれば、これについても４本ぐらいは繰り上げ

償還していきたいと考えていますので、ピーク

はそんなに高いということではございません。

例えば19年度繰り上げ償還しましたけれども、

20年度の元金、利息については、元金が3,000

万円ほど下がりますし、利息も920万円ほど下

がっていくという状況であります。 

３ 番（斎藤義昭委員） 委員長、斎藤義昭。 

山口吉靜委員長 斎藤義昭委員。 

３ 番（斎藤義昭委員） ピークとお聞きしたの

は、例えば30年、40年の中で56億円を返済する

と、その返還の一番高いときが何年ごろだかと

いうことをお聞きしたわけでありますけれども、

それから当然下がれば水道料金も下がるわけで、

その辺が一つの水道料金の目安になろうかと思

って私は聞いたわけです。 

  それから、利率なんですが、まだ6.6％とか

4.5％以上のものが随分あるんですね。この辺

も借りかえできるものかどうか。最近だと２％

前後なんですね。その辺はどういう考えなのか、

この二つだけ。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

山口吉靜委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 今のところ利率に関して５％

以上のもの、４％以上のものについては、まだ

どうするとかということは出されておりません。 

  ピークについては、資料不足で大変申しわけ

ないですけれども、後で説明したいと思います。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ございませんか。 
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２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） ただいまの繰り上げ償

還等の関係で、同じく企業債のことなんですけ

れども、40億円の現在の企業債のうち、課長の

お話では５％以上のものをこれから４本、今あ

るわけですけれども、これを繰り上げ償還して

やっていくと、４％台のものについてはまだ何

もないということでありますが、今まで国は繰

り上げ償還や借りかえは政府資金はできないん

だと何回も繰り返して言ってきたし、課長もそ

ういう認識であったのがこのように変わってく

るわけです。ですから、できないんだと言われ

ても、４％台借りかえ、繰り上げ償還やらせて

もらいたいということで強力にやっていただき

たいなと思うんですが、強力に要望活動ですね、

その点についてどうでしょうか。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

山口吉靜委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 これについても、年に２回ほ

ど水道課長会議がございますので、いろんな情

報等交換しながらこれから考えていきたいと考

えています。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） お願いしたいと思いま

す。 

  それから、決算の23ページの１の１の給水収

益が９億4,000万円で、前年比約2,000万円減っ

ています。これについて審査意見書の方の12ペ

ージを見ますと、病院やスーパーマーケットな

どが専用水道に切りかえたと言っております。 

  このことについてなんですけれども、大手は

深く大きく井戸をつくって経費節約かもしれま

せん、想像しているんですけれども。そうなる

と周りの市民が個人でやっている小さな井戸が

枯れるということも影響するということもある

ように思います。そういうことを許しておきま

すと、地下水をお金のある人だけが大きく深く

掘って使い、そのお金がない人は使えないとい

うようなことになってしまうと思うんです。そ

ういう意味では、地下水は公共のものであると

いう認識が必要ではないかと思うんですが、そ

の点について使い方の規制も考える必要がある

と思うんですが、どうでしょうか。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

山口吉靜委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 この問題については、以前か

ら質問が出ておるんですけれども、新庄市の場

合は井戸の規制はございません。米沢とか山形

の一部が規制されておりますので、その規制に

ついては水道事業としては何とも言えないとい

う立場です。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 米沢や山形で井戸の規

制があるということですけれども、大手こそ水

道を使うべきでないかという、大手に協力させ

る方法はないのでしょうか。地下水を守るため

にも何か考える方法はないのか、もう一度お聞

きします。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

山口吉靜委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 大手だけではないんです。県

立病院も確かに専用水道をやってございます。

これは県立ですから、本来でいきますと私ども

の担当課が担当しておるんです。その専用水道

をするときに、私どもも県の担当課の方にぜひ

やめてほしいという申し入れはしました。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） そうですか。何もしな

いでやっているのかと思っていましたが、そう

いう申し入れ活動をしたというのはよかったな

と思いますが、なお本当に水道を使うように、

そして地下水を守るためにも規制も必要かもし



- 228 - 

れないという立場で検討をお願いしたいと思い

ます。これは要望にさせていただきます。 

  それから、どうしても水道をいっぱい使って

もらいたいという企業会計的な発想ではそうか

もしれませんが、しかし地球環境を守るという

ことを考えたときには、節水ということは実は

地球環境を守る意味で、これから石油以上に水

戦争ではないかと言われるぐらい飲める水が少

なくなっていくと言われております。そういう

意味では、今飲める水を大切にする意味でも、

さっき言ったような地下水を守ること、雨水の

活用なども特に大手などは考えさせる必要があ

るような気がするし、飲める水を守るために、

山林の保全といいますか、具体的には神室ダム

が私たちの水源なわけで、その神室ダム周辺の

山林の涵養といいますか、保全といいますか、

そういったこともきれいな水を守る意味で非常

に重要なことだと思うんですが、そういった量

を使ってもらうだけでなくて、いい水の環境を

守るという公的な大きな活動というか、そうい

ったことはどのように考えておられるか、どう

でしょうか。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

山口吉靜委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 最上広域水道の中で、ダムを

管理している河川課とか、奥の方の山を管理し

ている営林署、金山川を管理している河川課、

受水団体、１市２町が集まって、そこら辺の環

境の話は年に一遍、どういうふうな事業をする

かということで話はしてございます。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） 水道課として、市民全

体に対しても使ってお金をもらうだけではなく

て、雨水をどう利用するかというような、こう

いう例もあるとか、これは結局水道料金、使う

ことにならないわけなんですけれども、それで

も地下水涵養だとか、水をなるだけもたせると

いう、いい水を飲ませていくためにも守るとい

う意味で、そういった市民への環境を守るため

の啓蒙活動なども含めてやっていく中で、水道

を守っていくというか、水源を守っていくとい

うか、そんなことも市民啓蒙、環境保全、雨水

の利用、こういったところも必要かと思うんで

すが、これは環境でしょうか、水道でしょうか。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

山口吉靜委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 水道事業と環境もわかるんで

すけれども、やはり雨水を利用するとなります

と、雨水イコール飲料水になることはまず考え

られないと思います。雨水の利用についてはち

ょっとお答えすることができません。 

２ 番（佐藤悦子委員） 委員長、佐藤悦子。 

山口吉靜委員長 佐藤悦子委員。 

２ 番（佐藤悦子委員） わかりました。水道料

金の引き下げ、本年度の８月の料金引き下げか

ら具体的になったということで、わずかな金額

でありますが、市民が大変よかったなと、ほっ

としているということが市民の間から言われて

おります。さらに、まだまだ高いというふうに

も言われておりますので、現金・預金もありま

すし、この償還のめども立ってきているぐらい

減っていくような状況でもありますし、ぜひ引

き下げを検討していただきたいと思いますが、

市長はどうお考えでしょうか。 

小野善次水道課長 委員長、小野善次。 

山口吉靜委員長 水道課長小野善次君。 

小野善次水道課長 水道料金を基本料金で300円

値下げしたばかりで、すぐすぐの値下げは考え

ていません。現金・預金を持っているからとい

う話だと思うんですけれども、この現金・預金

の中に減債積立金、建設改良積立金も入ってご

ざいます。この二つ合わせますと約６億円程度

になりますけれども、そんなに内部留保資金が

余っているわけでもございません。逆に言いま

すと、建設改良積立金については、今現在未給
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水区域であります中川原地区、４地区ですけれ

ども、その方にすべてを補てんするということ

で、一切起債を起こさない、一般会計からも繰

り出しをしないということで今のところ考えて

います。 

山口吉靜委員長 ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 ほかに質疑なしと認めます。よ

って、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 討論なしと認めます。よって、

討論を終結し、直ちに採決したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第66号平成19年度新庄市水道事業会計決

算の認定については、原案のとおり決すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

山口吉靜委員長 御異議なしと認めます。よって、

議案第66号は原案のとおり認定すべきものと決

しました。 

 

 

閉      議 

 

 

山口吉靜委員長 以上をもちまして本決算特別委

員会に付託されましたすべての案件についての

審査を終了いたします。 

  ここで一言、私よりごあいさつ申し上げます。 

  各委員の活発な質疑のもと、大変長時間にわ

たりまして、平成19年度決算、議案第58号から

議案第66号までの９件の審査につきまして、ふ

なれな私でしたが、委員の皆様方の心温まる御

協力に感謝申し上げまして、御礼とさせていた

だきます。本当にありがとうございました。

（拍手） 

  これをもちまして閉会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後３時３６分 閉議 

 

    予算特別委員会委員長 山口吉靜 
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平成２０年１１月臨時会会議録 

 

 

平成２０年１１月１０日 月曜日 午前１０時００分開会 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 金   利 寛 

 

 出 席 議 員（１６名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ４番   小  野  周  一  議員     ５番   小  関     淳  議員 

  ６番   遠  藤  敏  信  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   清  水  清  秋  議員    １０番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １１番   渡  部  平  八  議員    １２番   今  田  雄  三  議員 

 １３番   金     利  寛  議員    １５番   平  向  岩  雄  議員 

 １６番   森     儀  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １９番   星  川     豊  議員    ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員 （４名） 

 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ７番   中  川  正  和  議員 

 １４番   新  田  道  尋  議員    １８番   亀  井  信  夫  議員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 
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局 長 鈴 木 吉 郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 市長の行政報告 
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日程第 ４ 報告第１１号平成２０年度新庄市一般会計補正予算（第３号）の専決処分の承認について 

日程第 ５ 議会案第１４号市町村合併調査特別委員会の設置について 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程に同じ 
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開      会 

 

 

平向岩雄議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は16名、欠席通告者は、

斎藤義昭君、中川正和君、新田道尋君、亀井信

夫君の４名であります。 

  それでは、これより平成20年11月新庄市議会

臨時会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

平向岩雄議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において佐藤悦子君、星川 豊君を

指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

平向岩雄議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長今田雄三君。 

   （今田雄三議会運営委員長登壇） 

今田雄三議会運営委員長 おはようございます。 

  これより議会運営委員長の報告を行います。 

  去る10月30日、委員７名出席及び11月５日、

委員６名出席のもと、午前10時より議会協議会

室において執行部より政策経営課長並びに議会

事務局職員の出席を求め、本日招集されました

11月臨時議会の運営について協議をいたしたと

ころであります。 

  会期につきましては、このたびの案件は報告

１件、議会案１件の計２件でありますので、本

日11月10日、１日と決定いたしました。 

  案件の取り扱いにつきましては、臨時議会で

ありますので、直ちに本日の本会議において審

議をお願いいたします。 

  以上、議長よりよろしくお取り計らいくださ

いますようお願い申し上げ、報告とします。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日11月10日、

１日とすることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は本日11月10日、１日と決定いたしました。 

 

 

日程第３市長の行政報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第３市長の行政報告をお願い

いたします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、新庄市最上地域合併検討協議会に

つきましての報告をさせていただきます。 

  既に新聞報道等で御承知のとおりですが、去

る平成20年11月５日午後１時30分より市民プラ

ザにおきまして、平成22年３月の新合併特例法

期限内の合併を目指し、いわゆる合併任意協議

会として、新庄市、真室川町、鮭川村、戸沢村

の１市１町２村による新庄最上地域合併検討協

議会が設立されたところであります。 

  協議会は、４市町村長及び４市町村議会議長
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並びに山形県最上総合支庁長の９名で組織し、

役員として会長に私が、そして副会長には真室

川町長及び鮭川村長並びに戸沢村長の３名が、

監事といたしまして新庄市議会議長と山形県最

上総合支庁長の２名がそれぞれ就任いたしまし

た。 

  また、協議会の下部組織といたしまして、市

町村の副市町村長及び合併担当課長並びに山形

県最上総合支庁地域支援課長をもって幹事会を

組織し、さらにその下部に専門的な内容を検討

できるように専門部会及び分科会を置き、組織

体制の整備を図ることといたしました。 

  さらに、事務局体制といたしまして、構成市

町村及び山形県から職員を派遣し、総勢13名に

よる事務局を新庄市役所の東庁舎２階に設置し

たところであります。 

  今後は、合併協議の基本項目として新市の将

来ビジョン骨格と重点施策の概要、協定項目の

協議事項洗い出しと方向性の検討、各市町村が

重要と考える課題の選定と協議、法定協議に向

けた組織体制の整備、以上４点について協議を

重ねてまいります。 

  新合併特例法期限である平成22年３月から逆

算しまして、できれば年内中、遅くとも平成21

年１月の早い時期に法定協議会を成立できるよ

う、これから約２カ月をかけまして、それぞれ

の市町村が持つ歴史、伝統、文化、地域の特色

などを最大限に尊重し、お互い対等の立場で最

大の努力をもって協議してまいる所存でありま

す。 

  今後は、議会の皆様、市民各位各層への情報

の提供を密に行うとともに、御意見をいただき

ながら進めてまいりたいと考えておりますが、

特に議会におきましては本日特別委員会を設置

されるということでもありますので、今後とも

よろしくお願い申し上げます。また、来る法定

協議会への参加手続につきましては、議会の同

意が必要となってまいります。何とぞ御配慮、

御高配賜りますようよろしくお願いいたしまし

て、新庄最上地域合併検討協議会が設立しまし

たことを御報告申し上げます。 

 

 

日程第４報告第１１号平成２０年

度新庄市一般会計補正予算（第３

号）の専決処分の承認について 

 

 

平向岩雄議長 日程第４報告第11号平成20年度新

庄市一般会計補正予算（第３号）の専決処分の

承認についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、報告第11号平成20年度

新庄市一般会計補正予算（第３号）の専決処分

の承認について御説明申し上げます。 

  現在、新庄最上地域の市町村合併に向け準備

を進めておりますが、おかげさまをもちまして

11月５日に新庄最上地域合併検討協議会が設立

されました。協議会の設立に伴いまして、活動

費461万7,000円の予算が決定されました。山形

県からやまがた夢未来まちづくり交付金300万

円が交付されますが、残額を構成市町村が負担

することになりまして、本市は73万2,000円の

負担額となります。また、本市の対応でござい

ますが、市町村合併に関する住民説明会を６カ

所で開催する計画でございます。会場借上料や

資料作成費が必要となりますので、市町村合併

推進費としまして予算を専決させていただきま

した。専決日は協議会設立に合わせまして11月

５日といたしました。 

  このたびの協議会は、いわゆる任意協議会で

ございまして、今後法定協議会を設立しながら

市町村合併を果たしてまいりたいと考えており

ますので、何とぞ御承認賜りますようお願いい
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たします。 

平向岩雄議長 ただいま説明ありました報告第11

号について質疑に入ります。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 合併前の地方交付税と

合併した場合の地方交付税の差はどうなるのか

計算していらっしゃるんでしょうか。例えば８

市町村の場合、県の算定で現在191億円の地方

交付税が149億円、同じ人口の場合です。マイ

ナス42億円となると示しております。この４市

町村の地方交付税が現在幾らで、これが合併し

た場合、人口が同じであった場合、新・新庄市

になった場合、地方交付税はどうなるのかお尋

ねします。 

  二つ目は、合併は負担が重い方に、サービス

は悪い方に合わされるのではないでしょうか。

例えば８市町村の場合の地方交付税で見ると間

違いなく42億円減らされるわけです。この前、

市の全員協議会で出された資料によりますと、

新庄市の１人当たりの地方交付税は11万円、し

かし真室川町や戸沢村、鮭川村は３倍弱とか４

倍強、５倍近くの地方交付税が出ています。そ

れが新庄市に合わせられることになるわけです

から、そうなりますと、はっきり言って負担は

重い方に、サービスは悪い方にするのが合併で

はないでしょうか。例えば、具体的に言います

と国保税は新庄市が安いです。これが上がりま

す。介護保険は新庄市が高いです。これは高い

新庄市に合わせられるということではないんで

しょうか。 

  三つ目の質問ですけれども、最大のメリット

とされるのが、議員、首長、職員を大幅に削減

できる、この金額はこのぐらいになる、これが

最大のメリットとされています。実は、これは

住民の地方自治の破壊ではないでしょうか。と

いうのは、合併した鶴岡、酒田を見ても、今ま

でですと区長などが地域の住民の要望を職員で

ある課長とか、あるいは首長、あるいは近くに

いる議員に相談しながら、どうやったら解決で

きるか、すぐできるだろうか、対応してもらえ

るだろうかと相談して、素早く対応できる対応

になっていたと思います。これが本庁が遠くな

れば間違いなく行きづらくなる、知らない人ば

かりです。議員も大幅に削減されて、近くの議

員がいなくなる、つまりあきらめざるを得ない。

お金も少なくなると言われて、ないので、なか

なか実行できない、実現できない。こうなって

あきらめムードになっている。合併された町村

ではなっております。そういうふうになるので

はないでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 １点目の交付税、４市

町村の場合どうなるかということで、19年度だ

けを仮に一本算定で言いますと、19年度であり

ますが、今の４市町村で合計すると普通交付税

が約100億円になります。これを一本算定しま

すと、これは庁内検討会で検討した数字であり

ますが、今の段階、しかも面積とか人口密度と

か細かい計算がありますので、この数字がひと

り歩きしないようにだけしていただければ数字

としてあらわしますが、これで決められるよう

な形ですと大変困ることがありますので、これ

は一つの本当の参考だということでとらえてい

ただきたいんですが、87億円台ぐらいになるの

ではないかと、研究段階ではそういう数値を出

しています。最上管内８市町村の場合は県では

じき出したのが42億円だということで、これは

皆さん御承知のとおりであります。ただ、この

数値もずっと細かく計算していきますと、そこ

までは減らないという計算が出ています。30億

円台半ばから後半ぐらいの数値になるのではな

いかと、これはあくまでも試算です。今後の国

の財政状況とか、交付税がこれから減らされて

いくとか、そういった社会的要因は別にして、
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現在の状況ではそのような試算も出ています。 

  それから、負担の割合でありますが、サービ

ス、使用料、行政的な負担全部でありますが、

これはふえることもないとは言えませんし、ま

た安い方に負担を合わせるのは理想であります

が、これからお互いにサービスの内容を出し合

いながら、どこまで平準化できるのか、いい方

に合わせられるのか、またどういう方法でして

いくのかはこれからお互いに出し合って、ある

いはこだわりの行政とか重要課題の度合いもあ

りますので、これは一概に言えませんけれども、

住みよい将来に託せる地域づくりを行う上では

負担が極力合併によってふえたり、サービスが

低下したりということはあってはならないとい

うことで、そこら辺は十分配慮しながらやって

いかなければならないのではないかというふう

にとらえています。 

  それから、職員削減によって行政力が落ちた

り、あるいは知らない人ばかりになって、その

地域の内部をよく知らない実情になるのではな

いかということも３番目の質問にありましたけ

れども、そういうことのないように、人的な配

慮、その地域に精通した人、熟知した人、そう

いったことを最初は配慮しながら、合併したか

ら知らない人ばかりになった、窓口はその地域

を知らない人ばかりだったということにならな

いように、そういった人的配慮は当然必要にな

ってきます。そういった配慮を保障する体制、

仕組みを考えていかなければならないと考えて

いるところです。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） ただいまお答えいただ

きました交付税の件ですが、参考として受け取

りますが、それでも13億円、この人口で、この

地域に今の住んでいる人たちに対して13億円の

地方交付税が来なくなると。これをみずから進

んでやる、これが合併だということだと思いま

すが、これは前に合併するとき、なぜ合併する

かという質問に対して、地方交付税が国からど

んどん減らされる、このままではやっていけな

くなるからというような理由だったように思い

ますが、それを加味しないで、現在の算定でも

13億円減る、さらに国からの今の地方交付税な

どを下げていく流れが来ますと当然もっと減っ

てくることが考えられる中身でありまして、み

ずからわざわざ13億円減らすようなことを選ぶ

というのは、どうぞ13億円減らしてくださいと

いうようなやり方というのは、まさに住民に対

して増税しなきゃいけなくなるだろうし、サー

ビスを減らさざるを得なくなるというのは当然

じゃないでしょうか。上に向かってお金を出さ

なくていいからというのが合併だと、13億円要

りませんからと、これが合併じゃないでしょう

か。 

  ただ、そうならないようにしなければならな

い、負担がふえたり、サービスが減ったりしな

いようにしなければならないと課長はおっしゃ

いましたけれども、みずから13億円減るわけで

すから、やらねばならなくなるのは目に見えて

いるんじゃないでしょうか。今、新庄市で国保

税を上げないように頑張っている。だけど町村

は高い。介護、医療、後期合わせて全部の指標

が高いんです、町村が。それに合わせなければ

国保税がやっていけなくなるだろうということ

で、国保税が今でも高いのが上がらざるを得な

いだろう。また、介護保険では新庄市の方がサ

ービスが全体的に施設などがあることもあって

利用者が多いということもあると思いますが、

それで高い。町村に介護保険料の高いのをのめ

と言わざるを得ない。こうなるのが合併じゃな

いでしょうか、13億円減るわけですから。 

  それから、人の配置でそうならないようにと

言っているわけですが、身近な例で農協合併が

ありました。農協合併しなければやっていけな

いからということをさんざん言ってした結果、
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きのうだかおとといだかの話でしたけれども、

何もいいことはない、自分たちが決めて、例え

ば飼養の負担、農家2,000円と自分たち小さい

農協のときは決めた。しかし、これが今２倍、

３倍、5,000円、6,000円と農家負担が上がって

います。これを決める代表、自治体の議員、農

協で言えば理事でしょう、これが１人、２人し

かいないために、自分たちの意見が通らない。

基金は減る、借金だけ負わせられる。職員は本

当に１人、２人しか、親しみを感じてずっとい

る職員がいない。農協が本当に遠くなってしま

ったというのが住民の声、合併したところの農

協の住民の声です。 

  まさに市町村がそうなるのは目に見えている。

代表はいない、職員はいない、遠い。そうじゃ

ないでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 普通交付税が減らされ

ていくのは、一本算定というのは10年後のこと

でありまして、それまでには人員体制とか行政

の根本的な執行体制、そういったものをきちっ

と効率化を図っていくという大命題がございま

す。試算においては、そういった効率化、体制

の整備によりまして、交付税が減らされる分は

十分吸収されると。特別職を含めて人員の削減

というか、いろいろ総務部門とか管理部門とか、

そういった重複するところの職員を効率よく配

置すれば、その分については当然削減できるわ

けでありますから、それによって十分対応でき

ると考えてございます。 

  それから、国保税、介護保険料については、

これは大きい升の中でやればより効率的な運営

ができるわけでありますので、今どのくらいの

運営料でやれるのかということについては、こ

れから分科会あるいは専門部会を通じて研究し

ていく課題でございます。 

  それから、人の配置について、農協の事例が

ございましたが、参考にしながら、よいところ

は学び、また反省すべきところはちゃんと勉強

しながら、そうならないようにしていくのが行

政の責務かなと思います。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 一本算定は10年後とい

うことでありますけれども、現在の人口と広さ

で、この人たちに必要な行政サービスというの

が今のお金でようやくやっている。しかもそれ

が厳しい厳しいと思いながら、かなり町村も市

も効率化を図りながら相当頑張ってやっており

ます。そして、その中を見ると、今、新庄市で

は子供の保育所を民営化しようとしてみたり、

学校給食を民営化するかというような形で、こ

れが効率化と言っていますが、子供たちにしわ

寄せをした形で、子供たちは何もお金の責任は

ないのに、効率化、効率化ということで、お金

の面からだけ考えて厳しい節約をしようとして

います。そういったことをそれぞれ町村でやっ

ています。それだけ相当節約しながら頑張って

いる町村が、市と町村でやっていたことが13億

円も減るということは、建設のことを考えても

できなくなるだろうし、修理もできなくなるだ

ろうし、今よりサービスをよくしてもらいたい

と住民は細かいところさまざま願っています。

そういったところができなくなる、13億円も減

るんですから。それは目に見えていると思うん

です。 

  人を減らせば、管理部門などを減らせばと言

っていますけれども、今まで新庄市のやり方を

見ていてわかるように、管理部門を減らすとい

うのは直接住民にサービスをしてきた調理師と

か保育士、子供たちに直接サービスをする職員

が、管理部門ではなくて直接サービスするとい

う職員が減らされている。それでは住民にとっ

て直接サービスを減らされるということだと思

うんです。管理部門、効率化と言いますけれど
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も、人員削減というのはそういうふうに一番住

民にかかわるところが減らされています、今ま

で人員削減、人員削減と言ってやってきたとこ

ろは。課長などはそんなに減ってないと思いま

すし。それを考えると、やはり合併というのは

住民に直接かかわるところで人がいなくなる、

サービスする人がいなくなる、住民に当たる人

がいなくなるということだと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 合併してもしなくても、

これからは効率よい行政を命題にしてやってい

かなければならない時代が到来しているという

ことが一つ言えるんじゃないかと思います。限

られた資源をどういうふうにしてその地域に投

下していくのかということはやはり効率的な物

事の考え方が基本になってきますので、人を減

らす減らさないということではなくて、１人が

どのくらいの業務量をその地域の全体で効率よ

くやっていけるのかという問題であります。で

すから、末端の行政サービスはできるだけ減ら

すことなく、重複している管理部門とか企画部

門とか総合部門とか、必ず末端にもそういった

部門があるはずです。そういったことを二重手

間にならないように、広い地域を効率よくカバ

ーできるような体制を組むということでありま

すので、住民サービスの最前線を削る、それを

犠牲にするという意味合いではございませんの

で、そこら辺を効率よくすれば普通交付税の削

減分は十分に対応できて、投資的経費にも住民

サービスの向上にも回せるんじゃないかという

研究、試算を行っていく、それがこれからの任

意協議会、法定協議会、そういった中で詰めら

れていくと思います。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  報告第11号平成20年度新庄市一般会計補正予

算（第３号）については、これを承認すること

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 異議がありますので、起立採決い

たします。 

  報告第11号については、これを承認すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、報

告第11号については、これを承認することに決

しました。 

 

 

日程第５議会案第１４号市町村合

併調査特別委員会の設置について 

 

 

平向岩雄議長 日程第５議会案第14号市町村合併

調査特別委員会の設置についてを議題といたし

ます。 

  提出者の説明を求めます。 

  議会運営委員長今田雄三君。 

   （今田雄三議会運営委員長登壇） 

今田雄三議会運営委員長 議会案第14号市町村合

併調査特別委員会の設置について。上記の議案

を別紙のとおり会議規則第14条第２項の規定に

より提出いたします。平成20年11月10日、新庄

市議会議長平向岩雄殿、提出者は議会運営委員
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会委員長今田雄三でございます。 

  提案の理由でございますが、別紙議案末尾に

記載してありますとおり、本市の将来を大きく

左右する市町村合併について、その諸問題を効

果的かつ効率的に調査研究するため、特別委員

会の設置を提案するものであります。 

  設置しようとする特別委員会は、７人の委員

をもって構成し、名称は市町村合併調査特別委

員会とします。 

  特別委員会の任務は、市町村合併に係る諸問

題の調査、研究であり、議会において調査終了

を議決するまで継続し、議会が閉会中であって

も調査を行うことができることといたしており

ます。 

  以上のとおり議会運営委員会において全会一

致により議案の提出を決定いたしましたので、

会議規則第14条第２項に基づき提案するもので

あります。 

  以上よろしく御審議いただき、御決定いただ

きますようお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました議会案

第14号は、議会運営委員会提出の議案でありま

すので、会議規則第37条第２項の規定により直

ちに審議に入ります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 合併については、先ほ

ど補正予算で質問したとおりであります。私の

考えは、合併は住民のためにならないと考えて

います。一つもいいことはないと思います。そ

ういう意味で、合併ありきの特別委員会ではな

く、調査、あくまでもメリット・デメリットは

どうなのか、合併を決定する場ではなくて調査

を、合併した結果、住民はどう考えているのか

ということも含めて、よく研究するといいます

か、そういう中身なんでしょうか。それとも合

併ありきでやるということなんでしょうか。 

今田雄三議会運営委員長 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 議会運営委員長今田雄三君。 

今田雄三議会運営委員長 今提案しましたとおり

調査研究、最終的な議決においてはこの場で行

うということは先ほども説明しておりますので、

その経過を踏みながら調査研究してまいりたい

と思っております。 

２ 番（佐藤悦子議員） 終わります。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第14号市町村合併調査特別委員会の設

置については、原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第14号は原案のとおり可決されました。 

  これより、ただいま設置されました市町村合

併調査特別委員会の委員の選任を行います。 

  お諮りいたします。 

  ただいま設置されました特別委員会の委員の

選任につきましては、委員会条例第８条第１項

の規定により、議長より指名いたします。 

  それでは議席順に御指名申し上げます。 

  小野周一君、小関 淳君、沼澤恵一君、清水

清秋君、小嶋冨弥君、今田雄三君、森 儀一君

の以上７名を指名いたしたいと思います。これ

に御異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

ただいま指名いたしました諸君を特別委員会の

委員に選任することに決しました。 

  それでは、これより特別委員会の正副委員長

の互選をお願いいたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時３７分 休憩 

     午前１０時４５分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

  特別委員会の正副委員長の互選の結果が手元

にまいっておりますので、報告いたします。 

  市町村合併調査特別委員会委員長に清水清秋

君、副委員長に今田雄三君、以上でございます。 

  ここで、委員長の清水清秋君から一言ごあい

さつをお願いいたします。 

   （清水清秋市町村合併調査特別委員長登

壇） 

清水清秋市町村合併調査特別委員長 おはようご

ざいます。 

  ただいま特別委員会において、私、清水清秋

が特別委員長に任命されました。今後ともよろ

しくお願いしたいと思います。 

  一言だけ申し上げますが、当市においては任

意協議会が立ち上げられまして、議会といたし

ましても二度目の議論の場であります。そうい

うことを十分我々特別委員会といたしましても

認識しながら、いろんな角度から合併に向けた

取り組み、調査研究をしていきたいと思います

ので、ひとつよろしく皆様方の御協力のほどを

お願いいたしまして、簡単でございますが、一

言、特別委員長としてのごあいさつとさせてい

ただきます。どうもありがとうございました。 

平向岩雄議長 よろしくお願いいたします。 

 

 

閉      会 

 

 

平向岩雄議長 以上で今期臨時会の日程は全部終

了いたしましたので、閉会いたします。 

  本日はどうも御苦労さまでした。 

 

     午前１０時４７分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  平 向 岩 雄 

 

   会議録署名議員  佐 藤 悦 子 

 

    〃   〃   星 川   豊 
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平成２０年１２月定例会会議録（第１号） 

 

 

平成２０年１２月５日 金曜日 午前１０時００分開会 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 金   利 寛 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ４番   小  野  周  一  議員     ５番   小  関     淳  議員 

  ６番   遠  藤  敏  信  議員     ８番   沼  澤  恵  一  議員 

  ９番   清  水  清  秋  議員    １０番   小  嶋  冨  弥  議員 

 １１番   渡  部  平  八  議員    １２番   今  田  雄  三  議員 

 １３番   金     利  寛  議員    １４番   新  田  道  尋  議員 

 １５番   平  向  岩  雄  議員    １６番   森     儀  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   亀  井  信  夫  議員 

 １９番   星  川     豊  議員    ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員（２名） 

 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ７番   中  川  正  和  議員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

税 務 課 長 今 川 吉 幸  市 民 課 長 柿 﨑 卓 美 

環 境 課 長 五十嵐 正 臣  健 康 課 長 小 野 孝 一 

農 林 課 長 五十嵐 祐 一  商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦 

都 市 整 備 課 長 中 部   力  下 水 道 課 長 佐 藤 新 一 

会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫  福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎 

神 室 荘 長 叶 内 利 昭  水 道 課 長 小 野 善 次 

教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 大 場 和 正  学 校 教 育 課 長 山 川 義 隆 

生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 清 水 幹 也 
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選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 小 野 正 一 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 佐 藤 良 知 

農 業 委 員 会
事 務 局 長 柏 倉   政    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 鈴 木 吉 郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 （第１号） 

平成２０年１２月５日 金曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 議案第７９号新庄市体育館等の管理を行わせる指定管理者の指定について 

 

   （一括上程、提案説明、総括質疑） 

日程第 ４ 議案第７３号新庄市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ５ 議案第７４号新庄市本合海児童センターの管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第 ６ 議案第７５号新庄市生涯学習センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

日程第 ７ 議案第７６号新庄市立図書館の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第 ８ 議案第７７号新庄市民プラザの管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第 ９ 議案第７８号わくわく新庄の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第１０ 議案第８０号山形県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約

の一部変更について 

日程第１１ 議案の各常任委員会付託 

 

   （一括上程、提案説明） 

日程第１２ 議案第８１号平成２０年度新庄市一般会計補正予算（第４号） 

日程第１３ 議案第８２号平成２０年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第１４ 議案第８３号平成２０年度新庄市交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１５ 議案第８４号平成２０年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１６ 議案第８５号平成２０年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１７ 議案第８６号平成２０年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１８ 議案第８７号平成２０年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 
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日程第１９ 議案第８８号平成２０年度新庄市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

平向岩雄議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名、欠席通告者は斎

藤義昭君、中川正和君の２名です。 

  それでは、これより平成20年12月新庄市議会

定例会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程（第１号）によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

平向岩雄議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において小野周一君、亀井信夫君を

指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

平向岩雄議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長今田雄三君。 

   （今田雄三議会運営委員長登壇） 

今田雄三議会運営委員長 おはようございます。 

  これより議会運営委員長の報告を行います。 

  去る11月27日午後１時30分より議員協議会室

において委員７名出席のもと、執行部より副市

長、関係課長並びに議会事務局職員の出席を求

め、本日招集されました12月定例会の運営につ

いて協議をいたしたところであります。 

  会期につきましては、お手元に配付してあり

ます平成20年12月定例会日程表のとおり、本日

から12月15日までの11日間に決定いたしました。

また、会期中の日程につきましても、日程表の

とおり決定いたしましたので、よろしくお願い

いたします。 

  このたび提出されます案件は、議案８件、補

正予算８件の計16件であります。 

  案件の取り扱いにつきましては、議案第79号

が地方自治法第117条の規定により議員の除斥

に該当いたしますので、他の案件と分けて扱う

ことになります。議案第73号から議案第78号ま

でと議案第80号の議案７件につきましては、本

日一括上程、提案説明後、総括質疑を受け、各

常任委員会に付託し、審査をしていただきます。

議案第81号から議案第88号までの平成20年度補

正予算８件につきましては、本日は提案説明の

みにとどめ、委員会への付託を省略して、12月

15日、最終日の本会議において審議をお願いい

たします。 

  次に、一般質問でありますが、今期定例会の

質問者は８名でありますので、１日目４名、２

日目４名に行っていただきます。質問時間は答

弁を含め１人50分以内といたしますので、質問

者並びに答弁者の御協力を特にお願いいたしま

す。 

  以上、議長よりよろしくお取り計らいくださ

いますようお願い申し上げ、報告を終わります。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日から12月

15日までの11日間にしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は12月５日から12月15日までの11日間と決

しました。 
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平 成 ２ ０ 年 １ ２ 月 定 例 会 日 程 表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第１日 12月５日 金 本 会 議 議 場 午前10時 

開会。議案（８件）の一括上程、提

案説明、総括質疑。議案の各常任委

員会付託。補正予算（８件）の一括

上程、提案説明。 

第２日 12月６日 土 

第３日 12月７日 日 
休      会  

第４日 12月８日 月 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 小嶋冨弥、奥山省三、沼澤恵一 

 今田雄三の各議員 

第５日 12月９日 火 本 会 議 議 場 午前10時 

一般質問 

 渡部平八、小関 淳、金 利寛 

 佐藤悦子の各議員 

総 務 

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案の審査 

第６日 12月10日 水 常任委員会 
文 教 厚 生 

（議員協議

会室） 

午後１時 

30分 
付託議案の審査 

第７日 12月11日 木 常任委員会 

産 業 建 設 

（議員協議

会室） 

午前10時 付託議案の審査 

第８日 12月12日 金 休      会 本会議準備のため 

第９日 12月13日 土 

第10日 12月14日 日 
休      会 

 

第11日 12月15日 月 本 会 議 議 場 午前10時 
常任委員長報告、質疑、討論、採決。 

補正予算（８件）の質疑、討論、採決。 

 

日程第３議案第７９号新庄市体育

館等の管理を行わせる指定管理者

の指定について 

 

 

平向岩雄議長 日程第３議案第79号新庄市体育館

等の管理を行わせる指定管理者の指定について

を議題といたします。 

  地方自治法第117条の規定により、渡部平八

君は既に退席しておりますので御了承願います。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 
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   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  12月定例会、初めの議案説明をさせていただ

きます。 

  議案第79号新庄市体育館等の管理を行わせる

指定管理者の指定について御説明申し上げます。 

  本案は、市の施設の管理を行わせる指定管理

者を指定するため、議会の議決を求めるもので

あります。 

  内容といたしましては、新庄市体育館、新庄

市陸上競技場、新庄市テニスコート、新庄市相

撲場、新庄市横根山運動広場、新庄市東山スポ

ーツハウス、新庄市民プール、福田運動広場及

び福田テニスコートの９施設の管理について、

公募による応募団体２団体のうち新庄市施設振

興公社を指定管理者として指定することにつき

まして提案するものであります。 

  新庄市施設振興公社は、平成５年３月に設立

され、平成18年４月から新庄市民球場、新庄市

武道館、新庄市民スキー場の３施設の指定管理

者に指定されるなど、施設の利用調整から維持

管理に至るまで一連の管理運営業務を適切に実

施しております。 

  指定期間は、平成21年４月１日から２年間と

するものであります。 

  御審議いただき、御決定くださいますようお

願い申し上げます。 

平向岩雄議長 それでは、これよりただいま説明

のありました議案について質疑に入ります。質

疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  ここで渡部平八君の復席を求めます。 

   （１１番渡部平八議員復席） 

平向岩雄議長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時０７分 休憩 

     午前１０時０８分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

議案７件一括上程 

 

 

平向岩雄議長 日程第４議案第73号新庄市後期高

齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてから日程第10議案第80号山形県市

町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体

の数の減少及び規約の一部変更についてまでの

７件を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第73号新庄市後期高齢者医療

に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、普通徴収の方

法によって徴収する保険料に係る延滞金額の計

算について、市税等との整合性を図るものであ

ります。 

  主な改正の内容でありますが、延滞金額の端

数処理の方法を市税等と同様とし、100円未満

の端数を切り捨てるようにするものであります。

また、延滞金額の全額が1,000円未満であると

きは、その全額を切り捨てるものであります。 

  なお、本条例は公布の日から施行するもので

あります。 

  次に、議案第74号新庄市本合海児童センター

の管理を行わせる指定管理者の指定について御

説明申し上げます。 

  平成19年４月１日より地元で組織した管理委

員会を指定管理者に指定し運営してまいりまし

たが、平成21年３月31日をもって指定期間が満

了いたします。指定管理者制度に移行して２年
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を経過しようとしている現在、本合海児童セン

ターは地域に根差した特色のある運営を行って

おり、保護者からも高い評価をいただいており

ます。こうしたことから、指定管理者の候補選

定に当たっては、市民協働の観点からも公募に

よらず、地元で組織した管理委員会を指定管理

者として再び指定いたしたく御提案申し上げる

ものであります。 

  次に、議案第75号新庄市生涯学習センター設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について御説明申し上げます。 

  本案は、新庄市生涯学習センターの管理を指

定管理者に行わせるに当たり、利用料金制を導

入するため必要な改正を行うものであります。 

  改正の内容といたしましては、施設使用料を

指定管理者の収入とすることができるようにす

るものであり、利用料金の設定につきましては

教育委員会の承認を受けて指定管理者が定める

ようになるものであります。これにより指定管

理者の自主的な経営努力が発揮されやすくなる

とともに、市及び指定管理者の会計事務の効率

化が図られるものであります。 

  次に、議案第76号新庄市立図書館の管理を行

わせる指定管理者の指定についてから議案第78

号わくわく新庄の管理を行わせる指定管理者の

指定についてまで御説明申し上げます。 

  いずれの議案も市の施設の管理を行わせる指

定管理者を指定するため、議会の議決を求める

ものであります。 

  各施設の指定管理者の指定につきましては、

施設の利用調整から維持管理に至るまで一連の

管理運営業務を適切に図られるものと判断した

団体等を指定管理者として指定するものであり、

いずれの施設も公募によるものであります。 

  最初に、議案第76号新庄市立図書館について

でありますが、応募団体が１団体であり、市民

ネットワーク図書館サポート・とらいあを指定

管理者として指定することにつきまして提案す

るものであります。指定期間は平成21年４月１

日から２年間とするものであります。 

  続きまして、議案第77号新庄市民プラザにつ

きましては、応募団体３団体のうち特定非営利

活動法人芸術文化振興市民ネット新庄を指定管

理者として指定することにつきまして提案する

ものであります。指定期間は平成21年４月１日

から２年間とするものであります。 

  続きまして、議案第78号わくわく新庄につき

ましては、応募団体が１団体であり、株式会社

東北情報センターを指定管理者として指定する

ことにつきまして提案するものであります。指

定期間は平成21年４月１日から３年間とするも

のであります。 

  続きまして、議案第80号山形県市町村職員退

職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び規約の一部変更について、御説明申し上げ

ます。 

  このたびの変更は、月山水道企業団が平成21

年３月31日をもって解散するため、山形県市町

村職員退職手当組合規約から削除するものであ

ります。山形県市町村職員退職手当組合に加入

する県内45地方公共団体、９市19町３村14一部

事務組合、同じ内容の改正となるものでありま

す。 

  以上、御審議いただき、御決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 それでは、これよりただいま説明

のありました議案７件について、総括質疑に入

ります。質疑ありませんか。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 今説明ありました指定

管理者の指定ですけれども、全部通してですね、

各施設があるわけですが、指定期間については

２年から５年という幅があるんですけれども、

それぞれどういう理由で期間を定めたかをお伺

いします。 
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三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 指定管理者の期間につき

ましては、新庄市の指定管理者制度運用方針の

中では３年から５年ということで大体合意をと

られておりますけれども、新規の施設について

は一応初めてということなので２年間というこ

とでお願いしてございます。 

  それから、わくわく新庄につきましては、今

回更新時期でございますけれども、別途議案に

ございますように、初めて利用料金制を取り入

れるということがございますので、その経過も

見ながらということで今回は３年間とさせてい

ただいております。よろしくお願いいたします。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 ただいま生涯学習施設に関し

て答弁いたしましたけれども、新庄市として指

定管理者を今後どう運用、活用していくかとい

うことについての基本的な方針のもとにそれぞ

れ施設担当課で適正な期間指定を行ったところ

でありまして、５年というところもありますし、

３年というところもありますし、２年というと

ころも今回提出している議案につきましてはご

ざいます。 

  今、生涯学習課長から申し上げましたとおり、

初めて指定管理を行う場合、指定管理者制度を

導入する場合は、やはりその運用状況を見きわ

めるため、初めての場合は２年を原則とする、

そして最長５年ということで、その活用状況、

施設の管理運営状況によって施設に応じて定め

ていくということにしております。 

  これまで原則２年としていたものを可能な施

設については５年というふうに期間を延ばした

ことにつきましては、指定管理者として市の施

設を管理していくということに際しては、職員

を採用したり、またその職員に研修を積んで適

正なサービスを提供できるようにといったよう

ないろいろな指定管理者としての行うべきこと

が出てきます。そういった場合、２年間という

期間で職員を雇用し育て上げるというのは短い

のではないかということで、これは新庄だけで

なく全国的な傾向ですが、極力５年程度、山形

市なんかの場合は10年というような契約もござ

いますけれども、そういう傾向にございまして、

新庄市もこのたびいろいろ検討しました中で、

10年というところまではしませんでしたが、可

能なものは５年まで延ばそうというようなこと

で、今回各施設初めてのところとか更新の施設

であるとか、いろいろございますけれども、そ

れぞれの施設の管理運営状況に応じて期間設定

をしたところであります。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議案第77号についてお

尋ねいたします。 

  申し込み団体３団体ということですので、こ

れを選んだ経過を御説明してもらいたいと思い

ます。ということは、この団体は文化会館も請

け負っている団体と認識しますけれども、それ

で間違いないでしょうか。 

  あと、理事長のお名前を見ますと、前に新庄

市の三役と申しますか、助役を経験した方かと

思います。その辺のことも市民感情から見ます

と、そういった方がまた代表をするということ

は、今言われている「天下り」とは関係ないで

しょうけれども、果たしてというようなことも

市民の方から声が聞こえてまいりますので、そ

の辺の経過も含めて、３団体からこの団体を選

んだ理由の説明をひとつお願いしたいと思いま

す。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 応募締め切りが終わった

後に、10月28日、指定管理者候補の選定委員会

を開催してございます。選定委員は、行政側３
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人、市民側から３人ということで、計６名で組

織されておりますけれども、この選定委員の第

一次審査、第二次審査によって書類審査、応募

団体のプレゼンテーション、質疑等を行いまし

て選定したという経過でございます。 

  それで、選定委員会の中では、この団体が市

民プラザは生涯学習の中核施設であるという認

識を十分に持ちまして、非常に緻密な職員体制

とか自主事業など実現性の高い詳細な計画を提

示してございまして、サービス向上が非常に期

待できるということで、ほかの団体よりも評価

点数が高いということで候補として選定された

という経緯がございます。以上です。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） そうしますと、文化会

館と両方を指定管理するわけですけれども、そ

のスタッフの人員というのは十分大丈夫だとい

う判断で選んだのでしょうか。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 その辺も聞き取りをいた

しましたけれども、新たに雇用して十分な体制

をとるということで確認しております。 

  なお、文化会館の方にも社会教育主事という

資格を持っている職員も雇っておりますので、

そういう意味では期待をしているところでござ

います。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 新田議員に関連します

けれども、議案第74号本合海児童センターの指

定管理者の指定について、本合海児童館、指定

管理者、期間が５年ということで今説明いただ

きましたが、本合海児童センターの指定管理者

制度に移行するときに、地域の各組織の団体の

代表方々がメンバーで何か協議会などを設置し

て、その中で代表を選定されたような話し合い

の内容、私も参加して、そういうふうな内容で

選考するというような形をとっていたと思いま

すが、今回の５年というような形、今、総務課

長の方から説明を受けたんですが、あの当時、

なぜ指定管理者、委員長に選定される人選は、

あの当時センターに入所されている保護者の中

から選んだら妥当じゃないかという話し合いの

中でこの前の委員長を選定したわけであります。

なぜ保護者の中からという話し合いになった経

過も、前の説明に来た福祉事務所の職員は知っ

ていると思いますが、保護者が、母親学級、あ

そこが事業とか、そういうものを主体的に児童

センターといろんな話し合いの中でやってきた

と。それがこの管理者制度になった場合、ママ

さんだけじゃなくて、保護者の父親も一緒にそ

ういう協議会に入ってやってもらったらいいん

じゃないかということで、その中で先代の委員

長は保護者の父親を選んであったと。地域では

児童センターの親が管理者になるのが一番妥当

じゃないかということになったわけであります。

そういうことから言いますと、協議会という名

称はちょっとあれですが、その辺は地域の話が

まとまったものなのか、今回の場合その辺どう

なのか説明があればお願いしたい。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 ただいまの御質問の中で

三つの団体のお名前が上がってまいりました。

一つは今回更新いたします指定管理者でありま

す本合海児童センター管理委員会、もう一つは

本合海児童センター運営委員会、もう一つは母

親クラブの三つの団体。この指定管理者に今回

御提案申し上げております管理委員会につきま

しては、保護者の代表者、区長さん、民生委員

さん、そういった地域のいろいろな代表の方で

組織されてございます。 

  この管理委員会が児童センターの管理運営を
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行うわけでございますけれども、その管理運営

に当たりましては運営委員会の意見を十分尊重

しながら管理運営に当たります。この運営委員

会につきましては、母親クラブの代表者とか民

生委員さんとか区長さんとか、そういった地域

の声、保護者の立場から意見を述べていただく

ことができるような方々をお願いしてございま

す。最後に、母親クラブでございますけれども、

児童センターの事業として、いろんな集団保育

のほか学童対象の事業、もう一つは母親クラブ

の事業もございます。実際にそういった児童セ

ンターの事業の一部を担う、実行していくとい

いますか、そういった立場が母親クラブでござ

います。この三つの団体いずれも地域と深くか

かわってございますので、非常にうまく絡み合

って、いい管理運営がなされているという状況

でございます。以上です。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 所長の話ではそういう

話し合いがなされたようなニュアンスなんだけ

れども、その辺を地域ではそういう現場で地域

の方々と代表が児童館を管理する場合のいろん

な内容については協議してあるわけであります。

先ほど申し上げましたのは第１回目のことであ

りましたので、そういう状況にあったのか。あ

の当時の話し合いでは、そういうのは保護者が

一番適当であると。この方が今も保護者であり

ます。今の委員長、提案されている保護者であ

る、この方があと３年なった場合、保護者じゃ

なくなる。その辺の地域での話し合いというの

を、今言った３団体だけじゃないんですね、そ

ういうふうな協議会というものは、立ち上げた

のは。区長さん方も恐らく中にいますし、いろ

んな組織の団体の代表が入っての協議会、その

話し合いの中でこの委員長が妥当であるという

ことになったのか、その辺きちっと話し合いが

なされたのか、その辺を確認したいんですが。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 ２年前、初めて指定管理

者に指定される時点では、初めてでございまし

たので、多分福祉事務所としていろんなアドバ

イス等行ったのではないかなと推測してござい

ます。先ほど私は３団体の名前を申し上げまし

たが、これは議員の質問の中で主に出てきた３

団体ということで三つの団体名を上げさせてい

ただいたところでございます。実際には議員お

っしゃるようにいろんな団体が御心配なさって

いると思いますので、その代表者がそれを代表

しておのおのの団体の中で意見を述べていただ

いているのではないかと推察してございます。 

  なお、今後とも地域あるいは団体の方からア

ドバイスとか意見をもらいたいということであ

れば福祉事務所は積極的にかかわっていきたい

と思いますが、ただ、例えば管理委員会の委員

長が保護者の代表でなければならないとか、あ

るいは区長でなければならないとか、そういっ

た個別の案件につきまして、福祉事務所が積極

的に関与するということは控えるべきではない

かと考えてございます。以上です。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 私が確認したいのは、

そういうふうな協議会というか、地域に立ち上

げた組織があるわけなんです。それが今継続さ

れているのか、されてないのか、私は確認した

わけじゃない、立ち上げた以上はまだあるかな

と思って質問しているんですが、今その組織が

まだ継続してあるか、解散して、なかった場合

は所長の説明で私も納得できます。今の状況が

どうなっているのか、その辺確認されればいい

んですが、その辺の話し合いがなされなかった

ような状況であれば、地域の方々がせっかく立

ち上げた協議会というか、そのものが全然反映

されない状況であった場合、何か地域に疑問を
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投げかけるような感じも受けますので質問した

わけでございます。その協議会というか、立ち

上げたものは今継続されていないのか、その辺

もう一度確認しておきます。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 今回、提案説明の中でも

申し上げましたが、公募という形では行ってご

ざいません。しかし、今後の経営につきまして

は、候補者選定委員会、メンバーは市の側から

３名、市民側から３名の６名で組織してござい

ます選定委員会の場におきましてプレゼンテー

ションを行っていただいてございます。その説

明の中で委員会の規約もございまして、その規

約の中では管理委員会の委員は本合海児童セン

ター保護者、本合海小学校ＰＴＡ並びに地域の

区長及び民生児童委員から選出された者をもっ

て組織するということで、この説明は受けまし

たけれども、それ以上の説明は受けてございま

せんので、議員の御質問につきましては確認い

たしてございません。以上です。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、総括質疑を終結いたします。 

 

 

日程第１１議案の各常任委員会付

託 

 

 

平向岩雄議長 日程第11議案の各常任委員会付託

を行います。 

  議案の委員会への付託につきましては、お手

元に配付してあります付託案件表のとおり、そ

れぞれ所管の委員会に付託いたします。 

 

平 成 ２ ０ 年１ ２ 月 定 例 会 付 託 案 件表 
 

付 託 委 員 会 名 件                名 

総 務 常 任 委 員 会 

議案（１件） 

〇議案第８０号山形県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共

団体の数の減少及び規約の一部変更について 

文 教 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（７件） 

〇議案第７３号新庄市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

〇議案第７４号新庄市本合海児童センターの管理を行わせる指定管

理者の指定について 

〇議案第７５号新庄市生涯学習センター設置及び管理に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

〇議案第７６号新庄市立図書館の管理を行わせる指定管理者の指定

について 

〇議案第７７号新庄市民プラザの管理を行わせる指定管理者の指定

について 

〇議案第７８号わくわく新庄の管理を行わせる指定管理者の指定に

ついて 

〇議案第７９号新庄市体育館等の管理を行わせる指定管理者の指定

について 
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議案８件一括上程 

 

 

平向岩雄議長 日程第12議案第81号平成20年度新

庄市一般会計補正予算（第４号）から日程第19

議案第88号平成20年度新庄市水道事業会計補正

予算（第２号）までの補正予算８件を一括議題

といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第81号から議案第88号までの

一般会計、特別会計及び水道事業会計補正予算

につきまして、御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第81号一般会計の

補正予算は、歳入歳出それぞれ２億3,259万

5,000円を追加しまして、補正後の予算総額を

135億6,091万4,000円とするものであります。 

  主な補正内容につきまして御説明いたします。 

  まず６ページに計上しております神室荘調理

業務委託の債務負担行為の追加がございます。

21年度当初から調理業務の委託を計画しており

ますが、契約手続の関係から債務行為を設定し

まして、円滑な事業遂行を行いたいと考えてお

ります。 

  歳出の補正としましては、道路の除排雪業務

費の補正でございます。今年度は除雪強化路線

を10キロメートル延長し約20キロメートルとす

ることや、パトロール強化路線を設定し、除雪

体制を強化したいと考えております。このため、

除排雪業務の委託料１億1,000万円、借上料

2,500万円を増額し、例年以上の予算を確保い

たします。 

  ２点目は燃料費の補正でございます。今後の

単価や使用数量を推計しまして、小中学校など

の燃料費を増額しておりますが、文化会館や火

葬場などの指定管理委託による施設分も増額し

ております。 

  一方、歳入予算の一般財源の補正であります

が、普通交付税１億5,863万2,000円の増額と財

政調整基金2,000万円の繰り入れが主なもので

ございます。 

  私からの説明は以上でありますが、各会計の

詳細につきましては政策経営課長から、水道事

業会計につきましては水道課長から説明させま

すので、御審議いただき、御決定くださるよう

お願い申し上げます。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

   （坂本孝一郎政策経営課長登壇） 

坂本孝一郎政策経営課長 それでは、議案第81号

一般会計補正予算（第４号）について御説明申

し上げます。 

  １ページをお開き願います。 

  一般会計補正予算は、歳入歳出それぞれ２億

3,259万5,000円を追加しまして、補正後の総額

は135億6,091万4,000円になります。 

  各款、各項の補正予算額並びに補正後の額に

つきましては、２ページから５ページまでの第

１表歳入歳出予算補正を御確認いただきたいと

思います。 

  次に、６ページでありますが、第２表債務負

担行為補正は、神室荘調理業務委託に関する事

項を追加するものでございます。来年４月１日

から調理業務を委託する予定でございますけれ

ども、プロポーザル方式、いわゆる提案方式に

よる業者選定や実習などを考え合わせ、債務負

担を設定したいと考えております。 

  第３表地方債補正は、事業費の精査によるも

のでございます。 

  10ページをお開き願います。 

  歳入について御説明いたします。 

  初めに、９款３項地方税等減収補てん臨時交

付金226万7,000円の追加でございます。揮発油

税の改正を行う際にいわゆる１カ月の空白が生
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じておりますが、その分を臨時交付金として全

額交付されるものでございます。また、その下

の10款普通交付税１億5,863万2,000円の追加は、

今年度の普通交付税決定残額のすべてを補正す

るものでございます。 

  13ページをお開きください。 

  18款２項１目財政調整基金繰入金は、このた

びの補正におきまして、不足する一般財源の

2,000万円を基金から取り崩すものでございま

す。取り崩し後の財政調整基金の総額は約４億

7,800万円余となります。 

  続きまして、15ページからの歳出について説

明させていただきます。 

  まず、１款１項１目議会費は409万4,000円の

減であります。これは議員の報酬削減による減

額であります。 

  次の総務費から各款で補正を計上しておりま

す職員給与費でございますが、市町村合併など

によります人事異動がありましたので、それぞ

れの款項の過不足を補正しているものでござい

ます。 

  ページが飛びますが、17ページをごらんいた

だきたいと思います。 

  一番上の３款１項４目障害者自立支援費は、

施設利用者の状況を勘案し、介護給付費、訓練

費等給付費1,500万円を補正いたします。 

  18ページ、右上にありますわらすこ広場管理

運営事業は、新庄駅前通り商店会様から御寄附

いただいた３万2,000円を絵本などの図書購入

費に使わせていただく予定であります。 

  19ページ、３項２目生活保護費の扶助費は、

医療費に係る扶助費が増加しておりますので、

不足が見込まれます1,842万円を増額いたしま

す。 

  21ページをお開きください。 

  ６款１項５目農地費の経営体育成基盤整備事

業負担金は514万5,000円の減額となっておりま

す。上野地区の基盤整備事業は今年度から事業

着手、初年度でございますが、設計事業費以外

の工事分は採択ならなかったため減額するもの

でございます。 

  22ページの７款１項２目商工振興費では、産

業立地資金融資制度貸付金749万9,000円を計上

してございます。新庄中核工業団地で操業して

おります企業の設備投資費に対しまして、県、

金融機関とともに３分の１ずつを融資するもの

でございます。 

  23ページ、８款２項３目道路新設改良費で梅

ケ崎吉沢線を補正しております。地方道路整備

臨時交付金は500万円減額となりますが、国の

一次補正分として割り当てになりました交通安

全施設分500万円を追加するものでございます。 

  25ページ、下段の６項除雪費は１億3,824万

8,000円を増額いたします。道路の除排雪費を

強化するために、１日１回以上除雪する強化路

線を10キロ延長するなどの対策を行います。補

正後の予算額は、委託費が２億1,000万円、借

上料が5,000万円となります。 

  27ページ、下段、10款２項１目小学校管理費

は右側の説明欄記載のとおり燃料費430万円、

28ページの中段にございます中学校管理費では

215万8,000円を増額しておりますが、使用数量

や燃料単価を見込みましての補正でございます。

また、29ページにございます市民プラザ費、ふ

るさと歴史センター費並びに指定管理委託して

おります市民文化会館、わくわく新庄、火葬場

などの燃料費に対する補正などを計上してござ

います。 

  ページが戻りますが、28ページの小学校振興

費、説明欄の２行目にありますけれども、リボ

ンの会様からいただきました寄附金２万円を沼

田小学校の図書購入費に充てさせていただくも

のであります。 

  以上で一般会計を終わりまして、次に特別会

計の説明に入らせていただきます。 

  31ページをごらんください。 
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  議案第82号国民健康保険事業特別会計補正予

算（第３号）でございますが、歳入歳出それぞ

れ7,873万2,000円を追加し、補正後の予算総額

を36億7,855万4,000円とするものでございます。 

  37ページからの歳出をごらんいただきたいと

思います。 

  補正の主な内容は、２款１項１目一般被保険

者医療給付費と３款１項１目後期高齢者支援金

でございます。 

  41ページをお開き願います。 

  議案第83号交通災害共済事業特別会計補正予

算（第１号）は、歳入歳出それぞれ350万4,000

円を追加しまして、1,253万4,000円とするもの

でございます。 

  44ページをお開き願います。 

  歳出は、交通災害共済見舞金を補正する内容

でございまして、財源は基金からの繰入金を充

てることといたします。 

  続きまして、45ページの議案第84号公共下水

道事業特別会計補正予算（第２号）でございま

すが、歳入歳出それぞれ１億6,008万8,000円を

追加し、補正後の予算総額を16億9,557万2,000

円とするものでございます。 

  主な内容といたしまして、50ページ下段の２

款１項２目雨水排水路事業の確定によります減

額と51ページの３款公債費の補正でございます。

公債費元金の増額補正１億7,419万4,000円のう

ち１億7,009万8,000円は昨年度から実施してお

ります公的資金の借りかえに伴うものでござい

ます。今年度は６％から７％未満の利率で借り

ております４本が該当になりまして、現在の利

率による起債に充当することとなります。 

  53ページをお開きください。 

  議案第85号農業集落排水事業特別会計補正予

算（第２号）は、歳入歳出それぞれ3,416万

9,000円を追加しまして、補正後の予算総額を

１億2,895万4,000円とするものでございます。 

  58ページにございますように、歳出の主な補

正は公債費の補正であります。公的資金の借り

かえによるものでございまして、該当になりま

すのは旧資金運用部資金２本でございます。内

容につきましては公共下水道事業と同じでござ

います。 

  59ページであります。 

  議案第86号介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）は、歳入歳出それぞれ4,343万7,000

円を追加しまして、補正後の予算総額は26億

4,617万8,000円とするものでございます。 

  補正の主な内容は、66ページからの歳出をご

らんいただきたいと思いますが、２款保険給付

費の補正となっております。事業の進捗に伴い、

介護サービス給付費の過不足を補正するもので

ございます。 

  最後に、69ページの議案第87号後期高齢者医

療事業特別会計補正予算（第１号）は、歳入歳

出それぞれ49万3,000円を追加しまして、補正

後の予算総額を３億7,651万6,000円とするもの

でございます。 

  この事業につきましては制度の改正がたびた

び行われておりますが、新たな通知書などが必

要となるための補正でございます。 

  以上、一般会計及び特別会計の補正予算の説

明を終わらせていただきます。 

  よろしく御審議いただき、御決定くださいま

すようお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 水道課長小野善次君。 

   （小野善次水道課長登壇） 

小野善次水道課長 議案第88号平成20年度新庄市

水道事業会計補正予算（第２号）について御説

明申し上げます。 

  １ページをお開き願います。 

  第２条収益的収入の補正でございますが、収

入の第１款収益の既決予定額12億4,264万5,000

円に補正予定額331万6,000円を増額し、計12億

4,596万1,000円といたします。 

  内容は、第２項営業外費用であります。２目
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の他会計補助金の上水道高料金対策一般会計繰

入金が確定したことに伴うものでございます。 

  ２ページは補正予算実施計画でございます。 

  以上、新庄市水道事業会計補正予算（第２

号）について御説明申し上げました。 

  御審議の上、御決定くださいますようお願い

申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました補正予算８件は、

会議規則第37条第２項の規定により委員会への

付託を省略したいと思います。これに御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第81号、議案第82号、議案第83号、議案第

84号、議案第85号、議案第86号、議案第87号、

議案第88号の平成20年度補正予算８件は、委員

会への付託を省略し、12月15日最終日の本会議

において審議をいたします。 

 

 

散      会 

 

 

平向岩雄議長 以上で本日の日程は終了いたしま

した。 

  ６日、７日は休会であります。12月８日午前

10時より本会議を開きますので御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午前１０時５５分 散会 
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平成２０年１２月定例会会議録（第２号） 

 

 

平成２０年１２月８日 月曜日 午前１０時２０分開議 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 金   利 寛 

 

 出 席 議 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   小  関     淳  議員     ６番   遠  藤  敏  信  議員 

  ８番   沼  澤  恵  一  議員     ９番   清  水  清  秋  議員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  議員    １１番   渡  部  平  八  議員 

 １２番   今  田  雄  三  議員    １３番   金     利  寛  議員 

 １４番   新  田  道  尋  議員    １５番   平  向  岩  雄  議員 

 １６番   森     儀  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １８番   亀  井  信  夫  議員    １９番   星  川     豊  議員 

 ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員（１名） 

 

  ７番   中  川  正  和  議員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

税 務 課 長 今 川 吉 幸  市 民 課 長 柿 﨑 卓 美 

環 境 課 長 五十嵐 正 臣  健 康 課 長 小 野 孝 一 

農 林 課 長 五十嵐 祐 一  商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦 

都 市 整 備 課 長 中 部   力  下 水 道 課 長 佐 藤 新 一 

会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫  福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎 

神 室 荘 長 叶 内 利 昭  水 道 課 長 小 野 善 次 

教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 大 場 和 正  学 校 教 育 課 長 山 川 義 隆 

生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 清 水 幹 也 



- 28 - 

選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 小 野 正 一 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 佐 藤 良 知 

農 業 委 員 会
事 務 局 長 柏 倉   政    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 鈴 木 吉 郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 （第２号） 

平成２０年１２月８日 月曜日 午前１０時２０分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 小 嶋 冨 弥  議員 

２番 奥 山 省 三  議員 

３番 沼 澤 恵 一  議員 

４番 今 田 雄 三  議員 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程（第２号）に同じ 
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平成２０年１２月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 小 嶋 冨 弥 

１．山尾市政が発足して１年経過しましたそれらについて 

２．平成21年度の施政方針と予算について 

３．市制施行60周年について 

４．新庄味覚祭りについて 

市 長 

２ 奥 山 省 三 

１．財政再建について 

２．雇用の促進について 

３．市の景気対策について 

４．市の随意契約について 

市 長 

関 係 課 長 

３ 沼 澤 恵 一 

１．新庄まつりの検証と重要文化財指定後の展望について 

２．遺伝子組替え作物とバイオマス活用及び本市の森づく

り事業について 

３．日新小中学校主要通学路の改善について 

市 長 

関 係 課 長 

４ 今 田 雄 三 
１．地方財政の確立と運用について 

２．人口増対策と安心して働ける環境づくりについて 
市 長 
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開      議 

 

 

平向岩雄議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は19名、欠席通告者は中

川正和君の１名です。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

平向岩雄議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。今期定例会の

一般質問者は８名であります。質問の順序は、

配付してあります一般質問通告表のとおり決定

しております。 

  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以

内といたします。 

  本日の質問者は４名であります。 

 

 

小嶋冨弥議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 それでは最初に、小嶋冨弥君。 

   （１０番小嶋冨弥議員登壇）（拍手） 

１０番（小嶋冨弥議員） おはようございます。 

  はやことしも師走になりました。俳聖松尾芭

蕉は「奥の細道」の序文で「月日は百代の過客

にして、行きかふ年もまた旅人なり」と述べて

います。まさに「光陰、人を待たず」の感が深

い平成20年12月定例議会一般質問のトップにさ

せていただきます小嶋冨弥であります。どうか

ひとつよろしくお願い申し上げます。 

  さて、私の今定例議会一般質問における通告

は４点でありますので、順に従いましてお伺い

いたします。 

  まず初めに、新たな市長、山尾市政が発足し

て１年余経過いたしました。それらについてお

尋ねいたすものであります。 

  申すまでもなく、前市長の急逝によって、昨

年９月30日の市長選挙において市民各位の支持

によって初当選し、10月より市の新しい執行者

についたわけであります。市長の理念は「政治

が変われば新庄が変わる」と、熱い思いを地域

住民、市民の皆様方に語りました。安心して暮

らせるまち、にぎやかなまち、暮らしをよくす

るためのまちづくりに今日まで心血を注いでま

いったことと思います。新聞などを見ますと、

県内外の往来が多く、また日曜日にもかかわら

ず行事などの出席も殊のほかあるようでありま

して、健康には御自愛のほどお願い申し上げま

す。申すまでもなく、市長の任期は４年であり

ます。市民各位もまず４年間の負託を与えたわ

けでありますが、当選してからはや１年余が経

過いたしました。そこでの質問であります。 

  市長になる前と、市の執行責任者となり、目

にはわからない苦労等も多々あろうかと察しま

すが、就任前と今日多くの課題の中でどのよう

な差が感じられたのでしょうか。あるとすれば

どのように感じておられるでしょうか、お尋ね

いたすものであります。 

  また、政治においては、住民、地域の人々、

すなわち市民目線が重要であります。この市民

目線をどうとらえ、どうお感じになっておられ

るのかお聞かせください。 

  私は、市役所は最大の市民サービス業であら

ねばならないと考えています。そこで、市民に

一番接する職員の接遇、そして資質の向上はど

のように図られたのでしょうか。この点につい

てもお聞かせください。 

  また、選挙に当たり、選挙広報等によって市
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民に約束したことがあります。もちろん任期４

年間の公約、マニフェストでもあるわけです。

これまで１年余、市政の執行責任者として約束

したこれらの進捗状況をどう評価いたすのか、

また今後の決意、抱負をあわせて率直な今のお

気持ちをお尋ねいたすものであります。 

  次に、来年、平成21年度の施政方針と予算に

ついてお尋ねいたすものであります。 

  市長は、三つの指標として「人行きかうま

ち」「人ふれあうまち」「ひと学びあえるまち」

をテーマとして新庄市のまちづくりを図ること

と思います。これらに向けた運営、すなわち施

政方針、事業の予算措置、金額、規模等をお聞

きするものであります。 

  今、世界的に経済がアメリカのサブプライム

ローンに端を発し大不況下にはまっています。

政府においては麻生総理の失言が多く、政策の

ぶれが多く報道され、国民の求心力をなくして

おります。去る３日、政府は臨時閣議で2009年

度の予算編成の基本方針を決定いたしました。

公共事業費３％削減、社会保障費の伸びを年

2,200億円抑制などを定めた概算要求基準（シ

ーリング）は維持するとしたが、その枠外で財

政出動を容認する方針を盛り込み、事実上、小

泉政権以来の財政再建路線を当面棚上げする説

明なき政策転換を踏み出したと報道されました。 

  また、山形県においては、県議会開会に合わ

せて県の次年度2009年度の予算編成に向けた各

部局の要求概要を公表しております。この予算

要求概要の公表は２年前から行われております

が、前年度当初を上回ったのは初めてだそうで

す。内容は、一般会計での要求総額は5,707億

円で、19年度当初の35億円増と報道されました。

これによりますと、県の総務部は税収や国の地

方財政計画が不透明なままだと予算規模が最終

的に前年度を上回るかは現段階では見通すこと

ができないとしております。 

  内容的には、人件費や公債費が本年度に比べ

減じ、貸付金は中小企業、農家に対する経済安

定対策で7.1％増、港湾・道路整備の県単独の

公共事業が0.4％増、また関心の高いところに

おいては市町村合併の支援として政策推進部が

１億4,600万円、既に合併した酒田、鶴岡市、

庄内町に対して道路づくりや地域事業として土

木部が80億7,100万円計上とのことであります。 

  そこで、それぞれの市町村はこれら国・県の

動向によって好むと好まざるにかかわらず予算

に大きく関与せざるを得ません。当市の課題は

一日も早い健全な財政指数だと思います。「入

をはかりて出を制する」ことであります。基礎

的財政収支（プライマリーバランス）が大切な

のではないでしょうか。市民生活に直接かかわ

る平成21年度の施政方針、予算措置、これらの

ことについてお聞きいたすものでございます。 

  次に、３番目にお聞きいたしますのは、来年、

市制施行60周年を迎えるに当たり、それらのこ

とについてお伺いいたします。 

  戦後間もない昭和24年４月１日に、新庄町か

ら人口３万965人の県内５番目の市として誕生

いたしたわけであります。その５月に市章を制

定、その市章のデザインは雪の結晶をあらわす

輪郭に、真ん中に新庄市の「新」をあらわした

形と伺っています。これは山形新聞紙上に公募

してできたそうです。また、同時に市民歌も制

定、昭和30年に萩野村と合併、人口３万8,603

人、その翌年、昭和31年９月に八向村と合併し、

人口４万3,616人の経過を経て今日に至ってお

るわけであります。人間に例えれば還暦、まさ

に市として、また住民各位にとっても節目の年

であろうかと思います。 

  ちなみに、還暦を辞書で調べますと、60年で

再び生まれた年の干支に返るところから、数え

年の61歳のこと、また本卦返りで数字の１を迎

えることを意味しておりますということでござ

います。まさに温故知新であります。 

  市の施政の使命は、市民の皆さんと一番かか
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わりの深い窓口であるわけですし、生命、財産、

健康、人権、教育と市民生活を守るとりででも

あるわけであります。しかし、世の中は急速に

変化しております。時代の大きな転換期に差し

かかっておる時代であります。過去を分析、検

証し、そしてこれからも元気で、住んでよかっ

たと実感できるまちづくりのためにも、来年は

市制施行60年の節目の年として、多くの市民と

協働し、工夫と創意に満ちた創造的新庄市に発

展することが大切と思いますが、このような考

えの記念の事業展開を積極的に進めるべきと考

えますが、市長のお考えをお伺いいたします。 

  町村合併が図られますと、現在の市としての

本当に最後の記念の行事となるわけであります。

また、まつりと雪のふるさとを標榜しておる当

市にとっても待望の新庄まつりの山車行事が国

の重要無形民俗文化財指定が来年可能な状況で

あります。これらの指定を機に市民の財産と誇

りの宝を一段とグレードアップし、全国、いや

世界に情報を発信する絶好のチャンスかと思わ

れます。山形の花笠まつり、村山の徳内まつり

が今すぐこれらの指定を申し出ても不可能なわ

けであります。253年の歴史と伝統が連綿とあ

るわけですから、指定の資格があるわけです。 

  新庄まつりにはストーリーがあります。宝暦

５年の大凶作によって打ちひしがれた領民に活

気と希望を持たせるために、そして豊作を祈願

するため、藩主の氏神さんの天満宮の祭典を領

民挙げて行ったのがルーツで、時代の変遷を経

て今も市民には祭り囃子の音色とともにＤＮＡ

として色濃くあるのであります。 

  また、楽しくなければお祭りではありません。

祭りには余り理屈は要らないと思いますが、で

きたら合併前年祭の新庄まつり文化財指定記念

として全国、世界に発信できる祭りを全市挙げ

て市民の潜在能力を高め、元気なまちづくりの

源とするお考えはいかがでしょうか、御所見を

お伺いいたします。 

  次に、発言事項４番目の新庄味覚まつりにつ

いての質問に移らせてもらいます。 

  これは本年が第１回の催事でもありました。

これは市長が熱い思い、新庄を変える一環とし

て「農と食のまつり」「にぎやかなまちをつく

る」としたマニフェストの中の一つだと思いま

す。このことに関し、さきの９月定例議会にお

いて私はどんな内容かをお尋ねいたしました。

実は、初めてのイベントなので心配しておりま

した。ところがどっこい、10月18日は好天に恵

まれ、大変なにぎわいと活気に盛り上がりまし

た。改めて新庄市民の潜在力を感じた一人であ

ります。これと連携し、新庄発の100円商店街

第１回全国サミットも開かれ、市内の商店街は

大勢の人でにぎわいを醸し出しました。私も家

内と新庄の味覚を求め、ラリーのスタンプをも

らいながら、行列を待ちながら楽しみました。

そして、驚いたのは、市の職員がいろんなとこ

ろに張りついて一生懸命だったのであります。

交通整理を含め、まさに協働の姿を感じたので

あります。市民の方の反応は早いです。この味

覚まつりの二、三日後に市民のある方々よりこ

んな声をかけられました。何事かと伺ったら

「新庄市民の皆さんの顔が変わった」と。私は

最初何のことかわからず「えっ、何や」と聞き

ました。それはあの「んめ物語秋の陣」のこと

であります。多くの方々がおいしいものを食べ

たり、子供たちが路上いっぱい遊び、市民が明

るくなったなと話したのであります。これはご

く一部の少数の方の声かもしれませんが、うれ

しいことであります。これらを大切にし、一歩

一歩前に進めることが、市民、行政みんなが大

事ではないでしょうか。今回は第１回の事業で

手探りの状態で大変だったと思います。これか

らも事業を有利に図るためにも、味覚まつり、

100円商店街サミット、アンテナモールを合わ

せた総括をぜひ伺うものであります。 

  以上で私が通告いたしました４点の壇上での



- 33 - 

質問を終わります。 

  御清聴、感謝申し上げます。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  12月定例会、小嶋議員の一般質問は、就任１

年を過ぎての市長の思いを語れということなの

かなと思います。 

  感じましたのは、今回の世界恐慌における状

況も踏まえまして、大きな時代のうねりが来て

いるのかなというのが素直な実感であります。

市内の商店に入りましても、「株などというも

のは私には縁の遠いものだと思っていた。しか

し、これだけお客様の財布のひもが固くなると

いうことは、それだけグローバルな社会になっ

ているんだなということを実感した」というお

話もつい先日聞かせていただきました。こうし

た大きなうねりの時代に入っておりますので、

国際化、高度化、情報化、スピード化が進む中

で、さまざまな仕組みが大きく変わってきて、

これまでの、あるいは過去の経験値だけでは通

用しなくなってきているという感じがしており

ます。 

  それは市におきましても例外ではなく、さま

ざまな要因による人口の減少、少子高齢化、環

境やエネルギーを初めとするさまざまな問題は

グローバル化しており、一地域だけのことを考

えていては何も進まない時代に入っていると思

います。常に世界につながっているということ

を市民の方々や職員一人一人が意識しながら進

んでいく必要があります。 

  そうした現状認識が深まっていく中で、就任

前と就任後では、やるべきこと、やらなければ

ならないことが一層明確になってきた感はござ

います。例えば企業誘致と声高らかに述べまし

ても、現状からいけば世界の中にあって企業が

どういうところに進出したいかというような一

つ一つの課題が見えてくる。やはりそこには人

材育成あるいは企業が求めている人材をどうし

なければならないか、そうしたことを戦略的に

やらなければならないということなど一層明確

になってきた感じがございます。 

  また、一般市民との目線の違いはということ

でございますが、やはり市民の目線に立った市

政というものが基本です。その中で、市民の目

線を最優先に実施していく施策と行政としての

視点を交えながら推進していく施策がございま

す。市町村合併などは後者に当たると思います。

行政の使命は、市民生活を守ること、そして市

民生活を豊かにすること、お互いが尊重し合え

る地域づくりを進めるためにも、市民の気持ち

になって、そして市民の方と一緒にあらゆる手

法を検討しながら戦略的に進めていく必要があ

ります。 

  次に、職員の接遇や資質向上についてでござ

いますが、職員には機会あるたびに、市民の皆

様は大変厳しい目をしていると。商店街や農家

の皆さん、あるいは企業など、市内の中は今大

変不況に入っている状況です。そうしたとき、

どうしても目を向けられがちなのは公務員です。

そこのところを職員が意識し、市民の目線で考

え行動する必要があります。具体的には、お客

様である市民の皆様へのあいさつと笑顔での接

遇を徹底するよう指示しているところであり、

中にはお褒めの言葉や手紙をいただいたことも

ございます。これらを積み重ねていくことで市

民との信頼関係につなげていきたいと考えてお

ります。 

  また、これからの職員像としては、創造力、

洞察力、個性力、自立力という四つの項目を備

えた職員像が求められております。何かを生み

出す力、将来を見通す力、鍛えられたものに裏

打ちされた個人の持ち味などを備えた職員、そ

ういった職員を職場で、またさまざまな研修や

相互交流などで意識的に育てる環境が必要にな



- 34 - 

ってきております。これまでも若手行革グルー

プ Let's による業務改善、横断的なプロジェク

トチームによる検討など、より多様でスピーデ

ィーな対応を目指してまいりましたが、職員数

が減っているという状況もございます。今後は

より効率的な業務分担と職場全体によるバック

アップ、そして求められる職員像を目指しての

個人のレベルアップにより、この局面を乗り切

っていきたいと考えております。 

  次に、市民の皆様に約束したことの進捗状況

はということですが、さまざまな分野において

検討が進んでおり、既に実行段階にあるものも

ございます。例えば初年度から実施したいとし

た市長報酬の50％カット、わかりやすい財政状

況の公開、財政再建、簡易除雪機の貸し出しを

含めた除雪体制の強化などは既に実施段階にあ

り、企業訪問等につきましても積極的に推進し

ているところであります。また、２年以内に実

施したいといたしました学校図書室の充実・整

備や職員の地域担当制の導入、安全安心な農産

物・食材生産の振興とトップセールス、農と食

と祭りを組み合わせた味覚まつりなども強力に

推し進めているところであり、中学校給食の実

施や新庄まつりの国指定文化財など実現の見通

しが立ってきたものもございます。４年以内と

しました市町村合併につきましては皆様御承知

のとおりであり、そのほかにつきましても検討

に入っているものもございますし、未着手のも

のにつきましても早急に検討に入りたいと考え

ておりますので、御理解のほどよろしくお願い

申し上げます。 

  これらを踏まえた上で、今後の抱負と今の率

直な気持ちはということでございますが、やは

り市民が自信と誇りを持てるまちづくりをしな

ければならないと考えております。「何もな

い」ではなくて、自分たちが誇れるものをどう

いうふうにつくり出していくかということに力

を注いでいかなければなりません。そのために

は、職員が実現のための仕組みづくり、そして

市民を励まし、ともに汗をかき、互いに褒めた

たえ合う地域づくりを目指していく必要がある

と思います。市民が主役、市民が動く、市民が

光るまちづくりに向けて精いっぱい努力してま

いる所存でございますので、御協力のほどよろ

しくお願い申し上げます。 

  次に、21年度の施政方針についてであります

が、第３次新庄市振興計画後期５カ年基本計画

に位置づけております、にぎわいと交流のまち

づくり、安心して暮らせる安全で快適な生活環

境づくり、飛躍に向けた魅力ある地域産業づく

り、新しい文化を創造する人づくり、環境に優

しい地域づくりの五つを基本目標に据え、人行

きかうまち、人ふれあうまち、ひと学びあえる

まちを実現してまいる所存であります。特に、

来年度は安心安全を最重点課題に据え、11の重

点施策について、人・金・物という限られた資

源と第４の無限の資源と言われる情報等を効率

よく活用し、選択と集中による効果的な事業展

開を実施してまいります。 

  おかげさまをもちまして、平成16年から実施

してまいりました財政再建は、市民の皆様を初

め議会の皆様や職員の協力により何とか危機的

状況を脱することができたと考えております。

その結果、来年度は中学校給食を初め学校耐震

化工事のための調査・設計、神室荘の改造など

を実施できる見込みがあるのではないかと試算

しております。一般会計の予算規模を130億円

以内と見込み、現在予算編成作業に入っており

ます。 

  つきましては、結果がまとまり次第、現課要

求ベースの段階や政策経営課長査定ベースの段

階、そして当初予算最終原案がまとまった段階

など随時、議会の皆様にはその状況を御報告さ

せていただきたいと思います。 

  なお、今後は市税の減少や交付税の減額が想

定されており、引き続き厳しい財政運営を強い
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られると予想されますので、このたび策定して

おります平成21年度からの財政再建プランに基

づき、引き続き財政の健全化を推進してまいる

所存であります。 

  次に、平成21年度は新庄市の60周年の年にな

ります。まさしく先ほどの質問の中にありまし

た、人に例えれば還暦であります。また、市町

村合併の協議が進んでいることもありまして、

現在の新庄市としての最後の年になる可能性も

秘めております。そのような意味で大きな節目

の年であると考えております。 

  平成21年度に60周年を迎えるに当たり、新庄

市市制施行60周年記念事業を実施する方向で考

えております。この市制施行60周年記念事業は、

市民と行政が一体となって進めていき、形式や

場所にこだわらず、行政のみならず市民総参加

を目指し、そしてにぎやかなものにしていきた

いと考えております。このため、市民委員５名

と職員委員５名の計10名で構成する企画会議を

組織し、この企画会議において事業の企画、立

案、手法などのたたき台について検討していた

だいております。 

  先日、企画会議より基本理念としまして、60

年の歴史における先人たちの業績をたたえ深く

感謝すること、地域の豊かな自然や人々にはぐ

くまれてきた伝統や文化を未来の子供たちに伝

えること、そして新庄の貴重な地域資源を新た

な視点で見つめ、魅力を再発見していくことを

目的としてはどうかとの提案がなされました。

また、記念事業のコンセプトは「TUNAGU(つな

ぐ)」という提案をいただきました。これは人、

地域、世代、文化、環境、時が結びつき、未来

に向かって飛躍していくことをイメージしたも

のになっています。そして、キャッチフレーズ

は（仮称）「人つなぐ未来・新庄再発見」とす

る御提案もいただいております。 

  次に、60周年記念事業に係る実施事業は、大

きく三つの柱で構成してはどうかと考えていま

す。一つ目は記念式典及び同日開催の記念事業、

二つ目は市の各課で行っている事業を「つな

ぐ」というコンセプトの要素を取り入れ実施す

る冠事業、三つ目は公募により各種団体等から

実施していただく提案事業です。 

  なお、できるだけ早く議員の皆様方や関係団

体等による実行委員会を組織し、記念式典及び

同時開催の記念事業を決定し、実施してまいり

たいと考えております。 

  最後に、新庄味覚まつりへの御質問について

お答えします。 

  御承知のとおり、開催当日はとても暖かな春

模様の好天となり、主食系や副食系、また農産

物など多彩な新庄の食を展開することができ、

おかげさまにて各会場とも大きなにぎわいとな

りました。初めての企画実施ということで、市

内の関係団体との協働体制が最適とし、12団体

との間で自分たちが協働でつくる祭りとして気

持ちを一つにして行うことができ、今後につな

がる財産ともなりました。その結果、物産の振

興のみならず、さまざまな交流の進展に寄与す

ることができ、所期の目的達成に向け着実な一

歩を踏み出せたものと評価しております。関係

者の皆様と心温まる御支援をくださった方々に

改めて深く感謝申し上げます。 

  人出も２万人近くとなり、お天気だけでなく、

仙台・宮城デスティネーションキャンペーンへ

のふれ込みや、また100円商店街、アンテナモ

ールなど、主役の食を支えるエリア独自の多彩

なイベントが催されたことが好評に結びついた

ものと思います。これらイベントにつきまして

は、実施方法などに工夫を加えるなどの連携に

より、今後とも効果的な展開を図ってまいりた

いと考えております。 

  しかし、高い評価をいただきながらも、初の

開催ということで読み切れなかった部分も多く、

御来場の皆さんに御迷惑をおかけした点もあり

ました。売れ行きが思いのほかよく、早々に提
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供する食がなくなってしまったなどということ

はその最たるもので、このような点は今後の改

善すべき課題として先月既に協議が始まったよ

うです。この味覚まつりが新庄の新たな祭りと

してもっともっと皆さんに喜んでいただけるよ

う、秋の一大行事として推進してまいりたいと

考えておりますので、御支援方お願いいたしま

す。 

  壇上よりの答弁を以上とさせていただきます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） ありがとうございまし

た。市長の思いを精いっぱい語ったものと私は

思います。 

  市長は、マニフェストをやりまして今日に来

たわけですけれども、学校給食を目指すと、今

の味覚まつりもやったと、国指定の文化財も

着々と進んだというようなことでは、もちろん

最初に報酬を50％カットしたというようなこと

を含めて、短期間の中で頑張っているんだなと

いうように私は思いますけれども、まだまだ新

庄市は、財政再建、さっきも言いましたけれど

も、あるわけですので、やはり気を抜かないで、

非常に難しいと思います。財政再建というブレ

ーキを踏みながら、事業というアクセルを踏む、

同時に踏まなきゃならないというような局面も

あろうかと思いますけれども、ひとつ健康に留

意して頑張ってもらいたいなと思っております。 

  次に、職員の接遇、資質向上のことにも答え

ていただきましたけれども、市民へのあいさつ、

笑顔という部分ではまだ私は足りないような気

がいたします。ほとんど用のない人は市役所に

来ないんですね、物売りとか、そういった業者

さん以外には。やはり「こんにちは」とか、そ

んなに深く下げなくてもいいから、軽い会釈ぐ

らいというのがまだまだ私は足りないような気

がいたします。 

  あと、私は以前にも申しましたけれども、職

員がスリッパを履く「スリッパ行政」はいかが

かなというようなことを申しました。なぜなら

ば、市役所は市民の安全安心を守るとりででご

ざいますので、例えば災害、火災などのときに

は一番早く現場に行く必要があるわけですので、

その職員がスリッパを履いてそういったことが

できるかと。スリッパそのものじゃなくて、そ

ういう姿勢を問われると思うんです。そういっ

た意味で具体的にもう少し、市の末端まであい

さつが笑顔でできるというようなことに関して、

スリッパ行政に関してどう思うか、もう少し具

体的にひとつ教えてもらいたいと思います。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 あいさつ、笑顔、まだ足りな

いという御指摘でありました。市長から常々そ

ういった姿勢でお客様に接していこうというふ

うに私どもは言われておりますが、やはり私自

身もまだみんながお客様と会ったら笑顔でおは

ようございますとか言ってる状況ではないと思

っています。その点については今年度も「さわ

やか接遇運動」というのを実施するつもりでお

りますので、その中で一層徹底していきたいと

思います。 

  それから、スリッパに関しましては、５年ほ

ど前でしたか、職員みんなでいろんな相談をし

て新庄市役所としての接遇ハンドブックという

ものを作成しまして、全面禁止というような言

い方ではなかったんですが、少なくとも席から

離れるときは靴に履きかえましょうという呼び

かけでやってきております。以前ですとほとん

どがスリッパだったんですが、今は極めて少な

くなりました、ゼロではないんですけれども。

そういうことで市役所として呼びかけをした趣

旨も、今、小嶋議員からありましたとおり、や

はり私どもは何かあればすぐ駆けつけなければ

ならない立場ですので、そういう姿勢をきちん

と足元から固めていこうという気持ちでそんな
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呼びかけを行ったところであります。あいさつ、

笑顔とともに、さらに職員への呼びかけを徹底

していきたいと思います。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） ぜひひとつそういう方

向で一丸となって明るい方向に、市民も「変わ

ったな」ということも一部では聞かれつつあり

ますので、そういったことで、明るい市政の源

は職員の元気だと思いますので、ぜひ一丸とな

ってひとつそういったことを市民の負託にこた

えてもらえればありがたいなと思っています。 

  次に、施政方針、来年度の財政を伺いました。

市長は安全安心を目指してまちづくりをとおっ

しゃって、その中で11の施策がありますよとお

っしゃいました。具体的にその11の施策の内容

を教えてもらいたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 施策体系というものを

つくりまして、どういう仕組みで市政を推進す

るのかということで、後期５カ年計画の中でこ

れらをきちっと系統立てて示してということで

説明してまいりました。その中に、大きくは五

つの基本項目、18の政策、61の施策、事務事業

としては384がその下にあるという系統立てを

してございます。その施策61の中で特に重要と

思われるということで前々から説明してまいり

ましたのが11ございまして、具体的には都市機

能の関係、中心市街地の活性化、必要な医療を

安心して受けられる体制、子育て支援の充実、

消流水関係の流雪溝などの雪対策、稲作を中心

とした農業経営の所得向上対策、企業立地関係

と雇用の促進、家庭教育にかかわる環境の充実、

命を大切にした新庄っ子を育成すること、ごみ

の分別など資源化、減量化等々につきまして、

特に重要だと位置づけまして推進してまいりま

した。これが11の重要施策として位置づけてご

ざいます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 神室荘の改築というの

は、この中の項目にも当然入っていると思いま

すけれども、入っているんでしょうね。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 福祉社会の充実を守る

という政策の中の一つの施策として位置づけて

おりまして、この重点11項目の中には入ってご

ざいません。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） そうしますと、神室荘

というのは別個に重点以外で事業展開を図ると

いうことなんでしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 61の施策の中に神室荘

の養護老人ホームを適切に運営するという項目

がございます。ただ、11の中にはこの項目は入

ってございません。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 入っている、入ってな

い、それも大事でしょうけれども、この前の説

明では神室荘を３億円かけてやるというような

ことを伺いました。あそこの現状を見ますと、

改築というか、直さなければならない部分が大

変あると思いますけれども、財政再建真っただ

中で果たして３億円を、年度別に分けてやるん

でしょうけれども、当面あそこで必要なものを

最小限やっていただいて、そしてもう少し財政

再建ができたら思い切って新築までも行かない

ですけれども、新築する場合、国のシーリング

がかかって社会保障費の2,200億円があるもん

だから、今まで補助金が出た分が、そういった
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施設の補助金がばっさり打ち切られて、単独で

やるというようなことにならざるを得ないとい

う現状ですけれども、今、麻生総理もシーリン

グを別枠にする、社会保障費の伸びを抑えない

というような中で、自民党の国会議員の中でも

やはりもっとしなければならないということで、

私は老人介護等々といった社会保障費が復活で

きるような、だからそういうものを見きわめな

がら、果たして３億円マックスの事業が今必要

かなというようなことを懸念するわけなんです。 

  そういったこともあって、国も健全化法４法

でいろいろやっていますけれども、そのほかに、

今、プライマリーバランス（基礎的財政収支）

というのが求められています。新庄市の基礎的

財政収支はどのような数字でしょうか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 プライマリーバランス

は、その借りているお金を払った額が経営を圧

迫しない範囲内であるかどうかという一つの目

安になる数字でありますが、新庄市の起債の返

済額に要する経費は毎年10数億円に近くお金が

必要だと言われております。これを上回るよう

なお金をまた借りますと、返すべきお金が減っ

ていかないわけでありますので、借りていたお

金が減っていかないわけでありますので、少な

くともこの範囲内で実施していかなければなら

ないというような計画がございます。これが公

債費負担適正化計画ということで、県の方に出

している計画でございますが、新庄市の場合は

財政再建計画にも示してございますように毎年

一けた台後半ぐらいの公債費ということで、新

たな起債の額は５億円から10億円の間、少なく

ともその範囲内で実施して、毎年10億円近くお

金が返済できるようにという方向で位置づけて

ございます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） このプライマリーバラ

ンスというのは今とても重要視されるわけです。

そういった指数が全国的に出ていますので、こ

れをもう少し詳しく教えてもらいたいなと、後

で結構です。 

  あと、60周年の記念事業、大変市長も熱く語

っていただきました。その企画会議の中で、職

員５名、市民の方が５名と言いました。その市

民５名の方々はどういう、名前はいいですけれ

ども、どういう方々をその中に選んでいただい

たか教えてもらいたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 市民の方につきまして

ちょっと言わせていただきます。青年会議所か

ら１名、民間団体のいろんな団体がありますけ

れども、その中からかもしかクラブの方、農家

の花グループでつくっているはなまるプロジェ

クトというのがございますが、その方、県の建

築士会の新庄支部の方から選んでいただきまし

て、年代は20代、30代前半から後半の方５名を

選ばせていただきました。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 予算措置は、そういっ

たものをお考えですか、まだ出ませんか。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 予算はちょっと難しい

んですけれども、７けた100万円台、これは100

万円から900万円までございますけれども、100

万円台というふうに考えてございます。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） ぜひ節目ですので、市

民があのときはああしてよかったなというよう

な、ややもすると式典は表彰とかなんとかとい

うようなかた苦しいことばかりが式典みたいな
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気もしますけれども、やはり子供からお年寄り

まで楽しめるといいますか、その意義がなされ

るような企画を、ただそればかりでなくて、や

はり事あるごとにそういったものでいろんな

方々が参加できるように、そして自主的に60周

年だよと喜べるような意義あることを希望申し

上げまして、よろしくお願いします。 

  終わります。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１１時１０分 休憩 

     午前１１時２０分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

奥山省三議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、奥山省三君。 

   （１番奥山省三議員登壇）（拍手） 

１ 番（奥山省三議員） ２番目の一般質問をさ

せていただきます政友会の奥山です。よろしく

お願いします。 

  最初に、財政再建についてお伺いしたいと思

います。 

  10月末に市の財政状況につきまして、11月21

日、財政再建プランの説明がありましたけれど

も、今年度から本格的に始まります健全化判断

比率の早期健全化基準値以上であることに当自

治体が該当していることはもちろんですけれど

も、再建プランでの説明でちょっとわかりにく

い点がありましたので、細かい点もあると思い

ますけれどもよろしくお願いしたいと思います。 

  再建プランの説明の中で、実質赤字比率とか

連結赤字比率という数値については記載がなく

て、「問題なし」とありましたけれども、ちょ

っとわかりにくいので、その辺のところを説明

していただきたいと考えてございます。 

  総務省が出している資料ですけれども、実質

赤字比率が13.39、連結実質赤字比率は18.39と

新庄市の数値がありましたが、実質赤字比率は

11.25から15％、連結実質赤字比率では16.25か

ら20％の数値が基準となってございまして、一

応その基準はオーバーしてないようでございま

す。実質公債費比率では、全国789の都市があ

りますけれども、その中で８市が早期健全化団

体に該当しているようです。全体の１％という

ことで、当市もその中に入っています。当市は

現段階では悪い方から５番目でございます。１

番が夕張市、２番が歌志内市、これは北海道、

３番が高知県の安芸市、４番も北海道の赤平市、

そして次に新庄市となってございます。それか

ら、北海道の三笠市、青森県の黒石、島根県の

浜田市の八つが早期健全化団体に19年度末で該

当してございます。北海道には４市集中してお

ります。当市の財政再建プランでは平成22年度

で危険ゾーンを脱出できる見込みと言っており

ますが、本当の意味での正常な数字というのは

18％でございます。それになるのはいつになっ

たら可能なのでございましょうか。その辺のと

ころもちょっと突っ込んでお聞きしたいと思い

ます。 

  また、人件費などの固定費が一般財源に占め

る割合を示す経常収支比率は、この間の話にも

ありましたけれども、19年度末で102.6％とい

う非常に高い数値になっております。これは財

政の硬直化を示しているものでございます。

100％を超えますと借り入れ等の臨時財源に頼

らなければ経常的経費を賄えなくなります。望

ましいとされますのは70から80％になってござ

いますけれども、ほど遠い数値であります。こ

の点についてもどうお考えかお聞きしたいと思

います。今後、財政再建に向けまして、早期健

全化団体になりましたけれども、指導というか、

どのような措置がなされるのか具体的にお知ら
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せ願いたいと思います。 

  次に、雇用の促進についてでございます。 

  当新庄最上地域のことし６月の有効求人倍率

は0.63、10月も0.62ということで、県内でも最

低でございます。若者は県内で仕事をしたくて

も、働く場所がないので仕事につくことができ

ないのが現状です。特に当地域は、県内の置賜、

村山、庄内地区に対しまして一番立ちおくれて

おります。若者が県外に流出することは仕方の

ないことのように見えます。それとあわせて高

齢化率ですが、山形県は全国で第１位となって

おります。高齢者のいる世帯の割合が70％を超

える市町村が約40％台でございます。ますます

少子高齢化のスピードが上がってきているよう

に思います。 

  市長の初年度からの公約にのっていますが、

先ほどの話にも企業誘致どうのこうのとありま

したけれども、いかがお考えなのか、その辺に

ついてお聞きしたいと思います。市長になられ

てから今までの企業誘致の成果もできればお知

らせ願いたいと思います。今までの経過とか、

どのような企業にアタックしたのか、その辺の

ところもわかればお知らせ願いたいと思います。

それから今後の企業誘致の実現に向けてどのよ

うにトップセールスをされるのか。小嶋議員の

話にもありましたけれども、再度お聞かせ願い

たいと思います。若者が県外にどんどん流出し

ないように企業誘致をスピードアップして促進

していただきたいと思います。 

  また、今年度から県の東京事務所に職員を派

遣しているわけでございますけれども、どうい

う仕事というか、どういう活動をなさっている

か、できれば具体的にお知らせ願いたいと思い

ます。 

  次に、３番、これは２番と関連してございま

すけれども、新庄市の景気対策ということでお

聞きしたいと思います。 

  景気対策というのは国とかでするのがほとん

どですけれども、当地域といいますか、今のど

ん底とも言える不景気につきましてどう考えて

いるのか、その辺のところからお聞きしたいと

思います。 

  会社の倒産が相次いで起きておりますけれど

も、当市でも不況の波をまともに受けて会社が

倒産していることは事実でございます。大企業

にはある程度資金繰りの支援をしているようで

ございますけれども、地方の中小企業ではそれ

もかないません。当市のほとんどの会社は中小

企業です。会社がつぶれてしまえば、法人税の

みならず、そこに働いている労働者は職を失っ

て路頭に迷うことになります。家族がいる家庭

では生計が成り立たなくなってしまい、市に税

金を納めるどころか、毎日の生活に窮々とする

ことになるわけです。国が何かの景気対策をす

れば、市は黙って見ていればいいかもしれませ

んけれども、そういうふうには私はいかないと

思います。例えば国が景気対策をしたとしても、

今の現状では地方がよくなることは絶対起きま

せん。市も市民のために何か少しでも景気がよ

くなるようなことを考えていただきたいと思い

ます。これから将来に向かって新庄市民が安心

して暮らせるまちに変える方策を考えていただ

きたいと思います。すぐに変えることは不可能

ですけれども、何か小さいことを考えているよ

うだったらこの場でお知らせ願いたいと思いま

す。 

  次に、４番、市の随意契約ということでお聞

きしたいと思います。 

  例えば県ですけれども、県では250万円以上

は一般競争入札、100万円から250万円までの工

事なんかは指名競争入札、100万円以下は見積

もり合わせといいまして、すなわち随意契約と

言いますけれども、当市ではこの随意契約の基

本的な基準はどのようになっているのかお聞き

したいと思います。また、この基準はほかの市

でも同じなのでしょうか。もし市ごとに違って
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いるとしたら、わかる点で結構ですのでお知ら

せ願いたいと思います。 

  それから、この契約につきましては、市長が

決裁権を持っていると私は思っておりますけれ

ども、実務的にはほとんど各課長に委任してい

るのでしょうか、それともどういうふうになっ

ているか、できれば実務の流れを知らせていた

だきたいと思います。できればここ５年間ぐら

いのわかる点で結構ですので、随意契約につき

まして件数、金額とか取引先をお知らせいただ

きたいと思います。 

  以上で壇上からの質問を終わります。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは奥山議員の質問について

お答えさせていただきます。 

  初めに、財政再建についてでありますが、夕

張の財政破綻問題などを教訓にしまして、地方

公共団体の財政の健全化に関する法律、いわゆ

る財政健全化法が制定されました。先ほど実質

赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、

将来負担比率の内容を具体的にという形がござ

いましたが、詳細につきましては政策経営課の

方から答えるようにさせていただきます。 

  それぞれ今申し上げました四つの指標、基準

値を超えた場合は、早期健全化団体または再生

団体となり、財政再建、健全化に向けた取り組

みが課せられることになります。 

  本市は、四つの指標のうち実質公債費比率が

高く、皆様御承知のとおり、25％の早期健全化

基準を超えておりまして、イエローカードの状

態にあります。財政再建プランでも示しており

ますが、今後も財政再建、財政健全化に向けて

努力してまいりますので、比率は改善される見

込みであります。 

  実質公債費比率は、単年度としましては21年

度決算で25％を切る見込みでありますが、この

比率は３カ年平均でありますので、１年おくれ

た平成22年度に25％を切れるのではないかと考

えております。法律では年度ごとに作業内容が

決められておりまして、18年度決算では正式な

算定、19年度決算では議会及び市民への公表、

20年度決算では基準を超えた団体は財政健全化

に向けた計画づくりを行うことになります。現

在の見通しでは本市の20年度決算は25％を切る

ことができませんので、決算が確定します21年

度には財政健全化計画を策定しなければならな

いことになります。計画の策定に際しましては

外部監査による監査が義務づけられておりまし

て、健全化に向けた改善計画の確実性を監査し

ていただくことになります。さらに、計画は議

会の議決が必要でありまして、議決後に国と県

に計画書を提出することになりますが、万が一

計画どおりに健全化が進まない場合は、国や県

から指導が入ることになります。 

  比率改善に向けた市の方針でありますが、財

政再建計画に引き続き財政再建プランを策定し、

財政健全化に取り組んでまいります。既に内容

は説明しておりますが、人件費の削減などによ

る内部管理経費の節減とともに、計画的な普通

建設事業による公債費の抑制などを実施してま

いります。実質公債費比率が基準を超えている

ことは、財政の問題だけでなく、市政運営全体

に大きなマイナスになっていると感じておりま

すので、１年でも早く健全化が図られることを

最大の目標として努力してまいります。 

  次に、企業誘致対策、雇用の促進についてで

ありますが、中小企業基盤整備機構、山形県、

その他関係機関との連携を図りながら、情報の

収集、企業訪問を実施しております。また、既

に立地企業への訪問では当該企業の景気動向、

業界の動きなどをお聞きし、工場の増設や従業

員の雇用拡大をお願いしております。私自身も

企業誘致の迅速化とさらなる充実を図るため、
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既立地企業の東京本社13社を訪問させていただ

きました。結果的に企業と行政の信頼感が増大

し、各企業の現状及び将来計画をお聞きするこ

とができ、新庄工場の増設３社、うちケーイー

ビー・ジャパン株式会社におきましては新庄第

二工場の増設工事をしており、年内完成の予定

であります。また、株式会社新庄富士通ゼネラ

ル、中村電機株式会社山形工場、株式会社平井

精密山形工場の３社は、新規の製造ラインの新

設を計画していただいております。そうした面

で成果があったのではないかと考えています。 

  また、企業の就労状況についてですが、現在

の景気低迷下では継続雇用を優先し、採用につ

いては若干名とならざるを得ない状況にあり、

将来の雇用拡大計画に期待しているところであ

ります。 

  懸案の工業団地の一番大きな面積を持ってお

りますＮＯＫ株式会社につきましては、今まで

繰り返し現地視察を要望しておりますが、春先

に責任者の常務を招聘し、早期の工場新設を改

めて要望したところでありますが、この自動車

業界の大変な不況の中にあって、現状としては

大変難しい状況に陥っております。 

  今後も誘致業務としてトップセールスを継続

していきたいと考えておりますので、議員の皆

様の御協力を何とぞよろしくお願いいたします。 

  また、東京事務所の職員の勤務状況につきま

しては、商工観光課長より答弁させますので、

よろしくお願いいたします。 

  次に、市の景気対策についてということで、

本当にまさしく世界経済が大きな不況に陥って

いる状況にあります。アメリカ発の金融危機は

日本国内におきましても過去に類を見ない激し

さと言われており、景気後退を背景とした企業

のリストラは非正規労働者など全国で３万人、

山形県では400人を超える見通しという厚生労

働省の調査発表があり、大変ショックな影響と

受けとめております。 

  こうした影響は本市においても直面しており

まして、先日行われました新庄中核横根山工業

団地立地企業との懇談会の席上においても大変

深刻な問題として真摯に受けとめております。

これから国の二次補正や公的資金の注入といっ

た景気刺激策の早期実現を要望してまいりたい

と思います。また、今後は失職した労働者の再

就職などが大きな課題となりますが、医療、福

祉分野などでは人手不足の職場もあるとのこと

で、離職者向けの職業訓練の拡充など実効性の

ある雇用対策について、自治体として何か担え

る分野がないか国や県に問いかけていきたいと

思っております。 

  このような状況の中で、新庄コンピューター

専門学校では来年度から介護福祉士講座を開講

し、求人対策にこたえられるようなカリキュラ

ムも創設されるとのことですので、タイムリー

な取り組みとして情報交換などを行いながら連

携してまいりたいと思います。 

  また、新庄最上は何といっても農業で支えて

いくべき地域だと思っております。農業で生き

残れる農業経営主体を育成していくため、すぐ

れた知識、技術、経営感覚を持つ人材育成や、

1.5次産業的な分野の開発なども視野に入れ、

地域がもっと元気になれるよう努めてまいりま

す。 

  なお、最近話題になっております定額給付金

につきましては、来年３月ごろと言われており

ますが、新庄市に交付される額を試算すると約

６億円が交付されるのではないかと試算してお

ります。情報が入り次第、速やかに給付できる

よう準備作業を計画的に進めてまいりたいと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

  最後に、市の随意契約についてでございます

が、その取り扱いは地方自治法の規定によって

おります。地方自治法施行令第167条の２第１

項に規定されている要件を満たす場合に随意契

約によることができます。この中の一つに契約
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の種類と金額を定めるものがあります。これを

新庄市財務規則により工事の請負が130万円、

物品の買い入れが80万円、業務の委託などその

他が50万円を超えないものなどと定めており、

そのほか契約の性質、目的が競争入札に適しな

いもの、緊急の必要により競争入札に付するこ

とができないときなどがございます。今までも

地方自治法施行令及び新庄財務規則により工事

の請負、物品の購入、業務の委託などを行って

おります。随意契約は入札によらない契約であ

り、基本的には競争見積もりで行っております。 

  なお、随意契約ができるものであっても競争

入札に付しているものもございます。 

  件数、取引先、金額など細かな点、わかる範

囲で政策経営課の方から答弁させますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  以上、壇上からの答弁を終わります。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 まず、財政関係でござ

います。一つ目は、実質赤字比率、連結赤字比

率について触れられました。実質赤字比率につ

いては、一般会計及び特別会計のうち普通会計

に相当する会計における実質赤字がどのくらい

あるのかということをあらわす数字でございま

して、新庄市の場合は赤字になっていないとい

うことで、マイナス表示であるということであ

りますので、これは数字としては出ないという

ことで、前の議会等々においても報告させてい

ただきました。 

  それから、連結実質赤字比率は、先ほどの実

質赤字比率にプラスして水道会計などの公営企

業等々が足されますが、こちらの方も赤字には

なっていないということで、数字としては出て

こないということで、これも御報告させていた

だいております。 

  それから、実質公債費比率は27.3ということ

で、これは全国的にもちょっと悪い方でござい

まして、19年度決算で申し上げれば全国で17位

というような数値になってございます。早期健

全化計画を立てて、来年度でありますが、来年

度は早期健全化計画を立てて、外部監査に付し

て実施していかなければならないと、25％以上

はそういう仕組みになってございます。 

  それから、いつ18％にできるのかというお尋

ねもございましたが、公債費負担適正化計画で

は、これは県の方に、国の方に出している数値

でありますが、23年度には25％を切れると。単

年度的には24年度にはこれを切れるんじゃない

かと見てございますので、このままの推移でい

きますと20年度の後半の早い時期には18％に達

することが可能であると見ていますが、数値と

しては正式には公表していませんので、ここで

はいつになるかということはちょっとコメント

できない状況にございます。 

  それから、経常収支比率80％のお話もござい

ました。県内で一番低いのが遊佐町でありまし

て、80.1％、これが市町村で一番よい数字。13

市では山形市が88％ということで、これが80％

台、あとは12市が軒並み90％台、新庄は100％

を超してしまいましたが、これは数値が18年度

と比べまして各町村でふえておりまして、特に

東根なんかは５％ほどふえていると、６％ほど

ふえているというような状況で、国の普通交付

税が減っている、あるいはいろんな対策で国の

収入が経常的な部分で減っているという厳しい

状況があります。そういったことで、県内35市

町村の経常収支比率は軒並み上がっている傾向

にあると、厳しい状況にあるということが言え

ると思います。80％が健全化の目安であります

が、今の国の経済対策あるいは経済状況からか

んがみますと非常に厳しい状況になっていると

いうことが各市町村で言えると思います。 

  それから、随意契約関係でありますが、これ

は地方自治法施行令第167条の２で決まってご

ざいまして、それに基づいて市の財務規則で随
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意契約に関する位置づけがなされております。

それによりまして、工事または製造の請負が

130万円以下、財産の買い入れが80万円以下、

物品の借り入れ40万円以下、財産の売り払い40

万円以下、物件の貸し付け30万円以下、前号に

掲げるもの以外は50万円以下という位置づけが

ございます。県内13市町村ありますが、調べた

ところでは過去の他市の状況は大体新庄市と同

一であるということを聞いてございます。 

  それから、契約の流れでありますが、随意契

約というのは、新庄市の行政を行う上で物を買

う、借りる、委託する、すべての行為は契約に

よって成り立ってございます。そのうちさっき

言った以上のものは入札によりますが、それ以

下はすべて見積もりという随意契約方式で行わ

れます。したがって、件数は何千件あるいは何

万件になるかちょっと想像がつきませんので、

過去５年間の件数は幾らかと言われても非常に

膨大な件数になりますので、件数として何件だ

ということについては資料を持ち合わせてござ

いません。 

  以上、漏れがあると思いますけれども、以上

であります。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 東京事務所に派遣してい

る職員のことについてのお尋ねでございます。

議員御存じのように、ことし４月から山形県の

東京事務所に１名の職員を派遣してございます。

現在、東京事務所の流通対策課というところに

席を置きまして仕事をやっていると。主な業務

につきましては、観光物産、農産物流通、企業

誘致というものでございまして、それらを担当

しながら頑張っているということでございます。

言いかえますと、県の仕事もやりながら市の窓

口としての仕事もやっていると御理解いただけ

ればよろしいかと思います。 

  一例としまして、企業誘致担当でございます

ので、市長が上京して企業訪問する際、随行い

たしまして、企業を訪問しているということも

ございます。また、先般、農林課で実施しまし

た東京の大山通り商店街での物産紹介と物販で

ございますけれども、これらについても事前の

情報収集や接触等を行っております。企業誘致

について申し上げますと、こういう現況になっ

てしまいまして、実を結ぶまでには至っていな

いということでございます。大変残念ですが、

実を結ぶまでには至っていないと。しかしなが

ら、日本の首都東京でございますので、いろん

な情報が集まってまりいます。そういったこと

もこちらの方に送ってくれるようにこちらから

はお願いしてございます。 

  以上でございます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） １番の早期健全化につ

きましてお聞きしたいと思います。 

  さっきの話ですと健全化計画を策定するとな

っております。それから、外部監査の実施もあ

るということになっているようですけれども、

この外部監査はどのような方が、多分公認会計

士ではないかと思いますけれども、何人ぐらい

で、どういう基準でというか、そういうのがも

しわかったらお知らせ願いたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 外部監査、今言われた

とおり公認会計士等ということで、多分公認会

計士にお願いすることになると思います。人数

については具体的な示しはございません。計画

を立てたやつを監査していただいて、いろんな

意見とか、妥当であるかどうか詳細について意

見をいただくことになってございます。 

  以上です。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 
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１ 番（奥山省三議員） 今の計画ですけれども、

計画どおりにいかない場合、国とか県から指導

があるわけですけれども、もしいかないような

場合には、ただ指導を行うだけでは、もとどお

り戻るというか、クリアできるといいますか、

その辺のところは、今のところはそういう指導

はないかと思いますけれども、これから税収、

例えば不納欠損額も出ていますし、そういうも

のが年々増加してございます。それから地方交

付金も減少してございます。その中での財政再

建プランで、そのほかに、例えば先ほどの小嶋

議員の話にもありましたけれども、新しい事業

とか出てくるわけですけれども、そういうのも

入れまして、この再建プランのとおり計画どお

りに、努力するのはわかりますけれども、計画

どおりに本当に実行できるのかどうか確認の意

味で再度答弁をお願いしたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 再建計画、万が一とい

う場合にいろいろ指導いただいて、じゃどこが

計画がうまくいってないのか、見通しとしてど

こが違っているのかということについて分析を

行った上で、県から指導いただいて、そこを修

正していかなければならないというふうになる

と思います。その際は、歳入の面あるいは歳出

のいろんな事務事業の面、詳しく県の方から指

導いただくことになると思いますけれども、ど

ういう内容でどうなるかについてはそういった

いろいろケースがございますので、そのときそ

のときに応じた指導をいただきながら進めてい

くことになるということでございます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 先ほどの経常収支比率

でございますけれども、19年度で100％を超え

て102.6という数字ですけれども、20年度の財

政の状況の中でたしか99.6という数字が載って

いたと思います。この経常収支比率の19年から

20年の１年間で99という、100を切ることが本

当に可能なのでしょうか。その辺のところ詳し

くわかればお聞かせ願いたいと思います。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 99.6になるという見通

しでありますが、まず地方交付税が19年度に比

べて若干ふえたといいますか、それから再生対

策債とか、そういった地方に対する配慮が一定

程度なされているということ、それからいろん

な事業の精査を行いながら実施を行っていると

いうことで、今後も推進する上でそういった経

費が突出しないような留意もしてございますの

で、そういった比率が下がる手法で今財政を運

営してございます。そういった見通しでどうし

ても100を切るような今後の対策も含めてやっ

ているということでございますので、この数値

はぜひ20年度決算を実施した段階で切れるとい

うふうに今後とも留意していきたいと、方向性

も含めながら記載してございます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） わかりました。できる

だけ公債費を抑制して、経費をできるだけ削減

して、再建プランのとおりに進めていけるよう

にお願いしたいと思います。 

  次に、２番の雇用の促進でございますけれど

も、県内の他市に比べて、企業誘致というか、

企業の優遇制度というのが、当市にもあります

けれども、他市に比べた場合、当市がちょっと

劣っていると私は感じますけれども、その辺の

ところはどう思いますか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 雇用についてでございま

すけれども、他市に劣るということは格段ない

と私は理解してございます。 
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  先般、鶴岡市でしたか、いよいよこういった

状況の中で発表された事例もございますが、既

存の手だてがたくさんございまして、それらを

速やかに関係の皆様にお知らせし、そしてそう

いった制度を使っていただきたいということで

現在仕事を進めてございます。 

  以上でございます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 例えば奨励金とか他市

にはあるようですけれども、当市には奨励金が

ありませんので、例えばほかの条件でカバーで

きるとか、そういう考えもないのですか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 奨励金と申しますのは、

企業の立地の方でしょうか。企業の立地につき

ましてはうちの方の補助がございます。5,000

万円を限度にして、土地、建物、設備に関する

補助金ということで、20％ということがござい

ます。ただ、額的な面にしますと、議員おっし

ゃるとおり、片や大都市圏では億単位というこ

ともございます。ただ、制度としてはこういっ

たものもございます。また、税制についても、

一定期間、固定資産税を免除するといった方法

もございます。以上でございます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 今、20％、5,000万円

という数字がありましたけれども、ほかの市町

村では雇用した場合に奨励金、例えば１人幾ら

とかと出しているところもあるらしいんですけ

れども、当市は財政再建ということでそういう

余裕がないのもわかりますけれども、雪が多い

土地にほかから企業が来るわけですから、もっ

と何か条件、少し優遇できるような、他市に比

べてもう少しよいような条件を出せるというか、

そういう考えは全然ないのでしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 今現在、雇用情勢のこう

いう状況がありまして、県の方で、国の事業に

なりますけれども、県が音頭をとりまして雇用

促進するためのパッケージ事業というものも現

在動いてございます。これが日の目を見ますと、

いろんな国の金も使えるということでございま

す。まだ正式に動いているということではござ

いませんが、そういうこともやっているという

ことを御理解いただければと思います。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） それから、先ほど東京

事務所に勤務している職員の動きについてお知

らせ願いましたけれども、今のところは４月に

行ったばかりですから、仕事になれるといいま

すか、県の仕事もしながら観光ＰＲしながら企

業訪問をしているということだろうと思います。

例えば、こちらからのサポートというか、手助

けというか、ただ東京事務所に１人だけやって、

こちらからはどういう手助けをやっているのか

なと、具体的にお知らせいただければ。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 先ほど御質問にお答えし

たように、たった１人で動いているというわけ

ではございません。山形県東京事務所の中の組

織の１人の職員として県の仕事をしていると。

その中でこちらの関係のあることがあれば窓口

となったり、接触したり、そういったこともや

っているということでございます。先ほども言

いましたように、県の仕事をやりながら市の窓

口ともなって仕事をやっていると御理解いただ

ければよろしいかと思います。 

  以上でございます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 
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１ 番（奥山省三議員） わかりました。県の仕

事もやって、当市の仕事もやるということです

ので、これは継続して頑張っていただきたいと

思います。 

  それから、景気対策ですけれども、市独自で

景気対策ということは大変だと思いますが、こ

れから何か知恵を絞って具体的に考えているこ

とがあったらお聞かせ願いたいと思います。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 議員が御心配されている

とおり、この雇用対策というものについては今

大変な非常時というほかないと思います。一新

庄市の施策でそれが何とかなるというものでも

ございませんが、国で雇用対策を３年で２兆円

という見出しで先日も新聞に報道されてござい

ました。中身につきましては、いわゆる非正規

労働者の雇用の維持、二つ目として雇用を失っ

た人への再就職支援、三つ目として内定取り消

し対策ということで構成されておりまして、特

別会計から１兆円、一般会計から１兆円、総額

２兆円規模の事業ということでございます。内

容についてすべて読みますと時間もかかります

ので、まず国の施策を見て、私どもは迅速にそ

れに対応して、そういった関係の方々に対応し

ていくということが大事ではないかと思ってご

ざいます。以上でございます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 今の国の対策はわかり

ますけれども、当市として何か景気対策につい

て少し考えてはいませんかということで私はお

聞きしたんですけれども。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 常々言っていますよう

に、地場産業である農業の振興をきちっと図っ

ていくこと、あるいは特産品の開発とか、そう

いった地場産品に結びつくような開発を何とか

できないものかなと、あるいは同一ブランドで

対応できないものかということでいろいろ考え

てございます。また、中心商店街の活性化とか、

工業団地に立地している企業さん方の連携プレ

ーとか、そういったことで地域として充実でき

る施策があれば、いろいろ提案を受けながら、

あるいは政策を施しながら、一つでも実施でき

るものがあれば実施してまいりたいと、いろい

ろ意見を聞きながら実施してまいりたいという

考えでございます。 

１ 番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

平向岩雄議長 奥山省三君。 

１ 番（奥山省三議員） 今すぐどうこう言って

もできないと、簡単にはできないものですから、

これからいろいろ考えて、この２兆円だけの話

ではなくて、当市として何か独自のものをこれ

から考えてほしいと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

  以上で終わります。 

平向岩雄議長 ただいまから１時まで休憩します。 

 

     午後０時０７分 休憩 

     午後１時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

沼澤恵一議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、沼澤恵一君。 

   （８番沼澤恵一議員登壇）（拍手） 

８ 番（沼澤恵一議員） 一般質問初日、午後一

番手として、政友会の沼澤恵一です。よろしく

お願いいたします。 

  それでは、通告に従い３項目について質問を

させていただきます。 
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  まず１番目として、来年度の予算編成を迎え

るに、この時期に合わせ新庄まつりの検証と国

の重要文化財指定後の展望についてお尋ねいた

します。 

  なお、午前中の小嶋議員の質問とダブること

になるかと思いますが、御答弁方よろしくお願

いいたします。 

  その１として、新庄まつり百年の大計が、平

成15年４月、新たな10年間における祭り振興策

として２年かけ策定されました。３年前の250

年祭を含め早くも５年が経過いたしたわけです。

第２期計画半ばにして、祭り策定委員会が示し

た新庄まつりの現状と課題等について、この辺

でいま一度振り返ってみる必要があると思いま

す。大きな事業として、本市の250年祭や大阪

御堂筋パレード、巡行派遣などがありました。

また、地元で各町内若連が製作している山車に

つきましては、風流、すなわち題名の選定の仕

方や、その出来ばえも年々向上いたしておりま

す。絢爛豪華さは見る者の感動を醸し出し、

250年の歴史の深さを感じさせます。このよう

な評価に値する面も多いと思いますが、反面、

課題についてはいかがでしょうか。市としてど

のように検証されているのかお知らせください。 

  次に、２として、この６年間、祭り関係費用

のほとんどが祭り基金の取り崩しで賄われてき

ました。この基金は、平成元年11月、新庄まつ

り振興基金条例を制定し、ふるさと創生事業交

付金4,500万円を積み立ててスタートさせたと

聞いております。平成15年、私が議員になった

ときの基金残高は１億3,000万円と少しありま

した。今年度末残高を予想しますと、あと２回

の通常祭りで底をつきそうです。前回９月議会

で今田議員の質問に対し、財政再建の面からも

検討を進めているところとしております。まこ

とに歯切れのよろしくない御答弁でした。基金

依存型から脱却し、これ以上減らさず、残され

た3,000数百万円は非常時対応型まつり基金と

して温存し、来年度からはきちんと一般財源に

よる予算にすべきと考えます。 

  次に、来年４月１日、市制施行60周年を迎え

ます。さらに、12月４日には山形新幹線新庄延

伸10年目に当たります。また、年度末に期待さ

れております国の重要文化財指定を見越し、こ

れらの記念事業として新庄まつりと絡めた話が

祭り関係者の間で言われているようです。この

ことについて、市はどのようにとらえているの

か真意をお聞きいたします。 

  次に、３として、ことし３月と６月定例議会

において新庄まつりの国指定重要無形民俗文化

財について議論がございました。夏ごろに保存

会組織を立ち上げ、この12月中に国の文化審議

会に諮問されて、本年度末には国から指定をい

ただけるという答弁でした。私も大きな期待を

持っている一人でございます。４年前、八戸の

三社大祭が指定されております。翌年、祭りを

見ながら現地で話を聞くことができました。振

り返ってみますと、八戸の場合、国から文化財

指定を受けた市民の誇りも高いが、もう一方の

観光的イメージアップにつなげて知名度を高め

る方が強かったことは確かなようでした。本市

の場合、指定後におけるメリットは何か、また

デメリットはないのか、このことの進捗とあわ

せ、祭りの展望などあればお聞かせください。 

  次に、２番目として、遺伝子組みかえ作物と

バイオマス活用関係、あわせて本市の森づくり

事業の関連についてお聞きいたします。 

  その１として、食の安全安心の観点から世界

的にも注目されている遺伝子組みかえ作物に関

係したことです。国においては、遺伝子組みか

え生物規制法により、作物であって、そのほか

栽培される植物に対し法規制がされております。

遺伝子組みかえ作物については、自然界に存在

しない新しい種に対しきちんと証明できずにい

る不安なＤＮＡ組みかえ食品とも言われており

ます。栽培については、野生動植物への影響の
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ほか、一般の農作物との混入や交雑などによる

経済的被害を未然に防止するため、自主規制を

条例化したのが高畠町です。９月議会において

可決し、来年４月施行と報じております。本県

においては旧藤島町に次いで２例目になるとの

ことでした。高畠町においては、高畠食と農の

まちづくり条例のうち遺伝子組みかえ作物の自

主規制として町民みずから栽培しないと明記し、

町内で栽培しようとする場合、町長の許可を得

ること、また地域関係住民に説明会を開いて同

意を得るなど厳しい条件がついた内容となって

おります。高畠町を紹介いたしましたが、本市

において遺伝子組みかえ作物を栽培しようとい

う実例があるのかどうか、また今後栽培しよう

とした場合、市としてどのように対応しようと

しているのか、市独自に何らかの規制まで考え

ているかどうかお聞きいたします。 

  次に、２としてバイオマス活用関係について。 

  ことし６月、農水省が全市町村にアンケート

し、バイオマス活用調査結果を11月21日に報じ

ました。1,185自治体が回答し、うち416自治体

がバイオマスの利活用に取り組んでいるとして

おります。取り組んでいない自治体の理由とし

て「財政が厳しい」や「ほかの施策が優先」、

また「コスト、採算面で自信がない」などを上

げているようです。本市においては、このすべ

てが該当するように感じますが、いかが回答さ

れたのか、この内容をお知らせください。 

  次に、今盛んに言われております地球温暖化

対策に関連して、その対策の一つとしてバイオ

マスの活用です。 

  森林保護にも重要であります間伐は、経済面

を反映し、昔のようにきちんと行われていない

のが現実です。しかし、間伐材の価値が上がれ

ば変わるとも言われております。これらを活用

したチップや加工ペレットの普及により、資源

効果は大いに期待されるものです。また、生ご

みの堆肥化については、国の補助まで決まりな

がら財政面から断念いたしましたのが我が新庄

市です。全世帯対象ということで国内でも珍し

く、ネットで発信し、ＰＲを怠らず、その上、

研修まで来られましたが、残念なことでした。

しかし、市民からは近い将来再事業化になるの

ではないかという希望はいまだに消えておりま

せん。これらバイオマス活動を目指した再資源

化に対し、本市における今後の取り組みや、こ

の見通しについてお聞かせください。 

  次に、３として、本市森づくり事業の一環で

実施されました炭焼き窯についてであります。

緑環境税県交付金により事業化したとも聞いて

おります。このたびの窯づくりは意義深いもの

と感じておりますので、経過を紹介しながら伺

います。 

  私たちの家庭において炭そのものの活用はほ

とんどなくなってしまいました。まして窯づく

りや炭焼き自体その技術も伝承されず、60歳代

の私たちすら何もわからずにおりました。そん

な中、市農林課より、升形川に親しむ会、通称

川の会に製作依頼がありました。何回かお断り

したようですが、結果的に受けざるを得なかっ

たようです。準備を入れ20日近くかかってよう

やく11月17日の火入れ式にこぎつけました。間

口２間、奥行き５間の小屋と、その中に納めた

炭焼き窯が無事竣工いたしたわけです。しかし

ながら、現場は雨と寒さの中、厳しい作業でし

た。ボランティアの域を越えた難儀の末の完成

作品です。今後の活用として、材料の調達や炭

焼き体験のみならず、子供たちを含めた夏場の

活用など、いろいろな夢を語り合いながら製作

を進めたことも確かです。升形川「川の会」有

志の期待にこたえるためにも多面的な有効活用

が必要かと思います。このことについてと、頑

張ってつくったこの施設の管理や継続できる運

営主体が心配です。今後、市はどのようにしよ

うと考えているのか御所見を伺います。 

  次に、３番目として、日新小中学校主要通学



- 50 - 

路の改善についてお伺いいたします。 

  県内でも10番以内に入る大規模校の日新小学

校、その真ん前にわくわく新庄、少し奥には日

新中学校、さらに最上学園と公共施設が多く集

中しているのが金沢６区町内です。これらと結

ぶ何本かの市道は極端に狭いところが多く、道

幅の広い幹線的道路のないことが欠点です。こ

の夏、区長と市長のまちづくり会議の場所で、

金沢６区長より要望されましたセブンイレブン

北側市道についてです。以前にもまちづくり会

議の中で実態を調査し、改善について議論され

ました。５年前、神室産業高校開校に伴い、通

学路の安全確保について、事細かに現状を御説

明申し上げましたのが私の一般質問です。答弁

として「いい形で通学し、危険防止ができるよ

う考えていく」とのことでしたが、それ以後具

体的な改善策は聞いておりません。学校を中心

に見た場合、確かに一部路側帯設置やドットラ

イン、そしてクロスマットの面的な対策は承知

しております。 

  きょう申し上げたいのは、金沢６区長と同じ

く、セブンイレブンから福原魚屋さんまでの約

90メートルの区間です。道幅の狭い中、児童生

徒が最も多く利用し、車の交通量も最も多く、

危険でありながら主要な市道に違いありません。

同じ住民として私なりに現状を見た場合、抜本

的な解決方法はこの区間の道幅を広げる以外に

ないと考えます。特に県道との交差点付近は過

去に重大事故も多く、危険な状態は今も続いて

おります。通学路、生活道路の安全安心を確保

することは、道路管理者の責務であると同時に

地域住民の切なる願いでもあります。子供たち

が事故に遭ってからでは遅いのです。市におい

ていま一度現状を把握され、早急に重要課題と

してとらえていただき、市の施策として事業化

に盛り込むべきと考えます。財政面はわかりま

すが、知恵を出し合い、解決に導かれるようお

願いを含め、市長の勇断を期待し、お伺いいた

します。 

  最後に、きのうの朝はどか雪に見舞われまし

た。雪かきが大変でした。今議会補正に例年よ

り少し多目の予算を計上しておりますが、これ

からが冬本番です。市の除排雪をよろしくお願

い申し上げますとともに、雪の少ない冬であり

ますよう願いつつ、壇上からの質問を終わりま

す。御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 午後一番、沼澤議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

  新庄まつりの検証と重要文化財指定後の展望

についてということですが、初めに新庄まつり

に関しての御質問ですが、１点目の新庄まつり

百年の大計第２期計画の評価と課題の検証につ

いてということであります。 

  この計画は、平成15年度から24年度までの10

年間にわたる新庄まつりのさらなる隆盛に向け

た総合的な振興策として策定されたものです。

ことしで計画の６割の進捗となります。計画期

間中に250年を迎えることに伴い、実効性重視

の施策がうたわれたことが特徴で、計画の執行

やその実施に係る検討または具体化策及び実施

評価については、祭り関係者のみならず、民間

団体、区長代表などで構成される新庄まつり委

員会の適切な場において協議が現在行われてお

ります。 

  ２期計画の進行状況につきましては、国重要

文化財指定に向けた積極的な取り組みや、駐車

場やトイレなどの観覧環境の整備、後まつりに

おける催事の検討、鹿子踊り披露の機会の設定

など、実効性の高いものから着実に具体化を推

し進めております。一部組織面での計画もうた

われておりますが、関係実行団体との意見集約

等々実行段階に移ることについてまだ議論等を

要する課題もあり、策定された計画内容につい
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ては改めて現状を浮き彫りにし、基本方向や、

その施策について時点修正を加えるなどして進

めてまいりたいと考えております。 

  ２点目につきましては、御指摘のように、新

庄まつりの運営費等祭り関係費用は、諸事情を

勘案し、新庄まつり振興基金から繰り入れによ

って賄ってまいりました。２期計画に基づき、

運営事業費の財源問題に関しても協議しており

ますが、新たな方策の方向づけには至らず、平

成23年度開催分以降は基金の繰り入れから一般

財源へと移行することを考えており、また基金

の取り扱いについては、百年の大計、計画の方

向性に沿い、祭り全般の振興を考慮し、継続的

な積み立てを行っていくことが望ましいと考え

ております。 

  また、来年度の市制施行60周年記念等の発信、

交流を目指した新庄まつりの冠事業化につきま

しては、まつり委員会内部において議論を重ね

ているところで、まつりと雪のふるさと新庄を

標榜する市民が最も誇りとしている新庄まつり

を市制の大きな節目のときに、世代を超え、未

来につなぐ最大の文化として再認識することを

ねらいに、現行の祭り行事の一部に祝祭の要素

を加味してまいりたいと考えております。 

  次に、新庄まつり山車行事の国重要無形民俗

文化財の指定についてでありますが、懸案であ

りました保存会組織としての新庄まつり山車行

事保存会も９月25日に設立総会を開催して立ち

上げることができ、現在、文化庁の担当調査官

と緊密な連絡をとりながらデータ類のやりとり

を重ねている段階であり、ほぼ最終的な局面に

入っていると認識しております。 

  国指定が実現しますと、新庄まつりの歴史と

意義を圏域住民が改めて認識して、祭り意識の

高揚を図り、神輿、山車、囃子の後継者確保と

育成、新庄の地を誇りに思うふるさと意識の醸

成が強く図られるものと思います。また、全国

的なメディアにも取り上げられる機会もふえ、

観光客の増加と交流人口の拡大につながるもの

であり、祭り行事の用具補修などが国の補助対

象となる可能性も出てまいります。来年度の市

制施行60周年に合わせ、圏域住民の長年の願い

がかなうよう文化庁と詰めの作業を行ってまい

る所存であります。 

  次に、遺伝子組みかえ作物につきましては、

日もちのよさ、農薬の減量、環境への負荷軽減、

安定した収穫などのメリットが見込まれるため、

世界的には大豆、トウモロコシを中心に除草剤

耐性作物や害虫抵抗性作物が開発されておりま

す。1994年に米国でトマトが商品化されて以来、

2007年現在で世界耕地面積の約７％、１億

1,430万ヘクタールで遺伝子組みかえ作物が作

付されています。我が国では商業栽培は行われ

ていませんが、畜産飼料などを中心に輸入され

ているのが現状であります。当市におきまして

は、関係機関や農業者等の情報からも栽培実例

はないと確認しています。 

  一方、農水省のスタンスといたしましては、

高品質、高機能あるいは低コストの食料生産の

可能性と食料環境問題の解決技術として、安全

性の確保と国民の理解の上で組みかえ農作物の

実用化を推進するとしております。しかしなが

ら、アンケートなどによれば、技術としての可

能性は評価するものの、利用に当たっては不安

が多いというのが国民感情のようであります。

こうしたことから、国内では一部自治体で環境

や消費者団体などへの影響の懸念から条例で栽

培を規制しており、北海道、新潟県など10都道

府県では実質的に栽培が禁止されている状況で

あります。 

  当市における農産物生産におきましては、県

の方針のもと、安全安心を第一義に取り組んで

いることから、国民の理解や確証が得られない

現状の状況では遺伝子組みかえ作物の栽培には

取り組むべきものではないと考えております。

また、市独自の規制等については、消費者であ
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る国民の合意や安全性の担保などの動向を把握

しながら、本市農業生産の健全な発展のために

適切に対応してまいりたいと考えております。 

  次に、バイオマス活用についてでありますが、

今年６月に農林水産省が行いましたアンケート

調査に対し、新庄市の回答についてお答えいた

します。その内容は、平成17年にバイオマスタ

ウン新庄構想を作成し、生ごみの堆肥化など事

業化に向けた実証事業を進めていること、また

バイオマスの利活用をする上での課題という問

いには、市の財政が厳しいことや財政面などで

の大きな優遇がないなどと回答しております。 

  次に、間伐材や生ごみ等の再資源化に対する

取り組みにつきましては、国では京都議定書締

結に基づき、二酸化炭素排出量を６％削減する

としており、そのうち3.8％を森林の吸収によ

り賄う予定であります。そのため2007年から

2012年までの６年間で330万ヘクタールの間伐

を計画されておるところであります。このこと

から、新庄市でも未整備森林や市行造林の間伐

を行っており、また間伐材等を利用できるペレ

ットストーブなどの普及は、荒廃した森林の整

備や地球温暖化の抑制という観点からも鋭意推

進すべきものと考えており、近隣市町村の取り

組み状況を見きわめつつ対応してまいりたいと

考えております。 

  生ごみ堆肥化事業につきましては、資源循環

型社会の構築、安全安心な食の提供という観点

から、学校給食に食材を供給する農家への提供

を主体に考えておるところであります。堆肥の

必要数量など具体化について現在進めていると

ころでございます。こうした点を踏まえ、生ご

み堆肥化事業を初めとし、チップ、ペレットな

どの木質バイオマスの利用推進に当たりまして

は現状に即した形で進めてまいりたいと考えて

おります。 

  本市の森づくり事業についての御質問でござ

いますが、森づくり事業の一環といたしまして、

今般、炭焼き窯を整備いたしました。目的は、

市民の森林への関心を高め、森林に親しむ機会

を増大させることにありますが、あわせて近年

問題となっているナラ枯れ被害、陣峰市民の森

におきましても被害木がかなりの量がございま

すので、これを有効に活用するというねらいが

ございます。10月中旬から２週間余りの製作期

間、作業に携わっていただきましたのは、以前

より森づくり事業に協力いただいておりました

各団体、特に升形川に親しむ会や野鳥愛護の会

の皆さんが中心で、これまで窯の製作経験はな

く、しかも60歳を超える年代の方々と聞いてお

ります。大変な御尽力をいただきましたこと、

そして立派な窯が完成いたしましたことに深く

感謝しているところであります。 

  今後は、来年の春から炭焼き作業を再開し、

体験農園管理組合の協力を得て体験農園での各

種事業と連携しながら、小学生など多くの市民

が参加する炭焼き体験事業を進めていく考えで

あります。管理運営につきましては、何といっ

ても後継者の育成が必要と考えており、市民か

らの一般公募を含め、今回御協力いただいた皆

様との組織づくりを進め、森林保全の意識を幅

広い層に浸透させることができるような方策を

講じてまいりたいと思っております。 

  最後に、日新小中学校主要通学道路の改善に

ついての御質問ですが、御質問の箇所につきま

しては小中学生以外にも産業高校や東高校の生

徒も通り、さらには国道47号から市街地に入る

路線のうち松枝地内の市道が一方通行とあわせ

スクールゾーンの指定にもなっていることもあ

り、国道47号から下金沢町方面へ向かう車が当

該路線に集中し、特に登校時間帯は大変混雑し

ていることについては御指摘のとおりでござい

ます。これまでも通学児童生徒の交通安全確保

ということから一方通行やスクールゾーン等の

交通規制の実施について関係機関並びに学校や

地域と協議調整を進めてきたところであります
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が、いまだ実施に至っていない状況であります。 

  根本的な解決については、御指摘のとおり道

路の拡幅改良によらざるを得ないと考えており

ます。当該路線は、通学児童生徒など歩行者も

多いことから歩道の設置が必要であり、少なく

とも現在の小学校前の道路幅員を持った道路整

備が必要と考えます。また、整備区間は家屋が

連続しており、家屋移転も多いことから、事業

費的にも相当額予想されることから、市の単独

事業では困難であり、何らかの補助制度の活用

を図り進める必要があります。補助事業採択の

可否もありますが、現時点での事業化は大変難

しい状況にあります。 

  ただし、来年度に松本地区の国道47号から宮

内地区までの主要地方道新庄戸沢線が完成する

予定であります。それにより当該地区周辺の交

通の流れにも変化があらわれるのではないかと

考えられますので、その後の交通量などの検証

を行いながら対応してまいりたいと思っており

ます。現時点では、道路管理者は言うまでもあ

りませんが、学校関係者や公安委員会とも連携

を密にし、できる限りの安全対策を実施してま

いりたいと思いますので、御理解のほどお願い

申し上げます。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） 御答弁ありがとうござ

いました。 

  本来ですと追加質問は１、２、３項目と進め

ていくのが順序かと思いますけれども、時間の

都合もありますので、２番目のバイオマス活用

関係からお願いしたいと思います。最後に祭り

関係をお願いいたします。 

  今、御答弁にもありましたように、バイオマ

ス活用についてはいろいろなテレビとか、ある

いは新聞等で広く報道されております。また、

先般、10日ぐらい前だったでしょうか、市民プ

ラザである大学の先生の講演もございました。

大変有意義な講演だったなと感じております。

そんな中で、当新庄市でも山林を所有している

と。ただいまの御答弁ではその山林で間伐も行

っているということでございました。未整備森

林あるいは市行造林地、これらを中心的に行っ

ているようですが、おおむねで結構ですが、間

伐の必要面積と、現在までどのぐらいの率で間

伐を行ってきたのかどうか、その間伐材を一体

何に利用されてきたのかどうか、まず最初にお

願いいたします。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 お答えします。 

  市行造林、いわゆる分収林でございますけれ

ども、分収林特別措置法ということで昭和33年

から施行されて、新庄市でも八幡沢、水上、大

沢山、小泉山、種活沢というような８地区ほど

分収林の市行造林がございます。面積としまし

ては約83ヘクタールございます。ほとんどが国

有林から借り受けしまして、その面積のほとん

どなんですけれども、一部市有林がございます。

金沢山とか陣ケ森山ということでございます。

それを間伐として今までやってきましたけれど

も、率としましてはまだ十分なパーセンテージ

に至っておりません。先ほど申し上げました京

都議定書のＣＯ2６％削減ということで、森林

の吸収面積3.8％を目指して今取り組んでいる

ところでございます。 

  それから、間伐材の活用についてでございま

すけれども、ナガキとかクリとか利用される部

分が多いかと思いますけれども、ほとんど現在

のところは利用していない、切り捨て間伐とい

うことになっています。その理由としましては、

急峻な地形とか、雪国でありますので、そうい

う地形の関係で採算性が合わないということが

現状かと思います。いずれにしましても、その

間伐については最上広域森林組合の方で業務を
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行っておりますので、御理解をお願いしたいと

思います。以上でございます。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） やはり行政としても、

間伐してもそのものの価値というものはないわ

けですので、どうにもならないというのが現状

かなと私も思います。こうした場合、民間でも

これらの間伐なんていうのはほとんど行われて

いない。したいけれども、要するに採算性が合

わないということで放置されているのが現状だ

と思います。成木にあっても立派な森林が価値

を見出せないまま伐採もできないで、そしてそ

のまま30年ぐらい過ぎたんでしょうか、長い期

間放置されていると。やはり木ですので、特に

杉等は植林期限といいますか、何百年になって

もいいということではございません。もうそろ

そろ成木になったものの切りどきが今来ている

と。それとあわせまして、これから育てようと

する間伐、この辺はこれから森林を守る上から

も大切じゃないのかなと常日ごろ考えておりま

す。そんなことで、今回はバイオマス関係です

ので、これらの間伐材を利用して、さらにまた

その森林を再生に向けていくというのがバイオ

マスの基本だそうでありまして、切りっ放しで

は価値が出ないと、バイオマスではないと。ま

た、切ってもその後また植林等をしていかなけ

れば、その効果が出ないというようなことでご

ざいますので、今後ともひとつ市においてもよ

ろしくお願いいたしたいなと思います。 

  二つ目ですが、本市で断念した全世帯型であ

った生ごみの堆肥化事業ですが、これは忘れた

んじゃなくて、もう一度事業化なるんじゃない

かという思いが市民の中に当然あるわけでござ

います。この辺の時期的なめどがあるのかどう

か、また前回のようにするとすれば補助事業の

対象にされるのかどうか、この辺いかがでしょ

うか。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 16年度から生ごみ堆肥製造

事業を実施しておりますけれども、生ごみにつ

いては前にも申し上げました550世帯から協力

いただいた生ごみと木質チップ、牛ふんとか、

堆肥を切りかえ方式で今やっているということ

で、御質問の本格化というようなことで、それ

がいつごろかということでございますけれども、

今、学校給食、来年度から中学校も入ってくる

ということで、その学校給食の農産物の食材と

なります品目について教育委員会といろいろ調

整しておりまして、その堆肥を必要とする野菜

関係、その需要量とか、いろいろ詰めておりま

す。生産団体、生産組織とか農協等と調整を図

りまして、堆肥の需要量に応じまして施設の整

備を図ってまいりたいと思っております。 

  なお、財政事情をあくまでも考慮しまして、

出口であります堆肥の活用計画を今立てている

ところでございますので、本格的な実施につい

てはその辺の動向を見きわめて対処していきた

いと思っております。 

  なお、実際に施設を建設する場合、バイオマ

スの環づくり交付金という国の国庫補助がござ

います。これが２分の１を対象として現在もメ

ニューとしてございますので、それを活用して

まいりたいと思います。 

  なお、前にいろいろ調査、18年度で環境影響

評価、基本設計、詳細設計については前にも調

査しておりますので、単価の見直し等の程度で

ございますので、その辺は調査して、活用につ

いて新たな投資をしなくてもそれを利用できる

と思っております。以上でございます。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） よろしくお願いいたし

たいと思います。 

  次に、３番目として、森づくり事業の一環と
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してこのたび完成いたしました炭焼き窯の管理

運営のことでございます。ただいまの市長答弁

によりますと、公募を含めて新たな組織をつく

るというふうにございました。大変結構だなと

思うんですけれども、公募の際にそれなりとい

いますか、応分の予算というものを考えている

のかどうかということなんです。公募は来年か

とは思いますが、現段階でどのようにお考えに

なっているでしょうか。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 炭焼き窯につきましては、

これは県の方ともいろいろ相談しまして、森づ

くり事業の一環として交付金事業として活用し

て、今回、炭焼き窯については設置していただ

いたということでございます。そして、ことし

８月に森づくり協議会ということで８団体ほど

設置して、協議会のメンバーの中に升形川に親

しむ会、野鳥の会とかというメンバーの方もお

りますし、その中で今後とも管理運営について

は、貴重な財産でございますので、緑環境税交

付金事業で取り組んでまいりたいと思います。

その中で経費、森林学習とか里山の保全といい

ますか、子供たちにいろんな森林学習の場面と

して炭焼き小屋を体験してもらうとか、そうい

うことで、この事業の中で対応してまいりたい

と思います。以上でございます。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） よろしくきちんと何と

かお願いして、管理運営をひとつ立派にしてい

ただきたいなと思います。 

  次に、３番目の日新小学校の通学路の改善に

ついてお伺いいたします。 

  冬に向かいますと、確かにきのうも10センチ

以上降ったんでしょう、除雪されました。ここ

の路線も同じく10センチ以上降ればきちんと除

雪はされます。しかしながら、排雪となると思

うようにはできないような感じでございます。

降るたびに毎回来て排雪とは、これはなかなか

いかないだろうと私もそれは感じております。

そんな中で、特にこれから冬の季節が危険度を

増してまいります。どうしても雪があれば、そ

れに構わず車が入ってまいりますし、そしてそ

の中をめぐり歩くように子供たちが登下校を行

い、また生活道路として一般市民も当然多く歩

くところでございます。そんな極端に危険にさ

らされるところに違いありませんので、ただい

ま市長もおっしゃったとおり、何とかやりたい

んだけれども今すぐにはというお言葉のようで

した。できれば腰を上げてもらって、すぐ事業

化に取り組んでいただければという要望あるい

は希望はございますが、その前にちょっとだけ

確認しておきたいことがございます。あの路線

ですが、もし国の補助事業を受けようとした場

合、受けられると言うんですけれども、100％

該当する可能性はあるんでしょうか、どうなん

でしょうか。まず１点お伺いします。 

中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 

平向岩雄議長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 初めに、昨日、降雪があ

りまして、除雪体制に入ってから初めて出動し

たわけでございます。 

  質問の当該路線につきましても、以前から通

学路ということもありまして重要路線に位置づ

けをしておりまして、除雪についての対応、パ

トロールを強化しながら排雪を強化していると

ころでございます。今年度もさらにそのパトロ

ール等を強化しまして対応を行っていくという

計画のもとで除雪体制に入ったところでござい

ます。 

  当該路線の整備についての御質問でございま

すが、事業制度で市町村道の整備という中で考

えますと、交通安全施設等の整備事業というも

のが該当なるんじゃないかと考えております。

これにつきましては補助率が10分の5.5という
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ことになっておりまして、歩道の整備と車道部

分の整備をあわせて行うような事業でございま

して、あの地域を考えた場合はやはりこの事業

が一番該当になるんじゃないかと思います。た

だ、問題としましては、取りつけとなります下

金沢町の県道、主要地方道の新庄戸沢線がござ

います。国道の取りつけ部分が一番問題になり

まして、どうしても道路管理者である県並びに

公安委員会との協議を行った上での整備という

ことになりますので、その辺のきちっとした協

議等を行った上での事業採択になると考えてお

ります。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） ただいまおっしゃいま

したように、当該地の交差点、この付近という

のが非常に危険なところであります。ここに住

宅地図があるんですけれども、見ますと交差点

を含めて約90メートル、両わきにうちがいっぱ

いあります。もし事業化して拡幅するとすれば、

その路線の両面ということは考えにくいと私は

思います。片面とした場合、あの交差点を中心

に日新小学校に向かって右側に広げた方がいい

のか、あるいは左側の方に広げるのか、あるい

は将来の補助事業をかんがみた場合、どちら側

の方がベターと考えられるかどうか。時間があ

りませんので、それと、何とか早目にこのこと

について解決していただきたいというのが今回

の質問の一番大きな意味でございますので、そ

の辺もあわせてどうでしょうか。 

中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 

平向岩雄議長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 事業採択に向けてのルー

トといいますか、右か左かという御質問でござ

います。計画するとした場合に、一つは先ほど

申しました下金沢町地内の交差点の位置、それ

と現在整備されております日新小学校前の道路、

これを結んだルートの中で計画する必要がある

と思います。その場合に、あそこの場合ですと

現在5.5メートルぐらいの幅員でございますが、

やはり倍以上ぐらいの幅員になると予想されま

す。そうした場合に、経済的な面も含めまして、

その交差点の位置と現在の小学校前のルートを

結んだ場合に、片側に寄せて整備する方が経済

的な面が強いと思います。ただ、先ほど言いま

したように、交差点の形状がどうなるか、それ

によりまして、採択といいますか、許可ならな

い場合もございますので、その辺が一応大きな

ポイントになるかと思います。 

８ 番（沼澤恵一議員） 議長、沼澤恵一。 

平向岩雄議長 沼澤恵一君。 

８ 番（沼澤恵一議員） 今後の推移を見なきゃ

わからないということはわかりますが、地元か

らすると、今すぐでなくても近い将来期待する

のはやはり広げてもらうということであります。

右なのか左なのかということの見通しは地域で

も重要な考え方の一つになります。課長がこれ

以上言えないとすれば仕方ありませんが、私は

どう考えてみてもこの住宅地図から見れば住宅

建設の少ない右側の方に広げた方が工事費等が

軽く済むと思います。左に張っちゃうと住宅建

設も多いし、また店等もあってなかなか同意を

得られにくいというようなことを一つ考えて見

た場合、そんな感じがいたします。 

  どうか、時間がありませんので祭りの関係は

できませんが、市長、何とか、今申し上げてい

る日新小学校通学路、この辺再度お願いを含め

て伺いますが、頑張ってひとつ何とか御答弁く

ださい。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 御提案いただいた御質問等につい

ては、当局の方としても大変重要な路線だとい

うことで認識しております。ただ、もう１点、

戸沢宮内線、その辺の通路、せっかくできた道

路の流れというものも検証しながら、その後の
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道路の拡幅の申請においてもその状況をトータ

ル的に考えなくちゃないと考えております。必

要な路線だということは十二分に認識しており

ます。 

８ 番（沼澤恵一議員） 終わります。 

平向岩雄議長 ただいまから２時まで休憩します。 

 

     午後１時５０分 休憩 

     午後２時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

今田雄三議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、今田雄三君。 

   （１２番今田雄三議員登壇）（拍手） 

１２番（今田雄三議員） たいまつ’07の一人と

して、12月議会、一般質問を行います。 

  このごろ山形新聞に載る新庄の記事が多いよ

うです。その中で、小中学生の音楽演奏会や合

唱発表会等の記事があります。特に沼田小、と

きわの森整備事業を初め萩野中の教育活動とＰ

ＴＡ活動が評価され文部科学大臣賞受賞とか、

北辰小のケヤキプロジェクトは、ケヤキの落ち

葉を堆肥にし、米や野菜を栽培する循環型社会

の仕組みを学んでいること、また関係団体と連

携しながらイバラトミヨの観察保護活動を全国

緑の少年団活動発表会で堂々と発表し、全国植

樹祭でみどりの奨励賞と全国育樹祭大会会長賞

を受賞し、農林水産大臣から椿の苗を代表２人

に贈られたとあります。また、11月28日に市民

プラザで新庄の小中学生によるかむてん子ども

環境サミットが開催されたと報じられていたの

です。生徒が自信を持ち、地道な体験を発表し、

活動を共有していく教育に感銘しました。皆さ

んはいかがだったでしょうか。 

  それでは、通告に従いまして質問を行います。 

  最初に、地方財政の確立と運用についてお尋

ねします。 

  一つ目は、09年度、国の概算要求は08年度の

85兆6,917億円を上回る86兆円の見通しを明ら

かにしました。国債の利払いや高齢化に伴う社

会保障費の増加等によるものとしています。今

後の経済動向により流動的であり、12月に確定

するとのことです。この大事な時期に前安倍内

閣同様、福田内閣も辞任し、政治責任を放棄し

たのです。国民の信頼を大きく裏切るものでし

た。麻生内閣誕生以来、言動不一致で迷走に迷

走を重ね、景気対策も後手後手になっています。

税収が読み切れないから第２次補正予算が提出

されないのでは、景気対策や地方財政の判断、

運用も丸投げで困ったものです。国が痛みを伴

わず地方自治体間に押しつけるのではなく、国

が責任を持ち、国から地方への税源移譲と地方

交付税財源の増額で対応すべきです。これまで

も地方６団体は地方財政の確立に向けて国に要

望してきました。その効果もあり、当市の07年

度当初予算130億8,500万円が９月決算では134

億4,353万円となり、３億5,853万円増になりま

した。また、08年度当初予算129億3,500万円が

12月補正で133億2,800万円となり、３億9,000

万円の増になっています。内訳で評価されない

ものもあると思いますが、増には変わりありま

せん。このことを受け、国に対して地方の実情

を訴え要望すべきと思いますが、市長の決意を

重ねてお尋ねいたします。 

  二つ目は、当初、麻生首相は総額２兆円の定

額給付金などを盛り込んだ追加経済対策を提示

しました。早期に支給することから08年度第２

次補正予算をとしていましたが、開会中の臨時

国会への提出を見送り、来年の通常国会に先送

りする方針が明らかになりました。首相は本年

中できるだけ早くとしていましたが、あっさり

と変更してしまいました。各自治体は年末、年
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度末の繁忙対策に頭を痛めているのです。支給

内容は、全世帯を対象に１人１万2,000円とし、

18歳未満と65歳以上の対象者にプラス8,000円

と決めているのです。また、高額所得者の

1,800万円を下限とした給付制限もできるとし

て地方に丸投げをしているのです。本来、定率

減税が私たちの要求であります。即実行するた

めに首相は国民受けをねらっていますが、政策

の迷走だけが表面化して、景気対策としては期

待できないとの意見もささやかれています。現

在、支給時期も所得制限も支給方法も流動的で

す。年内支給だけではないと思いますが、市と

して即対応できる体制を整えていかなければな

りません。想定できる対応をお聞かせください。 

  三つ目は、陸上競技場の全天候型舗装改修に

ついて、昨年の12月議会でも質問しております。

この間、計画に変化があったのかお聞きするも

のです。県内大会が開催できる第３種公認陸上

競技場として平成18年10月から平成23年10月ま

で認定されているとのことですが、次期認定を

受けるためには全天候型舗装陸上競技場にしな

ければ第３種公認陸上競技場として認められな

いとのことです。次の点が心配されます。各種

公認大会ができない、大会記録が公認にならな

い、単なる広場化する、公認大会は他市に依存

する、開催日時を計画できず、経済的にも大き

な負担となることを質問しました。市長は、ス

ポーツ振興審議会等で市民ニーズを総合的に勘

案して、安心安全を最優先に計画的に改修した

い旨のお答えをいただいております。経過を含

め、計画をお聞かせください。 

  四つ目は、職員の地域担当制について、全町

内を対象に説明会が開催されました。この経過

を受けて庁内で話し合いを行うと思います。あ

えて御提言を申し上げます。説明では、職員が

担う任務として、市情報の提供、地域情報の収

集、地域課題の発掘、地域づくりに必要な助言

の４項目を掲げています。そして、７年後の目

標として、市民が主体となった安全安心の地域

づくりを行政がサポートするとしています。こ

の中で、職員が地域の要望を受け、自信を持っ

て対応できるのか、定期的に意見交換の必要性

があるのか、サポートする具体的内容が出てい

ません。地域の事業をどのようにしていきたい

のか、金銭的支援が考えられるのか明らかであ

りません。むしろ居住する職員を地域の諸活動

に参加させる方が具体性があると思います。目

的を再度お聞かせください。 

  ２番目に、人口増対策と安心して働ける環境

づくりについてお尋ねします。 

  一つ目は、新庄市の人口が４万人を割り、９

月現在３万9,798人、昨年同期４万134人です。

336人の減になりました。内訳は、出生41人、

死亡31人、転入67人、転出83人のようです。今

大事なことは、働く場を拡大し、結婚と子育て

を容易にすることが人口増につながるものと思

います。 

  先日、テレビと新聞でフランスと福井県の子

育て支援状況を見ました。直ちに当市で実現で

きるものではありませんが、今回は提言にとど

めます。フランスでは国策として、福井県では

県政の重要課題として、予算を一律に削減する

ことなく、シーリングの対象から外す政策を掲

げているのです。いずれも国と県の将来を見据

えて社会福祉と教育に支援強化し、成果を上げ

ているのです。 

  福井県でも共働き３世代同居家族が多く、本

県と類似する面が多いのですが、この事業を取

り入れてから出生率が本県を上回ったのです。

子育て支援に対する行政、関係団体の姿勢を含

めて学ぶべきと思います。具体的に子供を産み

育てる家庭を大事にしているのです。乳幼児が

病気治療中、回復期の子育てを預かる病後児施

設を完備し、利用料の半額を県と市が補助する

としています。１時間700円のところ350円でだ

れでも子供の一時預かりを利用できるのです。
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子育てサポート事業、また３人目以降の子供に

ついて出産前の妊婦健診費から３歳未満の保育

園料、一時保育の利用料も原則無料化しました。

画期的な３人っ子応援事業です。そして、シニ

アを含めた保育士や保健師などの有資格者がボ

ランティアで育児相談をしている効果も徐々に

出始めているとお聞きしました。お見合いの機

会をつくる事業もあるようです。結果的に、働

きながら子育てができる、幼児が病気でも預け

ることができる、教育費の負担が軽くなる、子

供を持つ喜びを実感できることが同時に人口増

につながると思います。当市の将来構想をお聞

かせください。 

  二つ目に、アメリカが風邪を引くと日本も風

邪を引くと言われてきました。今や世界が風邪

を引く状況になっています。景気後退の中で、

金融危機を理由に就職内定者の取り消し、非正

規雇用者３万人の削減等が報じられています。

当市においても例外ではありません。企業では

この難関を切り抜けるため、資金調達が重要課

題になっています。行政としても雇用主に経営

存続の要請並びに正規雇用の要請を継続して取

り組むべきと思いますが、現状をお聞かせくだ

さい。 

(議場内停電) 

平向岩雄議長 暫時休憩いたします。 

 

     午後２時１５分 休憩 

     午後２時３０分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

   （１２番今田雄三議員登壇） 

１２番（今田雄三議員） 三つ目は、小泉構造改

革は国民の生活環境を破壊するだけでなく、規

制緩和のもとに憲法や約束事まで踏みにじって

しまいました。現在、中央と地方の格差、企業

間の格差、働く者の格差が拡大しています。労

働者の雇用も派遣法が制定されて以来、働き手

より雇用の主張が強調されるようになりました。

経営者も会社の運営と従業員の家族まで面倒を

見る経営哲学が消えたように感じます。労働も

パート、アルバイト、フリーター、ニートと分

けられ、雇用形態は正規と非正規があります。

それに派遣労働者もあり、労働条件が切り捨て

られてきています。派遣された労働者の身分は、

雇用主の元会社か、それとも勤務している勤務

先か定かでないのです。派遣労働者220万人の

働き手が労働基準法すら守られていないのです。

そして、常に人員削減の矢面に立たされている

のです。加えて、当市を含め全国的に指定管理

者制度が導入されています。財政が厳しいから

と、これまでの管理運営費が半減で済み、サー

ビスがよくなったと評価しています。しかし、

雇用不安は変わりなく、結婚して家族を養う金

額にならないのです。当面は現状で推移すると

思いますが、将来は雇用の場として若者が従事

するのです。行政として雇用の安定と生活保障

について指導の立場にあると思います。そこで

働く人の生活を保障することが大事です。今か

ら考えていかなければなりませんが、将来像を

お聞かせください。 

  以上をもちまして、壇上からの質問を終わり

ます。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは今田議員の御質問にお答

えさせていただきます。 

  途中電気が消え、大変申しわけなく思ってお

ります。早急に点検をさせますので、よろしく

お願いします。 

  地方財政の確立と運営について、地方財政確

立に向けた国への要望についてという御質問で
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ございますが、多くの地方公共団体では少子高

齢化と人口減少や税源の地方間の偏在が生じて

おり、財政基盤の弱い団体にとりまして厳しい

情勢となってきております。また、アメリカの

金融危機に端を発しました世界的な景気後退は

地方にも押し寄せ、地方法人税などの大きな落

ち込みが懸念されております。社会的な景気後

退に対応するため、政府は10月末に第２次補正

予算による追加経済対策を発表しました。生活

者の暮らしの安全、金融・経済の安定強化とと

もに、地方の底力の発揮という三つの中心施策

を掲げております。 

  地方の底力の発揮に関する具体的な対策とい

たしましては、１点目として、道路特定財源の

一般財源化に対し、地方に交付する１兆円を確

保するとしております。２点目としましては、

地域活性化に資するインフラ整備を進めるため、

地域活性化生活対策臨時交付金を交付すること

を明記しております。これらの対策は、厳しい

財政状況にある地方にとりまして大変歓迎すべ

きことであると同時に、地方６団体が一体とな

って要望した地方の声が国に届いたものと喜ん

でおります。 

  御承知のとおり、地方６団体は地方の現状を

訴えながら地方財政確保に向けた国への要望を

行っておりますが、この11月には地方財政の確

立による住民本位の豊かな地域づくりの実現に

関する決議を行い、国の施策及び予算に関する

重点要望書とともに、国に強力な要請活動を行

っております。地方交付税や道路財源の確保は

本市にとりましても大変重要な課題であります

ので、今後とも市長会の場で市の考えを発言し、

地方６団体と連携しながら要望実現に向けて行

動してまいりたいと考えております。 

  続きまして、定額給付金への対応に関する御

質問であります。定額給付金の趣旨については、

昨今の経済状況から考えますと、生活支援、経

済対策の両面から全世帯への支援を行うことに

ついて一定の評価をするものでありますが、実

施方式や支給時期を考えますと自治体への負担

が大きくなるものと見込まれており、実施に当

たって地方への慎重な配慮が望まれるところで

あります。現在の総務省案では支給対象者への

所得制限は原則なしとなっており、事実上の一

律支給が予定されています。給付時期につきま

しては、２次補正予算案が年明けの通常国会に

提出される見込みとなり、この法案の成立時期

によっては政府方針である年度内支給がずれ込

む可能性も出てきています。 

  いずれにしましても、市としてはこの制度の

趣旨と内容に沿って迅速かつ円滑に対応してい

く考えであり、主担当課を政策経営課としなが

ら全庁的に対応してまいります。あわせて、給

付対象者及び自治体において混乱が生じること

のないよう、遺漏のない制度設計について全国

市長会を通じて国に要請してまいります。 

  続きまして、陸上競技場の全天候型舗装につ

きましては、昨年の12月議会の場でも議員より

御質問をいただき、全天候型舗装に改修すれば

雨天時でも大会が開催できるなど、さまざまな

メリットがあること、また県内４地区の中で全

天候型陸上競技場がないのは唯一当新庄地区だ

けという状況なども御説明し、市スポーツ振興

審議会等の御意見も伺いながら検討を進めてま

いりました。 

  何より、５年に一度、公認申請の時期がめぐ

ってまいりますので、現在の第３種公認を維持

するとなれば、次回の平成23年10月までに必須

条件となった全天候型舗装も含めた改修費用と

備品購入費の総額で５億円前後を投入すること

になります。一方、第４種公認の場合はトラッ

クは現状のクレーのままでよく、改修に要する

経費はこの50分の１以下になります。現在、新

庄市陸上競技場で開催されている大会は新庄最

上の小中学生の地区大会だけであります。他地

区での開催が困難なこれらの大会で、子供たち
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がせっかくよい記録を出しながら公認されない

という事態だけは避けなければならないと考え

ております。そして、これは第４種公認グラウ

ンドであっても満たされることであります。 

  確かに、全天候型舗装でないことによるデメ

リットは依然として解消されないわけですが、

新しい財政再建プランを策定する新庄市といた

しましては、ぎりぎりの選択として第４次公認

の水準だけは維持しなければならないと考えて

おります。 

 （議場内停電） 

平向岩雄議長 暫時休憩いたします。 

 

     午後２時３２分 休憩 

     午後２時４５分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 トラックの全天候型舗装への改修

は、その次の公認申請である平成28年度までに、

財政再建の進捗状況と、合併が実現した場合は、

新市としての都市機能のグランドデザインや関

係団体の御意見等を総合的に勘案して判断する

ことになると考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

  次に、職員の地域担当制につきましては、御

承知のように、１月から５月にかけて管理職に

よる試行を実施し、その後、試行における課題

などについていろいろ検討を重ね、このたび市

内全地区の制度の説明に入ったところでありま

す。地域担当制は、平成20年３月に策定した新

庄市協働推進計画に掲げている特色を生かした

地域づくりの支援のための一手法と位置づけ、

地域に職員が入り、地域とコミュニケーション

を図りながら地域と行政がお互いに協力して、

最終目標としての危機管理をどう乗り越えるか

ということのための地域づくりの支援を目的と

しております。このたび全職員を40班に分け、

市内215地区の区長との面談を基本として始め

たわけでありますが、今後は地域住民の参加を

徐々にふやしながら話し合いの場を広げていき

たいと考えております。 

  金銭的支援が考えられるかなどのいろいろな

御指摘もありました。まずは地域住民と話し合

いの場を設け、それを広げていきながら、地域

担当制の将来の目標であります市民が主体とな

った安全安心の地域づくりを行政がサポートし

ていく姿に向け、人的支援も含め今後も取り組

んでまいりますので、よろしく御指導、御協力

をお願いいたします。 

  安心して働ける環境づくりでございますが、

住みよい暮らしを実現し、定住を促進していく

上で、産み育てる環境の整備、子育て支援は重

要な施策の一つです。全国的な少子化に伴う出

生率の低下や、進学、就労などに伴う人口減少

は予測を上回るペースで進んでおり、人口減少

社会への構造転換とともに、地方においても効

果的、継続的な対策が求められております。 

  市では第３次振興計画後期５カ年基本計画の

基本目標の一つに掲げた「安心して暮らせる安

全で快適な生活環境づくり」を進めるため、働

く場の確保、拡大とともに、子育て支援の充実

に努めてきております。子育て支援のシンボル

的施設でありますわらすこ広場は、ことし５月

に再開を果たし、子育て支援センターとあわせ

子供の遊び場やお母さん方の悩み相談、情報交

換の場として大いに活用されております。７月

には共働き家庭の児童の遊びや学習の場として

の学童保育所を北辰小学校に新設いたしました。

出産への支援としては今年度から妊婦健診の回

数をふやして改善を図っております。今後もさ

らに働きながら安心して子育てできる環境を整

備し、安心して快適に暮らせるまちにしていく

ため、予算との連動を図りながら子育て・教育
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支援のさらなる充実に努めてまいりたいと考え

ております。 

  さらに、働く環境づくりについてであります

が、新庄職業安定所管内の平成20年度10月の求

人倍率は0.62倍と下降に転じ、昨今の景気の落

ち込みを危惧しているところであります。本市

中小企業におきましても、景気の落ち込みによ

る影響が出始め、受注量の減少などが見られる

ようになりました。そのため、国の緊急保証制

度について、制度の認定機関として中小企業者

の資金繰りに支障が出ないよう迅速な認定業務

を行っております。 

  また、雇用問題につきましては、県では首都

圏での大学生及びＵ・Ｉターンを希望する方を

対象とした産業・企業就職ガイダンスを開催し、

Ｕターン就職に積極的に取り組んでおり、新庄

では山形県若者就職支援センター「出張相談in

最上」をゆめりあ内に開設し、毎週金曜日に専

門のカウンセラーが適職探しのためにさまざま

な相談に応じております。市といたしましても

関係団体と協力して、ふるさと就職相談会、最

上企業見学会＆ガイダンス及びチャレンジ就職

面接会を開催し、雇用の拡大に向けた取り組み

を強化し、就労対策に努めているところであり

ます。 

  さらに、指定管理者制度における雇用面の御

質問についてお答えさせていただきます。 

  市では指定管理者制度を導入するに当たり四

つの目標を掲げました。その一つが新たな雇用

機会をつくり出すことであります。今まで市職

員を配置していた施設について、このたび雇用

面の検証を行った結果、少数ながら雇用者数は

ふえ、目的は達せられていると思われます。ま

た、給与面に関して、生活を保障することが第

一との御指摘もありますが、現在、指定管理者

制度における人件費の考え方といたしまして、

市の嘱託職員の給与に準じた額で積算しており

ます。なお、今後、職務内容や責任に応じた内

容などを勘案しながら改善していきたいと考え

ておりますので、御理解のほどお願い申し上げ

ます。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） お答えありがとうござ

いました。 

  今、私の質問している全体的な件については

大方そのとおりだなと思います。その前段とし

て、やはり当市の予算なり税収の関係を見まし

ても年々少なくなりつつあります。そういう意

味合いでは、先ほども政策経営課長が言いまし

たとおり、22年度まで大体22.3％というような

公債費比率もこういう金額が多く入ればその分

だけ早くなるというような説明もありました。

そういうことを受けて、先ほど市長からもお話

がありましたが、道路特定財源の一般財源化に

よって１兆円というものが配算されますし、今

いろいろな問題について構想は迷走しているん

ですけれども、我々の意見を酌むということで

総理の方も考えているのではないかなと思いま

す。そういう意味では、11月にそういう要求、

要望をなさったということについても時宜を得

ているのではないかなと思いますので、今後な

お一層の御奮闘をお願いしたいと思います。幾

ら私たち地方の財政を切り詰めても、国から大

きな金額が16年度のようになりますと本当に大

変だなというのが実感としてありますから、そ

こも注意しながら御要望を続けていただきたい

と要望しておきます。 

  それから、定額給付金については、今月中に、

年末に皆さんに喜びをということで発足したわ

けですが、その結果というか、その経過がだん

だん先延びしていって、果たして本当に出るの

かというのが国民から見れば大きな不信を抱き

つつあります。いずれにしても、景気を回復さ

せる一つの目玉として２兆円出しているわけで
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すから、そういう意味合いでも早急に実施して、

そして私たちの手元にというふうになろうかと

思います。ただ、それが来る来ないも含めて庁

内ではいろいろな対策を練るわけですから、出

ないとすればその時間も大変なむだだなとも思

います。そういう意味合いで、これから要望す

るというのも何なんですけれども、出すという

ものにまた要望というのはあり得ませんが、そ

ういう意味では大変難儀をかける状況が出てく

ると思っています。そういう意味合いで、年末、

年度末、大変忙しい状況の中で出るわけですか

ら、そこの対策だけは万全にして、やはり労を

少なくして効果を大にするということで進めて

いただきたいと思います。 

  それから、次の陸上競技場ですが、私も一番

心配したのは合併とのかかわりでどうなるのか

なというのが本来の質問の趣旨であります。そ

ういう意味からいって、この陸上競技場は今回

の合併の取り組みの中の主要な項目の中には入

っていないわけです。そういう意味も込めてこ

こに提言していますので、28年度からというこ

とでなくて、今からその準備をしていただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

清水幹也生涯スポーツ課長 議長、清水幹也。 

平向岩雄議長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 陸上競技場の公認継

続の件でございますけれども、今、議員から御

指摘ありました合併のお話でございます。新市

としてスタートする予定としては22年度からと

いうことでございますけれども、仮に第３種公

認を継続するということになりますと平成23年

10月までには完成しなければならないというこ

とでございます。事業スケジュール的に申し上

げますと、２カ年事業でないと完成まで間に合

わないということになりますので、平成22年度

に事業化しないと間に合わないということにな

ろうかと思います。したがいまして、平成21年

度中にはその方向性をしっかり出さないと間に

合わないということでありますので、先ほど市

長から答弁ありましたように、まずは第４種の

公認を目指して改修の計画に向けて取り組んで

まいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 第４種ということで、

小中の競技をやって記録は今までどおりという

ふうにお話を伺っているわけですが、現場とし

てこれらに支障があるのかないのか、先生方の

意見というのはいかがなものかお聞きしたいと

思います。 

清水幹也生涯スポーツ課長 議長、清水幹也。 

平向岩雄議長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 ただいまこの地区で

開催しております競技につきましては、小体連

の陸上競技記録会、中体連の大会、新人大会等

がございます。これらの大会につきましては、

新庄地区陸上競技協議会が公認陸上競技場をも

って、なおかつ公認の審判員を配置すれば公認

の扱いになるということでございますので、こ

ういった形で今現在開催されている大会には支

障なく公認記録として上位の大会に上げること

ができるということでございますので、御理解

をお願いしたいと思います。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 高体連の場合はいかが

でしょうか。 

清水幹也生涯スポーツ課長 議長、清水幹也。 

平向岩雄議長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 高体連の方につきま

しては、残念ながら当陸上競技場では開催され

てございません。天童の総合運動公園の陸上競

技場を使用して大会等を開催しております。 

  以上です。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 
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平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 質問の趣旨は、先ほど

言いました合併とのかかわり、そしてこういう

公認を受けられない状況が出てきて、日程的に

も思うとおりいかないというもの、そこまで行

く経済的な面ということで最初に御提起申し上

げましたが、そこら辺の解決のめどは21年まで

と、そこまでにある程度明らかにするというこ

となんですが、今言った高体連も含めての構想

になるのか、ただ３種と４種の違いだけでお話

ししているのか、もう一度お願いします。 

清水幹也生涯スポーツ課長 議長、清水幹也。 

平向岩雄議長 生涯スポーツ課長清水幹也君。 

清水幹也生涯スポーツ課長 第３種公認の場合で

あれば当然県大会あるいは県の高校総体も含め

た形で開催が可能になろうかと思います。第４

種の場合ですと、先ほど申し上げましたように、

この地区で開催されているものにつきましては

これまでどおり公認扱いとなりますので、現在

の考えといたしましてはとりあえず第４種公認

を目指して改修をしてまいりたいということで

ございます。以上でございます。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 21年度までにある程度

の方向を目指す、それが４種だというふうにお

聞きしましたが、これを第一義に考えていただ

いて第３種で何とか取り組めないものかという

ことを再度要望して、この項は終わりたいと思

います。 

  あと、職員の担当制でありますが、市長のお

話しになっている言葉はこの説明の内容のとお

りでありますからそれはいいんですけれども、

地区の要望、地域の担当制の関係ということで、

今までの要望については今までどおりの担当課

でやるというふうになります。そうすると、ま

ちづくり会議もその要望の一つだとすれば、私

が実際に考えたわけですが、私のうちに来てい

ただいて、何するやと始まったときに、何をす

ればいいのでしょうかというのがこの前の話で

した。そういう意味合いで、あなたのおたくに

お邪魔しますから、いつがいいですかという状

況についても、私が市役所に行くから、そのと

きに用向きを足しましょうということで終わっ

たわけですが、そうしますと、もう一回はいつ

来るんですかとなったときに、その日程すらわ

からないわけです。そして、今、市長からいろ

いろお話ありましたが、地域の問題を取り入れ

て、そしてお互いに情報の交換をすると。今回

のように合併の話があるよと言えば、それはそ

れで済むんですけれども、そういう課題でいい

のか、それとも具体的なもので何かを考えてお

られるのか、そこが現場としては大変悩むわけ

です。ただ、今回集まってみて、ある町内では、

こんなに市役所の職員が我が町内にいたのかと

いうことで大変喜んでおりました。これを喜ぶ

ということは、若者が町内にいて、この方々が

行事に参加してもらったり、事業に参加しても

らえば、これはいいことだということでありま

すから、私の提案である地域に根差した職員を

育てる、この方がかえっていいのではないか。

これは金もかかりませんし、理想だけでいいわ

けですから。そういう意味合いで、具体的なも

のが何なのかということをもう一度お話しくだ

さい。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 本制度の掲げている目的ある

いは目標については、市長から答弁あったとお

りです。今のところ、同じ情報を持って各区長

さん方にお邪魔する、あるいは地域に入るとい

うのは年に３回程度だろうなと。あとはそれぞ

れ地域の課題について積極的に担当職員と一緒

になって解決したいという意向のところもあり

ますし、また全くそういう反応のないところも

ありますし、実態としてはいろいろなんですが、
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相手方の御意向にかかわらず一律に、例えば試

行のときは月１回なんていう形でお邪魔してま

したけれども、そういう形で進めるつもりはあ

りません。区によって定期的になるところとか、

一時期集中するかもしれないけれども、ならせ

ば大したことがないところとか、いろんな形が

出てくるんだろうと思っています。先ほど市長

から話があったように、将来形としては地域が

主体的に地域づくりをするところに職員も一緒

になって、そこに住む職員が中心メンバーの１

人となって一緒に地域をつくっていくような姿

を描いているんですが、一気にそこまで行ける

とは思っていません。 

  今、地域の中で、そこに住む職員が頑張れば

それでいいのではないか、余り面倒くさいこと

をしなくてもいいのではないかということなん

だと思うんですけれども、確かに町内会に積極

的にかかわっている職員とそうでない職員とい

ろいろおりまして、以前から御指摘を受けてい

るのは確かです。今回、私も地域担当の１人と

して同じ班の若い人たちと一緒にお邪魔してい

ろいろお話ししたんですが、やはり職員の中に

は区長さんと面識がないという者もおりまして、

地域担当制でお邪魔して話し合って、いろんな

ことをむしろ教わっていたような状況もありま

した。地域のことをいろいろ教えていただいた

ということがありました。そういったことを重

ねていくことによって、市長が打ち出した地域

における危機管理とか地域福祉といったところ

まで一気には行けませんが、それなりに時間は

かかると思うんですが、そういった積み重ねに

よって地域の人たちと職員が近づくことは間違

いないことですし、もう少し時間がかかるかも

しれませんが、今のような形で続けさせていた

だいて、さらにいろんな見直しをしながら発展

させていきたいと、抽象的ですが、そんなふう

に今のところは考えております。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 今、お話を聞きました

が、ますます区長としてはわからなくなるわけ

ですが、先ほど沼澤議員から話がありました炭

焼きの問題なども一つの例だと思うんです。そ

ういうものができたときに、いかにみんなをそ

ういうところに結びつけていくか、そういう目

的があるのか、それともただ単に地域の話を聞

いて、よかったなというのか、そこら辺がまだ

わからないわけです。そうだとすれば、ある程

度の町内の事業経過も聞きながら、ここは我々

が経済的にも支援しましょうとか、そういう目

的もなきにしもあらずかなと思うんですが、真

室川の場合は区長さんに対して毎月市報を配る

中で話があるかないかという、短い言葉である

と思うんですが、そういう交流すら考えている

のかいないのか、もう一度お聞かせください。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 具体的な例を今いろいろ挙げ

られましたけれども、市報をお届けするなどの

使送ですが、そういうことは考えておりません。

それから、その前に例としてお挙げになりまし

た地域活動、地域としていろいろな町内会の活

性化なんていうことでも、先ほど例に出したよ

うな特定の事業でもいいんですけれども、そう

いったものにきちんとかかわれる姿を描いてい

るということです。試行の段階でも、自主防災

組織を町内でつくりたいので、具体的にどんな

ふうにすればいいかとかという相談を持ちかけ

られた例もありますし、そこは具体的に今も進

んでいるだろうと思っていますけれども、例え

ばそういった町内会としてこうしたいけれども、

どうすればいいだろうかみたいなときに、きち

んとアドバイスできるような市職員としての立

場を我々自身も備えていかなければならないと

思っております。 

１２番（今田雄三議員） 終わります。 
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散      会 

 

 

平向岩雄議長 以上で本日の日程を終了いたしま

したので、散会いたします。 

  明日９日午前10時より本会議を開きますので、

御参集願います。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後３時０９分 散会 
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開      議 

 

 

平向岩雄議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名、欠席通告者は斎

藤義昭君、中川正和君の２名です。 

  それでは、これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

平向岩雄議長 日程第１一般質問。 

  これより２日目の一般質問を行います。 

  本日の質問者は４名であります。 

 

 

渡部平八議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 それでは最初に、渡部平八君。 

   （１１番渡部平八議員登壇）（拍手） 

１１番（渡部平八議員） おはようございます。 

  改新会の２人目になりますが、12月議会にお

ける一般質問をこれより行います。質問は大き

く２点についてお尋ねをいたします。 

  まず最初に、市長の政治施政（姿勢）、これ

は括弧して書いておりますが、何といいますか、

そういう姿勢です。 

  それでは、これから質問に入りますが、市長

就任後１年余になりますが、自分が市民を代表

して市政をするに際し、何を心にし、そして心

すべきことは何と思われましたでしょうか。議

会の議員もそれぞれ市民の代表であります。議

会と市側は車の両輪とよく言われますが、そう

した点でも市長はどう感じてこられましたでし

ょうか。 

  来年度予算編成もそろそろですが、優先度や

緊急性のもとに諸事業を進めるとありますが、

新規事業の抑制のもとに、何に重点を置いて予

算措置をなされ、その際、財政支出の大きな事

業では十分議会側と事前の協議も大事なことで

はと思っておりますが、その点について市長は

いかにお考えになっているでしょうか。 

  ２点目として、農政についてお伺いをします。 

  農業で他産業並みの労働時間のもとに所得と

いうことで、いろんな形態の経営をかつて示さ

れましたが、現在はどうなっているでしょうか。

そして、その結果と成果をどのように把握され

ておりますでしょうか。農外収入が近年とみに

著しく低くなっております。市の農政としてど

う対応していかれるかをお尋ねするものでござ

います。 

  以上、質問事項２点について、その中で政治

姿勢の中では５点、農政では二つの具体的な質

問をいたしましたが、御答弁のほどをお願いし

て、壇上よりの質問を終わります。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  それでは、渡部議員の質問にお答えさせてい

ただきます。 

  市長就任当初より申し上げてまいりましたが、

私が市政を運営するに当たり基本としている三

つの指標がございます。「人行きかうまち」「人

ふれあうまち」「ひと学びあえるまち」がそう

ですが、「人行きかうまち」は経済力、所得の

向上、「人ふれあうまち」は地域力、市民力の

向上、「ひと学びあえるまち」は教育力、人材

育成、この三つを指標として市政運営の柱とし

てまいりました。 
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  その中でも、経済力、市民所得の向上は最大

の課題であると考えております。県内におきま

しても、新庄市の所得が低い、郡内町村はもっ

と低いという現状があり、そういった状況が地

域住民の自信の喪失にもつながっているという

悪循環があると思います。農業所得の向上、企

業誘致など就労の場の確保、新たな産業の育成

など、あらゆる分野での所得向上が市民の生活

基盤を確保し、そのための手段としての人材育

成、そしてこの二つの力が地域力を向上させ、

市民が自信と誇りを持てるまちづくりにつなが

っていくものと考えております。 

  議会と市側は車の両輪、渡部議員の言われた

とおりであると思います。どちらが欠けても進

むことができない。市側が施策を企画立案し、

議会はより市民の目線で検討、提案し、よりよ

い施策をつくり上げていく、そういった過程は

不可欠なものであると認識しております。市民

生活を守る、また市民生活を豊かにするという

目指すべき方向は同じであると考えております

ので、今後も市民にとってよい関係で進んでま

いりたいと考えております。 

  また、当初予算編成の時期となってまいりま

した。各課の予算要求は既に提出されておりま

して、現在、政策経営課による担当者ヒアリン

グを行っているところです。今現在、合併にお

ける新市の協議も進んでおりますが、21年度当

初予算は新庄市単独では最後の予算編成となる

ことも予想されます。新市へ橋渡しのできる納

得のいく予算を編成したいと考えております。

行政は、その責務として市民の安全を守ること、

将来を担う子供たちの教育が基本にあると考え

ております。この方針に基づきながら予算編成

に当たりますが、具体的には、親子方式による

中学校給食、学校耐震化事業、神室荘改修事業

などを主要事業としてまいりたいと考えており

ます。 

  この５年間、着実に財政再建を実行してまい

りましたが、この間、社会情勢の変化とともに

新たな行政課題が出てきていることもございま

す。これらの課題に取り組めたことは５年間の

財政再建対策があったからこそだと考えており

ます。しかしながら、今後、市税や地方交付税

が漸減する見込みでありますので、一層選択と

集中に心がけて予算編成に当たりたいと考えて

おります。 

  御指摘のありました議会との協議についてで

ありますが、市政推進を行う上で議会との意思

疎通は大変重要だと思っております。来年度予

算の主要事業となります学校給食や神室荘改修

事業などにつきましても、事業推進に当たって

は今後ともさまざまな機会をとらえて御意見を

いただきながら進めていきたいと考えておりま

す。21年度予算編成に当たりましては、まず先

般、予算編成方針を配付して考え方を示させて

いただきましたが、今後は編成の状況を報告さ

せていただくとともに、御指導をいただきなが

ら仕上げてまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

  次に、農政についてですが、前段の農業経営

基盤強化促進基本構想の件ですが、これにつき

ましては平成17年度に全農家を対象として農業

経営の現状と今後10年間の経営の方向、農地の

取得あるいは貸し付けなどに関するアンケート

調査を実施し、平成18年８月に作成したところ

であります。この中で20種類の営農類型ごとに

その経営指標を示しております。これらの指標

を提示するに当たり、かつての土地利用型の複

合経営から本市水田農業ビジョンに掲げる振興

作物を中心に園芸作物や花卉などといった所得

率の高い複合経営へと移行する形で示しており

ます。また、農業経営基盤の強化の促進に関す

る目標では、これまでの主たる農業従事者１人

当たり500万円を400万円に他産業並みに引き下

げて設定し、担い手の確保に努めているところ

であります。現在、目標とする担い手数400経
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営体に対して280人が認定農業者として認定さ

れ、70％の達成となっております。しかし、昨

年の米価の下落や近年の農業資材の高騰といっ

た現状にあっては、経営指標を立てたくても実

行できない状況にあると言えます。 

  後段、議員が御指摘されたとおり、農外収入

に期待することもままならないことから、生産

費に着目した農業経営の確立と農政の抜本的見

直しが喫緊の課題と言えます。農業を基幹産業

とする本市といたしましても、農家所得の安定

確保に向けてＪＡ等関係団体と連携を密にして

県や国へ要望してまいりたいと考えております。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） ただいま市長より御答

弁をもらったんですが、まさしく市長が言うと

おり、議会側と市側はお互いに了解をし合って

事業を進めることがすごく大事だと思っており

ます。と申しますのは、今、それこそ新聞、テ

レビで言われている、百年の大事なときだと、

新庄市もそういう状況でないかなと。 

  私の記憶では、財政問題で一番大きく論議さ

れたのは、俗に言う新庄用水の市の債務負担行

為でした。そのとき市の方からいろんな根拠を

示されて、新庄市の財政は大丈夫なんだと。議

会側では本当に大丈夫なのかと、何回も論議が

されました。そして、結果的に議会も賛成多数

で債務負担行為を可決したわけです。その後、

この債務負担行為はまかりならんという声が出

て、市に対して住民監査がなされました。平成

５年です。そして、監査委員会ではおよそ１カ

月ぐらいかけて審査して「却下」という経緯が

ございます。さらに、その請求者が納得せず住

民訴訟まで、約１年何カ月かけて、これは可決

した予算の支出の差しとめです。こういう経緯

がございます。 

  今、振り返ってみますと、あの当時より新庄

の財政は厳しいんでないかと。また、議会側も

相当の賛意をもって市側で出された予算を可決

していかないと、またあのときのような状況が

出てこないかなと私なりに心配しております。

地方議会は、大きな責務としてチェック機関で

あると、地方議会の議員はそういうふうに言わ

れております、国会は立法府。そういう意味で

も我々は予算提案されたものをあらゆる角度か

らこれは本当にみんなのためになるのかと、そ

ういうことをチェックする機能が大きな役割だ

と、こういうふうに学者さんたちなんかで言わ

れているわけです。 

  具体的に入りますが、先般、私ども文教の協

議会において神室荘の改修の件が出ました。あ

の神室荘の改修の件については、行政改革委員

会ですか、正式な名前を間違ったら御免くださ

い、そこでいろいろ論議なされて、神室荘も民

間へ委託すべきだという答申をなされまして、

それを受けて市ではいろいろ経緯がございまし

た。特老と神室荘と二つ出てきまして、そこで

何というか、これは余り言えない言葉なので差

し控えますが、ともかくいろいろありました。 

  いずれにしても、神室荘をあのままでは引き

受けることができない、新築して移転をしたな

らば私どもで受けても結構ですよと、新寿会の

方でそういう流れがございました。そして、新

寿会の方では消費税を入れて105万円の経費を

かけて実施設計まで終わったわけです、１人部

屋が何個とか２人部屋が何個とか。実施設計が

できたのが平成14年７月でした、設計者の日付

を見ますと。 

  そういう中で、今議会でも全員協議会でも複

数の議員から神室荘についていろいろな質問や

ら提言やら御意見がありました。神室荘につい

ては、いずれは移転して新築して新寿会に委託

するという大きな流れがございましたので、こ

の定例会あるいは予算委員会、決算委員会、所

管の委員会でも神室荘についてはほとんど触れ
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てきませんでした、私の記憶では。それが急遽

３億円を上限として改修するという言葉が出て

きましたので、私も内心びっくりしました。そ

れならば、いろいろな経緯があって必ずしも喜

んで引き受けてくれた新寿会側とはどういう話

になったのかと。これも新寿会の方に私なりに

お聞きしてみましたところ、市側の話と向こう

のあれが同じ方向にしても道路がちょっと違っ

ているような印象を持ちました。その後、市の

方でも何かそういう話がちょっと出てきました

ので、改めて新寿会の方に行って理事長さんあ

たりと話をしたそうですが、こういう大きな問

題についてはもうちょっと事前にある程度双方

の納得、責任ある立場の人が納得できるような

話し合いのもとに進めていかないと「労多くし

て功少なし」と、逆にお互いに疑心暗鬼になる。

物すごくお互いの信用関係が大きく崩れる。私

は議員としても大変心配しました。 

  そういうことで、今、市長が申しましたが、

21年度ですか、予算が神室荘の改修とか親子方

式の給食とか耐震化、そして意思の疎通が大変

大事なんだという御答弁をお聞きしたんですが、

まさしくそのとおりで、今後21年度から予算措

置される神室荘の工事内容ですか、これをもう

一度精査して、いずれは建てかえという大前提

がある、あそこはちょっとほかのものと違うわ

けです。普通の家庭だったら、５年、10年後に

建てかえするんだと言えば、できるだけ経費を

かけないで維持管理に努めるのが普通の家庭の

あるべき姿だと思うんです。行政も同じでない

かと。 

  この点、この前我々に示された文書によりま

すと、今後政策経営課と十分協議をしながら進

めていくと載っておりましたので、政策経営課

長、その点について見直すものは見直すと、で

きるだけ経費はかけないと、そういうふうにや

るのかやらないのか。ただそのまま我々に３月

の予算に予算措置をして市長が提案なされるの

か。議会も難しいんですよ、市長。一般会計は

一つで出てくるわけよ、130億とか150億とか。

その中の一つに反対だって、条件つき賛成とか

条件つき反対なんていうことはできないわけ、

我々は。だめだとなれば一般会計一つが全部だ

めになるわけ。この面がだめだと、断固として

だめだとなれば全部否決ですよ、一般会計この

１冊全部。決算は否決しても何ら影響ないわけ

よ、執行部としては。我々もそれまではやりた

くないわけだ、実際４月から動かないとみんな

困るわけですから。だからこそ今まで項目の盛

りかえとか、かつて私が知っている限りでも４

件ほどありました。そういうことにならないよ

うに、ぜひ、市長が神室荘の荘長さんなり福祉

事務所の所長なり、政策経営課長からいずれ上

がってくるとき、市長も心して、この辺はどう

ですかとか。提案者は山尾順紀市長でございま

すので、その辺、政策経営課長はどうお考えに

なっているのかひとつお願いします。 

國分政嗣副市長 議長、國分政嗣。 

平向岩雄議長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣副市長 御提言の養護老人ホームの改修

につきましては、これまで渡部議員を初め議員

各位から御助言、御提言をいただいてまいりま

した。今後、この事業の予算化につきましては

御助言、御提言を十分に酌みまして、事業規模

あるいは財源対策に考慮してまいりますので、

よろしくお願いいたしたいと思います。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 副市長より十分財源的

なものからいろんなことを配慮していくという

お言葉をいただきましたので、ぜひ必要最低限

の整備をやって、私も時々神室荘にも参ります

が、トイレですか、ああいうものはもっと早く

やるべきでした。それから、直接現場を預かっ

ている叶内荘長さん、やはり自分が預かってい

る現場であれば、だれだって同じ、学校を預か
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っている校長は学校をよく子供のためにやりた

い、施設を預かっている荘長さんは入居者にい

い環境の生活をしてもらいたいと。また、芸術

文化の施設を預かっている責任者はよくやって

もらいたいと、スポーツ関係もよくしてもらい

たいと。ただし、おのずと限度というものがあ

る。そこをよく考えて必要最小限の整備を。 

  新築ですか、こういう言葉がなければ私は結

構なんですよ、幾らかけても。目の前にぶら下

がっているんですから、向こうでは実施設計ま

でできているわけです。計画だと16年で既に建

っているわけよ、実施設計が14年にできて。た

だ、市の方の台所事情がこういうことで、これ

はやむを得ない。これを副市長が言ったとおり

心して、議会側からも余り大きな摩擦が起きな

いように、会派代表者会議なり議長を通して、

所管の文教厚生の委員長あたりを通して、よく

詰めて３月の予算に盛り込むように。またここ

で「これではだめだ」とか「盛りかえしろ」と

か凍結だとか、そういうことにならないように。

副市長がそういう気持ちで取り組むというお話

ですので、やはり事前に、大きい仕事になれば

なるほど、かつて私どもの大先輩の今田壽郎さ

んがおっしゃっておりました。大きな木を移植

するときは時間をかけて、いわゆる根回し、葉

回しということが大事なんだと、無理して移植

すると木が枯れるという言葉もありますので、

心して取り組んでいただきたいと思います。 

  次に、農政についてお伺いしますが、市長か

ら答弁あったとおり、かつて企業の労働者並み

の時間で、あのときは2,000時間でしたか、今

は1,800時間と言われておるんですが、そして

500万円の所得を上げると、いろんなケースを

立てたわけです。ところが、それが必ずしも成

功しなかったと。ただ、その計画を立てるに際

して、農協なり、かつての改良普及所なり試験

場なり、そういうところと十分話を詰めて、そ

して経営体モデルというか、そういう形態を今

までも立ててきたと思います。今後、そういう

反省を踏まえて、石橋をたたいて、石橋をたた

いて「これなら大丈夫です。あなた方やってく

ださいよ」ということをやらないと、私どもの

周辺の農家を見ても、そういうことを受けて例

えばコンバインを大きくしたとか作業場を大き

くしたとか、畑の規模を拡大したとか、野菜の

関係の機種を購入したとか、大きくしたほど何

か苦労なされているようです、いろんな面で。 

  かつて、こういう形態を立てた限りは、農林

課でそれなりの技術を持った職員がいて、田ん

ぼに来ればひざの上までズボンをまくり上げて

はだしで入って、畑に行けばシャツを脱ぎ捨て

て、くわを持ってみずから農家を指導したもの

です。今そういうことができる職員は農林課に

おりますか。 

  農林課の最大の命題としては農家所得の向上

を目指すと、これが大きな命題と私も認識して

おります。そういう意味で、計画を立てたなら

ば、十分に農家の人々が信頼できる、信用でき

る、自信を持って取り組めるような経営方策を

出さないと、ただ紙の上だけで書いたのでは、

今までもずっと苦い水を飲んできた繰り返しに

なるんでないかと。 

  そういう意味で、新庄市では専門職という職

員が２人おるそうです。最上町ではあれぐらい

大きい町で専門職というのはおられません。真

室川もいるそうです。市に農業関係の専門職が

おられるか、おられないか。その専門者がごく

普通の農家の方々より勉強できないと教えるこ

ともできないし、聞くことをしない。学校の先

生が生徒よりだめだと。なるほど農協の職員な

り市の職員は我々より勉強している、大したも

んだなという尊敬の念を持って見られるような

職員にならないといかがなものかなと。 

  ただし、そのためには予算的な裏づけも必要

になってきます。私は今ここでいろいろ言って

おりますが、現実として市の職員がそれまです
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ることは難しいんじゃないかと見ているんです、

実際面として。人事異動とか、いろいろござい

ますので。そうなれば市が農協なり県の機関な

りと十分話し合いをしてやっていかなければ、

ただ紙に書いた一つの文章にすぎなくなる。そ

の点、これは農林課長、どのように今後進める

のか。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 私ども農林課としましては、

議員おっしゃったとおりでございます。農家の

所得向上を目指すということで、私どもは現場

を主体にして県と連携して、圃場の実証とか園

芸関係、そういうことで取り組んでおります。

その中で、私どもの職員にも、大学、専門知識

を持った職員もおりますし、その中で農業大学

校の産地研究室、また県の農業技術普及課、振

興課の方と一体となって連携して、農業者の研

修とか技術の向上を目指して取り組みをしてお

ります。その中で、新庄市の農産物として所得

を上げる作物、米を主体として畜産、園芸関係

の作物をどのようにこれからブランド化してい

くかというようなことを目指して取り組んでお

ります。 

  そうした中で、今後についても、農業所得が

県内４ブロックの中で一番低い数字になってい

ます。農林水産統計でも131万円ほどの数値に

なっております。税務課の方の農業所得で申告

の数値を調べました。19年度と20年度、基本構

想策定後に認定農業者になった方々の農業所得

を実際に調べました。その中で170万円ほどの

平均所得になっています。統計数値から言えば

高いんですけれども、400に対して43％ぐらい

の数値の結果になっています。そういう実態を

踏まえて、先ほど申し上げましたブランド化、

技術の向上といいますか、生産所得の向上を目

指して頑張ってまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 今まで私はいろいろ質

問なり意見を申し上げましたが、それぞれの答

弁者より私なりに納得できる答弁をいただいた

と思っております。神室荘は考えると、農林課

ではこれから所得向上に、責任という言葉は使

わないけれども、今までと違った面の指導を図

ると、大変結構です。 

  この議場は、特に一般質問が言葉のやりとり

で終わっては私はだめだと思うんです、言葉の

やりとりでは。特に一般質問というものは通告

制で、なぜ通告制かというと、自分の聞かんと

することを子細に相手に通告しなさいと、相手

はそれにのっとって答弁をする、そういう意味

で具体的にいろいろ申し上げております。 

  さっき市長から人材育成も大事だという言葉

が出てきたんですが、専門職ですか、建築とか

農業、土木とか、いろいろあるんですが、そう

いう専門職が民間企業のいろいろやっておられ

る方々より新庄の専門職の方が少し上を行かな

いと、公共事業にしろ、農業指導にしても何か

ちょっと、例えば建築、土木にしても、資材だ

って毎年新しいのが出てくるわけ、技術も毎年

進んでくるわけ。新庄市の専門職がそれに追い

ついて追い越していかないと民間レベルの専門

的な技術者より負けているわけ。負けるという

ことは、相手がどう思うか。そういう人たちと

いろいろ話し合いをしたとき、新しい資材もよ

く熟知してない、新しい技術も何かちょっと。

そういう懸念がこのごろ特に見えます。かつて

市の職員がみんなやったわけよ、設計なり何な

り。今は何か余り見受けられない。何々設計会

社、何々コンサルタントと。これはできないか

らやらないのか、それとも向こうにやった方が

金が安いからやってもらうのか。金が安いから

やってもらうんだという答弁だと思います。た

だし、そこで問題は、そういう方々より一歩進
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んだ目を持って、技術を持っていないとだめだ

と。チェックすることもできない。だから雪国

に余りそぐわないような建物を建てたりするわ

けよ、設計者は。そういう意味で、いわゆる専

門職ですか、そういう技術者を今後市長として

職員をどう育てていくのか、ひとつお聞きした

いと思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 渡部議員から示唆に富んだ質問を

大変ありがとうございます。 

  専門職のあり方は大変難しい状況になってい

るということ、一たん雇った職員をどう研修さ

せるかという問題も含んでおります。そうした

ことで、専門職のあり方というのをもう一度総

務等に今後あり方についても検討させたいと思

っております。 

  農業関係における専門職、それぞれ得意、不

得意の分野はもちろん、すべてに対して先行的

な技術、知識を持ち得るということは現状とし

ては大変難しい状況にあると思っております。 

  もう１点は、技術指導の先にあるもの、今、

農業事情をつぶさにいろいろな話を聞いたとき

に、つくったあとの問題、経営力というものが

今一番求められてきているのかなと実感してお

ります。それぞれつくる技術においては市の職

員よりも大変すばらしく実践していらっしゃい

ます。その先、売る技術ということが今求めら

れているのかなと思っています。現在、東京事

務所に派遣しております職員は、企業誘致もさ

ることながら、市場関係、市場とか、そうした

関係との連携先なども探るように指示している

ところであります。今後、つくったものがどう

いう形で新庄のものがブランド化されて市場に

出ていくか、そういう仕組みづくりにつきまし

ても、市単独というか、行政のみでできること

ではございません。そうした意味で、つくって

いらっしゃる農家の皆さんの話を聞き、そして

農協関係との綿密な打ち合わせ、販売戦略を持

っていって、つくる人たちに夢を与えるという

方向も大事なことだと私は考えております。そ

うした意味で、御指摘いただいた専門職という

のは、今、職員がどんどん減っていく中でそれ

を抱えるということは大変厳しい時代にもなっ

ておりますので、今後さまざまな形で研究させ

ていただきたいと思います。 

１１番（渡部平八議員） 議長、渡部平八。 

平向岩雄議長 渡部平八君。 

１１番（渡部平八議員） 市長より、つくる技術

も大事なんだけれども、つくったものを売る、

いわゆる流通学、これは確かに必要だと思いま

す。そこで、市長、今、県が打ち出している、

あそこの農業大学校で流通学を教えるような拠

点にしたいと言っているわけよ。どうですか、

市長、県に行って、ぜひそういう面をできるだ

け早く内容を充実して、新庄の農業のためにお

力添えをしていただきたいということを早速行

って、ほかの人が２回行くときは３回、３回行

くときは４回、そういうお気持ちはあるかない

か、ひとつお願いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 農業大学校につきましては、今年

度より加工部門の科が設置され、今度は経営科

を設置する予定でおります。そのことにつきま

しても県に今後の人材育成という観点から強力

に進めてもらいたいということを申し入れして

おります。一方、山大との連携関係におきまし

ても、販売技術を磨くというＴＭＯの相談がご

ざいました。しかし、既に働いている方が大学

院制度にのって一般の技術を勉強するというこ

とは、呼びかけてはおるんですが、なかなか難

しい状況であると。次の人材育成という関係で

は、現状としては神室産業高校の卒業生、農業

大学校との連携を図らなくちゃいけないという

ようなことで、これまでは定員の中で新庄から
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の入学生が最上郡から数少ない７名前後しか入

っていないと。大多数は県内ですけれども、遠

くは北海道、秋田、青森、何の勉強かと聞きま

したら、サクランボあるいは果樹といったよう

なことについて、ぜひ山大、農業大学校で勉強

したいという方々が来ている。そういう部門が

あるんだということを次なる時代の子供たちに

教えていかないといけないと思っております。

なかなか高校を卒業すると即現場なのか、一た

ん農業大学校等でさらなる専門技術を身につけ

る。現在、地域の中で活躍している若い農業青

年はかなり農業大学校で身につけた知識、技術

を駆使して頑張っておられるということもあり

ます。そういった面で、神室産業高校との連携

なども図りながら、農業大学校の位置づけを

「新庄にあってよかった」というふうに必ずや

していきたいと思っております。 

  今いただいた、二度、三度と言わずに四度、

五度と出かけて、そういうことを申していきた

いと思っておりますので、今後ともよろしくお

願いします。 

１１番（渡部平八議員） 終わります。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時４５分 休憩 

     午前１０時５５分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

小関 淳議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、小関 淳君。 

   （５番小関 淳議員登壇）（拍手） 

５ 番（小関 淳議員） 大先輩の後ですので、

ちょっと緊張しておりますが、始めたいと思い

ます。たいまつ’07の小関です。 

  この12月議会では、いろんな意味での我が新

庄市が持つ大切なエネルギーをこれからどう維

持し、どう膨らませていくのかというテーマで

一般質問をいたします。 

  ことし１月、総務常任委員会で訪れた岩手県

葛巻町の視察は私にとってかなりインパクトの

あるものでした。この町は地域が持つプラスに

なる、あるいはマイナスにしかならないエネル

ギーを改めて資源として受容し、それを有効に

利用するということが自治体にとっていかに重

要なことかを痛切に教えてくれました。あの日

から葛巻町と新エネルギーに関する本や記事を

集め、自分なりに情報を得てまいりました。し

かし、短時間の視察では実際の現状を感じ取る

には至りませんでした。知人に葛巻町の話をす

ると、ぜひ行ってみたいということになり、９

月、葛巻町に個人的な視察として申し入れまし

たが、来年の夏まで視察受け入れスケジュール

が埋まり、対応できないとの返答でした。しか

し、どうしても今の実態を見てみたいと町内に

宿をとり、１泊２日でまるでスパイのように走

り回り、住民の視点から実態を見てきました。

すると、他の自治体に例を見ないほど先進的で

意欲的な産業やエネルギー政策を進めている実

績と、公表されているさまざまな情報との多少

のずれが見えてきました。世界の中でクリーン

エネルギー事業のトップランナーとして走り続

ける自治体の現実と苦悩を感じ取ってくること

ができました。 

  その後、10月末には知人とぽんこつの車を走

らせ、豊富な水資源を有効に利用している山梨

県北杜市へ小水力発電の可能性を見てきました。

20坪ほどの小さな施設で発電される電力は毎時

250キロワット、お金に換算すると１日約７万

円になり、年間2,500万円にもなるという話を

担当者から聞き、大変衝撃を受けました。さら

に、北杜市では先細っていくだろう地方交付金

を想定してのことか、今後複数の小水力発電施
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設の増設を計画しているとのことでした。地方

自治体の厳しい財政事情や世界的なＣＯ2削減

の流れの中、これまで飲料や農業などにしか利

用されていなかった水をもう既にエネルギーと

して利用し、石油依存社会からの脱却を目指し

始めているのです。 

  新庄市が財政再建中であることは十分承知し

ていますが、こういうときだからこそ、原油価

格の乱高下に翻弄されないような自前のエネル

ギーについて真剣に考えていかなければ、地方

の特に豪雪地域の未来は大変厳しいものになっ

ていくように思います。ということで、通告書

に従い、さまざまなエネルギーに関する質問を

していきたいと思います。 

  まず初めに、エネルギーとしての産業につい

ての質問です。 

  今、金融危機のあおりで、日本にとどまらず

世界経済全体が未曾有の危機的状況になってい

ます。日本でも自動車産業などの人員整理が社

内的弱者の非正規労働者から始まり、正規労働

者にも及んでいます。恐らく県内にもその波が

間もなく押し寄せてくるのではと危機感を持っ

ています。 

  我が市の中核工業団地にも自動車関連企業は

ありますが、現在どのような状況になっている

のでしょうか。電気や石油などのエネルギーを

利用し、製品を生産することを一般的に工業と

言うのでしょうが、私は地域から考えれば企業

そのものがエネルギーの固まりではないかと考

えています。その企業の業績が悪化すれば税収

や雇用も減っていき、地域全体のエネルギーが

どんどん低下していくことになります。 

  きのうの奥山議員の質問にもありましたよう

に、有効求人倍率がかなり低い数値となってい

ます。この状況をどうとらえ、市長としては今

後どのように改善していこうとしているのでし

ょうか。そして、今後、工業団地等にどのよう

な業種の企業を誘致しようとしていて、進出予

定の企業はあるのでしょうか。 

  このように産業自体をエネルギーとしてとら

えれば、農業についても同じことが言えると思

います。農業の収益が低下すれば、やはり輝く

田園都市新庄は名ばかりとなってしまいます。

国の農政がよくないという現実もありますが、

農業が再び本来の元気を取り戻すために、どの

ような事業を進めているのでしょうか。そして、

市場競争力を高める農業について、現在進めて

いる政策はどのようなものがあるのでしょうか。 

  次に、職員のエネルギーについての質問です。

私は以前から職員についてのいろいろな質問を

しておりますが、一部の方々から「職員はみん

なちゃんとやっているから、余計な質問はする

な」というようなことをよく言われます。しか

し、職員のことを考えれば考えるほど、特に若

手の職員の10年後、20年後の将来を思えば思う

ほど、どうしても確認しておかなければという

思いに駆られてしまいます。若手職員の行く末

も心配ですが、最終的には職員の意識が充実し

ないことにはすべて市民サービスに大きな影響

を及ぼすと考えるからです。地方公務員法には

服務の根本基準に「すべての職員は全体の奉仕

者として公共の利益のために勤務し、かつ職務

の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念し

なければならない」とあります。私は、今後も

市民のために意欲的に全力で、さらに安心して

職務を遂行してもらえるような体制づくりにつ

いての質問をこれからもどんどんしていこうと

考えていますので、執行部中枢の皆様、よろし

くお願いいたします。ということで、今回は数

ある中の三つだけ質問いたします。 

  まず、国や県からの調査報告書作成などで重

複するような作業があるため煩雑だという話を

よく聞きますが、地方分権という流れの中で、

そして真の権限移譲を受けるため、そして何よ

りも住民サービスに対してより多くのエネルギ

ーを注ぐようにするためにも、事務量全体の大
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幅な軽減が必要ではないかと考えます。現在の

事務量はどのような状態なのでしょうか。そし

て、今後どのように軽減していこうとしている

のでしょうか。 

  二つ目ですが、国の政策が二転三転すること

により市の窓口業務がかなり混乱したと聞きま

したが、どのような状況だったのでしょうか。

そして、今後このような状況を回避するために

どう対処していくつもりなのでしょうか。さら

に、今後は定額給付金という制度を地方分権と

いう言葉を使い、その非常に困難な業務を各自

治体に任せようとしている政府に対して市長は

どう訴えていくつもりなのでしょうか。 

  三つ目は、今までに何度か質問をしている職

員研修についてです。私は、たびたび今のよう

な厳しい状況だからこそ職員研修は重要で、特

に若手職員の研修は積極的にすべきであると、

鈴木葛巻町長の例や他自治体の例などを挙げな

がら訴えてきました。そのことが来年度にはど

う反映されてくるのか今から楽しみにしていま

すが、実際、予算や制度など、どのように充実

させていく計画になっているのでしょうか、ぜ

ひ具体的に聞かせてください。 

  最後に、現在と未来の市民エネルギーについ

ての質問です。つまり、新庄に暮らすすべての

住民のエネルギーをどう増幅し、地域全体をど

のように充実していこうとしているのか、さら

に未来を生きる子供たちをどう守り育てていく

のかということを確認しておきたいと思います。 

  最初に取り上げたように、地元の経済も過去

に経験したことのないような厳しい状況になっ

ていると感じます。特に公共事業に左右される

土木建設業などの状況は、市財政再建プランの

投資的経費の部分を見ても歴然としています。

その土木建設業には厳しい農政の中で苦しむ多

くの農業者が重なっています。このままの流れ

でいけば地域全体のエネルギーが急速に減退し

てしまうのではないかと危機感を感じています。 

  そのような状況の中で、市が進めようとして

いる市民協働、それが果たして本当に市民に受

け入れられ、事業として機能するようになるの

でしょうか。私はなかなかすんなりとはいかな

いような気がしてなりません。そこで、市民に

指定管理者制度を含めた市民協働というものを

より理解してもらい、協力してもらうためには、

現在の市民が置かれている状況を十分に把握し

ておかなければならないと思うわけです。その

上で無理なく進めていかなければならないので

はないでしょうか。それと同時に、以前、市が

進めてきた身の丈をはるかに超えた大規模事業

により膨らませてしまった借金の責任を市と

我々議会がしっかりと認識しておかなければな

らないと思います。過去を十分に反省し、過ち

は繰り返さないという意思を市民にちゃんと示

した上で市民に市民協働をお願いするというの

が筋ではないかと私は考えますが、いかがでし

ょうか。 

  次に、未来を担う子供たちのエネルギーをど

う守り続けていくのかという質問です。新聞な

どによると、日本全国で妊産婦の死亡事故が相

次いで起きています。先日は北海道で生まれた

未熟児が病院をたらい回しにされ、命を落とす

という事故も起きてしまいました。やはり少子

高齢化問題を解決しようとするならば、妊産婦

の不安をなくし、安心して出産、育児のできる

地域、そして地域医療体制の充実が一番の根本

だと思いますが、市の産科、小児科などの医療

体制、特に救急体制は十分に整っているのでし

ょうか。 

  次に、保育所の民営化についての質問です。

可能性のいっぱい詰まった子供たちをいかによ

い環境の中で伸び伸び育てていけるかは、その

地域に暮らす大人たちの豊かな人間性を示すバ

ロメーターだと言う人もいます。市でも行財政

改革中とはいえ、子供のことを最優先に考え、

子供の明るい未来を想像しながら多くの事業を
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進めようとしているとは思います。そういう思

いで北部保育所を民営化するのだとは思います

が、一応確認させてもらいます。保育所の民営

化は行財政改革の流れとしてはいたし方ないと

いう部分はありますが、将来を担う子供たちが

持続的に安心して利用できるシステムが果たし

て確立されているのでしょうか。最後にそれだ

け聞かせてください。 

  これで議員になってから７回目の質問を終わ

りますが、先月、仙台であった地方議員セミナ

ーの講師が参加者の前で言い放った言葉は、今

でも私の脳裏にぐさっと突き刺さっています。

それは「首長も議員も職員も明確な理念を持て

ないのならば即刻辞職しなさい」という言葉で

す。私自身、なかなか思いどおりにはいかない

日々ですが、自分の役目をしっかりと認識し、

これから一生懸命精進して、市民から「辞職し

なさい」と言われないようなちゃんとした議員

に早くなりたいと思います。 

  以上で壇上からの質問を終わります。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小関議員の質問にお答

えさせていただきます。事前通告いただいたこ

とをまず先に総括的にお答えさせていただきた

いと思います。 

  新庄が持つエネルギーをどう維持、増幅させ

ていくかということですが、経済の見通しに対

する不透明感、言いかえれば市民の生活に対す

る不安が払拭できない現状が続いております。

世界規模での経済状況が及ぼす本市への影響に

対しては、本市の経済規模を少しでも強化して

いくことが必要ですが、そのためには人づくり

を初めとした基本的な土台の強化が重要と考え

ています。 

  例えば、企業が求める人材を育成するという

課題があります。地元企業が求める知識や技術

を高いレベルで確実に習得できるようなシステ

ムづくりを進める必要があると考えています。

企業と学校が互いに将来を見据え、難しい議論

を重ねる必要があると思いますが、このような

連携は重要視していくべきと考えております。 

  また、従来の稲作主体の農業経営が困難な局

面にある中で、新たな作物や新たな農業経営に

取り組むことができる知識と技術、そしてすぐ

れた経営感覚を持つ人材育成は非常に重要な意

味があると考えています。これらの各方面と連

携が不可欠でありますが、取り組むべき課題で

あります。このような人づくりが物づくりへと

発展することで地域経済基盤を強化し、最終的

に安定的で安心な市民生活が送れるよう努力し

てまいりたいと考えております。 

  また、人づくりをもっと広義にとらえ、経済

に直結する部分だけでなく、あらゆる部門にお

いて個々の持つ本質的な力を高め、それを遺憾

なく発揮できるような環境づくりが本来最も重

要なことであり、その機運を醸成し、後押しし、

地域としての力を高めていくことが我々に課さ

れた責務であると考えています。 

  新庄が持つさまざまなエネルギーをこれから

どう維持し、どう増幅させていくか、工業団地

にどんな誘致を考えているのかということです

が、企業誘致に関しての御質問ですが、昨年、

企業誘致に関する新たな法律として企業立地促

進法が施行されました。これに基づいて、山形

県内陸地域の工業団地を有する15市町において

超精密ものづくり産業の集積を図るための基本

計画を策定し、国の同意を得ました。具体的な

業種といたしましては、超精密技術関連、有機

ＥＬ関連、自動車関連の集積を目指すこととし

ております。 

  特に、新庄市におきましては、岩手県の関東

自動車、宮城県に進出するセントラル自動車の

組み立て工場への地理的な優位性を生かして、
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自動車関連業種の誘致を目指しております。誘

致先につきましても、首都圏のほか中京圏まで

地域を広げて誘致活動を行っており、新庄中核

工業団地へ興味を示された企業や未操業の企業

への早期立地のお願いもあわせて行っておりま

す。 

  先般、開催されました工業団地立地企業との

懇談会では、団地内の企業による関係強化によ

って取引拡大につながるような取り組みを推進

することが今回初めて確認されました。新たな

動きが見られ、これは誘致活動業務の好材料に

もなることから、今後の動向を注視するところ

であります。 

  ただ、昨今の世界的な景気の落ち込みによっ

て、製造業を初め多くの業種で設備投資計画の

見直しを図るような事態となってきております。

企業誘致につきましては厳しさが増しておりま

すが、継続した取り組みをする必要があると考

えております。 

  新庄の持つさまざまなエネルギーの市場競争

力の高い農産物を生産する政策ということです

が、当市の農業生産構造は長く水稲が産出額の

多くを占めるものでありましたが、近年、畜産

を初め野菜、花卉部門の導入と複合型へ移行し

つつあります。平成18年実績で見ますと、ニラ、

ネギなどの葉物やタラノ芽、ウルイなどの山菜

系を主体とした野菜部門で７億円、トルコギキ

ョウ、バラを主体とした花卉部門で３億5,000

万円の販売高となっています。特に山菜物やト

ルコギキョウは首都圏の市場においても一定の

評価を得ているところであります。ここ数年で

は山形園芸担い手チャレンジプラン支援事業や

強い農業づくり交付金などの積極的な活用によ

り、ネギ、サトイモなどが急速に伸びつつあり、

今後の重点作物として期待されているところで

あります。将来的には、県とともに進めている

夏秋イチゴの産地化や自然条件を生かしたヤマ

ブドウ、山菜、薬草なども力を注ぐべき部門で

あると考えています。 

  また、畜産においても、最上家畜市場は昨年

の高値から相場が下がった今年度においても他

の市場より平均価格で上回っており、優良子牛

産地として評価を受けているところであります。

今後も県産スーパー種牛「平忠勝」の血統が市

場に出てくることから、さらなる飛躍が期待さ

れるものと考えております。 

  今後の当市の農業生産の方向性を考えた場合、

市町村合併等も視野に入れて、この最上地域全

体で水田、畑作、施設園芸、果樹、畜産のバラ

ンスのとれた営農類型を確立していくことが重

要です。さらに、市場競争力を高めるために、

消費者ニーズの的確な把握と当地域の自然条件

を生かし、逆手にとった栽培技術の開発と生産

コストの削減を図っていかなければならないと

考えております。 

  次に、職員エネルギーについての御質問であ

ります。地方分権改革推進法の施行による国か

らの権限移譲の流れの中で、地方自治体は地域

の総合的な行政主体として新たな役割を担える

体制の強化と、それと並行して事務事業の見直

しを進めていかなければなりません。限られた

人材の中で、より効率的な行政運営を目指し、

今後とも事務事業評価や施策の明確な優先順位

づけによる取捨選択を進める中で、人員に見合

う適正な事務量を保っていきます。 

  国の施策導入に伴う住民への対応については、

一連の医療制度改革においてかなりの影響が生

じましたが、定額給付金も同様と見込んでおり

ます。これら住民や自治体事務にかかわる重要

な課題については日ごろより地方６団体を中心

とした要望活動を継続して行っており、今後と

も自治体窓口において無用な混乱が生じないよ

う要請を続けてまいります。 

  このような時代において、将来を担う若手職

員には柔軟で創造的な発想能力、専門的能力、

問題解決能力が求められます。政策企画研修へ
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の支援や自治政策課題研修への派遣など、挑戦

的に取り組もうとする意欲を停滞させることな

く、向上心が反映される研修体制を目指してま

いります。 

  次に、指定管理者制度を含めた市民協働に対

しての御質問ですが、本来、協働の概念とはサ

ービスの受け手である市民がかかわった方が効

果的なサービスの提供が可能になるという考え

方であり、このような住民自治を進めていくこ

とが自治体の目指す姿であります。市民におき

ましては地域づくりの主体者として行政に参画

したいという意欲が高まっており、新庄市でも

さまざまな公益活動が展開され、地域社会を支

えていただいております。また、市としては多

様化する市民ニーズに対し従来どおりの組織や

仕事の進め方では対応が難しくなってきており、

市民や地域とともに公共サービスを提供する新

しい公共への転換を目指してまいりました。 

  具体的な推進につきましては、平成11年度よ

り市民とのパートナーシップ型行政を掲げてお

り、平成16年の財政再建計画以前から取り組み

を行っております。その後、協働のための指針、

協働推進計画を策定、協働のための体制づくり

を進めてまいりました。 

  市の財政問題につきましては、その原因や経

過と今後の見通しについて、これまでもあらゆ

る機会に説明を行ってきましたが、今後も行政

情報の開示を積極的に進めることにより、市民

の理解と協力を得ながら、市民とともにまちづ

くりを進めていきたいと考えております。 

  未来の子供たちへというテーマの中で、産科、

小児科についてですが、全国的に小児科医、産

科医が不足しているのは周知の事実であります。

新庄市内では病院を含めて小児科を標榜してい

る医療機関が12、分娩が可能な医療機関が３の

医療体制となっております。産科、小児科につ

いては、いずれも県立新庄病院を拠点と位置づ

けて、今後とも引き続き医療体制の強化に向け

て関係機関と十分に連携を図ってまいります。 

  また、地域の医師の確保対策については、最

上地域の行政機関、医師会、病院等で組織して

おります最上地域保険医療対策協議会におきま

して、医学生研修、勤務医へのＵターンの働き

かけなど、さまざまな事業を実施しております。

直ちに医師が確保されるといった結果には至っ

ておりませんが、長期的な視点で継続的に活動

を強化していく必要があると考えております。 

  救急医療体制についてですが、現在、最上地

域では比較的軽症の患者を担当する１次救急に

ついては夜間休日診療所が、手術や入院が必要

な２次救急患者には最上地域にある五つの救急

病院、診療所が対応する体制となっております。

また、危篤救急患者を担当する３次救急につき

ましては、救急救命センターはございませんが、

県立新庄病院にはＩＣＵが設置されており、一

部受け入れが可能となっています。決して万全

な体制とは言えませんが、まずは昨年設置しま

した夜間休日診療所が１次救急医療機関として

役割を果たせるよう、関係機関の協力を得なが

ら今後とも医療体制の整備を図ってまいりたい

と考えております。 

  最後に、保育所の民営化でございますが、新

庄市行財政改革大綱実施計画を策定する際に議

論していただき、推進していくことになりまし

た。行財政改革大綱の基本的な考え方は、適正

な行政領域を見きわめることであり、行政サー

ビスの提供主体を見直すことであります。保育

所については、民間に移行し、サービスの向上

と効率化を図っていく計画としております。具

体的に行政コストを比較いたしますと、北部保

育所の19年度決算をもとに算出しますと、民営

化することで運営費において2,900万円の軽減

が図られております。 

  次に、持続的に安心して利用できるシステム

が確立されているかということについてですが、

民営化後の経営につきましては、運営費につい
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ては国の基準に基づきまして、国が２分の１、

県が４分の１、市が４分の１の割合で100％交

付されますので、経営不振で閉所になるという

ことは基本的に考えられません。また、指導監

督につきましては基本的には県の権限となりま

すが、毎年、市も立ち会いまして指導、監査を

行っております。その際の指導を行うのは当然

ですが、市民からの苦情等がありましたら現状

を確認し、県とともに指導して安心安全な保育

所にしてまいりたいと考えております。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） まず、産業のエネルギ

ーについてですが、工業団地の会社での正規社

員と非正規社員の大体の割合というか、そうい

うものを教えていただければ。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 正社員と非正規社員の割

合ということでございますが、新庄中核工業団

地におきましては約８対２ということで、20％

の方が非正規社員ということでございます。こ

の内訳としまして、パートさん、臨時さん、あ

と派遣社員ということになります。横根山工業

団地もおよそ21％ほどになりますか、社員数

700人ちょっと超えていますけれども、そのう

ちの約21％ほどが非正規社員ということでござ

います。以上でございます。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） 世の中で、派遣社員の

方ですが、大変な状況になっているというニュ

ースが連日報道されているわけで、新庄市の場

合、８割前後の正規社員が確保されているよう

ですので、こういう状況の中でも比較的いいの

かなというのもおかしいですけれども、比較的

いいかと思います。 

  先ほど市長の説明にもありましたけれども、

誘致企業を探す際にいろいろ頑張っていただい

ていると思うんですが、具体的にどういう形、

どういう手法で誘致企業を探しているか。先ほ

ど工業団地内でいろいろルートを使って広げて

いくみたいなことも市長から御説明いただいた

んですが、具体的にセールスの仕方というのを

ちょっと知りたいんですけれども、その際に、

ある程度ラインとか基準みたいなものはあるか

どうかも含めて教えていただきたいと思います。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 基準があるかないかとい

うことでございますが、基準は特にございませ

ん。どういう情報のもとにというお尋ねでござ

いますが、先ほど市長が御答弁申し上げました

ように、基本計画に基づいて自動車関連産業と

いうことでございまして、県、中小企業基盤整

備機構、そのほか私どもで毎年アンケート調査

を実施してございます。そういった中で企業誘

致を実施してございます。先般もうちの担当が

中小企業基盤整備機構の情報のもとに機構の職

員と一緒に中京圏に企業誘致に行ったという例

もございます。そういった形で企業誘致は実施

しております。以上でございます。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） わかりました。やはり

企業誘致しても非常に非正規雇用の部分が多い

とか、そういうことだと先のことも心配だと思

うので、ぜひその辺などもチェックしていただ

いて、お願いしたいと思います。 

  あと、先ほど農業の市場競争力を高めるため

の手法というか、そういうものをどう考えてい

らっしゃるかということを具体的に、どういう

政策とか事業をやっているか、市場競争力の高

め方としての政策、事業、そういうものを具体

的に説明していただけませんか。 
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五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 市場におきまして、先ほど

申し上げました東京の関東市場とか、いろんな

市場がございますけれども、やはりトルコギキ

ョウとかバラ関係、それについてはある程度市

場の評価は高くなっております。その中で、園

芸関係につきましても、ニラについても県内一

の出荷になっておりますので、その辺は市場と

の情報を密にして、どの作物が市場から消費者

に出回っているかというような勉強も兼ねて、

研究も兼ねて市場への出荷についてもこれから

取り組んでいきたいと思います。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） わかりましたけれど、

私の考えとしては、先ほど市長の答弁にも入っ

ていましたけれども、市場競争力ということは、

生産コストの部分ががくっと削減されていれば、

価格的な部分ですけれども、市場競争力は間違

いなく強いと私は思うんですね。今回の原油高

騰で、石油というか、そういう燃料を使って農

作物をつくっている農家の方が非常にダメージ

を受けたという話も聞いています。私はさっき

もエネルギー、エネルギーとうるさいほど言っ

ていますけれども、農作物の生産コストを下げ

る意味でも、今、新庄にあるエネルギー、エネ

ルギーになる可能性のあるものを本当に探して

農業生産に結びつけていけばいいんじゃないか

と思うわけです。 

  あと、市長は先ほど流通についてのこともい

ろいろ説明なさいました、渡部議員の質問での

答弁だったと思いますけど。私はこんな考えを

持っています。来年、新幹線延伸10周年の記念

事業をするわけですけれども、今まで新幹線と

いうのは人しか運んでこなかったんじゃないか

なと思うんですね。どれだけの人を運んできた

かは、どれだけ地域にプラスになったかはまだ

数字的には把握できていませんが、なかなか思

ったように効果を上げていなかったんじゃない

かと。人だけを運ぶ新幹線ならば、じゃ10周年

以降は物を運ぶ機能も追加してはどうかと私は

思うわけです。物というのは、新庄といえばや

はり農産物だと思います。例えば朝とった野菜

を新幹線に、今、スキー客が非常に少ないので、

スキーを収納するブースがあるので、そこに何

かカーゴみたいなものをつくって入れてやる、

午前中に都内にそれが着くと。そういうことも

10周年に合わせて人と物を運べる新幹線という

コンセプトで考えてみていただけないかなと。

実際、都内のホテル関係者、飲食業関係者に聞

きますと「欲しい」と。きょうとったものを夕

方のお客様に出せるのはすごい、山菜も果物も

そうやって並べばすごいんじゃないかなと。私

は名前まで考えました、「朝採り新幹鮮」と。

「新幹鮮」の「せん」は「新鮮」の「鮮」です。

これと自前のエネルギーとを組み合わせていけ

ば、新庄自体の農業、産業全体がぐっと底上げ

されるのではないかなと思うわけです。市長も

おっしゃっていたように、幾らおいしいもの、

いいものを当地で生産したとしても、流通と出

口がしっかりしてないと非常にもったいないで

すよね。やはり農業を本当に再び盛り上げてい

くにはこういうことも考えていただければいい

と思います。 

  職員についてです。何度も何度も言っている

のであれですけれども、ちょっと不安に思うこ

とがあるので伺いたいんですけれども、これか

ら数年、退職なさる先輩職員の皆様は退職金を

十分にいただけると思います、ある程度。しか

し、今、一生懸命その下で働いている若手の職

員、10年後、20年後、30年後に退職金をもらわ

なければいけない若手の職員は、本当に今並み

のレベルで退職金を手にすることができるのか

と。私はすごくその辺が心配なんですね。今か

らそういうことを考えながら手を打っておかな
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いと、市役所のエネルギー自体が低下してくる

のではないかと危惧するわけです。その辺はど

うなのかということをまず聞きたいんですけれ

ども。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 新庄市の退職職員の退職手当

に関しましては、山形県の退職手当組合という

ところに新庄市も加入しまして、市単独でなく

て運営されておりまして、そこから支給される、

市からはそこに負担金を繰り出すという仕組み

になっています。ですから、例えば新庄市職員

の退職金だけが将来心配だということにはなら

なくて、県全体、山形とか大きい４市は退手組

合に入ってなくて独自でやっていますけれども、

それを除くところ全体の問題なんですけれども、

確かに退職者が３年ほど前から全県的にかなり

の数に上っていまして、その問題は相当前から

退手組合の中でも議論されてきまして、いろい

ろな給付の抑制策とかもとられてきました。で

すから、６年ぐらい前の退職者と現在の退職者

ではまたちょっと給付状況が落ちているんです

けれども、そういった対策もとりながら、また

退手の負担金の対策もとりながら、将来ともに

何とか今の水準で維持できるような方向で退手

組合としても取り組んでおりますので、ずっと

先まで絶対大丈夫かというのは私は自信持って

言えませんけれども、そういう形で加入市町村

みんなで一生懸命考えながら取り組んでおりま

すので、そう心配した状況だとは思っておりま

せん。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） わかりました。若手の

職員のことも十分に考えていらっしゃるとは思

いますが、より考えていただいて、若手が意欲

をなくさないような体制にして、これから合併

のことも控えていますし、どんどんどんどん一

生懸命働いていってもらわなくちゃいけないと

思いますので、ぜひその辺もよろしくお願いし

たいと思います。 

  あと、実際事務量が煩雑だったという話を聞

きましたけれど、どれほど窓口というか、現場

では大変だったのか、特に後期高齢者医療制度

が二転三転してしまった中での現場というのは

果たしてどういうものだったんでしょうか、簡

単に説明してもらえますか、現状。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 先ほどの質問でございますけ

れども、後期高齢者の問題につきましては、実

際窓口部門については市町村の方で対応してき

ました。確かに発足当時につきましては苦情が

相当数まいりました。今、手元に件数何件とい

う明確な数字は持っていませんけれども、確か

に御指摘のとおり窓口事務をやっている間際に

改正がなされてきたと。実際には70歳から74歳

の部分については原則２割から１割という形で

来年度以降もなされて、そのシステム開発等に

ついて今現在もされていると。あるいは、10月

以降の減免措置についても、７割、５割、２割

からなおかつ新制度として９割軽減という形に

なってきて、その分についてもシステム開発が

されて、その説明がやはり相当窓口では苦労し

た職員がいるのも事実でございます。そういっ

た混乱がないように、３月あたりから一応市内

何カ所かで説明もしてきたつもりでございます

し、また出前講座についてもかなりの件数でも

って説明をしてきたということでございますの

で、ほかのところよりは混乱がなかったのかな

という感じはいたしております。以上です。 

５ 番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

平向岩雄議長 小関 淳君。 

５ 番（小関 淳議員） わかりました。地方６

団体という団体でもっともっと現場の現状を訴

えていただいて、それぐらいのエネルギーがあ
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るんだったら市民サービスの方に職員エネルギ

ーを向けられるように、市長、ぜひ国にばんば

ん訴えていただきたいと思います。 

  あと、やはり市民協働というか、これから市

民に対して理解を求めた上で市民協働を進めて

いかなくちゃいけないと思います。そうしない

と本当に自治体というのは成り立っていかなく

なってくると思います。ですから、市民に今ま

での身の丈を超えた事業での借金の説明を明確

にしていただきたいんですよ。きのうも坂本政

策経営課長が、それはいたし方ない、一大事業

だったんだから、新庄市のための一大事業だっ

たんだからと言いますけれども、やはり新幹線

延伸の事業でほかの自治体では……。 

  終わります。 

平向岩雄議長 ただいまから１時まで休憩します。 

 

     午前１１時４５分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

金 利寛議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、金 利寛君。 

   （１３番金 利寛議員登壇）（拍手） 

１３番（金 利寛議員） 御苦労さまでございま

す。 

  平成20年12月定例議会一般質問、たいま

つ’07の一員として市長並びに関係課長に質問

をいたします。 

  初めに、私の家庭の一大事に際しまして、市

長初め多くの皆さんから、また議員の皆さんか

らおいでいただきました。この場をおかりいた

しまして、心より御礼を申し上げます。本当に

ありがとうございました。 

  それでは中小企業対策についてお伺いします。 

  さて、本年は私にとっても大変な年でありま

したが、日本にとっても、いや全世界的にも世

界恐慌と言われるほど大変な１年でありました。

アメリカのリーマン・ブラザーズの焦げつきか

ら端を発し、今や全世界に経済不況のあらしが

吹き荒れています。株価暴落、原油高、円高不

況と経済不況連鎖が物すごい勢いで吹き荒れて

いるのであります。 

  現に、世界のトヨタと言われた、あのトヨタ、

そしてホンダ、いすゞと日本経済の牽引力を担

ってきた一流企業が相次いでリストラをして生

産調整を行っています。リストラされた家庭に

とってはどんな年末を過ごすのであろうかと思

っただけで切なさが込み上げてきます。また、

世界のキヤノンの大分工場での人員整理、これ

もまた切ないのですが、その関連企業の連鎖倒

産などとなれば、瞬く間に火事の類焼と同じく

風向きがわからない関連企業の不安が日に日に

増大しているのが現状であります。まさに経済

不況連鎖そのものであります。 

  新庄市の福田山の工業団地内でも自動車関連

企業の会社が何社かありますし、カメラ関連企

業のパーツを製造している会社もあります。公

共事業の過度の減少から、土木建設業に従事さ

れている中からも、特に下請の企業の方々が仕

事がないということで経営破綻に追いやられて

います。農業者の方々も、特に最上地方は米に

対する依存度が多いために、米価の下落はもろ

に農家の家計を直撃していますし、また公共事

業がなくなっている手前、その農閑期のときに

仕事をすることができず、こうなれば商業従事

者も全体の購買力が減退して徐々に立ち行かな

くなってきています。 

  今、日本全体がこのような現状ですから、ま

さにどこをとっても大変な状況下にあると認識

せざるを得ません。ひたひたと我が新庄市にも

押し寄せていて、どうかじをとったらいいのか
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苦慮されているのが現状だと思われますが、市

長はこの現状をどう思われているのか、まずお

伺いしたいと思います。 

  最近、身の回りにも経営破綻やむなきの方が

いて、それはそれは大変な状況で、この年始年

末をどうされるのかと思ったときに、胸が張り

裂けそうな切ない悲しい思いでいっぱいであり

ます。リストラで人員整理された方からも相談

されているのでありますが、ハローワークの知

っている方に強くお願いをしていますが、いま

だに就職先が決まらないとのこと、52歳で子供

も２人いて途方に暮れています。そういう方も

います。 

  現に、本年１月より11月までの倒産件数は、

きょうの朝のニュースでやりましたけれども、

１万4,282件、これはウナギ登りだそうで、昨

年の１.何倍かと言っておりましたけれども、

この12月を入れると１万5,000件になんなんと

すると言われております。全国データバンクの

情報では、ことし５月以降の会社倒産が最上地

方で９社にも達しているのであります。破産手

続をとっているのも数えていますが、データバ

ンクに登録されていない小企業を数えると、こ

の倍以上はあるのではないかと思えるときに、

それぞれに家庭があり、家族がいて、子供がい

てと思ったときに、何とかできないものか、で

きる方法がないものかと思ったときに、少しで

も経営破綻をさせたくない、頑張ってほしいも

のだとの思いで、緊急保証制度についてお伺い

をする次第であります。 

  この緊急保証制度は、先々月の10月31日にス

タートしました。内容は、原油高騰などによっ

て原材料価格や仕入れ価格が上がっても値上げ

できない経営者、経営が悪化して必要な事業資

金の調達に支障を来している中小規模事業者に

対して円滑な資金供給を行うための保証制度で

あります。 

  新たな保証制度の特徴は、一つに、２期連続

赤字でも審査は総合的に判断すること、二つ目

に、対象業種が618に大幅に拡大されたこと、

従前は185業種だったそうであります。３番目

は、もちろん100％保証、責任共有制度の対象

外であります。この１番目の２期連続赤字でも

総合的に判断では、審査については経営実態を

十分に配慮するとの基本方針が出され、例えば

２期連続の赤字でも繰越損失を抱える場合でも、

赤字の要因や取引先などからの経営支援、また

地域社会への影響などを大幅に検討し、総合的

に判断を行うこととした点が大きく違います。

今までは２期連続赤字の場合には完全に保証対

象外となって経営破綻やむなきに至っておりま

した。２番目の対象業種が618に大幅に拡大で

は、従前のセーフティネット保証では製造業と

建設業が主だったのであって185業種でありま

したが、新制度のスタート時には飲食店や不動

産業、加工製造業、繊維製品、卸、小売業など

新たに545業種が加わり、さらに11月７日には

もう73業種を追加して618業種に拡大され、大

体の中小企業の業種が該当するようになった点

であります。３番目の100％保証では、金融機

関の貸し渋りに対応するために融資額の100％

を信用保証協会が保証するというもので、金融

機関が融資に慎重になる責任共有制度、保証人

を立てなければだめだということでありますが、

その対象外にしたという点であります。従前の

セーフティネット貸し付けを拡充し、中小企業

の資金繰りのためにとの保証制度なのでありま

す。資金繰り円滑化借款保証制度と小口保証制

度も織りまぜて、何とかこの大変な経済状況を

中小企業のためにとの保証制度なのであります。 

  緊急保証制度の説明になってしまいましたが、

新しい制度を何とか活用して、企業の99％が中

小企業であると言われている日本の国の中で、

特に新庄市の場合にはほとんどが中小企業であ

るために、この制度を使って急激な経済状況の

変化に対応していただきたいものである。もし
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知らずに、対応のおくれで経営破綻の憂き目に

遭ったらば、新庄市にとっては市民税、固定資

産税、法人税などの多大な税の収入に支障を来

すのではないかと心配をしております。早く徹

底して周知をしていただき、どの中小企業も大

変なわけでありますから、早く手を打っていた

だいてと思う一人でありますが、市長はどう思

われますか、お答えいただきたいと思います。 

  次に、新庄市のあらゆる施設の安全性と快適

性の確保についてという点でお伺いします。 

  今、新庄市は、財政再建の一環として積極的

に民営化または指定管理者制度を導入していま

す。今期12月定例議会でも８件の議案があるわ

けでありますが、その中の６件もが指定管理者

制度の案件であります。民間活力と市民協働参

画で活力をとの観点も確かに必要でありますが、

指定管理者制度に移行するときの何点かの留意

点もあるはずであります。安全性、快適性の観

点も含め、指定管理者制度に移行するときに心

がけている市側の留意点をお聞かせいただきた

いと思います。 

  また、新庄市民文化会館も築数十年となって

老朽化もあろうと思いますが、よくトイレが臭

いと言われます。せっかくの文化の薫りがトイ

レの香りにかき消されて、たまったものではあ

りません。何とかなりませんかとお伺いしたい

次第であります。 

  また、新庄市の体育館、何回となく一般質問

をしてきておりますが、利用料金が高いために

ほかの体育施設に移動せざるを得ません。県大

会以上の大会ではかなりの経済波及効果がある

にもかかわらず、当市ではなかなかできないの

が現状なのであります。施設も老朽化していま

す。市民球場、何回となくベンチの雨漏りで議

会をにぎわしました。快適性に問題はないので

ありましょうか。指定管理者の方々が管理運営

に当たられていますが、どうなのでありましょ

うか。 

  また、民間の方々が管理運営に当たられてい

ますが、給料、賃金の面は大丈夫なのでありま

しょうか。将来のことを考えた場合、嘱託職員

の賃金体系で賃金は一生上がらず、それでいて

生活圏の中で家族ができ、新しい子供ができた

場合には不安にならないのでありましょうか。

もしそんな不安感で仕事に従事されていて、安

全性が保てるのでありましょうか。この辺の心

配を新庄市ではどう考えているのかをお伺いし

まして、壇上よりの質問を終わらせていただき

ます。 

  御清聴ありがとうございました。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、金議員の御質問にお答

えさせていただきます。 

  中小企業対策について、制度について詳しく

説明いただきまして、ありがとうございます。 

  確かに、アメリカの金融不安を起因とする世

界的な景気の落ち込みによって地域経済にも影

響が出始めております。昨日も申し上げました

が、小さな食堂においても、株などは買ってな

いけれどもお客様の財布のひもが何となく固く

なってきたと、こういうところまで影響がある

のかと、大変厳しい状況になっているというこ

とは私も認識しているところであります。 

  また、新庄市中核工業団地内におきましても、

先ほど一部おっしゃっておりました自動車関連

等の企業におきましても若干派遣社員の契約打

ち切りの余波なども出てきているという話も聞

こえてきております。まさしく世界的なことが

地方においてもすぐさまこうして余波を受ける

ということを実感しているところであります。 

  さらには、年末のことも申しておられました

が、実際に関係者とお話ししますと、来年３月

あるいは４月の決算期等において大変な厳しい

状況になるという話もお伺いしているところで
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あります。そうした観点で、地元の企業におき

ましても受注量の減少、納入単価のさらなる厳

しい値下げなどもありまして、大変厳しい状況

が続いていると思います。 

  先ほど議員が申していました緊急保証制度に

ついてでありますが、内容については中小企業

や零細企業を支援するための資金繰り対策の拡

充としまして、原材料価格の高騰による経営環

境の悪化や事業資金の調達に支障を来している

中小企業に対し資金を供給することによって経

営安定を図るために、新たに10月末にスタート

しました。先ほど議員のおっしゃったとおりで

あります。さらには、618業種の中小企業が対

象ということ。 

  現在、市といたしましては、従来からの制度

である中小企業信用保険法より要件がかなり緩

和されておりますので、市といたしましては制

度の認定機関として中小企業者の資金繰りに支

障がないよう迅速な認定業務を現在進めている

ところであります。本市におきましては、中小

企業は地域経済の一翼を担っております。また、

原材料価格の高騰の影響は中小企業のみならず

農業者にも及んでおり、これら事業者への対策

を県初め経済団体等関係機関と連携を密にしな

がら推進してまいりたいと思います。 

  次に、新庄市の施設の安全性ということでご

ざいますが、指定管理者制度につきましては行

財政改革大綱に基づき一つ一つ進め、現在11施

設が指定管理者制度に移行しております。来年

度には市民プラザ、図書館、体育館を初めとし

た体育施設について導入する予定でおります。 

  御質問の施設の安全性と快適性についてであ

りますが、指定管理者制度に移行した施設につ

きましても、財産は市であり、施設面の安全性

については絶えず市で把握しなければならず、

仮に大規模な改修が必要になった場合には市で

施工する体制をとっております。 

  また、快適性につきましても、指定管理者に

利用者アンケートなどを実施してもらい、利用

者の意見を聞きながら、よりよい施設運営とな

るよう心がけてまいりたいと思っております。 

  このように、指定管理者制度の導入に当たっ

ては、制度の目的に沿い、利用者の視点に立つ

ことはもちろん、指定管理者制度が将来におい

てもよりよい形で継続できるような仕組みづく

りが必要であると考えております。そのため、

現在制度を活用している施設について検証を行

い、市独自の運用指針を策定したところであり、

今後はこの指針に沿って指定管理者制度を進め

てまいりたいと考えております。 

  また、そこで働く皆さんの生活給に対する御

質問もあったわけです。これにつきましては毎

回議会のたびにそうした方々の生活給をどうす

るんだということが取り上げられております。

これにつきましては、内部でどういう方向であ

るべきか、スタート時点におきましては採用年

数がまだ短いということもありました。今後採

用年数が重なっていきますと、それに見合った

給料体系にしていかなければならないというこ

とはこちらも認識しているところであります。

それにはまだ数年かかるかなと思いますが、市

の持っているこれまでの資源をいかに市民の皆

さんとともに管理していくかということによっ

て、雇用の拡大にもつなげ、さらにはその雇用

の拡大から生活給として位置づけられるよう今

後ともさらに研究、検討させていただきたいと

思います。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 答弁ありがとうござい

ました。 

  先ほど緊急対策のあらあらの話もさせていた

だいたのでありますが、市長の答弁のとおり、

中小企業に対して迅速な対応をしておるという

話でありますが、昨日ときょうも含めて景気が
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大変だと、財政的にも大変だということは、そ

れぞれの議員が別の角度、いろんな角度から話

をされております。現に私もこういうふうにし

て実際夜逃げ同然で経営破綻されてという状況

の人を目の当たりにしたときに、この人は本当

にこの年末年始をどうやって過ごすのかなと、

地獄だろうなと。二つの例を出させていただき

ましたけれども、これも現に身近な、ここ何日

間での出来事であります。 

  先ほど小関議員の話の中で、新しい企業誘致

を頑張って東京事務所も含めてやっているとは

言うのですけれども、福田山工業団地の方は調

べてなかったのでありますが、あの中にも自動

車関連業が何社かありますし、カメラのパーツ

をつくっている会社もあるのです。そういう企

業の方々は今までずっと右肩上がりで量産体制

になっていたのが、今度生産調整された場合に

は、新聞紙上、マスコミをにぎわせているよう

に、一番最初に派遣労働者だったり身分が不確

かな方だったりがリストラに遭うわけですね。

現にそういう人方が新庄にも、何回か私は歩い

ただけでもそういう方にぶつかっているわけで

すから、結構いらっしゃると思うのです。そう

いう方々に対する対応、要するに中小企業の人

方のつなぎ資金だったり、連帯保証が要らなく

て済む今の保証制度はこういう条件だよと、出

たばかりの緊急経済対策の制度を周知する必要

があるのではないかと。徹底してこちらの方か

ら呼びかけして、できればそれを存続し、また

景気につながるようにして頑張ってもらいたい

という状態を行政側としても、これは本当にこ

うやってリストラされた場合に、この人方に対

する市民税であれ、固定資産税であれ、夜逃げ

されるわけですから、すべて債務に、その瀬戸

際の状態に置かれている状況下にあるような気

がするのです。この状態のところの対応の仕方

が、今、迅速に手を打つと言われたんですが、

具体的にはどういうふうにしようと思っておら

れますか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 この緊急保証制度につき

ましては、内容については議員のおっしゃると

おりということで、これをいかに周知している

かということでございますが、これにつきまし

ては商工会議所との連携をとりまして、そうい

った形で各中小企業さんにお話ししているとい

うことでございます。 

  なお、この申し込み件数にちょっと言及させ

ていただきますが、これまで毎月１件程度とい

うことでございましたけれども、この制度が発

足しまして11月で11件という数でございました。

なお12月につきましても、きのう現在で４件の

申請ということでございます。 

  なお、対象業種が618業種ということでござ

いますが、あすから698業種に拡大ということ

でございます。以上でございます。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 今、商工観光課長から

言われたように、一生懸命やっておられるのも

十分わかった上での話をさせていただいており

ます。 

  先ほどの話で、やはり52歳でリストラされた

方が、職安、ハローワークに10月から行ってい

るんですよ。毎日行っているけれども、子供が

いて、奥さんがいて、そしてこの年末年始をど

うやって過ごすのかなと思った場合には本当に

背筋が寒くなる思いがするわけです。こうなっ

た方も一生懸命やらなくちゃないわけですが、

先ほどと角度を変えて、要するに福田工業団地

の方にもいろんな企業が、例えばの話で精密機

械だとか自動車関係だとかということで誘致運

動を一生懸命頑張っているという話もお伺いし

ましたけれども、既存の今張りついている、頑

張っておられる中小企業が異口同音に、先ほど
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商工観光課長が言われたように、今まで月１件

ぐらいだったのが11件、もっともっと多くなる。

ということは、その裏を返せばそれだけ中小企

業が大変だということなんです。ですから、も

う一歩突っ込んで、例えばの話で、こういう制

度ができました、それぞれ大変な状況でつぶれ

てしまうというか、言葉は悪いんですけれども、

経営破綻になってしまってからでは遅いんです

よね。なかなか経営者としても自力で頑張ろう

かなと思うんですが、こういう制度、まだ10月

31日ですから１カ月ちょっとしかなってないわ

けですから、知らない方々も企業主でいっぱい

いると思うんですよ。その人方にこっちから手

を差し伸べて、それは即、新庄市の固定資産税

も含めて市民税も含めて法人税も含めて入って

くる。例えばの話、そこが経営破綻されたら何

ともならない。ましてや一番いい例が世界のト

ヨタですらリストラをしなくちゃだめだという

現状をかんがみると、新庄市の福田工業団地に

入っているそれぞれの企業も四苦八苦しながら

頑張っておられるのではないかというのは容易

に察することができますし、月に１回しか来な

かったのが11件も来ているということは、それ

だけ大変さを増しているよ、東京で風邪を引い

て大変なのがひたひたと新庄にも入り込んでい

るよと。いい例が５月以降の経営破綻の件数が

９件ですよ。どこと言うと、本当に大きいとこ

ろですよ。新庄市も入っています、建設業者も

含めて、言いませんけれども。そういう状況に

本当に末端は。そして、そこからリストラされ

た方々は悲嘆をしているのです。このところに

手の打ち方をもう一歩突っ込んでやられる気は

ありませんか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 これは議員おっしゃると

おりだと思います。さらなる周知を図ってまい

りたいと思います。 

  あと、生活が成り立たない人もいるというこ

とでございますが、融資制度もございますので、

そういった方も御相談に来ていただければ、こ

ちらで対応できるものは対応してまいりたいと

思います。以上でございます。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） この緊急保証制度の中

に個人に対する融資制度もあるんですか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 それとは別に金融対策事

業ということで、私どもで担当しています中で

これまでもございました。以上です。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） これは個人ということ

ですが、事業主のことですか、それとも一般の

従業員の方々はそれに該当するのですか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 貸し付けにつきましては

企業主さんもございます。いわゆる貸付金と、

それに対する保証をこちらで負担すると、保証

協会に対する保証を負担するという制度でござ

います。補助金として流すということで、これ

までも何件かございました。以上です。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） もう一回お願いします

が、要するに緊急保証制度じゃなくて融資制度、

これは個人がリストラに遭った場合でも該当す

るのですか、もう一回簡潔にお願いします。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 個人の生活資金もござい

ます。個人の方の生活資金もございます。 

  以上です。 
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１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 角度を変えてお伺いし

ますが、福田工業団地並びに横根山工業団地の

中で、自動車関連企業が円高で輸出が思うよう

に任せない、どの業種も同じなのでしょうけれ

ども、そういう状況の中で、輸出関連企業に従

事している中小企業の会社で、横根山と福田工

業団地には何社あって、大変だろうという会社

はどれぐらいあるかなということを想像されて

いますか。今、調べているという話でした。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 いずれにしましても、製

造業の業種につきましてはすべてが今現在２割

から３割減ということを伺っていますので、そ

う楽ではないと理解してございます。 

  以上でございます。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 誤解のないように言っ

ておきますけれども、一生懸命頑張られている

のですよ。もっとより頑張っていただきたいと

いう旨でいろいろ話のやりとりをやっているわ

けですから了解ください。 

  それで、いただいた資料の中に、年末29日、

30日には商工会議所とタイアップして金融相談

窓口を設けて中小企業の相談を受け付けるとい

う具体的なアクションを商工会議所の皆さんも

含めてとられるようでありますけれども、今の

緊急経済対策も含めて借りやすい状況になった

よと。赤字だから、おれのところは今までどう

せ銀行の貸し渋りもあったりして、つなぎ資金

だったり運転資金が容易にできなかったわけで

すよ。それがこういう国の方の施策ですが、こ

ういう状況になって何とかつないでもらって頑

張ってもらいたいという思いでこういう状態に

予算措置されているわけですから、これについ

て30日にもっともっとメリットがあるように、

本当に困っている方々が今言われたように３割、

４割減でそれぞれ生産調整されているわけです

よ、どこの工業団地の中の企業も。ですから、

こういう状態にありますよという内容をこれで

実り多くするためには、これをただありますよ

と言うだけでなく、じゃどういう状態に周知徹

底されようとしていますか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 毎年ですが、商工会議所

では年末にこういった相談窓口を開いているわ

けでございます。私どもは今回この制度の認定

業務をやるということでございます。したがい

まして、29、30の２日間ですが、29日にもし間

に合えばその場で認定してもいいのかなと思っ

ています。できればそんなことで対応してまい

りたいと思います。以上でございます。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 今の商工観光課長のス

タンスとしては、29、30日にあるよというのが

それぞれの中小企業に周知徹底というのはどう

いう方法でされているのでしょうかということ

なんです。今の現状をかんがみると、２割、３

割が全部生産調整されているわけですよ。そう

するといかに大変だかということは容易にわか

るわけですね。こっちの方でデスクワークして

いてもわかるわけです。そうすると、29、30日

にはこういう融資制度が、例えばの話で連結、

昨年も赤字だった、ことしも赤字だろうという

２年云々でも対社会性も含めてという状態にな

った場合に、そのほかの元請会社がどうだとか

ということになるとすれば、つなぎ融資をもら

えるというか、運転資金をいただける条件を緩

和されているわけですよ、618社から今度何社

に。それだけなったということは、日本経済が

これだけ激変、大変だということはわかってい
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るわけですよ。29、30日はそのためにやられる

わけ。毎年やっているんだという状態だけれど

も、今回の趣というのはもっと違うように配慮

しなきゃおかしいのではないかと。どうやって

徹底するのかと。やはり呼んでいただいて。そ

れは、ひいては破産、要するに経営破綻してし

まってからでは遅いのです。そうすると市の税

金にもろにはね返ってくるのです。ですから、

そうならないためにも、こっちから手を差し伸

べる方法はないのですか。せっかく29、30日に

窓口相談するのですから、そのメリット、効果

が最大限にできるようにという方策はないので

すかということをお伺いしています。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 商工会議所では毎年そう

いった周知はしてございますが、議員おっしゃ

るとおり、私どももさらなる周知に努めたいと

思います。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 要するに、中小企業の

建設会社の下請の会社がつぶれて、うちも建て

たのですが、そこから夜逃げされたという状況

も目の当たりにしています。どうかそういうこ

とにならないように、事前に、新庄市民にとっ

てはやはり本当に心の痛い、切ない、年末年始

どうやって過ごすのかなと思うと本当に悲嘆に

泣きたくなるぐらいの大変さがにじみ出ている

わけですから、ぜひ、せめてその部分で今言っ

たように効果のある、その人方に手を伸べたお

かげで、こうやって存続、そしてこれから拡大

できるようになったと言われるように、29、30

日はメリットの多い懇談会にしてもらえればあ

りがたいなと要望しておきます。 

  続きまして、それぞれ新庄市の文化会館も含

めての施設の安全性についてお伺いします。 

  市長からいい話をお伺いしまして、まだ指定

管理者制度が出たばかりで、１年、２年ですか

ら、今、嘱託職員に準ずる給与体系をしている

という状態ですが、順次これから考えながら生

活給として。市長はだれかの質問の中にこうい

うふうに言われておりました。新たな雇用の場

として考えていると、そして給与面でも市の嘱

託職員に準ずるという状態ですが、嘱託職員と

いうのは、はっきり言うと13万円ちょっとのお

金で年間180万円、そこから上がらないわけで

す、ずっと。だとすれば、生活給として、例え

ばいろんな方法等あると思いますけれども、わ

くわく新庄だとかプラザはそれぞれ自主事業を

やった場合にはそれぞれの経営主体の皆さんが

実入りというか、いろんな部分でやった場合に

は入るよという状態があるという話ですが、そ

れが少しずつ上がるのかなという状況にあると

しましても、やはりだんだんとベテランとなっ

て、結婚して子供ができて、そしてずっとこの

値段でやっていられるかなとなった場合に、ま

た選択の余地があって、せっかく人材育成して

それぞれ特殊業務の任についた人方がやめざる

を得ないという状況だけは避けたいなと。新た

な雇用の場としてという部分の基本的なスタン

スはどう考えていますか。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 指定管理者制度をいろいろ幅

広く活用しておりますけれども、指定管理者に

委託する場合の管理委託料の算定に当たって人

件費をどう見るかということも重要なポイント

です。この人件費については、これまで何度か

お答えしているとおり、市の嘱託職員に準じて、

あるいは嘱託職員の報酬の額、市職員の初任給

の額などを参考にして、市として妥当だろうと

いう額を定めております。 

  ちなみに、来年度、指定管理料の積算に当た

っては一般事務職で13万6,000円と考えていま

す。嘱託職員は基本的には13万1,500円、市の
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高卒初任給は13万8,000円です。その辺を参考

にして、さらに保育士とか司書等の資格のある

職種については加算していますし、また館長等

の管理者についても加算しています。そういっ

た形で来年度から若干改善することにしている

んですけれども、さらに通勤手当なり期末手当

なり、いろんなものを加味していますので、明

確な相場はわかりませんけれども、ほかのとこ

ろで働いている保育士さんとかと比べれば決し

て低くない額には設定しています。 

  ただ、長く勤務してもなかなか上がらないと

いう問題について言及されたところですけれど

も、市が雇用する方々ではないというところの

難しさがあります。例に挙げられましたわくわ

く新庄は、民間企業が指定管理者として管理運

営しています。民間企業が自分の社員を配置し

ていまして、その給料というのは自分の会社の

給料体系で決まりますから、市が人件費の積算

の上で上げたから、それがそこで働く人の給料

に直接影響するということはありません。これ

は業務委託とか工事とか何でもそうですけれど

も、そういうことですので、いろいろな御指摘

を受けていますから改善の方向では検討してお

りますけれども、そういったことも全体的なこ

とを踏まえて考えていきたいと思っています。 

  いずれにしても、嘱託報酬なり職員の初任給

なり今後も多少は動いていくものと思いますの

で、それらに連動した形でいろいろ改善の方向

で検討すべきものかなと思っています。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 前向きな回答をいただ

きましたので、ぜひそこに従事する人方も、新

たな雇用の場ですので、その人方の生活給も少

しずつ今みたいな状態の中で上げていただけれ

ばと思います。 

  もう１点、提案ですが、先ほど市長も言われ

ましたけれども、それはすべて新庄市の施設で

あります。それぞれの民間業者に委託はするで

しょうけれども、総括して運営費、人件費等と

いうことで、こっちから概算で支出するわけで

すから、その場合にはこういうふうに上げまし

たので、それを波及できるようにお願いしたい

ということを言っても何もやぶさかじゃないわ

けですから、そういうふうに言っていただいて、

そこで働く人方の生活が守られるような配慮を

ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 先ほども言いましたけれども、

受ける側としては、民間の仕事であれ、市の仕

事であれ、そこで働く社員の給料というのは差

を会社としてはつけられないと思うんです。で

すから、そういう難しさはありますけれども、

今、社会全体で問題になっている低賃金構造で

あるとか非正規雇用の問題など、働く側が極め

て厳しい状況に立たされているという現実はあ

るわけですから、そういった全体状況を踏まえ

ながら公共サービスに携わる方々のことも考え

ていきたいと思っております。 

  なお、制度運用に当たって、いろいろ指定管

理者からヒアリング等お尋ねしておりますけれ

ども、給料については余り要望は出ないんです。

むしろ妥当だという評価をいただいています。

ただ、全体的な建物の維持管理経費、これらが

かなり窮屈でやりくりが大変だということはす

べての施設の指定管理者から言われていること

でして、この辺のところを考えて、先ほど指針

というお話をしましたけれども、今後の運用に

当たっての指針の中では諸経費を見るとか、年

度途中の修繕とか燃料費の高騰とか、そういっ

たことへの対応などももっときめ細かなものに

していかなければならないだろうなと思ってお

りますので、そういった内容については来年度

から配慮していきたいと思っています。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 
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平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 観点が違うようであり

ますが、嘱託職員の給料に準じてずっと上がら

ないというのは、上がらないというのを言って

もしようがないと思っているから言わないだけ

なんですよ。今の時代にかんがみて少しずつ上

げていきますよといった場合には、あくまでも

新庄市の施設なわけですから、そこに従事して

いる人は嘱託職員であれ、委託であれ、やって

いるわけですから、その給料体系を少し上げた

場合に市から払う人件費、市が上がった場合に

は、こうやって上げましたので、その従事され

ている方々によろしくというアドバイスはでき

るはずですよね。できますよね。それをひとつ

きちっと言っていただいて、だってそれは人件

費をきちっと支払いするわけですから、その契

約のときに。少しずつ上がっていくと。市長だ

ってそういうふうなことを考えていきたいとい

う話を、最初に総務課長もそういうふうに言っ

てくださっているのに、それはまずという感じ

で打ち消す状態ではなくて、これは決して給与

面で言わないんじゃなくて、言ってもしようが

ないと思って言わないだけなのです。そういう

ところの認識のちょっとずれがあるようですけ

れども、そういう部分をきちっとして、できる

だけ生活給としての改善を図れるようによろし

くお願いしたいと思います。 

  時間がなくなりましたけれども、先ほどこう

いう話で締めくくったのでありますが、文化の

薫りがトイレの香りにかき消されて、たまった

もんではありませんという文化会館のトイレの

問題です。月曜日に入ると物すごく臭くて、構

造上の問題じゃないのかと言われているわけで

すが、生涯学習課長は一生懸命いろんな部分で

紅一点で頑張って、これだということを言って

おられるようですが、このところはどうなんで

しょうか。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 まず、生涯学習施設全般

についてでございますけれども、議員御指摘の

ように老朽化しておりまして、修繕箇所がかな

りふえております。一度に全部修繕できればも

ちろんベストなんですけれども、そういうふう

にはいかないという状況で、計画的に順次修繕

計画というのを立てておりますが、基本的には

安全性を最優先ということなので、快適性につ

いては若干それよりはおくれるということをま

ず御了承いただければと思います。 

  その上で、文化会館のトイレについてでござ

いますけれども、実はこの修繕計画の中には上

がっておりませんでした。去年あたりまでは市

民からの苦情もなかったということなんですけ

れども、指定管理者になって、職員が非常に鼻

のきく人がいて、やはりにおいがすると。大き

い施設で一度にたくさんの人が入ると、どうし

てもそのにおいがこもりまして、プラザなんか

もそうなんですけれども、使った後というのは

なかなか一気に換気がはけなくて、消えないと

いうこともあるんですが、文化会館は必ずしも

そうじゃなくて、人が使わないときにもにおい

がするようだということを職員は感じていたん

ですけれども、さっき金議員から御指摘があり

ましたように構造上の問題だろうということで、

課の方にも格別な報告はなかったのですけれど

も、天気が悪くない日は窓をあけるとか、消臭

剤をするとか、さらに感心することは、大きな

催しがあるときには、使用前、使用直前、使用

後の３回も、使うときには職員が率先してトイ

レ掃除をするとか、そういう意味では本当に頭

が下がるぐらい現在の職員は非常ににおいにも

敏感になってというか、お客様に気持ちよく使

ってもらいたいということで努力はしておりま

す。ただ、私どもも本当にそれがそんな努力だ

けで解決するものではないということを認識し

てございますので、構造上の欠陥とはいえ、ど
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こにまず原因があるのかというのを早急に調査

してまいりたいと思っております。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 文化会館は、1,034名

の下にありますけれども、換気扇がないのです。

臭いのは当たり前です。市長、何か改善策はあ

りますか、最後に。トイレの換気扇がないの。

あそこは何かイベントがあれば臭いことこの上

ないのが当たり前なのです。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 このトイレのにおいにつ

いては、大ホールの下のトイレのにおいという

よりは、そうじゃないところでのにおいも何か

いろいろあるようなので、その辺について調査

したいと思います。大ホールの方は換気扇がな

いんですけれども、そんなにそこのトイレ自体

は臭くないと職員の方からも報告は受けており

ますので、いずれにしても何が原因か調査して

まいりたいと思います。 

１３番（金 利寛議員） 終わります。 

平向岩雄議長 ただいまから２時まで休憩します。 

 

     午後１時５０分 休憩 

     午後２時００分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

平向岩雄議長 次に、佐藤悦子君。 

   （２番佐藤悦子議員登壇）（拍手） 

２ 番（佐藤悦子議員） 日本共産党を代表いた

しまして、一般質問を申し上げます。 

  日本共産党は、外需頼みの経済から内需の拡

大へと経済体質の転換を提案しています。今、

大企業中心の政治、アメリカ言いなりの政治で

よいのかが問われていると思います。例えばト

ヨタは3,000人の首切りをしましたけれども、

この3,000人の首切りを行われた方々の年収は

１人約300万円、そうすると90億円です。それ

をやる一方で6,000億円の経常利益をトヨタは

見込んでいます。さらに、株主配当が2,000億

円、会長と副会長という豊田一家ですが、２人

だけで22億円の株主配当、大株主への配当を減

らして、これを労働者の雇用を守るというふう

に使うことはできると思うんです。トヨタだけ

で13兆円の内部留保を持っています。これを取

り崩して労働者を雇用して、労働者に配分する

ことは必要なことだと思うのです。大企業全体

で230兆円の内部留保を持っていますが、これ

を雇用に回すように政府として強力に指導すべ

きであると日本共産党は首相に対して求めてい

ます。 

  本題に入らせていただきます。 

  雇用促進住宅についてお聞きします。 

  雇用促進住宅新庄市東山宿舎は、昭和58年に

80戸、平成13年に80戸建設され、現在90世帯が

暮らしています。 

  2007年６月の閣議決定、規制改革推進のため

の３カ年計画では雇用促進住宅は遅くとも2021

年までに廃止とされていました。しかし、自公

政権はそのわずか半年後、2007年12月の閣議決

定で全住宅の半数程度については廃止を2011年

までに前倒しして実施すると決定しました。現

在、雇用促進住宅を管理しているのが雇用能力

開発機構ですが、略して「機構」と言いますけ

れども、機構はこれを受けてことし５月、「入

居者の皆様へ」という一方的な廃止通知を出し

ました。定期借家契約者という賃貸借契約の期

限を定めた契約者に、2008年12月に定期借家契

約の期限満了を迎える方から再契約を中止し、

雇用促進住宅の廃止を進めるという内容でした。 
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  入居者が驚き戸惑ったのは当然でした。入居

者に配られた資料には市営や県営住宅の申し込

み方法が紹介されていますが、現在ほとんど空

きはありません。市営住宅は19年度で19戸空き

があったのに対し4.5倍、県営は８戸空きがあ

ったのに対して12倍の応募でした。県営は単身

では入れません。所得制限もありますし、実際

に数十世帯が応募しても入居できる人はわずか

です。子育て世帯は子供の学校の転校を余儀な

くされます。高齢者の場合はさらに深刻です。

一片の通知で生活基盤である住宅を奪うという

血も涙もない道理のないやり方で、転居先を見

出せない世帯にはホームレスになれと言うに等

しいものでした。 

  これに対し、日本共産党は厚生労働省や機構

に対し交渉を延べ８回行いました。居住者の意

見を十分に聞き、一方的な住宅廃止を白紙に戻

すことなどを求めました。その結果、急に移転

先が探せない入居者は基本的に再契約できるこ

とになりました。９月末、日本共産党の佐々木

衆議院議員が期限の切迫した入居者と再契約す

るように求めたところ、10月７日、雇用能力開

発機構は個別の事情に応じ、「退去することが

困難であると認められる事由がある場合には平

成22年（2010年）10月30日までの再契約を締結

する」と回答しました。契約期間が定められた

方も最大２年間延びたのです。 

  新自由主義的な構造改革のもとで貧困が広が

り、家を失う人が増加しています。低所得者、

高齢者、外国人などの住宅弱者など、国民が安

心して暮らせる住宅が不足しています。国民へ

の住宅保障を行うことが緊急の課題となってい

ます。日本共産党は「１世帯、１人たりとも路

頭に迷わせない」の立場で廃止撤回運動を広げ

るとともに、入居者の権利を守るために努力し

ます。市としても、居住権を守るために住民と

一緒になって、国が責任を持って居住者の居住

保障をするよう国に働きかけを行っていただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

  また、どうしても続けられないとなった場合、

住宅を市として買い取ることも考えなければな

らないのではないかと思います。その場合、土

地開発公社の独自事業として行うことができる

のではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

  ２番目の質問ですが、ひとり暮らしの高齢者

あるいは高齢者だけの世帯に対する火災報知機

の無料設置について提案します。 

  平成23年６月より住宅用火災警報器の設置が

義務化されます。これに対して河北町では75歳

以上のひとり暮らしの高齢者や65歳以上で身体

障害者１・２級あるいは難病をお持ちの方に火

災報知機を配付しています。河北町では対象者

223人に対して400台支給するとして200万円の

予算を立てていました。天童市でも無料設置の

条例を出しております。新庄市でも高齢者世帯

の安心のために実施してはいかがでしょうか。 

  ３番目に、合併は問題があるのではないかと

いう質問です。 

  ①として、毎日新聞（11月18日付）では「平

成の大合併打ち切りへ。背景に周辺地域衰退

も」という見出しの報道でした。以下、毎日新

聞の中から主な内容を紹介します。 

 「総務省が合併を推進する方針を見直し、平成

の大合併を打ち切る方向で検討に入った。政府

は自治体数1,000を目標にしているが、当初は

2,000でさえ難しいのではと思っていた。1,773

は十分な数字」と総務省幹部、「都道府県並み

の面積の自治体がふえ、周辺地域の衰退や公共

サービスの低下を招いたケースもある。実際に

大分県が旧町村の住民を対象に2005年から始め

た聞き取り調査では『住民健診の実施箇所が統

合されて不便になった』『職員減や役場の注文

がなくなり、店の売り上げが減った』『道路の

整備がおくれるようになった』などの弊害が寄

せられた」とのことです。県内で合併したとこ

ろを見ても、周辺部は産業も商店も中心部の機
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能がなくなっています。除雪も少なくなり、学

校や保育所がなくなり、寂れています。このよ

うな合併の弊害が全国で起きていることを総務

省も認めているのです。 

  ②として、合併すれば首長と議員がいなくな

り、住民の声が届かなくなります。各町村では

それぞれ10人の議員がいますが、合併すれば２

人とか４人とか激減です。それだけ住民の声を

行政に届ける力が弱まることではないでしょう

か。これらについてお考えをお聞きします。 

  ４番目として、給食の民間委託の問題につい

て質問いたします。 

  ①として、学校給食は教育の一環として位置

づけられています。ですから、業務を民間会社

に委託する場合でも、市の職員、栄養士が責任

を持って献立を立て、直接食材を仕入れ、現場

指示をしています。そこで悩ましい問題が起こ

ります。市では来年度行う親子方式の中学校給

食を民間委託するという方針です。業者に業務

を請け負わせても、市の栄養士は現場に常駐し、

みずからつくった献立に基づき委託先の社員の

仕事を指示、確認します。市が学校給食に責任

を負っている以上、これは当然です。 

  ところが、それが違法行為になるのです。法

律では、請負の場合、自社の雇用する労働者を

元請などの他社の指揮命令下に置くことはでき

ません。それをやれば偽装請負となり、違法行

為になります。仙台市議会でも労働局に具体的

事実を示したら、「それはよくない。担当者に

来るように言ってくれ」と労働局に言われたと

のことでした。兵庫県丹波市では労働局の指導

を受け、民間委託を撤回し、直営で行っていま

す。法に抵触するような業務なら民間に委託し

ないで市直営でやるべきではないでしょうか。 

  ②として、神室荘は新年度４月から給食の民

間への全面委託をするとの方針です。これは地

産地消からはかけ離れた給食になるのではない

かと思います。食品偽装が後を絶たず、食への

不安が募っています。業者の利潤追求に市税が

使われるよりも、市直営の方が市民のためにお

いしくて安全な給食の提供ができるのではない

でしょうか。 

  ５番目として、保育所の民営化の問題につい

て伺います。 

  子供に必要な保育を国と自治体が責任を持っ

て保障する公的保育制度が、政府と財界によっ

て壊されようとしています。日本共産党は保育

関係者団体とともに、公的保育制度を守るため

に、国会請願を通すために頑張ってきました。

国は今、公立保育所の廃止、民営化と営利企業

の参入を推進し、福祉予算を減らしています。

その結果、新庄市でもコスト削減などを理由に

公立保育所の統廃合、民営化を進めようとして

います。福祉や教育の予算を大幅に減らし、国

民に自己責任を迫り、保育を売り買いするサー

ビスに変えることが構造改革です。財界は保育

を民営化すれば２兆円の市場が生まれると試算

し、営利企業の投資進出を促しています。今の

保育制度では子供に必要な保育を国と自治体が

保障しています。この制度を壊し、保護者の自

己責任で保育サービスを買う制度に変えたら、

おむつ交換１回何円、お昼寝やお散歩は別料金

という切り売りのサービスに変わります。保護

者の所得にかかわらず、どの子も等しく健やか

に育つ権利があります。公立保育所民営化の行

く着く先は、保育の質も金次第という人生のス

タートから格差を持ち込む保育の市場化です。 

  そこで、①として、市財政の悪化の原因は何

かということについてお聞きします。保育所が

悪化の原因ではないと思います。財政悪化の原

因に沿った再建策を考えるべきであります。次

世代を担う幼い子供たちに優先的に投資をする

のは当たり前のことではないでしょうか。 

  ②として、北部保育所の説明会では、「市立

で続けてほしい」という保護者に対して、市側

は「市は民営化を決定している」ということで
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した。アンケートも行われたようですが、この

ような民営化ありきという立場では保護者の賛

否を問うものとは言えないと思いますが、いか

がでしょうか。 

  ③として、給食の委託も簡単に進められると

いう問題もあります。北部保育所の民営化につ

いての説明で、市側は「給食については直営で

なく委託もあり得る」とのことでした。新庄市

は、子供の健康、育ちの基盤として給食を位置

づけ、これまで公的責任で学校や保育所の食生

活を充実させてきました。 

  知らない間に給食が外部委託され、企業のも

うけの対象にされてしまうのです。もうけを優

先し、保育の質を切り下げる例が出ています。 

  東京都の事例ですが、企業立のある園では食

材費を１日１人数十円に抑えています。給食に

100グラム10円のとり肉や見切り品の野菜を使

い、おやつはたまごボーロ数粒などという実態

もあります。 

  良心的な法人に委託するとしても、経営経費

を抑えるためにということで、給食の委託が経

営者の意思一つでできます。保育の場に営利主

義がはびこれば、東京都の事例のように犠牲に

なるのは子供たちではないでしょうか。 

  ④として、乳幼児保育所をなくしてはならな

いということについてです。乳幼児保育所をな

くすことは、必要な子供が認可外保育所に行か

ざるを得なくしていくことだと思います。必要

としている子供が認可保育所に入れるようにす

るのが大人の責任だと思います。ほかの保育所

に乳児室を拡充してとの考えもあるようですが、

今の乳幼児保育所に入っている子供たちを入れ

られる広さが確保できるのか、どれくらい広さ

が必要と見ているのかお聞きします。 

  ⑤として、民営化はベテランの保育士がいな

くなることであり、保育条件は必ず悪化の道を

たどります。保育士の非正規雇用の拡大、低賃

金構造の固定化であり、保育士の労働条件の悪

化は、言葉を変えて言うと保育労働者を粗末に

扱うということです。学校で考えてみていただ

きたいのです。人件費を抑えて安上がりの教育

を進めると、どんなことが予想されるでしょう

か。教師を粗末に扱う学校に、よい教育を期待

することはまず無理ではないでしょうか。 

  以上、壇上からの質問を終わらせていただき

ます。（拍手） 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤議員の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、雇用促進住宅についてでありますが、

この住宅は雇用保険３事業の雇用福祉事業によ

り設置された勤労者向け住宅であり、独立行政

法人雇用能力開発機構において全国に3,838棟、

14万1,722戸、約35万人が居住していると言わ

れております。 

  しかしながら、国は平成13年12月に特殊法人

等整理合理化計画及び平成19年６月に民間事業

者の知見、ノウハウを活用した雇用促進住宅の

売却を平成33年度までに完了するとの閣議決定

を行ったため、雇用能力開発機構は平成20年度

末までに地元自治体から譲渡希望がない場合は

廃止する計画であります。 

  現在、雇用促進住宅東山宿舎４棟の住宅には

総戸数160戸中81戸が入居しており、もし住宅

廃止ともなれば入居者はすべて期限内に退去せ

ざるを得なくなり、市の重点施策として掲げて

いる定住促進、安心して暮らせる安全で快適な

生活環境づくりに逆行することになることが予

想されます。 

  市の雇用促進住宅に関しましては、今年２月、

雇用能力開発機構理事長から雇用促進住宅の譲

渡、廃止についての正式な通知がありました。

このことを受け、半年間余りその対応について

庁内関係各課で多面的に検討を重ねてまいりま
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したが、今月末から来月初めにかけて一定の結

論を出したいと考えております。 

  つきましては、近いうちに議員の皆様に御協

議していただく予定でありますので、よろしく

お願い申し上げます。 

  なお、土地開発公社の独自事業としてやって

いくことができるのではないかということにつ

いては、公社の行える業務は、土地の取得、造

成及び住宅用地の造成事業となっておりますの

で、住宅に関する事業については土地開発公社

の設置目的及び業務範囲から逸脱しますので、

行うことができません。 

  ２番目のひとり暮らし老人等に対する火災警

報器の無料設置の御質問についてですが、同様

の趣旨でこの６月議会にも沼澤議員の方から御

質問をいただき、答弁を申し上げているところ

であります。その際に、生活弱者に対する補助

制度の創設については、今後機器の普及状況や

一般市民との均衡などを勘案しながら検討して

いく旨の答弁を行い、各市の状況等を聞き取り

するなどして検討しているところであります。 

  各市におきましても、共同購入の促進や高齢

者に絞った支援など、対応はばらばらでありま

すが、本市においては第一義的には設置が義務

化されたことや、生命にかかわる火災被害を未

然に防ぐ手段として法に定められた警報器の設

置を全市的に周知、ＰＲして推進していくこと

と考えております。設置義務の期限は平成23年

５月31日までですが、その間の設置状況などを

検証しながら、経済的な理由により設置できな

い低所得高齢者世帯などに対しての支援のあり

方について、今後も検討してまいりたいと考え

ております。 

  次に、合併問題ですが、11月５日に設立しま

した新庄最上地域合併検討協議会におきまして、

一般的に合併のデメリットと言われる「役場が

遠くなり、不便になる」や「中心部と周辺部の

格差が拡大する」や「住民の声が届かなくな

る」などの課題への対応を検討、協議している

ところでございます。 

  総務省では、全国において合併による市町村

の減少率が45.1％となり、一定程度以上に合併

が進んだことから、財政支援措置を伴う新合併

特例法の延長は行わない方向で検討に入ったと

いうことでありますが、平成22年３月までとい

う方針は前々から示されていた方向であると受

けとめております。期限後は定住自立圏構想な

どで地域の一体化が一層進められていくのでは

ないかと推測しております。 

  合併による中心部と周辺部の格差につきまし

ては、行政の使命は公平・平等ですので、中心

部だけよくなって、周辺部が行政サービスを受

けられなくなるということはございません。 

  役場がなくなって、役場周辺の活気を失った

というような例はあるようですが、合併するこ

とにより観光客が増加したり、企業誘致の促進

や農産物のブランド化が図られたり、災害復旧

にマンパワーが生かされたなど、地域が元気に

なった例もたくさんございます。 

  周辺部が寂れないように、旧役場庁舎を新市

の総合支所として位置づけたり、合併後のまち

づくりの指針となる合併市町村基本計画の策定

におきましても周辺地域に配慮したまちづくり

を行いたいと考えております。 

  また、首長や議員がいなくなり、住民の声が

届かなくなるということにつきましては、単純

に合併して人口がふえれば声が届かなくなると

いうことはないと考えます。確かに合併するこ

とにより議員１人当たりの住民の数はふえます

ので、今まで以上に住民の声を直接聞いて反映

させるような仕組みをとっていかなければなり

ません。そのための方策といたしまして、例え

ば新合併特例法に規定されている地域審議会や

地域自治区、合併特例区の制度を活用して住民

の声を反映したり、諸地区委員、地域担当制な

ど巡回出前型の行政サービスの実施を検討して
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いかなければならないと思っております。 

  今後は、後発の利を十分に生かしながら、議

員の御指摘のようなことが起こらないよう対応

策を十分検討しながら取り組んでまいりたいと

考えております。 

  給食の民間委託問題については、教育長に答

弁させますので、よろしくお願いします。 

  神室荘の調理業務民間委託の件でありますが、

荘全体の運営面を考え、民間委託による経費節

減等を行いながら、入所者の高齢化、身体面で

の障害を持つ方々が増加している現状の中で、

健康でより安全な毎日を送ることができるよう

環境改善に振り向けていきたいとの思いがあり

ます。入所者が一番の楽しみにしている日に三

度の食事に対しては、一人一人の健康状態に合

わせた食事の提供が可能になると思われること

から委託するものであります。 

  選定のポイントといたしましては、地元食材

の使用、地元からの雇用を重視した提案型によ

る業者選定をしていきたいと考えております。 

  保育所の民営化問題についてでありますが、

市財政悪化の原因は何かということについて、

歳入では景気低迷の影響による市税、地方交付

税など一般財源の減少、歳出では施設の整備事

業などに活用した市償還金の増大などが直接の

要因として上げられます。しかし、歳入が減少

した中で、今後も保育行政に同様の経費をかけ

続けていくことになれば、財政を圧迫していく

ことになります。 

  北部保育所の説明会では「市立で続けてほし

い」という保護者に対して市側は「市は民営化

を決定している」ということだった、アンケー

トも民営化ありきの内容で、保護者の賛否を問

うものとは言えないということですが、市は適

正な行政領域を見きわめながらサービス向上と

効率化を両立させる行政経営を進めていかなけ

ればならず、そのために行政サービスの提供主

体を見直し、保育所の民営化を推進していくこ

ととしております。 

  このことは何度も申し上げておりますが、新

庄市行財政改革大綱実施計画を策定する際に大

いに議論されたものであり、市の基本的な方針

として決定していることであります。このこと

を保護者説明会の場で説明をさせていただきま

した。保護者に対しましては、民営化を進める

に当たって問題となるものがあれば、それを取

り除いていかなければ民営化は進められないと

考えておりますので、そのためのアンケート調

査なども行っております。北部保育所の保護者

に対しまして、また一から民営化そのものの賛

否を問うことはいかがなものかと現状として考

えております。 

  給食につきましては、給食の安全、衛生や栄

養などの質の確保が図られていることを前提に

委託が認められております。ただし、施設外で

調理し搬入する方法は認められておらず、保育

所内の調理室を使用することとされております。 

  乳幼児保育所についてですが、老朽化が激し

く、改修して使用するには耐えられない状況で

す。そのため、将来的には建物はなくさざるを

得ませんが、定員については減らさない方向で

検討しております。定員分は他の保育所や増築

や新築との組み合わせなどについて、今後の検

討課題となっております。 

  ベテラン保育士がいなくなるということにつ

いては、保育士は若い人から年配の人までバラ

ンスよく配置されるのが望ましいと考えますの

で、移管先と協議します。 

  保育士の非正規雇用の拡大については、市立

保育所は日々雇用職員が半数以上となっており、

民営化はこの状況の解消になるものと考えます。 

  低賃金構造の固定化については、適正な賃金

の支給が望まれます。保育士の労働条件の悪化

は保育の質に影響を及ぼすということについて

は、十分配慮しなければならないと考えており

ます 
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  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

平向岩雄議長 教育長、武田一夫君。 

   （武田一夫教育長登壇） 

武田一夫教育長 学校給食の民間委託が偽装請負

に当たらないかといった御質問でございますが、

私の方から答弁させていただきます。 

  偽装請負とは、業務委託の請負側が人員の派

遣のみを行い、作業現場に責任者がいないか、

責任者がいても機能していないといった状態で

あると考えております。 

  したがって、今回、民間委託を検討している

学校給食の調理、配送業務につきましては業務

委託を受けた請負業者が作業責任者を配置し、

調理従事者に対してはその作業責任者が指示を

出すことになると考えております。このため、

調理従事者の衛生管理や搬送従事者の安全管理

を初め各作業内容についても詳細な仕様書を作

成し、それが適正に実施できる業者と委託契約

を結ぶことにしておりますので、問題はないと

考えております。今後とも、より安全安心な給

食、配送業務を確立するよう十分に考慮してい

るところでございますし、偽装請負にはならな

いよう十分な配慮をしていきたいと考えており

ます。以上でございます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） まず、雇用促進住宅に

ついてなんですけれども、市の方に通知があっ

て、１月初めまでに市で譲渡を受けるかどうか

結論を出すということはわかりました。 

  それと並行してなんですけれども、国に対し

て、居住者の意見を十分に聞いて、住宅廃止を

一方的にするのは問題ではないか、白紙に戻す

べきではないかという立場で言ってやることも

必要なんでないかと思うんです、住民の声を聞

いて。そういったことについては、やる気持ち

がないかどうか、お願いします。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 ことし２月に文書で廃

止の決定、地方公共団体で取得する意思がある

かどうか今年度中にその意思を伝えてください

という通知がありました。山形の事務所あるい

は直接雇用能力開発機構に電話で問い合わせな

んかをいたしました。この住宅は市の定住促進

あるいは雇用の促進に非常に寄与している住宅

であるという旨のお話をしたり、何とかできな

いものかというお話もこれまでさせていただき

ました。そういう面では、市の考え方、要望等

についてはこれまで伝えてきたと我々は考えて

ございます。今後もそういった気持ちでいろい

ろお話を聞かせていただくと、市の考えもこれ

からまとめていくという中で、市のスタンスは

今後要望あるいはいろんな形で伝えてまいりた

いと考えています。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） よろしくお願いします。 

  その次に、合併についてお聞きしたいと思い

ます。合併後の財政問題についてですが、合併

すれば財政や地域が豊かになれるかという問題

です。二つの点から考えてみます。 

  一つは、合併すると年間13億円も減るという

問題があります。４市町村に１年間に交付され

る地方交付税は約100億円という現状ですが、

これが一本算定では87億円、年間13億円も減る

ことになります。10年間で130億円も削減とな

ります。優遇措置とされる算定がえで５年間は

このままで、６年目からは段階的に減り、11年

目からは現在より年間13億円減少ということで

す。合併によって財布は膨らむどころか、すぼ

むことになります。地方交付税が削減されるこ

とによる影響は、行政サービスの低下はもちろ

ん、４市町村の地域経済に及ぼすマイナス影響

は多大なものが想定されるのではないでしょう
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か。合併すれば管理的な部門の職員が減らされ、

住民サービス低下をもたらさないかのような前

の課長のお話もありましたけれども、支所を置

けば必ず管理的な職員が必要です。節約できる

という具体的な試算を示していただきたいと思

います。 

  もう一つ、有利な借金と言われます合併推進

債についても問題があります。有利な活用をし

ても、交付算定がえ終了時期、11年目以降と重

なれば、得どころか、マイナスの可能性があり

ます。その上、今までの合併したところには国

の補てんは約束の４割から５割までしか来なく

なっていると。これは毎日新聞で指摘されてお

りました。国の約束は守れていません。国の地

方交付税削減のねらいに迎合する合併はやめる

べきです。いかがでしょうか。 

國分政嗣副市長 議長、國分政嗣。 

平向岩雄議長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣副市長 国の約束は守れていないとおっ

しゃいましたが、まさしく地方交付税は今後合

併しなくても約束される財源ではないと私ども

は認識をしております。非常に不安定な財源で

ありますので、あたかも確定した財源であるか

のような合併前・合併後の地方交付税の姿とい

うのは非常に判断を誤らせる認識かなと感じて

おります。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 今田議員もおっしゃら

れたように、地方交付税を地方６団体の運動で

ふやさせる。国はおおむね減らす方向でいるん

ですけれども、ふやさせる運動はこれかもある

だろうし、あるいは国の方がやはり減らすとい

うことであるだろうし、それは国の政治の動向

で変わってきます。今、確定したかのように言

ったのは、現在もらっている今の地方交付税の

あり方が一本算定になった場合、この人口で、

この地域で４市町村が13億円減ると。これは市

の担当課長らが試算した数字です。これにさら

に国の政策が加わってくるわけです。合併とい

うのは、国の政策が加わってくるものを抜いて、

今現在で比べたときにがくっと13億円減る内容

でいいとする、これが合併なわけです。そうい

う意味では、じゃ何を話の土台にするかとなっ

たら、やはりこういう数字は大事な数字だと思

います。 

  次に、合併についてもう一度別の質問ですけ

れども、平成の大合併は国の財政赤字の地方へ

の押しつけだと思うということです。 

  総務省は、市町村合併は画期的な行政改革の

手法なのですと述べて、その試算で市町村が

1,000程度になれば地方財政は４兆円から５兆

円縮減できるとしてきました。市町村合併の背

景には地方交付税の大幅削減のねらいがあるの

です。本来、合併が市町村にとって現在よりも

よくなるという保証があれば、優遇措置という

一時的なあめ玉がなくても進むはずだと思いま

す。しかし、平成の大合併の実態は、国の財政

赤字のツケを地域の地理的、歴史的、文化的条

件を無視して、期限を決めて上から押しつける

強引な押しつけ合併です。合併後、不都合があ

ったからといって、法律上は分割も可能ではあ

りますけれども、現実には後戻りはできないこ

とです。繰り返しになりますけれども、国の地

方交付税削減のねらいに迎合する合併はやめる

べきではないでしょうか。 

國分政嗣副市長 議長、國分政嗣。 

平向岩雄議長 副市長國分政嗣君。 

國分政嗣副市長 本年１月から最上新庄８市町村

の首長が協議をいたしまして、現在４市町村の

任意協議会の設置に至っているところでありま

す。全国的にも3,200を超える市町村が現在

1,700市町村になっていると。約50％近くが合

併を施行しているという時点で総務省等の総括

があったという新聞記事が出ましたが、山形県

の方で総務省に確認をしたそうですが、総務省
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の方からそういうニュースソースは出ていない

ということでございました。 

  確かに、合併がすべてバラ色ではありません

けれども、先進の事例は先ほど市長から申し上

げましたように認識をしておりますので、そう

ならないようないろんな手だて、総合支所方式

等、周辺の住民の方々に十分配慮をした行政運

営を目指しての協議が進められているところで

あります。よろしく御理解をいただきたいと思

います。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） しかし、私としては最

初の再質問で言ったように合併後の財政問題で

地域が豊かになれるとは全然思えない。反対の

方に向かっていくということが数字の面からも

明らかだということから、賛成はできません。 

  次に、給食の民間委託の問題で、偽装請負に

ついて教育長の方から話がありました。責任者

がいないか、いても機能しないことが偽装、作

業責任者が調理師に指導することになる、そう

ならないようにするためにそういうふうにする

ということでありました。 

  しかし、今までの給食のやり方を見ていると、

調理師たちが、学校の先生たち、栄養士さんた

ちと調理の打ち合わせをみんなでやって、そし

て一斉にそれぞれ担当してやっていく、そうい

う給食づくりがやられてきたと思います。しか

し、今度民間委託で偽装請負を避けようという

ふうに今のようにやられますと、チーフという

人が栄養士などから指導、話を聞いて、チーフ

が今度は調理師１人ずつに話をしなくちゃいけ

ないという形になって、調理師が学校の栄養士

や先生方などと打ち合わせなどができないとい

いますか、指導を受けることができない、栄養

士が調理師に対して直接指導できない、そうい

うことになってしまいます。そうすれば、大事

な連携作業が寸断されていくように思います。

弊害をかぶるのは子供たちなんです。 

  旧藤島町では、町の栄養士の指示のもとで調

理ができない学校給食はあり得ないと言いまし

て、民間委託を撤回しました。 

  市民は子供の給食をつくってくれる市の調理

師の削減は望んでいません。どうでしょうか。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

平向岩雄議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 従来どおりに変わりないよう

な形でやっていきたいということになりますけ

れども、献立検討会というのが毎月15日前後で

開かれます。これは今月も15日ぐらいに開かれ

るんですけれども、２月分の献立を検討します。

ということは、少なくとも１カ月半ぐらい前に

は委託業者の方に２月の献立表が渡っていくと。

その時点においていろいろ疑問点等があれば、

当然委託業者の方との打ち合わせは必要になっ

てくるだろうと。そこでもって従来どおり変わ

りないような形での作業工程なんかも説明した

上で実際に給食は調理できるのではないかなと

考えています。ですから、その現場でもって直

接受託している方に指示をするということはな

いと。もし仮にそういう場面が出てきても、責

任者がいれば責任者に対して指示を行うという

ことでありますので、偽装請負にはならないと

考えております。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） わかりました。次の質

問に行きます。 

  神室荘についてですけれども、食材の購入は

今までの業者に、地元の業者にお願いするよう

にするということですが、食材を注文する過程

で購入価格を低くさせて利潤を得ることができ

ます。これが民間委託の最大のうまみであり、

それが食材購入に当たると言われています。汚

染米をたまご焼きに入れた食材を使った日清医

療食品も県内の高齢者施設の給食に参入してお
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ります。その点、どうお考えになるかお願いい

たします。 

  もう一つは、塩分やカロリーを抑えた食事、

これが健康のためにと荘長さんなどがおっしゃ

っているようですけれども、これは今の市の栄

養士にもできるはずであります。栄養士も健康

上必要な調理は勉強しているはずだし、現に今

つくっているのではないでしょうか。 

叶内利昭神室荘長 議長、叶内利昭。 

平向岩雄議長 神室荘長叶内利昭君。 

叶内利昭神室荘長 まず初めに、地元の小売店さ

んからの食材の調達の件でありますが、私ども

の施設には厚生労働省で定めています設置基準

がございまして、50名以上の定員を有する養護

老人ホームには必ず栄養士を１名配置しなさい

という規定があります。これはあくまでも守っ

ていきます。その中で、調理業務を委託した場

合にも相手方に栄養士を１名配置するように仕

様書の中でうたっていきたいと思っています。

双方の栄養士で献立表の組み方を相談しながら、

協議しながら献立をつくって調理していくわけ

ですけれども、できるだけ地元の食材を購入し、

より安全な給食の提供をしていきたいと。でき

るように業務の提携の中でもうたっていきたい

と思っております。 

  それから、塩分とカロリーを抑えた給食は現

在も行っているのではないかという御質問です

が、議員のおっしゃるとおり、現在も塩分やカ

ロリーを抑えた給食の提供は行っておりますが、

どうしても時間と調理師さん、正規の市の調理

師さんの数が少ないということもありまして、

塩分につきましては１日10グラム以下という抑

え方は非常に楽なんですが、カロリーの部分に

つきましては、どうしても同じ食材をつくる関

係で、カロリーの計算につきましては量で調整

しているような状況がございまして、おかずの

量の格差が生じているということもございまし

て、そういった面を改善していきたいというこ

とから、カロリーと塩分の抑え方も業者さんの

スケールメリットに頼りながらしていきたいと

考えているところでございます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 今伺った荘長さんのお

話の中で、食材購入というのが民間委託の最大

のうまみと言われています。そういう意味では、

せっかくの市税のお金が民間会社の利益に行っ

てしまうというのは大変つらいというか、そう

考えないかということを聞いているんです。 

叶内利昭神室荘長 議長、叶内利昭。 

平向岩雄議長 神室荘長叶内利昭君。 

叶内利昭神室荘長 できるだけそういう事態が発

生しないような協議は行っていきますが、相手

のあることでございますので、できるだけ市の

方針に沿った購入方法をとっていただければと

思っています。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 次に、保育所の民営化

の問題についてなんですけれども、市立の保育

所、ベテランの保育士がいなくなるということ

なんですが、北部保育所の保護者会の説明を見

ても、市だから安心して任せられるというよう

な声があったように思います。公立の保育士は

学校の教師と同様に公務員としての雇用、給与

が保障されてきたからです。実は、民間保育園

も公立並みの条件を求めて公私間格差の是正の

要求を掲げて運動を進めてきました。それがこ

のような民間委託が進むことで全部投げられて

しまって、人件費の節約というふうに流れてい

くような気がします。そうなったときに、民間

の保育所の良心的にやっているところも人件費

を切り下げていかざるを得ない、競争が始まっ

てしまって、保育の質が下がっていく、それが

心配されるんです。どうでしょうか。 

平向岩雄議長 以上で今期定例会の一般質問を終
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了いたします。 

 

 

散      会 

 

 

平向岩雄議長 あす10日から14日まで本会議を休

会したいと思います。これに御異議ありません

か。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

10日から14日まで本会議を休会とし、15日午前

10時から再開いたしますので御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後２時５０分 散会 
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平成２０年１２月定例会会議録（第４号） 

 

 

平成２０年１２月１５日 月曜日 午前１０時００分開議 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 金   利 寛 

 

 出 席 議 員（１９名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   小  関     淳  議員     ６番   遠  藤  敏  信  議員 

  ８番   沼  澤  恵  一  議員     ９番   清  水  清  秋  議員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  議員    １１番   渡  部  平  八  議員 

 １２番   今  田  雄  三  議員    １３番   金     利  寛  議員 

 １４番   新  田  道  尋  議員    １５番   平  向  岩  雄  議員 

 １６番   森     儀  一  議員    １７番   山  口  吉  靜  議員 

 １８番   亀  井  信  夫  議員    １９番   星  川     豊  議員 

 ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員（１名） 

 

  ７番   中  川  正  和  議員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

税 務 課 長 今 川 吉 幸  市 民 課 長 柿 﨑 卓 美 

環 境 課 長 五十嵐 正 臣  健 康 課 長 小 野 孝 一 

農 林 課 長 五十嵐 祐 一  商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦 

都 市 整 備 課 長 中 部   力  下 水 道 課 長 佐 藤 新 一 

会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫  福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎 

神 室 荘 長 叶 内 利 昭  水 道 課 長 小 野 善 次 

教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 大 場 和 正  学 校 教 育 課 長 山 川 義 隆 

生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 清 水 幹 也 
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選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 小 野 正 一 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 佐 藤 良 知 

農業委員会会長 星 川   豊  農 業 委 員 会
事 務 局 長 柏 倉   政 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 鈴 木 吉 郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 （第４号） 

平成２０年１２月１５日 月曜日 午前１０時００分開議 

 

   （総務常任委員長報告） 

日程第 １ 議案第８０号山形県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約

の一部変更について 

 

   （文教厚生常任委員長報告） 

日程第 ２ 議案第７３号新庄市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ３ 議案第７４号新庄市本合海児童センターの管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第 ４ 議案第７５号新庄市生涯学習センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

日程第 ５ 議案第７６号新庄市立図書館の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第 ６ 議案第７７号新庄市民プラザの管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第 ７ 議案第７８号わくわく新庄の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第 ８ 議案第７９号新庄市体育館等の管理を行わせる指定管理者の指定について 

 

   （産業建設常任委員長報告） 

日程第 ９ 平成２０年請願第３号ミニマムアクセス米の輸入停止を求める請願 

 

日程第１０ 議案第８１号平成２０年度新庄市一般会計補正予算（第４号） 

日程第１１ 議案第８２号平成２０年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第１２ 議案第８３号平成２０年度新庄市交通災害共済事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第１３ 議案第８４号平成２０年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１４ 議案第８５号平成２０年度新庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１５ 議案第８６号平成２０年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第１６ 議案第８７号平成２０年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 
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日程第１７ 議案第８８号平成２０年度新庄市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第４号）のほか 

日程第１８ 議案第８９号新庄市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１９ 議会案第１５号新庄市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 

日程第２０ 議会案第１６号ミニマムアクセス米の輸入停止を求める意見書の提出について 

日程第２１ 議会案第１７号農業振興に関する緊急要望書の提出について 
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開      議 

 

 

平向岩雄議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は19名、欠席通告者は中

川正和君の１名です。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

総務常任委員長報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第１議案第80号山形県市町村

職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び規約の一部変更についてを議題とい

たします。 

  本件に関し、総務常任委員長の報告を求めま

す。 

  総務常任委員長小野周一君。 

   （小野周一総務常任委員長登壇） 

小野周一総務常任委員長 おはようございます。

それでは、私から総務常任委員会の審査の経過

と結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案第80

号山形県市町村職員退職手当を組織する地方公

共団体の数の減少及び規約の一部変更について

の１件であります。審査のため、12月10日午前

10時より議員協議会室において税務課から説明

員の出席を求め、委員全員出席のもと、審査を

行いました。 

  総務課からの説明は、月山水道企業団が平成

21年３月31日をもって解散し、鶴岡市の上水道

事業と統合することに伴い、山形県市町村職員

退職手当組合の規約の変更を行う必要があると

のこと、規約の変更に際しては地方自治法第

290条の規定により関係地方公共団体の議決を

経ることが必要になり、山形県市町村職員退職

手当組合に加入している県下45の団体において

同じ内容で変更されることになっているとの説

明でありました。 

  審査に入り、委員から統合に際しての積立金

の取り扱いはどうなるのかとの質問があり、総

務課からは統合する鶴岡市に引き継がれるとの

説明でありました。 

  また、委員から退職手当組合の負担金の積算

はどこがするのかとの質問があり、総務課から

は市が給与のデータを退職手当組合に提供し、

退職手当組合が積算しますとの説明でありまし

た。 

  その他の質疑がありましたが、採決の結果、

議案第80号は全員異議なく原案のとおり可決す

べきものと決しました。 

  以上で総務常任委員会に付託されました案件

の審査の経過と結果についての報告を終わりま

す。 

平向岩雄議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第80号山形県市町村職員退職手当組合を

組織する地方公共団体の数の減少及び規約の一

部変更については、委員長の報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第80号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

 

 

文教厚生常任委員長報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第２議案第73号新庄市後期高

齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてから日程第７議案第78号わくわく

新庄の管理を行わせる指定管理者の指定につい

てまでの６件を一括議題といたします。 

  本件に関し、文教厚生常任委員長の報告を求

めます。 

  文教厚生常任委員長沼澤恵一君。 

   （沼澤恵一文教厚生常任委員長登壇） 

沼澤恵一文教厚生常任委員長 おはようございま

す。それでは、私から文教厚生常任委員会の審

査の経過と結果について御報告申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案７件

であります。審査のため、12月10日午後１時30

分より議員協議会室において委員７名全員出席

のもと、審査を行いました。 

  初めに、議案第73号新庄市後期高齢者医療に

関する条例の一部を改正する条例の制定につい

ては、健康課より説明を受けた後、審査に入り

ました。 

  健康課からは、このたびの改正は後期高齢者

保険料の延滞金の端数処理について、市税と統

一性を図るため、10円未満の切り捨て処理から

100円未満の切り捨て処理に改めるため改正す

るとの説明でありました。 

  審査に入り、委員より延滞金の算定に関して

14.6％以外の率で計算する制度があるのかとの

質問に、健康課より、延滞金が発生する最初の

１カ月に限り7.3％の率で計算されるが、それ

でもなお高率であるとのことから、11月30日現

在の公定歩合の率に４％を加算した率と7.3％

のいずれか低い率により最初の１カ月間が計算

され、その後は14.6％の率で算定される制度と

なっている。この取り扱いについても市税と同

じであるとの説明でありました。 

  委員より、滞納者に対する資格証明書は老齢

であるということを考慮して発行しないように

するべきとの意見その他質問ありましたが、議

案第73号は全員異議なく可決すべきものと決し

ました。 

  次に、議案第74号新庄市本合海児童センター

の管理を行わせる指定管理者の指定については、

福祉事務所より説明を受けた後、審査を行いま

した。 

  福祉事務所から、本件は公募によらない候補

選定を行ったが、指定管理者候補選定委員会に

おいて本合海児童センター管理委員会が引き続

き指定管理者候補に選定されたので、平成21年

４月１日から５年間、指定管理者に指定するた

め提案するものであるとの説明でありました。 

  審査に入り、委員よりこれまでの実績をどう

評価するかとの質問に、福祉事務所からは、地

域の各団体が積極的に運営にかかわり、保育ノ

ウハウを持つ元市保育士と一体となってよく運

営されているとの答弁でありました。 

  また、委員より、保育士を初めとして現在の

ような高い水準をどう維持していくのかとの質

問に対し、指定期間をこれまでの２年からこの

たびは５年と長くとり、安定的な雇用と人材育

成が可能となるよう配慮したとの答弁でありま

した。 

  そのほか、指定管理団体の構成に関する質問

などがありましたが、採決の結果、議案第74号

は全員異議なく可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第75号新庄市生涯学習センター設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてから議案第78号わくわく新庄の
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管理を行わせる指定管理者の指定についてまで

の４件は、関連がありますので一括して審査を

行いました。 

  生涯学習課より４件の議案について説明を受

けましたが、初めに議案第75号新庄市生涯学習

センター設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例の制定については、生涯学習センタ

ーの使用料を利用料金制に改めるための改正で

あり、その利用料金は指定管理者の収入とする

もので、この制度は市民プラザとわくわく新庄

の二つの生涯学習施設に適用するとのこと、指

定管理料の算定に当たっては、これまで５年間

の使用料の実績をもとに料金収入の見込み額を

算定し、その額の90％に相当する額を指定管理

料から差し引き支払うこととしており、指定管

理者の経営能力によって管理経費を上回る料金

収入があれば、それは指定管理者の収入となる。

このように、この制度はサービス向上に対する

指定管理者の意欲を高め、使用料徴収事務の効

率化を図る目的から導入するとのことでありま

した。 

  なお、この利用料金の額については、この条

例の定める使用料の額の範囲内であらかじめ教

育委員会の承認を受け、指定管理者が定めるこ

ととしているとのこと、また二つの生涯学習施

設のそれぞれ設置していた運営審議会について

は、施設を大きな視点から審議していただくた

め、これを統合するとのことでありました。 

  次に、議案第76号から議案第78号に係る３施

設の指定管理者の指定については、いずれも公

募を行い、応募した団体の中から指定管理者候

補を選定委員会において候補団体を選定したも

ので、市立図書館には市民ネットワーク図書館

サポート・とらいあを２年間、市民プラザには

特定非営利活動法人芸術文化振興市民ネット新

庄を２年間、わくわく新庄には株式会社東北情

報センターを３年間それぞれ指定するため提案

するものであるとのこと。選定理由としては、

図書館サポート・とらいあについては、図書館

業務全般に精通し、新たな事業展開が計画され、

サービス向上が期待できるとのこと、また芸術

文化振興市民ネット新庄については、市民プラ

ザが本市の生涯学習の中核施設との認識のもと

に、芸術性の高い詳細な事業計画や窓口サービ

スの時間拡大など施設の管理運営に対する意欲

が明確に示され、十分期待できること、東北情

報センターについては、わくわく新庄の指定管

理者としての過去の実績や安全管理面において

すぐれており、業務遂行能力が高いということ

がその選定理由であるとのこと、さらにこれら

３団体の構成に関することなどの説明を受けま

した。 

  審査に入り、委員より候補団体の経営状況は

把握しているのかとの質問に、生涯学習課から

は、条例施行規則の規定により応募団体からそ

の経営状況を示す書類の提出を受けており、こ

れにより負債等についても把握しているとの答

弁。さらに委員より、経営状況の把握は、安定

した施設管理を行わせる上で欠かせないポイン

トであり、十分に留意する必要があるとの意見

がありました。 

  また、委員より、利用料金制となって指定管

理者の意欲をさらに喚起するとの視点はよいが、

過去の使用料実績を平均して利用料金収入を算

定するということでは、指定管理者が努力して

収入を上げれば上げるほど、次回の更新におい

ては、指定管理料から差し引かれる使用料収入

の額が上がることになり、せっかくの努力が報

われないことになる。そうならない方法を考え

る必要はないのかとの質問に、生涯学習課から

は、使用料実績を平均してその90％の額を指定

管理料から差し引くが、指定管理者の収入とな

る残り10％に相当する額は、料金収入の額が大

きくなればなるほどその額も大きくなる。ただ

しこの算定方式は初めて取り入れるもので、今

後利用料金の増減を分析して考えていくとの答
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弁でありました。 

  委員より、指定期間２年と３年に設定した理

由について質問があり、指定管理者制度を初め

て導入する場合は２年、その後更新する場合は

５年を基本に考えている、このため市立図書館

と市民プラザは２年としている、わくわく新庄

は今回は更新であるが、初めて利用料金制を取

り入れているため、５年ではなく３年の指定期

間としたとの答弁でありました。 

  そのほかにも質問、意見等がありましたが、

採決を行い、議案第75号新庄市生涯学習センタ

ー設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について、議案第76号新庄市立図書

館の管理を行わせる指定管理者の指定について

及び議案第77号新庄市民プラザの管理を行わせ

る指定管理者の指定についての３件は、全員異

議なく可決すべきものと決しました。 

  また、議案第78号わくわく新庄の管理を行わ

せる指定管理者の指定については、賛成多数に

より可決すべきものと決しました。 

  以上、一たん文教厚生常任委員会の審査の状

況、結果の報告を終わらせていただきます。 

平向岩雄議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  まず初めに、議案第73号新庄市後期高齢者医

療に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、委員長の報告のとおり決することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第73号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、議案第74号新庄市本合海児童センター

の管理を行わせる指定管理者の指定については、

委員長の報告のとおり決することに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第74号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、議案第75号新庄市生涯学習センター設

置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定については、委員長の報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第75号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、議案第76号新庄市立図書館の管理を行

わせる指定管理者の指定については、委員長の

報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第76号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、議案第77号新庄市民プラザの管理を行

わせる指定管理者の指定については、委員長の

報告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第77号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  次に、議案第78号わくわく新庄の管理を行わ

せる指定管理者の指定については、委員長の報
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告のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。議案第78号については、委員長の

報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、議

案第78号は委員長の報告のとおり可決されまし

た。 

  日程第８議案第79号新庄市体育館等の管理を

行わせる指定管理者の指定についてを議題とい

たします。 

  地方自治法第117条の規定により、渡部平八

君は既に退席しておりますので御了承願います。 

  本件に関し、文教厚生常任委員長の報告を求

めます。 

  文教厚生常任委員長沼澤恵一君。 

   （沼澤恵一文教厚生常任委員長登壇） 

沼澤恵一文教厚生常任委員長 引き続きまして、

議案第79号新庄市体育館等の管理を行わせる指

定管理者の指定について、文教厚生常任委員会

の審査の状況及び結果の報告を行います。 

  本件については、地方自治法第117条の規定

により、渡部平八委員から退席していただいた

後に生涯スポーツ課より説明を受け、審査に入

りました。 

  生涯スポーツ課からは、新庄市体育館を初め

とする体育施設９施設について一括して新庄市

施設振興公社を指定管理者に指定するため提案

するものであるとのことでした。 

  選定の経過として、公募に対し２団体から応

募があり、指定管理者候補選定委員会を開き、

同公社が候補団体に選定されたとのこと、同公

社は、平成18年から市民スキー場など３施設の

指定管理者として実績があり、また同公社の説

明では管理委託であった期間を含め施設管理に

は精通し、現在受けている公園管理の委託業務

を含め公園と体育施設を一体的に施設管理がで

きるとのことでありました。 

  なお、選定委員会における評価点数は600点

満点中482点をとり、候補団体に選定されたと

の説明でありました。 

  審査に入り、委員よりプール等の施設修繕な

ど管理運営をさせる上で課題はないのかとの質

問に、生涯スポーツ課からは、市民プールにつ

いてことし50メートルプールの塗装修繕を計画

していたが、高額な経費を要するため実施せず、

やむを得ず50メートルプールを休止した。しか

し学校プールが平日のみとなったこと、中学、

高校にプールがないことから、土曜、日曜日に

利用者が集中し、25メートルプールはかなり混

雑した、このためプール監視員には例年以上に

気をつけたが、来年の再開について現在予算交

渉をしているとの答弁でありました。 

  その他公社の役員体制、市民球場、市臨時職

員などに関する質問がありました。 

  採決の結果、議案第79号新庄市体育館等の管

理を行わせる指定管理者の指定については、全

員異議なく可決すべきものと決しました。 

  以上、文教厚生常任委員会の審査の状況、結

果の報告を終わらせていただきます。 

平向岩雄議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 
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  議案第79号新庄市体育館等の管理を行わせる

指定管理者の指定については、委員長の報告の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第79号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  ここで渡部平八君の復席を求めます。 

   （１１番渡部平八議員復席） 

平向岩雄議長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１０時３６分 休憩 

     午前１０時３７分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

産業建設常任委員長報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第９平成20年請願第３号ミニ

マムアクセス米の輸入停止を求める請願につい

てを議題といたします。 

  本件に関し、産業建設常任委員長の報告を求

めます。 

  産業建設常任委員長遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信産業建設常任委員長登壇） 

遠藤敏信産業建設常任委員長 おはようございま

す。私から産業建設常任委員会の審査の経過と

結果について御報告いたします。 

  本12月定例会において当委員会に付託されま

した案件は、平成20年請願第３号ミニマムアク

セス米の輸入停止を求める請願１件であります。 

  去る12月11日午前10時より市役所３階議員協

議会室において委員５名及び農林課より関係職

員の出席をいただき、審査を実施いたしました。 

  まず初めに、請願紹介議員の方々の出席をい

ただき、協議会を開催し、９月定例会において

継続審査となった経緯を説明の後、質疑を交わ

しました。協議終了後、紹介議員の方々の退席

を願い、委員会に切りかえ、協議会での内容を

踏まえて審査を行ったところであります。 

  委員からは、請願文書の中で米の価格に関し

てあいまいな数字を使っては問題があるのでは

ないかという指摘がありました。請願者の意向

は、下落した米価の数値表記についてはこだわ

らない、願意を酌んでほしいとのこと。農林課

から参考意見として、請願書の生産費について

は農林水産統計に由来していますが、統計の手

法によっては数字が変わる場合があるとの説明

がありました。また、請願文書の表現の一部が

過激ではないかという点については、今日的に

は違和感を持つものではないのではないかとい

う意見がありました。 

  ミニマムアクセス米の非食用とすべき事故米

が食用に転用されていたことが発覚し、事態は

９月のころより深刻であること、農業者のみな

らず、食を通して社会全体に不安を及ぼしてい

ることを考えれば、請願書の表現の細部にとら

われることなく願意を尊重すべきとの意見のも

と、採決の結果、全員異議なく採択すべきもの

と決しました。 

  以上、産業建設常任委員会に付託された案件

の審査の経過と結果についての報告といたしま

す。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

平向岩雄議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告ありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  平成20年請願第３号ミニマムアクセス米の輸

入停止を求める請願については、委員長の報告

のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

平成20年請願第３号は委員長の報告のとおり採

択されました。 

 

 

日程第１０議案第８１号平成２０

年度新庄市一般会計補正予算（第

４号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第10議案第81号平成20年度新

庄市一般会計補正予算（第４号）を議題といた

します。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） ６ページの神室荘の調

理業務委託についてですけれども、来年度から

の委託とのことでありますけれども、地産地消

を守るために献立作成や材料調達については市

の栄養士が責任を持って行うべきではないかと

思いますが、その点についてお願いします。 

  それから、19ページ、生活保護事業費増の内

容についてどのようになっているのかお願いし

ます。 

  それから、18ページの３の２、母子家庭等医

療費給付事業について70万円の増額ですが、こ

の内容についてお願いします。 

  それから、28ページの10の３、小学校給食管

理運営事業についてですが、日々雇用職員とい

うことでありますけれども、これで対応できる

のか、本採用でなくていいのか、どうでしょう

か。 

叶内利昭神室荘長 議長、叶内利昭。 

平向岩雄議長 神室荘長叶内利昭君。 

叶内利昭神室荘長 一番最初の調理業務委託に関

しての質問でございますが、相手方がまだ決ま

っておりませんが、十分協議しながら進めてい

きたいと考えております。以上です。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 生活保護費補正の内訳に

ついてお答え申し上げます。 

  内容につきましては、生活扶助、住宅扶助、

教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生

業扶助といろいろ中身がございますけれども、

特に顕著に大きいのが医療扶助でございます。

1,829万1,000円につきましては、生活保護受給

者については高齢者が多いということと、若干

当初の予算化における時期と現在の見積もりの

差によって今回1,842万円の補正をお願いする

ものでございます。以上です。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 母子家庭等医療給付費70万円

について御質問ございましたけれども、この件

につきましては医療給付費が当初の給付費より

も上回ったということで補正をお願いしたわけ

でございます。以上です。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

平向岩雄議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 28ページの小学校給食管理運

営事業費の日々雇用職員賃金67万3,000円につ

いてですけれども、これにつきましては市の調

理師が１名減になりましたことに伴って、急遽

日々雇用職員を雇い上げるということでの対応

策でございます。 
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２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） まず最初に、６ページ

の神室荘の調理業務委託についてなんですが、

十分協議しながら進めるという荘長のお言葉で

ありましたけれども、今までの議会内のやりと

りなどを見ていると、民間会社の栄養士もいて、

そちらと一緒に献立を作成したり、材料調達に

ついては全面委託というようなお話で進めてい

るようです。しかし、市の栄養士が配置されて

いるわけでありますし、その栄養士がやはり責

任を持って材料のことも考えながら栄養士はつ

くるわけですから、地産地消も含めて栄養士は

市の職員として重要な責務を負っているわけで

あります。そういう意味でも市の栄養士が献立

については今までどおり作成すべきだと思いま

すし、材料調達のあり方についても市の栄養士

が責任を持って献立に基づいて、同時に地産地

消という市の消費を地域から出たものでやって

いくという今までの姿勢を貫くためにも市の栄

養士ができる限り責任を持ってそこまで進んで

いく、やっておくようにすべきではないかとい

うことで質問したわけなので、もう一度お願い

したいと思います。 

  それから、生活保護費の内容の中で、高齢者

が多くなって医療費扶助が多くなっているとい

うことでありました。これとかかわりまして、

去年、生活保護世帯も含めて福祉灯油というも

のを実施いたしました。それは去年どのような

実績があったのか。それから、国と県の施策と

他市町村の状況、新庄市の今後の状況について

考えておられることについて、あるいは考えて

なければその理由、お願いします。 

  それから、母子家庭等医療費給付事業につい

て、医療費がふえているということでありまし

たけれども、子供の医療費というのが無料にな

っていると思います。あわせて、母子だけでな

く市全体として子供の医療費無料化やっている

わけなんですが、この拡大についてどのように

考えておられるのかお聞きします。県では小学

校６年生まで医療費無料化を進めようという動

きが見られております。来年度予算で県がそう

なれば新庄市も考えるべきと思いますが、その

点についてどうお考えでしょうか。 

  それから、小学校給食の日々雇用職員での対

応についてですが、今まで本採用の職員が必ず

各学校に配置されなければならないという考え

でやってきたと聞いております。その方が今回

いなくなって、すべて本採用がその学校にいな

くなっているわけなんですが、そうなりますと

今まで手づくりの給食をやる中心になってきた

本採用の職員がいなくなることの給食への影響

というのは非常に大きいような気がいたします。

それを考えたときに、こういうときは今まで臨

時職員でやっていた方を本採用にするべく、責

任を持っていただくためにも、研修を積んでい

ただくためにも、そのように格上げするような

形で対応すべきではないかと思うんですが、本

採用がいない状況の中でやれるのか、その点も

う一度お聞きします。 

叶内利昭神室荘長 議長、叶内利昭。 

平向岩雄議長 神室荘長叶内利昭君。 

叶内利昭神室荘長 機会あるごとに何度となく御

説明してまいりましたけれども、基本的には市

の栄養士が相手方、受託者側の栄養士と協議し

て献立を作成するということになります。 

  それから、賄い材料費の地産地消につきまし

ても、現在とっている地元の小売業者さんを十

分に考慮しながら最善の献立表をつくりたいと、

そのためにも地元業者からの賄い材料を調達す

るという方向で行きたいと考えております。 

  以上です。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 生活保護費の補正につい

て若干詳しく御説明させていただきます。 
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  先ほど申し上げましたように、非常に高齢者

の受給率といいますか、世帯の中で高齢者世帯

が多くなっておりまして、例えば１人入院した

場合ですと月五、六十万円、これに手術等が加

われば１カ月100万円程度というふうに一般的

な平均の金額で押さえてございます。特に19年

度との比較で申し上げますと、４月は17名と17

名ということで同数だったんですが、５月につ

きましては19年度16名に対して今年度が21名、

７月につきましては16名に対して18名、８月は

15名に対して14名、ここは若干減っております

けれども、９月は12名に対して19名、10月は10

名に対して17名、11月は12名に対して17名とい

うふうに非常に入院者数がふえてございます。

これが一番大きな原因であるというふうに分析

してございます。 

  それから、灯油助成の御質問ですけれども、

昨年、福祉において確かに灯油助成は行いまし

たが、ただ、これは福祉灯油という制度ではな

くて、原油高対策に対しての灯油助成金の交付

を行ったということでございます。この内容に

つきましては、トータルで最小見込み世帯数

1,934世帯に対しまして交付世帯数775、特に多

い世帯を申し上げますと75歳以上の単身者また

は70歳以上の高齢者世帯において75歳以上の者

が属している世帯が399世帯、児童扶養手当の

受給者が属する世帯162世帯、障害基礎年金特

別障害給付金の受給者が属する世帯が101世帯、

その他100世帯未満の対象世帯がございました

けれども、全部で775世帯に対しまして実際に

要した予算が340万9,500円になってございます。 

  以上です。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 灯油関係をことしはど

うするんだという観点で御質問ありましたけれ

ども、去年もそうですけれども、原油高対策で

いろいろ国の政策、県、市町村あわせて連携し

ながらやったという経緯がございます。ことし

も夏のころから原油高対策について国の方から

いろいろ対策についての要綱が流れてまいりま

したが、御存じのように金融危機以後、原油高

が急速に降下しているということで、県内市町

村のやるところもあるようでございますが、実

際の原油の価格の推移につきましては２年前の

原油のレベル以下に下がっているということも

ございまして、去年の水準とは全然違う推移に

なっています。そういった観点で、これからも

原油スポット買の価格が降下していくという見

込みがございますので、現在のところは原油高

に対する灯油等の助成については推移を見守る

ということで、今回の補正には計上してござい

ません。今後の対策については状況を見ながら

判断していきたいと考えております。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 先ほどの母子家庭医療給付に

ついてでございますが、先ほどの件につきまし

ては乳児医療給付の件だと思うんですが、母子

家庭の問題については先ほども言いましたとお

り人数がふえたということに伴って給付が増に

なったということなので、その点について御了

承願いたいと思います。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

平向岩雄議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 まず、小学校給食管理運営事

業費に関連してですけれども、小学校給食にお

いて正職もしくは栄養士がいない学校はありま

せん。この点確認しておきたいと思います。10

校ありますけれども、すべてに栄養教諭並びに

市の調理師が配置されております。今回３名の

正職がいたところで１名急遽欠員になったとい

うことでもって、そこのところを日々雇用職員

でということでございます。必ずしも市の調理

師でなければならないということもありません。

栄養士がいれば日々雇用職員でも十分学校給食
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は対応できる形になっておりますので、よろし

く御理解願いたいと思います。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） まず、神室荘の調理業

務委託について、ただいま神室荘長の方から地

産地消の点では地元の業者からの材料調達でと

いうことでありますが、ここに市が直接調達す

るのではなくて、民間業者が調達に行くとなり

ますと、例えば3.3円で本当は買えるようなも

のが3.8円というふうに、中に委託会社の利益

を加味して調達するということがあるわけなん

です。そういうことをさせないで、3.3のもの

は3.3で市で調達できるようにすべきでないか

と考えるわけなんです、私は。そういう意味で

市の栄養士に調達させた方がより節約になる。

あるいは3.8円で買うものは、もともとそうで

あれば、そのようにいいものが買える。そうい

うことでないかということで、市の栄養士に責

任を持って買わせるべきでないかと思っている

わけなんです。そういう材料調達を考えての献

立づくりですので、やはり業者に任せることな

く、市で責任を持ってやって、それをどうこな

すかは業者の方に任せることになるとしても、

材料調達までは責任を持ってやる。私はそこま

でやってこそ最大限いいものを市民の方に提供

できるということではないかと。その点につい

て、もう一回お願いします。 

  それから、生活保護関係に含めて福祉灯油あ

るいは原油高対策の灯油助成について、政策経

営課長から今後の状況を見ながらということで

した。しかし、国と県の施策が一応助成すると

いうことになっています。なぜかということで

すが、この秋までかなり高かったわけです。こ

とし１年間の平均灯油価格は高かったわけなん

です。低所得者世帯にとっては特に大変だった

と思います。その意味で国と県は灯油助成がこ

とし行われています。国・県の補助があるので、

市の持ち出しはわずかではないでしょうか。去

年の補助対象世帯は年収200万円以下の世帯が

多くて、生活ぎりぎりの世帯だったと思います。

その生活を考えて、国・県あるいはほかの市町

村でやっているように、生活を考えて補助を行

うべきではないか、私は思うのですが、その点

について再度お願いいたします。 

  それから、母子家庭等の医療費給付事業につ

いてはわかりました。そこで、市長にお伺いし

たいんですが、今、県の方では小学校６年生ま

で医療費無料化を県として進めようという予算

になってきているように思います。もしされた

ら新庄市でも考えるべきと思いますが、市長と

してどのようにお考えなのかお願いいたします。 

  それから、給食の管理運営についてなんです

が、市の調理師がいなくても、もし栄養士がい

れば直営でも十分にやっていけるんだというお

話でありました。 

  私ども文教厚生常任委員会が舟形に行ったと

きに、栄養士が町の職員でいらっしゃって、調

理師は残念ながら臨時採用の方々でありました。

それでも栄養士の指導のもとにみんな団結して

手づくりで最大においしいものをということで、

１粒も残さないぐらいに子供たちが食べるよう

なおいしい給食を提供できているという話を伺

って、大変感銘を受けてきたところであります。 

  そういう意味でも、これからの給食運営のあ

り方についてなんですが、中国冷凍ギョーザを

食べたという方がどういう状況になったかとい

うことですが、吐き気と下痢でふらふらになっ

たということであります。汚染米などで、もし

病人が出たら大変なことです。牛肉のミンチ偽

装事件もありました。アメリカからの違反照射

食品の販売も行われました。中国産ウナギの違

法抗菌剤が指摘されておりました。こういった

ことも含めて身近な食品への不安感が広がって

います。輸入物や加工食品は非常に心配です。

学校給食や保育所に使われている輸入の加工食
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品はどのようなものが使われているか調べてお

られるでしょうか。調べていたらお願いします。 

  それから、素材から手づくりで子供たちに提

供していくのが一番だと思います。日本の食べ

物を素材から手づくりで子供たちの給食に入れ

ていただきたいのです。そのためには人手と条

件を整えることが重要と思いますが、今後の給

食のあり方についての考え、お願いします。 

叶内利昭神室荘長 議長、叶内利昭。 

平向岩雄議長 神室荘長叶内利昭君。 

叶内利昭神室荘長 一般質問でもお答えさせてい

ただきましたけれども、神室荘全体の運営をか

んがみて調理業務の民間委託を行うという趣旨

でございますので、御理解いただきたいと思い

ます。 

  それから、賄いの調達の委託に関しましては、

仕様書の中にしっかりとうたい込みまして委託

をしていきたいと思いますので、よろしく御理

解いただきたいと思います。以上です。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 先ほど申し上げました

ように、原油高につきましては峠を越えたとい

うことで、夏場よりもこの地域は冬場に圧倒的

に灯油あるいはそういったものを使う比率が非

常に多いわけであります。そういった中で、今

後も灯油等について価格の下落が予想されてい

るという中では今後の推移を見守っていくしか

ないかなと考えてございますので、御理解のほ

どよろしくお願いしたいと思います。 

小野孝一健康課長 議長、小野孝一。 

平向岩雄議長 健康課長小野孝一君。 

小野孝一健康課長 先ほど６年生までの医療給付

の無料化について市も同様にするのかというよ

うな趣旨の御質問だったんですけれども、今現

在、市の子供たちの給付につきましては就学時

まで県単事業ということで実施しているわけで

ございますけれども、その拡大についてはまだ

正式には県の方から私どもの方に通知がござい

ません。その通知があった段階で予算措置も含

めて検討することになろうかと思います。 

  以上です。 

大場和正教育次長 議長、大場和正。 

平向岩雄議長 教育次長大場和正君。 

大場和正教育次長 学校給食につきましては、衛

生管理は当然ですけれども、安全安心という部

分を最優先した形でもって文科省の基準があり

ますので、それに従ってすべてやっております。

ですから、事故米とか、そういう部分について

は全く恐れはないと考えております。特にそう

いった万が一の場合も想定しまして、検食、保

存等を必ず行うようにしていますので、もし問

題が発生したならばすべて私の方に報告がある

ものと考えております。今のところ事故米とか、

そういう形での報告はありませんので、安全安

心は確保されていると考えております。中学校

給食を始めるわけですけれども、今後もこの基

準は必ず守っていかなければならないものであ

りますので、中学校給食を導入しても安全安心

は確保されると考えております。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時５７分 休憩 

     午前１１時０７分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

  ほかに質疑ありませんか。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） ３点ほどお聞きしたい

思います。 

  21ページの土地改良事業費の514万5,000円ほ

ど減額なっていますけれども、この減額なった

理由はどういうものかそれをお聞きしたいと思

います。 

  それから、25ページ、除雪費なんですけれど
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も、政策経営課長の説明によりますと、重要路

線が10キロほどふえたという説明があったんで

すけれども、どの地区の路線が10キロほどふえ

たのか、また合併協議会の中でも新庄の除雪等

についていろいろ質問等があるというのを聞い

ておりますけれども、市の重要路線というのは

新庄地区内において幾つぐらいあるのかお聞き

したいと思います。 

  もう１点なんですけれども、先ほど佐藤悦子

議員も燃料のことをお聞きしたんですけれど、

私は別な角度からお聞きしたいと思います。 

  先ほどの政策経営課長の話によりますと、今

の灯油燃料は２年前の価格よりも下がっている

と説明あったわけでございますけれども、各款

におきまして今回は燃料費の補正がなされてお

ります。これは何を基準にしてこのような燃料

の補正がなされたのか。ということは、燃料高、

原油高をもってしたと思うわけでございますけ

れども、このような補正をなされた基準はどこ

にあるのか、その基準というものをお聞きした

いと思います。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 お答えします。 

  今年度から採択なりました上野地区の経営体

育成基盤整備事業につきましては、今年度

8,400万円の事業費でございます。その中で、

国と県で10分の８、新庄市が10分の１でござい

ますので、840万円を計上しておりました。 

  今年度の事業内容としまして、測量設計、換

地の調査とか、いろんな調査業務の費用でござ

いますけれども、減額された514万5,000円の内

訳については、今、水利権の協議が県と国でさ

れております。その協議がまだ協議中でござい

ますので、測量設計がまだ整っておりません。

主な原因としましては、調整中につきましての

調査費の減額ということでございます。 

  以上でございます。 

中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 

平向岩雄議長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 除雪にかかわる御質問で

ございますが、一つは除雪強化路線についてで

ございます。これにつきましては、以前より強

化路線に指定しまして集中的に除雪の強化を図

ってきたところでございます。この指定の内容

につきましては、昨年度までは約13路線で11キ

ロ強の延長を強化路線に指定しまして行ってい

るところでございます。主な部分としましては

工業団地とか市街地周辺部の道路で市街地と

国・県道を結ぶような幹線道路、そういったも

のを主体に13路線行っておりました。今年度に

つきましては、さらにこれらを強化すべく17路

線の約10キロほどを追加しまして強化してまい

りたいと考えております。この内容につきまし

ては、各周辺部と国・県道を結ぶ路線、市街地

と各集落を結ぶような幹線道路、そういったも

のを主体に選定しまして除雪の強化を図ると。 

  この強化といいますのは、これまで通常です

と朝２時半から３時50分までの間で降雪が10セ

ンチあった場合にはセンサーにより各オペレー

ターに指示しまして出動しているということで

ございます。ただ、どうしても日中とか、その

時間以後に降雪、朝方とか、そうした場合に当

然日中も降り続いて交通に支障が出るような場

合も多々あるわけですけれども、そうしたもの

にも出動して対応していきたいということで、

そういった強化路線を指定しているところでご

ざいます。 

  これとあわせまして、約８キロ強の13路線ほ

ど、通学路とか、あと強化路線に準ずる国・県

道との連絡路線といったものをパトロール強化

しまして、直接こちらの方から指示を出して出

動させるということで、強化路線も今年度から

指定して進めていきたいと考えているところで

ございます。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 
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平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 燃料費の予算の各款に

いろいろ関連の補正が出てきているわけであり

ますが、まず原油が高騰した春から夏場にかけ

ての使用量が非常に多い施設、例えば冷房とか

火葬場の灯油とか、そういったものを多く使う

施設については原油がピークになっていた時期

の差額を補正したと。また、学校関係では、そ

もそも見積もりのときに必要最小限の見積もり

で予算化しているということがありまして、絶

対量がきつめに査定しているところについては

もう一回見直しをするとか、価格を考慮しなが

ら補正を行ったというようなことに起因してい

るということでありまして、そのほかの施設に

ついては既存の予算の範囲内で極力効率的な努

力運営をしていただいて予算の範囲内で何とか

お願いしたいということで、そういった各課か

ら上がってきた予算要求と昨今の原油をめぐる

情勢を考慮し、あるいは絶対的な量の査定につ

いて考慮しながら予算の補正を行ったというこ

とであります。 

４ 番（小野周一議員） 議長、小野周一。 

平向岩雄議長 小野周一君。 

４ 番（小野周一議員） 土地改良区の事業につ

いてはわかりましたけれども、17路線に強化路

線がふえたということなんですけれども、10キ

ロプラスになって、その詳細な路線というのは

恐らくここに20人いる議員の方々もわからない

と思うんです。住民から聞かれた場合、どうな

っているんだという話もあると思うんですけれ

ども、その17路線の強化路線があるわけなんで

すけれども、その路線名というか、詳細的なも

のを後でいいから教えていただければ大変あり

がたいと思います。それがわかれば恐らく合併

協議会においても各首長さんから「新庄は除雪

何たら」と言われなくても済むんじゃないかと

思うわけでございます。 

  これに関してなんですけれども、いろんな業

者さんが入っているわけなんですけれども、新

庄の除雪が悪い・イコール・全体が悪いんじゃ

なくて、業者間のオペレーターさんの技術の差

が非常にウエートを占めている分があると思う

わけですけれども、その辺、職員には大変重荷

になると思うんですけれども、パトロールです

か、徹底してそういう業者間の指導、周知徹底

してもらいたいと思います。以上であります。 

中部 力都市整備課長 議長、中部 力。 

平向岩雄議長 都市整備課長中部 力君。 

中部 力都市整備課長 除雪強化路線につきまし

ては、それぞれ図面に起こしまして、除雪計画

の中にも明示してございます。一般市民に対し

ての周知といいますか、そういう面では直接周

知に至っていない部分があると思いますけれど

も、路線はすべて指定しまして、図面に起こし

て対応していきたいと考えているところでござ

います。 

  除雪の程度といいますか、そういったものに

ついての御質問もございましたけれども、確か

にオペレーターの技術的な面というのは非常に

大きいと思います。特に作業そのものが夜間と

いうこともありまして、オペレーターの確保と

いうことも非常に難しい時代になってきている

と。そういう中で、各業者の方もオペレーター

を確保してやっておるわけでございますけれど

も、できるだけ工区等につきましても同じ業者

で、できれば同じオペレーターで対応していた

だくような形で指導しているところでございま

す。除雪の状況につきましては、毎日パトロー

ルを行って、その都度指示しながら改善をして

いただくように対応していくという状況でござ

いますので、今後も引き続き強化してまいりた

いと考えております。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 一つお伺いします。 
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  22ページ、商工費、商工振興費の中で説明は

あったわけですが、産業立地促進資金融資制度、

貸付金ということで749万9,000円、このケーイ

ービー・ジャパン、県と市と銀行で３分の１ず

つ負担して、市分が749万9,000円ということで

すが、この貸付金制度のあらましと、ケーイー

ビー・ジャパンというのはどういう企業で、何

をつくられて、どういうふうに操業して、今ど

ういうふうになっているのかという状態を教え

てもらえればと思います。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 まずケーイービー・ジャ

パンについて説明させていただきます。ケーイ

ービー・ジャパンにつきましては、本社が東京

でございます。資本金が２億8,000万円、現在

従業員が45名ということでございます。主な取

り扱い商品ということでございますけれども、

機械加工、切削等ですが、そのほか設計、機械

組み立て、電気組み立て等々ございます。 

  今回の申請につきましては、市長のトップセ

ールスの結果ということもございまして、一般

質問でも市長からお答え申し上げましたように、

昨年ですか、こういったことで増築という運び

になりました。現在、工事進捗中でございまし

て、間もなく完成ということを伺っております。

ただ、こういった情勢になりまして、雇い入れ

る増員の予定が若干名ということになっておる

ようです。先日も部長が参られまして、私は直

接お会いできなかったんですが、こういった経

済情勢の中で、あと１年、２年は我慢していか

なきゃならないのかなということもおっしゃっ

ていたそうでございます。 

  制度についてでございますが、この制度につ

きましては市の要綱がございます。新庄市産業

立地促進資金融資制度要綱ということでござい

まして、これは先ほど議員がおっしゃったよう

に、市内の工業団地に立地または移転、増築

等々を行う場合に、市が信用保証協会を経由し

て金融機関に原資を貸し付けるということでご

ざいます。その内容につきましては、整備資金、

運転資金ということで、10億円を限度としてご

ざいます。融資の形態としまして、市、県、銀

行の三者の共同による融資事業ということでご

ざいます。 

  今回のケースでございますけれども、申請額

が2,700万円ということでございました。2,700

万円の３分の１ということになりますと916万

6,000円、これが市の負担でございますが、現

在予算残額が166万7,000円ございまして、その

916万6,000円の不足分749万9,000円を今回補正

をお願いしているということでございます。 

  以上でございます。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） 工業団地内でそのほか

の企業もあるようですが、今お伺いしますと、

機械の組み立て、機械の製造等も含めてという

ことで、輸出関連企業だとすれば、今、円高で

マスコミをにぎわしているような状態で、世界

のソニーですらああいう状況になっているとい

う状態ですと、かなり大変なのかなと。トップ

セールスの成果もよかったなと思いつつ、今の

経済情勢だと大変なのかなと思うんですが、ケ

ーイービー・ジャパンは45名の従業員を抱える

という状態で現に操業している、45名で今やっ

ているんでしょうけれども。今回私も一般質問

をさせていただいたのですが、マスコミもそう

ですが、来年の２月、３月、４月あたりが最高

に、日本経済、世界の経済が本当に震え上がる

というか、100年に１回の世界恐慌だと言われ

るぐらいの大変さが襲いかかってくるのではな

いかと今言われております。 

  そういう状況の中で、緊急制度が信用保証協

会のいろんな云々であって、逆に言えば、郡内

のそれぞれの自治体でもいろいろ緊急度があっ



- 124 - 

て、舟形なんかは余り中小企業はないんでしょ

うけれども、それぞれ個人事業主も含めて、今

そういう制度が10月31日から制度改正になりま

したよと、融資制度がありますので、ぜひ使っ

てくださいという状態で、行政がセールスマン

のようにして商工会議所と連携をとりながらや

って急場をしのごうとされている状況があるわ

けですが、本当に大変な状況で、輸出関連企業

は特にひどいんじゃないかなと思われますし、

今年度の12月29、30日あたりに中小企業の人方

に対する相談会があるという状態ですが、でき

るだけ行政も商工会議所も含めて、できるだけ

新庄市に在住の中小企業の皆さん、頑張ってお

られる方々が倒産の日を見ないように最善策を

とっていただくことも行政の役目かなと思うの

ですが、この点、ほかの最上郡内でもそういう

ふうにしてやっているところもあるわけです。

ですから、どうなのでしょうかという点をお願

いしたいと思います。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 議員おっしゃるとおり大

変心配な時期でございます。私どももできるだ

け、国の施策が次々に打ち出されております。

こういったものも活用してスピーディーに取り

組むことも必要だということで、相談窓口につ

きましても、金融機関等もお願いして取り組む

ことを考えてございます。29、30日の２日間、

何とかそういった相談窓口を開いて、心配を幾

らかでも払拭できればと考えております。よろ

しく御理解のほどお願いしたいと思います。 

１３番（金 利寛議員） 議長、金 利寛。 

平向岩雄議長 金 利寛君。 

１３番（金 利寛議員） お願いですが、県の方

も緊急経済対策の対策本部をつくっているんで

す。ほかの自治体もつくっておられる自治体も

あるんです。本当にこういう状況になってくる

と、私も一般質問の中で話しましたけれども、

新庄でも倒産の日を見て、ことしは年を越せる

かなと、いい年のお母さん、おばあちゃんがこ

こから逃げていかなくちゃないという状況を目

の当たりにしております。本当によそごとじゃ

ない。身近な航空電子でもそういう非正規雇用

社員は首切りの対象になって何百人か切ってお

りますし、新庄市内ですよ。それをする班長が

私の親戚になっておりまして、本当に胸の痛い

思いでせざるを得ないという状況を目の当たり

にするにつれて、ひしひしと感じているわけで

す。失業対策も含めて今こそ本当に、県でもそ

ういうふうな状態にしてアクションを起こして

いるのと同じように、緊急非常の経済対策本部

をつくって対応していかなければ、新庄市民が

大変な状況下に今さらされているということを

十分認識したアクションとしては何も、「一所

懸命頑張ります」「こうします」ということは

わかるのですが、具体的にどうするのかという

のがちょっと見えて、本当にそういう人方のこ

とを思うとすれば、そういう手を打たなくちゃ

ないのではないかなと思うのですが、要望も含

めてですけれども、どうでしょうか。 

黒坂光悦商工観光課長 議長、黒坂光悦。 

平向岩雄議長 商工観光課長黒坂光悦君。 

黒坂光悦商工観光課長 まさにそのとおりだと思

いますが、市として打てるものというのはある

程度限られていると理解してございます。まず

国の施策がどんどん出てきておりますので、い

かにそれを早くスピーディーにそういった関係

の方々に周知して使っていただけるかというこ

とが第一義的には必要ではなかろうかと思いま

す。内部的には、どういうものが一番効率的で

効果的なのかということで、今取りまとめをや

っている最中でございまして、その後政策経営

課長とも相談しながら対応してまいりたいと思

います。最終的には全庁的なことになると思い

ますが、そういったことで御理解いただければ

と思います。 



- 125 - 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 15ページ、１款１項１

目議会費の節の方に職員手当等473万1,000円の

減、そのわきに議員報酬の減額と書かれていま

すけれども、これはどっちなんですか。 

  それから、その下の方の会議録作成業務、当

初の予算では117万1,000円、63万7,000円の増

額補正になっていますけれども、この理由をお

聞かせ願います。 

  次に、22ページ、６の２の１、林業のところ

です。ナラ枯れ防除薬剤処理業務というのが16

万円の減額になっています。ことしも随分陣峰

市民の森に通ってみたんですけれども、中に入

ってみましたところ、ナラ枯れが相当ひどくて、

伐採も相当見受けられました。減額ということ

は、どういうふうにして16万円減額になったの

か、処理が遅くなってこうなったかどうか、ど

の程度の処理をやったのか、これをお聞かせい

ただきたい。 

  その次には、30ページの10款４項８目の名誉

市民特別記念室整備事業の工事請負費が257万

1,000円の減額、年度当初の予算では総体的に

は1,343万5,000円の総体的予算で、この工事請

負の分は1,060万円ということでスタートしま

した。実際終わってみましたら802万9,000円で

終わりましたよということだと思うんです。実

に24％の減と。少なくなるのはいいんですけれ

ども、見積もりの立て方が問題なかったかどう

か、何で257万1,000円が減額になったのか、そ

れをお聞かせいただきたい。 

  それから、その下の10目、わくわく新庄の指

定管理委託料が22万7,000円の増、当初の契約

の仕方がどうであったか、途中で、今ここで増

額しなければならなかった内容というものをお

聞かせいただきたい。 

平向岩雄議長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時３１分 休憩 

     午前１１時３２分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 15ページの議会費の御質問に

お答えいたしますが、議員報酬等473万1,000円

減額補正させていただいております。これにつ

きましては、平成16年度からの引き続きでござ

いますけれども、議員皆様から御協力いただき

まして、財政対策の一環で期末手当について減

額というような形をとらせていただいておりま

す。今年度の分は、当初予算としては減額しな

い形での予算額ですので、今回各期末手当の減

額分合計、率にしますと14.3％ということで期

末手当の減額をお願いしているわけですが、そ

れが合計額473万1,000円、ちなみに１人当たり

にしますと23万円ほどになりますけれども、そ

の御協力いただいている分の減額でございます。 

  それから、議会運営事業費63万7,000円の増

額につきましては、会議録の作成業務の委託料

ですけれども、この業務委託に関して入札して

行っておりますが、その金額自体ちょっと見込

みより多かったということと、今年度は全員協

議会なり臨時会という形で開かせていただいた

ことが例年より多くなっております。合併等も

ございまして多くなっておりまして、その分い

ろいろ今後の経費なども見込みまして、不足す

ると思われる63万7,000円を補正させていただ

いたところであります。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 ナラ枯れ被害木の薬剤処理

の業務委託につきましての減額の理由をお答え

したいと思います。 

  今年度の伐倒、ナラ枯れについてはことし98
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本、約0.2ヘクタールほど対応させていただき

ました。昨年は67本、0.2ヘクタールほどでご

ざいます。薬剤注入しておるんですけれども、

被害が拡大して蔓延しているという状況で、こ

れは新庄ばかりじゃなくて、他方面にも管内に

おいても相当な被害に遭っているということで、

19年度までは伐倒、玉切り、集積について補助

事業の対象でございましたけれども、20年度か

ら薬剤注入、防除だけが補助対象と。これはあ

る程度県の予算の枠もあるかと思いますけれど

も、当初36万円を計上しておりました。今回16

万円の減額ということで、これは事業完了によ

る確定の金額でございます。以上でございます。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 新庄市名誉市民特別記念

室整備事業費に関連してでございますが、工事

請負費、ただいま議員おっしゃいましたとおり、

当初予算に1,060万円計上してございました。

その設計金額については妥当なものだと存じま

すが、現在の社会状況、建築関係の会社の厳し

い状況を反映いたしまして、各会社本当に頑張

ってというか、非常に厳しい熾烈な状況の中で

入札が行われてこのような結果になったと認識

してございます。 

  わくわく新庄の件でございますけれども、修

繕料関係は女子トイレのウォシュレット関連で

ございまして、指定管理委託料22万7,000円の

内訳は燃料費と光熱費の差額関係でございます。 

  以上です。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） さっき15ページのとこ

ろは職員手当等と書かれていますが、こっちの

議員報酬でしたら私は認識してわかるんです。

職員手当の減額となっているから、その違いが

どうだかと伺ったんですね。 

  それから、幾ら会議が多くなっても、当初の

予算から見れば膨大な増額でしょうね、117万

1,000円でスタートして。予想金額で予算を立

てているんだから、こんなに多くなるというの

はちょっと考えにくい。予算が甘かったんじゃ

ないかと私は思うんです。 

  それから、ナラ枯れの部分は36万円の薬剤費

に対して、薬剤散布だけで20年度は終わるんだ

ということなんですが、その中で、たった36万

円で16万円も余すということは、防除を徹底し

たのかどうかということが言われるわけですね。

もっと何百万もあっての16万円だったら話はわ

かる。たった36万円のうちで16万円、割合から

すれば怠ったんじゃないかと言いたいんです。

まだ被害が現在でも続いている状況の中でどの

程度やったかというのが疑われる。 

  それから、名誉市民の減額に対しては、当初

計画されたとおりやられれば、安く上がったこ

とにはこしたことないわけですけれども、その

見積もりに間違いがなかったかどうか、そこを

疑いたかったわけです。 

  それから、指定管理委託に関しては当初の契

約がきちっとなされているものと私は思ってい

る、どこの施設でも。途中で補正をしなきゃな

らないというのは、大きな理由がなければだめ

だ。ウォシュレットと言いましたけれども、そ

の部分であるということで理解したいと思いま

す。 

  そういうことで、今言った３点、もう一回答

弁願います。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 説明では議員報酬となってい

ますけれども、実際に減額という措置をとらせ

ていただいているのは期末手当ということで、

予算の節区分としては職員手当ということにな

ります。 

  それから、会議録についてはページ単価の契

約になりますので、その年によってはかなり幅
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の大きな補正を行わざるを得ないというときも

出てくるのかなと思っておりますので、見積も

りについてはなお今後一層精査させていただき

たいと思います。よろしくお願いします。 

平向岩雄議長 暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時４０分 休憩 

     午前１１時５０分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 ナラ枯れについてお答えし

ます。 

  昨年度、陣峰市民の森のナラ枯れの被害木を

県と一緒に調査しまして、全部で98本ほどの被

害がありましたということで、現地を確認して

おります。その中で、当初36万円計上しており

ましたけれども、補助対象としての要件により

まして全部98本については薬剤処理を完了した

ということで、薬剤処理しないと来年６月に孵

化してまたほかの木に移っていくという被害を

なくするような対策は今回全部終了したという

ことで、減額とさせていただきました。今後も

引き続きいろんな調査をしまして、そういう被

害木の解消に努めてまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

三浦和枝生涯学習課長 議長、三浦和枝。 

平向岩雄議長 生涯学習課長三浦和枝君。 

三浦和枝生涯学習課長 新庄市名誉市民特別記念

室の工事関係でございますけれども、奥山峰石

先生の記念室、近岡善次郎先生の記念室それぞ

れにつきまして、電気、壁、床等の個々の工事

の細かい部分からの積み上げに基づいて設計金

額を出しておりますので、私どもは妥当な金額

だと存じております。個々に詳しい資料を持っ

てきておりませんでしたので、１個１個につい

て御説明できませんけれども、そんなふうに認

識をしております。よろしく御理解をお願いし

たいと思います。 

  それから、わくわく新庄の指定管理委託料に

ついてでございますが、全部の指定管理者を導

入している施設共通でございますけれども、協

定書の中で指定期間中に賃金水準または物価水

準の変動により当初合意された指定管理料が不

適当となったと認めたときにはその変更ができ

るという規定をうたってございますので、特に

管理料については本当にぎりぎりのところでし

ておりますので、ちょっとした物価の変動でも

指定管理者が自分たちの請け負った中から払わ

なければならないような状況になりますので、

その辺の燃料費、電気料、光熱水費等の物価変

動に対してはできるだけ対応したいと考えてお

ります。 

  以上よろしくお願いいたします。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 私の方から、21ページ

の農林水産業費の農業費６目水田農業対策費、

生産調整に関しての質問をいたします。 

  私は、産業建設常任委員会に所属して、それ

らに関連した質問は避けたいなと思っておった

んですが、今回の場合、特に生産調整に関して

の新庄の取り組み方というか、結果、一般質問

でもある議員にお答えになっていた点もありま

すが、11月27日付の新聞「県内の過剰作付205

ヘクタール」と、この中で195ヘクタールが新

庄市だと。そういうふうな説明も受けました。

大変なことだと、私はそう受けとめました。な

ぜかというと、来年度から国ではこれらに関し

てペナルティーを科するということも報じられ

ているわけ。これらに対して、水田農業推進対

策会議とか、生産者あるいは農業関係団体等々

会議も開いておられるわけですが、これの責任

者は市長であります。そういう中で、いろんな
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会議も開いている中でこういう結果が出たとい

う点につきまして、市長、今後の取り組み、今

回のこの結果に対してどう受けとめておられる

のか、再質問もいたしますが、これからの対応

というか、そう簡単なものではないと。その辺

をまずお聞かせいただきたいと思います。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 議員御指摘のとおり、新聞

報道でも各市町村の達成状況、未達成状況がま

だ公表されておりませんが、県内では205ヘク

タールの過剰面積ということで、全国にも過剰

の分、未達成の分、達成した県、全部公表され

ております。その中で山形県は先ほど申し上げ

ました205ヘクタールでございます。県内の相

殺した面積が205ヘクタールになっていますの

で、達成した市町村と未達成の分を相殺した面

積が205ヘクタールになります。そのうち195ヘ

クタールが毎月農政事務所の方に報告した数字

が、195ヘクタールが新庄市分だと。そのほか

に過剰になっているのが10市町村ほどと聞いて

おりますけれども、それについて県の方から、

それから農政局の農政事務所のいろんなキャラ

バンが生産調整の実効性について市長の方にも

来られましたし、依頼ということで来ました。

その中で、県の対応として、農水省に対してペ

ナルティーを講じないように、1.7ミリから1.9

ミリの通称ふるい下米と言っている、それを主

食用としないで、非主食用として何とか対応で

きないかということで、県内全部担当が皆集ま

って、県の方からもいろいろ指導がされたとい

うことでございます。 

  その中で、今回補正予算として60万円を計上

させてもらいました。そのふるい下米の1.7か

ら1.9ミリの6,000キロ分といいますか、面積換

算しますと約１ヘクタール分にしかならないん

ですけれども、何とか農協の方から非主食とし

てできないかというふうに協議会の場でも総会

の場でも検討しまして、ふるい下米として非主

食の差額分、キロ100円の6,000キロ分というこ

とで、それを非主食として60万円を各農協の方

に負担といいますか、補助するということで、

何とか新庄市の取り組みとして緊急的な措置と

して、今回補正として要求させていただきまし

た。よろしく御理解をお願いしたいと思います。 

平向岩雄議長 ただいまから１時まで休憩します。 

 

     午後０時００分 休憩 

     午後１時０７分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） 農業委員会の農業生産

者の代表が執行部の席に座るというのは、今ま

で前代未聞の議会かなと思っております。これ

はこれといたしまして、本題に入ります。 

  課長、先ほど答弁というか、答えてもらった

んだけれども、私が質問しているのは、この結

果を踏まえて今後どうなのか、この結果をどう

受けとめているのか。それなりの数字的にとか、

どうのこうのじゃないんですよ。こういう状況

が起きたら、これからペナルティー、いいです

か、ペナルティーの内容も課長は皆わかってい

ると思いますが、これだけは唯一救いなことも

あったなというか、県の需要量が今年度より来

年度は10トンが削減されるという程度で、来年

の需要見込みというか、数量割り当てがそうな

るという話もマスコミに出ております。これは

我々から見れば、生産者から見れば大変救われ

たなと思っております。 

  それはそれとして、今後、ペナルティーとい

う言葉が出てきていますね、ペナルティー。今

までは再三、水田農業推進協議、いろんな形の

会議等でも何回か、私もペナルティーという言

葉は生産者みずからに科せられることではない
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と思っておったんです。これは行政ペナルティ

ーですね。科することもできるという内容でマ

スコミに出ているんですけれども。 

  生産調整の取り組み方、水田農業推進会議の

中でもうたわれております。19年度からは、農

業者、農業者団体が主体的に需給調整を行うシ

ステムに移行しましたと。なるほど、こういう

状況下に来たなと感じております。生産者がみ

ずから主体的にやれと、取り組めというような

内容であると思います。じゃ行政はどうなんだ

かと。そういうことで、私も課長に相談したこ

とがあります。行政も同じようにやると、取り

組み方をやるというような話も聞いたもんです

から、それなりの協力態勢というか、とれるん

じゃないかなと思ってきたところでした。 

  しかしながら、こういう状況になった。特に

今回、生産者代表さん方が持っている農業委員

会から要請書が出ておりますね。市長あて、

我々議会あてにも出ております。これはこれと

して、我々も常任委員会でもいろいろ検討しま

した。しかしながら、生産者団体の生産調整、

本当に協力してやる方向性を話し合いされたの

か。ただ、この要請書を見ますと、行政で対応

してくれという内容なんですね。じゃ生産者団

体、生産者はどういう考えでおられるのか。そ

の辺、来年度に向けて、目標、これは与えられ

た需要数量ですか、こういう言葉で使われてお

ります。目標、与えられた数量を守るという方

向性で議論されたのか。農業委員会は、せっか

く座ってもらったんですから、その辺どういう

ふうに受けとめてこの要請書を出されたのかお

聞かせください。 

星川 豊農業委員会会長 議長、星川 豊。 

平向岩雄議長 農業委員会会長星川 豊君。 

星川 豊農業委員会会長 ただいまの質問にお答

えしたいと思います。 

  ただ、大体の内容は議長と市長に請願という

形で出しましたので、要望書ですか、要請書と

して出しまして、そのとき常任委員会でも御説

明申し上げているとおり、一応そこにお任せし

たわけですから、その内容的なものについては

何かの機会あればまたそこで詳しく説明したい

と思いますけれども、一応そこにお願いしてこ

の間も説明してありますので、常任委員会の方

より話してもらった方がいいのかなと考えてい

るんですけれども。 

  ただ、今回の大きな趣旨としては、出した趣

旨ということでしたけれども、これについては

私も農業団体というか、市長の諮問機関でもあ

るし、また行政と農家の橋渡しというか、私の

ところの農業委員会の中に「虹のかけ橋」なん

ていい言葉がありますけれども、今は虹のかけ

橋でもないんですけれども、とにかくかけ橋と

いうことの任務は果たさなければいけないわけ

でして、その中で農業委員会としては10年も前

からずっとこの問題に取り組んできたんですけ

れども、なかなか至らなくて、農業委員会だけ

では解決できない問題だなと。 

  そしてまた、今回はペナルティーという話も

出てきた。乖離の問題、数字的にも山形県下の

205町歩出している中ではほとんどが新庄だと

いう話が出てきてびっくりしていたんですけれ

ども、減反についてはある程度内々にはわかっ

ていたんですけれども、乖離の問題については

とんでもない寝耳に水というか、そういう格好

で受けました。こういう話があったときに、帳

簿上も我々農業委員会の台帳とか共済のあれと

か合わせたら、これもほぼ、幾らかは違うとき

もありまして、これもほぼ正確であると。だか

ら、どこから数字が出てきたのかなということ

で。 

  水田協の中でも市長にお話し申し上げたんで

すけれども、これはこのまま放っておけないん

じゃないか、一般市民あるいは合併まで影響す

るから、これはだれかが何かをしないと、行動

を起こさないと大変なことになるなということ
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を話して、今回三つ、実はもっともっとあるん

ですけれども、大きくまとめて。そして、この

間、産業建設常任委員会で説明したとおり、そ

の裏には、箇条書きで三つありますけれども、

三つ出した理由を細かく御説明申し上げたはず

でございます。そういうことで、とにかくこの

問題については農業委員会だけじゃなくて、農

業団体だけじゃなくて、議会のお力もぜひとも

おかりしてやらないと大変な問題だと。 

  そして、農業委員会の機構としましては、総

会とか、そういうところで要望書とかなんとか

を建議した場合には内閣総理大臣の方に直接で

も、あるいは農林省にも出せるような機構にな

っております。ずっとそうして続けてきました。

もう一つは県の農業会議、それから全国大会、

これにもずっといろんな問題点を申し上げてき

ております。ところが、農業委員会の基本的な

組織のことでもございますけれども、皆様方議

員の代表である地方６団体の方からもそういっ

たいろんな助言というか、そういった方法で一

緒に同時にやらないと何か腰砕けになると、要

望書も。要請書も腰砕けになっていると、そう

いうことを繰り返してきたわけですね。 

  しかしながら、今回は尋常ならんと。今、清

水議員がおっしゃるとおり、新庄市の来年から

の運営上、本当に危機的状況にあると。こうい

うことで立ち上がって、そして要望書を出して

協力してほしいと、そういう意味で出したとこ

ろでございました。だから既に国の方には出し

ておるんですけれども、ぜひとも行政の方から

もひとつ応援してそういった問題を解決する。

そして、それについてはおひざ元の市の中の問

題も解決していただきたいということでお願い

したわけです。以上です。 

   （発言する者あり） 

星川 豊農業委員会会長 議長、星川 豊。 

平向岩雄議長 農業委員会会長星川 豊君。 

星川 豊農業委員会会長 お答えいたします。 

  これは改めて今年度がどうのこうのというこ

とじゃなくて、毎回、例えばある人が減反を達

成してないとすれば、ある程度近い親族の方ま

で調べまして、そして県とか、いろんなところ

にお勤めになっているところに一緒に行ってお

願いして、実は国の方針でやっていることに対

して、あなたも国の一つの機関に働いている親

族でございますから、ぜひとも今度、やってな

い人の実家というか、そういった方にひとつや

るように応援していただきたいなということで

回った経過もございます。 

  また、近々の問題としましては、これも差し

迫っているわけですけれども、だから出したわ

けですけれども、議会とある農業団体と一緒に

なって、何が一番効果的なのかなということを

検討する課題として出した意味合いもございま

す。そういうことで決まれば、ぜひとも進んで

農業委員会としても減反解消に取り組んでいき

たいと。そういうことでございますけれども、

これは言葉だけじゃどうも説得、今まで30年も

やってきたわけですから、それが減っていくん

じゃなくて、だんだんふえていくんです。だか

ら、これはそういった言葉や回っていったこと

で解決できる問題じゃないなと私は考えており

ます。 

  例えば、問題になるかもしれませんけれども、

公平というのを出したのは、やはり市民は法の

下に平等であり、税収についても税金の負担で

あっても平等であるわけですね。例えば減反を

していない、協力してないからといって、そこ

のうちの除雪を残してくるなんていうこともな

いでしょうし、お子さん方が学校に行ったから

といって、例えば給食を半分にするとか、極端

な話をしますと、そういうことはやってないは

ずなんですね。みんな平等にやってきたわけで

すから、その辺のところで何とか行政の方から

もそういう指導をして、そして不本意ではある

けれども、そういうことを今までやらないで、
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みんな新庄市民だと思って力を合わせてやって

きたんじゃないですかと、そういうことを行政

の方からぜひともお伝えいただいて、そして協

力していった方がさらに可能性が出てくるんじ

ゃないかなと思われるところでございます。 

  以上でございます。 

９ 番（清水清秋議員） 議長、清水清秋。 

平向岩雄議長 清水清秋君。 

９ 番（清水清秋議員） これで３回目で、あと

質問することはできないわけですが、今、農業

委員会のとらえ方、わからないわけではないん

です。こういう要請書が出てきたとなれば、生

産者団体、こういう話し合いも、営農推進会議

で話し合いもなされているわけですね、こうい

うふうに。農業者も農業者も主体的に取り組む

と、そういうシステムに移行しましたと。これ

をきちっと理解して協議会も進めてこられてい

ると、私はそう認識しておりますので、そうい

う形ならば、生産調整に対してはみずから農業

委員会もこれは目標達成するのが当然だという

ような方向で来ているんじゃないかなと受けと

め方をしておったもんですから聞いたわけです。

その辺やはり生産者団体も努力して、目標数量

がこういうふうに配分されたわけですから、こ

れを是が非でも来年は、どんなというか、かな

りの問題、課題点も十分あると私も認識してお

ります。そういう点でひとつ農業委員会もでき

る限りの努力目標を立てて取り組んでいただき

たいと。 

  農林課長、いいですか、これは何も行政だけ

やってくれと言っているわけではないんです。

生産調整というのは自主的なもの、国の政策で

は。この辺が一番問題で、こうやって来ている

わけ。この生産調整をずっと長年やってきて、

米づくり農家、生産者が本当に経営安定対策、

経営が、所得が安定したかということをどうい

うふうに受けとめてますか。市長だって恐らく

安定したとは思ってないでしょう。何のための

生産調整だかということをきちっと踏まえてや

らないとこういうふうな状況になってきている。

経営安定対策、経営所得安定するための生産調

整、それが米価が下落して、じゃ生産調整の補

助金であてがうといったって何の解決にもなっ

てないというのが現状なわけですから、そこを

きちんと踏まえ対策していかなきゃ何の意味も

ない。我々が生産調整やったおかげで、みずか

らの力のある安定した、安定したまでは言わな

いけれども、力のある農業者も力なくなってき

たということが現実だと思いますよ。そういう

ふうに受けとめてもらわないと困る。 

  そういう中で、ましてや今回、新庄市だけが

先ほど申しましたとおり計画目標達成ができな

かった。それも半端じゃない。これが先ほどペ

ナルティー、来年度の水田農業に関連する補助

が事業達成市町村から優先的に採択される方針

だと。こんなことまで言われたら大変なことで

すよ。今、補助事業だって採択されて動いてい

る事業もあるわけですから。これは新庄市だけ

でしょう、達成してないの、この数字だけマス

コミで見た限りでは。課長、そういうふうに受

けとめていたんでないか。新庄市だけだべ、達

成なってないのは。195だから、あと10ヘクタ

ール、10町歩がどこかでやってないか。そんな

数字だけ見ればそういう感じになるわけだ。マ

スコミでこういうふうに出されたから、これは

新庄市と出てないから、まだ余り認識していな

い農業者もいるかと思うんだけれども。本当に

大変になるよ、これは。農業委員会の局長がい

ないんだけれども、このペナルティーが来るの

は何でペナルティーが来るのか。これは農林予

算に向けられるというようなことも考えられる

ということでお聞きしました。 

  それで、市長、ペナルティーという言葉は今

まで一切科せられなかったのよ。これは科せら

れない状況があるわけだ。これは法律で設定さ

れているわけじゃないですから、これは自主性
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なんだよ、生産調整というのは。だからペナル

ティーなんていう言葉は一切科せられないんだ、

生産者に対して。これが今こうやって行政ペナ

ルティーをかける。まさしくこれは違法という

か、法律で決まってない、法律で制度化なって

ないから違法も何もないと思うんだけれども、

こういうことが起きて、こういう政策が国でや

ろうと、国にも矛先を向けているんだけれども、

こういう政策をやろうとしていることに対して、

これからの新庄市の行く末どうなるかというこ

と、本当に不安視しなきゃならないと私は思っ

ています。この生産調整からそういう絡みの問

題、課題をここでどうのこうの議論してすぐ納

得、理解してもらえるなんていうことは考えて

おりません。我々議会、産業建設常任委員会で

も、もっともっと奥深いものまで議論しなきゃ

だめだと思っております。 

  そういうことで、これは来年度取り組みする

のかと聞かれたら、当然来年は目標を達成する

ように頑張りますという言葉しかないでしょう。

それしかないと思いますよ。私が言ったってお

かしいんだけれども、それは来年に向けた取り

組み、対応するかといったら、これは課長が答

えてもらうのは当然なんだけれども。 

  そういう意味で、ひとつこういう状況をきち

っと十分に重要視して、来年度の生産調整の取

り組み方、これに対してきちっと、いろんな会

議もある農業団体にも生産者にも理解してもら

えるように、行政ばかりでなくて、農業委員会

も当然、だから一緒になって動こうという農業

委員会の会長のお話もありましたが、まさしく

そのとおり。それに関して、市長、どういうふ

うに受けとめて今後取り組み方をしようと考え

ておるのか、一言あればお聞かせください。 

五十嵐祐一農林課長 議長、五十嵐祐一。 

平向岩雄議長 農林課長五十嵐祐一君。 

五十嵐祐一農林課長 議員おっしゃるとおりでご

ざいます。今、安堵しているのは、21年産米の

需要量が先日示されました。その中で、過剰と

なっている県については、特に秋田、新潟が生

産調整の需要量が大幅に減額されています。需

要量、トン数が7,000トンとか、そういうクラ

スで、山形県は県一丸となって県内の市町村に

いろんな取り組みを県と一緒になって国の方に

対応方も含めて、その結果が前年並みというこ

とで、マイナス10トンで来年度はおさまったと

いうことで、ただ、今、危機感として持ってい

るのは、やはりペナルティーとして今度県とし

ての調整が入っています。県内の各35市町村が

それぞれ達成している市町村と、してない市町

村に、いろんなハード事業関係、山形園芸チャ

レンジプランとか、そういう事業に影響される

というのが一番危機感を持っています。そうな

らないためにも、水田農業推進協議会を構成し

ている農業団体、行政、農家代表、農業協力員

もおります。その中で一体的になって来年度達

成できるように取り組んでまいりたいと思いま

す。以上でございます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 この地域における水田農業の重要

性というのは歴史的な経過から言いまして大変

重いものがあるんだなと思っております。 

  11月でしたか、臨時の水田対策推進協議会を

開催した折に、生産調整のことで、先ほど農林

課長が言いましたように、ふるい下米の取り扱

い、努力目標を見せてもらいたいという県の方

からの強い要請があったことも事実であります。 

  その会議の中で、会員から「市長はどう考え

ているんだ」というお話を受けたことがありま

した。この問題につきましては、じゃ大変失礼

ですけれども、いつからの問題ですかというこ

とを逆にお伺いした。会員一同「何十年という

話だ」ということで、私がやって来年即解決で

きるものであればいいんですが、その辺を皆さ

んの知恵をおかりしたいということをお願いし
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たところです。 

  民間業者の方もおいででございました。民間

業者の方に対する一般農業関係者の皆さんの御

不満も耳に入っておりましたので、あえて民間

代表者の方に、民間業者が未達成の米を集めて

いるからそういう状況になるという話も聞いて

いるんですが、いかがでしょうかと、今後協議

にのっていただきたいという話をさせていただ

きました。ただし、民間業者の方もまた、そこ

に登録してない業者がいるということ、その団

体に入ってない業者もいるんだということも教

えられた次第であります。 

  その席上、妥当な発言ではなかったかもしれ

ませんけれども、達成者と未達成者に関して今

後何らかの手段を使っていく時代に来ているの

ではないかというようなお話はさせていただき

ました。先ほど清水議員がおっしゃるとおり、

生産調整につきましては自主規制、売る自由、

つくる自由ということで、個人的なペナルティ

ーを科すということは基本的にできない。裁判

に行った場合には必ず負けるという状況になっ

ています。法律は、売る自由、つくる自由と。 

  非常に難しい農業情勢ではありますけれども、

新庄市が大多数を占める生産調整未達成という

ことにはこの辺の歴史的な経過もあるのかなと。

そうした意味で、議会等での細かなやりとりは

できないわけですけれども、この問題につきま

しては関係議員の皆さんと一般協議の場などで、

いい知恵、いいアイデアなどを教えていただけ

ればありがたいなと。行政は基本的にはどちら

かというと手詰まり状態であるということがご

ざいます。 

  町村等における農家数が、例えばやっている

ところが200戸、未達成者が20戸とか、そうい

う状況であれば今後対応していくということが

できるわけですが、現状におきましてはかなり

の戸数が新庄市内には顕在しているということ

も事実なわけです。それなどはやはり関係団体

と協力しながら家庭訪問するなどのことで実績

が上がるのかどうなのか、これまでのやり方な

ども見直しながら、何とか生産調整に対して努

力目標をつけて実施してまいりたいと思ってお

ります。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第81号平成20年度新庄市一般会計補正予

算（第４号）については、原案のとおり決する

ことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第81号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１１議案第８２号平成２０

年度新庄市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第11議案第82号平成20年度新

庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第82号平成20年度新庄市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第３号）については、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第82号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１２議案第８３号平成２０

年度新庄市交通災害共済事業特別

会計補正予算（第１号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第12議案第83号平成20年度新

庄市交通災害共済事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第83号平成20年度新庄市交通災害共済事

業特別会計補正予算（第１号）については、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第83号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１３議案第８４号平成２０

年度新庄市公共下水道事業特別会

計補正予算（第２号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第13議案第84号平成20年度新

庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第84号平成20年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第２号）については、原案

のとおり決することに御異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第84号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１４議案第８５号平成２０

年度新庄市農業集落排水事業特別

会計補正予算（第２号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第14議案第85号平成20年度新

庄市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第85号平成20年度新庄市農業集落排水事

業特別会計補正予算（第２号）については、原

案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第85号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１５議案第８６号平成２０

年度新庄市介護保険事業特別会計

補正予算（第２号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第15議案第86号平成20年度新

庄市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 64ページの１の１で

640万円の増ということですが、この理由はど

ういうことでしょうか。 

  それから、65ページの７の１の基金が出てい

ますけれども、この基金の状況についてもお願

いしたいと思います。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 第１号被保険者の保険料

でございますので、65歳以上の方の保険料の金

額でございます。ただ、これにつきましては税

金と違いまして、途中更正というようなことが

ございませんので、当初と現在の決算見込み額

との差ということになります。 

  続いて、基金の状況についての御質問、現在

１億5,192万3,000円の基金残高がございますけ

れども、今回121万9,000円を取り崩しますので、

残る金額が１億5,704万円となります。 

  なお、この約１億5,000万円につきましては、

第４期の計画、すなわち21年度から23年度まで

の保険料設定の際に全額取り崩しまして、極力

保険料の負担額を抑えたいというふうに計画の

中で考えてございます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） ただいま基金の全額を

保険料抑制のために使いたいというお話でござ
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いました。そのことについては大いに評価して

いきたいと思います。 

  実は、来年度の保険料をできるだけ抑えてい

ただきたいという立場から、渋谷区に私たち厚

生常任委員会で視察に行ったときですけれども、

そこでいただいてきた資料を参考にしてみます

と、新庄市の場合は0.5倍から1.5倍ぐらいと幅

が狭いんですけれども、渋谷区では低所得者の

方には基準に対して0.4と若干少なくしていま

すが、上の方に対しては2.25倍まで保険料を設

定しておりました。新庄市ですと所得が一番多

いところで200万円以上の方々785人ほど想定し

ていらっしゃるようですけれども、保険料につ

いて渋谷区は250万円未満までが５段階で、そ

れが1.1倍、250万円以上500万円未満が1.4倍、

500万円以上1,000万円未満が1.6倍、1,000万円

以上1.500万円未満が２倍、1,500万円以上が

2.25倍というふうに、新庄市のように200万円

以上で全部一律に上を一つにしてないで、そこ

をまた小さく区切りながら、所得の多い方々か

ら介護保険料を少しでも高く、大変失礼ですけ

れども、所得の多い方には負担していただくと

いうやり方でやっておりまして、その分が第２

段階、第３段階という世帯全員住民税非課税世

帯ですけれども、ここに対する区独自の減免制

度をして、高いところからいただいた分を所得

の少ない方々に減免という形で還元しておりま

した。そういうやり方も参考にしていただきた

いと思うんですが、いかがでしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 現在、補正予算に対する

御質問でございますので、現在の考え方につい

てお答えさせていただきたいと思います。 

  第１段階から第６段階まで、確かに議員おっ

しゃるようなことをおやりになっている自治体

もあろうかと思います。新庄市の場合には全国

的に一番採用しております厚労省で示しており

ますひな形の例を採用してございます。全国的

にもこの６段階で保険料率を採用しているとこ

ろが非常に多い自治体の数となってございます。 

  第６段階200万円以上の世帯、それ以上の区

分をやってないわけでございますけれども、

200万円の人もいれば1,000万円を超える人も理

屈の上ではいらっしゃるかと思いますが、現実

的に新庄市に当てはめてみた場合に、65歳以上

の方はほとんど年金収入のみの方でございます。

新庄市において年金収入で数百万を受給してい

る方は、私どもは税金の申告を実際とった経験

がございますけれども、皆無でございます。し

たがいまして、多分新庄市では200万円以上と

いった場合には200万円からせいぜい300万円ち

ょっと超える程度の年金受給者が現実的な数字

ではないかなと思っています。また、この第６

段階に属しております200万円以上の方の割合

ですが、現在のところ第４期の計画で試算して

おりますけれども、7.7％にしかすぎません。

100人のうち7.7人しか200万円以上の方はいら

っしゃいません。したがいまして、第６段階の

層の負担率を上げましても、多分軽減率を用い

ております第１段階から第４段階まで現実的に

金額にあらわれてくる額は非常に少ない、ほと

んど影響を与えないような金額ではないかなと。 

  今、正規雇用、非正規雇用、いろいろ問題に

なってございますけれども、現役世代でも300

万円以下の方が非常に多いと言われております。

たしか議員の質問の中にもそういった質問があ

ったと思いますけれども、決して年間300万円

の収入という金額は高い金額ではないのではな

いかと思っています。その階層に今以上に介護

保険料の負担をかけていいものかどうか、新庄

市において非常に多い階層にこれ以上の負担を

かけてもいいかどうかということも福祉として

は重要な判断基準になってございます。 

  また、冒頭申し上げましたように、現実的に

中央と地方の格差が歴然としてございますので、
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新庄市において議員おっしゃるような区分を採

用するということは、非常にまたある意味市民

に負担をかけることになるのではないかなと考

えてございます。以上です。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 私も200万円以下の収

入の方というのは低収入の方だと思っています。

ここで言っている収入というのは、収入ではな

くて所得なんです。所得となりますと収入より

もちょっと大きいというか、実際生活のことを

考えると。そういう意味では収入そのまま200

万円以下の収入の方が非常に厳しいというのは

そのとおりですけれども、所得となるとちょっ

と違うような気もいたします。 

  本当にいないのかどうなのか、それは吟味し

てみてもいいのではないかなと思うんです。今

のところ「ではないか」という所長の推測のよ

うなお話だったような気がするので、どうかな

と。人数もこうやって出てくるわけですから、

状況はよくわかるわけですので、どのぐらいの

所得の方が何人いらっしゃるまで全部わかるわ

けですから、よく見てもう一度、少しでも２段

階、３段階という、全員が住民税非課税ですか

ら、そういう世帯の方の介護保険料を何とか少

し軽減できるようにするお金はないかなという

形で、少しある方から再分配させていただけな

いかなという、検討だけでもいかがでしょうか。 

田口五郎福祉事務所長 議長、田口五郎。 

平向岩雄議長 福祉事務所長田口五郎君。 

田口五郎福祉事務所長 最初に訂正させていただ

きます。私、収入というふうに御説明申し上げ

ましたが、所得でございます。 

  先ほど申し上げましたように、第６段階の方

のパーセントが７％台と見てございます。現在

年７万900円という額でございますので、例え

ばこの階層をもう３万円アップしたと仮定しま

すと、７％掛けますと21万円という数字になり

ます。それを残り93％で割るわけですので、な

らした場合ほとんど影響が出てこないのではな

いかと。この第６段階だけ上げて、その下の第

５段階、第４段階と第６段階の開きだけ大きく

することも現在の介護保険の制度上なじまない

ものと考えてございます。当然第６段階を上げ

れば、それに付随して第５段階も上がる、中心

となる、基準となる第４段階も上がりかねませ

ん。基準となる第４段階が上がれば、たとえ基

準額を0.5から0.4に落としたとしても、生活保

護を受給している方が必ずしも議員おっしゃる

ような金額まで下がるということにはならない

と思っております。どうしても分母・分子の関

係、基準となる金額、それが当然動いてくるわ

けですので、現在の少なくとも第３期における

段階はベターな選択をしたものと思っておりま

す。以上です。 

平向岩雄議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第86号平成20年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第２号）については、原案の

とおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第86号は原案のとおり可決されました。 
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日程第１６議案第８７号平成２０

年度新庄市後期高齢者医療事業特

別会計補正予算（第１号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第16議案第87号平成20年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第87号平成20年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第１号）については、

原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第87号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１７議案第８８号平成２０

年度新庄市水道事業会計補正予算

（第２号） 

 

 

平向岩雄議長 日程第17議案第88号平成20年度新

庄市水道事業会計補正予算（第２号）を議題と

いたします。 

  本件に関しましては、既に説明が終わってお

りますので、直ちに質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第88号平成20年度新庄市水道事業会計補

正予算（第２号）については、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第88号は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩いたします。 

 

     午後１時５５分 休憩 

     午後２時０８分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて再開いたしますが、

時間が１時間経過しておりますので、これから

10分間休憩いたします。 

 

     午後２時０８分 休憩 

     午後２時１８分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

日 程 の 追 加 
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平向岩雄議長 ここで追加案件が出ておりますの

で、議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長今田雄三君。 

   （今田雄三議会運営委員長登壇） 

今田雄三議会運営委員長 それでは、これより議

会運営委員長の報告を行います。 

  本日午後１時56分より議員協議会室において

委員７名出席のもと、執行部より関係課長及び

議会事務局職員の出席を求め、今期定例会への

追加案件について協議をいたしたところであり

ます。 

  協議の結果、議案第89号新庄市国民健康保険

条例の一部を改正する条例の制定について、議

会案第15号新庄市議会会議規則の一部を改正す

る規則の制定について、議会案第16号ミニマム

アクセス米の輸入停止を求める意見書の提出に

ついて、議会案第17号農業振興に関する緊急要

望書の提出についての議案１件及び議会案３件

の計４件を本日の本会議に追加することに決定

いたしましたので、議長よりよろしくお取り計

らいくださいますようお願い申し上げ、報告を

終わります。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長より報告のありまし

たとおり、議案１件、議会案３件を本日の日程

に追加することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案１件、議会案３件を本日の日程に追加する

ことに決しました。 

  追加日程を配付するため暫時休憩いたします。 

 

     午後２時２０分 休憩 

     午後２時２２分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

 

 

日程第１８議案第８９号新庄市国

民健康保険条例の一部を改正する

条例の制定について 

 

 

平向岩雄議長 追加日程に入ります。 

  日程第18議案第89号新庄市国民健康保険条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題と

いたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第89号新庄市国民

健康保険条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、御説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、産科医療補償

制度の創設に当たり、出産育児一時金の支給額

の見直しを図るものであります。 

  改正の内容でありますが、産科医療補償制度

に加入している医療機関で出産した被保険者に

対し、これまでの出産育児一時金に加え、保険

料に相当する金額を加算して支給するものであ

ります。 

  なお、本条例は平成21年１月１日から施行す

るものであります。 

  御審議いただき、御決定くださいますようお

願い申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第89号は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会の付託

を省略したいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第89号は委員会の付託を省略することに決

しました。 
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  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第89号新庄市国民健康保険条例の一部を

改正する条例の制定については、原案のとおり

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第89号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第１９議会案第１５号新庄市

議会会議規則の一部を改正する規

則の制定について 

 

 

平向岩雄議長 日程第19議会案第15号新庄市議会

会議規則の一部を改正する規則の制定について

を議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  議会運営委員長今田雄三君。 

   （今田雄三議会運営委員長登壇） 

今田雄三議会運営委員長 議会案第15号の提案説

明を行います。 

  議会案第15号新庄市議会会議規則の一部を改

正する規則の制定について。上記の議案を別紙

のとおり、地方自治法第112条及び会議規則第

14条第２項の規定により提出します。平成20年

12月15日、新庄市議会議長平向岩雄殿。提出者、

議会運営委員長今田雄三でございます。 

  提案の理由でございますが、議案末尾に記載

していますように、地方自治法の一部改正に伴

い、議会活動の範囲を明確にするため、必要な

改正を行うものであります。 

  改正する内容は、新庄市議会会議規則に議案

の審査または議会の運営に関し協議または調整

を行うための場として会派代表者会、常任委員

協議会、全員協議会、議員懇談会、議会図書室

運営委員会及び議会報編集委員会を規定するも

のであります。 

  以上のとおり議会運営委員会において全会一

致により議案の提出を決定しましたので、地方

自治法第112条及び会議規則第14条２項の規定

に基づき提案するものであります。 

  以上、よろしく御審議いただき、御決定いた

だきますようお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 ただいま説明ありました議会案第

15号は、議会運営委員会提出の議案であります

ので、会議規則第37条第２項の規定により直ち

に審議に入ります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） このたびの改正は、議

会活動の範囲を明確にするためだと思うんです

けれども、なぜ議会活動の範囲を明確にすると

わざわざここで言わねばならないのかなという

ことなんですが、つまりは議会活動と言われる

ものに参加していて、議員が何か事故あったり

した場合には補償するということがあって、そ

の補償の対象に議会活動というふうに明記しな

ければいけないと伺いました。そういうことだ

ったと思うんですけれども、それはおおむねは

いいと思います。 

  しかし、会派代表者会についてちょっとお聞

きします。会派代表者会は、会派ということで
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それぞれ意見がおおむね一致している方々が会

派を組んでおられます。しかし、私のように会

派を組めない、会派というのは２人以上とされ

ているもんですから、２人以上にならないとい

うような議員の場合は会派代表者会議に入れな

いと今のところ言われています。もう一つは、

会派代表者会が公開されていない、だれでも参

加して傍聴することができない、そういう問題

がありまして、つまり開かれた議会活動になっ

てないと思います。私のような意見が違う人、

会派を組めないような議員がそこから排除され

ている、これを公式な会議と私は認めるわけに

いかないと思います。私のように会派を組めな

いような議員の場合は、それなりに１人で意見

というものを持っているがゆえにこうなってい

るわけなんで、それはそれとしてやはりこの代

表者会に入れるべきだと思うんです。入れて、

違う立場の意見を、議会の運営の大事なところ

を話し合うわけですから、そこに反映させるべ

きだと思います。それをしないで公式の会議の

議会活動の範囲だと認めるわけにはいかないの

ではないかと思うんです。どうでしょうか。 

平向岩雄議長 佐藤議員に申し上げますが、会議

規則と会派の問題は別に考えていただきたいと

思います。 

今田雄三議会運営委員長 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

今田雄三議会運営委員長 議長が答えていただい

たので大変楽なんですけれども、今の問題は会

派の代表の云々というよりも、地方自治法の改

正によりその行動の範囲が広がったということ

になります。そういう中で、活動の範囲なり中

身について対象をどうするかということについ

て議論したものでありまして、今の会派の問題

はまた別問題だと認識しております。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 違うように見えますけ

れども、私のような立場から言えば、ここに私

を排除している会派代表者会を議会活動の公式

な会議と位置づける会議規則の改正、これは私

は認めるわけにいかないのではないかと。少数

の意見を議会運営に反映させる、これは民主主

義としては重要なことだと思うんです。民主主

義というのは多数決で決めるということではな

くて、意見は違っていても話は聞くよというこ

とが大事で、そういう話を聞く場を認めないと

いいますか、そういう会派代表者会議になって

いるものを会議規則の中で議会活動の公式の場

と認めて、何かあれば補償する公的な場として

認めるというのは、私は認められないなと思う

んです。 

平向岩雄議長 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

今田雄三議会運営委員長 議運の中でもいろいろ

な角度から議論しました。その中で、会派の問

題については議論されておりませんので、お答

えできません。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 会派代表者会議という

のは、議会運営委員会が議会活動の一番大事な

会議を決める、議会運営委員会が一番大事なん

ですが、その構成メンバーを練るのもやはり会

派代表者会議なんです。そういう意味では、会

派代表者会議の人選もできるような大事な会議

に少数の議員だからといって排除する。その排

除する会派代表者会を公式なものとして認める

か否かというのを議会運営委員会で話にならな

かったということですが、それは議会運営委員

会の構成メンバーに私のような者は一切入れな

いようになっているような構成になっているか

らそのように話にもならなかったんだろうと思

います。非常に残念です。そういう意味では。 

   （発言する者あり） 

２ 番（佐藤悦子議員） 私が質問しているんで
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す。私が話しているんです。議長、とめてくだ

さい。 

平向岩雄議長 佐藤議員に申し上げますが、今回

の会議規則と会派の構成等の問題については別

だからということを最初に申し上げたはずでご

ざいます。会派代表者会の招集というのは別で

ありますので、そこで佐藤悦子議員が「少数の

人間を排除」という言葉を使っておりますけれ

ども、排除ということは問題だと思います。こ

れから「排除された」というふうな表現はしな

いでいただきたいと思います。 

  ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議会案第15号新庄市議会会議規則の一部を改

正する規則の制定については、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議がありますので、起立採決

いたします。 

  議会案第15号については、原案のとおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、議

会案第15号は原案のとおり可決されました。 

 

 

議会案２件一括上程 

 

 

平向岩雄議長 日程第20議会案第16号ミニマムア

クセス米の輸入停止を求める意見書の提出につ

いて及び日程第21議会案第17号農業振興に関す

る緊急要望書の提出についてを一括議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  産業建設常任委員長遠藤敏信君。 

   （遠藤敏信産業建設常任委員長登壇） 

遠藤敏信産業建設常任委員長 それでは私の方か

ら、議会案第16号ミニマムアクセス米の輸入停

止を求める意見書の提出について。上記の議案

を別紙のとおり、地方自治法第109条第７項及

び会議規則第14条第２項の規定により提出しま

す。平成20年12月15日、新庄市議会議長平向岩

雄殿。提出者、新庄市議会産業建設常任委員会

委員長遠藤敏信。 

  ミニマムアクセス米の輸入停止を求める意見

書。 

  世界的な食料不足は年ごとにひどくなり、こ

の２年間で米・小麦価格は３倍に、大豆・トウ

モロコシ価格は2.5倍に暴騰しました。ことに

米を主食とするアジアの国々では、飢餓人口が

増え続け餓死者が後を絶ちません。 

  一方、日本ではミニマムアクセス（ＭＡ）米

を毎年77万トンも買い続ける中で減反は拡大し、

しかも米価はかつての半値近くにまで下落し、

生産費（平成18年産、60㎏当たり13,433円（農

林水産統計より））を大きく下回るようになり

ました。さらに、燃料や資材の値上がりもあり、

このままではほとんどの農家が農業をやめざる

を得ないのが実情です。肥沃な水田を強制的に

減反させ、ＭＡ米を買い続ける日本は、国内の

農業が壊滅的な打撃を受けるだけでなく、深刻

な世界の食料不足を加速させることにもなりま

す。このように農業が崩壊寸前になり、世界的

食料不足が進行している今、ＷＴＯ体制の中で
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義務化されたものとしているＭＡ米の輸入をた

だちに中止するとともに、ＷＴＯ協定を大幅に

改定し、全世界の人々の幸せを最大の目標とし、

日本の食料自給率の向上に寄与する内容にする

ことが重要です。 

  よって、次の事項について取り組まれるよう

強く要請します。 

記 

１．ミニマムアクセス米の輸入を停止し、制度の

見直しをＷＴＯ交渉の場で強力に働きかけるこ

と。 

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書

を提出します。 

  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理

大臣、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣

宛。以上です。 

  引き続き、議会案第17号農業振興に関する緊

急要望書の提出について。上記の議案を別紙の

とおり、地方自治法第112条及び会議規則第14

条第２項の規定により提出します。平成20年12

月15日、新庄市議会議長平向岩雄殿。提出者、

新庄市議会産業建設常任委員会委員長遠藤敏

信。 

  農業振興に関する緊急要望書の提出について。 

  当市は田園都市として、農業を基幹産業と位

置づけ、これまで食糧生産基地確立のため、地

域環境と調和のとれた農業振興を図ってきまし

た。 

  また、農業は国民に安全・安心な食料を供給

するとともに、国土の保全や自然環境を守る重

要な使命を持つものであります。しかし、昨年

来の米価下落をはじめ、他の農畜産物価格も低

迷している中で、燃料や肥料、飼料等の原材料

価格が高騰しており、農業経営は、もはや農業

者の自助努力だけでは解決できない、危機的な

事態となっています。 

  さらに基幹作物である米については、年々生

産調整が強化されているにもかかわらず、一向

に解消されない需給バランスに、生産調整達成

者の間から失望感と不公平感の声が出はじめて

います。このような状況が続けば、当市の農業

は衰退の一途を辿り、基幹産業として持続、存

続していくことが困難となり、ひいては農業、

農村の崩壊を招きかねないものと懸念します。 

  一方、今日、世界の穀物需給は逼迫の様相を

呈しており、価格の大幅な高騰や、輸入食料の

安全性が問題となってきている中、国内の食糧

自給率の向上を図ることが喫緊の課題となって

きています。このような中にあって、今後、当

市の農業、農村を維持存続させ全国有数の食糧

生産基地として確立していくことは、現在にお

ける当地域の最重要課題であり、きわめて大切

なことです。 

  当市の農業者が未来に向けて希望と誇りを持

って農業に専念できるよう、下記の対策を早急

に講ずるよう強く要望致します。 

記 

１．米の生産調整における過剰作付の早期解消と

達成者と、未達成者の公平性の確保を図ること。 

 （平成20年産米195.2ha 過剰作付の解消と達成

者の不利益回避） 

２．生産資材高騰に対する経営安定対策を早急に

講ずること。 

 （経営の維持と再生産を可能とするため、経営

資金融資や生産費補助策等） 

３．将来に向けた新たな農業振興ビジョンを早急

に策定すること。 

 （米をはじめとした平成24年作物作付生産目標

の見直しと新計画の策定） 

  提出先、新庄市長宛。 

  以上、よろしく御審議をお願いします。 

平向岩雄議長 ただいま説明のありました議会案

第16号及び議会案第17号は、産業建設常任委員

会提出の議会案でありますので、会議規則第37

条第２項の規定により、直ちに審議に入ります。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 
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   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  まず初めに、議会案第16号ミニマムアクセス

米の輸入停止を求める意見書の提出については、

原案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第16号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議会案第17号農業振興に関する緊急要

望書の提出については、原案のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

議会案第17号は委員長の報告のとおり可決され

ました。 

 

 

閉      会 

 

 

平向岩雄議長 ここで市長よりごあいさつがござ

います。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 師走も押し迫った12月議会、慎重

審議まことにありがとうございました。 

  アメリカに端を発しました世界金融恐慌を初

めといたしまして、それぞれの分野でアメリカ

を中心にして経済活動が行われてきた日本の実

情におきましては、大変大きな痛手を食らって

いる状況であります。 

  そうした中で、新庄市が今後どのような方向

に行くか、今回皆様方からいただきました御意

見などをもとにしながら、住民が安心して安全

に暮らせるような形で、また必要な場合には緊

急対策等も御相談申し上げてまいりたいと思い

ます。 

  12月議会をこれで終了させていただくわけで

すけれども、来年に向かいまして大変厳しい難

題、課題がありますけれども、何とか皆様方の

知恵をおかりしまして、明るい年になりますよ

う御期待申し上げまして、御礼の言葉とさせて

いただきます。ありがとうございました。 

平向岩雄議長 以上で12月定例会の日程をすべて

終了いたしましたので、閉会いたします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後２時４７分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  平 向 岩 雄 

 

   会議録署名議員  小 野 周 一 

 

    〃   〃    亀 井 信 夫 
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平成２０年１２月臨時会会議録 

 

 

平成２０年１２月２５日 木曜日 午前１０時００分開会 

議 長 平 向 岩 雄     副議長 金   利 寛 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   奥  山  省  三  議員     ２番   佐  藤  悦  子  議員 

  ３番   斎  藤  義  昭  議員     ４番   小  野  周  一  議員 

  ５番   小  関     淳  議員     ６番   遠  藤  敏  信  議員 

  ８番   沼  澤  恵  一  議員     ９番   清  水  清  秋  議員 

 １０番   小  嶋  冨  弥  議員    １２番   今  田  雄  三  議員 

 １３番   金     利  寛  議員    １４番   新  田  道  尋  議員 

 １５番   平  向  岩  雄  議員    １６番   森     儀  一  議員 

 １７番   山  口  吉  靜  議員    １８番   亀  井  信  夫  議員 

 １９番   星  川     豊  議員    ２０番   下  山  准  一  議員 

 

 欠 席 議 員 （２名） 

 

  ７番   中  川  正  和  議員    １１番   渡  部  平  八  議員 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 國 分 政 嗣 

総 務 課 長 星 川   基  政 策 経 営 課 長 坂 本 孝一郎 

税 務 課 長 今 川 吉 幸  市 民 課 長 柿 﨑 卓 美 

環 境 課 長 五十嵐 正 臣  健 康 課 長 小 野 孝 一 

農 林 課 長 五十嵐 祐 一  商 工 観 光 課 長 黒 坂 光 悦 

都 市 整 備 課 長 中 部   力  下 水 道 課 長 佐 藤 新 一 

会 計 管 理 者
兼 会 計 課 長 大 江 雅 夫  福 祉 事 務 所 長 田 口 五 郎 

神 室 荘 長 叶 内 利 昭  水 道 課 長 小 野 善 次 

教 育 委 員 長 伊 藤 輝 昭  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 大 場 和 正  学 校 教 育 課 長 山 川 義 隆 

生 涯 学 習 課 長 三 浦 和 枝  生 涯 ス ポ ー ツ
課 長 清 水 幹 也 
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選挙管理委員会
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会

事 務 局 長 小 野 正 一 

監 査 委 員 髙 山 孝 治  監 査 委 員
事 務 局 長 佐 藤 良 知 

農 業 委 員 会
事 務 局 長 柏 倉   政    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 鈴 木 吉 郎  総 務 主 査 野 崎   勉 

主 査 沼 澤 順 子  主 事 笹 原 孝 一 

 

議 事 日 程 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 市長の行政報告 

日程第 ４ 議案第９０号新庄最上地域合併協議会の設置について 

日程第 ５ 議案第９１号平成２０年度新庄市一般会計補正予算（第５号） 

 

本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件 

 

議事日程に同じ 

 



- 3 - 

 

開      会 

 

 

平向岩雄議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名、欠席通告者は、

中川正和君、渡部平八君の２名です。 

  それでは、これより平成20年12月新庄市議会

臨時会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

平向岩雄議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定に

より、議長において斎藤義昭君、山口吉靜君を

指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

平向岩雄議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長今田雄三君。 

   （今田雄三議会運営委員長登壇） 

今田雄三議会運営委員長 おはようございます。 

  これより議会運営委員長の報告を行います。 

  去る12月22日午後１時30分より議員協議会室

において委員７名出席のもと、執行部より副市

長、関係課長並びに議会事務局職員の出席を求

め、本日招集されました12月臨時会の運営につ

いて協議をいたしたところであります。 

  会期につきましては、このたび提出されます

案件は議案２件でありますので、本日12月25日、

１日と決定しました。 

  案件の取り扱いにつきましては、委員会の付

託を省略し、直ちに本日の本会議において審議

をお願いいたします。 

  以上、議長よりよろしくお取り計らいくださ

いますようお願い申し上げ、報告を終わります。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  今期臨時会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日12月25日、

１日とすることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は本日12月25日、１日と決しました。 

 

 

日程第３市長の行政報告 

 

 

平向岩雄議長 日程第３市長の行政報告をお願い

いします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、私から行政報告をさせ

ていただきます。 

  昨年３月からの原油高騰、９月からの金融危

機により、企業の業績悪化や景気後退に伴う雇

用調整の波が最上地域の企業にも押し寄せてお

ります。特に、自動車や電子部品製造業などの

中小企業で業績が悪化し、非正規雇用者を中心

とした人員削減が顕著になり、地域経済に影を

落としております。 

  そのため、地域経済、雇用環境の悪化を受け、

売り上げが大きく減少している中小企業の企業

活動の安定と雇用対策を推進するため、12月18

日に新庄市緊急経済雇用対策本部を設置し、昨
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日、第１回目の対策本部会議を開催いたしまし

た。内容につきましては、本部設置の背景及び

現状についての確認、今後の対応について協議

したところです。 

  当地域には、トヨタ系列企業、ホンダ系列企

業、日産系列企業から自動車部品を受注してい

る中小企業、大手家電系列企業からの携帯電話、

一般家電の部品を受注している中小企業が集積

しております。東北地方の主な企業の雇用環境、

新庄最上の主な中小企業の業績及び雇用環境に

ついての現状把握を行いました。また、市内工

業団地の主な企業18社の聞き取り結果について、

本年４月の状況では派遣社員64人、契約社員

173人でしたが、先週末の状況では派遣社員は

27人、契約社員は149人と全体で約75％に減少

し、人員削減は61人に上っていることを確認し

ました。 

  今後の対応といたしましては、１番目は各課

の情報収集、情報の共有を図ること、２番目は

中小企業緊急雇用安定助成金のような休業教育

訓練、出向補償等の国・県の施策を注視して有

効手段を講ずること、３番目は山形県、新庄商

工会議所と合同で、年末29、30の年末特別金融

相談及び労働相談窓口を新庄商工会議所に設置

し、対応することといたしております。また、

原材料価格高騰対応緊急補償制度についてです

が、制度発足以来34件の申請があり、速やかに

認定したところでありますが、今後とも迅速に

対応してまいります。 

  次に、新庄市立山屋小学校の統合に関する要

望書についてです。 

  全国的に少子化が進む中、新庄市立山屋小学

校においても、ここ十数年来、児童生徒数の減

少傾向が続いており、その結果として複式学級

が恒常化し、児童生徒がスポーツや文化活動な

ど、特に集団で取り組む学習が困難な状況にな

ってきております。こうした状況をかんがみ、

山屋小学校区においてはここ数年来、在校児童

生徒の保護者を中心にした意見交換会や地区の

全世帯を対象にしたアンケートを実施するなど、

当該小学校区における教育環境のあり方につい

て協議検討が重ねられておりました。 

  その結果、去る12月14日に開催しました大福

田を含む山屋地区の臨時総会において、平成22

年４月から新庄小学校への統合を要望すること

で意見がまとまったとして、山屋小学校区３地

区の代表者名並びに山屋小学校ＰＴＡ会長名で

山屋小学校の統合に関する要望書が平成20年12

月22日付で市長並びに教育長あてに提出されま

した。 

  新庄市並びに新庄市教育委員会といたしまし

ては、山屋小学校における現状の課題や将来を

見据えた教育環境のあり方などを総合的に勘案

し、かつ当該小学校区における児童生徒の保護

者や全世帯による協議検討、さらには臨時総会

を踏まえた地元の総意であると受けとめ、当該

要望書を受理いたしました。 

  特に、義務教育の課程にあっては、児童生徒

が切磋琢磨し、社会性を磨き、個々の能力を引

き出すために適正規模の学校、学級による教育

環境が不可欠であることから、このたびの山屋

小学校からの要望に対しましても、児童生徒を

取り巻く教育環境の充実と向上を最優先に据え、

前向きに取り組んでまいりたいと考えておりま

す。 

  なお、要望書には統合後における通学手段と

してのスクールバスの運行、統合による児童生

徒の不安解消に対する配慮、山屋小学校の閉校

後における校舎等の活用など、当該小学校の閉

校に伴って想定される課題などへの対処も掲げ

られておりますので、今後は当該小学校のＰＴ

Ａを初めとする地元の関係者はもとより、国や

県の教育関係機関との協議を重ね、また議員の

皆様の御意見をいただきながら、一つ一つ着実

に進めてまいりますので、御理解のほどよろし

くお願いいたします。 
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  以上２件、行政報告を終わらせていただきま

す。 

 

 

議案２件一括上程 

 

 

平向岩雄議長 日程第４議案第90号新庄最上地域

合併協議会の設置について及び日程第５議案第

91号平成20年度新庄市一般会計補正予算（第５

号）を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 議案第90号新庄最上地域合併協議

会の設置について御説明申し上げます。 

  本案は、新庄市、真室川町及び戸沢村による

合併に関する協議及び新市の基本的な計画など

の作成を行うため、議案別紙のとおり規約を定

め、地方自治法第252条の２第１項及び市町村

の合併の特例等に関する法律第３条第１項の規

定に基づき、法定協議会を設置するものであり

ます。 

  これは12月19日に開催された第４回新庄最上

地域合併検討協議会での４市町村長の意思表明

を受けて行うものであります。法定協議会の名

称は新庄最上地域合併協議会とし、協議会の委

員は構成市町村の長、構成市町村の議会の議長、

構成市町村の議会の推薦する議員各２名、構成

市町村の長が定めた学識経験を有する者19名以

内で構成いたします。 

  本協議会は、これまでの任意協議会での検討

を踏まえ、本格的に合併に関するあらゆる事項

について具体的かつ詳細にわたって協議、調整

を行う場でありますので、真室川町、戸沢村と

お互い協力しながら、地域が輝くまちづくりを

行っていきたいと考えております。 

  なお、協議会の立ち上げは１月13日を予定し

ております。 

  御審議いただきまして、御決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

  引き続き、議案第91号一般会計補正予算につ

きまして、御説明申し上げます。 

  補正予算書１ページ、議案第91号一般会計の

補正予算は、歳入歳出それぞれ218万6,000円を

追加しまして、135億6,310万円とするものであ

ります。 

  このたびの補正は、新庄最上地域合併協議会

の設置に関しまして、協議会負担金を計上する

ものであります。負担額の算出方法につきまし

ては、前回の任意協議会と同様でありまして、

協議会の予算見込み額415万7,000円を平等割

50％、人口割50％とし、構成市町村の割合で算

出したものであります。 

  なお、補正財源といたしましては、固定資産

税を計上させていただきたいと思います。 

  協議会設立に向けた予算を確保しまして、円

滑に市町村合併を推進してまいりたいと考えて

おりますので、御審議いただき、御決定くださ

いますようお願い申し上げます。 

平向岩雄議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第90号及び議

案第91号は、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会付託を省略したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 御異議なしと認めます。よって、

委員会付託を省略したいと思います。これに御

異議ございませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 異議なしと認めます。よって、委

員会付託を省略することに決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議案第90号についてで



- 6 - 

すけれども、鮭川村が抜けたわけなんですけれ

ども、合併検討協議会に入っていた鮭川が抜け

たわけですが、その理由はどのように言ってら

したのか、詳しくお願いします。 

  それから、本格的に合併を前提とした会議に

入ることになりますが、地方交付税は新市にな

った一本算定の場合はどうなると予想されるの

か、お願いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 鮭川村長の前回の協議離脱の中で

は、任意協議会ではまだまだ詰まらない部分が

ある、法定協議会は合併を前提に協議を行うべ

きと考えているので、今回は離脱すると、そう

いうふうな理由でございました。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 交付税、３市町村で幾

らになるのかということでありますが、ちょっ

と資料が見当たりませんので、後ほど御答弁さ

せていただきます。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） まず鮭川村が抜けた理

由について、山形新聞で報道されている内容を

見ますと、実質公債費比率など財政が現在より

悪化する、国保事業の広域連合について金山町

との調整が進んでいない、合併後に周辺の自治

体が衰退する現実がある、４市町村で商工や農

業団体がばらばらに組織されている現状ではま

ちづくりへの取り組みは難しい、新市の議員数

が市と３町村の割合が２対１となり、町村側の

意見が反映されにくくなるの５点を上げたとい

うことで、鮭川村長が抜ける理由というのはこ

のようにはっきりしておりました。 

  そこでお聞きいたします。ここで言われてい

る実質公債費比率など財政が現在より悪化する

ということですが、今度の鮭川村が抜けた場合

の財政比率、これは他町村にとっては明らかに

財政比率は今より悪化すると言えるのではない

でしょうか。 

  それから、国保事業について、金山町も含め

てほかの町村が広域連合という形をとっており

ます。その国保税を見たら新庄市が安いわけで

す。そうしますと、新庄市の現在の市民にとっ

て、一緒になるということは国保税の値上げに

なるのではないかということをお聞きします。 

  それから、周辺部が寂れている現実がある、

はっきりこう言っております。これに対して、

今まで支庁という形で役場を残して、そこで住

民への対応、サービスを行えるようにする、そ

ういうことでサービスが守られるし、より向上

するかのように言っていますが、よく考えてみ

ますと、例えば母子家庭の申請手続とか、国保

税の相談のこととか、医療の減額免除できる制

度、いろんな制度を使う場合があります。そう

いう手続を行おうとする場合、今までであれば

近くの役場であったわけですが、これが本庁に

行かないとできないということで、ある母子家

庭の方も、合併されたところですけれども、遠

くの本庁まで行って、しかも何回も行かねばな

らないと。本当はもともとの町村であればもう

少し休む時間を少なく手続できたのになという

ことで、仕事に行く時間が減ってしまうという

ことで、収入が減るということも言っておりま

したけれども、そういう意味では確実に周辺の

町村にとっては本庁が遠くなるという点で非常

にサービス低下といいますか、そういうことが

明らかではないか。そして、寂れていく現実と

いうのは、商店や建設業など、役場近くにあっ

て一緒に活動して仕事をしてきた人たちの仕事

がなくなる、こういうことについて指摘されて

いることは本当ではないのかということです。 

  それから、新市の議員数について、鮭川村の

村長は市と３町村の割合が２対１と言っていま

すが、今度の場合は市と町村の割合はどのよう
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になると見ているのか、お願いします。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 お答えする前に、先ほ

どの地方交付税の数字でありますが、現在三つ

の市町村で交付されている交付税は、普通交付

税で95億円ほどでございます。それが合併によ

ってどうなるかはこれから試算してシミュレー

ションすることになってございます。 

  それから、鮭川村がいろいろ理由を五つほど

上げましたが、まずいろんな財政的な指標につ

いて実質公債費など財政が現在より悪化すると

いうようなことを言われていますが、新市にな

ると予想した場合は健全化の指標を下回ります

し、今、町村の数値よりも新庄市の数値が悪い

わけでありますから、合併した場合は町村の数

値よりは若干悪くなると思いますけれども、全

体的には経常収支比率あるいは実質公債費比率

その他の比率、健全化比率で健全化の指標を超

えることはございませんし、健全化計画のライ

ンを超えることはございませんし、レッドライ

ンになること、イエローゾーンになることもご

ざいませんので、健全化については問題ないん

じゃないかととらえてございます。 

  それから、国保関係については、広域連合に

ついていろいろ触れられておりますけれども、

金山町を含めた今後の枠組みをどうするのかと

いうことについては、分科会を立ち上げまして

先行的に協議を進めてまいったところでありま

す。国保料が値上げになるかどうかとか、そう

いったことの前に、いろんな仕組み上、枠組み

をどうするのか、仕組み上どうするのか、可能

なのか、問題はないのか、そういったことも含

めて、原点的なことも含めて、その方向性を含

めて３月ごろまでに出してまいりたいと考えて

ございますので、そういった検討を今やってい

る最中でございます。 

  それから、合併すれば周辺の自治体が衰退し

ていく、寂れるんじゃないかという心配でござ

いますけれども、そうならないようにいろんな

ビジョン、前にお示ししましたけれども、ビジ

ョンを策定しているわけです。その内容を見て

いただくと、やはり地域が輝くように、地域が

輝くということは新庄市が輝くことの裏返しで

もありまして、新庄市が輝けば地域も輝くと。

お互いに、市長が言っていますように共存共栄

関係にありますので、お互いの立場を理解し合

い、不便にならないように、どうしたら不便に

ならないのか、今知恵を出し合いながら、具体

例を出し合いながら、新庄市を初め今回の合併

は後発でありますので、先行事例について学び、

それらのことがないように今万全を期すように

話し合いをやっているということであります。

いろんな事例、他市の事例、地域審議会とか、

いろいろございますし、窓口総合支所体制とか、

窓口が衰退しないように、不便にならないよう

に、いろんな手法をお互いに検討し合っている

という現状を御理解いただきたいと思います。 

  それから、議員のことについても触れられて

おりますけれども、これは全く決まっているこ

とは一つもございません。法定協議会の中で小

委員会を設置して、どうするのかということは

小委員会の中で具体的に議論されることであり

ますので、そういった数値がどこから出てきた

のかということは、私自身ちょっとこれは何な

んだろうなと考えてございますので、そういっ

た数値はどこの場所でも議論されているわけで

はございませんので、御承知おき願いたいと思

います。 

２ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

平向岩雄議長 佐藤悦子君。 

２ 番（佐藤悦子議員） 先ほどの議員の数につ

いて言わせていただければ、実際に今まで合併

された地域の議員の選挙というところから見た

ときに、出てきた議員の数を見れば、鮭川村長

が指摘した数のようになるようです。そういう
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意味では、村長がおっしゃった中身はそうなの

ではないかと思います。 

  それから、地方交付税のそもそもの算定をま

だ、一本算定の試算もまだしてないということ

ですけれども、鮭川村も入った４市町村の一本

算定の中でも年間13億円減るという形に試算さ

れておりました。そういう意味では、鮭川村が

減ったとしても、その傾向でぐっと地方交付税

が一本算定の場合は減るということは明らかで

はないでしょうか。 

  周辺部が寂れないようにするんだということ

でありますが、合併された各市を見ますと、話

し合いのときには、サービスは後退させない、

周辺が寂れるようなことはしないと話し合って

きたと思います。しかし、現実的に地方交付税

が一本算定に見られるように減っていくことが

間違いない中で、同じサービスを続けるわけに

はいかなくなるわけだし、ましてこの「協議会

だより」の中で重点的な投資や大規模プロジェ

クトが推進できるようになるという、合併推進

債を使ってのことだと思うんですけれども、そ

ういったことをやればさらに借金は膨れていき

まして、多分中央に、今新庄市と言われるとこ

ろに大型プロジェクトが来るのかなと考えられ

ることが多いような気がしますが、そうすると

新庄市に住んでいる人たちにとっては、いいの

が何かできたとか、何かできたとかということ

は、仕事が出る、建設会社などが出ることはあ

るかもしれませんが、町村にいるところでは地

方交付税が減って、仕事が減るという現実はほ

とんど間違いないのではないかと思いますし、

豊かにならないと思うのですが、どうでしょう

か。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 今回の合併に関しては、何度も申

し上げますが、共存共栄をどう図っていくかと

いうことであります。議員のおっしゃる特例債

による借金がふえるのではないかと、集中的に

やっていくということで新庄だけがよくなるん

だ、そういう考えは一切ございません。今後法

定協議会の中で一つ一つ築き上げていく。ただ

し、方向性としては安心安全を地域課題にして

おりますので、どう守るかといった面で、例え

ば救急車両が入れる道路の拡幅であるとか、そ

うしたことへの配慮、そういうものをどちらか

というと重点的にと私どもの中では考えており

ますので、箱物であるとか、何かが夢のように

降ってくる、そういう意味合いでの特例債の活

用ということではないということを御理解いた

だきたいと思います。今後訪れるだろう将来の

少子高齢社会の中で、現状それぞれの町村長も、

四、五年先、お金のことを言ったらまだまだ自

立はできると。しかし、年に20数名しか生まれ

ない、この現状を見れば、将来20年、30年を考

えたとき、この40％、50％になろうとする高齢

社会をどういう形でこれを位置づけていくのか、

やはり大きな新庄と一緒になりながら課題を解

決していきたいという意欲を私は感じておりま

す。そうした意味でのプロジェクトだと御理解

していただければありがたいと思います。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 任意協議会のときに心

配の種として三つほど私は申し上げましたが、

その二つについて市長の新聞紙上などから見る

発言から、真意をもう一度お聞かせ願いたいと

思います。 

  一つは、今回19日の任意協議会において法定

協議会に入るという道筋は決まっておったんで

すけれども、新聞で鮭川が抜けたという表現も

あったんですが、その前の新聞等にも見受けら

れます。「３月中旬まで考えてもらえばいいん

だ」と、この真相はどういう意味でおっしゃっ

ているのか。こういうことになれば、やはり真
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室川についても、もう少し待って３月に決めて

もいいのではないかという町長の言葉が載って

いましたので、そこら辺がそれでいいのか悪い

かということが大変心配で、最初も申し上げた

んですけれども、それが今回具体的に上がって

きている状況にありますから、もう一度その真

意をお尋ねしたいと思います。 

  それから、もう１点は広域連合でありますが、

広域連合は前の市長は金がかかるから私は入ら

ないということで入らなかったんですけれども、

今回は合併ありきで、それが戸沢の言うとおり

でいいですよということをこの前の協議会のと

きに一回確かめたんですけれども、そういうこ

とは具体的になっていった段階で打ち合わせを

していくんだというふうに私に答弁してくれた

んですけれども、ところが現地では、新庄はい

ずれにしても我々の方に、我々ということは広

域連合の方に新庄市が加入するんだという受け

取りがこの前の議会等のやりとりを見てもある

ような感じがします。それが本当だとすれば、

今度は２・１になるわけですから、向こうの方

は２・２になるわけですから、そういう中での

取り扱いもいささかもそれに変わりないのか、

二つになったとしても新庄市は広域連合の方に

入るということで市長が言っているという、こ

れがひとり歩きしているんですけれども、それ

で間違いないのか、その二つの点をお聞かせく

ださい。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 協議会を立ち上げて９月から研究

会、そして11月に協議会、確かに来年３月まで

という期限があるということです。さかのぼっ

てきたときに、じゃ協議時間はどうなんだと。

確かに後発の合併ですので、先進地事例があり

ます。そうしたものをひもときながら、かなり

のスピードアップでやっておりますけれども、

逆にこのスピードアップが不安な部分もあるの

ではないかということで、３回目の協議会のと

きに、任意協議会は基本的には方向性を定める、

どういう協議をしますかというのが任意協議会

の取り扱い事項であると。法定協議会は、今度

は先ほど申し上げましたように、議員の皆さん、

そして有識者代表の方々が入りまして、具体的

な形が見えてきます。それなどをさらなる判断

基準としていただきたいという意味合いであり

ます。 

  一つの村、町がそのまま合併するとなれば、

なくなる、あるいは町村の皆さんの心の中には

新庄に吸収されるのではないかと、そういう不

安もあるわけです。そういうことを一つ一つひ

もときながら、やはり相手の身に立って、相手

側の気持ちを考えると、やはり適切な判断材料

を送るべきだろうと。その上で判断を再度お願

いしたい。 

  今回の法定協議会は、決め事を決める法定に

入るということです。必ずもう一度、その協議

が整ったところで合併するかしないかというこ

とをもう一度最終議決が必要なわけです。その

議決の前後にして合併を進めるか進めないかと

いうような判断を３月までし、それでないと住

民の皆さんに具体的な姿を見せないままに離脱

してしまうということになったのでは本意では

ないということで、鋭意１月、２月、３月にか

けて、今、協議会の方でお願いしましたのは、

住民の皆さんが判断できると思われる材料から

協議してまいりたい。何が不安なのか、それを

まず一番最初に出していく。事務的に進めてい

っても、やはり住民側の順番は、町の支所はど

うなるんだ、うちらの議員はどうなるんだ、そ

うした本当の不安の部分を最初に協議しましょ

う、それで判断できる材料を、議会の皆さんに

も判断できる材料を提案したいという意味合い

で３月にもう一度検討の機会をどうでしょうか

という提案をしましたところ、２町村がそれで

結構ですということで、今回法定協議会への決
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意をいただいたところであります。 

  広域連合につきましては、確かに市町村の地

域の住民の皆さんを守るという観点からいけば、

国保料の安い高い、そうした事前協議というの

は当然必要なことだと思います。片方がなった

とき、べらぼうに高くなる、べらぼうに下がる、

するべきでなかった、しない方がよかった。し

かし、今回の合併は将来に向けた形で、少子高

齢社会にどう立ち向かっていくかという合併だ

ということなので、そういう意味で、広域の中

では、八つは一つ、いずれはというような言い

方もしております。そのときに、やはり合併を

進めていく前段としてだれかがこれを進めなけ

れば、結局それぞれ一つ一つばらばらになって

しまうということがありますので、こちらから

入ってもいいですよという言い方はしてまいり

ました。 

  しかし、現実論といたしましては、事務レベ

ルの話ですので、どちらに合わせて国保運営を

した方がいいのか。国保運営に関しましては、

住民基本台帳あるいは税務というすべてを絡ま

せていかなければならない。これに抵抗を示し

た方もおいででした。しかし、高度情報社会に

なっている中で、今後レセプトなどもすべて電

算化が予想されます。そうしたことを踏まえた

ときに、すべてを電算化でつなぐといったとき

の土台をつくる、それには事務レベルで考えた

方が私はいいと。一緒に入るということは一緒

になることですので、同じバケツの中に入れば

水は真水と同じになってしまう。色はついてな

いわけです。そのときには、我々の主張の考え

方ではなく、事務レベルが一番作業のしやすい

方法、見積もりを立てて一番安い方法、これは

事務的に進めていった方がいいのではないかと

いうことをお話し合いしていると。これにつき

ましても、法定協議会に入りましてから、どの

方法が一番いいのかということを決定していく

予定になっております。 

１２番（今田雄三議員） 議長、今田雄三。 

平向岩雄議長 今田雄三君。 

１２番（今田雄三議員） 今、お話を聞いていま

しても、ちょっと理解がどうなのかな。一人一

人の個人個人が一人一人の考えで聞くというふ

うになってきますと、これはせっかく大同団結

して進もうとする一つのものが壊れるのではな

いかなという心配をそこにしているんです。そ

ういう意味で、今、市長もお話ししましたとお

り、３月末までにはもう一度判断をする余裕が

あるよと、それは法定協議会に入ってからと言

っているんですけれども、現地はそういうふう

な考えでないんです。そこがちょっと現地の人

と市長の発言している中身が違いますから、も

う一回整理していただいて、対応した方がいい

のではないか。ということは、きょう三つの市

町村が臨時議会を開いているわけですから、こ

こに行けばあとは合併をするよという一つのお

互いのスタートラインだと思うんです。これを

やはり曲げないでいかないと、どうなのかなと

いうのが一つありますから、そういう意味では

３月下旬まででいいんですよという言葉の方が

先立っていって、それならしてもしなくてもい

いと、話の経過の中ではそういうふうな状況も

あり得るでしょうと真室川は言っているわけで

すから、そこら辺は気をつけて進めていただい

た方がいいのではないかなと思います。 

  あともう１点の方も説明不足といいますか、

そういう状況だと思うんですけれども、８市町

村が一緒になるということで広域で健康保険を

結成するとすれば、そういう話で頭からいかな

ければならなかったのではないかなというふう

にも思います。ただ、戸沢との関係で何とかや

っていきましょうという話の中で、性急にその

言葉だけがひとり歩きしたということでありま

す。今、市長が言っているとおり、事務局レベ

ルでいろいろ考えて、その後に決めましょうと

いうふうにすれば、これは何もないわけですか
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らそのままでいいんですけれども、わかった、

戸沢の言うことは何でも聞くよということで聞

いてもらっているという言葉がひとり歩きして

いますから、そこら辺を気をつけてこれから進

めたらいかがでしょうかということなんですが、

いかがですか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 御指摘いただいた御心配な点など

は今後気をつけていきたいと思っております。 

  しかし、やはりトップ同士の信頼関係がとて

も大事なことなわけで、いきなり事務レベルの

話を持っていくということよりも、やはり相手

が何を考えているのかということで、結果的に

は事務局レベルの話になると。しかし、お互い

の思いとしては、自分の自己主張が当然あるわ

けです。しかし、新庄市の自己主張が強過ぎる

と、やはり相手も、敵前逃亡とは言いませんけ

れども、そんなところとは組めないと。やはり

お互いの信頼関係というものをどう築いていく

かというところに私は底辺があるだろうと。こ

れはトップだけではなく、お願いできれば議員

の皆さん、議員同士での信頼関係のことも大変

注視しております。それぞれの町村の議員の皆

さんは、新庄市の議会の高さに非常におののい

ているという部分もあるわけで、その辺の意を

酌んでいただける機会があれば大変ありがたい

なと。当然職員も同じです。市民のレベルでも

同じだと思います。やはり一緒になるというこ

とは人間で言えば結婚することですので、大変

な共通理解、お互いを思いやるという思いがな

いと、これは一つ成就しないと思いますので、

今後ともぜひ逆に御協力いただければ大変あり

がたいなと。 

  御指摘いただきましたこと、言葉だけが先行

ならないように十二分に意を尽くしながら今後

も進めてまいりたいと思いますので、御理解を

よろしくお願いします。 

１２番（今田雄三議員） 終わります。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

３ 番（斎藤義昭議員） 議長、斎藤義昭。 

平向岩雄議長 斎藤義昭君。 

３ 番（斎藤義昭議員） これまで合併の審議に

つきましては余り参加できませんでしたが、配

付された資料だけは目を通してきております。

やはり市長を初め皆さんがここまで努力された

ことについては、心から敬意を払うものであり

ます。 

  それから、今何といっても、合併、これから

個々の問題、細部の問題についてはお互いが納

得するような形で積み上げていって解決する問

題だと。今一番大きな問題として、合併の問題

として言えることは、財政の縮小も経費の削減

もさることながら、一番大きな問題は経済をど

のようにして活性化するか、経済活性化するに

は働く場所、企業の誘致、こういう問題です。

今の状況を見ますと、皆さんも御承知のように、

相模原から関東自動車が本社絡みで移転してき

ておりまして、今、工事に入っております、こ

の不況の中でも。あれは将来100万台を生産す

るということで、東北を拠点として関東自動車

が入ってくるわけですが、ただ、言えることは、

最上地域でも、新庄市、鮭川村、戸沢村では企

業でも業績を当てにしませんよ。個々の話し合

いによって、じゃ仕事を持ってきましょうなん

て私は当然考えません。やはりできれば最上地

域、新庄市が一体となって初めて10万の人口が

あるんだと、雇用者が何万人いるんだと、水の

状況がどうだと、こういうものによって企業が

来たり、働く場所を提供したりするわけであっ

て、ただ、さっきも言ったように、鮭川村に、

真室川に30人の企業を持ってきますなんて、そ

ういう時代じゃありません。やはり目をつける

ところは雇用、水、あらゆるものを調査して企

業は目をつけて来るわけで、その点ではやはり

何としても合併をしなければそういうメリット
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は出てこない。だから、ここまで努力されてき

た、今三つなんですが、これはいろいろな問題

が出てくると思います。それはお互いの信頼関

係で解決していく問題であって、ぜひとも今の

方向づけをきちっとして、やはり対外的に目を

つけられるような内容にして、この地域を活性

化に持っていってもらいたいと、こういうふう

に思うわけでございます。 

  その中で出てきているんですが、これはこれ

からの案で、これからの問題だと思いますが、

合併協議会の要請によって幹事会を開くわけで

すね。そして、幹事会の中に専門部会がつくら

れると。あとは分科会、そういうものもすべて

幹事会からおりてくると思いますが、小委員会

も協議会からのいろいろな要請によって会議を

開くというような内容に私は思っております。

構成は、市町村長３名、議長３名、あとは19名

以内の学識経験者となっているんですが、これ

から煮詰めることだと思いますが、この19名と

いうことはどういう数字なのか、そしてブロッ

クごとに、この中から新庄市が何名、戸沢が何

名、あれが何名というふうに形づけていくのか

なという感じもしますが、三つの中からオープ

ンに19名を選ぶのか、その辺どういう、まだこ

れからの問題だと思いますが、今そういう案が

あるとすればちょっとお聞きしたいなと思った

わけであります。以上です。 

坂本孝一郎政策経営課長 議長、坂本孝一郎。 

平向岩雄議長 政策経営課長坂本孝一郎君。 

坂本孝一郎政策経営課長 法定協議会のメンバー

は、市町村長、議長、議員の方、議長のほかに

各市町村２名、それから一般住民の方19名とい

うのは、１市町村当たり６名、これは平等６名

を出していただいて18名になります。もう１名

というのは最上総合支庁、県の代表の方１名と

いうことで、合計19名という内訳が予定されて

います。 

３ 番（斎藤義昭議員） わかりました。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） 今回は残念ながら鮭川

村が抜けて、三つで進もうとしておりますけれ

ども、新庄市の行政改革推進市民委員会という

のは市長の諮問機関ですか。新聞で見ますと、

新庄市の行革推進市民委員会の答申が鮭川村の

全協の前に発表になりました。その内容を見ま

すと、議員特例を直ちにやめろみたいな、しな

い方がいいというか、そういう答申のように新

聞で見受けられましたけれども、なぜ答申をそ

ういう合併を進めようとしているときにそうい

うタイミングでなされたのか。推進委員はそれ

ぞれの立場で意見を持ってくるのは私どもも何

だかんだと言う筋合いではないですけれども、

やはりそういった今合併しようとする大事なと

きに議員特例を、協議もしない、相手も決まら

ないうちにそういう答申を出していただくとい

う考え、そういったタイミング的なものはどう

いうふうに今回なされたのか、非常に私もまず

いなと、タイミング悪いなという感じがします。

その辺の配慮、行革に対してどのようになさっ

たのかお伺いしたいと思います。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 行政改革市民委員会につきま

しては、市民各層から10名の方に行革について

いろいろ御意見なり御提言をいただく組織とし

て、市が置いている組織であります。そういっ

た意見提出等の内容や時期といったものはほと

んど縛りをかけていないというのがこれまでも

そのようなやり方で進めてきております。 

  このたび市町村合併についていろいろ市民委

員なりに勉強会を重ねて、行政改革ということ

に関連してのかなり大きなテーマになりますか

ら、ぜひ提言を出したいということで、内容的

なところをいろいろ勉強する中で、議員の在任
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特例の件であるとか、そういったことがこれま

での他の例でもいろいろ問題になっているとい

うことから、そのことも含めた提言内容になり

ました。提言内容自体は市民の立場で考えれば

当然かなということがずっと並んでいましたけ

れども、問題はやはり時期だったんだろうと思

います。いろいろ市長日程などを調整して、か

なり早目に、12月16日でしたか、その日を設定

して、委員も皆さん仕事をお持ちですので、そ

こに調整してもらって、そのような形で合併の

日程が決まる前に提出の日程も決まってしまっ

たようなところがあって、その後の本当の合併

に関する町村を含めた議会の山場の時期と重な

ってしまったというような実態です。そういう

実情でありまして、タイミングとしてはやはり

ちょっと悪い時期に重なってしまったのかなと

は思っておりました。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 タイミングの問題は、刺激し過ぎ

ではないかということなのかと思いますが、私

の方からは逆に、合併した際の特例につきまし

ては、首長は合併と同時に失職するわけですけ

れども、失職した間、また町村の議員の皆さん

にとってはそれがどの方向性に行くのかという

ことを確認する、その責任もあるんだというこ

とで、制度上は在任特例というのが認められる

と。そういう意味も逆に理解していただきたい

ということも申し上げました。なるほどと、文

章には出てこないわけですけれども。それぞれ

の町村が、議会がなくなる、何がなくなる、住

民の声が聞こえなくなる、そうした不安にこた

えるために在任特例というのはあるんだよとい

うことを御説明申し上げましたところ、なるほ

どということで御理解いただいたということも

ございますので、御承知おきいただければと思

います。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） まさに市長が言ったと

おりだと私は思います。特に、新庄以外の方々

の議員の身分保障というのは、それぞれやはり

合併する前の任期というような、４年の任期と

いうのを受けてそれぞれの地域の方々の負託を

受けて議員になってきているわけですし、それ

をいきなり、提言ですので、それはそれとして

受ければいいと、逆に市長がそういうふうに説

明してお話を受け取ったということで、非常に

これは大変微妙な関係、今後の合併する上でも

非常にそういった議員の身分保障というのは大

事だと思いますので、改革委員会の中でも恐ら

く市の方が出て、受けて、いろいろ精査しなが

らそういった提言書を出されると思いますので、

その辺のことも委員の方々が、どなたか存じま

せんけれども、そういったものの姿をきちっと

情報として委員の方々に知らせるというような

役目もあるのではないかなと思っていますので、

ぜひそういったことも、民主主義というのはコ

ストはゼロでないわけですので、やはり必要な

コストというのは議会でも認めて予算を通して

いるわけですので、そういった意味で、そうい

った委員の方々にもひとつ御承知おきをしてい

ただければ大変いいのではないかなと思います

ので、その点ひとつお願いしたいと思います。 

星川 基総務課長 議長、星川 基。 

平向岩雄議長 総務課長星川 基君。 

星川 基総務課長 その辺、先ほど申し上げまし

たように、余りコントロールしないでそういう

ふうになりましたが、その辺コントロールの仕

方とか、いろんな情勢への配慮とか、いろいろ

全体的に勘案しながら今後進めてまいります。 

１０番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

平向岩雄議長 小嶋冨弥君。 

１０番（小嶋冨弥議員） コントロールは必要な

いと思いますけれども、そういった中身のこと

をひとつお願いしたいと思って、よろしくお願
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いしたいと思います。終わります。 

平向岩雄議長 ほかにありませんか。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 先般の15日の協議会で

も申し上げましたが、私が一番心配していた状

況が現実として鮭川村の離脱ということになっ

たわけです。これは報道から、新聞から読み取

ったことなんですが、本来は行政報告の中に一

番先に市長がきょう言うべきじゃなかったんで

すか。こちらから質問されて説明するようなこ

とでは順序が逆だと思うんですよね。 

  新庄にとってもこれは大変大きな問題ですね。

何をさておいても、合併ということは今後を左

右する。各町村にも大きな問題であって、大変

重要なものである。そういうことから、余り期

間として短いんじゃないかと。鮭川の言葉から

拾ってくれば、余り日程も先行し過ぎて、我々

に相談もなくてというふうなことも記事として

書かれていました。15日、私どもに提示された

資料の中でも、今後合併法定協への移行の流れ

（想定）というふうに書いていますけれども、

想定でなくて、これがそのままに進んでいるわ

けですね、これを見ても。こういうところが不

満があると言っているわけですよね。ですから、

この合併に関しては１年やそこらで持っていけ

る内容の案件ではないと思うんですよね。どの

町村にとっても大きな問題であるということで

あろうと私は思っています。それで短期間です

べて決める。 

  それから、課長の発言にもあるんですけれど

も、答弁にもあるんですけれども、そういうこ

とは、細かいことは法定協に入ってからだとい

うふうなことを協議会の中では私は言い続けて

きたんじゃないかなと想像しています。そうで

なくて、話し合いの中で、法定協に入る前にも

ある程度のシミュレーションというものを示し

ながら、お互いの話し合いの中で、こういうふ

うにした方がいいんじゃないか、ここはこうだ

とかといういう話が出てこなかったとすれば、

不安材料がすべて大きくなってくる。だんだん

だんだん膨れてくるわけですね。先ほど、これ

も報道からとった反対の理由、今聞いたんです

けれども、そんな発言を聞いていますと、すべ

て何もわからない、ベールに包まれた部分で法

定協議に入っていかなきゃならないというふう

な大きな不安を持ったと言っているんですよね。

この日程をだれが決めたか知らないんですけれ

ども、余り四角四面に日数だけ気にして進んで

きた嫌いというのは、これありにしてわかるわ

けですね。今後もそういうふうなことをしてい

くんだろうと私は思いますけれども、きょうい

ただいた第２号のたよりの中でも、真室川と戸

沢が今入っているわけですけれども、真室川の

この短い文章の中から推測すると、「さらに検

討を行い、判断」と書いてあるね。「住民への

説明を行った上で」と、どういうふうに変わっ

ていくか、これはわからないわけですよ。３月

と、さっき言いましたけれども、３月まで２カ

月間、またいろんな問題を提示しながら進んで

いくということを言っているんですから、また

舟形との二の舞になるんじゃないかという不安

に駆られております、私は。果たしてこれでい

いのかどうかと、十分に話し合ってきたのかど

うか、ここら辺を市長からお伺いしたい。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 先ほど今田議員にも申し上げまし

たけれども、特例法というものを活用するかし

ないかという問題がありますけれども、やはり

合併するならば活用すべきだという判断に基づ

いて今回最上の方に声をおかけし、そして今回

ここまで、法定協議会に入るというところまで

こぎつけたわけでございます。 

  期間が短いか長いか、逆に３年、４年あった

らそれがいくのかということもあります。期間
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ではなくて内容を私は重視しております。そう

した点で、確かに１村は離脱しましたけれども、

２町村はさらに検討協議してやりたいというよ

うなこともいただいているわけです。今回の協

議で全部が離脱というわけではない。四つのう

ち三つが一緒になってやろうと。ですから、決

して理解不足ではないと私は思っています。そ

れは首長の考え方に大いに左右されている場面

であるなと思います。四つのうち三つがさらに

検討を重ねてやろうと。もし舟形のようになっ

たらと。ならないように努力していると御理解

いただければありがたいと思います。 

平向岩雄議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１１時０３分 休憩 

     午前１１時１３分 開議 

 

平向岩雄議長 休憩を解いて、再開いたします。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 私の主張したいのは、

日数的なものが非常に問題、今後も気をつけて

いかなきゃならないということで申し上げてい

るんですよ。これ一つ見てみますと、この間15

日の協議会、日程の流れ、15日に協議会があっ

て、合併の説明があった、資料も全部いただい

た、そのときに19日に第４回検討委員会で返事

をもらうことになっているということですね、

４日後。それで19日に離脱ということで鮭川が

離れたと。私どもの議運が22日にあって、きょ

う臨時会と。せわしくないですか。こんな３日

後に本会議なんていうのは、今まで私は経験が

ない。こういう流れをつくるそのものが嫌われ

ていると私は言っているんですよ。執行部側で

臨時会の日にちを25日と決めてある、予定がこ

う載っているから。こういうことが協議会の中

でもあったんだと私は思います。私、情報とっ

たのは、聞いたのは、鮭川は２回連続で協議会

をやったと、議員協議会ですね。それでこうい

う結果が出た。やはり合併するしないなんてい

うのは、住民、市民が最終的にはどう思ってい

るかで決めるべきだと私は思うんですよ。その

協議会、最終決議した前に、住民との対話によ

って法定協に入らないなんていう話し合いはな

いはずです。全然聞こえてこない。やったとい

う事実もないようですよ、報道にもならないし。

議会と執行部等が２日間の話し合いの中で決め

たというやつを決めたと。よその町村だから、

言う立場じゃないんですけれども。ただ、そう

いうふうに決まって３市町村でこれから法定協

に入るんですけれども、さっきも何回も申し上

げましたとおり、揺れ動くんじゃないかなと私

は予想するんですよ。そうならないように持っ

ていきますとは言ったものの、こういう手法で

今後進むとすれば、必ずまた大きい変化が起き

てくると私は想像します。やはり相手があるこ

とですから、さっきも話が出てきましたが、も

ちろんですが、もう少し相手の考えているもの

を引き出して聞いて、そして行動に移すべきじ

ゃないかなと。どうも余り一人で走り過ぎると

ころが新庄市はあるんじゃないかと私は思うん

ですけれども、過去を振り返って、また今後は

どういうふうに対応していくか、市長よりお答

え願いたい。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 いろいろ御意見をいただいて、日

数の問題も取り上げていただいているわけです

けれども、確認は私がしているわけではない、

議長という立場で、会長という立場で総意で進

めているということを御理解いただきたいと。

それで25日に法定協議会に入るということも、

その任意協議会に参加しているそれぞれの町村

の皆さんにお諮りし、延ばしますか、いや25日

でやれと、やめるところがもしあったら、それ

はいたし方ないと。私の考え方ではないという
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ことを御理解いただきたいと思います。会議の

中で総意で決まったことを進めさせていただい

ているというふうに御理解いただければありが

たいと思います。 

１４番（新田道尋議員） 議長、新田道尋。 

平向岩雄議長 新田道尋君。 

１４番（新田道尋議員） 市長は今、総意という

ふうに答弁なさいましたが、ほかの人から聞く

と、私らの意見が通ってない、通ってないとい

うことが出てくるんですよ。会議なんていうの

は、手法が強引なところに負けるということが

あるわけですから、いいからいいから、そんな

構うことないというふうなことで、じゃやりま

しょうと。だれかが不満があったりというのは

やはり抑えられるということが往々にしてある

わけですから、そこら辺ですよ。後から噴出す

るということは合意でないというふうに私はと

らえているんですよ。そういうことがなかった

ですか。本当にみんなの合意ですか。でなかっ

たらば、こんなことが出てくるはずない。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

平向岩雄議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 先ほどもお話ししましたが、ここ

は離脱すると表明する市町村はいたし方ないこ

とでありまして、他の町村は進むという判断を

したのが三つだと御理解いただきたいと思いま

す。そこを離脱した村は村なりの理由があって

のことですので、任意協議会はそうした性格で、

今後一つ一つ決める法定協議会に入るか入らな

いか、それに対して十分なお話をいただいた結

果、早急に決めるものを決めて、住民にきちっ

とお知らせする機会が必要だから、法定協議会

を延ばしてはだめだというような総意があった

ということを御理解いただければと思います。 

平向岩雄議長 ほかにございませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

  お二方から討論の挙手がございますけれども、

反対か賛成かをお伺いしたいと思います。 

  最初に、佐藤悦子さんは反対ですか。 

２ 番（佐藤悦子議員） 反対です。 

平向岩雄議長 清水清秋君は。 

９ 番（清水清秋議員） 賛成です。 

平向岩雄議長 それでは討論の発言を許します。 

  反対討論といたしまして、佐藤悦子君。 

   （２番佐藤悦子議員登壇） 

２ 番（佐藤悦子議員） 議案第90号新庄最上地

域合併協議会の設置について、反対討論を行い

ます。 

  反対の理由は、合併後の財政問題で、合併す

れば、財政、地域が豊かになれるのかという問

題です。決して豊かにはなれないのではないか

ということです。合併すると３町村で年間10億

円ぐらい減るのかなと考えているところですが、

具体的な試算は後で課長から示されるようです。

一本算定がこのぐらい減るということがありま

す。そうしますと、一本算定の場合は10年間で

100億円ほども減ることになるわけです。優遇

措置ということもあるようですが、これは５年

間そのままで、６年目から段階的に減って、11

年目からは現在よりも約10億円ぐらい減少とな

るようです。合併によって財政は膨らむどころ

か、すぼむことになります。 

  地方交付税が削減されることによる影響は、

行政サービスの低下はもちろん、３市町村の地

域経済に及ぼすマイナス影響は多大なものが想

定されるのではないでしょうか。合併すれば管

理的な部門の職員が減らされ、住民サービス低

下をもらたさないかのようなお話も前に課長か

らありましたけれども、支所を置けば必ず管理

的な職員が必要です。節約できるという具体的

な試算は出されておりません。 

  もう一つ、有利な借金と言われる合併推進債

についても問題があります。市長は、救急車が
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入れるような道路整備を中心に行っていきたい

と大変いいことを言ってくださいました。市内

には確かに救急車が入れない道路がありますし、

これを直して、せめて救急車が入れるようにし

てほしい、切実な声が私にも寄せられておりま

す。そういうことに対して、天童市などは狭い

道路を市の道路として指定して、補助をして拡

幅することも考えてやっていたことも聞いてお

ります。そういうことは新庄市としては必要な

ことだと思います。今後考えなければいけない

重要な課題だと思います。しかし、その他の安

易な活用をして、交付税算定がえ終了後、11年

目以降と重なったりすれば、得どころか、マイ

ナスの可能性があります。その上、今まで合併

したところは国の補てんが約束の４割から５割

にまで減少しているということです。というこ

とは、来るかなと思って借金をした結果、返済

が滞ってしまって、ますます財政難が進んでし

まうということがあるわけです。 

  鮭川村長がおっしゃっていた「他町村にとっ

て財政比率は今より悪くなる」という、私の鮭

川村長の言葉を聞いての質問に対して、課長は

「町村は悪くなる」とはっきり言いました。現

在の新庄市にとっては今が最高に悪いわけです

から、少しよくなる。それはそのとおりだと思

います。しかし、他町村が悪くなるということ

であれば、市長の言葉をかりれば周辺部に力を

入れてやっていくと。こうなっていけば、間違

いなく私たち旧新庄市に住んでいる者に対する

サービスが悪くなる、ならざるを得ない。こう

いうこともあるわけです。国保税の値上げもさ

れるかもしれません。財政は合併すれば決して

豊かになれないということです。合併しなけれ

ば今までのが基本的に保障されるわけですから、

その中で私はやっていくべきだと思います。 

  平成の大合併は、国の財政赤字の地方への押

しつけです。総務省は、市町村合併を進めれば、

1,000程度に減れば地方交付税が４兆円から５

兆円削減できるとしてきたのです。市町村合併

の背景に地方交付税の大幅削減のねらいがある

のです。本来合併が市町村にとって現在よりよ

くなるという保証があれば、優遇措置という一

時的なあめ玉がなくても進むはずであります。

しかし、平成の大合併の実態は、国の財政赤字

のツケを地域のいろんな状況を無視して期限を

決めて上から押しつける強引な押しつけ合併で

す。合併の不都合があったからといって法律上

は分割も可能ですが、現実には後戻りはできま

せん。国の地方交付税削減のねらいに迎合する

ことになる合併はやめるべきではないでしょう

か。 

  周辺部の寂れ、これは鮭川村長だけが言って

いることではなくて、町村会、首長の会議、こ

の会議で指摘されております。だから、町村会

では、合併については進めないでいただきたい、

国から強引にやるのをやめていただきたい、こ

ういう意見を述べていると聞いております。 

  合併がなぜ必要なのかについて、きょうこう

いうチラシが出され、市長のきょうの言葉でも

周辺部の人口減少が非常に早まっているんだと、

合併しなくていいのかと何度も市長はおっしゃ

っていました。しかし、私は言いたい。合併し

たらあの地域の周辺部の人口減少がとまるのか、

その速度が遅くなるのかと言いたいんです。は

っきり言って、財政が減る中では周辺部の人口

減少は加速される、これが合併ではないでしょ

うか。周辺部の過疎化を進めないためには、や

はり地方交付税を町村にまともにやること、そ

して国として農業を、自給率を高める施策に変

えていくこと、米をつくって暮らしていける収

入が農家に保障されれば、間違いなく周辺部の

農村は元気になり、後継ぎが生まれてきます。

そういう農政に転換することを国に求めていく

こと、国にそういうことをさせること、このこ

とこそ人口をふやしていく一番大事な、過疎化

を食いとめることではないでしょうか。地方交
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付税を減らしてもいいよという合併は進めるべ

きではない、私は思います。 

  以上、合併に反対する討論を終わります。 

平向岩雄議長 原案に賛成討論として、清水清秋

君。 

   （９番清水清秋議員登壇） 

９ 番（清水清秋議員） 私から、合併協議会の

設置について賛成の立場から討論させていただ

きます。 

  ただいま合併協議会の設置、反対討論があり

ました。行政がこれから合併で最悪になるよう

な反対討論でありましたが、私はまるっきりそ

うじゃない。新しいまちづくりをやるというふ

うな本意を持って向かっている協議会の設置に

ついて、私からは賛成の立場でこれから討論を

行いますので、よろしくお願いいたします。 

  去る12月19日に開催されました第４回新庄最

上地域合併検討協議会において、本市、真室川

町、そして戸沢村の３市町村が法定協議会に参

加の意思の表明を行いました。翌12月20日に第

５回任意協議会が開催され、法定協議会移行の

ための諸手続に関する合意がなされました。そ

れを受け、本日の臨時会が開催されたわけであ

ります。法定協議会に移行するに当たり、鮭川

村が離脱したことが報道されておりましたが、

本当にこれは残念であります。任意協を立ち上

げて、我々は４市町村が法定協に進むものと私

は考えておったわけであります。そういう意味

で本当に残念であります。しかしながら、３市

町村が法定協議会に参加を明言し、来る１月13

日に予定されている設立に向け、意志統一して

きたことは大いに評価したいと思います。 

  いよいよ本日提案されました規約などに基づ

き本格的に今後重要な協議を行うことになるわ

けでありますので、この法定協議会ではこれま

での任意協議会である新庄最上地域合併検討協

議会での協議を踏まえて、基本となる４項目を

初め59項目にも及ぶ協定項目など合併に関する

あらゆる事項と新市の新しいまちづくりについ

て、具体的かつ詳細に協議するものであると思

っております。また、任意協議会とは違い、住

民の方々も委員として参加しますので、これは

民意を反映したまちづくり協議、合併協議が行

われるものと考えます。 

  市町村合併は、言うまでもなく、将来子々

孫々にわたり引き継いでいく地域の枠組みを決

定する地域最大の課題であります。合併はそれ

自体が目的ではなく、住民の皆様へ充実した行

政サービスを提供し、この地域に住み続けられ

るようにするための手段であります。それぞれ

の地域の歴史、文化、産業、人材等の資源を連

携活用しながら、地域の垣根を取り除いた新し

いまちづくりを行う絶好の機会でもあると思い

ます。任意協議会の段階で出された各市町村の

重要課題や事業、まちづくりビジョンを踏まえ

た新市の基本計画づくり、あるいは各町村から

出された課題などに対応できるようしっかり協

議し、新市の誕生に向け全力で取り組んでもら

いたいと思います。 

  新庄市議会といたしましても、その審議内容

や結果について、議会において調査特別委員会

も設置されております。これらに随時わかりや

すく情報提供していただきながら、新しいまち

をつくるという熱意、信念を持って自由に忌憚

なく意見を交わし、討論を重ねて進めていかな

ければならないものと考えております。 

  以上申し上げまして、新庄市、真室川町、戸

沢村、３市町村による新庄最上地域合併協議会

を設置する議案第90号に大いに賛成する討論と

いたします。 

平向岩雄議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

平向岩雄議長 ほかに討論なしと認めます。よっ

て、討論を終結し、直ちに採決したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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平向岩雄議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  最初に、議案第90号新庄最上地域合併協議会

の設置については、原案のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、議

案第90号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第91号平成20年度新庄市一般会計

補正予算（第５号）については、原案のとおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

平向岩雄議長 起立多数であります。よって、議

案第91号は原案のとおり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

平向岩雄議長 以上で今期臨時会の日程は全部終

了いたしましたので、閉会いたします。 

  本日はどうも御苦労さまでした。 

 

     午前１１時３４分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  平 向 岩 雄 

 

   会議録署名議員  斎 藤 義 昭 

 

    〃   〃   山 口 吉 靜 




